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（２）－１ ＬＣＯ等の基本事項 

（２）－１-１ 重大事故等対処設備代替設備整理表 

 

 設置変更許可申請（添付八、添付十追補１）に記載されている重大事故等対処設

備について抽出し、①保安規定に記載すべき設備、②他条文にて整理すべき設備、

③系統に含まれるため系統としてＬＣＯを設定する設備に分類し、①保安規定に規

定すべき設備（ＬＣＯ対象ＳＡ設備）について、「ＬＣＯ対象設備の機能全てを満

足するＳＡ設備」「ＬＣＯ対象設備の機能全てを満足するＳＡ設備」「所要数」等

の整理した資料である。 

 

凡例 
 

    ：設計基準事故時と同じ機能を期待し、要求される運転モードと同じで

あるため、既存のＤＢ側ＬＣＯに包含して管理するもの。 
または、流路としての機能が要求されているため、「系」に含め管理

するもの。 
 

    ：複数の機能にまたがる設備のため、参照先の条文においてＬＣＯ管理

するもの。条文毎に機器は記載するが、ＬＣＯの設定は代表条文にて

実施する。 
 

    ：複数の機能を一括りにしてＬＣＯ管理するもの。ＬＣＯを設定する機

能に要求される機能と同様のＬＣＯを設定するため、表中に記載し

ない。 
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（
２
）－

１
－
１

 
重
大

事
故
等
対

処
設
備

代
替
設

備
整

理
表

1／
25

保
安

規
定

条
文

保
安

規
定

細
目

条
文

（
添
八
）

条
文

（
追
補
）

項
目

【Ａ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
Ｓ
Ａ
設
備

【
Ｂ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
を
満
足
す
る
Ｓ

Ａ
設
備

（
基
準
要
求
を
維
持
で
き
る
場
合
）

対
応
す
る
Ｄ
Ｂ
設
備

【
Ｃ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
※
を
満
足
す
る
Ｓ
Ａ
設

備
（基

準
要
求
を
維
持
で
き
な
い
場
合
）

※
：
事
前
準
備
等
の
補
完
措
置
含
む

【
Ｄ
】多

様
性
拡
張
設

備
所
要
数

（量
）

Ｎ
、
２
Ｎ

適
用
モ
ー
ド

常
設

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

２
緊
急
停
止
失
敗
時
に
原

子
炉

を
未
臨
界
に
す
る
た

め
の

設
備

８
５
－

２
－

１
原
子
炉
出
力
抑
制
（
自
動

）
４
４
条

１
．
１

原
子
炉
出
力
抑
制

(自
動

)
A

T
W

S
緩
和

設
備

-
制
御
棒
ク
ラ
ス
タ

 o
r

原
子
炉
ト
リ
ッ
プ
し
ゃ
断
器

 o
r

原
子
炉
保
護
リ
レ
ー
ラ
ッ
ク

o
r

安
全
保
護
系
プ
ロ
セ
ス
計
装

 o
r

原
子
炉
核
計
装

原
子
炉
出
力
抑
制

(手
動

)
－

１
系
統

Ｎ
モ
ー
ド
１
お
よ
び
２

常
設

－
－

な
し

１
．
１

原
子
炉
出
力
抑
制

(自
動

)
緊
急
ほ
う
酸
濃
縮

（
中
央
盤
手
動
操
作

）
※

１
参
照

※
１
参
照

－
－

－
－

第
４
４
条

加
圧
器

安
全
弁

４
４
条

１
．
１

原
子
炉
出
力
抑
制

(自
動

)
加
圧
器

安
全
弁

Ｄ
Ｂ
機
能
を
使
用
す
る
た
め
、
既
存
条
文
で
整
理

３
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（１
次
冷

却
材
温
度
が

1
4
0 
℃

 を
超
え
る
）

常
設

第
４
５
条

加
圧
器
逃
が
し
弁

４
４
条

１
．
１

原
子
炉
出
力
抑
制

(自
動

)
加
圧
器
逃
が
し
弁

Ｄ
Ｂ
機
能
を
使
用
す
る
た
め
、
既
存
条
文
で
整
理

２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

常
設

第
６
２
条

主
蒸
気

安
全
弁

４
４
条

１
．
１

原
子
炉
出
力
抑
制

(自
動

)
主
蒸
気

安
全
弁

Ｄ
Ｂ
機
能
を
使
用
す
る
た
め
、
既
存
条
文
で
整
理

２
個
～
７
個

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

常
設

第
６
３
条

主
蒸
気
止
弁

４
４
条

１
．
１

原
子
炉
出
力
抑
制

(自
動

)
主
蒸
気
止
弁

Ｄ
Ｂ
機
能
を
使
用
す
る
た
め
、
既
存
条
文
で
整
理

３
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

常
設

第
６
３
条

系
に
含
ま
れ

る
４
４
条

な
し

原
子
炉
出
力
抑
制

(自
動

)
主
蒸
気
管

系
に
含
ま
れ
る

Ｎ
－

常
設

第
６
５
条

主
蒸
気
逃
が
し
弁

４
４
条

１
．
１

原
子
炉
出
力
抑
制

(自
動

)
主
蒸
気
逃
が
し
弁

Ｄ
Ｂ
機
能
を
使
用
す
る
た
め
、
既
存
条
文
で
整
理

３
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気
発

生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ

れ
て
い
る
場
合
）

常
設

第
６
５
条

主
蒸
気
逃
が
し
弁

４
４
条

１
．
１

原
子
炉
出
力
抑
制

(自
動

)
蒸
気
発
生
器

Ｄ
Ｂ
機
能
を
使
用
す
る
た
め
、
既
存
条
文
で
整
理

３
基

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気
発

生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ

れ
て
い
る
場
合
）

常
設

第
６
６
条

補
助
給
水
系

４
４
条

１
．
１

原
子
炉
出
力
抑
制

(自
動

)
電
動

補
助
給
水
ポ
ン
プ

Ｄ
Ｂ
機
能
を
使
用
す
る
た
め
、
既
存
条
文
で
整
理

２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気
発

生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ

れ
て
い
る
場
合
）

常
設

第
６
６
条

補
助
給
水
系

４
４
条

１
．
１

原
子
炉
出
力
抑
制

(自
動

)
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

Ｄ
Ｂ
機
能
を
使
用
す
る
た
め
、
既
存
条
文
で
整
理

１
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気
発

生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ

れ
て
い
る
場
合
）

常
設

第
６
７
条

復
水
タ
ン
ク

４
４
条

１
．
１

原
子
炉
出
力
抑
制

(自
動

)
復
水
タ
ン
ク

Ｄ
Ｂ
機
能
を
使
用
す
る
た
め
、
既
存
条
文
で
整
理

１
基

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気
発

生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ

れ
て
い
る
場
合
）

常
設

第
２
３
条

制
御
棒
動
作

機
能

４
４
条

な
し

手
動
に
よ
る
原
子
炉

緊
急
停
止

制
御
棒
ク
ラ
ス
タ

Ｄ
Ｂ
機
能
を
使
用
す
る
た
め
、
既
存
条
文
で
整
理

４
８
個

Ｎ
モ
ー
ド
１
お
よ
び
２
（
臨
界
状
態
）

常
設

第
３
４
条

計
測
お
よ
び
制
御

設
備

４
４
条

１
．
１

手
動
に
よ
る
原
子
炉

緊
急
停
止

原
子
炉
ト
リ
ッ
プ
ス
イ
ッ
チ

（
中
央
制
御
盤
手
動
操
作

）
Ｄ
Ｂ
機
能
を
使
用
す
る
た
め
、
既
存
条
文
で
整
理

１
個

Ｎ
モ
ー
ド
１
お
よ
び
２

常
設

第
３
４
条

計
測
お
よ
び
制
御

設
備

４
４
条

な
し

手
動
に
よ
る
原
子
炉

緊
急
停
止

原
子
炉
ト
リ
ッ
プ
し
ゃ
断
器

Ｄ
Ｂ
機
能
を
使
用
す
る
た
め
、
既
存
条
文
で
整
理

２
系
統

Ｎ
モ
ー
ド
１
お
よ
び
２

常
設

第
４
４
条

加
圧
器

安
全
弁

４
４
条

１
．
１

原
子
炉
出
力
抑
制

(手
動

)
加
圧
器

安
全
弁

Ｄ
Ｂ
機
能
を
使
用
す
る
た
め
、
既
存
条
文
で
整
理

３
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（１
次
冷

却
材
温
度
が

1
4
0 
℃

 を
超
え
る
）

常
設

第
４
５
条

加
圧
器
逃
が
し
弁

４
４
条

１
．
１

原
子
炉
出
力
抑
制

(手
動

)
加
圧
器
逃
が
し
弁

Ｄ
Ｂ
機
能
を
使
用
す
る
た
め
、
既
存
条
文
で
整
理

２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

常
設

第
６
２
条

主
蒸
気

安
全
弁

４
４
条

１
．
１

原
子
炉
出
力
抑
制

(手
動

)
主
蒸
気

安
全
弁

Ｄ
Ｂ
機
能
を
使
用
す
る
た
め
、
既
存
条
文
で
整
理

２
個
～
５
個

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

常
設

第
６
３
条

主
蒸
気
止
弁

４
４
条

１
．
１

原
子
炉
出
力
抑
制

(手
動

)
主
蒸
気
止
弁

（
中
央
制
御
盤
手
動
操
作

）
Ｄ
Ｂ
機
能
を
使
用
す
る
た
め
、
既
存
条
文
で
整
理

２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

常
設

第
６
３
条

系
に
含
ま
れ

る
４
４
条

な
し

原
子
炉
出
力
抑
制

(手
動

)
主
蒸
気
管

系
に
含
ま
れ
る

Ｎ
－

常
設

第
６
５
条

主
蒸
気
逃
が
し
弁

４
４
条

１
．
１

原
子
炉
出
力
抑
制

(手
動

)
主
蒸
気
逃
が
し
弁

Ｄ
Ｂ
機
能
を
使
用
す
る
た
め
、
既
存
条
文
で
整
理

３
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気
発

生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ

れ
て
い
る
場
合
）

常
設

第
６
５
条

主
蒸
気
逃
が
し
弁

４
４
条

１
．
１

原
子
炉
出
力
抑
制

(手
動

)
蒸
気
発
生
器

Ｄ
Ｂ
機
能
を
使
用
す
る
た
め
、
既
存
条
文
で
整
理

３
基

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
５
（
蒸
気
発

生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ

れ
て
い
る
場
合
）

常
設

第
６
６
条

補
助
給
水
系

４
４
条

１
．
１

原
子
炉
出
力
抑
制

(手
動

)
電
動

補
助
給
水
ポ
ン
プ

（
中
央
制
御
盤
手
動
操
作

）
Ｄ
Ｂ
機
能
を
使
用
す
る
た
め
、
既
存
条
文
で
整
理

２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
５
（
蒸
気
発

生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ

れ
て
い
る
場
合
）

常
設

第
６
６
条

補
助
給
水
系

４
４
条

１
．
１

原
子
炉
出
力
抑
制

(手
動

)
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

（
中
央
制
御
盤
手
動
操
作

）
Ｄ
Ｂ
機
能
を
使
用
す
る
た
め
、
既
存
条
文
で
整
理

１
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
５
（
蒸
気
発

生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ

れ
て
い
る
場
合
）

常
設

第
６
７
条

復
水
タ
ン
ク

４
４
条

１
．
１

原
子
炉
出
力
抑
制

(手
動

)
復
水
タ
ン
ク

Ｄ
Ｂ
機
能
を
使
用
す
る
た
め
、
既
存
条
文
で
整
理

１
基

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
５
（
蒸
気
発

生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ

れ
て
い
る
場
合
）

常
設

－
－

な
し

１
．
１

原
子
炉
出
力
抑
制

(手
動

)
緊
急
ほ
う
酸
濃
縮

（
中
央
盤
手
動
操
作

）
※
１
参

照

－
－

－
常
設

第
２
８
条

化
学
体
積
制
御
系
（
ほ
う
酸
濃
縮
機
能
）

４
４
条

１
．
１

ほ
う
酸
水
注
入

ほ
う
酸
タ
ン
ク
※
１

Ｄ
Ｂ
機
能
を
使
用
す
る
た
め
、
既
存
条
文
で
整
理

２
基

Ｎ
モ
ー
ド
１
お
よ
び
２

常
設

第
２
８
条

化
学
体
積
制
御
系
（
ほ
う
酸
濃
縮
機
能
）

４
４
条

１
．
１

ほ
う
酸
水
注
入

ほ
う
酸
ポ
ン
プ
※
１

Ｄ
Ｂ
機
能
を
使
用
す
る
た
め
、
既
存
条
文
で
整
理

１
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
お
よ
び
２

常
設

第
２
８
条

化
学
体
積
制
御
系
（
ほ
う
酸
濃
縮
機
能
）

４
４
条

１
．
１

ほ
う
酸
水
注
入

緊
急
ほ
う
酸
注
入
弁

※
１

Ｄ
Ｂ
機
能
を
使
用
す
る
た
め
、
既
存
条
文
で
整
理

１
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
お
よ
び
２

常
設

第
２
８
条

化
学
体
積
制
御
系
（
ほ
う
酸
濃
縮
機
能
）

４
４
条

１
．
１

ほ
う
酸
水
注
入

充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ

Ｄ
Ｂ
機
能
を
使
用
す
る
た
め
、
既
存
条
文
で
整
理

１
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
お
よ
び
２

常
設

第
２
８
条

系
に
含
ま
れ

る
４
４
条

な
し

ほ
う
酸
水
注
入

抽
出
水
再
生
ク
ー
ラ

Ｎ
－

常
設

第
２
８
条

系
に
含
ま
れ

る
４
４
条

な
し

ほ
う
酸
水
注
入

ほ
う
酸
フ
ィ
ル
タ

Ｎ
－

常
設

第
５
４
条

燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク

４
４
条

１
．
１

ほ
う
酸
水
注
入

燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク

１
基

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

常
設

系
に
含
ま
れ
る

系
に
含
ま
れ
る

Ｄ
Ｂ
機
能
を
使
用
す
る
た
め
、
既
存

条
文
で
整
理

※
１
参
照

補(2)-4



（
２
）－

１
－
１

 
重
大

事
故
等
対

処
設
備

代
替
設

備
整

理
表

2／
25

保
安

規
定

条
文

保
安

規
定

細
目

条
文

（
添
八
）

条
文

（
追
補
）

項
目

【Ａ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
Ｓ
Ａ
設
備

【
Ｂ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
を
満
足
す
る
Ｓ

Ａ
設
備

（
基
準
要
求
を
維
持
で
き
る
場
合
）

対
応
す
る
Ｄ
Ｂ
設
備

【
Ｃ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
※
を
満
足
す
る
Ｓ
Ａ
設

備
（基

準
要
求
を
維
持
で
き
な
い
場
合
）

※
：
事
前
準
備
等
の
補
完
措
置
含
む

【
Ｄ
】多

様
性
拡
張
設

備
所
要
数

（量
）

Ｎ
、
２
Ｎ

適
用
モ
ー
ド

常
設

可
搬

第
５
５
条

ほ
う
酸
注
入
タ
ン
ク

４
４
条

１
．
１

ほ
う
酸
水
注
入

ほ
う
酸
注
入
タ
ン
ク

１
基

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

常
設

第
５
２
条

非
常

用
炉
心
冷
却
系

な
し

１
．
１

ほ
う
酸
水
注
入

充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ

Ｄ
Ｂ
機
能
を
使
用
す
る
た
め
、
既
存
条
文
で
整
理

１
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
お
よ
び
２

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
３

１
次
系

の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド

ブ
リ
ー
ド
を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
３
－

１
１
次
冷
却
系

の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド

４
５
条

４
６
条

５
６
条

１
．
２

１
．
３

１
．
１
３

１
次
冷
却
系
の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド

充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ

-
電
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

 
an

d
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

 
o
r

復
水
タ
ン
ク

 
o
r

主
蒸
気
逃
が
し
弁

-
-

２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気
発

生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ

れ
て
い
る
場
合
）

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
３

１
次
系

の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド

ブ
リ
ー
ド
を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
３
－

１
１
次
冷
却
系

の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド

４
５
条

４
６
条

５
６
条

１
．
２

１
．
３

１
．
１
３

１
次
冷
却
系
の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド

加
圧
器
逃
が
し
弁

-
電
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

 
an

d
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

 
o
r

復
水
タ
ン
ク

 
o
r

主
蒸
気
逃
が
し
弁

-
-

２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気
発

生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ

れ
て
い
る
場
合
）

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
３

１
次
系

の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド

ブ
リ
ー
ド
を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
３
－

１
１
次
冷
却
系

の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド

４
５
条

４
６
条

５
６
条

１
．
２

１
．
３

１
．
１
３

１
次
冷
却
系
の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド

燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク

１
基

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）

常
設

第
５
２
条

第
５
３
条

非
常

用
炉
心
冷
却
系

４
５
条

４
６
条

１
．
２

１
．
３

１
次
冷
却
系
の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド
（
そ
の
後

の
余
熱
除
去
運
転

）
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ

Ｄ
Ｂ
機
能
を
使
用
す
る
た
め
、
既
存
条
文
で
整
理

１
基

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

常
設

第
５
２
条

第
５
３
条

非
常

用
炉
心
冷
却
系

４
５
条

４
６
条

１
．
２

１
．
３

１
次
冷
却
系
の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド
（
そ
の
後

の
余
熱
除
去
運
転

）
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ

ス
ク
リ
ー
ン

Ｄ
Ｂ
機
能
を
使
用
す
る
た
め
、
既
存
条
文
で
整
理

１
基

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

常
設

第
３
８
条

第
３
９
条

第
４
０
条

第
４
１
条

第
４
２
条

１
次
冷
却
系

非
常

用
炉
心
冷
却
系

４
５
条

４
６
条

１
．
２

１
．
３

１
次
冷
却
系
の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド
（
そ
の
後

の
余
熱
除
去
運
転

）
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

Ｄ
Ｂ
機
能
を
使
用
す
る
た
め
、
既
存
条
文
で
整
理

１
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
３
８
条

第
３
９
条

第
４
０
条

第
４
１
条

第
４
２
条

１
次
冷
却
系

非
常

用
炉
心
冷
却
系

４
５
条

４
６
条

１
．
２

１
．
３

１
次
冷
却
系
の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド
（
そ
の
後

の
余
熱
除
去
運
転

）
余
熱
除
去
ク
ー
ラ

Ｄ
Ｂ
機
能
を
使
用
す
る
た
め
、
既
存
条
文
で
整
理

１
基

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
５
５
条

ほ
う
酸
注
入
タ
ン
ク

４
５
条

４
６
条

５
６
条

１
．
２

１
．
３

１
．
１
３

１
次
冷
却
系
の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド
（
そ
の
後

の
余
熱
除
去
運
転

）
ほ
う
酸
注
入
タ
ン
ク

Ｄ
Ｂ
機
能
を
使
用
す
る
た
め
、
既
存
条
文
で
整
理

１
基

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

常
設

第
５
２
条

系
に
含
ま
れ

る
４
６
条

な
し

余
熱
除
去
系
統

の
隔
離

（
ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ
ﾌ
ｪｲ
ｽ
ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ

L
O

C
A
）

余
熱
除
去
ポ
ン
プ
入
口
弁

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
３

１
次
系

の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド

ブ
リ
ー
ド
を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
３
－

１
１
次
冷
却
系

の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド

４
６
条

１
．
３

加
圧
器
逃
が
し
弁
に
よ
る

１
次
冷
却
系
の
減
圧

(高
圧
溶
融
物

)

加
圧
器
逃
が
し
弁

-
－

-
-

２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気
発

生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ

れ
て
い
る
場
合
）

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
３

１
次
系

の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド

ブ
リ
ー
ド
を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
３
－

１
１
次
冷
却
系

の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド

４
６
条

１
．
３

１
次
冷
却
系
の
減
圧

（
蒸
気
発
生
器
伝
熱
管
破
損
）

加
圧
器
逃
が
し
弁

－
－

－
－

２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気
発

生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ

れ
て
い
る
場
合
）

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
３

１
次
系

の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド

ブ
リ
ー
ド
を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
３
－

１
１
次
冷
却
系

の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド

４
６
条

１
．
３

１
次
冷
却
系
の
減
圧

（
ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ
ﾌ
ｪｲ
ｽ
ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ

L
O

C
A
）

加
圧
器
逃
が
し
弁

－
－

－
－

２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気
発

生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ

れ
て
い
る
場
合
）

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－

１
炉
心
注
水

－
非

常
用
炉
心
冷
却
系

－
４
７
条

５
１
条

１
．
４

１
．
８

炉
心
注
水

 
高
圧
注
入
系

充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ

１
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－

１
炉
心
注
水

－
非

常
用
炉
心
冷
却
系

－
４
７
条

１
．
４

１
．
８

炉
心
注
水

 
高
圧
注
入
系

燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク

１
基

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

系
に
含
ま
れ

る
４
７
条

な
し

炉
心
注
水

 
高
圧
注
入
系

ほ
う
酸
注
入
タ
ン
ク

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

系
に
含
ま
れ

る
４
７
条

な
し

炉
心
注
水

抽
出
水
再
生
ク
ー
ラ

－
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－

１
炉
心
注
水

－
非

常
用
炉
心
冷
却
系

－
４
７
条

１
．
８

炉
心
注
水

 
低
圧
注
入
系

余
熱
除
去
ポ
ン
プ

１
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
５
２
条
非
常
用
炉
心
冷
却
系

の
要
求
さ
れ

る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
で
整
理
（第

８
８
条
の
５
項
に
基
づ
き
モ
ー
ド
５
に
移
行
）

 
 

 
モ
ー
ド
５
、
６
に
お
い
て
は
、
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針

添
付
９
記
載
例
に
従
い
整
理

系
に
含
ま
れ
る

Ｄ
Ｂ
機
能
を
使
用
す
る
た
め
、
既
存

条
文
で
整
理

8
5
-1

4
-
2
 
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
を
参
照

第
５
２
条
非
常
用
炉
心
冷
却
系

の
要
求
さ
れ

る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
で
整
理
（第

８
８
条
の
５
項
に
基
づ
き
モ
ー
ド
５
に
移
行
）

 
 

 
モ
ー
ド
５
、
６
に
お
い
て
は
、
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針

添
付
９
記
載
例
に
従
い
整
理

8
5
-1

4
-
2
 
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
を
参
照

 系
に
含
ま
れ
る

系
に
含
ま
れ
る

補(2)-5



（
２
）－

１
－
１

 
重
大

事
故
等
対

処
設
備

代
替
設

備
整

理
表

3／
25

保
安

規
定

条
文

保
安

規
定

細
目

条
文

（
添
八
）

条
文

（
追
補
）

項
目

【Ａ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
Ｓ
Ａ
設
備

【
Ｂ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
を
満
足
す
る
Ｓ

Ａ
設
備

（
基
準
要
求
を
維
持
で
き
る
場
合
）

対
応
す
る
Ｄ
Ｂ
設
備

【
Ｃ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
※
を
満
足
す
る
Ｓ
Ａ
設

備
（基

準
要
求
を
維
持
で
き
な
い
場
合
）

※
：
事
前
準
備
等
の
補
完
措
置
含
む

【
Ｄ
】多

様
性
拡
張
設

備
所
要
数

（量
）

Ｎ
、
２
Ｎ

適
用
モ
ー
ド

常
設

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－

１
炉
心
注
水

－
非

常
用
炉
心
冷
却
系

－
４
７
条

１
．
４

１
．
８

炉
心
注
水

 
低
圧
注
入
系

燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク

１
基

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

系
に
含
ま
れ

る
４
７
条

な
し

炉
心
注
水

余
熱
除
去
ク
ー
ラ

－
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－

２
炉
心
注
水

 
－
蓄
圧
注
入
系

－
４
７
条

1
.4

炉
心
注
水

 
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ

３
基

（
モ
ー
ド
４

以
下
は

２
基
）

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

５
１
条

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ

４
５
条

４
６
条

な
し

炉
心
注
水

 
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ

３
基

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
（
６
．
８
９
Ｍ
Ｐ
ａ

超
）

常
設

５
１
条

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ

４
５
条

４
６
条

な
し

炉
心
注
水

 
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
出
口
電
動
弁

３
基

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
（
６
．
８
９
Ｍ
Ｐ
ａ

超
）

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－
３

代
替
炉
心
注
水

－
Ｃ
充
て
ん
ポ
ン
プ
／
高
圧
注
入

ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却

）
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水

－

４
７
条

５
６
条

１
．
４

１
．
８

１
．
１
３

代
替
炉
心
注
水

 
Ｃ
充
て
ん
ポ
ン
プ
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷

却
）

Ｃ
充
て
ん
ポ
ン
プ
／
高
圧
注
入

ポ
ン
プ
（自
己
冷
却

）
－

全
交
流
動
力
電
源

or
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系

（
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
、
原
子

炉
補
機
冷
却
水
系
）

代
替
炉
心
注
水

 
可
搬
式

代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
＋
補
完
措
置
要

－
１
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－
３

代
替
炉
心
注
水

－
Ｃ
充
て
ん
ポ
ン
プ
／
高
圧
注
入

ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却

）
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水

－

４
７
条

１
．
４

１
．
８

代
替
炉
心
注
水

 
Ｃ
充
て
ん
ポ
ン
プ
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷

却
）

燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク

１
基

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－
３

代
替
炉
心
注
水

－
Ｃ
充
て
ん
ポ
ン
プ
／
高
圧
注
入

ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却

）
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水

－

４
７
条

１
．
４

１
．
８

代
替
炉
心
注
水

 
Ｃ
充
て
ん
ポ
ン
プ
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷

却
）

復
水
タ
ン
ク

１
基

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－
３

代
替
炉
心
注
水

－
Ｃ
充
て
ん
ポ
ン
プ
／
高
圧
注
入

ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却

）
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水

－

な
し

１
．
４

１
．
８

代
替
炉
心
注
水

 
Ｃ
充
て
ん
ポ
ン
プ
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷

却
）

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

２
台
（
モ
ー

ド
１
、
２
、

３
、
４
、
５

お
よ
び
６

以
外
お
い

て
 は

１
台
）

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－
３

代
替
炉
心
注
水

－
Ｃ
充
て
ん
ポ
ン
プ
／
高
圧
注
入

ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却

）
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水

－

な
し

１
．
４

１
．
８

代
替
炉
心
注
水

 
Ｃ
充
て
ん
ポ
ン
プ
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷

却
）

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

３
６
０
ｍ
３

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－
３

代
替
炉
心
注
水

－
Ｃ
充
て
ん
ポ
ン
プ
／
高
圧
注
入

ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却

）
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水

－

な
し

１
．
４

１
．
８

代
替
炉
心
注
水

 
Ｃ
充
て
ん
ポ
ン
プ
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷

却
）

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ

２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－
３

代
替
炉
心
注
水

－
Ｃ
充
て
ん
ポ
ン
プ
／
高
圧
注
入

ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却

）
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水

－

な
し

１
．
４

１
．
８

代
替
炉
心
注
水

 
Ｃ
充
て
ん
ポ
ン
プ
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷

却
）

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

３
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－
３

代
替
炉
心
注
水

－
Ｃ
充
て
ん
ポ
ン
プ
／
高
圧
注
入

ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却

）
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水

－

な
し

１
．
４

１
．
８

代
替
炉
心
注
水

 
Ｃ
充
て
ん
ポ
ン
プ
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷

却
）

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

２
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
７
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

系
に
含
ま
れ

る
４
７
条

５
６
条

な
し

代
替
炉
心
注
水

抽
出
水
再
生
ク
ー
ラ

系
に
含
ま
れ
る

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－
４

代
替
炉
心
注
水

－
Ａ
お
よ
び
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン

プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－

Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使
用
）に
よ
る
代

替
炉
心
注
水

－

４
７
条

１
．
４

１
．
８

代
替
炉
心
注
水

Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ

A
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（
Ｒ
Ｈ

Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使

用
）

－
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

 a
n
d

充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ

o
r

燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク

代
替
炉
心
注
水

 
可
搬
式

代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

－
２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－
４

代
替
炉
心
注
水

－
Ａ
お
よ
び
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン

プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－

Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使
用
）に
よ
る
代

替
炉
心
注
水

－

４
７
条

１
．
４

１
．
８

代
替
炉
心
注
水

Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ

燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク

１
,３
２
５

m
３

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

系
に
含
ま
れ

る
４
７
条

な
し

代
替
炉
心
注
水

Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ

Ａ
内
部
ス
プ
レ
ク
ー
ラ

系
に
含
ま
れ
る

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－

５
代

替
炉
心
注
水

－
可

搬
式

代
替
低
圧
注
水
ポ
ン

プ
に
よ
る
代

替
炉
心
注
水
－

４
７
条

５
６
条

１
．
４

１
．
１
３

代
替
炉
心
注
水

 
可
搬
式
代
替
低
圧
注
入
ポ
ン
プ

（
R

W
S
T
か
ら
海
水
へ
の
水
源
切
替
）

可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン

プ
－

全
交
流
動
力
電
源

（
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
、
充
て
ん
ポ
ン
プ
／
高
圧
注
入

ポ
ン
プ
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
、
原
子
炉
補
機
冷

却
水
系
）

Ａ
，
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使

用
）
an

d
Ｃ
充

て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）

－
１
台
×
２

２
N

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－

５
代

替
炉
心
注
水

－
可

搬
式

代
替
低
圧
注
水
ポ
ン

プ
に
よ
る
代

替
炉
心
注
水
－

４
７
条

５
６
条

１
．
４

１
．
１
３

代
替
炉
心
注
水

 
可
搬
式
代
替
低
圧
注
入
ポ
ン
プ

（
R

W
S
T
か
ら
海
水
へ
の
水
源
切
替
）

電
源
車

(可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン

プ
用

)

－
全
交
流
動
力
電
源

（
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
、
充
て
ん
ポ
ン
プ
／
高
圧
注
入

ポ
ン
プ
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
、
原
子
炉
補
機
冷

却
水
系
）

Ａ
，
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使

用
）
an

d
Ｃ
充

て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）

－
１
台
×
２

２
N

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

可
搬

8
5
-1

4
-
2
 
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
を
参
照

系
に
含
ま
れ
る

第
５
１
条
非
常
用
炉
心
冷
却
系

の
要
求
さ
れ

る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
で
整
理
（第

８
８
条
の
５
項
に
基
づ
き
モ
ー
ド
３
に
移
行
）

 
 

 
モ
ー
ド
３
（
１
次
冷
却
材
圧
力
が

6
.8

9M
P

a[
ga

ge
]以
下

の
場
合
）
、
５
、
６
に
お
い
て
は

、
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
添
付
９
記
載
例
に
従
い
整
理

Ｄ
Ｂ
機
能
を
使
用
す
る
た
め
、
既
存

条
文
で
整
理

Ｄ
Ｂ
機
能
を
使
用
す
る
た
め
、
既
存

条
文
で
整
理

8
5
-1

4
-
2
 
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
を
参
照

8
5
-1

4
-
2
 
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
を
参
照

8
5
-1

4
-
3
 
復
水
タ
ン
ク
（Ｒ
Ｗ
Ｓ
Ｔ
補
給
系
を
含
む
）を
参
照

8
5
-
1
5-

1
 
空
冷
式
非
常

用
発
電
機
か
ら
の
給
電
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

補(2)-6



（
２
）－

１
－
１

 
重
大

事
故
等
対

処
設
備

代
替
設

備
整

理
表

4／
25

保
安

規
定

条
文

保
安

規
定

細
目

条
文

（
添
八
）

条
文

（
追
補
）

項
目

【Ａ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
Ｓ
Ａ
設
備

【
Ｂ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
を
満
足
す
る
Ｓ

Ａ
設
備

（
基
準
要
求
を
維
持
で
き
る
場
合
）

対
応
す
る
Ｄ
Ｂ
設
備

【
Ｃ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
※
を
満
足
す
る
Ｓ
Ａ
設

備
（基

準
要
求
を
維
持
で
き
な
い
場
合
）

※
：
事
前
準
備
等
の
補
完
措
置
含
む

【
Ｄ
】多

様
性
拡
張
設

備
所
要
数

（量
）

Ｎ
、
２
Ｎ

適
用
モ
ー
ド

常
設

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－

５
代

替
炉
心
注
水

－
可

搬
式

代
替
低
圧
注
水
ポ
ン

プ
に
よ
る
代

替
炉
心
注
水
－

４
７
条

５
６
条

１
．
４

１
．
１
３

代
替
炉
心
注
水

 
可
搬
式
代
替
低
圧
注
入
ポ
ン
プ

（
R

W
S
T
か
ら
海
水
へ
の
水
源
切
替
）

送
水
車

－
全
交
流
動
力
電
源

（
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
、
充
て
ん
ポ
ン
プ
／
高
圧
注
入

ポ
ン
プ
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
、
原
子
炉
補
機
冷

却
水
系
）

Ａ
，
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使

用
）
an

d
Ｃ
充

て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）

－
１
台
×
２

２
N

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－

５
代

替
炉
心
注
水

－
可

搬
式

代
替
低
圧
注
水
ポ
ン

プ
に
よ
る
代

替
炉
心
注
水
－

な
し

１
．
４

１
．
１
３

代
替
炉
心
注
水

 
可
搬
式
代
替
低
圧
注
入
ポ
ン
プ

（
R

W
S
T
か
ら
海
水
へ
の
水
源
切
替
）

軽
油

用
ド
ラ
ム
缶

６
,１
８
０

リ
ッ
ト
ル

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－

５
代

替
炉
心
注
水

－
可

搬
式

代
替
低
圧
注
水
ポ
ン

プ
に
よ
る
代

替
炉
心
注
水
－

な
し

１
．
４

１
．
１
３

代
替
炉
心
注
水

 
可
搬
式
代
替
低
圧
注
入
ポ
ン
プ

（
R

W
S
T
か
ら
海
水
へ
の
水
源
切
替
）

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

３
６
０
ｍ
３

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－

５
代

替
炉
心
注
水

－
可

搬
式

代
替
低
圧
注
水
ポ
ン

プ
に
よ
る
代

替
炉
心
注
水
－

な
し

１
．
４

１
．
１
３

代
替
炉
心
注
水

 
可
搬
式
代
替
低
圧
注
入
ポ
ン
プ

（
R

W
S
T
か
ら
海
水
へ
の
水
源
切
替
）

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－

５
代

替
炉
心
注
水

－
可

搬
式

代
替
低
圧
注
水
ポ
ン

プ
に
よ
る
代

替
炉
心
注
水
－

な
し

１
．
４

１
．
１
３

代
替
炉
心
注
水

 
可
搬
式
代
替
低
圧
注
入
ポ
ン
プ

（
R

W
S
T
か
ら
海
水
へ
の
水
源
切
替
）

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

３
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－
６

代
替
再
循
環

４
７
条

５
６
条

１
．
４

１
．
１
３

代
替
再
循
環
運
転

 
Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ

Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（
Ｒ
Ｈ

Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使

用
）

－
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

or
余
熱
除
去
ク
ー
ラ

or
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
入
口
弁
（
格
納
容
器
再
循
環
サ

ン
プ
連
絡
第
１
弁
）o

r
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
入
口
弁
（
格
納
容
器
再
循
環
サ

ン
プ
連
絡
第
２
弁
）

－
－

２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－
６

代
替
再
循
環

４
７
条

５
６
条

１
．
４

１
．
１
３

代
替
再
循
環
運
転

 
Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ

Ａ
内
部
ス
プ
レ
ク
ー
ラ

－
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

or
余
熱
除
去
ク
ー
ラ

or
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
入
口
弁
（
格
納
容
器
再
循
環
サ

ン
プ
連
絡
第
１
弁
）o

r
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
入
口
弁
（
格
納
容
器
再
循
環
サ

ン
プ
連
絡
第
２
弁
）

－
－

１
基

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－
６

代
替
再
循
環

４
７
条

１
．
４

代
替
再
循
環
運
転

 
Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ

A
・
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
入
口

弁
（
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ

側
）

－
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

or
余
熱
除
去
ク
ー
ラ

or
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
入
口
弁
（
格
納
容
器
再
循
環
サ

ン
プ
連
絡
第
１
弁
）o

r
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
入
口
弁
（
格
納
容
器
再
循
環
サ

ン
プ
連
絡
第
２
弁
）

－
－

１
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－
６

代
替
再
循
環

４
７
条

５
６
条

１
．
４

１
．
１
３

代
替
再
循
環
運
転

 
Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ

－
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

or
余
熱
除
去
ク
ー
ラ

or
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
入
口
弁
（
格
納
容
器
再
循
環
サ

ン
プ
連
絡
第
１
弁
）o

r
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
入
口
弁
（
格
納
容
器
再
循
環
サ

ン
プ
連
絡
第
２
弁
）

－
－

１
基

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－
６

代
替
再
循
環

４
７
条

５
６
条

１
．
４

１
．
１
３

代
替
再
循
環
運
転

 
Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連

絡
ラ
イ
ン
使

用
）

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ

ス
ク
リ
ー
ン

－
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

or
余
熱
除
去
ク
ー
ラ

or
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
入
口
弁
（
格
納
容
器
再
循
環
サ

ン
プ
連
絡
第
１
弁
）o

r
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
入
口
弁
（
格
納
容
器
再
循
環
サ

ン
プ
連
絡
第
２
弁
）

－
－

１
基

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
水

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－
６

代
替
再
循
環

４
７
条

４
８
条

５
６
条

１
．
４

１
．
１
３

代
替
再
循
環
運
転

 低
圧
代
替
再
循
環

B
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

 （
海
水
冷

却
）

－
全
交
流
動
力
電
源

or
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系

代
替
炉
心
注
水

 
an

d
格
納
容
器
自
然
対
流
冷
却

－
１
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
水

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－
６

代
替
再
循
環

４
７
条

５
６
条

１
．
４

１
．
１
３

代
替
再
循
環
運
転

 低
圧
代
替
再
循
環

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ

－
全
交
流
動
力
電
源

or
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系

代
替
炉
心
注
水

 
an

d
格
納
容
器
自
然
対
流
冷
却

－
１
基

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
水

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－
６

代
替
再
循
環

４
７
条

５
６
条

１
．
４

１
．
１
３

代
替
再
循
環
運
転

 低
圧
代
替
再
循
環

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク

リ
ー
ン

－
全
交
流
動
力
電
源

or
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系

代
替
炉
心
注
水

 
an

d
格
納
容
器
自
然
対
流
冷
却

－
１
基

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
水

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－
６

代
替
再
循
環

４
７
条

５
６
条

１
．
４

１
．
５

１
．
１
３

代
替
再
循
環
運
転

 低
圧
代
替
再
循
環

大
容

量
ポ
ン
プ

１
台
×
２

 
２

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
水

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－
６

代
替
再
循
環

な
し

１
．
４

１
．
５

１
．
１
３

代
替
再
循
環
運
転

 低
圧
代
替
再
循
環

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

２
台
（
モ
ー

ド
１
、
２
、

３
、
４
、
５

お
よ
び
６

以
外
お
い

て
 は

１
台
）

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－
６

代
替
再
循
環

な
し

１
．
４

１
．
５

１
．
１
３

代
替
再
循
環
運
転

 
低
圧

代
替
再
循
環

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

３
６
０
ｍ
３

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－
６

代
替
再
循
環

な
し

１
．
４

１
．
５

１
．
１
３

代
替
再
循
環
運
転

 
低
圧

代
替
再
循
環

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ

２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
12

-
4
 
軽
油
用
ド
ラ
ム
缶
に
よ
る
燃
料

補
給
設
備
を
参
照

85
-
7
-
2 

大
容
量
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
自
然
対
流
冷
却
お
よ
び
代
替
補
機
冷
却

を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

1
 
空
冷
式
非
常

用
発
電
機
か
ら
の
給
電
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

補(2)-7



（
２
）－

１
－
１

 
重
大

事
故
等
対

処
設
備

代
替
設

備
整

理
表

5／
25

保
安

規
定

条
文

保
安

規
定

細
目

条
文

（
添
八
）

条
文

（
追
補
）

項
目

【Ａ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
Ｓ
Ａ
設
備

【
Ｂ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
を
満
足
す
る
Ｓ

Ａ
設
備

（
基
準
要
求
を
維
持
で
き
る
場
合
）

対
応
す
る
Ｄ
Ｂ
設
備

【
Ｃ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
※
を
満
足
す
る
Ｓ
Ａ
設

備
（基

準
要
求
を
維
持
で
き
な
い
場
合
）

※
：
事
前
準
備
等
の
補
完
措
置
含
む

【
Ｄ
】多

様
性
拡
張
設

備
所
要
数

（量
）

Ｎ
、
２
Ｎ

適
用
モ
ー
ド

常
設

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－
６

代
替
再
循
環

な
し

１
．
４

１
．
５

１
．
１
３

代
替
再
循
環
運
転

 
低
圧

代
替
再
循
環

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

３
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－
６

代
替
再
循
環

な
し

１
．
４

１
．
５

１
．
１
３

代
替
再
循
環
運
転

 
低
圧

代
替
再
循
環

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

２
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

系
に
含
ま
れ

る
第
４
７
条

第
５
６
条

な
し

代
替
再
循
環
運
転

 低
圧
代
替
再
循
環

Ｂ
余
熱
除
去
ク
ー
ラ

系
に
含
ま
れ
る

－
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－
６

代
替
再
循
環

４
７
条

４
８
条

５
６
条

１
．
４

１
．
１
３

代
替
再
循
環
運
転

 
高
圧

代
替
再
循
環

Ｂ
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

（
海
水
冷
却
）

－
全
交
流
動
力
電
源

or
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系

代
替
炉
心
注
水

 
an

d
格
納
容
器
自
然
対
流
冷
却

－
１
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－
６

代
替
再
循
環

４
７
条

４
８
条

５
６
条

１
．
４

１
．
１
３

代
替
再
循
環
運
転

 
高
圧

代
替
再
循
環

Ｂ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ

（
海
水
冷
却
）

－
全
交
流
動
力
電
源

or
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系

代
替
炉
心
注
水

 
an

d
格
納
容
器
自
然
対
流
冷
却

－
１
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－
６

代
替
再
循
環

４
７
条

５
６
条

１
．
４

１
．
１
３

代
替
再
循
環
運
転

 
高
圧

代
替
再
循
環

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ

－
全
交
流
動
力
電
源

or
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系

代
替
炉
心
注
水

 
an

d
格
納
容
器
自
然
対
流
冷
却

－
１
基

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－
６

代
替
再
循
環

４
７
条

５
６
条

１
．
４

１
．
１
３

代
替
再
循
環
運
転

 
高
圧

代
替
再
循
環

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ

ス
ク
リ
ー
ン

－
全
交
流
動
力
電
源

or
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系

代
替
炉
心
注
水

 
an

d
格
納
容
器
自
然
対
流
冷
却

－
１
基

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－
６

代
替
再
循
環

４
７
条

５
６
条

１
．
４

１
．
５

１
．
１
３

代
替
再
循
環
運
転

 
高
圧

代
替
再
循
環

大
容

量
ポ
ン
プ

１
台
×
２

 
２

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－
６

代
替
再
循
環

な
し

１
．
４

１
．
５

１
．
１
３

代
替
再
循
環
運
転

 
高
圧

代
替
再
循
環

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

２
台
（
モ
ー

ド
１
、
２
、

３
、
４
、
５

お
よ
び
６

以
外
お
い

て
 は

１
台
）

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－
６

代
替
再
循
環

な
し

１
．
４

１
．
５

１
．
１
３

代
替
再
循
環
運
転

 
高
圧

代
替
再
循
環

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

３
６
０
ｍ
３

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－
６

代
替
再
循
環

な
し

１
．
４

１
．
５

１
．
１
３

代
替
再
循
環
運
転

 
高
圧

代
替
再
循
環

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ

２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－
６

代
替
再
循
環

な
し

１
．
４

１
．
５

１
．
１
３

代
替
再
循
環
運
転

 
高
圧

代
替
再
循
環

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

３
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
４
－
６

代
替
再
循
環

な
し

１
．
４

１
．
５

１
．
１
３

代
替
再
循
環
運
転

 
高
圧

代
替
再
循
環

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

２
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

系
に
含
ま
れ

る
４
７
条

５
６
条

な
し

代
替
再
循
環
運
転

Ｂ
余
熱
除
去
ク
ー
ラ

系
に
含
ま
れ
る

－
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

系
に
含
ま
れ

る
４
７
条

５
６
条

な
し

代
替
再
循
環
運
転

ほ
う
酸
注
入
タ
ン
ク

系
に
含
ま
れ
る

－
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

系
に
含
ま
れ

る
な
し

な
し

1
 次
冷
却

設
備

蒸
気
発
生
器

系
に
含
ま
れ
る

－
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

系
に
含
ま
れ

る
な
し

な
し

1
 次
冷
却

設
備

冷
却
材
ポ
ン
プ

系
に
含
ま
れ
る

－
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

系
に
含
ま
れ

る
な
し

な
し

1
 次
冷
却

設
備

原
子
炉
容
器

系
に
含
ま
れ
る

－
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

系
に
含
ま
れ

る
な
し

な
し

1
 次
冷
却

設
備

加
圧
器

系
に
含
ま
れ
る

－
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
４

炉
心
注
入

を
す
る
た
め
の

設
備

系
に
含
ま
れ

る
な
し

な
し

1
 次
冷
却

設
備

１
次
冷
却
材
管

系
に
含
ま
れ
る

－
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

85
-
7
-
2 

大
容
量
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
自
然
対
流
冷
却
お
よ
び
代
替
補
機
冷
却

を
参
照

8
5
-
1
5-

1
 
空
冷
式
非
常

用
発
電
機
か
ら
の
給
電
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

補(2)-8



（
２
）－

１
－
１

 
重
大

事
故
等
対

処
設
備

代
替
設

備
整

理
表

6／
25

保
安

規
定

条
文

保
安

規
定

細
目

条
文

（
添
八
）

条
文

（
追
補
）

項
目

【Ａ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
Ｓ
Ａ
設
備

【
Ｂ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
を
満
足
す
る
Ｓ

Ａ
設
備

（
基
準
要
求
を
維
持
で
き
る
場
合
）

対
応
す
る
Ｄ
Ｂ
設
備

【
Ｃ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
※
を
満
足
す
る
Ｓ
Ａ
設

備
（基

準
要
求
を
維
持
で
き
な
い
場
合
）

※
：
事
前
準
備
等
の
補
完
措
置
含
む

【
Ｄ
】多

様
性
拡
張
設

備
所
要
数

（量
）

Ｎ
、
２
Ｎ

適
用
モ
ー
ド

常
設

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

５
１
次
冷
却
系
の
減
圧

を
す

る
た
め
の

設
備

８
５
－

５
－

１
加
圧
器
逃
が
し
弁
に
よ
る
減
圧

４
６
条

１
．
３

加
圧
器
逃
が
し
弁

の
機

能
回
復

 
窒
素
ボ
ン
ベ

窒
素
ボ
ン
ベ

（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動

用
）

可
搬
式
空
気
圧
縮

機
（加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動

用
）

加
圧
器
逃
が
し
弁

全
交
流
動
力
電
源

(制
御

用
空
気

)o
r

直
流
電
源

-
-

４
本

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

５
１
次
冷
却
系
の
減
圧

を
す

る
た
め
の

設
備

８
５
－

５
－

１
加
圧
器
逃
が
し
弁
に
よ
る
減
圧

４
６
条

１
．
３

加
圧
器
逃
が
し
弁

の
機

能
回
復

 
可
搬
式
空
気
圧
縮
機

可
搬
式
空
気
圧
縮

機
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動

用
）
窒
素
ボ
ン
ベ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動

用
）

加
圧
器
逃
が
し
弁

全
交
流
動
力
電
源

(制
御

用
空
気

)o
r

直
流
電
源

-
-

２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

５
１
次
冷
却
系
の
減
圧

を
す

る
た
め
の

設
備

８
５
－

５
－

１
加
圧
器
逃
が
し
弁
に
よ
る
減
圧

４
６
条

１
．
３

加
圧
器
逃
が
し
弁

の
機

能
回
復

 
可
搬
バ
ッ
テ
リ

可
搬
型
バ
ッ
テ
リ

（
加
圧
器
逃
が
し
弁

用
）

-
加
圧
器
逃
が
し
弁

全
交
流
動
力
電
源

(制
御

用
空
気

)o
r

直
流
電
源

加
圧
器
逃
が
し
弁

の
機
能
回
復
（
可
搬
式
整
流
器
）

・
可
搬
式
整
流
器

・
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

・
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ

・
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

・
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

-
１
個

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

５
１
次
冷
却
系
の
減
圧

を
す

る
た
め
の

設
備

８
５
－

５
－

１
加
圧
器
逃
が
し
弁
に
よ
る
減
圧

な
し

１
．
３

加
圧
器
逃
が
し
弁

の
機

能
回
復

 
可
搬
式
空
気
圧
縮
機

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

２
台
（
モ
ー

ド
１
、
２
、

３
、
４
、
５

お
よ
び
６

以
外
お
い

て
 は

１
台
）

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

５
１
次
冷
却
系
の
減
圧

を
す

る
た
め
の

設
備

８
５
－

５
－

１
加
圧
器
逃
が
し
弁
に
よ
る
減
圧

な
し

１
．
３

加
圧
器
逃
が
し
弁

の
機

能
回
復

 
可
搬
バ
ッ
テ
リ

可
搬
式
整
流
器

２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

５
１
次
冷
却
系
の
減
圧

を
す

る
た
め
の

設
備

８
５
－

５
－

１
加
圧
器
逃
が
し
弁
に
よ
る
減
圧

な
し

１
．
３

加
圧
器
逃
が
し
弁

の
機

能
回
復

 
可
搬
式
空
気
圧
縮
機

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

３
６
０
ｍ
３

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

５
１
次
冷
却
系
の
減
圧

を
す

る
た
め
の

設
備

８
５
－

５
－

１
加
圧
器
逃
が
し
弁
に
よ
る
減
圧

な
し

１
．
３

加
圧
器
逃
が
し
弁

の
機

能
回
復

 
可
搬
式
空
気
圧
縮
機

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ

２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

５
１
次
冷
却
系
の
減
圧

を
す

る
た
め
の

設
備

８
５
－

５
－

１
加
圧
器
逃
が
し
弁
に
よ
る
減
圧

な
し

１
．
３

加
圧
器
逃
が
し
弁

の
機

能
回
復

 
可
搬
式
空
気
圧
縮
機

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

３
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

５
１
次
冷
却
系
の
減
圧

を
す

る
た
め
の

設
備

８
５
－

５
－

１
加
圧
器
逃
が
し
弁
に
よ
る
減
圧

な
し

１
．
３

加
圧
器
逃
が
し
弁

の
機

能
回
復

 
可
搬
式
空
気
圧
縮
機

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

２
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
６

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
等
を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
６
－

１
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

４
７
条

５
０
条

５
１
条

１
．
４

１
．
７

１
．
８

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

格
納
容
器
水
張
り
（
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
、
代
替
格

納
容
器
ス
プ
レ
イ
）

内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ

２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
６

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
等
を
す
る
た
め
の

設

８
５
－
６
－

１
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

４
７
条

５
０
条

５
１
条

１
．
４

１
．
７

１
．
８

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

格
納
容
器
水
張
り
（
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
、
代
替
格

納
容
器
ス
プ
レ
イ
）

燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク

１
基

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
６

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
等
を
す
る
た
め
の

設

系
に
含
ま
れ

る
４
７
条

５
０
条

５
１
条

な
し

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

格
納
容
器
水
張
り
（
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
、
代
替
格

納
容
器
ス
プ
レ
イ
）

内
部
ス
プ
レ
ク
ー
ラ

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
６

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
等
を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
６
－

２
代

替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
－
恒
設
代
替

低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代

替
原
子
炉
格
納
容
器

ス
プ
レ
イ
－

４
７
条

４
９
条

５
０
条

５
１
条

５
６
条

１
．
４

１
．
６

１
．
７

１
．
８

１
．
１
３

代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク
か
ら
復
水
タ
ン
ク
へ
の
水
源

切
替

格
納
容
器
水
張
り
（
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
、
代
替
格

納
容
器
ス
プ
レ
イ
）

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

-
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ

 o
r

燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク

全
交
流
動
力
電
源

or
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系

代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

  
 
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

 
＋
補
完
措
置
（
事
前
準
備
）
要

-
１
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
６

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
等
を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
６
－

２
代

替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
－
恒
設
代
替

低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代

替
原
子
炉
格
納
容
器

ス
プ
レ
イ
－

４
７
条

４
９
条

５
０
条

１
．
４

１
．
６

１
．
７

１
．
１
３

代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク
か
ら
復
水
タ
ン
ク
へ
の
水
源

切
替

格
納
容
器
水
張
り
（
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
、
代
替
格

納
容
器
ス
プ
レ
イ
）

送
水
車

１
台
×
２

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－
６

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
等
を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
６
－

２
代

替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
－
恒
設
代
替

低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代

替
原
子
炉
格
納
容
器

ス
プ
レ
イ
－

な
し

１
．
４

１
．
６

１
．
７

１
．
８

１
．
１
３

代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク
か
ら
復
水
タ
ン
ク
へ
の
水
源

切
替

格
納
容
器
水
張
り
（
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
、
代
替
格

納
容
器
ス
プ
レ
イ
）

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

２
台
（
モ
ー

ド
１
、
２
、

３
、
４
、
５

お
よ
び
６

以
外
お
い

て
 は

１
台
）

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
６

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
等
を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
６
－

２
代

替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
－
恒
設
代
替

低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代

替
原
子
炉
格
納
容
器

ス
プ
レ
イ
－

４
７
条

４
９
条

５
０
条

５
１
条

１
．
４

１
．
６

１
．
７

１
．
８

代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク
か
ら
復
水
タ
ン
ク
へ
の
水
源

切
替

格
納
容
器
水
張
り
（
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
、
代
替
格

納
容
器
ス
プ
レ
イ
）

燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク

１
,３
２
５

m
３

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
６

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
等
を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
６
－

２
代

替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
－
恒
設
代
替

低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代

替
原
子
炉
格
納
容
器

ス
プ
レ
イ
－

４
７
条

４
９
条

５
０
条

５
１
条

５
６
条

１
．
４

１
．
６

１
．
７

１
．
８

１
．
１
３

代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク
か
ら
復
水
タ
ン
ク
へ
の
水
源

切
替

格
納
容
器
水
張
り
（
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
、
代
替
格

納
容
器
ス
プ
レ
イ
）

復
水
タ
ン
ク

５
１
３

m
３

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

8
5
-
14

-
1
 
海
水
を
用
い
た
復
水
タ
ン
ク
へ
の
補
給
を
参
照

8
5
-
1
5-

1
 
空
冷
式
非
常

用
発
電
機
か
ら
の
給
電
を
参
照

8
5
-1

4
-
2
 
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
を
参
照

8
5
-
1
5-

4
 
可
搬
式
整
流
器
か
ら
の
給
電
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

第
５
８
条
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
の
要
求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
で
整
理
（第

８
８
条
の
５
項
に
基
き
モ
ー
ド
５
に
移
行
）
、

可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
＋
補
完
措
置
（
事
前
準
備
）、
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
モ
ー
ド
５
、
６
に
お
い
て
は
、
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
添
付
９
記
載
例
に
従
い
整
理

系
に
含
ま
れ
る

8
5
-
1
5-

1
 
空
冷
式
非
常

用
発
電
機
か
ら
の
給
電
を
参
照

8
5
-1

4
-
2
 
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
を
参
照

8
5
-1

4
-
3
 
復
水
タ
ン
ク
（Ｒ
Ｗ
Ｓ
Ｔ
補
給
系
を
含
む
）を
参
照

補(2)-9



（
２
）－

１
－
１

 
重
大

事
故
等
対

処
設
備

代
替
設

備
整

理
表

7／
25

保
安

規
定

条
文

保
安

規
定

細
目

条
文

（
添
八
）

条
文

（
追
補
）

項
目

【Ａ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
Ｓ
Ａ
設
備

【
Ｂ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
を
満
足
す
る
Ｓ

Ａ
設
備

（
基
準
要
求
を
維
持
で
き
る
場
合
）

対
応
す
る
Ｄ
Ｂ
設
備

【
Ｃ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
※
を
満
足
す
る
Ｓ
Ａ
設

備
（基

準
要
求
を
維
持
で
き
な
い
場
合
）

※
：
事
前
準
備
等
の
補
完
措
置
含
む

【
Ｄ
】多

様
性
拡
張
設

備
所
要
数

（量
）

Ｎ
、
２
Ｎ

適
用
モ
ー
ド

常
設

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－
６

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
等
を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
６
－

２
代

替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
－
恒
設
代
替

低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代

替
原
子
炉
格
納
容
器

ス
プ
レ
イ
－

な
し

１
．
４

１
．
６

１
．
７

１
．
８

１
．
１
３

代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク
か
ら
復
水
タ
ン
ク
へ
の
水
源

切
替

格
納
容
器
水
張
り
（
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
、
代
替
格

納
容
器
ス
プ
レ
イ
）

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

３
６
０
ｍ
３

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
６

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
等
を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
６
－

２
代

替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
－
恒
設
代
替

低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代

替
原
子
炉
格
納
容
器

ス
プ
レ
イ
－

な
し

１
．
４

１
．
６

１
．
７

１
．
８

１
．
１
３

代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク
か
ら
復
水
タ
ン
ク
へ
の
水
源

切
替

格
納
容
器
水
張
り
（
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
、
代
替
格

納
容
器
ス
プ
レ
イ
）

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ

２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－
６

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
等
を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
６
－

２
代

替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
－
恒
設
代
替

低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代

替
原
子
炉
格
納
容
器

ス
プ
レ
イ
－

な
し

１
．
４

１
．
６

１
．
７

１
．
８

１
．
１
３

代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク
か
ら
復
水
タ
ン
ク
へ
の
水
源

切
替

格
納
容
器
水
張
り
（
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
、
代
替
格

納
容
器
ス
プ
レ
イ
）

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

３
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－
６

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
等
を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
６
－

２
代

替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
－
恒
設
代
替

低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代

替
原
子
炉
格
納
容
器

ス
プ
レ
イ
－

な
し

１
．
４

１
．
６

１
．
７

１
．
８

１
．
１
３

代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク
か
ら
復
水
タ
ン
ク
へ
の
水
源

切
替

格
納
容
器
水
張
り
（
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
、
代
替
格

納
容
器
ス
プ
レ
イ
）

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

２
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
６

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
等
を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
６
－

２
代

替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
－
恒
設
代
替

低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代

替
原
子
炉
格
納
容
器

ス
プ
レ
イ
－

な
し

１
．
４

１
．
６

１
．
７

１
．
１
３

代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク
か
ら
復
水
タ
ン
ク
へ
の
水
源

切
替

格
納
容
器
水
張
り
（
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
、
代
替
格

納
容
器
ス
プ
レ
イ
）

軽
油

用
ド
ラ
ム
缶

６
,１
８
０

リ
ッ
ト
ル

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－
６

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
等
を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
６
－

２
代

替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
－
恒
設
代
替

低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代

替
原
子
炉
格
納
容
器

ス
プ
レ
イ
－
に
て
Ｌ
Ｃ
Ｏ
設

定

４
７
条

１
．
４

１
．
８

１
．
１
３

代
替
炉
心
注
水

燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク
か
ら
復
水
タ
ン
ク
へ
の
水
源

切
替

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

－
－

－
－

１
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
６

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
等
を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
６
－

２
代

替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
－
恒
設
代
替

低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代

替
原
子
炉
格
納
容
器

ス
プ
レ
イ
－
に
て
Ｌ
Ｃ
Ｏ
設

定
（
８
５
－

１
５
－

１
参
照

）

な
し

１
．
４

１
．
８

１
．
１
３

代
替
炉
心
注
水

燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク
か
ら
復
水
タ
ン
ク
へ
の
水
源

切
替

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

－
－

－
－

２
台
（
モ
ー

ド
１
、
２
、

３
、
４
、
５

お
よ
び
６

以
外
お
い

て
 は

１
台
）

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
６

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
等
を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
６
－

２
代

替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
－
恒
設
代
替

低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代

替
原
子
炉
格
納
容
器

ス
プ
レ
イ
－

－
に
て
Ｌ
Ｃ
Ｏ
設

定
（
８
５
－

１
４
－

２
参
照

）

４
７
条

１
．
４

１
．
８

１
．
１
３

代
替
炉
心
注
水

燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク
か
ら
復
水
タ
ン
ク
へ
の
水
源

切
替

燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク

－
－

－
－

１
,３
２
５

m
３

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
６

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
等
を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
６
－

２
代

替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
－
恒
設
代
替

低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代

替
原
子
炉
格
納
容
器

ス
プ
レ
イ
－
に
て
Ｌ
Ｃ
Ｏ
設

定
（
８
５
－

１
４
－
３
参
照

）

４
７
条

１
．
４

１
．
８

１
．
１
３

代
替
炉
心
注
水

燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク
か
ら
復
水
タ
ン
ク
へ
の
水
源

切
替

復
水
タ
ン
ク

－
－

－
－

５
１
３

m
３

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
６

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
等
を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
６
－

２
代

替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
－
恒
設
代
替

低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代

替
原
子
炉
格
納
容
器

ス
プ
レ
イ
－
に
て
Ｌ
Ｃ
Ｏ
設

定
（
８
５
－

１
５
－
６
参
照

）

な
し

１
．
４

１
．
８

１
．
１
３

代
替
炉
心
注
水

燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク
か
ら
復
水
タ
ン
ク
へ
の
水
源

切
替

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

－
－

－
－

３
６
０
ｍ
３

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
６

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
等
を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
６
－

２
代

替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
－
恒
設
代
替

低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代

替
原
子
炉
格
納
容
器

ス
プ
レ
イ
－
に
て
Ｌ
Ｃ
Ｏ
設

定
（
８
５
－

１
５
－
６
参
照

）

な
し

１
．
４

１
．
８

１
．
１
３

代
替
炉
心
注
水

燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク
か
ら
復
水
タ
ン
ク
へ
の
水
源

切
替

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ

－
－

－
－

２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－
６

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
等
を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
６
－

２
代

替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
－
恒
設
代
替

低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代

替
原
子
炉
格
納
容
器

ス
プ
レ
イ
－
に
て
Ｌ
Ｃ
Ｏ
設

定
（
８
５
－

１
５
－
６
参
照

）

な
し

１
．
４

１
．
８

１
．
１
３

代
替
炉
心
注
水

燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク
か
ら
復
水
タ
ン
ク
へ
の
水
源

切
替

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

－
－

－
－

３
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－
６

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
等
を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
６
－

２
代

替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
－
恒
設
代
替

低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代

替
原
子
炉
格
納
容
器

ス
プ
レ
イ
－
に
て
Ｌ
Ｃ
Ｏ
設

定
（
８
５
－

１
５
－
６
参
照

）

な
し

１
．
４

１
．
８

１
．
１
３

代
替
炉
心
注
水

燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク
か
ら
復
水
タ
ン
ク
へ
の
水
源

切
替

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

－
－

－
－

２
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
６

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
等
を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
６
－
３

代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
－
原
子
炉
下

部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
お
よ
び
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ

テ
ィ
直
接
注
水

－

４
７
条

４
９
条

５
０
条

５
１
条

５
６
条

１
．
４

１
．
６

１
．
７

１
．
８

１
．
１
３

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水

格
納
容
器
水
張
り
（
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
、
代
替
格

納
容
器
ス
プ
レ
イ
）

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水

ポ
ン
プ

－
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

－
-

１
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
６

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
等
を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
６
－
３

代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
－
原
子
炉
下

部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
お
よ
び
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ

テ
ィ
直
接
注
水

－

４
７
条

４
９
条

５
０
条

１
．
４

１
．
６

１
．
７

１
．
１
３

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水

格
納
容
器
水
張
り
（
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
、
代
替
格

納
容
器
ス
プ
レ
イ
）

送
水
車

１
台
×
２

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－
６

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
等
を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
６
－
３

代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
－
原
子
炉
下

部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
お
よ
び
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ

テ
ィ
直
接
注
水

－

な
し

１
．
４

１
．
６

１
．
７

１
．
８

１
．
１
３

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水

格
納
容
器
水
張
り
（
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
、
代
替
格

納
容
器
ス
プ
レ
イ
）

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

２
台
（
モ
ー

ド
１
、
２
、

３
、
４
、
５

お
よ
び
６

以
外
お
い

て
 は

１
台
）

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
12

-
4
 
軽
油
ド
ラ
ム
缶
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

1
 
空
冷
式
非
常

用
発
電
機
か
ら
の
給
電
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
14

-
1
 
海
水
を
用
い
た
復
水
タ
ン
ク
へ
の
補
給
を
参
照

補(2)-10



（
２
）－

１
－
１

 
重
大

事
故
等
対

処
設
備

代
替
設

備
整

理
表

8／
25

保
安

規
定

条
文

保
安

規
定

細
目

条
文

（
添
八
）

条
文

（
追
補
）

項
目

【Ａ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
Ｓ
Ａ
設
備

【
Ｂ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
を
満
足
す
る
Ｓ

Ａ
設
備

（
基
準
要
求
を
維
持
で
き
る
場
合
）

対
応
す
る
Ｄ
Ｂ
設
備

【
Ｃ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
※
を
満
足
す
る
Ｓ
Ａ
設

備
（基

準
要
求
を
維
持
で
き
な
い
場
合
）

※
：
事
前
準
備
等
の
補
完
措
置
含
む

【
Ｄ
】多

様
性
拡
張
設

備
所
要
数

（量
）

Ｎ
、
２
Ｎ

適
用
モ
ー
ド

常
設

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－
６

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
等
を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
６
－
３

代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
－
原
子
炉
下

部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
お
よ
び
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ

テ
ィ
直
接
注
水

－

４
７
条

４
９
条

５
０
条

５
１
条

１
．
４

１
．
６

１
．
７

１
．
８

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水

格
納
容
器
水
張
り
（
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
、
代
替
格

納
容
器
ス
プ
レ
イ
）

燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク

１
,３
２
５

m
３

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
６

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
等
を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
６
－
３

代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
－
原
子
炉
下

部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
お
よ
び
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ

テ
ィ
直
接
注
水

－

４
７
条

４
９
条

５
０
条

５
１
条

５
６
条

１
．
４

１
．
６

１
．
７

１
．
８

１
．
１
３

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水

格
納
容
器
水
張
り
（
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
、
代
替
格

納
容
器
ス
プ
レ
イ
）

復
水
タ
ン
ク

５
１
３

m
３

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
６

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
等
を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
６
－
３

代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
－
原
子
炉
下

部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
お
よ
び
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ

テ
ィ
直
接
注
水

－

な
し

１
．
４

１
．
６

１
．
７

１
．
８

１
．
１
３

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水

格
納
容
器
水
張
り
（
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
、
代
替
格

納
容
器
ス
プ
レ
イ
）

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

３
６
０
ｍ
３

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
６

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
等
を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
６
－
３

代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
－
原
子
炉
下

部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
お
よ
び
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ

テ
ィ
直
接
注
水

－

な
し

１
．
４

１
．
６

１
．
７

１
．
８

１
．
１
３

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水

格
納
容
器
水
張
り
（
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
、
代
替
格

納
容
器
ス
プ
レ
イ
）

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ

２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－
６

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
等
を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
６
－
３

代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
－
原
子
炉
下

部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
お
よ
び
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ

テ
ィ
直
接
注
水

－

な
し

１
．
４

１
．
６

１
．
７

１
．
８

１
．
１
３

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水

格
納
容
器
水
張
り
（
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
、
代
替
格

納
容
器
ス
プ
レ
イ
）

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

３
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－
６

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
等
を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
６
－
３

代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
－
原
子
炉
下

部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
お
よ
び
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ

テ
ィ
直
接
注
水

－

な
し

１
．
４

１
．
６

１
．
７

１
．
８

１
．
１
３

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水

格
納
容
器
水
張
り
（
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
、
代
替
格

納
容
器
ス
プ
レ
イ
）

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

２
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
６

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
等
を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
６
－
３

代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
－
原
子
炉
下

部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
お
よ
び
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ

テ
ィ
直
接
注
水

－

な
し

１
．
４

１
．
６

１
．
７

１
．
１
３

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水

格
納
容
器
水
張
り
（
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
、
代
替
格

納
容
器
ス
プ
レ
イ
）

軽
油

用
ド
ラ
ム
缶

６
,１
８
０

リ
ッ
ト
ル

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－
７

原
子
炉
格
納
容
器
内
自

然
対
流
冷
却

を
す
る
た
め

の
設

備

８
５
－
７
－

１
原
子
炉

補
機
冷
却
水
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容

器
内
自
然

対
流
冷
却

４
８
条

４
９
条

５
０
条

１
．
５

１
．
６

１
．
７

格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却

 
補
機
冷
却
系

Ａ
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ

ニ
ッ
ト

-
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ

 o
r

内
部
ス
プ
レ
ク
ー
ラ

 o
r

燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク

o
r

内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
入
口
弁
（
格
納
容
器
再
循
環

サ
ン
プ
側
）

代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

 
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

-
１
基

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
７

原
子
炉
格
納
容
器
内
自

然
対
流
冷
却

を
す
る
た
め

の
設

備

８
５
－
７
－

１
原
子
炉

補
機
冷
却
水
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容

器
内
自
然

対
流
冷
却

４
９
条

５
０
条

１
．
６

１
．
７

格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却

 
補
機
冷
却
系

Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
１
次
系
冷
却
水
ポ

ン
プ

-
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ

 o
r

内
部
ス
プ
レ
ク
ー
ラ

 o
r

燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク

o
r

内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
入
口
弁
（
格
納
容
器
再
循
環

サ
ン
プ
側
）

代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

 
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

-
２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
７

原
子
炉
格
納
容
器
内
自

然
対
流
冷
却

を
す
る
た
め

の
設

備

８
５
－
７
－

１
原
子
炉

補
機
冷
却
水
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容

器
内
自
然

対
流
冷
却

４
９
条

５
０
条

１
．
６

１
．
７

格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却

 
補
機
冷
却
系

Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
１
次
系
冷
却
水
ク
ー

ラ
-

内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ

 o
r

内
部
ス
プ
レ
ク
ー
ラ

 o
r

燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク

o
r

内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
入
口
弁
（
格
納
容
器
再
循
環

サ
ン
プ
側
）

代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

 
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

-
２
基

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
７

原
子
炉
格
納
容
器
内
自

然
対
流
冷
却

を
す
る
た
め

の
設

備

８
５
－
７
－

１
原
子
炉

補
機
冷
却
水
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容

器
内
自
然

対
流
冷
却

４
９
条

５
０
条

１
．
６

１
．
７

格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却

 
補
機
冷
却
系

１
次
系
冷
却
水
タ
ン
ク

-
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ

 o
r

内
部
ス
プ
レ
ク
ー
ラ

 o
r

燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク

o
r

内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
入
口
弁
（
格
納
容
器
再
循
環

サ
ン
プ
側
）

代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

 
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

-
１
基

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
７

原
子
炉
格
納
容
器
内
自

然
対
流
冷
却

を
す
る
た
め

の
設

備

８
５
－
７
－

１
原
子
炉

補
機
冷
却
水
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容

器
内
自
然

対
流
冷
却

４
９
条

５
０
条

１
．
６

１
．
７

格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却

 
補
機
冷
却
系

窒
素
ボ
ン
ベ

（
１
次
系
冷
却
水
タ
ン
ク
加
圧

用
）

-
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ

 o
r

内
部
ス
プ
レ
ク
ー
ラ

 o
r

燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク

o
r

内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
入
口
弁
（
格
納
容
器
再
循
環

サ
ン
プ
側
）

代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

 
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

-
１
本

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－
７

原
子
炉
格
納
容
器
内
自

然
対
流
冷
却

を
す
る
た
め

の
設

備

８
５
－
７
－

１
原
子
炉

補
機
冷
却
水
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容

器
内
自
然

対
流
冷
却

４
９
条

５
０
条

１
．
６

１
．
７

格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却

 
補
機
冷
却
系

海
水
ポ
ン
プ

-
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ

 o
r

内
部
ス
プ
レ
ク
ー
ラ

 o
r

燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク

o
r

内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
入
口
弁
（
格
納
容
器
再
循
環

サ
ン
プ
側
）

代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

 
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

-
２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
７

原
子
炉
格
納
容
器
内
自

然
対
流
冷
却

を
す
る
た
め

の
設

備

系
に
含
ま
れ

る
４
９
条

５
０
条

な
し

格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却

 
補
機
冷
却
系

海
水
ス
ト
レ
ー
ナ

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
７

原
子
炉
格
納
容
器
内
自

然
対
流
冷
却

を
す
る
た
め

の
設

備

系
に
含
ま
れ

る
な
し

な
し

格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却

 
補
機
冷
却
系

海
水
ポ
ン
プ
室

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
７

原
子
炉
格
納
容
器
内
自

然
対
流
冷
却

を
す
る
た
め

の
設

備

８
５
－
７
－

１
原
子
炉

補
機
冷
却
水
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容

器
内
自
然

対
流
冷
却

な
し

１
．
５

１
．
６

１
．
７

格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却

 
補
機
冷
却
系

可
搬
型
温
度
計
即
装
置
（
格
納

容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
入

口
温
度

／
出
口
温
度

（
Ｓ
Ａ
）

用
）

１
c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

可
搬

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

85
-
1
6
-1

 
計
装
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
12

-
4
 
軽
油
ド
ラ
ム
缶
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

系
に
含
ま
れ
る

8
5
-1

4
-
3
 
復
水
タ
ン
ク
（Ｒ
Ｗ
Ｓ
Ｔ
補
給
系
を
含
む
）を
参
照

8
5
-1

4
-
2
 
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
を
参
照

系
に
含
ま
れ
る

補(2)-11



（
２
）－

１
－
１

 
重
大

事
故
等
対

処
設
備

代
替
設

備
整

理
表

9／
25

保
安

規
定

条
文

保
安

規
定

細
目

条
文

（
添
八
）

条
文

（
追
補
）

項
目

【Ａ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
Ｓ
Ａ
設
備

【
Ｂ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
を
満
足
す
る
Ｓ

Ａ
設
備

（
基
準
要
求
を
維
持
で
き
る
場
合
）

対
応
す
る
Ｄ
Ｂ
設
備

【
Ｃ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
※
を
満
足
す
る
Ｓ
Ａ
設

備
（基

準
要
求
を
維
持
で
き
な
い
場
合
）

※
：
事
前
準
備
等
の
補
完
措
置
含
む

【
Ｄ
】多

様
性
拡
張
設

備
所
要
数

（量
）

Ｎ
、
２
Ｎ

適
用
モ
ー
ド

常
設

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－
７

原
子
炉
格
納
容
器
内
自

然
対
流
冷
却

を
す
る
た
め

の
設

備

８
５
－
７
－

２
大
容

量
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然

対
流
冷
却
お
よ
び
代

替
補

機
冷
却

４
７
条

４
８
条

４
９
条

５
０
条

５
２
条

５
６
条

１
．
４

１
．
５

１
．
６

１
．
７

１
．
９

格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却

 
大
容

量
ポ
ン
プ

代
替
補
機
冷
却

大
容

量
ポ
ン
プ

-
海
水
ポ
ン
プ

 o
r

１
次
系
冷
却
水
ポ
ン
プ

o
r

全
交
流
動
力
電
源

or
原
子
炉
補
機
冷
却
系

-
-

１
台
×
２

２
N

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－
７

原
子
炉
格
納
容
器
内
自

然
対
流
冷
却

を
す
る
た
め

の
設

備

８
５
－
７
－

２
大
容

量
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然

対
流
冷
却
お
よ
び
代

替
補

機
冷
却

４
８
条

４
９
条

５
０
条

１
．
５

１
．
６

１
．
７

格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却

 
大
容

量
ポ
ン
プ

Ａ
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ

ニ
ッ
ト

１
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
７

原
子
炉
格
納
容
器
内
自

然
対
流
冷
却

を
す
る
た
め

の
設

備

８
５
－
７
－

２
大
容

量
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然

対
流
冷
却
お
よ
び
代

替
補

機
冷
却

な
し

１
．
４

１
．
５

１
．
６

１
．
７

格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却

 
大
容

量
ポ
ン
プ

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

３
６
０
ｍ
３

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
７

原
子
炉
格
納
容
器
内
自

然
対
流
冷
却

を
す
る
た
め

の
設

備

８
５
－
７
－

２
大
容

量
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然

対
流
冷
却
お
よ
び
代

替
補

機
冷
却

な
し

１
．
４

１
．
５

１
．
６

１
．
７

格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却

 
大
容

量
ポ
ン
プ

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
７

原
子
炉
格
納
容
器
内
自

然
対
流
冷
却

を
す
る
た
め

の
設

備

８
５
－
７
－

２
大
容

量
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然

対
流
冷
却
お
よ
び
代

替
補

機
冷
却

な
し

１
．
４

１
．
５

１
．
６

１
．
７

格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却

 
大
容

量
ポ
ン
プ

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

３
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－
７

原
子
炉
格
納
容
器
内
自

然
対
流
冷
却

を
す
る
た
め

の
設

備

８
５
－
７
－

２
大
容

量
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然

対
流
冷
却
お
よ
び
代

替
補

機
冷
却

な
し

１
．
５

１
．
６

１
．
７

格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却

 
大
容

量
ポ
ン
プ

可
搬
型
温
度
計
測
装
置

（
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ

ニ
ッ
ト
入
口
温
度
／
出
口
温
度

（
Ｓ
Ａ
）
用
）

１
ｃ
ｈ

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－
７

原
子
炉
格
納
容
器
内
自

然
対
流
冷
却

を
す
る
た
め

の
設

備

８
５
－
７
－

２
大
容

量
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然

対
流
冷
却
お
よ
び
代

替
補

機
冷
却

４
７
条

４
８
条

５
６
条

１
．
４

１
．
５

格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却

 
代
替
補
機
冷
却

Ｂ
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

（
海
水
冷
却
）

１
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
７

原
子
炉
格
納
容
器
内
自

然
対
流
冷
却

を
す
る
た
め

の
設

備

８
５
－
７
－

２
大
容

量
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然

対
流
冷
却
お
よ
び
代

替
補

機
冷
却

４
７
条

４
８
条

５
６
条

１
．
４

１
．
５

格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却

 
代
替
補
機
冷
却

Ｂ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ

（
海
水
冷
却
）

１
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
７

原
子
炉
格
納
容
器
内
自

然
対
流
冷
却

を
す
る
た
め

の
設

備

８
５
－
７
－

２
大
容

量
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然

対
流
冷
却
お
よ
び
代

替
補

機
冷
却

な
し

１
．
４

１
．
５

格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却

 
代
替
補
機
冷
却

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ

２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－
７

原
子
炉
格
納
容
器
内
自

然
対
流
冷
却

を
す
る
た
め

の
設

備

８
５
－
７
－

２
大
容

量
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然

対
流
冷
却
お
よ
び
代

替
補

機
冷
却

な
し

１
．
４

１
．
５

格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却

 
代
替
補
機
冷
却

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

２
台
（
モ
ー

ド
１
、
２
、

３
、
４
、
５

お
よ
び
６

以
外
お
い

て
 は

１
台
）

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
７

原
子
炉
格
納
容
器
内
自

然
対
流
冷
却

を
す
る
た
め

の
設

備

系
に
含
ま
れ

る
４
８
条

４
９
条

５
０
条

な
し

格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却

 
大
容

量
ポ
ン
プ

Ａ
１
、
Ａ
２
海
水
ス
ト
レ
ー
ナ

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
７

原
子
炉
格
納
容
器
内
自

然
対
流
冷
却

を
す
る
た
め

の
設

備

系
に
含
ま
れ

る
４
８
条

５
０
条

５
２
条

な
し

格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却

 
代
替
補
機
冷
却

Ａ
１
、
Ａ
２
海
水
ス
ト
レ
ー
ナ

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

８
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ

る
炉
心
冷
却
（
注
水

）
を

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

８
－

１
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却

（
注
水

）
４
６
条

４
７
条

４
８
条

１
．
３

１
．
４

１
．
５

蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却

（
注
水

）
電
動

補
助
給
水
ポ
ン
プ

１
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気
発

生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ

れ
て
い
る
場
合
）

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

８
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ

る
炉
心
冷
却
（
注
水

）
を

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

８
－

１
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却

（
注
水

）
４
５
条

４
６
条

４
７
条

４
８
条

５
６
条

１
．
２

１
．
３

１
．
４

１
．
５

１
．
１
３

蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る

炉
心
冷
却

（注
水

）
復
水
タ
ン
ク
か
ら
海
水
へ
の
水
源
切

替
（
送
水
車
を

用
い
た
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
直
接
給
水

）

タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

１
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気
発

生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ

れ
て
い
る
場
合
）

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

８
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ

る
炉
心
冷
却
（
注
水

）
を

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

８
－

１
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却

（
注
水

）
４
５
条

４
６
条

１
．
２

１
．
３

補
助
給
水
ポ
ン
プ
機
能
回
復

 
タ
ー
ビ
ン
動

補
助
給
水
ポ
ン
プ

タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

起
動
弁

（現
場
手
動
操
作

）
１
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気
発

生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ

れ
て
い
る
場
合
）

常
設

第
６
６
条
補
助
給
水
系
の
要

求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
で
整
理

8
5
-
1
5-

1
 
空
冷
式
非
常

用
発
電
機
か
ら
の
給
電
を
参
照

8
5
-
4
-6

 
代
替
再
循
環
を
参
照

8
5
-
4
-6

 
代
替
再
循
環
を
参
照

第
６
６
条
補
助
給
水
系
の
要

求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
で
整
理

第
６
６
条
補
助
給
水
系
の
要

求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
で
整
理

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

85
-
1
6
-1

 
計
装
設
備
を
参
照

85
-
7
-
1 
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却

を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

系
に
含
ま
れ
る

系
に
含
ま
れ
る

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

補(2)-12



（
２
）－

１
－
１

 
重
大

事
故
等
対

処
設
備

代
替
設

備
整

理
表

1
0／

25
保

安
規

定
条

文
保
安

規
定

細
目

条
文

（
添
八
）

条
文

（
追
補
）

項
目

【Ａ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
Ｓ
Ａ
設
備

【
Ｂ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
を
満
足
す
る
Ｓ

Ａ
設
備

（
基
準
要
求
を
維
持
で
き
る
場
合
）

対
応
す
る
Ｄ
Ｂ
設
備

【
Ｃ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
※
を
満
足
す
る
Ｓ
Ａ
設

備
（基

準
要
求
を
維
持
で
き
な
い
場
合
）

※
：
事
前
準
備
等
の
補
完
措
置
含
む

【
Ｄ
】多

様
性
拡
張
設

備
所
要
数

（量
）

Ｎ
、
２
Ｎ

適
用
モ
ー
ド

常
設

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

８
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ

る
炉
心
冷
却
（
注
水

）
を

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

８
－

１
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却

（
注
水

）
４
５
条

４
６
条

４
７
条

４
８
条

１
．
２

１
．
３

１
．
４

１
．
５

蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る

炉
心
冷
却

（注
水

）
蒸
気
発
生
器

３
基

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気
発

生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ

れ
て
い
る
場
合
）

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

８
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ

る
炉
心
冷
却
（
注
水

）
を

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

８
－

１
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却

（
注
水

）
４
５
条

４
６
条

５
６
条

１
．
２

１
．
３

１
．
１
３

蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る

炉
心
冷
却

（注
水

）
復
水
タ
ン
ク
か
ら
海
水
へ
の
水
源
切

替
（
送
水
車
を

用
い
た
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
直
接
給
水

）

送
水
車

１
台
×
２

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

８
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ

る
炉
心
冷
却
（
注
水

）
を

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

８
－

１
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却

（
注
水

）
４
６
条

４
７
条

４
８
条

１
．
３

１
．
４

１
．
５

蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る

炉
心
冷
却

（注
水

）
復
水
タ
ン
ク

１
基

５
１
３

m
３

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

８
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ

る
炉
心
冷
却
（
注
水

）
を

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

８
－

１
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却

（
注
水

）
な
し

１
．
４

１
．
５

蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る

炉
心
冷
却

（注
水

）
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

２
台
（
モ
ー

ド
１
、
２
、

３
、
４
、
５

お
よ
び
６

以
外
お
い

て
 は

１
台
）

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

８
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ

る
炉
心
冷
却
（
注
水

）
を

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

８
－

１
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却

（
注
水

）
な
し

１
．
４

１
．
５

蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る

炉
心
冷
却

（注
水

）
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

３
６
０
ｍ
３

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

８
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ

る
炉
心
冷
却
（
注
水

）
を

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

８
－

１
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却

（
注
水

）
な
し

１
．
４

１
．
５

蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る

炉
心
冷
却

（注
水

）
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ

２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

８
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ

る
炉
心
冷
却
（
注
水

）
を

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

８
－

１
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却

（
注
水

）
な
し

１
．
４

１
．
５

蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る

炉
心
冷
却

（注
水

）
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

３
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

８
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ

る
炉
心
冷
却
（
注
水

）
を

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

８
－

１
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却

（
注
水

）
な
し

１
．
４

１
．
５

蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る

炉
心
冷
却

（注
水

）
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

２
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

８
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ

る
炉
心
冷
却
（
注
水

）
を

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

８
－

１
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却

（
注
水

）
な
し

１
．
２

１
．
３

１
．
１
３

蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る

炉
心
冷
却

（注
水

）
復
水
タ
ン
ク
か
ら
海
水
へ
の
水
源
切

替
（
送
水
車
を

用
い
た
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
直
接
給
水

）

軽
油

用
ド
ラ
ム
缶

６
,１
８
０

リ
ッ
ト
ル

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

８
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ

る
炉
心
冷
却
（
注
水

）
を

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

８
－

１
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却

（
注
水

）
４
５
条

４
６
条

１
．
２

１
．
３

補
助
給
水
ポ
ン
プ
機
能
回
復

 
タ
ー
ビ
ン
動

補
助
給
水
ポ
ン
プ

タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

－
－

－
－

１
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気
発

生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ

れ
て
い
る
場
合
）

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

８
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ

る
炉
心
冷
却
（
注
水

）
を

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

８
－

１
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却

（
注
水

）
４
５
条

４
６
条

１
．
２

１
．
３

補
助
給
水
ポ
ン
プ
機
能
回
復

 
タ
ー
ビ
ン
動

補
助
給
水
ポ
ン
プ

タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

（
現

場
手
動
操
作

）
－

－
－

－
１
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気
発

生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ

れ
て
い
る
場
合
）

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

８
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ

る
炉
心
冷
却
（
注
水

）
を

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

８
－

１
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却

（
注
水

）
４
５
条

４
６
条

１
．
２

１
．
３

補
助
給
水
ポ
ン
プ
機
能
回
復

 
タ
ー
ビ
ン
動

補
助
給
水
ポ
ン
プ

タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

起
動
弁

（現
場
手
動
操
作

）
－

－
－

－
１
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気
発

生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ

れ
て
い
る
場
合
）

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

８
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ

る
炉
心
冷
却
（
注
水

）
を

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

８
－

１
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却

（
注
水

）
４
５
条

４
６
条

１
．
２

１
．
３

補
助
給
水
ポ
ン
プ
機
能
回
復

 
電
動

補
助
給
水
ポ
ン
プ

電
動

補
助
給
水
ポ
ン
プ

－
－

－
－

１
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気
発

生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ

れ
て
い
る
場
合
）

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

８
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ

る
炉
心
冷
却
（
注
水

）
を

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

８
－

１
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却

（
注
水

）
４
５
条

４
６
条

な
し

補
助
給
水
ポ
ン
プ
機
能
回
復

蒸
気
発
生
器

－
－

－
－

３
基

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気
発

生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ

れ
て
い
る
場
合
）

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

８
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ

る
炉
心
冷
却
（
注
水

）
を

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

８
－

１
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却

（
注
水

）
（
８
５
－

１
４
－
３
参
照

）

４
５
条

４
６
条

４
７
条

な
し

補
助
給
水
ポ
ン
プ
機
能
回
復

復
水
タ
ン
ク

－
－

－
－

１
基

５
１
３

m
３

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

８
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ

る
炉
心
冷
却
（
注
水

）
を

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

８
－

１
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却

（
注
水

）
（
８
５
－
９
－
１
参
照

）

４
６
条

４
８
条

な
し

補
助
給
水
ポ
ン
プ
機
能
回
復

主
蒸
気
逃
が
し
弁

－
－

－
－

３
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気
発

生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ

れ
て
い
る
場
合
）

常
設

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
12

-
4
 
軽
油
ド
ラ
ム
缶
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

第
６
６
条
補
助
給
水
系
の
要

求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
で
整
理

8
5
-
14

-
1
 
海
水
を
用
い
た
復
水
タ
ン
ク
へ
の
補
給
を
参
照

8
5
-1

4
-
3
 
復
水
タ
ン
ク
（Ｒ
Ｗ
Ｓ
Ｔ
補
給
系
を
含
む
）を
参
照

8
5
-
1
5-

1
 
空
冷
式
非
常

用
発
電
機
か
ら
の
給
電
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

補(2)-13



（
２
）－

１
－
１

 
重
大

事
故
等
対

処
設
備

代
替
設

備
整

理
表

1
1／

25
保

安
規

定
条

文
保
安

規
定

細
目

条
文

（
添
八
）

条
文

（
追
補
）

項
目

【Ａ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
Ｓ
Ａ
設
備

【
Ｂ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
を
満
足
す
る
Ｓ

Ａ
設
備

（
基
準
要
求
を
維
持
で
き
る
場
合
）

対
応
す
る
Ｄ
Ｂ
設
備

【
Ｃ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
※
を
満
足
す
る
Ｓ
Ａ
設

備
（基

準
要
求
を
維
持
で
き
な
い
場
合
）

※
：
事
前
準
備
等
の
補
完
措
置
含
む

【
Ｄ
】多

様
性
拡
張
設

備
所
要
数

（量
）

Ｎ
、
２
Ｎ

適
用
モ
ー
ド

常
設

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

８
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ

る
炉
心
冷
却
（
注
水

）
を

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

８
－

１
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却

（
注
水

）
（
８
５
－

１
５
－

１
参
照

）

な
し

１
．
２

１
．
３

補
助
給
水
ポ
ン
プ
機
能
回
復

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

－
－

－
－

２
台
（
モ
ー

ド
１
、
２
、

３
、
４
、
５

お
よ
び
６

以
外
お
い

て
 は

１
台
）

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

８
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ

る
炉
心
冷
却
（
注
水

）
を

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

８
－

１
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却

（
注
水

）
（
８
５
－

１
５
－
６
参
照

）

な
し

１
．
２

１
．
３

補
助
給
水
ポ
ン
プ
機
能
回
復

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

－
－

－
－

３
６
０
ｍ
３

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

８
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ

る
炉
心
冷
却
（
注
水

）
を

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

８
－

１
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却

（
注
水

）
（
８
５
－

１
５
－
６
参
照

）

な
し

１
．
２

１
．
３

補
助
給
水
ポ
ン
プ
機
能
回
復

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ

－
－

－
－

２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

８
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ

る
炉
心
冷
却
（
注
水

）
を

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

８
－

１
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却

（
注
水

）
（
８
５
－

１
５
－
６
参
照

）

な
し

１
．
２

１
．
３

補
助
給
水
ポ
ン
プ
機
能
回
復

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

－
－

－
－

３
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

８
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ

る
炉
心
冷
却
（
注
水

）
を

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

８
－

１
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却

（
注
水

）
（
８
５
－

１
５
－
６
参
照

）

な
し

１
．
２

１
．
３

補
助
給
水
ポ
ン
プ
機
能
回
復

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

－
－

－
－

２
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
９

蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ

る
炉
心
冷
却
（
蒸
気
放

出
）
を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
９
－

１
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却

（
蒸
気
放

出
）

４
６
条

４
７
条

４
８
条

１
．
３

１
．
４

蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る

 炉
心
冷
却

（
蒸
気
放
出
）

(運
転
停
止
中

含
む

)

主
蒸
気
逃
が
し
弁

－
加
圧
器
逃
が
し
弁

 o
r

余
熱
除
去
ポ
ン
プ

 o
r

余
熱
除
去
ク
ー
ラ

－
－

３
個

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気
発

生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ

れ
て
い
る
場
合
）

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
９

蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ

る
炉
心
冷
却
（
蒸
気
放

出
）
を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
９
－

１
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却

（
蒸
気
放

出
）

４
７
条

４
８
条

１
．
４

１
．
５

蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る

 炉
心
冷
却

（
蒸
気
放
出
）

(運
転
停
止
中

含
む

)

主
蒸
気
逃
が
し
弁

（
現

場
手
動
操
作

）
－

全
交
流
動
力
電
源

 o
r

直
流
電
源

 o
r

海
水
ポ
ン
プ

 o
r

１
次
系
冷
却
水
ポ
ン
プ

－
－

３
個

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気
発

生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ

れ
て
い
る
場
合
）

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
９

蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ

る
炉
心
冷
却
（
蒸
気
放

出
）
を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
９
－

１
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却

（
蒸
気
放

出
）

４
５
条

４
６
条

１
．
２

１
．
３

主
蒸
気
逃
が
し
弁

の
機

能
回
復

主
蒸
気
逃
が
し
弁

（
現

場
手
動
操
作

）
-

-
-

-
３
個

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気
発

生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ

れ
て
い
る
場
合
）

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
９

蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ

る
炉
心
冷
却
（
蒸
気
放

出
）
を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
９
－

１
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却

（
蒸
気
放

出
）

４
６
条

１
．
３

１
次
冷
却
系
の
減
圧

（
蒸
気
発
生
器
伝
熱
管
破
損
）

主
蒸
気
逃
が
し
弁

-
-

-
-

３
個

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気
発

生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ

れ
て
い
る
場
合
）

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
９

蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ

る
炉
心
冷
却
（
蒸
気
放

出
）
を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
９
－

１
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却

（
蒸
気
放

出
）

４
６
条

１
．
３

１
次
冷
却
系
の
減
圧

（
ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ
ﾌ
ｪｲ
ｽ
ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ

L
O

C
A
）

主
蒸
気
逃
が
し
弁

-
-

-
-

３
個

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気
発

生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ

れ
て
い
る
場
合
）

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
９

蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ

る
炉
心
冷
却
（
蒸
気
放

出
）
を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
９
－

１
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却

（
蒸
気
放

出
）

４
５
条

４
６
条

な
し

補
助
給
水
ポ
ン
プ
の
機
能
回
復

 
タ
ー
ビ
ン
動

補
助
給
水
ポ
ン
プ

主
蒸
気
逃
が
し
弁

-
-

-
-

３
個

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気
発

生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ

れ
て
い
る
場
合
）

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
９

蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ

る
炉
心
冷
却
（
蒸
気
放

出
）
を
す
る
た
め
の

設
備

系
に
含
ま
れ

る
４
５
条

４
６
条

な
し

補
助
給
水
ポ
ン
プ
機
能
回
復

 
タ
ー
ビ
ン
動

補
助
給
水
ポ
ン
プ

主
蒸
気
管

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
９

蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ

る
炉
心
冷
却
（
蒸
気
放

出
）
を
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－
９
－

１
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却

（
蒸
気
放

出
）

４
５
条

４
６
条

な
し

補
助
給
水
ポ
ン
プ
の
機
能
回
復

 
電
動

補
助
給
水
ポ
ン
プ

主
蒸
気
逃
が
し
弁

-
-

-
-

３
個

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気
発

生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ

れ
て
い
る
場
合
）

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
９

蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ

る
炉
心
冷
却
（
蒸
気
放

出
）
を
す
る
た
め
の

設
備

系
に
含
ま
れ

る
４
５
条

４
６
条

な
し

補
助
給
水
ポ
ン
プ
の
機
能
回
復

 
電
動

補
助
給
水
ポ
ン
プ

主
蒸
気
管

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気
発

生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ

れ
て
い
る
場
合
）

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－
９

蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ

る
炉
心
冷
却
（
蒸
気
放

出
）
を
す
る
た
め
の

設
備

系
に
含
ま
れ

る
４
６
条

４
７
条

４
８
条

な
し

蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ
る

炉
心
冷
却

（蒸
気
放
出

）
主
蒸
気
管

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気
発

生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ

れ
て
い
る
場
合
）

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
０

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子

炉
格
納
容
器

の
破
損

を
防
止

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

１
０
－
１

水
素
濃
度
低
減

５
２
条

１
．
９

水
素
濃
度
低
減

 
P

A
R

静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装

置
-

余
熱
除
去
ポ
ン
プ

-
-

５
基

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

系
に
含
ま
れ
る

系
に
含
ま
れ
る

系
に
含
ま
れ
る

補(2)-14



（
２
）－

１
－
１

 
重
大

事
故
等
対

処
設
備

代
替
設

備
整

理
表

1
2／

25
保

安
規

定
条

文
保
安

規
定

細
目

条
文

（
添
八
）

条
文

（
追
補
）

項
目

【Ａ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
Ｓ
Ａ
設
備

【
Ｂ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
を
満
足
す
る
Ｓ

Ａ
設
備

（
基
準
要
求
を
維
持
で
き
る
場
合
）

対
応
す
る
Ｄ
Ｂ
設
備

【
Ｃ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
※
を
満
足
す
る
Ｓ
Ａ
設

備
（基

準
要
求
を
維
持
で
き
な
い
場
合
）

※
：
事
前
準
備
等
の
補
完
措
置
含
む

【
Ｄ
】多

様
性
拡
張
設

備
所
要
数

（量
）

Ｎ
、
２
Ｎ

適
用
モ
ー
ド

常
設

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
０

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子

炉
格
納
容
器

の
破
損

を
防
止

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

１
０
－
１

水
素
濃
度
低
減

５
２
条

１
．
９

水
素
濃
度
低
減

 
P

A
R

静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装

置
温
度
監
視
装
置

-
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
が
動
作

す
る
環
境
に
な
い

こ
と

-
５
個

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
０

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子

炉
格
納
容
器

の
破
損

を
防
止

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

１
０
－
１

水
素
濃
度
低
減

５
２
条

１
．
９

水
素
濃
度
低
減

 
イ
グ
ナ
イ
タ

原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼

装
置

水
素
濃
度
低
減

 
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置

-
-

-
１
２
個

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
０

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子

炉
格
納
容
器

の
破
損

を
防
止

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

１
０
－
１

水
素
濃
度
低
減

５
２
条

１
．
９

水
素
濃
度
低
減

 
イ
グ
ナ
イ
タ

原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼

装
置
温
度
監
視
装

置
水
素
濃
度
低
減

 
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置

-
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
が
動
作

す
る
環
境
に
な
い

こ
と

-
１
２
個

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
０

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子

炉
格
納
容
器

の
破
損

を
防
止

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

１
０
－
１

水
素
濃
度
低
減

な
し

１
．
９

水
素
濃
度
低
減

 
イ
グ
ナ
イ
タ

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

２
台
（
モ
ー

ド
１
、
２
、

３
、
４
、
５

お
よ
び
６

以
外
お
い

て
 は

１
台
）

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
０

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子

炉
格
納
容
器

の
破
損

を
防
止

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

１
０
－
１

水
素
濃
度
低
減

な
し

１
．
９

水
素
濃
度
低
減

 
イ
グ
ナ
イ
タ

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

３
６
０
ｍ
３

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
７
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
０

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子

炉
格
納
容
器

の
破
損

を
防
止

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

１
０
－
１

水
素
濃
度
低
減

な
し

１
．
９

水
素
濃
度
低
減

 
イ
グ
ナ
イ
タ

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ

２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
０

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子

炉
格
納
容
器

の
破
損

を
防
止

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

１
０
－
１

水
素
濃
度
低
減

な
し

１
．
９

水
素
濃
度
低
減

 
イ
グ
ナ
イ
タ

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

３
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
０

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子

炉
格
納
容
器

の
破
損

を
防
止

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

１
０
－
１

水
素
濃
度
低
減

な
し

１
．
９

水
素
濃
度
低
減

 
イ
グ
ナ
イ
タ

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

２
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
７
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
０

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子

炉
格
納
容
器

の
破
損

を
防
止

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

１
０
－
２

水
素
濃
度
監
視

５
２
条

１
．
９

水
素
濃
度
監
視

可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃

度
計
測
装
置

-
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
温
度
監
視
装
置

 o
r

原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
温
度
監
視
装
置

-
1個

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
０

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子

炉
格
納
容
器

の
破
損

を
防
止

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

１
０
－
２

水
素
濃
度
監
視

５
２
条

１
．
９

水
素
濃
度
監
視

可
搬
型
原
子
炉
補
機
冷
却
水

循
環
ポ
ン
プ

-
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
温
度
監
視
装
置

 o
r

原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
温
度
監
視
装
置

-
１
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
０

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子

炉
格
納
容
器

の
破
損

を
防
止

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

１
０
－
２

水
素
濃
度
監
視

５
２
条

１
．
９

水
素
濃
度
監
視

可
搬
型
格
納
容
器
ガ
ス
試
料

圧
縮
装

置
-

余
熱
除
去
ポ
ン
プ

静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
温
度
監
視
装
置

 o
r

原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
温
度
監
視
装
置

-
１
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
０

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子

炉
格
納
容
器

の
破
損

を
防
止

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

１
０
－
２

水
素
濃
度
監
視

５
２
条

１
．
９

水
素
濃
度
監
視

格
納
容
器
雰
囲
気
ガ
ス
サ
ン
プ

リ
ン
グ
冷
却
器

-
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
温
度
監
視
装
置

 o
r

原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
温
度
監
視
装
置

-
１
個

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
０

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子

炉
格
納
容
器

の
破
損

を
防
止

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

１
０
－
２

水
素
濃
度
監
視

５
２
条

１
．
９

水
素
濃
度
監
視

格
納
容
器
雰
囲
気
ガ
ス
サ
ン
プ

リ
ン
グ
湿
分
分
離
器

-
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
温
度
監
視
装
置

 o
r

原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
温
度
監
視
装
置

-
１
個

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
０

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子

炉
格
納
容
器

の
破
損

を
防
止

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

１
０
－
２

水
素
濃
度
監
視

５
２
条

１
．
９

水
素
濃
度
監
視

大
容

量
ポ
ン
プ

１
台
×
２

２
N

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
０

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子

炉
格
納
容
器

の
破
損

を
防
止

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

１
０
－
２

水
素
濃
度
監
視

な
し

１
．
９

水
素
濃
度
監
視

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

２
台
（
モ
ー

ド
１
、
２
、

３
、
４
、
５

お
よ
び
６

以
外
お
い

て
 は

１
台
）

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

8
5
-
1
5-

1
 
空
冷
式
非
常

用
発
電
機
か
ら
の
給
電
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

1
 
空
冷
式
非
常

用
発
電
機
か
ら
の
給
電
を
参
照

85
-
7
-
2 

大
容
量
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
お
よ
び
代
替
補
機
冷
却
を
参
照

補(2)-15



（
２
）－

１
－
１

 
重
大

事
故
等
対

処
設
備

代
替
設

備
整

理
表

1
3／

25
保

安
規

定
条

文
保
安

規
定

細
目

条
文

（
添
八
）

条
文

（
追
補
）

項
目

【Ａ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
Ｓ
Ａ
設
備

【
Ｂ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
を
満
足
す
る
Ｓ

Ａ
設
備

（
基
準
要
求
を
維
持
で
き
る
場
合
）

対
応
す
る
Ｄ
Ｂ
設
備

【
Ｃ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
※
を
満
足
す
る
Ｓ
Ａ
設

備
（基

準
要
求
を
維
持
で
き
な
い
場
合
）

※
：
事
前
準
備
等
の
補
完
措
置
含
む

【
Ｄ
】多

様
性
拡
張
設

備
所
要
数

（量
）

Ｎ
、
２
Ｎ

適
用
モ
ー
ド

常
設

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
０

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子

炉
格
納
容
器

の
破
損

を
防
止

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

１
０
－
２

水
素
濃
度
監
視

な
し

１
．
９

水
素
濃
度
監
視

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

３
６
０
ｍ
３

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
０

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子

炉
格
納
容
器

の
破
損

を
防
止

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

１
０
－
２

水
素
濃
度
監
視

な
し

１
．
９

水
素
濃
度
監
視

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ

２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
０

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子

炉
格
納
容
器

の
破
損

を
防
止

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

１
０
－
２

水
素
濃
度
監
視

な
し

１
．
９

水
素
濃
度
監
視

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

３
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
０

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子

炉
格
納
容
器

の
破
損

を
防
止

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

１
０
－
２

水
素
濃
度
監
視

な
し

１
．
９

水
素
濃
度
監
視

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

２
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
７
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
０

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子

炉
格
納
容
器

の
破
損

を
防
止

す
る
た
め
の

設
備

系
に
含
ま
れ

る
５
２
条

な
し

水
素
濃
度
監
視

Ａ
１
、
Ａ
２
海
水
ス
ト
レ
ー
ナ

系
に
含
ま
れ
る

－
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
１

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子

炉
建
屋

等
の
損
傷

を
防

止
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

１
１
－
１

水
素
排
出

５
３
条

５
９
条

１
．
１
０

１
．
１
６

水
素
排
出

B
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ァ
ン

－
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

－
－

１
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
１

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子

炉
建
屋

等
の
損
傷

を
防

止
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

１
１
－
１

水
素
排
出

５
３
条

５
９
条

１
．
１
０

１
．
１
６

水
素
排
出

B
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ィ
ル
タ
ユ

ニ
ッ
ト

－
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

－
－

１
基

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
１

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子

炉
建
屋

等
の
損
傷

を
防

止
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

１
１
－
１

水
素
排
出

５
３
条

５
９
条

１
．
１
０

１
．
１
６

水
素
排
出

窒
素
ボ
ン
ベ

（
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
系
ダ
ン
パ
作

動
用
）

－
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

－
－

１
本

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
１

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子

炉
建
屋

等
の
損
傷

を
防

止
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

１
１
－
１

水
素
排
出

な
し

１
．
１
０

水
素
排
出

水
素
濃
度
監
視

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

２
台
（
モ
ー

ド
１
、
２
、

３
、
４
、
５

お
よ
び
６

以
外
お
い

て
 は

１
台
）

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
１

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子

炉
建
屋

等
の
損
傷

を
防

止
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

１
１
－
１

水
素
排
出

な
し

１
．
１
０

水
素
排
出

水
素
濃
度
監
視

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

３
６
０
ｍ
３

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
１

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子

炉
建
屋

等
の
損
傷

を
防

止
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

１
１
－
１

水
素
排
出

な
し

１
．
１
０

水
素
排
出

水
素
濃
度
監
視

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ

２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
１

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子

炉
建
屋

等
の
損
傷

を
防

止
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

１
１
－
１

水
素
排
出

な
し

１
．
１
０

水
素
排
出

水
素
濃
度
監
視

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

３
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
１

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子

炉
建
屋

等
の
損
傷

を
防

止
す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

１
１
－
１

水
素
排
出

な
し

１
．
１
０

水
素
排
出

水
素
濃
度
監
視

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

２
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
１

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子

炉
建
屋

等
の
損
傷

を
防

止
す
る
た
め
の

設
備

系
に
含
ま
れ

る
５
３
条

な
し

水
素
排
出

格
納
容
器
排
気
筒

－
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
２

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
冷

却
等

の
た
め
の

設
備

８
５
－

１
２
－
１

海
水
か
ら
使

用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
の
注
水

５
４
条

５
６
条

１
．
１
１

１
．
１
３

海
水
か
ら
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ

の
注
水

送
水
車

－
Ｓ
Ｆ
Ｐ
水
位

E
L
31

.0
m
以
上
、
水
温

6
5℃
以
下

－
－

１
台
×
２

２
Ｎ

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

系
に
含
ま
れ
る

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

1
 
空
冷
式
非
常

用
発
電
機
か
ら
の
給
電
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

補(2)-16



（
２
）－

１
－
１

 
重
大

事
故
等
対

処
設
備

代
替
設

備
整

理
表

1
4／

25
保

安
規

定
条

文
保
安

規
定

細
目

条
文

（
添
八
）

条
文

（
追
補
）

項
目

【Ａ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
Ｓ
Ａ
設
備

【
Ｂ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
を
満
足
す
る
Ｓ

Ａ
設
備

（
基
準
要
求
を
維
持
で
き
る
場
合
）

対
応
す
る
Ｄ
Ｂ
設
備

【
Ｃ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
※
を
満
足
す
る
Ｓ
Ａ
設

備
（基

準
要
求
を
維
持
で
き
な
い
場
合
）

※
：
事
前
準
備
等
の
補
完
措
置
含
む

【
Ｄ
】多

様
性
拡
張
設

備
所
要
数

（量
）

Ｎ
、
２
Ｎ

適
用
モ
ー
ド

常
設

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
２

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
冷

却
等

の
た
め
の

設
備

８
５
－

１
２
－
１

海
水
か
ら
使

用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
の
注
水

（
８
５
－

１
２
－
４
参
照

）

な
し

１
．
１
１

１
．
１
３

海
水
か
ら
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ

の
注
水

軽
油

用
ド
ラ
ム
缶

６
,１
８
０

リ
ッ
ト
ル

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
２

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
冷

却
等

の
た
め
の

設
備

８
５
－

１
２
－
２

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ

の
ス
プ
レ
イ

５
４
条

５
６
条

１
．
１
１

１
．
１
３

送
水
車
に
よ
る
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
の
ス
プ
レ
イ

又
は
原
子
炉
補
助
建
屋

（
貯
蔵
槽
内
燃
料
体
等
）

へ
の
ス
プ
レ
イ

送
水
車

－
Ｓ
Ｆ
Ｐ
水
位

E
L
31

.0
m
以
上
、
水
温

6
5℃
以
下

－
－

１
台
×
２

２
Ｎ

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
２

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
冷

却
等

の
た
め
の

設
備

８
５
－

１
２
－
２

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ

の
ス
プ
レ
イ

５
４
条

５
６
条

１
．
１
１

１
．
１
３

送
水
車
に
よ
る
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
の
ス
プ
レ
イ

又
は
原
子
炉
補
助
建
屋

（
貯
蔵
槽
内
燃
料
体
等
）

へ
の
ス
プ
レ
イ

ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ

－
Ｓ
Ｆ
Ｐ
水
位

E
L
31

.0
m
以
上
、
水
温

6
5℃
以
下

－
－

１
個

+
予
備

１
個

Ｎ
使

用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
２

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
冷

却
等

の
た
め
の

設
備

８
５
－

１
２
－
２

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ

の
ス
プ
レ
イ

な
し

１
．
１
１

１
．
１
３

送
水
車
に
よ
る
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
の
ス
プ
レ
イ

又
は
原
子
炉
補
助
建
屋

（
貯
蔵
槽
内
燃
料
体
等
）

へ
の
ス
プ
レ
イ

軽
油

用
ド
ラ
ム
缶

６
,１
８
０

リ
ッ
ト
ル

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
２

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
冷

却
等

の
た
め
の

設
備

８
５
－

１
２
－
２

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ

の
ス
プ
レ
イ

（
８
５
－

１
２
－

２
参
照

）

５
５
条

１
．
１
２

大
気
へ

の
拡
散
抑
制

 
送
水
車
に
よ
る
ス
プ
レ
イ

送
水
車

－
－

-
－

１
台
×
２

２
Ｎ

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
２

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
冷

却
等

の
た
め
の

設
備

８
５
－

１
２
－
２

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ

の
ス
プ
レ
イ

（
８
５
－

１
２
－
４
参
照

）

な
し

１
．
１
２

大
気
へ

の
拡
散
抑
制

 
送
水
車
に
よ
る
ス
プ
レ
イ

軽
油

用
ド
ラ
ム
缶

－
－

－
－

６
,１
８
０

リ
ッ
ト
ル

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
２

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
冷

却
等

の
た
め
の

設
備

８
５
－

１
２
－
２

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ

の
ス
プ
レ
イ

（
８
５
－

１
２
－

２
参
照

）

５
５
条

１
．
１
２

大
気
へ

の
拡
散
抑
制

 
送
水
車
に
よ
る
ス
プ
レ
イ

ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ

－
－

－
－

１
個

+
予
備

１
個

Ｎ
使

用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
２

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
冷

却
等

の
た
め
の

設
備

８
５
－

１
２
－
３

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
監
視

５
４
条

１
．
１
１

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
監
視

 
水
位
監
視

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
水
位

（
広

域
）

可
搬
式
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
水
位

Ｓ
Ｆ
Ｐ
水
位

E
L
31

.0
m
以
上
、
水
温

6
5℃
以
下

－
－

１
固

N
使

用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
２

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
冷

却
等

の
た
め
の

設
備

８
５
－

１
２
－
３

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
監
視

５
４
条

１
．
１
１

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
監
視

 
温
度
監
視

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
温
度

（
A

M
用
）

－
Ｓ
Ｆ
Ｐ
水
位

E
L
31

.0
m
以
上
、
水
温

6
5℃
以
下

－
－

１
個

N
使

用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
２

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
冷

却
等

の
た
め
の

設
備

８
５
－

１
２
－
３

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
監
視

５
４
条

１
．
１
１

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
監
視

 
監
視
カ
メ
ラ

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
エ
リ
ア
監

視
カ
メ
ラ

－
Ｓ
Ｆ
Ｐ
水
位

E
L
31

.0
m
以
上
、
水
温

6
5℃
以
下

－
－

１
個

N
使

用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
２

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
冷

却
等

の
た
め
の

設
備

８
５
－

１
２
－
３

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
監
視

５
４
条

１
．
１
１

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
監
視

 
水
位
監
視

可
搬
型
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
水

位
－

Ｓ
Ｆ
Ｐ
水
位

E
L
31

.0
m
以
上
、
水
温

6
5℃
以
下

－
－

１
固

N
使

用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
２

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
冷

却
等

の
た
め
の

設
備

８
５
－

１
２
－
３

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
監
視

５
４
条

１
．
１
１

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
監
視

 
放
射
線

量
監
視

可
搬
式
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
区

域
周
辺
エ
リ
ア
モ
ニ
タ

－
Ｓ
Ｆ
Ｐ
水
位

E
L
31

.0
m
以
上
、
水
温

6
5℃
以
下

－
－

２
個

N
使

用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
２

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
冷

却
等

の
た
め
の

設
備

８
５
－

１
２
－
３

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
監
視

５
４
条

１
．
１
１

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
監
視

 
監
視
カ
メ
ラ

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
エ
リ
ア
監

視
カ
メ
ラ
空
冷
装

置
－

Ｓ
Ｆ
Ｐ
水
位

E
L
31

.0
m
以
上
、
水
温

6
5℃
以
下

－
－

１
個

N
使

用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
２

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
冷

却
等

の
た
め
の

設
備

８
５
－

１
２
－
３

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
監
視

な
し

１
．
１
１

代
替
電
源
設
備
か
ら
の
給
電

の
確
保

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

２
台
（
モ
ー

ド
１
、
２
、

３
、
４
、
５

お
よ
び
６

以
外
お
い

て
 は

１
台
）

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
２

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
冷

却
等

の
た
め
の

設
備

８
５
－

１
２
－
３

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
監
視

な
し

１
．
１
１

代
替
電
源
設
備
か
ら
の
給
電

の
確
保

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

３
６
０
ｍ
３

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
２

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
冷

却
等

の
た
め
の

設
備

８
５
－

１
２
－
３

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
監
視

な
し

１
．
１
１

代
替
電
源
設
備
か
ら
の
給
電

の
確
保

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ

２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
２

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
冷

却
等

の
た
め
の

設
備

８
５
－

１
２
－
３

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
監
視

な
し

１
．
１
１

代
替
電
源
設
備
か
ら
の
給
電

の
確
保

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

３
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
２

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
冷

却
等

の
た
め
の

設
備

８
５
－

１
２
－
３

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
監
視

な
し

１
．
１
１

代
替
電
源
設
備
か
ら
の
給
電

の
確
保

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

２
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

8
5
-
1
5-

1
 
空
冷
式
非
常

用
発
電
機
か
ら
の
給
電
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
12

-
4
 
軽
油
ド
ラ
ム
缶
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
12

-
4
 
軽
油
ド
ラ
ム
缶
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

補(2)-17



（
２
）－

１
－
１

 
重
大

事
故
等
対

処
設
備

代
替
設

備
整

理
表

1
5／

25
保

安
規

定
条

文
保
安

規
定

細
目

条
文

（
添
八
）

条
文

（
追
補
）

項
目

【Ａ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
Ｓ
Ａ
設
備

【
Ｂ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
を
満
足
す
る
Ｓ

Ａ
設
備

（
基
準
要
求
を
維
持
で
き
る
場
合
）

対
応
す
る
Ｄ
Ｂ
設
備

【
Ｃ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
※
を
満
足
す
る
Ｓ
Ａ
設

備
（基

準
要
求
を
維
持
で
き
な
い
場
合
）

※
：
事
前
準
備
等
の
補
完
措
置
含
む

【
Ｄ
】多

様
性
拡
張
設

備
所
要
数

（量
）

Ｎ
、
２
Ｎ

適
用
モ
ー
ド

常
設

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
２

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
冷

却
等

の
た
め
の

設
備

８
５
－

１
２
－
４

軽
油

ド
ラ
ム
缶
に
よ
る
燃
料

補
給

設
備

な
し

１
．
２

１
．
３

１
．
４

１
．
６

１
．
７

１
．
１
１

１
．
１
３

補
機
駆
動
用
燃
料

設
備

軽
油

用
ド
ラ
ム
缶

－
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

 o
r

充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ

 o
r

内
部
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ

o
r

燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク

o
r

全
交
流
動
力
電
源

or
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系

o
r

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
ポ
ン
プ

o
r

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
ク
ー
ラ

o
r

燃
料
取
替
用
水
ポ
ン
プ

o
r

2
次
系
純
水
タ
ン
ク

－
－

６
,１
８
０

リ
ッ
ト
ル

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
２

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
冷

却
等

の
た
め
の

設
備

系
に
含
ま
れ

る
な
し

な
し

使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト

系
に
含
ま
れ
る

－
使

用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
３

発
電

所
外
へ

の
放
射

性
物
質

の
拡
散

を
抑
制

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

１
３
－
１

大
気
へ

の
拡
散
抑
制

、
航
空

機
燃
料
火
災
へ

の
泡
消
火

５
４
条

５
５
条

５
６
条

１
．
１
１

１
．
１
２

１
．
１
３

大
気
へ

の
拡
散
抑
制

 
大
容

量
ポ
ン
プ

航
空
機
燃
料
火
災
へ

の
泡
消
火

大
容

量
ポ
ン
プ
（
放
水
砲
用
）

－
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
、
Ｓ
Ｆ
Ｐ
水
位

E
L
3
1
.0

m
以
上
、

水
温

6
5
℃
以
下

－
－

１
台

+
予
備

１
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
３

発
電

所
外
へ

の
放
射

性
物
質

の
拡
散

を
抑
制

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

１
３
－
１

大
気
へ

の
拡
散
抑
制

、
航
空

機
燃
料
火
災
へ

の
泡
消
火

５
４
条

５
５
条

５
６
条

１
．
１
１

１
．
１
２

１
．
１
３

大
気
へ

の
拡
散
抑
制

 
大
容

量
ポ
ン
プ

航
空
機
燃
料
火
災
へ

の
泡
消
火

放
水
砲

－
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
、
Ｓ
Ｆ
Ｐ
水
位

E
L
3
1
.0

m
以
上
、

水
温

6
5
℃
以
下

－
－

1台
＋
予

備
１
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
３

発
電

所
外
へ

の
放
射

性
物
質

の
拡
散

を
抑
制

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

１
３
－
１

大
気
へ

の
拡
散
抑
制

、
航
空

機
燃
料
火
災
へ

の
泡
消
火

５
５
条

１
．
１
２

航
空
機
燃
料
火
災
へ

の
泡
消
火

泡
混

合
器

－
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
、
Ｓ
Ｆ
Ｐ
水
位

E
L
3
1
.0

m
以
上
、

水
温

6
5
℃
以
下

－
－

１
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
３

発
電

所
外
へ

の
放
射

性
物
質

の
拡
散

を
抑
制

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

１
３
－
１

大
気
へ

の
拡
散
抑
制

、
航
空

機
燃
料
火
災
へ

の
泡
消
火

な
し

１
．
１
２

１
．
１
３

大
気
へ

の
拡
散
抑
制

 
大
容

量
ポ
ン
プ

航
空
機
燃
料
火
災
へ

の
泡
消
火

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

３
６
０
ｍ
３

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
３

発
電

所
外
へ

の
放
射

性
物
質

の
拡
散

を
抑
制

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

１
３
－
１

大
気
へ

の
拡
散
抑
制

、
航
空

機
燃
料
火
災
へ

の
泡
消
火

な
し

１
．
１
２

１
．
１
３

大
気
へ

の
拡
散
抑
制

 
大
容

量
ポ
ン
プ

航
空
機
燃
料
火
災
へ

の
泡
消
火

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

３
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
３

発
電

所
外
へ

の
放
射

性
物
質

の
拡
散

を
抑
制

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

１
３
－
１

大
気
へ

の
拡
散
抑
制

、
航
空

機
燃
料
火
災
へ

の
泡
消
火

な
し

１
．
１
２

１
．
１
３

大
気
へ

の
拡
散
抑
制

 
大
容

量
ポ
ン
プ

航
空
機
燃
料
火
災
へ

の
泡
消
火

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
３

発
電

所
外
へ

の
放
射

性
物
質

の
拡
散

を
抑
制

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

１
３
－
１

大
気
へ

の
拡
散
抑
制

、
航
空

機
燃
料
火
災
へ

の
泡
消
火

５
４
条

５
６
条

１
．
１
１

１
．
１
３

大
容
量
ポ
ン
プ
（
放
水
砲

用
）
及
び

放
水
砲
に
よ
る
原
子
炉

補
助
建
屋
（
貯
蔵
槽
内
燃

料
体

等
）へ

の
放
水

大
容

量
ポ
ン
プ
（
放
水
砲
用
）

－
－

－
－

１
台

+
予
備

１
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
３

発
電

所
外
へ

の
放
射

性
物
質

の
拡
散

を
抑
制

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

１
３
－
１

大
気
へ

の
拡
散
抑
制

、
航
空

機
燃
料
火
災
へ

の
泡
消
火

５
４
条

５
６
条

１
．
１
１

１
．
１
３

大
容
量
ポ
ン
プ
（
放
水
砲

用
）
及
び

放
水
砲
に
よ
る
原
子
炉

補
助
建
屋
（
貯
蔵
槽
内
燃

料
体

等
）へ

の
放
水

放
水
砲

－
－

－
－

１
台

+
予
備

１
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
３

発
電

所
外
へ

の
放
射

性
物
質

の
拡
散

を
抑
制

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

１
３
－
１

大
気
へ

の
拡
散
抑
制

、
航
空

機
燃
料
火
災
へ

の
泡
消
火

（
８
５
－

１
５
－
６
参
照

）

な
し

１
．
１
１

１
．
１
３

大
容
量
ポ
ン
プ
（
放
水
砲

用
）
及
び

放
水
砲
に
よ
る
原
子
炉

補
助
建
屋
（
貯
蔵
槽
内
燃

料
体

等
）へ

の
放
水

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

－
－

－
－

３
６
０
ｍ
３

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
３

発
電

所
外
へ

の
放
射

性
物
質

の
拡
散

を
抑
制

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

１
３
－
１

大
気
へ

の
拡
散
抑
制

、
航
空

機
燃
料
火
災
へ

の
泡
消
火

（
８
５
－

１
５
－
６
参
照

）

な
し

１
．
１
１

１
．
１
３

大
容
量
ポ
ン
プ
（
放
水
砲

用
）
及
び

放
水
砲
に
よ
る
原
子
炉

補
助
建
屋
（
貯
蔵
槽
内
燃

料
体

等
）へ

の
放
水

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

－
－

－
－

２
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
３

発
電

所
外
へ

の
放
射

性
物
質

の
拡
散

を
抑
制

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

１
３
－
１

大
気
へ

の
拡
散
抑
制

、
航
空

機
燃
料
火
災
へ

の
泡
消
火

（
８
５
－

１
５
－
６
参
照

）

な
し

１
．
１
１

１
．
１
３

大
容
量
ポ
ン
プ
（
放
水
砲

用
）
及
び

放
水
砲
に
よ
る
原
子
炉

補
助
建
屋
（
貯
蔵
槽
内
燃

料
体

等
）へ

の
放
水

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

－
－

－
－

３
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

補(2)-18



（
２
）－

１
－
１

 
重
大

事
故
等
対

処
設
備

代
替
設

備
整

理
表

1
6／

25
保

安
規

定
条

文
保
安

規
定

細
目

条
文

（
添
八
）

条
文

（
追
補
）

項
目

【Ａ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
Ｓ
Ａ
設
備

【
Ｂ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
を
満
足
す
る
Ｓ

Ａ
設
備

（
基
準
要
求
を
維
持
で
き
る
場
合
）

対
応
す
る
Ｄ
Ｂ
設
備

【
Ｃ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
※
を
満
足
す
る
Ｓ
Ａ
設

備
（基

準
要
求
を
維
持
で
き
な
い
場
合
）

※
：
事
前
準
備
等
の
補
完
措
置
含
む

【
Ｄ
】多

様
性
拡
張
設

備
所
要
数

（量
）

Ｎ
、
２
Ｎ

適
用
モ
ー
ド

常
設

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
３

発
電

所
外
へ

の
放
射

性
物
質

の
拡
散

を
抑
制

す
る
た
め
の

設
備

８
５
－

１
３
－
２

海
洋
へ

の
拡
散
抑
制

５
５
条

１
．
１
２

海
洋
へ

の
拡
散
抑
制

シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス

－
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
、
Ｓ
Ｆ
Ｐ
水
位

E
L
3
1
.0

m
以
上
、

水
温

6
5
℃
以
下

－
－

２
組

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
４

重
大

事
故

等
の
収
束
に

必
要
と
な
る
水

の
供
給

設
備

８
５
－

１
４
－
１

海
水

を
用

い
た
復
水
タ
ン
ク
へ

の
補
給

５
６
条

１
．
１
３

海
水
を
用
い
た
復
水
タ
ン
ク
へ
の
補
給

送
水
車

－
復
水
タ
ン
ク
（
枯
渇

）
１
次
冷
却
系

の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド

－
１
台
×
２

２
N

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
４

重
大

事
故

等
の
収
束
に

必
要
と
な
る
水

の
供
給

設
備

８
５
－

１
４
－
１

海
水

を
用

い
た
復
水
タ
ン
ク
へ

の
補
給

な
し

１
．
１
３

海
水
を
用
い
た
復
水
タ
ン
ク
へ
の
補
給

軽
油

用
ド
ラ
ム
缶

６
,１
８
０

リ
ッ
ト
ル

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
４

重
大

事
故

等
の
収
束
に

必
要
と
な
る
水

の
供
給

設
備

８
５
－

１
４
－
２

燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク

４
６
条

４
７
条

４
９
条

５
０
条

５
１
条

５
６
条

１
．
３

１
．
４

１
．
６

１
．
７

１
．
８

１
．
１
３

重
大
事
故
等
の
収
束
に
必

要
と
な
る
水

の
供
給
設

備  
燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク

燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク

１
基

１
,３
２
５

m
３

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
４

重
大

事
故

等
の
収
束
に

必
要
と
な
る
水

の
供
給

設
備

８
５
－

１
４
－
３

復
水
タ
ン
ク
（
燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク
補
給
系

を
含

む
）

４
５
条

４
６
条

４
７
条

４
８
条

４
９
条

５
０
条

５
１
条

５
６
条

１
．
２

１
．
３

１
．
４

１
．
５

１
．
６

１
．
７

１
．
８

１
．
１
３

重
大
事
故
等
の
収
束
に
必

要
と
な
る
水

の
供
給
設

備  
復
水
タ
ン
ク

復
水
タ
ン
ク
か
ら
燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク
へ
の
補
給

復
水
タ
ン
ク

－
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク

（
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
補
給
系
）

代
替
炉
心
注
水

可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

お
よ
び

代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

－
１
基

５
１
３

m
３

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
５

電
源

設
備

８
５
－

１
５
－
１

空
冷
式
非

常
用
発
電
装

置
か
ら
の
給
電

５
７
条

１
．
２

１
．
３

１
．
４

１
．
５

１
．
６

１
．
７

１
．
８

１
．
９

１
．
１
０

１
．
１
１

１
．
１
３

１
．
１
４

１
．
１
５

１
．
１
６

１
．
１
７

１
．
１
８

１
．
１
９

代
替
電
源
（交
流

）
か
ら
の
給
電

 
空
冷
式
非

常
用
発
電
装
置

代
替
電
源
（直
流

）
か
ら
の
給
電

 
可
搬
式
整
流
器

（
代
替
所
内
電
気
設
備
（
交
流
、
直
流

）に
よ
る
給

電
）

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

－
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
（
全
交
流
動
力
電
源
）

電
源
車

－
２
台
（
モ
ー

ド
１
、
２
、

３
、
４
、
５

お
よ
び
６

以
外
お
い

て
 は

１
台
）

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
５

電
源

設
備

８
５
－

１
５
－
１

空
冷
式
非

常
用
発
電
装

置
か
ら
の
給
電

５
７
条

同
上

代
替
電
源
（交
流

）
か
ら
の
給
電

 
空
冷
式
非

常
用
発
電
装
置

代
替
電
源
（直
流

）
か
ら
の
給
電

 
可
搬
式
整
流
器

（
代
替
所
内
電
気
設
備
（
交
流
、
直
流

）に
よ
る
給

電
）

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

３
６
０
ｍ
３

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
５

電
源

設
備

８
５
－

１
５
－
１

空
冷
式
非

常
用
発
電
装

置
か
ら
の
給
電

５
７
条

同
上

代
替
電
源
（交
流

）
か
ら
の
給
電

 
空
冷
式
非

常
用
発
電
装
置

代
替
電
源
（直
流

）
か
ら
の
給
電

 
可
搬
式
整
流
器

（
代
替
所
内
電
気
設
備
（
交
流
、
直
流

）に
よ
る
給

電
）

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ

２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
５

電
源

設
備

８
５
－

１
５
－
１

空
冷
式
非

常
用
発
電
装

置
か
ら
の
給
電

５
７
条

同
上

代
替
電
源
（交
流

）
か
ら
の
給
電

 
空
冷
式
非

常
用
発
電
装
置

代
替
電
源
（直
流

）
か
ら
の
給
電

 
可
搬
式
整
流
器

（
代
替
所
内
電
気
設
備
（
交
流
、
直
流

）に
よ
る
給

電
）

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

３
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
５

電
源

設
備

８
５
－

１
５
－
１

空
冷
式
非

常
用
発
電
装

置
か
ら
の
給
電

５
７
条

同
上

代
替
電
源
（交
流

）
か
ら
の
給
電

 
空
冷
式
非

常
用
発
電
装
置

代
替
電
源
（直
流

）
か
ら
の
給
電

 
可
搬
式
整
流
器

（
代
替
所
内
電
気
設
備
（
交
流
、
直
流

）に
よ
る
給

電
）

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

２
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
５

電
源

設
備

８
５
－

１
５
－
２

電
源
車
か
ら
の
給
電

５
７
条

１
．
１
４

１
．
１
５

代
替
電
源
（交
流

）
か
ら
の
給
電

 
電
源
車

代
替
電
源
（直
流

）
か
ら
の
給
電

電
源
車

－
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
（
全
交
流
動
力
電
源
）

空
冷
式
非

常
用
発
電
装
置

－
１
台
×
２

２
Ｎ

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
５

電
源

設
備

８
５
－

１
５
－
２

電
源
車
か
ら
の
給
電

５
７
条

１
．
１
４

１
．
１
５

代
替
電
源
（交
流

）
か
ら
の
給
電

 
電
源
車

代
替
電
源
（直
流

）
か
ら
の
給
電

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

３
６
０
ｍ
３

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
５

電
源

設
備

８
５
－

１
５
－
２

電
源
車
か
ら
の
給
電

５
７
条

１
．
１
４

１
．
１
５

代
替
電
源
（交
流

）
か
ら
の
給
電

 
電
源
車

代
替
電
源
（直
流

）
か
ら
の
給
電

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

３
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
５
４
条
燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク
の
要
求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
で
整
理
（
技
能

で
整
理
し
た
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
Ｄ
Ｂ
設
備
で
あ
る
復
水
タ
ン
ク
の
水
量
を
確
認
す
る
。
）

 
 

 
モ
ー
ド
５
、
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位

）
に
お
い
て
は

、
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
添
付
９
記
載
例
に
従
い
整
理

8
5
-
12

-
4
 
軽
油
ド
ラ
ム
缶
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照
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（
２
）－

１
－
１

 
重
大

事
故
等
対

処
設
備

代
替
設

備
整

理
表

1
7／

25
保

安
規

定
条

文
保
安

規
定

細
目

条
文

（
添
八
）

条
文

（
追
補
）

項
目

【Ａ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
Ｓ
Ａ
設
備

【
Ｂ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
を
満
足
す
る
Ｓ

Ａ
設
備

（
基
準
要
求
を
維
持
で
き
る
場
合
）

対
応
す
る
Ｄ
Ｂ
設
備

【
Ｃ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
※
を
満
足
す
る
Ｓ
Ａ
設

備
（基

準
要
求
を
維
持
で
き
な
い
場
合
）

※
：
事
前
準
備
等
の
補
完
措
置
含
む

【
Ｄ
】多

様
性
拡
張
設

備
所
要
数

（量
）

Ｎ
、
２
Ｎ

適
用
モ
ー
ド

常
設

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
５

電
源

設
備

８
５
－

１
５
－
２

電
源
車
か
ら
の
給
電

５
７
条

１
．
１
４

１
．
１
５

代
替
電
源
（交
流

）
か
ら
の
給
電

 
電
源
車

代
替
電
源
（直
流

）
か
ら
の
給
電

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

２
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
５

電
源

設
備

８
５
－

１
５
－
３

蓄
電
池

（
安

全
防
護
系

用
）
か
ら
の
給
電

５
７
条

１
．
１
４

１
．
１
５

代
替
電
源
（直
流

）
か
ら
の
給
電

 
蓄
電
池
（
安
全
防
護
系

用
）

蓄
電
池
（安

全
防
護
系
用
）

１
組

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
７
９
条

第
８
０
条

８
５
－

１
５
－
３

蓄
電
池

（
安

全
防
護
系

用
）
か
ら
の
給
電

５
７
条

１
．
１
４

１
．
１
５

代
替
電
源
（直
流

）
か
ら
の
給
電

 
蓄
電
池
（
安
全
防
護
系

用
）

計
器

用
電
源
（
無
停
電
電
源
装

置
）

１
台
×
４

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
お

よ
び
照
射
済
燃
料
移
動
中

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
５

電
源

設
備

８
５
－

１
５
－
４

可
搬
式

整
流
器
か
ら
の
給
電

５
７
条

１
．
３

１
．
１
４

１
．
１
５

代
替
電
源
（直
流

）
か
ら
の
給
電

 
 可

搬
式

整
流
器

（
代
替
所
内
電
気
設
備
（
交
流
、
直
流

）に
よ
る
給

電
）

可
搬
式
整
流
器

－
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
（
全
交
流
動
力
電
源
）

－
－

２
個

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
７
９
条

第
８
０
条

８
５
－

１
５
－
４

可
搬
式

整
流
器
か
ら
の
給
電

５
７
条

１
．
３

１
．
１
４

１
．
１
５

代
替
電
源
（直
流

）
か
ら
の
給
電

 
 可

搬
式

整
流
器

（
代
替
所
内
電
気
設
備
（
交
流
、
直
流

）に
よ
る
給

電
）

計
器

用
電
源
（
無
停
電
電
源
装

置
）

１
台
×
４

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

お
よ
び
照
射
済
燃
料
移
動
中

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
５

電
源

設
備

８
５
－

１
５
－
４

可
搬
式

整
流
器
か
ら
の
給
電

５
７
条

１
．
３

１
．
１
４

１
．
１
５

代
替
電
源
（直
流

）
か
ら
の
給
電

 
可
搬
式
整
流
器

（
代
替
所
内
電
気
設
備
（
交
流
、
直
流

）に
よ
る
給

電
）

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

２
台
（
モ
ー

ド
１
、
２
、

３
、
４
、
５

お
よ
び
６

以
外
お
い

て
 は

１
台
）

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
５

電
源

設
備

８
５
－

１
５
－
４

可
搬
式

整
流
器
か
ら
の
給
電

５
７
条

１
．
３

１
．
１
４

１
．
１
５

代
替
電
源
（直
流

）
か
ら
の
給
電

 
可
搬
式
整
流
器

（
代
替
所
内
電
気
設
備
（
交
流
、
直
流

）に
よ
る
給

電
）

電
源
車

１
台
×
２

２
Ｎ

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
５

電
源

設
備

８
５
－

１
５
－
４

可
搬
式

整
流
器
か
ら
の
給
電

５
７
条

１
．
３

１
．
１
４

１
．
１
５

代
替
電
源
（直
流

）
か
ら
の
給
電

 
可
搬
式
整
流
器

（
代
替
所
内
電
気
設
備
（
交
流
、
直
流

）に
よ
る
給

電
）

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

３
６
０
ｍ
３

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
５

電
源

設
備

８
５
－

１
５
－
４

可
搬
式

整
流
器
か
ら
の
給
電

５
７
条

１
．
３

１
．
１
４

１
．
１
５

代
替
電
源
（直
流

）
か
ら
の
給
電

 
可
搬
式
整
流
器

（
代
替
所
内
電
気
設
備
（
交
流
、
直
流

）に
よ
る
給

電
）

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ

２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
５

電
源

設
備

８
５
－

１
５
－
４

可
搬
式

整
流
器
か
ら
の
給
電

５
７
条

１
．
３

１
．
１
４

１
．
１
５

代
替
電
源
（直
流

）
か
ら
の
給
電

 
可
搬
式
整
流
器

（
代
替
所
内
電
気
設
備
（
交
流
、
直
流

）に
よ
る
給

電
）

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

３
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
５

電
源

設
備

８
５
－

１
５
－
４

可
搬
式

整
流
器
か
ら
の
給
電

５
７
条

１
．
３

１
．
１
４

１
．
１
５

代
替
電
源
（直
流

）
か
ら
の
給
電

 
可
搬
式
整
流
器

（
代
替
所
内
電
気
設
備
（
交
流
、
直
流

）に
よ
る
給

電
）

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

２
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
５

電
源

設
備

８
５
－

１
５
－
５

代
替

所
内
電
気

設
備
か
ら
の
給
電

５
７
条

１
．
１
４

代
替
所
内
電
気

設
備
（
交
流
、
直
流

）
に
よ
る
給
電

代
替
所
内
電
気
設
備
分
電
盤

－
所
内
電
気

設
備

－
－

３
個

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
５

電
源

設
備

８
５
－

１
５
－
５

代
替

所
内
電
気

設
備
か
ら
の
給
電

５
７
条

１
．
１
４

代
替
所
内
電
気

設
備
（
交
流
、
直
流

）
に
よ
る
給
電

代
替
所
内
電
気
設
備
変
圧
器

－
所
内
電
気

設
備

－
－

１
個

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
５

電
源

設
備

８
５
－

１
５
－
５

代
替

所
内
電
気

設
備
か
ら
の
給
電

５
７
条

１
．
１
４

代
替
所
内
電
気

設
備
（
交
流
、
直
流

）
に
よ
る
給
電
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

２
台
（
モ
ー

ド
１
、
２
、

３
、
４
、
５

お
よ
び
６

以
外
お
い

て
 は

１
台
）

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
５

電
源

設
備

８
５
－

１
５
－
５

代
替

所
内
電
気

設
備
か
ら
の
給
電

５
７
条

１
．
１
４

代
替
所
内
電
気

設
備
（
交
流
、
直
流

）
に
よ
る
給
電

可
搬
式
整
流
器

１
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
５

電
源

設
備

８
５
－

１
５
－
５

代
替

所
内
電
気

設
備
か
ら
の
給
電

５
７
条

１
．
１
４

代
替
所
内
電
気

設
備
（
交
流
、
直
流

）
に
よ
る
給
電
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

３
６
０
ｍ
３

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
５

電
源

設
備

８
５
－

１
５
－
５

代
替

所
内
電
気

設
備
か
ら
の
給
電

５
７
条

１
．
１
４

代
替
所
内
電
気

設
備
（
交
流
、
直
流

）
に
よ
る
給
電

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ

２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
５

電
源

設
備

８
５
－

１
５
－
５

代
替

所
内
電
気

設
備
か
ら
の
給
電

５
７
条

１
．
１
４

代
替
所
内
電
気

設
備
（
交
流
、
直
流

）
に
よ
る
給
電
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

３
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
５

電
源

設
備

８
５
－

１
５
－
５

代
替

所
内
電
気

設
備
か
ら
の
給
電

５
７
条

１
．
１
４

代
替
所
内
電
気

設
備
（
交
流
、
直
流

）
に
よ
る
給
電
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

２
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

8
5
-
1
5-

4
 
可
搬
式
整
流
器
か
ら
の
給
電
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

第
７
７
条
、
第
７
８
条
非
常
用
直
流
電
源

の
要
求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
で
整
理
（
第
８
８
条
の
５
項
に
基
づ
き
モ
ー
ド
５
に
移
行

）

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

Ｄ
Ｂ
機
能
を
使
用
す
る
た
め
、
既
存

条
文
で
整
理

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

Ｄ
Ｂ
機
能
を
使
用
す
る
た
め
、
既
存

条
文
で
整
理

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

1
 
空
冷
式
非
常

用
発
電
機
か
ら
の
給
電
を
参
照

8
5
-1

5
-
2
 
電
源
車
か
ら
の
給
電

を
参
照

8
5
-
1
5-

1
 
空
冷
式
非
常

用
発
電
機
か
ら
の
給
電
を
参
照

補(2)-20



（
２
）－

１
－
１

 
重
大

事
故
等
対

処
設
備

代
替
設

備
整

理
表

1
8／

25
保

安
規

定
条

文
保
安

規
定

細
目

条
文

（
添
八
）

条
文

（
追
補
）

項
目

【Ａ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
Ｓ
Ａ
設
備

【
Ｂ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
を
満
足
す
る
Ｓ

Ａ
設
備

（
基
準
要
求
を
維
持
で
き
る
場
合
）

対
応
す
る
Ｄ
Ｂ
設
備

【
Ｃ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
※
を
満
足
す
る
Ｓ
Ａ
設

備
（基

準
要
求
を
維
持
で
き
な
い
場
合
）

※
：
事
前
準
備
等
の
補
完
措
置
含
む

【
Ｄ
】多

様
性
拡
張
設

備
所
要
数

（量
）

Ｎ
、
２
Ｎ

適
用
モ
ー
ド

常
設

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
５

電
源

設
備

８
５
－

１
５
－
６

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可

搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ

ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る

燃
料

補
給

設
備

５
７
条

１
．
２

１
．
３

１
．
４

１
．
５

１
．
６

１
．
７

１
．
８

１
．
９

１
．
１
０

１
．
１
１

１
．
１
２

１
．
１
３

１
．
１
４

１
．
１
５

１
．
１
６

１
．
１
７

１
．
１
８

１
．
１
９

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン

ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃

料
補
給

設
備

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

３
６
０
ｍ
３

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
５

電
源

設
備

８
５
－

１
５
－
６

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可

搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ

ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る

燃
料

補
給

設
備

５
７
条

同
上

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン

ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃

料
補
給

設
備

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ

２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
５

電
源

設
備

８
５
－

１
５
－
６

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可

搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ

ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る

燃
料

補
給

設
備

５
７
条

同
上

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン

ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃

料
補
給

設
備

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

３
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
５

電
源

設
備

８
５
－

１
５
－
６

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可

搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ

ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る

燃
料

補
給

設
備

５
７
条

同
上

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン

ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃

料
補
給

設
備

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
７
４
条

第
７
５
条

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
５
７
条

な
し

電
源
供
給

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

Ｄ
Ｂ
機
能
を
使
用
す
る
た
め
、
既
存
条
文
で
整
理

２
基

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
７
６
条

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

の
燃
料
油
、
潤
滑
油
お
よ
び

始
動

用
空
気

５
７
条

な
し

電
源
供
給

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

Ｄ
Ｂ
機
能
を
使
用
す
る
た
め
、
既
存
条
文
で
整
理

３
６
０
ｍ
３

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

５
８
条

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

原
子
炉
圧
力
容
器
内

の
温
度

１
次
冷
却
材
高
温
側
広
域
温

度
①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
ル
ー
プ

②
１
次
冷
却
材
低
温
側
広
域
温
度

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

５
８
条

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

原
子
炉
圧
力
容
器
内

の
温
度

１
次
冷
却
材
低
温
側
広
域
温

度
①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
ル
ー
プ

②
１
次
冷
却
材
高
温
側
広
域
温
度

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

な
し

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

原
子
炉
圧
力
容
器
内

の
温
度

[炉
内
温
度

]
①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
検
出
器

②
１
次
冷
却
材
高
温
側
広
域
温
度

③
１
次
冷
却
材
低
温
側
広
域
温
度

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

５
８
条

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

原
子
炉
圧
力
容
器
内

の
圧
力

冷
却
材
圧
力
（
広
域

）
①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
１
次
冷
却
材
高
温
側
広
域
温
度

③
１
次
冷
却
材
低
温
側
広
域
温
度

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

な
し

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

原
子
炉
圧
力
容
器
内

の
圧
力

[加
圧
器
圧
力

]
①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
冷
却
材
圧
力

（広
域

）
－

１
c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

５
８
条

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

原
子
炉
圧
力
容
器
内

の
水
位

加
圧
器
水
位

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
原
子
炉
水
位

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

５
８
条

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

原
子
炉
圧
力
容
器
内

の
水
位

原
子
炉
水
位

①
加
圧
器
水
位

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

な
し

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

原
子
炉
圧
力
容
器
内

の
水
位

[Ｒ
Ｃ
Ｓ
ノ
ズ
ル
セ
ン
タ
水
位

]
①
１
次
冷
却
材
高
温
側
広
域
温
度

①
１
次
冷
却
材
低
温
側
広
域
温
度

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

５
８
条

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

原
子
炉
圧
力
容
器
へ

の
注
水
量

安
全
注
入
流
量

①
燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク
水
位

②
加
圧
器
水
位

③
原
子
炉
水
位

④
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位

(広
域

)

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

５
８
条

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

原
子
炉
圧
力
容
器
へ

の
注
水
量

補
助

安
全
注
入
流

量
①
燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク
水
位

②
加
圧
器
水
位

③
原
子
炉
水
位

④
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位

(広
域

)

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

５
８
条

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

原
子
炉
圧
力
容
器
へ

の
注
水
量

余
熱
除
去
ク
ー
ラ
出
口
流

量
①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
ル
ー
プ

②
燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク
水
位

③
加
圧
器
水
位

④
原
子
炉
水
位

⑤
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位

(広
域

)

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
７
６
条
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
の
燃
料
油

、
潤
滑
油
お
よ
び
始
動
用
空
気
の
要
求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
で
整
理

保
安
規
定
基
本
方
針
４
．
３
Ｌ
Ｃ
Ｏ
・
要
求
さ
れ
る
措
置
・Ａ

Ｏ
Ｔ
の
設
定
方
針
別
紙
３
参
照

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

保
安
規
定
基
本
方
針

4.
3
添
付

4
「重

大
事
故
等
対
処
設
備
の
う
ち
計
装

設
備
の
保
安
規
定
へ
の
規
定

に
つ
い
て
」「

3
.事

故
時
の
計
装
に
関
す
る
Ｌ
Ｃ
Ｏ
等
設
定
の
考
え
方
」
で
要
求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ

Ｔ
」で

整
理
お
よ
び
別
紙
３
参
照

第
７
６
条
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
の
燃
料
油

、
潤
滑
油
お
よ
び
始
動
用
空
気
の
要
求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
で
整
理

保
安
規
定
基
本
方
針
４
．
３
Ｌ
Ｃ
Ｏ
・
要
求
さ
れ
る
措
置
・Ａ

Ｏ
Ｔ
の
設
定
方
針
別
紙
３
参
照

第
７
６
条
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
の
燃
料
油

、
潤
滑
油
お
よ
び
始
動
用
空
気
の
要
求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
で
整
理

保
安
規
定
基
本
方
針
４
．
３
Ｌ
Ｃ
Ｏ
・
要
求
さ
れ
る
措
置
・Ａ

Ｏ
Ｔ
の
設
定
方
針
別
紙
３
参
照

第
７
６
条
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
の
燃
料
油

、
潤
滑
油
お
よ
び
始
動
用
空
気
の
要
求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
で
整
理

保
安
規
定
基
本
方
針
４
．
３
Ｌ
Ｃ
Ｏ
・
要
求
さ
れ
る
措
置
・Ａ

Ｏ
Ｔ
の
設
定
方
針
別
紙
３
参
照

同
上

同
上

同
上

同
上
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（
２
）－

１
－
１

 
重
大

事
故
等
対

処
設
備

代
替
設

備
整

理
表

1
9／

25
保

安
規

定
条

文
保
安

規
定

細
目

条
文

（
添
八
）

条
文

（
追
補
）

項
目

【Ａ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
Ｓ
Ａ
設
備

【
Ｂ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
を
満
足
す
る
Ｓ

Ａ
設
備

（
基
準
要
求
を
維
持
で
き
る
場
合
）

対
応
す
る
Ｄ
Ｂ
設
備

【
Ｃ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
※
を
満
足
す
る
Ｓ
Ａ
設

備
（基

準
要
求
を
維
持
で
き
な
い
場
合
）

※
：
事
前
準
備
等
の
補
完
措
置
含
む

【
Ｄ
】多

様
性
拡
張
設

備
所
要
数

（量
）

Ｎ
、
２
Ｎ

適
用
モ
ー
ド

常
設

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

５
８
条

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

原
子
炉
圧
力
容
器
へ

の
注
水
量

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

出
口
流
量
積
算

①
燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク
水
位

①
復
水
タ
ン
ク
水
位

②
加
圧
器
水
位

③
原
子
炉
水
位

④
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位

(広
域

)

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

な
し

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

原
子
炉
圧
力
容
器
へ

の
注
水
量

[充
て
ん
流
量

]
①
燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク
水
位

②
加
圧
器
水
位

③
３
原
子
炉
水
位

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

な
し

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

原
子
炉
圧
力
容
器
へ

の
注
水
量

[ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
圧
力

]
①
１
冷
却
材
圧
力

（広
域
）

①
１
次
冷
却
材
低
温
側
広
域
温
度

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

な
し

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

原
子
炉
圧
力
容
器
へ

の
注
水
量

[ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
水
位
（
広

域
）
]

①
冷
却
材
圧
力

（広
域

）
①
１
次
冷
却
材
低
温
側
広
域
温
度

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

な
し

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

原
子
炉
圧
力
容
器
へ

の
注
水
量

[内
部
ス
プ
レ
系
連
絡
消
火
水

流
量
積
算

]
①
余
熱
除
去
ク
ー
ラ
出
口
流
量

②
加
圧
器
水
位

③
原
子
炉
水
位

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

５
８
条

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

原
子
炉
圧
力
容
器
へ

の
注
水
量

格
納
容
器
ス
プ
レ
流
量
積
算

①
燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク
水
位

①
復
水
タ
ン
ク
水
位

②
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位

(広
域

)

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

５
８
条

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

原
子
炉
圧
力
容
器
へ

の
注
水
量

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

出
口
流
量
積
算

①
燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク
水
位

①
復
水
タ
ン
ク
水
位

②
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位

(広
域

)

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

５
８
条

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

原
子
炉
圧
力
容
器
へ

の
注
水
量

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水

ポ
ン
プ
出
口
流

量
積
算

①
燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク
水
位

①
復
水
タ
ン
ク
水
位

②
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位

(広
域

)

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

５
８
条

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

原
子
炉
圧
力
容
器
へ

の
注
水
量

安
全
注
入
流
量

①
燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク
水
位

②
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位

(広
域

)
－

１
c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

５
８
条

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

原
子
炉
圧
力
容
器
へ

の
注
水
量

補
助

安
全
注
入
流

量
①
燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク
水
位

②
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位

(広
域

)
－

１
c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

５
８
条

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

原
子
炉
圧
力
容
器
へ

の
注
水
量

余
熱
除
去
ク
ー
ラ
出
口
流

量
①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
ル
ー
プ

②
燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク
水
位

②
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位

(広
域

)

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

な
し

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

原
子
炉
圧
力
容
器
へ

の
注
水
量

[充
て
ん
流
量

]
①
燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク
水
位

②
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位

(広
域

)
－

１
c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

な
し

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

原
子
炉
圧
力
容
器
へ

の
注
水
量

[内
部
ス
プ
レ
ク
ー
ラ
出
口
流

量
]

①
燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク
水
位

①
復
水
タ
ン
ク
水
位

②
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位

(広
域

)

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

な
し

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

原
子
炉
圧
力
容
器
へ

の
注
水
量

[内
部
ス
プ
レ
系
連
絡
消
火
水

流
量
積
算

]
①
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位

(広
域

)
－

１
c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

５
８
条

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

原
子
炉
圧
力
容
器
内

の
温
度

格
納
容
器
内
温
度

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
格
納
容
器
圧
力

③
格
納
容
器
圧
力
（広
域

）

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

５
８
条

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

原
子
炉
圧
力
容
器
内

の
圧
力

格
納
容
器
圧
力

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
格
納
容
器
内
温
度

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

５
８
条

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

原
子
炉
圧
力
容
器
内

の
圧
力

格
納
容
器
圧
力
（
広
域
）

①
格
納
容
器
内
温
度

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

５
８
条

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

原
子
炉
格
納
容
器
内

の
水
位

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水

位
（
広
域
）

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位

(狭
域

)
③
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
水
位

③
原
子
炉
格
納
容
器
水
位

④
燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク
水
位

④
復
水
タ
ン
ク
水
位

④
格
納
容
器
ス
プ
レ
流
量
積
算

④
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
出
口
流
量
積
算

④
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
出
口
流
量
積
算

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

５
８
条

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

原
子
炉
格
納
容
器
内

の
水
位

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水

位
（
狭
域
）

①
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位

(広
域

)
－

１
c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

５
８
条

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

原
子
炉
格
納
容
器
内

の
水
位

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
水
位

①
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位

(広
域

)
②
燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク
水
位

②
復
水
タ
ン
ク
水
位

②
格
納
容
器
ス
プ
レ
積
算
流
量

②
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
出
口
流
量
積
算

②
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
出
口
流
量
積
算

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上
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（
２
）－

１
－
１

 
重
大

事
故
等
対

処
設
備

代
替
設

備
整

理
表

2
0／

25
保

安
規

定
条

文
保
安

規
定

細
目

条
文

（
添
八
）

条
文

（
追
補
）

項
目

【Ａ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
Ｓ
Ａ
設
備

【
Ｂ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
を
満
足
す
る
Ｓ

Ａ
設
備

（
基
準
要
求
を
維
持
で
き
る
場
合
）

対
応
す
る
Ｄ
Ｂ
設
備

【
Ｃ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
※
を
満
足
す
る
Ｓ
Ａ
設

備
（基

準
要
求
を
維
持
で
き
な
い
場
合
）

※
：
事
前
準
備
等
の
補
完
措
置
含
む

【
Ｄ
】多

様
性
拡
張
設

備
所
要
数

（量
）

Ｎ
、
２
Ｎ

適
用
モ
ー
ド

常
設

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

５
８
条

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

原
子
炉
格
納
容
器
内

の
水
位

原
子
炉
格
納
容
器
水
位

①
燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク
水
位

①
復
水
タ
ン
ク
水
位

①
格
納
容
器
ス
プ
レ
積
算
流
量

①
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
出
口
流
量
積
算

①
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
出
口
流
量
積
算

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

５
８
条

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

原
子
炉
格
納
容
器
内

の
水
素
濃
度

可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃

度
計
測
装
置

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
予
備

②
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
温
度
監
視
装
置

②
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装

置
温
度
監
視
装
置

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

５
８
条

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

ア
ニ
ュ
ラ
ス
内

の
水
素
濃
度

可
搬
型
ア
ニ
ュ
ラ
ス
内
水
素
濃

度
計
測
装
置

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
予
備

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

５
８
条

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

原
子
炉
格
納
容
器
内

の
放
射
線
量
率

格
納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ
リ
ア

モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
）

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

５
８
条

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

原
子
炉
格
納
容
器
内

の
放
射
線
量
率

格
納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ
リ
ア

モ
ニ
タ
（
低
レ
ン
ジ
）

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
格
納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
）

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

な
し

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

原
子
炉
格
納
容
器
内

の
放
射
線
量
率

[格
納
容
器
じ
ん
あ
い
モ
ニ
タ

]
①
格
納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
低
レ
ン
ジ
）

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

な
し

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

原
子
炉
格
納
容
器
内

の
放
射
線
量
率

[格
納
容
器
ガ
ス
モ
ニ
タ

]
①
格
納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
低
レ
ン
ジ
）

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

な
し

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

原
子
炉
格
納
容
器
内

の
放
射
線
量
率

[格
納
容
器
入
口
エ
リ
ア
モ
ニ

タ
]

①
格
納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
低
レ
ン
ジ
）

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

な
し

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

原
子
炉
格
納
容
器
内

の
放
射
線
量
率

[炉
内
計
装
区
域
エ
リ
ア
モ
ニ

タ
]

①
格
納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
低
レ
ン
ジ
）

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

５
８
条

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

未
臨
界

の
維
持
又
は
監
視

出
力
領
域
中
性
子
束

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
中
間
領
域
中
性
子
束

③
１
次
冷
却
材
高
温
側
広
域
温
度

③
１
次
冷
却
材
低
温
側
広
域
温
度

④
ほ
う
酸
タ
ン
ク
水
位

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
お
よ
び
２

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

５
８
条

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

未
臨
界

の
維
持
又
は
監
視

中
間
領
域
中
性
子
束

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
出
力
領
域
中
性
子
束

②
中
性
子
源
領
域
中
性
子
束

③
ほ
う
酸
タ
ン
ク
水
位

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
お
よ
び
２

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

５
８
条

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

未
臨
界

の
維
持
又
は
監
視

中
性
子
源
領
域
中

性
子
束

１
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

２
中
間
領
域
中
性
子
束

３
ほ
う
酸
タ
ン
ク
水
位

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
お
よ
び
２

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

な
し

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

未
臨
界

の
維
持
又
は
監
視

[中
間
領
域
起
動
率

]
①
中
間
領
域
中
性
子
束

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

な
し

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

未
臨
界

の
維
持
又
は
監
視

[中
性
子
源
領
域
起
動
率

]
①
中
性
子
源
領
域
中
性
子
束

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

５
８
条

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
の
確
保

格
納
容
器
圧
力

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
格
納
容
器
圧
力
（広
域

）
③
格
納
容
器
内
温
度

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

５
８
条

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
の
確
保

１
次
系
冷
却
水
タ
ン
ク
水
位

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
入
口
温
度
／
出
口
温

度
（
Ｓ
Ａ
）

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

な
し

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
の
確
保

[１
次
系
冷
却
水
タ
ン
ク
圧
力

]
①
１
次
系
冷
却
水
タ
ン
ク
加
圧
ラ
イ
ン
圧
力

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

な
し

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
の
確
保

[格
納
容
器
空
調
装
置
冷
却
水

流
量

]
①
格
納
容
器
内
温
度

①
格
納
容
器
圧
力

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

５
８
条

１
．
５

１
．
６

１
．
７

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
の
確
保

格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ

ト
入
口
温
度
／
出
口
温
度

(S
A

)
①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
予
備

②
格
納
容
器
内
温
度

②
格
納
容
器
圧
力

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

５
８
条

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
の
確
保

主
蒸
気
圧
力

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
又
は
他
ル
ー
プ

②
１
次
冷
却
材
低
温
側
広
域
温
度

③
１
次
冷
却
材
高
温
側
広
域
温
度

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

５
８
条

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
の
確
保

蒸
気
発
生
器
水
位

（
狭
域
）

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
蒸
気
発
生
器
水
位

(広
域

)
③
１
次
冷
却
材
低
温
側
広
域
温
度

③
１
次
冷
却
材
高
温
側
広
域
温
度

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

５
８
条

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
の
確
保

蒸
気
発
生
器
水
位

（
広
域
）

①
蒸
気
発
生
器
水
位

(狭
域

)
②
１
次
冷
却
材
低
温
側
広
域
温
度

②
１
次
冷
却
材
高
温
側
広
域
温
度

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上
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（
２
）－

１
－
１

 
重
大

事
故
等
対

処
設
備

代
替
設

備
整

理
表

2
1／

25
保

安
規

定
条

文
保
安

規
定

細
目

条
文

（
添
八
）

条
文

（
追
補
）

項
目

【Ａ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
Ｓ
Ａ
設
備

【
Ｂ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
を
満
足
す
る
Ｓ

Ａ
設
備

（
基
準
要
求
を
維
持
で
き
る
場
合
）

対
応
す
る
Ｄ
Ｂ
設
備

【
Ｃ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
※
を
満
足
す
る
Ｓ
Ａ
設

備
（基

準
要
求
を
維
持
で
き
な
い
場
合
）

※
：
事
前
準
備
等
の
補
完
措
置
含
む

【
Ｄ
】多

様
性
拡
張
設

備
所
要
数

（量
）

Ｎ
、
２
Ｎ

適
用
モ
ー
ド

常
設

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

５
８
条

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
の
確
保

補
助
給
水
流
量

①
復
水
タ
ン
ク
水
位

②
蒸
気
発
生
器
水
位

(広
域

)
③
蒸
気
発
生
器
水
位

(狭
域

)

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

な
し

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
の
確
保

[主
蒸
気
流
量

]
①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
主
蒸
気
圧
力

③
蒸
気
発
生
器
水
位

(狭
域

)
③
蒸
気
発
生
器
水
位

(広
域

)
③
補
助
給
水
流
量

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

５
８
条

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
監
視

蒸
気
発
生
器
水
位

（
狭
域
）

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
蒸
気
発
生
器
水
位

(広
域

)
③
主
蒸
気
圧
力

③
補
助
給
水
流
量

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

５
８
条

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
監
視

主
蒸
気
圧
力

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
蒸
気
発
生
器
水
位

(広
域

)
②
補
助
給
水
流
量

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

５
８
条

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
監
視

冷
却
材
圧
力
（
広
域

）
①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
蒸
気
発
生
器
水
位

(狭
域

)
②
主
蒸
気
圧
力

②
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位

(広
域

)
③
１
次
冷
却
材
高
温
側
広
域
温
度

③
１
次
冷
却
材
低
温
側
広
域
温
度

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

５
８
条

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
監
視

[復
水
器
空
気
抽
出
器
ガ
ス
モ

ニ
タ

]
①
蒸
気
発
生
器
水
位

(狭
域

)
①
主
蒸
気
圧
力

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

な
し

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
監
視

[蒸
気
発
生
器
ブ
ロ
ー
ダ
ウ
ン

水
モ
ニ
タ

]
①
蒸
気
発
生
器
水
位

(狭
域

)
①
主
蒸
気
圧
力

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

な
し

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
監
視

[高
感
度
型
主
蒸
気
管

モ
ニ
タ

]
①
蒸
気
発
生
器
水
位

(狭
域

)
①
主
蒸
気
圧
力

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

な
し

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
監
視

[補
助
建
屋
排
気
筒
ガ
ス
モ
ニ

タ
]

①
冷
却
材
圧
力

(広
域
）

①
加
圧
器
水
位

①
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位

(広
域

)
①
蒸
気
発
生
器
水
位

(狭
域

)
①
主
蒸
気
圧
力

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

な
し

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
監
視

[補
助
建
屋
サ
ン
プ
水
位

]
①
冷
却
材
圧
力

(広
域
）

①
加
圧
器
水
位

①
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位

(広
域

)
①
蒸
気
発
生
器
水
位

(狭
域

)
①
主
蒸
気
圧
力

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

な
し

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
監
視

[余
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

]
①
冷
却
材
圧
力

(広
域
）

①
加
圧
器
水
位

①
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位

(広
域

)
①
蒸
気
発
生
器
水
位

(狭
域

)
①
主
蒸
気
圧
力

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

な
し

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
監
視

[加
圧
器
逃
が
し
タ
ン
ク
圧
力

]
①
冷
却
材
圧
力

(広
域
）

①
加
圧
器
水
位

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

な
し

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
監
視

[加
圧
器
逃
が
し
タ
ン
ク
水
位

]
①
冷
却
材
圧
力

(広
域
）

①
加
圧
器
水
位

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

な
し

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
監
視

[加
圧
器
逃
が
し
タ
ン
ク
温
度

]
①
冷
却
材
圧
力

(広
域
）

①
加
圧
器
水
位

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

５
８
条

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

水
源
の
確
保

燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク
水
位

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位

(広
域

)
－

１
c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

５
８
条

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

水
源
の
確
保

復
水
タ
ン
ク
水
位

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
補
助
給
水
流
量

③
格
納
容
器
ス
プ
レ
流
量
積
算

③
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
出
口
流
量
積
算

③
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
出
口
流
量
積
算

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

５
８
条

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失

水
源
の
確
保

ほ
う
酸
タ
ン
ク
水
位

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
ル
ー
プ

②
出
力
領
域
中
性
子
束

②
中
間
領
域
中
性
子
束

②
中
性
子
源
領
域
中
性
子
束

－
１

c
h

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

－

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

な
し

１
．
２

監
視
及
び
制
御

蒸
気
発
生
器
水
位
計
（
広
域

）
-

－
-

-
-

-
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気
発

生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ

れ
て
い
る
場
合
）

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

な
し

１
．
２

監
視
及
び
制
御

蒸
気
発
生
器
水
位
計
（
狭
域

）
-

－
-

-
-

-
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気
発

生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ

れ
て
い
る
場
合
）

常
設

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

補(2)-24



（
２
）－

１
－
１

 
重
大

事
故
等
対

処
設
備

代
替
設

備
整

理
表

2
2／

25
保

安
規

定
条

文
保
安

規
定

細
目

条
文

（
添
八
）

条
文

（
追
補
）

項
目

【Ａ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
Ｓ
Ａ
設
備

【
Ｂ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
を
満
足
す
る
Ｓ

Ａ
設
備

（
基
準
要
求
を
維
持
で
き
る
場
合
）

対
応
す
る
Ｄ
Ｂ
設
備

【
Ｃ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
※
を
満
足
す
る
Ｓ
Ａ
設

備
（基

準
要
求
を
維
持
で
き
な
い
場
合
）

※
：
事
前
準
備
等
の
補
完
措
置
含
む

【
Ｄ
】多

様
性
拡
張
設

備
所
要
数

（量
）

Ｎ
、
２
Ｎ

適
用
モ
ー
ド

常
設

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

な
し

１
．
２

監
視
及
び
制
御

補
助
給
水
流
量
計

-
－

-
-

-
-

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気
発

生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ

れ
て
い
る
場
合
）

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

な
し

１
．
２

監
視
及
び
制
御

復
水
タ
ン
ク
水
位
計

-
－

-
-

-
-

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気
発

生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ

れ
て
い
る
場
合
）

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

な
し

１
．
２

監
視
及
び
制
御

加
圧
器
水
位
計

-
－

-
-

-
-

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
１

計
装

設
備

５
３
条

１
．
１
０

水
素
濃
度
監
視

可
搬
型
ア
ニ
ュ
ラ
ス
内
水
素
濃

度
計
測
装
置

－
－

－
－

-
－

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
２

可
搬
型
計
測
器

５
８
条

１
．
１
５

監
視

機
能
の
喪
失
（
計
器
の
計
測
範
囲
を
越
え
た

場
合
）

 
可
搬
型
計
測
器
に
よ
る
計
測

計
器
電
源
の
喪
失

 
可
搬
型
計
測
器
に
よ
る
計
測

可
搬
型
計
測
器

温
度

、
圧

力
、
水
位

、
流
量
計
測

用
４
０
個

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
３

記
録

５
８
条

１
．
１
５

記
録

可
搬
型
温
度
計
測
装
置
（
可
搬

型
温
度
計
か
ら
デ
ー
タ
を
収
集

す
る
設
備
）

（
名
称
は
以
下
に
統
一
）

可
搬
型
温
度
計
測
装
置
（
格
納

容
器
再
循
環
ユ
ニ
ッ
ト
入
口
温

度
／
出
口
温
度

(S
A

)用
）

３
個

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
３

記
録

５
８
条

１
．
１
５

記
録

安
全
パ
ラ
メ
ー
タ
表
示
シ
ス
テ

ム
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
）

１
系
列

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
６

計
装

設
備

８
５
－

１
６
－
３

記
録

５
８
条

１
．
１
５

記
録

Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
表
示
装
置

１
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
７

中
央
制
御
室

８
５
－

１
７
－
１

居
住

性
の
確

保
お
よ
び
汚
染
の
持
ち
込
み
防
止

５
９
条

１
．
１
６

居
住

性
の
確
保

中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
フ
ァ

ン
-

余
熱
除
去
ポ
ン
プ

-
-

１
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
７

中
央
制
御
室

８
５
－

１
７
－
１

居
住

性
の
確

保
お
よ
び
汚
染
の
持
ち
込
み
防
止

５
９
条

１
．
１
６

居
住

性
の
確
保

制
御
建
屋
送
気
フ
ァ
ン

-
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

-
-

１
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
７

中
央
制
御
室

８
５
－

１
７
－
１

居
住

性
の
確

保
お
よ
び
汚
染
の
持
ち
込
み
防
止

５
９
条

１
．
１
６

居
住

性
の
確
保

制
御
建
屋
循
環
フ
ァ
ン

-
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

-
-

１
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
７

中
央
制
御
室

８
５
－

１
７
－
１

居
住

性
の
確

保
お
よ
び
汚
染
の
持
ち
込
み
防
止

５
９
条

１
．
１
６

居
住

性
の
確
保

中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
フ
ィ

ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト

-
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

-
-

１
基

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
７

中
央
制
御
室

８
５
－

１
７
－
１

居
住

性
の
確

保
お
よ
び
汚
染
の
持
ち
込
み
防
止

５
９
条

１
．
１
６

居
住

性
の
確
保

汚
染

の
持
ち
込
み
防
止

可
搬
型
照
明
（
S

A
）

６
個

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
７

中
央
制
御
室

８
５
－

１
７
－
１

居
住

性
の
確

保
お
よ
び
汚
染
の
持
ち
込
み
防
止

５
９
条

１
．
１
６

居
住

性
の
確
保

酸
素
濃
度
計

１
個

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
７

中
央
制
御
室

８
５
－

１
７
－
１

居
住

性
の
確

保
お
よ
び
汚
染
の
持
ち
込
み
防
止

５
９
条

１
．
１
６

居
住

性
の
確
保

二
酸
化
炭
素
濃
度
計

１
個

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
７

中
央
制
御
室

８
５
－

１
７
－
１

居
住

性
の
確

保
お
よ
び
汚
染
の
持
ち
込
み
防
止

な
し

１
．
１
６

居
住

性
の
確
保

汚
染

の
持
ち
込
み
防
止

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

２
台
（
モ
ー

ド
１
、
２
、

３
、
４
、
５

お
よ
び
６

以
外
お
い

て
 は

１
台
）

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
７

中
央
制
御
室

８
５
－

１
７
－
１

居
住

性
の
確

保
お
よ
び
汚
染
の
持
ち
込
み
防
止

な
し

１
．
１
６

居
住

性
の
確
保

汚
染

の
持
ち
込
み
防
止

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

３
６
０
ｍ
３

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
７

中
央
制
御
室

８
５
－

１
７
－
１

居
住

性
の
確

保
お
よ
び
汚
染
の
持
ち
込
み
防
止

な
し

１
．
１
６

居
住

性
の
確
保

汚
染

の
持
ち
込
み
防
止

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ

２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
７

中
央
制
御
室

８
５
－

１
７
－
１

居
住

性
の
確

保
お
よ
び
汚
染
の
持
ち
込
み
防
止

な
し

１
．
１
６

居
住

性
の
確
保

汚
染

の
持
ち
込
み
防
止

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

３
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
７

中
央
制
御
室

８
５
－

１
７
－
１

居
住

性
の
確

保
お
よ
び
汚
染
の
持
ち
込
み
防
止

な
し

１
．
１
６

居
住

性
の
確
保

汚
染

の
持
ち
込
み
防
止

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

２
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
７

中
央
制
御
室

８
５
－

１
７
－
１

居
住

性
の
確

保
お
よ
び
汚
染
の
持
ち
込
み
防
止

５
９
条

１
．
１
６

居
住

性
の
確
保

放
射
性
物
質
の
濃
度
低
減

B
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ァ
ン

１
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
７

中
央
制
御
室

８
５
－

１
７
－
１

居
住

性
の
確

保
お
よ
び
汚
染
の
持
ち
込
み
防
止

５
９
条

１
．
１
６

居
住

性
の
確
保

放
射
性
物
質
の
濃
度
低
減

B
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ィ
ル
タ
ユ

ニ
ッ
ト

１
基

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
７

中
央
制
御
室

８
５
－

１
７
－
１

居
住

性
の
確

保
お
よ
び
汚
染
の
持
ち
込
み
防
止

５
９
条

１
．
１
６

居
住

性
の
確
保

放
射
性
物
質
の
濃
度
低
減

窒
素
ボ
ン
ベ

（
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
系
ダ
ン
パ
作

動
用
）

１
本

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

可
搬

保
安
規
定
基
本
方
針

4.
3
（
2
)Ａ
Ｏ
Ｔ
設
定
の
考
え
方
ｃ
．
（
ｃ
）
②
緊
急
時
対
策
所
「
そ
の
他
の
設
備
」と
同
様
で
要
求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
」
で
整
理
お
よ
び
別
紙
３
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

1
 
空
冷
式
非
常

用
発
電
機
か
ら
の
給
電
を
参
照

8
5
-
1
1
-1

 
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
建
屋
等
の
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
を
参
照

8
5
-
1
1
-1

 
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
建
屋
等
の
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
を
参
照

8
5
-
1
1
-1

 
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
建
屋
等
の
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
を
参
照

保
安
規
定
基
本
方
針

4
.3
添
付

4
「
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
う
ち
計
装
設
備
の
保
安
規
定
へ
の
規
定
に
つ
い
て
」
「
3
.事

故
時
の
計
装
に
関
す
る
Ｌ
Ｃ
Ｏ
等
設
定
の
考
え
方
」
で
要
求
さ
れ
る

措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
」
で
整
理
お
よ
び
別
紙
３
参
照

保
安
規
定
基
本
方
針

4
.3
添
付

4
「
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
う
ち
計
装
設
備
の
保
安
規
定
へ
の
規
定
に
つ
い
て
」
「
3
.事

故
時
の
計
装
に
関
す
る
Ｌ
Ｃ
Ｏ
等
設
定
の
考
え
方
」
で
要
求
さ
れ
る

措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
」
で
整
理
お
よ
び
別
紙
３
参
照

保
安
規
定
基
本
方
針

4
.3
添
付

4
「
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
う
ち
計
装
設
備
の
保
安
規
定
へ
の
規
定
に
つ
い
て
」
「
3
.事

故
時
の
計
装
に
関
す
る
Ｌ
Ｃ
Ｏ
等
設
定
の
考
え
方
」
で
要
求
さ
れ
る

措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
」
で
整
理
お
よ
び
別
紙
３
参
照

保
安
規
定
基
本
方
針

4
.3
添
付

4
「
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
う
ち
計
装
設
備
の
保
安
規
定
へ
の
規
定
に
つ
い
て
」
「
3
.事

故
時
の
計
装
に
関
す
る
Ｌ
Ｃ
Ｏ
等
設
定
の
考
え
方
」
で
要
求
さ
れ
る

措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
」
で
整
理
お
よ
び
別
紙
３
参
照

保
安
規
定
基
本
方
針

4.
3
（
2
)Ａ
Ｏ
Ｔ
設
定
の
考
え
方
ｃ
．
（
ｃ
）
②
緊
急
時
対
策
所
「
そ
の
他
の
設
備
」と
同
様
で
要
求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
」
で
整
理
お
よ
び
別
紙
３
参
照

保
安
規
定
基
本
方
針

4.
3
（
2
)Ａ
Ｏ
Ｔ
設
定
の
考
え
方
ｃ
．
（
ｃ
）
②
緊
急
時
対
策
所
「
そ
の
他
の
設
備
」と
同
様
で
要
求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
」
で
整
理
お
よ
び
別
紙
３
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

補(2)-25



（
２
）－

１
－
１

 
重
大

事
故
等
対

処
設
備

代
替
設

備
整

理
表

2
3／

25
保

安
規

定
条

文
保
安

規
定

細
目

条
文

（
添
八
）

条
文

（
追
補
）

項
目

【Ａ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
Ｓ
Ａ
設
備

【
Ｂ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
を
満
足
す
る
Ｓ

Ａ
設
備

（
基
準
要
求
を
維
持
で
き
る
場
合
）

対
応
す
る
Ｄ
Ｂ
設
備

【
Ｃ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
※
を
満
足
す
る
Ｓ
Ａ
設

備
（基

準
要
求
を
維
持
で
き
な
い
場
合
）

※
：
事
前
準
備
等
の
補
完
措
置
含
む

【
Ｄ
】多

様
性
拡
張
設

備
所
要
数

（量
）

Ｎ
、
２
Ｎ

適
用
モ
ー
ド

常
設

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
７

中
央
制
御
室

系
に
含
ま
れ

る
５
９
条

１
．
１
６

居
住

性
の
確

保
中
央
制
御
室
遮
蔽

系
に
含
ま
れ
る

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
７

中
央
制
御
室

系
に
含
ま
れ

る
５
９
条

な
し

居
住

性
の
確

保
制
御
建
屋
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト

系
に
含
ま
れ
る

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
８

監
視
測

定
設

備

８
５
－

１
８
－
１

監
視
測

定
設

備
６
０
条

１
．
１
７

１
．
１
８

放
射
線

量
の
代
替
測

定
可
搬
式
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト

１
０
個

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
８

監
視
測

定
設

備

８
５
－

１
８
－
１

監
視
測

定
設

備
６
０
条

１
．
１
７

放
射
線

量
の
測

定
電
離
箱
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ

２
個

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
８

監
視
測

定
設

備

８
５
－

１
８
－
１

監
視
測

定
設

備
６
０
条

１
．
１
７

放
射
性
物
質
の
濃
度

の
測
定

（
可
搬
型
放
射
線
計
測
装
置
）

可
搬
式
ダ
ス
ト
サ
ン
プ
ラ

２
個

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
８

監
視
測

定
設

備

８
５
－

１
８
－
１

監
視
測

定
設

備
６
０
条

１
．
１
７

放
射
性
物
質
の
濃
度

の
測
定

（
可
搬
型
放
射
線
計
測
装
置
）

汚
染
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ

２
個

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
８

監
視
測

定
設

備

８
５
－

１
８
－
１

監
視
測

定
設

備
６
０
条

１
．
１
７

放
射
性
物
質
の
濃
度

の
測
定

（
可
搬
型
放
射
線
計
測
装
置
）

Ｎ
ａ
Ｉシ
ン
チ
レ
ー
シ
ョ
ン
サ
ー
ベ

イ
メ
ー
タ

２
個

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
８

監
視
測

定
設

備

８
５
－

１
８
－
１

監
視
測

定
設

備
６
０
条

１
．
１
７

放
射
性
物
質
の
濃
度

の
測
定

（
可
搬
型
放
射
線
計
測
装
置
）

Ｚ
ｎ
Ｓ
シ
ン
チ
レ
ー
シ
ョ
ン
サ

ー
ベ
イ
メ
ー
タ

１
個

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
８

監
視
測

定
設

備

８
５
－

１
８
－
１

監
視
測

定
設

備
６
０
条

１
．
１
７

放
射
性
物
質
の
濃
度

の
測
定

（
可
搬
型
放
射
線
計
測
装
置
）

β
線
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ

１
個

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
８

監
視
測

定
設

備

８
５
－

１
８
－
１

監
視
測

定
設

備
６
０
条

１
．
１
７

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び

放
射
線

量
の
測

定
小
型
船
舶

１
個

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
８

監
視
測

定
設

備

８
５
－

１
８
－
１

監
視
測

定
設

備
６
０
条

１
．
１
７

風
向

、
風
速
そ
の
他
の

気
象
条
件
の
測

定
可
搬
型
気
象
観
測
装
置

1個
Ｎ

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
８

監
視
測

定
設

備

８
５
－

１
８
－
１

監
視
測

定
設

備
な
し

１
．
１
７

給
電

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

２
台
（
モ
ー

ド
１
、
２
、

３
、
４
、
５

お
よ
び
６

以
外
お
い

て
 は

１
台
）

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
８

監
視
測

定
設

備

８
５
－

１
８
－
１

監
視
測

定
設

備
な
し

１
．
１
７

給
電

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

３
６
０
ｍ
３

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
８

監
視
測

定
設

備

８
５
－

１
８
－
１

監
視
測

定
設

備
な
し

１
．
１
７

給
電

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ

２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
８

監
視
測

定
設

備

８
５
－

１
８
－
１

監
視
測

定
設

備
な
し

１
．
１
７

給
電

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

３
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
８

監
視
測

定
設

備

８
５
－

１
８
－
１

監
視
測

定
設

備
な
し

１
．
１
７

給
電

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

２
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
９

緊
急
時

対
策

所

８
５
－

１
９
－
１

代
替
電
源

設
備
か
ら
の
給
電

６
１
条

１
．
１
８

１
．
１
９

代
替
電
源
設
備
か
ら
の
給
電

居
住

性
の
確
保

必
要
な
指
示
及
び
通
信
連
絡

必
要
な
要
員
の
収
容

電
源
車

（緊
急
時

対
策
所
用
）

１
台
×
２

２
Ｎ

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
９

緊
急
時

対
策

所

８
５
－

１
９
－
１

代
替
電
源

設
備
か
ら
の
給
電

な
し

１
．
１
８

１
．
１
９

代
替
電
源
設
備
か
ら
の
給
電

必
要
な
指
示
及
び
通
信
連
絡

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

２
台
（
モ
ー

ド
１
、
２
、

３
、
４
、
５

お
よ
び
６

以
外
お
い

て
 は

１
台
）

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
９

緊
急
時

対
策

所

８
５
－

１
９
－
１

代
替
電
源

設
備
か
ら
の
給
電

な
し

１
．
１
８

１
．
１
９

代
替
電
源
設
備
か
ら
の
給
電

居
住

性
の
確
保

必
要
な
指
示
及
び
通
信
連
絡

必
要
な
要
員
の
収
容

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

３
６
０
ｍ
３

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

１
９

緊
急
時

対
策

所

８
５
－

１
９
－
１

代
替
電
源

設
備
か
ら
の
給
電

な
し

１
．
１
８

１
．
１
９

代
替
電
源
設
備
か
ら
の
給
電

居
住

性
の
確
保

必
要
な
指
示
及
び
通
信
連
絡

必
要
な
要
員
の
収
容

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ

２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
９

緊
急
時

対
策

所

８
５
－

１
９
－
１

代
替
電
源

設
備
か
ら
の
給
電

な
し

１
．
１
８

１
．
１
９

代
替
電
源
設
備
か
ら
の
給
電

居
住

性
の
確
保

必
要
な
指
示
及
び
通
信
連
絡

必
要
な
要
員
の
収
容

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

３
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
９

緊
急
時

対
策

所

８
５
－

１
９
－
１

代
替
電
源

設
備
か
ら
の
給
電

な
し

１
．
１
８

１
．
１
９

代
替
電
源
設
備
か
ら
の
給
電

居
住

性
の
確
保

必
要
な
指
示
及
び
通
信
連
絡

必
要
な
要
員
の
収
容

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

２
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

保
安
規
定
基
本
方
針

4
.3
（2

)Ａ
Ｏ
Ｔ
設
定
の
考
え
方
ｃ
．
（
ｃ
）
②

緊
急
時
対
策
所
「
そ
の
他
の
設
備
」
で
要
求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
」
で
整
理
お
よ
び
別
紙
３
参
照

8
5
-
1
5-

1
 
空
冷
式
非
常

用
発
電
機
か
ら
の
給
電
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

保
安
規
定
基
本
方
針

4
.3
（
2)
Ａ
Ｏ
Ｔ
設
定
の
考
え
方
ｃ
．
（
ｃ
）
③
監
視
測
定
設
備
で
要
求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
」
で
整
理
お
よ
び
別
紙
３
参
照

保
安
規
定
基
本
方
針

4
.3
（
2)
Ａ
Ｏ
Ｔ
設
定
の
考
え
方
ｃ
．
（
ｃ
）
③
監
視
測
定
設
備
で
要
求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
」
で
整
理
お
よ
び
別
紙
３
参
照

保
安
規
定
基
本
方
針

4
.3
（
2)
Ａ
Ｏ
Ｔ
設
定
の
考
え
方
ｃ
．
（
ｃ
）
③
監
視
測
定
設
備
で
要
求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
」
で
整
理
お
よ
び
別
紙
３
参
照

保
安
規
定
基
本
方
針

4
.3
（
2)
Ａ
Ｏ
Ｔ
設
定
の
考
え
方
ｃ
．
（
ｃ
）
③
監
視
測
定
設
備
で
要
求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
」
で
整
理
お
よ
び
別
紙
３
参
照

保
安
規
定
基
本
方
針

4
.3
（
2)
Ａ
Ｏ
Ｔ
設
定
の
考
え
方
ｃ
．
（
ｃ
）
③
監
視
測
定
設
備
で
要
求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
」
で
整
理
お
よ
び
別
紙
３
参
照

保
安
規
定
基
本
方
針

4
.3
（
2)
Ａ
Ｏ
Ｔ
設
定
の
考
え
方
ｃ
．
（
ｃ
）
③
監
視
測
定
設
備
で
要
求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
」
で
整
理
お
よ
び
別
紙
３
参
照

保
安
規
定
基
本
方
針

4
.3
（
2)
Ａ
Ｏ
Ｔ
設
定
の
考
え
方
ｃ
．
（
ｃ
）
③
監
視
測
定
設
備
で
要
求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
」
で
整
理
お
よ
び
別
紙
３
参
照

保
安
規
定
基
本
方
針

4
.3
（
2)
Ａ
Ｏ
Ｔ
設
定
の
考
え
方
ｃ
．
（
ｃ
）
③
監
視
測
定
設
備
で
要
求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
」
で
整
理
お
よ
び
別
紙
３
参
照

8
5
-
1
5-

1
 
空
冷
式
非
常

用
発
電
機
か
ら
の
給
電
を
参
照

保
安
規
定
基
本
方
針

4
.3
（
2)
Ａ
Ｏ
Ｔ
設
定
の
考
え
方
ｃ
．
（
ｃ
）
③
監
視
測
定
設
備
で
要
求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
」
で
整
理
お
よ
び
別
紙
３
参
照

補(2)-26



（
２
）－

１
－
１

 
重
大

事
故
等
対

処
設
備

代
替
設

備
整

理
表

2
4／

25
保

安
規

定
条

文
保
安

規
定

細
目

条
文

（
添
八
）

条
文

（
追
補
）

項
目

【Ａ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
Ｓ
Ａ
設
備

【
Ｂ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
を
満
足
す
る
Ｓ

Ａ
設
備

（
基
準
要
求
を
維
持
で
き
る
場
合
）

対
応
す
る
Ｄ
Ｂ
設
備

【
Ｃ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
※
を
満
足
す
る
Ｓ
Ａ
設

備
（基

準
要
求
を
維
持
で
き
な
い
場
合
）

※
：
事
前
準
備
等
の
補
完
措
置
含
む

【
Ｄ
】多

様
性
拡
張
設

備
所
要
数

（量
）

Ｎ
、
２
Ｎ

適
用
モ
ー
ド

常
設

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
９

緊
急
時

対
策

所

８
５
－

１
９
－
２

居
住

性
の
確

保
６
１
条

１
．
１
８

居
住

性
の
確
保

必
要
な
要
員
の
収
容

緊
急
時

対
策
所
非

常
用
空
気

浄
化
フ
ァ
ン

１
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
９

緊
急
時

対
策

所

８
５
－

１
９
－
２

居
住

性
の
確

保
６
１
条

１
．
１
８

居
住

性
の
確
保

必
要
な
要
員
の
収
容

緊
急
時

対
策
所
非

常
用
空
気

浄
化
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト

１
基

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
９

緊
急
時

対
策

所

８
５
－

１
９
－
２

居
住

性
の
確

保
６
１
条

１
．
１
８

居
住

性
の
確
保

空
気
供
給
装
置

３
６
０
本

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
９

緊
急
時

対
策

所

８
５
－

１
９
－
２

居
住

性
の
確

保
６
１
条

１
．
１
８

居
住

性
の
確
保

酸
素
濃
度
計

１
個

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
９

緊
急
時

対
策

所

８
５
－

１
９
－
２

居
住

性
の
確

保
６
１
条

１
．
１
８

居
住

性
の
確
保

二
酸
化
炭
素
濃
度
計

１
個

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
９

緊
急
時

対
策

所

８
５
－

１
９
－
２

居
住

性
の
確

保
６
１
条

１
．
１
８

居
住

性
の
確
保

緊
急
時

対
策
所
内

可
搬
型
エ
リ

ア
モ
ニ
タ

１
個

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
９

緊
急
時

対
策

所

８
５
－

１
９
－
２

居
住

性
の
確

保
６
１
条

１
．
１
８

居
住

性
の
確
保

緊
急
時

対
策
所
外

可
搬
型
エ
リ

ア
モ
ニ
タ

１
個

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
９

緊
急
時

対
策

所

８
５
－

１
９
－
２

居
住

性
の
確

保
な
し

１
．
１
８

居
住

性
の
確
保

可
搬
式
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト

１
０
個

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

１
９

緊
急
時

対
策

所

系
に
含
ま
れ

る
６
１
条

１
．
１
８

居
住

性
の
確

保
緊
急
時

対
策
所
遮
蔽

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

２
０

通
信
連
絡

を
行
う
た
め
に

必
要

な
設

備

８
５
－

２
０
－
１

通
信
連
絡

６
１
条

６
２
条

１
．
１
８

１
．
１
９

必
要
な
指
示
及
び
通
信
連
絡

発
電
所
内
の
通
信
連
絡

発
電
所
外
（社
内
外

）
の
通
信
連
絡

衛
星
電
話
（固

定
）

９
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

２
０

通
信
連
絡

を
行
う
た
め
に

必
要

な
設

備

８
５
－

２
０
－
１

通
信
連
絡

６
１
条

６
２
条

１
．
１
８

１
．
１
９

必
要
な
指
示
及
び
通
信
連
絡

発
電
所
内
の
通
信
連
絡

発
電
所
外
（社
内
外

）
の
通
信
連
絡

衛
星
電
話
（携
帯

）
５
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

２
０

通
信
連
絡

を
行
う
た
め
に

必
要

な
設

備

８
５
－

２
０
－
１

通
信
連
絡

６
１
条

６
２
条

１
．
１
８

１
．
１
９

必
要
な
指
示
及
び
通
信
連
絡

発
電
所
外
（社
内
外

）
の
通
信
連
絡

衛
星
電
話
（可

搬
）

１
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

２
０

通
信
連
絡

を
行
う
た
め
に

必
要

な
設

備

８
５
－

２
０
－
１

通
信
連
絡

６
２
条

１
．
１
９

発
電
所
内
の
通
信
連
絡

ト
ラ
ン
シ
ー
バ
ー

１
５
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

２
０

通
信
連
絡

を
行
う
た
め
に

必
要

な
設

備

８
５
－

２
０
－
１

通
信
連
絡

６
１
条

６
２
条

１
．
１
８

１
．
１
９

必
要
な
指
示
及
び
通
信
連
絡

発
電
所
内
の
通
信
連
絡

携
行
型
通
話
装
置

１
２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

２
０

通
信
連
絡

を
行
う
た
め
に

必
要

な
設

備

８
５
－

２
０
－
１

通
信
連
絡

６
１
条

６
２
条

１
．
１
８

１
．
１
９

必
要
な
指
示
及
び
通
信
連
絡

発
電
所
内
の
通
信
連
絡

発
電
所
外
（社
内
外

）
の
通
信
連
絡

安
全
パ
ラ
メ
ー
タ
表
示
シ
ス
テ

ム
（
S
P

D
S
）

１
系
列

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

２
０

通
信
連
絡

を
行
う
た
め
に

必
要

な
設

備

８
５
－

２
０
－
１

通
信
連
絡

６
１
条

６
２
条

１
．
１
８

１
．
１
９

必
要
な
指
示
及
び
通
信
連
絡

発
電
所
外
（社
内
外

）
の
通
信
連
絡

安
全
パ
ラ
メ
ー
タ
伝
送
シ
ス
テ

ム
１
系
列

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

２
０

通
信
連
絡

を
行
う
た
め
に

必
要

な
設

備

８
５
－

２
０
－
１

通
信
連
絡

６
１
条

６
２
条

１
．
１
８

１
．
１
９

必
要
な
指
示
及
び
通
信
連
絡

発
電
所
内
の
通
信
連
絡

Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
表
示
装
置

１
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

２
０

通
信
連
絡

を
行
う
た
め
に

必
要

な
設

備

８
５
－

２
０
－
１

通
信
連
絡

６
１
条

６
２
条

１
．
１
８

１
．
１
９

必
要
な
指
示
及
び
通
信
連
絡

発
電
所
外
（社
内
外

）
の
通
信
連
絡

緊
急
時
衛
星
通
報
シ
ス
テ
ム

１
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

保
安
規
定
基
本
方
針

4
.3
（
2)
Ａ
Ｏ
Ｔ
設
定
の
考
え
方
ｃ
．
（
ｃ
）
④
通
信
連
絡
設
備
で
要
求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
」
で
整
理
お
よ
び
別
紙
３
参
照

保
安
規
定
基
本
方
針

4
.3
（
2)
Ａ
Ｏ
Ｔ
設
定
の
考
え
方
ｃ
．
（
ｃ
）
④
通
信
連
絡
設
備
で
要
求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
」
で
整
理
お
よ
び
別
紙
３
参
照

保
安
規
定
基
本
方
針

4
.3
（
2)
Ａ
Ｏ
Ｔ
設
定
の
考
え
方
ｃ
．
（
ｃ
）
④
通
信
連
絡
設
備
で
要
求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
」
で
整
理
お
よ
び
別
紙
３
参
照

保
安
規
定
基
本
方
針

4
.3
（
2)
Ａ
Ｏ
Ｔ
設
定
の
考
え
方
ｃ
．
（
ｃ
）
④
通
信
連
絡
設
備
で
要
求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
」
で
整
理
お
よ
び
別
紙
３
参
照

保
安
規
定
基
本
方
針

4
.3
（
2)
Ａ
Ｏ
Ｔ
設
定
の
考
え
方
ｃ
．
（
ｃ
）
④
通
信
連
絡
設
備
で
要
求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
」
で
整
理
お
よ
び
別
紙
３
参
照

保
安
規
定
基
本
方
針

4
.3
（
2)
Ａ
Ｏ
Ｔ
設
定
の
考
え
方
ｃ
．
（
ｃ
）
④
通
信
連
絡
設
備
で
要
求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
」
で
整
理
お
よ
び
別
紙
３
参
照

保
安
規
定
基
本
方
針

4
.3
（2

)Ａ
Ｏ
Ｔ
設
定
の
考
え
方
ｃ
．
（
ｃ
）
②

緊
急
時
対
策
所
「
そ
の
他
の
設
備
」
で
要
求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
」
で
整
理
お
よ
び
別
紙
３
参
照

保
安
規
定
基
本
方
針

4
.3
（2

)Ａ
Ｏ
Ｔ
設
定
の
考
え
方
ｃ
．
（
ｃ
）
②

緊
急
時
対
策
所
「
そ
の
他
の
設
備
」
で
要
求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
」
で
整
理
お
よ
び
別
紙
３
参
照

保
安
規
定
基
本
方
針

4
.3
（2

)Ａ
Ｏ
Ｔ
設
定
の
考
え
方
ｃ
．
（
ｃ
）
②

緊
急
時
対
策
所
「
そ
の
他
の
設
備
」
で
要
求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
」
で
整
理
お
よ
び
別
紙
３
参
照

保
安
規
定
基
本
方
針

4
.3
（2

)Ａ
Ｏ
Ｔ
設
定
の
考
え
方
ｃ
．
（
ｃ
）
②

緊
急
時
対
策
所
「
そ
の
他
の
設
備
」
で
要
求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
」
で
整
理
お
よ
び
別
紙
３
参
照

保
安
規
定
基
本
方
針

4
.3
（
2)
Ａ
Ｏ
Ｔ
設
定
の
考
え
方
ｃ
．
（
ｃ
）
④
通
信
連
絡
設
備
で
要
求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
」
で
整
理
お
よ
び
別
紙
３
参
照

保
安
規
定
基
本
方
針

4
.3
（2

)Ａ
Ｏ
Ｔ
設
定
の
考
え
方
ｃ
．
（
ｃ
）
②

緊
急
時
対
策
所
「
そ
の
他
の
設
備
」
で
要
求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
」
で
整
理
お
よ
び
別
紙
３
参
照

保
安
規
定
基
本
方
針

4
.3
（2

)Ａ
Ｏ
Ｔ
設
定
の
考
え
方
ｃ
．
（
ｃ
）
②

緊
急
時
対
策
所
「
そ
の
他
の
設
備
」
で
要
求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
」
で
整
理
お
よ
び
別
紙
３
参
照

保
安
規
定
基
本
方
針

4
.3
（2

)Ａ
Ｏ
Ｔ
設
定
の
考
え
方
ｃ
．
（
ｃ
）
②

緊
急
時
対
策
所
「
そ
の
他
の
設
備
」
で
要
求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
」
で
整
理
お
よ
び
別
紙
３
参
照

8
5-

1
8
-
1 
監
視
測
定
設
備
を
参
照

系
に
含
ま
れ
る

保
安
規
定
基
本
方
針

4
.3
（
2)
Ａ
Ｏ
Ｔ
設
定
の
考
え
方
ｃ
．
（
ｃ
）
④
通
信
連
絡
設
備
で
要
求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
」
で
整
理
お
よ
び
別
紙
３
参
照

保
安
規
定
基
本
方
針

4
.3
（
2)
Ａ
Ｏ
Ｔ
設
定
の
考
え
方
ｃ
．
（
ｃ
）
④
通
信
連
絡
設
備
で
要
求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
」
で
整
理
お
よ
び
別
紙
３
参
照

補(2)-27



（
２
）－

１
－
１

 
重
大

事
故
等
対

処
設
備

代
替
設

備
整

理
表

2
5／

25
保

安
規

定
条

文
保
安

規
定

細
目

条
文

（
添
八
）

条
文

（
追
補
）

項
目

【Ａ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
Ｓ
Ａ
設
備

【
Ｂ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
を
満
足
す
る
Ｓ

Ａ
設
備

（
基
準
要
求
を
維
持
で
き
る
場
合
）

対
応
す
る
Ｄ
Ｂ
設
備

【
Ｃ
】
Ｌ
Ｃ
Ｏ
対
象
設
備
の
機
能
全
て
※
を
満
足
す
る
Ｓ
Ａ
設

備
（基

準
要
求
を
維
持
で
き
な
い
場
合
）

※
：
事
前
準
備
等
の
補
完
措
置
含
む

【
Ｄ
】多

様
性
拡
張
設

備
所
要
数

（量
）

Ｎ
、
２
Ｎ

適
用
モ
ー
ド

常
設

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

２
０

通
信
連
絡

を
行
う
た
め
に

必
要

な
設

備

８
５
－

２
０
－
１

通
信
連
絡

６
１
条

６
２
条

１
．
１
８

１
．
１
９

必
要
な
指
示
及
び
通
信
連
絡

発
電
所
外
（社
内
外

）
の
通
信
連
絡

統
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
に
接
続

す
る
通
信
連
絡

設
備

（
T
V
会
議
シ
ス
テ
ム
）

１
系
列

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

２
０

通
信
連
絡

を
行
う
た
め
に

必
要

な
設

備

８
５
－

２
０
－
１

通
信
連
絡

６
１
条

６
２
条

１
．
１
８

１
．
１
９

必
要
な
指
示
及
び
通
信
連
絡

発
電
所
外
（社
内
外

）
の
通
信
連
絡

統
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
に
接
続

す
る
通
信
連
絡

設
備

（
IP
電
話
）

１
系
列

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

２
０

通
信
連
絡

を
行
う
た
め
に

必
要

な
設

備

８
５
－

２
０
－
１

通
信
連
絡

６
１
条

６
２
条

１
．
１
８

１
．
１
９

必
要
な
指
示
及
び
通
信
連
絡

発
電
所
外
（社
内
外

）
の
通
信
連
絡

統
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
に
接
続

す
る
通
信
連
絡

設
備

（
IP

-
F
A

X
）

１
系
列

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

２
０

通
信
連
絡

を
行
う
た
め
に

必
要

な
設

備

８
５
－

２
０
－
１

通
信
連
絡

な
し

１
．
１
８

１
．
１
９

代
替
電
源
設
備
か
ら
の
給
電

電
源
車

（緊
急
時

対
策
所
用
）

１
台
×
２

２
Ｎ

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

２
０

通
信
連
絡

を
行
う
た
め
に

必
要

な
設

備

８
５
－

２
０
－
１

通
信
連
絡

な
し

１
．
１
８

１
．
１
９

代
替
電
源
設
備
か
ら
の
給
電

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

２
台
（
モ
ー

ド
１
、
２
、

３
、
４
、
５

お
よ
び
６

以
外
お
い

て
 は

１
台
）

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

２
０

通
信
連
絡

を
行
う
た
め
に

必
要

な
設

備

８
５
－

２
０
－
１

通
信
連
絡

な
し

１
．
１
８

１
．
１
９

代
替
電
源
設
備
か
ら
の
給
電

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

３
６
０
ｍ
３

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

２
０

通
信
連
絡

を
行
う
た
め
に

必
要

な
設

備

８
５
－

２
０
－
１

通
信
連
絡

な
し

１
．
１
８

１
．
１
９

代
替
電
源
設
備
か
ら
の
給
電

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ

２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

２
０

通
信
連
絡

を
行
う
た
め
に

必
要

な
設

備

８
５
－

２
０
－
１

通
信
連
絡

な
し

１
．
１
８

１
．
１
９

代
替
電
源
設
備
か
ら
の
給
電

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

３
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

２
０

通
信
連
絡

を
行
う
た
め
に

必
要

な
設

備

８
５
－

２
０
－
１

通
信
連
絡

な
し

１
．
１
８

１
．
１
９

代
替
電
源
設
備
か
ら
の
給
電

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

２
台

N
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

常
設

第
８
５
条

表
８
５
－

２
１

そ
の
他

の
設

備

８
５
－

２
１

-１
ア
ク
セ
ス
ル

ー
ト
の
確

保
４
３
条

な
し

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
の
確
保

ブ
ル
ド
ー
ザ

２
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
８
５
条

表
８
５
－

２
１

そ
の
他

の
設

備

８
５
－

２
１

-１
ア
ク
セ
ス
ル

ー
ト
の
確

保
４
３
条

な
し

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
の
確
保

油
圧
シ
ョ
ベ
ル

１
台

Ｎ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間

可
搬

第
５
６
条

系
に
含
ま
れ

る
な
し

な
し

原
子
炉
格
納
容
器

原
子
炉
格
納
容
器

系
に
含
ま
れ
る

－
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

常
設

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

保
安
規
定
基
本
方
針

4
.3
（
2
)Ａ

Ｏ
Ｔ
設
定
の
考
え
方
ｃ
．
（
ｃ
）
⑤
そ
の
他
設
備
で
要
求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
」
で
整
理
お
よ
び
別
紙
３
参
照

保
安
規
定
基
本
方
針

4
.3
（
2
)Ａ

Ｏ
Ｔ
設
定
の
考
え
方
ｃ
．
（
ｃ
）
⑤
そ
の
他
設
備
で
要
求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
」
で
整
理
お
よ
び
別
紙
４
参
照

8
5
-
1
5-

1
 
空
冷
式
非
常

用
発
電
機
か
ら
の
給
電
を
参
照

8
5
-
1
9-

1
 
代
替
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

8
5
-
1
5-

6
 
燃
料
裕
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
を
参
照

保
安
規
定
基
本
方
針

4
.3
（
2)
Ａ
Ｏ
Ｔ
設
定
の
考
え
方
ｃ
．
（
ｃ
）
④
通
信
連
絡
設
備
で
要
求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
」
で
整
理
お
よ
び
別
紙
３
参
照

保
安
規
定
基
本
方
針

4
.3
（
2)
Ａ
Ｏ
Ｔ
設
定
の
考
え
方
ｃ
．
（
ｃ
）
④
通
信
連
絡
設
備
で
要
求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
」
で
整
理
お
よ
び
別
紙
３
参
照

保
安
規
定
基
本
方
針

4
.3
（
2)
Ａ
Ｏ
Ｔ
設
定
の
考
え
方
ｃ
．
（
ｃ
）
④
通
信
連
絡
設
備
で
要
求
さ
れ
る
措
置
お
よ
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
」
で
整
理
お
よ
び
別
紙
３
参
照

補(2)-28



 

（２）－１-２ 表 85-2～表 85-21 機器リスト及び設備分類等 

 

 本資料は、設置変更許可申請「添付十追補（機器リスト）」、

「添付八（設備分類）」に記載されている重大事故等対処

設備について網羅的に保安規定に反映されていることを

示す資料である。 
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第 1.1.1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（１／２） 

分類 機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応 
手段 対応設備 設備 

 分類※3 整備する手順書 手順の分類 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
機
能
喪
失
時 

原子炉保護系 
リレーラック 
又は 

安全保護系プロセス計装 
又は 

原子炉核計装 

手
動
に
よ
る
原
子
炉
緊
急
停
止 

原子炉トリップスイッチ 

（中央制御盤手動操作） 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

a 

手動により原子炉を
緊急停止する手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

ＭＧセット電源※1 
（常用母線 440Vしゃ断器操作器）
（中央制御盤手動操作） 

多
様
性
拡
張
設
備 

 

制御棒操作器 
（中央制御盤手動操作）※1 

ＭＧセット電源※1 
（発電機出力しゃ断器スイッチ）
（現場手動操作） 

原子炉トリップしゃ断器スイッチ 
（現場手動操作） 

制御棒クラスタ 
又は 

原子炉トリップしゃ断器 
又は 

原子炉保護系 
リレーラック 
又は 

安全保護系プロセス計装 
又は 

原子炉核計装 

原
子
炉
出
力
抑
制
（
自
動
） 

ＡＴＷＳ緩和設備※1 
蒸気発生器水位異常低による 
・タービントリップ 
・主蒸気隔離 
・電動補助給水ポンプ 
・タービン動補助給水ポンプ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a,b 
ＡＴＷＳ緩和設備の 

作動を 
確認する手順 

主蒸気止弁 

電動補助給水ポンプ※2 

タービン動補助給水ポンプ 

復水タンク 

蒸気発生器 

主蒸気逃がし弁 

主蒸気安全弁 

加圧器逃がし弁 

加圧器安全弁 

緊急ほう酸濃縮 
（中央制御盤手動操作）（ ） 

※1 ：原子炉トリップしゃ断器機能喪失時にも有効に機能する。 
※2 ：ディーゼル発電機等により給電する。 
※3 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 
   a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備  
  
 

 
運転上の制限を対象とする系統・機器 
赤枠：ＳＡ条文でＬＣＯ設定する設備 
青枠：既存条文でＬＣＯ設定する設備 

 
保安規定 
第 34条にて整理 

 表 85-2-1にて整理 

 
保安規定 
第 28条 
第 44条 
第 45条 
第 62条 
第 65条にて整理 

 
保安規定 
第 63条 
第 66条 
第 67条にて整理 
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第 1.1.1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（２／２） 

分類 機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応 
手段 対応設備 設備 

 分類※2 整備する手順書 手順の分類 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
機
能
喪
失
時 

制御棒クラスタ 
又は 

原子炉トリップしゃ断器 
又は 

原子炉保護系 
リレーラック 
又は 

安全保護系プロセス計装 
又は 

原子炉核計装 

原
子
炉
出
力
抑
制
（
手
動
） 

タービントリップスイッチ 
（中央制御盤手動操作） 

多
様
性 

拡
張
設
備 

 

原子炉出力を手動で 
抑制する手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

主蒸気止弁（中央制御盤手動操

作） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 

電動補助給水ポンプ 
（中央制御盤手動操作）※1 
タービン動補助給水ポンプ 
（中央制御盤手動操作） 

復水タンク 

蒸気発生器 

主蒸気逃がし弁 

主蒸気安全弁 

加圧器逃がし弁 

加圧器安全弁 

緊急ほう酸濃縮 
（中央制御盤手動操作）（ ） 

ほ
う
酸
水
注
入 

ほう酸タンク 
ほう酸ポンプ※1 
緊急ほう酸注入弁※1 
充てん／高圧注入 
ポンプ※1 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

a,b 
緊急ほう酸濃縮により 
原子炉出力を抑制する

手順 

燃料取替用水タンク 

ほう酸注入タンク 
※1 ：ディーゼル発電機等により給電する。 
※2 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 
   a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 
 
 

 
 

(緊急ほう 
酸濃縮) 

  

 
保安規定 
第 63条 
第 66条 
第 67条にて整理 

 
保安規定 
第 28条 
第 44条 
第 45条 
第 62条 
第 65条にて整理 

 保安規定 
第 28条 
第 52条 
第 54条 
第 55条にて整理 
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第 1.2.1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（１／２） 
 

 

 

分類 機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応 
手段 対応設備 設備 

 分類※8 整備する手順書 手順の分類 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
機
能
喪
失
時 

電動補助給水ポンプ 
及び 

タービン動 
補助給水ポンプ 

又は 
復水タンク※2 

又は 
主蒸気逃がし弁 

１
次
冷
却
系
の
フ
ィ
ー
ド 

ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド 

充てん／高圧注入ポンプ※5 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a,b 
１次冷却系のフィード 
アンドブリードによる 
炉心冷却の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

加圧器逃がし弁※5 
燃料取替用水タンク 
格納容器再循環サンプ 
格納容器再循環サンプスクリーン 
余熱除去ポンプ※5※6 
余熱除去クーラ※6 

電動補助給水ポンプ 
及び 

タービン動 
補助給水ポンプ 

又は 
復水タンク※2 

蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る 

炉
心
冷
却
（
注
水
） 

主給水ポンプ 

多
様
性
拡
張
設
備 

 
蒸気発生器の除熱機能を 
維持又は代替する手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

蒸気発生器水張りポンプ 
脱気器タンク 

蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ 
（電動）※4 

蒸気発生器の除熱機能を 
維持又は代替する手順 

 
 
 

蒸気発生器補給用 
仮設中圧ポンプによる 
蒸気発生器への 
注水の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
ＳＡ所達※１ 

 
 
 

発電機（蒸気発生器補給用 
仮設中圧ポンプ用） 

復水タンク 蒸気発生器の除熱機能を 
維持又は代替する手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

復水タンク※2 

電動補助給水ポンプ※2※3※4※5 

蒸気発生器の除熱機能を 
維持又は代替する手順 

 
 
 
 
 
 

海水ポンプを用いた補助
給水ポンプへの直接供給
による蒸気発生器への注
水のための手順 

送水車を用いたタービン
動補助給水ポンプへの直
接供給による蒸気発生器
への注水のための手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
 
 
 

ＳＡ所達※1 
 
 
 
 
 
 
 

タービン動補助給水ポンプ※2※3※4 

海水ポンプ※2※4※5 

タービン動補助給水ポンプ※2※3※4 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

c 
送水車※2 

蒸気発生器 

軽油用ドラム缶※7 

主蒸気逃がし弁 

蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る 

炉
心
冷
却
（
蒸
気
放
出
） 

タービンバイパス弁※3 

多
様
性
拡
張
設
備 

 蒸気発生器の除熱機能を 
維持又は代替する手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 
※3 ：手順は「1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等」にて整備する。 
※4 ：蒸気発生器へ淡水又は海水を長時間注水する場合は蒸気発生器ブローダウンラインにより排水を行う。 
※5 ：ディーゼル発電機等により給電する。 
※6 ：１次冷却系のフィードアンドブリード停止後の余熱除去運転による炉心冷却操作に使用する。 
※7 ：送水車の燃料補給に使用する。手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 
※8 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 

 表 85-3-1にて整理 

 表 85-14-2にて整理 

 保安規定第 52,53条にて整理 

 保安規定第 38～42条にて整理 

 表 85-8-1にて整理 

 表 85-8-1にて整理 

表 85-14-1にて整理

表 85-12-4にて整理
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第 1.2.1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（２／２） 
 

 

分類 機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応 
手段 対応設備 設備 

 分類※9 整備する手順書 手順の分類 

サ
ポ
ー
ト
系
機
能
喪
失
時 

タービン動 
補助給水ポンプ 
全交流動力電源 

又は 
直流電源 

補
助
給
水
ポ
ン
プ
の 

機
能
回
復
※
５ 

タービン動補助給水ポンプ 
（現場手動操作） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 補助給水ポンプ 
機能回復の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 タービン動補助給水ポンプ起動弁 

（現場手動操作） 

電動補助給水ポンプ 
全交流動力電源 

又は 
タービン動 
補助給水ポンプ 
補助油ポンプ 

空冷式非常用発電装置※6 

a 

全交流動力電源喪失時の 
対応手順 

 
 
 

空冷式非常用発電装置 
燃料補給の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
ＳＡ所達※1 

 

燃料油貯蔵タンク※7 

可搬式オイルポンプ※7 

タンクローリー※7 

燃料油移送ポンプ※7 

主蒸気逃がし弁 
全交流動力電源 

(制御用空気) 
又は 
直流電源 

主
蒸
気
逃
が
し
弁
の 

機
能
回
復 

主蒸気逃がし弁 
（現場手動操作）※3 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

a,b 

主蒸気逃がし弁 
機能回復の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

窒素ボンベ 
（主蒸気逃がし弁作動用）※3 

多
様
性
拡
張
設
備 

 

可搬式空気圧縮機 
（主蒸気逃がし弁作動用）※3 

大容量ポンプ※8 
主蒸気逃がし弁 
機能回復の手順 

 
 
 

大容量ポンプによる 
原子炉補機冷却系 
通水の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
ＳＡ所達※1 

 
 

Ｂ計器用空気圧縮機 
（海水冷却） 

－ － 監
視 

及
び
制
御 

加圧器水位計※2※4 
蒸気発生器水位計（広域）※2※3 

蒸気発生器水位計（狭域）※2※3 

補助給水流量計※2 

復水タンク水位計※2 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

a,b 全交流動力電源喪失時の 
対応手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：直流電源喪失も含めた対応手順は「1.15 事故時の計装に関する手順等」にて整備する。 
※3 ：手順は「1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等」にて整備する。 
※4 ：手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 
※5 ：蒸気発生器へ淡水又は海水を長時間注水する場合は蒸気発生器ブローダウンラインにより排水を行う。 
※6 ：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※7 ：空冷式非常用発電装置の燃料補給に使用する。手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※8 ：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 
※9 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 

 表 85-8-1にて整理 

 表 85-15-1にて整理 

 表 85-9-1にて整理 

 表 85-16-1にて整理 

 表 85-15-6にて整理 
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第 1.3.1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 
（フロントライン系機能喪失時）（１／２） 

 

分類 機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応 
手段 対応設備 設備 

 分類※8 整備する手順書 手順の分類 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
機
能
喪
失
時 

電動補助給水ポンプ 
及び 

タービン動 
補助給水ポンプ 

又は 
復水タンク※2 
又は 

主蒸気逃がし弁 

１
次
冷
却
系
の
フ
ィ
ー
ド 

ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド
※
３ 

加圧器逃がし弁※5 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a,b 
１次冷却系のフィード 
アンドブリードによる 
炉心冷却の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

充てん／高圧注入ポンプ※5 

燃料取替用水タンク 

格納容器再循環サンプ 

格納容器再循環サンプ 
スクリーン 

余熱除去ポンプ※5※6 

余熱除去クーラ※6 

電動補助給水ポンプ 
及び 

タービン動 
補助給水ポンプ 

又は 
復水タンク※2 

蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る 

炉
心
冷
却
（
注
水
） 

主給水ポンプ※3 

多
様
性
拡
張
設
備 

 

蒸気発生器の除熱機能を 
維持又は代替する手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

蒸気発生器水張りポンプ※3 

脱気器タンク 

蒸気発生器補給用 
仮設中圧ポンプ（電動）※3 

蒸気発生器の除熱機能を 
維持又は代替する手順 

 
 
 
 

蒸気発生器補給用 
仮設中圧ポンプによる 
蒸気発生器への 
注水の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
 

ＳＡ所達※1 
 
 
 

発電機（蒸気発生器補給用 
仮設中圧ポンプ用） 

復水タンク 

復水タンク※2 

電動補助給水ポンプ※2※4※5 

蒸気発生器の除熱機能を 
維持又は代替する手順 

 
 
 
 
 
 

海水ポンプを用いた補助
給水ポンプへの直接供給
による蒸気発生器への注
水のための手順 

送水車を用いたタービン
動補助給水ポンプへの直
接供給による蒸気発生器
への注水のための手順 

 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
 
 
 

ＳＡ所達※1 
 
 
 
 
 
 
 
 

タービン動補助給水ポンプ※2※4 

海水ポンプ※2※4※5 

タービン動補助給水ポンプ※2※4 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

c 

送水車※2 

蒸気発生器 

軽油用ドラム缶※7 

主蒸気逃がし弁 

蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る 

炉
心
冷
却
（
蒸
気
放
出
） 

タービンバイパス弁 

多
様
性
拡
張
設
備 

 蒸気発生器の除熱機能を 
維持又は代替する手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 
※3 ：手順は「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等 」にて整備する。  
※4 ：蒸気発生器へ淡水又は海水を長時間注水する場合は蒸気発生器ブローダウンラインにより排水を行う。 
※5 ：ディーゼル発電機等により給電する。 
※6 ：１次冷却系のフィードアンドブリード停止後の余熱除去運転による炉心冷却操作に使用する。 
※7 ：送水車の燃料補給に使用する。手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 
※8 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備

 表 85-3-1にて整理 

 表 85-14-2にて整理 

 保安規定第 52,53条にて整理 

 保安規定第 38～42条にて整理 

 表 85-8-1にて整理 

 表 85-8-1にて整理 

表 85-12-4にて整理

表 85-14-1にて整理
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第 1.3.1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 
（フロントライン系機能喪失時）（２／２） 

 

分類 機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応 
手段 対応設備 設備 

 分類※4 整備する手順書 手順の分類 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
機
能
喪
失
時 

加圧器逃がし弁 

蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却(

注
水) 

電動補助給水ポンプ※3 
重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

a,b 

蒸気発生器２次側による 
炉心冷却(注水)の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

タービン動補助給水ポンプ 

復水タンク 

蒸気発生器 

主給水ポンプ※2 

多
様
性
拡
張
設
備 

 

蒸気発生器水張りポンプ※2 

脱気器タンク 

蒸気発生器補給用仮設 
中圧ポンプ（電動）※2 

蒸気発生器２次側による 
炉心冷却(注水)の手順 

 
 
 
 

蒸気発生器補給用 
仮設中圧ポンプによる 
蒸気発生器への 
注水の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
 

ＳＡ所達※1 
 
 
 

発電機（蒸気発生器補給用 
仮設中圧ポンプ用） 

復水タンク 

蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る 

炉
心
冷
却
（
蒸
気
放
出
） 

主蒸気逃がし弁 

重
大
事
故
等

対
処
設
備 

a,b 
蒸気発生器２次側による 
炉心冷却(蒸気放出)の 

手順 炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

タービンバイパス弁 多
様
性
拡
張
設
備 

 
加
圧
器
補
助 

ス
プ
レ
イ 

加圧器補助スプレ止弁 
加圧器逃がし弁による 
１次冷却系減圧機能を 
維持又は代替する手順 

※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：手順は「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等 」にて整備する。  
※3 ：ディーゼル発電機等により給電する。 
※4 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 
 
 

 表 85-8-1にて整理 

 表 85-14-3にて整理 

 表 85-8-1にて整理 

 表 85-9-1にて整理 
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第 1.3.2表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 
（サポート系機能喪失時） 

 

分類 機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応 
手段 対応設備 設備   

 分類※6 整備する手順書 手順の分類 

サ
ポ
ー
ト
系
機
能
喪
失
時 

タービン動 
補助給水ポンプ 
全交流動力電源 

又は 
直流電源 

補
助
給
水
ポ
ン
プ
の 

機
能
回
復 

タービン動補助給水ポンプ 
（現場手動操作）※2 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 

補助給水ポンプ 
機能回復の手順 

 
 
 
 
 

 空冷式非常用発電装
置燃料補給の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
 
 

ＳＡ所達※1 

 

タービン動補助給水ポンプ起動弁 
（現場手動操作）※2 

電動補助給水ポンプ 
全交流動力電源 

又は 
タービン動 
補助給水ポンプ 
補助油ポンプ 

空冷式非常用発電装置※3 

a 

燃料油貯蔵タンク※4 

可搬式オイルポンプ※4 

タンクローリー※4 

燃料油移送ポンプ※4 

主蒸気逃がし弁 
全交流動力電源 

(制御用空気) 
又は 
直流電源 

主
蒸
気
逃
が
し
弁
の
機
能
回
復 

主蒸気逃がし弁（現場手動操作） 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

a,b 
主蒸気逃がし弁 
機能回復の手順 

 
 
 
 

大容量ポンプによる 
原子炉補機冷却系 
通水の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
 

ＳＡ所達※1 
 
 

窒素ボンベ 
（主蒸気逃がし弁作動用） 

多
様
性 

拡
張
設
備 

 

可搬式空気圧縮機 
（主蒸気逃がし弁作動用） 

大容量ポンプ※5 

Ｂ計器用空気圧縮機 
（海水冷却） 

加圧器逃がし弁 
全交流動力電源 

(制御用空気) 
又は 
直流電源 

加
圧
器
逃
が
し
弁
の
機
能
回
復 

窒素ボンベ 
（加圧器逃がし弁作動用） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a,b 

加圧器逃がし弁 
機能回復の手順 

 
 
 
 
 

加圧器逃がし弁に 
電源を供給する手順 
空冷式非常用発電装置
燃料補給の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
 
 

ＳＡ所達※1 
 
 
 

可搬式空気圧縮機 
（加圧器逃がし弁作動用） c 

可搬型バッテリ 
（加圧器逃がし弁用） a 

空冷式非常用発電装置※3 a,b 

可搬式整流器※3 c 

燃料油貯蔵タンク※4 
a,b 

可搬式オイルポンプ※4 

タンクローリー※4 

a 
燃料油移送ポンプ※4 

大容量ポンプ※5 
多
様
性 

拡
張
設
備 

 

加圧器逃がし弁 
機能回復の手順 

 
 
 

大容量ポンプによる 
原子炉補機冷却系 
通水の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
ＳＡ所達※1 

 
 

Ｂ計器用空気圧縮機 
（海水冷却） 

※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：手順は「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等 」にて整備する。  
※3 ：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※4 ：空冷式非常用発電装置の燃料補給に使用する。手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※5 ：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 
※6 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備

 表 85-8-1にて整理 

 表 85-15-1にて整理 

 表 85-9-1にて整理 

 表 85-5-1にて整理 

 表 85-15-1にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

表 85-15-4にて整理

補(2)-37



第 1.3.3表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 
（高圧溶融物放出及び格納容器雰囲気直接加熱防止） 

 

分類 機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応 
手段 対応設備 設備 

 分類※ 整備する手順書 手順の分類 

高
圧
溶
融
物
放
出
及
び 

格
納
容
器
雰
囲
気
直
接
加
熱
防
止 

－ 

加
圧
器
逃
が
し
弁
に
よ
る 

１
次
冷
却
系
の
減
圧 

加圧器逃がし弁 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a,b 
加圧器逃がし弁により 
１次冷却系を減圧する

手順 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

※ ：重大事故等対策において用いる設備の分類 
a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 

 
 
 
 
 

第 1.3.4表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 
（蒸気発生器伝熱管破損、インターフェイスシステムＬＯＣＡ） 

 
分類 機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 
対応 
手段 対応設備 設備 

 分類※ 整備する手順書 手順の分類 

蒸
気
発
生
器 

伝
熱
管
破
損 

－ 
１
次
冷
却
系
の
減
圧 

主蒸気逃がし弁 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a,b 蒸気発生器伝熱管 
損傷時の対応手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

加圧器逃がし弁 

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス 

シ
ス
テ
ム
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ 

－ 

主蒸気逃がし弁 

a,b 
インターフェイス 
システム 

ＬＯＣＡ時の対応手順 
加圧器逃がし弁 

※ ：重大事故等対策において用いる設備の分類 
a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 

 表 85-3-1にて整理 

 表 85-9-1にて整理 

 表 85-3-1にて整理 

 表 85-9-1にて整理 

 表 85-3-1にて整理 

補(2)-38



第 1.4.1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 
（運転中の１次冷却材喪失事象が発生している場合におけるフロントライン系機能喪失時）（１／２） 

分類 機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応 
手段 対応設備 

設備 
分類 
※9 

整備する手順書 手順の分類 

１
次
冷
却
材
喪
失
事
象
が
発
生
し
て
い
る
場
合 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
機
能
喪
失
時 

余熱除去ポンプ 
及び 

充てん／高圧注入ポンプ 
又は 

燃料取替用水タンク※2 

 

代
替
炉
心
注
水(  

) 

Ａ、Ｂ内部スプレポンプ 
（ＲＨＲＳ－ＣＳＳ連絡 
 ライン使用）※8 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 

Ａ、Ｂ内部 
スプレポンプ 

を用いた代替炉心注水 
により原子炉を冷却 

する手順 
恒設代替低圧注水 
ポンプを用いた 
代替炉心注水により 
原子炉を冷却する 

手順 
 

復水タンク出口配管 
接続の手順 

空冷式非常用発電装置
燃料補給の手順 

 
 
 
 
 
 
 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
 
 
 
 
 
 

ＳＡ所達※1 
 
 
 
 
 
 
 

恒設代替低圧注水ポンプ 

空冷式非常用発電装置※3 

燃料取替用水タンク 

復水タンク 

燃料油貯蔵タンク※5 

可搬式オイルポンプ※5 

タンクローリー※5 

燃料油移送ポンプ※5 

電動消火ポンプ 
多
様
性 

拡
張
設
備 

 
消火ポンプを用いた 
代替炉心注水により 
原子炉を冷却する手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

ディーゼル消火ポンプ 
Ａ、Ｂ淡水タンク 
Ｎｏ．１、２淡水タンク 

可搬式代替低圧注水ポンプ※4 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 

可搬式代替 
低圧注水ポンプを 
用いた代替炉心注水 
により原子炉を冷却 

する手順 
 
 

可搬式代替 
低圧注水ポンプによる
炉心注水の手順 

 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
 
 

ＳＡ所達※1 
 
 
 

電源車 

（可搬式代替低圧注水ポンプ用） 

送水車 

燃料油貯蔵タンク※6 

タンクローリー※6 

燃料油移送ポンプ※6 

軽油用ドラム缶※7 

恒設代替低圧注水ポンプ※2 
多
様
性
拡
張
設
備 

 

原子炉圧力容器への注
水のための水源を確保
するための手順 

 
 

燃料取替用水タンクか
ら海水ポンプを用いた
恒設代替低圧注水 
ポンプ直接供給への水
源切替のための 

手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
ＳＡ所達※1 

 
 
 
 
 

海水ポンプ※2※8 

余熱除去ポンプ 
又は 

余熱除去クーラ 
又は 

余熱除去ポンプ入口弁
(格納容器再循環サンプ

連絡第１弁) 
又は 

余熱除去ポンプ入口弁
(格納容器再循環サンプ

連絡第２弁) 

代
替
再
循
環 

運
転 

Ａ、Ｂ内部スプレポンプ 

（ＲＨＲＳ－ＣＳＳ連絡 
 ライン使用）※8 重

大
事
故
等
対
処
設
備 

a,b 
Ａ、Ｂ内部 

スプレポンプを用いた 
代替再循環運転により 
原子炉を冷却する手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

Ａ内部スプレクーラ 

Ａ・Ｂ内部スプレポンプ入口弁 
（格納容器再循環サンプ側） 

格納容器再循環サンプ 

格納容器再循環サンプスクリーン 
※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 
※3 ：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※4 ：可搬式代替低圧注水ポンプにより炉心注水する場合は海水を注水する。 
※5 ：空冷式非常用発電装置の燃料補給に使用する。手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※6 ：電源車（可搬式代替低圧注水ポンプ用）の燃料補給に使用する。 
※7 ：送水車の燃料補給に使用する。 
※8 ：ディーゼル発電機等により給電する。 
※9 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 
 
 

 表 85-4-4にて整理 

 表 85-6-2にて整理 

 表 85-15-1にて整理 

 表 85-14-3にて整理 

 表 85-14-2にて整理 

 表 85-4-5にて整理 

 表 85-4-6にて整理 

表 85-15-6にて整理

表 85-12-4にて整理

表 85-15-6にて整理
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第 1.4.1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 
（運転中の１次冷却材喪失事象が発生している場合におけるフロントライン系機能喪失時）（２／２） 

分類 機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応 
手段 対応設備 

設備 
分類 
※4 

整備する手順書 手順の分類 

１
次
冷
却
材
喪
失
事
象
が
発
生
し
て
い
る
場
合 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
機
能
喪
失
時 

格納容器再循環 
サンプスクリーン 

炉
心
注
水
※
３ 

充てん／高圧注入ポンプ※2 重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

c 充てん／高圧 
注入ポンプを用いた 
炉心注水により 
原子炉を 
冷却する手順 

 
 

復水タンク出口配管接
続の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
 
 

ＳＡ所達※1 
 

燃料取替用水タンク 

復水タンク 

ほう酸ポンプ※2 
多
様
性 

拡
張
設
備 

 
ほう酸タンク 
１次系純水ポンプ※2 
１次系純水タンク 

代
替
炉
心 

注
水
※
３ 

 余熱除去ポンプ及び充てん／高圧注入ポンプ又は燃料取替用水タンク機能喪失時の代替炉心注水に
用いる設備と同様 

※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：ディーゼル発電機等により給電する。 
※3 ：Ａ格納容器循環冷暖房ユニットで格納容器冷却を行う。手順は「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」にて整備する。 
※4 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 

 表 85-4-1にて整理 
 表 85-14-2にて整理 

表 85-14-3にて整理

補(2)-40



第 1.4.2表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 
（運転中の１次冷却材喪失事象が発生している場合におけるサポート系機能喪失時）（１／２） 

分類 機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応 
手段 対応設備 

設備 
分類 
※9 

整備する手順書 手順の分類 

１
次
冷
却
材
喪
失
事
象
が
発
生
し
て
い
る
場
合 

サ
ポ
ー
ト
系
機
能
喪
失
時 

全交流 
動力電源※2 

代
替
炉
心
注
水(  

) 

恒設代替低圧注水ポンプ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a,b 
恒設代替低圧注水ポンプ
を用いた代替炉心注水に
より原子炉を冷却する 

手順 
Ｃ充てん／高圧注入ポン
プ（自己冷却）を用いた 
代替炉心注水により 
原子炉を冷却する手順 

 
充てん／高圧注入ポンプ 
自己冷却配管接続の手順 
復水タンク出口配管 
接続の手順 

空冷式非常用発電装置 
燃料補給の手順 

 
 

炉心の著しい損傷
及び 

格納容器破損を 
防止する 
運転手順書 

 
 
 
 

ＳＡ所達※1 
 
 
 
 
 
 
 

空冷式非常用発電装置※2 
Ｃ充てん／高圧注入ポンプ 
（自己冷却） c 

燃料取替用水タンク a,b 

復水タンク a 

燃料油貯蔵タンク※3 
a,b 

可搬式オイルポンプ※3 

タンクローリー※3 
a 

燃料油移送ポンプ※3 

Ａ、Ｂ内部スプレポンプ（自己冷却） 
（ＲＨＲＳ－ＣＳＳ連絡ライン使用） 

多
様
性
拡
張
設
備 

 Ａ、Ｂ内部スプレ 
ポンプ（自己冷却） 

を用いた 
代替炉心注水により 
原子炉を冷却する手順 

 
 

内部スプレポンプ自己冷
却配管接続の手順 

炉心の著しい損傷
及び 

格納容器破損を 
防止する 
運転手順書 

 
 

ＳＡ所達※1 
 

燃料取替用水タンク 

ディーゼル消火ポンプ 消火ポンプを用いた 
代替炉心注水により 
原子炉を冷却する手順 

炉心の著しい損傷
及び 

格納容器破損を 
防止する 
運転手順書 Ｎｏ．１、２淡水タンク 

可搬式代替低圧注水ポンプ※4 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 

可搬式代替 
低圧注水ポンプを用いた
代替炉心注水により 
原子炉を冷却する手順 

 
 
 

可搬式代替 
低圧注水ポンプによる 
炉心注水の手順 

炉心の著しい損傷
及び 

格納容器破損を 
防止する 
運転手順書 

 
 

ＳＡ所達※1 
 
 

電源車 

（可搬式代替低圧注水ポンプ用） 

送水車 

燃料油貯蔵タンク※5 
タンクローリー※5 
燃料油移送ポンプ※5 

軽油用ドラム缶※6 

代
替
再
循
環
運
転
（ 

） 

Ｂ余熱除去ポンプ（海水冷却） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a,b 

Ｂ余熱除去ポンプ 
（海水冷却）を用いた 
代替再循環運転により 
原子炉を冷却する手順 
Ｂ余熱除去ポンプ 
（海水冷却）及び 
Ｂ充てん／高圧注入 
ポンプ（海水冷却）を 
用いた代替再循環運転に
より原子炉を冷却する 

手順 
 
 

大容量ポンプによる 
原子炉補機冷却系 
通水の手順 

空冷式非常用発電装置 
燃料補給の手順 

炉心の著しい損傷
及び 

格納容器破損を 
防止する 
運転手順書 

 
 
 
 
 
 
 
 

ＳＡ所達※1 

 
 
 
 

Ｂ余熱除去ポンプ（海水冷却） 
Ｂ充てん／高圧注入ポンプ（海水冷却） 

大容量ポンプ※8 

格納容器再循環サンプ 

格納容器再循環サンプスクリーン 

空冷式非常用発電装置※2 

燃料油貯蔵タンク※3※7 

タンクローリー※3※7 

可搬式オイルポンプ※3 

燃料油移送ポンプ※3※7 a 
※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※3 ：空冷式非常用発電装置の燃料補給に使用する。手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※4 ：可搬式代替低圧注水ポンプにより炉心注水する場合は海水を注水する。 
※5 ：電源車（可搬式代替低圧注水ポンプ用）の燃料補給に使用する。 
※6 ：送水車の燃料補給に使用する。 
※7 ：大容量ポンプの燃料補給に使用する。 
※8 ：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 
※9 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 

 表 85-6-2にて整理 

 表 85-15-1にて整理 

 表 85-4-3にて整理 

 表 85-4-5にて整理 

 表 85-4-6にて整理 

 表 85-7-2にて整理 

 表 85-15-1にて整理 

 表 85-4-6にて整理 

表 85-15-6にて整理

表 85-15-6にて整理

表 85-15-6にて整理

表 85-12-4にて整理

 表 85-14-2にて整理 

 表 85-14-3にて整理 

補(2)-41



第 1.4.2表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 
（運転中の１次冷却材喪失事象が発生している場合におけるサポート系機能喪失時）（２／２） 

分類 機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応 
手段 対応設備 

設備 
分類 
※3 

整備する手順書 手順の分類 

１
次
冷
却
材
喪
失
事
象
が
発
生
し
て
い
る
場
合 

サ
ポ
ー
ト
系
機
能
喪
失
時 

原子炉補機 
冷却系 

代
替
炉
心 

注
水 

 全交流動力電源喪失時の対応手段のうち代替炉心注水に用いる設備と同様 

Ａ余熱除去ポンプ（空調用冷水）※2 多
様
性
拡
張
設
備 

 空調用冷水ポンプ 
によるＡ余熱除去 
ポンプ代替補機 
冷却により原子炉を 
冷却する手順 

炉心の著しい損傷
及び 

格納容器破損を 
防止する 
運転手順書 電動消火ポンプ 消火ポンプを用いた 

代替炉心注水により 
原子炉を冷却する手順 Ａ、Ｂ淡水タンク 

代
替
再
循
環 

運
転
※
１ 

 全交流動力電源喪失時の対応手段のうち代替再循環運転に用いる設備と同様 

Ａ余熱除去ポンプ（空調用冷水）※2 
多
様
性
拡
張
設
備 

 

空調用冷水ポンプ 
によるＡ余熱除去 
ポンプ代替補機 
冷却により原子炉を 
冷却する手順 

炉心の著しい損傷
及び 

格納容器破損を 
防止する 
運転手順書 

格納容器再循環サンプ 

格納容器再循環サンプスクリーン 

※1 ：Ａ格納容器循環冷暖房ユニットで格納容器冷却を行う。手順は「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」にて整備する。 
※2 ：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 
※3 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 
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第 1.4.3表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 
（溶融デブリが原子炉容器に残存する場合） 

分類 機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応 
手段 対応設備 

設備 
分類
※9 

整備する手順書 手順の分類 

１
次
冷
却
材
喪
失
事
象
が
発
生
し
て
い
る
場
合 

溶
融
デ
ブ
リ
が
原
子
炉
容
器
に
残
存
す
る
場
合 

－ 

格
納
容
器
水
張
り
（
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
、
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
）
※
７ 

内部スプレポンプ※2 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 

内部スプレポンプを 
用いた炉心冠水により 
溶融デブリを冷却する

手順 
恒設代替低圧注水 
ポンプを用いた炉心 
冠水により溶融デブリ
を冷却する手順 

原子炉下部キャビティ
注水ポンプを用いた 
炉心冠水により溶融 
デブリを冷却する 

手順 
 

復水タンク出口配管 
接続の手順 

 空冷式非常用発電装置
燃料補給の手順 
海水を用いた 

復水タンクへの補給の
ための手順 

 
 
 
 
 
 
 

炉心の著しい損傷が
発生した場合に 
対処する運転手順書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＳＡ所達※1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

恒設代替低圧注水ポンプ 

原子炉下部キャビティ注水ポンプ 

空冷式非常用発電装置※3 

燃料取替用水タンク 

復水タンク 

送水車 

燃料油貯蔵タンク※5 

可搬式オイルポンプ※5 

タンクローリー※5 

燃料油移送ポンプ※5 

軽油用ドラム缶※6 

電動消火ポンプ 

多
様
性
拡
張
設
備 

 

格納容器注水のための
水源を確保する 

手順 
燃料取替用水タンクか
ら海水ポンプを用いた
恒設代替低圧注水ポン
プ及び原子炉下部 
キャビティ注水ポンプ 
への直接供給への水源
切替のための 
手順 

消火ポンプを用いた 
炉心冠水により 

溶融デブリを冷却する
手順 

可搬式代替低圧 
注水ポンプを用いた 
炉心冠水により 

溶融デブリを冷却する
手順 

 
 

可搬式代替低圧 
注水ポンプによる 
格納容器スプレイ 

の手順 

炉心の著しい損傷が
発生した場合に 
対処する運転手順書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＳＡ所達※1 
 
 
 

ディーゼル消火ポンプ 

Ａ、Ｂ淡水タンク 

Ｎｏ．１、２淡水タンク 

可搬式代替低圧注水ポンプ※4 

電源車 

（可搬式代替低圧注水ポンプ用） 

送水車 

恒設代替低圧注水ポンプ※8 

原子炉下部キャビティ注水ポンプ※8 

海水ポンプ※2※8 

※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：ディーゼル発電機等により給電する。 
※3 ：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※4 ：可搬式代替低圧注水ポンプにより格納容器にスプレイする場合は海水をスプレイする。 
※5 ：空冷式非常用発電装置の燃料補給に使用する。手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※6 ：送水車の燃料補給に使用する。 
※7 ：Ａ格納容器循環冷暖房ユニットで格納容器冷却を行う。手順は「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」にて整備する。 
※8 ：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 
※9 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 
   

 表 85-6-1にて整理 

 表 85-6-2にて整理 

 表 85-15-1にて整理 

 表 85-14-2にて整理 

 表 85-14-3にて整理 

 表 85-14-1にて整理 

表 85-15-6にて整理

表 85-6-3にて整理

表 85-12-4にて整理
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第 1.4.4表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 
（運転中の１次冷却材喪失事象が発生していない場合）（１／２） 

分類 機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応 
手段 対応設備 

設備 
分類
※6 

整備する手順書 手順の分類 

１
次
冷
却
材
喪
失
事
象
が
発
生
し
て
い
な
い
場
合 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
機
能
喪
失
時 

余熱除去ポンプ 
又は 

余熱除去クーラ 

蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る 

炉
心
冷
却
（
注
水
） 

電動補助給水ポンプ※2 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 

蒸気発生器２次側 
による炉心冷却 
（注水）の手順 

故障及び設計基準 
事故に対処する 
運転手順書 

タービン動補助給水ポンプ 

復水タンク 

蒸気発生器 

主給水ポンプ※3 

多
様
性
拡
張
設
備 

 

蒸気発生器水張りポンプ※3 

脱気器タンク 

蒸気発生器補給用仮設中圧 
ポンプ（電動）※3 

蒸気発生器２次側 
による炉心冷却 
（注水）の手順 

 
 

蒸気発生器補給用仮設 
中圧ポンプによる 
蒸気発生器への注水の 

手順 

故障及び設計基準 
事故に対処する 
運転手順書 

 
 

ＳＡ所達※1 

 
 
 

発電機（蒸気発生器補給用 
仮設中圧ポンプ用） 

復水タンク 

電動補助給水ポンプ※5 
蒸気発生器の除熱機能を 
維持又は代替する手順 

 
 
 

海水ポンプを用いた補助
給水ポンプへの直接供給
による蒸気発生器への注
水のための手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
ＳＡ所達※1 

 
 
 

タービン動補助給水ポンプ※5 

海水ポンプ※5 

蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る 

炉
心
冷
却
（
蒸
気
放
出
） 

主蒸気逃がし弁 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

a 
蒸気発生器２次側 
による炉心冷却 
(蒸気放出)の手順 

故障及び設計基準 
事故に対処する 
運転手順書 

タービンバイパス弁 
多
様
性 

拡
張
設
備 

 

蒸
気
発
生
器
２
次
側
の
フ
ィ
ー
ド 

ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド 

消防ポンプ※4 

多
様
性
拡
張
設
備 

 

消防ポンプを用いた 
蒸気発生器２次側の 
フィードアンド 
ブリードにより 

原子炉を冷却する手順 
 
 

消防ポンプによる蒸気発
生器への注水の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する 
運転手順書 

 
 

ＳＡ所達※1 
 

※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：ディーゼル発電機等により給電する。 
※3 ：手順は「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等 」にて整備する。 
※4 ：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 
※5 ：手順は「1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等」及び「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 
※6 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 

 表 85-8-1にて整理 

 表 85-14-3にて整理 

 表 85-8-1にて整理 

 表 85-9-1にて整理 
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第 1.4.4表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 
（運転中の１次冷却材喪失事象が発生していない場合）（２／２） 

分類 
機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応 
手段 対応設備 

設備 
分類 
※7 

整備する手順書 手順の分類 

１
次
冷
却
材
喪
失
事
象
が
発
生
し
て
い
な
い
場
合 

サ
ポ
ー
ト
系
機
能
喪
失
時 

全交流動力電源※2 

蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る 

炉
心
冷
却
（
注
水
） 

電動補助給水ポンプ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 

蒸気発生器２次側 
による炉心冷却 
（注水）の手順 

 
 
 
 

空冷式非常用発電装
置燃料補給の手順 
蒸気発生器補給用 
仮設中圧ポンプによ
る蒸気発生器への 
注水の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転 
手順書 

 
 

ＳＡ所達※1 
 
 
 
 
 

空冷式非常用発電装置※2 

タービン動補助給水ポンプ 

a,b 復水タンク 

蒸気発生器 

燃料油貯蔵タンク※6 

a 
可搬式オイルポンプ※6 

タンクローリー※6 

燃料油移送ポンプ※6 

蒸気発生器補給用 
仮設中圧ポンプ（電動）※3 多

様
性
拡
張
設
備 

 
発電機 
（蒸気発生器補給用仮設中圧 
ポンプ用） 

復水タンク 

蒸
気
発
生
器
２
次
側 

に
よ
る
炉
心
冷
却 

（
蒸
気
放
出
） 

主蒸気逃がし弁  
（現場手動操作）※4 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

a,b 主蒸気逃がし弁 
機能回復の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する 
運転手順書 

蒸
気
発
生
器
２
次
側
の 

フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド 

ブ
リ
ー
ド 

消防ポンプ※5 

多
様
性
拡
張
設
備 

 

消防ポンプを用いた 
蒸気発生器２次側の 
フィードアンド 
ブリードにより 
原子炉を冷却する 

手順 
 

消防ポンプによる蒸
気発生器への注水の

手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する 
運転手順書 

 
 

ＳＡ所達※1 

 
 

※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※3 ：手順は「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等 」にて整備する。 
※4 ：手順は「1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等」にて整備する。 
※5 ：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 
※6 ：空冷式非常用発電装置の燃料補給に使用する。手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※7 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 

 表 85-8-1にて整理 

 表 85-15-1にて整理 

 表 85-8-1にて整理 

 表 85-14-3にて整理 

 表 85-8-1にて整理 

 表 85-9-1にて整理 

表 85-15-6にて整理

補(2)-45



第 1.4.5表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 
（運転停止中のフロントライン系機能喪失時）（１／２） 

分類 機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応 
手段 対応設備 

設備 
分類 
※9 

整備する手順書 手順の分類 

運
転
停
止
中
の
場
合 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
機
能
喪
失
時 

余熱除去ポンプ 
又は 

余熱除去クーラ 
 

炉
心
注
水 

充てん／高圧注入ポンプ※2 
重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

a,b 充てん／高圧注入 
ポンプを用いた炉心 
注水により原子炉を 
冷却する手順 
アキュムレータを 
用いた炉心注水 
により原子炉を冷却 

する手順 
 
 

復水タンク出口配管 
接続の手順 

故障及び設計基準
事故に対処する 
運転手順書 

 
 
 
 
 
 
 

ＳＡ所達※1 

 

燃料取替用水タンク 

復水タンク a 

アキュムレータ a,b 

ほう酸ポンプ※2 多
様
性
拡
張
設
備 

 
ほう酸タンク 

１次系純水ポンプ※2 

１次系純水タンク 

代
替
炉
心
注
水 

燃料取替用水タンク 
（重力注水） 

多
様
性 

拡
張
設
備 

 
燃料取替用水タンク
（重力注水）を用いた 
代替炉心注水により 
原子炉を冷却する手順 

 
Ａ、Ｂ内部スプレ 
ポンプを用いた 
代替炉心注水により 
原子炉を冷却する手順 

故障及び設計基準
事故に対処する 
運転手順書 

Ａ、Ｂ内部スプレポンプ 

（ＲＨＲＳ－ＣＳＳ連絡 
 ライン使用）※2 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 

恒設代替低圧注水ポンプ 

a,b 

恒設代替低圧注水 
ポンプを用いた 
代替炉心注水により 
原子炉を冷却する 

手順 
 

復水タンク出口配管 
接続の手順 

 空冷式非常用 
発電装置 

燃料補給の手順 
 
 

 

故障及び設計基準
事故に対処する 
運転手順書 

 
 
 

ＳＡ所達※1 

 
 
 
 
 
 
 

空冷式非常用発電装置※3 

燃料取替用水タンク 

復水タンク a 

燃料油貯蔵タンク※4 
a,b 

可搬式オイルポンプ※4 

タンクローリー※4 
a 

燃料油移送ポンプ※4 

電動消火ポンプ 
多
様
性 

拡
張
設
備 

 
消火ポンプを用いた 
代替炉心注水により 
原子炉を冷却する手順 

故障及び設計基準
事故に対処する 
運転手順書 

ディーゼル消火ポンプ 

Ａ、Ｂ淡水タンク 

Ｎｏ．１、２淡水タンク 

可搬式代替低圧注水ポンプ※5 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 

可搬式代替低圧 
注水ポンプを用いた 
代替炉心注水により 
原子炉を冷却する手順 

 
 

可搬式代替低圧 
注水ポンプによる 
炉心注水の手順 

故障及び設計基準
事故に対処する 
運転手順書 

 
 
 

ＳＡ所達※1 
 
 

電源車 

（可搬式代替低圧注水ポンプ用） 

送水車 

燃料油貯蔵タンク※6 

タンクローリー※6 

燃料油移送ポンプ※6 

軽油用ドラム缶※7 

恒設代替低圧注水ポンプ※8 
多
様
性
拡
張
設
備 

 

原子炉圧力容器 
への注水のため 
の水源を確保 
するための手順 

 
燃料取替用水タンク 
から海水ポンプを 
用いた恒設代替低圧 
注水ポンプ直接供給 
への水源切替のため 

の手順 

故障及び設計基準 
事故に対処する 
運転手順書 

 
 

ＳＡ所達※1 
 
 
 
 

 

海水ポンプ※2※8 

※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：ディーゼル発電機等により給電する。 
※3 ：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※4 ：空冷式非常用発電装置の燃料補給に使用する。手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※5 ：可搬式代替低圧注水ポンプにより炉心注水する場合は海水を注水する。 
※6 ：電源車（可搬式代替低圧注水ポンプ用）の燃料補給に使用する。 
※7 ：送水車の燃料補給に使用する。 
※8 ：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 
※9 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 

 表 85-4-1にて整理 
 表 85-14-2にて整理 
 表 85-14-3にて整理 
 表 85-4-2にて整理 

 表 85-4-4にて整理 

 表 85-6-2にて整理 

 表 85-14-2にて整理 
 表 85-14-3にて整理 

 表 85-4-5にて整理 

表 85-15-1にて整理

表 85-15-6にて整理

表 85-15-6にて整理

表 85-12-4にて整理
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第 1.4.5表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 
（運転停止中のフロントライン系機能喪失時）（２／２） 

分類 機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応 
手段 対応設備 

設備 
分類
※6 

整備する手順書 手順の分類 

運
転
停
止
中
の
場
合 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
機
能
喪
失
時 

余熱除去ポンプ 
又は 

余熱除去クーラ 

代
替
再
循
環
運
転 

Ａ、Ｂ内部スプレポンプ 
（ＲＨＲＳ－ＣＳＳ連絡 
 ライン使用）※2 重

大
事
故
等 

対
処
設
備 

a,b 
Ａ、Ｂ内部スプレ 
ポンプを用いた 

代替再循環運転により 
原子炉を冷却する手順 

故障及び設計基準
事故に対処する 
運転手順書 

Ａ内部スプレクーラ 

格納容器再循環サンプ 

格納容器再循環サンプスクリーン 

蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る 

炉
心
冷
却
（
注
水
） 

電動補助給水ポンプ※2 
重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

a 
蒸気発生器２次側 
による炉心冷却 

(注水)の手順 

故障及び設計基準
事故に対処する 
運転手順書 

タービン動補助給水ポンプ 

復水タンク 

蒸気発生器 

主給水ポンプ※3 

多
様
性
拡
張
設
備 

 

蒸気発生器水張りポンプ※3 

脱気器タンク 
蒸気発生器補給用 
仮設中圧ポンプ（電動）※3 蒸気発生器２次側 

による炉心冷却(注水)
の手順 

 
 

蒸気発生器補給用 
仮設中圧ポンプによる
蒸気発生器への 
注水の手順 

故障及び設計基準
事故に対処する 
運転手順書 

 
 

ＳＡ所達※1 

 
 
 

発電機（蒸気発生器補給用仮設 
中圧ポンプ用） 

復水タンク 

電動補助給水ポンプ※5 

蒸気発生器の除熱機能
を維持又は代替する 

手順 
 
 
 

海水ポンプを用いた補
助給水ポンプへの直接
供給による蒸気発生器
への注水のための手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順

書 
 

ＳＡ所達※1 
 
 
 

タービン動補助給水ポンプ※5 

海水ポンプ※5 

蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る 

炉
心
冷
却
（
蒸
気
放
出
） 

主蒸気逃がし弁 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

a 
蒸気発生器２次側 
による炉心冷却 
(蒸気放出)の手順 

故障及び設計基準
事故に対処する 
運転手順書 

タービンバイパス弁 
多
様
性 

拡
張
設
備 

 

蒸
気
発
生
器
２
次
側
の 

フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド 

ブ
リ
ー
ド 

消防ポンプ※4 

多
様
性
拡
張
設
備 

 
消防ポンプを用いた 
蒸気発生器２次側の 
フィードアンド 
ブリードにより 

原子炉を冷却する手順 
 
 

消防ポンプによる蒸気
発生器への注水の手順 

故障及び設計基準
事故に対処する 
運転手順書 

 
 
 
 

ＳＡ所達※1 
 

※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：ディーゼル発電機等により給電する。 
※3 ：手順は「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等 」にて整備する。 
※4 ：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 
※5 ：手順は「1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等」及び「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 
※6 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 

 表 85-4-6にて整理 

 表 85-8-1にて整理 

 表 85-14-3にて整理 

 表 85-8-1にて整理 

 表 85-9-1にて整理 
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第 1.4.6表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 
（運転停止中のサポート系機能喪失時）（１／２） 

分類 機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応 
手段 対応設備 

設備 
分類 
※9 

整備する手順書 手順の分類 

運
転
停
止
中
の
場
合 

サ
ポ
ー
ト
系
機
能
喪
失
時 

全交流動力電源※2 

代
替
炉
心
注
水
（ 

） 

燃料取替用水タンク（重力注水） 
多
様
性 

拡
張
設
備 

 燃料取替用水タンク 
（重力注水）を用いた 
代替炉心注水により 
原子炉を冷却する手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損 
を防止する運転手順書 

アキュムレータ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a,b 

アキュムレータを 
用いた代替炉心注水 
により原子炉を冷却 

する手順 
恒設代替低圧注水 
ポンプを用いた 
代替炉心注水により 
原子炉を冷却 
する手順 

Ｃ充てん／高圧注入 
ポンプ（自己冷却） 
を用いた代替炉心注水
により原子炉を冷却 

する手順 
 

充てん／高圧注入 
ポンプ自己冷却配管 
接続の手順 

復水タンク出口配管 
接続の手順 

空冷式非常用発電装置
燃料補給の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＳＡ所達※1 
 
 
 
 
 
 

恒設代替低圧注水ポンプ 

空冷式非常用発電装置※2 

Ｃ充てん／高圧注入ポンプ 
（自己冷却） c 

燃料取替用水タンク a,b 

復水タンク a 

燃料油貯蔵タンク※3 
a,b 

可搬式オイルポンプ※3 

タンクローリー※3 

a 
燃料油移送ポンプ※3 

Ａ、Ｂ内部スプレポンプ（自己冷
却）（ＲＨＲＳ－ＣＳＳ連絡ライン 
使用） 

多
様
性
拡
張
設
備 

 

Ａ、Ｂ内部スプレ 
ポンプ（自己冷却） 

を用いた 
代替炉心注水により 
原子炉を冷却する手順 

 
内部スプレ 

ポンプ自己冷却配管 
接続の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
 

ＳＡ所達※1 

 
 

燃料取替用水タンク 

ディーゼル消火ポンプ 消火ポンプを用いた 
代替炉心注水により 
原子炉を冷却する手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 Ｎｏ．１、２淡水タンク 

可搬式代替低圧注水ポンプ※4 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 

可搬式代替低圧 
注水ポンプを用いた 
代替炉心注水により 
原子炉を冷却する手順 

 
 

可搬式代替低圧 
注水ポンプによる 
炉心注水の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
 

ＳＡ所達※1 
 

電源車 

（可搬式代替低圧注水ポンプ用） 

送水車 

燃料油貯蔵タンク※5 

タンクローリー※5 

燃料油移送ポンプ※5 

軽油用ドラム缶※6 

代
替
再
循
環
運
転
（ 

） 

Ｂ余熱除去ポンプ（海水冷却） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a,b 
Ｂ余熱除去ポンプ 
（海水冷却）を用いた 
代替再循環運転により 
原子炉を冷却する手順 
Ｂ余熱除去ポンプ 
（海水冷却）及び 
Ｂ充てん／高圧注入 
ポンプ（海水冷却） 
を用いた代替再循環 
運転により 

原子炉を冷却する手順 
 

大容量ポンプによる 
原子炉補機冷却系 
通水の手順 

空冷式非常用発電装置
燃料補給の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
 
 
 
 
 
 
 

ＳＡ所達※1 
 
 
 

Ｂ余熱除去ポンプ（海水冷却） 
Ｂ充てん／高圧注入ポンプ 
（海水冷却） 

c 

大容量ポンプ※8 

a,b 

格納容器再循環サンプ 

格納容器再循環サンプスクリーン 

空冷式非常用発電装置※2 

燃料油貯蔵タンク※3※7 

タンクローリー※3※7 

可搬式オイルポンプ※3 

燃料油移送ポンプ※3※7 a 
※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※3 ：空冷式非常用発電装置の燃料補給に使用する。手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※4 ：可搬式代替低圧注水ポンプにより炉心注水する場合は海水を注水する。 
※5 ：電源車（可搬式代替低圧注水ポンプ用）の燃料補給に使用する。 
※6 ：送水車の燃料補給に使用する。 
※7 ：大容量ポンプの燃料補給に使用する。 
※8 ：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 
※9 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 

 表 85-4-2にて整理 

 表 85-6-2にて整理 

 表 85-15-1にて整理 

 表 85-4-3にて整理 

 表 85-14-2にて整理 

 表 85-14-3にて整理 

 表 85-4-5にて整理 

 表 85-4-6にて整理 

 表 85-7-2にて整理 

 表 85-4-6にて整理 

 表 85-15-1にて整理 

表 85-15-6にて整理

表 85-15-6にて整理

表 85-15-6にて整理

表 85-12-4にて整理
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第 1.4.6表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 
（運転停止中のサポート系機能喪失時）（２／２） 

 

分類 機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応 
手段 対応設備 

設備 
分類
※7 

整備する手順書 手順の分類 

運
転
停
止
中
の
場
合 

サ
ポ
ー
ト
系
機
能
喪
失
時 

全交流動力電源※2 

蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る 

炉
心
冷
却
（
注
水
） 

電動補助給水ポンプ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 

蒸気発生器２次側 
による炉心冷却 
（注水）の手順 

 
 
 

空冷式非常用発電装置
燃料補給の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
 

ＳＡ所達※1 

 

空冷式非常用発電装置※2 

タービン動補助給水ポンプ 

復水タンク 

蒸気発生器 

燃料油貯蔵タンク※3 

可搬式オイルポンプ※3 

タンクローリー※3 

燃料油移送ポンプ※3 

蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ 
（電動）※4 多

様
性
拡
張
設
備 

 蒸気発生器２次側 
による炉心冷却(注水)

の手順 
 
 

蒸気発生器補給用仮設
中圧ポンプによる蒸気 
発生器への注水の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
ＳＡ所達※1 

 
 

発電機 
（蒸気発生器補給用仮設中圧 
 ポンプ用） 

復水タンク 

蒸
気
発
生
器
２
次
側

に
よ
る
炉
心
冷
却 

（
蒸
気
放
出
） 

主蒸気逃がし弁（現場手動操作） 
※5 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

a 主蒸気逃がし弁 
機能回復の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

蒸
気
発
生
器
２
次
側
の

フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド 

ブ
リ
ー
ド 

消防ポンプ※6 

多
様
性
拡
張
設
備 

 消防ポンプを用いた 
蒸気発生器２次側の 
フィードアンド 
ブリードにより 

原子炉を冷却する手順 
 

消防ポンプによる蒸気
発生器への注水の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
 

ＳＡ所達※1 

 

原子炉補機冷却系 

代
替
炉
心
注
水 

 全交流動力電源喪失時の対応手段のうち代替炉心注水に用いる設備と同様 

Ａ余熱除去ポンプ（空調用冷水） 
※6 

多
様
性
拡
張
設
備 

 
空調用冷水ポンプ 
によるＡ余熱除去 
ポンプ代替補機 
冷却により原子炉を 
冷却する手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

電動消火ポンプ 消火ポンプを用いた 
代替炉心注水により 
原子炉を冷却する手順 Ａ、Ｂ淡水タンク 

代
替
再
循
環
運
転 

 全交流動力電源喪失時の対応手段のうち代替再循環運転に用いる設備と同様 

Ａ余熱除去ポンプ（空調用冷水） 
※6 多

様
性
拡
張
設
備 

 

空調用冷水ポンプ 
によるＡ余熱除去 
ポンプ代替補機 
冷却により原子炉を 
冷却する手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

格納容器再循環サンプ 

格納容器再循環サンプスクリーン 

※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※3 ：空冷式非常用発電装置の燃料補給に使用する。手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※4 ：手順は「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等 」にて整備する。 
※5 ：手順は「1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等」にて整備する。 
※6 ：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 
※7 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 
 
 

 表 85-8-1にて整理 

 表 85-15-1にて整理 

 表 85-8-1にて整理 

 表 85-14-3にて整理 

 表 85-8-1にて整理 

 表 85-9-1にて整理 

表 85-15-6にて整理
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第 1.5.1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 
（フロントライン系機能喪失時）（１／２） 

分類 機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応 
手段 対応設備 設備   

 分類※8 整備する手順書 手順の分類 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
機
能
喪
失
時 

海水ポンプ 
又は 

１次系冷却水ポンプ 

蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る 

炉
心
冷
却
（
注
水
） 

電動補助給水ポンプ※2 
重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

a,b 

蒸気発生器２次側による 
炉心冷却（注水）の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

タービン動補助給水ポンプ 

復水タンク 

蒸気発生器 

主給水ポンプ※3 

多
様
性
拡
張
設
備 

 

蒸気発生器水張りポンプ※3 

脱気器タンク 

蒸気発生器補給用仮設 
中圧ポンプ（電動）※3 

蒸気発生器２次側による 
炉心冷却（注水）の手順 

 
 
 
 

蒸気発生器補給用 
仮設中圧ポンプによる 
蒸気発生器への 
注水の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
 

ＳＡ所達※1 
 
 

発電機（蒸気発生器補給用 
仮設中圧ポンプ用） 

復水タンク 

蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却 

（
蒸
気
放
出
） 

雑用空気圧縮機 多
様
性 

拡
張
設
備 

 

主蒸気逃がし弁 
機能回復の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

タービンバイパス弁 

主蒸気逃がし弁 
（現場手動操作）※4 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

a,b 

窒素ボンベ 
（主蒸気逃がし弁作動用）※4 多

様
性 

拡
張
設
備 

 
可搬式空気圧縮機 
（主蒸気逃がし弁作動用）※4 

蒸
気
発
生
器
２
次
側
の 

フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド 

ブ
リ
ー
ド 

消防ポンプ※7 
多
様
性 

拡
張
設
備 

 

消防ポンプを用いた蒸気 
発生器２次側のフィード 
アンドブリードにより 
原子炉を冷却する手順 

 
 

消防ポンプによる 
蒸気発生器への注水の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
 

ＳＡ所達※1 
 

格
納
容
器
内 

自
然
対
流
冷
却 

Ａ格納容器循環冷暖房ユニット
※5 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a,b 

格納容器循環冷暖房ユニッ
トを用いた格納容器内 
自然対流冷却の手順 

 
 
 

大容量ポンプによる原子炉
補機冷却系通水の手順 
可搬型温度計測装置設置 

の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
 

ＳＡ所達※1 
 
 

大容量ポンプ 

可搬型温度計測装置 
（格納容器循環冷暖房ユニット
入口温度／出口温度（ＳＡ）用）
※5 

燃料油貯蔵タンク※6 

タンクローリー※6 

燃料油移送ポンプ※6 a 

※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：ディーゼル発電機等により給電する。 
※3 ：手順は「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等 」にて整備する。 
※4 ：手順は「1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等」にて整備する。 
※5 ：手順は「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」にて整備する。 
※6 ：大容量ポンプの燃料補給に使用する。手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 
※7 ：蒸気発生器２次側のフィードアンドブリード時は、主蒸気ドレンラインを使用する。 
※8 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 

 表 85-8-1にて整理 

 表 85-14-3にて整理 

 表 85-8-1にて整理 

 表 85-9-1にて整理 

 表 85-7-1にて整理 

 表 85-7-2にて整理 

 表 85-16-1にて整理 

 表 85-15-6にて整理 
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第 1.5.1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 
（フロントライン系機能喪失時）（２／２） 

分類 機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応 
手段 対応設備 設備   

 分類※7 整備する手順書 手順の分類 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
機
能
喪
失
時 

海水ポンプ 
又は 

１次系冷却水 
ポンプ 

代
替
補
機
冷
却 

大容量ポンプ 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

a,b 
大容量ポンプを用いた 
原子炉補機冷却系 
通水による 

原子炉冷却等の手順 
 
 

大容量ポンプによる 
原子炉補機冷却系 
通水の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
 

ＳＡ所達※1 

 
 

燃料油貯蔵タンク※5 

タンクローリー※5 

燃料油移送ポンプ※5 a 

Ｂ余熱除去ポンプ（海水冷却）※2※6 
a,b 

Ｂ充てん／高圧注入ポンプ 
（海水冷却）※2※6 

Ｂ計器用空気圧縮機 
（海水冷却）※2※3※4 

多
様
性 

拡
張
設
備 

 

冷水ポンプ 
（Ａ余熱除去ポンプ冷却用）※2※6 

空調用冷水ポンプによる 
Ａ余熱除去ポンプ代替補機 
冷却により原子炉を 
冷却する手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

海水ポンプ 

大
容
量
ポ
ン
プ
に 

よ
る
代
替
補
機
冷
却 

大容量ポンプ 
多
様
性
拡
張
設
備 

 
大容量ポンプを用いた 
海水系通水による 
原子炉冷却の手順 

 
 
 

大容量ポンプによる 
海水系通水の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
 

ＳＡ所達※1 
 

余熱除去ポンプ※2 

１次系冷却水ポンプ※2 

１次系冷却水クーラ 

※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：ディーゼル発電機等により給電する。 
※3 ：手順は「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等 」にて整備する。 
※4 ：手順は「1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等」にて整備する。 
※5 ：大容量ポンプの燃料補給に使用する。手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 
※6 ：手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 
※7 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備

 表 85-7-2にて整理 

 表 85-4-6にて整理 

表 85-15-6にて整理
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第 1.5.2表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 
（サポート系機能喪失時）（１／２） 

分類 機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応 
手段 対応設備 設備    

 分類※7 整備する手順書 手順の分類 

サ
ポ
ー
ト
系
機
能
喪
失
時 

全交流動力電源※2 

蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る 

炉
心
冷
却
（
注
水
） 

電動補助給水ポンプ 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

 

a 

蒸気発生器２次側による
炉心冷却（注水）の手順 

 
 
 
 

空冷式非常用発電装置 
燃料補給の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
 

ＳＡ所達※1 
 

空冷式非常用発電装置※2 

タービン動補助給水ポンプ 

a,b 復水タンク 

蒸気発生器 

燃料油貯蔵タンク※4 

a 
可搬式オイルポンプ※4 

タンクローリー※4 

燃料油移送ポンプ※4 

蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ 
（電動）※3 

多
様
性 

拡
張
設
備 

 

蒸気発生器２次側による
炉心冷却（注水）の手順 

 
 
 

蒸気発生器補給用 
仮設中圧ポンプによる 
蒸気発生器への 
注水の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
ＳＡ所達※1 

 
 
 

発電機 
（蒸気発生器補給用仮設 
 中圧ポンプ用） 

復水タンク 

蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る 

炉
心
冷
却
（
蒸
気
放
出
） 

主蒸気逃がし弁 
（現場手動操作）※5 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

a,b 

主蒸気逃がし弁 
機能回復の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

窒素ボンベ 
（主蒸気逃がし弁作動用）※5 

多
様
性
拡
張
設
備 

 

可搬式空気圧縮機 
（主蒸気逃がし弁作動用）※5 

Ｂ計器用空気圧縮機 
（海水冷却）※3※5 

主蒸気逃がし弁 
機能回復の手順 

 
 
 

大容量ポンプによる 
原子炉補機冷却系 
通水の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
ＳＡ所達※1 

 
 

大容量ポンプ 

蒸
気
発
生
器
２
次
側
の 

フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド 

ブ
リ
ー
ド 

消防ポンプ※6 
多
様
性 

拡
張
設
備 

 

消防ポンプを用いた蒸気
発生器２次側のフィード 
アンドブリードにより 
原子炉を冷却する手順 

 
 

消防ポンプによる 
蒸気発生器への 
注水の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
 

ＳＡ所達※1 
 
 

※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※3 ：手順は「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等 」にて整備する。 
※4 ：空冷式非常用発電装置の燃料補給に使用する。手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※5 ：手順は「1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等」にて整備する。 
※6 ：蒸気発生器２次側のフィードアンドブリード時は、主蒸気ドレンラインを使用する。 
※7 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 
 

 表 85-8-1にて整理 

 表 85-15-1にて整理 

 表 85-8-1にて整理 

 表 85-14-3にて整理 

 表 85-8-1にて整理 

 表 85-9-1にて整理 

 表 85-15-6にて整理 
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第 1.5.2表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 
（サポート系機能喪失時）（２／２） 

分類 機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応 
手段 対応設備 設備    

 分類※9 整備する手順書 手順の分類 

サ
ポ
ー
ト
系
機
能
喪
失
時 

全交流動力電源※2 

格
納
容
器
内 

自
然
対
流
冷
却 

Ａ格納容器循環冷暖房ユニット※4 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

a,b 

格納容器循環冷暖房ユニ
ットを用いた格納容器内 
自然対流冷却の手順 

 
 
 

大容量ポンプによる 
原子炉補機冷却系 
通水の手順 

可搬型温度計測装置 
設置の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
 

ＳＡ所達※1 
 
 
 
 

大容量ポンプ 

可搬型温度計測装置 
（格納容器循環冷暖房ユニット入口 
 温度／出口温度（ＳＡ）用）※4 

燃料油貯蔵タンク※3 

タンクローリー※3 

燃料油移送ポンプ※3 a 

大
容
量
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
補
機
冷
却 

大容量ポンプ 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

a,b 

大容量ポンプを用いた 
原子炉補機冷却系 
通水による 

原子炉冷却等の手順 
 
 
 

大容量ポンプによる 
原子炉補機冷却系 
通水の手順 

空冷式非常用発電装置 
燃料補給の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
 
 

ＳＡ所達※1 
 
 
 
 

Ｂ余熱除去ポンプ（海水冷却）※5 

Ｂ充てん／高圧注入ポンプ 
（海水冷却）※5 c 

空冷式非常用発電装置※2 

a,b 
燃料油貯蔵タンク※3※8 

タンクローリー※3※8 

可搬式オイルポンプ※8 

燃料油移送ポンプ※3※8 a 

Ｂ計器用空気圧縮機 
（海水冷却）※6※7 

多
様
性
拡
張
設
備 

 

余熱除去ポンプ 大容量ポンプを用いた 
海水系通水による 
原子炉冷却の手順 

 
 
 

大容量ポンプによる 
海水系通水の手順 

炉心の著しい損傷  
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
 

ＳＡ所達※1 

 

１次系冷却水ポンプ 

１次系冷却水クーラ 

※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※3 ：大容量ポンプの燃料補給に使用する。手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 
※4 ：手順は「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」にて整備する。 
※5 ：手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 
※6 ：手順は「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等 」にて整備する。 
※7 ：手順は「1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等」にて整備する。 
※8 ：空冷式非常用発電装置の燃料補給に使用する。手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※9 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 
 
 

 表 85-7-1にて整理 

 表 85-7-2にて整理 

 表 85-16-1にて整理 

 表 85-7-2にて整理 

 表 85-4-6にて整理 

 表 85-15-1にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

 表 85-15-6にて整理 
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第 1.6.1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 
（炉心損傷前のフロントライン系機能喪失時） 

分類 機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応 
手段 対応設備 設備   

分類※8 整備する手順書 手順の分類 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
機
能
喪
失
時 

内部スプレポンプ 
又は 

内部スプレクーラ 
又は 

内部スプレポンプ入口弁
（格納容器再循環サンプ

側） 

格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却 

Ａ格納容器循環冷暖房ユニット 
※7 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a,b 

格納容器循環冷暖房ユニ
ットを用いた格納容器内 
自然対流冷却の手順 

 
 
 
 

可搬型温度計測装置 
設置の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
 
 

ＳＡ所達※1 
 

１次系冷却水ポンプ※3※7 

１次系冷却水クーラ※7 

１次系冷却水タンク※7 

窒素ボンベ 
（１次系冷却水タンク加圧用）※7 

海水ポンプ※3※7 

可搬型温度計測装置 
（格納容器循環冷暖房ユニット 
入口温度／出口温度（ＳＡ）用） 
※7 

１次系高圧ガス供給設備※7 
多
様
性 

拡
張
設
備 

 

内部スプレポンプ 
又は 

燃料取替用水タンク※2 

代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ 

恒設代替低圧注水ポンプ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 

恒設代替低圧注水ポンプ 
を用いた代替格納容器 
スプレイの手順 

原子炉下部キャビティ 
注水ポンプを用いた 
代替格納容器 
スプレイの手順 

 
復水タンク出口配管 
接続の手順 

空冷式非常用発電装置 
燃料補給の手順 

 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
 
 
 

ＳＡ所達※1 

 
 
 

原子炉下部キャビティ注水ポンプ 

空冷式非常用発電装置※4 

燃料取替用水タンク 

復水タンク 

燃料油貯蔵タンク※5 

可搬式オイルポンプ※5 

タンクローリー※5 

燃料油移送ポンプ※5 

電動消火ポンプ 

多
様
性
拡
張
設
備 

 

消火ポンプを用いた 
代替格納容器スプレイ 

の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

ディーゼル消火ポンプ 

Ａ、Ｂ淡水タンク 

Ｎｏ．１、２淡水タンク 

可搬式代替低圧注水ポンプ※6 
可搬式代替低圧 
注水ポンプを用いた 
代替格納容器 
スプレイの手順 

 
可搬式代替低圧 
注水ポンプによる 
格納容器スプレイ 

の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
ＳＡ所達※1 

 
 
 

電源車 
（可搬式代替低圧注水ポンプ用） 

送水車 

恒設代替低圧注水ポンプ※2 
格納容器注水 
のための 

水源を確保する 
手順 

 
海水ポンプを用いた恒設
代替低圧注水ポンプ 
又は原子炉下部キャビテ
ィ注水ポンプへの直接供
給による代替格納容器ス

プレイの手順 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

 

ＳＡ所達※1 
 

 

原子炉下部キャビティ注水ポンプ
※2 

海水ポンプ※2※3 

※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：燃料取替用水タンクの破損、枯渇時の手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 
※3 ：ディーゼル発電機等により給電する。 
※4 ：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※5 ：空冷式非常用発電装置の燃料補給に使用する。手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※6 ：可搬式代替低圧注水ポンプにより格納容器にスプレイする場合は海水をスプレイする。 
※7 ：手順は「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」にて整備する。 
※8 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備

 表 85-7-1にて整理 

 表 85-6-2にて整理 

 表 85-15-1にて整理 

 表 85-14-2にて整理 

 表 85-14-3にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

表 85-6-3にて整理

表 85-16-1にて整理

補(2)-54



第 1.6.2表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 
（炉心損傷前のサポート系機能喪失時） 

分類 機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応 
手段 対応設備 設備   

分類※7 整備する手順書 手順の分類 

サ
ポ
ー
ト
系
機
能
喪
失
時 

全交流動力電源※2 
又は 

原子炉補機冷却系 

代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ 

恒設代替低圧注水ポンプ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 

恒設代替低圧注水ポンプ 
を用いた代替格納容器 
スプレイの手順 

原子炉下部キャビティ 
注水ポンプを用いた 
代替格納容器 
スプレイの手順 

 
 
 
 

復水タンク出口配管 
接続の手順 

空冷式非常用発電装置 
燃料補給の手順 

 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
 
 
 

 

ＳＡ所達※1 

 

 

原子炉下部キャビティ注水ポンプ 

空冷式非常用発電装置※2 

燃料取替用水タンク 

復水タンク 

燃料油貯蔵タンク※3 

可搬式オイルポンプ※3 

タンクローリー※3 

燃料油移送ポンプ※3 

ディーゼル消火ポンプ 

多
様
性
拡
張
設
備 

 

消火ポンプを用いた 
代替格納容器スプレイ 

の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 Ｎｏ．１、２淡水タンク 

Ａ、Ｂ内部スプレポンプ 
（自己冷却） 

Ａ、Ｂ内部スプレポンプ 
（自己冷却）を用いた 
代替格納容器スプレイ 

の手順 
 
 

内部スプレポンプ 
自己冷却配管接続の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
 

ＳＡ所達※1 
 

燃料取替用水タンク 

可搬式代替低圧注水ポンプ※4 
可搬式代替低圧 
注水ポンプ 

を用いた代替格納容器 
スプレイの手順 

 
 

可搬式代替低圧 
注水ポンプ 
による格納容器 
スプレイの手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
 

ＳＡ所達※1 

 
 
 

電源車 
（可搬式代替低圧注水ポンプ用） 

送水車 

格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却 

Ａ格納容器循環冷暖房ユニット※5 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a,b 

格納容器循環冷暖房ユニ
ットを用いた格納容器内 
自然対流冷却の手順 

 
 
 
 

大容量ポンプによる 
原子炉補機冷却系 
通水の手順 

可搬型温度計測装置設置 
の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
 
 

ＳＡ所達※1 

 
 
 

大容量ポンプ※5 

可搬型温度計測装置 
（格納容器循環冷暖房ユニット 
入口温度／出口温度（ＳＡ）用）
※5 

燃料油貯蔵タンク※6 

タンクローリー※6 

燃料油移送ポンプ※6 a 

※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※3 ：空冷式非常用発電装置の燃料補給に使用する。手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※4 ：可搬式代替低圧注水ポンプにより格納容器にスプレイする場合は海水をスプレイする。 
※5 ：手順は「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」にて整備する。 
※6 ：大容量ポンプの燃料補給に使用する。手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 
※7 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 
 

 表 85-6-2にて整理 

 表 85-15-1にて整理 

 表 85-14-2にて整理 

 表 85-14-3にて整理 

 表 85-7-1にて整理 

 表 85-7-2にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

表 85-6-3にて整理

表 85-16-1にて整理

補(2)-55



第 1.6.3表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 
（炉心損傷後のフロントライン系機能喪失時） 

分類 機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応 
手段 対応設備 設備   

分類※9 整備する手順書 手順の分類 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
機
能
喪
失
時 

内部スプレポンプ 
又は 

燃料取替用水タンク※2 

格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却 

Ａ格納容器循環冷暖房ユニット※3 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 
格納容器循環冷暖房ユニ
ットを用いた格納容器内 
自然対流冷却の手順 

 
 
 

可搬型温度計測装置設置 
の手順 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

 
 
 

ＳＡ所達※1 
 

１次系冷却水ポンプ※3※4 

１次系冷却水クーラ※3 

１次系冷却水タンク※3 

窒素ボンベ 
（１次系冷却水タンク加圧用）※3 

海水ポンプ※3※4 

可搬型温度計測装置 
（格納容器循環冷暖房ユニット 
 入口温度／出口温度（ＳＡ）用） 
 ※3 

１次系高圧ガス供給設備※3 
多
様
性 

拡
張
設
備 

 

代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ 

恒設代替低圧注水ポンプ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 

恒設代替低圧注水ポンプ 
を用いた代替格納容器 
スプレイの手順 

原子炉下部キャビティ 
注水ポンプを用いた 
代替格納容器スプレイ 

の手順 
 
 

復水タンク出口配管 
接続の手順 

空冷式非常用発電装置 
燃料補給の手順 
海水を用いた 

復水タンクへの補給のた
めの手順 

 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

 
 
 
 
 
 

ＳＡ所達※1 

 
 
 
 
 
 
 

原子炉下部キャビティ注水ポンプ 

空冷式非常用発電装置※5 

燃料取替用水タンク 

復水タンク 

送水車 

燃料油貯蔵タンク※7 

可搬式オイルポンプ※7 

タンクローリー※7 

燃料油移送ポンプ※7 

軽油用ドラム缶※8 

電動消火ポンプ 

多
様
性
拡
張
設
備 

 

消火ポンプを用いた 
代替格納容器スプレイ 

の手順 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

ディーゼル消火ポンプ 

Ａ、Ｂ淡水タンク 

Ｎｏ．１、２淡水タンク 

可搬式代替低圧注水ポンプ※6 
可搬式代替低圧 
注水ポンプを用いた 
代替格納容器 
スプレイの手順 

 
可搬式代替低圧 
注水ポンプによる 
格納容器スプレイ 

の手順 

炉心の著しい損傷が発
生した場合に 

対処する運転手順書 
 
 

ＳＡ所達※1 
 
 
 

電源車 
（可搬式代替低圧注水ポンプ用） 

送水車 

恒設代替低圧注水ポンプ※2 
格納容器注水 
のための 

水源を確保する 
手順 
 

海水ポンプを用いた恒設
代替低圧注水ポンプ 
又は原子炉下部キャビテ
ィ注水ポンプへの直接供
給による代替格納容器ス

プレイの手順 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

 
 

ＳＡ所達※1 
 
 
 

 

原子炉下部キャビティ注水ポンプ 
※2 

海水ポンプ※2※4 

※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：燃料取替用水タンクの破損、枯渇時の手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 
※3 ：手順は「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」にて整備する。 
※4 ：ディーゼル発電機等により給電する。 
※5 ：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※6 ：可搬式代替低圧注水ポンプにより格納容器にスプレイする場合は海水をスプレイする。 
※7 ：空冷式非常用発電装置の燃料補給に使用する。手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※8 ：送水車の燃料補給に使用する。手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 
※9 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 

 表 85-7-1にて整理 

 表 85-14-1にて整理 

 表 85-6-2にて整理 

 表 85-15-1にて整理 

 表 85-14-2にて整理 
 表 85-14-3にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

表 85-6-3にて整理

表 85-12-4にて整理

表 85-16-1にて整理
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第 1.6.4表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 
（炉心損傷後のサポート系機能喪失時） 

分類 機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応 
手段 対応設備 設備   

分類※8 整備する手順書 手順の分類 

サ
ポ
ー
ト
系
機
能
喪
失
時 

全交流動力電源※2 
又は 

原子炉補機冷却系 

代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ 

恒設代替低圧注水ポンプ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a,b 

恒設代替低圧注水ポンプ 
を用いた代替格納容器 
スプレイの手順 

原子炉下部キャビティ 
注水ポンプを用いた 
代替格納容器スプレイ 

の手順 
 
 

復水タンク出口配管 
接続の手順 

空冷式非常用発電装置 
燃料補給の手順 
海水を用いた 

復水タンクへの補給のた
めの手順 

 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

 
 
 
 
 
 

ＳＡ所達※1 

 
 
 
 
 
 
 

原子炉下部キャビティ注水ポンプ a 

空冷式非常用発電装置※2 

a,b 

燃料取替用水タンク 

復水タンク 

送水車 

燃料油貯蔵タンク※4 

可搬式オイルポンプ※4 

タンクローリー※4 

a 
燃料油移送ポンプ※4 

軽油用ドラム缶※7 a,b 

ディーゼル消火ポンプ 

多
様
性
拡
張
設
備 

 

消火ポンプを用いた 
代替格納容器スプレイ 

の手順 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 Ｎｏ．１、２淡水タンク 

Ａ、Ｂ内部スプレポンプ 
（自己冷却） 

Ａ、Ｂ内部スプレポンプ 
（自己冷却）を用いた 
代替格納容器スプレイの

手順 
 
 

内部スプレポンプ 
自己冷却配管接続の手順 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

 
 
 

ＳＡ所達※1 

 

よう素除去薬品タンク 

燃料取替用水タンク 

可搬式代替低圧注水ポンプ※3 
可搬式代替低圧 
注水ポンプを用いた 
代替格納容器 
スプレイの手順 

 
可搬式代替低圧 
注水ポンプによる 
格納容器スプレイ 

の手順 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

 
 

ＳＡ所達※1 
 
 
 

電源車 
（可搬式代替低圧注水ポンプ用） 

送水車 

格
納
容
器
内 

自
然
対
流
冷
却 

Ａ格納容器循環冷暖房ユニット 
※5 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a,b 

格納容器循環冷暖房ユニ
ットを用いた格納容器内 
自然対流冷却の手順 

 
 
 

大容量ポンプによる 
原子炉補機冷却系 
通水の手順 

可搬型温度計測装置 
設置の手順 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

 
 
 

ＳＡ所達※1 
 
 
 

大容量ポンプ※5 

可搬型温度計測装置 
（格納容器循環冷暖房ユニット 
入口温度／出口温度（ＳＡ）用）
※5 

燃料油貯蔵タンク※6 

タンクローリー※6 

燃料油移送ポンプ※6 a 

※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※3 ：可搬式代替低圧注水ポンプにより格納容器にスプレイする場合は海水をスプレイする。 
※4 ：空冷式非常用発電装置の燃料補給に使用する。手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※5 ：手順は「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」にて整備する。 
※6 ：大容量ポンプの燃料補給に使用する。手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 
※7 ：送水車の燃料補給に使用する。手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 
※8 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 
 
 
  

 表 85-6-2にて整理 

 表 85-15-1にて整理 

 表 85-14-2にて整理 

 表 85-14-3にて整理 

 表 85-14-1にて整理 

 表 85-7-1にて整理 

 表 85-7-2にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

表 85-6-3にて整理

表 85-12-4にて整理

表 85-16-1にて整理

補(2)-57



第 1.7.1表 重大事故等時における対応手段と整備する手順（１／２） 

 

分類 機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応 
手段 対応設備 設備   

分類※8 整備する手順書 手順の分類 

交
流
動
力
電
源
及
び
原
子
炉
補
機
冷
却
機
能 

健
全 

－ 

格
納
容
器 

ス
プ
レ
イ 

内部スプレポンプ※2 
重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

c 
内部スプレポンプ 
を用いた 

格納容器スプレイの手順 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 燃料取替用水タンク 

格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却 

Ａ格納容器循環冷暖房ユニット 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 

 
 
 
 
 
 

格納容器循環冷暖房ユニ
ットを用いた格納容器内 
自然対流冷却の手順 

 
 
 
 

可搬型温度計測装置 
設置の手順 

 
 
 
 
 
 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

 
 
 
 

ＳＡ所達※1 

可搬型温度計測装置 
（格納容器循環冷暖房ユニット 
入口温度／出口温度 （ＳＡ）用） 

１次系冷却水ポンプ※2 

１次系冷却水クーラ 

１次系冷却水タンク 

窒素ボンベ （１次系冷却水タン
ク加圧用） 

海水ポンプ※2 

１次系高圧ガス供給設備 
多
様
性 

拡
張
設
備 

 

代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ 

恒設代替低圧注水ポンプ※3 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

c 

恒設代替低圧注水 
ポンプを用いた 

代替格納容器スプレイ 
の手順 

原子炉下部キャビティ 
注水ポンプを用いた 
代替格納容器スプレイ 

の手順 
 
 

復水タンク出口配管 
接続の手順 

空冷式非常用発電装置 
燃料補給の手順 
海水を用いた 

復水タンクへの補給のた
めの手順 

 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

 
 
 
 
 
 
 

ＳＡ所達※1 
 
 
 
 
 
 
 

原子炉下部キャビティ注水ポンプ 
※3 

空冷式非常用発電装置※4 

燃料取替用水タンク 

復水タンク 

送水車 

燃料油貯蔵タンク※5 

可搬式オイルポンプ※5 

タンクローリー※5 

燃料油移送ポンプ※5 

軽油用ドラム缶※6 

電動消火ポンプ※3 

多
様
性
拡
張
設
備 

 

消火ポンプを用いた 
代替格納容器スプレイ 

の手順 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

ディーゼル消火ポンプ※3 

Ａ、Ｂ淡水タンク 

Ｎｏ．１、２淡水タンク 

可搬式代替低圧注水ポンプ※3 
可搬式代替低圧 
注水ポンプを用いた 
代替格納容器 
スプレイの手順 

 
可搬式代替低圧 
注水ポンプによる 
格納容器スプレイ 

の手順 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

 
 

ＳＡ所達※1 

 
 

電源車 
（可搬式代替低圧注水ポンプ用） 

送水車 

恒設代替低圧注水ポンプ※3※7 
格納容器注水 
のための 

水源を確保する 
手順 

 
海水ポンプを用いた恒設
代替低圧注水ポンプ 
及び原子炉下部キャビテ
ィ注水ポンプへの直接供
給による代替格納容器ス

プレイの手順 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

 
 

ＳＡ所達※1 

 

 

原子炉下部キャビティ注水ポンプ
※3※7 

海水ポンプ※2※7 

※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：ディーゼル発電機等により給電する。 
※3 ：手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。 
※4 ：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※5 ：空冷式非常用発電装置の燃料補給に使用する。手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※6 ：送水車の燃料補給に使用する。手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 
※7 ：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 
※8 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備

 表 85-6-1にて整理 

 表 85-14-2にて整理 

 表 85-7-1にて整理 

 表 85-6-2にて整理 

 表 85-15-1にて整理 
 表 85-14-2にて整理 

 表 85-14-3にて整理 

 表 85-14-1にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

表 85-6-3にて整理

表 85-12-4にて整理

 表 85-7-1にて整理 

表 85-16-1にて整理

補(2)-58



第 1.7.1表 重大事故等時における対応手段と整備する手順（２／２） 

 

分類 機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応 
手段 対応設備 設備   

分類※7 整備する手順書 手順の分類 

全
交
流
動
力
電
源
又
は
原
子
炉
補
機
冷
却
機
能 

喪
失 

－ 

格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却 

Ａ格納容器循環冷暖房ユニット 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a,b 

格納容器循環冷暖房ユ
ニットを用いた格納容
器内自然対流冷却の 

手順 
 
 
 

大容量ポンプによる 
原子炉補機冷却系 
通水の手順 

可搬型温度計測装置 
設置の手順 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

 
 
 
 

ＳＡ所達※1 
 
 
 

可搬型温度計測装置 
（格納容器循環冷暖房ユニット 
入口温度／出口温度 （ＳＡ）用） 

大容量ポンプ 

燃料油貯蔵タンク※5 

タンクローリー※5 

燃料油移送ポンプ※5 a 

代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ 

恒設代替低圧注水ポンプ※2 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

c 

恒設代替低圧注水 
ポンプを用いた 

代替格納容器スプレイ
の手順 

原子炉下部キャビティ
注水ポンプを用いた 
代替格納容器スプレイ

の手順 
 
 
 

復水タンク出口配管 
接続の手順 

空冷式非常用発電装置 
燃料補給の手順 
海水を用いた 

復水タンクへの補給の
ための手順 

 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

 
 
 
 
 
 
 
 

ＳＡ所達※1 
 
 
 
 
 
 
 

原子炉下部キャビティ注水ポンプ 
※2 

空冷式非常用発電装置※3 

燃料取替用水タンク 

復水タンク 

送水車 

燃料油貯蔵タンク※4 

可搬式オイルポンプ※4 

タンクローリー※4 

燃料油移送ポンプ※4 

軽油用ドラム缶※6 

ディーゼル消火ポンプ※2 

多
様
性
拡
張
設
備 

 
消火ポンプを用いた 
代替格納容器スプレイ 

の手順 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 Ｎｏ．１、２淡水タンク 

Ａ、Ｂ内部スプレポンプ（自己冷却） 
※2 

Ａ、Ｂ内部スプレ 
ポンプ（自己冷却） 
を用いた代替格納容器
スプレイの手順 

 
内部スプレポンプ 
自己冷却配管接続 

の手順 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

 
 

ＳＡ所達※1 

 
 

燃料取替用水タンク 

可搬式代替低圧注水ポンプ※2 
可搬式代替低圧 
注水ポンプを用いた 
代替格納容器 
スプレイの手順 

 
可搬式代替低圧 
注水ポンプによる 
格納容器スプレイ 

の手順 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

 
 

ＳＡ所達※1 
 
 
 

電源車 
（可搬式代替低圧注水ポンプ用） 

送水車 

※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。 
※3 ：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※4 ：空冷式非常用発電装置の燃料補給に使用する。手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※5 ：大容量ポンプの燃料補給に使用する。手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 
※6 ：送水車の燃料補給に使用する。手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 
※7 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 
 
 

 表 85-7-1にて整理 

 表 85-16-1にて整理 

 表 85-7-2にて整理 

 表 85-6-2にて整理 

 表 85-15-1にて整理 

 表 85-14-2にて整理 

 表 85-14-3にて整理 

 表 85-14-1にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

表 85-6-3にて整理

表 85-12-4にて整理

補(2)-59



第 1.8.1表 重大事故等時における対応手段と整備する手順 
（格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却）（１／２） 

分類 機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応 
手段 対応設備 設備   

分類※7 整備する手順書 手順の分類 

交
流
動
力
電
源
及
び
原
子
炉
補
機
冷
却
機
能 

健
全 

－ 

格
納
容
器 

ス
プ
レ
イ 

内部スプレポンプ※2 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 
内部スプレポンプ 
を用いた 

格納容器スプレイの手順 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 燃料取替用水タンク 

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水 

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水 

原子炉下部キャビティ注水 
ポンプ 

a 

原子炉下部キャビティ 
注水ポンプを用いた 
原子炉下部キャビティ 
直接注水の手順 

 
 

復水タンク出口配管 
接続の手順 

空冷式非常用発電装置 
燃料補給の手順 

 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

 
 

 
ＳＡ所達※1 

 
 
 
 

空冷式非常用発電装置※3 

燃料取替用水タンク 

復水タンク 

燃料油貯蔵タンク※4 

可搬式オイルポンプ※4 

タンクローリー※4 

燃料油移送ポンプ※4 

電動消火ポンプ 

多
様
性
拡
張
設
備 

 
消火ポンプを用いた 
原子炉下部キャビティ 
直接注水の手順 

燃料取替用水ポンプを 
用いた原子炉下部 
キャビティ直接注水の 

手順 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

ディーゼル消火ポンプ 

Ａ、Ｂ淡水タンク 

Ｎｏ．１、２淡水タンク 

燃料取替用水ポンプ 

燃料取替用水タンク 

原子炉下部キャビティ注水 
ポンプ※6 

格納容器注水のための 
水源を確保する手順 

 
 

海水ポンプを用いた原子
炉下部キャビティ注水ポ
ンプへの直接供給による
原子炉下部キャビティ直

接注水の手順 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

 
ＳＡ所達※1 

 
 
 
 

海水ポンプ※2※6 

代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ 

恒設代替低圧注水ポンプ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 

恒設代替低圧注水ポンプ 
を用いた代替格納容器 
スプレイの手順 

 
 

復水タンク出口配管 
接続の手順 

空冷式非常用発電装置 
燃料補給の手順 

 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

 
 

ＳＡ所達※1 
 
 
 
 

空冷式非常用発電装置※3 

燃料取替用水タンク 

復水タンク 

燃料油貯蔵タンク※4 

可搬式オイルポンプ※4 

タンクローリー※4 

燃料油移送ポンプ※4 

電動消火ポンプ 

多
様
性
拡
張
設
備 

 

消火ポンプを用いた 
代替格納容器スプレイ 

の手順 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

ディーゼル消火ポンプ 

Ａ、Ｂ淡水タンク 

Ｎｏ．１、２淡水タンク 

可搬式代替低圧注水ポンプ※5 可搬式代替低圧 
注水ポンプを用いた 
代替格納容器 
スプレイの手順 

 
可搬式代替低圧 
注水ポンプによる 
格納容器スプレイ 

の手順 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

 
 

ＳＡ所達※1 

 
 
 

電源車 
（可搬式代替低圧注水ポンプ用） 

送水車 

恒設代替低圧注水ポンプ※6 
格納容器注水のための 
水源を確保する手順 

 
 
海水ポンプを用いた恒設
代替低圧注水ポンプへの
直接供給による代替格納
容器スプレイの手順 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

 
ＳＡ所達※1 

 

 

 

海水ポンプ※2※6 

※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：ディーゼル発電機等により給電する。 
※3 ：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※4 ：空冷式非常用発電装置の燃料補給に使用する。手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※5 ：可搬式代替低圧注水ポンプにより格納容器にスプレイする場合は海水をスプレイする。 
※6 ：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 
※7 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 

 表 85-6-1にて整理 

 表 85-14-2にて整理 

 表 85-15-1にて整理 
 表 85-14-2にて整理 
 表 85-14-3にて整理 

 表 85-6-2にて整理 
 表 85-15-1にて整理 
 表 85-14-2にて整理 
 表 85-14-3にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

表 85-6-3にて整理

補(2)-60



第 1.8.1表 重大事故等時における対応手段と整備する手順 
（格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却）（２／２） 

分類 機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応 
手段 対応設備 設備   

分類※5 整備する手順書 手順の分類 

全
交
流
動
力
電
源
又
は
原
子
炉
補
機
冷
却
機
能 

喪
失 

－ 

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水 

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水 

原子炉下部キャビティ注水 
ポンプ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a,b 
原子炉下部キャビティ 
注水ポンプを用いた 
原子炉下部キャビティ 
直接注水の手順 

 
 
 
 

復水タンク出口配管 
接続の手順 

空冷式非常用発電装置 
燃料補給の手順 

 
 
 
 
 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

 
 
 
 
 

ＳＡ所達※1 
 
 
 
 
 
 
 
 

空冷式非常用発電装置※2 

燃料取替用水タンク 

復水タンク a 

燃料油貯蔵タンク※3 

a,b 
可搬式オイルポンプ※3 

タンクローリー※3 

a 
燃料油移送ポンプ※3 

ディーゼル消火ポンプ 

多
様
性
拡
張
設
備 

 

消火ポンプを用いた 
原子炉下部キャビティ 
直接注水の手順 

燃料取替用水ポンプを 
用いた原子炉下部 
キャビティ直接注水の 

手順 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

Ｎｏ．１、２淡水タンク 

燃料取替用水ポンプ 

燃料取替用水タンク 

代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ 

恒設代替低圧注水ポンプ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a,b 恒設代替低圧注水ポンプ 
を用いた代替格納容器 
スプレイの手順 

 
 
 
 

復水タンク出口配管 
接続の手順 

空冷式非常用発電装置 
燃料補給の手順 

 
 
 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

 
 
 
 

ＳＡ所達※1 

 
 
 
 
 
 

空冷式非常用発電装置※2 

燃料取替用水タンク 

復水タンク a 

燃料油貯蔵タンク※3 

a,b 
可搬式オイルポンプ※3 

タンクローリー※3 

a 
燃料油移送ポンプ※3 

ディーゼル消火ポンプ 

多
様
性
拡
張
設
備 

 

消火ポンプを用いた 
代替格納容器スプレイ 

の手順 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 Ｎｏ．１、２淡水タンク 

Ａ、Ｂ内部スプレポンプ 
（自己冷却） 

Ａ、Ｂ内部スプレポンプ 
（自己冷却）を用いた 
代替格納容器スプレイ 

の手順 
 

内部スプレポンプ 
自己冷却配管接続の手順 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

 
 

ＳＡ所達※1 

 

燃料取替用水タンク 

可搬式代替低圧注水ポンプ※4 可搬式代替低圧 
注水ポンプを用いた 
代替格納容器 
スプレイの手順 

 
可搬式代替低圧 
注水ポンプによる 
格納容器スプレイ 

の手順 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

 
 

ＳＡ所達※1 

 
 
 

電源車 
（可搬式代替低圧注水ポンプ用） 

送水車 

※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※3 ：空冷式非常用発電装置の燃料補給に使用する。手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※4 ：可搬式代替低圧注水ポンプにより格納容器にスプレイする場合は海水をスプレイする。  
※5 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備

 表 85-15-1にて整理 

 表 85-14-2にて整理 

 表 85-14-3にて整理 

 表 85-6-2にて整理 
 表 85-15-1にて整理 

 表 85-14-2にて整理 

 表 85-14-3にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

表 85-6-3にて整理

補(2)-61



第 1.8.2表 重大事故等時における対応手段と整備する手順 
（溶融炉心の格納容器下部への落下遅延・防止）（１／２） 

分類 機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応 
手段 対応設備 設備   

分類※7 整備する手順書 手順の分類 

交
流
動
力
電
源
及
び
原
子
炉
補
機
冷
却
機
能 

健
全 

－ 

炉
心
注
水 

充てん／高圧注入ポンプ※2 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 

充てん／高圧注入ポンプ 
炉心注水により原子炉を 

冷却する手順 
余熱除去ポンプ炉心注水
により原子炉を冷却 

する手順 
 
 

復水タンク出口配管 
接続の手順 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

 
 
 
 
 

ＳＡ所達※1 
 

余熱除去ポンプ※2 

燃料取替用水タンク 

復水タンク 

代
替
炉
心
注
水 

Ａ、Ｂ内部スプレポンプ 
（ＲＨＲＳ－ＣＳＳ 
 連絡ライン使用）※2※5 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 

Ａ、Ｂ内部スプレポンプ 
を用いた代替炉心注水 
により原子炉を冷却する 

手順 
恒設代替低圧注水ポンプ 
を用いた代替炉心注水 
により原子炉を冷却する

手順 
 
 
 

復水タンク出口配管 
接続の手順 

空冷式非常用発電装置 
燃料補給の手順 

 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

 
 
 
 
 
 
 
 

ＳＡ所達※1 

 
 
 
 

恒設代替低圧注水ポンプ※5 

空冷式非常用発電装置※3 

燃料取替用水タンク 

復水タンク 

燃料油貯蔵タンク※4 

可搬式オイルポンプ※4 

タンクローリー※4 

燃料油移送ポンプ※4 

電動消火ポンプ※5 

多
様
性
拡
張
設
備 

 

消火ポンプを用いた 
代替炉心注水により 
原子炉を冷却する 

手順 
可搬式代替低圧注水 
ポンプを用いた 
代替炉心注水により 
原子炉を冷却する手順 

 
 

可搬式代替低圧 
注水ポンプによる 
炉心注水の手順 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

 
 
 
 
 
 
 

ＳＡ所達※1 

 
 

ディーゼル消火ポンプ※5 

Ａ、Ｂ淡水タンク 

Ｎｏ．１、２淡水タンク 

可搬式代替低圧注水ポンプ※5 

電源車 
（可搬式代替低圧注水ポンプ用） 

送水車 

恒設代替低圧注水ポンプ※5※6 
原子炉圧力容器への注水 
のための水源を確保する

ための手順 
 

海水ポンプを用いた恒設
代替低圧注水ポンプへの
直接供給による代替炉心

注水の手順 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

 
ＳＡ所達※1 

 
 
 

海水ポンプ※2※6 

※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：ディーゼル発電機等により給電する。 
※3 ：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※4 ：空冷式非常用発電装置の燃料補給に使用する。手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※5 ：手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 
※6 ：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 
※7 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 

 表 85-4-1にて整理 

 表 85-14-2にて整理 

 表 85-14-3にて整理 

 表 85-4-4にて整理 

 表 85-6-2にて整理 

 表 85-15-1にて整理 

 表 85-14-2にて整理 

 表 85-14-3にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

補(2)-62



第 1.8.2表 重大事故等時における対応手段と整備する手順 
（溶融炉心の格納容器下部への落下遅延・防止）（２／２） 

 
分類 機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 
対応 
手段 対応設備 設備   

分類※5 整備する手順書 手順の分類 

全
交
流
動
力
電
源
又
は
原
子
炉
補
機
冷
却
機
能 

喪
失 

－ 

代
替
炉
心
注
水 

恒設代替低圧注水ポンプ※4 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 

恒設代替低圧注水 
ポンプを用いた 
代替炉心注水により 
原子炉を冷却する 

手順 
Ｃ充てん／高圧注入 
ポンプ（自己冷却） 
を用いた代替炉心 
注水により原子炉を 
冷却する手順 

 
 

復水タンク出口配管 
接続の手順 

充てん／高圧注入ポンプ 
自己冷却配管接続の手順 
空冷式非常用発電装置 
燃料補給の手順 

 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＳＡ所達※1 
 
 
 
 
 
 

空冷式非常用発電装置※2 

Ｃ充てん／高圧注入ポンプ 
（自己冷却）※4 

燃料取替用水タンク 

復水タンク 

燃料油貯蔵タンク※3 

可搬式オイルポンプ※3 

タンクローリー※3 

燃料油移送ポンプ※3 

Ａ、Ｂ内部スプレポンプ（自己冷却）
（ＲＨＲＳ－ＣＳＳ連絡ライン 
使用）※4 

多
様
性
拡
張
設
備 

 

Ａ、Ｂ内部スプレ 
ポンプ（自己冷却） 
を用いた代替炉心注水 
により原子炉を冷却する 

手順 
消火ポンプを用いた 
代替炉心注水により 
原子炉を冷却する 

手順 
可搬式代替低圧注水 
ポンプを用いた 
代替炉心注水により 
原子炉を冷却する手順 

 
 

内部スプレポンプ 
自己冷却配管接続の 

手順 
可搬式代替低圧 
注水ポンプによる 
炉心注水の手順 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＳＡ所達※1 

 
 
 
 
 

燃料取替用水タンク 

ディーゼル消火ポンプ※4 

Ｎｏ．１、２淡水タンク 

可搬式代替低圧注水ポンプ※4 

電源車 
（可搬式代替低圧注水ポンプ用） 

送水車 

※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※3 ：空冷式非常用発電装置の燃料補給に使用する。手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※4 ：手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 
※5 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 
 

 

 

 

 

 表 85-6-2にて整理 

 表 85-15-1にて整理 

 表 85-4-3にて整理 

 表 85-14-2にて整理 

 表 85-14-3にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

補(2)-63



第 1.9.1表 重大事故等時における対応手段と整備する手順 

分類 
 機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設
備 

対応 
手段 対応設備 設備   

分類※7 整備する手順書 手順の分類 

－ 

 

－ 

水
素
濃
度
低
減 

静的触媒式水素再結合装置 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a,b 

原子炉格納容器水
素 

燃焼装置の 
起動を確認する手

順 
 
 

全交流動力電源喪
失時 

の原子炉格納容器 
水素燃焼装置起動

手順 
 
 
 

水素濃度監視及び 
低減の手順 

 
 
 

空冷式非常用発電
装置燃料補給の手

順 

故障及び設計基準
事故に対処する運
転手順書 

 
 
 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順

書 
 
 

炉心の著しい損傷
が発生した場合に 
対処する運転手順

書 
 
 

ＳＡ所達※1 
 

 静的触媒式水素再結合装置 
温度監視装置※2※3 

 原子炉格納容器水素燃焼装
置 
※2※3 

 原子炉格納容器水素燃焼装
置温度 
監視装置※2※3 

 
空冷式非常用発電装置※3 

 
燃料油貯蔵タンク※4 

 
可搬式オイルポンプ※4 

 
タンクローリー※4 

a 
 

燃料油移送ポンプ※4 

 

水
素
濃
度
監
視 

可搬型格納容器内水素濃度 
計測装置※2※3 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 

 
 
 
 
 
 
 
水素濃度監視及び
低減の手順 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

大容量ポンプによ
る 

原子炉補機冷却系 
通水の手順 

空冷式非常用発電
装置 

燃料補給の手順 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

炉心の著しい損傷
が発生した場合に 
対処する運転手順

書 
 
 
 

 
 
 
 
 

ＳＡ所達※1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
可搬型原子炉補機冷却水 
循環ポンプ※2※3 

 
大容量ポンプ※5 

 
可搬型格納容器ガス試料 
圧縮装置※2※3 

 
格納容器雰囲気ガスサンプ
リング冷却器 

 
格納容器雰囲気ガスサンプ
リング湿分分離器 

 
空冷式非常用発電装置※3 

 
燃料油貯蔵タンク※4※6 

 
可搬式オイルポンプ※4 

 
タンクローリー※4※6 

 
燃料油移送ポンプ※4※6 

 
ガスクロマトグラフ 

多
様
性 

拡
張
設
備 

 水素濃度監視及び 
低減の手順 

 
 

格納容器内の水素
濃度を測定する手

順 

炉心の著しい損傷
が 

発生した場合に 
対処する運転手順

書 
 

ＳＡ所達※1 

 

 
格納容器雰囲気ガスサンプ

リング圧縮装置 

※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：ディーゼル発電機等により給電する。 
※3 ：代替電源設備からの給電に関する手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※4 ：空冷式非常用発電装置の燃料補給に使用する。手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※5 ：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 
※6 ：大容量ポンプの燃料補給に使用する。手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 
※7 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 
 
 

 表 85-10-1にて整理 

 表 85-15-1にて整理 

 表 85-10-2にて整理 

 表 85-7-2にて整理 

 表 85-10-2にて整理 

 表 85-15-1にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

補(2)-64



第 1.10.1表 重大事故等時における対応手段と整備する手順 

分類 機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応 
手段 対応設備 設備   

分類※7 整備する手順書 手順の分類 

－ － 

水
素
排
出 

アニュラス循環ファン※2※3 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 

アニュラス空気再循環設備
の自動起動を確認する手順 

 
 

全交流動力電源が喪失した
場合の 

アニュラス空気再循環設備
起動のための手順 

 
 

水素濃度監視及び低減 
の手順 

 
 

 
空冷式非常用発電装置燃料

補給の手順 

故障及び設計基準事故
に対処する運転手順書 
 
 
炉心の著しい損傷 

及び 
格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
 
炉心の著しい損傷が発
生した場合に 

対処する運転手順書 
 
 

ＳＡ所達※1 

 

アニュラス循環フィルタユニット 

窒素ボンベ（アニュラス循環系ダン
パ作動用） 

空冷式非常用発電装置※3 

燃料油貯蔵タンク※4 

可搬式オイルポンプ※4 

タンクローリー※4 

燃料油移送ポンプ※4 

水
素
濃
度
監
視 

アニュラス内水素濃度計測装置 
多
様
性 

拡
張
設
備 

 

アニュラス空気再循環設備
の自動起動を確認する手順 

 
 

全交流動力電源が喪失した 
場合のアニュラス空気再 
循環設備起動のための手順 

 
 
 

水素濃度監視及び 
低減の手順 

 
 
 

大容量ポンプによる原子炉
補機冷却系通水の手順 
アニュラス内水素濃度 

推定の手順 
空冷式非常用発電装置燃料 

補給の手順 

故障及び設計基準事故
に対処する運転手順書 

 
 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
 
炉心の著しい損傷が発
生した場合に対処する

運転手順書 
 
 

ＳＡ所達※1 

 
 
 
 
 

可搬型アニュラス内水素濃度計測
装置※2※3 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 

空冷式非常用発電装置※3 

燃料油貯蔵タンク※4 

可搬式オイルポンプ※4 

タンクローリー※4 

燃料油移送ポンプ※4 

格納容器排気筒高レンジ 
ガスモニタ 

多
様
性
拡
張
設
備 

 

格納容器内高レンジエリアモニタ 
（高レンジ） 

可搬型格納容器内水素濃度 
計測装置※2※6 

大容量ポンプ※5 

可搬型原子炉補機冷却水 
循環ポンプ※2※6 

可搬型格納容器ガス試料圧縮装置 
※2※6 

格納容器雰囲気ガスサンプリング
冷却器 

格納容器雰囲気ガスサンプリング
湿分分離器 

※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：ディーゼル発電機等により給電する。 
※3 ：代替電源設備からの給電に関する手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※4 ：空冷式非常用発電装置の燃料補給に使用する。手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※5 ：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 
※6 ：手順は「1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等」にて整備する。 
※7 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 
 
 
 

 

 表 85-11-1にて整理 

 表 85-15-1にて整理 

 表 85-16-1にて整理 

 表 85-15-1にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

 表 85-15-6にて整理 
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第 1.11.1表 重大事故等における対応手段と整備する手順 
（使用済燃料ピットの冷却機能又は注水機能の喪失時、使用済燃料ピット水の小規模な漏えい発生時） 

 

分類 
機能喪失を想定する 
設計基準対象施設の 
冷却設備又は注水設備 

対応手段 対応設備 
設備
分類
※3 

整備する手順書 手順の分類 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
冷
却
機
能
又
は
注
水
機
能
喪
失
時 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
水
の
小
規
模
な
漏
え
い
の
発
生
時 

使用済燃料ピット 
ポンプ、 

使用済燃料ピットクーラ 
又は 

燃料取替用水タンク、 
燃料取替用水ポンプ、 
2次系純水タンク、 
2次系純水ポンプ 

燃料取替用水
タンクから 
使用済燃料 
ピットへの 
注水 

燃料取替用水タンク 

多
様
性
拡
張
設
備 

 

使用済燃料ピットの
故障時の対応手順 

故障及び設計基準 
事故に対処する 
運転手順書 

燃料取替用水ポンプ 

２次系純水
タンクから
使用済燃料
ピットへの
注水 

２次系純水タンク 

２次系純水ポンプ 

淡水タンク
から使用済
燃料ピット
への注水 

Ａ、Ｂ淡水タンク 

屋内消火栓から 
使用済燃料ピット 
への注水手順 

 
屋外消火栓から 
使用済燃料ピット 
への注水手順 

ＳＡ所達※1 

Ｎｏ．１、２淡水タンク 

電動消火ポンプ 

ディーゼル消火ポンプ 

Ａ、Ｂ淡水
タンクから
使用済燃料
ピットへの
注水 

Ａ、Ｂ淡水タンク 消防ポンプを用いた
Ａ、Ｂ淡水タンクか
ら使用済燃料 

ピットへの注水手順 消防ポンプ 

１次系純水
タンクから
使用済燃料
ピットへの
注水 

１次系純水タンク 
１次系純水タンク 
から使用済燃料 
ピットへの注水手順 

１次系純水ポンプ 

海水から 
使用済燃料
ピットへの
注水 

送水車 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a,b 
送水車を用いた 
海水から使用済燃 
ピットへの注水手順 

軽油用ドラム缶※2 

 
※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時及び大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：送水車の燃料補給に使用する。手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 
※3 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 

 表 85-12-1にて整理 

表 85-12-4にて整理

補(2)-66



第 1.11.2表 重大事故等における対応手段と整備する手順 
（使用済燃料ピットからの大量の水の漏えい発生時） 

 

分類 
機能喪失を想定する 
設計基準対象施設の 
冷却設備又は注水設備 

対応手段 対応設備 
設備
分類
※4 

整備する手順書 手順の分類 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
か
ら
の
大
量
の
水
の
漏
え
い
発
生
時 

－ 

送水車による
使用済燃料 
ピットへの 
スプレイ 

送水車 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 
送水車を用いた 
使用済燃料ピット 
へのスプレイの 
ための手順 

ＳＡ所達※1 

軽油用ドラム缶※3 

スプレイヘッダ 

大容量ポンプ
（放水砲用）
及び放水砲に
よる原子炉補
助建屋（貯蔵 
槽内燃料体等 
）への放水 
 

大容量ポンプ（放水砲用） 

a 
原子炉周辺建屋への
放水砲・シルトフェ
ンスによる放射性 
物質拡散抑制手順 

放水砲 

燃料油貯蔵タンク※2 

タンクローリー※2 

燃料油移送ポンプ※2 

使用済燃料
ピットから
の漏えい 
緩和 

ゴムシート 

多
様
性
拡
張
設
備 

 

使用済燃料ピット 
破損状況確認、 
漏えい抑制の 
ための手順 

鋼板 

防水テープ 

吸水性ポリマー 

補修材 

ロープ（吊り降ろし用） 

 
※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時及び大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：大容量ポンプ（放水砲用）への燃料補給に使用する。手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」

にて整備する。 
※3 ：送水車の燃料補給に使用する。手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 
※4 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 

 表 85-12-2にて整理 

 表 85-13-1にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

表 85-12-4にて整理

 表 85-12-2にて整理 
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第 1.11.3表 重大事故等における対応手段と整備する手順 
（重大事故等時における使用済燃料ピットの監視） 

 

分類 
機能喪失を想定する 
設計基準対象施設の 
冷却設備又は注水設備 

対応手段 対応設備 
設備
分類
※4 

整備する手順書 手順の分類 

重
大
事
故
等
時
に
お
け
る
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
監
視 

－ 

使用済燃料 
ピットの監視 

使用済燃料ピット水位（広域）※2 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 

使用済燃料ピット 
状況確認のための 

手順 
ＳＡ所達※1 

可搬型使用済燃料ピット水位※2 

使用済燃料ピット温度（ＡＭ用）
※2 

可搬式使用済燃料ピット区域周
辺エリアモニタ※2 

使用済燃料ピットエリア監視カ
メラ※2 

使用済燃料ピットエリア監視カ
メラ空冷装置※2 

使用済燃料ピット水位（狭域） 

多
様
性
拡
張
設
備 

 

使用済燃料ピット温度 

使用済燃料ピット区域エリアモ
ニタ 

携帯型水温計 

携帯型水位計 

携帯型水位、水温計 

代替電源設
備からの給
電の確保 

空冷式非常用発電装置 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 

空冷式非常用発電 
装置による電源の 
復旧手順 

 
 
 

空冷式非常用発電 
装置燃料供給の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を防止
する運転手順書 

 

ＳＡ所達※1 

燃料油貯蔵タンク※3 

可搬式オイルポンプ※3 

タンクローリー※3 

燃料油移送ポンプ※3 

 
※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：手順は「1.14電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※3 ：空冷式非常用発電装置の燃料供給に使用する。燃料補給の手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※4 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 
 
 
 

 表 85-12-3にて整理 

 表 85-15-1にて整理 

 表 85-15-6にて整理 
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第 1.12.1表 重大事故等における対応手段と整備する手順 

分類 想定する重大事故等 対応 
手段 対応設備 

設備
分類
※5 

整備する手順書 手順の分類 

炉
心
の
著
し
い
損
傷
及
び 

原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損 

－ 

大気への拡散
抑制 

大容量ポンプ（放水砲用） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 
放水砲・シルトフェ
ンスによる放射性 
物質拡散抑制手順 

ＳＡ所達※4 

放水砲 

燃料油貯蔵タンク※1 

タンクローリー※1 

燃料油移送ポンプ※1 

海洋への拡散
抑制 

シルトフェンス 

放射性物質吸着剤 
多
様
性
拡

張
設
備  

貯
蔵
槽
内
燃
料
体
等
の
著
し
い
損
傷 

大気への拡散
抑制 

スプレイヘッダ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 
原子炉補助建屋への
スプレイヘッダによ
る放射性物質拡散抑

制手順 
送水車 

軽油用ドラム缶※2 

大容量ポンプ（放水砲用） 

a 
原子炉周辺建屋への
放水砲・シルトフェ
ンスによる放射性物
質拡散抑制手順 

放水砲 

燃料油貯蔵タンク※１ 

タンクローリー※1 

燃料油移送ポンプ※1 

海洋への拡散
抑制 

シルトフェンス 

放射性物質吸着剤 
多
様
性
拡

張
設
備 

 

原
子
炉
建
屋
周
辺
に
お
け
る
航
空
機 

衝
突
に
よ
る
航
空
機
燃
料
火
災 

－ 

初期対応に 
おける泡消火
及び延焼 
防止措置 

化学消防自動車 

多
様
性
拡
張
設
備 

 初期消火に関する 
手順 

ＳＡ所達※3 

初期消火所則 

小型動力ポンプ付水槽車 

泡消火剤等搬送車 

送水車（消火用）※4 

中型放水銃 

泡原液搬送車 

航空機燃料 
火災への 
泡消火 

大容量ポンプ（放水砲用） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 放水砲による放射性
物質拡散抑制手順 

ＳＡ所達※4 

放水砲 

泡混合器 

燃料油貯蔵タンク※1 

タンクローリー※1 

燃料油移送ポンプ※1 
※1 ：大容量ポンプ（放水砲用）の燃料補給に使用する。手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」に

て整備する。  
※2 ：送水車の燃料補給に使用する。手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 
※3 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」に整備する。 
※4 ：送水車（消火用）は、泡消火及び延焼防止処置に使用するものである。 
※5 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的に該当する重大事故等対処設備 
 
 

 表 85-13-1にて整理 

 表 85-13-2にて整理 

 表 85-12-2にて整理 

 表 85-13-1にて整理 

 表 85-13-2にて整理 

 表 85-13-1にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

 表 85-15-6にて整理 
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第 1.13.1表 重大事故等における対応手段と整備する手順 
（蒸気発生器２次側による炉心冷却（注水）のための代替手段及び復水タンクへの供給） 

分類 機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 対応手段 対応設備 設備   

分類※6 整備する手順書 手順の分類 

蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却
（
注
水
）
の
た
め
の 

代
替
手
段
及
び
復
水
タ
ン
ク
へ
の
供
給 

復水タンク 
（枯渇又は破損） 

復水タンク 
から２次系 
純水タンク 
への水源 
切替 

２次系純水タンク 

多
様
性
拡
張
設
備 

 
蒸気発生器２次側 
による炉心冷却のため 
の水源を確保する手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

電動補助給水ポンプ※4 

タービン動補助給水ポンプ 

海水を 
用いた 
２次系純水 
タンクへの 
補給 

消防ポンプ 

蒸気発生器２次側 
による炉心冷却のため
の水源を確保する手順 

 
 

海水を用いた 
２次系純水タンクへの 
補給のための手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
ＳＡ所達※1 

 
 

復水タンク 
から脱気器 
タンクへの 
水源切替※3 

脱気器タンク 
蒸気発生器２次側 
による炉心冷却のため 
の水源を確保する手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

主給水ポンプ 

蒸気発生器水張りポンプ 

復水タンク
から海水へ
の水源切替
（海水ポン
プを用いた
補助給水 
ポンプ直接
供給） 

海水ポンプ※4※5 蒸気発生器２次側 
による炉心冷却のため 
の水源を確保する手順 

 
 

復水タンクから海水へ
の水源切替（海水ポン
プを用いた補助給水 
ポンプ直接供給） 
のための手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
ＳＡ所達※1 

 
 
 
 

電動補助給水ポンプ※4※5 

タービン動補助給水ポンプ※5 

復水タンク
から海水へ
の水源切替
（送水車を
用いた 
タービン動
補助給水 
ポンプ 
直接供給） 

送水車 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

c 

蒸気発生器２次側 
による炉心冷却のため 
の水源を確保する手順 

 
 

復水タンクから海水へ
の水源切替（送水車を
用いたタービン動補助
給水ポンプ直接供給） 
のための手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
ＳＡ所達※1 

 
 
 
 

タービン動補助給水ポンプ※5 

軽油用ドラム缶※2 

１次冷却系
の 

フィード 
アンド 
ブリード※3 

燃料取替用水タンク 

a,b 
蒸気発生器２次側 
による炉心冷却のため 
の水源を確保する手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

充てん／高圧注入ポンプ※4 

加圧器逃がし弁 

復水タンク（枯渇） 

２次系純水 
タンクから 
復水タンク
への補給 

２次系純水タンク 

多
様
性
拡
張
設
備 

 
蒸気発生器２次側 
による炉心冷却のため 
の水源を確保する手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 ２次系純水ポンプ 

淡水タンク
から 

復水タンク
への補給 

Ａ、Ｂ淡水タンク 

淡水タンクから 
復水タンクへの 
補給のための手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
ＳＡ所達※1 

Ｎｏ．１、２淡水タンク 

電動消火ポンプ 

ディーゼル消火ポンプ 

Ａ、Ｂ淡水
タンクから
復水タンク
への補給 

Ａ、Ｂ淡水タンク 消防ポンプを用いた 
Ａ、Ｂ淡水タンク 
から復水タンクへの 
補給のための手順 消防ポンプ 

海水を 
用いた 
復水タンク 
への補給 

送水車 
重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

a,b 
海水を用いた 

復水タンクへの補給 
のための手順 軽油用ドラム缶※2 

※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：送水車の燃料補給に使用する。手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 
※3 ：手順は「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 
※4 ：ディーゼル発電機等により給電する。 
※5 ：蒸気発生器へ淡水又は海水を長時間注水する場合は蒸気発生器ブローダウンラインにより排水を行う。 
※6 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 
 
 
 

 表 85-8-1にて整理 

 表 85-14-2にて整理 

 表 85-3-1にて整理 

 表 85-14-1にて整理 

表 85-12-4にて整理

表 85-14-1にて整理

表 85-12-4にて整理

補(2)-70



第 1.13.2表 重大事故等における対応手段と整備する手順 
（炉心注水のための代替手段及び燃料取替用水タンクへの供給、格納容器スプレイの 

ための代替手段及び燃料取替用水タンクへの供給）（１／３） 

分類 
機能喪失を想定する 
設計基準事故対処 

設備 
対応手段 対応設備 設備   

分類※8 整備する手順書 手順の分類 

炉
心
注
水
の
た
め
の
代
替
手
段
及
び
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
へ
の
供
給 

燃料取替用水タンク 
（枯渇又は破損） 

燃料取替用水 
タンクから 
１次系純水 
タンク及び 
ほう酸タンク 
への水源切替 

１次系純水タンク 

多
様
性
拡
張
設
備 

 

原子炉圧力容器
への注水のため
の水源を確保す
るための手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を防止 
する運転手順書 

１次系純水ポンプ※3 

ほう酸タンク 

ほう酸ポンプ※3 

充てん／高圧注入ポンプ※3 

燃料取替用水 
タンクから 
淡水タンクへの 
水源切替※7 

Ａ、Ｂ淡水タンク 

Ｎｏ．１、２淡水タンク 

電動消火ポンプ 

ディーゼル消火ポンプ 

燃料取替用水 
タンクから 
復水タンク 
への水源切替 

復水タンク 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 

原子炉圧力容器
への注水のため
の水源を確保す
るための手順 

 
 

復水タンク出口
配管接続の 
手順 

空冷式非常用発
電装置燃料補給
の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を防止 
する運転手順書 

 
 

ＳＡ所達※1 

恒設代替低圧注水ポンプ 

充てん／高圧注入ポンプ※3 

空冷式非常用発電装置※2 

燃料油貯蔵タンク※2 

可搬式オイルポンプ※2 

タンクローリー※2 

燃料油移送ポンプ※2 

海水を用いた 
復水タンク 
への補給 

（水源切替後） 

送水車 
a 

海水を用いた 
復水タンクへの

補給 
のための手順 軽油用ドラム缶※6 

燃料取替用水 
タンクから 
海水への 
水源切替※7 

可搬式代替低圧注水ポンプ※4 

a 

原子炉圧力容器
への注水のため
の水源を確保す
るための手順 

 
 

可搬式代替低圧
注水ポンプを用
いた炉心注水の

手順 

電源車 

（可搬式代替低圧注水ポンプ用） 

燃料油貯蔵タンク※5 

タンクローリー※5 

燃料油移送ポンプ※5 

送水車 

軽油用ドラム缶※6 

燃料取替用水 
タンクから 
海水への 
水源切替 
（海水ポンプ 
を用いた 
恒設代替低圧 
注水ポンプ 
直接供給） 

海水ポンプ※3 

多
様
性
拡
張
設
備 

 

原子炉圧力容器 
への注水のため 
の水源を確保 
するための手順 

 
 

燃料取替用水 
タンクから 
海水への 
水源切替 
（海水ポンプ 
を用いた 
恒設代替低圧 
注水ポンプ 
直接供給） 
のための手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を 
防止する運転手順書 

 
 

ＳＡ所達※1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

恒設代替低圧注水ポンプ 

※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：空冷式非常用発電装置からの給電手順及び燃料補給の手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※3 ：ディーゼル発電機等により給電する。 
※4 ：可搬式代替低圧注水ポンプによる炉心注水の手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備

する。 
※5 ：電源車（可搬式代替低圧注水ポンプ用）の燃料補給に使用する。手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するため

の手順等」にて整備する。 
※6 ：送水車の燃料補給に使用する。手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 
※7 ：手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 
※8 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 
 

 表 85-14-3にて整理 
 表 85-6-2にて整理 

 表 85-15-1にて整理 

 表 85-14-1にて整理 

 表 85-4-5にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

 表 85-4-5にて整理 

 表 85-12-4にて整理 

表 85-15-6にて整理

表 85-12-4にて整理

表85-4-3にて整理
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第 1.13.2表 重大事故等における対応手段と整備する手順 
（炉心注水のための代替手段及び燃料取替用水タンクへの供給、格納容器スプレイの 

ための代替手段及び燃料取替用水タンクへの供給）（２／３） 

分類 
機能喪失を想定する 
設計基準事故対処 

設備 
対応手段 対応設備 設備   

分類※4 整備する手順書 手順の分類 

炉
心
注
水
の
た
め
の
代
替
手
段
及
び 

燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
へ
の
供
給 

燃料取替用水タンク
（枯渇）（ ） 

1次系純水 
タンク及び 
ほう酸タンク 
から燃料取替 
用水タンク 
への補給 

1次系純水タンク 

多
様
性
拡
張
設
備 

 

原子炉圧力容器への 
注水のための水源を 
確保するための手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を防止 
する運転手順書 

1次系純水ポンプ※2 

ほう酸タンク 

ほう酸ポンプ※2 

1次系純水 
タンクから 
燃料取替用水 
タンクへの補

給 

1次系純水タンク 

1次系純水ポンプ※2 

1次系純水タンク 

1次系純水ポンプ※2 

加圧器逃がしタンク 

格納容器冷却材ドレンポンプ 

２次系純水 
タンクから 
使用済燃料 
ピットを経由 
した燃料取替
用水タンクへ
の補給 

２次系純水タンク 

原子炉圧力容器への
注水のための水源を
確保するための手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を防止
する運転手順書 

２次系純水ポンプ 

使用済燃料ピットポンプ※2 

淡水タンク 
から 

燃料取替用水 
タンクへの 
補給 

Ａ、Ｂ淡水タンク 原子炉圧力容器への
注水のための水源を
確保するための手順 

 
 

淡水タンクから燃料
取替用水タンクへの
補給のための手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を防止
する運転手順書 

 
ＳＡ所達※1 

 
 

Ｎｏ．１、２淡水タンク 

電動消火ポンプ 

ディーゼル消火ポンプ 

復水タンク 
から燃料取替 
用水タンク 
への補給 

復水タンク 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

a 

原子炉圧力容器への
注水のための水源を
確保するための手順 
 
 
復水タンク出口 
配管接続の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を防止 
する運転手順書 

 
ＳＡ所達※1 

 

海水を用いた 
復水タンク 
への補給 

送水車 

a 
海水を用いた 

復水タンクへの補給 
のための手順 

ＳＡ所達※1 
軽油用ドラム缶※3 

※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：ディーゼル発電機等により給電する。 
※3 ：送水車の燃料補給に使用する。手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 
※4 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 
 

 表 85-14-1にて整理 

 表 85-14-3にて整理 

表 85-12-4にて整理

補(2)-72



第 1.13.2表 重大事故等における対応手段と整備する手順 
（炉心注水のための代替手段及び燃料取替用水タンクへの供給、格納容器スプレイの 

ための代替手段及び燃料取替用水タンクへの供給）（３／３） 

分類 
機能喪失を想定する 
設計基準事故対処 

設備 
対応手段 対応設備 設備   

分類※7 整備する手順書 手順の分類 

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
の
た
め
の
代
替
手
段
及
び
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
へ
の
供
給 

燃料取替用水タンク 
（枯渇又は破損） 

燃料取替用水
タンクから 
淡水タンク 
への水源切替 

※5 

Ａ、Ｂ淡水タンク 

多
様
性 

拡
張
設
備 

 

格納容器注水 
のための水源を 
確保する手順 

炉心の著しい損傷が
発生した場合に 
対処する運転手順書 

Ｎｏ．１、２淡水タンク 

電動消火ポンプ 

ディーゼル消火ポンプ 

燃料取替用水
タンクから 
復水タンク 
への水源切替 

復水タンク 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a,b 

格納容器注水 
のための水源を 
確保する手順 

 
 
復水タンク出口 
配管接続 
の手順 

空冷式非常用発電装
置燃料補給の 
手順 炉心の著しい損傷が 

発生した場合に 
対処する運転手順書 

 
 
 

ＳＡ所達※1 

恒設代替低圧注水ポンプ 

原子炉下部キャビティ注水ポンプ 

空冷式非常用発電装置※3 

燃料油貯蔵タンク※3 

可搬式オイルポンプ※3 

タンクローリー※3 

a 
燃料油移送ポンプ※3 

海水を用いた 
復水タンク 
への補給 

（水源切替後） 

送水車 

a,b 
海水を用いた 
復水タンクへの 
補給のための手順 軽油用ドラム缶※4 

燃料取替用水
タンクから 
海水への 
水源切替※5 

可搬式代替低圧注水ポンプ※6 

多
様
性
拡
張
設
備 

 格納容器注水 
のための 

水源を確保する 
手順 

 
 

可搬式代替低圧 
注水ポンプを 
用いた格納容器 
スプレイの手順 

電源車 

（可搬式代替低圧注水ポンプ用） 

送水車 

燃料取替用水
タンクから 
海水への 
水源切替 
（海水ポンプ 
を用いた 
恒設代替低圧 
注水ポンプ 
及び 

原子炉下部 
キャビティ 
注水ポンプ 
直接供給） 

海水ポンプ※2 

格納容器注水 
のための 

水源を確保する 
手順 

 
 

燃料取替用水タンク
から海水への 
水源切替 

（海水ポンプを 
用いた恒設代替 
低圧注水ポンプ 

及び 
原子炉下部キャビ 
ティ注水ポンプ 
直接供給） 
のための手順 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

 
 
 

ＳＡ所達※1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

恒設代替低圧注水ポンプ 

原子炉下部キャビティ注水ポンプ 

燃料取替用水タンク 
（枯渇） 

 炉心注水のための代替手段及び燃料取替用水タンクへの補給の燃料取替用水タンクの枯渇時に対応する手段に用い
る設備と同様 

※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：ディーゼル発電機等により給電する。 
※3 ：空冷式非常用発電装置からの給電手順及び燃料補給の手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※4 ：送水車の燃料補給に使用する。手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 
※5 ：手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。 
※6 ：可搬式代替低圧注水ポンプによる格納容器注水の手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。 
※7 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 
 

 表 85-14-3にて整理 

 表 85-6-2にて整理 

 表 85-15-1にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

 表 85-14-1にて整理 

表 85-6-3にて整理

表 85-12-4にて整理

補(2)-73



第 1.13.3表 重大事故等における対応手段と整備する手順 
（格納容器再循環サンプを水源とした再循環運転） 

分類 機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 対応手段 対応設備 設備   

分類※7 整備する手順書 手順の分類 

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
を
水
源
と
し
た
再
循
環
運
転 

余熱除去ポンプ 
又は充てん／高圧 
注入ポンプ 

 
余熱除去クーラ 

代替再循環 
運転※6 

格納容器再循環サンプ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a,b 

Ａ、Ｂ内部スプレ 
ポンプを用いた 
代替再循環運転 
により 

原子炉を冷却する 
手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を防止
する運転手順書 

格納容器再循環サンプスクリーン 

Ａ、Ｂ内部スプレポンプ 

（ＲＨＲＳ－ＣＳＳ連絡ライン 

 使用）※2 

Ａ内部スプレクーラ 

全交流動力電源 
又は 

原子炉補機冷却系 

格納容器再循環サンプ Ｂ余熱除去ポンプ
（海水冷却）を 
用いた低圧再循環 
運転により原子炉
を冷却する 
手順 

Ｂ余熱除去ポンプ
（海水冷却）及び 
Ｂ充てん／高圧注
入ポンプ（海水冷
却）を用いた高圧
再循環運転により
原子炉を冷却する 

手順 
 
 

大容量ポンプによ
る原子炉補機冷却 
系通水の手順 
空冷式非常用発電 
装置燃料補給の手

順 

 
 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を防止 
する運転手順書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＳＡ所達※1 

格納容器再循環サンプスクリーン 

Ｂ余熱除去ポンプ（海水冷却）※4 

Ｂ余熱除去ポンプ（海水冷却）※4 

Ｂ充てん／高圧注入ポンプ 

（海水冷却）※4 

空冷式非常用発電装置※3 

大容量ポンプ※4 

燃料油貯蔵タンク※3※5 

タンクローリー※3※5 

可搬式オイルポンプ※3 

燃料油移送ポンプ※3※5 a 

Ａ余熱除去ポンプ 

（空調用冷水）※4 多
様
性 

拡
張
設
備 

 

空調用冷水ポンプ
による 

Ａ余熱除去ポンプ
代替補機冷却 
により原子炉を 
冷却する手順 

格納容器再循環サンプ 

格納容器再循環サンプスクリーン 

※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：ディーゼル発電機等により給電する。 
※3 ：空冷式非常用発電装置からの給電手順及び燃料補給の手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※4 ：代替再循環の手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 
※5 ：大容量ポンプの燃料補給に使用する。手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 
※6 ：手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 
※7 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 
 
 
 

 表 85-4-6にて整理 

 表 85-15-1にて整理 

 表 85-7-2にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

補(2)-74



第 1.13.4表 重大事故等における対応手段と整備する手順 
（使用済燃料ピットへの水の供給） 

分類 機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 対応手段 対応設備 設備   

分類※5 整備する手順書 手順の分類 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
の
水
の
供
給 

燃料取替用水タンク 
（枯渇又は破損） 

２次系純水タンク
から使用済燃料 
ピットへの注水※4 

２次系純水タンク 

多
様
性
拡
張
設
備 

 
使用済燃料ピットの
故障時の対応手順 

故障及び設計基準 
事故に対処する 
運転手順書 ２次系純水ポンプ 

淡水タンクから 
使用済燃料ピット 
への注水※4 

Ａ、Ｂ淡水タンク 
屋内消火栓から使用
済燃料ピットへの 
注水手順 

 
屋外消火栓から使用
済燃料ピットへの 
注水手順 

ＳＡ所達※1 

Ｎｏ．１、２淡水タンク 

電動消火ポンプ 

ディーゼル消火ポンプ 

Ａ、Ｂ淡水 
タンクから 

使用済燃料ピット 
への注水※4 

Ａ、Ｂ淡水タンク 
消防ポンプを用いた
Ａ、Ｂ淡水 

タンクから使用済 
燃料ピットへの 
注水手順 消防ポンプ 

１次系純水タンク 
から使用済燃料 
ピットへの 
注水※4 

１次系純水タンク 
１次系純水タンク 
から使用済燃料 
ピットへの注水手順 

１次系純水ポンプ※2 

海水から 
使用済燃料ピット 
への注水※4 

送水車 
重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

a,b 
送水車を用いた 
海水から使用済燃料
ピットへの注水手順 軽油用ドラム缶※3 

※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：ディーゼル発電機等により給電する。 
※3 ：送水車の燃料補給に使用する。手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 
※4 ：手順は「1.11使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」にて整備する。 
※5 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 
 a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 
 
 

 表 85-14-1にて整理 

表 85-12-4にて整理

補(2)-75



第 1.13.5表 重大事故等における対応手段と整備する手順 
（使用済燃料ピットからの大量の水の漏えい発生時の使用済燃料ピット又は 

原子炉補助建屋（貯蔵槽内燃料体等）へのスプレイ及び放水） 
分類 機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 対応手段 対応設備 設備 
分類※6 整備する手順書 手順の分類 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
か
ら
の
大
量
の
水
の
漏
え
い
発
生
時
の
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト 

又
は
原
子
炉
補
助
建
屋
（
貯
蔵
槽
内
燃
料
体
等
）
へ
の
ス
プ
レ
イ
及
び
放
水 

－ 

送水車による 
使用済燃料 
ピット又は 
原子炉補助建屋
（貯蔵槽内燃料
体等）への 
スプレイ※4 

送水車 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 

送水車を用いた
使用済燃料 
ピットへの 
スプレイの 
ための手順 

ＳＡ所達※1 

軽油用ドラム缶※3 

スプレイヘッダ 

大容量ポンプ 
（放水砲用） 
及び放水砲 
による原子炉 
補助建屋（貯蔵
槽内燃料体等）
への放水※5 

大容量ポンプ（放水砲用） 

a 

原子炉補助 
建屋への 
放水砲・ 

シルトフェンス 
による放射性 
物質 

拡散抑制手順 

放水砲 

燃料油貯蔵タンク※2 

タンクローリー※2 

燃料油移送ポンプ※2 

※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：大容量ポンプ（放水砲用）の燃料補給に使用する。手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」に

て整備する。 
※3 ：送水車の燃料補給に使用する。手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 
※4 ：手順は「1.11使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」にて整備する。 
※5 ：手順は「1.12 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等」にて整備する。 
※6 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 
 a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 
 
 

 表 85-12-2にて整理 

 表 85-12-2にて整理 

 表 85-12-4にて整理 

 表 85-13-1にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

補(2)-76



第 1.13.6表 重大事故等における対応手段と整備する手順 
（格納容器及びアニュラス部への放水） 

分類 機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 対応手段 対応設備 設備 

分類※4 整備する手順書 手順の分類 

格
納
容
器
及
び
ア
ニ
ュ
ラ
ス
部
へ
の
放
水 

－ 

大容量ポンプ 
（放水砲用） 
及び放水砲に
よる格納容器
及びアニュラ
ス部への放水 

※3 

大容量ポンプ（放水砲用） 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

a 

放水砲・シルト 
フェンスによる 
放射性物質拡散 
抑制手順 

ＳＡ所達※1 

放水砲 

燃料油貯蔵タンク※2 

タンクローリー※2 

燃料油移送ポンプ※2 

※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：大容量ポンプ（放水砲用）の燃料補給に使用する。手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」に

て整備する。 
※3 ：手順は「1.12 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等」にて整備する。 
※4 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 
 
 
 

 表 85-13-1にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

補(2)-77



第 1.14.1表 重大事故等における対応手段と整備する手順 
 

分類 機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応 
手段 対応設備 

設備
分類
※5 

整備する手順書 手順の分類 

交
流
電
源
喪
失 

ディーゼル発電機 
（全交流動力電源） 

代
替
電
源
（
交
流
）
の
給
電
（ 

） 

空冷式非常用発電装置 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a,b 

空冷式非常用発電
装置による電源の
復旧手順 

 
 

空冷式非常用発電
装置燃料補給の手

順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を防止
する運転手順書 

 
ＳＡ所達※1 

 
 

燃料油貯蔵タンク※2,3 

可搬式オイルポンプ※2 

電源車 

a 電源車による電源
復旧手順 ＳＡ所達※1 タンクローリー※2 

燃料油移送ポンプ※2,3 

予備変圧器２次側恒設ケーブル 

多
様
性
拡
張
設
備 

 

予備変圧器２次側
恒設ケーブルを用
いた号機間融通に
よる電源の復旧手 
順 （１，２号～３

号） 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を防止
する運転手順書 

号機間電力融通恒設ケーブル 
（１，２号～３号）※４ 

恒設ケーブルを用
いた号機間融通に

よる 
電源の復旧手順 
（１，２号～３号） 

ＳＡ所達※1 

※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：空冷式非常用発電装置の燃料補給に使用する。 
※3 ：電源車の燃料補給に使用する。 
※4 ：号機間電力融通（１，２号～３号）は、送り側を１号炉又は２号炉とし、受ける側を３号炉とする。 
※5 ：重大事故対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表 85-15-1にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

表 85-15-2にて整理

補(2)-78



 

 

 

 

 

 

 

第 1.14.2表 重大事故等における対応手段と整備する手順 
 

分類 機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応 
手段 対応設備 設備分

類※2 整備する手順書 手順の分類 

直
流
電
源
喪
失 

ディーゼル発電機 
（全交流動力電源） 

代
替
電
源
（
直
流
）
の
給
電 

蓄電池（安全防護系用） 重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a,b 蓄電池による  
電源の復旧手順 

炉心の著しい損傷  
及び       

格納容器破損を防止 
する運転手順書 計器用電源（無停電電源装置）※3 

可搬式整流器 

a 
可搬式整流器を
用いた直流電源
復旧の手順 

ＳＡ所達※1 

計器用電源（無停電電源装置）※3 

 交流電源喪失時に代替電源（交流）の給電により対応する手段に用いる設備と同様 

※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：重大事故対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 
※3 ：計器用電源（無停電電源装置）は、運転コンソール復旧する場合に使用する。 

 
 
 

 表 85-15-3にて整理 

 表 85-15-4にて整理 

 保安規定第 79,80条にて整理 

 保安規定第 79,80条にて整理 

補(2)-79



第 1.14.3表 重大事故等における対応手段と整備する手順 

分類 機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応 
手段 対応設備 設備分

類※4 整備する手順書 手順の分類 

所
内
電
気
設
備
機
能
喪
失 

所内電気設備 

代
替
所
内
電
気
設
備
に
よ
る
（
交
流
、
直
流
）
給
電 

空冷式非常用発電装置 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 

空冷式非常用発
電装置による 
電源の復旧手順 

 
 
 
 
 

空冷式非常用発
電装置燃料補給
の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を防止
する運転手順書 

 
 
 
 
 

ＳＡ所達※1 
 
 

燃料油貯蔵タンク※2,3 

可搬式オイルポンプ※2 

タンクローリー※2,3 

燃料油移送ポンプ※2,3 

代替所内電気設備分電盤 

代替所内電気設
備による電源供
給手順 

ＳＡ所達※1 

代替所内電気設備変圧器 

可搬式整流器 

電源車 
多
様
性 

拡
張
設
備 

 

※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：空冷式非常用発電装置の燃料補給に使用する。 
※3 ：電源車の燃料補給に使用する。 
※4 ：重大事故対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 

 表 85-15-1にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

 表 85-15-5にて整理 

 表 85-15-4にて整理 

補(2)-80



 
 

  

第 1.15.1表 重大事故等における対応手段と整備する手順（1／2） 
分
類 機能喪失の想定 対応 

手段 対応設備 
設備分

類※8 
整備する手順書 手順の分類 

監

視

機

能

の

喪

失 

計器の故障 

他
チ
ャ
ン
ネ
ル
又
は
他
ル

ー
プ
に
よ
る
計
測
※

2 

当該パラメータの他チャンネル又は他

ループの重要計器 

重
大
事 

故
等
対 

処
設
備 

a 炉心の著しい損傷及

び格納容器破損を防

止する運転手順書の

各対応手順 

炉心の著しい損傷及

び格納容器破損を防

止する運転手順書 
当該パラメータの他チャンネル又は他

ループの常用計器 

多
様
性 

拡
張
設

備  

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ 

に
よ
る
推
定 

重要代替計器 
重
大
事 

故
等
対 

処
設
備 

a 

炉心の著しい損傷及

び格納容器破損を防

止する運転手順書の

各対応手順 

炉心の著しい損傷及

び格納容器破損を 

防止する運転手順 

常用代替計器 
多
様
性 

拡
張
設

備  

計器の計測範囲を 

超えた場合 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ 

に
よ
る
推
定 

重要代替計器 
重
大
事 

故
等
対 

処
設
備 

a 

常用代替計器 
多
様
性 

拡
張
設

備  

可
搬
型
計
測
器

に
よ
る
計
測 

可搬型計測器 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

a 
可搬型計測器による

計測のための手順 
ＳＡ所達※1 

計

器

電

源

の

喪

失 

全交流動力電源喪失 

直流電源喪失 

代
替
電
源
の 

供
給
（
交
流
） 

空冷式非常用発電装置※3 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

a 

空冷式非常用発電装

置による電源の復旧

手順 

 

空冷式非常用発電装

置燃料補給の手順等 

 

炉心の著しい損傷及

び格納容器破損を防

止する運転手順書 

 

ＳＡ所達※1 

電源車※3 

燃料油貯蔵タンク※4※5 

タンクローリー※4※5 

燃料油移送ポンプ※4※5 

可搬式オイルポンプ※4 

可搬型バッテリ 

（炉外核計装盤、放射線監視盤）※6 

多
様
性

拡
張
設

備  

ジャンパ器具 

多
様
性
拡
張
設

備  

制御盤ソフトウェア

の機能喪失時におけ

る補機の手動操作手

順 

ＳＡ所達※1 

代
替
電
源
の
供

給
（
直
流
） 

蓄電池（安全防護系用）※3 
重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

a 

全交流電源喪失時の

対応手順 

代替電源による電源

復旧の手順 

炉心の著しい損傷及

び格納容器破損を防

止する運転手順書 

ＳＡ所達※1 

計器用電源（無停電電源装置）※3 

可搬式整流器※3 

可
搬
型
計
測
器 

に
よ
る
計
測 

可搬型計測器 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備
※

7 

a 
可搬型計測器による

計測のための手順 
ＳＡ所達※1 

※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ： 他チャンネル又は他ループの計器がある場合 
※3 ： 計測に必要な計器電源が喪失した場合の手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※4 ： 空冷式非常用発電装置の燃料補給に使用する。手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※5 ： 電源車の燃料補給に使用する。手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※6 ： インバータを内蔵した可搬型バッテリを使用することにより電気（交流）を給電できるため、代替電源（交流）として有効である。 
※7 ： 全交流動力電源及び非常用直流電源喪失時は、代替電源により電源を供給可能であるが、さらに、可搬型計測器により監視が可能。 
※8 ： 重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備   b：37条に適合する重大事故等対処設備  
c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備

 表 85-16-1にて整理 

 表 85-16-1にて整理 

 表 85-16-1にて整理 

 保安規定第 79,80条にて整理 

 表 85-16-2にて整理 

 表 85-15-1にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

 表 85-15-3にて整理 

 表 85-15-4にて整理 

 表 85-16-2にて整理 

表 85-15-2にて整理
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第 1.15.1表 重大事故等における対応手段と整備する手順（2／2） 
分
類 機能喪失の想定 対応 

手段 対応設備 
設備分

類※2 
整備する手順書 手順の分類 

－ － 記
録 

安全パラメータ表示システム 

（ＳＰＤＳ） 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 

通信連絡に関する手

順 

ＳＡ所達※1 ＳＰＤＳ表示装置 

可搬型温度計測装置（可搬型温度計 

からデータを収集する設備） 

可搬型温度計からデ

ータを収集、記録する

手順 

ユニット総合管理計算機 

多
様
性
拡

張
設
備 

 
ユニット総合管理計

算機のデータを収集、

記録する手順 
ＳＡ所達※1 

※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ： 重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備   b：37条に適合する重大事故等対処設備  
c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 
 

 表 85-16-3にて整理 

補(2)-82



第 1.16.1表 重大事故等における対応手段と整備する手順（１／２） 

分類 機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応 
手段 対応設備 設備 

分類※6 整備する手順書 手順の分類 

－ － 

居
住
性
の
確
保 

中央制御室遮蔽 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 

－ － 

中央制御室非常用循環ファン※2 

中央制御室換気
設備起動の手順 

 
 
 

中央制御室への
放射性物質の 
流入を低減 
するための 
手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を防
止する運転手順書 

 
 

ＳＡ所達※1 

制御建屋送気ファン※2 

制御建屋循環ファン※2 

中央制御室非常用循環フィルタユニット 

中央制御室非常用照明※2 

多
様
性
拡
張
設
備 

 

可搬型照明（ＳＡ）※2 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 

酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 

空冷式非常用発電装置※3 

空冷式非常用 
発電装置による 
電源の復旧手順 

 
空冷式非常用 
発電装置燃料 
補給の手順 

燃料油貯蔵タンク※4 

可搬式オイルポンプ※4 

タンクローリー※4 

燃料油移送ポンプ※4 

全面マスク※5 
資
機
材 

 

中央制御室内に
おけるマスク 
着脱に関する 
手順 

運転操作に関する 
基本的な対応方針 
を定める手順 

汚
染
の
持
ち
込
み
防
止 

チェンジングエリア非常用照明※2 
 

多
様
性
拡
張
設
備 

 
中央制御室入域 
に関する防護具 
着用に関する 
手順 

運転操作に関する 
基本的な対応方針 
を定める手順 

 
 

ＳＡ所達※1 
可搬型照明（ＳＡ）※2 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 

空冷式非常用発電装置※3 
空冷式非常用 
発電装置による 
電源の復旧手順 

 
 
 

空冷式非常用 
発電装置燃料 
補給の手順 

炉心の著しい損傷 
及び 

格納容器破損を防
止する運転手順書 

 
 

ＳＡ所達※1 
 
 

燃料油貯蔵タンク※4 

可搬式オイルポンプ※4 

タンクローリー※4 

燃料油移送ポンプ※4 

防護具及びチェンジングエリア用資機材※5 
資
機
材 

 

中央制御室入域 
に関する防護具 
着用に関する 
手順 

運転操作に関する 
基本的な対応方針 
を定める手順 

 
ＳＡ所達※1 

※1 ： 「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ： ディーゼル発電機等により給電する。 
※3 ： 空冷式非常用発電装置からの給電は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※4 ： 空冷式非常用発電装置の燃料補給に使用する。手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※5 ： 「全面マスク」及び「防護具及びチェンジングエリア用資機材」は資機材であるため、重大事故等対処設備とはしない。 
※6 ： 重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 

 遮へい（建物の壁等）につい
ては、運用による厚さの変化
や故障等により機能喪失す
るものではないことから LCO
対象とはしない（保安規定変
更に係る基本方針 4.3-(1)） 

 表 85-17-1にて整理 

 表 85-15-1にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

 表 85-17-1にて整理 

 表 85-15-1にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

 表 85-17-1にて整理 
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第 1.16.1表 重大事故等における対応手段と整備する手順（１／２） 

 

分類  機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応  
手段  対応設備  設備 

分類※5 整備する手順書  手順の分類  

－ －  

放
射
性
物
質
の
濃
度
低
減 

アニュラス循環ファン※2※3 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 

アニュラス空
気再循環設備
の自動起動を
確認する手順  

 
 
全交流動力電
源が喪失した
場合のアニュ
ラス空気再循
環設備起動の
ための手順  

 
 
 
空冷式非常用
発電装置燃料
補給の手順  

故障及び設計基
準事故に対処す
る運転手順書  

 
 
炉心の著しい損

傷  
及び  

格納容器破損を
防止する運転手

順書  
 
 
炉心の著しい損
傷が発生した場

合に  
対処する運転手

順書  
 
 
ＳＡ所達※1 

アニュラス循環フィルタユニット 

窒素ボンベ（アニュラス循環系ダンパ
作動用）  

空冷式非常用発電装置※3 

燃料油貯蔵タンク※4 

可搬式オイルポンプ※4 

タンクローリー※4 

燃料油移送ポンプ※4 

※1 ： 「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ： ディーゼル発電機等により給電する。 
※3 ： 空冷式非常用発電装置からの給電は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※4 ： 空冷式非常用発電装置の燃料補給に使用する。手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※5 ： 重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 
 

 表 85-15-1にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

 表 85-11-1にて整理 

補(2)-84



 
第

1.
17

.1
表
 
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
対
処
施
設
と
整
備
す
る
手
順
 

分
類

 
機
能
喪
失
を
想
定

 
す
る
設
備

 
対
応
手
段
 

対
応
設
備
 

設
備
分

類
※

3 
整
備
す
る
手
順
書

 
手
順
書

 
の
分
類

 
－
 

－
 

放 射 性 物 質 の 濃 度 及 び 放 射 線 量 の 測 定  

放
射
線
量
の
測
定
 

（
発
電
所
敷
地
境
界
付
近
）
 

モ
ニ
タ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
及
び
モ
ニ
タ
ポ
ス
ト
 

多
様
性
拡
張
設
備
 

 
 

Ｓ Ａ 所 達 ※ 1 

モ
ニ
タ
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
及
び
モ
ニ
タ

ポ
ス
ト
 

放
射
線
量
の
代
替
測
定
 

（
発
電
所
敷
地
境
界
付
近
及
び
原
子
炉
格

納
施
設
を
囲
む

8
方
位
）
 

可
搬
式
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
 

重
大
事
故
等
 

対
処
設
備
 

a 
可
搬
式
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
等

に
よ
る
放
射
線
量
測
定
の
手
順

 

－
 

放
射
線
量
の
測
定
 

（
発
電
所
の
周
辺
海
域
）
 

電
離
箱
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
 

小
型
船
舶
 

   放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定
 

（
発
電
所
及
び
そ
の
周
辺

(
周
辺
海
域
を

含
む
。

) 

β
(γ

)線
（
セ
シ
ウ
ム
、
よ
う
素
等
）
 

α
線

(ウ
ラ
ン
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
等
) 

β
線

(ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム
等
) 

 

移
動
式
放
射
能
測
定
装
置
（
モ
ニ
タ
車
）
 

多
様
性
拡
張
設
備
 

 

可
搬
型
放
射
線
計
測
装
置
等
に
よ

る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度

測
定
の
手
順

 
 可
搬
型
放
射
線
計
測
装
置
等
に
よ

る
環
境
試
料
測
定
の
手
順
 

移
動
式
放
射
能

 
測
定
装
置

 
（
モ
ニ
タ
車
）
 

 可
搬
型
放
射
線
計
測
装
置
 

可
搬
式
ダ
ス
ト
サ
ン
プ
ラ
、
汚
染
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
 

Ｎ
ａ
Ｉ
シ
ン
チ
レ
ー
シ
ョ
ン
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
 

Ｚ
ｎ
Ｓ
シ
ン
チ
レ
ー
シ
ョ
ン
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
 

β
線
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
 

重
大
事
故
等
 

対
処
設
備
 

a 

－
 

γ
線
多
重
波
高
分
析
装
置
 

Ｚ
ｎ
Ｓ
シ
ン
チ
レ
ー
シ
ョ
ン
計
数
装
置
 

Ｇ
Ｍ
計
数
装
置
 

多
様
性
拡
張
設
備
 

 

小
型
船
舶
 

重
大
事
故
等
 

対
処
設
備
 

a 

－
 

－
 

風 向
、

風

速 そ の

他 の 気

象 条 件

の 測 定  

風
向
・
風
速
・
日
射
量
・
放
射
収
支
量
・

雨
量
の
測
定
 

気
象
観
測
設
備
 

多
様
性
拡
張
設
備
 

 
－
 

気
象
観
測
設
備
 

可
搬
型
気
象
観
測
装
置
 

重
大
事
故
等
 

対
処
設
備
 

a 
可
搬
型
気
象
観
測
装
置
に
よ
る
気

象
観
測
項
目
の
手
順

 

－
 

－
 

電 源 確 保  

給
電
 

モ
ニ
タ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
及
び
モ
ニ
タ
ポ
ス
ト
専
用
の
無

停
電
電
源
装
置
 

多
様
性
拡
張
設
備
 

 
－

 

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
 

※
１
 

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
※

2  

重
大
事
故
等
 

対
処
設
備
 

a 

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
に

よ
る
電
源
の
復
旧
手
順
 

 空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
燃

料
補
給
の
手
順
 

 

炉
心
の
著
し
い

損
傷
及
び
格
納

容
器
破
損
を
防

止
す
る
運
転
手

順
書
 

Ｓ
Ａ
所
達
※
１
 

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
 

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
 

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
 

－
 

放
射
線
量
の
測
定
 

可
搬
式
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
 

可
搬
式
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
等

に
よ
る
放
射
線
量
測
定
の
手
順
 

Ｓ
Ａ
所
達
※
１
 

 
※

1：
「
美
浜
発
電
所
 
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
に
関
す
る
所
達
」
に
整
備
す
る
。

 
※

2：
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
か
ら
の
給
電
す
る
手
順
は
「

1.
14

 電
源
の
確
保
に
関
す
る
手
順
等
」
に
て
整
備
す
る
。

 
※

3：
重
大
事
故
対
策
に
お
い
て
用
い
る
設
備
の
分
類

 
a：
当
該
条
文
に
適
合
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備

 
b 
：

37
条
に
適
合
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

c 
：
自
主
的
対
策
と
し
て
整
備
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備

1.17-34 

       

補(2)-85



 
 

第 1.18.1表 重大事故等における対応手段と整備する手順（１／３） 
 

分
類 

機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応 
手段 対応設備 

設備分

類※1 
整備する手順書 手順の分類 

－ － 

居
住
性
の
確
保 

緊急時対策所遮蔽 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 

― ― 

緊急時対策所非常用空気浄化ファン※2 
緊急時対策所

の立上げ時の

手順 

 

原子力災害対

策特別措置法

第１０条事象

発生時の手順 

 

重大事故等が

発生した場合

の放射線防護

等に関する手

順 

 

電源車（緊急時

対策所用）によ

る給電手順 

ＳＡ所達※4 
 
炉心の著しい

損傷及び格納

容器破損を防

止する運転手

順書 

緊急時対策所非常用空気浄化フィルタ

ユニット 

空気供給装置 

緊急時対策所内可搬型エリアモニタ※2 

緊急時対策所外可搬型エリアモニタ 

可搬式モニタリングポスト※５ 

酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 

電源車（緊急時対策所用） 

燃料油貯蔵タンク※3 

タンクローリー※3 

燃料油移送ポンプ※３ 

モニタステーション 多
様
性
拡
張
設
備 

 
モニタポスト 

 
※1 ：重大事故対策において用いる設備の分類 
   a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b ：37条に適合する重大事故等対処設備 c ：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 
※2 ：電源車（緊急時対策所用）から給電する。 
※3 ：電源車（緊急時対策所用）の燃料補給に使用する。 
※4 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※5 ：可搬式モニタリングポストは、「1.17監視測定等に関する手順等」にて整備する。 
 

  

 遮へい（建物の壁等）につい
ては、運用による厚さの変化
や故障等により機能喪失す
るものではないことから LCO
対象とはしない（保安規定変
更に係る基本方針 4.3-(1)） 

 表 85-19-2にて整理 

 表 85-19-1にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

 表 85-17-1にて整理 

表 85-18-1にて整理

補(2)-86



 
 

第 1.18.1表 重大事故等における対応手段と整備する手順（２／３） 
 

分
類 

機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応 
手段 対応設備 

設備分

類※1 
整備する手順書 手順の分類 

－ － 

必
要
な
指
示
及
び
通
信
連
絡 

ＳＰＤＳ表示装置※2 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 

緊急時対策所

情報収集設備

によるプラン

トパラメータ

等の監視手順 

 

重大事故等に

対処するため

の対策の検討

に必要な資料

の整備手順 

 

通信連絡に関

する手順 

 

電源車（緊急時

対策所用）によ

る給電手順 

 

空冷式非常用

発電装置によ

る代替電源（交

流）からの給電

手順 

 

空冷式非常用

発電装置等へ

の燃料（重油）

補給手順 

 

 

 

 

 

ＳＡ所達※7 
 
炉心の著しい

損傷及び格納

容器破損を防

止する運転手

順書 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤ

Ｓ）※3 

安全パラメータ伝送システム※3 

衛星電話（固定）※2 

衛星電話（携帯） 

衛星電話（可搬） 

緊急時衛星通報システム※2 

携行型通話装置 

統合原子力防災ネットワークに接続す

る通信連絡設備※2（ＴＶ会議システ

ム、ＩＰ電話、ＩＰ－ＦＡＸ） 

電源車（緊急時対策所用） 

燃料油貯蔵タンク※4 

タンクローリー※4※5 

燃料油移送ポンプ※4※5 

空冷式非常用発電装置※5 

可搬式オイルポンプ※5 

加入電話 多
様
性
拡
張
設
備 

 

加入ファクシミリ※2 

電力保安通信用電話設備 

社内 TV会議システム※2 

無線通話装置※2 

対策の検討に必要な資料※6 
資
機
材 

 

必
要
な
要
員
の
収
容 

緊急時対策所非常用空気浄化ファン※2 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 
放射線管理に

関する手順 

 

電源車（緊急時

対策所用）によ

る給電手順 

ＳＡ所達※7 

緊急時対策所非常用空気浄化フィルタ

ユニット 

電源車（緊急時対策所用） 

燃料油貯蔵タンク※4 

タンクローリー※4 

燃料油移送ポンプ※4 

防護具及びチェンジングエリア用資機

材※6 
資
機
材 

 

飲料水、食料等※6 
 
※1 ：重大事故対策において用いる設備の分類 
   a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b ：37条に適合する重大事故等対処設備 c ：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 
※2 ：電源車（緊急時対策所用）から給電する。 
※3 ：空冷式非常用発電装置から給電する。 
※4 ：電源車（緊急時対策所用）の燃料補給に使用する。 
※5 ：空冷式非常用発電装置からの給電及び燃料補給については「1.14 電源の確保に関する手順等」に整備する。 
※6 ：「対策の検討に必要な資料」「防護具及びチェンジングエリア用資機材」及び「飲料水、食料等」は資機材であるため、 

重大事故等対処設備とはしない。 
※7 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
 

 
  

 表 85-20-1にて整理 

 表 85-19-1にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

 表 85-19-2にて整理 

 表 85-19-1にて整理 

 表 85-15-6にて整理 
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第 1.18.1表 重大事故等における対応手段と整備する手順（３／３） 
 

分
類 

機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応 
手段 対応設備 

設備分

類※1 
整備する手順書 手順の分類 

サ
ポ
ー
ト
系
機
能
喪
失 

緊急時対策所 

全交流動力電源 

 

代
替
電
源
設
備
か
ら
の
給
電 

電源車（緊急時対策所用） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 

電源車（緊急時

対策所用）によ

る給電手順 

 

空冷式非常用

発電装置によ

る代替電源（交

流）からの給電

手順 

 

空冷式非常用

発電装置等へ

の燃料（重油）

補給手順 

ＳＡ所達※4 

 
炉心の著しい

損傷及び格納

容器破損を防

止する運転手

順書 

燃料油貯蔵タンク※2 

タンクローリー※2※3 

燃料油移送ポンプ※2※3 

空冷式非常用発電装置※3 

可搬式オイルポンプ※3 

 
※1 ：重大事故対策において用いる設備の分類 
   a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b ：37条に適合する重大事故等対処設備 c ：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 
※2 ：電源車（緊急時対策所用）の燃料補給に使用する。 
※3 ：空冷式非常用発電装置からの給電及び燃料補給については「1.14 電源の確保に関する手順等」に整備する。 
※4 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
 
 

 表 85-19-1にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

 表 85-15-1にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

補(2)-88



 
 

第 1.19.1表 重大事故等における対応手段と整備する手順 
（発電所内の通信連絡をする必要のある場所との通信連絡） 

分
類 

機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応 
手段 対応設備 

設備

分類

※7 
整備する手順書 手順の分類 

－ 

－ 

発
電
所
内
の
通
信
連
絡 

衛星電話（固定）※2 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 

通信連絡に関する 

手順 

ＳＡ所達※1 

衛星電話（携帯） 

トランシーバー 

携行型通話装置 

安全パラメータ表示システム 

（ＳＰＤＳ）※2 

通信連絡に関する 

手順 

緊急時対策所運用 

手順 
ＳＰＤＳ表示装置※2 

無線通話装置 多
様
性
拡
張
設
備 

 通信連絡に関する 

手順 
運転指令設備 

電力保安通信用電話設備 

保安電話（固定）、保安電話（携帯） 

－ 

代
替
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
の
確
保 

空冷式非常用発電装置※3 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 

空冷式非常用発 

電装置による電源 

の復旧手順 

 

 

空冷式非常用発 

電装置燃料補給 

の手順 

 

 
緊急時対策所の 
居住性確保のた 
めの手順 

炉心の著しい損

傷及び格納容器

破損を防止する

運転手順書 

 

 

及び 

ＳＡ所達※1 

燃料油貯蔵タンク※4 

可搬式オイルポンプ※5 

電源車（緊急時対策所用）※6 

タンクローリー※4 

燃料油移送ポンプ※4 

 
※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：ディーゼル発電機等により給電する。 
※3 ：空冷式非常用発電装置から給電する手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※4 ：空冷式非常用発電装置及び電源車（緊急時対策所用）の燃料補給に使用する。空冷式非常用発電装置に燃料補給する手順

は「1.14 電源の確保に関する手順等」、電源車（緊急時対策所用）に燃料補給する手順は「1.18緊急時対策所の居住性

等に関する手順等」にて整備する。 

※5 ：空冷式非常用発電装置の燃料補給に使用する。手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※6 ：電源車（緊急時対策所用）から給電する手順は「1.18 緊急時対策所の居住性等に関する手順等」にて整備する。 
※7 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b ：37条に適合する重大事故等対処設備 c ：自主的対策として整備する
重大事故等対処設備 

 

  

 表 85-20-1にて整理 

 表 85-15-1にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

 表 85-19-1にて整理 

補(2)-89



 
 

 
第 1.19.2表 重大事故等における対応手段と整備する手順 

（発電所外（社内外）の通信連絡をする必要のある場所との通信連絡） 
 

分
類 

機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応 
手段 対応設備 

設備

分類

※7 
整備する手順書 手順の分類 

－ 

－ 

発
電
所
外
（
社
内
外
）
の
通
信
連
絡 

衛星電話（固定）※2 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 

通信連絡に関する

手順 

 

ＳＡ所達※1 

衛星電話（携帯） 

衛星電話（可搬）※2 

統合原子力防災ネットワークに接続す

る通信連絡設備※2（ＴＶ会議システム、

ＩＰ 電話、ＩＰ－ＦＡＸ） 

安全パラメータ表示システム 

（ＳＰＤＳ）※2 

通信連絡に関する

手順 

緊急時対策所運用

手順 

安全パラメータ伝送システム※2 

通信連絡に関する

手順 

緊急時衛星通報システム※2 

加入電話 

多
様
性
拡
張
設
備 

 

加入ファクシミリ 

携帯電話 

電力保安通信用電話設備 

 保安電話（固定）、保安電話（携帯）、 

 衛星保安電話 

社内ＴＶ会議システム 

無線通話装置 

－ 

代
替
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
の
確
保 

空冷式非常用発電装置※3 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

 
a 

空冷式非常用発

電装置による電

源の復旧手順 

 

 

空冷式非常用発

電装置燃料補給 

  の手順 

 

 
緊急時対策所の 
居住性確保のた   
  めの手順 

炉心の著しい損傷

及び格納容器破損

を防止する運転手

順書 

 

 

 

ＳＡ所達※1 

燃料油貯蔵タンク※4 

可搬式オイルポンプ※5 

電源車（緊急時対策所用）※6 

タンクローリー※4 

燃料油移送ポンプ※4 

 
※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 
※2 ：ディーゼル発電機等により給電する。 
※3 ：空冷式非常用発電装置から給電する手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※4 ：空冷式非常用発電装置及び電源車（緊急時対策所用）の燃料補給に使用する。空冷式非常用発電装置の燃料補給の手順は

「1.14 電源の確保に関する手順等」、電源車（緊急時対策所用）に燃料補給する手順は、「1.18 緊急時対策所の居住等 

   に関する手順等」にて整備する。 

※5 ：空冷式非常用発電装置の燃料補給に使用する。手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※6 ：電源車（緊急時対策所用）から給電する手順は「1.18 緊急時対策所の居住性等に関する手順等」にて整備する。 

※7 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 
a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b ：37条に適合する重大事故等対処設備 c ：自主的対策として整備する 

    重大事故等対処設備 

 表 85-20-1にて整理 

 表 85-15-1にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

 表 85-19-1にて整理 

補(2)-90



 

第 1.1.8.1 表 重大事故等対処設備の設備分類等(1/27) 

設備種別

設備
耐震重要度
分類

常設
可搬

設備分類
重大事故等
クラス

ブルドーザ 可搬 可搬型重大事故等対処設備 －

油圧ショベル 可搬 可搬型重大事故等対処設備 －

アクセスルートの確保 ― ―

第43条 重大事故等対処設備

設備(既設+新設) 系統機能

代替する機能を有する設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備

 表 85-21-1 にて整理 

補(2)-91



 

第 1.1.8.1 表 重大事故等対処設備の設備分類等(2/27) 

設備種別

設備
耐震重要度

分類

常設

可搬
設備分類

重大事故等

クラス

ＡＴＷＳ緩和設備 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 －

主蒸気止弁 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

電動補助給水ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

タービン動補助給水ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

復水タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

主蒸気逃がし弁 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

主蒸気安全弁 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

加圧器逃がし弁 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

加圧器安全弁 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

蒸気発生器 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

主蒸気管 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

原子炉トリップスイッチ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 －

制御棒クラスタ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 －

原子炉トリップしゃ断器 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 －

主蒸気止弁 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

電動補助給水ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

タービン動補助給水ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

復水タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

主蒸気逃がし弁 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

主蒸気安全弁 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

加圧器逃がし弁 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

加圧器安全弁 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

蒸気発生器 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

主蒸気管 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

ほう酸タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

ほう酸ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

緊急ほう酸注入弁 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

充てん/高圧注入ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

抽出水再生クーラ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

ほう酸フィルタ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

燃料取替用水タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

ほう酸注入タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

S

重大事故等対処設備

第44条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備

S

設備(既設+新設) 系統機能

代替する機能を有する設計基準事故対処設備 

原子炉出力抑制

(自動)

手動による原子炉

緊急停止

制御棒クラスタ、

原子炉トリップしゃ断器、

原子炉保護系ロジック盤、
安全保護系プロセス計装、

原子炉核計装

ほう酸水注入

制御棒クラスタ、

原子炉トリップしゃ断器、

原子炉保護系ロジック盤、
安全保護系プロセス計装、

原子炉核計装

S

原子炉保護系ロジック盤、
安全保護系プロセス計装、

原子炉核計装

原子炉出力抑制

(手動)

制御棒クラスタ、

原子炉トリップしゃ断器、

原子炉保護系ロジック盤、
安全保護系プロセス計装、

原子炉核計装

S

 表 85-2-1にて整理 
 保安規定第 63条にて整理 

 保安規定第 66条にて整理 

 保安規定第 67条にて整理 
 保安規定第 65条にて整理 
 保安規定第 62条にて整理 
 保安規定第 45条にて整理 
 保安規定第 44条にて整理 

 保安規定第63条(系に含まれる) 
 保安規定第 34条にて整理 
 保安規定第 23条にて整理 
 保安規定第 34条にて整理 
 保安規定第 63条にて整理 

 保安規定第 66条にて整理 

 保安規定第 67条にて整理 
 保安規定第 65条にて整理 
 保安規定第 62条にて整理 
 保安規定第 45条にて整理 
 保安規定第 44条にて整理 

 保安規定第63条(系に含まれる) 

 保安規定第 28条にて整理 

 保安規定第 28条(系に含まれる) 

 保安規定第 54条にて整理 
 保安規定第 55条にて整理 

保安規定第65条(系に含まれる)

保安規定第65条(系に含まれる)

補(2)-92



 

第 1.1.8.1 表 重大事故等対処設備の設備分類等(3/27) 

設備種別

設備
耐震重要度

分類

常設

可搬
設備分類

重大事故等

クラス

充てん/高圧注入ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

加圧器逃がし弁 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

燃料取替用水タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

ほう酸注入タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

格納容器再循環サンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 -

格納容器再循環サンプスクリーン 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

余熱除去ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

余熱除去クーラ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

タービン動補助給水ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

送水車 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

蒸気発生器 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

タービン動補助給水ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

タービン動補助給水ポンプ起動弁 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

復水タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

蒸気発生器 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

主蒸気逃がし弁 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

主蒸気管 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

タービン動補助給水ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

電動補助給水ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

復水タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

蒸気発生器 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

主蒸気逃がし弁 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

主蒸気管 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

主蒸気逃がし弁
主蒸気逃がし弁の
機能回復

主蒸気逃がし弁、

全交流動力電源(制御用空気)、

直流電源

S 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

アキュムレータ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

アキュムレータ出口電動弁 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

S復水タンク
蒸気発生器２次側による

炉心冷却（注水）

蓄圧注入
アキュムレータ、アキュムレータ出口電

動弁
S

タービン動補助給水ポンプ

全交流動力電源、直流電源
S

補助給水ポンプの

機能回復

電動補助給水ポンプ

全交流動力電源、

タービン動補助給水ポンプ
補助油ポンプ

S

S
1次冷却系のフィード

アンドブリード

電動補助給水ポンプ、

タービン動補助給水ポンプ、

復水タンク、
主蒸気逃がし弁

第45条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備

設備(既設+新設) 系統機能

代替する機能を有する設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備

 表 85-3-1にて整理 

 表 85-14-2にて整理 

 表 85-3-1(系に含まれる)

 保安規定第 38～42条にて整理 

 保安規定第 51条にて整理 

 表 85-8-1にて整理 

 表 85-8-1にて整理 

 表 85-14-3にて整理 
 表 85-8-1にて整理 

 表 85-9-1にて整理 
 表 85-9-1(系に含まれる) 

 表 85-8-1にて整理 

 表 85-14-3にて整理 
 表 85-8-1にて整理 
 表 85-9-1にて整理 
 表 85-9-1(系に含まれる) 
 
表 85-9-1にて整理 

 表 85-14-1にて整理 
 表 85-8-1にて整理 

保安規定第52,53条(系に含まれる)

補(2)-93



 

第 1.1.8.1 表 重大事故等対処設備の設備分類等(4/27) 

設備種別

設備
耐震重要度

分類

常設

可搬
設備分類

重大事故等

クラス

加圧器逃がし弁 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

充てん/高圧注入ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

燃料取替用水タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

ほう酸注入タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

格納容器再循環サンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 -

格納容器再循環サンプスクリーン 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

余熱除去ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

余熱除去クーラ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

タービン動補助給水ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

送水車 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

蒸気発生器 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

電動補助給水ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

タービン動補助給水ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

復水タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

蒸気発生器 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

主蒸気逃がし弁 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

主蒸気管 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

タービン動補助給水ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

タービン動補助給水ポンプ起動弁 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

復水タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

蒸気発生器 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

主蒸気逃がし弁 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

主蒸気管 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

電動補助給水ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

復水タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

蒸気発生器 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

主蒸気逃がし弁 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

主蒸気管 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

主蒸気逃がし弁
主蒸気逃がし弁の
機能回復

主蒸気逃がし弁、

全交流動力電源(制御用空気)、

直流電源

S 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

窒素ボンベ

(加圧器逃がし弁作動用)
可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

可搬式空気圧縮機
(加圧器逃がし弁作動用)

可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

可搬型バッテリ（加圧器逃がし弁用） 可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

加圧器逃がし弁

加圧器逃がし弁に

よる1次冷却系の

減圧

― ― 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

1次冷却系のフィード
アンドブリード

電動補助給水ポンプ、

タービン動補助給水ポンプ、
復水タンク、

主蒸気逃がし弁

S

第46条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備

設備(既設+新設) 系統機能

代替する機能を有する設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備

加圧器逃がし弁の

機能回復
S

加圧器逃がし弁、
全交流動力電源(制御用空気)、

直流電源

タービン動補助給水ポンプ
全交流動力電源、直流電源

補助給水ポンプの

機能回復

S

電動補助給水ポンプ

全交流動力電源、
タービン動補助給水ポンプ

補助油ポンプ

S

蒸気発生器２次側による
炉心冷却（注水）

復水タンク S

蒸気発生器2次側に

よる炉心冷却
(蒸気放出)

加圧器逃がし弁 S

蒸気発生器2次側に

よる炉心冷却

(注水)

加圧器逃がし弁 S

 表 85-3-1にて整理 

 表 85-14-2にて整理 
 表 85-3-1(系に含まれる)

 保安規定第 38～42条にて整理 

 表 85-8-1にて整理 

 表 85-8-1にて整理 

 表 85-8-1にて整理 

 表 85-14-1にて整理 

 表 85-14-3にて整理 
 表 85-8-1にて整理 
 表 85-9-1にて整理 
 表85-9-1(系に含まれる) 

 表 85-8-1にて整理 

 表 85-14-3にて整理 
 表 85-8-1にて整理 
 表 85-9-1にて整理 
 表85-9-1(系に含まれる) 
 表 85-8-1にて整理 
 表 85-14-3にて整理 
 表 85-8-1にて整理 
 表 85-9-1にて整理 
 表85-9-1(系に含まれる) 
 表 85-9-1にて整理 

 表 85-5-1にて整理 

 表 85-3-1にて整理 

保安規定第52,53条(系に含まれる)

補(2)-94



 

第 1.1.8.1 表 重大事故等対処設備の設備分類等(5/27) 

設備種別

設備
耐震重要度

分類

常設

可搬
設備分類

重大事故等

クラス

主蒸気逃がし弁 主蒸気逃がし弁 S 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

加圧器逃がし弁 加圧器逃がし弁 S 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

主蒸気逃がし弁 主蒸気逃がし弁 S 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

加圧器逃がし弁 加圧器逃がし弁 S 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

余熱除去ポンプ入口弁
余熱除去系の隔離

（ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽｼｽﾃﾑLOCA）
余熱除去ポンプ入口弁 S 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

アキュムレータ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

アキュムレータ出口電動弁 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

蓄圧注入
アキュムレータ、アキュムレータ出口電

動弁
S

1次冷却系の
減圧

（ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽｼｽﾃﾑLOCA）

1次冷却系の

減圧

（蒸気発生器伝熱管破損）

第46条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備

設備(既設+新設) 系統機能

代替する機能を有する設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備

 表 85-9-1にて整理 

 表 85-9-1にて整理 

 表 85-3-1にて整理 

 表 85-3-1にて整理 

 保安規定第 52条(系に含まれる) 

 保安規定第 51条にて整理 

補(2)-95



 

第 1.1.8.1 表 重大事故等対処設備の設備分類等(6/27) 

設備種別

設備
耐震重要度

分類

常設

可搬
設備分類

重大事故等

クラス

A、Ｂ内部スプレポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

恒設代替低圧注水ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

燃料取替用水タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

復水タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

Ａ内部スプレクーラ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

可搬式代替低圧注水ポンプ 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

電源車

(可搬式代替低圧注水ポンプ用)
可搬 可搬型重大事故等対処設備 －

送水車 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

A、Ｂ内部スプレポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

Ａ内部スプレクーラ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

Ａ・Ｂ内部スプレポンプ入口弁（格納容器
再循環サンプ側）

常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

格納容器再循環サンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 －

格納容器再循環サンプスクリーン 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

充てん／高圧注入ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

燃料取替用水タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

復水タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

抽出水再生クーラ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

ほう酸注入タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

恒設代替低圧注水ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

Ｃ充てん／高圧注入ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

燃料取替用水タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

復水タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

抽出水再生クーラ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

可搬式代替低圧注水ポンプ 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

電源車
(可搬式代替低圧注水ポンプ用)

可搬 可搬型重大事故等対処設備 －

送水車 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

B余熱除去ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

Ｂ充てん/高圧注入ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

大容量ポンプ 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

格納容器再循環サンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 －

格納容器再循環サンプスクリーン 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

Ｂ余熱除去クーラ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

ほう酸注入タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

Ａ１、Ａ２海水ストレーナ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

第47条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備

設備(既設+新設) 系統機能

代替する機能を有する設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備

代替炉心注水

余熱除去ポンプ、
充てん/高圧注入ポンプ、

燃料取替用水タンク、

格納容器再循環サンプスクリーン

S

代替再循環運転

代替炉心注水

余熱除去ポンプ、

充てん/高圧注入ポンプ、

燃料取替用水タンク、
格納容器再循環サンプスクリーン

S

代替再循環運転

余熱除去ポンプ、

余熱除去クーラ、

余熱除去ポンプ入口弁（格納容器再循
環サンプ連絡第１弁）、

余熱除去ポンプ入口弁（格納容器再循

環サンプ連絡第２弁）

S

全交流動力電源

原子炉補機冷却系
S

格納容器再循環
サンプスクリーン

S炉心注水

S
全交流動力電源

原子炉補機冷却系
代替炉心注水

全交流動力電源
原子炉補機冷却系

S代替炉心注水

 表 85-4-4にて整理 
 表 85-6-2にて整理 
 表 85-14-2にて整理 
 表 85-14-3にて整理 
 表 85-4-4(系に含まれる) 

 表 85-4-5にて整理 

 表 85-4-6にて整理 

 表 85-4-1にて整理 
 表 85-14-2にて整理 
 表 85-14-3にて整理 

 表 85-4-1 (系に含まれる) 

 表 85-6-2にて整理 

 表 85-4-3にて整理 
 表 85-14-2にて整理 
 表 85-14-3にて整理 
 表 85-4-3(系に含まれる) 

 表 85-4-5にて整理 

 表 85-4-6にて整理 

 表 85-7-2にて整理 

 表 85-4-6にて整理 

 表85-4-6(系に含まれる) 

 表 85-7-2(系に含まれる) 

補(2)-96



 

第 1.1.8.1 表 重大事故等対処設備の設備分類等(7/27) 

設備種別

設備
耐震重要度

分類

常設

可搬
設備分類

重大事故等

クラス

内部スプレポンプ 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

恒設代替低圧注水ポンプ 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

原子炉下部キャビティ注水ポンプ 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

燃料取替用水タンク 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

復水タンク 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

内部スプレクーラ 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

送水車 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

電動補助給水ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

タービン動補助給水ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

復水タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

蒸気発生器 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

主蒸気逃がし弁 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

主蒸気管 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

電動補助給水ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

タービン動補助給水ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

復水タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

蒸気発生器 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

主蒸気逃がし弁 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

主蒸気管 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

充てん/高圧注入ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

燃料取替用水タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

復水タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

アキュムレータ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

抽出水再生クーラ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

A、Ｂ内部スプレポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

恒設代替低圧注水ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

燃料取替用水タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

復水タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

Ａ内部スプレクーラ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

可搬式代替低圧注水ポンプ 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

電源車

(可搬式代替低圧注水ポンプ用)
可搬 可搬型重大事故等対処設備 －

送水車 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

A、Ｂ内部スプレポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

Ａ内部スプレクーラ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

格納容器再循環サンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 －

格納容器再循環サンプスクリーン 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

余熱除去ポンプ、余熱除去クーラ

S全交流動力電源

S代替再循環運転

蒸気発生器2次側に

よる炉心冷却
(注水)

S

蒸気発生器2次側に

よる炉心冷却
(蒸気放出)

全交流動力電源 S

炉心注水 余熱除去ポンプ、余熱除去クーラ S

代替炉心注水

代替炉心注水 余熱除去ポンプ、余熱除去クーラ

第47条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備

設備(既設+新設) 系統機能

代替する機能を有する設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備

S

余熱除去ポンプ、余熱除去クーラ

余熱除去ポンプ、余熱除去クーラ S

蒸気発生器2次側に

よる炉心冷却
(蒸気放出)

余熱除去ポンプ、余熱除去クーラ S

蒸気発生器2次側に
よる炉心冷却

(注水)

――

格納容器水張り

（格納容器スプレイ、
代替格納容器スプレイ）

 表 85-6-1にて整理 
 表 85-6-2にて整理 
 表 85-6-3にて整理 
 表 85-14-2にて整理 
 表 85-14-3にて整理 
 表 85-6-1(系に含まれる) 
 表 85-14-1にて整理 

 表 85-8-1にて整理 

 表 85-14-3にて整理 
 表 85-8-1にて整理 
 表 85-9-1にて整理 
 表 85-9-1(系に含まれる) 

 表 85-8-1にて整理 

 表 85-14-3にて整理 
 表 85-8-1にて整理 
 表 85-9-1にて整理 
 表 85-9-1(系に含まれる) 

 表 85-14-2にて整理 
 表 85-14-3にて整理 
 表 85-4-2にて整理 
 表 85-4-3 (系に含まれる) 

 表 85-4-4にて整理 
 表 85-6-2にて整理 
 表 85-14-2にて整理 
 表 85-14-3にて整理 
 表 85-4-4(系に含まれる) 

 表 85-4-5にて整理 

 表 85-4-6にて整理 

表85-4-1にて整理

補(2)-97



 

第 1.1.8.1 表 重大事故等対処設備の設備分類等(8/27) 

設備種別

設備
耐震重要度

分類

常設

可搬
設備分類

重大事故等

クラス

電動補助給水ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

タービン動補助給水ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

復水タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

蒸気発生器 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

主蒸気逃がし弁 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

主蒸気管 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

アキュムレータ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

恒設代替低圧注水ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

Ｃ充てん／高圧注入ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

燃料取替用水タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

復水タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

抽出水再生クーラ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

可搬式代替低圧注水ポンプ 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

電源車

(可搬式代替低圧注水ポンプ用)
可搬 可搬型重大事故等対処設備 －

送水車 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

B余熱除去ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

Ｂ充てん/高圧注入ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

大容量ポンプ 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

格納容器再循環サンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 －

格納容器再循環サンプスクリーン 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

Ｂ余熱除去クーラ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

ほう酸注入タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

A１、Ａ２海水ストレーナ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

電動補助給水ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

タービン動補助給水ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

復水タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

蒸気発生器 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

主蒸気逃がし弁 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

主蒸気管 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

充てん/高圧注入ポンプ 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

余熱除去ポンプ 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

燃料取替用水タンク 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

復水タンク 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

抽出水再生クーラ 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

ほう酸注入タンク 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

余熱除去クーラ 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

S余熱除去ポンプ、余熱除去クーラ

蒸気発生器2次側に

よる炉心冷却
(注水)

第47条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備

設備(既設+新設) 系統機能

代替する機能を有する設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備

代替再循環運転
全交流動力電源

原子炉補機冷却系
S

代替炉心注水
全交流動力電源

原子炉補機冷却系
S

代替炉心注水 全交流動力電源

原子炉補機冷却系
S

蒸気発生器2次側に

よる炉心冷却
(蒸気放出)

余熱除去ポンプ、余熱除去クーラ S

炉心注水
―

(溶融炉心の落下遅延・防止)
―

蒸気発生器2次側に

よる炉心冷却
(注水)

全交流動力電源 S

蒸気発生器2次側に

よる炉心冷却
(蒸気放出)

全交流動力電源 S

 表 85-8-1にて整理 

 表 85-14-3にて整理 
 表 85-8-1にて整理 
 表 85-9-1にて整理 
 表 85-9-1(系に含まれる) 
 表 85-4-2にて整理 
 表 85-6-2にて整理 
 表 85-4-3にて整理 
 表 85-14-2にて整理 
 表 85-14-3にて整理 

 表85-4-3(系に含まれる) 

 表 85-4-5にて整理 

 表 85-4-6にて整理 

 表 85-7-2にて整理 

 表 85-4-6にて整理 

 表 85-4-6(系に含まれる) 

 表 85-7-2(系に含まれる) 

 表 85-8-1にて整理 

 表 85-14-3にて整理 
 表 85-8-1にて整理 
 表 85-9-1にて整理 
 表85-9-1(系に含まれる) 

 表 85-4-1にて整理 

 表 85-14-2にて整理 
 表 85-14-3にて整理 

 表 85-4-1(系に含まれる) 

補(2)-98



 

第 1.1.8.1 表 重大事故等対処設備の設備分類等(9/27) 

  

設備種別

設備
耐震重要度

分類

常設

可搬
設備分類

重大事故等

クラス

A、Ｂ内部スプレポンプ 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

恒設代替低圧注水ポンプ 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

燃料取替用水タンク 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

復水タンク 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

Ａ内部スプレクーラ 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

恒設代替低圧注水ポンプ 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

Ｃ充てん／高圧注入ポンプ 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

燃料取替用水タンク 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

復水タンク 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

抽出水再生クーラ 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

第47条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備

設備(既設+新設) 系統機能

代替する機能を有する設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備

―

―

―

(溶融炉心の落下遅延・防止)

―

(溶融炉心の落下遅延・防止)

代替炉心注水

代替炉心注水

 表 85-4-4にて整理 
 表 85-6-2にて整理 
 表 85-14-2にて整理 
 表 85-14-3にて整理 
 表 85-4-4(系に含まれる) 
 表 85-6-2にて整理 
 表 85-4-3にて整理 
 表 85-14-2にて整理 
 表 85-14-3にて整理 
 表 85-4-3(系に含まれる) 

補(2)-99



 

第 1.1.8.1 表 重大事故等対処設備の設備分類等(10/27) 

  

設備種別

設備
耐震重要度

分類

常設

可搬
設備分類

重大事故等

クラス

電動補助給水ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

タービン動補助給水ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

復水タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

蒸気発生器 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

主蒸気逃がし弁 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

主蒸気管 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

Ａ格納容器循環冷暖房ユニット 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

大容量ポンプ 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

Ａ１、Ａ２海水ストレーナ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

大容量ポンプ 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

B余熱除去ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

Ｂ充てん/高圧注入ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

Ａ１、Ａ２海水ストレーナ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

電動補助給水ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

タービン動補助給水ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

復水タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

蒸気発生器 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

主蒸気逃がし弁 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

主蒸気管 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

Ａ格納容器循環冷暖房ユニット 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

大容量ポンプ 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

Ａ１、Ａ２海水ストレーナ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

大容量ポンプ 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

B余熱除去ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

Ｂ充てん/高圧注入ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

Ａ１、Ａ２海水ストレーナ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

全交流動力電源

海水ポンプ、
１次系冷却水ポンプ

S

蒸気発生器2次側に
よる炉心冷却

(注水)

全交流動力電源 S

代替補機冷却

蒸気発生器2次側に
よる炉心冷却

(蒸気放出)

S

大容量ポンプによる

代替補機冷却
全交流動力電源 S

格納容器内
自然対流冷却

全交流動力電源 S

格納容器内

自然対流冷却

海水ポンプ、

１次系冷却水ポンプ
S

蒸気発生器2次側に
よる炉心冷却

(注水)

海水ポンプ、

１次系冷却水ポンプ
S

海水ポンプ、

１次系冷却水ポンプ

蒸気発生器2次側に

よる炉心冷却

(蒸気放出)

S

第48条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

設備(既設+新設) 系統機能

代替する機能を有する設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備

 表 85-8-1にて整理 

 表 85-14-3にて整理 
 表 85-8-1にて整理 
 表 85-9-1にて整理 
 表 85-9-1(系に含まれる) 
 表 85-7-1にて整理 
 表 85-7-2にて整理 
 表 85-7-2(系に含まれる) 
 表 85-7-2にて整理 

 表 85-4-6にて整理 

 表 85-7-2(系に含まれる) 

 表 85-8-1にて整理 

 表 85-14-3にて整理 
 表 85-8-1にて整理 
 表 85-9-1にて整理 
 表 85-9-1(系に含まれる) 
 表 85-7-1にて整理 
 表 85-7-2にて整理 
 表 85-7-2(系に含まれる) 
 表 85-7-2にて整理 

 表 85-4-6にて整理 

 表 85-7-2(系に含まれる) 

補(2)-100



 

第 1.1.8.1 表 重大事故等対処設備の設備分類等(11/27) 

設備種別

設備
耐震重要度

分類

常設

可搬
設備分類

重大事故等

クラス

Ａ格納容器循環冷暖房ユニット 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

１次系冷却水ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

１次系冷却水クーラ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

１次系冷却水タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

窒素ボンベ（１次系冷却水タンク加圧用） 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

海水ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

海水ストレーナ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

恒設代替低圧注水ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

原子炉下部キャビティ注水ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

燃料取替用水タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

復水タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

恒設代替低圧注水ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

原子炉下部キャビティ注水ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

燃料取替用水タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

復水タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

Ａ格納容器循環冷暖房ユニット 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

大容量ポンプ 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

Ａ１、Ａ２海水ストレーナ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

Ａ格納容器循環冷暖房ユニット 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

１次系冷却水ポンプ 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

１次系冷却水クーラ 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

１次系冷却水タンク 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

窒素ボンベ（１次系冷却水タンク加圧用） 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

海水ポンプ 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

海水ストレーナ 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

恒設代替低圧注水ポンプ 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

原子炉下部キャビティ注水ポンプ 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

燃料取替用水タンク 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

復水タンク 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

送水車 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

恒設代替低圧注水ポンプ 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

原子炉下部キャビティ注水ポンプ 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

燃料取替用水タンク 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

復水タンク 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

送水車 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

Ａ格納容器循環冷暖房ユニット 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

大容量ポンプ 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

Ａ１、Ａ２海水ストレーナ 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

――
代替格納容器
スプレイ

全交流動力電源、
原子炉補機冷却水設備

S

―

格納容器内
自然対流冷却

格納容器内
自然対流冷却

―

格納容器内

自然対流冷却
― ―

――
代替格納容器
スプレイ

第49条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備

設備(既設+新設) 系統機能

代替する機能を有する設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備

代替格納容器
スプレイ

全交流動力電源、
原子炉補機冷却水設備

S

格納容器内
自然対流冷却

内部スプレポンプ、

内部スプレクーラ、
内部スプレポンプ入口弁（格納容器再

循環サンプ側）

S

S
内部スプレポンプ、

燃料取替用水タンク

代替格納容器

スプレイ

 表 85-7-1にて整理 

 表 85-7-1(系に含まれる) 
 表 85-6-2にて整理 

 表 85-14-2にて整理 
 表 85-14-3にて整理 
 表 85-6-2にて整理 

 表 85-14-2にて整理 
 表 85-14-3にて整理 
 表 85-7-1にて整理 
 表 85-7-2にて整理 
 表 85-7-2(系に含まれる) 

 表 85-7-1にて整理 

 表 85-7-1(系に含まれる) 
 表 85-6-2にて整理 

 表 85-14-2にて整理 
 表 85-14-3にて整理 
 表 85-14-1にて整理 
 表 85-6-2にて整理 

 表 85-14-2にて整理 
 表 85-14-3にて整理 
 表 85-14-1にて整理 
 表 85-7-1にて整理 
 表 85-7-2にて整理 
 表 85-7-2(系に含まれる) 

 表 85-6-3にて整理 

 表 85-6-3にて整理 

 表 85-6-3にて整理 

 表 85-6-3にて整理 

補(2)-101



 

第 1.1.8.1 表 重大事故等対処設備の設備分類等(12/27) 

設備種別

設備
耐震重要度

分類

常設

可搬
設備分類

重大事故等

クラス

内部スプレポンプ 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

燃料取替用水タンク 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

内部スプレクーラ 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

Ａ格納容器循環冷暖房ユニット 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

１次系冷却水ポンプ 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

１次系冷却水クーラ 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

１次系冷却水タンク 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

窒素ボンベ（１次系冷却水タンク加圧用） 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

海水ポンプ 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

海水ストレーナ 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

恒設代替低圧注水ポンプ 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

原子炉下部キャビティ注水ポンプ 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

燃料取替用水タンク 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

復水タンク 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

送水車 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

Ａ格納容器循環冷暖房ユニット 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

大容量ポンプ 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

Ａ１、Ａ２海水ストレーナ 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

恒設代替低圧注水ポンプ 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

原子炉下部キャビティ注水ポンプ 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

燃料取替用水タンク 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

復水タンク 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

送水車 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

格納容器

自然対流冷却
（全交流動力電源又は原

子炉補機冷却機能喪失
時）

― ―

――

代替格納容器スプレイ

（全交流動力電源又は原
子炉補機冷却機能喪失

時）

第50条 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備

設備(既設+新設) 系統機能

代替する機能を有する設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備

―

格納容器自然対流冷却

（交流動力電源及び原子

炉補機冷却機能健全時）

― ―

代替格納容器スプレイ

（交流動力電源及び原子

炉補機冷却機能健全時）

― ―

格納容器スプレイ
（交流動力電源及び原子

炉補機冷却機能健全時）

―

 表 85-6-3にて整理 

 表 85-6-3にて整理 

 表 85-6-1にて整理 
 表 85-14-2にて整理 
 表 85-6-1(系に含まれる) 

 表 85-7-1にて整理 

 表 85-7-1(系に含まれる) 
 表 85-6-2にて整理 

 表 85-14-2にて整理 
 表 85-14-3にて整理 
 表 85-14-1にて整理 
 表 85-7-1にて整理 
 表 85-7-2にて整理 
 表 85-7-2(系に含まれる) 
 表 85-6-2にて整理 

 表 85-14-2にて整理 
 表 85-14-3にて整理 
 表 85-14-1にて整理 

補(2)-102



 

第 1.1.8.1 表 重大事故等対処設備の設備分類等(13/27) 

設備種別

設備
耐震重要度
分類

常設
可搬

設備分類
重大事故等
クラス

内部スプレポンプ 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

燃料取替用水タンク 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

内部スプレクーラ 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

原子炉下部キャビティ注水ポンプ 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

燃料取替用水タンク 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

復水タンク 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

恒設代替低圧注水ポンプ 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

燃料取替用水タンク 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

復水タンク 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

原子炉下部キャビティ注水ポンプ 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

燃料取替用水タンク 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

復水タンク 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

恒設代替低圧注水ポンプ 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

燃料取替用水タンク 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

復水タンク 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

格納容器スプレイ
（交流動力電源及び原子
炉補機冷却機能健全時）

― ―

第51条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備

設備(既設+新設) 系統機能

代替する機能を有する設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備

原子炉下部キャビティ
直接注水

（全交流動力電源又は原
子炉補機冷却機能喪失

時）

― ―

――

代替格納容器スプレイ
（全交流動力電源又は原

子炉補機冷却機能喪失
時）

原子炉下部キャビティ

直接注水
（交流動力電源及び原子
炉補機冷却機能健全時）

――

代替格納容器スプレイ

（交流動力電源及び原子
炉補機冷却機能健全時）

――

 表 85-6-1にて整理 
 表 85-14-2にて整理 
 表 85-6-1(系に含まれる) 
 表 85-6-3にて整理 
 表 85-14-2にて整理 
 表 85-14-3にて整理 
 表 85-6-2にて整理 
 表 85-14-2にて整理 
 表 85-14-3にて整理 
 表 85-6-3にて整理 
 表 85-14-2にて整理 
 表 85-14-3にて整理 
 表 85-6-2にて整理 
 表 85-14-2にて整理 
 表 85-14-3にて整理 

補(2)-103



 

第 1.1.8.1 表 重大事故等対処設備の設備分類等(14/27) 

設備種別

設備
耐震重要度
分類

常設
可搬

設備分類
重大事故等
クラス

静的触媒式水素再結合装置 常設 常設重大事故緩和設備 -

静的触媒式水素再結合装置

温度監視装置
常設 常設重大事故緩和設備 -

原子炉格納容器水素燃焼装置 常設 常設重大事故緩和設備 -

原子炉格納容器水素燃焼装置

温度監視装置
常設 常設重大事故緩和設備 -

可搬型格納容器内

水素濃度計測装置
可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

可搬型原子炉補機冷却水

循環ポンプ
可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

格納容器雰囲気ガスサンプリング冷却器 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

格納容器雰囲気ガスサンプリング

湿分分離器
常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

大容量ポンプ 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

可搬型格納容器ガス試料圧縮装置 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

Ａ１、Ａ２海水ストレーナ 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

― ―水素濃度監視

水素濃度低減

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

― ―

設備(既設+新設) 系統機能

代替する機能を有する設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備

 表 85-10-1にて整理 

 表 85-10-2にて整理 

 表 85-10-2にて整理 

 表 85-7-2にて整理 

 表 85-7-2(系に含まれる) 

補(2)-104



 

第 1.1.8.1 表 重大事故等対処設備の設備分類等(15/27) 

設備種別

設備
耐震重要度

分類

常設

可搬
設備分類

重大事故等

クラス

アニュラス循環ファン 常設 常設重大事故緩和設備 -

アニュラス循環フィルタユニット 常設 常設重大事故緩和設備 -

窒素ボンベ
(アニュラス循環系ダンパ作動用)

可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

格納容器排気筒 常設 常設重大事故緩和設備 SA-2

可搬型アニュラス内水素濃度計測装置 水素濃度監視 ― ― 可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

第53条 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備

水素排出 ― ―

設備(既設+新設) 系統機能

代替する機能を有する設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備

 表 85-11-1にて整理 

 表 85-11-1(系に含まれる) 
 表 85-16-1にて整理 

補(2)-105



 

第 1.1.8.1 表 重大事故等対処設備の設備分類等(16/27) 

設備種別

設備
耐震重要度
分類

常設
可搬

設備分類
重大事故等
クラス

送水車
海水から使用済燃料

ピットへの注水

使用済燃料ピットポンプ、
使用済燃料ピットクーラ、

燃料取替用水タンク、

燃料取替用水ポンプ

S 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

送水車 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

スプレイヘッダ 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

大容量ポンプ（放水砲用） 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

放水砲 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

使用済燃料ピット水位（広域） 常設

常設耐震重要重大事故防止設備以外の常

設重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備

-

可搬型使用済燃料ピット水位 可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

使用済燃料ピット温度（ＡＭ用）
使用済燃料ピット温度

―
C
―

常設

常設耐震重要重大事故防止設備以外の常

設重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備

-

可搬式使用済燃料ピット区域周辺

エリアモニタ

使用済燃料ピット区域エリアモニタ

―

C

―
可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

使用済燃料ピットエリア監視カメラ ― ― 常設 常設重大事故緩和設備 -

使用済燃料ピットエリア監視カメラ空冷装

置
― ― 可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

使用済燃料ピットの

監視

―
送水車による使用済燃料

ピットへのスプレイ
―

使用済燃料ピット水位

―

C

―

大容量ポンプ（放水砲用）
及び放水砲による使用済

燃料ピットへの放水

―

第54条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

―

設備(既設+新設) 系統機能

重大事故等対処設備代替する機能を有する設計基準対象施設

 表 85-12-1にて整理 

 表 85-12-2にて整理 

 表 85-13-1にて整理 

 表 85-12-3にて整理 

補(2)-106



 

第 1.1.8.1 表 重大事故等対処設備の設備分類等(17/27) 

設備種別

設備
耐震重要度
分類

常設
可搬

設備分類
重大事故等
クラス

大容量ポンプ（放水砲用） 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

放水砲 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

シルトフェンス 可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

送水車 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

スプレイヘッダ 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

大容量ポンプ（放水砲用） 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

放水砲 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

シルトフェンス 可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

大容量ポンプ（放水砲用） 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

放水砲 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

泡混合器 可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

第55条 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備

設備(既設+新設) 系統機能

代替する機能を有する設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備

―

―
大気・海洋への
拡散抑制

航空機燃料火災への
泡消火

―

―

大気・海洋への
拡散抑制

― ―

 表 85-13-1にて整理 

 表 85-13-2にて整理 

 表 85-12-2にて整理 

 表 85-13-1にて整理 

 表 85-13-2にて整理 

 表 85-13-1にて整理 

補(2)-107



 

第 1.1.8.1 表 重大事故等対処設備の設備分類等(18/27) 

設備種別

設備
耐震重要度
分類

常設
可搬

設備分類
重大事故等
クラス

送水車 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

タービン動補助給水ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

燃料取替用水タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

充てん/高圧注入ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

加圧器逃がし弁 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

ほう酸注入タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

送水車
海水を用いた復水タンクへ

の補給
復水タンク（枯渇） S 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

復水タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

恒設代替低圧注水ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

充てん/高圧注入ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

抽出水再生クーラ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

送水車
海水を用いた復水タンクへ

の補給

燃料取替用水タンク

（枯渇又は破損）
S 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

可搬式代替低圧注水ポンプ 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

電源車

(可搬式代替低圧注水ポンプ用)
可搬 可搬型重大事故等対処設備 －

送水車 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

復水タンク

復水タンクから

燃料取替用水タンク
への補給

S 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

送水車
海水を用いた復水タンクへ

の補給
S 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

S

第56条 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備

設備(既設+新設) 系統機能

代替する機能を有する設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備

１次冷却系の

フィードアンドブリード

燃料取替用水タンク

から海水への
水源切替

燃料取替用水タンク

から復水タンクへの
水源切替

復水タンク（枯渇又は破損）

復水タンクから海水への水

源切替（送水車を用いた

タービン動補助給水ポン
プ直接供給）

S

S

燃料取替用水タンク

（枯渇又は破損）
S

燃料取替用水タンク

（枯渇又は破損）

燃料取替用水タンク（枯渇）

 表 85-8-1にて整理 

 表 85-14-1にて整理 

 表 85-14-2にて整理 

 表 85-3-1にて整理 

 表 85-3-1(系に含まれる)

 表 85-14-1にて整理 

 表 85-14-3にて整理 

 表 85-6-2にて整理 

 表 85-14-1にて整理 

 表 85-4-5にて整理 

 表 85-14-3にて整理 

 表 85-14-1にて整理 

表85-4-3にて整理

表85-4-3(系に含まれる)

補(2)-108



 

第 1.1.8.1 表 重大事故等対処設備の設備分類等(19/27) 

設備種別

設備
耐震重要度

分類

常設

可搬
設備分類

重大事故等

クラス

復水タンク 常設
常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備
SA-2

恒設代替低圧注水ポンプ 常設
常設耐震重要重大事故防止設備
常設重大事故緩和設備

SA-2

原子炉下部キャビティ注水ポンプ 常設
常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備
SA-2

送水車
海水を用いた復水タンクへ

の補給
燃料取替用水タンク
（枯渇又は破損）

S 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

格納容器再循環サンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 －

格納容器再循環サンプスクリーン 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

Ａ、Ｂ内部スプレポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

Ａ内部スプレクーラ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

格納容器再循環サンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 －

格納容器再循環サンプスクリーン 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

B余熱除去ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

Ｂ充てん/高圧注入ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

B余熱除去クーラ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

ほう酸注入タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

大容量ポンプ 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

Ａ１、Ａ２海水ストレーナ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA-2

送水車
海水から使用済燃料ピット

への注水
燃料取替用水タンク
（枯渇又は破損）

S 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

送水車 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

スプレイヘッダ 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

大容量ポンプ（放水砲用） 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

放水砲 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

大容量ポンプ（放水砲用） 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

放水砲 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

余熱除去ポンプ、充てん/高圧注入ポ

ンプ、余熱除去クーラ
S

代替再循環

全交流動力電源、

原子炉補機冷却系

燃料取替用水タンク

から復水タンクへの

水源切替

第56条 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備

設備(既設+新設) 系統機能

代替する機能を有する設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備

大容量ポンプ（放水砲用）
及び放水砲による格納容

器及びアニュラス部への

放水

―

大容量ポンプ（放水砲用）
及び放水砲による使用済

燃料ピットへの放水

―
送水車による使用済
燃料ピットへのスプレイ

―

―

S
―

― ―

燃料取替用水タンク

（枯渇又は破損）

―

S

 表 85-14-3にて整理 

 表 85-6-2にて整理 
 表 85-6-3にて整理 

 表 85-14-1にて整理 

 表 85-4-6にて整理 

 表 85-4-6(系に含まれる) 

 表 85-7-2にて整理 
 表 85-7-2(系に含まれる) 
 表 85-12-1にて整理 

 表 85-12-2にて整理 

 表 85-13-1にて整理 

補(2)-109



 

第 1.1.8.1 表 重大事故等対処設備の設備分類等(20/27) 

設備種別

設備
耐震重要度

分類

常設

可搬
設備分類

重大事故等

クラス

空冷式非常用発電装置 常設
常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備
-

燃料油貯蔵タンク 常設
常設耐震重要重大事故防止設備
常設重大事故緩和設備

-

可搬式オイルポンプ 可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

電源車 可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

タンクローリー 可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

燃料油移送ポンプ 常設
常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備
-

蓄電池（安全防護系用） 常設
常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備
-

計器用電源（無停電電源装置） 常設
常設耐震重要重大事故防止設備
常設重大事故緩和設備

-

空冷式非常用発電装置 常設
常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備
-

燃料油貯蔵タンク 常設
常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備
-

可搬式オイルポンプ 可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

タンクローリー 可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

燃料油移送ポンプ 常設
常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備
-

電源車 可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

可搬式整流器 可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

計器用電源（無停電電源装置） 常設
常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備
-

空冷式非常用発電装置 常設
常設耐震重要重大事故防止設備
常設重大事故緩和設備

-

燃料油貯蔵タンク 常設
常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備
-

可搬式オイルポンプ 可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

タンクローリー 可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

燃料油移送ポンプ 常設
常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備
-

代替所内電気設備分電盤 常設
常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備
-

代替所内電気設備変圧器 常設
常設耐震重要重大事故防止設備
常設重大事故緩和設備

-

可搬式整流器 可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

ディーゼル発電機
ディーゼル発電機

―

S

―
常設

常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備
-

燃料油貯蔵タンク
燃料油貯蔵タンク

―
S
―

常設
常設耐震重要重大事故防止設備
常設重大事故緩和設備

-

S

―

設備(既設+新設)

代替電源(直流)からの

給電

系統機能

代替電源(交流)からの
給電

第57条 電源設備

重大事故等対処設備代替する機能を有する設計基準事故対処設備 

ディーゼル発電機

（全交流動力電源）

―

ディーゼル発電機

（全交流動力電源）及び
蓄電池（安全防護系用）（枯渇）

―

ディーゼル発電機

（全交流動力電源）
―

S

―

S
―

S
―

代替所内電源設備に

よる（交流、直流）給電

所内電気設備

―

電源供給

 表 85-15-3にて整理 

 表 85-15-1にて整理 

 表 85-15-1にて整理 

 表 85-15-4にて整理 

 表 85-15-1にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

 表 85-15-6にて整理 

 表 85-15-2にて整理 

 表 85-15-5にて整理 

 表 85-15-4にて整理 
 保安規定第 74,75条にて整理 
 表 85-15-6にて整理 

保安規定第79,80条にて整理

保安規定第79,80条にて整理

補(2)-110



 

第 1.1.8.1 表 重大事故等対処設備の設備分類等(21/27) 

設備種別

設備
耐震重要度

分類

常設

可搬
設備分類

重大事故等

クラス

1次冷却材高温側広域温度 1次冷却材低温側広域温度 S 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 －

1次冷却材低温側広域温度 1次冷却材高温側広域温度 S 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 －

冷却材圧力（広域） 圧力計測
加圧器圧力

―

S

―
常設

常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備
－

原子炉水位 加圧器水位 S 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 －

加圧器水位
安全注入流量

余熱除去クーラ出口流量
S 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 －

安全注入流量
燃料取替用水タンク水位

―

S

―
常設

常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備
－

補助安全注入流量
燃料取替用水タンク水位

―
S
―

常設
常設耐震重要重大事故防止設備
常設重大事故緩和設備

－

余熱除去クーラ出口流量
燃料取替用水タンク水位

―

S

―
常設

常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備
－

恒設代替低圧注水ポンプ

出口流量積算

燃料取替用水タンク水位

―

S

―
常設

常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備
－

格納容器内温度 温度計測
格納容器圧力

―
S
―

常設
常設耐震重要重大事故防止設備
常設重大事故緩和設備

－

格納容器圧力
格納容器内温度

―

C

―
常設

常設耐震重要重大事故防止設備以外の常
設重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備

－

格納容器圧力（広域）
格納容器圧力

―

S

―
常設

常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備
－

格納容器再循環サンプ水位（広域）
格納容器再循環サンプ水位（狭域）

―

S

―
常設

常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備
－

格納容器再循環サンプ水位（狭域）
格納容器再循環サンプ水位（広域）

―
S
―

常設
常設耐震重要重大事故防止設備
常設重大事故緩和設備

－

原子炉格納容器水位 ― ― 常設 常設重大事故緩和設備 －

原子炉下部キャビティ水位 ― ― 常設 常設重大事故緩和設備 －

格納容器内高レンジエリアモニタ

（低レンジ）

格納容器内高レンジエリアモニタ

（高レンジ）
―

S

―
常設

常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備
－

格納容器内高レンジエリアモニタ

（高レンジ）

格納容器内高レンジエリアモニタ

（低レンジ）
―

S

―
常設

常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備
－

出力領域中性子束 中間領域中性子束 S 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 －

中間領域中性子束 出力領域中性子束 S 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 －

中性子源領域中性子束 中間領域中性子束 S 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 －

蒸気発生器水位（狭域） 蒸気発生器水位（広域） S 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 －

蒸気発生器水位（広域） 蒸気発生器水位（狭域） S 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 －

補助給水流量 注水量計測 復水タンク水位 S 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 －

燃料取替用水タンク水位

安全注入流量、余熱除去クーラ出口流

量

－

S

―
常設

常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備
－

ほう酸タンク水位 中性子源領域中性子束 S 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 －

復水タンク水位 補助給水流量 S 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 －

主蒸気圧力 圧力計測 1次冷却材低温側広域温度 S 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 －

格納容器スプレ流量積算
燃料取替用水タンク水位

―

S

―
常設

常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備
－

原子炉下部キャビティ注水ポンプ
出口流量積算

燃料取替用水タンク水位
―

S
―

常設
常設耐震重要重大事故防止設備
常設重大事故緩和設備

－

１次系冷却水タンク水位 水位計測
格納容器空調装置冷却水出口流量

―

C

―
常設

常設耐震重要重大事故防止設備以外の常
設重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備

－

温度計測

水位計測

第58条 計装設備

重大事故等対処設備

設備(既設+新設) 系統機能

代替する機能を有する設計基準事故対処設備 

注水量計測

水位計測

線量計測

圧力計測

出力計測

水位計測

水位計測

注水量計測

 表 85-16-1にて整理 

補(2)-111



 

第 1.1.8.1 表 重大事故等対処設備の設備分類等(22/27) 

設備種別

設備
耐震重要度

分類

常設

可搬
設備分類

重大事故等

クラス

１次系冷却水タンク加圧ライン圧力 圧力計測
格納容器空調装置冷却水出口流量

―

C

―
可搬 可搬型重大事故等対処設備 －

可搬型格納容器内

水素濃度計測装置
― ― 可搬 可搬型重大事故等対処設備 －

可搬型アニュラス内
水素濃度計測装置

― ― 可搬 可搬型重大事故等対処設備 －

可搬型温度計測装置（格納容器循環冷

暖房ユニット入口温度／出口温度（SA）
用）

温度計測
格納容器空調装置冷却水出口流量

―

C

―
可搬 可搬型重大事故等対処設備 －

可搬型計測器
温度、圧力、水位及び注

水量計測
各計器（耐震Ｓクラスの計器含む）

―
S
―

可搬 可搬型重大事故等対処設備 －

ＳＰＤＳ表示装置 常設 常設重大事故緩和設備 -

安全パラメータ表示システム
（ＳＰＤＳ）

常設 常設重大事故緩和設備 -

第58条 計装設備

重大事故等対処設備

設備(既設+新設) 系統機能

代替する機能を有する設計基準事故対処設備 

水素濃度計測

―
発電所内の
通信連絡

―

 表 85-16-1にて整理 

 表 85-16-2にて整理 

 表 85-16-3にて整理 

補(2)-112



 

第 1.1.8.1 表 重大事故等対処設備の設備分類等(23/27) 

設備種別

設備
耐震重要度

分類

常設

可搬
設備分類

重大事故等

クラス

中央制御室遮蔽
中央制御室遮蔽

―

S

―
常設

常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備
-

制御建屋送気ファン
制御建屋送気ファン

－
S
―

常設
常設耐震重要重大事故防止設備
常設重大事故緩和設備

-

制御建屋循環ファン
制御建屋循環ファン

－

S

―
常設

常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備
-

中央制御室非常用循環ファン
中央制御室非常用循環ファン

―

S

―
常設

常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備
-

中央制御室非常用循環フィルタユニット

中央制御室非常用

循環フィルタユニット
―

S

―
常設

常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備
-

酸素濃度計
酸素濃度計

―
― 可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

二酸化炭素濃度計
二酸化炭素濃度計

―
― 可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

可搬型照明（ＳＡ）
中央制御室照明

―
― 可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

制御建屋冷暖房ユニット
制御建屋冷暖房ユニット

―

S

―
常設

常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備
-

可搬型照明（ＳＡ） 汚染の持ち込み防止
チェンジングエリア非常用照明

―
― 可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

第59条 原子炉制御室

居住性の確保

設備(既設+新設) 系統機能

代替する機能を有する設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備

 遮へい（建物の壁等）については、運用による厚さの変化や故障等により機能喪失する
ものではないことから LCO対象とはしない（保安規定変更に係る基本方針 4.3-(1)） 

 表 85-17-1にて整理 

 表 85-17-1にて整理 

 表 85-17-1(系に含まれる) 

補(2)-113



 

第 1.1.8.1 表 重大事故等対処設備の設備分類等(24/27) 

設備種別

設備
耐震重要度

分類

常設

可搬
設備分類

重大事故等

クラス

可搬式モニタリングポスト 可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

電離箱サーベイメータ 可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

可搬型放射線計測装置
放射性物質の
濃度の測定

― ― 可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

小型船舶
放射性物質の濃度及び

放射線量の測定
― ― 可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

可搬型気象観測装置
風向、風速その他の
気象条件の測定

― ― 可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

第60条 監視測定設備

放射線量の測定

設備(既設+新設) 系統機能

代替する機能を有する設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備

― ―

 表 85-18-1にて整理 

補(2)-114



 

第 1.1.8.1 表 重大事故等対処設備の設備分類等(25/27) 

設備種別

設備
耐震重要度

分類

常設

可搬
設備分類

重大事故等

クラス

緊急時対策所遮蔽 常設 常設重大事故緩和設備 -

緊急時対策所非常用空気浄化

ファン
可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

緊急時対策所非常用空気浄化

フィルタユニット
可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

空気供給装置 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

緊急時対策所内可搬型エリアモ

ニタ
可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

緊急時対策所外可搬型エリアモ

ニタ
可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

酸素濃度計 可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

二酸化炭素濃度計 可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

SPDS表示装置 常設 常設重大事故緩和設備 -

安全パラメータ表示システム（ＳＰ

ＤＳ）
常設

常設重大事故緩和設備

常設重大事故等対処設備（防止・緩和以外）
-

安全パラメータ伝送システム 常設 常設重大事故等対処設備（防止・緩和以外） -

衛星電話（固定） 常設 常設重大事故緩和設備 -

衛星電話（携帯） 可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

衛星電話（可搬） 可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

緊急時衛星通報システム 常設 常設重大事故等対処設備（防止・緩和以外） -

携行型通話装置 可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

統合原子力防災ネットワークに接

続する通信連絡設備
常設 常設重大事故等対処設備（防止・緩和以外） -

緊急時対策所非常用空気浄化

ファン
可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

緊急時対策所非常用空気浄化

フィルタユニット
可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

電源車（緊急時対策所用）
代替交流電源設備か

らの給電の確保
― ― 可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

必要な要員の収容 ― ―

必要な指示及び

通信連絡
― ―

居住性の確保 ――

第61条 緊急時対策所

設備(既設+新設) 系統機能

代替する機能を有する設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備

 遮へい（建物の壁等）については、運用による厚さの変化や故障等により機能喪失する
ものではないことから LCO対象とはしない（保安規定変更に係る基本方針 4.3-(1)） 

 表 85-19-2にて整理 

 表 85-19-1にて整理 

 表 85-20-1にて整理 

 表 85-19-2にて整理 

補(2)-115



 

第 1.1.8.1 表 重大事故等対処設備の設備分類等(26/27) 

設備種別

設備
耐震重要度

分類

常設

可搬
設備分類

重大事故等

クラス

衛星電話（固定） 常設

常設耐震重要重大事故防止設備以外の

常設重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備

-

衛星電話（携帯） 可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

トランシーバー 可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

携行型通話装置 可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

SPDS表示装置 常設 常設重大事故緩和設備 -

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 常設 常設重大事故緩和設備 -

衛星電話（固定） 常設 常設重大事故緩和設備 -

衛星電話（可搬） 可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

衛星電話（携帯） 可搬 可搬型重大事故等対処設備 -

緊急時衛星通報システム 常設 常設重大事故等対処設備（防止・緩和以外） -

統合原子力防災ネットワークに接続する

通信連絡設備
常設 常設重大事故等対処設備（防止・緩和以外） -

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 常設 常設重大事故等対処設備（防止・緩和以外） -

安全パラメータ伝送システム 常設 常設重大事故等対処設備（防止・緩和以外） -

第62条 通信連絡を行うために必要な設備

設備(既設+新設) 系統機能

代替する機能を有する設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備

発電所内の

通信連絡

運転指令設備等

―

C

―

発電所外(社内外)の

通信連絡

― ―

― ―

 表 85-20-1にて整理 

補(2)-116



 

第 1.1.8.1 表 重大事故等対処設備の設備分類等(27/27)

設備種別

設備
耐震重要度

分類

常設

可搬
設備分類

重大事故等

クラス

蒸気発生器
蒸気発生器
―

S
―

常設
常設耐震重要重大事故防止設備
常設重大事故緩和設備

SA-2

冷却材ポンプ
冷却材ポンプ

―

S

―
常設

常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備
SA-2

原子炉容器
原子炉容器
―

S
―

常設
常設耐震重要重大事故防止設備
常設重大事故緩和設備

SA-2

加圧器
加圧器

―

S

―
常設

常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備
SA-2

１次冷却材管
１次冷却材管

―
S
―

常設
常設耐震重要重大事故防止設備
常設重大事故緩和設備

SA-2

1次冷却設備

1次冷却設備

設備(既設+新設) 系統機能

代替する機能を有する設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備

設備種別

設備
耐震重要度
分類

常設
可搬

設備分類
重大事故等
クラス

原子炉格納容器 原子炉格納容器
原子炉格納容器

―

S

―
常設

常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備
-

原子炉格納施設

設備(既設+新設) 系統機能

代替する機能を有する設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備

設備種別

設備
耐震重要度
分類

常設
可搬

設備分類
重大事故等
クラス

使用済燃料ピット 使用済燃料貯蔵槽
使用済燃料ピット

―

S

―
常設

常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備
-

燃料取扱及び貯蔵施設

設備(既設+新設) 系統機能

代替する機能を有する設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備

設備種別

設備
耐震重要度
分類

常設
可搬

設備分類
重大事故等
クラス

海水ポンプ室 非常用取水設備
海水ポンプ室

―

C

―
常設

常設耐震重要重大事故防止設備以外の常

設重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備

-

非常用取水設備

設備(既設+新設) 系統機能

代替する機能を有する設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備

設備種別

設備
耐震重要度

分類

常設

可搬
設備分類

重大事故等

クラス

軽油用ドラム缶 補機駆動用燃料設備
※

-
- 可搬 可搬型重大事故等対処設備 SA-3

補機駆動用燃料設備

設備(既設+新設) 系統機能

代替する機能を有する設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備

※：各条文における送水車の代替する機能を有する設計基準事故対処設備に同じ

 表 85-12-4にて整理 

 表 85-4（系に含まれる） 

 表 85-7（系に含まれる） 

保安規定第56条にて整理

表85-12（系に含まれる）
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（２）－１-３ ＳＡ設備に係る既存保安規定変更への反映箇所 

 

 本資料は、保安規定ＤＢ条文毎に当該条文の設備が、ＳＡ設備と兼ねているか否かを

確認した資料である。具体的には、条文ごとの整理表にまとめており、ＤＢ設備がＳＡ

設備を兼ねている条文については、保安規定への記載内容を例として添付する。 
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ＳＡ設備に係る既存保安規定への反映 1.1 1.2～1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 - 

保安規定条文 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - 

原
子
炉
未
臨
界 

１
次
系
Ｆ
＆
Ｂ 

炉
心
注
水 

１
次
系
の
減
圧 

Ｃ
／
Ｖ
ス
プ
レ
イ 

Ｃ
／
Ｖ
自
然
対
流
冷
却 

Ｓ
／
Ｇ
冷
却
（
注
水
） 

Ｓ
／
Ｇ
冷
却
（
蒸
気
放
出
） 

Ｃ
／
Ｖ
水
素
爆
発
防
止 

Ｃ
／
Ｖ
外
水
素
爆
発
防
止 

Ｓ
Ｆ
Ｐ
冷
却 

所
外
へ
の
放
射
性
物
質
拡
散
抑
制 

水
の
供
給
設
備 

電
源
設
備 

計
装
設
備 

中
央
制
御
室 

監
視
測
定
設
備 

緊
急
時
対
策
所 

通
信
連
絡
設
備 

原
子
炉
格
納
容
器 

№ 条文名称 

20条 停止余裕                     

21条 臨界ボロン濃度                     

22条 減速材温度係数                     

23条 制御棒動作機能 △                    

24条 制御棒の挿入限界                     

25条 制御棒位置指示                     

26条 炉物理検査 －モード１－                     

27条 炉物理検査 －モード２－                     

28条 化学体積制御系（ほう酸濃縮機能） △  ○                  

29条 原子炉熱出力                     

30条 熱流束熱水路係数（ＦＱ(Z)）                     

31条 核的エンタルピ上昇熱水路係数（ＦＮ△Ｈ）                     

32条 軸方向中性子束出力偏差                     

33条 1/4炉心出力偏差                     

34条 計測及び制御設備 △              ○      

35条 ＤＮＢ比                     

36条 １次冷却材の温度・圧力および１次冷却材温度変化率                     

37条 １次冷却系 －モード３－       ○              

38条 １次冷却系 －モード４－  △ ○    ○              

39条 １次冷却系 －モード５（１次冷却系満水）－  △ ○                  

40条 １次冷却系 －モード５（１次冷却系非満水）－  △ ○                  

41条 １次冷却系 －モード６（キャビティ高水位）－  △ ○                  

42条 １次冷却系 －モード６（キャビティ低水位）－  △ ○                  

43条 加圧器                     

44条 加圧器安全弁 △                    

45条 加圧器逃がし弁 △ ○                   

46条 低温過加圧防護                     

47条 １次冷却材漏えい率                     

48条 蒸気発生器細管漏えい監視                     

49条 余熱除去系への漏えい監視                     

50条 １次冷却材中のよう素１３１濃度                     

51条 アキュムレータ   ○                  

52条 非常用炉心冷却系 －モード１,２および３－  ○ ○                  

53条 非常用炉心冷却系 －モード４－  ○ ○                  

54条 燃料取替用水タンク △            ○        

55条 ほう酸注入タンク △                    

凡例 
 〇 ：当該設備の故障により、ＤＢ条文、ＳＡ条文の各々のＬＣＯ逸脱時の措置が必要なもの。 
 △ ：当該設備の故障により、ＤＢ条文のみのＬＣＯ逸脱時の措置を行うことで、ＳＡ機能としての措置も含まれるもの。 
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ＳＡ設備に係る既存保安規定への反映 1.1 1.2～1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 - 

保安規定条文 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - 

原
子
炉
未
臨
界 

１
次
系
Ｆ
＆
Ｂ 

炉
心
注
水 

１
次
系
の
減
圧 

Ｃ
／
Ｖ
ス
プ
レ
イ 

Ｃ
／
Ｖ
自
然
対
流
冷
却 

Ｓ
／
Ｇ
冷
却
（
注
水
） 

Ｓ
／
Ｇ
冷
却
（
蒸
気
放
出
） 

Ｃ
／
Ｖ
水
素
爆
発
防
止 

Ｃ
／
Ｖ
外
水
素
爆
発
防
止 

Ｓ
Ｆ
Ｐ
冷
却 

所
外
へ
の
放
射
性
物
質
拡
散
抑
制 

水
の
供
給
設
備 

電
源
設
備 

計
装
設
備 

中
央
制
御
室 

監
視
測
定
設
備 

緊
急
時
対
策
所 

通
信
連
絡
設
備 

原
子
炉
格
納
容
器 

№ 条文名称 

56条 原子炉格納容器                    △ 

57条 原子炉格納容器真空逃がし系                     

58条 原子炉格納容器スプレイ系   ○  ○                

60条 アニュラス循環系          ○           

61条 アニュラス                     

62条 主蒸気安全弁 △                    

63条 主蒸気止弁 △                    

64条 
主給水隔離弁、主給水制御弁および 
 主給水バイパス制御弁 

                    

65条 主蒸気逃がし弁 △       ○             

66条 補助給水系 △      ○              

67条 復水タンク △            ○        

68条 原子炉補機冷却水系      ○               

69条 原子炉補機冷却海水系      ○               

70条 制御用空気系                     

71条 中央制御室非常用循環系                ○     

72条 安全補機室空気浄化系                     

73条 外部電源                     

74条 ディーゼル発電機 －モード１,２,３および４－              △       

75条 ディーゼル発電機 －モード１,２,３および４以外－              △       

76条 ディーゼル発電機の燃料油、潤滑油および始動用空気              ○       

77条 非常用直流電源 －モード１,２,３および４－              ○       

78条 非常用直流電源 －モード５，６および照射済燃料移動中－              ○       

79条 所内非常用母線 －モード１、２、３および４－              △       

80条 
所内非常用母線  
 －モード５、６および照射済燃料移動中－ 

             △       

81条 １次冷却材中のほう素濃度 －モード６－                     

82条 原子炉キャビティ水位                     

83条 原子炉格納容器貫通部                     

84条 使用済燃料ピットの水位および水温                     

凡例 
 〇 ：当該設備の故障により、ＤＢ条文、ＳＡ条文の各々のＬＣＯ逸脱時の措置が必要なもの。 
 △ ：当該設備の故障により、ＤＢ条文のみのＬＣＯ逸脱時の措置を行うことで、ＳＡ機能としての措置も含まれるもの。 
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－記載例－ 

（制御棒動作機能） 

第 ２３ 条 モード１および２（臨界状態）において、制御棒動作機能は、表２３－１で定める事項を

運転上の制限とする。 

２．制御棒動作機能が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各号を実施

する。 

(1) 電気保修課長は、定期検査時に、制御棒の全引抜位置からの落下時間（原子炉トリップ信号発信

から全ストロークの８５％に至るまでの時間）が２．１秒以下であることを確認し、その結果を当

直課長に通知する。 

(2) 当直課長は、モード１および２（臨界状態）において、３ヶ月に１回、全挿入されていない制御

棒をバンク毎に動かして、各制御棒位置が変化することにより、制御棒が固着していないことを確

認する。 

(3) 当直課長は、モード１および２（臨界状態）において、１２時間に１回、制御棒毎に各制御棒位

置がステップカウンタの表示値の ±12 ステップ以内にあることを確認する。 

また、当直課長は、モード１および２（臨界状態）において、制御棒位置偏差大を検知する警報

が動作不能となった場合、４時間に１回、制御棒毎に各制御棒位置がステップカウンタの表示値の 

±12 ステップ以内にあることを確認する。 

３．当直課長は、制御棒動作機能が第１項で定める運転上の制限を満足していない※１と判断した場合、

表２３－２の措置を講じるとともに、制御棒１本が不整合である場合は原子燃料課長に通知する。通

知を受けた原子燃料課長は、同表の措置を講じる。 

 

※１：制御棒位置指示装置またはステップカウンタの動作不良により、制御棒位置がステップカウンタ

の表示値の ±12 ステップ以内にない場合は、制御棒の不整合とはみなさない。 

 

表２３－１ 

項 目 運転上の制限 

制御棒動作機能※２ 
(1) 全ての制御棒が挿入不能※３でないこと 

(2) 全ての制御棒が不整合※４でないこと 

※２：制御棒動作機能のうち、制御棒クラスタは、重大事故等対処設備を兼ねる。 

※３：挿入不能とは、機械的固着のため、制御棒が挿入できないことをいう（以下、本条において同じ）。 

※４：不整合とは、制御棒位置がステップカウンタの表示値の ±12 ステップ以内にない場合をいう

（以下、本条において同じ）。 
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（化学体積制御系（ほう酸濃縮機能）） 

第 ２８ 条 モード１および２において、化学体積制御系は、表２８－１で定める事項を運転上の制限

とする。 

２．化学体積制御系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各号を実施

する。 

(1) 当直課長は、モード１および２において、１ヶ月に１回、１台以上の充てん／高圧注入ポンプに

ついて、ポンプを起動し、動作可能であることを確認する※１。 

(2) 当直課長は、モード１および２において、１ヶ月に１回、１台以上のほう酸ポンプについて、ポ

ンプを起動し、動作可能であることを確認する。 

(3) 当直課長は、モード１および２において、ほう酸タンクのほう素濃度、ほう酸水量およびほう酸

水温度を表２８－２で定める頻度で確認する。 

(4) 発電室長は、定期検査時に、緊急ほう酸注入弁が開弁できることを確認する。 

３．当直課長は、化学体積制御系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表

２８－３の措置を講じる。この本編の他の条文の定めにかかわらず、充てん／高圧注入ポンプおよ

びほう酸ポンプ１系統が復旧するまでは、モード３からモード４への移行を行ってはならない。 

 

※１：運転中のポンプについては、運転状態により確認する（以下、本条において同じ）。 

 

表２８－１ 
項 目 運転上の制限 

化学体積制御系※２ 

(1) ほう酸濃縮に必要な系統のうち、１系統以上が動作可能

であること 
(2) ほう酸タンクのほう素濃度、ほう酸水量およびほう酸水
温度が表２８－２で定める制限値内にあること 

※２：ほう酸ポンプ、ほう酸タンク、緊急ほう酸注入弁および充てん系は、重大事故等対処設備を兼ね

る。 

Ｃ充てん／高圧注入ポンプによる充てん系が動作不能時は、第８５条（表８５－４）の運転上の

制限も確認する。 

 

表２８－２ 

項 目 制 限 値 確認頻度 

ほう素濃度 21,000 ppm 以上 １ヶ月に１回 

ほう酸水量 
（有効水量） 

17.6 m3 以上※３ 
１週間に１回 

ほう酸水温度 65℃ 以上 

※３：全ほう酸タンクの合計水量をいう。 

  

「充てん系」の定義は別紙１参照 
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（１次冷却系 －モード４－） 

第 ３８ 条 モード４において、１次冷却系は、表３８－１で定める事項を運転上の制限とする。 

２．１次冷却系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各号を実施する。 

(1) 当直課長は、モード４において、１日に１回、余熱除去ポンプまたは１次冷却材ポンプのうち１

台が運転中であることを確認するとともに、１次冷却材ポンプが運転中である場合は、それに対応

する蒸気発生器の水位（狭域）が計器スパンの 5 % 以上であることを確認する。 

(2) 当直課長は、モード４において、１日に１回、前号で確認した以外の余熱除去ポンプまたは１次

冷却材ポンプのうち、１台以上に電源が供給されているか運転中であることを確認するとともに、

１次冷却材ポンプに電源が供給されているか運転中である場合は、それに対応する蒸気発生器のう

ち１基以上の水位（狭域）が計器スパンの 5 % 以上であることを確認する。 

３．当直課長は、１次冷却系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表３８

－２の措置を講じる。 

  

表３８－１ 

項 目 運転上の制限 

１次冷却系 

余熱除去系※１または蒸気発生器による熱除去系※２のう

ち、２系統以上が動作可能であり、そのうち１系統以上

が運転中であること 

※１：余熱除去系は、重大事故等対処設備を兼ねる。 

余熱除去系が動作不能時は、第８５条（表８５－４）の運転上の制限も確認する。 

※２：蒸気発生器による熱除去系は、重大事故等対処設備を兼ねる。 

蒸気発生器による熱除去系が動作不能時は、第８５条（表８５－８）の運転上の制限も確認する。 
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別紙１ 

保安規定における充てん系の定義について 

 

（化学体積制御系（ほう酸濃縮機能）） 

第 ２８ 条 モード１および２において、化学体積制御系は、表２８－１で定める事項を運転上の制限

とする。 

 

～(略)～  

 
表２８－１ 

項 目 運転上の制限 

化学体積制御系※２ 

(1) ほう酸濃縮に必要な系統のうち、１系統以上が動作可能

であること 
(2) ほう酸タンクのほう素濃度、ほう酸水量およびほう酸水
温度が表２８－２で定める制限値内にあること 

※２：ほう酸ポンプ、ほう酸タンク、緊急ほう酸注入弁および充てん系は、重大事故等対処設備を兼ね

る。 

Ｃ充てん／高圧注入ポンプによる充てん系が動作不能時は、第８５条（表８５－４）の運転上の

制限も確認する。 

 

（非常用炉心冷却系 －モード４－） 

第 ５３ 条 モード４において、非常用炉心冷却系は、表５３－１で定める事項を運転上の制限とする。 

 充てん系とは、充てん／高圧注入ポンプにより１次冷却系に水を供給する系統であり、保安規定では

以下の設備を対象とする。 

 

～(略)～ 

 

表５３－１ 
項 目 運転上の制限 

非常用炉心 
冷却系※１※２※３ 

(1) 高圧注入系または充てん系１系統以上が動作可能であること※４ 

(2) 低圧注入系１系統以上が動作可能であること※４※５ 

※１：高圧注入系は、重大事故等対処設備を兼ねる。 

高圧注入系が動作不能時は、第８５条（表８５－３および表８５－４）の運転上の制限も確認す

る。 

※２：充てん系は、重大事故等対処設備を兼ねる。 

充てん系が動作不能時は、第８５条（表８５－４）の運転上の制限も確認する。 

※３：低圧注入系は、重大事故等対処設備を兼ねる。 

低圧注入系が動作不能時は、第８５条（表８５－４）の運転上の制限も確認する。 

※４：非常用炉心冷却系の弁開閉点検を行う場合、２時間に限り、運転上の制限を適用しない。 

※５：余熱除去ポンプを用いて余熱除去運転を行っている場合は、低圧注入系への切替操作が可能な状

態であることを条件に、動作不能とはみなさない。 
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８５－４－３ 代替炉心注水 －Ｃ充てん／高圧注入ポンプ（自己冷却）による代替炉心注水－ 
 
(1) 運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

充てん系 Ｃ充てん／高圧注入ポンプ(自己冷却)による充てん系が動作可能であること※１ 

適用モード 設 備 所要数 

モード１、２、３、

４、５および６ 

Ｃ充てん／高圧注入ポンプ（自己冷却） １台 

燃料取替用水タンク ※２ 

復水タンク ※３ 

空冷式非常用発電装置 ※４ 

燃料油貯蔵タンク ※５ 

可搬式オイルポンプ ※５ 

タンクローリー ※５ 

燃料油移送ポンプ ※５ 

※１：動作可能とは、ポンプが手動起動（系統構成含む）できること、または運転中であることをい

う。 

※２：「８５－１４－２ 燃料取替用水タンク」において運転上の制限を定める。 

※３：「８５－１４－３ 復水タンク（燃料取替用水タンク補給系を含む）」において運転上の制限

を定める。 

※４：「８５－１５－１ 空冷式非常用発電装置からの給電」において運転上の制限を定める。 

※５：「８５－１５－６ 燃料油貯蔵タンク、可搬式オイルポンプ、タンクローリーおよび燃料油移

送ポンプによる燃料補給設備」において運転上の制限を定める。 

 

 

 

 

 

 

保安規定における「充てん系」の範囲について 

緊急ほう酸注入ライン 

充てん系（第28､53､85条共通） 
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（２）－１－４ 重大事故等対処設備のＬＣＯを適用する運転モードについて 

 

技術的能力審査基準 1.0～1.19（設置許可基準規則第 43条～第 62条）において、当該機能

を有する重大事故等対処設備のＬＣＯを適用する運転モードについては、以下の基本的な考

え方に基づき、下表を参考に設定する。(詳細は次頁に示す。） 

 

【適用する運転モードの基本的な考え方】 

ａ．重大事故等対処設備に対するＬＣＯを適用する運転モードについては、その機能を代

替する設計基準事故対処設備（例：内部スプレポンプ）が適用される運転モードを基本

として設定する。 

ただし、重大事故等対処設備の機能として、上記における設計基準事故対処設備の運転

モードの適用範囲外においても要求される場合があることから、当該の重大事故等対

処設備の機能を勘案した運転モードの設定が必要となる。 

ｂ．機能を代替する対象の設計基準事故対処設備が明確ではない重大事故等対処設備（例：

放水砲）については，当該設備の機能が要求される重大事故等から判断して，個別に適

用する運転モードを設定する。 

 
技術的能力審査基準 

（設置許可基準規則） 
適用される運転モード 重大事故等対象設備（代表例） 

1.1 

(第 44条) 

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨

界にするための設備 

モード１および２ ・ＡＴＷＳ緩和設備 

1.2 

(第 45条) 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に

発電用原子炉を冷却するための設備 

モード１、２、３、４（蒸気発生器が熱除去

のために使用されている場合） 

・充てん／高圧注入ポンプ 

・タービン動補助給水ポンプ起動弁（現場

手動操作） 

1.3 

(第 46条) 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧す

るための設備 

同上 ・加圧器逃がし弁 

・主蒸気逃がし弁 

1.4 

(第 47条) 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に

発電用原子炉を冷却するための設備 

モード１、２、３、４、５および６ ・恒設代替低圧注水ポンプ 

・Ａ、Ｂ内部スプレポンプ（ＲＨＲＳ－Ｃ

ＳＳ連絡ライン使用） 

1.5 

(第 48条) 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するため

の設備 

同上 ・大容量ポンプ 

・Ａ格納容器循環冷暖房ユニット 

1.6 

(第 49条) 

原子炉格納容器内の冷却等のための設

備 

同上 ・Ａ格納容器循環冷暖房ユニット 

・恒設代替低圧注水ポンプ 

1.7 

(第 50条) 

原子炉格納容器の過圧破損を防止する

ための設備 

同上 ・Ａ格納容器循環冷暖房ユニット 

・恒設代替低圧注水ポンプ 

1.8 

(第 51条) 

原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却

するための設備 

同上 ・内部スプレポンプ 

・原子炉下部キャビティ注水ポンプ 

1.9 

(第 52条) 

水素爆発による原子炉格納容器の破損

を防止するための設備 

同上 ・静的触媒式水素再結合装置 

・静的触媒式水素再結合装置温度監視装置 

1.10 

(第 53条) 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を

防止するための設備 

同上 ・Ｂアニュラス循環ファン 

・可搬型アニュラス内水素濃度計測装置 

1.11 

(第 54条) 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設

備 

使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵している

期間 

・送水車 

・スプレイヘッダ 

1.12 

(第 55条) 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制

するための設備 

モード１、２、３、４、５、６および使用済

燃料ピットに燃料体を貯蔵している期間 

・大容量ポンプ（放水砲用） 

・放水砲 

1.13 

(第 56条) 

重大事故等の収束に必要となる水の供

給設備 

同上 ・送水車 

・燃料取替用水タンク 

1.14 

(第 57条) 

電源設備 同上 ・空冷式非常用発電装置 

・蓄電池（安全防護系用） 

1.15 

(第 58条) 

計装設備 各計器ごとの要求モードに従う。（右例で

は、モード１、２、３、４、５および６） 

・１次冷却材高温側広域温度 

・格納容器スプレ流量積算 

1.16 

(第 59条) 

原子炉制御室 モード１、２、３、４、５、６および使用済

燃料ピットに燃料体を貯蔵している期間 

・中央制御室非常用循環ファン 

・中央制御室非常用循環フィルタユニット 

1.17 

(第 60条) 

監視測定設備 同上 ・可搬式モニタリングポスト 

・可搬型放射線計測装置 

1.18 

(第 61条) 

緊急時対策所 同上 ・電源車（緊急時対策所用） 

・空気供給装置 

1.19 

(第 62条) 

通信連絡を行うために必要な設備 同上 ・衛星電話（固定） 

・携行型通話装置 

1.0 

(第 43条) 

共通事項 

（重大事故等対処設備） 

同上 ・ブルド－ザ 

・油圧ショベル 
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■
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
Ｌ
Ｃ
Ｏ
適
用
モ
ー
ド
に
つ
い
て

 

分
 
類

 

(技
術
的
能
力
審
査
基
準

/

設
置
許
可
基
準
規
則

) 

適
用
す
る

 

運
転
モ
ー
ド

 
運
転
モ
ー
ド
の
適
用
根
拠

 
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
事
故

 

対
処
設
備
（
又
は
機
能
） 

左
記
設
備
（
機
能
）

の
要
求
モ
ー
ド

 

(1
) 
緊
急
停
止
失
敗
時
に

発
電
用
原
子
炉
を
未
臨

界
に
す
る
た
め
の
設
備

 

 
 
（
1.

1/
第

44
条

) 
 

モ
ー
ド
１
お
よ
び
２

 
A
T
WS
 緩
和
設
備
は
、
運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
時
に
お
い
て
、
原
子
炉
の
運
転

を
緊
急
に
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
象
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
又

は
、
当
該
事
象
が
発
生
し
た
場
合
に
炉
心
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
、
原
子

炉
出
力
を
抑
制
し
１
次
系
の
過
圧
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
原
子
炉
運
転
中
の
運
転
モ
ー
ド
を
適
用
す
る
。

 

・
原
子
炉
核
計
装

 

・
安
全
保
護
系
プ
ロ
セ
ス
計
装

 

・
原
子
炉
安
全
保
護
計
装
盤

 

・
原
子
炉
ト
リ
ッ
プ
し
ゃ
断
器

 

・
制
御
棒
ク
ラ
ス
タ

 

モ
ー
ド
１
及
び
２

 

(2
) 
原
子
炉
冷
却
材
圧
力

バ
ウ
ン
ダ
リ
高
圧
時
に

発
電
用
原
子
炉
を
冷
却

す
る
た
め
の
設
備

 

 
 
（
1.

2/
第

45
条

) 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、

４
（
蒸
気
発
生
器
が
熱

除
去
の
た
め
に
使
用

さ
れ
て
い
る
場
合
）

 

原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
が
高
圧
の
状
態
で
あ
っ
て
、
設
計
基
準
事
故
対

処
設
備
が
有
す
る
原
子
炉
の
冷
却
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
炉
心
の
著

し
い
損
傷
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ

り
、
蒸
気
発
生
器

2
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
そ
れ
を
代

替
す
る
機
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
２
次
冷
却
系
か
ら
の
除
熱
機
能
が
必
要
な
運
転
モ

ー
ド
を
適
用
す
る
。

 

・
電
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

 

・
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
（
直
流
電
源
）
 

・
復
水
タ
ン
ク

 

・
主
蒸
気
逃
が
し
弁
（
直
流
電
源
、
制
御
用
空

気
）
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
及
び

４
（
蒸
気
発
生
器
が

熱
除
去
の
た
め
に

使
用
し
て
い
る
場

合
）

 

(3
) 
原
子
炉
冷
却
材
圧
力

バ
ウ
ン
ダ
リ
を
減
圧
す
る

た
め
の
設
備

 

 
 
（
1.

3/
第

46
条

) 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、

４
（
蒸
気
発
生
器
が
熱

除
去
の
た
め
に
使
用

さ
れ
て
い
る
場
合
）

 

原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
が
高
圧
の
状
態
で
あ
っ
て
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設

備
が
有
す
る
原
子
炉
の
減
圧
機
能
（
２
次
冷
却
系
か
ら
の
除
熱
機
能
）
が
喪
失
し
た
場

合
に
お
い
て
も
炉
心
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
、
１
次
冷
却
系
統
の
フ
ィ
ー
ド
ア

ン
ド
ブ
リ
ー
ド
、
２
次
冷
却
系
か
ら
の
除
熱
（
機
能
回
復
）
に
よ
り
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ

ウ
ン
ダ
リ
を
減
圧
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
２
次
冷
却
系
か
ら
の
除

熱
機
能
が
必
要
な
運
転
モ
ー
ド
を
適
用
す
る
。

 

・
電
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

 

・
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

(直
流
電
源
）
 

・
復
水
タ
ン
ク

 

・
主
蒸
気
逃
が
し
弁
（
直
流
電
源
、
制
御
用
空

気
）
 

 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
及
び

４
（
蒸
気
発
生
器
が

熱
除
去
の
た
め
に

使
用
し
て
い
る
場

合
）

 

 

加
圧
器
逃
が
し
弁
に
よ
る
減
圧
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
、
加
圧
器
逃
が
し
弁

（
機
能
回
復
）
に
よ
り
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
を
減
圧
す
る
た
め
に
必
要
な
設

備
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
加
圧
器
に
気
相
が
あ
る
状
態
で
減
圧
が
可
能
な
運
転
モ
ー
ド
を

適
用
す
る
。

 

・
加
圧
器
逃
が
し
弁
（
直
流
電
源
、
制
御
用
空

気
）
 

モ
ー
ド
１
、
２
及
び
３

 

(4
) 
原
子
炉
冷
却
材
圧
力

バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
に

発
電
用
原
子
炉
を
冷
却

す
る
た
め
の
設
備

 

 
 
（
1.

4/
第

47
条

) 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、

４
、
５
お
よ
び
６

 

原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
が
低
圧
の
状
態
で
あ
っ
て
、
設
計
基
準
事
故
対

処
設
備
が
有
す
る
原
子
炉
の
冷
却
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
炉
心
の
著

し
い
損
傷
を
防
止
す
る
及
び
炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
原

子
炉
容
器
下
部
に
落
下
し
た
溶
融
炉
心
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ

り
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
燃
料
が
存
在
す
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適

用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
Ｅ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
機
能
及
び
余
熱
除
去
機
能
が
必
要
な
運
転

モ
ー
ド
を
適
用
す
る
。

 

・
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

/
余
熱
除
去
ク
ー
ラ

 

・
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ

 

・
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク

 

・
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
入
口
弁
（
格
納
容
器
再
循

環
サ
ン
プ
連
絡
第
１
弁
） 

・
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
入
口
弁
（
格
納
容
器
再
循

環
サ
ン
プ
連
絡
第

2
弁
） 

・
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク
リ
ー
ン

 

・
（
全
交
流
動
力
電
源
） 

・
（
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
） 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
及
び

４
 

・
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

/
余
熱
除
去
ク
ー
ラ

 

・
（
全
交
流
動
力
電
源
） 

・
（
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
） 

モ
ー
ド
４
、
５
及
び
６
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分
 
類

 

(技
術
的
能
力
審
査
基
準

/

設
置
許
可
基
準
規
則

) 

適
用
す
る

 

運
転
モ
ー
ド

 
運
転
モ
ー
ド
の
適
用
根
拠

 
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
事
故

 

対
処
設
備
（
又
は
機
能
） 

左
記
設
備
（
機
能
）

の
要
求
モ
ー
ド

 

(5
) 
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ

熱
を
輸
送
す
る
た
め
の

設
備

 

 
 
（
1.

5/
第

48
条

) 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５

お
よ
び
６

 

設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
有
す
る
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
機
能
（
原

子
炉
補
機
冷
却
機
能
）
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
炉
心
の
著
し
い
損
傷
及
び
原
子

炉
格
納
容
器
の
破
損
（
炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
す
る
前
に
生
ず
る
も
の
に
限
る
。
）

を
防
止
す
る
た
め
、
２
次
冷
却
系
統
か
ら
の
除
熱
、
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
、
代

替
補
機
冷
却
に
よ
り
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ

り
、
当
該
機
能
は
プ
ラ
ン
ト
停
止
時
に
も
必
要
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
原
子
炉

格
納
容
器
内
に
燃
料
が
存
在
す
る
期
間
の
運
転
モ
ー
ド
を
適
用
す
る
。

 

・
海
水
ポ
ン
プ

 

・
１
次
系
冷
却
水
ポ
ン
プ

 

・
（
全
交
流
動
力
電
源
） 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
及
び

４
 

 

(6
) 
原
子
炉
格
納
容
器
内

の
冷
却
等
の
た
め
の
設

備
 

 
 
（
1.

6/
第

49
条
） 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５

お
よ
び
６

 

設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
有
す
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却
機
能
（
格
納
容
器

ス
プ
レ
イ
機
能
）
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
炉
心
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
、

格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
、
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
に
よ
り
原
子
炉
格
納
容
器
内

の
圧
力
及
び
温
度
を
低
下
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
、
当
該
機
能
は
プ
ラ
ン
ト

停
止
時
に
も
必
要
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
燃
料
が
存

在
す
る
期
間
の
運
転
モ
ー
ド
を
適
用
す
る
。

 

・
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ

/
内
部
ス
プ
レ
ク
ー
ラ

 

・
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
入
口
弁
（
格
納
容
器
再

循
環
サ
ン
プ
側
）
 

・
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク

 

・
（
全
交
流
動
力
電
源
） 

・
（
原
子
炉
補
機
冷
却
系
） 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
及
び

４
 

(7
) 
原
子
炉
格
納
容
器
の

過
圧
破
損
を
防
止
す
る

た
め
の
設
備

 

 
 
（
1.

7/
第

50
条
） 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５

お
よ
び
６

 

炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止

す
る
た
め
、
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
、
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
、
代
替
格
納
容
器
ス

プ
レ
イ
に
よ
り
原
子
炉
格
納
容
器
の
圧
力
及
び
温
度
を
低
下
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
設

備
で
あ
り
、
当
該
機
能
は
プ
ラ
ン
ト
停
止
時
に
も
必
要
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

原
子
炉
格
納
容
器
内
に
燃
料
が
存
在
す
る
期
間
の
運
転
モ
ー
ド
を
適
用
す
る
。

 

－
 

－
 

(8
) 
原
子
炉
格
納
容
器
下

部
の
溶
融
炉
心
を
冷
却

す
る
た
め
の
設
備

 

 
 
（
1.

8/
第

51
条

) 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５

お
よ
び
６

 

炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止

す
る
た
め
、
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
、
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
に
よ
り
溶
融
し
、
原
子
炉

格
納
容
器
の
下
部
に
落
下
し
た
炉
心
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な
原
子
炉
格
納
容
器

下
部
注
水
設
備
で
あ
り
、
当
該
機
能
は
プ
ラ
ン
ト
停
止
時
に
も
必
要
と
な
る
可
能
性
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
燃
料
が
存
在
す
る
期
間
の
運
転
モ
ー
ド
を
適
用

す
る
。

 

－
 

－
 

(9
) 
水
素
爆
発
に
よ
る
原

子
炉
格
納
容
器
の
破
損

を
防
止
す
る
た
め
の
設

備
 

 
 
（
1.

9/
第

52
条
） 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５

お
よ
び
６

 

炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納

容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
に

燃
料
が
存
在
す
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
燃
料
が
存
在
す
る
期
間
の
運
転
モ
ー
ド
を
適
用
す
る
。

 

－
 

－
 

(1
0)
水
素
爆
発
に
よ
る
原

子
炉
建
屋
等
の
損
傷
を

防
止
す
る
た
め
の
設
備

 

 
 
（
1.

10
/
第

53
条
） 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５

お
よ
び
６

 

炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
原
子
炉
建
屋
等
に
お
け
る
水

素
爆
発
に
よ
る
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
、
原
子
炉
格
納
容

器
内
に
燃
料
が
存
在
す
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
燃
料
が
存
在
す
る
期
間
の
運
転
モ
ー
ド
を
適
用

す
る
。

 

－
 

－
 

補(2)-128



 

 

分
 
類

 

(技
術
的
能
力
審
査
基
準

/

設
置
許
可
基
準
規
則

) 

適
用
す
る

 

運
転
モ
ー
ド

 
運
転
モ
ー
ド
の
適
用
根
拠

 
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
事
故

 

対
処
設
備
（
又
は
機
能
） 

左
記
設
備
（
機
能
）

の
要
求
モ
ー
ド

 

(1
1
)使

用
済
燃
料
貯
蔵
槽

の
冷
却
等
の
た
め
の
設

備
 

 
 
（
1.

11
/
第

54
条
） 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に

燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い

る
期
間

 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
冷
却
機
能
ま
た
は
注
水
機
能
が
喪
失
し
、
ま
た
は
使
用
済

燃
料
ピ
ッ
ト
か
ら
の
水
の
漏
え
い
そ
の
他
の
要
因
に
よ
り
当
該
使
用
済
燃
料
ピ
ッ

ト
の
水
位
が
低
下
し
た
場
合
に
お
い
て
当
該
ピ
ッ
ト
内
の
燃
料
体
を
冷
却
し
、
放

射
線
を
遮
断
し
、
及
び
臨
界
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
、
使
用
済
燃

料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る

必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
を
適

用
す
る
。

 

・
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
ポ
ン
プ

/
使
用
済
燃
料
ピ

ッ
ト
ク
ー
ラ

 

・
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク

 

・
燃
料
取
替
用
水
ポ
ン
プ

 

・
２
次
系
純
水
タ
ン
ク

 

・
２
次
系
純
水
ポ
ン
プ

 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト

に
燃
料
体
を
貯
蔵
し

て
い
る
期
間

 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
か
ら
の
大
量
の
水
の
漏
え
い
そ
の
他
の
要
因
に
よ
り
当
該
使

用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
水
位
が
異
常
に
低
下
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
ピ
ッ
ト
内
の

燃
料
体
の
著
し
い
損
傷
の
進
行
を
緩
和
し
、
及
び
臨
界
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要

な
設
備
で
あ
り
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
を
機
能

維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料

体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
を
適
用
す
る
。

 

－
 

－
 

(1
2)
発
電
所
外
へ
の
放
射

性
物
質
の
拡
散
を
抑
制

す
る
た
め
の
設
備

 

 
 
（
1.

12
/
第

55
条
） 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、

５
、
６
お
よ
び
使
用
済
燃

料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を

貯
蔵
し
て
い
る
期
間

 

炉
心
の
著
し
い
損
傷
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
ま
た
は
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト

内
の
燃
料
集
合
体
等
の
著
し
い
損
傷
に
よ
り
発
電
所
外
へ
放
射
性
物
質
が
拡
散
す

る
こ
と
の
抑
制
及
び
航
空
機
衝
突
に
よ
る
航
空
機
燃
料
火
災
の
泡
消
火
の
た
め
に

必
要
な
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
燃
料
が
存
在
す
る
期
間
の

運
転
モ
ー
ド
及
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
内
に
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
を
適
用
す
る
。

 

－
 

－
 

(1
3
)事
故
時
等
の
収
束
に

必
要
と
な
る
水
の
供
給

設
備

 

 
 
（
1.

13
/
第

56
条
） 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、

５
、
６
お
よ
び
使
用
済
燃

料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を

貯
蔵
し
て
い
る
期
間

 

設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
及
び
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
対
し
て
重
大
事
故
等
の

収
束
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
供
給
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
、
設
計

基
準
事
故
又
は
重
大
事
故
等
が
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
運
転
モ
ー
ド
に
お
い
て
、
待

機
が
必
要
な
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
す
べ
て
の
運
転
モ
ー
ド
の
期
間
を
適
用
す
る
。

 

(設
計
基
準
事
故
の
収
束
に
必
要
な
水
源
）
 

・
復
水
タ
ン
ク

 

・
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク

 

・
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

/
余
熱
除
去
ク
ー
ラ

 

・
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ

 

・
（
全
交
流
動
力
電
源
） 

・
（
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
） 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、

５
、
６
お
よ
び
使
用
済

燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料

体
を
貯
蔵
し
て
い
る

期
間

 

(1
4
)電

源
設
備

 

 
 
（
1.

14
/
第

57
条
） 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、

５
、
６
お
よ
び
使
用
済
燃

料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を

貯
蔵
し
て
い
る
期
間

 

電
源
が
喪
失
し
た
こ
と
に
よ
り
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
炉
心
の
著
し

い
損
傷
、
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
内
燃
料
等
の
著
し
い
損
傷

及
び
運
転
停
止
中
原
子
炉
内
燃
料
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
、
非
常
用
電
源

（
交
流
）
、
代
替
電
源
（
交
流
）
、
非
常
用
電
源
（
直
流
）
、
代
替
電
源
（
直
流
）
か
ら
給
電

す
る
た
め
の
設
備
で
あ
り
、
設
計
基
準
事
故
又
は
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
い
て
電

源
供
給
が
必
要
な
設
備
に
適
用
さ
れ
る
運
転
モ
ー
ド
を
適
用
す
る
。

 

・
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

 

 
（
全
交
流
動
力
電
源
） 

・
蓄
電
池
（
安
全
防
護
系
用
） 

・
所
内
電
気
設
備

 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、

５
、
６
お
よ
び
使
用
済

燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料

体
を
貯
蔵
し
て
い
る

期
間

 

補(2)-129



 

 

分
 
類

 

(技
術
的
能
力
審
査
基
準

/

設
置
許
可
基
準
規
則

) 

適
用
す
る

 

運
転
モ
ー
ド

 
運
転
モ
ー
ド
の
適
用
根
拠

 
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
事
故

 

対
処
設
備
（
又
は
機
能
） 

左
記
設
備
（
機
能
）

の
要
求
モ
ー
ド

 

(1
5
)計

装
設
備

 

 
 
（
1.

15
/
第

58
条
） 

各
計
器
ご
と
の
要
求

モ
ー
ド
に
従
う

 

重
大
事
故
等
発
生
時
に
、
計
測
機
器
の
故
障
に
よ
り
当
該
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る

た
め
に
監
視
す
る
こ
と
が
必
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
場
合

に
お
い
て
、
当
該
パ
ラ
メ
ー
タ
を
推
定
す
る
た
め
に
有
効
な
情
報
を
把
握
で
き
る
こ
と
が

必
要
な
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
各
計
器
を
必
要
と
す
る
運
転
モ
ー
ド
を
適
用
す
る
。

 

・
各
計
器

 

 

各
計
器
ご
と
の
要

求
モ
ー
ド

 

(1
6
)原
子
炉
制
御
室

 

 
 
（
1.

16
/
第

59
条
） 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、

５
、
６
お
よ
び
使
用
済
燃

料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を

貯
蔵
し
て
い
る
期
間

 

重
大
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
運
転
員
が
中
央
制
御
室
に
と
ど
ま
っ
て
必
要
な
対

応
操
作
を
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
、
重
大
事
故
が
発
生
す
る
可
能
性
の
あ

る
運
転
モ
ー
ド
に
お
い
て
、
待
機
が
必
要
な
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
す
べ
て
の
運
転
モ

ー
ド
の
期
間
を
適
用
す
る
。

 

－
 

－
 

(1
7
)監
視
測
定
設
備

 

 
 
（
1.

17
/
第

60
条
） 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、

５
、
６
お
よ
び
使
用
済
燃

料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を

貯
蔵
し
て
い
る
期
間

 

重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
発
電
所
及
び
そ
の
周
辺
に
お
い
て
、
発
電
所
か

ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
放
射
線
量
等
の
監
視
・
測
定
・
記
録
に
必

要
な
設
備
で
あ
り
、
重
大
事
故
等
が
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
運
転
モ
ー
ド
に
お
い

て
、
待
機
が
必
要
な
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
す
べ
て
の
運
転
モ
ー
ド
の
期
間
を
適
用
す

る
。

 

・
モ
ニ
タ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
及
び
モ
ニ
タ
ポ
ス
ト
 

・
移
動
式
放
射
能
測
定
装
置
（
モ
ニ
タ
車
）
 

・
気
象
観
測
設
備

 

・
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、

５
、
６
お
よ
び
使
用
済

燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料

体
を
貯
蔵
し
て
い
る

期
間

 

重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
発
電
所
に
お
い
て
風
向
、
風
速
そ
の
他
の
気
象
条

件
を
測
定
し
、
及
び
そ
の
結
果
を
記
録
す
る
た
め
の
設
備
で
あ
り
、
上
記
と
同
様
の
運
転

モ
ー
ド
で
適
用
さ
れ
る
。

 

(1
8
)緊

急
時
対
策
所

 

 
 
（
1.

18
/
第

61
条
） 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、

５
、
６
お
よ
び
使
用
済
燃

料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を

貯
蔵
し
て
い
る
期
間

 

重
大
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要

な
指
示
を
行
う
要
員
が
と
ど
ま
り
、
必
要
な
指
示
を
行
う
と
と
も
に
、
発
電
所
内
外

の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
の
あ
る
場
所
と
通
信
連
絡
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で

あ
り
、
重
大
事
故
等
が
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
運
転
モ
ー
ド
に
お
い
て
、
待
機
が
必

要
な
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
す
べ
て
の
運
転
モ
ー
ド
の
期
間
を
適
用
す
る
。

 

・
緊
急
時
対
策
所

 

・
全
交
流
動
力
電
源

 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、

５
、
６
お
よ
び
使
用
済

燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料

体
を
貯
蔵
し
て
い
る

期
間

 

(1
9
)通
信
連
絡
を
行
う
た
め

に
必
要
な
設
備

 

 
 
（
1.

19
/
第

62
条
） 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、

５
、
６
お
よ
び
使
用
済
燃

料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を

貯
蔵
し
て
い
る
期
間

 

重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
発
電
所
内
外
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要

の
あ
る
場
所
と
通
信
連
絡
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
、
重
大
事
故
等
が

発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
運
転
モ
ー
ド
に
お
い
て
、
待
機
が
必
要
な
設
備
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
す
べ
て
の
運
転
モ
ー
ド
の
期
間
を
適
用
す
る
。

 

－
 

－
 

（
2
0
）
共
通
事
項
（
重
大
事

故
等
対
処
設
備
）
 

（
1
.0

/
第

43
条
） 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、

５
、
６
お
よ
び
使
用
済
燃

料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を

貯
蔵
し
て
い
る
期
間

 

重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
運

搬
ま
た
は
他
の
設
備
の
被
害
状
況
の
把
握
に
あ
た
り
、
発
電
所
内
の
道
路
お
よ
び

通
路
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
、
重
大
事
故
等
が
発
生
す
る
可
能
性

の
あ
る
運
転
モ
ー
ド
に
お
い
て
、
待
機
が
必
要
な
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
す
べ
て
の
運

転
モ
ー
ド
の
期
間
を
適
用
す
る
。

 

－
 

－
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（２）－２ ＬＣＯ等の説明資料 

 

 本資料は、「保安規定 第８５条 重大事故等対処設備」について「運

転上の制限」、「運転上の制限を満足していることを確認するために行う

行為」、「運転上の制限を満足していないと判断した場合に要求される措

置」について設定した根拠について説明する資料である。 
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（
２
）
－
２
－
０
 
保
安
規
定
第

8
5
条

 
記
載
方
法
の
類
型
化

8
5
-
2
-
1

8
5
-
3
-
1

8
5
-
4
-
1

8
5
-
4
-
2

8
5
-
4
-
3

8
5
-
4
-
4

8
5
-
4
-
5

8
5
-
4
-
6

8
5
-
5
-
1

8
5
-
6
-
1

8
5
-
6
-
2
8
5
-
6
-
3

8
5
-
7
-
1

8
5
-
7
-
2

8
5
-
8
-
1

8
5
-
9
-
1

8
5
-
1
0
-
1

8
5
-
1
0
-
2

8
5
-
1
1
-
1

8
5
-
1
2
-
1

8
5
-
1
2
-
2

8
5
-
1
2
-
3

8
5
-
1
2
-
4

8
5
-
1
3
-
1

8
5
-
1
3
-
2

8
5
-
1
4
-
1

8
5
-
1
4
-
2

8
5
-
1
4
-
3

8
5
-
1
5
-
1

8
5
-
1
5
-
2

8
5
-
1
5
-
3

8
5
-
1
5
-
4

8
5
-
1
5
-
5

8
5
-
1
5
-
6

8
5
-
1
6
-
1

8
5
-
1
7
-
1

8
5
-
1
8
-
1

8
5
-
1
9
-
1

8
5
-
1
9
-
2

8
5
-
2
0
-
1

8
5
-
2
1
-
1

原 子 炉 出 力 抑 制（ 自 動）

１ 次 冷 却 系 の フ ィ ー ド ア ン ド ブ リー ド

炉 心 注 水 | 非 常 用 炉 心 冷 却 系 |

炉 心 注 水 | 蓄 圧 注 入 系 |

代 替 炉 心 注 水 | Ｃ 充 て ん ポ ン プ（ 自 己 冷 却） に よ る 代 替 炉

心 注 水 |

代 替 炉 心 注 水 | Ａ
、

Ｂ 内 部 ス プ レ ポ ン プ（ Ｒ Ｈ Ｒ Ｓ | Ｃ Ｓ

Ｓ 連 絡 ラ イ ン 使 用） に よ る 代 替 炉 心 注 水 |

代 替 炉 心 注 水 | 可 搬 式 代 替 低 圧 注 水 ポ ン プ に よ る 代 替 炉 心

注 水 |

代 替 再 循 環

加 圧 器 逃 が し 弁 に よ る 減 圧

原 子 炉 格 納 容 器 ス プ レ イ

代 替 原 子 炉 格 納 容 器 ス プ レ イ | 恒 設 代 替 低 圧 注 水 ポ ン プ に

よ る 代 替 原 子 炉 格 納 容 器 ス プ レ イ |

代 替 原 子 炉 格 納 容 器 ス プ レ イ | 原 子 炉 下 部 キ ャ ビ テ ィ 注 水

ポ ン プ に よ る 代 替 原 子 炉 ス プ レ イ お よ び 原 子 炉 下 部 キ ャ ビ

テ ィ 直 接 注 水 |

原 子 炉 補 機 冷 却 水 系 に よ る 原 子 炉 格 納 容 器 内 自 然 対 流 冷 却

大 容 量 ポ ン プ に よ る 原 子 炉 格 納 容 器 内 自 然 対 流 冷 却 お よ び

代 替 補 機 冷 却

蒸 気 発 生 器 ２ 次 側 に よ る 炉 心 冷 却（ 注 水）

蒸 気 発 生 器 ２ 次 側 に よ る 炉 心 冷 却（ 蒸 気 放 出）

水 素 濃 度 低 減

水 素 濃 度 監 視

水 素 排 出

海 水 か ら 使 用 済 燃 料 ピ ッ ト へ の 注 水

使 用 済 燃 料 ピ ッ ト へ の ス プ レ イ

使 用 済 燃 料 ピ ッ ト の 監 視

軽 油 ド ラ ム 缶 に よ る 燃 料 補 給 設 備

大 気 へ の 拡 散 抑 制
、

航 空 機 燃 料 火 災 へ の 泡 消 火

海 洋 へ の 拡 散 抑 制

海 水 を 用 い た 復 水 タ ン ク へ の 補 給

燃 料 取 替 用 水 タ ン ク

復 水 タ ン ク（ 燃 料 取 替 用 水 タ ン ク 補 給 系 を 含 む）

空 冷 式 非 常 用 発 電 装 置 か ら の 給 電

電 源 車 か ら の 給 電

蓄 電 池（ 安 全 防 護 系 用） か ら の 給 電

可 搬 式 整 流 器 か ら の 給 電

代 替 所 内 電 気 設 備 か ら の 給 電

燃 料 油 貯 蔵 タ ン ク
、

可 搬 式 オ イ ル ポ ン プ
、

タ ン ク ロー リー

お よ び 燃 料 油 移 送 ポ ン プ に よ る 燃 料 補 給 設 備

計 装 設 備

居 住 性 の 確 保 お よ び 汚 染 の 持 ち 込 み 防 止

監 視 測 定 設 備

代 替 電 源 設 備 か ら の 給 電

居 住 性 の 確 保

通 信 連 絡

ア ク セ ス ルー ト の 確 保

●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●
●

●

●

●

●
●

●

●

（
注
）
：
分
類
が
重
複
し
て
い
る
設
備
（
各
表
に
お
い
て
常
設
・
可
搬
設
備
が
混
在
し
て
い
る
も
の
等
）
が
あ
る
。

２
Ｎ
要
求
以
外
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

 
[
基
本
方
針
記
載
箇
所
：

4
.
3
-
7
頁
、

4
.
3
-
1
3
頁

]

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
冷
却
等
の
た
め
の
設
備

 
[
基
本
方
針
記
載
箇
所
：

4
.
3
-
2
9
頁

]

第
８
５
条

 
記
載
の
分
類

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
に
て
示
す
分
類

緊
急
停
止
失
敗
時
に
原
子
炉
を
未
臨
界
に
す
る
た
め
の
設
備

[
基
本
方
針
記
載
箇
所
：

4
.
3
-
3
頁
、

4
.
3
-
1
8
頁

]

重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
利
用
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備

 
[
基
本
方
針
記
載
箇
所
：

4
.
3
-
3
1
頁

]

常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

 
[
基
本
方
針
記
載
箇
所
：

4
.
3
-
3
頁

]

２
Ｎ
要
求
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

 
[
基
本
方
針
記
載
箇
所
：

4
.
3
-
6
頁
、

4
.
3
-
1
5
頁

]

計
装
設
備

 
[
基
本
方
針
記
載
箇
所
：

4
.
3
-
4
頁
、

4
.
3
-
添
付

-
1
5
～

2
1
頁

]

監
視
測
定
設
備

 
[
基
本
方
針
記
載
箇
所
：

4
.
3
-
2
1
頁
、

4
.
3
-
3
1
頁

]

緊
急
時
対
策
所

 
[
基
本
方
針
記
載
箇
所
：

4
.
3
-
5
頁
、

4
.
3
-
1
8
頁
、

4
.
3
-
3
0
頁

]

通
信
連
絡
設
備

 
[
基
本
方
針
記
載
箇
所
：

4
.
3
-
6
頁
、

4
.
3
-
2
2
頁

]

そ
の
他
の
設
備
（
ホ
イ
ー
ル
ロ
ー
ダ
等
）

 
[
基
本
方
針
記
載
箇
所
：

4
.
3
-
2
3
頁

]
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（
２
）
－
２
―
０
 
保
安
規
定
記
載
例
及
び
記
載
の
考
え
方

 
記
 
載
 
例
 

記
載
の
考
え
方
 

表
８
５
－
４
 
炉
心
注
水
を
す
る
た
め
の
設
備
 
①

 

 ８
５
－
４
－
３
 
代
替
炉
心
注
水

 
－
Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
－

 

 (
1
)
 
運
転
上
の
制
限
 
 

項
 
目
②

 
運
転
上
の
制
限
③

 

充
て
ん
系

 
Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
(
自
己
冷
却
)
に
よ
る
充
て
ん
系
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
※
１

 

適
用
モ
ー
ド
④

 
設
 
備
⑤

 
所
要
数
⑥

 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

 

Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己

冷
却
）

 
１
台

 

燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク

 
※
２

 

復
水
タ
ン
ク

 
※
３

 

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

 
※
４

 

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

 
※
５

 

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ

 
※
５

 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

 
※
５

 

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

 
※
５

 

※
１
：
動
作
可
能
と
は
、
ポ
ン
プ
が
手
動
起
動
（
系
統
構
成
含
む
）
で
き
る
こ
と
、
ま
た
は
運
転
中
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。

 

※
２
：
「
８
５
－
１
４
－
２

 
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。

 

※
３
：
「
８
５
－
１
４
－
３
 
復
水
タ
ン
ク
（
Ｒ
Ｗ
Ｓ
Ｔ
補
給
系
を
含
む
）
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。

 

※
４
：
「
８
５
－
１
５
－
１
 
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
か
ら
の
給
電
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。

 

※
５
：
「
８
５
－
１
５
－
６
 
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

 

に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。

 

 (
2
)
 
確
認
事
項

 

項
 
目

 
確
認
事
項
⑦

 
頻
 
度

 
担
 
当

 

Ｃ
充
て
ん
／
高
圧

注
入
ポ
ン
プ

 

施
錠
等
に
よ
り
固
定
さ
れ
て
い
な
い
充
て
ん
系
の
流
路
中

の
弁
が
正
し
い
位
置
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

定
期
検
査
時

 
当
直
課
長

 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異
常
な
振
動
、
異
音
、
異
臭
、
漏
え
い

が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

定
期
検
査
時

 
発
電
室
長

 

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
に
お
い
て
、
ポ
ン
プ
を
起
動
し
、

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
６
。
 

ま
た
、
確
認
す
る
際
に
操
作
し
た
弁
に
つ
い
て
は
、
正
し
い

位
置
に
復
旧
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

１
ヶ
月
に
１
回

 

 

当
直
課
長

 

モ
ー
ド
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い
て
、
ポ
ン
プ
が
手
動
起
動

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
６
。

 

１
ヶ
月
に
１
回

 
当
直
課
長

 

※
６
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
、
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。

 

①
 
原
則
、
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
四
条
（
１
．
１
）
か
ら
第
六
十
二
条
（
１
．
１
９
）
の
設
備
分
類

を
記
載
す
る
。

 

 ②
 
運
転
上
の
制
限
を
対
象
と
す
る
系
統
・
機
器
を
記
載
す
る
。

 

 ③
 
技
術
的
能
力
審
査
基
準
１
．
１
か
ら
１
．
1
9
の
対
応
手
段
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
要
求
事
項
，
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審

査
基
準
）
の
要
求
事
項
及
び
設
置
許
可
申
請
書
の
評
価
事
象
（
本
文
十
号
）
及
び
感
度
解
析
（
添
付
十
）
等
を
参
照
し
、
そ
の
機
能

（
対
応
手
段
）
が
必
要
と
す
る
数
量
を
系
統
単
位
で
設
定
す
る
。
な
お
、
補
給
源
（
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
等
）
に
つ
い
て
は
、
必
要

と
す
る
保
有
量
を
、
計
測
器
（
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
等
）
に
つ
い
て
は
必
要
と
す
る
も
の
を
記
載
す
る
。

 

 ④
 
基
本
的
な
考
え
方
は
、
そ
の
機
能
を
代
替
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
適
用
さ
れ
る
運
転
モ
ー
ド
を
設
定
す
る
。
機
能
を
代
替

す
る
対
象
の
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
明
確
で
な
い
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
つ
い
て
は
、
当
該
系
統
の
機
能
が
要
求
さ
れ
る
重
大

事
故
等
か
ら
判
断
し
て
、
個
別
に
適
用
す
る
運
転
モ
ー
ド
を
設
定
す
る
。

 

 ⑤
 
項
目
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備
を
記
載
す
る
。
具
体
的
に
は
、
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
追
補
（
技
術
的
能
力
）
」
に
て
整
理
し
た
対

応
手
段
の
「
対
応
設
備
」
と
な
る
。
な
お
、
補
給
源
や
電
源
等
の
よ
う
に
モ
ー
ド
要
求
、
所
要
数
及
び
基
準
要
求
等
を
包
含
で
き
る
設

備
に
つ
い
て
は
、
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
基
準
規
則
）
毎
の
管
理
で
は
な
く
一
元
的
に
管
理
で
き
る
こ
と
か
ら
、
一
元
先
を
参
照

す
る
旨
を
記
載
す
る
。

 

 ⑥
 
各
設
備
に
お
い
て
「
運
転
上
の
制
限
」
と
な
る
必
要
数
を
記
載
す
る
。

 

 ⑦
 
適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
設
定
す
る
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２
（
１
）
～
（
３
）
）
。

 

 
 
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
を
兼
ね
る
設
備
の
う
ち
、
既
存
の
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
と
し
て
の
サ
ー
ベ

ラ
ン
ス
に
よ
り
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
の
必
要
な
機
能
も
包
含
し
て
確
認
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
は
，
そ
れ
ら
を
兼
ね
て
サ
ー

ベ
ラ
ン
ス
を
行
う
こ
と
か
ら
、
既
存
条
文
に
記
載
し
て
い
る
事
項
を
流
用
し
て
記
載
す
る
。
な
お
、
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
う
ち
設

計
基
準
事
故
対
処
設
備
と
兼
ね
る
設
備
に
つ
い
て
は
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
と
同
仕
様
で
設
計
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
既
存
の
設

計
基
準
事
故
対
処
設
備
と
し
て
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
に
よ
り
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
の
必
要
な
機
能
も
包
含
し
て
確
認
す
る
。

 

 
 
頻
度
に
つ
い
て
、
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
以
下
の
と
お
り
設
定
す
る
。

 

・
常
設
設
備
（
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
と
兼
ね
て
確
認
す
る
も
の
）

 

既
存
条
文
に
規
定
し
て
い
る
確
認
頻
度
と
同
様
に
設
定
す
る
。

 

・
常
設
設
備
（
上
記
以
外
）

 

機
能
・
性
能
確
認
：
定
期
検
査
時

 

動
作
確
認
：
１
ヶ
月
に
１
回

 

（
保
全
計
画
に
定
め
る
点
検
計
画
の
点
検
頻
度
以
内
に
実
施
す
る
。
重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
常
設
設
備
）
の
保
全
計
画
に
定
め
る

 

点
検
頻
度
は
１
サ
イ
ク
ル
以
上
の
間
隔
と
す
る
こ
と
、
及
び
既
存
条
文
に
お
け
る
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
は
１
ヶ
月
に
１
回
と
し
て

 

い
る
も
の
が
多
い
こ
と
か
ら
、
第

8
5
条
に
規
定
す
る
常
設
設
備
の
確
認
頻
度
は
１
ヶ
月
に
１
回
と
す
る
。
）

 

・
可
搬
設
備

 

 
機
能
・
性
能
確
認
：
１
年
に
１
回
又
は
定
期
検
査
時

 

（
運
転
中
に
実
施
で
き
な
い
確
認
事
項
に
つ
い
て
は
，
定
期
検
査
時
に
実
施
す
る
。
）

 

動
作
確
認
：
３
ヶ
月
に
１
回
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（
２
）
－
２
―
０
 
保
安
規
定
記
載
例
及
び
記
載
の
考
え
方

 
記
 
載
 
例
 

記
載
の
考
え
方
 

(
3
)
 
要
求
さ
れ
る
措
置

 

適
用

 

モ
ー
ド

 
条
 
件
⑧

 
要
求
さ
れ
る
措
置
⑨

 
完
了
時
間

 

モ
ー
ド
１
、
２
、

３
、
お
よ
び
４

 

A
.
 
Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ

ン
プ
（
自
己
冷
却
）
に
よ

る
充
て
ん
系
が
動
作
不
能

で
あ
る
場
合

 

A
.
1
 
当
直
課
長
は
、
１
台
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
７
と
と
も
に
そ
の
他
の
設

備
※
８
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び

 

A
.
2
 
タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
の
機
能
を
持
つ

重
大
事
故
等
対
処
設
備
※
９
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
※
１
０
。
 

お
よ
び

 

A
.
3
 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す

る
。

 

４
時
間

 

   ７
２
時
間

 

   ３
０
日

 

B
.
 
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時

間
内
に
達
成
で
き
な
い
場

合
 

B
.
1
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。

 

お
よ
び

 

B
.
2
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。

 

１
２
時
間

 

 ５
６
時
間

 

モ
ー
ド
５
お
よ

び
６

 

A
.
 
Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ

ン
プ
（
自
己
冷
却
）
に
よ

る
充
て
ん
系
が
動
作
不
能

で
あ
る
場
合

 

A
.
1
 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る

措
置
を
開
始
す
る
。

 

お
よ
び

 

A
.
2
 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
っ
て
い
る
場
合

は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。

 

お
よ
び

 

A
.
3
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非
満
水
）
ま
た
は

モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）
の
場
合
、
１
次
系
保
有

水
を
回
復
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。

 

お
よ
び

 

A
.
4
 
タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
の
機
能
を
持
つ

重
大
事
故
等
対
処
設
備
※
９
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
※
１
０
措
置
を
開
始
す
る
。

 

速
や
か
に

 

  速
や
か
に

 

  速
や
か
に

 

   速
や
か
に

 

※
７
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
、
運
転
状
態
よ
り
確
認
す
る
。

 

※
８
：
残
り
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
１
台
、
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
２
台
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
２
基
、
お
よ
び
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
２

系
統
を
い
い
、
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

※
９
：
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
系
を
い
う
。

 

※
１
０
：
「
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」
の
確
認
は
、
対
象
設
備
の
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
行
う
。
ま
た
、
「
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」
と
は
、

当
該
系
統
に
要
求
さ
れ
る
準
備
時
間
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
、
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
し
、

接
続
口
付
近
ま
で
の
ホ
ー
ス
を
敷
設
す
る
補
完
措
置
が
完
了
し
て
い
る
こ
と
を
含
む
。

 

 

 ⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
設
定
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 

 
 
２
Ｎ
要
求
の
Ｓ
Ａ
設
備
が
Ｌ
Ｃ
Ｏ
（
２
Ｎ
未
満
１
Ｎ
以
上
）
に
な
っ
た
場
合
及
び
す
べ
て
動
作
不
能
（
「
１
Ｎ
未
満
」
）
に
な
っ
た

場
合
、
又
は
１
Ｎ
要
求
の
Ｓ
Ａ
設
備
が
Ｌ
Ｃ
Ｏ
（
「
０
」
）
に
な
っ
た
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方

針
４
．
３
（
２
）
）

 

 ⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。

(
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
）
（
３
）
)
 

【
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
】

 

 
 
ま
ず
、
故
障
し
た
設
備
に
対
し
て
「
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
」
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
れ
ば
、
１
Ｎ
要
求
の
場
合
は
Ａ
Ｏ
Ｔ
が

7
2
時
間
と
な
り
、
２
Ｎ
要
求
の
場
合
は
Ａ
Ｏ
Ｔ
が
1
0
日
と
な
る
。

 

 
 
「
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
」
に
つ
い
て
は
、
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
追
補
（
技
術
的
能
力
）
」
で
整
理
し
た
“
機
能

喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
”
が
該
当
す
る
。
設
備
分
類
が
緩
和
設
備
で
あ
り
「
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設

備
」
が
設
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
、
そ
の
目
的
に
応
じ
た
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
を
設
定
す
る
。

 

  
 
次
に
、
同
等
な
機
能
を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
用
い
て
Ａ
Ｏ
Ｔ
を
延
長
す
る
場
合
の
措
置
及
び
完
了
時
間
を
記
載
す
る
。

「
同
等
な
機
能
」
に
つ
い
て
は
，
準
備
時
間
、
設
備
性
能
等
に
よ
り
妥
当
性
を
判
断
す
る
。

 

 
 
最
後
に
、
当
該
設
備
を
Ａ
Ｏ
Ｔ
内
に
復
旧
す
る
こ
と
を
記
載
す
る
。

 

  
【
モ
ー
ド
５
お
よ
び
６
】

 

 
 
プ
ラ
ン
ト
停
止
中
の
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
は
、
当
該
設
備
を
速
や
か
に
復
旧
す
る
と
と
も
に
、
プ
ラ
ン
ト
が
安
全
側
と
な
る

措
置
を
記
載
す
る
。
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（２）－２－１ 保安規定第 85条 表 85-2「緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするための

設備」運転上の制限等について 

 

a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 

b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

(4) 設置変更許可申請書 添付十追補（機能喪失原因対策分析） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 本文五号（所要数、必要容量） 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

(3) 設置変更許可申請書 添付十（有効性評価） 

(4) 工事計画認可申請書 添付資料２９(設定値) 

添付-３ 同等の機能を有する設備 

(1) 設置変更許可申請書 本文十号（同等の機能を有することの根拠） 

(2) 設置変更許可申請書 添付十追補（同等の機能を有することの根拠） 

添付-４ ＤＢ条文で全てを兼ねることの根拠 

(1) 設置変更許可申請書 添付八（ＤＢ条文で全てを兼ねることの根拠） 

(2) 設置変更許可申請書 添付十追補（ＤＢ条文適用範囲の概略） 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備分類等」参

照 
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a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 
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保安規定記載内容の説明 

 

保
安
規
定 

第
85
条 

条
文 

表８５－２ 緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするための設備 

 

８５－２－１ 原子炉出力抑制（自動）※１ ① 

機 能 設定値 
適用 

モード ③ 

所要チャンネ

ル・系統数 ④ 

所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置※２ ⑤ 確認事項 ⑥ 

条 件 措 置 完了時間 項 目 頻 度 担 当 

１．ＡＴＷＳ緩和設備 ② 

ａ．ＡＴＷＳ緩和設備論理回

路 

－ モード１および２ １系統 A. ＡＴＷＳ緩和設備が動作不能

である場合 

A.1 当直課長は、当該系統と同等な機能を持つ重大事故等対処

設備※３が動作可能であることを確認する※４。 

および 

６時間 機能検査を実施する。 定期検査時 計装保修課長 

A.2 計装保修課長は、当該系統を動作可能な状態に復旧する。 ３０日 

B. 条件Aの措置を完了時間内に

達成できない場合 

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間 

ｂ．蒸気発生器水位異常低 計器スパン

の７％以上 

モード１および２ ３※５ A. １チャンネルが動作不能であ

る場合 

A.1 当直課長は、当該系統と同等な機能を持つ重大事故等対処

設備※３が動作可能であることを確認する※４。 

および 

６時間 設定値確認および機能検査

を実施する。 

定期検査時 計装保修課長 

A.2 計装保修課長は、当該系統を動作可能な状態に復旧する。 ３０日 

B. 条件Aの措置を完了時間内に

達成できない場合 

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間 動作不能でないことを指示

値により確認する。 

１日に１回 当直課長 

※１：本表における動作可能とは、当該計装および制御設備に期待されている機能が達成されている状態をいう。また、動作不能とは、点検・修理のために当該チャンネルもしくは論理回路をバイパスする場合または不動作の場合をいう。動作信号を出力さ

せている状態または誤動作により動作信号を出力している状態は動作可能とみなす。 

※２：チャンネル・系統ごとに個別の条件が適用される。 

※３：原子炉出力抑制（手動）機能に必要な設備（原子炉トリップスイッチ、主蒸気止弁、電動補助給水ポンプおよびタービン動補助給水ポンプ）をいう。 

※４：「動作可能であること」の確認は、対象設備の至近の記録等により行う。 

※５：ＡＴＷＳ緩和設備に使用するチャンネルに限る。 

 

記
載
内
容
の
説
明 

① 設置許可基準規則（技術的能力審査基準）第四十四条 （１．１）が該当する。（添付－１） 

 

② 運転上の制限の対象となる系統・機器（添付－１、２、４） 

本表では原子炉出力抑制（自動）機能を有するATWS緩和設備の論理回路及び作動信号を対象設備としている。また、ATWS緩和設備を作動させる信号としては、蒸気発生器水位低下による２次系除熱の悪

化を検出し、当該設備を作動させる設計であることから、「蒸気発生器水位異常低」信号をその対象設備としている。 

「蒸気発生器水位異常低」によるATWS緩和設備の作動設定値（セット値）については、「蒸気発生器水位異常低」原子

炉トリップ信号セット値（13％）の信号発信が最も遅れるように計装誤差を負側に考慮（－2％：①）し、かつ、本作動

信号の発信が最も早まるように計装誤差を正側に考慮（＋2％：②）しても、前述の原子炉トリップ信号が作動する前に

本設備が不必要に作動することの無いよう9％に設定することとしている。 

上記を踏まえ、ATWS緩和設備作動に係る保安規定設定値は、「蒸気発生器水位異常低」原子炉トリップ信号に関する保

安規定記載の考え方と同様、セット値から計装誤差（2％：③）を差し引いても確実にATWS緩和設備が作動する「7％以

上」とする。 

なお、設置許可基準規則（技術的能力審査基準）第四十四条 （１．１）で要求されている他の設備（手動による原子炉緊急停止に係る設備、ATWS 緩和設備により動作する設備及びほう酸水注入に係わる

設備）については、設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備とで兼用であり、以下に示すとおり、既存の保安規定条文にて必要な機能は担保されていることから、既存の保安規定条文にて管理する。 

設  備 保安規定条文 要求モード 説   明 

制御棒クラスタ 第23条 1および2 全ての制御棒が挿入不能及び不整合でないことを確認しておりＳＡ要求を満たす。 

原子炉トリップスイッチ 
第34条 1および2 原子炉トリップ回路について動作不能でないことを確認しておりＳＡ要求を満たす。 

原子炉トリップしゃ断器 

主蒸気止弁 第63条 1,2および3 閉止可能であることを確認しておりＳＡ要求を満たす。 

電動補助給水ポンプ 
第66条 

1,2,3および4 電動補助給水ポンプによる２系統及びタービン動補助給水ポンプによる１系統が動作可能であることを確認しておりＳＡ要

求を満たす。 タービン動補助給水ポンプ 1,2および3 

復水タンク 第67条 1,2,3および4 系としての要求であるが，原子炉出力抑制機能として第67条に記載する運転上の制限を満足することでＳＡ要求を満たす。 

主蒸気逃がし弁 第65条 1,2,3および4 手動での開弁ができることを確認しておりＳＡ要求を満たす。 

主蒸気安全弁 第62条 1,2および3 蒸気発生器毎に各個数以上が動作可能であることを確認しておりＳＡ要求を満たす。 

加圧器逃がし弁 第45条 1,2および3 全てが動作可能であることを確認しておりＳＡ要求を満たす。 

加圧器安全弁 第44条 1,2,3および4 全てが動作可能であることを確認しておりＳＡ要求を満たす。 

ほう酸ポンプ 

第28条 1および2 ほう酸濃縮に必要な系統のうち１系統以上が動作可能であることを確認していることからＳＡ要求を満足する。 
緊急ほう酸注入弁 

ほう酸タンク 

充てん／高圧注入ポンプ 

充てん／高圧注入ポンプ 第52条 1,2および3 高圧注入系の２系統が動作可能であることを確認しておりＳＡ要求を満たす。 

ほう酸注入タンク 第55条 1,2および3 系としての要求であるが，原子炉出力抑制機能として第55条に記載する運転上の制限を満足することでＳＡ要求を満たす。 

燃料取替用水タンク 第54条 1,2,3および4 系としての要求であるが，原子炉出力抑制機能として第54条に記載する運転上の制限を満足することでＳＡ要求を満たす。 

 
③ ATWS 緩和設備は、運転時の異常な過渡変化時において、原子炉の運転を緊急に停止することができない事象が発生するおそれがある場合又は当該事象が発生した場合に炉心の著しい損傷を防止するた

め、原子炉出力を抑制し１次系の過圧を防止するために必要な設備であり、原子炉が起動状態である期間を機能維持期間として適用する必要があることから、適用モードは「モード１および２」とする。

（保安規定変更に係る基本方針４．３．（１）） 

 

④ ATWS 緩和設備は常設重大事故等対処設備であり１Ｎ要求設備であることから、ATWS 緩和設備論理回路の運転上の制限の所要数を１系統とする（設備構成も１系統である）。また、ATWS 緩和設備を作動

させる信号（「蒸気発生器水位異常低」信号）については、各ループの蒸気発生器狭域水位計より代表する１チャンネルを用いた３チャンネルによる回路構成であるため、所要チャンネルを３チャンネルと

する。（保安規定変更に係る基本方針４．３．（１）） （添付－２） 

 

⑤ 所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置を記載する。（保安規定変更に係る基本方針４．３．（２）、（３）） 

ａ．ATWS 緩和設備論理回路 

A.1 動作不能となった重大事故等対処設備と同等な機能を持つ重大事故等対処設備が動作可能であることを確認する。対象となる設備は「設置変更許可申請書（添付書類十）」の技術的能力で整理した

「原子炉出力抑制（手動）」機能を有する設備（手動原子炉トリップ等）が該当する。完了時間については、保安規定第34条（計測および制御設備） の原子炉保護系論理回路の完了時間が6時間で定

められているため、同様に「6時間」とする。 

A.2 当該系統を動作可能な状態に復旧する。完了時間は、重大事故等対処設備の上限である「30日」とする。（添付－３） 

B.1 既保安規定と同様の設定としている。 

ｂ．「蒸気発生器水位異常低」信号 

A.1 上記a.のA.1と同じ。 

A.2 上記a.のA.2と同じ。 

B.1 上記a.のB.1と同じ。 

なお、計器故障により動作不能となった場合には運転上の制限を逸脱することとなるが、措置として動作信号を出力状態とすることが出来れば要求される機能（ATWS 緩和設備を作動させる機能）として

は動作可能となることから、その時点で運転上の制限の逸脱状態から復帰となる。（保安規定変更に係る基本方針４．３．（２））  

 

⑥ 適用モード期間の確認事項を記載する。（保安規定変更に係る基本方針４．２） 

ａ．性能確認（機能性能が満足していることを確認する） 

定期検査時の確認事項は、保安規定第34条（計測および制御設備）の論理回路及びチャンネルに設定されている設定値確認及び機能検査と同様の検査を行う。 

ｂ．動作確認（運転上の制限を満足していることを定期的に確認する） 

「蒸気発生器水位異常低」信号については、保安規定第34条（計測および制御設備）の各チャンネルと同様に、蒸気発生器水位計の指示値により動作不能でないことの確認（振切れや他の計器との差異

の有無等の確認）を行う。ATWS 緩和設備論理回路については、1系統構成であるため運転中に検査を実施するとその間は機能が維持されなくなること、また誤操作等により原子炉の運転に大きな影響を

与える可能性があることから運転中の確認は実施しない。 

 

｢蒸気発生器水位異常低｣ 
原子炉トリップ作動設定値 
ATWS緩和設備 
作動設定値 

１３％ 
１１％ 
９％ 
７％ 

①計器誤差２% 
②計器誤差２% 
③計器誤差２% 保安規定記載値 

(ATWS緩和設備作動) 

保安規定記載値 
(原子炉ﾄﾘｯﾌ゚作動) 
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b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

(4) 設置変更許可申請書 添付十追補（機能喪失原因対策分析） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 本文五号（所要数、必要容量） 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

(3) 設置変更許可申請書 添付十（有効性評価） 

(4) 工事計画認可申請書 添付資料２９(設定値) 

添付-３ 同等の機能を有する設備 

(1) 設置変更許可申請書 本文十号（同等の機能を有することの根拠） 

(2) 設置変更許可申請書 添付十追補（同等の機能を有することの根拠） 

添付-４ ＤＢ条文で全てを兼ねることの根拠 

(1) 設置変更許可申請書 添付八（ＤＢ条文で全てを兼ねることの根拠） 

(2) 設置変更許可申請書 添付十追補（ＤＢ条文適用範囲の概略） 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備分類等」参照 
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表 85－２ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 
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表 85－２ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 
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表 85－２ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 
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表 85－２ 添付－１（４） 

設置変更許可申請書 添付十追補（機能喪失原因対策分析） 
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表 85－２ 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 本文五号 

 

五、発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備 

ヘ．計測制御系統施設の構造及び設備 

Ａ．３号炉 

(4) 非常用制御設備 

(ⅱ) 主要な機器の個数及び構造 

a. ほう酸タンク 

（「化学・体積制御設備」、「非常用制御設備」、「緊急停止失敗時に発電用原子

炉を未臨界にするための設備」と兼用） 

基 数 2 

容 量 約30m3（1基当たり） 

b. ほう酸ポンプ（ホ．(4)(ⅰ) 他と兼用） 

台 数 3 

容 量 約  m3/h（1台当たり） 

c. 充てん／高圧注入ポンプ（ホ．(3)(ⅱ)a.(a)他と兼用） 

台 数 3 

容 量 約  m3/h（1台当たり） 

（最大充てん時） 

(ⅳ) 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

ＡＴＷＳが発生するおそれがある場合又は当該事象が発生した場合においても炉心

の著しい損傷を防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健

全性を維持するとともに、原子炉を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設

備を設置する。 

緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするための設備のうち、原子炉を未臨界とする

ための設備として以下の重大事故等対処設備（手動による原子炉緊急停止及びほう酸

水注入）を設ける。また、１次冷却系の過圧防止及び原子炉出力を抑制するための設

備として以下の重大事故等対処設備（原子炉出力抑制）を設ける。 

原子炉緊急停止が必要な原子炉トリップ設定値に到達した場合において、原子炉保

護系リレーラックの故障等により原子炉自動トリップに失敗した場合の重大事故等対

処設備（手動による原子炉緊急停止）として、原子炉トリップスイッチは、手動によ

る原子炉緊急停止ができる設計とする。  

所要数、必要容量 

関連個所を赤枠又は下線にて示す。 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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原子炉緊急停止が必要な原子炉トリップ設定値に到達した場合において、原子炉保

護系リレーラック及び原子炉トリップしゃ断器の故障等により原子炉自動トリップに

失敗した場合の重大事故等対処設備（原子炉出力抑制）として、ＡＴＷＳ緩和設備は、

作動によるタービントリップ及び主蒸気止弁の閉止により、１次冷却系から２次冷却

系への除熱を過渡的に悪化させることで１次冷却材温度を上昇させ、減速材温度係数

の負の反応度帰還効果により原子炉出力を抑制できる設計とする。また、ＡＴＷＳ緩

和設備は、復水タンクを水源とするタービン動補助給水ポンプ及び電動補助給水ポン

プを自動起動させ、蒸気発生器水位の低下を抑制するとともに、加圧器逃がし弁、加

圧器安全弁、主蒸気逃がし弁及び主蒸気安全弁の動作により１次冷却系の過圧を防止

することで、原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持できる

設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備から自動信号が発信した場合において、原子炉の出力を抑制する

ために必要な機器等が自動動作しなかった場合の重大事故等対処設備（原子炉出力抑

制）として、中央制御室での操作により、手動で主蒸気止弁を閉操作することで原子

炉出力を抑制するとともに、復水タンクを水源とする電動補助給水ポンプ及びタービ

ン動補助給水ポンプを手動で起動し、補助給水を確保することで蒸気発生器水位の低

下を抑制し、加圧器逃がし弁、加圧器安全弁、主蒸気逃がし弁及び主蒸気安全弁の動

作により１次冷却系の過圧を防止できる設計とする。 

制御棒クラスタ、原子炉トリップしゃ断器及び原子炉保護系リレーラックの故障等

により原子炉トリップに失敗した場合の重大事故等対処設備（ほう酸水注入）として、

ほう酸タンクを水源としたほう酸ポンプは、緊急ほう酸注入弁を介して充てん／高圧

注入ポンプにより原子炉に十分な量のほう酸水を注入できる設計とする。 

ほう酸ポンプが故障により使用できない場合の重大事故等対処設備（ほう酸水注入）

として、燃料取替用水タンクを水源とした充てん／高圧注入ポンプは、ほう酸注入タ

ンクを介して原子炉に十分な量のほう酸水を注入できる設計とする。 

さらに、ほう酸注入タンクが使用できない場合の重大事故等対処設備（ほう酸水注

入）として、燃料取替用水タンクを水源とした充てん／高圧注入ポンプは、化学体積

制御系により原子炉に十分な量のほう酸水を注入できる設計とする。 
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［常設重大事故等対処設備］ 

原子炉トリップスイッチ 

個 数 2 

ＡＴＷＳ緩和設備 

個 数 1 

主蒸気止弁（ホ．(2)と兼用） 

個 数 3 

電動補助給水ポンプ（ホ．(2)他と兼用） 

台 数 2 

容 量 約  m3/h（1台当たり） 

タービン動補助給水ポンプ（ホ．(2)他と兼用） 

台 数 1 

容 量 約   m3/h 

復水タンク（ホ．(2)他と兼用） 

基 数 1 

容 量 約700m3 

加圧器逃がし弁（ホ．(1)他と兼用） 

型 式 空気作動式 

個 数 2 

加圧器安全弁（ホ．(1)と兼用） 

型 式 ばね式（平衡型） 

個 数 3 

主蒸気逃がし弁（ホ．(2)他と兼用） 

型 式 空気作動式 

個 数 3 

容 量 約170t/h（1個当たり） 

主蒸気安全弁（ホ．(2)と兼用） 

型 式 ばね式 

個 数 21 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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蒸気発生器（ホ．(1)他と兼用） 

型 式 たて置Ｕ字管式熱交換器型 

基 数 3 

ほう酸タンク（ヘ．(4)(ⅱ)a.他と兼用） 

基 数 2 

容 量 約30m3（1基当たり） 

ほう酸ポンプ（ホ．(4)(ⅰ) 他と兼用） 

台 数 3 

容 量 約  m3/h（1台当たり） 

緊急ほう酸注入弁 

型 式 電気作動式 

個 数 1 

充てん／高圧注入ポンプ（ホ．(3)(ⅱ)a.(a)他と兼用） 

台 数 3 

容 量 約  m3/h（1台当たり） 

（最大充てん時） 

約   m3/h（1台当たり） 

（安全注入時） 

ほう酸注入タンク（ホ．(3)(ⅱ)a.(a)他と兼用） 

基 数 1 

容 量 約3.4m3 

燃料取替用水タンク（ホ．(3)(ⅱ)a.(a)他と兼用） 

基 数 1 

容 量 約1,700m3 

 

 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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6.8 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

6.8.2 設計方針 

6.8.2.3 容量等 

基本方針については、「1.1.8.2 容量等」に示す。 

手動による原子炉緊急停止として使用する原子炉トリップスイッチは、設計基

準事故対処設備の原子炉手動停止機能と兼用しており、中央制御室での操作を可能

とするため、設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備として使用するＡＴ

ＷＳ緩和設備は、重大事故等時に「蒸気発生器水位異常低」の原子炉トリップ信号

の計装誤差を考慮して確実に作動する設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備の作動による主蒸気止弁の閉止に伴う１次冷却系の過圧のピ

ークを抑えるために使用する加圧器逃がし弁及び加圧器安全弁は、設計基準事故対

処設備の１次冷却系の過圧防止機能と兼用しており、設計基準事故時に使用する場

合の放出流量が、主蒸気止弁の閉止による１次冷却系の過圧防止に必要な放出流量

に対して十分であることを確認していることから、設計基準事故対処設備と同仕様

で設計する。また、その後の１次冷却系を安定させるために使用する電動補助給水

ポンプ、タービン動補助給水ポンプ、復水タンク、主蒸気逃がし弁、主蒸気安全弁

及び蒸気発生器は、設計基準事故対処設備の蒸気発生器２次側による冷却機能と兼

用しており、設計基準事故時に使用する場合の補助給水流量及び蒸気流量が、主蒸

気止弁の閉止による１次冷却系の過圧防止に必要な補助給水流量及び蒸気流量に

対して十分であることを確認していることから、設計基準事故対処設備と同仕様で

設計する。 

原子炉トリップに失敗した場合における原子炉を未臨界状態へ移行するために

ほう酸水を炉心注入する設備として使用するほう酸タンク、ほう酸ポンプ、充てん

／高圧注入ポンプ、ほう酸注入タンク及び燃料取替用水タンクは、設計基準事故時

のほう酸水を１次冷却系に注入する機能と兼用しており、設計基準事故時に使用す

る場合の注入流量及びタンク容量が、原子炉トリップ失敗の場合に原子炉を未臨界

状態とするために必要な注入流量及びタンク容量に対して十分であることを確認

していることから、設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 
  

所要数、必要容量、設備仕様 

関連個所を赤枠又は下線にて示す。 
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第6.8.1表 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備（常設）の設備仕様 

 

(1) 原子炉トリップスイッチ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉保護設備 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

個 数  2 

 

(2) 制御棒クラスタ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・制御棒及び制御棒駆動装置 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

クラスタの数  48 

クラスタ当たり制御棒本数 20 

制御棒有効長さ  約3.61m 

中性子吸収材直径  約10mm 

中性子吸収材材料  銀・インジウム・カドミウム合金 

被覆管厚さ   約0.5mm 

 被覆管材料  ステンレス鋼 

 

(3) 原子炉トリップしゃ断器 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉保護設備 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

型 式  低圧気中しゃ断器 

台 数  2 

定格使用電圧  460V 

定 格 電 流  1600A 
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(4) ＡＴＷＳ緩和設備 

個 数  1 

工学的安全施設等の作動信号の種類 

a. タービントリップ信号 

b. 主蒸気隔離信号 

c. 補助給水ポンプ起動信号 

 

(5) 主蒸気止弁 

兼用する設備は以下のとおり。 

・主蒸気系統 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

型 式  空気作動型スイングディスク式 

個 数  3 

最高使用圧力  7.48MPa[gage] 

最高使用温度  291℃ 

材 料  炭素鋼 

 

(6) 電動補助給水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・補助給水ポンプ 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

型 式  うず巻式 

台 数  2 

定 格 容 量  約  m3/h（1台当たり） 

定 格 揚 程  約   m 

本 体 材 料  合金鋼 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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(7) タービン動補助給水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・補助給水ポンプ 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式  うず巻式 

台 数  1 

定 格 容 量  約   m3/h 

定 格 揚 程  約   m 

本 体 材 料  合金鋼 

 

(8) 復水タンク 

兼用する設備は以下のとおり。 

・補給水設備 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式  たて置円筒型 

基 数  1 

容 量  約700m3 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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材 料  低炭素鋼 

設 置 高 さ  E.L.＋17.6m 

距 離  約60m（炉心より） 

 

(9) 加圧器逃がし弁 

兼用する設備は以下のとおり。 

・１次冷却設備 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式  空気作動式 

個 数  2 

最高使用圧力  17.16MPa[gage]  

最高使用温度  360℃ 

材 料  ステンレス鋼 

 

(10) 加圧器安全弁 

兼用する設備は以下のとおり。 

・１次冷却設備 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

型 式  ばね式（平衡型） 

個 数  3 

最高使用圧力  17.16MPa[gage] 

最高使用温度  360℃ 

容 量  約157t/h（1個当たり） 

材 料  ステンレス鋼 
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(11) 主蒸気逃がし弁 

兼用する設備は以下のとおり。 

・主蒸気系統 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

型 式  空気作動式 

個 数  3 

口 径  6B 

容 量  約170t/h（1個当たり） 

最高使用圧力  7.48MPa[gage]  

最高使用温度  291℃ 

本 体 材 料  炭素鋼 

 

(12) 主蒸気安全弁 

兼用する設備は以下のとおり。 

・主蒸気系統 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

型 式  ばね式 

個 数  21 

口 径  5B 

吹 出 容 量  約240t/h（1個当たり） 

最高使用圧力  7.48MPa[gage] 

最高使用温度  291℃ 

材 料  炭素鋼 
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(13) 蒸気発生器 

兼用する設備は以下のとおり。 

・１次冷却設備 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

型 式  たて置U字管式熱交換器型 

基 数  3 

胴側最高使用圧力  7.48MPa[gage] 

管側最高使用圧力  17.16MPa[gage] 

１次冷却材流量  約15.0×103t/h（1基当たり） 

主蒸気運転圧力（定格出力時） 約6.03MPa[gage] 

主蒸気運転温度（定格出力時） 約277℃ 

蒸気発生量（定格出力時）   約1.60×103t/h（1基当たり） 

出 口 蒸 気 湿 分  0.25wt%以下 

伝 熱 面 積 

（Ａ号機）   約5,050m2 

（Ｂ号機）   約5,055m2 

（Ｃ号機）   約5,055m2 

伝 熱 管 本 数 

（Ａ号機）   3,379本 

（Ｂ号機）   3,382本 

（Ｃ号機）   3,382本 

伝 熱 管 内 径  約20mm 

伝 熱 管 厚 さ  約1.3mm 

胴部外径（上部）  約4.5m 

胴部外径（下部）  約3.4m 

全 高  約21m 
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材 料 

本 体  低合金鋼 

伝 熱 管  ニッケル・クロム・鉄合金 

管 板 肉 盛 り  ニッケル・クロム・鉄合金 

水 室 肉 盛 り  ステンレス鋼 

 

(14) 主蒸気管 

兼用する設備は以下のとおり。 

・主蒸気系統 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

管 内 径  約700mm 

管 厚  約33mm 

最高使用圧力  7.48MPa[gage] 

最高使用温度  291℃ 

材 料  炭素鋼 

 

(15) ほう酸タンク 

兼用する設備は以下のとおり。 

・化学・体積制御設備 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

基 数  2 

容 量  約30.3m3（1基当たり） 

最高使用圧力  大気圧 

最高使用温度  95℃ 

ほ う 素 濃 度  21,000ppm以上 

材 料  ステンレス鋼 
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(16) ほう酸ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・化学・体積制御設備 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

型 式  うず巻式 

台 数  3 

容 量  約  m3/h（1台当たり） 

最高使用圧力  0.98MPa[gage] 

最高使用温度  95℃ 

本 体 材 料  ステンレス鋼 

 

(17) 緊急ほう酸注入弁 

兼用する設備は以下のとおり。 

・化学・体積制御設備 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

型 式  電気作動式 

個 数  1 

最高使用圧力  1.4MPa[gage] 

最高使用温度  150℃ 

材 料  ステンレス鋼 

 

(18) ほう酸フィルタ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・化学・体積制御設備 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

型 式  たて置円筒型 

基 数  1 

流 量  約34.1m3/h 

最高使用圧力  0.98MPa[gage] 

最高使用温度  95℃ 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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本 体 材 料  ステンレス鋼 

 

(19) 充てん／高圧注入ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用炉心冷却設備 

・化学・体積制御設備 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式  うず巻式 

台 数  3 

容 量 約  m3/h（１台当たり） 

（最大充てん時） 

約   m3/h（１台当たり） 

（安全注入時） 

最高使用圧力  18.8MPa[gage] 

最高使用温度  150℃ 

揚 程 約     m 

（最大充てん時） 

約   m 

（安全注入時） 

本 体 材 料  ステンレス鋼 

 

  

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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(20) 抽出水再生クーラ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・化学・体積制御設備 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式  多胴横置U字管式 

基 数  1 

伝 熱 容 量  約2.4MW 

最高使用圧力 

管 側  18.8MPa[gage] 

胴 側  17.16MPa[gage] 

最高使用温度 

管 側  343℃ 

胴 側  343℃ 

材 料 

管 側  ステンレス鋼 

胴 側  ステンレス鋼 

 

(21) ほう酸注入タンク 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用炉心冷却設備 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式  たて置円筒型 

基 数  1 

容 量  約3.4m3 
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最高使用圧力  18.8MPa[gage]  

最高使用温度  150℃ 

ほ う 素 濃 度  20,000ppm以上 

材 料  炭素鋼（ステンレス鋼内張り） 

ヒ ー タ 基 数  2 

ヒ ー タ 型 式  電気ヒータ 

ヒ ー タ 容 量  約5kW（1基当たり） 

 

(22) 燃料取替用水タンク 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用炉心冷却設備 

・格納容器スプレ設備 

・火災防護設備 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式  たて置円筒型 

基 数  1 

容 量  約1,720m3 

最高使用圧力  大気圧 

最高使用温度  95℃ 

ほ う 素 濃 度  2,600ppm以上 

材 料  ステンレス鋼 

設 置 高 さ  E.L.＋17.6m 

距 離  約60m（炉心より） 
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7.1.5.2 炉心損傷防止対策の有効性評価 

(2) 有効性評価の条件 

c. 重大事故等対策に関連する機器条件 

(a) ＡＴＷＳ緩和設備 

原子炉の自動停止に失敗し、蒸気発生器水位低下をＡＴＷＳ緩和設備

が検知し、主蒸気ライン隔離及び補助給水ポンプ自動起動信号を発信す

る。ＡＴＷＳ緩和設備の作動信号は、「蒸気発生器水位異常低」信号によ

るものとし、水位は狭域水位7%を作動設定点とする。 

(b) 主蒸気ライン隔離 

主蒸気ライン隔離は、ＡＴＷＳ緩和設備作動設定点到達の17秒後に隔

離完了するものとする。 

(c) 補助給水ポンプ 

電動補助給水ポンプ2台及びタービン動補助給水ポンプ1台は、ＡＴＷ

Ｓ緩和設備が作動設定点に到達することにより自動起動し、起動の60秒後

に3基の蒸気発生器に合計190m3/hの流量で注水するものとする。 
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1. 概要 

本資料は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」とい

う。）第14条、第35条及び第59条並びにそれらの「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関す

る規則の解釈」（以下「解釈」という。）に関わる、工学的安全施設等の作動信号の設定値の根拠について

説明するものである。 

今回、安全保護装置のデジタル化にあわせて設定値及び検出器個数を変更するため、本資料において設

計基準対象施設である工学的安全施設の作動信号の各設定値の根拠について説明するとともに、重大事

故等対処施設として設置した緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備から発信される

作動信号の設定値の根拠について説明する。 

 

2. 基本方針 

2.1 工学的安全施設作動設備 

工学的安全施設作動設備は、原子炉冷却材喪失、主蒸気管破断等に際して、炉心の冷却を行い、原子炉

格納容器バウンダリを保護し、発電所周辺の公衆の安全を確保するための設備を作動させる。 

工学的安全施設作動設備は、運転時の異常な過渡変化時に、その異常な状態を検知し、原子炉停止系を

含む適切な系統を自動的に作動させ、燃料が許容設計限界を超えない設計とする。 

工学的安全施設作動設備は、設計基準事故時に、その異常な状態を検知し、原子炉非常停止（以下「原

子炉トリップ」という。）及び必要な工学的安全施設を自動的に作動させる設計とする。 

工学的安全施設作動設備は、技術基準規則第14条第1項並びにその解釈に基づき、多重性及び独立性を

有する設計とする。 

 

2.1.1 安全注入信号 

炉心冷却材の確保あるいは過度の反応度添加を抑え、炉心の損傷を防止するため、加圧器圧力低と

加圧器水位低の一致、加圧器圧力異常低、主蒸気流量高と主蒸気圧力低あるいは１次冷却材平均温度

異常低との一致、主蒸気差圧高、格納容器圧力高、手動のいずれかの信号が発信した場合には、発電

用原子炉をトリップさせるとともに、安全注入信号を発信し、以下の動作を行う。 

高圧注入系起動、低圧注入系起動、格納容器隔離、アニュラス循環ファン起動、給水隔離、ディー

ゼル発電機起動、電動補助給水ポンプ起動等。 

 

2.1.2 内部スプレ信号 

１次冷却設備の配管破断又は原子炉格納容器内での主蒸気管破断時に、原子炉格納容器の減圧及

びよう素除去の目的で、格納容器圧力異常高、手動のいずれかの信号が発信した場合に内部スプレ信

号を発信し、内部スプレ設備の起動を行う。この信号によって格納容器隔離も行う。 
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2.1.3 主蒸気隔離信号 

主蒸気管破断時に2基以上の蒸気発生器からの無制限な蒸気放出を防止し、炉心の過冷却を防止す

るため、格納容器圧力異常高、主蒸気流量高と主蒸気圧力低あるいは１次冷却材平均温度異常低の一

致、手動のいずれかの信号が発信した場合には主蒸気隔離信号を発信し主蒸気の隔離弁を閉止する。 

 

2.1.4 格納容器隔離信号 

原子炉冷却材喪失及び原子炉格納容器内での主蒸気管破断時に放射性物質の放出を防止するため、

安全注入信号、内部スプレ信号、手動のいずれかの信号が発信した場合に原子炉格納容器の隔離弁を

閉止する。 

 

2.2 ＡＴＷＳ緩和設備の基本方針 

発電用原子炉を緊急に停止することができない事象が発生するおそれがある場合又は当該事象

（以下「ＡＴＷＳ」という。）が発生した場合においても、炉心が著しい損傷に至ることなく、かつ、

十分な冷却を可能とするために、運転員による操作を必要とせずに作動するＡＴＷＳ緩和設備を設

置し、自動的にタービントリップ及び主蒸気隔離させることにより１次冷却材温度を上昇させ、減速

材温度係数の負の反応度帰還効果により原子炉出力を低下させる。 

また、ＡＴＷＳ緩和設備から補助給水ポンプを自動的に起動し、蒸気発生器二次側保有水量の減

少を抑制し、低下した原子炉出力に相当する発生熱を蒸気発生器を介して除去することで、原子炉冷

却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持し、炉心の著しい損傷を防止する。 

以上のようにＡＴＷＳ緩和設備からは、タービントリップ信号、主蒸気隔離信号及び補助給水ポ

ンプ起動信号が発信される。 

このＡＴＷＳ緩和設備の作動信号を発信させるための信号の選定の考え方を以下に示す。 

ＡＴＷＳ発生時は、原子炉出力は比較的高い状態を維持するものの、１次冷却系から２次冷却系

への除熱の観点においては、定格蒸気流量の100％の容量を有する主蒸気安全弁による除熱が期待で

きるため、蒸気発生器二次側保有水量が確保される限りは１次冷却材温度及び1次冷却材圧力が過度

に上昇することはない。つまり、運転時の異常な過渡変化により蒸気発生器二次側保有水量が確保で

きない事象と原子炉トリップ失敗が重畳した場合、蒸気発生器の水位低下に伴って１次冷却系から

二次冷却系への除熱が急激に悪化するため、１次冷却系が過熱されることとなる。 

従って、運転時の異常な過渡変化により蒸気発生器二次側保有水量が確保できない事象と原 
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子炉トリップ失敗が重畳した事象への対応に際しては、ＡＴＷＳ緩和設備の機能に期待することと

し、作動信号としては、蒸気発生器二次側保有水量の低下を検知する「蒸気発生器水位異常低」信号

を選定する。その後必要に応じて速やかに運転員により１次冷却系のほう酸濃縮操作を実施するこ

と等で安定停止状態へと移行できる。 

また、運転時の異常な過渡変化時に蒸気発生器二次側保有水量が確保できる事象と原子炉トリッ

プ失敗が重畳した事象への対応に際しては、主蒸気安全弁による除熱が期待できるため、１次冷却系

から２次冷却系への除熱がバランスした状態となり、また、その後必要に応じて速やかに運転員によ

り１次冷却系のほう酸濃縮操作を実施すること等で安定停止状態へと移行できるため、ＡＴＷＳ緩

和設備の機能に期待しない。 

ＡＴＷＳ緩和設備から発信される信号は、正常に原子炉トリップ及び補助給水ポンプが起動した

場合には、不要な信号の発信を阻止できるようにする。また、安全保護装置の原子炉トリップ信号の

計装誤差を考慮しても不要な動作を阻止できるようにするとともに、ＡＴＷＳ緩和設備の作動信号

の計装誤差を考慮して確実に動作する設計とする。 

 

2.2.1 ＡＴＷＳ緩和設備の詳細設計方針 

ＡＴＷＳ緩和設備の作動信号の設定値は、安全保護装置からの原子炉トリップ信号である蒸気発生

器水位異常低原子炉トリップ信号のセット値（13％）を基準にし、計装誤差を考慮して不要な動作を

阻止し、かつ、セット値から計装誤差を考慮しても確実に動作できるように設定する。 

本設定方法により、計装誤差を考慮して規定した設定範囲におけるＡＴＷＳ緩和設備の動作が保証

される。 
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3. 工学的安全施設等の作動信号の設定値の記載方法について 

工学的安全施設等の作動信号の安全保護系作動設定値は、実際のセット値に対して計装誤差を加算あ

るいは差し引いた設定範囲とする。本設定法により、計装誤差を加算あるいは差し引いても規定した設定

範囲における安全保護系の作動が保証される。 
なお、作動限界値、設定値、セット値等の用語の定義は以下のとおりである。 

 

第1表 設定値根拠の用語の説明 

用 語 説 明 

作動限界値 原子炉設置変更許可申請書添付書類十の解析で使用している工学的安全施設等の作

動信号の作動値 

設定値 

（設定範囲） 

工学的安全施設等の作動信号の作動値の許容範囲を表す。セット値に計装誤差を加

算あるいは差し引いた作動範囲とする。 

セット値 実機の計装設備にセットする作動値。作動限界値にパラメータの測定誤差及び計装

誤差を加算あるいは差し引いたもの 

パラメータの測定

誤差 

測定パラメータに存在する不確かさに基づく測定誤差 

計装誤差 検出器等の計器誤差に余裕を加算したもの 
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工学的安全施設等の作動設定値の例として加圧器圧力低と加圧器水位低の一致による安全注入信号の

設定値の概念図を以下に示す。 
 

 加圧器圧力低 

 

 

 加圧器水位低 

 

 

 

第1図 加圧器圧力低と加圧器水位低の一致による安全注入信号設定値の概念図 
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表 85－２ 添付－２（４） 

工事計画認可申請書 添付２９ 

 

4.5 ＡＴＷＳ緩和設備 

名   称 蒸気発生器水位異常低 

目 的 ／ 機 能 

緊急停止失敗時に蒸気発生器の水位が異常に低下した場合には、発

電用原子炉の出力を抑制するため、2ループ以上の蒸気発生器の水

位異常低の信号により、自動でタービントリップさせるとともに、

主蒸気隔離及び補助給水ポンプ起動を行う。 

設 定 値 

作動信号の設定値 

蒸気発生器水位（狭域）検出器 

計器スパンの7％以上、かつ、11％以下 

（計器スパンの9％ ±2％以内） 

【設 定 根 拠】 

作動信号の設定値 

原子炉トリップ信号である蒸気発生器水位異常低原子炉トリップ信号のセット値（13％）を

基準にし、計装誤差を考慮しても不要な動作を阻止（タイマー設置）（注１）し、かつ、本設備の作

動信号の計装誤差を考慮して確実に動作するよう設定する。 

蒸気発生器水位異常低原子炉トリップ信号のセット値である13％に信号発信が最も遅れるよ

うに計装誤差を負側（－2％）にして11％に設定した場合に、本信号の発信が最も早まるように

計装誤差を正側（＋2％）に考慮しても原子炉トリップ信号が作動した時に本設備の不必要な動

作を防止できるようにセット値を9％に設定する。 

本信号の設定値は、セット値から計装誤差である2％を差し引いても確実に作動する7％以上、

かつ、セット値に計装誤差である2％を加算しても本設備の不必要な動作を防止できる11％以下

と設定する。 

 

 

 

 

  

                  「蒸気発生器水位異常低」 

   13％              原子炉トリップ信号セット値 

         計装誤差（2％） 

   11％ 

         計装誤差（2％） 

    9％              セット値       設定値 

         計装誤差（2％） 

    7％ 
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表 85－２ 添付－２（４） 

工事計画認可申請書 添付２９ 

 

（注１）タイマー設置の考え方 

ＡＴＷＳ緩和設備は、安全保護系が不動作時に期待される機能であり、ＡＴＷＳ緩和設

備の不要な作動を回避する観点から、以下を考慮して設定する。 

作動回路の概略を第2図に示すようにタイマーを設置することにより、正常に原子炉トリ

ップ及び補助給水ポンプが起動した場合には、ＡＴＷＳ緩和設備からの作動信号をブロッ

クする。 

タイマーは、設置（変更）許可を受けた本文十号の機器条件である「原子炉トリップ限界

値及び応答時間」として用いる原子炉トリップ信号「蒸気発生器水位異常低」の応答時間

（2.0秒）に対して、十分な余裕を見込んで10秒としている。 

 
※1：ＡＴＷＳ緩和設備は、電源喪失時には、中央制御室に警報を発信する。 

※2：作動信号は、電源喪失時には発信しない。 

 

第2図 ＡＴＷＳ緩和設備の作動回路の概略図 
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表 85－２ 添付－３（１） 

設置変更許可申請書 本文十号 

 

 

第10.1表 重大事故等対策における手順書の概要(1/19)  

1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等 

方
針
目
的 

 運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉（以下「原子炉」という。）を停止させる

ための設計基準事故対処設備が機能喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止するた

め、手動による原子炉緊急停止、原子炉出力抑制（自動）、原子炉出力抑制（手動）により原

子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器（以下「格納容器」という。）の健全性を維持

する手順等を整備する。また、原子炉の出力抑制を図った後にほう酸水注入により原子炉を

未臨界に移行する手順等を整備する。 

対
応
手
順
等 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
機
能
喪
失
時 

手
動
に
よ
る 

原
子
炉
緊
急
停
止 

 運転時の異常な過渡変化時において原子炉の運転を緊急に停止すること

ができない事象（以下「ＡＴＷＳ」という。）が発生するおそれがある場合

又は当該事象が発生した場合、中央制御室から手動にて原子炉トリップスイ

ッチ（中央制御盤手動操作）により、原子炉を緊急停止する。 

原
子
炉
出
力
抑
制 

（
自
動
） 

 ＡＴＷＳが発生するおそれがある場合又は当該事象が発生した場合、ＡＴ

ＷＳ緩和設備の自動作動による主蒸気止弁の閉により、１次冷却材温度が上

昇し減速材温度係数の負の反応度帰還効果により、原子炉出力が低下してい

ることを確認する。また、加圧器逃がし弁及び加圧器安全弁の動作により１

次冷却材圧力が所定の圧力以上に上昇していないこと、格納容器圧力及び温

度の上昇がないこと、又は格納容器圧力及び温度の上昇がわずかであるこ

と、並びに補助給水ポンプ、主蒸気逃がし弁及び主蒸気安全弁の動作により

１次冷却材温度が所定の温度以上に上昇していないことにより、原子炉冷却

材圧力バウンダリ及び格納容器の健全性が維持されていることを確認する。 

原
子
炉
出
力
抑
制 

（
手
動
） 

ＡＴＷＳ緩和設備が自動作動しない場合で、かつ中央制御室から原子炉ト

リップスイッチ（中央制御盤手動操作）による原子炉緊急停止ができない場

合、中央制御室からの手動操作によりタービン手動トリップ操作、主蒸気止

弁の閉操作及び補助給水ポンプの起動を行うことで、１次冷却材温度が上昇

していることを確認するとともに減速材温度係数の負の反応度帰還効果に

より、原子炉出力が低下していることを確認する。また、加圧器逃がし弁及

び加圧器安全弁の動作により１次冷却材圧力が所定の圧力以上に上昇して

いないことを確認するとともに、格納容器圧力及び温度の上昇がないこと、

又は格納容器圧力及び温度の上昇がわずかであること、並びに補助給水ポン

プ、主蒸気逃がし弁及び主蒸気安全弁の動作により１次冷却材温度が所定の

温度以上に上昇していないことにより、原子炉冷却材圧力バウンダリ及び格

納容器の健全性が維持されていることを確認する。 

同等の機能を有することの根拠 

関連個所を赤枠又は下線にて示す。 
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表 85－２ 添付－３（１） 

設置変更許可申請書 本文十号 

 

 

対
応
手
順
等 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系 

機
能
喪
失
時 

ほ
う
酸
水
注
入 

 ＡＴＷＳが発生するおそれがある場合又は当該事象が発生した場合、原子

炉の出力抑制を図った後、原子炉を未臨界状態とするために化学体積制御設

備のほう酸ポンプ、緊急ほう酸注入弁及び充てん／高圧注入ポンプによりほ

う酸タンク水を原子炉へ注入するとともに、希釈による反応度添加の可能性

を除去するためにほう酸希釈ラインを隔離する。 

ほう酸ポンプの故障等により緊急ほう酸濃縮ラインが使用できない場合

は、代替手段として充てん／高圧注入ポンプによりほう酸注入タンクを経由

して燃料取替用水タンクのほう酸水を原子炉へ注入し原子炉を未臨界状態

へ移行させる。安全注入ラインが使用できない場合は、充てんラインより充

てん／高圧注入ポンプを使用して燃料取替用水タンクのほう酸水を原子炉

へ注入する。 

ほう酸水注入は燃料取替ほう素濃度になるまで継続する。なお、ほう酸水

注入を行っている間に制御棒の全挿入に成功した場合は、プラントを高温停

止に維持し、引き続いて低温停止に移行させるために必要となるほう素濃度

を目標にほう酸水注入を継続する。 

配
慮
す
べ
き
事
項 

優
先
順
位 

ＡＴＷＳが発生するおそれがある場合又は当該事象が発生した場合（Ａ

ＴＷＳ緩和設備の作動状況確認を含む。）は、中央制御室から速やかな操作

が可能である原子炉トリップスイッチ（中央制御盤手動操作）により手動に

て原子炉の緊急停止操作を行う。蒸気発生器水位異常低信号によるＡＴＷＳ

緩和設備が作動した場合においても、中央制御室から原子炉トリップスイッ

チ（中央制御盤手動操作）により手動にて原子炉の緊急停止を行い、その後、

ＡＴＷＳ緩和設備の作動状況の確認を行う。 

中央制御室から原子炉トリップスイッチ（中央制御盤手動操作）による原

子炉緊急停止ができない場合で、かつＡＴＷＳ緩和設備が作動しない場合

は、手動による原子炉出力抑制を行う。 

原子炉トリップに失敗し、原子炉の出力抑制を図った後は、原子炉を未臨

界状態とするために化学体積制御設備又は非常用炉心冷却設備によりほう

酸水注入を行う。 
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表 85－２ 添付－３（２） 

設置変更許可申請書 添付十追補 

 

 

(1) 手動による原子炉緊急停止 

 

 

(2) 原子炉出力抑制（自動） 

 

 

(3) 原子炉出力抑制 （手動） 

 

 

(4) ほう酸水注入 

 

 

第1.1.3図  原子炉停止機能喪失時の操作手順 タイムチャート 

 

 

備考

原子炉手動トリップ操作

ＭＧセット電源断（常用母線440Vしゃ断器開操作）

移動

ＭＧセット発電機出力しゃ断器現場開操作

原子炉トリップ 

しゃ断器現場開操作

2

運転員等
（現場）

1

手動による原子炉
緊急停止

運転員等
（中央制御室）

手順の項目 要員（数）

経過時間（分）
10 18 24126

 「蒸気発生器水位異常低」による原子炉自動トリップ信号発信

20 262 4 8 14 16 22

制御棒手動挿入

備考

1原子炉出力抑制
（自動）

運転員等
（中央制御室）

手順の項目 要員（数）

経過時間（分）

  蒸気発生器水位設定値＋10秒後

2018 24106 122 4 8 14 16 22 26

ＡＴＷＳ緩和設備の作動確認

備考

タービン手動トリップ操作

主蒸気止弁閉操作

電動及びタービン動補助給水ポンプの手動起動操作

18 24 26
経過時間（分）

6 1210 20

原子炉出力抑制
（手動）

運転員等
（中央制御室）

手順の項目 要員（数）
 ＡＴＷＳ緩和設備が作動しない場合
 かつ原子炉トリップ（中央制御盤手動操作）による原子炉緊急停止ができない場合

2

2 4 8 14 16 22

備考

約5分 ほう酸水注入(緊急ほう酸濃縮)開始

※濃縮時間（例）：0ppmから1,750ppmまで濃縮するには約60分を要する。ほう酸タンク：21,000ppm、緊急ほう酸流量：17m3/h

手順の項目 要員（数）
 手動による原子炉緊急停止の失敗を確認し、原子炉出力が5%以上又は中間領域起動率が正であり、
 ほう酸タンクの水位が確保されている場合。

20

ほう酸水注入
運転員等
（中央制御室）

1

経過時間（分）
62 4 8 10

系統構成

※ほう酸水注入(緊急ほう酸濃縮)

22 262412 1814 16

同等の機能を有することの根拠 
関連個所を赤枠にて示す。 
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表 85－２ 添付－４（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

 

6.8 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

6.8.2 設計方針 

6.8.2.3 容量等 

基本方針については、「1.1.8.2 容量等」に示す。 

手動による原子炉緊急停止として使用する原子炉トリップスイッチは、設計基

準事故対処設備の原子炉手動停止機能と兼用しており、中央制御室での操作を可能

とするため、設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備として使用するＡＴ

ＷＳ緩和設備は、重大事故等時に「蒸気発生器水位異常低」の原子炉トリップ信号

の計装誤差を考慮して確実に作動する設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備の作動による主蒸気止弁の閉止に伴う１次冷却系の過圧のピ

ークを抑えるために使用する加圧器逃がし弁及び加圧器安全弁は、設計基準事故対

処設備の１次冷却系の過圧防止機能と兼用しており、設計基準事故時に使用する場

合の放出流量が、主蒸気止弁の閉止による１次冷却系の過圧防止に必要な放出流量

に対して十分であることを確認していることから、設計基準事故対処設備と同仕様

で設計する。また、その後の１次冷却系を安定させるために使用する電動補助給水

ポンプ、タービン動補助給水ポンプ、復水タンク、主蒸気逃がし弁、主蒸気安全弁

及び蒸気発生器は、設計基準事故対処設備の蒸気発生器２次側による冷却機能と兼

用しており、設計基準事故時に使用する場合の補助給水流量及び蒸気流量が、主蒸

気止弁の閉止による１次冷却系の過圧防止に必要な補助給水流量及び蒸気流量に

対して十分であることを確認していることから、設計基準事故対処設備と同仕様で

設計する。 

原子炉トリップに失敗した場合における原子炉を未臨界状態へ移行するために

ほう酸水を炉心注入する設備として使用するほう酸タンク、ほう酸ポンプ、充てん

／高圧注入ポンプ、ほう酸注入タンク及び燃料取替用水タンクは、設計基準事故時

のほう酸水を１次冷却系に注入する機能と兼用しており、設計基準事故時に使用す

る場合の注入流量及びタンク容量が、原子炉トリップ失敗の場合に原子炉を未臨界

状態とするために必要な注入流量及びタンク容量に対して十分であることを確認

していることから、設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 
 

DB条文で全てを兼ねることの根拠 

関連個所を下線にて示す。 
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表 85－２ 添付－４（２） 

設置変更許可申請書 添付十追補 

 

 
 

第
1.
1.
2
図
 
原
子
炉
出
力
抑
制
（
自
動
）
（
手
動
）
 
概
略
系
統
（
１
／
２
）
 

 

DB条文適用範囲の概略を示す 

第
６
５
条

 主
蒸
気
逃
が
し
弁

第
６
３
条

 主
蒸
気
止
弁

表
85
-2
 

緊
急
停
止
失
敗
時
に
原
子
炉
を
未
臨
界
に
す
る
た
め
の
設
備
 

第
６
６
条

 補
助
給
水
系

第
６
２
条

 主
蒸
気
安
全
弁

第
６
７
条

 復
水
タ
ン
ク
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表 85－２ 添付－４（２） 

設置変更許可申請書 添付十追補 

 

 
 

第
1.
1.
2
図
 
原
子
炉
出
力
抑
制
（
自
動
）
（
手
動
）
 
概
略
系
統
（
２
／
２
）
 

 
 

                           

凡
例
 

M
電
動
弁

 
（
非
常
用
母
線
よ
り
受
電
）

 

 
加
圧
器
逃
が
し
弁

 

加
圧
器

 

加
圧
器
逃
が
し
タ
ン
ク

 

加
圧
器
安
全
弁

 

第
４
５
条

 加
圧
器
逃
が
し
弁

第
４
４
条

 加
圧
器
安
全
弁

 

補(2)-172



  

表 85－２ 添付－４（２） 

設置変更許可申請書 添付十追補 

 

第
1.
1.
4
図
 
緊
急
ほ
う
酸
濃
縮
（
緊
急
ほ
う
酸
濃
縮
ラ
イ
ン
）
 
概
略
系
統
 

 

5 

3 

2 

4 
1 

第
５
４
条

  
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク

 
第
２
８
条

 化
学
体
積
制
御
系
（
ほ
う
酸
濃
縮
機
能
）

 
・
緊
急
ほ
う
酸
水
補
給
ラ
イ
ン

 
①
→
②
→
③
→
④
→
⑤

 
・
充
て
ん
ラ
イ
ン

 
⑥
→
④
→
⑤

 
・
安
全
注
入
ラ
イ
ン

 
⑥
→
④
→
⑦

 

6 

7 

第
５
５
条

 ほ
う
酸
注
入
タ
ン
ク

 
第
５
２
条

 非
常
用
炉
心
冷
却
系
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（２）－２－２ 保安規定第 85条 表 85-3「１次冷却系のフィードアンドブリードをするた

めの設備」運転上の制限等について 

 

a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 

b 添付資料 

添付-１ 機器リスト及び設備分類 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付十（設備仕様） 

(2) 設置変更許可申請書 添付十（有効性評価） 

(3) 設置変更許可申請書 添付十（充てん／高圧注入ポンプに対する所要数の 

根拠） 

添付-３ ＤＢ条文で全てを兼ねることの根拠 

(1) 設置変更許可申請書 添付八（ＤＢ条文で全てを兼ねることの根拠） 

添付-４ 感度解析を考慮したＡＯＴの設定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十（有効性評価） 

(2) 設置変更許可申請書 有効性評価まとめ資料 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備分類等」参

照 
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ａ 保安規定記載内容の説明（SA 条文） 
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

保
安
規
定
 
第

85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

表
８
５
－
３
 
１
次
冷
却
系
の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド
を
す
る
た
め
の
設
備
 

 ８
５
－
３
－
１
 
１
次
冷
却
系
の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド
 
①
 

 (1
) 
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限
 
③
 

１
次
冷
却
系
の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド
ブ
リ

ー
ド
に
よ
る
炉
心
冷
却
系
※
１
 

(1
) 
高
圧
注
入
系
の
２
系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
※
２
 

(2
) 
加
圧
器
逃
が
し
弁
２
台
に
よ
る
１
次
冷
却
系
統
の
減
圧
系
が
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
 

適
用
モ
ー
ド
 
④
 

設
 
備
 
⑤
 

所
要
数
 
⑥
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気
発

生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ
れ
て

い
る
場
合
）
 

充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
 

２
台
 

加
圧
器
逃
が
し
弁
 

２
台
 

燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
 

※
３
 

※
１
：
高
圧
注
入
系
お
よ
び
加
圧
器
逃
が
し
弁
に
よ
る
１
次
冷
却
系
の
減
圧
系
を
い
う
。
 

※
２
：
動
作
可
能
と
は
、
ポ
ン
プ
が
手
動
起
動
（
系
統
構
成
含
む
）
で
き
る
こ
と
、
ま
た
は
運
転
中
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
 

※
３
：「
８
５
－
１
４
－
２
 
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

 

①
 設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
五
条
 （
１
．
２
）
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
六
条
 （
１
．
３
）
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条
 （
１
．
１
３
）
が
該
当
す
る
。
（
添
付
－
１
）
 

 
②
 運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）
 

 
③
 以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
で
も
維
持
で
き
る
よ
う
、
1
次
系
冷
却
系
の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド
に
よ
る
冷
却
系
を
構
成

す
る
高
圧
注
入
系

2
系
統
及
び
加
圧
器
逃
が
し
弁

2
台
に
よ
る

1
次
冷
却
系
統
の
減
圧
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の

制
限
と
す
る
。
（
添
付
－
１
、
２
）
 

 
・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
五
条
 （
１
．
２
）
 

「
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
高
圧
時
に
発
電
用
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備
(手
順
等
)」
と
し
て
、
原
子
炉
冷
却

材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
が
高
圧
の
状
態
で
あ
っ
て
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
有
す
る
原
子
炉
の
冷
却
機
能
が
喪
失
し
た
場
合

に
お
い
て
も
炉
心
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
、
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め

る
）
こ
と
。
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
六
条
（
１
．
３
）
 

「
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
を
減
圧
す
る
た
め
の
設
備
」
と
し
て
、
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
が
高
圧
の
状
態

で
あ
っ
て
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
有
す
る
原
子
炉
の
減
圧
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
炉
心
の
著
し
い
損
傷
及

び
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条
 （
１
．
１
３
）
 

「
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
設
備
(手
順
等
)」
と
し
て
、
設
計
基
準
事
故
の
収
束
に
必
要
な
水
源
と
は
別

に
、
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
有
す
る
水
源
を
確
保
す
る
こ
と
に
加
え
て
、
設
計
基
準
事
故
対
処

設
備
及
び
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
対
し
て
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
供
給
す
る
た
め
に
、
必
要

な
設
備
を
設
け
る
(手
順
等
を
定
め
る
)こ
と
。
 

 
な
お
、
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
六
条
（
１
．
３
）
で
、
「
高
圧
溶
融
物
放
出
お
よ
び
格
納
容

器
雰
囲
気
直
接
加
熱
に
よ
る
格
納
容
器
破
損
」
「
蒸
気
発
生
器
伝
熱
管
破
損
発
生
時
」
「
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
シ
ス
テ
ム
Ｌ
Ｏ

Ｃ
Ａ
発
生
時
」
に
お
い
て
、
加
圧
器
逃
が
し
弁
に
よ
る
１
次
冷
却
系
を
減
圧
す
る
機
能
が
要
求
さ
れ
て
い
る
が
、
同
機
能
は
１

次
冷
却
系
の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド
の
運
転
上
の
制
限
の
(２

)と
同
等
の
機
能
で
あ
る
た
め
、
本
項
の
運
転
上
の
制
限
に

て
合
わ
せ
て
管
理
す
る
。
 

 
④
 1
次
系
冷
却
系
の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド
に
よ
る
冷
却
系
は
、
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
が
高
圧
の
状
態
で
あ
っ

て
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
有
す
る
原
子
炉
の
冷
却
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
炉
心
の
著
し
い
損
傷
及
び
原
子
炉

格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
、
蒸
気
発
生
器

2
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に

そ
れ
を
代
替
す
る
機
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
蒸
気
発
生
器
に
よ
る
炉
心
冷
却
を
行
う
こ
と
が
出
来
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し

て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
適
用
モ
ー
ド
は
「
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
(蒸
気
発
生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使

用
さ
れ
て
い
る
場
合
)」
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
１
）
）
 

 
⑤
 ②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備
。
な
お
、
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
及
び
余
熱
除
去
ク
ー
ラ
に
つ
い
て
は
、
1
次
冷
却
系
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド
ブ
リ

ー
ド
後
の
余
熱
除
去
手
段
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
保
安
規
定
第

38
条
（
１
次
冷
却
系
 
－
モ
ー
ド
４
－
）
か
ら
第

42
条
（
１
次
冷

却
系
 
－
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）
－
）
に
て
管
理
す
る
。
ま
た
、
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
及
び
格
納
容
器
再
循
環

サ
ン
プ
ス
ク
リ
ー
ン
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
第

52
条
（
非
常
用
炉
心
冷
却
系
 
－
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
－
）
及
び
保
安

規
定
第

53
条
（
非
常
用
炉
心
冷
却
系
 
－
モ
ー
ド
４
－
）
に
て
管
理
す
る
。
（
添
付
－
３
）
 

 
⑥
 1
次
系
冷
却
系
の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド
に
関
す
る
有
効
性
評
価
の
基
本
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
高
圧
注
入
系

2
系
統
及
び
加

圧
器
逃
が
し
弁

2
台
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
が
前
提
条
件
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
運
転
上
の
制
限
の
所
要
数
を
そ
れ
ぞ
れ

2
系
統
及
び

2
台
と
す
る
。
（
添
付
－
１
、
２
）
 

な
お
、
上
記
の
設
備
は
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
た
め
、
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

保
安
規
定
 
第

85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

(2
) 
確
認
事
項
 
⑦
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

充
て
ん
／
高
圧

注
入
ポ
ン
プ
 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異
常
な
振
動
、
異
音
、
異
臭
、
漏
え
い
が
な
い
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

発
電
室
長
 

施
錠
等
に
よ
り
固
定
さ
れ
て
い
な
い
非
常
用
炉
心
冷
却
系
の
流
路
中

の
弁
が
正
し
い
位
置
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

当
直
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
に
お
い
て
、
ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
４
。
 

ま
た
、
確
認
す
る
際
に
操
作
し
た
弁
に
つ
い
て
は
、
正
し
い
位
置
に

復
旧
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 
当
直
課
長
 

モ
ー
ド
４
（
蒸
気
発
生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
場

合
）
に
お
い
て
、
ポ
ン
プ
が
手
動
起
動
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
※
４
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 
当
直
課
長
 

加
圧
器
逃
が
し

弁
 

加
圧
器
逃
が
し
弁
が
全
開
お
よ
び
全
閉
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

計
装
保
修
課
長
 

※
４
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
、
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

 

 ⑦
 適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２
）
 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
）
 

定
期
検
査
時
の
確
認
事
項
は
、
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
保
安
規
定
第

52
条
（
非
常
用
炉
心
冷
却
系
 
－
モ

ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
－
）
、
加
圧
器
逃
が
し
弁
に
つ
い
て
は
保
安
規
定
第

45
条
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
）
に
設
定
さ
れ
て
い
る

の
で
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
 

ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
、
定
期
的
に
確
認
す
る
）
 

通
常
運
転
中
の
確
認
事
項
の
う
ち
、
モ
ー
ド
１
、
２
及
び
３
の
確
認
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
第

52
条
（
非
常
用
炉
心

冷
却
系
 
－
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
－
）
に
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
の
確
認
項
目
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
準

用
し
た
記
載
と
す
る
。
モ
ー
ド
４
(蒸
気
発
生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
)に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
第

53
条
（
非
常
用
炉
心
冷
却
系
 
－
モ
ー
ド
４
－
）
の
確
認
項
目
で
、
「
手
動
起
動
可
能
で
あ
る
こ
と
」
が
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、

そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
 

な
お
、
「
手
動
起
動
可
能
」
と
は
、
ポ
ン
プ
に
電
源
が
供
給
さ
れ
て
お
り
、
中
央
制
御
室
又
は
現
場
か
ら
手
動
操
作
す
る
こ
と

に
よ
り
運
転
状
態
に
で
き
る
状
態
を
い
う
。
ま
た
、
ポ
ン
プ
に
電
源
が
供
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
は
、
ポ
ン
プ
電
源
の
し
ゃ
断
器

が
接
続
位
置
で
あ
り
、
制
御
電
源
が
入
っ
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
 

加
圧
器
逃
が
し
弁
に
つ
い
て
通
常
運
転
中
に
開
閉
操
作
を
実
施
す
る
こ
と
は
プ
ラ
ン
ト
に
悪
影
響
を
与
え
る
た
め
実
施
し
な

い
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

保
安
規
定
 
第

85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

(3
) 
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド
１
、
２

お
よ
び
３
 

A.
 
高
圧
注
入
系
１
系

統
が
動
作
不
能
で

あ
る
場
合
 

A.
1 
当
直
課
長
は
、
１
台
の
電
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
を

起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と

も
に
、そ
の
他
の
設
備
※
５
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

表
５
２
－
３
 A
.2
の
初

回
確
認
完
了
後
４
時
間
 

A.
2 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に

復
旧
す
る
。
 

１
０
日
 

B.
 
加
圧
器
逃
が
し
弁

１
台
が
動
作
不
能

で
あ
る
場
合
 

B.
1 
当
直
課
長
は
、
１
台
の
電
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
を

起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と

も
に
、そ
の
他
の
設
備
※
５
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

表
４
５
－
３
 B
.1
の
確

認
完
了
後
４
時
間
 

B.
2 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に

復
旧
す
る
。
 

７
２
時
間
 

C.
 
条
件
Ａ
ま
た
は
Ｂ

の
措
置
を
完
了
時

間
内
に
達
成
で
き

な
い
場
合
 

C.
1 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

１
２
時
間
 

C.
2 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
４
に
す
る
。
 

３
６
時
間
 

モ
ー
ド
４
（
蒸

気
発
生
器
が

熱
除
去
の
た

め
に
使
用
さ

れ
て
い
る
場

合
）
 

A.
 
高
圧
注
入
系
１
系

統
が
動
作
不
能
で

あ
る
場
合
 

A.
1 
当
直
課
長
は
、
１
台
の
電
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
を

起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と

も
に
、そ
の
他
の
設
備
※
６
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

４
時
間
 

A.
2 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に

復
旧
す
る
。
 

１
０
日
 

B.
 
加
圧
器
逃
が
し
弁

１
台
が
動
作
不
能

で
あ
る
場
合
 

B.
1 
当
直
課
長
は
、
１
台
の
電
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
を

起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と

も
に
、そ
の
他
の
設
備
※
６
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

４
時
間
 

B.
2 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に

復
旧
す
る
。
 

７
２
時
間
 

C.
 
条
件
Ａ
ま
た
は
Ｂ

の
措
置
を
完
了
時

間
内
に
達
成
で
き

な
い
場
合
 

C.
1 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

２
０
時
間
 

※
５
：
残
り
の
電
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
１
台
、
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
お
よ
び
主
蒸
気
逃
が
し
弁
３
台
を
い
い
、
至
近
の
記
録

等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

⑧
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
条
件
を
記
載
す
る
。
 

１
次
冷
却
系
の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド
に
よ
る
炉
心
冷
却
系
は
、
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
、
動
作
可
能
な
系
統
数
が

１
Ｎ
未
満
（
実
系
統
数
と
し
て
は
高
圧
注
入
系
の
２
系
統
未
満
又
は
加
圧
器
逃
が
し
弁
２
台
未
満
）
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し

て
設
定
す
る
。
 

た
だ
し
、
有
効
性
評
価
の
感
度
解
析
に
よ
り
、
1
台
で
必
要
な
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
場
合
は
、
重
大
事
故
等
対

処
設
備
の

AO
T
の
上
限
で
あ
る
「
30
日
間
」
ま
で
の
期
間
を

AO
T
と
し
て
設
定
で
き
る
が
、
運
用
上
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備

と
し
て
の
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
の

AO
T
と
し
て
規
定
し
て
い
る

10
日
に
あ
わ
せ
、
AO
T
を

10
日
に
設
定
す
る
。
 

（
添
付
－
４
）
 

 
⑨
 要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
２
）
、
（
３
）
）
 

【
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
】
 

A.
1 
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
、
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）
」
の
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
“
機
能
喪
失
を
想
定

す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
”
で
あ
る
電
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
、
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
及
び
主
蒸
気
逃
が
し
弁
が
該

当
し
、
完
了
時
間
は
、
高
圧
注
入
系

1
系
統
が
動
作
不
能
時
は
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
と
し
て
保
安
規
定
第

52
条
（
非
常

用
炉
心
冷
却
系
 
－
モ
ー
ド
１
，
２
お
よ
び
３
－
）
に
お
け
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
措
置
と
し
て
残
り
の

系
統
の
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
の
確
認
運
転
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
第

52
条
側
の
措
置
を
実
施
後
に
本
措
置
を
実
施

す
る
こ
と
と
し
、
「
表

52
-3
 A
.2
の
初
回
確
認
完
了
後

4
時
間
」
と
す
る
。
 

A.
2 
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
期
間
は
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の

AO
T

（
２
Ｎ
未
満
（
１
Ｎ
以
上
）
）
で
あ
る
「
10
日
」
と
す
る
。
こ
の
時
間
は
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
側
の
要
求
と
し
て
、
保
安

規
定
第

52
条
（
非
常
用
炉
心
冷
却
系
 
－
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
－
）
で

10
日
以
内
の
復
旧
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
も

整
合
し
て
い
る
。
 

B.
1 
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
 

書
（
添
付
書
類
十
）
」
の
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
“
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
”
で
あ
る
電
動
補
助
給

水
ポ
ン
プ
、
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
及
び
主
蒸
気
逃
が
し
弁
が
該
当
し
、
完
了
時
間
は
、
加
圧
器
逃
が
し
弁

1
台
が
動
作

不
能
時
は
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
と
し
て
保
安
規
定
第

45
 条
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
）
に
お
け
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し

て
い
な
い
場
合
の
措
置
と
し
て
加
圧
器
逃
が
し
弁
元
弁
の
閉
止
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
第

45
条
側
の
措
置
を
実
施

後
に
本
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
、
「
表

45
-3
 B
.1
の
初
回
確
認
完
了
後

4
時
間
」
と
す
る
。
 

B.
2 
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
期
間
は
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の

AO
T

（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る
「
72
時
間
」
と
す
る
。
こ
の
時
間
は
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
側
の
要
求
と
し
て
、
保
安
規
定
第

45
条
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
）
で

72
時
間
以
内
の
復
旧
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
も
整
合
し
て
い
る
。
 

C.
1,
C.
2 
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
し
て
い
る
。
 

 【
モ
ー
ド
４
(蒸
気
発
生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
)】

 
 
 

A.
1 
上
記
の

A.
1
と
同
じ
。
た
だ
し
、
完
了
時
間
は
、
設
計
基
準
事
故
対
応
設
備
と
し
て
の
確
認
事
項
は
な
い
た
め
「
4
時
間
」
と

す
る
。
 

A.
2 
上
記
の

A.
2
と
同
じ
。
 

B.
1 
上
記
の

B.
1
と
同
じ
。
た
だ
し
、
完
了
時
間
は
、
設
計
基
準
事
故
対
応
設
備
と
し
て
の
確
認
事
項
は
な
い
た
め
「
4
時
間
」
と

す
る
。
 

B.
2 
上
記
の

B.
2
と
同
じ
。
 

C.
1
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
し
て
い
る
(モ
ー
ド
４
へ
の
移
行
の
完
了
時
間
は

36
 時
間
、
モ
ー
ド
５
へ
の
移
行
の
完
了
時
間

が
56
 時
間
で
あ
る
た
め
、
モ
ー
ド
４
か
ら
モ
ー
ド
５
に
移
行
す
る
完
了
時
間
を

20
 時
間
と
し
て
い
る
)。

 

補(2)-178



保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

保
安
規
定
 
第

85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

※
６
：
残
り
の
電
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
１
台
お
よ
び
主
蒸
気
逃
が
し
弁
３
台
を
い
い
、
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
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b 添付資料 

添付-１ 機器リスト及び設備分類 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付十（設備仕様） 

(2) 設置変更許可申請書 添付十（有効性評価） 

(3) 設置変更許可申請書 添付十（充てん／高圧注入ポンプに対する所要数の根拠） 

添付-３ ＤＢ条文で全てを兼ねることの根拠 

(1) 設置変更許可申請書 添付八（ＤＢ条文で全てを兼ねることの根拠） 

添付-４ 感度解析を考慮したＡＯＴの設定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十（有効性評価） 

(2) 設置変更許可申請書 有効性評価まとめ資料 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備分類等」参照 
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表 85－３ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

第
1.
2.
2
図
 
１
次
冷
却
系
の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド
 
概
略
系
統
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表 85－３ 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付十（設備仕様） 

 

第
7.
1.
1.
2
表
 
「
２
次
冷
却
系
か
ら
の
除
熱
機
能
喪
失
」
の
主
要
解
析
条
件
（
主
給
水
流
量
喪
失
＋
補
助
給
水
失
敗
）
(2
/2
) 

項
目
 

主
要
解
析
条
件
 

条
件
設
定
の
考
え
方
 

重 大 事 故 等 対 策 に 関 連 す る 機 器 条 件 

原
子
炉
ト
リ
ッ
プ
信
号
 

「
蒸
気
発
生
器
水
位
異
常
低
」
 

（
狭
域
水
位

11
%）

 

（
応
答
時
間

2.
0
秒
）
 

ト
リ
ッ
プ
設
定
値
に
計
装
誤
差
を
考
慮
し
た
低
い
値
と
し
て
、
解
析
に
用
い
る
ト
リ
ッ
プ
限
界
値
を

設
定
。
検
出
遅
れ
や
信
号
発
信
遅
れ
時
間
等
を
考
慮
し
て
、
応
答
時
間
を
設
定
。
 

充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
 

最
小
注
入
特
性
 

（
2
台
）
 

（
高
圧
注
入
特
性
：
 

 m
3 /
h～
約
  
 m

3 /
h、

 

  
MP
a[
ga
ge
]～
約
  
  
MP
a[
ga
ge
]）

 

炉
心
冷
却
性
を
厳
し
く
す
る
観
点
か
ら
、
設
計
値
に
注
入
配
管
の
流
路
抵
抗
等
を
考
慮
し
た
値
と
し

て
、
炉
心
へ
の
注
水
量
が
少
な
く
な
る
最
小
注
入
特
性
を
設
定
。
 

加
圧
器
逃
が
し
弁
 

95
t/
h（

1
個
当
た
り
）
 

（
2
個
）
 

設
計
値
と
し
て
設
定
。
 

重 大 事 故 等 対 策 に 関 連 

す る 操 作 条 件 

フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド
開
始
 

（
非
常
用
炉
心
冷
却
設
備
作
動
信
号
手
動
発
信

＋
加
圧
器
逃
が
し
弁
手
動
開
）
 

蒸
気
発
生
器
広
域
水
位
 

0%
到
達
の

5
分
後
 

蒸
気
発
生
器
が
ド
ラ
イ
ア
ウ
ト
に
至
る
水
位
と
し
て
設
定
し
た
蒸
気
発
生
器
広
域
水
位
か
ら
フ
ィ
ー

ド
ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド
開
始
ま
で
の
運
転
員
等
操
作
時
間
余
裕
と
し
て
、
蒸
気
発
生
器
ド
ラ
イ
ア
ウ
ト

検
知
に
対
す
る
時
間
余
裕
と
し
て

2
分
、
「
非
常
用
炉
心
冷
却
設
備
作
動
」
信
号
手
動
発
信
及
び
充

て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
の
起
動
確
認
と
し
て

2
分
、
加
圧
器
逃
が
し
弁
の
手
動
開
と
し
て

1
分
を

想
定
し
て
お
り
、
必
要
な
時
間
を
積
み
上
げ
て
設
定
。
 

な
お
、
運
転
手
順
書
に
お
け
る
操
作
開
始
条
件
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
蒸
気
発
生
器
広
域
水
位

10
%

の
根
拠
は
、
広
域
水
位
計
は
す
べ
て
停
止
中
に
使
用
す
る
た
め
低
温
で
校
正
さ
れ
て
お
り
、
出
力
状

態
で
ド
ラ
イ
ア
ウ
ト
に
至
っ
た
時
の
指
示
に
計
器
誤
差
を
見
込
ん
だ
も
の
と
し
て
い
る
。
 

 

設備仕様 
関連個所を赤枠にて示す。 

枠
組
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の
で
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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表 85－３ 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付十（有効性評価） 

7.1 運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故 

7.1.1 ２次冷却系からの除熱機能喪失 

7.1.1.1 事故シーケンスグループの特徴、炉心損傷防止対策 

(1) 事故シーケンスグループ内の事故シーケンス 

事故シーケンスグループ「２次冷却系からの除熱機能喪失」において、炉心

損傷防止対策の有効性を確認する事故シーケンスは、「6.2 評価対象の整理及び

評価項目の設定」に示すとおり、「小破断ＬＯＣＡ時に補助給水機能が喪失する

事故」、「極小ＬＯＣＡ時に補助給水機能が喪失する事故」、「主給水流量喪失

時に補助給水機能が喪失する事故」、「過渡事象時に補助給水機能が喪失する事

故」、「手動停止時に補助給水機能が喪失する事故」、「外部電源喪失時に補助

給水機能が喪失する事故」、「２次冷却系の破断時に補助給水機能が喪失する事

故」、「２次冷却系の破断時に主蒸気隔離機能が喪失する事故」、「蒸気発生器

伝熱管破損時に補助給水機能が喪失する事故」及び「ＤＣ母線１系列喪失時に補

助給水機能が喪失する事故」である。 

 

(2) 事故シーケンスグループの特徴及び炉心損傷防止対策の基本的考え方 

事故シーケンスグループ「２次冷却系からの除熱機能喪失」では、原子炉の

出力運転中に、主給水流量喪失等が発生するとともに、補助給水系機器の故障等

により蒸気発生器への注水機能が喪失する。このため、蒸気発生器はドライアウ

トして、２次冷却系からの除熱機能が喪失することから、緩和措置がとられない

場合には、１次冷却系が高温、高圧状態となり、加圧器安全弁等からの漏えいが

継続し、炉心損傷に至る。 

したがって、本事故シーケンスグループでは、１次冷却系を強制的に減圧し、

高圧での炉心注水を行うことにより、炉心損傷を防止する。長期的には、最終的

な熱の逃がし場へ熱の輸送を行うことによって除熱を行う。 

 

(3) 炉心損傷防止対策 

事故シーケンスグループ「２次冷却系からの除熱機能喪失」における機能喪

失に対して、炉心が著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却を可能とする

ため、充てん／高圧注入ポンプ及び加圧器逃がし弁を用いた高圧注入系による

充てん／高圧注入ポンプ、加圧器逃
がし弁に対する所要数の根拠 
関連個所を赤枠又は下線にて示す。 
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フィードアンドブリードを整備する。また、長期的な冷却を可能とするため、充

てん／高圧注入ポンプ及び余熱除去ポンプによる再循環、並びに余熱除去系に

よる冷却を整備する。対策の概略系統図を第7.1.1.1図に、対応手順の概要を第

7.1.1.2図及び第7.1.1.3図に示すとともに、重大事故等対策の概要を以下に示

す。また、重大事故等対策における設備と手順の関係を第7.1.1.1表に示す。 

本事故シーケンスグループのうち、「7.1.1.2(1)有効性評価の方法」に示す重

要事故シーケンスにおける３号炉の重大事故等対策時に必要な要員は、中央制

御室の運転員及び緊急時対策本部要員で構成され、合計10名である。その内訳

は以下のとおりである。中央制御室の運転員は、中央監視及び指示を行う当直課

長 1名、運転操作対応を行う運転員 5名である。発電所構内に常駐している要

員のうち、関係各所に通報連絡等を行う緊急時対策本部要員は 4 名である。こ

の必要な要員と作業項目について第7.1.1.4図に示す。なお、重要事故シーケン

ス以外の事故シーケンスについては、作業項目を重要事故シーケンスと比較し、

必要な要員数を確認した結果、10名で対処可能である。 

a. プラントトリップの確認 

事象の発生に伴い、原子炉トリップ及びタービントリップを確認する。 

また、非常用母線及び常用母線の電圧を確認し、所内電源及び外部電源喪失

の有無を判断する。 

プラントトリップの確認に必要な計装設備は、出力領域中性子束等である。 

b. 補助給水系の機能喪失の判断及び喪失時の対応 

電動補助給水ポンプ及びタービン動補助給水ポンプの自動起動が失敗する

ことにより補助給水流量が喪失し、全蒸気発生器水位が狭域水位以下に低下す

るため補助給水系の機能喪失と判断する。その後、電動補助給水ポンプ、ター

ビン動補助給水ポンプの機能回復操作、主給水ポンプ、蒸気発生器水張りポン

プによる蒸気発生器への注水操作、蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）

による蒸気発生器への注水準備を行う。 

補助給水系の機能喪失の判断に必要な計装設備は、補助給水流量等である。 

補(2)-184



表 85－３ 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付十（有効性評価） 

c. １次冷却系のフィードアンドブリード 

主蒸気逃がし弁の自動動作により、すべての蒸気発生器水位が低下し蒸気発

生器水位（広域）計指示が 10%未満となれば、非常用炉心冷却設備作動信号を

手動発信させ、充てん／高圧注入ポンプの起動を確認後、すべての加圧器逃が

し弁を手動で開操作し、フィードアンドブリードを開始する。 

フィードアンドブリード中は、１次冷却材圧力、温度等の監視により炉心の

冷却状態を確認する。 

１次冷却系のフィードアンドブリード開始に必要な計装設備は、蒸気発生器

水位（広域）等であり、フィードアンドブリード中の炉心冷却状態を確認する

ために必要な計装設備は、１次冷却材高温側広域温度等である。 

d. 蓄圧注入系動作の確認 

１次冷却材圧力の低下に伴い、蓄圧注入系が動作することを確認する。 

蓄圧注入系動作の確認に必要な計装設備は、冷却材圧力（広域）である。 

e. 高圧再循環運転への切替え 

燃料取替用水タンク水位計指示が32.2%到達及び格納容器再循環サンプ水位

（広域）計指示が 59%以上となれば、余熱除去ポンプを停止し、高圧再循環運

転への切替えを実施する。 

高圧注入から高圧再循環運転への切替えにより、格納容器再循環サンプから

余熱除去ポンプを経て余熱除去クーラで冷却した水を充てん／高圧注入ポン

プにより再度炉心注水し、フィードアンドブリードによる炉心冷却を継続する。 

高圧再循環運転への切替えの確認に必要な計装設備は、燃料取替用水タンク

水位等である。 

f. 蒸気発生器水位回復の判断 

いずれかの蒸気発生器への注水が確保され、かつ蒸気発生器水位（狭域）計

指示が0%以上となれば、蒸気発生器の水位が回復したと判断し、蒸気発生器２

次側による炉心冷却操作を開始する。 

蒸気発生器水位の回復が見込めない場合は、高圧再循環運転及び１次冷却系

のフィードアンドブリードによる炉心冷却を継続する。 

蒸気発生器水位回復の判断に必要な計装設備は、蒸気発生器水位（狭域）等

である。 
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g. 余熱除去系による炉心冷却 

冷却材圧力（広域）計指示2.7MPa[gage]以下及び１次冷却材高温側広域温度

計指示 177℃以下となり余熱除去系が使用可能になれば、１次冷却材高温側配

管から取水することで余熱除去系による炉心冷却を開始する。 

余熱除去系による炉心冷却を開始後、１次冷却材圧力が安定していることを

確認し、アキュムレータ出口電動弁を閉操作する。 

余熱除去系による炉心冷却に必要な計装設備は、１次冷却材高温側広域温度

等である。 

h. １次冷却系のフィードアンドブリード停止 

余熱除去系により炉心が冷却されていることが確認できれば加圧器逃がし

弁を閉操作しフィードアンドブリードを停止する。 

１次冷却系のフィードアンドブリード停止に必要な計装設備は、１次冷却材

高温側広域温度等である。 

以降、長期対策として、炉心の冷却は余熱除去系により継続的に行う。 

なお、原子炉格納容器の冷却については、原子炉格納容器雰囲気の状態に応

じて格納容器循環ファンを運転し継続的に行う。 
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設置変更許可申請書 添付十（充てん／高圧注入ポンプに対する所要数の根拠） 

7.1.1.2 炉心損傷防止対策の有効性評価 

（中略） 

 (2) 有効性評価の条件 

本重要事故シーケンスに対する初期条件も含めた主要な解析条件を第

7.1.1.2表に示す。また、主要な解析条件について、本重要事故シーケンス特有

の解析条件を以下に示す。 

a. 事故条件 

(a) 起因事象 

起因事象として、主給水流量喪失が発生するものとする。 

(b) 安全機能の喪失に対する仮定 

補助給水系の機能が喪失するものとする。 

(c) 外部電源 

外部電源はあるものとする。 

外部電源がある場合、冷却材ポンプの運転が継続され、蒸気発生器１

次側と２次側の熱伝達促進により蒸気発生器ドライアウトが早くなる。

このため、炉心崩壊熱が大きい状態でフィードアンドブリードを開始す

ることから、炉心冷却上厳しくなる。 

b. 重大事故等対策に関連する機器条件 

(a) 充てん／高圧注入ポンプ 

フィードアンドブリードにおける炉心への注水は、充てん／高圧注入

ポンプ2台を使用するものとし、炉心冷却を厳しくする観点から、設計値

に注入配管の流路抵抗等を考慮した値として炉心への注水量が少なくな

る最小注入特性（高圧注入特性： m3/h～約   m3/h、 MPa[gage]～約 

    MPa[gage]）を用いるものとする。 

（以下省略） 

 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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設置変更許可申請書 添付八 

5.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

5.4.2 設計方針 

5.4.2.3 容量等 

（中略） 

蒸気発生器２次側による炉心冷却として使用するタービン動補助給水ポンプ、

電動補助給水ポンプ、主蒸気逃がし弁及び蒸気発生器は、設計基準事故時の蒸気発

生器２次側による冷却機能と兼用しており、設計基準事故時に使用する場合の補助

給水流量及び蒸気流量が、炉心崩壊熱により加熱された１次冷却系を冷却するため

に必要な補助給水流量及び蒸気流量に対して十分であることを確認しているため、

設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

蒸気発生器２次側による炉心冷却として使用する復水タンクは、蒸気発生器へ

の注水量に対し、淡水又は海水補給するまでの間、水源を確保できる十分な容量を

有する設計とする。 

アキュムレータは、設計基準事故時の蓄圧注入系の機能と兼用しており、設計基

準事故時に使用する場合の保持圧力及び保有水が、炉心崩壊熱により加熱された１

次冷却系を冷却するために必要な保持圧力及び保有水に対して十分であることを

確認しているため、設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

１次冷却系のフィードアンドブリード継続により１次冷却系の圧力が低下し余

熱除去設備が使用可能となれば、余熱除去系による冷却を開始する。余熱除去系と

して使用する余熱除去ポンプ及び余熱除去クーラは、設計基準事故時の余熱除去系

による冷却機能と兼用しており、設計基準事故時に使用する場合の余熱除去流量及

び伝熱容量が、炉心崩壊熱により加熱された１次冷却系を冷却するために必要な余

熱除去流量及び伝熱容量に対して十分であることを確認しているため、設計基準事

故対処設備と同仕様で設計する。 

再循環運転が使用可能となれば、非常用炉心冷却設備による高圧再循環運転を

開始する。再循環運転として使用する充てん／高圧注入ポンプ、余熱除去ポンプ、

余熱除去クーラ、格納容器再循環サンプ及び格納容器再循環サンプスクリーンは、

設計基準事故時の再循環運転による冷却機能と兼用しており、設計基準事故時に使

用する場合の注水流量及び伝熱容量が、炉心崩壊熱により加熱された１次冷却系を

DB条文で全てを兼ねることの根拠 
関連個所を赤枠又は下線にて示す。 

補(2)-188



表 85－３ 添付－３（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

冷却するために必要な注水流量及び伝熱容量に対して十分であることを確認して

いるため、設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

送水車は、重大事故等時において、蒸気発生器への注水量に対し、海水を補給す

ることにより水源を確保できる容量を有するものを1 セット1 台使用する。保有

数は、2 セット2台、保守点検内容は目視点検等であり、保守点検中でも使用可能

であるため、保守点検用は考慮せずに、故障時のバックアップ用として 1 台の合

計3 台を分散して保管する設計とする。 
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7.1.1.3 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価 

解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時

間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響、要員の配置による他の

操作に与える影響及び操作時間余裕を評価する。 

本重要事故シーケンスは、蒸気発生器ドライアウトが事象発生の約25分後と比

較的早く、運転員等操作であるフィードアンドブリードにより、１次冷却系の減温、

減圧、１次冷却系保有水量の確保等を行うことが特徴である。また、不確かさの影

響を確認する運転員等操作は、蒸気発生器ドライアウトを起点とするフィードアン

ドブリードとする。 

（中 略） 

(2) 解析条件の不確かさの影響評価 

a. 初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件 

初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件は、第7.1.1.2

表 に示すとおりであり、それらの条件設定を設計値等の最確値とした場合の

影響を評価する。また、解析条件の設定に当たっては、原則、評価項目となる

パラメータに対する余裕が小さくなるような設定としている。その中で事象進

展に有意な影響を与えると考えられる炉心崩壊熱に関する影響評価の結果を

以下に示す。 

なお、本重要事故シーケンスにおいて想定する充てん／高圧注入ポンプの運

転台数は2台であるが、炉心注水流量が評価項目となるパラメータに与える影

響を確認する観点で、充てん／高圧注入ポンプを1台運転とした場合の感度解

析を実施する。 

(a) 運転員等操作時間に与える影響 

炉心崩壊熱を最確値とした場合、解析条件として設定している炉心崩

壊熱より小さくなるため、１次冷却材温度及び圧力の上昇が緩やかとな

り、蒸気発生器水位の低下が緩やかとなることから、蒸気発生器ドライア

ウトを起点とするフィードアンドブリードの操作開始が遅くなる。 

  

感度解析を考慮したＡＯＴの設定 
関連個所を赤枠又は下線にて示す。 
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(b) 評価項目となるパラメータに与える影響 

炉心崩壊熱を最確値とした場合、解析条件として設定している炉心崩

壊熱より小さくなるため、１次冷却材温度及び圧力の上昇が緩やかとな

り、フィードアンドブリード時における加圧器逃がし弁からの放出量が

少なく、充てん／高圧注入ポンプによる炉心注水量が多くなる。また、蒸

散率が小さくなり、１次冷却系保有水量の低下が抑制されることで、評価

項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。 

充てん／高圧注入ポンプを 1 台運転とした場合について、感度解析結

果を第 7.1.1.17図から第 7.1.1.21図に示す。その結果、充てん／高圧

注入ポンプによる炉心注水量が少なくなるが、炉心は露出することなく、

燃料被覆管温度は初期値以下で低く推移し、評価項目となるパラメータ

に与える影響は小さいことを確認した。 
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表 85－３ 添付－４（２） 

設置変更許可申請書 有効性評価まとめ資料 
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表 85－３ 添付－４（２） 

設置変更許可申請書 有効性評価まとめ資料 
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表 85－３ 添付－４（２） 

設置変更許可申請書 有効性評価まとめ資料 
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（２）－２－３ 保安規定第 85条 表 85-４「炉心注水をするための設備」運転上の制限等に

ついて 

 

a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 

b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

(4) 設置変更許可申請書 添付十追補（機能喪失原因対策分析） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

(2) 設置変更許可申請書 添付十（有効性評価） 

添付-３ サーベランスの確認事項の根拠 

(1) 工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書 

添付-４ 同等な機能を有する設備 

(1) 設置変更許可申請書 本文十号、追補１、有効性評価 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備分類等」

参照 
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a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明

 
保
安
規
定
 
第

85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

表
８
５
－
４
 
炉
心
注
水
を
す
る
た
め
の
設
備
 

 ８
５
－
４
－
１
 
炉
心
注
水
 
－
非
常
用
炉
心
冷
却
系
－
 
①
 

 (1
) 
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限
 
③
 

非
常
用
炉
心
冷
却
系
 

(1
) 
高
圧
注
入
系
の
１
系
統
以
上
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
※
１
 

(2
) 
低
圧
注
入
系
の
１
系
統
以
上
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
※
１
 

適
用
モ
ー
ド
 
④
 

設
 
備
 
⑤
 

所
要
数
 
⑥
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５

お
よ
び
６
 

充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
 

１
台
 

余
熱
除
去
ポ
ン
プ
 

１
台
 

燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
 

※
２
 

※
１
：
動
作
可
能
と
は
、
ポ
ン
プ
が
手
動
起
動
（
系
統
構
成
含
む
）
で
き
る
こ
と
、
ま
た
は
運
転
中
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
 

※
２
：
「
８
５
－
１
４
－
２
 
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

 

①
 設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
七
条
 （
１
．
４
）
が
該
当
す
る
。
（
添
付
－
１
）
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
一
条
 （
１
．
８
）
に
も
該
当
す
る
。
 

 

②
 運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）
 

 ③
 以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
で
維
持
で
き
る
よ
う
、
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
高
圧
注
入
系
１
系
統
以
上
及
び
低
圧

注
入
系

1
系
統
以
上
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．（
１
））

（
添
付
－
１
）
 

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
七
条
（
１
．
４
）
 

「
原
子
炉
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
に
発
電
用
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備
(手
順
等
)」
と
し
て
、
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ

ウ
ン
ダ
リ
が
低
圧
の
状
態
で
あ
っ
て
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
有
す
る
原
子
炉
の
冷
却
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て

も
炉
心
の
著
し
い
損
傷
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
、
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け

る
(手
順
等
を
定
め
る
)こ
と
。［
高
圧
注
入
系
が
対
象
］
 

 ④
 高
圧
注
入
系
及
び
低
圧
注
入
系
は
、
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
が
低
圧
の
状
態
で
あ
っ
て
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が

有
す
る
原
子
炉
の
冷
却
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
炉
心
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
、
ま
た
炉
心
の
著
し
い
損
傷
が

発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
に
落
下
し
た
溶
融
炉
心
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
、
原
子
炉
格
納

容
器
内
に
燃
料
が
存
在
す
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
適
用
モ
ー
ド
は
「
モ
ー
ド
１
、
２
、

３
、
４
、
５
及
び
６
」
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
１
）
）
 

 ⑤
 ②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備
 

 ⑥
 充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
及
び
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
１
台
で
炉
心
注
水
に
必
要
な
容
量
で
供
給
で
き
る

設
計
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
運
転
上
の
制
限
の
所
要
数
を

1
台
と
す
る
。
（
添
付
－
２
）
 

な
お
、
上
記
の
設
備
は
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
た
め
、
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明

 
保
安
規
定
 
第

85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

(2
) 
確
認
事
項
 
⑦
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

充
て
ん
／
高
圧
注

入
ポ
ン
プ
 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異
常
な
振
動
、
異
音
、
異
臭
、
漏
え
い

が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

発
電
室
長
 

施
錠
等
に
よ
り
固
定
さ
れ
て
い
な
い
非
常
用
炉
心
冷
却
系

の
流
路
中
の
弁
が
正
し
い
位
置
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

定
期
検
査
時
 

当
直
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
に
お
い
て
、
ポ
ン
プ
を
起
動
し
、

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
３
。
 

ま
た
、
確
認
す
る
際
に
操
作
し
た
弁
に
つ
い
て
は
、
正
し

い
位
置
に
復
旧
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
課
長
 

モ
ー
ド
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い
て
、
ポ
ン
プ
が
手
動
起

動
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
３
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
課
長
 

余
熱
除
去
ポ
ン
プ
 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異
常
な
振
動
、
異
音
、
異
臭
、
漏
え
い

が
な
い
こ
と
、
お
よ
び
テ
ス
ト
ラ
イ
ン
に
お
け
る
揚
程
が
 

  
  
m
以
上
、
容
量
が
 
 
 
m3
/h
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

発
電
室
長
 

施
錠
等
に
よ
り
固
定
さ
れ
て
い
な
い
非
常
用
炉
心
冷
却
系

の
流
路
中
の
弁
が
正
し
い
位
置
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

定
期
検
査
時
 

当
直
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
に
お
い
て
、
ポ
ン
プ
を
起
動
し
、

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
３
。
 

ま
た
、
確
認
す
る
際
に
操
作
し
た
弁
に
つ
い
て
は
、
正
し

い
位
置
に
復
旧
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
課
長
 

モ
ー
ド
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い
て
、
ポ
ン
プ
が
手
動
起

動
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
３
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
課
長
 

※
３
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
、
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

 

⑦
 適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２
）
 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
）
 

定
期
検
査
時
の
確
認
事
項
は
、
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
及
び
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
保
安
規
定
第

52
条
（
非
常
用

炉
心
冷
却
系
 
－
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
－
）
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
 

 ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
）
 

通
常
運
転
中
確
認
事
項
の
う
ち
、
モ
ー
ド
１
、
２
及
び
３
の
確
認
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
第

52
条
（
非
常
用
炉
心
冷
却

系
 
－
モ
ー
ド
１
、
２
及
び
３
－
）
に
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
及
び
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
の
確
認
項
目
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の

で
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
モ
ー
ド
４
、
５
及
び
６
の
確
認
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
第

53
条
（
非
常
用
炉
心
冷

却
系
 
－
モ
ー
ド
４
－
）
の
確
認
項
目
で
「
手
動
起
動
可
能
で
あ
る
こ
と
」
が
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と

す
る
。
 

な
お
、
「
手
動
起
動
可
能
」
と
は
、
ポ
ン
プ
に
電
源
が
供
給
さ
れ
て
お
り
、
中
央
制
御
室
又
は
現
場
か
ら
手
動
操
作
す
る
こ
と
に

よ
り
運
転
状
態
に
で
き
る
状
態
を
い
う
。
ま
た
、
ポ
ン
プ
に
電
源
が
供
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
は
、
ポ
ン
プ
電
源
の
し
ゃ
断
器
が
接

続
位
置
で
あ
り
、
制
御
電
源
が
入
っ
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
 

 

枠
組
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の
で
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明

 
保
安
規
定
 
第

85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

(3
) 
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
モ
ー
ド
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド
１
、２
、

３
お
よ
び
４
 

A.
 高
圧
注
入
系
の

全
て
が
動
作
不

能
で
あ
る
場
合
 

ま
た
は
 

低
圧
注
入
系
の

全
て
が
動
作
不

能
で
あ
る
場
合
 

A.
1 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す

る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
2 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
3 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  １
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

モ
ー
ド
５
お
よ

び
６
 

A.
 高
圧
注
入
系
の

全
て
が
動
作
不

能
で
あ
る
場
合
 

ま
た
は
 

低
圧
注
入
系
の

全
て
が
動
作
不

能
で
あ
る
場
合
 

A.
1 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す

る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

速
や
か
に
 

A.
2 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
っ
て
い
る
場

合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

速
や
か
に
 

A.
3 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非
満
水
※
４
）
ま
た

は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
※
５
）
の
場
合
、
１
次
系

保
有
水
を
回
復
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

速
や
か
に
 

A.
4 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
の
機
能
を
持
つ
重
大
事

故
等
対
処
設
備
※
６
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

※
４
：
１
次
冷
却
系
非
満
水
と
は
、
１
次
冷
却
系
水
抜
き
開
始
か
ら
モ
ー
ド
６
と
な
る
ま
で
、
お
よ
び
モ
ー
ド
５
と
な
っ
て
か
ら
１

次
冷
却
系
水
張
り
終
了
ま
で
の
期
間
を
い
う
（
以
下
、
本
条
に
お
い
て
同
じ
）
。
 

※
５
：
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
と
は
、
原
子
炉
キ
ャ
ビ
テ
ィ
水
位
が
EL
31
.0
m未
満
で
あ
る
場
合
を
い
う
（
以
下
、
本
条
に
お
い
て
同

じ
）
。
 

※
６
：
Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使
用
）
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
系
を
い
う
。
 

  

⑧
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
条
件
を
記
載
す
る
。
 

高
圧
注
入
系
及
び
低
圧
注
入
系
は
、
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
、
動
作
可
能
な
系
統
数
が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件

と
し
て
設
定
す
る
。
 

 ⑨
 要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
本
方
針
４
．
３
．
（
２
）
、
（
３
）
）
 

【
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
】
 

A.
1 
全
て
の
高
圧
注
入
系
又
は
低
圧
注
入
系
が
動
作
不
能
で
あ
る
た
め
、
当
該
系
統
の
い
ず
れ
か
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措

置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A.
2 
高
圧
注
入
系
又
は
低
圧
注
入
系
全
て
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
、
保
安
規
定
第

52
条
（
非
常
用
炉
心
冷
却
系
 
－
モ
ー
ド
１
、

２
お
よ
び
３
－
）
及
び
保
安
規
定
第

53
条
（
非
常
用
炉
心
冷
却
系
 
－
モ
ー
ド
４
－
）
の
要
求
に
基
づ
き
、
プ
ラ
ン
ト
を
適
用
モ
ー

ド
外
に
移
行
す
る
必
要
が
あ
り
、
本
表
で
は
当
該
要
求
に
基
づ
く
措
置
を
設
定
し
て
い
る
。
 

A.
3 
上
記

A.
2
と
同
じ
。
 

 【
モ
ー
ド
５
お
よ
び
６
】
 

A.
1 
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A.
2 
当
該
系
統
が
動
作
不
能
で
あ
る
状
態
で
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
行
う
こ
と
は
安
全
側
の
措
置
と
は
い
え
な
い
こ
と
か
ら
、
水
抜

き
中
の
場
合
は
“
速
や
か
に
”
水
抜
き
を
中
止
し
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
措
置
を
行
う
。
 

A.
3 
既
に
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
中
の
場
合
は
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
た
め
１
次
系
の
保
有
水
を
回
復
す
る
措
置
を
“
速
や
か

に
”
開
始
す
る
。
 

A.
4 
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を
も
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す

る
。
確
認
対
象
は
、
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）
」
の
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（
Ｒ

Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使
用
）
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
系
が
該
当
す
る
。
 

 

【
同
等
な
機
能
を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
の
妥
当
性
確
認
】
 

技
術
的
能
力
に
基
づ
き
、
高
圧
注
入
系
に
期
待
さ
れ
る
Ｓ
Ａ
機
能
（
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク
リ
ー
ン
が
閉
塞
兆
候
時
の
炉

心
注
水
、
溶
融
炉
心
の
落
下
遅
延
・
防
止
）
及
び
低
圧
注
入
系
に
期
待
さ
れ
る
Ｓ
Ａ
機
能
（
溶
融
炉
心
の
落
下
遅
延
・
防
止
）
に
つ

い
て
は
、
い
ず
れ
も
Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使
用
）
、
Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自

己
冷
却
）
、
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
、
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
系
に
よ
り
代
替
可
能
で
あ
る
こ

と
が
、
設
置
変
更
許
可
申
請
書
添
付
書
類
十
（
追
補
）
に
よ
り
整
理
さ
れ
て
い
る
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明

 
保
安
規
定
 
第

85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

８
５
－
４
－
２
 
炉
心
注
水
 
－
蓄
圧
注
入
系
－
 
①
 

 (1
) 
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限
 
③
 

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
 

(1
) 
ほ
う
素
濃
度
が

2,
60
0 
pp
m 
以
上
で
あ
る
こ
と
 

(2
) 
ほ
う
酸
水
量
（
有
効
水
量
）
が

29
.0
m3
以
上
（
１
基
あ
た
り
）
で
あ
る
こ
と
 

(3
) 
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
（
１
次
冷
却
材
圧
力
が

6.
89
MP
a[
ga
ge
]を
超
え
る

場
合
）
に
お
い
て
、
圧
力
が

4.
04
MP
a[
ga
ge
]以
上
で
あ
る
こ
と
 

(4
) 
モ
ー
ド
３
（
１
次
冷
却
材
圧
力
が

6.
89
MP
a[
ga
ge
]以
下
の
場
合
）、
４
、
５
お

よ
び
６
に
お
い
て
、
圧
力
が

1.
0M
Pa
[g
ag
e]
以
上
で
あ
る
こ
と
 

(5
) 
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
出
口
電
動
弁
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
※
１
 

適
用
モ
ー
ド
 
④
 

設
 
備
 
⑤
 

所
要
数
 
⑥
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
 
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
 

３
基
※
２
 

※
１
：
動
作
可
能
と
は
、
手
動
で
の
開
弁
お
よ
び
閉
弁
が
で
き
る
こ
と
を
い
う
。
 

※
２
：
モ
ー
ド
３
（
１
次
冷
却
材
圧
力
が
6.
89
MP
a[
ga
ge
]以
下
の
場
合
）、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い
て
、
所
要
数
は
２
基
。
 

 

①
 設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
七
条
 （
１
．
４
）
が
該
当
す
る
。
（
添
付
－
１
）
 

 ②
 運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）
 

 ③
 以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
で
も
維
持
で
き
る
よ
う
、
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
に
よ
る
蓄
圧
注

入
系
の
基
数
が
所
要
数
以
上
で
あ
る
こ
と
、
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
の
ほ
う
素
濃
度
、
水
量
、
圧
力
が
所
定
の
値
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
出
口
電
動
弁
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．

（
１
））
（
添
付
－
１
）
 

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
七
条
（
１
．
４
）
 

「
原
子
炉
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
に
発
電
用
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備
(手
順
等
)」
と
し
て
、
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ

ウ
ン
ダ
リ
が
低
圧
の
状
態
で
あ
っ
て
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
有
す
る
原
子
炉
の
冷
却
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て

も
炉
心
の
著
し
い
損
傷
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
、
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け

る
(手
順
等
を
定
め
る
)こ
と
。［
蓄
圧
注
入
系
が
対
象
］
 

 ④
 原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
が
低
圧
の
状
態
で
あ
っ
て
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
有
す
る
原
子
炉
の
冷
却
機
能
が
喪
失

し
た
場
合
に
お
い
て
も
炉
心
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
、
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
、
原
子
炉
格
納

容
器
内
に
燃
料
が
存
在
す
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
適
用
モ
ー
ド
は
「
モ
ー
ド
１
、
２
、

３
、
４
、
５
及
び
６
」
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
１
）
）
 

 ⑤
 ②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備
 

 ⑥
 ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
の
基
数
に
つ
い
て
は
、
運
転
中
の
有
効
性
評
価
（
SB
O+
RC
P
ｼ
ﾙー
LO
CA
）
に
お
い
て

3
基
に
よ
る
注
入
を
期
待
し

て
い
る
こ
と
、
及
び
停
止
中
の
有
効
性
評
価
（
ﾐｯ
ﾄﾞ
ﾙｰ
ﾌﾟ
時
の

RH
R
機
能
喪
失
）
に
お
い
て
は

2
基
に
よ
る
注
入
を
期
待
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
運
転
上
の
制
限
の
所
要
数
は
運
転
モ
ー
ド
に
応
じ
て

3
基
又
は

2
基
と
す
る
。
な
お
、
運
転
モ
ー
ド
の
区
分
は
保
安
規

定
第

51
条
（
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
）
と
整
合
を
図
っ
て
い
る
。
 

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
の
ほ
う
素
濃
度
に
つ
い
て
は
、
運
転
中
の
有
効
性
評
価
及
び
停
止
時
の
有
効
性
評
価
で
は
ほ
う
素
濃
度
は
解
析

条
件
と
し
て
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
運
用
を
明
確
化
す
る
観
点
か
ら
、
保
安
規
定
第

51
条
（
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
）
に
規
定

さ
れ
て
い
る
ほ
う
素
濃
度
と
同
等
の
ほ
う
素
濃
度
を
確
保
す
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
の
水
量
に
つ
い
て
は
、
運
転
中
の
有
効
性
評
価
及
び
停
止
中
の
有
効
性
評
価
の
前
提
条
件
と
な
っ
て
い
る
最
低

保
有
水
量

29
.0
m3
（
１
基
あ
た
り
）
を
満
足
す
る
ほ
う
酸
水
量
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
の
圧
力
に
つ
い
て
は
、
運
転
中
の
有
効
性
評
価
及
び
停
止
中
の
有
効
性
評
価
の
前
提
条
件
と
な
っ
て
い
る

4.
04
MP
a[
ga
ge
]又
は

1.
0M
Pa
[g
ag
e]
以
上
を
確
保
す
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
出
口
電
動
弁
に
つ
い
て
は
、
運
転
中
の
有
効
性
評
価
及
び
停
止
中
の
有
効
性
評
価
に
お
い
て
手
動
開
操
作
又
は

手
動
閉
操
作
に
期
待
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
弁
が
動
作
可
能
で
あ
る
（
手
動
で
の
開
弁
及
び
閉
弁
が
で
き
る
）
こ
と
を
運
転
上
の

制
限
と
す
る
。
（
添
付
－
２
）
 

な
お
、
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
は
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
た
め
、
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
。
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文
 

記
載
内
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説
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(2
) 
確
認
事
項
 
⑦
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
 

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
出
口
電
動
弁
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

発
電
室
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い
て
ほ
う
酸

水
量
（
有
効
水
量
）
お
よ
び
圧
力
を
確
認
す
る
。
 

１
日
に
１
回
 

当
直
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い
て
ほ
う
素

濃
度
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
課
長
 

  

⑦
 適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２
）
 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
）
 

定
期
検
査
時
の
確
認
事
項
は
、
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
出
口
電
動
弁
が
動
作
可
能
で
あ
る
（
手
動
で
の
開
弁
及
び
閉
弁
が
で
き
る
）
こ

と
の
確
認
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
 

ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
）
 

通
常
運
転
時
の
確
認
事
項
は
、
保
安
規
定
第

51
条
（
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
）
に
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
の
確
認
項
目
が
設
定
さ
れ
て
い

る
の
で
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
 

な
お
、
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
出
口
電
動
弁
に
つ
い
て
は
、
出
口
弁
の
閉
止
は
炉
心
注
水
機
能
を
喪
失
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
通
常

運
転
中
は
実
施
し
な
い
。
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記
載
内
容
の
説
明
 

(3
) 
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
モ
ー
ド
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ

び
３
（
１
次
冷
却
材

圧
力

が

6.
89
MP
a[
ga
ge
]
を

超
え
る
場
合
）
 

A.
 ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
１

基
の
ほ
う
素
濃
度
が

制
限
値
を
満
足
し
て

い
な
い
場
合
 

A.
1 
当
直
課
長
は
、
当
該
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
の
ほ
う

素
濃
度
を
制
限
値
内
に
回
復
さ
せ
る
。
 

７
２
時
間
 

B.
 ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
１

基
が
条
件
Ａ
以
外
の

理
由
に
よ
り
、
運
転

上
の
制
限
を
満
足
し

て
い
な
い
場
合
 

B.
1 
当
直
課
長
は
、
当
該
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
の
運
転

上
の
制
限
を
満
足
さ
せ
る
。
 

１
時
間
 

  

C．
運
転
上
の
制
限
を
満

足
す
る
ア
キ
ュ
ム
レ

ー
タ
が
２
基
未
満
で

あ
る
場
合
 

ま
た
は
 

条
件
Ａ
ま
た
は
Ｂ

の
措
置
を
完
了
時

間
内
に
達
成
で
き

な
い
場
合
 

C.
1 
当
直
課
長
は
、
当
該
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
の
運
転

上
の
制
限
を
満
足
さ
せ
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

C.
2 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

C.
3 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
材
圧
力
を

6.
89
MP
a[
ga
ge
]以
下
に
下
げ
る
。
 

速
や
か
に
 

  １
２
時
間
 

 １
８
時
間
 

モ
ー
ド
３
（
１
次
冷

却
材
圧
力
が

6.
89
MP
a[
ga
ge
]
以

下
の
場
合
）
、
４
、
５

お
よ
び
６
 

A.
 運
転
上
の
制
限
を
満

足
す
る
ア
キ
ュ
ム
レ

ー
タ
が
２
基
未
満
で

あ
る
場
合
 

A.
1 
当
直
課
長
は
、
当
該
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
の
運
転

上
の
制
限
を
満
足
さ
せ
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

速
や
か
に
 

A.
2 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
っ

て
い
る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

速
や
か
に
 

A.
3 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非
満

水
）
ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水

位
）
の
場
合
、
１
次
系
保
有
水
を
回
復
す
る
措

置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

速
や
か
に
 

A.
4 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
の
機
能
を
持

つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
※
３
が
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

※
３
：
Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）
に
よ
る
充
て
ん
系
を
い
う
。
 

  

⑧
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
条
件
を
記
載
す
る
。
 

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
は
、
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
、
動
作
可
能
な
基
数
が
１
Ｎ
未
満
（
所
要
数
未
満
）
と
な
っ
た
場
合
を
条
件

と
し
て
記
載
す
る
。
な
お
、
こ
こ
で
、
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
と
は
、
ほ
う
素
濃
度
、
水
量
、
圧
力
及
び
ア
キ

ュ
ム
レ
ー
タ
出
口
電
動
弁
の
制
限
の
全
て
を
満
足
し
て
い
る
場
合
を
い
う
。
 

  ⑨
 要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
本
方
針
４
．
３
．
（
２
）
、
（
３
）
）
 

【
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
（
１
次
冷
却
材
圧
力
が

6.
89
MP
a[
ga
ge
]を
超
え
る
場
合
）
】
 

A.
1 
ほ
う
素
濃
度
を
制
限
値
内
に
回
復
さ
せ
る
。
完
了
時
間
は
保
安
規
定
第

51
条
（
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
ほ
う

素
濃
度
を
制
限
値
ま
で
回
復
さ
せ
る
措
置
の
完
了
時
間
が

72
時
間
で
定
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
同
様
に
「
72
時
間
」
と
す
る
。
 

B.
1 
ほ
う
素
濃
度
以
外
の
理
由
で
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
、
運
転
上
の
制
限
を
満
足
さ
せ
る
。
完
了
時
間
は
保
安
規

定
第

51
条
（
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
さ
せ
る
措
置
の
完
了
時
間
が

1
時
間
で
定
め
ら
れ

て
い
る
た
め
、
同
様
に
「
1
時
間
」
と
す
る
。
 

C.
1 
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
の

2
基
以
上
が
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
状
態
又
は
条
件

A,
B
の
措
置
を
完
了
時
間
内
に
達
成
で
き
な

い
場
合
、
保
安
規
定
第

51
条
（
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
）
の
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
措
置
の
条
件

C
及
び
条
件

D
の

要
求
に
基
づ
き
、
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
に
つ
い
て
運
転
上
の
制
限
を
満
足
さ
せ
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”

開
始
す
る
。
 

C.
2 
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
の

2
基
以
上
が
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
状
態
又
は
条
件

A,
B
の
措
置
を
完
了
時
間
内
に
達
成
で
き
な

い
場
合
、
保
安
規
定
第

51
条
（
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
）
の
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
措
置
の
条
件

C
及
び
条
件

D
の

要
求
に
基
づ
き
、
プ
ラ
ン
ト
を
適
用
モ
ー
ド
外
に
移
行
す
る
必
要
が
あ
り
、
本
表
で
は
当
該
要
求
に
基
づ
く
措
置
を
設
定
し
て
い
る
。 

C.
3 
上
記

C.
2
と
同
じ
。
 

た
だ
し
、
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
の

2
基
以
上
が
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
、
本
項
に
基
づ
く
措
置
に
加
え
、
保
安
規
定
第

51

条
（
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
）
の
条
件

D
に
基
づ
き
モ
ー
ド
５
ま
で
の
移
行
操
作
が
必
要
で
あ
る
。
 

  【
モ
ー
ド
３
（
１
次
冷
却
材
圧
力
が

6.
89
MP
a[
ga
ge
]以
下
の
場
合
）
、
４
、
５
お
よ
び
６
】
 

A.
1 
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A.
2 
当
該
系
統
が
動
作
不
能
で
あ
る
状
態
で
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
行
う
こ
と
は
安
全
側
の
措
置
と
は
い
え
な
い
こ
と
か
ら
、
水
抜

き
中
の
場
合
は
“
速
や
か
に
”
水
抜
き
を
中
止
し
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
措
置
を
行
う
。
 

A.
3
既
に
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
中
の
場
合
は
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
た
め
１
次
系
の
保
有
水
を
回
復
す
る
措
置
を
“
速
や
か

に
”
開
始
す
る
。
 

A.
4 
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を
も
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す

る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）
」
の
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン

プ
（
自
己
冷
却
）
に
よ
る
充
て
ん
系
が
該
当
す
る
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明

 
保
安
規
定
 
第

85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

８
５
－
４
－
３
 
代
替
炉
心
注
水
 
－
Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
－
 
①
 

 (1
) 
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限
 
③
 

充
て
ん
系
 

Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
(自
己
冷
却
)に
よ
る
充
て
ん
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
※
１
 

適
用
モ
ー
ド
 
④
 

設
 
備
 
⑤
 

所
要
数
 
⑥
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、

４
、
５
お
よ
び
６
 

Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）
 

１
台
 

燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
 

※
２
 

復
水
タ
ン
ク
 

※
３
 

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
 

※
４
 

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
 

※
５
 

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
 

※
５
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
 

※
５
 

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
 

※
５
 

※
１
：
動
作
可
能
と
は
、
ポ
ン
プ
が
手
動
起
動
（
系
統
構
成
含
む
）
で
き
る
こ
と
、
ま
た
は
運
転
中
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
 

※
２
：
「
８
５
－
１
４
－
２
 
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

※
３
：
「
８
５
－
１
４
－
３
 
復
水
タ
ン
ク
（
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
補
給
系
を
含
む
）
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

※
４
：
「
８
５
－
１
５
－
１
 
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
か
ら
の
給
電
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

※
５
：
「
８
５
－
１
５
－
６
 
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に

よ
る
燃
料
補
給
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

 

①
 設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
七
条
（
１
．
４
）
及
び
第
五
十
六
条
（
１
．
１
３
）
が
該
当
す
る
。（
添

付
－
１
）
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
一
条
（
１
．
８
）
に
も
該
当
す
る
。
 

 ②
 運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）
 

 ③
 以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
で
も
維
持
で
き
る
よ
う
、
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
(自

己
冷
却
)に
よ
る
充
て
ん
系

1
系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．

３
．（
１
））
（
添
付
－
１
）
 

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
七
条
（
１
．
４
）
 

「
原
子
炉
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
に
発
電
用
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備
(手
順
等
)」
と
し
て
、
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ

ウ
ン
ダ
リ
が
低
圧
の
状
態
で
あ
っ
て
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
有
す
る
原
子
炉
の
冷
却
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も

炉
心
の
著
し
い
損
傷
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
、
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る

(手
順
等
を
定
め
る
)こ
と
。
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条
（
１
．
１
３
）
 

「
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
設
備
(手
順
等
)」
と
し
て
、
設
計
基
準
事
故
の
収
束
に
必
要
な
水
源
と
は
別

に
、
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
有
す
る
水
源
を
確
保
す
る
こ
と
に
加
え
て
、
設
計
基
準
事
故
及
び

重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
対
し
て
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
供
給
す
る
た
め
に
、
必
要
な
設
備
を

設
け
る
(手
順
等
を
定
め
る
)こ
と
。
 

 

④
 Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
(自
己
冷
却
)に
よ
る
充
て
ん
系
は
、
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
が
低
圧
の
状
態
で
あ
っ
て
、

設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
有
す
る
原
子
炉
の
冷
却
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
炉
心
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
、

ま
た
炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
に
落
下
し
た
溶
融
炉
心
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要

な
設
備
で
あ
り
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
燃
料
が
存
在
す
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
適

用
モ
ー
ド
は
「
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
及
び
６
」
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
１
）
）
 

 ⑤
 ②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備
 

 ⑥
 自
己
冷
却
の
設
備
と
し
て
、
Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）
を
設
置
変
更
許
可
申
請
書
に
お
い
て
整
理
し
て
お
り
、

当
該
設
備
を
所
要
数
と
す
る
。
（
添
付
－
２
）
 

な
お
、
上
記
の
設
備
は
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
た
め
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明

 
保
安
規
定
 
第

85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

(2
) 
確
認
事
項
 
⑦
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

Ｃ
充
て
ん
／
高

圧
注
入
ポ
ン
プ
 

施
錠
等
に
よ
り
固
定
さ
れ
て
い
な
い
充
て
ん
系
の
流
路
中

の
弁
が
正
し
い
位
置
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

当
直
課
長
 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異
常
な
振
動
、
異
音
、
異
臭
、
漏
え
い

が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

発
電
室
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
に
お
い
て
、
ポ
ン
プ
を
起
動
し
、

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
６
。
 

ま
た
、
確
認
す
る
際
に
操
作
し
た
弁
に
つ
い
て
は
、
正
し
い

位
置
に
復
旧
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

 

当
直
課
長
 

モ
ー
ド
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い
て
、
ポ
ン
プ
が
手
動
起
動

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
６
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
課
長
 

※
６
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
、
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

 

⑦
 適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２
）
 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
）
 

定
期
検
査
時
の
確
認
事
項
は
、
保
安
規
定
第

52
条
（
非
常
用
炉
心
冷
却
系
 
－
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
－
）
に
充
て
ん
／
高

圧
注
入
ポ
ン
プ
及
び
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
の
確
認
項
目
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
（
添
付
－
３
） 

 ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
）
 

通
常
運
転
中
確
認
事
項
の
う
ち
、
モ
ー
ド
１
、
２
及
び
３
の
確
認
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
第

52
条
（
非
常
用
炉
心
冷
却

系
 
－
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
－
）
に
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
及
び
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
の
確
認
項
目
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の

で
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
モ
ー
ド
４
、
５
及
び
６
の
確
認
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
第

53
条
（
非
常
用
炉
心
冷

却
系
 
－
モ
ー
ド
４
－
）
の
確
認
項
目
で
「
手
動
起
動
可
能
で
あ
る
こ
と
」
が
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と

す
る
。
 

な
お
、
「
手
動
起
動
可
能
」
と
は
、
ポ
ン
プ
に
電
源
が
供
給
さ
れ
て
お
り
、
中
央
制
御
室
又
は
現
場
か
ら
手
動
操
作
す
る
こ
と
に

よ
り
運
転
状
態
に
で
き
る
状
態
を
い
う
。
ま
た
、
ポ
ン
プ
に
電
源
が
供
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
は
、
ポ
ン
プ
電
源
の
し
ゃ
断
器
が
接

続
位
置
で
あ
り
、
制
御
電
源
が
入
っ
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
 

 

補(2)-207



保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明

 
保
安
規
定
 
第

85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

(3
) 
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド
１
、

２
、
３
、
お
よ

び
４
 

A.
 Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注

入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷

却
）
に
よ
る
充
て
ん

系
が
動
作
不
能
で
あ

る
場
合
 

A.
1 
当
直
課
長
は
、
１
台
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
を
起
動
し
、

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
７
と
と
も
に
そ
の

他
の
設
備
※
８
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
2 
タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
の
機
能
を

持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
※
９
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
※
１
０
。
 

お
よ
び
 

A.
3 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧

す
る
。
 

４
時
間
 

   ７
２
時
間
 

   ３
０
日
 

B.
 条
件
Ａ
の
措
置
を
完

了
時
間
内
に
達
成
で

き
な
い
場
合
 

B.
1 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

B.
2 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

モ
ー
ド
５
お

よ
び
６
 

A.
 Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注

入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷

却
）
に
よ
る
充
て
ん

系
が
動
作
不
能
で
あ

る
場
合
 

A.
1 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧

す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
2 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
っ
て
い
る

場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
3 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非
満
水
）
ま

た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）
の
場
合
、
１

次
系
保
有
水
を
回
復
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
4 
タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
の
機
能
を

持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
※
９
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
※
１
０
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

※
７
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
、
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

※
８
：
残
り
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
１
台
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
２
基
お
よ
び
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
２
系
統
を
い
い
、
至
近
の
記
録

等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

※
９
：
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
系
を
い
う
。
 

※
10
：
「
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」
の
確
認
は
、
対
象
設
備
の
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
行
う
。
ま
た
、
「
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」

と
は
、
当
該
系
統
に
要
求
さ
れ
る
準
備
時
間
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
、
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処

設
備
を
設
置
し
、
接
続
口
付
近
ま
で
の
ホ
ー
ス
を
敷
設
す
る
補
完
措
置
が
完
了
し
て
い
る
こ
と
を
含
む
。
 

 

⑧
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
条
件
を
記
載
す
る
。
 

Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
(自
己
冷
却
)に
よ
る
充
て
ん
系
は
、
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
、
動
作
可
能
な
系
統
数
が
１
Ｎ

未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。
 

 ⑨
 要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
２
）
、
（
３
）
）
 

【
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
】
 

A.
1 
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書

（
添
付
書
類
十
）
」
の
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
“
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
”
で
あ
る
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
、

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
及
び
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
が
該
当
し
、
完
了
時
間
は
「
4
時
間
」
と
す
る
。
 

A.
2 
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
同
等
な
機
能
を
も
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）
」
の
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ

ン
プ
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
系
が
該
当
し
、
完
了
時
間
は
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
「
72
時
間
」
と

す
る
。
 

こ
こ
で
、
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
系
は
、
準
備
に
時
間
を
要
す
る
た
め
、
Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入

ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）
に
よ
る
充
て
ん
系
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
よ
う
に
、
ポ
ン
プ
等
の
設
置
及
び
原
子
炉
補
助
建
屋
の
外
側
ま

で
の
ホ
ー
ス
敷
設
を
事
前
に
実
施
す
る
補
完
措
置
が
必
要
で
あ
る
。
 

 ［
参
考
］
 

①
仕
様
 

Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
 
容
量
：
  
m3
/h
、
揚
程
：
  
  
 m
  

可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
 
容
量
：
  
m3
/h
、
揚
程
：
  
 m
 

②
注
水
開
始
ま
で
の
時
間
 

Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
 
約

90
分
（
注
）
 

可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
 
約

8.
5
時
間
 
 
→
補
完
措
置
に
よ
り
約

90
分
以
内
に
短
縮
す
る
。
 

 
注
）
Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）
よ
る
充
て
ん
系
は
、
有
効
性
評
価
（
CV
過
圧
破
損
防
止
、
CV
過
温
破
損
防

止
シ
ー
ケ
ン
ス
）
に
お
け
る
炉
心
注
水
手
段
と
し
て
登
場
す
る
が
、
解
析
上
の
期
待
は
し
て
い
な
い
た
め
溶
融
炉
心
の
冷

却
を
目
的
に
注
水
で
き
れ
ば
よ
い
。
準
備
時
間
と
し
て
は
、
移
動
、
資
機
材
準
備
、
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
ピ
ー
ス
取
替
、
系
統

構
成
に
要
す
る
時
間
を
考
慮
し
約

90
分
で
注
水
が
出
来
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
（
添
付
－
４
）
 

A.
3 
当
該
系
統
を
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の

AO
T
上
限
の
「
30
日
」
と
す
る
。
 

B.
1,
B.
2 
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
し
て
い
る
。
 

 

【
モ
ー
ド
５
お
よ
び
６
】
 

A.
1 
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A.
2 
当
該
系
統
が
動
作
不
能
で
あ
る
状
態
で
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
行
う
こ
と
は
安
全
側
の
措
置
と
は
い
え
な
い
こ
と
か
ら
、
水
抜

き
中
の
場
合
は
“
速
や
か
に
”
水
抜
き
を
中
止
し
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
措
置
を
行
う
。
 

A.
3 
既
に
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
中
の
場
合
は
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
た
め
１
次
系
の
保
有
水
を
回
復
す
る
措
置
を
“
速
や
か

に
”
開
始
す
る
。
 

A.
4 
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を
も
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す

る
。
確
認
対
象
は
、
モ
ー
ド
１
～
４
の

A.
2
と
同
様
で
あ
る
。
 

枠
組
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の
で
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明

 
保
安
規
定
 
第

85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

８
５
－
４
－
４
 
代
替
炉
心
注
水
 
－
Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使
用
）
に
よ
る
代
替
炉
心

注
水
－
 
①
 

 (1
) 
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限
 
③
 

代
替
炉
心
注
水
系
 

Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
※
１
 

適
用
モ
ー
ド
 
④
 

設
 
備
 
⑤
 

所
要
数
 
⑥
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ

び
６
 

Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡

ラ
イ
ン
使
用
）
 

２
台
 

燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
 

※
２
 

※
１
：
動
作
可
能
と
は
、
ポ
ン
プ
が
手
動
起
動
（
系
統
構
成
含
む
）
で
き
る
こ
と
を
い
う
。
 

※
２
：
「
８
５
－
１
４
－
２
 
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

 

①
 設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
七
条
（
１
．
４
）
が
該
当
す
る
。（
添
付
－
１
）
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
一
条
（
１
．
８
）
に
も
該
当
す
る
。
 

 ②
 運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）
 

 ③
 以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
で
も
維
持
で
き
る
よ
う
、
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
に
よ

る
代
替
炉
心
注
水
系

1
系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．

（
１
））
（
添
付
－
１
）
 

 ・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
七
条
（
１
．
４
）
 

「
原
子
炉
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
に
発
電
用
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備
(手
順
等
)」
と
し
て
、
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ

ウ
ン
ダ
リ
が
低
圧
の
状
態
で
あ
っ
て
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
有
す
る
原
子
炉
の
冷
却
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も

炉
心
の
著
し
い
損
傷
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
、
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る

(手
順
等
を
定
め
る
)こ
と
。
 

 

④
 Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
系
は
、
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
が
低
圧
の
状
態
で
あ
っ
て
、
設
計

基
準
事
故
対
処
設
備
が
有
す
る
原
子
炉
の
冷
却
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
炉
心
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
、
ま
た

炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
に
落
下
し
た
溶
融
炉
心
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な
設

備
で
あ
り
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
燃
料
が
存
在
す
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
適
用
モ

ー
ド
は
「
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
及
び
６
」
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
１
）
）
 

 ⑤
 ②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備
 

 ⑥
 Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
を
備
え
た
設
備
と
し
て
、
Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使

用
）
を
設
置
変
更
許
可
申
請
書
に
お
い
て
整
理
し
て
お
り
、
当
該
設
備
を
運
転
上
の
制
限
の
所
要
数
を
Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ

2
台
と
す
る
。
（
添
付
―
２
）
 

な
お
、
上
記
の
設
備
は
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
た
め
、
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明

 
保
安
規
定
 
第

85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

(2
) 
確
認
事
項
 
⑦
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ

ン
プ
 

施
錠
等
に
よ
り
固
定
さ
れ
て
い
な
い
原
子
炉
格
納
容
器
ス

プ
レ
イ
系
の
流
路
中
の
弁
が
正
し
い
位
置
に
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

当
直
課
長
 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異
常
な
振
動
、
異
音
、
異
臭
、
漏
え

い
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

発
電
室
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
に
お
い
て
、
ポ
ン
プ
を
起

動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

ま
た
、
確
認
す
る
際
に
操
作
し
た
弁
に
つ
い
て
は
、
正
し

い
位
置
に
復
旧
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
課
長
 

モ
ー
ド
５
お
よ
び
６
に
お
い
て
、
ポ
ン
プ
が
手
動
起
動
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
課
長
 

  

⑦
 適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２
）
 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
）
 

定
期
検
査
時
の
確
認
事
項
は
、
保
安
規
定
第

58
条
（
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
）
に
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
の
確
認
項
目
が

設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
 

ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
）
 

通
常
運
転
中
確
認
事
項
の
う
ち
、
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
及
び
４
の
確
認
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
第

58
条
（
原
子
炉
格
納

容
器
ス
プ
レ
イ
系
）
に
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
の
確
認
項
目
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
モ
ー
ド
５

及
び
６
の
確
認
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
第

53
条
（
非
常
用
炉
心
冷
却
系
 
－
モ
ー
ド
４
－
）
の
確
認
項
目
で
「
手
動
起
動

可
能
で
あ
る
こ
と
」
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
 

な
お
、
「
手
動
起
動
可
能
」
と
は
、
ポ
ン
プ
に
電
源
が
供
給
さ
れ
て
お
り
、
中
央
制
御
室
又
は
現
場
か
ら
手
動
操
作
す
る
こ
と
に

よ
り
運
転
状
態
に
で
き
る
状
態
を
い
う
。
ま
た
、
ポ
ン
プ
に
電
源
が
供
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
は
、
ポ
ン
プ
電
源
の
し
ゃ
断
器
が
接

続
位
置
で
あ
り
、
制
御
電
源
が
入
っ
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明

 
保
安
規
定
 
第

85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

(3
) 
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド
１
、

２
、
３
お
よ

び
４
 

A.
 Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ

ン
プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ

Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使

用
）
に
よ
る
代
替
炉
心

注
水
系
が
動
作
不
能
で

あ
る
場
合
 

A.
1 
当
直
課
長
は
、
１
台
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
を
起
動

し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
３
と
と
も

に
、
そ
の
他
の
設
備
※
４
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
2 
タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
の
機
能

を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
※
５
が
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
※
６
。
 

お
よ
び
 

A.
3 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復

旧
す
る
。
 

表
５
８
－
３
 A
.2

の
初
回
確
認
完
了

後
４
時
間
 

  ７
２
時
間
 

   ３
０
日
 

B.
 条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了

時
間
内
に
達
成
で
き
な

い
場
合
 

B.
1 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

B.
2 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

モ
ー
ド
５
お

よ
び
６
 

A.
 Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ

ン
プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ

Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使

用
）
に
よ
る
代
替
炉
心

注
水
系
が
動
作
不
能
で

あ
る
場
合
 

A.
1 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復

旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
2 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
っ
て
い

る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
3 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非
満
水
）

ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）
の
場

合
、
１
次
系
保
有
水
を
回
復
す
る
措
置
を
開
始
す

る
。
 

お
よ
び
 

A.
4 
タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
の
機
能

を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
※
５
が
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
※
６
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

※
３
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
、
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

※
４
：
残
り
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
１
台
お
よ
び
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
２
台
を
い
い
、
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

※
５
：
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
系
を
い
う
。
 

※
６
：
「
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」
の
確
認
は
、
対
象
設
備
の
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
行
う
。
 

 

⑧
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。
 

Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使
用
）
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
系
は
、
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る

た
め
、
動
作
可
能
な
系
統
数
が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。
 

 ⑨
 要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
２
）
、
（
３
）
）
 

【
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
】
 

A.
1 
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書

（
添
付
書
類
十
）
」
の
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
“
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
”
 で
あ
る
余
熱
除
去
ポ
ン

プ
、
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
が
該
当
し
、
完
了
時
間
は
、
Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
が
動
作
不
能
時
は
、
設
計
基
準
事
故
対

処
設
備
と
し
て
保
安
規
定
第

58
条
（
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
）
に
お
け
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
措
置
と

し
て
Ｃ
、
Ｄ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
の
確
認
運
転
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
第

58
条
側
の
措
置
を
実
施
後
に
本
項
を
実

施
す
る
こ
と
と
し
、
「
表

58
-3
 A
.2
の
初
回
確
認
完
了
後

4
時
間
」
と
す
る
。
 

A.
2 
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
同
等
な
機
能
を
も
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）
」
の
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ

ン
プ
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
系
が
該
当
し
、
完
了
時
間
は
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
「
72
時
間
」
と

す
る
。
 

こ
こ
で
、
Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使
用
）
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
系
は
、
有
効
性
評
価

に
登
場
し
な
い
こ
と
か
ら
準
備
時
間
に
係
る
制
限
は
な
く
補
完
措
置
は
不
要
で
あ
る
。
 

A.
3 
当
該
系
統
を
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の

AO
T
上
限
の
「
30
日
」
と
す
る
。
 

B.
1,
B.
2 
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
し
て
い
る
。
 

 【
モ
ー
ド
５
お
よ
び
６
】
 

A.
1 
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A.
2 
当
該
系
統
が
動
作
不
能
で
あ
る
状
態
で
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
行
う
こ
と
は
安
全
側
の
措
置
と
は
い
え
な
い
こ
と
か
ら
、
水
抜

き
中
の
場
合
は
“
速
や
か
に
”
水
抜
き
を
中
止
し
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
措
置
を
行
う
。
 

A.
3 
既
に
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
中
の
場
合
は
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
た
め
１
次
系
の
保
有
水
を
回
復
す
る
措
置
を
“
速
や
か

に
”
開
始
す
る
。
 

A.
4 
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を
も
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す

る
。
確
認
対
象
は
、
モ
ー
ド
１
～
４
の

A.
2
と
同
様
で
あ
る
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明

 
保
安
規
定
 
第

85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

８
５
－
４
－
５
 
代
替
炉
心
注
水
 
－
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
－
 
①
 

 (1
) 
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限
 
③
 

代
替
炉
心
注
水
系
 

可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
系
２
系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
 

適
用
モ
ー
ド
 
④
 

設
 
備
 
⑤
 

所
要
数
 
⑥
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ

び
６
 

可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
 

１
台
×
２
 

電
源
車
（
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
用
）
 

１
台
×
２
 

送
水
車
 

１
台
×
２
 

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
 

※
１
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
 

※
１
 

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
 

※
１
 

軽
油
用
ド
ラ
ム
缶
 

※
２
 

※
１
：
「
８
５
－
１
５
－
６
 
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に

よ
る
燃
料
補
給
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

※
２
：
「
８
５
－
１
２
－
４
 
軽
油
用
ド
ラ
ム
缶
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

 

①
 設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
七
条
（
１
．
４
）
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条
（
１
．
１
３
）
が
該
当
す
る
。（
添
付
－
１
）
 

 ②
 運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）
 

 ③
 以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
で
も
維
持
で
き
る
よ
う
、
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
系

2
系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．

３
．（
１
））
（
添
付
－
１
）
 

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
七
条
（
１
．
４
）
 

「
原
子
炉
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
に
発
電
用
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備
(手
順
等
)」
と
し
て
、
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ

ン
ダ
リ
が
低
圧
の
状
態
で
あ
っ
て
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
有
す
る
原
子
炉
の
冷
却
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
炉

心
の
著
し
い
損
傷
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
、
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
(手
順

等
を
定
め
る
)こ
と
。
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条
（
１
．
１
３
）
 

「
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
設
備
(手
順
等
)」
と
し
て
、
設
計
基
準
事
故
の
収
束
に
必
要
な
水
源
と
は
別

に
、
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
有
す
る
水
源
を
確
保
す
る
こ
と
に
加
え
て
、
設
計
基
準
事
故
及
び

重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
対
し
て
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
供
給
す
る
た
め
に
、
必
要
な
設
備
を

設
け
る
(手
順
等
を
定
め
る
)こ
と
。
 

 ④
 可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
系
は
、
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
が
低
圧
の
状
態
で
あ
っ
て
、
設

計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
有
す
る
原
子
炉
の
冷
却
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
炉
心
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
た
め
、
ま
た
 

 

炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
の
溶
融
炉
心
の
冷
却
、
原
子
炉
格
納
容
器
の
圧
力
及
び
温
度
を
低
下
さ
せ
る
た
め
に
必
要

な
設
備
で
あ
り
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
燃
料
が
存
在
す
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

適
用
モ
ー
ド
は
「
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
及
び
６
」
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
１
）
）
 

 ⑤
 ②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備
 

 ⑥
 可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
系
は
、
1
系
統
で
炉
心
の
冷
却
に
必
要
な
水
量
を
注
水
す
る
こ
と
が
可
能

な
設
計
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
系
を
構
成
す
る
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ

ン
プ
、
電
源
車
（
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
用
）
及
び
送
水
車
注
は
、
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
う
ち
可
搬
型
注
水
設
備

（
原
子
炉
建
屋
の
外
か
ら
水
を
供
給
す
る
も
の
）
で
あ
り
、
２
Ｎ
要
求
設
備
に
該
当
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
運
転
上
の
制
限

の
所
要
数
を

2
台
と
す
る
。
（
添
付
－
２
）
 

 

注
）
送
水
車
の
定
格
容
量
は
約
  
 m

3 /
h
で
あ
り
、
他
の
用
途
と
の
組
合
せ
を
考
慮
し
て
も

1
台
で
炉
心
注
水
時
の
可
搬
式
代
替
低

圧
注
水
ポ
ン
プ
へ
の
補
給
に
必
要
な
海
水
( 
 m

3 /
h)
を
供
給
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
（
添
付
－
３
）
 

 

枠
組
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の
で
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明

 
保
安
規
定
 
第

85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

(2
) 
確
認
事
項
 
⑦
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

可
搬
式
代
替
低
圧
注
水

ポ
ン
プ
 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異
常
な
振
動
、
異
音
、
異
臭
、
漏
え
い
が
な
い

こ
と
、
お
よ
び
揚
程
が
  
  
m以
上
、
容
量
が
  
 
m3
/h
以
上
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

タ
ー
ビ
ン

保
修
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い
て
、
ポ
ン
プ
を
起

動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 
タ
ー
ビ
ン

保
修
課
長
 

電
源
車
（
可
搬
式
代
替

低
圧
注
水
ポ
ン
プ
用
）
 

発
電
機
を
起
動
し
、
運
転
状
態
（
電
圧
等
）
に
異
常
が
な
い
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

電
気
 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い
て
、
発
電
機
を
起

動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 
電
気
 

保
修
課
長
 

送
水
車
 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異
常
な
振
動
、
異
音
、
異
臭
、
漏
え
い
が
な
い

こ
と
、
お
よ
び
吐
出
圧
力
が
  
  
 
MP
a以
上
、
容
量
が
  
  
m3
/h

以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

タ
ー
ビ
ン

保
修
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い
て
、
ポ
ン
プ
を
起

動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 
タ
ー
ビ
ン

保
修
課
長
 

  

⑦
 適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２
）
 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
）
 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に
基
づ
き

1
年
に

1
回
、
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
等
の
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。
 

 

可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
の
性
能
確
認
に
お
い
て
確
認
す
る
揚
程
及
び
容
量
は
、
工
事
計
画
認
可
申
請
書
の
記
載
に
基
づ

き
以
下
の
値
を
使
用
す
る
。（
添
付
－
３
）
 

［
揚
程
］
  
 ｍ
以
上
 

［
容
量
］
  
m3
/h
以
上
 

 

送
水
車
の
性
能
確
認
に
お
い
て
確
認
す
る
吐
出
圧
力
及
び
容
量
は
、
工
事
認
可
申
請
書
の
記
載
に
基
づ
き
以
下
の
値
を
使
用
す

る
。（
添
付
－
３
）
 

［
吐
出
圧
力
］
 

系
統
構
成
上
、
最
も
吐
出
圧
力
が
高
く
な
る
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
の
ス
プ
レ
イ
時
の
  
  
 M
Pa
以
上
。
 

 

［
容
量
］
 

系
統
構
成
上
、
最
大
の
容
量
と
な
る
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
の
注
水
〔
  
 m

3 /
h
以
上
〕、
蒸
気
発
生
器
へ
の
注
水
時
の
復
水

タ
ン
ク
へ
の
補
給
又
は
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
へ
の
供
給
〔
  
  
m3
/h
以
上
〕
の
合
計
値
  
  
m3
/h
以
上
。
 

 ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
）
 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に
基
づ
き

3
ヶ
月

に
1
回
、
ポ
ン
プ
・
発
電
機
の
起
動
、
外
観
点
検
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 

枠
組
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の
で
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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載
内
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の
説
明

 
保
安
規
定
 
第

85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

(3
) 
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド
１
、

２
、
３
お
よ

び
４
 

A.
 可
搬
式
代
替
低

圧
注
水
ポ
ン
プ

に
よ
る
代
替
炉

心
注
水
系
の
う

ち
、
動
作
可
能

な
系
統
が
２
系

統
未
満
で
あ
る

場
合
 

A.
1 
当
直
課
長
は
、
１
台
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
３
と
と
も
に
、
そ
の
他
の
設
備
※
４

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
2 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
の
機
能
を
持
つ
重
大
事
故
等

対
処
設
備
※
５
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
６
。
 

お
よ
び
 

A.
3 
電
気
保
修
課
長
お
よ
び
タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
を

動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

   １
０
日
 

  ３
０
日
 

B.
 可
搬
式
代
替
低

圧
注
水
ポ
ン
プ

に
よ
る
代
替
炉

心
注
水
系
の
う

ち
、
動
作
可
能

な
系
統
が
１
系

統
未
満
で
あ
る

場
合
 

B.
1 
当
直
課
長
は
、
１
台
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
３
と
と
も
に
、
そ
の
他
の
設
備
※
４

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

B.
2 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
の
機
能
を
持
つ
重
大
事
故
等

対
処
設
備
※
５
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
６
。
 

お
よ
び
 

B.
3 
電
気
保
修
課
長
お
よ
び
タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
を

動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

   ７
２
時
間
 

  ３
０
日
 

C.
 条
件
Ａ
ま
た
は

Ｂ
の
措
置
を
完

了
時
間
内
に
達

成
で
き
な
い
場

合
 

C.
1 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

C.
2 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

  

⑧
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。
 

可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
炉
心
注
入
系
は
、
２
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
、
動
作
可
能
な
系
統
が
２
Ｎ
未
満

（
１
Ｎ
以
上
）
に
な
っ
た
場
合
と
１
Ｎ
未
満
に
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。
 

 

⑨
 要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
２
）
、
（
３
）
）
 

【
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
】
 

A.
1 
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書

（
添
付
書
類
十
）
」
の
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
“
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
”
で
あ
る
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
、

充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
及
び
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
が
該
当
し
、
完
了
時
間
は
「
4
時
間
」
と
す
る
。
 

A.
2 
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）
」
の
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入

ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）
及
び
Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使
用
）
に
よ
る
代
替
炉
心
注
入
系
が

該
当
注
し
、
完
了
時
間
は
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
（
２
Ｎ
未
満
(１
Ｎ
以
上
)）
の
「
10
日
」
と
す
る
。 

 
注
）
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
系
は
、
フ
ロ
ン
ト
系
及
び
サ
ポ
ー
ト
系
の
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
の

故
障
に
対
応
で
き
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
た
め
、
サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時
に
期
待
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
Ｃ
充

て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）
に
よ
る
代
替
炉
心
注
入
系
と
フ
ロ
ン
ト
系
故
障
時
に
期
待
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で

あ
る
Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使
用
）
に
よ
る
代
替
炉
心
注
入
系
の
両
方
が
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
は
、
有
効
性
評
価
に
登
場
し
な

い
こ
と
か
ら
、
準
備
時
間
に
係
る
制
限
は
な
く
補
完
措
置
は
不
要
で
あ
る
。
 

 A.
3 
当
該
系
統
を
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の

AO
T
上
限
の
「
30
日
」
と
す
る
。
 

 B.
1 
A.
1
と
同
じ
。
 

B.
2 
A.
2
と
同
じ
。
完
了
時
間
は
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
（
１
Ｎ
未
満
）
の
「
72
時
間
」
と
す
る
。
 

B.
3 
A.
3
と
同
じ
。
 

 C.
1,
C.
2 
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
し
て
い
る
。
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記
載
内
容
の
説
明
 

(3
) 
要
求
さ
れ
る
措
置
（
続
き
）
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド
５
お

よ
び
６
 

A.
 可
搬
式
代
替
低

圧
注
水
ポ
ン
プ

に
よ
る
代
替
炉

心
注
水
系
の
う

ち
、
動
作
可
能

な
系
統
が
２
系

統
未
満
で
あ
る

場
合
 

A.
1 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措

置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
2 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
っ
て
い
る
場
合

は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
3 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非
満
水
）
ま
た
は
モ

ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）
の
場
合
、
１
次
系
保
有
水
を

回
復
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
4 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
の
機
能
を
持
つ
重
大
事
故
等

対
処
設
備
※
５
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
６
措
置
を

開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

※
３
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
、
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

※
４
：
残
り
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
１
台
、
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
２
台
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
２
基
お
よ
び
原
子
炉
補
機
冷
却
水

系
２
系
統
を
い
い
、
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

※
５
：
Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）
に
よ
る
充
て
ん
系
お
よ
び
Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ

連
絡
ラ
イ
ン
使
用
）
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
系
を
い
う
。
 

※
６
：「
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」
の
確
認
は
、
対
象
設
備
の
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
行
う
。
 

  

【
モ
ー
ド
５
お
よ
び
６
】
 

A.
1 
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A.
2 
当
該
系
統
が
動
作
不
能
で
あ
る
状
態
で
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
行
う
こ
と
は
安
全
側
の
措
置
と
は
い
え
な
い
こ
と
か
ら
、
水
抜

き
中
の
場
合
は
“
速
や
か
に
”
水
抜
き
を
中
止
し
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
措
置
を
行
う
。
 

A.
3 
既
に
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
中
の
場
合
は
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
た
め
１
次
系
の
保
有
水
を
回
復
す
る
措
置
を
“
速
や
か

に
”
開
始
す
る
。
 

A.
4 
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を
も
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す

る
。
確
認
対
象
は
、
モ
ー
ド
１
～
４
の

A.
2
と
同
様
で
あ
る
。
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載
内
容
の
説
明
 

８
５
－
４
－
６
 
代
替
再
循
環
 
①
 

 (1
) 
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限
 
③
 

代
替
再
循
環
系
 

(1
) 
Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使
用
）
に
よ
る
代

替
再
循
環
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
※
１
 

(2
) 
Ｂ
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
（
海
水
冷
却
）
お
よ
び
Ｂ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
海
水

冷
却
）
に
よ
る
高
圧
代
替
再
循
環
系
、
ま
た
は
Ｂ
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
（
海
水
冷
却
）
に

よ
る
低
圧
代
替
再
循
環
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
※
１
 

適
用
モ
ー
ド
 
④
 

設
 
備
 
⑤
 

所
要
数
 
⑥
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ

び
６
 

Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使

用
）
 

２
台
 

Ａ
内
部
ス
プ
レ
ク
ー
ラ
 

１
基
 

Ａ
・
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
入
口
弁
（
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ

側
）
 

１
台
 

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
 

２
基
※
２
 

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク
リ
ー
ン
 

２
基
※
２
 

Ｂ
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
（
海
水
冷
却
）
 

１
台
 

Ｂ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
海
水
冷
却
）
 

１
台
 

大
容
量
ポ
ン
プ
 

※
３
 

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
 

※
４
 

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
 

※
５
 

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
 

※
５
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
 

※
５
 

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
 

※
５
 

※
１
：
動
作
可
能
と
は
、
ポ
ン
プ
が
手
動
起
動
（
系
統
構
成
含
む
）
で
き
る
こ
と
、
ま
た
は
運
転
中
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
 

※
２
：
Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使
用
）
を
用
い
る
再
循
環
用
１
基
お
よ
び
Ｂ
余
熱
除
去
ポ

ン
プ
（
海
水
冷
却
）
を
用
い
る
再
循
環
用
１
基
。
 

※
３
：
「
８
５
－
７
－
２
 
大
容
量
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
お
よ
び
代
替
補
機
冷
却
」
に
お
い
て
運
転

上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

※
４
：
「
８
５
－
１
５
－
１
 
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
か
ら
の
給
電
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

※
５
：
「
８
５
－
１
５
－
６
 
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に

よ
る
燃
料
補
給
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

  

①
 設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
七
条
（
１
．
４
）
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
八
条

 （
１
．
５
）
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条
（
１
．
１
３
）
が
該
当
す
る
。（
添
付
－
１
）
 

 ②
 運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
、
２
）
 

 ③
 以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
で
も
維
持
で
き
る
よ
う
、
Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使
用
）

に
よ
る
代
替
再
循
環
系
、
及
び
Ｂ
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
（
海
水
冷
却
）
及
び
Ｂ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
海
水
冷
却
）
に
よ
る
高

圧
代
替
再
循
環
系
、
又
は
Ｂ
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
（
海
水
冷
却
）
に
よ
る
低
圧
代
替
再
循
環
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上

の
制
限
と
す
る
。（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．（
１
））
（
添
付
－
１
）
 

な
お
、
前
者
は
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
、
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
等
の
フ
ロ
ン
ト
系
の
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
の
機
能
喪
失

時
に
お
い
て
も
再
循
環
に
よ
る
炉
心
冷
却
を
行
う
た
め
の
設
備
で
あ
り
、
後
者
は
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
、
交
流
電
源
等
の
設
計

基
準
事
故
対
処
設
備
の
機
能
喪
失
時
に
お
い
て
も
高
圧
代
替
再
循
環
又
は
低
圧
代
替
再
循
環
に
よ
る
炉
心
冷
却
を
行
う
た
め
の

設
備
で
あ
る
。
 

 ・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
七
条
（
１
．
４
）
 

「
原
子
炉
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
に
発
電
用
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備
(手
順
等
)」
と
し
て
、
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ

ン
ダ
リ
が
低
圧
の
状
態
で
あ
っ
て
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
有
す
る
原
子
炉
の
冷
却
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
炉

心
の
著
し
い
損
傷
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
、
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
(手
順

等
を
定
め
る
)こ
と
。
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
八
条
（
１
．
５
）
 

「
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
た
め
の
設
備
」
と
し
て
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
有
す
る
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク

へ
熱
を
輸
送
す
る
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
炉
心
の
著
し
い
損
傷
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
、

最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る

(手
順
等
を
定
め
る

)こ
と
。［
代
替
海
水
供
給
設
備
（
大

容
量
ポ
ン
プ
）
を
使
用
し
た
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
に
よ
る
自
然
対
流
冷
却
及
び
Ｂ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
、

Ｂ
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
へ
の
代
替
補
機
冷
却
が
該
当
］
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条
（
１
．
１
３
）
 

「
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
設
備
(手
順
等
)」
と
し
て
、
設
計
基
準
事
故
の
収
束
に
必
要
な
水
源
と
は
別

に
、
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
有
す
る
水
源
を
確
保
す
る
こ
と
に
加
え
て
、
設
計
基
準
事
故
及
び

重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
対
し
て
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
供
給
す
る
た
め
に
、
必
要
な
設
備
を

設
け
る
(手
順
等
を
定
め
る
)こ
と
。
 

 
④
 Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使
用
）
に
よ
る
代
替
再
循
環
系
、
及
び
Ｂ
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
（
海

水
冷
却
）
及
び
Ｂ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
海
水
冷
却
）
に
よ
る
高
圧
代
替
再
循
環
系
又
は
Ｂ
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
（
海
水
冷
却
）

に
よ
る
低
圧
代
替
再
循
環
系
は
、
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
が
低
圧
の
状
態
で
あ
っ
て
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
有
す

る
原
子
炉
の
冷
却
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
炉
心
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
、
原
子
炉
格

納
容
器
内
に
燃
料
が
存
在
す
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
適
用
モ
ー
ド
は
「
モ
ー
ド
１
、

２
、
３
、
４
、
５
及
び
６
」
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
１
）
）
 

 ⑤
 ②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備
 

 

補(2)-216



保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明

 
保
安
規
定
 
第

85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

⑥
 Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使
用
）
に
よ
る
代
替
再
循
環
系
、
及
び
Ｂ
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
（
海

水
冷
却
）
及
び
Ｂ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
海
水
冷
却
）
に
よ
る
高
圧
代
替
再
循
環
系
又
は
Ｂ
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
（
海
水
冷
却
）

に
よ
る
低
圧
代
替
再
循
環
系
は
、
１
系
統
で
代
替
再
循
環
に
必
要
な
水
量
を
供
給
で
き
る
設
計
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Ａ
、
Ｂ
内

部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使
用
）
は

2
台
、
Ａ
内
部
ス
プ
レ
ク
ー
ラ
は
１
基
、
Ａ
・
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ

ン
プ
入
口
弁
（
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
側
）
、
Ｂ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
海
水
冷
却
）
及
び
Ｂ
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
（
海
水

冷
却
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
１
台
を
運
転
上
の
制
限
の
所
要
数
と
す
る
。
 

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
及
び
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク
リ
ー
ン
は
、
Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ

連
絡
ラ
イ
ン
使
用
）
に
よ
る
代
替
再
循
環
系
、
及
び
Ｂ
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
（
海
水
冷
却
）
及
び
Ｂ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
海

水
冷
却
）
に
よ
る
高
圧
代
替
再
循
環
系
又
は
低
圧
代
替
再
循
環
系
そ
れ
ぞ
れ
に

1
基
必
要
で
あ
る
た
め
、
運
転
上
の
制
限
の
所
要
数

を
2
基
と
す
る
。
 

な
お
、
上
記
の
設
備
は
全
て
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
た
め
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明

 
保
安
規
定
 
第

85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

(2
) 
確
認
事
項
 
⑦
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

Ａ
、
Ｂ
内
部
ス

プ
レ
ポ
ン
プ
、

Ａ
内
部
ス
プ
レ

ク
ー
ラ
 

施
錠
等
に
よ
り
固
定
さ
れ
て
い
な
い
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系

の
流
路
中
の
弁
が
正
し
い
位
置
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

当
直
課
長
 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異
常
な
振
動
、
異
音
、
異
臭
、
漏
え
い
が
な
い

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

発
電
室
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
に
お
い
て
、
ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

ま
た
、
確
認
す
る
際
に
操
作
し
た
弁
に
つ
い
て
は
、
正
し
い
位
置
に

復
旧
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
課
長
 

モ
ー
ド
５
お
よ
び
６
に
お
い
て
、
ポ
ン
プ
が
手
動
起
動
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
課
長
 

Ａ
・
Ｂ
内
部
ス

プ
レ
ポ
ン
プ
入

口
弁
（
格
納
容

器
再
循
環
サ
ン

プ
側
）
 

Ａ
・
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
入
口
弁
（
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
側
）

が
開
弁
で
き
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

原
子
炉
 

保
修
課
長
 

格
納
容
器
再
循

環
サ
ン
プ
、
格

納
容
器
再
循
環

サ
ン
プ
ス
ク
リ

ー
ン
 

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
が
異
物
等
に
よ
り
塞
が
れ
て
い
な
い
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

原
子
炉
 

保
修
課
長
 

Ｂ
余
熱
除
去
ポ

ン
プ
 

施
錠
等
に
よ
り
固
定
さ
れ
て
い
な
い
非
常
用
炉
心
冷
却
系
の
流
路
中

の
弁
が
正
し
い
位
置
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

当
直
課
長
 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異
常
な
振
動
、
異
音
、
異
臭
、
漏
え
い
が
な
い
こ

と
、
お
よ
び
テ
ス
ト
ラ
イ
ン
に
お
け
る
揚
程
が
  
 
  

m
以
上
、
容
量

が
  
  
m3
/h
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

発
電
室
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
に
お
い
て
、
ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
６
。
 

ま
た
、
確
認
す
る
際
に
操
作
し
た
弁
に
つ
い
て
は
、
正
し
い
位
置
に
復

旧
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
課
長
 

モ
ー
ド
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い
て
、
ポ
ン
プ
が
手
動
起
動
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
※
６
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
課
長
 

  

⑦
 適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２
）
 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
）
 

定
期
検
査
時
の
確
認
事
項
は
、
Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
、
Ａ
内
部
ス
プ
レ
ク
ー
ラ
、
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
、
格
納
容
器

再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク
リ
ー
ン
、
Ｂ
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
及
び
Ｂ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
第

58
条
（
原

子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
）
又
は
保
安
規
定
第

52
条
（
非
常
用
炉
心
冷
却
系
 
―
モ
ー
ド
１
、
２
及
び
３
―
）
お
よ
び
保
安
規

定
第

53
条
（
非
常
用
炉
心
冷
却
系
 
―
モ
ー
ド
４
―
）
に
各
設
備
の
確
認
項
目
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対

応
と
す
る
。
 

Ａ
・
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
入
口
弁
（
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
側
）
に
つ
い
て
は
、
弁
の
遠
隔
操
作
に
よ
る
手
動
開
機
能
が
確

保
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
確
認
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
 

 ｂ
．
ポ
ン
プ
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
）
 

通
常
運
転
中
の
確
認
事
項
の
う
ち
、
Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
の
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
及
び
４
の
確
認
項
目
に
つ
い
て
は
、
保

安
規
定
第

58
条
（
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
）
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
モ
ー
ド
５
及

び
６
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
第

53
条
（
非
常
用
炉
心
冷
却
系
 
－
モ
ー
ド
４
－
）
に
お
い
て
、
「
手
動
起
動
可
能
で
あ
る
こ
と
」

が
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
 

な
お
、
「
手
動
起
動
可
能
」
と
は
、
ポ
ン
プ
に
電
源
が
供
給
さ
れ
て
お
り
、
中
央
制
御
室
又
は
現
場
か
ら
手
動
操
作
す
る
こ
と
に

よ
り
運
転
状
態
に
で
き
る
状
態
を
い
う
。
ま
た
、
ポ
ン
プ
に
電
源
が
供
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
は
、
ポ
ン
プ
電
源
の
し
ゃ
断
器
が
接

続
位
置
で
あ
り
、
制
御
電
源
が
入
っ
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
 

通
常
運
転
中
の
確
認
事
項
の
う
ち
、
Ｂ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
及
び
Ｂ
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
の
モ
ー
ド
１
、
２
及
び
３
の
確

認
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
第

52
条
（
非
常
用
炉
心
冷
却
系
 
－
モ
ー
ド
１
、
２
及
び
３
－
）
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、

そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
モ
ー
ド
４
、
５
及
び
６
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
第

53
条
（
非
常
用
炉
心
冷
却
系
 
－
モ
ー
ド

４
－
）
に
お
い
て
、
「
手
動
起
動
可
能
で
あ
る
こ
と
」
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
 

な
お
、
「
手
動
起
動
可
能
」
と
は
、
ポ
ン
プ
に
電
源
が
供
給
さ
れ
て
お
り
、
中
央
制
御
室
又
は
現
場
か
ら
手
動
操
作
す
る
こ
と
に

よ
り
運
転
状
態
に
で
き
る
状
態
を
い
う
。
ま
た
、
ポ
ン
プ
に
電
源
が
供
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
は
、
ポ
ン
プ
電
源
の
し
ゃ
断
器
が
接

続
位
置
で
あ
り
、
制
御
電
源
が
入
っ
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
 

  

枠
組
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の
で
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明

 
保
安
規
定
 
第

85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

(2
) 
確
認
事
項
（
続
き
）
 
⑦
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

Ｂ
充
て
ん
／
高

圧
注
入
ポ
ン
プ
 

施
錠
等
に
よ
り
固
定
さ
れ
て
い
な
い
非
常
用
炉
心
冷
却
系
の
流
路
中

の
弁
が
正
し
い
位
置
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

当
直
課
長
 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異
常
な
振
動
、
異
音
、
異
臭
、
漏
え
い
が
な
い
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

発
電
室
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
に
お
い
て
、
ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
６
。
 

ま
た
、
確
認
す
る
際
に
操
作
し
た
弁
に
つ
い
て
は
、
正
し
い
位
置
に
復

旧
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
課
長
 

モ
ー
ド
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い
て
、
ポ
ン
プ
が
手
動
起
動
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
※
６
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
課
長
 

※
６
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
、
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明

 
保
安
規
定
 
第

85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

(3
) 
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド
１
、２
、

３
お
よ
び
４
 

A.
 Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ

ポ
ン
プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ

－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ

ン
使
用
）
に
よ
る
代

替
再
循
環
系
が
動
作

不
能
で
あ
る
場
合
 

A.
1 
当
直
課
長
は
、
１
台
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
を
起
動

し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
６
と
と
も

に
そ
の
他
の
設
備
※
７
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
2 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復

旧
す
る
。
 

表
５
８
－
３
 

A.
2の
初
回
確
認

完
了
後
４
時
間
 

  ７
２
時
間
 

 

B.
 Ｂ
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

（
海
水
冷
却
）
お
よ

び
Ｂ
充
て
ん
／
高
圧

注
入
ポ
ン
プ
（
海
水

冷
却
）
に
よ
る
高
圧

代
替
再
循
環
系
、
な

ら
び
に
Ｂ
余
熱
除
去

ポ
ン
プ
（
海
水
冷

却
）
に
よ
る
低
圧
代

替
再
循
環
系
が
動
作

不
能
で
あ
る
場
合
 

B.
1 
当
直
課
長
は
、
１
基
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
を
起
動

し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に

そ
の
他
の
設
備
※
８
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
 

お
よ
び
 

B.
2 
当
直
課
長
、
原
子
炉
保
修
課
長
お
よ
び
タ
ー
ビ
ン
保

修
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
の
機
能
を
持
つ
重
大

事
故
等
対
処
設
備
※
９
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
※
１
０
。
 

お
よ
び
 

B.
3 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復

旧
す
る
。
 

表
５
２
－
３
 

A.
2ま
た
は
B.
2

の
初
回
確
認
完

了
後
４
時
間
 

 ７
２
時
間
 

    ３
０
日
 

C.
 条
件
Ａ
ま
た
は
Ｂ
の

措
置
を
完
了
時
間
内

に
達
成
で
き
な
い
場

合
 

C.
1 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

C.
2 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

  

⑧
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。
 

Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使
用
）
に
よ
る
代
替
再
循
環
系
及
び
Ｂ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ

ン
プ
（
海
水
冷
却
）
及
び
Ｂ
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
(海
水
冷
却
)に
よ
る
高
圧
代
替
再
循
環
系
並
び
に
、
Ｂ
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
（
海
水
冷

却
）
に
よ
る
低
圧
代
替
再
循
環
系
は
、
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
動
作
可
能
な
系
統
数
が
１
Ｎ
未
満
に
な
っ
た
場
合

を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。
 

 ⑨
 要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
２
）
、
（
３
）
）
 

【
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
】
 

A.
1 
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書

（
添
付
書
類
十
）
」
の
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
“
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
”
で
あ
る
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

が
該
当
し
、
完
了
時
間
は
、
Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
が
動
作
不
能
時
は
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
と
し
て
保
安
規
定
第

58
条

（
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
）
に
お
け
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
措
置
と
し
て
Ｃ
、
Ｄ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン

プ
の
確
認
運
転
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
第

58
条
側
の
措
置
を
実
施
後
に
本
項
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
、
「
表

58
-3
 

A.
2
の
初
回
確
認
完
了
後

4
時
間
」
と
す
る
。
 

A.
2 
当
該
系
統
を
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
「
72
時
間
」
と
す
る
。
 

な
お
、
Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使
用
）
と
同
等
な
機
能
を
有
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備

は
な
い
。
 

 B.
1 
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書

（
添
付
書
類
十
）
」
の
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
“
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
”
で
あ
る
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発

電
機
及
び
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
が
該
当
し
、
完
了
時
間
は
、
Ｂ
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
(Ｂ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
)が
動
作
不

能
時
は
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
と
し
て
保
安
規
定
第

52
条
（
非
常
用
炉
心
冷
却
系
 
―
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
―
）
に

お
け
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
措
置
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
第

52
条
側
の
措
置
を
実
施
後
に
本
項
を

実
施
す
る
こ
と
と
し
、
「
表

52
-3
 A
.2
ま
た
は

B.
2
の
初
回
確
認
完
了
後

4
時
間
」
と
す
る
。
 

B.
2 
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
同
等
な
機
能
を
も
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）
」
の
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入

ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）
に
よ
る
充
て
ん
注
入
系
及
び
大
容
量
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
系
が
該
当
し
、

完
了
時
間
は
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
「
72
時
間
」
と
す
る
。
 

 
こ
こ
で
、
Ｂ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
海
水
冷
却
）
が
要
求
さ
れ
る
の
は
、
全
交
流
電
源
喪
失
（
Ｒ
Ｃ
Ｐ
シ
ー
ル
Ｌ
Ｏ
Ｃ

Ａ
有
り
の
場
合
）
に
お
け
る
有
効
性
評
価
で
は
約

46
時
間
後
で
あ
る
た
め
、
補
完
措
置
は
不
要
で
あ
る
。
（
添
付
－
４
）
 

 B.
3 
当
該
系
統
を
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の

AO
T
上
限
の
「
30
日
」
と
す
る
。
 

 C.
1,
C.
2 
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
し
て
い
る
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明

 
保
安
規
定
 
第

85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

(3
) 
要
求
さ
れ
る
措
置
（
続
き
）
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド
５
お

よ
び
６
 

A.
 Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ

ポ
ン
プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ

Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡

ラ
イ
ン
使
用
）
に

よ
る
代
替
再
循
環

系
が
動
作
不
能
で

あ
る
場
合
 

ま
た
は
 

Ｂ
余
熱
除
去
ポ
ン

プ
（
海
水
冷
却
）
お

よ
び
Ｂ
充
て
ん
／

高
圧
注
入
ポ
ン
プ

（
海
水
冷
却
）
に
よ

る
高
圧
代
替
再
循

環
系
、
な
ら
び
に
Ｂ

余
熱
除
去
ポ
ン
プ

（
海
水
冷
却
）
に
よ

る
低
圧
代
替
再
循

環
系
が
動
作
不
能

で
あ
る
場
合
 

A.
1 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧

す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
2 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
っ
て
い
る

場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
3 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非
満
水
）
ま

た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）
の
場
合
、
１

次
系
保
有
水
を
回
復
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
4 
当
直
課
長
、
原
子
炉
保
修
課
長
お
よ
び
タ
ー
ビ
ン
保
修

課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
の
機
能
を
持
つ
重
大
事
故

等
対
処
設
備
※
９
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
※
１
０
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

※
７
：
残
り
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
１
台
を
い
い
、
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

※
８
：
残
り
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
１
基
お
よ
び
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
２
系
統
を
い
い
、
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

※
９
：
Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）
に
よ
る
充
て
ん
系
お
よ
び
大
容
量
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対

流
冷
却
系
を
い
う
。
 

※
10
：
「
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」
の
確
認
は
、
対
象
設
備
の
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
行
う
。
 

 

【
モ
ー
ド
５
お
よ
び
６
】
 

A.
1 
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A.
2 
当
該
系
統
が
動
作
不
能
で
あ
る
状
態
で
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
行
う
こ
と
は
安
全
側
の
措
置
と
は
い
え
な
い
こ
と
か
ら
、
水
抜

き
中
の
場
合
は
“
速
や
か
に
”
水
抜
き
を
中
止
し
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
措
置
を
行
う
。
 

A.
3 
既
に
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
中
の
場
合
は
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
た
め
１
次
系
の
保
有
水
を
回
復
す
る
措
置
を
“
速
や
か

に
”
開
始
す
る
。
 

A.
4 
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を
も
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す

る
。
確
認
対
象
は
、
モ
ー
ド
１
～
４
の

B.
2
と
同
様
で
あ
る
。
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b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

(4) 設置変更許可申請書 添付十追補（機能喪失原因対策分析） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

(2) 設置変更許可申請書 添付十（有効性評価） 

添付-３ サーベランスの確認事項の根拠 

(1) 工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書 

添付-４ 同等な機能を有する設備 

(1) 設置変更許可申請書 本文十号、追補１、有効性評価 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備分類等」参照 
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表 85－４ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

 

第
1.
8.
17
図
 
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
又
は
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
に
よ
る
高
圧
又
は
低
圧
注
入
ラ
イ
ン
を
使
用
し
た
炉
心
注
水
 
概
略
系
統
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表 85－４ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

 

第
1.
4.
39
図
 
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
に
よ
る
炉
心
注
水
 
概
略
系
統
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表 85－４ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

 

第
1.
4.
20
図
 
Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
 
概
略
系
統
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表 85－４ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

第
1.
4.
5
図
 
Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使
用
）
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
 
概
略
系
統
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表 85－４ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

第
1.
4.
11
図
 
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
 
概
略
系
統
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表 85－４ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

第
1.
4.
13
図
 
Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使
用
）
に
よ
る
代
替
再
循
環
運
転
 
概
略
系
統
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表 85－４ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

 

第
1.
4.
26
図
 
Ｂ
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
（
海
水
冷
却
）
及
び
Ｂ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
海
水
冷
却
）
に
よ
る
高
圧
代
替
再
循
環
運
転
 
概
略
系
統
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表 85－４ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

 

第
1.
4.
24
図
 
Ｂ
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
（
海
水
冷
却
）
に
よ
る
低
圧
代
替
再
循
環
運
転
 
概
略
系
統
 

 

補(2)-230



表 85－４ 添付－１（４） 

設置変更許可申請書 添付十追補（機能喪失原因対策分析） 

 

 

第
1.
4.
1
図
 
機
能
喪
失
原
因
対
策
分
析
 （
炉
心
注
水
：
フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
機
能
喪
失
）
 

安
全
注
入
設
備
に
よ
る
原
子
炉
の
冷
却
機
能
喪
失

充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ

Ａ
系
機
能
喪
失

充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ

Ｂ
系
機
能
喪
失

充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ

Ｃ
系
機
能
喪
失

余
熱
除
去
ポ
ン
プ

Ａ
系
機
能
喪
失

余
熱
除
去
ポ
ン
プ

Ｂ
系
機
能
喪
失

復
水
タ
ン
ク

燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク

機
能
喪
失

主
配
管
及
び
ポ
ン
プ

機
能
喪
失

配
管
機
能
喪
失

※
1

遮
断
器
及
び
遮
断
器
～

ポ
ン
プ
ま
で
の
ケ
ー
ブ
ル
損
傷

6.
6k

V非
常
用

母
線
機
能
喪
失

駆
動
源
喪
失
（
Ａ
Ｃ
電
源
喪
失
）

全
交
流
動
力

電
源
喪
失

空
冷
式
非
常
用

発
電
装
置

ポ
ン
プ
本
体
故
障

原
子
炉
補
機
冷
却

水
喪
失

電
源
機
能
喪
失

※
1

※
1

遮
断
器
及
び
遮
断
器
～

ポ
ン
プ
ま
で
の
ケ
ー
ブ
ル
損
傷

6.
6k

V非
常
用

母
線
機
能
喪
失

駆
動
源
喪
失
（
Ａ
Ｃ
電
源
喪
失
）

全
交
流
動
力

電
源
喪
失

空
冷
式
非
常
用

発
電
装
置

ポ
ン
プ
本
体
故
障

原
子
炉
補
機
冷
却

水
喪
失

電
源
機
能
喪
失

※
2

※
2

停
止
時
の
み

・
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
・
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
・
復
水
タ
ン
ク

・
ほ
う
酸
ポ
ン
プ
・
ほ
う
酸
タ
ン
ク

・
１
次
系
純
水
ポ
ン
プ
・
１
次
系
純
水
タ
ン
ク
・
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ

停
止
時
の
み

・
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
（
重
力
注
水
）

・
Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使
用
）
・
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク

・
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
・
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
・
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク

・
復
水
タ
ン
ク
・
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
・
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
・
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

・
電
動
消
火
ポ
ン
プ
・
デ
ィ
ー
ゼ
ル
消
火
ポ
ン
プ
・
Ｎ
ｏ
．
１
、
２
淡
水
タ
ン
ク
・
Ａ
、
Ｂ
淡
水
タ
ン
ク

・
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
・
電
源
車
（
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
用
）

・
送
水
車
・
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
・
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
・
軽
油
用
ド
ラ
ム
缶

※
3
炉
心
注
水
、
代
替
炉
心
注
水

※
4

※
3

※
4

④

<配
管
機
能
喪
失
範
囲

>
Ａ
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
逆
止
弁

～
低
温
側
注
入
配
管

：
AN

D
条
件

：
O

R条
件

：
サ
ポ
ー
ト
系

凡
例

：
サ
ポ
ー
ト
系
の
回
復
操
作

に
よ
る
対
応

：
フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
の
代
替

設
備
、
手
段
に
よ
る
対
応

：
電
源
系
機
能

喪
失
想
定

6.
6k

V非
常
用
母
線

余 熱 除 去 ポ ン プ

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機

①
起
動
変
圧
器

①
予
備
変
圧
器

駆
動
電
源
喪
失
（
A

C
電
源
）
想
定
箇
所

②

③

①
外
部
電
源
喪
失

②
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
起
動
失
敗

③
6.

6k
V非
常
用
母
線
故
障

④
遮
断
器
及
び
遮
断
器
～
ポ
ン
プ
ま
で
の
ケ
ー
ブ
ル
損
傷

④

充 て ん ／ 高 圧

注 入 ポ ン プ

・
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
・
海
水
ポ
ン
プ
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表 85－４ 添付－１（４） 

設置変更許可申請書 添付十追補（機能喪失原因対策分析） 

 

 

第
1.
4.
2
図
 
機
能
喪
失
原
因
対
策
分
析
 （
余
熱
除
去
運
転
：
フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
機
能
喪
失
）
 

・Ａ
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト

・１
次
系
冷
却
水
ポ
ン
プ

・１
次
系
冷
却
水
ク
ー
ラ

・１
次
系
冷
却
水
タ
ン
ク

・窒
素
ボ
ン
ベ

（
１
次
系
冷
却
水
タ
ン
ク
加
圧
用
）

・海
水
ポ
ン
プ

・１
次
系
高
圧
ガ
ス
供
給
設
備

※
5
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却

・
電
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

・
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

・
復
水
タ
ン
ク

・
蒸
気
発
生
器

・
主
給
水
ポ
ン
プ

・
蒸
気
発
生
器
水
張
り
ポ
ン
プ

・
脱
気
器
タ
ン
ク

・
蒸
気
発
生
器
補
給
用
仮
設
中
圧
ポ
ン
プ
（電
動
）

・
発
電
機
（
蒸
気
発
生
器
補
給
用
仮
設
中
圧
ポ
ン
プ
用
）

・
海
水
ポ
ン
プ

※
3
蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却
（
注
水
）

（
１
次
冷
却
材
喪
失
事
象
で
は
な
い
場
合

及
び
運
転
停
止
中
）

・
主
蒸
気
逃
が
し
弁

・
タ
ー
ビ
ン
バ
イ
パ
ス
弁

・
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
・
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
・
復
水
タ
ン
ク

・
ほ
う
酸
ポ
ン
プ
・
ほ
う
酸
タ
ン
ク
・
１
次
系
純
水
ポ
ン
プ
・
１
次
系
純
水
タ
ン
ク

・
Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使
用
）
・燃

料
取
替
用
水
タ
ン
ク

・
電
動
消
火
ポ
ン
プ
・
デ
ィ
ー
ゼ
ル
消
火
ポ
ン
プ
・
Ｎ
ｏ
．
１
、
２
淡
水
タ
ン
ク
・
Ａ
、
Ｂ
淡
水
タ
ン
ク

・
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
・
電
源
車
（
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
用
）
・
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
・
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
･送
水
車
・
軽
油
用
ド
ラ
ム
缶

※
4
炉
心
注
水
、
代
替
炉
心
注
水

・
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
・
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
・
復
水
タ
ン
ク

・
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
・
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
・
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
・
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

余
熱
除
去
設
備
（
再
循
環
運
転
）
に
よ
る

原
子
炉
の
冷
却
機
能
喪
失

※
3

※
1及
び
※

2

余
熱
除
去
設
備
Ａ
（Ｂ

）
系
に

よ
る
冷
却
機
能
喪
失

※
4及
び
※

5

余
熱
除
去
ク
ー
ラ

Ａ
（Ｂ

）系
機
能
喪
失

余
熱
除
去
ポ
ン
プ

Ａ
（Ｂ

）系
機
能
喪
失

再
循
環
切
替
弁

機
能
喪
失

<余
熱
除
去
ポ
ン
プ
入
口
弁
（
格
納
容
器
再
循
環

サ
ン
プ
連
絡
第
１
弁
）
、
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
入
口
弁

（格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
連
絡
第
２
弁
）

>

ク
ー
ラ
本
体

故
障

原
子
炉
補
機
冷

却
水
喪
失

遮
断
器
及
び
遮
断
器
～

ポ
ン
プ
ま
で
の
ケ
ー
ブ
ル
損
傷

6.
6k

V非
常
用

母
線
機
能
喪
失

駆
動
源
喪
失
（
Ａ
Ｃ
電
源
喪
失
）

全
交
流
動
力

電
源
喪
失

空
冷
式
非
常
用

発
電
装
置

ポ
ン
プ

本
体
故
障 原
子
炉
補
機
冷
却

水
喪
失

電
源
機
能
喪
失

・
Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使
用
）

・
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ

・
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク
リ
ー
ン

・
Ａ
内
部
ス
プ
レ
ク
ー
ラ

※
1
代
替
再
循
環
運
転
（
運
転
停
止
中
）

※
2
代
替
再
循
環
運
転
（
運
転
中
）

・
Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使
用
）

・
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ

・
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク
リ
ー
ン

・
Ａ
内
部
ス
プ
レ
ク
ー
ラ

・
Ａ
・
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
入
口
弁
（
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
側
）

：
AN

D
条
件

：
O

R条
件

：
サ
ポ
ー
ト
系

凡
例

：サ
ポ
ー
ト
系
の
回
復
操
作

に
よ
る
対
応

：フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
の
代
替

設
備
、
手
段
に
よ
る
対
応

：
電
源
系
機
能

喪
失
想
定

蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却

（
蒸
気
放
出
）

蒸
気
発
生
器
２
次
側
の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド

・
消
防
ポ
ン
プ

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ

ス
ク
リ
ー
ン
閉
塞

・
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
・
海
水
ポ
ン
プ
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表 85－４ 添付－１（４） 

設置変更許可申請書 添付十追補（機能喪失原因対策分析） 

 

 

第
1.
4.
3
図
 
機
能
喪
失
原
因
対
策
分
析
 （
炉
心
注
水
：
サ
ポ
ー
ト
系
機
能
喪
失
）
 

安
全
注
入
設
備
に
よ
る
原
子
炉
の
冷
却
機
能
喪
失

充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ

Ａ
系
機
能
喪
失

充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ

Ｂ
系
機
能
喪
失

充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ

Ｃ
系
機
能
喪
失

余
熱
除
去
ポ
ン
プ

Ａ
系
機
能
喪
失

余
熱
除
去
ポ
ン
プ

Ｂ
系
機
能
喪
失

復
水
タ
ン
ク

燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク

機
能
喪
失

主
配
管
及
び
ポ
ン
プ

機
能
喪
失

配
管
機
能
喪
失

※
1

遮
断
器
及
び
遮
断
器
～

ポ
ン
プ
ま
で
の
ケ
ー
ブ
ル
損
傷

6.
6k

V非
常
用

母
線
機
能
喪
失

駆
動
源
喪
失
（
Ａ
Ｃ
電
源
喪
失
）

全
交
流
動
力

電
源
喪
失

空
冷
式
非
常
用

発
電
装
置

ポ
ン
プ
本
体
故
障

原
子
炉
補
機
冷
却

水
喪
失

電
源
機
能
喪
失

※
1

※
1

遮
断
器
及
び
遮
断
器
～

ポ
ン
プ
ま
で
の
ケ
ー
ブ
ル
損
傷

6.
6k

V非
常
用

母
線
機
能
喪
失

駆
動
源
喪
失
（
Ａ
Ｃ
電
源
喪
失
）

全
交
流
動
力

電
源
喪
失

空
冷
式
非
常
用

発
電
装
置

ポ
ン
プ
本
体
故
障

原
子
炉
補
機
冷
却

水
喪
失

電
源
機
能
喪
失

※
2

※
2

停
止
時
の
み

・燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
（
重
力
注
水
）・
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ

・
Ａ
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
（空
調
用
冷
水
）

・Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（自
己
冷
却
）（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使
用
）
・
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク

・電
動
消
火
ポ
ン
プ
※

5
・デ

ィ
ー
ゼ
ル
消
火
ポ
ン
プ
・Ｎ
ｏ
．
１
、
２
淡
水
タ
ン
ク
・Ａ

、
Ｂ
淡
水
タ
ン
ク
※

5

・可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
・電

源
車
（
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
用
）

・送
水
車
・燃

料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
・タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
・燃

料
油
移
送
ポ
ン
プ
・
軽
油
用
ド
ラ
ム
缶

※
3
炉
心
注
水
、
代
替
炉
心
注
水

※
4

※
3

※
4

原
子
炉
補
機
冷
却

機
能
喪
失
時
の
み

※
5
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
時
は
除
く

・恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
・
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
・燃

料
取
替
用
水
タ
ン
ク
・復
水
タ
ン
ク

・Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（自
己
冷
却
）

・
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

・可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
・燃

料
油
移
送
ポ
ン
プ

<配
管
機
能
喪
失
範
囲

>
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
出
口
弁

～
各
安
全
系
ポ
ン
プ
入
口
弁

：
AN

D
条
件

：
O

R条
件

：
サ
ポ
ー
ト
系

凡
例

：
サ
ポ
ー
ト
系
の
回
復
操
作

に
よ
る
対
応

：
フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
の
代
替

設
備
、
手
段
に
よ
る
対
応

：
電
源
系
機
能

喪
失
想
定

<配
管
機
能
喪
失
範
囲

>
Ａ
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
逆
止
弁

～
低
温
側
注
入
配
管

6.
6k

V非
常
用
母
線

余 熱 除 去 ポ ン プ

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機

①
起
動
変
圧
器

①
予
備
変
圧
器

駆
動
電
源
喪
失
（Ａ
Ｃ
電
源
）想
定
箇
所

②

③

①
外
部
電
源
喪
失

②
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
起
動
失
敗

③
6.

6k
V非
常
用
母
線
故
障

④
遮
断
器
及
び
遮
断
器
～
ポ
ン
プ
ま
で
の
ケ
ー
ブ
ル
損
傷

④

充 て ん ／ 高 圧

注 入 ポ ン プ

④
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表 85－４ 添付－１（４） 

設置変更許可申請書 添付十追補（機能喪失原因対策分析） 

 

 

第
1.
4.
4
図
 
機
能
喪
失
原
因
対
策
分
析
 （
余
熱
除
去
運
転
：
サ
ポ
ー
ト
系
機
能
喪
失
）
 

・
Ａ
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
（
空
調
用
冷
水
）

余
熱
除
去
設
備
（
再
循
環
運
転
）
に
よ
る

原
子
炉
の
冷
却
機
能
喪
失

※
3

※
2

余
熱
除
去
設
備
Ａ
（Ｂ

）
系
に

よ
る
冷
却
機
能
喪
失

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ

ス
ク
リ
ー
ン
閉
塞

余
熱
除
去
ク
ー
ラ

Ａ
（
Ｂ
）系
機
能
喪
失

余
熱
除
去
ポ
ン
プ

Ａ
（Ｂ

）
系
機
能
喪
失

格
納
容
器
再
循
環
切
替
弁

機
能
喪
失

ク
ー
ラ
本
体

故
障

原
子
炉
補
機
冷

却
水
喪
失

遮
断
器
及
び
遮
断
器
～

ポ
ン
プ
ま
で
の
ケ
ー
ブ
ル
損
傷

6.
6k

V非
常
用

母
線
機
能
喪
失

駆
動
源
喪
失
（
Ａ
Ｃ
電
源
喪
失
）

全
交
流
動
力

電
源
喪
失

空
冷
式
非
常
用

発
電
装
置

ポ
ン
プ

本
体
故
障 原
子
炉
補
機
冷
却

水
喪
失

電
源
機
能
喪
失

原
子
炉
補
機
冷
却

機
能
喪
失
時
の
み

・Ｂ
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
（海
水
冷
却
）

・Ｂ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（海
水
冷
却
）

・大
容
量
ポ
ン
プ
・
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
・
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク
リ
ー
ン

・空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
・燃

料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

・可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
・
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

（
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
と
併
用
し
、
冷
却
機
能
を
確
保
す
る
）

※
1
代
替
再
循
環
運
転

※
2
代
替
再
循
環
運
転

・
電
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

・
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

・
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

・
復
水
タ
ン
ク

・
蒸
気
発
生
器

・
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

・
蒸
気
発
生
器
補
給
用
仮
設
中
圧
ポ
ン
プ
（電
動
）

・
発
電
機
（蒸
気
発
生
器
補
給
用
仮
設
中
圧
ポ
ン
プ
用
）

・
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

・
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

※
3
蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却

（
１
次
冷
却
材
喪
失
事
象
で
は
な
い
場
合

及
び
運
転
停
止
中
）

・
主
蒸
気
逃
が
し
弁
（現
場
手
動
操
作
）

※
1

：
AN

D
条
件

：
O

R条
件

：
サ
ポ
ー
ト
系

凡
例

：
サ
ポ
ー
ト
系
の
回
復
操
作

に
よ
る
対
応

：
フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
の
代
替

設
備
、
手
段
に
よ
る
対
応

：
電
源
系
機
能

喪
失
想
定

蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却

（
蒸
気
放
出
）

蒸
気
発
生
器
２
次
側
の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド

・
消
防
ポ
ン
プ
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表 85－４ 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

 

5.6 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

5.6.2 設計方針 

5.6.2.3 容量等 

基本方針については、「1.1.8.2 容量等」に示す。 

余熱除去ポンプ及び充てん／高圧注入ポンプの故障等により炉心注水機能が喪

失した場合における代替炉心注水として使用するＡ、Ｂ内部スプレポンプは、設計

基準事故時の格納容器スプレイ注水機能と兼用しており、設計基準事故時に使用す

る場合のスプレイ流量が、炉心崩壊熱により加熱された１次冷却系を冷却するため

に必要な炉心注水流量に対して十分であることを確認しているため、設計基準事故

対処設備と同仕様で設計する。 

余熱除去設備の再循環運転による炉心冷却機能が喪失した場合における代替再

循環運転として使用するＡ、Ｂ内部スプレポンプ及びＡ内部スプレクーラは、設計

基準事故時の格納容器スプレイ再循環運転と兼用しており、設計基準事故時に使用

する場合のスプレイ流量が、炉心崩壊熱により加熱された１次冷却系を冷却するた

めに必要な炉心注水流量に対して十分であることを確認しているため、設計基準事

故対処設備と同仕様で設計する。 

原子炉格納容器水張り（格納容器スプレイ）により残存溶融デブリを冷却するた

めに使用する内部スプレポンプは、設計基準事故時の格納容器スプレイ注水機能と

兼用しており、設計基準事故時に使用するスプレイ流量が、炉心が溶融した場合の

残存溶融デブリを冷却するために必要な注水流量に対して十分であることを確認

しているため、設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

原子炉格納容器の破損を防止するための代替炉心注水として使用するＡ、Ｂ内

部スプレポンプは、設計基準事故時の格納容器スプレイ注水機能と兼用しており、

設計基準事故時に使用する場合のスプレイ流量が、炉心崩壊熱により加圧された原

子炉格納容器の破損を防止するために必要な炉心注水流量に対して十分であるこ

とを確認しているため、設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

代替炉心注水及び炉心注水として使用する燃料取替用水タンクは、設計基準事

故時の非常用炉心冷却設備の水源と兼用しており、設計基準事故時に使用する場合

のタンク容量が、崩壊熱により加熱された１次冷却系を冷却するために必要なタン

所要数、必要容量 
関連個所を下線にて示す。 
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ク容量に対して十分であることを確認しているため、設計基準事故対処設備と同仕

様で設計する。 

格納容器スプレイ注水及び代替格納容器スプレイとして使用する燃料取替用水

タンクは、設計基準事故時の非常用炉心冷却設備の水源と兼用しており、設計基準

事故時に使用する場合のタンク容量が、炉心崩壊熱により加圧された原子炉格納容

器の破損を防止するために必要なタンク容量に対して十分であることを確認して

いるため、設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

余熱除去ポンプ及び充てん／高圧注入ポンプの故障等により炉心注水機能が喪

失した場合における代替炉心注水として使用する恒設代替低圧注水ポンプは、炉心

崩壊熱により加熱された１次冷却系を冷却するために必要な炉心注水流量に対し

て十分であることを確認した容量を有する設計とする。 

残存溶融デブリを冷却するために代替格納容器スプレイとして使用する恒設代

替低圧注水ポンプは、炉心の著しい損傷、溶融が発生した場合に原子炉容器の残存

溶融デブリを冷却するために必要な注水流量に対して十分であることを確認した

容量を有する設計とする。 

残存溶融デブリを冷却するために代替格納容器スプレイとして使用する原子炉

下部キャビティ注水ポンプは、炉心の著しい損傷、溶融が発生した場合に原子炉容

器の残存溶融デブリを冷却するために必要な注水流量に対して十分であることを

確認した容量を有する設計とする。 

原子炉格納容器の破損を防止するために代替炉心注水として使用する恒設代替

低圧注水ポンプは、炉心崩壊熱により加圧された原子炉格納容器の破損を防止する

ために必要な炉心注水流量に対して十分であることを確認した容量を有する設計

とする。 

代替炉心注水として使用する復水タンクは、炉心注水のための注水量に対し、可

搬式代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水に切り替えるまでの間、十分な容量を

有する設計とする。 

代替格納容器スプレイとして使用する復水タンクは、格納容器注水のための注

水量に対し、海水を補給するまでの間、水源を確保できる十分な容量を有する設計

とする。 
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蒸気発生器２次側での炉心冷却として使用する復水タンクは、蒸気発生器への

注水量に対し、海水を補給するまでの間、水源を確保できる十分な容量を有する設

計とする。 

可搬式代替低圧注水ポンプは、重大事故等時において、代替炉心注水として炉心

冷却に必要な流量を確保できる容量を有するものを1セット1台使用する。保有数

は、2セット2台、保守点検内容は目視点検等であり、保守点検中でも使用可能で

あるため、保守点検用は考慮せずに、故障時のバックアップ用として1台の合計 3

台を分散して保管する設計とする。 

電源車（可搬式代替低圧注水ポンプ用）は、可搬式代替低圧注水ポンプを駆動す

るために必要な容量を有するものを 1セット 1台使用する。保有数は、2セット 2

台、保守点検内容は目視点検等であり、保守点検中でも使用可能であるため、保守

点検用は考慮せずに、故障時のバックアップ用として1台の合計3台を分散して保

管する設計とする。 

送水車は、重大事故等時において、原子炉への注水量及び復水タンクへの補給量

に対し、海水を補給することにより水源を確保できる容量を有するものを1セット

1台使用する。保有数は、2セット 2台、保守点検内容は目視点検等であり、保守

点検中でも使用可能であるため、保守点検用は考慮せずに、故障時のバックアップ

用として1台の合計3台を分散して保管する設計とする。 

代替再循環運転として使用する格納容器再循環サンプ及び格納容器再循環サン

プスクリーンは、設計基準事故時の水源として原子炉格納容器内に溜まった水を各

ポンプへ供給する槽及びろ過装置としての機能と兼用しており、設計基準事故時に

使用する場合の容量等の仕様が、再循環運転時の水源として、必要な容量等の仕様

に対して十分であることを確認しているため、設計基準事故対処設備と同仕様で設

計する。 

原子炉を冷却するための炉心注水として使用する充てん／高圧注入ポンプは、

設計基準事故時の高圧注入系としてほう酸水を１次冷却系に注水する機能と兼用

しており、設計基準事故時に使用する場合の注水流量が、炉心崩壊熱により加熱さ

れた１次冷却系を冷却するために必要な注水流量に対して十分であることを確認

しているため、設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 
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原子炉を冷却するための炉心注水として使用する充てん／高圧注入ポンプは、

設計基準事故時の化学体積制御系としてほう酸水を１次冷却系に注水する機能と

兼用しており、設計基準事故時に使用する場合の注水流量が、炉心崩壊熱により加

熱された１次冷却系を冷却するために必要な注水流量に対して十分であることを

確認しているため、設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

原子炉を冷却するための炉心注水及び代替炉心注水として使用するアキュムレ

ータは、設計基準事故時のほう酸水を１次冷却系に注水する機能と兼用しており、

設計基準事故時に使用する場合の注水流量が、炉心崩壊熱により加熱された１次冷

却系を冷却するために必要な注水流量に対して十分であることを確認しているた

め、設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合の高圧代替再循環

運転として使用するＢ充てん／高圧注入ポンプは、設計基準事故時の非常用炉心冷

却設備として原子炉格納容器に溜まった水を１次冷却系に注水する設備と兼用し

ており、設計基準事故時に使用する場合の注水流量が、炉心崩壊熱により加熱され

た１次冷却系を冷却するために必要な注水流量に対して十分であることを確認し

ているため、設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

原子炉格納容器の破損を防止するための炉心注水として使用する充てん／高圧

注入ポンプは、設計基準事故時の高圧注入系としてほう酸水を１次冷却系に注水す

る機能と兼用しており、設計基準事故時に使用する場合の注水流量が、炉心崩壊熱

により加圧された原子炉格納容器の破損を防止するために必要な注水流量に対し

て十分であることを確認しているため、設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

原子炉格納容器の破損を防止するための炉心注水として使用する充てん／高圧

注入ポンプは、設計基準事故時の化学体積制御系としてほう酸水を１次冷却系に注

水する設備と兼用しており、設計基準事故時に使用する場合の注水流量が、炉心崩

壊熱により加圧された原子炉格納容器の破損を防止するために必要な注水流量に

対して十分であることを確認しているため、設計基準事故対処設備と同仕様で設計

する。 

全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合の低圧代替再循環

運転として使用するＢ余熱除去ポンプは、設計基準事故時の非常用炉心冷却設備と

して原子炉格納容器に溜まった水を１次冷却系に注水する設備と兼用しており、設
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計基準事故時に使用する場合の注水流量が、炉心崩壊熱により加熱された１次冷却

系を冷却するために必要な注水流量に対して十分であることを確認しているため、

設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

原子炉格納容器の破損を防止するための炉心注水として使用する余熱除去ポン

プは、設計基準事故時の低圧注入系として１次冷却系にほう酸水を注水する設備と

兼用しており、設計基準事故時に使用する場合の注水流量が、炉心崩壊熱により加

圧された原子炉格納容器の破損を防止するために必要な注水流量に対して十分で

あることを確認しているため、設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

大容量ポンプは、重大事故等時において代替補機冷却として使用し、必要な容量

を有するものを1セット1台使用する。保有数は、2セット2台、保守点検内容は

目視点検等であり、保守点検中でも使用可能であるため、保守点検用は考慮せずに、

故障時のバックアップ用として1台の合計3台を分散して保管する設計とする。 

蒸気発生器２次側による炉心冷却として使用する電動補助給水ポンプ、タービ

ン動補助給水ポンプ、主蒸気逃がし弁及び蒸気発生器は、設計基準事故時の蒸気発

生器２次側による冷却機能と兼用しており、設計基準事故時に使用する場合の補助

給水流量及び蒸気流量が、炉心崩壊熱により加熱された１次冷却系を冷却するため

に必要な補助給水流量及び蒸気流量に対して十分であることを確認しているため、

設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 
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第5.6.1表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（常

設）の設備仕様 

 

(1) 内部スプレポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・格納容器スプレ設備 

・火災防護設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 たて置うず巻式 

台 数 4 

（代替炉心注水時及び代替再循環運転時Ａ、Ｂ号

機使用） 

容 量 約   m3/h（1台当たり） 

最 高 使用 圧 力 2.1MPa[gage] 

最 高 使用 温 度 150℃ 

揚 程 約   m 

本 体 材 料 ステンレス鋼  

 

  

設備仕様 
関連個所を下線にて示す。 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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(2) 燃料取替用水タンク 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用炉心冷却設備 

・格納容器スプレ設備 

・火災防護設備 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 たて置円筒型 

基 数 1 

容 量 約1,720m3 

最 高 使用 圧 力 大気圧 

最 高 使用 温 度 95℃ 

ほ う 素 濃 度 2,600ppm以上 

材 料 ステンレス鋼 

設 置 高 さ E.L.＋17.6m 

距 離 約60m（炉心より） 
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(3) 恒設代替低圧注水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 うず巻式 

台 数 1 

容 量 約   m3/h 

揚 程 約   m 

本 体 材 料 ステンレス鋼 

 

(4) 原子炉下部キャビティ注水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 うず巻式 

台 数 1 

容 量 約   m3/h 

揚 程 約   m 

本 体 材 料 ステンレス鋼 

 

  

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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(5) 復水タンク 

兼用する設備は以下のとおり。 

・補給水設備 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 たて置円筒型 

基 数 1 

容 量 約700m3 

材 料 低炭素鋼 

設 置 高 さ E.L.＋17.6m 

距 離 約60m（炉心より） 
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(6) 格納容器再循環サンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用炉心冷却設備 

・格納容器スプレ設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 プール形 

基 数 2 

材 料 鉄筋コンクリート 

 

(7) 格納容器再循環サンプスクリーン 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用炉心冷却設備 

・格納容器スプレ設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

種 類 ディスク型 

個 数 2 

容 量 約1,698m3/h（1個当たり） 

最 高 使用 温 度 122℃ 

材 料 ステンレス鋼 
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設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

 

(8) 内部スプレクーラ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・格納容器スプレ設備 

・火災防護設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 横置Ｕ字管式 

基 数 2（代替炉心注水時及び代替再循環運転時 

Ａ号機使用） 

伝 熱 容 量 約17MW（1基当たり） 

最 高 使用 圧 力   

管 側 2.1MPa[gage] 

胴 側 0.98MPa[gage] 

最 高 使用 温 度   

管 側 150℃ 

胴 側 95℃ 

材 料   

管 側 ステンレス鋼 

胴 側 炭素鋼 

 

(9) Ａ・Ｂ内部スプレポンプ入口弁（格納容器再循環サンプ側） 

型 式 電気作動式 

個 数 1 

最 高 使用 圧 力 2.1MPa[gage] 

最 高 使用 温 度 150℃ 

材 料 ステンレス鋼 
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表 85－４ 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

 

(10) 充てん／高圧注入ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用炉心冷却設備 

・化学・体積制御設備 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 うず巻式  

台 数 3（代替炉心注水時Ｃ号機使用、代替再循環運転時

Ｂ号機使用） 

容 量 約   m3/h（1台当たり）（最大充てん時） 

約   m3/h（1台当たり）（安全注入時及 

び再循環運転時） 

最 高 使用 圧 力 18.8MPa[gage] 

最 高 使用 温 度 150℃ 

揚 程 約    m（最大充てん時） 

   約   m（安全注入時及び再循環運転 

時） 

本 体 材 料 ステンレス鋼 

 

  

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－４ 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

 

(11) ほう酸注入タンク 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用炉心冷却設備 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 たて置円筒型 

基 数 1 

容 量 約3.4m3 

最 高 使用 圧 力 18.8MPa[gage] 

最 高 使用 温 度 150℃ 

ほ う 素 濃 度 20,000ppm以上 

材 料 炭素鋼（ステンレス鋼内張り） 

ヒ ー タ 基 数 2 

ヒ ー タ 型 式 電気ヒータ 

ヒ ー タ 容 量 約5kW（1基当たり） 
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表 85－４ 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

 

(12) 抽出水再生クーラ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・化学・体積制御設備 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 多胴横置Ｕ字管式 

基 数 1 

伝 熱 容 量 約2.4MW 

最 高 使用 圧 力   

管 側 18.8MPa[gage] 

胴 側 17.16MPa[gage] 

最 高 使用 温 度   

管 側 343℃ 

胴 側 343℃ 

材 料   

管 側 ステンレス鋼 

胴 側 ステンレス鋼 
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表 85－４ 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

 

(13) 余熱除去ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用炉心冷却設備 

・余熱除去設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 うず巻式 

台 数 2（代替再循環運転時Ｂ号機使用） 

容 量 約   m3/h（1台当たり） 

（安全注入時及び再循環運転時） 

最 高 使用 圧 力 4.1MPa[gage] 

最 高 使用 温 度 200℃ 

揚 程 約  m（安全注入時及び再循環運転時） 

本 体 材 料 ステンレス鋼 

 

  

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－４ 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

 

(14) 余熱除去クーラ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用炉心冷却設備 

・余熱除去設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 横置Ｕ字管式 

基 数 2（代替再循環運転時Ｂ号機使用） 

伝 熱 容 量 約7.8MW（1基当たり） 

最 高 使用 圧 力   

管 側 4.1MPa[gage] 

胴 側 0.98MPa[gage] 

最 高 使用 温 度   

管 側 200℃ 

胴 側 95℃ 

材 料   

管 側 ステンレス鋼 

胴 側 炭素鋼 
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表 85－４ 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

 

(15) 海水ストレーナ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 たて置円筒型 

基 数 2（代替補機冷却時Ａ１、Ａ２号機使用） 

最 高 使用 圧 力 1.2MPa[gage] 

最 高 使用 温 度 40℃ 

材 料 炭素鋼 

 

(16) 電動補助給水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・補助給水ポンプ 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

型 式 うず巻式 

台 数 2 

容 量 約  m3/h（1台当たり） 

揚 程 約   m 

本 体 材 料 合金鋼 

 

  

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－４ 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

 

(17) タービン動補助給水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・補助給水ポンプ 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 うず巻式 

台 数 1 

容 量 約   m3/h 

揚 程 約   m 

本 体 材 料 合金鋼 

 

(18) 主蒸気逃がし弁 

兼用する設備は以下のとおり。 

・主蒸気系統 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

型 式 空気作動式 

個 数 3 

口 径 6B 

容 量 約170t/h（1個当たり） 

最 高 使用 圧 力 7.48MPa[gage] 

最 高 使用 温 度 291℃ 

本 体 材 料 炭素鋼 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－４ 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

 

(19) 蒸気発生器 

兼用する設備は以下のとおり。 

・１次冷却設備 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

型 式 たて置Ｕ字管式熱交換器型 

基 数 3 

胴側最高使用圧力 7.48MPa[gage] 

管側最高使用圧力 17.16MPa[gage] 

１次冷却材流量 約15.0×103t/h（１基当たり） 

主蒸気運転圧力（定格出力時） 約6.03MPa[gage] 

主蒸気運転温度（定格出力時） 約277℃ 

蒸気発生量（定格出力時） 約1.60×103t/h（１基当たり） 

出 口 蒸気 湿 分 0.25wt%以下 

伝 熱 面 積 

（Ａ号機） 約5,050m2 

（Ｂ号機） 約5,055m2 

（Ｃ号機） 約5,055m2 

伝 熱 管 本 数  

（Ａ号機） 3,379本 

（Ｂ号機） 3,382本 

（Ｃ号機） 3,382本 

伝 熱 管 内 径 約20mm 

伝 熱 管 厚 さ 約1.3mm 

胴部外径（上部） 約4.5m 

胴部外径（下部） 約3.4m 

全 高 約21m 
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表 85－４ 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

 

材 料 

本 体 低合金鋼 

伝 熱 管 ニッケル・クロム・鉄合金 

管板肉盛り ニッケル・クロム・鉄合金 

水室肉盛り ステンレス鋼 

 

(20) 主蒸気管 

兼用する設備は以下のとおり。 

・主蒸気系統 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

管 内 径 約700mm 

管 厚 約33mm 

最 高 使用 圧 力 7.48MPa[gage] 

最 高 使用 温 度 291℃ 

材 料 炭素鋼 
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表 85－４ 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

 

(21) アキュムレータ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用炉心冷却設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

型 式 たて置円筒型 

基 数 3 

容 量 約41m3（1基当たり） 

最 高 使用 圧 力 4.9MPa[gage] 

最 高 使用 温 度 150℃ 

加 圧 ガス 圧 力 約4.4MPa[gage] 

ほ う 素 濃 度 2,600ppm以上  

材 料 炭素鋼（ステンレス鋼内張り） 
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表 85－４ 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

 

第5.6.2表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（可

搬型）の設備仕様 

 

(1) 可搬式代替低圧注水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 うず巻式 

台 数 2（予備1） 

容 量 約   m3/h（1台当たり） 

揚 程 約   m 

 

(2) 電源車（可搬式代替低圧注水ポンプ用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

台 数 2（予備1） 

容 量 約610kVA（1台当たり） 

 

  

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－４ 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

 

(3) 送水車 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

・発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 高圧２段バランスタービンポンプ 

台 数 2（予備1） 

容 量 約   m3/h（1台当たり） 

吐 出 圧 力 約   MPa[gage] 

 

(4) 大容量ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 うず巻式 

台 数 2（予備1） 

容 量 約    m3/h（1台当たり） 

吐 出 圧 力 約   MPa[gage] 

 

 

 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－４ 添付－２（２）

設置変更許可申請書 添付十（有効性評価）
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失
 

原
子
炉
補
機
冷
却
機
能
喪
失
 

非
常
用
所
内
交
流
電
源
が
喪
失
し
、
原
子
炉
補
機
冷
却
機
能
が
喪
失
す
る
も
の
と
し
て
設

定
。
 

外
部
電
源
 

外
部
電
源
な
し
 

起
因
事
象
と
し
て
、
外
部
電
源
が
喪
失
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
 

重 大 事 故 等 対 策 に 

関 連 す る 機 器 条 件 

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
保
持
圧
力
 

1.
0M
Pa
［
ga
ge
］
 

（
最
低
保
持
圧
力
）
 

最
低
の
保
持
圧
力
を
設
定
。
 

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
保
有
水
量
 

29
.0
m3
（
1
基
当
た
り
）
 

（
最
低
保
有
水
量
）
 

最
低
の
保
有
水
量
を
設
定
。
 

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
の
 

原
子
炉
へ
の
注
水
流
量
 

20
m3
/h
 

原
子
炉
停
止

72
時
間
後
を
事
象
開
始
と
し
て
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
の
起
動
時
間

91

分
時
点
に
お
け
る
崩
壊
熱
に
よ
る
蒸
散
量
約

19
.7
m3
/h
を
上
回
る
値
と
し
て
設
定
。
 

重 大 事 故 等 対 策 に 

関 連 す る 操 作 条 件 

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
  

炉
心
注
水
操
作
（
＊
）
 

1
基
目
：
事
象
発
生
の

60
分
後
 

2
基
目
：
事
象
発
生
の

90
分
後
 

運
転
員
等
操
作
時
間
と
し
て
、
事
象
発
生
の
検
知
及
び
判
断
並
び
に
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
に
よ

る
炉
心
注
水
操
作
に

1
基
目
は
計

60
分
、
2
基
目
は

90
分
を
想
定
し
て
設
定
。
 

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
 

起
動
 

2
基
目
の
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
の
 

炉
心
注
水
完
了
後
 

（
事
象
発
生
の

91
分
後
）
 

運
転
員
等
操
作
時
間
と
し
て
、
事
象
発
生
の
検
知
及
び
判
断
、
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
の

準
備
並
び
に
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
炉
心
注
水
操
作
に
要
す
る
時
間
を
上
回
る

時
間
、
か
つ
、
2
基
目
の
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
の
注
水
後
の
時
間
と
し
て
設
定
。
 

＊
：
定
期
検
査
中
の
保
修
対
象
と
な
る
場
合
を
考
慮
し
、
全

3
基
の
う
ち

1
基
に
は
期
待
し
な
い
。
 

 
 

蓄
圧
注
入
系
所
要
数
の
説
明
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表 85－４ 添付－２（２）

設置変更許可申請書 添付十（有効性評価）

 

第
7.
4.
1.
2
表
 
「
崩
壊
熱
除
去
機
能
喪
失
（
余
熱
除
去
系
の
故
障
に
よ
る
停
止
時
冷
却
機
能
喪
失
）
」
の
主
要
解
析
条
件
 

（
燃
料
取
出
前
の
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
中
に
余
熱
除
去
機
能
が
喪
失
す
る
事
故
）
(2
/2
) 

項
目
 

主
要
解
析
条
件
 

条
件
設
定
の
考
え
方
 

事 故 条 件 

起
因
事
象
 

運
転
中
の
余
熱
除
去
機
能
喪
失
 

余
熱
除
去
ポ
ン
プ

1
台
で
の
浄
化
運
転
中
に
、
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
の
故
障
等
に
よ
り
、
運

転
中
の
余
熱
除
去
系
が
機
能
喪
失
す
る
も
の
と
し
て
設
定
。
 

安
全
機
能
の
喪
失
に
対
す
る
仮
定
 

待
機
中
の
余
熱
除
去
機
能
喪
失
 

充
て
ん
／
高
圧
注
入
機
能
喪
失
 

運
転
中
の
余
熱
除
去
系
の
機
能
喪
失
後
に
待
機
中
の
余
熱
除
去
系
が
機
能
喪
失
す
る
も
の

と
し
て
設
定
。
ま
た
、
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
及
び
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
の
有
効
性
を

確
認
す
る
た
め
、
充
て
ん
／
高
圧
注
入
系
が
機
能
喪
失
す
る
も
の
と
し
て
設
定
。
 

外
部
電
源
 

外
部
電
源
な
し
 

外
部
電
源
が
な
い
場
合
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
よ
り
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ァ
ン
の
運
転

が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
外
部
電
源
が
あ
る
場
合
と
事
象
進
展
は
同
等
と
な
る
も
の

の
、
資
源
の
観
点
か
ら
厳
し
く
な
る
外
部
電
源
が
な
い
場
合
を
設
定
。
 

重 大 事 故 等 対 策 に 

関 連 す る 機 器 条 件 

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
保
持
圧
力
 

1.
0M
Pa
[g
ag
e]
 

（
最
低
保
持
圧
力
）
 

最
低
の
保
持
圧
力
を
設
定
。
 

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
保
有
水
量
 

29
.0
m3
（
1
基
当
た
り
）
 

（
最
低
保
有
水
量
）
 

最
低
の
保
有
水
量
を
設
定
。
 

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
の
 

原
子
炉
へ
の
注
水
流
量
 

20
m3
/h
 

原
子
炉
停
止
後

72
時
間
後
を
事
象
開
始
と
し
て
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
の
起
動
時
間

91
分
時
点
に
お
け
る
崩
壊
熱
に
よ
る
蒸
散
量
約

19
.7
m3
/h
を
上
回
る
値
と
し
て
設
定
。
 

重 大 事 故 等 対 策 に 

関 連 す る 操 作 条 件 

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
 

炉
心
注
水
操
作

(＊
)  

1
基
目
：
事
象
発
生
の

60
分
後
 

2
基
目
：
事
象
発
生
の

90
分
後
 

運
転
員
等
操
作
時
間
と
し
て
、
事
象
発
生
の
検
知
及
び
判
断
並
び
に
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
に

よ
る
炉
心
注
水
操
作
に

1
基
目
は
計

60
分
、
2
基
目
は

90
分
を
想
定
し
て
設
定
。
 

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
起
動
 

2
基
目
の
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
の
 

炉
心
注
水
完
了
後
 

（
事
象
発
生
の

91
分
後
）
 

運
転
員
等
操
作
時
間
と
し
て
、
事
象
発
生
の
検
知
及
び
判
断
、
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

の
準
備
並
び
に
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
炉
心
注
水
操
作
に
要
す
る
時
間
を
上

回
る
時
間
、
か
つ
、
2
基
目
の
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
の
注
水
後
の
時
間
と
し
て
設
定
。
 

＊
：
定
期
検
査
中
の
保
修
対
象
と
な
る
場
合
を
考
慮
し
、
全

3
基
の
う
ち

1
基
に
は
期
待
し
な
い
。
 

 
 

蓄
圧
注
入
系
所
要
数
の
説
明
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表 85－４ 添付－２（２）

設置変更許可申請書 添付十（有効性評価）

  

第
7.
1.
2.
1
表
 
「
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
」
に
お
け
る
重
大
事
故
等
対
策
に
つ
い
て
(4
/7
) 

判
断
及
び
操
作
 

手
順
 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

常
設
設
備
 

可
搬
設
備
 

計
装
設
備
 

j.
 
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
系
及
び
中
央
制
御

室
非
常
用
循
環
系
の
起
動
 

 

・
ア
ニ
ュ
ラ
ス
部
の
水
素
滞
留
防
止
及
び
被
ば
く
低
減
対
策
と
し
て
、
現
場
で
ア
ニ
ュ

ラ
ス
循
環
系
ダ
ン
パ
の
代
替
空
気
供
給
（
窒
素
ボ
ン
ベ
接
続
）
を
行
い
、
ア
ニ
ュ
ラ

ス
循
環
フ
ァ
ン
を
起
動
す
る
。
 

・
中
央
制
御
室
の
作
業
環
境
確
保
の
た
め
、
現
場
で
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
ダ
ン

パ
の
開
処
置
を
行
い
、
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
を
起
動
す
る
。
 

ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ァ
ン
 

ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ィ
ル
タ
ユ

ニ
ッ
ト
 

制
御
建
屋
送
気
フ
ァ
ン
 

制
御
建
屋
循
環
フ
ァ
ン
 

中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
フ
ァ

ン
 

中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
フ
ィ

ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
 

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
 

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
 

窒
素
ボ
ン
ベ
（
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循

環
系
ダ
ン
パ
作
動
用
）
 

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
 

－
 

k.
 
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
出
口
電
動
弁
閉
操

作
 

  

・
冷
却
材
圧
力
（
広
域
）
計
指
示
が

1.
7M
Pa
[g
ag
e]
（
１
次
冷
却
材
高
温
側
広
域
温

度
計
指
示

20
8℃
）
に
な
れ
ば
、
そ
の
状
態
を
維
持
し
、
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

に
よ
り
電
源
が
供
給
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
、
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
出
口
電
動
弁
を

閉
操
作
す
る
。
 

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
出
口
電
動
弁
 

 

－
 

冷
却
材
圧
力
（
広
域
）
 

１
次
冷
却
材
高
温
側
広
域
 

温
度
 

１
次
冷
却
材
低
温
側
広
域
 

温
度
 

【
 
】
は
有
効
性
評
価
上
期
待
し
な
い
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

 
 

保
安
規
定
の

LC
O
を
考
慮
す
る
「
出
口
弁
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」
は
、

有
効
性
評
価
に
お
け
る
他
シ
ー
ケ
ン
ス
に
お
い
て
も
同
様
。
 

蓄
圧
注
入
系

LC
O
の
説
明
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表 85－４ 添付－２（２）

設置変更許可申請書 添付十（有効性評価）

  

第
7.
4.
2.
1
表
 
「
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
」
に
お
け
る
重
大
事
故
等
対
策
に
つ
い
て
(2
/4
) 

判
断
及
び
操
作
 

手
順
 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

常
設
設
備
 

可
搬
設
備
 

計
装
設
備
 

f.
 原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
操
作
 

・
放
射
性
物
質
を
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
閉
じ
込
め
る
た
め
、
電
源
回
復
後
、
原
子
炉

格
納
容
器
隔
離
を
行
う
。
 

－
 

－
 

－
 

g.
 
炉
心
注
水
及
び
１
次
冷
却
系
保
有
水

確
保
操
作
 

 

・
炉
心
水
位
を
回
復
さ
せ
る
た
め
、
原
子
炉
格
納
容
器
か
ら
の
退
避
完
了
及
び
格
納
容

器
エ
ア
ロ
ッ
ク
の
閉
止
を
確
認
後
、
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
出
口
電
動
弁
を
開
操
作
し

炉
心
注
水
を
実
施
す
る
。
以
降
、
炉
心
水
位
の
低
下
を
継
続
監
視
し
、
2
基
目
の
ア

キ
ュ
ム
レ
ー
タ
出
口
電
動
弁
を
開
操
作
す
る
。
 

・
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
の
準
備
が
で
き
れ
ば
代
替
炉
心
注
水
を
開
始
し
、
１
次

冷
却
系
保
有
水
量
を
維
持
す
る
と
と
も
に
、
加
圧
器
安
全
弁
（
3
個
取
外
し
中
）
か

ら
の
蒸
散
に
よ
り
崩
壊
熱
を
除
去
す
る
。
 

・
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
が
行
え
な
い
場
合
、
Ｃ
充
て
ん

／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
を
行
う
。
 

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
 

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
出
口
電
動
弁
 

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
 

燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
 

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
 

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
 

【
Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ

（
自
己
冷
却
）】

 

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
 

加
圧
器
水
位
 

冷
却
材
圧
力
（
広
域
）
 

１
次
冷
却
材
高
温
側
広
域
 

温
度
 

１
次
冷
却
材
低
温
側
広
域
 

温
度
 

燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位
 

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
出
口
流

量
積
算
 

h.
 
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
系
及
び
中
央
制
御

室
非
常
用
循
環
系
の
起
動
 

・
格
納
容
器
圧
力
計
指
示
が
上
昇
し

21
.1
kP
a[
ga
ge
]と
な
れ
ば
、
ア
ニ
ュ
ラ
ス
部
の

水
素
滞
留
防
止
及
び
被
ば
く
低
減
対
策
の
た
め
、
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ァ
ン
を
起

動
す
る
。
 

・
中
央
制
御
室
の
作
業
環
境
確
保
の
た
め
、
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
を
起
動
す

る
。
 

ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ァ
ン
 

ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ

ッ
ト
 

制
御
建
屋
送
気
フ
ァ
ン
 

制
御
建
屋
循
環
フ
ァ
ン
 

中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
フ
ァ
ン
 

中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
フ
ィ

ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
 

窒
素
ボ
ン
ベ
(ア
ニ
ュ
ラ
ス

循
環
系
ダ
ン
パ
作
動
用
) 

格
納
容
器
圧
力
 

【
 
】
は
有
効
性
評
価
上
期
待
し
な
い
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

 
 

蓄
圧
注
入
系

LC
O
の
説
明
 

保
安
規
定
の

LC
O
を
考
慮
す
る
「
出
口
弁
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」
は
、

有
効
性
評
価
に
お
け
る
他
シ
ー
ケ
ン
ス
に
お
い
て
も
同
様
。
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表 85－４ 添付－２（２）

設置変更許可申請書 添付十（有効性評価）

 

第
7.
1.
2.
2
表
 
「
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
」
の
主
要
解
析
条
件
 

（
外
部
電
源
喪
失
＋
非
常
用
所
内
交
流
電
源
喪
失
＋
原
子
炉
補
機
冷
却
機
能
喪
失
＋
Ｒ
Ｃ
Ｐ
シ
ー
ル
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
）
(2
/3
) 

項
目
 

主
要
解
析
条
件
 

条
件
設
定
の
考
え
方
 

事 故 条 件 

起
因
事
象
 

外
部
電
源
喪
失
 

外
部
電
源
喪
失
が
発
生
す
る
も
の
と
し
て
設
定
。
 

安
全
機
能
の
喪
失
 

に
対
す
る
仮
定
 

非
常
用
所
内
交
流
電
源
喪
失
 

原
子
炉
補
機
冷
却
機
能
喪
失
 

非
常
用
所
内
交
流
電
源
が
喪
失
し
、
原
子
炉
補
機
冷
却
機
能
が
喪
失
す
る
も
の
と
し

て
設
定
。
 

外
部
電
源
 

外
部
電
源
な
し
 

起
因
事
象
と
し
て
、
外
部
電
源
が
喪
失
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
 

Ｒ
Ｃ
Ｐ
シ
ー
ル
部
か
ら
の
 

漏
え
い
率
（
初
期
）
 

定
格
圧
力
に
お
い
て
 

約
10
9m

3 /
h（

48
0g
pm
）（

1
台
当
た
り
）
相
当
と
な
る
口
径
 

約
1.
6c
m（
約

0.
6
イ
ン
チ
）（

1
台
当
た
り
）
 

（
事
象
発
生
時
か
ら
の
漏
え
い
を
想
定
）
 

WC
AP
-1
56
03
に
お
け
る
最
大
の
漏
え
い
率
の
値
と
し
て
設
定
。
 

重 大 事 故 等 対 策 に 関 連 す る 機 器 条 件 

原
子
炉
ト
リ
ッ
プ
信
号
 

１
次
冷
却
材
ポ
ン
プ
電
源
電
圧
低
 

（
定
格
値
の

65
%、
応
答
時
間

1.
2
秒
）
 

ト
リ
ッ
プ
設
定
値
に
計
装
誤
差
を
考
慮
し
た
低
い
値
と
し
て
、
解
析
に
用
い
る
ト
リ

ッ
プ
限
界
値
を
設
定
。
検
出
遅
れ
や
信
号
発
信
遅
れ
時
間
等
を
考
慮
し
て
、
応
答
時

間
を
設
定
。
 

タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
 

ポ
ン
プ
 

事
象
発
生
の

60
秒
後
に
注
水
開
始
 

タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
の
作
動
時
間
は
、
信
号
遅
れ
と
ポ
ン
プ
の
定
速
達
成

時
間
に
余
裕
を
考
慮
し
て
設
定
。
 

75
m3
/h
（
蒸
気
発
生
器

3
基
合
計
）
 

タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

1
台
運
転
時
に
、
3
基
の
蒸
気
発
生
器
へ
注
水
さ
れ

る
流
量
か
ら
設
定
。
 

主
蒸
気
逃
が
し
弁
容
量
 

定
格
ル
ー
プ
流
量
（
ル
ー
プ
当
た
り
）
の

10
%（

1
個
当
た
り
）
 

定
格
運
転
時
に
お
い
て
、
設
計
値
と
し
て
各
ル
ー
プ
に
設
置
し
て
い
る
主
蒸
気
逃
が

し
弁

1
個
当
た
り
定
格
主
蒸
気
流
量
（
ル
ー
プ
当
た
り
）
の
約

10
%を
処
理
で
き
る

流
量
と
し
て
設
定
。
 

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
保
持
圧
力
 

4.
04
MP
a［

ga
ge
］
 

（
最
低
保
持
圧
力
）
 

炉
心
へ
の
注
水
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
遅
く
す
る
最
低
の
圧
力
と
し
て
設
定
。
 

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
保
有
水
量
 

29
.0
m3
（
1
基
当
た
り
）
 

（
最
低
保
有
水
量
）
 

最
低
の
保
有
水
量
を
設
定
。
 

恒
設
代
替
低
圧
注
水
 

ポ
ン
プ
の
原
子
炉
へ
の
 

注
水
流
量
 

30
m3
/h
 

想
定
す
る
流
出
流
量
に
対
し
て
、
１
次
冷
却
材
圧
力

0.
7M
Pa
[g
ag
e]
到
達
時
点
で
炉

心
注
水
を
開
始
す
る
こ
と
に
よ
り
、
炉
心
損
傷
防
止
が
可
能
な
流
量
と
し
て
設
定
。
 

 
 

保
安
規
定
の

LC
O
を
考
慮
す
る
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
保
持
圧
力

4.
04
MP
a
及
び
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
保
有
水
量
（
最
低
保
有
水
量
）

29
.0
m3
は
、
有
効
性
評
価
に
お
け
る
他
シ
ー
ケ
ン
ス
に
お
い
て
も
同
様
の
解
析
値
で
あ
る
。
 

蓄
圧
注
入
系

LC
O
の
説
明
 

補(2)-262



 
表 85－４ 添付－２（２）

設置変更許可申請書 添付十（有効性評価）

 

第
7.
4.
2.
2
表
 
「
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
」
の
主
要
解
析
条
件
 

（
燃
料
取
出
前
の
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
中
に
外
部
電
源
が
喪
失
す
る
と
と
も
に
非
常
用
所
内
交
流
電
源
が
喪
失
し
、
 

原
子
炉
補
機
冷
却
機
能
が
喪
失
す
る
事
故
）
(2
/2
) 

項
目
 

主
要
解
析
条
件
 

条
件
設
定
の
考
え
方
 

事 故 条 件 

起
因
事
象
 

外
部
電
源
喪
失
 

起
因
事
象
と
し
て
、
外
部
電
源
喪
失
が
発
生
す
る
も
の
と
し
て
設
定
。
 

安
全
機
能
の
喪
失
 

に
対
す
る
仮
定
 

非
常
用
所
内
交
流
電
源
喪
失
 

原
子
炉
補
機
冷
却
機
能
喪
失
 

非
常
用
所
内
交
流
電
源
が
喪
失
し
、
原
子
炉
補
機
冷
却
機
能
が
喪
失
す
る
も
の
と
し
て
設

定
。
 

外
部
電
源
 

外
部
電
源
な
し
 

起
因
事
象
と
し
て
、
外
部
電
源
が
喪
失
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
 

重 大 事 故 等 対 策 に 

関 連 す る 機 器 条 件 

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
保
持
圧
力
 

1.
0M
Pa
［
ga
ge
］
 

（
最
低
保
持
圧
力
）
 

最
低
の
保
持
圧
力
を
設
定
。
 

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
保
有
水
量
 

29
.0
m3
（
1
基
当
た
り
）
 

（
最
低
保
有
水
量
）
 

最
低
の
保
有
水
量
を
設
定
。
 

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
の
 

原
子
炉
へ
の
注
水
流
量
 

20
m3
/h
 

原
子
炉
停
止

72
時
間
後
を
事
象
開
始
と
し
て
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
の
起
動
時
間

91

分
時
点
に
お
け
る
崩
壊
熱
に
よ
る
蒸
散
量
約

19
.7
m3
/h
を
上
回
る
値
と
し
て
設
定
。
 

重 大 事 故 等 対 策 に 

関 連 す る 操 作 条 件 

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
  

炉
心
注
水
操
作
（
＊
）
 

1
基
目
：
事
象
発
生
の

60
分
後
 

2
基
目
：
事
象
発
生
の

90
分
後
 

運
転
員
等
操
作
時
間
と
し
て
、
事
象
発
生
の
検
知
及
び
判
断
並
び
に
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
に
よ

る
炉
心
注
水
操
作
に

1
基
目
は
計

60
分
、
2
基
目
は

90
分
を
想
定
し
て
設
定
。
 

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
 

起
動
 

2
基
目
の
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
の
 

炉
心
注
水
完
了
後
 

（
事
象
発
生
の

91
分
後
）
 

運
転
員
等
操
作
時
間
と
し
て
、
事
象
発
生
の
検
知
及
び
判
断
、
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
の

準
備
並
び
に
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
炉
心
注
水
操
作
に
要
す
る
時
間
を
上
回
る

時
間
、
か
つ
、
2
基
目
の
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
の
注
水
後
の
時
間
と
し
て
設
定
。
 

＊
：
定
期
検
査
中
の
保
修
対
象
と
な
る
場
合
を
考
慮
し
、
全

3
基
の
う
ち

1
基
に
は
期
待
し
な
い
。
 

 

蓄
圧
注
入
系

LC
O
の
説
明
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表 85－４ 添付－３（１） 

工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書 

3.4.2 ポンプ 

名    称 余熱除去ポンプ 

容 量 m３/h/個 原子炉冷却材喪失時     以上 (   ) 
原子炉停止後の冷却時     以上 (   ) 

揚 程 m 原子炉冷却材喪失時     以上 (   ) 
原子炉停止後の冷却時     以上 (   ) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.1 
最 高 使 用 温 度 ℃ 200 
原 動 機 出 力 kW/個 270 

【設 定 根 拠】 
（概 要） 
・設計基準対象施設 
原子炉冷却系統施設のうち余熱除去設備として使用する余熱除去ポンプは、原子炉停止後の冷却時におい

て、燃料の許容設計限界及び原子炉冷却材圧力バウンダリの設計条件を超えないように、１次冷却材高温側

配管から１次冷却材を取水し、余熱除去クーラへ送った後、１次冷却材低温側配管へ送ることで、炉心から

の核分裂生成物の崩壊熱及びその他の残留熱を除去し、１次冷却設備を冷却するために設置する。 
原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として使用する余熱除去ポンプは、

原子炉冷却材喪失時においては、低圧注入系のポンプとして、高圧注入系、蓄圧注入系とあわせて、燃料取

替用水タンクからほう酸水を原子炉へ注入して炉心の冷却を行うとともに、再循環運転時には、格納容器再

循環サンプA、Bから取水した格納容器再循環サンプ水を余熱除去クーラへ送り冷却した後に原子炉へ注水す

ることで、原子炉格納容器内の圧力及び温度を、原子炉格納容器の最高使用圧力及び最高使用温度以下に維

持するために設置する。 
原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として使用する余熱除去ポンプは、

非常用炉心冷却設備作動信号により自動起動し、１次冷却材圧力が余熱除去ポンプの締切圧力を下回ると、

燃料取替用水タンクのほう酸水を、余熱除去クーラを経て、１次冷却材低温側配管から原子炉へ注水する。

燃料取替用水タンクの水位が低くなると、余熱除去ポンプの水源を格納容器再循環サンプA、Bに切り替えて、

余熱除去クーラで冷却した後、１次冷却材管を経由して原子炉へ注水する再循環モードへ移行する。 
 
余熱除去ポンプは、設計基準対象施設として2個設置する。 

 
（以下省略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

- 添4-1-3-89 - ～ - 添4-1-3-95 - 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－４ 添付－３（１） 

工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書 

名    称 可搬式代替低圧注水ポンプ 

容 量 m３/h/個     以上（   ） 

揚 程 m     以上（   ） 

最 高使 用圧 力 MPa 1.7 

最 高使 用温 度 ℃ 40 

原 動 機 出 力 kW/個 132 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として使用す

る可搬式代替低圧注水ポンプは、以下の機能を有する。 

 

可搬式代替低圧注水ポンプは、原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって、設計基準事故

対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子

炉格納容器の破損を防止するため、発電用原子炉を冷却するために設置する。 

 

系統構成は、運転中の原子炉冷却材喪失事象時において余熱除去ポンプ、充てん／高圧注入ポン

プ及び燃料取替用水タンクの故障等により炉心注水機能が喪失した場合、格納容器再循環サン

プスクリーン閉塞の兆候が見られた場合並びに全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失

した場合、運転停止中において余熱除去ポンプ及び余熱除去クーラの故障等により余熱除去設

備による崩壊熱除去機能が喪失した場合並びに全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失

した場合を想定した代替炉心注水として、送水車を使用した海水を水源とする可搬式代替低圧

注水ポンプは、格納容器スプレイ系と余熱除去系間の連絡ラインを介して原子炉へ注水できる

設計とする。 

 

可搬式代替低圧注水ポンプは、設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必

要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、発電用原子炉施設には、設計基準事

故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給

するために設置する。 

 

系統構成は、重大事故等により、炉心注水の水源となる燃料取替用水タンクが枯渇又は破損した

場合の代替手段である可搬式代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水の水源として、代替水源

である海を使用する。送水車を使用した海水を水源とする可搬式代替低圧注水ポンプは、格納容

器スプレイ系と余熱除去系間の連絡ラインを介して、原子炉へ注水できる設計とする。 

 

可搬式代替低圧注水ポンプの保有数は、2セット2個、故障時及び保守点検による待機除外時のバック

アップ用として1個の合計3個を分散して保管する。 

 

（以下省略） 

 

  
- 添4-1-3-131 - ～ - 添4-1-3-132 - 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－４ 添付－３（１） 

工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書 

2.4 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備 

2.4.1 ポンプ 

名    称 送水車 

容 量 m３/h/個     以上、   以上、    以上(   )  
吐 出 圧 力 MPa      以上、     以上(    ) 

最高使用圧力 MPa 1.6 

最高使用温度 ℃ 40 

原 動 機 出 力 kW/個 294 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備として使

用する送水車は、以下の機能を有する。 

 
送水車は、使用済燃料ピットの冷却機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料ピットからの水の

漏えいその他の要因により当該使用済燃料ピットの水位が低下した場合において使用済燃料ピッ

ト内の燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために設置する。 

 

系統構成は、使用済燃料ピットポンプ及び使用済燃料ピットクーラの故障等による使用済燃料

ピットの冷却機能の喪失又は燃料取替用水ポンプ及び燃料取替用水タンクの故障等による使用

済燃料ピットの注水機能の喪失、又は使用済燃料ピットに接続する配管の破損等による使用済

燃料ピット水の小規模な漏えいその他の要因により当該使用済燃料ピットの水位が低下した場

合において、送水車により、注水ラインを介して使用済燃料ピットへ海水を注水し、使用済燃料

ピット内の燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止できるよう、可搬型代替注水設

備（使用済燃料ピットへの注水）を設置する。 

 

送水車は、使用済燃料ピットからの大量の水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料ピット

の水位が異常に低下した場合において使用済燃料ピット内の燃料体等の著しい損傷の進行緩和、

臨界防止及び放射性物質の放出低減を行うために設置する。 

 

系統構成は、使用済燃料ピットからの大量の水の漏えいが発生し、可搬型代替注水設備を用いて

も使用済燃料ピット出口配管下端未満かつ水位低下が継続する場合において、送水車により、可

搬型ホース及びスプレイヘッダを介して海水を使用済燃料ピット全面にスプレイすることによ

り使用済燃料ピット内燃料体等の著しい損傷の進行緩和、臨界防止及び放射性物質の放出低減

を行うよう、可搬型スプレイ設備（使用済燃料ピットへのスプレイ）を設置する。 
 

送水車は、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷に至った場合において発電所外への放射性物質の拡散

を抑制するために設置する。 

 

（中略） 

 

送水車の保有数量は、1セット1個を2セット、保守点検内容は目視点検等であり、保守点検中でも使

用可能であるため、保守点検用は考慮せずに、故障時のバックアップ用として1個の合計3個を分散して

保管する。 
 
想定する重大事故等時におけるa～eの機能について、送水車によって使用することが想定される組

み合わせは以下の①～④に区分される。 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－４ 添付－３（１） 

工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書 

a.使用済燃料ピットへの注水 

b.使用済燃料ピットへのスプレイ※１ 

c.格納容器スプレイ時又は燃料取替用水タンク水移送時の復水タンクへの補給 

d.炉心注水時の復水タンクへの補給又は可搬式代替低圧注水ポンプへの供給 

e.蒸気発生器への注水時の復水タンクへの補給又はタービン動補助給水ポンプへの供給 

※1 屋外からの原子炉補助建屋（貯蔵槽内燃料体等）への放水についても同じ設計とする。 

 

① c.格納容器スプレイ時又は燃料取替用水タンク水移送時の復水タンクへの補給 

＋a.使用済燃料ピットへの注水 

恒設代替低圧注水ポンプにより代替格納容器スプレイするために海水を復水タンクへ補給すると

ともに、使用済燃料ピットへの注水を実施する。又は復水タンクから燃料取替用水タンクへ水移

送するために必要な海水を復水タンクへ補給するとともに、使用済燃料ピットへの注水を実施す

る。 

 

② d.炉心注水時の復水タンクへの補給又は可搬式代替低圧注水ポンプへの供給 

＋a.使用済燃料ピットへの注水 
恒設代替低圧注水ポンプにより代替炉心注水するために必要な海水を復水タンクへ補給するとと

もに、使用済燃料ピットへの注水を実施する。又は可搬式代替低圧注水ポンプにより代替炉心注

水するために必要な海水を給水するとともに、使用済燃料ピットへの注水を実施する。 

 

③ e.蒸気発生器への注水時の復水タンクへの補給又はタービン動補助給水ポンプへの供 

給＋a.使用済燃料ピットへの注水 

2次冷却系からの炉心冷却として蒸気発生器への注水に必要な海水を復水タンクへ補給又はタ

ービン動補助給水ポンプへ供給するとともに、使用済燃料ピットへの注水を実施する。 
 

④ b.使用済燃料ピットへのスプレイ 

使用済燃料ピットへのスプレイに同時使用の組み合わせは無く、単体で実施する。 

 
1. 容量 

送水車の容量は、以下の重大事故等時におけるa～eの機能を果たすことができる容量を基に前述

の①～④の使用組み合わせを考慮して設定している。 

a．使用済燃料ピットへの注水 15m３/h以上 

使用済燃料ピットへの注水容量の最大値については、重大事故等対策有効性評価の中で、使用済燃

料ピット冷却系及び注水系の故障時の最大必要容量で12.72m３/hを設定しており、解析の結果、使用

済燃料ピット内の燃料集合体の崩壊熱を除去できることが確認できていることから、これを上回る

容量として15m３/h以上とする。 

 

b．使用済燃料ピットへのスプレイ 60m３/h以上 

使用済燃料ピットへのスプレイ容量については、使用済燃料ピットからの大量の水の漏えいその

他の要因により当該使用済燃料ピットの水位が異常に低下した場合において、スプレイヘッダにて、

使用済燃料ピット全体にスプレイすることにより使用済燃料ピット内の燃料体等の著しい損傷の進

行を緩和し及び臨界を防止できることを資料21「使用済燃料貯蔵槽の冷却能力に関する説明書」にて

確認しており、そのときの容量である60m３/h以上とする。 

 

c．格納容器スプレイ時又は燃料取替用水タンク水移送時の復水タンクへの補給  

120m３/h以上 
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原子炉格納容器内のスプレイ容量については、重大事故対策有効性評価において、代替最終ヒート

シンクによる格納容器の除熱手段確立までの間、原子炉格納容器内の圧力を原子炉格納容器の最高

使用圧力近傍で維持することが可能である流量120m３/h以上とする。 

 

d．炉心注水時の復水タンクへの補給又は可搬式代替低圧注水ポンプへの供給 80m３/h以上 

原子炉への注水容量については、重大事故等対策有効性評価の中で、ＬＯＣＡ（2インチ破断）＋

ＥＣＣＳ注入失敗時の最大必要容量で70m３/hを上回る80m３/h以上とする。 

 

e．蒸気発生器への注水時の復水タンクへの補給又はタービン動補助給水ポンプへの供給  

180m３/h以上 

蒸気発生器への注水容量については、タービン動補助給水ポンプの必要容量の171m３/hを上回る

180m３/h以上とする。 

 

送水車は以上のa.～e.の機能を同時に実施することが想定される①～④のすべての組み合わせに対

して、必要な性能を有するものとして、以下のとおりとする。 

 

 

第1表 送水車の必要容量 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（使用済燃料ピットへの

注水）として使用する送水車にはａ.の機能が要求されており、同時に使用することを想定した場合

に最大の容量となる組合せである③e.＋ａ.を上回る容量として、195m３/h/個とする。 

 

原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として使用する送水車には

c.及びd.の機能が要求されており、同時に使用することを想定した場合に最大の容量となる組合せで

ある①のc.＋a.を上回る容量として、135m３/h/個とする。 

 

原子炉冷却系統施設のうち蒸気タービンの附属設備として使用する送水車には、e.の機能が要求さ

れており、同時に使用することを想定した場合に最大の容量となる組合せである③のe.＋a.を上回る

項 

目 

機能 
必要な容量 

（m３/h） 

送水車に必要な 

容量（m３/h） 

① 

c．格納容器スプレイ時又は 

  燃料取替用水タンク水移送時の 

復水タンクへの補給 

120 
135 

a．使用済燃料ピットへの注水 15 

② 

d．炉心注水時の復水タンクへの補給 

又は可搬式代替低圧注水ポンプへの供給 
80 

95 

a．使用済燃料ピットへの注水 15 

③ 

e. 蒸気発生器への注水時の復水タンク 

への補給又はタービン動補助給水ポンプへの

供給 

180 
195 

a．使用済燃料ピットへの注水 15 

④ b．使用済燃料ピットへのスプレイ 60 60 
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容量として、195m３/h/個とする。 

 

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（格納容器安全設備）として使用する送水車

には、c.の機能が要求されており、同時に使用することを想定した場合に最大の容量となる組合せで

ある①のc.＋a.を上回る容量として、135m３/h/個とする。 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（使用済燃料ピットへス

プレイ）として使用する送水車にはb.の機能が要求されており、④のb.を上回る容量として、60m３/h/

個とする。 

 

なお、公称値については、送水車に要求される最大容量195m３/h/個を上回る   m３/h/個とする。 
 

2．吐出圧力 

送水車の吐出圧力は、下記のa.～e.の機能を果たすことができる吐出圧力を基に、同時に実施するこ

とが想定される組合せを考慮して設定している。 

 

a．使用済燃料ピットへの注水 約0.98MPa以上 

送水車の吐出圧力は使用済燃料ピットへ注水する流量15m３/hを確保する場合の水源と移送先の

圧力差、静水頭、ホース圧力損失を基に設定する。 

 

水源と移送先の圧力差 約0.30MPa 

静水頭 

ホース圧力損失 

約0.26MPa 

約0.42MPa 

合 計 約0.98MPa 

 

b．使用済燃料ピットへのスプレイ 約1.26MPa以上 

送水車の吐出圧力は、海水を使用済燃料ピットへスプレイする流量60m３/hを確保する場合の水

源と移送先の圧力差、静水頭、ホース圧力損失を基に設定する。 

 

水源と移送先の圧力差  約0.70MPa 

静水頭 

ホース圧力損失 

約0.26MPa 

約0.30MPa 

合 計 約1.26MPa 

 

c．格納容器スプレイ時又は燃料取替用水タンク水移送時の復水タンクへの補給 

  約0.53MPa以上 

送水車の吐出圧力は、格納容器スプレイ時に復水タンクへ120m３/hの海水を供給する場合の水

源と移送先の圧力差、静水頭、ホース圧力損失を基に設定する。 

 

水源と移送先の圧力差 約0.30MPa 

静水頭 

ホース圧力損失    

約0.19MPa 

約0.04MPa 

合 計 約0.53MPa 

 

d．炉心注水時の復水タンクへの補給又は可搬式代替低圧注水ポンプへの供給 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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0.50MPa以上 

送水車の吐出圧力は、代替炉心注水時に復水タンクへ80m３/hの海水を供給する場合の水源と移

送先の圧力差、静水頭、ホース圧力損失を基に設定する。 

 

水源と移送先の圧力差 約0.30MPa 

静水頭 

ホース圧力損失 

約0.19MPa 

約0.01MPa 

合 計 約0.50MPa 

 

e．蒸気発生器への注水時の復水タンクへの補給又はタービン動補助給水ポンプへの供給 

 約0.50MPa以上 

送水車の吐出圧力は、蒸気発生器への注水時に復水タンクへ30m３/hの海水を補給する場合の水

源と移送先の圧力差、静水頭、ホース圧力損失を基に設定する。 

 

水源と移送先の圧力差 約0.30MPa 

静水頭 

ホース圧力損失 

約0.19MPa 

約0.01MPa 

合 計 約0.50MPa 

 

送水車は、以上のa.～e.の機能を同時に実施することが想定される①～④のすべてに対して、必要な

性能を有するものとして、以下のとおりとする。 

 

第2表 送水車の吐出圧力 

項 

目 

機能 
必要な吐出圧力 

（MPa） 

送水車に必要な 

吐出圧力（MPa） 

① 

c．格納容器スプレイ時又は 

  燃料取替用水タンク水移送時の 

復水タンクへの補給 

0.53 
0.98 

a．使用済燃料ピットへの注水 0.98 

② 

d．炉心注水時の復水タンクへの補給 

又は可搬式代替低圧注水ポンプへの供給 
0.50 

0.98 

a．使用済燃料ピットへの注水 0.98 

③ 

e. 蒸気発生器への注水時の復水タンク 

への補給又はタービン動補助給水ポンプ 

への供給 

0.50 
0.98 

a．使用済燃料ピットへの注水 0.98 

④ b．使用済燃料ピットへのスプレイ 1.26 1.26 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（使用済燃料ピットへの

注水）として使用する送水車にはａ.の機能が要求されており、同時に使用することを想定した場合

に最大の圧力となる組合せである①のc.＋a.を上回る圧力として、0.98MPaとする。 

 

原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として使用する送水車には
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ｃ.及びｄ.の機能が要求されており、同時に使用することを想定した場合に最大の圧力となる組合せ

である①のc.＋a.を上回る圧力として、0.98MPaとする。 

 

原子炉冷却系統施設のうち蒸気タービンの附属設備として使用する送水車には、e.の機能が要求さ

れており、同時に使用することを想定した場合に最大の圧力となる組合せである③のe.＋a.を上回る

圧力として、0.98MPaとする。 

 

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（格納容器安全設備）として使用する送水車

には、c.の機能が要求されており、同時に使用することを想定した場合に最大の圧力となる組合せで

ある①のc.＋a.を上回る圧力として、0.98MPaとする。 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（使用済燃料ピットへの

スプレイ）として使用する送水車にはｂ.の機能が要求されており、④のｂ.を上回る圧力として、

1.26MPaとする。 

 

公称値については、送水車に要求される最大圧力1.26MPa以上を上回る   MPaとする。 

 

3．最高使用圧力 

送水車を重大事故等時において使用する場合の圧力は、最大必要吐出圧である1.26MPaを上回る

1.6MPaとする。 

 

4．最高使用温度 

送水車を重大事故等時において使用する場合の温度は、水源である海水の温度（注１）が40℃を下回る

ため40℃とする。 

 

5．原動機の出力 

送水車の原動機出力は、消防法に適合したポンプを配備することから、そのポンプの原動機出力が

294kWであり、原動機出力を294kWとする。 

 
（注1）海水の温度は、外気の温度である原子炉設置変更許可申請書添付書類六に示す美浜発電所におけ

る最高の月平均気温である8月の約30.9℃（敦賀特別地域気象観測所）を下回る。 

 

 

 

- 添4-1-2-6 - ～ - 添4-1-2-7 - 、 - 添4-1-2-11 - ～ - 添4-1-2-18 - 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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同等な機能を有することの説明 
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第10.2表 重大事故等対策における操作の成立性(2/7)  

No. 対応手段 要員 要員数 想定時間 

1.4 

Ｃ充てん／高圧注入ポンプ（自己冷却）による代替炉心注水 

運転員等 

（中央制御室、現場） 
4 

90分 

緊急安全対策要員 3 

主蒸気逃がし弁（現場手動操作）による蒸気放出 

1.3にて整備する。 

（主蒸気逃がし弁（現場手動操作）による 

主蒸気逃がし弁の機能回復と同様） 

アキュムレータによる炉心注水 
運転員等 

（中央制御室、現場） 
2 30分 

電源車（可搬式代替低圧注水ポンプ用）への燃料補給 緊急安全対策要員 2 2.3時間 

大容量ポンプへの燃料補

給 

タンクローリー（E.L.+5.5m燃

料油取出口を使用） 
緊急安全対策要員 2 2.3時間 

タンクローリー及び燃料油移

送ポンプ使用時（E.L.+32.0m燃

料油取出口を使用） 

緊急安全対策要員 4 3.1時間 

送水車への燃料補給 緊急安全対策要員 2 75分 

1.5 

主蒸気逃がし弁（現場手動操作）による主蒸気逃がし弁の機

能回復 
1.3にて整備する。 

大容量ポンプを用いたＡ格納容器循環冷暖房ユニットによ

る格納容器内自然対流冷却 
1.7にて整備する。 

大容量ポンプによる補機冷却水（海水）通水 

運転員等 

（中央制御室、現場） 
3 

6時間 

緊急安全対策要員 10 

1.6 

Ａ格納容器循環冷暖房ユニットによる格納容器内自然対流

冷却 
1.7にて整備する。 

大容量ポンプを用いたＡ格納容器循環冷暖房ユニットによ

る格納容器内自然対流冷却 
1.7にて整備する。 

  

炉心注水の制限時間 
関連個所を赤枠又は下線にて示す。 
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7.2.1 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 

7.2.1.1 格納容器過圧破損 

7.2.1.1.1 格納容器破損モードの特徴、格納容器破損防止対策 

(1) 格納容器破損モード内のプラント損傷状態 

格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破

損）」に至る可能性のあるプラント損傷状態は、「6.2 評価対象の整理及び

評価項目の設定」に示すとおり、ＳＥＤ、ＴＥＤ、ＳＬＷ、ＡＥＷ、ＡＥＤ、

ＳＥＷ及びＴＥＷがある。 

 

(2) 格納容器破損モードの特徴及び格納容器破損防止対策の基本的考え方 

格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破

損）」では、ＬＯＣＡ、過渡事象又は全交流動力電源喪失時に格納容器スプレ

イ注入機能、ＥＣＣＳ再循環機能等の安全機能喪失が重畳して、原子炉格納

容器内へ流出した高温の１次冷却材及び溶融炉心の崩壊熱等の熱によって発

生した水蒸気、金属－水反応等によって発生した非凝縮性ガスの蓄積により、

緩和措置がとられない場合には、原子炉格納容器圧力が緩慢に上昇し、原子

炉格納容器の過圧破損に至る。 

したがって、本格納容器破損モードでは、原子炉格納容器雰囲気を冷却及

び除熱し、原子炉格納容器圧力の上昇を抑制することにより、原子炉格納容

器の破損を防止する。 

また、溶融炉心・コンクリート相互作用によるコンクリート侵食及びこれ

に伴う非凝縮性ガスの発生を抑制するため、原子炉下部キャビティへ注水し

原子炉下部キャビティに落下した溶融炉心を冷却することにより、原子炉格

納容器の破損を防止する。さらに、継続的に発生する水素を処理する。 
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表 85－４ 添付－４（１） 

設置変更許可申請書 本文十号、追補１、有効性評価 

 

7.2.1.1.2 格納容器破損防止対策の有効性評価 

(4) 有効性評価の結果 

本評価事故シーケンスの事象進展を第7.2.1.1.4図及び第7.2.1.1.5図に、

１次冷却材圧力、原子炉容器内水位等の１次冷却系パラメータの推移を第

7.2.1.1.6図から第7.2.1.1.8図に、原子炉格納容器圧力、原子炉格納容器雰

囲気温度等の原子炉格納容器パラメータの推移を第 7.2.1.1.9 図から第

7.2.1.1.13図に示す。 

a. 事象進展 

事象発生後、全交流動力電源喪失に伴い冷却材ポンプの母線電圧が低下

することで「１次冷却材ポンプ電源電圧低」信号のトリップ限界値に到達し、

原子炉は自動停止する。また、大破断ＬＯＣＡ時に高圧注入機能及び低圧注

入機能が喪失することから１次冷却系保有水量が低下し、事象発生の約 20

分後に炉心溶融に至る。 

さらに、格納容器スプレイ注入機能が喪失していることから炉心溶融開

始の30分後、事象発生の約50分後に運転員による恒設代替低圧注水ポンプ

を用いた代替格納容器スプレイ及び原子炉下部キャビティ直接注水を開始

することにより、原子炉格納容器内を冷却し、原子炉格納容器圧力及び温度

の上昇を抑制する。 

その後、事象発生の約 2.0時間後に原子炉容器破損に至り、約 3.5時間

後に原子炉容器からの溶融炉心の流出が停止することに伴い、原子炉格納容

器圧力の上昇が緩やかになる。 

また、事象発生の24時間後に大容量ポンプを用いた格納容器循環冷暖房

ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却を開始することで、原

子炉格納容器圧力は事象発生の約 28時間後に、原子炉格納容器雰囲気温度

は事象発生の約34時間後に低下に転じる。 
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表 85－４ 添付－４（１） 

設置変更許可申請書 本文十号、追補１、有効性評価 

 

 

第
7.
1.
2.
5
図
 
「
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
｣の
作
業
と
所
要
時
間
 

（
外
部
電
源
喪
失
＋
非
常
用
所
内
交
流
電
源
喪
失
＋
原
子
炉
補
機
冷
却
機
能
喪
失
＋
Ｒ
Ｃ
Ｐ
シ
ー
ル
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
）
(2
/2
) 
 

 

代替再循環の制限時間 
関連個所を赤枠にて示す。 
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（２）－２－４ 保安規定第85条 表85-５「１次冷却系の減圧をするための設備」運転上の

制限等について 

 

a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 

b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

添付-３ 同等な機能を有する設備 

(1) 同等な機能を有することの説明 添付十追補・本文十号 

(2) 同等な機能を有することの説明 添付十（有効性評価） 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備分類等」参

照 
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a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

保
安
規
定
 
第

85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

表
８
５
－
５
 １
次
冷
却
系
の
減
圧
を
す
る
た
め
の
設
備
 

 ８
５
－
５
－
１
 
加
圧
器
逃
が
し
弁
に
よ
る
減
圧
 
①
 

 (1
) 
運
転
上
の
制
限
  

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限
 
③
 

窒
素
ボ
ン
ベ
、
可
搬
式
空
気
圧
縮
機
お
よ
び

可
搬
型
バ
ッ
テ
リ
を
使
用
し
た
加
圧
器
逃

が
し
弁
に
よ
る
１
次
冷
却
系
の
減
圧
系
 

(1
) 
窒
素
ボ
ン
ベ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動
用
）
ま
た
は
可
搬
式
空
気
圧
縮
機
（
加

圧
器
逃
が
し
弁
作
動
用
）
を
使
用
し
た
加
圧
器
逃
が
し
弁
に
よ
る
１
次
冷
却

系
の
減
圧
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

(2
) 
可
搬
型
バ
ッ
テ
リ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
用
）
を
使
用
し
た
加
圧
器
逃
が
し
弁

に
よ
る
１
次
冷
却
系
の
減
圧
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

適
用
モ
ー
ド
 
④
 

設
 
備
 
⑤
 

所
要
数
 
⑥
 

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
 

窒
素
ボ
ン
ベ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動
用
）
 

４
本
※
１
 

可
搬
式
空
気
圧
縮
機
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動
用
）
 

２
台
※
２
 

可
搬
型
バ
ッ
テ
リ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
用
）
 

１
個
 

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
 

※
３
 

可
搬
式
整
流
器
 

※
４
 

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
 

※
５
 

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
 

※
５
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
 

※
５
 

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
 

※
５
 

※
１
：
１
セ
ッ
ト
４
本
（
Ａ
系
統
３
本
、
Ｂ
系
統
１
本
）
。
 

※
２
：
１
セ
ッ
ト
２
台
（
Ａ
系
統
１
台
、
Ｂ
系
統
１
台
）
。
 

※
３
：
「
８
５
－
１
５
－
１
 
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
か
ら
の
給
電
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

※
４
：
「
８
５
－
１
５
－
４
 
可
搬
式
整
流
器
か
ら
の
給
電
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

※
５
：
「
８
５
－
１
５
－
６
 
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に

よ
る
燃
料
補
給
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

 

①
 設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
六
条
 （
１
．
３
）
が
該
当
す
る
。
（
添
付
－
１
）
 

 ②
 運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）
 

 ③
 以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
で
維
持
で
き
る
よ
う
、
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
(1
)窒
素
ボ
ン
ベ
（
加
圧
器
逃
が
し

弁
作
動
用
）
又
は
可
搬
式
空
気
圧
縮
機
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動
用
）
を
使
用
し
た
加
圧
器
逃
が
し
弁
に
よ
る
１
次
冷
却
系
の
減
圧

系
1
系
統
、
(2
) 
可
搬
型
バ
ッ
テ
リ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
用
）
を
使
用
し
た
加
圧
器
逃
が
し
弁
に
よ
る
１
次
冷
却
系
の
減
圧
系

1

系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。

 
 ・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
六
条
（
１
．
３
）
 

「
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
を
減
圧
す
る
た
め
の
設
備
(手
順
等
)」
と
し
て
、
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
が
高

圧
の
状
態
に
あ
っ
て
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
有
す
る
原
子
炉
の
減
圧
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
あ
っ
て
も
、
炉
心
の
著

し
い
損
傷
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。
［
本
項

は
加
圧
器
逃
が
し
弁
の
機
能
回
復
が
対
象
］
 

 

④
 窒
素
ボ
ン
ベ
、
可
搬
式
空
気
圧
縮
機
及
び
可
搬
型
バ
ッ
テ
リ
を
使
用
し
た
加
圧
器
逃
が
し
弁
に
よ
る
１
次
冷
却
系
の
減
圧
は
、
「
設

置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）
」
の
有
効
性
評
価
で
整
理
し
た
各
シ
ー
ケ
ン
ス
（
炉
心
損
傷
ケ
ー
ス
）
に
お
い
て
本
表
の
機

能
を
期
待
す
る
た
め
、
適
用
モ
ー
ド
は
「
モ
ー
ド
１
、
２
及
び
３
」
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
１
）
） 

 ⑤
 ②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備
 

 ⑥
 有
効
性
評
価
に
お
い
て
期
待
し
て
い
る
代
替
空
気
供
給
に
よ
る
加
圧
器
逃
が
し
弁
開
放
に
よ
る
１
次
冷
却
系
強
制
減
圧
の
使
命
時

間
が
事
象
発
生
後
約

3.
6
時
間
で
あ
る
の
に
対
し
、
窒
素
ボ
ン
ベ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動
用
）
に
よ
る
加
圧
器
逃
が
し
弁
の
機

能
回
復
は

36
分
で
実
施
可
能
で
あ
る
こ
と
及
び
可
搬
式
空
気
圧
縮
機
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動
用
）
に
よ
る
加
圧
器
逃
が
し
弁
の

機
能
回
復
は

36
分
で
実
施
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
両
者
は
同
等
の
機
能
を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
た
め
、
窒
素
ボ
ン
ベ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動
用
）
又
は
可
搬
式
空
気
圧
縮
機
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動
用
）
の

い
ず
れ
か
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
が
運
転
上
の
制
限
と
な
る
。
（
添
付
－
３
）
 

こ
こ
で
、
窒
素
ボ
ン
ベ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動
用
）
に
つ
い
て
は

4
本
（
Ａ
系
統

3
本
、
Ｂ
系
統

1
本
）
で
、
可
搬
式
空
気

圧
縮
機
に
つ
い
て
は

2
台
（
Ａ
系
統

1
台
、
Ｂ
系
統

1
台
）
で
、
加
圧
器
逃
が
し
弁

2
台
(Ａ
、
Ｂ
)に
十
分
な
空
気
供
給
が
出
来

る
よ
う
設
計
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
運
転
上
の
制
限
の
所
要
数
を
そ
れ
ぞ
れ

4
本
（
Ａ
系
統

3
本
、
Ｂ
系
統

1
本
）
、
2
台
（
Ａ

系
統

1
台
、
Ｂ
系
統

1
台
）
と
す
る
。
（
添
付
－
２
、
３
）
 

可
搬
型
バ
ッ
テ
リ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
用
）
に
つ
い
て
は

1
個
で
、
加
圧
器
逃
が
し
弁

2
台
(Ａ
、
Ｂ
)の

 動
作
時
間
を
考
慮
し

た
駆
動
容
量
を
備
え
る
よ
う
設
計
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
運
転
上
の
制
限
の
所
要
数
を
１
個
と
す
る
。
（
添
付
－
２
）
 

上
記
の
設
備
は
全
て
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
が
、
可
搬
型
代
替
電
源
供
給
設
備
及
び
可
搬
型
注
水
設
備
で
な
い

た
め
、
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

保
安
規
定
 
第

85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

(2
) 
確
認
事
項
 
⑦
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

窒
素
ボ
ン
ベ
（
加
圧
器
逃
が

し
弁
作
動
用
）
 

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
に
お
い
て
、
ボ
ン
ベ
１
次

側
圧
力
に
よ
り
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 
計
装
保
修
課
長
 

可
搬
式
空
気
圧
縮
機
（
加
圧

器
逃
が
し
弁
作
動
用
）
 

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
に
お
い
て
、
可
搬
式
空
気

圧
縮
機
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 
計
装
保
修
課
長
 

可
搬
型
バ
ッ
テ
リ
（
加
圧
器

逃
が
し
弁
用
）
 

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
に
お
い
て
、
バ
ッ
テ
リ
電

圧
に
よ
り
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 
電
気
保
修
課
長
 

 

 

⑦
 適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２
）
 

ａ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
）
 

通
常
運
転
中
の
確
認
事
項
は
、
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
窒
素
ボ
ン
ベ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動
用
）
、
可
搬
式
空

気
圧
縮
機
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動
用
）
及
び
可
搬
型
バ
ッ
テ
リ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
用
）
に
つ
い
て
は
、
「
保
安
規
定
変
更
に
係

る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に
基
づ
き

3
ヶ
月
に

1
回
、
ボ
ン
ベ
圧
力
の

確
認
等
に
よ
り
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

保
安
規
定
 
第

85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

(3
) 
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
お

よ
び
３
 

A.
 窒
素
ボ
ン
ベ
（
加
圧
器

逃
が
し
弁
作
動
用
）
お

よ
び
可
搬
式
空
気
圧
縮

機
（
加
圧
器
逃
が
し
弁

作
動
用
）
を
使
用
し
た

加
圧
器
逃
が
し
弁
に
よ

る
１
次
冷
却
系
の
減
圧

系
が
動
作
不
能
で
あ
る

場
合
 

A.
1 
当
直
課
長
は
、
１
基
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
を
起
動

し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も

に
、
そ
の
他
の
設
備
※
６
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
2 
計
装
保
修
課
長
は
、
代
替
措
置
※
７
を
検
討
し
、
原
子

炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
3 
計
装
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

    ７
２
時
間
 

  １
０
日
 

B.
 可
搬
型
バ
ッ
テ
リ
（
加

圧
器
逃
が
し
弁
用
)を
使

用
し
た
加
圧
器
逃
が
し

弁
に
よ
る
１
次
冷
却
系

の
減
圧
系
が
動
作
不
能

で
あ
る
場
合
 

B.
1 
当
直
課
長
は
、
１
基
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
を
起
動

し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も

に
、
そ
の
他
の
設
備
※
６
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

B.
2 
電
気
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
の
機
能
を
持

つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
※
８
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
※
９
。
 

お
よ
び
 

B.
3 
電
気
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

    ７
２
時
間
 

   ３
０
日
 

C.
 条
件
Ａ
ま
た
は
Ｂ
の
措

置
を
完
了
時
間
内
に
達

成
で
き
な
い
場
合
 

C.
1 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

C.
2 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
４
に
す
る
。
 

１
２
時
間
 

 ３
６
時
間
 

※
６
：
残
り
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
１
基
お
よ
び
非
常
用
直
流
電
源
を
い
い
、
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
 

※
７
：
代
替
品
の
補
充
等
。
 

※
８
：
可
搬
式
整
流
器
に
よ
る
電
源
系
を
い
う
。
 

※
９
：「
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」
の
確
認
は
、
対
象
設
備
の
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
行
う
。
 

 

⑧
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
条
件
を
記
載
す
る
。
 

窒
素
ボ
ン
ベ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動
用
）
及
び
可
搬
式
空
気
圧
縮
機
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動
用
）
を
使
用
し
た
加
圧
器
逃
が

し
弁
に
よ
る
１
次
冷
却
系
の
減
圧
系
は
、
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
、
動
作
可
能
な
系
統
数
が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件

と
し
て
設
定
す
る
。
具
体
的
に
は
、
窒
素
ボ
ン
ベ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動
用
）
と
可
搬
式
空
気
圧
縮
機
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動

用
）
の
い
ず
れ
か
一
方
が
動
作
可
能
で
あ
れ
ば
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
両
方
が
機
能
喪
失
し
た
場
合
に
運
転

上
の
制
限
の
逸
脱
と
な
る
。
 

可
搬
型
バ
ッ
テ
リ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
用
)を
使
用
し
た
加
圧
器
逃
が
し
弁
に
よ
る
１
次
冷
却
系
の
減
圧
系
は
、
１
Ｎ
要
求
設
備

で
あ
る
た
め
、
動
作
可
能
な
系
統
数
が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。
 

 

⑨
 要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
２
）
、
（
３
）
）
 

A.
1 
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添

付
書
類
十
）
」
の
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
“
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
”
 で
あ
る
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
及

び
直
流
電
源
装
置
が
該
当
し
、
完
了
時
間
は
「
４
時
間
」
と
す
る
。
 

A.
2 
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実

施
す
る
。
完
了
時
間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の

AO
T
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
の
「
72
時
間
」
と
す
る
。
 

注
）
条
件
Ａ
で
は
、
窒
素
ボ
ン
ベ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動
用
）
及
び
可
搬
式
空
気
圧
縮
機
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動
用
）
の
両

方
が
機
能
喪
失
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
等
の
機
能
の
他
の
Ｓ
Ａ
設
備
は
な
い
。
 

A.
3 
当
該
系
統
を
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
代
替
措
置
を
実
施
し
た
場
合
の

AO
T
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る
「
10
日
」
と
す
る
。
 

 B.
1 
A.
1
と
同
じ
。
 

B.
2 
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）
」
の
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
可
搬
式
整
流
器
に
よ
る

電
源
系
が
該
当
し
、
完
了
時
間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の

AO
T
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
の
「
72
時
間
」

と
す
る
。
 

B.
3 
当
該
系
統
を
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の

AO
T
上
限
で
あ
る
「
30
日
」
と
す
る
。
 

 

C.
1,
C.
2 
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
し
て
い
る
。
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b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

添付-３ 同等な機能を有する設備 

(1) 同等な機能を有することの説明 添付十追補・本文十号 

(2) 同等な機能を有することの説明 添付十（有効性評価） 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備分類等」参照 
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表 85－５ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

 

第
1.
3.
10
図
 
窒
素
ボ
ン
ベ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動
用
）
に
よ
る
加
圧
器
逃
が
し
弁
の
機
能
回
復
 
概
略
系
統
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表 85－５ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

 

第
1.
3.
12
図
 
可
搬
式
空
気
圧
縮
機
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動
用
）
に
よ
る
加
圧
器
逃
が
し
弁
の
機
能
回
復
 
概
略
系
統
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表 85－５ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

 

第
1.
3.
14
図
 
可
搬
型
バ
ッ
テ
リ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
用
）
に
よ
る
加
圧
器
逃
が
し
弁
の
機
能
回
復
 
概
略
系
統
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表 85－５ 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

 

5.5 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

5.5.2 設計方針 

5.5.2.3 容量等 

（中略） 

窒素ボンベ（加圧器逃がし弁作動用）及び可搬式空気圧縮機（加圧器逃がし弁作

動用）は、供給先の加圧器逃がし弁が空気作動式であるため、重大事故等時に想定

される原子炉格納容器圧力と弁全開に必要な圧力の和を設定圧力とし、配管分の加

圧、弁作動回数及びリークしないことを考慮した容量に対して十分な容量を有した

窒素ボンベ4本（Ａ系統3本、Ｂ系統1本）、可搬式空気圧縮機2台（Ａ系統1台、

Ｂ系統 1台）を使用する。保有数は窒素ボンベ 4本（Ａ系統 3本、Ｂ系統 1本）、

可搬式空気圧縮機 2台（Ａ系統 1台、Ｂ系統 1台）、機能要求の無い時期に保守点

検可能であるため、保守点検用は考慮せずに、故障時のバックアップ用として窒素

ボンベ 2本（Ａ系統 1本、Ｂ系統 1本）、可搬式空気圧縮機 1台の合計窒素ボンベ

6本、可搬式空気圧縮機3台を保管する設計とする。 

可搬型バッテリ（加圧器逃がし弁用）は、加圧器逃がし弁2台の作動時間を考慮

した容量を有するもの1個を使用する。保有数は1個、機能要求の無い時期に保守

点検可能であるため、保守点検用は考慮せずに、故障時のバックアップ用として1

個の合計2個を分散して保管する設計とする。 

送水車は、重大事故等時において、蒸気発生器への注水量に対し、海水を補給す

ることにより水源を確保できる容量を有するものを 1 セット 1台使用する。保有

数は、2セット2台、保守点検内容は目視点検等であり、保守点検中でも使用可能

であるため、保守点検用は考慮せずに、故障時のバックアップ用として1台の合計

3台を分散して保管する設計とする。 

  

所要数、必要容量、設備仕様 
関連個所を赤枠又は下線にて示す。 
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表 85－５ 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

 

第5.5.2表 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備（可搬型）の設備仕様 

 

(1) 窒素ボンベ（加圧器逃がし弁作動用） 

種 類 鋼製容器 

本 数 4（予備2） 

容 量 約7Nm3（1本当たり） 

最 高 使用 圧 力 14.7MPa[gage] 

供 給 圧 力 約0.84MPa[gage]（供給後圧力） 

 

(2) 可搬式空気圧縮機（加圧器逃がし弁作動用） 

型 式 往復式 

台 数 2（予備1） 

容 量 約14.4m3/h（1台当たり） 

吐 出 圧 約0.84MPa[gage] 

 

(3) 可搬型バッテリ（加圧器逃がし弁用） 

型 式 リチウムイオン電池 

個 数 1（予備１） 

容 量 約780Wh 

電 圧 約125V  

 

補(2)-287



表 85－５ 添付－３（１） 

設置変更許可申請書 添付十追補 

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等 

1.3.2 重大事故等時の手順等 

1.3.2.2 サポート系機能喪失時の手順等 

(1) 補助給水ポンプの機能回復 

a. タービン動補助給水ポンプ（現場手動操作）及びタービン動補助給水ポンプ起動

弁（現場手動操作）によるタービン動補助給水ポンプの機能回復 

b. 空冷式非常用発電装置によるタービン動補助給水ポンプの機能回復（タービン動

補助給水ポンプ補助油ポンプへの給電） 

c. 空冷式非常用発電装置による電動補助給水ポンプの機能回復 

(2) 主蒸気逃がし弁の機能回復 

a. 主蒸気逃がし弁（現場手動操作）による主蒸気逃がし弁の機能回復 

b. 窒素ボンベ（主蒸気逃がし弁作動用）による主蒸気逃がし弁の機能回復 

c. 可搬式空気圧縮機（主蒸気逃がし弁作動用）による主蒸気逃がし弁の機能回復 

d. 大容量ポンプを用いたＢ計器用空気圧縮機（海水冷却）による主蒸気逃がし弁の

機能回復 

(3) 加圧器逃がし弁の機能回復 

a. 窒素ボンベ（加圧器逃がし弁作動用）による加圧器逃がし弁の機能回復 

b. 可搬式空気圧縮機（加圧器逃がし弁作動用）による加圧器逃がし弁の機能回復 

c. 可搬型バッテリ（加圧器逃がし弁用）による加圧器逃がし弁の機能回復 

d. 空冷式非常用発電装置及び可搬式整流器による加圧器逃がし弁の機能回復 

e. 大容量ポンプを用いたＢ計器用空気圧縮機（海水冷却）による加圧器逃がし弁の

機能回復 

（以下省略） 

  

同等な機能を有することの説明 
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表 85－５ 添付－３（１） 

設置変更許可申請書 添付十追補 

 

第
1.
3.
16
図
 
蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却
機
能
喪
失
又
は
加
圧
器
逃
が
し
弁
機
能
喪
失
に
対
す
る
対
応
手
順
 

（
サ
ポ
ー
ト
系
機
能
喪
失
時
）
 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失

恒
設
代
替
低
圧
注
水

ポ
ン
プ
起
動
準
備

１
次
冷
却
材
喪
失

主
蒸
気
逃
が
し
弁

手
動
開
操
作
可
能
か

N
O

YE
S

大
容
量
ポ
ン
プ
を
用
い
た

Ｂ
計
器
用
空
気

圧
縮
機
（
海
水
冷
却
）
に

よ
る
供
給
準
備

加
圧
器
逃
が
し
弁

直
流
電
源
な
し

可
搬
式
整
流
器
に

よ
る
給
電

空
冷
式
非
常
用

発
電
装
置
起
動

※
1
｢1

.2
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
高
圧
時
に
発
電
用
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
の
手
順
等
｣に
て
整
備

※
2
｢1

.4
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
に
発
電
用
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
の
手
順
等
｣に
て
整
備

※
3
｢1

.5
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
た
め
の
手
順
等
｣に
て
整
備

※
4
｢1

.1
4
電
源
の
確
保
に
関
す
る
手
順
等
｣に
て
整
備

※
4

※
3

N
O

YE
S

N
O

YE
S

N
O

YE
S

補
助
給
水
流
量
回
復

YE
S

可
搬
型
バ
ッ
テ
リ

（
加
圧
器
逃
が
し
弁
用
）

に
よ
る
給
電
が
で
き
な
い

よ
り

N
O

蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ

る
炉
心
冷
却
が
で
き
な
い

炉
心
出
口
温
度

35
0℃
以
上

及
び

格
納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ
リ
ア

モ
ニ
タ

1×
10

5 m
Sv

/h
以
上

１
次
冷
却
材
圧
力

2.
0M

Pa
[g

ag
e]
以
上

加
圧
器
逃
が
し
弁
開
操
作

蒸
気
発
生
器
２
次
側

に
よ
る
炉
心
冷
却

代
替
炉
心
注
水

大
容
量
ポ
ン
プ
を
用
い
た

Ｂ
計
器
用
空
気
圧
縮
機

（
海
水
冷
却
）
に
よ
る

主
蒸
気
逃
が
し
弁
開
操
作

へ

※
1

※
2

※
1

窒
素
ボ
ン
ベ
（
加
圧
器
逃
が
し

弁
作
動
用
）
に
よ
る

加
圧
器
逃
が
し
弁
へ
の

代
替
制
御
用
空
気
供
給
準
備

加
圧
器
逃
が
し
弁
に

代
替
制
御
用
空
気
供
給
が

で
き
な
い

加
圧
器
逃
が
し
弁
に

代
替
制
御
用
空
気
供
給
が

で
き
な
い

可
搬
式
空
気
圧
縮
機
（
加
圧

器
逃
が
し
弁
作
動
用
）
に
よ

る
加
圧
器
逃
が
し
弁
へ
の

代
替
制
御
用
空
気
供
給
準
備

タ
ー
ビ
ン
動
補
助

給
水
ポ
ン
プ
起
動

電
動
補
助
給
水

ポ
ン
プ
起
動

YE
S

N
O

YE
S

N
O

加
圧
器
逃
が
し
弁

の
機
能
回
復

補
助
給
水

ポ
ン
プ
の

機
能
回
復

主
蒸
気
逃
が
し
弁

の
機
能
回
復

A

A
炉
心
注
水
不
能
か

凡
例

：
操
作
･確
認

：
別
フ
ロ
ー
へ
移
行

：
プ
ラ
ン
ト
状
態

：
判
断

：
重
大
事
故
等
対
処
設
備

：
準
備

：
対
応
手
段

窒
素
ボ
ン
ベ
（
主
蒸
気
逃
が
し

弁
作
動
用
）
に
よ
る

主
蒸
気
逃
が
し
弁
開
操
作

可
搬
式
空
気
圧
縮
機
（
主
蒸
気

逃
が
し
弁
作
動
用
）
に
よ
る

主
蒸
気
逃
が
し
弁
開
操
作

※
3
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表 85－５ 添付－３（１） 

設置変更許可申請書 本文十号 

第10.2表 重大事故等対策における操作の成立性(1/7) 

No. 対応手段 要員 要員数 想定時間 

1.1 － － － － 

1.2 

送水車を用いたタービン動補助給水ポンプへの直接供給に

よる蒸気発生器への注水 
1.13にて整備する。 

タービン動補助給水ポンプ（現場手動操作）及びタービン動

補助給水ポンプ起動弁（現場手動操作）によるタービン動補

助給水ポンプの機能回復 

運転員等 

（中央制御室、現場） 
3 28分 

主蒸気逃がし弁（現場手動操作）による主蒸気逃がし弁の機

能回復 
1.3にて整備する。 

1.3 

送水車を用いたタービン動補助給水ポンプへの直接供給に

よる蒸気発生器への注水 
1.13にて整備する。 

タービン動補助給水ポンプ（現場手動操作）及びタービン動

補助給水ポンプ起動弁（現場手動操作）によるタービン動補

助給水ポンプの機能回復 

1.2にて整備する。 

主蒸気逃がし弁（現場手動操作）による主蒸気逃がし弁の機

能回復 

運転員等 

（中央制御室、現場） 
4 26分 

窒素ボンベ（加圧器逃がし弁作動用）による加圧器逃がし弁

の機能回復 

運転員等 

（中央制御室、現場） 
3 36分 

可搬式空気圧縮機（加圧器逃がし弁作動用）による加圧器逃

がし弁の機能回復 

運転員等 

（中央制御室、現場） 
3 36分 

1.4 

Ａ、Ｂ内部スプレポンプ（ＲＨＲＳ－ＣＳＳ連絡ライン使用）

による代替炉心注水 

運転員等 

（中央制御室、現場） 
2 19分 

恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水 
運転員等 

（中央制御室、現場） 
2 30分 

可搬式代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水 

運転員等 

（中央制御室、現場） 
2 

8.5時間 

緊急安全対策要員 18 
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表 85－５ 添付－３（２） 

設置変更許可申請書 添付書類十（有効性評価） 

 

第
7.
2.
1.
2.
3
図
 
「
雰
囲
気
圧
力
・
温
度
に
よ
る
静
的
負
荷
（
格
納
容
器
過
温
破
損
）
」
の
作
業
と
所
要
時
間
 

（
外
部
電
源
喪
失
時
に
非
常
用
所
内
交
流
電
源
が
喪
失
し
、
補
助
給
水
機
能
が
喪
失
す
る
事
故
）
(1
/2
) 

 

同等な機能を有することの説明 
関連箇所を赤枠にて示す。 
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（２）－２－５ 保安規定第 85条 表 85-６「原子炉格納容器スプレイ等をするため

の設備」運転上の制限等について 

 

a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 

b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

(4) 設置変更許可申請書 添付十追補（機能喪失原因対策分析） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置許可基準規則 第五十一条（所要数） 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

添付-３ サーベランスの確認事項の根拠 

(1) 工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書 

添付-４ 同等な機能を有する設備 

(1) 同等な機能を有することの説明 添付十追補 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（同等の機能を有することの根拠） 

(3) 設置変更許可申請書 添付十（同等の機能を有することの根拠） 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備

分類等」参照 
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a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 

 

補(2)-293



保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

保
安
規
定

 
第

85
条

 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

表
８
５
－
６

 
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
等
を
す
る
た
め
の
設
備
 

 ８
５
－
６
－
１

 
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

 
①
 

 (
1)
 運
転
上
の
制
限
 

項
 
目

 
②
 

運
転
上
の
制
限

 
③
 

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
 

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
※
１
の
１
系
統
以
上
が
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
※
２
 

適
用
モ
ー
ド
 
④
 

設
 
備

 
⑤
 

所
要
数

 
⑥
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ

び
６
 

内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
 

２
台
※
３
 

燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
 

※
４
 

※
１
：
よ
う
素
除
去
薬
品
タ
ン
ク
を
除
く
。
 

※
２
：
動
作
可
能
と
は
、
ポ
ン
プ
が
手
動
起
動
（
系
統
構
成
含
む
）
で
き
る
こ
と
を
い
う
。
 

※
３
：
Ａ
お
よ
び
Ｂ
ま
た
は
Ｃ
お
よ
び
Ｄ
内
部
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
２
台
。
 

※
４
：
「
８
５
－
１
４
－
２

 
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

 

①
 設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
七
条
（
１
．
４
）

 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
条
（
１
．
７
）
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
一
条
（
１
．
８
）
が
該
当
す
る
。
（
添
付
－
１
）
 

 ②
 運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）
 

 ③
 以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
で
も
維
持
さ
れ
る
よ
う
、
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
原
子
炉
格
納
容

器
ス
プ
レ
イ
系
は
１
系
統
以
上
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

な
お
、
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
に
設
置
さ
れ
て
い
る
よ
う
素
除
去
薬
品
タ
ン
ク
に
つ
い
て
は
、
重
大

事
故
等
の
対
処
に
期
待
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
運
転
上
の
制
限
の
対
象
設
備
か
ら
は
除
い
て
い
る
。
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
七
条
（
１
．
４
）
 

「
原
子
炉
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
に
発
電
用
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備
(手
順
等
)」
と
し
て
、
原

子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
が
低
圧
の
状
態
で
あ
っ
て
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
有
す
る
原
子
炉
の

冷
却
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
炉
心
の
著
し
い
損
傷
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る

た
め
、
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
(手
順
等
を
定
め
る
)こ
と
。［
本
項
は
、
原
子

炉
内
に
溶
融
デ
ブ
リ
が
残
存
し
た
場
合
の
溶
融
デ
ブ
リ
の
冷
却
が
対
象
］
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
条
（
１
．
７
）
 

「
原
子
炉
の
格
納
容
器
の
過
圧
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備

(手
順
等

)」
と
し
て
、
炉
心
の
著
し
い
損

傷
が
発
生
し
た
場
合
に
、
原
子
炉
格
納
容
器
の
圧
力
及
び
温
度
を
低
下
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設

け
る

(手
順
等
を
定
め
る

)こ
と
。
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
一
条
（
１
．
８
）
 

「
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
の
溶
融
炉
心
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備
(手
順
等
)」
と
し
て
、
炉
心
の
著
し
い
損

傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
に
落
下
し
た
溶
融
炉
心
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要

な
設
備
を
設
け
る

(手
順
等
を
定
め
る
)こ
と
。［
本
項
は
、
基
準
要
求
に
則
り
、
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン

プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
と
は
別
に
、
多
重
性
、
多
様
性
及
び
独
立
性
を
持
つ
内
部
ス

プ
レ
ポ
ン
プ
２
台
を
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
設
定
し
、
運
転
上
の
制
限
を
設
け
る
。
］
 

 

④
 原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
は
、
炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
の
溶
融
炉
心
の
冷
却
、
原
子
炉
格

納
容
器
の
圧
力
及
び
温
度
を
低
下
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
燃
料
が
存
在

す
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
適
用
モ
ー
ド
は
「
モ
ー
ド
１
、
２
、

３
、
４
、
５
及
び
６
」
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
１
）
）
 

 ⑤
 ②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備
 

 ⑥
 内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
は
、

1
系
統
（
2
台
）
で
溶
融
炉
心
の
冷
却
、
原
子
炉
格
納
容
器
の
圧
力
及
び
温
度
を
低
下

さ
せ
る
の
に
必
要
な
水
量
を
供
給
で
き
る
設
計
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
運
転
上
の
制
限
の
所
要
数
を
Ａ
及
び
Ｂ

又
は
Ｃ
及
び
Ｄ
の
い
ず
れ
か

2
台
と
す
る
。
（
添
付
－
２
）
 

な
お
、
上
記
の
設
備
は
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
た
め
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
。
ま
た
、
設
置
許
可

基
準
規
則
第
五
十
一
条
に
お
い
て
、
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
注
水
設
備
に
つ
い
て
多
重
性
又
は
多
様
性
及
び
独
立

性
、
位
置
的
分
散
が
要
求
さ
れ
て
い
る
が
、
当
該
要
求
は
、
本
項
と
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原

子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
(8
5
-6
-2
参
照

)及
び
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
下
部
キ

ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水
系
(8
5-

6-
3
参
照

)と
で
満
足
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

保
安
規
定

 
第

85
条

 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

(
2)
 確
認
事
項

 
⑦
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

内
部
ス
プ
レ
 

ポ
ン
プ
 

施
錠
等
に
よ
り
固
定
さ
れ
て
い
な
い
原
子
炉
格
納
容
器

ス
プ
レ
イ
系
の
流
路
中
の
弁
が
正
し
い
位
置
に
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

当
直
課
長
 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異
常
な
振
動
、
異
音
、
異
臭
、
漏

え
い
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

発
電
室
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
に
お
い
て
、
２
台
以
上

の
ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
 

ま
た
、
確
認
す
る
際
に
操
作
し
た
弁
に
つ
い
て
は
、
正

し
い
位
置
に
復
旧
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 
当
直
課
長
 

モ
ー
ド
５
お
よ
び
６
に
お
い
て
、
２
台
以
上
の
ポ
ン
プ

が
手
動
起
動
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 
当
直
課
長
 

  

⑦
 適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２
）
 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
）
 

定
期
検
査
時
の
確
認
事
項
は
、
保
安
規
定
第

58
条
（
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
）
で
設
定
さ
れ
て
い
る

の
で
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。

 

ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
）
 

通
常
運
転
中
の
確
認
事
項
は
、
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
及
び
４
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
第

58
条
（
原
子
炉
格

納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
）
で
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
モ
ー
ド
５
及
び
６
に
つ
い

て
は
、
保
安
規
定
第

53
条
（
非
常
用
炉
心
冷
却
系
－
モ
ー
ド
４
－
）
の
確
認
項
目
で
、
「
手
動
起
動
可
能
で
あ
る

こ
と
」
が
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
 

な
お
、「
手
動
起
動
可
能
」
と
は
、
ポ
ン
プ
に
電
源
が
供
給
さ
れ
て
お
り
、
中
央
制
御
室
又
は
現
場
か
ら
手
動

操
作
す
る
こ
と
に
よ
り
運
転
状
態
に
で
き
る
状
態
を
い
う
。
ま
た
、
ポ
ン
プ
に
電
源
が
供
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
と

は
、
ポ
ン
プ
電
源
の
し
ゃ
断
器
が
接
続
位
置
で
あ
り
、
制
御
電
源
が
入
っ
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

保
安
規
定

 
第

85
条

 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

(
3)
 要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
、

３
お
よ
び

４
 

A
. 
原
子
炉
格
納

容
器
ス
プ
レ

イ
系
の
全
て

が
動
作
不
能

で
あ
る
場
合
 

A
.1
 当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復

旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 当
直
課
長
お
よ
び
タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
当
該
系

統
と
同
等
な
機
能
を
持
つ
他
の
重
大
事
故
等
対
処
設

備
※
５
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
６
措
置

を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.3
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.4
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

    １
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

モ
ー
ド
５

お
よ
び
６
 

A
. 
原
子
炉
格
納

容
器
ス
プ
レ

イ
系
の
全
て

が
動
作
不
能

で
あ
る
場
合
 

A
.1
 当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復

旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
っ
て
い

る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.3
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非
満
水
）

ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）
の
場

合
、
１
次
系
保
有
水
を
回
復
す
る
措
置
を
開
始
す

る
。
 

お
よ
び
 

A
.4
 当
直
課
長
お
よ
び
タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
当
該
系

統
と
同
等
な
機
能
を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
※
５

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
６
措
置
を
開

始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

※
５
：
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
お
よ
び
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ

ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水
系
を
い
う
。
 

※
６
：「
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」
の
確
認
は
、
対
象
設
備
の
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
行
う
。
ま
た
、「
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
」
と
は
、
当
該
系
統
に
要
求
さ
れ
る
準
備
時
間
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
、
当
該
系
統
と
同
等
な
機

能
を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
し
、
接
続
口
付
近
ま
で
ホ
ー
ス
を
敷
設
す
る
補
完
措
置
が
完
了
し

て
い
る
こ
と
を
含
む
。
 

  

⑧
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。
 

設
置
許
可
基
準
規
則
第
四
十
七
条
及
び
第
五
十
条
に
お
い
て
は
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
で
あ
る
格
納
容

器
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
に
対
し
て
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
が
動
作
可
能
で
あ
れ
ば
基
準
要
求
を
満
足
で
き
る

た
め
運
転
上
の
制
限
に
は
抵
触
し
な
い
。
  

設
置
許
可
基
準
規
則
第
五
十
一
条
に
お
い
て
は
、
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
１
系
統
と
恒
設
代
替
低
圧
注

水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
（
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子

炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水
系
を
含
む
）
そ
れ
ぞ
れ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
従
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
系
統
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
の
条
件
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
本
項
で
は
、
原
子
炉

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
の
全
て
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
を
設
定
す
る
。
 

 

⑨
 要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．（
２
）
、（
３
）
）
 

【
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
及
び
４
】
 

A
.1
 全
て
の
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
が
動
作
不
能
で
あ
る
た
め
、
当
該
系
統
の
い
ず
れ
か
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.2
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）
」
の
技
術
的
能
力
で

整
理
し
た
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
及
び
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ

テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水
系
が
該
当
し
、
当
該
措
置
は
、
上
記

A.
1
と
同
じ

く
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

 
こ
こ
で
、
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
も
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）
」
の
技
術
的
能
力
に
て

同
等
の
機
能
を
持
つ
他
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
整
理
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
設
置
許
可
基
準
規
則
第

51

条
に
「
多
重
性
又
は
多
様
性
及
び
独
立
性
、
位
置
的
分
散
」
を
要
求
さ
れ
て
い
る
（
本
表
で
は
、
「
恒
設
代
替
低

圧
注
水
ポ
ン
プ
及
び
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
」
と
「
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
」
に
よ
り
要
求
を
満
た

し
て
い
る
。
）
こ
と
か
ら
、「
可
搬
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
及
び
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
」
と
「
恒

設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
及
び
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
」
に
よ
り
要
求
を
満
た
す
よ
う
に
、
可
搬

代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
を
同
等
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
位
置
付
け
る
。
な
お
、
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン

プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
は
、
準
備
に
時
間
を
要
す
る
た
め
、
原
子
炉
下
部
注
水
設
備
と
し

て
の
機
能
を
有
す
る
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
と
同
等
の
機
能
を

有
す
る
よ
う
に
、
ポ
ン
プ
等
の
設
置
及
び
接
続
口
付
近
ま
で
の
ホ
ー
ス
布
設
を
事
前
に
実
施
す
る
補
完
措
置
が
必

要
で
あ
る
。
（
添
付
－
４
）
 

 ［
参
考
］
 

①
仕
様
 

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
 
 
容
量
：

  
 
m
3 /
h、
揚
程
：

  
 
m 

可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

 
容
量
：

  
 
m
3 /
h、
揚
程
：

  
 
m 
 

②
注
水
開
始
ま
で
の
時
間
 

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
 
約

50
分
（
注
）
 

可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

 
約

8.
5
時
間

 
→
補
完
措
置
に
よ
り
約

50
分
以
内
に
短
縮
す
る
。
 

注
）
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
に
求
め
ら
れ
る
最
も
過
酷
な
原
子
炉
格
納
容
器
破
損
防
止
の
代
表
シ
ー

ケ
ン
ス
で
あ
る
「
過
圧
破
損
」
に
お
け
る
有
効
性
評
価
で
は
、
事
象
発
生
の
約

50
分
後
に
恒
設
代

替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
を
開
始
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

枠
組
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の
で
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

保
安
規
定

 
第

85
条

 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

 
A
.3
 原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
全
て
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
、
保
安
規
定
第

58
条
（
原
子
炉
格
納
容
器

ス
プ
レ
イ
系
）
の
要
求
に
基
づ
き
プ
ラ
ン
ト
を
適
用
モ
ー
ド
外
に
移
行
す
る
必
要
が
あ
り
、
本
表
で
は
当
該
要
求

に
基
づ
く
措
置
を
設
定
し
て
い
る
。
 

A.
4 
上
記

A.
3
と
同
じ
。
 

 ⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（
前
頁
の
続
き
）
 

【
モ
ー
ド
５
お
よ
び
６
】
 

A
.1
 当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.2
当
該
系
統
が
動
作
不
能
で
あ
る
状
態
で
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
行
う
こ
と
は
安
全
側
の
措
置
と
は
い
え
な
い

こ
と
か
ら
、
水
抜
き
中
の
場
合
は
“
速
や
か
に
”
水
抜
き
を
中
止
し
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
措
置
を

行
う
。
 

A
.3
既
に
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
中
の
場
合
は
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
た
め
１
次
系
の
保
有
水
を
回
復
す
る

措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.4
 当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を
も
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
措
置
を
“
速

や
か
に
”
開
始
す
る
。
確
認
対
象
は
、
モ
ー
ド
１
～
４
の

A.
2
と
同
様
で
あ
る
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

保
安
規
定

 
第

85
条

 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

８
５
－
６
－
２

 
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

 
－
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容

器
ス
プ
レ
イ
－

 
①
 

 (
1)
 運
転
上
の
制
限
 

項
 
目

 
②
 

運
転
上
の
制
限

 
③
 

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ

る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ

イ
 

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

適
用
モ
ー
ド

 
④
 

設
 
備

 
⑤
 

所
要
数

 
⑥
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お

よ
び
６
 

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
 

１
台
 

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
 

※
１
 

燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
 

※
２
 

復
水
タ
ン
ク
 

※
３
 

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
 

※
４
 

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
 

※
４
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
 

※
４
 

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
 

※
４
 

送
水
車
 

※
５
 

軽
油
用
ド
ラ
ム
缶
 

※
６
 

※
１
：
「
８
５
－
１
５
－
１

 
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
か
ら
の
給
電
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

※
２
：
「
８
５
－
１
４
－
２

 
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

※
３
：
「
８
５
－
１
４
－
３

 
復
水
タ
ン
ク
（
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
補
給
系
を
含
む
）
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制

限
を
定
め
る
。
 

※
４
：
「
８
５
－
１
５
－
６
 
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油

移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

※
５
：
「
８
５
－
１
４
－
１

 
海
水
を
用
い
た
復
水
タ
ン
ク
へ
の
補
給
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

※
６
：
「
８
５
－
１
２
－
４

 
軽
油
用
ド
ラ
ム
缶
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

 

①
 設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
七
条
（
１
．
４
）

 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
九
条
（
１
．
６
）
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
 
条
（
１
．
７
）
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
一
条
（
１
．
８
）
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条
（
１
．
１
３
）
が
該
当
す
る
。（
添
付
－
１
）
 

 
②

 運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）
 

 ③
 以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
状
態
で
も
維
持
で
き
る
よ
う
、
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
恒
設
代
替
低
圧

注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
１
系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限

と
す
る
。
 

 
・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
七
条
（
１
．
４
）
 

「
原
子
炉
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
に
発
電
用
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備

(手
順
等
)」
と
し
て
、
原

子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
が
低
圧
の
状
態
で
あ
っ
て
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
有
す
る
原
子
炉
の

冷
却
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
炉
心
の
著
し
い
損
傷
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る

た
め
、
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
(手
順
等
を
定
め
る
)こ
と
。
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
九
条
（
１
．
６
）
 

「
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備

(手
順
等
）
」
と
し
て
、

(1
)格
納
容
器
内
の
冷
却
機
能
が
喪

失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
及
び
温
度
を
低
下
さ
せ
る
、

(2
)原
子
炉
格
納
容
器
の

破
損
を
防
止
す
る
た
め
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
及
び
温
度
並
び
に
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
低
下
さ
せ

る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る

(手
順
等
を
定
め
る

)こ
と
。
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
条
（
１
．
７
）
 

「
原
子
炉
の
格
納
容
器
の
過
圧
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備

(手
順
等
)」
と
し
て
、
炉
心
の
著
し
い
損
傷

が
発
生
し
た
場
合
に
、
原
子
炉
格
納
容
器
の
圧
力
及
び
温
度
を
低
下
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る

(手
順
等
を
定
め
る

)こ
と
。
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
一
条
（
１
．
８
）
 

「
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
の
溶
融
炉
心
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備

(手
順
等
)」
と
し
て
、
炉
心
の
著
し
い
損

傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
に
落
下
し
た
溶
融
炉
心
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な

設
備
を
設
け
る

(手
順
等
を
定
め
る
)こ
と
。
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条
（
１
．
１
３
）

 
「
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
設
備
(手
順
等
)」
と
し
て
、
設
計
基
準
事
故
の
収
束
に
必

要
な
水
源
と
は
別
に
、
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
有
す
る
水
源
を
確
保
す
る
こ

と
に
加
え
て
、
設
計
基
準
事
故
及
び
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
対
し
て
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る

十
分
な
量
の
水
を
供
給
す
る
た
め
に
、
必
要
な
設
備
を
設
け
る
(手
順
等
を
定
め
る
)こ
と
。
 

 
な
お
、
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
七
条
（
１
．
４
）
、
第
五
十
一
条
（
１
．
８
）
、

第
五
十
六
条
（
１
．
１
３
）
の
要
求
に
対
し
て
は
、
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
系
の
機

能
に
も
期
待
し
て
い
る
が
、
当
該
機
能
の
維
持
に
必
要
な
設
備
は
、
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原

子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
等
の
運
転
上
の
制
限
に
包
含
さ
れ
る
た
め
、
表

85
-
4(
炉
心
注
水
を
す
る
た
め
の
設

備
)で
運
転
上
の
制
限
は
設
定
し
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

 ④
 恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
は
、
炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し

た
場
合
の
溶
融
炉
心
の
冷
却
、
原
子
炉
格
納
容
器
の
圧
力
及
び
温
度
を
低
下
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ

り
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
燃
料
が
存
在
す
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
適
用
モ
ー
ド
は
「
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
及
び
６
」
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針

４
．
３
．
（
１
）
）
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

保
安
規
定

 
第

85
条

 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

         (
2)
 確
認
事
項

 
⑦
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

恒
設
代
替
低
圧
注
水

ポ
ン
プ
 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異
常
な
振
動
、
異

音
、
異
臭
、
漏
え
い
が
な
い
こ
と
、
お

よ
び
揚
程
が

 
13

2
m以
上
、
容
量
が

 

1
20

m
3
/h
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

定
期
検
査
時
 

発
電
室
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
に
お
い

て
、
ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
課
長
 

モ
ー
ド
５
お
よ
び
６
に
お
い
て
、
ポ
ン

プ
が
手
動
起
動
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
課
長
 

  

⑤
 ②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備
 

 ⑥
 恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
は
、
１
台
で
溶
融
炉
心
の
冷
却
、
原
子
炉
格
納
容
器
の
圧
力
及
び
温
度
を
低
下
さ

せ
る
の
に
必
要
な
水
量
を
供
給
で
き
る
設
計
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
運
転
上
の
制
限
の
所
要
数
を

1
台
と
す

る
。
（
添
付
－
２
）
 

な
お
、
上
記
の
設
備
は
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
り
、
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
。
ま
た
、
設
置
許
可
基

準
規
則
第
五
十
一
条
に
お
い
て
、
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
注
水
設
備
に
つ
い
て
多
重
性
又
は
多
様
性
及
び
独
立

性
、
位
置
的
分
散
が
要
求
さ
れ
て
い
る
が
、
当
該
要
求
は
、
本
項
と
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系

(8
5
-6
-1
参

照
)と
で
満
足
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

  ⑦
 適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２
）
 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
）

  

定
期
検
査
時
の
確
認
事
項
は
、
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
の
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。
確
認
す
る
揚
程
及

び
容
量
は
、
工
事
計
画
認
可
申
請
書
の
記
載
に
基
づ
き
以
下
の
値
を
使
用
す
る
。
（
添
付
－
３
）
 

［
揚
程
］

  
 
ｍ
以
上
 

［
容
量
］

  
 
m
3 /
h
以
上
 

 ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
）

  

通
常
運
転
中
の
確
認
事
項
に
つ
い
て
は
、
85

-6
-
1（
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
）
の
確
認
事
項
と
同
様
の

設
定
と
す
る
。

  

な
お
、「
手
動
起
動
可
能
」
と
は
、
ポ
ン
プ
へ
の
電
源
供
給
等
が
速
や
か
に
可
能
で
あ
り
、
中
央
制
御
室
又
は

現
場
か
ら
手
動
操
作
す
る
こ
と
に
よ
り
、
制
限
時
間
内
に
運
転
状
態
に
で
き
る
状
態
を
い
う
。
ま
た
、
ポ
ン
プ

へ
の
電
源
供
給
が
速
や
か
に
可
能
と
は
、
ポ
ン
プ
電
源
の
し
ゃ
断
器
ま
で
電
源
供
給
さ
れ
て
お
り
、
し
ゃ
断
器

を
接
続
位
置
と
し
、
制
御
電
源
が
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
い
う
。
 

 

枠
組
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の
で
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

(
3)
 要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件

 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
、

３
お
よ
び

４
 

A
. 
恒
設
代
替

低
圧
注
水

ポ
ン
プ
が

動
作
不
能

で
あ
る
場

合
 

A
.1
 当
直
課
長
は
、
１
台
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
７
と
と
も
に
、
そ
の
他

の
設
備
※
８
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を
持

つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
※
９
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
※
１
０
。
 

お
よ
び
 

A
.3
 当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す

る
。
 

４
時
間
 

   ７
２
時
間
 

   ３
０
日
 

B
. 
条
件
Ａ
の

措
置
を
完

了
時
間
内

に
達
成
で

き
な
い
場

合
 

B
.1
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。

 

お
よ
び
 

B
.2
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。

 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

モ
ー
ド
５

お
よ
び
６
 

A
. 
恒
設
代
替

低
圧
注
水

ポ
ン
プ
が

動
作
不
能

で
あ
る
場

合
 

A
.1
 当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す

る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
っ
て
い
る
場

合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.3
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非
満
水
）
ま
た

は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）
の
場
合
、
１
次
系

保
有
水
を
回
復
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.4
 タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を
持

つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
※
９
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
※
１
１
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

※
７
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
、
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

※
８
：
残
り
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
１
台
、
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
４
台
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
２
基
お
よ
び
原
子
炉
補

機
冷
却
水
系
２
系
統
を
い
い
、
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

※
９
：
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
を
い
う
。
 

※
10
：
「
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」
の
確
認
は
、
対
象
設
備
の
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
行
う
。
ま
た
、「
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
」
と
は
、
当
該
系
統
に
要
求
さ
れ
る
準
備
時
間
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
、
当
該
系
統
と
同
等
な

機
能
を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
し
、
接
続
口
付
近
ま
で
ホ
ー
ス
を
敷
設
す
る
補
完
措
置
が
完

了
し
て
い
る
こ
と
を
含
む
。
 

※
11
：
「
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」
の
確
認
は
、
対
象
設
備
の
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
行
う
。
 

 

⑧
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。
 

設
置
許
可
基
準
規
則
第
四
十
七
条
、
四
十
九
条
及
び
第
五
十
条
に
お
い
て
は
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に

対
し
て
、
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
が
動
作
可
能
で
あ
れ
ば
基
準
要
求
を
満
足
で
き

る
た
め
運
転
上
の
制
限
に
は
抵
触
し
な
い
。
  

設
置
許
可
基
準
規
則
第
五
十
一
条
に
お
い
て
は
、
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
１
系
統
と
恒
設
代
替
低
圧
注

水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
（
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子

炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水
系
を
含
む
）
そ
れ
ぞ
れ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
従
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
系
統
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
の
条
件
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
本
項
で
は
、
恒
設
代

替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
を
設
定
す
る
。
 

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
、
設
置
許
可
基
準
規
則
第
四
十
七
条
、
第
四
十

九
条
、
第
五
十
条
及
び
第
五
十
一
条
全
て
の
要
求
を
満
足
で
き
な
い
状
態
と
な
る
。
従
っ
て
、
１
Ｎ
要
求
の
重

大
事
故
緩
和
設
備
が
運
転
上
の
制
限
を
満
足
で
き
な
い
状
態
に
な
っ
た
場
合
の
条
件
（
１
Ｎ
未
満
）
を
設
定
す

る
。
 

 ⑨
 要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．（
２
）
、（
３
）
）
 

【
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
及
び
４
】

  
 

A
.1
 対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変

更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）
」
の
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
“
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処

設
備
”
で
あ
る
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
、
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
及
び
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系

が
該
当
し
、
完
了
時
間
は
「

4
時
間
」
と
す
る
。
 

な
お
、
実
起
動
さ
せ
る
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
、
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
は
代
替
炉
心
冷
却
系
と
し
て
の
機

能
も
有
し
て
い
る
こ
と
、
炉
心
冷
却
に
寄
与
す
る
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
の
機
能
が
健
全
で
あ
れ
ば
「
炉
心
の
著
し

い
損
傷
」
に
進
展
す
る
こ
と
を
防
止
で
き
る
こ
と
か
ら
、
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
を
選
定
し
た
。
 

A
.2
 動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）
」
の
技
術
的
能
力
で

整
理
し
た
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
が
該
当
し
、
完
了
時
間

は
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
「
72
時
間
」
と
す
る
。
 

こ
こ
で
、
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
は
、
準
備
に
時
間
を
要

す
る
た
め
、
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
と
同
等
の
機
能
を
有
す

る
よ
う
に
、
ポ
ン
プ
等
の
設
置
及
び
原
子
炉
補
助
建
屋
の
外
側
ま
で
の
ホ
ー
ス
布
設
を
事
前
に
実
施
す
る
補
完

措
置
が
必
要
で
あ
る
。
 

A
.3
 当
該
系
統
を
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の

AO
T
上
限
の
「
30
日
」
と
す
る
。
 

B
.1
,
B.
2
 既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
し
て
い
る
。
 

【
モ
ー
ド
５
お
よ
び
６
】

  

A
.1
 当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.2
 当
該
系
統
が
動
作
不
能
で
あ
る
状
態
で
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
行
う
こ
と
は
安
全
側
の
措
置
と
は
い
え
な
い

こ
と
か
ら
、
水
抜
き
中
の
場
合
は
“
速
や
か
に
”
水
抜
き
を
中
止
し
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
措
置
を

行
う
。
 

A
.3
 既
に
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
中
の
場
合
は
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
た
め
１
次
系
の
保
有
水
を
回
復
す
る

措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.4
 当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を
も
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
措
置
を
“
速

や
か
に
”
開
始
す
る
。
確
認
対
象
は
、
モ
ー
ド
１
～
４
の

A.
2
と
同
様
で
あ
る
。
 

 

補(2)-300



保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

保
安
規
定

 
第

85
条

 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

８
５
－
６
－
３

 
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

 
－
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子

炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
お
よ
び
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水
－

 
①
 

 (
1)
 運
転
上
の
制
限

  

項
 
目

 
②
 

運
転
上
の
制
限

 
③
 

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水

ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格

納
容
器
ス
プ
レ
イ
お
よ
び
原
子

炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水
 

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
系
お
よ
び
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水
系
が
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
 

適
用
モ
ー
ド
 
④
 

設
 
備

 
⑤
 

所
要
数
 
⑥
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５

お
よ
び
６
 

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
 

１
台
 

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
 

※
１
 

燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
 

※
２
 

復
水
タ
ン
ク
 

※
３
 

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
 

※
４
 

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
 

※
４
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
 

※
４
 

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
 

※
４
 

送
水
車
 

※
５
 

軽
油
用
ド
ラ
ム
缶
 

※
６
 

※
１
：
「
８
５
－
１
５
－
１

 
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
か
ら
の
給
電
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

※
２
：
「
８
５
－
１
４
－
２

 
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

※
３
：
「
８
５
－
１
４
－
３

 
復
水
タ
ン
ク
（
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
補
給
系
を
含
む
）
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制

限
を
定
め
る
。
 

※
４
：
「
８
５
－
１
５
－
６
 
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油

移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

※
５
：
「
８
５
－
１
４
－
１

 
海
水
を
用
い
た
復
水
タ
ン
ク
へ
の
補
給
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

※
６
：
「
８
５
－
１
２
－
４

 
軽
油
用
ド
ラ
ム
缶
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

 

①
 設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
七
条
（
１
．
４
）

 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
九
条
（
１
．
６
）
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
 
条
（
１
．
７
）
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
一
条
（
１
．
８
）
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条
（
１
．
１
３
）
が
該
当
す
る
。（
添
付
－
１
）
 

 
②

 運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）
 

 ③
 以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
状
態
で
も
維
持
で
き
る
よ
う
、
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
原
子
炉
下
部
キ

ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
１
系
統
及
び
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直

接
注
水
系
１
系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

 
・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
七
条
（
１
．
４
）
 

「
原
子
炉
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
に
発
電
用
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備

(手
順
等
)」
と
し
て
、
原

子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
が
低
圧
の
状
態
で
あ
っ
て
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
有
す
る
原
子
炉
の

冷
却
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
炉
心
の
著
し
い
損
傷
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る

た
め
、
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
(手
順
等
を
定
め
る
)こ
と
。
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
九
条
（
１
．
６
）
 

「
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備

(手
順
等
）
」
と
し
て
、

(1
)格
納
容
器
内
の
冷
却
機
能
が
喪

失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
及
び
温
度
を
低
下
さ
せ
る
、

(2
)原
子
炉
格
納
容
器
の

破
損
を
防
止
す
る
た
め
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
及
び
温
度
並
び
に
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
低
下
さ
せ

る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る

(手
順
等
を
定
め
る

)こ
と
。
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
条
（
１
．
７
）
 

「
原
子
炉
の
格
納
容
器
の
過
圧
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備

(手
順
等
)」
と
し
て
、
炉
心
の
著
し
い
損
傷

が
発
生
し
た
場
合
に
、
原
子
炉
格
納
容
器
の
圧
力
及
び
温
度
を
低
下
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る

(手
順
等
を
定
め
る

)こ
と
。
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
一
条
（
１
．
８
）
 

「
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
の
溶
融
炉
心
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備

(手
順
等
)」
と
し
て
、
炉
心
の
著
し
い
損

傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
に
落
下
し
た
溶
融
炉
心
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な

設
備
を
設
け
る

(手
順
等
を
定
め
る
)こ
と
。
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条
（
１
．
１
３
）

 
「
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
設
備
(手
順
等
)」
と
し
て
、
設
計
基
準
事
故
の
収
束
に
必

要
な
水
源
と
は
別
に
、
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
有
す
る
水
源
を
確
保
す
る
こ

と
に
加
え
て
、
設
計
基
準
事
故
及
び
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
対
し
て
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る

十
分
な
量
の
水
を
供
給
す
る
た
め
に
、
必
要
な
設
備
を
設
け
る
(手
順
等
を
定
め
る
)こ
と
。
 

 ④
 原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
及
び
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ

テ
ィ
直
接
注
水
系
は
、
炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
の
溶
融
炉
心
の
冷
却
、
原
子
炉
格
納
容
器
の
圧
力

及
び
温
度
を
低
下
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
燃
料
が
存
在
す
る
期
間
を
機
能

維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
適
用
モ
ー
ド
は
「
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
及
び

６
」
と
す
る
。（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．（
１
）
）
 

 

補(2)-301



保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

保
安
規
定

 
第

85
条

 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

         (
2)
 確
認
事
項

 
⑦
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

原
子
炉
下
部

キ
ャ
ビ
テ
ィ

注
水
ポ
ン
プ
 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異
常
な
振
動
、
異
音
、
異
臭
、
漏

え
い
が
な
い
こ
と
、
お
よ
び
揚
程
が

 
15

6
m以
上
、
容

量
が

 
12

0
m
3 /
h以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

発
電
室
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
に
お
い
て
、
ポ
ン
プ
を

起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 
当
直
課
長
 

モ
ー
ド
５
お
よ
び
６
に
お
い
て
、
ポ
ン
プ
が
手
動
起
動

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 
当
直
課
長
 

  

⑤
 ②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備
 

 ⑥
 原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
は
、
１
台
で
溶
融
炉
心
の
冷
却
、
原
子
炉
格
納
容
器
の
圧
力
及
び
温
度

を
低
下
さ
せ
る
の
に
必
要
な
水
量
を
供
給
で
き
る
設
計
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
運
転
上
の
制
限
の
所
要
数
を

1
台
と
す
る
。
（
添
付
－
２
）
 

な
お
、
上
記
の
設
備
は
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
り
、
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
。
ま
た
、
設
置
許
可
基

準
規
則
第
五
十
一
条
に
お
い
て
、
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
注
水
設
備
に
つ
い
て
多
重
性
又
は
多
様
性
及
び
独
立

性
、
位
置
的
分
散
が
要
求
さ
れ
て
い
る
が
、
当
該
要
求
は
、
本
項
と
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系

(8
5
-6
-1
参

照
)と
で
満
足
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

  ⑦
 適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２
）
 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
）

  

定
期
検
査
時
の
確
認
事
項
は
、
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
の
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。
確
認
す

る
揚
程
及
び
容
量
は
、
工
事
計
画
認
可
申
請
書
の
記
載
に
基
づ
き
以
下
の
値
を
使
用
す
る
。
（
添
付
－
３
）
 

［
揚
程
］

  
 
ｍ
以
上
 

［
容
量
］

  
 
m
3 /
h
以
上
 

 ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
）

  

通
常
運
転
中
の
確
認
事
項
に
つ
い
て
は
、
85

-6
-
1（
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
）
の
確
認
事
項
と
同
様
の

設
定
と
す
る
。

  

な
お
、「
手
動
起
動
可
能
」
と
は
、
ポ
ン
プ
へ
の
電
源
供
給
等
が
速
や
か
に
可
能
で
あ
り
、
中
央
制
御
室
又
は

現
場
か
ら
手
動
操
作
す
る
こ
と
に
よ
り
、
制
限
時
間
内
に
運
転
状
態
に
で
き
る
状
態
を
い
う
。
ま
た
、
ポ
ン
プ

へ
の
電
源
供
給
が
速
や
か
に
可
能
と
は
、
ポ
ン
プ
電
源
の
し
ゃ
断
器
ま
で
電
源
供
給
さ
れ
て
お
り
、
し
ゃ
断
器

を
接
続
位
置
と
し
、
制
御
電
源
が
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
い
う
。
 

  

枠
組
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の
で
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

保
安
規
定

 
第

85
条

 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

(
3)
 要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
、

３
お
よ
び

４
 

A
. 
原
子
炉
下
部
キ

ャ
ビ
テ
ィ
注
水

ポ
ン
プ
が
動
作

不
能
で
あ
る
場

合
 

A
.1
 当
直
課
長
は
、
１
台
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
を
起
動

し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
７
と
と

も
に
、
そ
の
他
の
設
備
※
８
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に

復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

    ７
２
時
間
 

 

B
. 
条
件
Ａ
の
措
置

を
完
了
時
間
内

に
達
成
で
き
な

い
場
合
 

B
.1
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。

 

お
よ
び
 

B
.2
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。

 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

モ
ー
ド
５

お
よ
び
６
 

A
. 
原
子
炉
下
部
キ

ャ
ビ
テ
ィ
注
水

ポ
ン
プ
が
動
作

不
能
で
あ
る
場

合
 

A
.1
 当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に

復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
っ
て

い
る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.3
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非
満

水
）
ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）

の
場
合
、
１
次
系
保
有
水
を
回
復
す
る
措
置
を
開

始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

※
７
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
、
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

※
８
：
残
り
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
１
台
を
い
い
、
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 

⑧
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。
 

設
置
許
可
基
準
規
則
第
四
十
七
条
、
四
十
九
条
及
び
第
五
十
条
に
お
い
て
は
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水

ポ
ン
プ
に
対
し
て
、
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
が
動
作
可
能
で
あ
れ
ば
基
準
要
求
を

満
足
で
き
る
た
め
運
転
上
の
制
限
に
は
抵
触
し
な
い
。

  

設
置
許
可
基
準
規
則
第
五
十
一
条
に
お
い
て
は
、
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
１
系
統
と
原
子
炉
下
部
キ
ャ

ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水
系
（
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代

替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
を
含
む
）
そ
れ
ぞ
れ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
従
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
系
統
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
の
条
件
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
本
項
で
は
、
原
子
炉

下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
を
設
定
す
る
。
 

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
、
設
置
許
可
基
準
規
則
第
四
十
七

条
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
条
及
び
第
五
十
一
条
全
て
の
要
求
を
満
足
で
き
な
い
状
態
と
な
る
。
従
っ
て
、
１

Ｎ
要
求
の
重
大
事
故
緩
和
設
備
が
運
転
上
の
制
限
を
満
足
で
き
な
い
状
態
に
な
っ
た
場
合
の
条
件
（
１
Ｎ
未

満
）
を
設
定
す
る
。
 

 ⑨
 要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．（
２
）
、（
３
）
）
 

【
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
】
  
 

A
.1
 重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
、
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
が
、
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
は
第
５
１

条
「
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
の
溶
融
炉
心
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備
」
の
設
備
分
類
で
は
常
設
重
大
事
故
等
緩
和

設
備
の
た
め
、
も
と
も
と
の
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
に
該
当
す
る
も
の
が
な
い
。
こ
の
た
め
、
原
子
炉
下
部
キ

ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
期
待
す
る
機
能
で
あ
る
「
炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
原
子
炉
格

納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
、
溶
融
し
原
子
炉
格
納
容
器
の
下
部
に
落
下
し
た
炉
心
を
冷
却
す
る
」
こ
と
の

前
段
階
で
あ
る
炉
心
損
傷
防
止
の
観
点
で
最
も
実
効
的
な
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
を
確
認
対
象
と
し
て
選
定
す

る
こ
と
と
し
、
具
体
的
に
は
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
完
了
時
間
は
「

4 
時

間
」
と
す
る
。
 

A
.2
 当
該
系
統
を
復
旧
す
る
。
当
該
系
統
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
な
い
た
め
、
完
了
時

間
は
「
72
 時
間
」
と
す
る
。
 

B
.1
,
B.
2
 既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
し
て
い
る
。
 

な
お
、
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
は
、
ス
プ
レ
イ
系
と
し
て
も
要
求
さ
れ
る
が
、
ス
プ
レ
イ
機
能
で
は

同
等
の
機
能
を
全
て
満
足
す
る
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ

テ
ィ
直
接
注
水
機
能
の
喪
失
と
し
て
整
理
し
た
。
 

 【
モ
ー
ド
５
お
よ
び
６
】

  

A
.1
 当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.2
 当
該
系
統
が
動
作
不
能
で
あ
る
状
態
で
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
行
う
こ
と
は
安
全
側
の
措
置
と
は
い
え
な
い

こ
と
か
ら
、
水
抜
き
中
の
場
合
は
“
速
や
か
に
”
水
抜
き
を
中
止
し
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
措
置
を

行
う
。
 

A
.3
 既
に
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
中
の
場
合
は
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
た
め
１
次
系
の
保
有
水
を
回
復
す
る

措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
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b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

(4) 設置変更許可申請書 添付十追補（機能喪失原因対策分析） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置許可基準規則 第五十一条（所要数） 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

添付-３ サーベランスの確認事項の根拠 

(1) 工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書 

添付-４ 同等な機能を有する設備 

(1) 同等な機能を有することの説明 添付十追補 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（同等の機能を有することの根拠） 

(3) 設置変更許可申請書 添付十（同等の機能を有することの根拠） 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備分類等」

参照 
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表 85－６ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

 

第
1
.
8
.
1
図

 
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
に
よ
る
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

 
概
略
系
統
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表 85－６ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

 

第
1
.
8
.
8
図

 
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
 
概
略
系
統
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表 85－６ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

第
1
.
6
.
4
図

 
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

 
概
略
系
統
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表 85－６ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

 

第
1
.
8
.
2
図
 
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水
 
概
略
系
統
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表 85－６ 添付－１（４） 

設置変更許可申請書 添付十追補（機能喪失原因対策分析） 

 

 

第
1
.
6
.
1
図

 
機
能
喪
失
原
因
対
策
分
析
 

 

格
納
容
器
冷
却
機
能
喪
失

・Ａ
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト

・大
容
量
ポ
ン
プ

・燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

・タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

・燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

※
4
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却

・恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

・空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

・燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク

・復
水
タ
ン
ク
・
送
水
車

・燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

・可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ

・タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

・燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

・軽
油
用
ド
ラ
ム
缶

※
3
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

・デ
ィ
ー
ゼ
ル
消
火
ポ
ン
プ

・
Ｎ
ｏ
．
１
、
２
淡
水
タ
ン
ク

※
1

※
4

内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ

Ｂ
系
機
能
喪
失

内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ

Ａ
系
機
能
喪
失

※
5

主
配
管

機
能
喪
失

燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク

機
能
喪
失

・Ａ
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト

・１
次
系
冷
却
水
ポ
ン
プ

・１
次
系
冷
却
水
ク
ー
ラ

・１
次
系
冷
却
水
タ
ン
ク

・窒
素
ボ
ン
ベ
（１
次
系
冷
却
水
タ
ン
ク
加
圧
用
）

・海
水
ポ
ン
プ

・１
次
系
高
圧
ガ
ス
供
給
設
備

※
1 
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却

・Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（自
己
冷
却
）

・燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク

・
よ
う
素
除
去
薬
品
タ
ン
ク
※

6

・可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

・電
源
車
（
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
用
）

・送
水
車

・恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

・空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

・燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク

・復
水
タ
ン
ク
・送
水
車

・燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

・可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ

・タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

・燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

・軽
油
用
ド
ラ
ム
缶

※
2
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

・電
動
消
火
ポ
ン
プ

・デ
ィ
ー
ゼ
ル
消
火
ポ
ン
プ

・Ａ
、
Ｂ
淡
水
タ
ン
ク

・Ｎ
ｏ
．
１
、
２
淡
水
タ
ン
ク

・
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

・電
源
車
（
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
用
）

・送
水
車

格
納
容
器
ス
プ
レ
設
備
機
能
喪
失

冷
却
器
本
体

故
障

原
子
炉
補
機

冷
却
水
喪
失

遮
断
器
及
び
遮
断
器
～

ポ
ン
プ
ま
で
の
ケ
ー
ブ
ル
損
傷

6.
6k

V非
常
用
母
線
故
障

駆
動
源
喪
失
（
Ａ
Ｃ
電
源
喪
失
）

全
交
流
動
力

電
源
喪
失

空
冷
式
非
常
用

発
電
装
置

ポ
ン
プ
本
体

故
障

原
子
炉
補
機

冷
却
水
喪
失

電
源
故
障

自
己
冷
却
配
管

（
Ａ
系
の
み
）

内
部
ス
プ
レ
ク
ー
ラ

機
能
喪
失

※
5

内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
側

入
口
隔
離
弁
機
能
喪
失

※
6

燃
料
損
傷
前
は
除
く

6.
6k

V非
常
用
母
線

内 部 ス プ レ ポ ン プ

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機

①
起
動
変
圧
器

①
予
備
変
圧
器

駆
動
電
源
喪
失
（
Ａ
Ｃ
電
源
）
想
定
箇
所

②

③

①
外
部
電
源
喪
失

②
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
起
動
失
敗

③
6.

6k
V非
常
用
母
線
故
障

④
遮
断
器
及
び
遮
断
器
～
ポ
ン
プ
ま
で
の
ケ
ー
ブ
ル
損
傷

④

：
AN

D
条
件

：
O

R条
件

：
サ
ポ
ー
ト
系

凡
例

：サ
ポ
ー
ト
系
の
回
復
操
作

に
よ
る
対
応

：フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
の
代
替

設
備
、
手
段
に
よ
る
対
応

：
電
源
系
機
能

喪
失
想
定

※
3

※
2

・原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ

・空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

・燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク

・復
水
タ
ン
ク
・送
水
車

・燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

・可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ

・タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

・燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

・軽
油
用
ド
ラ
ム
缶

・原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ

・空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

・燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク

・復
水
タ
ン
ク
・
送
水
車

・燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

・可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ

・タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

・燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

・軽
油
用
ド
ラ
ム
缶

・
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

・原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ

・
海
水
ポ
ン
プ
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表 85－６ 添付－２（１） 

設置許可基準規則 第五十一条 

 
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の

基
準
に
関
す
る
規
則
の
解
釈
 

第
５
１
条
（
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
の
溶
融
炉
心
を
冷
却
す
る
た
め
の

設
備
）
 

１
 
第
５
１
条
に
規
定
す
る
「
溶
融
し
、
原
子
炉
格
納
容
器
の
下
部
に

落
下
し
た
炉
心
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
」
と
は
、
以
下
に

掲
げ
る
措
置
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有
す
る
措
置
を
行

う
た
め
の
設
備
を
い
う
。
な
お
、
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
に
落
下
し

た
溶
融
炉
心
の
冷
却
は
、
溶
融
炉
心
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
相
互
作
用

(
M
C
C
I
)
を
抑
制
す
る
こ
と
及
び
溶
融
炉
心
が
拡
が
り
原
子
炉
格
納
容

器
バ
ウ
ン
ダ
リ
に
接
触
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
 

ａ
）
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
注
水
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
。
原
子
炉

格
納
容
器
下
部
注
水
設
備
と
は
、
以
下
に
掲
げ
る
措
置
又
は
こ
れ

ら
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有
す
る
措
置
を
行
う
た
め
の
設
備
を
い

う
。
 

ⅰ
）
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
注
水
設
備
（
ポ
ン
プ
車
及
び
耐
圧
ホ

ー
ス
等
）
を
整
備
す
る
こ
と
。
（
可
搬
型
の
原
子
炉
格
納
容
器
下

部
注
水
設
備
の
場
合
は
、
接
続
す
る
建
屋
内
の
流
路
を
あ
ら
か

じ
め
敷
設
す
る
こ
と
。）

 

ⅱ
）
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
注
水
設
備
は
、
多
重
性
又
は
多
様
性

及
び
独
立
性
を
有
し
、
位
置
的
分
散
を
図
る
こ
と
。
（
た
だ
し
、

建
屋
内
の
構
造
上
の
流
路
及
び
配
管
を
除
く
。）

 

ｂ
）
こ
れ
ら
の
設
備
は
、
交
流
又
は
直
流
電
源
が
必
要
な
場
合
は
代

替
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
を
可
能
と
す
る
こ
と
。
 

実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の

基
準
に
関
す
る
規
則
 

（
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
の
溶
融
炉
心
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備
）
 

第
五
十
一
条
  
 
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
は
、
炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発

生
し
た
場
合
に
お
い
て
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た

め
、
溶
融
し
、
原
子
炉
格
納
容
器
の
下
部
に
落
下
し
た
炉
心
を
冷
却

す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

所要数 

関連箇所を赤枠又は下線にて示す。 
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表 85－６ 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

9.7 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

9.7.2 設計方針 

9.7.2.3 容量等 

基本方針については、「1.1.8.2 容量等」に示す。 

炉心の著しい損傷が発生した場合における原子炉格納容器下部の溶融炉

心を冷却するために使用する内部スプレポンプは、設計基準事故時の格納

容器スプレイ注水機能と兼用しており、設計基準事故時に使用する場合の

格納容器スプレイ流量が、炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉格納

容器へスプレイすることで、原子炉格納容器最下階フロアから原子炉下部

キャビティへの流入経路として設置している連通管からスプレイ水が流入

することにより、溶融炉心が落下するまでに原子炉下部キャビティに十分

な水量を蓄水できる容量に対して十分であることを確認しているため設計

基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

炉心の著しい損傷が発生した場合における原子炉格納容器下部の溶融炉

心を冷却するために格納容器スプレイ、原子炉下部キャビティ直接注水及

び代替格納容器スプレイとして使用する燃料取替用水タンク及び復水タン

クは、溶融炉心が落下するまでに原子炉下部キャビティに蓄水する容量に

対して、十分な容量を有する設計とする。 

炉心の著しい損傷が発生した場合における原子炉格納容器下部の溶融炉

心を冷却するために原子炉下部キャビティ直接注水として使用する原子炉

下部キャビティ注水ポンプは、炉心の著しい損傷が発生した場合において

原子炉下部キャビティ直接注水として、原子炉格納容器の下部に落下した

溶融炉心を冷却するために必要な蓄水量に対して十分であることを確認し

た容量を有する設計とする。 

炉心の著しい損傷が発生した場合における原子炉格納容器下部の溶融炉

心を冷却するために代替格納容器スプレイとして使用する恒設代替低圧注

水ポンプは、炉心の著しい損傷が発生した場合において代替格納容器スプ

レイとして、原子炉下部キャビティ直接注水として使用する原子炉下部キ

ャビティ注水ポンプとあわせて、原子炉格納容器の下部に落下した溶融炉

設備仕様 

関連箇所を赤枠又は下線にて示す。 
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表 85－６ 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

心を冷却するために必要な蓄水量に対して十分であることを確認した容量

を有する設計とする。 
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表 85－６ 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

第 9.7.1表 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備（常設）の設備

仕様 

 

(1) 内部スプレポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・格納容器スプレ設備 

・火災防護設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式  たて置うず巻式 

台 数  4 

容 量  約   m3/h（1台当たり） 

最 高 使 用 圧 力  2.1MPa[gage] 

最 高 使 用 温 度  150℃ 

揚 程  約   m 

本 体 材 料  ステンレス鋼 

 

(2) 燃料取替用水タンク 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用炉心冷却設備 

・格納容器スプレ設備 

・火災防護設備 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－６ 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式  たて置円筒型 

基 数  1 

容 量  約 1,720m3 

最 高 使 用 圧 力  大気圧 

最 高 使 用 温 度  95℃ 

ほ う 素 濃 度  2,600ppm以上 

材 料  ステンレス鋼 

設 置 高 さ  E.L.＋17.6m 

距 離  約 60m（炉心より） 

 

(3) 内部スプレクーラ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・格納容器スプレ設備 

・火災防護設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式  横置 U字管式 

基 数  2 

伝 熱 容 量  約 17MW（1基当たり） 

最 高 使 用 圧 力   

管 側  2.1MPa[gage] 
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表 85－６ 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

胴 側  0.98MPa[gage] 

最 高 使 用 温 度   

管 側  150℃ 

胴 側  95℃ 

材 料   

管 側  ステンレス鋼 

胴 側  炭素鋼 

 

(4) 恒設代替低圧注水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式  うず巻式 

台 数  1 

容 量  約   m3/h 

揚 程  約   m 

本 体 材 料  ステンレス鋼 

 

(5) 復水タンク 

兼用する設備は以下のとおり。 

・補給水設備 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－６ 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式  たて置円筒型 

基 数  1 

容 量  約 700m3 

材 料  低炭素鋼 

設 置 高 さ  E.L.＋17.6m 

距 離  約 60m（炉心より） 

 

(6) 原子炉下部キャビティ注水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式  うず巻式 

台 数  1 

容 量  約   m3/h 

揚 程  約   m 

本 体 材 料  ステンレス鋼 

 

 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－６ 添付－３（１） 

工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書（設備仕様） 

名    称 恒設代替低圧注水ポンプ 

容 量 m３/h/個    以上、    以上（   ） 

揚 程 m     以上、    以上（   ） 

最高使用圧力 MPa 2.7 

最高使用温度 ℃ 95 

原 動 機 出 力 kW/個 160 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備と

して使用する恒設代替低圧注水ポンプは、以下の機能を有する。 

 

恒設代替低圧注水ポンプは、原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって、設

計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心

の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、発電用原子炉を冷却するた

めに設置する。 

 

系統構成は、運転中の原子炉冷却材喪失事象時において、余熱除去ポンプ及び充て

ん／高圧注入ポンプの故障等により炉心注水機能が喪失した場合、格納容器再循環

サンプスクリーン閉塞の兆候が見られた場合並びに全交流動力電源及び原子炉補機

冷却機能が喪失した場合、運転停止中において余熱除去ポンプ及び余熱除去クーラ

の故障等により余熱除去設備による崩壊熱除去機能が喪失した場合並びに全交流動

力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合を想定した代替炉心注水及び発電用

原子炉の冷却機能が喪失し、炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心の原子炉

格納容器下部への落下を遅延・防止するための代替炉心注水として、燃料取替用水

タンク又は復水タンクを水源とした恒設代替低圧注水ポンプは、格納容器スプレイ

系と余熱除去系間の連絡ラインを介して原子炉へ注水できる設計とする。 

また、炉心の著しい損傷、溶融が発生した場合において、原子炉容器に残存溶融デ

ブリが存在する場合、残存溶融デブリを冷却し、原子炉格納容器の破損を防止する

ための代替格納容器スプレイとして、燃料取替用水タンク又は復水タンクを水源と

する恒設代替低圧注水ポンプは、格納容器スプレイ系を介して、原子炉格納容器内

上部にあるスプレリングのスプレノズルより注水できる設計とする。 
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表 85－６ 添付－３（１） 

工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書（設備仕様） 

名    称 原子炉下部キャビティ注水ポンプ 

容 量 m３/h/個     以上（   ） 

揚 程 m     以上、    以上（   ） 

最高使用圧力 MPa 2.7 

最高使用温度 ℃ 95 

原 動 機 出 力 kW/個 160 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備と

して使用する原子炉下部キャビティ注水ポンプは、以下の機能を有する。 

 

原子炉下部キャビティ注水ポンプは、原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であ

って、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合におい

ても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、発電用原子炉を冷

却するために設置する。 

 

系統構成は、炉心の著しい損傷、溶融が発生した場合において、原子炉容器に残存

溶融デブリが存在する場合、残存溶融デブリを冷却し、原子炉格納容器の破損を防

止するための代替格納容器スプレイとして、燃料取替用水タンク又は復水タンクを

水源とする原子炉下部キャビティ注水ポンプは、格納容器スプレイ系を介して、原

子炉格納容器内上部にあるスプレリングのスプレノズルより注水できる設計とす

る。 

 

原子炉下部キャビティ注水ポンプは、設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重

大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、発

電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事

故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するために設置する。 

 

系統構成は、重大事故等により、格納容器スプレイの水源となる燃料取替用水タン

クが枯渇又は破損した場合の代替手段である恒設代替低圧注水ポンプ又は原子炉下

部キャビティ注水ポンプによる代替格納容器スプレイの水源として、代替水源であ

る復水タンク及び送水車を使用する。 

また、原子炉下部キャビティ注水ポンプは、原子炉格納容器へ注水できる設計とす

る。 

 

- 添4-1-3-126 - 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 

補(2)-318



表 85－６ 添付－３（１） 

工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書（設備仕様） 

（中略） 

原子炉下部キャビティ注水ポンプの設置個数は、1個とする。 

 

1. 容量 

1.1 原子炉下部キャビティに注水する場合の容量 120m３/h/個以上 

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備として原子炉下部キャビティ

注水時に使用する原子炉下部キャビティ注水ポンプの容量は、有効性評価解析（原子

炉設置変更許可申請書添付書類十）において恒設代替低圧注水ポンプによる代替格納

容器スプレイとあわせて原子炉下部キャビティに直接注水することで、溶融炉心が落

下するまでに原子炉下部キャビティに十分な水量が確保可能な   m３/h/個以上とす

る。 

 

1.2 原子炉格納容器内にスプレイする場合の容量 120m３/h/個以上 

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備又は、原子炉冷却系統施設の

うち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として代替格納容器スプレイ時に使用

する原子炉下部キャビティ注水ポンプの容量は、原子炉格納容器の破損の防止の重要

事故シーケンスのうち、大破断ＬＯＣＡ＋非常用炉心冷却設備注水失敗＋格納容器ス

プレイ失敗事象等の格納容器過圧破損事象や、全交流動力電源喪失＋補助給水機能喪

失等の格納容器過温破損事象等において、原子炉格納容器内にスプレイし、原子炉格

納容器内気相部の放射性物質濃度を低下させ、原子炉格納容器内の圧力を最高使用圧

力近傍で維持するために必要な容量を基に設定する。 

原子炉格納容器内気相部の放射性物質濃度を低下させるために、エアロゾル除去効

果が確認されているスプレイ液滴径を満足し、有効性評価解析（原子炉設置変更許可

申請書添付書類十）において有効性が確認されている格納容器スプレイ流量が120m３/h

のため、120m３/h/個以上とする。 

公称値については、要求される容量と同じ   m３/h/個とする。 

 

2. 揚程 

2.1 原子炉下部キャビティに注水する場合の揚程 156m以上 

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備として原子炉下部キャビティ

注水時に使用する原子炉下部キャビティ注水ポンプの揚程は、ほう酸水及び淡水を原

子炉下部キャビティに注水する場合の水源と移送先の圧力差、静水頭、機器圧損、配

管及び弁類圧損を基に設定する。 

水源と移送先の圧力差 約 27m 

静水頭 約 12m 

機器圧損 約 0m 

配管及び弁類圧損等 約117m 

合計 約156m 

 

以上より、原子炉下部キャビティに注水する場合の揚程は、   m以上とする。 

 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書（設備仕様） 

2.2 原子炉格納容器内にスプレイする場合の揚程 121m以上 

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備又は、原子炉冷却系統施設の

うち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として代替格納容器スプレイ時に使用

する原子炉下部キャビティ注水ポンプの揚程は、ほう酸水、淡水及び海水を原子炉格

納容器内にスプレイする場合の水源と移送先の圧力差、静水頭、機器圧損、配管及び

弁類圧損を基に設定する。 

水源と移送先の圧力差 約 32m 

静水頭 約 29m 

機器圧損 約 7m 

配管及び弁類圧損等 約 53m 

合計 約121m 

以上より、原子炉格納容器内にスプレイする場合の揚程は、121m以上とする。 

公称値については、要求される最大揚程156mを上回る   mとする。 

 

（以下省略） 

 

  

- 添4-1-3-128 - ～ -添4-1-3-130 - 
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表 85－６ 添付－４（１） 

設置変更許可申請書 添付十追補 

 

第 1.8.1表 重大事故等時における対応手段と整備する手順 

（格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却）（１／２） 

 

 
  

分類 機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応 
手段 対応設備 設備   

分類※7 整備する手順書 手順の分類 

交
流
動
力
電
源
及
び
原
子
炉
補
機
冷
却
機
能 

健
全 

－ 

格
納
容
器 

ス
プ
レ
イ 

内部スプレポンプ※2 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 
内部スプレポンプ 
を用いた 

格納容器スプレイの手順 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 燃料取替用水タンク 

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水 

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水 

原子炉下部キャビティ注水 
ポンプ 

a 

原子炉下部キャビティ 
注水ポンプを用いた 
原子炉下部キャビティ 
直接注水の手順 

 
 

復水タンク出口配管 
接続の手順 

空冷式非常用発電装置 
燃料補給の手順 

 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

 
 

 
ＳＡ所達※1 

 
 
 
 

空冷式非常用発電装置※3 

燃料取替用水タンク 

復水タンク 

燃料油貯蔵タンク※4 

可搬式オイルポンプ※4 

タンクローリー※4 

燃料油移送ポンプ※4 

電動消火ポンプ 

多
様
性
拡
張
設
備 

 
消火ポンプを用いた 
原子炉下部キャビティ 
直接注水の手順 

燃料取替用水ポンプを 
用いた原子炉下部 
キャビティ直接注水の 

手順 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

ディーゼル消火ポンプ 

Ａ、Ｂ淡水タンク 

Ｎｏ．１、２淡水タンク 

燃料取替用水ポンプ 

燃料取替用水タンク 

原子炉下部キャビティ注水 
ポンプ※6 

格納容器注水のための 
水源を確保する手順 

 
 

海水ポンプを用いた原子
炉下部キャビティ注水ポ
ンプへの直接供給による
原子炉下部キャビティ直

接注水の手順 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

 
ＳＡ所達※1 

 
 
 
 

海水ポンプ※2※6 

代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ 

恒設代替低圧注水ポンプ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

a 

恒設代替低圧注水ポンプ 
を用いた代替格納容器 
スプレイの手順 

 
 

復水タンク出口配管 
接続の手順 

空冷式非常用発電装置 
燃料補給の手順 

 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

 
 

ＳＡ所達※1 
 
 
 
 

空冷式非常用発電装置※3 

燃料取替用水タンク 

復水タンク 

燃料油貯蔵タンク※4 

可搬式オイルポンプ※4 

タンクローリー※4 

燃料油移送ポンプ※4 

電動消火ポンプ 

多
様
性
拡
張
設
備 

 

消火ポンプを用いた 
代替格納容器スプレイ 

の手順 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

ディーゼル消火ポンプ 

Ａ、Ｂ淡水タンク 

Ｎｏ．１、２淡水タンク 

可搬式代替低圧注水ポンプ※5 可搬式代替低圧 
注水ポンプを用いた 
代替格納容器 
スプレイの手順 

 
可搬式代替低圧 
注水ポンプによる 
格納容器スプレイ 

の手順 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

 
 

ＳＡ所達※1 

 
 
 

電源車 
（可搬式代替低圧注水ポンプ用） 

送水車 

恒設代替低圧注水ポンプ※6 
格納容器注水のための 
水源を確保する手順 

 
 
海水ポンプを用いた恒設
代替低圧注水ポンプへの
直接供給による代替格納
容器スプレイの手順 

炉心の著しい損傷が 
発生した場合に 
対処する運転手順書 

 
ＳＡ所達※1 

 

 

 

海水ポンプ※2※6 

 

同等な機能を有することの説明 
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表 85－６ 添付－４（１） 

設置変更許可申請書 添付十追補 

 

※1 ：「美浜発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」 

※2 ：ディーゼル発電機等により給電する。 

※3 ：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※4 ：空冷式非常用発電装置の燃料補給に使用する。手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※5 ：可搬式代替低圧注水ポンプにより格納容器にスプレイする場合は海水をスプレイする。 

※6 ：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※7 ：重大事故等対策において用いる設備の分類 

a：当該条文に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備 
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表 85－６ 添付－４（１） 

設置変更許可申請書 添付十追補 

 

1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等 

1.8.1 対応手段と設備の選定 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

a. 格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却 

(a) 交流動力電源及び原子炉補機冷却機能健全時の対応手段及び設備 

ⅱ. 重大事故等対処設備と多様性拡張設備 

格納容器スプレイに使用する設備のうち、内部スプレポンプ及び燃料

取替用水タンクは、いずれも重大事故等対処設備と位置づける。 

原子炉下部キャビティ直接注水に使用する設備のうち、原子炉下部キ

ャビティ注水ポンプ、空冷式非常用発電装置、燃料取替用水タンク、復

水タンク、燃料油貯蔵タンク、可搬式オイルポンプ、タンクローリー及

び燃料油移送ポンプは、いずれも重大事故等対処設備と位置づける。 

代替格納容器スプレイに使用する設備のうち、恒設代替低圧注水ポン

プ、空冷式非常用発電装置、燃料取替用水タンク、復水タンク、燃料油

貯蔵タンク、可搬式オイルポンプ、タンクローリー及び燃料油移送ポン

プは、いずれも重大事故等対処設備と位置づける。 

これらの選定した設備は、審査基準及び基準規則に要求される設備を

すべて網羅している。 

以上の重大事故等対処設備により格納容器下部に落下した溶融炉心を

冷却することができる。また、以下の設備はそれぞれに示す理由から多

様性拡張設備と位置づける。 

 

（原子炉下部キャビティ直接注水） 

・ 電動消火ポンプ、ディーゼル消火ポンプ、Ａ、Ｂ淡水タンク、Ｎ

ｏ．１、２淡水タンク 

消火を目的として配備しているが、火災が発生していなければ

原子炉下部キャビティ直接注水の代替手段として有効である。 

・ 燃料取替用水ポンプ、燃料取替用水タンク 

燃料取替用水ポンプの流量は、原子炉下部キャビティ注水ポン

プに比べ小流量であること、また系統構成に時間を要するが、原
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設置変更許可申請書 添付十追補 

 

子炉下部キャビティ直接注水の代替手段として有効である。 

・ 原子炉下部キャビティ注水ポンプ、海水ポンプ 

燃料取替用水タンク及び復水タンクのバックアップであり、デ

ィスタンスピース取替え作業に時間を要するが、原子炉下部キャ

ビティ注水ポンプ及び海水ポンプを使用して原子炉下部キャビテ

ィへ注水を行う代替手段として有効である。 

 

（代替格納容器スプレイ） 

・ 電動消火ポンプ、ディーゼル消火ポンプ、Ａ、Ｂ淡水タンク、Ｎ

ｏ．１、２淡水タンク 

消火を目的として配備しているが、火災が発生していなければ

格納容器スプレイの代替手段として有効である。 

・ 可搬式代替低圧注水ポンプ、電源車（可搬式代替低圧注水ポンプ

用）、送水車 

可搬型ホース等の運搬及び接続作業に最短でも約8.5時間を要

するが、格納容器スプレイの代替手段であり、長期的な事故収束

手段として有効である。 

・ 恒設代替低圧注水ポンプ、海水ポンプ 

燃料取替用水タンク及び復水タンクのバックアップであり、デ

ィスタンスピース取替え作業に時間を要するが、恒設代替低圧注

水ポンプ及び海水ポンプを使用して原子炉下部キャビティへ注水

を行う代替手段として有効である。 
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表 85－６ 添付－４（１）

設置変更許可申請書 添付十追補

 

第
1.
8.
13
図
 
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
 タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト
 

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
と
同
等
な
機
能
を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
）
に

つ
い
て
、
当
該
系
統
に
要
求
さ
れ
る
性
能
及
び
準
備
時
間
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
行
う
補
完
措
置
は
、
概
略
以
下
①
及
び
②
の
と
お
り
。
 

①
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
の
予
備
の
う
ち

1
台
に
よ
る
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
が
行
え
る
よ
う
、
設
備
を
予
め
設
置
し
て
お
く
。
 

②
建
屋
内
と
の
取
合
部
接
続
の
み
を
残
し
て
お
く
。
 

上
記
①
及
び
②
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
約
５
０
分
で
接
続
可
能
。
 

  

備
考

手
順
の
項
目

移
動

送
水
車
車
両
配
置
、
取
水
ポ
ン
プ
、
可
搬
型
ホ
ー
ス
等
送
水
車
廻
り
配
置
及
び
敷
設

可
搬
型
ホ
ー
ス
敷
設

送
水
車
起
動

可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
配
置 可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
電
源
ケ
ー
ブ
ル
屋
外
敷
設
、
電
源
車
準
備

可
搬
型
ホ
ー
ス
敷
設 可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
起
動

移
動

可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
通
水
ラ
イ
ン
準
備

系
統
構
成

格
納
容
器
へ
の
ス
プ
レ
イ
確
認

 
 
※

 
現
場
移
動
時
間
に
は
防
保
護
具
着
用
時
間
を
含
む

5
経
過
時
間
（
時
間
）

1
2

3
4

9
6

7
10

11

要
員
（
数
）

可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ

ン
プ
に
よ
る
代
替
格
納
容

器
ス
プ
レ
イ

緊
急
安
全
対
策
要
員

18

運
転
員
等

（
現
場
）

1

8

運
転
員
等

（
中
央
制
御
室
）

1

▽
約

8.
5時
間

可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る

代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
開
始

補
完
措
置
と
し
て
、
こ
こ
ま
で
を
事

前
準
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
残
り
準

備
作
業
を
約
５
０
分
に
て
実
施
可
能
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表 85－６ 添付－４（２） 

設置変更許可申請書 添付八 

第 5.6.1表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備（常設）の設備仕様 

 

(3) 恒設代替低圧注水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設

備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 うず巻式 

台 数 1 

容 量 約   m3/h 

揚 程 約   m 

本 体 材 料 ステンレス鋼 

 

(4) 原子炉下部キャビティ注水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 うず巻式 

台 数 1 

容 量 約   m3/h 

揚 程 約   m 

本 体 材 料 ステンレス鋼  

同等な機能を有することの説明 

関連箇所を下線にて示す。 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－６ 添付－４（２） 

設置変更許可申請書 添付八 

第 5.6.2表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備（可搬型）の設備仕様 

 

(1) 可搬式代替低圧注水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 うず巻式 

台 数 2（予備 1） 

容 量 約   m3/h（1台当たり） 

揚 程 約   m 

 

 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－６ 添付－４（３） 

設置変更許可申請書 添付十 

7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価 

7.2.1 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 

7.2.1.1 格納容器過圧破損 

7.2.1.1.3 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価 

(3) 操作時間余裕の把握 

操作遅れによる影響度合いを把握する観点から、評価項目となるパ

ラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内での操作時間余

裕を評価する。 

恒設代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイ操作及び原子

炉下部キャビティ注水ポンプによる原子炉下部キャビティ直接注水操

作の操作時間余裕を確認するため、解析上の開始時間は事象発生の約

50 分後であるのに対し、事象発生の 60 分後に開始する場合の感度解

析を実施した。その結果、第 7.2.1.1.26 図及び第 7.2.1.1.27 図に示

すとおり、原子炉格納容器圧力及び温度はそれぞれ原子炉格納容器の

最高使用圧力の 2 倍(0.522MPa[gage])及び 200℃に対して十分余裕が

あり、事象発生から60分以上の操作時間余裕があることを確認した。 

（以下省略） 

同等な機能を有することの説明 

関連箇所を赤枠又は下線にて示す。 
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（２）－２－６ 保安規定第 85条 表 85-７「原子炉格納容器内自然対流冷却をする

ための設備」運転上の制限等について 

a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 

b 添付資料  

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

(4) 設置変更許可申請書 添付十追補（機能喪失原因対策分析） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付十（有効性評価） 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

(3) 工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備

分類等」参照 
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a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

 

保
安
規
定

 第
85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

表
８
５
－
７

 原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
を
す
る
た
め
の
設
備
 

 ８
５
－
７
－
１

 
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
 
①
 

 (
1)
 運
転
上
の
制
限

  

項
 
目

 
②
 

運
転
上
の
制
限

 
③
 

原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対

流
冷
却
系
 

原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
系
が
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
※
１
 

適
用
モ
ー
ド
 
④
 

設
 
備

 
⑤
 

所
要
数
 
⑥
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、

５
お
よ
び
６
 

Ａ
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
 

１
基
 

１
次
系
冷
却
水
ポ
ン
プ
 

２
台
※
２
 

１
次
系
冷
却
水
ク
ー
ラ
 

２
基
※
３
 

１
次
系
冷
却
水
タ
ン
ク
 

１
基
 

窒
素
ボ
ン
ベ
（
１
次
系
冷
却
水
タ
ン
ク
加
圧
用
）
 

１
本
 

海
水
ポ
ン
プ
 

２
台
※
４
 

可
搬
型
温
度
計
測
装
置
（
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ

ト
入
口
温
度
／
出
口
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
用
）
 

※
５
 

※
１
：
動
作
可
能
と
は
、
ポ
ン
プ
が
手
動
起
動
（
系
統
構
成
含
む
）
で
き
る
こ
と
、
ま
た
は
運
転
中
で
あ
る
こ
と
を

い
う
。
 

※
２
：
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
１
次
系
冷
却
水
ポ
ン
プ
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
２
台
。
 

※
３
：
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
１
次
系
冷
却
水
ク
ー
ラ
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
２
基
。
 

※
４
：
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
海
水
ポ
ン
プ
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
２
台
。
 

※
５
：
「
８
５
－
１
６
－
１

 計
装
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

                  

①
 設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
八
条
 （
１
．
５
）
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
九
条
 （
１
．
６
）
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
 
条
 （
１
．
７
）
が
該
当
す
る
。（
添
付
－
１
）
 

 ②
 運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）
 

 ③
 以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
、
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
原
子
炉

補
機
冷
却
水
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
系

1
系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
及
び
１
次
系
冷

却
水
タ
ン
ク
の
加
圧
に
必
要
な
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
窒
素
ボ
ン
ベ
（
１
次
系
冷
却
水
タ
ン
ク
加

圧
用
）

1
系
統

(1
本

)が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
八
条
（
１
．
５
）
 

「
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
た
め
の
設
備
」
と
し
て
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
有
す
る

最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
炉
心
の
著
し
い
損
傷
及
び
原
子

炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
、
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を

設
け
る
(手
順
等
を
定
め
る
)こ
と
。
［
代
替
海
水
供
給
設
備
（
大
容
量
ポ
ン
プ
）
を
使
用
し
た
格
納
容
器
循

環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
に
よ
る
自
然
対
流
冷
却
及
び
Ｂ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
、
Ｂ
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

へ
の
代
替
補
機
冷
却
が
該
当
］
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
九
条
（
１
．
６
）
 

「
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備

(手
順
等
）
」
と
し
て
、

(1
)格
納
容
器
内
の
冷
却
機
能
が

喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
及
び
温
度
を
低
下
さ
せ
る
、
(2
)原
子
炉
格
納
容

器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
及
び
温
度
並
び
に
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
低

下
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る

(手
順
等
を
定
め
る

)こ
と
。
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
条
（
１
．
７
）
 

「
原
子
炉
の
格
納
容
器
の
過
圧
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備

(手
順
等

)」
と
し
て
、
炉
心
の
著
し
い
損
傷

が
発
生
し
た
場
合
に
、
原
子
炉
格
納
容
器
の
圧
力
及
び
温
度
を
低
下
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る

(手
順
等
を
定
め
る

)こ
と
。
 

 ④
 原
子
炉
補
機
冷
却
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
系
は
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却
等
の
た

め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
燃
料
が
存
在
す
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す

る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
適
用
モ
ー
ド
は
「
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
及
び
６
」
と
す
る
。
（
保
安
規
定

変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
１
））

 

 ⑤
 ②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備
 

 ⑥
 原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
に
係
る
有
効
性
評
価
で
は
、
Ａ
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
の
使
用

を
前
提
条
件
と
し
て
い
る
た
め
、
Ａ
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
を
運
転
上
の
制
限
の
対
象
設
備
と
し
所
要

数
は

1
基
と
す
る
。
 

１
次
系
冷
却
水
ポ
ン
プ
及
び
１
次
系
冷
却
水
ク
ー
ラ
は
、
Ａ
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
に
通
水
可
能
な

１
次
系
冷
却
水
ポ
ン
プ
及
び
１
次
系
冷
却
水
ク
ー
ラ
を
運
転
上
の
制
限
の
対
象
設
備
と
し
所
要
数
は
そ
れ
ぞ
れ

2

台
及
び

2
基
と
す
る
。
海
水
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は

2
基
の
１
次
系
冷
却
水
ク
ー
ラ
に
通
水
可
能
な
海
水
ポ
ン
プ
を

運
転
上
の
制
限
の
対
象
設
備
と
し
所
要
数
は

2
台
と
す
る
。
 

補(2)-331



保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

 

保
安
規
定

 第
85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

            (
2)
 確
認
事
項

 
⑦
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

Ａ
格
納
容
器
循

環
冷
暖
房
ユ
ニ

ッ
ト
 

外
観
点
検
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

定
期
検
査
時
 

原
子
炉
 

保
修
課
長
 

１
次
系
冷
却
水

ポ
ン
プ
お
よ
び

１
次
系
冷
却
水

ク
ー
ラ
 

施
錠
等
に
よ
り
固
定
さ
れ
て
い
な
い
原
子
炉
補
機
冷

却
水
系
の
流
路
中
の
弁
が
正
し
い
位
置
に
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

当
直
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い

て
、
ポ
ン
プ
ま
た
は
１
次
系
冷
却
水
ク
ー
ラ
の
切
替

を
行
っ
た
場
合
は
、
切
替
の
際
に
操
作
し
た
弁
が
正

し
い
位
置
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

切
替
の
都
度
 

当
直
課
長
 

１
次
系
冷
却
水
 

タ
ン
ク
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い

て
、
外
観
点
検
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
課
長
 

窒
素
ボ
ン
ベ

（
１
次
系
冷
却

水
タ
ン
ク
加
圧

用
）
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い

て
、
ボ
ン
ベ
１
次
側
圧
力
に
よ
り
使
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

原
子
炉
 

保
修
課
長
 

 (
2)
 確
認
事
項
（
続
き
）
 
⑦
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

海
水
ポ
ン
プ
 

施
錠
等
に
よ
り
固
定
さ
れ
て
い
な
い
原
子
炉
補
機
冷

却
海
水
系
の
流
路
中
の
弁
が
正
し
い
位
置
に
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

当
直
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い

て
、
ポ
ン
プ
ま
た
は
１
次
系
冷
却
水
ク
ー
ラ
の
切
替

を
行
っ
た
場
合
は
、
切
替
の
際
に
操
作
し
た
弁
が
正

し
い
位
置
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

切
替
の
都
度
 

当
直
課
長
 

 

ま
た
、
原
子
炉
補
機
冷
却
系
の
運
転
に
必
要
と
な
る
、
１
次
系
冷
却
水
タ
ン
ク
と
沸
騰
防
止
の
観
点
か
ら
１
次

系
冷
却
水
タ
ン
ク
を
加
圧
す
る
た
め
の
窒
素
ボ
ン
ベ
を
運
転
上
の
制
限
の
対
象
設
備
と
し
所
要
数
は
そ
れ
ぞ
れ

1

基
及
び

1
本
と
す
る
。（
添
付
－
２
）
 

な
お
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
時
に
使
用
す
る
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
は

1
基
な
の

で
、
１
次
系
冷
却
水
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
そ
れ
に
必
要
な
通
水
流
量
（
15
5.

4m
3 /
h）
を
確
保
で
き
れ
ば
よ
く
、
1

台
の
１
次
系
冷
却
水
ポ
ン
プ
（

  
  

 
m
3 /
h/
台
）
で
供
給
が
可
能
で
あ
る
が
、
炉
心
冷
却
に
必
要
な
補
機
を
含
め

た
除
熱
量
を
確
保
し
、
か
つ
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
の
温
度
を
維
持
す
る
た
め
、
１
次
系
冷
却
水
ポ
ン
プ
及
び
海

水
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は

2
台
必
要
と
な
る
。
 

 た
だ
し
、
上
記
の
設
備
は
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
あ
る
い
は
原
子
炉
建
屋
内
に
配
備
さ
れ
た
可
搬
型
重
大

事
故
等
対
処
設
備
で
あ
り
、
全
て
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
。
 

 ⑦
 適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２
）
 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
）
 

定
期
検
査
時
の
確
認
事
項
は
、
１
次
系
冷
却
水
ポ
ン
プ
及
び
１
次
系
冷
却
水
ク
ー
ラ
に
つ
い
て
は
保
安
規
定

第
6
8
条
（
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
）
に
、
海
水
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
保
安
規
定
第

6
9
条
（
原
子
炉
補
機
冷
却

海
水
系
）
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
 

Ａ
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
の
損
傷
の
有
無
に
つ
い
て
外
観
点
検
に
よ
り

確
認
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
）

  

通
常
運
転
中
の
確
認
事
項
は
、
１
次
系
冷
却
水
ポ
ン
プ
及
び
１
次
系
冷
却
水
ク
ー
ラ
に
つ
い
て
は
保
安
規
定

第
6
8
条
（
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
）
に
、
海
水
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
保
安
規
定
第

6
9
条
（
原
子
炉
補
機
冷
却

海
水
系
）
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
 

窒
素
ボ
ン
ベ
（
１
次
系
冷
却
水
タ
ン
ク
加
圧
用
）
に
つ
い
て
は
、
「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可

搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に
基
づ
き

3
ヶ
月
に

1
回
、
ボ
ン
ベ
圧
力
に
よ

り
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
次
系
冷
却
水
タ
ン
ク
に
つ
い
て
は
、
外
観
点
検
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
頻
度
に
つ

い
て
は
、
既
存
の
保
安
規
定
設
備
（
ポ
ン
プ
、
フ
ァ
ン
等
）
で
の
確
認
頻
度
が

1
ヶ
月
に

1
回
で
設
定
さ
れ
て

い
る
の
で
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
 

 枠
組
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の
で
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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明
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条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

(
3)
 要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
、

３
お
よ
び

４
 

A
. 
原
子
炉
格
納

容
器
内
自
然

対
流
冷
却
系

が
動
作
不
能

で
あ
る
場
合
 

A
.1
 当
直
課
長
は
、
Ａ
お
よ
び
Ｂ
ま
た
は
Ｃ
お
よ
び
Ｄ
の

い
ず
れ
か
２
台
の
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
を
起
動
し
、

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
そ
の

他
の
設
備
※
６
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を
持
つ
重

大
事
故
等
対
処
設
備
※
７
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
※
８
。

 

お
よ
び
 

A
.3
 当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復

旧
す
る
。
 

４
時
間
 

    ７
２
時
間
 

   ３
０
日
 

B
. 
条
件
Ａ
の
措

置
を
完
了
時

間
内
に
達
成

で
き
な
い
場

合
 

B
.1
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。

 

お
よ
び
 

B
.2
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。

 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

モ
ー
ド
５

お
よ
び
６
 

A
. 
原
子
炉
格
納

容
器
内
自
然

対
流
冷
却
系

が
動
作
不
能

で
あ
る
場
合
 

A
.1
 当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復

旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
っ
て
い

る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.3
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非
満
水
）

ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）
の
場

合
、
１
次
系
保
有
水
を
回
復
す
る
措
置
を
開
始
す

る
。
 

お
よ
び
 

A
.4
 当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を
持
つ
重

大
事
故
等
対
処
設
備
※
７
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
※
８
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

※
６
：
残
り
の
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
２
台
を
い
い
、
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

※
７
：
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
を
い
う
。
 

※
８
：「
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」
の
確
認
は
、
対
象
設
備
の
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
行
う
。
 

 

⑧
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
条
件
を
記
載
す
る
。
 

原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
系
は
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
、
動
作
可
能
な
系
統
数
が
１
Ｎ
未
満
と

な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。
 

  

⑨
 要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．（
２
）
、（
３
）
）
 

【
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
】
  

A
.1
 対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変

更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）
」
の
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
“
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
事
故
対

処
設
備
”
で
あ
る
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
が
該
当
し
、
完
了
時
間
は
「

4
時
間
」
と
す
る
。
 

A
.2
 動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）
」
の
技
術
的
能
力

で
整
理
し
た
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
が
該
当
し
、
完
了
時
間
は
対
応

す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の

AO
T
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る
「
72
時
間
」

と
す
る
。
 

な
お
、
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
の
準
備
時
間
（
30
分
）
は
、
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
に
よ
る
原
子
炉
格

納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
の
準
備
時
間
（

90
分
）
内
で
あ
る
た
め
補
完
措
置
の
必
要
は
な
い
。
 

A
.3
 当
該
系
統
を
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の

AO
T
上
限
の
「
30
日
」
と
す
る
。
 

B
.1
,
B.
2 
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
し
て
い
る
。
 

  【
モ
ー
ド
５
お
よ
び
６
】
 

A
.1
 当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.2
当
該
系
統
が
動
作
不
能
で
あ
る
状
態
で
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
行
う
こ
と
は
安
全
側
の
措
置
と
は
い
え
な
い

こ
と
か
ら
、
水
抜
き
中
の
場
合
は
“
速
や
か
に
”
水
抜
き
を
中
止
し
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
措
置
を

行
う
。
 

A
.3
既
に
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
中
の
場
合
は
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
た
め
１
次
系
の
保
有
水
を
回
復
す
る

措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.4
 
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を
も
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
措
置
を
“
速

や
か
に
”
開
始
す
る
。
確
認
対
象
は
、
モ
ー
ド
１
～
４
の

A.
2
と
同
様
で
あ
る
。
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８
５
－
７
－
２

 
大
容
量
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
お
よ
び
代
替
補
機
冷
却
 
①
 

 (
1)
 運
転
上
の
制
限

  

項
 
目

 
②
 

運
転
上
の
制
限
 
③
 

大
容
量
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉

格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
系

お
よ
び
代
替
補
機
冷
却
系
 

大
容
量
ポ
ン
プ
に
よ
る
海
水
供
給
系
※
１
２
系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

適
用
モ
ー
ド
 
④
 

設
 
備

 
⑤
 

所
要
数
 
⑥
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５

お
よ
び
６
 

大
容
量
ポ
ン
プ
 

１
台
×
２
 

Ａ
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
 

※
２
 

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
 

※
３
 

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
 

※
３
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
－
 

※
３
 

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
 

※
３
 

可
搬
型
温
度
計
測
装
置
（
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ

ッ
ト
入
口
温
度
／
出
口
温
度

(Ｓ
Ａ
)用
）
 

※
４
 

Ｂ
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
（
海
水
冷
却
）
 

※
５
 

Ｂ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
海
水
冷
却
）
 

※
５
 

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
 

※
６
 

※
１
：
海
水
供
給
系
と
は
、
大
容
量
ポ
ン
プ
か
ら
海
水
管
お
よ
び
原
子
炉
補
機
冷
却
水
管
接
続
口
ま
で
を
い
う
。
 

※
２
：
「
８
５
－
７
－
１
 
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
」
に
お
い
て
運
転

上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

※
３
：
「
８
５
－
１
５
－
６
 
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油

移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

※
４
：
「
８
５
－
１
６
－
１

 
計
装
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

※
５
：
「
８
５
－
４
－
６
 
代
替
再
循
環
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

※
６
：
「
８
５
－
１
５
－
１

 
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
か
ら
の
給
電
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

              

①
 設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
七
条
 （
１
．
４
）
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
八
条
 （
１
．
５
）
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
九
条
 （
１
．
６
）
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
 
条
 （
１
．
７
）
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
二
条
 （
１
．
９
）
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条
 （
１
．
１
３
）
が
該
当
す
る
。
（
添
付
－
１
）
 

 ②
 運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）
 

 ③
 以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
、
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
大
容

量
ポ
ン
プ
を
用
い
た
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
及
び
代
替
補
機
冷
却
の
た
め
の
海
水
供
給
系

2
系
統

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
七
条
（
１
．
４
）
 

「
原
子
炉
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
に
発
電
用
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備

(手
順
等
)」
と
し
て
、
原

子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
が
低
圧
の
状
態
で
あ
っ
て
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
有
す
る
原
子
炉
の

冷
却
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
炉
心
の
著
し
い
損
傷
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る

た
め
、
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
(手
順
等
を
定
め
る
)こ
と
。［
本
項
は
、
原
子

炉
内
に
溶
融
デ
ブ
リ
が
残
存
し
た
場
合
の
溶
融
デ
ブ
リ
の
冷
却
が
対
象
］
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
八
条
（
１
．
５
）
 

「
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
た
め
の
設
備
」
と
し
て
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
有
す
る
最

終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
炉
心
の
著
し
い
損
傷
及
び
原
子
炉
格

納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
、
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る

(手
順
等
を
定
め
る
)こ
と
。
［
代
替
海
水
供
給
設
備
（
大
容
量
ポ
ン
プ
）
を
使
用
し
た
格
納
容
器
循
環
冷
暖

房
ユ
ニ
ッ
ト
に
よ
る
自
然
対
流
冷
却
及
び
Ｂ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
、
Ｂ
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
へ
の
代
替

補
機
冷
却
が
該
当
］
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
九
条
（
１
．
６
）
 

「
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備

(手
順
等
）
」
と
し
て
、

(1
)格
納
容
器
内
の
冷
却
機
能
が

喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
及
び
温
度
を
低
下
さ
せ
る
、
(2
)原
子
炉
格
納
容

器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
及
び
温
度
並
び
に
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
低
下

さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
(手
順
等
を
定
め
る
)こ
と
。
[C
CW
機
能
喪
失
時
に
お
け
る
代
替
海

水
供
給
設
備
（
大
容
量
ポ
ン
プ
）
を
使
用
し
た
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
に
よ
る
自
然
対
流
冷
却
が

該
当

] 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
条
（
１
．
７
）
 

「
原
子
炉
の
格
納
容
器
の
過
圧
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備

(手
順
等
)」
と
し
て
、
炉
心
の
著
し
い
損
傷

が
発
生
し
た
場
合
に
、
原
子
炉
格
納
容
器
の
圧
力
及
び
温
度
を
低
下
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る

(手
順
等
を
定
め
る
)こ
と
。
[全
交
流
電
源
喪
失
、
CC
W
機
能
喪
失
時
に
お
け
る
代
替
海
水
供
給
設
備
（
大

容
量
ポ
ン
プ
）
を
使
用
し
た
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
に
よ
る
自
然
対
流
冷
却
が
該
当
] 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
二
条
（
１
．
９
）
 

「
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備

(手
順
等
)」
と
し
て
、
炉
心
の
著

し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
、
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
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                     (
2)
 確
認
事
項

 
⑦
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

大
容
量
ポ
ン
プ
 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
運
転
状
態
に
異
常
が
な
い
こ

と
、
お
よ
び
吐
出
圧
力
が

  
  
、
容
量
が

  
 
m
3
/h
以

上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

タ
ー
ビ
ン

保
修
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い

て
、
ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

タ
ー
ビ
ン

保
修
課
長
 

 

設
備
を
設
け
る
(手
順
等
を
定
め
る
)こ
と
。
［
本
項
で
は
格
納
容
器
雰
囲
気
ガ
ス
サ
ン
プ
リ
ン
グ
冷
却
器
の

冷
却
が
該
当
］
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条
（
１
．
１
３
）

 

「
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
設
備
(手
順
等
)」
と
し
て
、
設
計
基
準
事
故
の
収
束
に
必

要
な
水
源
と
は
別
に
、
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
有
す
る
水
源
を
確
保
す
る
こ

と
に
加
え
て
、
設
計
基
準
事
故
及
び
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
対
し
て
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る

十
分
な
量
の
水
を
供
給
す
る
た
め
に
、
必
要
な
設
備
を
設
け
る
(手
順
等
を
定
め
る
)こ
と
。
 

 

④
 大
容
量
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
系
及
び
代
替
補
機
冷
却
系
は
、
原
子
炉
格
納
容
器

内
の
冷
却
等
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
燃
料
が
存
在
す
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し

て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
適
用
モ
ー
ド
は
「
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
及
び
６
」
と
す
る
。

（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．（
１
）
）
 

 ⑤
 ②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備
 

 ⑥
 大
容
量
ポ
ン
プ
の
定
格
吐
出
圧
力
は

  
 
MP

a・
定
格
流
量
は

  
  
 
m
3 /
h
/台
で
あ
り
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
自

然
対
流
冷
却
及
び
代
替
補
機
冷
却
に
必
要
な
吐
出
圧
力
（

  
  

M
Pa
）
・
容
量
（

 
  

m
3
/h
）
を

1
台
で
供
給
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
大
容
量
ポ
ン
プ
は
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
う
ち
可
搬
型
注
水
設
備

（
原
子
炉
建
屋
の
外
か
ら
水
を
供
給
す
る
も
の
）
で
あ
り
２
Ｎ
要
求
設
備
に
該
当
す
る
こ
と
か
ら
、
運
転
上
の

制
限
の
所
要
数
を

2
台
と
す
る
。
（
添
付
－
２
）
 

 ⑦
 適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２
）
 

ａ
. 
性
能
確
認
（
機
能
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
）
 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に

基
づ
き

1
年
に

1
回
、
ポ
ン
プ
の
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。
 

確
認
す
る
吐
出
圧
力
及
び
容
量
は
、
工
事
認
可
申
請
書
の
記
載
に
基
づ
き
以
下
の
値
を
使
用
す
る
。
（
添
付
―

２
）
 

[吐
出
圧
力
]1
.0
0 
M
Pa
以
上
 

[容
量

]1
80
 
m
3 /
h
以
上
 

 

ｂ
. 
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
）
 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に

基
づ
き

3
ヶ
月
に

1
回
、
ポ
ン
プ
を
起
動
す
る
こ
と
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 

枠
組
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の
で
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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(
3)
 要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、

２
、
３

お
よ
び

４
 

A
. 
動
作
可
能
な
大
容
量
ポ
ン

プ
に
よ
る
海
水
供
給
系
が

２
系
統
未
満
で
あ
る
場
合
 

A
.1
 当
直
課
長
は
、
１
基
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
他
の
設
備
※
７

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
代
替
措
置
※
８
を

検
討
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を

得
て
実
施
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.3
 タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動

作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

 

４
時
間
 

    １
０
日
 

   ３
０
日
 

B
. 
動
作
可
能
な
大
容
量
ポ
ン

プ
に
よ
る
海
水
供
給
系
が

１
系
統
未
満
で
あ
る
場
合
 

B
.1
 当
直
課
長
は
、
１
基
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
他
の
設
備
※
７

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

B
.2
 タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
代
替
措
置
※
８
を

検
討
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を

得
て
実
施
す
る
。
 

お
よ
び
 

B
.3
 タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
動
作
不
能
と
な

っ
て
い
る
当
該
系
の
少
な
く
と
も
１
系
統

を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

    ７
２
時
間
 

   １
０
日
 

C
. 
条
件
Ａ
ま
た
は
Ｂ
の
措
置

を
完
了
時
間
内
に
達
成
で

き
な
い
場
合
 

C
.1
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。

 

お
よ
び
 

C
.2
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。

 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

   

⑧
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
条
件
を
記
載
す
る
。
 

大
容
量
ポ
ン
プ
に
よ
る
海
水
供
給
系
は
２
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
、
モ
ー
ド
１
～
４
に
お
い
て
は
、
動
作
可

能
な
系
統
数
が
２
Ｎ
未
満
（
１
Ｎ
以
上
）
に
な
っ
た
場
合
と
１
Ｎ
未
満
に
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定
す

る
。
モ
ー
ド
５
，
６
に
お
い
て
は
、
２
Ｎ
未
満
（
１
Ｎ
以
上
）
と
１
Ｎ
未
満
と
で
要
求
さ
れ
る
措
置
が
同
じ
に

な
る
た
め
２
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。
 

 

⑨
 要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．（
２
）
、（
３
）
）
 

【
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
】
  

A
.1
 
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変

許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）
」
の
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
“
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処

設
備
”

 
で
あ
る
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
、
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
系
及
び
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
が
該
当
し
、
動

作
可
能
確
認
の
完
了
時
間
は
「

4
時
間
」
と
す
る
。
 

A
.2
 動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者

の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
代
替
措
置
を
実
施
す
る
場
合
の

AO
T
上
限

(２
Ｎ
未
満
１
Ｎ
以
上
)の

「
10
日
」
と
す
る
。
 

A
.3
 当
該
系
統
を
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の

AO
T
上
限
の
「
30
日
」
と
す
る
。
 

 B
.1
 
A.
1
と
同
じ
。
 

B
.2
 
A.
2
と
同
じ
。
た
だ
し
、
完
了
時
間
は
１
Ｎ
未
満
の
た
め
「
72
時
間
」
と
す
る
。
 

B
.3
 
当
該
系
統
の
少
な
く
と
も

1
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
た
だ
し
、
完
了
時
間
は
１
Ｎ
未
満
の
た

め
「

10
日
」
と
す
る
。
 

 C
.1
,
C.
2
 既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
し
て
い
る
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

 

保
安
規
定

 第
85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

(
3)
 要
求
さ
れ
る
措
置
（
続
き
）
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

５
お
よ

び
６
 

A
. 
動
作
可
能
な
大
容
量
ポ
ン

プ
に
よ
る
海
水
供
給
系
が

２
系
統
未
満
で
あ
る
場
合
 

A
.1
 タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動

作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始

す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を

行
っ
て
い
る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す

る
。
 

お
よ
び
 

A
.3
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系

非
満
水
）
ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ

ィ
低
水
位
）
の
場
合
、
１
次
系
保
有
水
を

回
復
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.4
 タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
代
替
措
置
※
８
を

検
討
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を

得
て
実
施
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

※
７
：
残
り
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
１
基
、
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
系
２
系
統
お
よ
び
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
２
系

統
を
い
い
、
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

※
８
：
代
替
品
の
補
充
等
。
 

 

 【
モ
ー
ド
５
お
よ
び
６
】
 

A
.1
 当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.2
当
該
系
統
が
動
作
不
能
で
あ
る
状
態
で
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
行
う
こ
と
は
安
全
側
の
措
置
と
は
い
え
な
い

こ
と
か
ら
、
水
抜
き
中
の
場
合
は
“
速
や
か
に
”
水
抜
き
を
中
止
し
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
措
置
を

行
う
。
 

A
.3
既
に
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
中
の
場
合
は
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
た
め
１
次
系
の
保
有
水
を
回
復
す
る

措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.4
 
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者

の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
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b 添付資料  

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

(4) 設置変更許可申請書 添付十追補（機能喪失原因対策分析） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付十（有効性評価） 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

(3) 工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備分類

等」参照 
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表 85－７ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

 

第
1
.
7.
1
図
 
Ａ
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
に
よ
る
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
 
概
略
系
統
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表 85－７ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

 

第
1
.
5.
6
図
 
大
容
量
ポ
ン
プ
に
よ
る
補
機
冷
却
水
（
海
水
）
通
水
 
概
略
系
統
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表 85－７ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

 

第
1
.
9.
6
図
 
大
容
量
ポ
ン
プ
を
用
い
た
格
納
容
器
ガ
ス
試
料
採
取
系
統
設
備
海
水
冷
却
 
概
略
系
統
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表 85－７ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

 

第
1
.
7.
4
図
 
大
容
量
ポ
ン
プ
を
用
い
た
Ａ
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
に
よ
る
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
 
概
略
系
統
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表 85－７ 添付－１（４） 

設置変更許可申請書 添付十追補（機能喪失原因対策分析） 

 

 

第
1
.
6
.
1
図
 
機
能
喪
失
原
因
対
策
分
析
 

 

格
納
容
器
冷
却
機
能
喪
失

・Ａ
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト

・大
容
量
ポ
ン
プ

・燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

・タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

・燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

※
4
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却

・恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

・空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

・燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク

・復
水
タ
ン
ク
・
送
水
車

・燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

・可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ

・タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

・燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

・軽
油
用
ド
ラ
ム
缶

※
3
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

・
デ
ィ
ー
ゼ
ル
消
火
ポ
ン
プ

・
Ｎ
ｏ
．
１
、
２
淡
水
タ
ン
ク

※
1

※
4

内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ

Ｂ
系
機
能
喪
失

内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ

Ａ
系
機
能
喪
失

※
5

主
配
管

機
能
喪
失

燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク

機
能
喪
失

・Ａ
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト

・１
次
系
冷
却
水
ポ
ン
プ

・１
次
系
冷
却
水
ク
ー
ラ

・１
次
系
冷
却
水
タ
ン
ク

・窒
素
ボ
ン
ベ
（１
次
系
冷
却
水
タ
ン
ク
加
圧
用
）

・海
水
ポ
ン
プ

・１
次
系
高
圧
ガ
ス
供
給
設
備

※
1 
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却

・
Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（自
己
冷
却
）

・
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク

・
よ
う
素
除
去
薬
品
タ
ン
ク
※

6

・可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

・電
源
車
（
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
用
）

・送
水
車

・
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

・
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

・
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク

・
復
水
タ
ン
ク
・送
水
車

・
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

・
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

・
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

・
軽
油
用
ド
ラ
ム
缶

※
2
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

・
電
動
消
火
ポ
ン
プ

・
デ
ィ
ー
ゼ
ル
消
火
ポ
ン
プ

・
Ａ
、
Ｂ
淡
水
タ
ン
ク

・
Ｎ
ｏ
．
１
、
２
淡
水
タ
ン
ク

・
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

・
電
源
車
（
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
用
）

・
送
水
車

格
納
容
器
ス
プ
レ
設
備
機
能
喪
失

冷
却
器
本
体

故
障

原
子
炉
補
機

冷
却
水
喪
失

遮
断
器
及
び
遮
断
器
～

ポ
ン
プ
ま
で
の
ケ
ー
ブ
ル
損
傷

6.
6k

V非
常
用
母
線
故
障

駆
動
源
喪
失
（
Ａ
Ｃ
電
源
喪
失
）

全
交
流
動
力

電
源
喪
失

空
冷
式
非
常
用

発
電
装
置

ポ
ン
プ
本
体

故
障

原
子
炉
補
機

冷
却
水
喪
失

電
源
故
障

自
己
冷
却
配
管

（
Ａ
系
の
み
）

内
部
ス
プ
レ
ク
ー
ラ

機
能
喪
失

※
5

内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
側

入
口
隔
離
弁
機
能
喪
失

※
6

燃
料
損
傷
前
は
除
く

6.
6k

V非
常
用
母
線

内 部 ス プ レ ポ ン プ

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機

①
起
動
変
圧
器

①
予
備
変
圧
器

駆
動
電
源
喪
失
（
Ａ
Ｃ
電
源
）
想
定
箇
所

②

③

①
外
部
電
源
喪
失

②
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
起
動
失
敗

③
6.

6k
V非
常
用
母
線
故
障

④
遮
断
器
及
び
遮
断
器
～
ポ
ン
プ
ま
で
の
ケ
ー
ブ
ル
損
傷

④

：
AN

D
条
件

：
O

R条
件

：
サ
ポ
ー
ト
系

凡
例

：サ
ポ
ー
ト
系
の
回
復
操
作

に
よ
る
対
応

：フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
の
代
替

設
備
、
手
段
に
よ
る
対
応

：
電
源
系
機
能

喪
失
想
定

※
3

※
2

・
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ

・
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

・
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク

・
復
水
タ
ン
ク
・送
水
車

・
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

・
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

・
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

・
軽
油
用
ド
ラ
ム
缶

・
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ

・
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

・
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク

・
復
水
タ
ン
ク
・
送
水
車

・
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

・
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

・
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

・
軽
油
用
ド
ラ
ム
缶

・
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

・
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ

・
海
水
ポ
ン
プ

補(2)-343



  

表 85－７ 添付－２（１）

設置変更許可申請書 添付十（有効性評価）

 

第
7
.
2
.
1
.
1
.
2
表
 
「
雰
囲
気
圧
力
・
温
度
に
よ
る
静
的
負
荷
（
格
納
容
器
過
圧
破
損
）
」
の
主
要
解
析
条
件
 

（
大
破
断
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
時
に
高
圧
注
入
機
能
、
低
圧
注
入
機
能
及
び
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
注
入
機
能
が
喪
失
す
る
事
故
）
(3
/4
) 

 
項
目
 

主
要
解
析
条
件
 

条
件
設
定
の
考
え
方
 

重 大 事 故 等 対 策 に 関 連 す る 機 器 条 件  

原
子
炉
ト
リ
ッ
プ
 

１
次
冷
却
材
ポ
ン
プ
電
源
電
圧
低
 

（
定
格
値
の

6
5%
）
 

（
応
答
時
間

1
.2
秒
）
 

ト
リ
ッ
プ
設
定
値
に
計
装
誤
差
を
考
慮
し
た
低
い
値
と
し
て
ト
リ
ッ
プ
限
界
値
を
設
定
。
検
出

遅
れ
、
信
号
発
信
遅
れ
時
間
等
を
考
慮
し
て
応
答
時
間
を
設
定
。
 

タ
ー
ビ
ン
動
 

補
助
給
水
ポ
ン
プ
 

事
象
発
生
の

6
0
秒
後
に
注
水
開
始
 

タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
の
作
動
時
間
は
、
信
号
遅
れ
と
ポ
ン
プ
定
速
達
成
時
間
に
余
裕

を
考
慮
し
て
設
定
。
 

7
5
m3
/h
（
蒸
気
発
生
器

3
基
合
計
）
 

タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

1
台
運
転
時
に
、
3
基
の
蒸
気
発
生
器
へ
注
水
さ
れ
る
流
量
か

ら
設
定
。
 

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
 

保
持
圧
力
 

4
.
04
MP
a[
ga
ge
] 

（
最
低
保
持
圧
力
）
 

炉
心
へ
の
注
水
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
遅
く
し
、
炉
心
損
傷
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
早
め
る
観
点
か
ら
最

低
保
持
圧
力
を
設
定
。
 

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
 

保
有
水
量
 

2
9
.0
m3
（

1
基
当
た
り
）
 

（
最
低
保
有
水
量
）
 

炉
心
へ
の
注
水
量
を
少
な
く
し
、
炉
心
損
傷
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
早
め
る
観
点
か
ら
最
低
保
有
水

量
を
設
定
。
 

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

に
よ
る
代
替
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
流
量
 

1
2
0m

3 /
h 

設
計
上
期
待
で
き
る
値
と
し
て
設
定
。
 

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注

水
ポ
ン
プ
に
よ
る
 

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直

接
注
水
流
量
 

1
2
0m

3 /
h 

設
計
上
期
待
で
き
る
値
と
し
て
設
定
。
 

格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
 

ユ
ニ
ッ
ト
 

1
基
 

1
基
当
た
り
の
除
熱
特
性
：
 

1
0
0℃
～
約

15
3℃
、
 

約
8
.1
MW
～
約

13
.9
MW
 

設
計
値
に
余
裕
を
考
慮
し
た
小
さ
い
値
を
設
定
。
 

静
的
触
媒
式
 

水
素
再
結
合
装
置
及
び
 

原
子
炉
格
納
容
器
 

水
素
燃
焼
装
置
 

効
果
を
期
待
せ
ず
 

原
子
炉
格
納
容
器
圧
力
の
観
点
で
厳
し
く
な
る
よ
う
に
、
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
及
び

原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
の
効
果
に
つ
い
て
は
期
待
し
な
い
。
 

 

所要数、必要容量 

関連箇所を赤枠又は下線にて示す。 
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第 9.5.1表 原子炉格納容器内の冷却等のための設備（常設）の設備仕様 

 

(1) 格納容器循環冷暖房ユニット 

兼用する設備は以下のとおり。 

・格納容器換気及びその他の設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

型 式  冷却コイル内蔵型 

基 数  1（格納容器内自然対流冷却時Ａ

    号機使用） 

伝 熱 容 量  約 14.2MW 

最 高 使 用 温 度   

管 側  161℃ 

最 高 使 用 圧 力   

管 側  1.2MPa[gage] 

  

(2) １次系冷却水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉補機冷却水設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

型 式  うず巻式 

台 数  4 

容 量  約     m3/h（1台当たり） 

揚 程  約  m 

最 高 使 用 圧 力  0.98MPa[gage] 

最 高 使 用 温 度  161℃ 

本 体 材 料  炭素鋼 

   

設備仕様 

関連箇所を赤枠にて示す。 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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(3) １次系冷却水クーラ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉補機冷却水設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

型 式  横置直管式 

基 数  3 

伝 熱 容 量  約 10MW（1基当たり） 

最 高 使 用 温 度   

管 側 40℃ 

胴 側 161℃ 

最 高 使 用 圧 力   

管 側 0.7MPa[gage] 

胴 側 0.98MPa[gage] 

材 料   

管 側  アルミブラス 

胴 側  炭素鋼 

 

(4) 1次系冷却水タンク 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉補機冷却水設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

型 式  横置円筒型 

基 数  1 

容 量  約 8m3 

通 常 水 容 量  約 4m3 

最 高 使 用 圧 力  0.34MPa[gage] 

最 高 使 用 温 度  95℃ 

材 料  炭素鋼  
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(5) 海水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉補機冷却海水設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

型 式  斜流式 

台 数  4 

容 量  約     m3/h（1台当たり） 

揚 程  約  m 

本 体 材 料  ステンレス鋼 

 

(6) 海水ストレーナ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式  たて置円筒型 

基 数  4（大容量ポンプを用いた格納容 

器内自然対流冷却時Ａ１、Ａ２号 

機使用） 

最 高 使 用 圧 力  1.2MPa[gage] 

最 高 使 用 温 度  40℃ 

材 料  炭素鋼 

 

  

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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第 9.5.2表 原子炉格納容器内の冷却等のための設備（可搬型）の設備仕様 

 

(1) 窒素ボンベ（1次系冷却水タンク加圧用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

種 類  鋼製容器 

本 数  1（予備 1） 

容 量  約 7Nm3 

最 高 使 用 圧 力  14.7MPa[gage] 

供 給 圧 力  約 0.12MPa[gage]（供給後圧力） 

 

(2) 大容量ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式  うず巻式 

台 数  2（予備 1） 

容 量  約     m3／h（1台当たり） 

吐 出 圧 力  約   MPa[gage] 

 

  

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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9.5 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

9.5.2 設計方針 

9.5.2.3 容量等 

基本方針については、「1.1.8.2 容量等」に示す。 

内部スプレポンプ、内部スプレクーラ及び内部スプレポンプ入口弁（格

納容器再循環サンプ側）の故障等により原子炉格納容器内の冷却機能が喪

失した場合における格納容器内自然対流冷却として使用するＡ格納容器循

環冷暖房ユニットは、重大事故等時に崩壊熱による原子炉格納容器内の圧

力及び温度の上昇に対して、Ａ格納容器循環冷暖房ユニットに１次系冷却

水又は海水を供給させることで、格納容器内自然対流冷却の圧力損失を考

慮しても原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させることができる容量

を有する設計とする。 

内部スプレポンプ、内部スプレクーラ及び内部スプレポンプ入口弁（格

納容器再循環サンプ側）の故障等により原子炉格納容器内の冷却機能が喪

失した場合における格納容器内自然対流冷却として使用する１次系冷却水

ポンプ、１次系冷却水クーラ、１次系冷却水タンク及び海水ポンプは、設

計基準事故時の原子炉補機冷却系の機能と兼用しており、設計基準事故時

に使用する場合の１次系冷却水流量が、炉心崩壊熱により加圧及び加熱さ

れた原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な１次系冷

却水流量に対して十分であることを確認しているため、設計基準事故対処

設備と同仕様で設計する。 

窒素ボンベ（１次系冷却水タンク加圧用）は、格納容器内自然対流冷却

を実施する際に、１次系冷却水の沸騰を防止するため１次系冷却水タンク

気相部を必要な圧力まで加圧できる容量を有するものを 1 セット 1 本使用

する。保有数は 1 セット 1 本、機能要求の無い時期に保守点検可能である

ため、保守点検用は考慮せずに、故障時のバックアップ用として 1 本の合

計 2本を保管する設計とする。 

また、全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合における

格納容器内自然対流冷却として使用する大容量ポンプは、格納容器内自然

対流冷却として使用した場合に必要な容量を有するものを 1 セット 1 台使
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用する。保有数は、2 セット 2 台、保守点検内容は目視点検等であり、保

守点検中でも使用可能であるため、保守点検用は考慮せずに、故障時のバ

ックアップ用として 1台の合計 3台を分散して保管する設計とする。 

 

（以下省略） 
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9.6 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

9.6.2 設計方針 

9.6.2.3 容量等 

基本方針については、「1.1.8.2 容量等」に示す。 

（中略） 

炉心の著しい損傷が発生した場合における原子炉格納容器の破損を防止

するために格納容器内自然対流冷却として使用するＡ格納容器循環冷暖房

ユニットは、Ａ格納容器循環冷暖房ユニットに１次系冷却水又は海水を供

給させることで、格納容器内自然対流冷却の圧力損失を考慮しても原子炉

格納容器内の圧力及び温度を低下させることができる容量を有する設計と

する。 

炉心の著しい損傷が発生した場合における原子炉格納容器の破損を防止

するために格納容器内自然対流冷却として使用する１次系冷却水ポンプ、

１次系冷却水クーラ、１次系冷却水タンク及び海水ポンプは、設計基準事

故時の原子炉補機冷却系の機能と兼用しており、設計基準事故時の１次系

冷却水流量が、炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉格納容器内の圧

力及び温度を低下させるために必要な１次系冷却水流量に対して十分であ

ることを確認しているため、設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

窒素ボンベ（１次系冷却水タンク加圧用）は、格納容器内自然対流冷却

を実施する際に、１次系冷却水の沸騰を防止するため１次系冷却水タンク

気相部を必要な圧力まで加圧できる容量を有するものを 1 セット 1 本使用

する。保有数は、1 セット 1 本、機能要求の無い時期に保守点検可能であ

るため、保守点検用は考慮せずに、故障時のバックアップ用として 1 本の

合計 2本を保管する設計とする。 

炉心の著しい損傷が発生した場合における原子炉格納容器の破損を防止

するために代替格納容器スプレイとして使用する恒設代替低圧注水ポンプ

及び原子炉下部キャビティ注水ポンプは、炉心の著しい損傷が発生した場

合の圧力及び温度を低下させるために必要なスプレイ流量に対して十分で

あることを確認した容量を有する設計とする。 
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送水車は、重大事故等時において、復水タンクへの補給量に対し、海水

を補給することにより、水源を確保できる容量を有するものを 1 セット 1

台使用する。保有数は、2セット2台、保守点検内容は目視点検等であり、

保守点検中でも使用可能であるため、保守点検用は考慮せずに、故障時の

バックアップ用として 1台の合計 3台を分散して保管する設計とする。 

大容量ポンプは、重大事故等時において、格納容器内自然対流冷却とし

て使用した場合に必要な容量を有するものを 1 セット 1 台使用する。保有

数は、2 セット 2 台、保守点検内容は目視点検等であり、保守点検中でも

使用可能であるため、保守点検用は考慮せずに、故障時のバックアップ用

として 1台の合計 3台を分散して保管する設計とする。 
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5.9 原子炉補機冷却設備 

5.9.1 原子炉補機冷却水設備 

この設備は、冷却される原子炉補機と冷却海水との間の熱媒体として働く

中間冷却系で、１次系冷却水ポンプ、１次系冷却水クーラ、１次系冷却水タ

ンク、冷却される原子炉補機及び 2 系統の母管から分岐した配管からなり、

これらの 2 系統は、１次系冷却水クーラ及びポンプを含め必要な場合には互

いに分離し得る閉回路を構成し、放射性物質の漏入を監視するための放射線

モニタを設置する。 

冷却水には純水を使用し、各原子炉補機より熱を除去した後、１次系冷却

水ポンプによって１次系冷却水クーラに至り、ここで海水と熱交換を行なっ

て再び原子炉補機にもどる。この設備によって冷却されるのは、余熱除去ク

ーラ、非再生クーラ、サンプルクーラ、使用済燃料ピットクーラ、封水クー

ラ、余剰抽出水クーラ及び冷却材ポンプである。また、１次系冷却水ポンプ

は非常用母線より給電し、かつ、非常用電源の単一故障時においても安全上

必要な原子炉補機への冷却水を確保し得るよう設計する。 

さらに原子炉補機冷却水設備は、基準津波、溢水及び外部人為事象により

安全性を損なわないよう設計する。 

この系統は、第 5.2.1図のとおりである。 

主要機器の設計仕様の概要は、次のとおりである。 

 

１次系冷却水クーラ 

型 式 横置直管式 

基 数 3 

伝 熱 容 量 約 10MW（1基当たり） 

最 高 使 用 圧 力 

管 側 0.7MPa〔gage〕 

胴 側 0.98MPa〔gage〕 

最 高 使 用 温 度 

管 側 40℃ 

胴 側 95℃ 
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材 料 

管 側 アルミブラス 

胴 側 炭素鋼 

１次系冷却水ポンプ 

型 式 うず巻式 

台 数 4 

容 量 約     m3/h（1台当たり） 

揚 程 約  m 

最 高 使 用 圧 力     0.98MPa〔gage〕 

最 高 使 用 温 度     95℃ 

本 体 材 料 炭素鋼 

 

１次系冷却水タンク 

型 式 横置円筒型 

基 数 1 

容 量 約 8m3 

通 常 水 容 量 約 4m3 

最 高 使 用 圧 力 0.34MPa〔gage〕 

最 高 使 用 温 度 95℃ 

本 体 材 料 炭素鋼 

 

5.9.2 原子炉補機冷却海水設備 

この設備は、原子炉補機冷却水設備を冷却するもので、海水ポンプで海水

を１次系冷却水クーラに送り原子炉補機冷却水を冷却する。また、配管は 2

系統の母管から分岐し、これらの 2 系統は、海水ポンプを含め必要な場合に

は互いに分離し得る構成とする。 

交流電源喪失時には、非常用電源から海水ポンプに電力を供給し、かつ、

非常用電源の単一故障時においても、この設備の運転を継続して原子炉系統

施設の冷却及び安全を確保する。 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－７ 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付八 

 

また、基準津波、溢水及び外部人為事象により安全性を損なわないよう設

計する。 

系統構成は、第 5.9.1図のとおりとする。 

系統機器の仕様は、下記のとおりとする。 

 

海水ポンプ 

型 式 斜流式 

台 数 4 

容 量 約      m3/h（1台当たり） 

揚 程 約  m  
 

 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 

補(2)-355



表 85－７ 添付－２（３） 

工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書 

 

名    称 大容量ポンプ 

容 量 m３/h/個     以上、      以上（注2）（     ） 

吐 出 圧 力 MPa     以上、     以上（注2）（   ） 

最高使用圧力 MPa 1.2 

最高使用温度 ℃ 40 

原 動 機 出 力 kW/個 847 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち原子炉補機冷却設備として使用する大容量ポ

ンプは、以下の機能を有する。 

 

大容量ポンプは、原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって、設計基準事故

対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損

傷を防止するため、発電用原子炉を冷却するために設置する。 

 

系統構成は、運転中の原子炉冷却材喪失事象時又は運転停止中において全交流動力

電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合を想定した代替補機冷却として、海を

水源とする大容量ポンプは、A1、A2海水ストレーナブロー配管又は原子炉補機冷却

系供給管（Bヘッダ）と可搬型ホースを接続することで、原子炉補機冷却系を介し

て、B充てん／高圧注入ポンプ及びB余熱除去ポンプの原子炉補機冷却系へ海水を直

接供給できる設計とする。 

 

大容量ポンプは、設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機

能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著し

い損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため、最終ヒートシンクへ熱

を輸送するために設置する。 

 

系統構成は、海水ポンプ及び１次系冷却水ポンプの故障等により最終ヒートシンク

へ熱を輸送する機能が喪失した場合並びに全交流動力電源が喪失した場合における

原子炉冷却材喪失事象を想定した場合に、A1、A2海水ストレーナブロー配管又は原

子炉補機冷却系供給管（Bヘッダ）と可搬型ホースを接続し、海を水源とする大容

量ポンプにより原子炉補機冷却系を介して、A格納容器循環冷暖房ユニットへ海水

を直接供給し、原子炉格納容器内の自然対流冷却並びにB充てん／高圧注入ポンプ

及びB余熱除去ポンプの代替補機冷却を行うことで、炉心の著しい損傷及び原子炉

格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止す

る設計とする。 

 

大容量ポンプは、設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失

した場合において炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温

度を低下させるために設置する。 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－７ 添付－２（３） 

工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書 

 

また、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するた

め、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために設置する。 

 

これらの系統構成は、全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合並び

に全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失し、炉心の著しい損傷が発生した

場合を想定した格納容器内自然対流冷却として、海を水源とする大容量ポンプは、

A1、A2海水ストレーナブロー配管又は原子炉補機冷却系供給管（Bヘッダ）と可搬

型ホースを接続することで、原子炉補機冷却系を介して、A格納容器循環冷暖房ユ

ニットへ海水を直接供給できる設計とする。 

 

大容量ポンプは、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を

防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために設置する。 

 

系統構成は、全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合を想定した格

納容器内自然対流冷却として、海を水源とする大容量ポンプは、A1、A2海水ストレ

ーナブロー配管又は原子炉補機冷却系供給管（Bヘッダ）と可搬型ホースを接続す

ることで、原子炉補機冷却系を介して、A格納容器循環冷暖房ユニットへ海水を直

接供給できる設計とする。 

 

大容量ポンプは、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内におけ

る水素による爆発による破損を防止する必要がある場合には、水素爆発による原子炉

格納容器の破損を防止するために設置する。 

 

系統構成は、全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合、海を水源と

する大容量ポンプは、A1、A2海水ストレーナブロー配管又は原子炉補機冷却系供給

管（Bヘッダ）と可搬型ホースを接続することで原子炉補機冷却系を介して、24時

間経過した後の格納容器雰囲気ガスサンプリング冷却器の原子炉補機冷却系へ海水

を直接供給し、代替補機冷却ができる設計とする。 

 

大容量ポンプは、設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必

要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、発電用原子炉施設に

は、設計基準対象施設及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要とな

る十分な量の水を供給するために設置する。 

 

系統構成は、海を水源とする大容量ポンプは、A1、A2海水ストレーナブロー配管又

は原子炉補機冷却系供給管（Bヘッダ）と可搬型ホースを接続することで、原子炉

補機冷却系に海水を直接供給し、代替補機冷却ができる設計とする。 

 

大容量ポンプの保有数は、2セット2個、故障時による待機除外時のバックアップ用とし

て1個（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設及び原子炉格納施設の大容量ポンプ（放水砲

用）の予備と共用）の合計3個を分散して保管する。 
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表 85－７ 添付－２（３） 

工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書 

 

なお、大容量ポンプは、定格容量     m３/h/個、吐出圧力    MPaの水中ポンプにて海水

を取水し、うず巻形ポンプまで送水する設計とし、水中ポンプは2個設置する。 

 

1. 容量 

大容量ポンプの容量は、各機器に供給する冷却海水流量を基に設定する。大容量ポンプ

が供給する冷却海水流量は、第1表に示すとおり通水流量の合計が179.4m３/h/個となり、大

容量ポンプの容量は180m３/h/個以上とする。 

 

第1表 必要冷却海水流量 

機器 設計冷却海水流量 台数 

格納容器循環冷暖房ユニット 155.4m３/h 1 

余熱除去ポンプ 4m３/h 1 

充てん／高圧注入ポンプ 19m３/h 1 

格納容器雰囲気ガスサンプリ

ング冷却器 

1m３/h 1 

冷却海水流量の合計 179.4m３/h 

 

公称値については、要求される容量180m３/h/個以上を上回る     m３/h/個とする。 

2. 吐出圧力 

大容量ポンプの吐出圧力は、原子炉格納容器内の圧力を原子炉格納容器の最高使用圧力

近傍で維持するときの移送先圧力、静水頭、機器圧損、配管・ホース及び弁類圧損を基に

設定する。 

 

項  目 圧力損失（MPa） 

移送先圧力 約0.25 

静水頭 約0.24 

機器圧損 約0.04 

配管・ホース及び弁類圧損 約0.39 

合  計 約0.92 

 

静水頭について、水中ポンプにて水源である海から海水を取水し、大容量ポンプのうず

巻形ポンプまで送水することから、大容量ポンプの設置高さ（6.0m）から送水先であるA格

納容器循環冷暖房ユニット出口配管までの値とする。 

 

以上より、大容量ポンプの吐出圧力は、1.0MPa以上とする。 

 

公称値については、要求される吐出圧力1.0MPaを上回る   MPaとする。 

 

 

 

 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 

補(2)-358



表 85－７ 添付－２（３） 

工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書 

 

3. 最高使用圧力 

大容量ポンプを重大事故等時において使用する場合の圧力は、ポンプ吐出圧力を電気的

に1.2MPaに制限していることから、その制限値である1.2MPaとする。 

 

4. 最高使用温度 

大容量ポンプを重大事故等時において使用する場合の温度は、水源である海水の温度（注

１）が40℃を下回るため、40℃とする。 

 

5. 原動機出力 

大容量ポンプの原動機出力は、定格流量が     m３/h時の軸動力を基に設定する。 

大容量ポンプの定格流量が     m３/h、吐出圧力が約   MPa、その時の同ポンプの必要軸

動力は847kWとなる。 

以上より、大容量ポンプの原動機出力は847kW/個とする。 

 

（注1）海水の温度は、外気の温度である原子炉設置許可申請書添付書類六に示す美浜発電

所における最高の月平均気温である8月の約30.9℃（敦賀特別地域気象観測所）を下

回る。 

(注2）核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備及び原子

炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備として使用する大容量ポンプの仕

様については、核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄

化設備及び原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の大容量ポンプ

（放水砲用）で記載する。 

 

 

 
- 添4-1-3-270 - ～ - 添4-1-3-274 - 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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（２）－２－７ 保安規定第 85条 表 85-8「蒸気発生器２次側による炉心冷却 

（注水）をするための設備」運転上の制限等について 

 

a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 

b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

(2) 設置変更許可申請書 添付十 有効性評価（所要数、必要容量） 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備分

類等」参照 
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a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 
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五
十
六
条
 （
１
．
１
３
）
が
該
当
す
る
。
（
添
付
－
１
）
 

 ②
 運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）
 

 ③
 以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
、
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
補
助
給

水
ポ
ン
プ
に
よ
る
蒸
気
発
生
器
へ
の
給
水
系

1
系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

 ・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
五
条
（
１
．
２
）
 

「
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
高
圧
時
に
発
電
用
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）」
と
し

て
、
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
が
高
圧
の
状
態
に
あ
っ
て
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
有
す
る
原

子
炉
の
冷
却
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る

(手
順
等
を
定
め
る
)こ
と
。
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
六
条
（
１
．
３
）
 

「
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
を
減
圧
す
る
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）
」
と
し
て
、
設
計
基
準
事
故
対

処
設
備
が
有
す
る
原
子
炉
の
減
圧
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
を

減
圧
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
(手
順
等
を
定
め
る
)こ
と
。
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
七
条
（
１
．
４
）
 

「
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
に
発
電
用
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）
」
と

し
て
、
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
が
低
圧
の
状
態
に
あ
っ
て
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
有
す
る

原
子
炉
の
冷
却
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る

(手
順
等
を
定
め
る
)こ
と
。
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
八
条
（
１
．
５
）
 

「
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）
」
と
し
て
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が

有
す
る
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
炉
心
の
著
し
い
損
傷
及
び

原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
、
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備

を
設
け
る

(手
順
等
を
定
め
る
)こ
と
。
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条
（
１
．
１
３
）

 
「
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
設
備

(手
順
等
)」
と
し
て
、
設
計
基
準
事
故
の
収
束
に
必

要
な
水
源
と
は
別
に
、
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
有
す
る
水
源
を
確
保
す
る
こ

と
に
加
え
て
、
設
計
基
準
事
故
及
び
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
対
し
て
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る

十
分
な
量
の
水
を
供
給
す
る
た
め
に
、
必
要
な
設
備
を
設
け
る

(手
順
等
を
定
め
る

)こ
と
。
 

 
④

 補
助
給
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
蒸
気
発
生
器
へ
の
給
水
系
は
、
蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る
原
子
炉
の
冷
却
に
必
要

な
設
備
で
あ
り
、
蒸
気
発
生
器
に
よ
る
熱
除
去
が
可
能
な
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
適
用
モ
ー
ド
は
「
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
及
び
４
（
蒸
気
発
生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い

る
場
合
）
」（
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
駆
動
用
の
蒸
気
条
件
が
整
う
「
モ
ー
ド
１
，
２
及
び

３
」
）
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．（
１
）
）
 

 ⑤
 ②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備
 

 

補(2)-362



保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明

 
保
安
規
定

 第
85
条

 
条
文

 
記
載
内
容
の
説
明

 
       (
2)
 確
認
事
項

 
⑦
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

補
助
給
水
系
 

施
錠
等
に
よ
り
固
定
さ
れ
て
い
な
い
補
助
給
水
系
の
流
路

中
の
弁
が
正
し
い
位
置
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
期
検
査
時
 
当
直
課
長
 

電
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
を
起
動
さ
せ
、
異
常
な
振
動
、
異

音
、
異
臭
お
よ
び
漏
え
い
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
期
検
査
時
 
発
電
室
長
 

タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異
常
な
振

動
、
異
音
、
異
臭
お
よ
び
漏
え
い
が
な
い
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

定
期
検
査
時
 
発
電
室
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気
発
生
器
が
熱
除
去

の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
）
に
お
い
て
、
電
動
補

助
給
水
ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
ま
た
、
確
認
す
る
際
に
操
作
し
た
弁
に
つ
い
て

は
、
正
し
い
位
置
に
復
旧
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 
当
直
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
に
お
い
て
、
タ
ー
ビ
ン
動
補
助

給
水
ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
※
９
。
ま
た
、
確
認
す
る
際
に
操
作
し
た
弁
に
つ
い
て

は
、
正
し
い
位
置
に
復
旧
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 
当
直
課
長
 

※
９
：
モ
ー
ド
３
に
お
い
て
、
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
の
確
認
は
、
起
動
弁
の
開

閉
確
認
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

 ⑥
 全
交
流
動
力
電
源
喪
失
に
係
る
有
効
性
評
価
で
は
、
蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る
強
制
冷
却
時
の
解
析
条
件
と

し
て
蒸
気
発
生
器
へ
の
注
水
量
を

  
m
3 /
h
と
し
て
い
る
た
め
、
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
（
起
動
弁
含

む
）
の
所
要
数
を

1
台

(定
格
容
量
 
約

  
 
m
3 /
h）
、
電
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
の
所
要
数
を

1
台

(定
格
容
量
 

約
  

m
3 /
h
/台

)と
す
る
。
蒸
気
発
生
器
は
全
て
の
蒸
気
発
生
器
に
期
待
す
る
た
め
所
要
数
を

3
基
と
す
る
。
（
添

付
－
２
）
 

な
お
、
上
記
の
設
備
は
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
り
、
全
て
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
。
 

 ⑦
 適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２
）
 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
）
 

定
期
検
査
時
の
確
認
事
項
は
、
補
助
給
水
系
に
つ
い
て
は
保
安
規
定
第

66
条
（
補
助
給
水
系
）
で
設
定
さ
れ

て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
 

ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
、
定
期
的
に
確
認
す
る
）

  

通
常
運
転
中
の
確
認
事
項
は
、
補
助
給
水
系
に
つ
い
て
は
保
安
規
定
第

66
条
（
補
助
給
水
系
）
で
設
定
さ
れ

て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
 

  

枠
組
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の
で
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明

 
保
安
規
定

 第
85
条

 
条
文

 
記
載
内
容
の
説
明

 
(
3)
 要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド
１
、

２
お
よ
び
３
 

A
. 
動
作
可
能
な
復
水
タ

ン
ク
を
水
源
と
し
た

電
動
補
助
給
水
ポ
ン

プ
に
よ
る
蒸
気
発
生

器
へ
の
給
水
系
が
１

系
統
未
満
お
よ
び
動

作
可
能
な
復
水
タ
ン

ク
ま
た
は
送
水
車
を

用
い
た
タ
ー
ビ
ン
動

補
助
給
水
ポ
ン
プ
に

よ
る
蒸
気
発
生
器
へ

の
給
水
系
が
１
系
統

未
満
で
あ
る
場
合
 

A
.1
 当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。

 

お
よ
び
 

A
.3
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
４
に
す
る
。

 

速
や
か
に
 

  １
２
時
間
 

 ３
６
時
間
 

モ
ー
ド
４

（
蒸
気
発
生

器
が
熱
除
去

の
た
め
に
使

用
さ
れ
て
い

る
場
合
）
 

A
. 
動
作
可
能
な
復
水
タ

ン
ク
を
水
源
と
し
た

電
動
補
助
給
水
ポ
ン

プ
に
よ
る
蒸
気
発
生

器
へ
の
給
水
系
が
１

系
統
未
満
で
あ
る
場

合
 

A
.1
 当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 当
直
課
長
は
、
余
熱
除
去
系
１
系
統
以
上

に
よ
る
熱
除
去
の
た
め
の
操
作
を
開
始
す

る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  

⑧
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
条
件
を
記
載
す
る
。
 

補
助
給
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
蒸
気
発
生
器
へ
の
給
水
系
は
､１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
、
動
作
可
能
な
系
統
数
が

１
Ｎ
未
満
に
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。
 

具
体
的
に
は
、
モ
ー
ド
１
、
２
及
び
３
に
お
い
て
は
電
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
１
系
統
又
は
タ
ー
ビ
ン
動
補
助

給
水
ポ
ン
プ

1
系
統
が
要
求
さ
れ
る
た
め
、
両
方
の
系
統
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定
す

る
。
モ
ー
ド
４
（
蒸
気
発
生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
）
に
つ
い
て
は
、
電
動
補
助
給
水

ポ
ン
プ
１
系
統
が
要
求
さ
れ
る
た
め
、
当
該
の
系
統
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。
 

 

⑨
 要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．（
２
）
、（
３
）
）
 

【
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
】
 

A
.1
 
全
て
の
補
助
給
水
系
が
動
作
不
能
で
あ
る
た
め
、
当
該
系
統
の
い
ず
れ
か
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る

措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.2
補
助
給
水
系
全
て
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
、
保
安
規
定
第

66
条
（
補
助
給
水
系
）
の
要
求
に
基
づ
き
プ

ラ
ン
ト
を
適
用
モ
ー
ド
外
に
移
行
す
る
必
要
が
あ
り
、
本
表
で
は
当
該
要
求
に
基
づ
く
措
置
を
設
定
し
て
い
る
。 
 

A
.3
 上
記

A.
2
と
同
じ
。
 

 【
モ
ー
ド
４
（
蒸
気
発
生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
）
】
 

A
.1
 
動
作
可
能
な
電
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
補
助
給
水
系
が

1
系
統
未
満
で
あ
る
た
め
、
当
該
系
統
を
動
作

可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.2
 補
助
給
水
系
全
て
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
、
保
安
規
定
第

66
条
（
補
助
給
水
系
）
の
要
求
に
基
づ
き
余

熱
除
去
系

1
系
統
以
上
に
よ
る
熱
除
去
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
必
要
が
あ
り
、
本
表
で
も
当
該
要
求
に
基

づ
く
措
置
を
設
定
し
て
い
る
。
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b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

(2) 設置変更許可申請書 添付十 有効性評価（所要数、必要容量） 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備分類等」

参照 
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表 85－８ 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

第
1
.
4.
3
5
図

 
補
助
給
水
ポ
ン
プ
及
び
主
蒸
気
逃
が
し
弁
に
よ
る
蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却
 
概
略
系
統
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表 85－８ 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

第 5.4.1表 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備（常設）の設備仕様 

 

(5) タービン動補助給水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・補助給水ポンプ 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 うず巻式 

台 数 1 

容 量 約   m3/h 

揚 程 約   m 

本 体 材 料 合金鋼 

 

  

設備仕様 

関連箇所を赤枠にて示す。 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－８ 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

(6) 電動補助給水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・補助給水ポンプ 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

型 式 うず巻式 

台 数 2 

容 量 約  m3/h（１台当たり） 

揚 程 約   m 

本 体 材 料 合金鋼 

 

  

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－８ 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

(10) タービン動補助給水ポンプ起動弁 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

型 式 電気作動式 

個 数 2 

最 高 使 用 圧 力 7.48MPa[gage] 

最 高 使 用 温 度 291℃ 

材 料 炭素鋼 
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表 85－８ 添付－２（２）

設置変更許可申請書 添付十 有効性評価

第
7
.
1
.
2
.
2
表
 
「
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
」
の
主
要
解
析
条
件
 

（
外
部
電
源
喪
失
＋
非
常
用
所
内
交
流
電
源
喪
失
＋
原
子
炉
補
機
冷
却
機
能
喪
失
＋
Ｒ
Ｃ
Ｐ
シ
ー
ル
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
）
(2
/3
) 

項
目
 

主
要
解
析
条
件
 

条
件
設
定
の
考
え
方
 

事 故 条 件  

起
因
事
象
 

外
部
電
源
喪
失
 

外
部
電
源
喪
失
が
発
生
す
る
も
の
と
し
て
設
定
。
 

安
全
機
能
の
喪
失
 

に
対
す
る
仮
定
 

非
常
用
所
内
交
流
電
源
喪
失
 

原
子
炉
補
機
冷
却
機
能
喪
失
 

非
常
用
所
内
交
流
電
源
が
喪
失
し
、
原
子
炉
補
機
冷
却
機
能
が
喪
失
す
る

も
の
と
し
て
設
定
。
 

外
部
電
源
 

外
部
電
源
な
し
 

起
因
事
象
と
し
て
、
外
部
電
源
が
喪
失
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
 

Ｒ
Ｃ
Ｐ
シ
ー
ル
部
か
ら
の
 

漏
え
い
率
（
初
期
）
 

定
格
圧
力
に
お
い
て
 

約
1
09
m
3 /
h（

4
80
gp
m）
（
1
台
当
た
り
）
相
当
と
な
る
口
径
 

約
1
.6
cm
（
約

0.
6
イ
ン
チ
）（

1
台
当
た
り
）
 

（
事
象
発
生
時
か
ら
の
漏
え
い
を
想
定
）
 

W
C
AP
-1
56
03
に
お
け
る
最
大
の
漏
え
い
率
の
値
と
し
て
設
定
。
 

重 大 事 故 等 対 策 に 関 連 す る 機 器 条 件  

原
子
炉
ト
リ
ッ
プ
信
号
 

１
次
冷
却
材
ポ
ン
プ
電
源
電
圧
低
 

（
定
格
値
の

6
5%
、
応
答
時
間

1.
2
秒
）
 

ト
リ
ッ
プ
設
定
値
に
計
装
誤
差
を
考
慮
し
た
低
い
値
と
し
て
、
解
析
に
用

い
る
ト
リ
ッ
プ
限
界
値
を
設
定
。
検
出
遅
れ
や
信
号
発
信
遅
れ
時
間
等
を

考
慮
し
て
、
応
答
時
間
を
設
定
。
 

タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
 

ポ
ン
プ
 

事
象
発
生
の

6
0
秒
後
に
注
水
開
始
 

タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
の
作
動
時
間
は
、
信
号
遅
れ
と
ポ
ン
プ
の

定
速
達
成
時
間
に
余
裕
を
考
慮
し
て
設
定
。
 

7
5
m3
/h
（
蒸
気
発
生
器

3
基
合
計
）
 

タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

1
台
運
転
時
に
、
3
基
の
蒸
気
発
生
器
へ

注
水
さ
れ
る
流
量
か
ら
設
定
。
 

主
蒸
気
逃
が
し
弁
容
量
 

定
格
ル
ー
プ
流
量
（
ル
ー
プ
当
た
り
）
の

1
0%
（

1
個
当
た

り
）
 

定
格
運
転
時
に
お
い
て
、
設
計
値
と
し
て
各
ル
ー
プ
に
設
置
し
て
い
る
主

蒸
気
逃
が
し
弁

1
個
当
た
り
定
格
主
蒸
気
流
量
（
ル
ー
プ
当
た
り
）
の
約

1
0
%を
処
理
で
き
る
流
量
と
し
て
設
定
。
 

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
保
持
圧
力
 

4
.
04
MP
a［

g
ag
e］

 

（
最
低
保
持
圧
力
）
 

炉
心
へ
の
注
水
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
遅
く
す
る
最
低
の
圧
力
と
し
て
設
定
。
 

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
保
有
水
量
 

2
9
.0
m3
（

1
基
当
た
り
）
 

（
最
低
保
有
水
量
）
 

最
低
の
保
有
水
量
を
設
定
。
 

恒
設
代
替
低
圧
注
水
 

ポ
ン
プ
の
原
子
炉
へ
の
 

注
水
流
量
 

3
0
m3
/h
 

想
定
す
る
流
出
流
量
に
対
し
て
、
１
次
冷
却
材
圧
力

0.
7M
Pa
[g
ag
e]
到
達

時
点
で
炉
心
注
水
を
開
始
す
る
こ
と
に
よ
り
、
炉
心
損
傷
防
止
が
可
能
な
流

量
と
し
て
設
定
。
 

  

所要数、必要容量 

関連箇所を赤枠にて示す。 
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（２）－２－８ 保安規定第 85条 表 85-９「蒸気発生器２次側による炉心冷却 

（蒸気放出）をするための設備」運転上の制限等について 

 

a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 

b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量  

(1) 設置変更許可申請書 添付十 有効性評価（所要数、必要容量） 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備

分類等」参照 
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a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

保
安
規
定

 第
85
条
 
条
文

  
記
載
内
容
の
説
明

  
表
８
５
－
９

 
蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却
（
蒸
気
放
出
）
を
す
る
た
め
の
設
備
 

 ８
５
－
９
－
１
 
蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却
（
蒸
気
放
出
）
 
①
 

 (
1)
 運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限
 
③
 

主
蒸
気
逃
が
し
弁
に
よ
る
蒸
気
放
出
系
 
手
動
で
の
開
弁
が
で
き
る
こ
と
（
現
場
手
動
含
む
）
 

適
用
モ
ー
ド
 
④
 

設
 
備

 
⑤
 

所
要
数

 
⑥
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸

気
発
生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用

さ
れ
て
い
る
場
合
）
 

主
蒸
気
逃
が
し
弁
 

３
個
 

  

①
 設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
五
条
 （
１
．
２
）
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
六
条
 （
１
．
３
）
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
七
条
 （
１
．
４
）
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
八
条
 （
１
．
５
）
が
該
当
す
る
。（
添
付
－
１
）
 

 

②
 運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）
 

 ③
 以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
、
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
主
蒸
気

逃
が
し
弁
に
よ
る
蒸
気
放
出
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
五
条
（
１
．
２
）
 

「
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
高
圧
時
に
発
電
用
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備

(手
順
等

)」
と
し

て
、
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
が
高
圧
の
状
態
に
あ
っ
て
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
有
す
る
原
子

炉
の
冷
却
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
(手
順
等
を

定
め
る

)こ
と
。
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
六
条
（
１
．
３
）
 

「
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
を
減
圧
す
る
た
め
の
設
備

(手
順
等
)」
と
し
て
、
設
計
基
準
事
故
対
処

設
備
が
有
す
る
原
子
炉
の
減
圧
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
を
減
圧

す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
(手
順
等
を
定
め
る
)こ
と
。
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
七
条
（
１
．
４
）
 

「
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
に
発
電
用
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備

(手
順
等

)」
と
し

て
、
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
が
低
圧
の
状
態
に
あ
っ
て
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
有
す
る
原
子

炉
の
冷
却
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
(手
順
等
を

定
め
る

)こ
と
。
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
八
条
（
１
．
５
）
 

「
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
た
め
の
設
備

(手
順
等
)」
と
し
て
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が

有
す
る
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
炉
心
の
著
し
い
損
傷
及
び
原

子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
、
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設

け
る

(手
順
等
を
定
め
る

)こ
と
。
 

 
④

 主
蒸
気
逃
が
し
弁
に
よ
る
蒸
気
放
出
系
は
、
蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る
原
子
炉
の
冷
却
に
必
要
な
設
備
で
あ

り
、
蒸
気
発
生
器
に
よ
る
熱
除
去
が
可
能
な
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

適
用
モ
ー
ド
は
「
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
及
び
４
（
蒸
気
発
生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
）」

と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
１
）
）
 

 

⑤
 ②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備
。
な
お
、
主
蒸
気
逃
が
し
弁
の
現
場
手
動
操
作
に
つ
い
て
は
、
設
備
と
し
て
主
蒸
気

逃
が
し
弁
に
包
含
さ
れ
る
た
め
、
設
備
に
は
「
主
蒸
気
逃
が
し
弁
」
の
み
を
記
載
し
、
運
転
上
の
制
限
に
「
現
場

手
動
含
む
」
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
 

  

な
お
、
上
記
の
設
備
は
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
た
め
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

保
安
規
定

 第
85
条
 
条
文

  
記
載
内
容
の
説
明

  
 

⑥
 全
交
流
動
力
電
源
喪
失
に
係
る
有
効
性
評
価
で
は
、
蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る
強
制
冷
却
時
の
解
析
条
件
と

し
て
主
蒸
気
逃
が
し
弁
の
所
要
数
を

3
個
（
定
格
主
蒸
気
流
量
の

10
％
）
と
し
て
い
る
た
め
、
所
要
数
を

3
個

と
す
る
。
（
添
付
－
２
）
 

  

(
2)
 確
認
事
項
 
⑦
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

主
蒸
気
逃
が
し
弁
 
主
蒸
気
逃
が
し
弁
が
手
動
で
開
弁
で
き
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
 

定
期
検
査
時
 
計
装
 

保
修
課
長
 

  

⑦
 適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２
）
 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
）
 

定
期
検
査
時
の
確
認
事
項
は
、
主
蒸
気
逃
が
し
弁
に
つ
い
て
は
第

65
条
（
主
蒸
気
逃
が
し
弁
）
で
設
定
さ
れ

て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
 

  

(
3)
 要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド
１
、

２
、
３
お
よ

び
４
（
蒸
気

発
生
器
が
熱

除
去
の
た
め

に
使
用
さ
れ

て
い
る
場

合
）
 

A
. 
主
蒸
気
逃
が
し
弁

１
個
以
上
が
手
動

で
開
弁
で
き
な
い

場
合
 

A
.1
 
当
直
課
長
は
、
１
台
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
を
起
動

し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も

に
、
そ
の
他
の
設
備
※
１
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に

復
旧
す
る
。
  

４
時
間
 

    ７
２
時
間
 

B
. 
条
件
Ａ
の
措
置
を

完
了
時
間
内
に
達

成
で
き
な
い
場
合
 

B
.1
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。

 

お
よ
び
 

B
.2
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
４
（
蒸
気
発
生
器
が
熱
除

去
の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
な
い
場
合
）
に
す

る
。
 

１
２
時
間
 

 ３
６
時
間
 

※
１
：
残
り
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
１
台
、
加
圧
器
逃
が
し
弁
２
台
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
２
基
、
非
常
用
直
流
電

源
、
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
系
２
系
統
お
よ
び
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
２
系
統
を
い
い
、
至
近
の
記
録
等
に

よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

   

⑧
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
条
件
を
記
載
す
る
。
 

主
蒸
気
逃
が
し
弁
は
、
設
置
個
数

(3
個
)の
全
て
が
手
動
開
操
作
で
き
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
た
め
、
主

蒸
気
逃
が
し
弁
１
個
以
上
が
手
動
で
開
弁
で
き
な
い
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。
 

 

⑨
 要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．（
２
）
、（
３
）
）
 

【
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気
発
生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
）
】
 

A
.1
 
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
、
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）
」
の
技
術
的
能
力
で

整
理
し
た
“
 
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
”
で
あ
る
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
、
加
圧
器
逃
が
し

弁
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
、
非
常
用
直
流
電
源
、
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
系
及
び
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
が
該

当
し
、
完
了
時
間
は
「
4
時
間
」
と
す
る
。
  

A
.2
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
し
た
場
合
の

AO
T
上
限
で
あ
る
「

72
時
間
」
と
す
る
。
 

B
.1
,
B.
2 
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
し
て
い
る
。
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b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量  

(1) 設置変更許可申請書 添付十 有効性評価（所要数、必要容量） 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備分類

等」参照 
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表 85－９ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

第
1
.
4.
3
5
図

 
補
助
給
水
ポ
ン
プ
及
び
主
蒸
気
逃
が
し
弁
に
よ
る
蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却
 
概
略
系
統
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表 85－９ 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付十 有効性評価 

7.1.2 全交流動力電源喪失 

7.1.2.1 事故シーケンスグループの特徴、炉心損傷防止対策 

(1) 事故シーケンスグループ内の事故シーケンス 

事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失」において、炉心損傷

防止対策の有効性を確認する事故シーケンスは、「6.2 評価対象の整理

及び評価項目の設定」に示すとおり、「外部電源喪失時に非常用所内交

流電源が喪失する事故」のみである。 

 

(2) 事故シーケンスグループの特徴及び炉心損傷防止対策の基本的考え方 

事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失」では、原子炉の出力

運転中に、送電系統又は所内主発電設備の故障等により、外部電源が喪

失し、常用系補機である冷却材ポンプ等が機能喪失するとともに、非常

用所内交流電源系統が機能喪失する。このため、緩和措置がとられない

場合には、電動補助給水ポンプによる蒸気発生器への注水、高圧注入系

及び低圧注入系による炉心注水、１次系冷却水ポンプによる最終ヒート

シンクへの熱の輸送、中央制御室からの主蒸気逃がし弁操作による１次

冷却系の減温、減圧及び復水タンクへの補給ができなくなる。また、従

属的に原子炉補機冷却機能喪失が発生し、補機冷却水が必要な機器に期

待できなくなるとともに、ＲＣＰシール部へのシール水注水機能及びサ

ーマルバリアの冷却機能が喪失することから、ＲＣＰシール部からの１

次冷却材の漏えい等により１次冷却系保有水量の減少が生じ、炉心損傷

に至る。 

したがって、本事故シーケンスグループでは、２次冷却系を強制的に

減圧することにより１次冷却系を減温、減圧し、炉心注水を行うことに

より、炉心損傷を防止する。長期的には、最終的な熱の逃がし場へ熱の

輸送を行うことによって除熱を行う。 

 

（以下省略） 

  

所要数、必要容量 

関連箇所を赤枠又は下線にて示す。 
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表 85－９ 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付十 有効性評価 

7.1.2.2 炉心損傷防止対策の有効性評価 

(2) 有効性評価の条件 

本重要事故シーケンスに対する初期条件も含めた主要な解析条件を第

7.1.2.2 表及び第 7.1.2.3 表に示す。また、主要な解析条件について、

本重要事故シーケンス特有の解析条件を以下に示す。 

a. 事故条件 

(a) 起因事象 

起因事象として、外部電源喪失が発生するものとする。 

(b) 安全機能の喪失に対する仮定 

非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する

ものとする。 

(c) 外部電源 

「(a) 起因事象」に示すとおり、外部電源無しを想定する。 

(d) ＲＣＰシール部からの漏えい率 

ＲＣＰシール部からの漏えい率は、全シールの機能喪失を仮定

し、WCAP-15603 における最大の漏えい率の値として、冷却材ポン

プ 1台当たり、定格圧力において約 109m3/h（480gpm相当）とし、

その漏えい率相当となる口径約 1.6cm（約 0.6 インチ）を設定す

る。また、冷却材ポンプ 3 台からの漏えいを考慮するものとする。

なお、ラビリンス部の抵抗のみを考慮した場合においても、ラビ

リンス部の構造健全性が維持されることを確認している。 

ＲＣＰシールＬＯＣＡの発生を想定しない場合のＲＣＰシール

部が健全な場合の漏えい率は、１次冷却系への注水が必要となら

ない漏えい率として、WCAP-15603 のうちシールが健全な場合の漏

えい率の値として、冷却材ポンプ 1 台当たり、定格圧力において

約 4.8m3/h（21gpm 相当）とし、その漏えい率相当となる口径約

0.3cm（約 0.13 インチ）を設定する。また、冷却材ポンプ 3 台か

らの漏えいを考慮するものとする。 

b. 重大事故等対策に関連する機器条件 

(a) タービン動補助給水ポンプ 
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表 85－９ 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付十 有効性評価 

タービン動補助給水ポンプ 1 台が自動起動し、解析上は事象発

生の 60秒後に 3基の蒸気発生器に合計 75m3/hの流量で注水するも

のとする。 

(b) 主蒸気逃がし弁 

２次冷却系強制冷却として主蒸気逃がし弁 3 個を使用するもの

とし、容量は設計値として、各ループに設置している主蒸気逃が

し弁 1個当たり定格主蒸気流量（ループ当たり）の 10%を処理する

ものとする。 

(c) アキュムレータ 

蓄圧注入系のパラメータとして初期保持圧力については、蓄圧

注入のタイミングを遅くすることで、１次冷却系保有水量の回復

が遅れることから最低保持圧力を用いる。また、初期保有水量に

ついては、最低保有水量を用いる。 

アキュムレータ保持圧力（最低保持圧力） 

4.04MPa[gage] 

アキュムレータ保有水量（最低保有水量） 

29.0m3（1基当たり）  

(d) 恒設代替低圧注水ポンプの原子炉への注水流量 

運転員等による炉心注水操作を実施するに当たっての余裕を考

慮した時点として、安定状態到達後に１次冷却材温度及び圧力の

維持を行う１次冷却材圧力 0.7MPa[gage]到達時点を選定し、この

時点で炉心注水を開始することにより、想定する漏えい流量に対

して炉心損傷防止が可能な流量として、30m3/hを設定する。 

(e) ＲＣＰシール部からの漏えい停止 

ＲＣＰシールＬＯＣＡが発生しない場合において、冷却材ポン

プ封水戻りライン逃がし弁の閉止圧力である0.83MPa[gage]で漏え

いが停止するものとする。 

c. 重大事故等対策に関連する操作条件 

運転員等操作に関する条件として、「6.3.5 運転員等の操作時間に

対する仮定」に示す分類に従って以下のとおり設定する。 
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表 85－９ 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付十 有効性評価 

(a) ２次冷却系強制冷却は、主蒸気逃がし弁の現場開操作に必要な

移動、操作等の時間を考慮して、事象発生の 40分後に開始する

ものとする。 

 

（以下省略） 
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表 85－９ 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付十 有効性評価 

第
7
.
1
.
2
.
3
表
 
「
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
」
の
主
要
解
析
条
件
 

（
外
部
電
源
喪
失
＋
非
常
用
所
内
交
流
電
源
喪
失
＋
原
子
炉
補
機
冷
却
機
能
喪
失
）
(
2
/
3
)
 

項
目
 

主
要
解
析
条
件
 

条
件
設
定
の
考
え
方
 

事 故 条 件  

起
因
事
象
 

外
部
電
源
喪
失
 

外
部
電
源
喪
失
が
発
生
す
る
も
の
と
し
て
設
定
。
 

安
全
機
能
の
喪
失
 

に
対
す
る
仮
定
 

非
常
用
所
内
交
流
電
源
喪
失
 

原
子
炉
補
機
冷
却
機
能
喪
失
 

非
常
用
所
内
交
流
電
源
が
喪
失
し
、
原
子
炉
補
機
冷
却
機
能
喪
失
す
る
も
の
と

し
て
設
定
。
 

外
部
電
源
 

外
部
電
源
な
し
 

起
因
事
象
と
し
て
、
外
部
電
源
が
喪
失
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
 

Ｒ
Ｃ
Ｐ
シ
ー
ル
部
か
ら
の
 

漏
え
い
率
（
初
期
）
 

定
格
圧
力
に
お
い
て
 

約
4
.8
m
3 /
h（

2
1g
pm
）（

1
台
当
た
り
）
 

相
当
と
な
る
口
径
 

約
0
.3
cm
（
約

0.
13
イ
ン
チ
）
 

（
1
台
当
た
り
）
 

（
事
象
発
生
時
か
ら
の
漏
え
い
を
想
定
）
 

W
C
AP
-1
56
03
の
う
ち
シ
ー
ル
が
健
全
な
場
合
の
漏
え
い
率
の
値
と
し
て
設
定
。
 

重 大 事 故 等 対 策 に 関 連 す る 機 器 条 件  

原
子
炉
ト
リ
ッ
プ
信
号
 

１
次
冷
却
材
ポ
ン
プ
電
源
電
圧
低
 

（
定
格
値
の

6
5%
、
応
答
時
間

1.
2
秒
）
 

ト
リ
ッ
プ
設
定
値
に
計
装
誤
差
を
考
慮
し
た
低
い
値
と
し
て
解
析
に
用
い
る
ト

リ
ッ
プ
限
界
値
を
設
定
。
検
出
遅
れ
や
信
号
発
信
遅
れ
時
間
等
を
考
慮
し
て
、

応
答
時
間
を
設
定
。
 

タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
 

ポ
ン
プ
 

事
象
発
生
の

6
0
秒
後
に
注
水
開
始
 

タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
の
作
動
時
間
は
、
信
号
遅
れ
と
ポ
ン
プ
の
定
速

達
成
時
間
に
余
裕
を
考
慮
し
て
設
定
。
 

7
5
m3
/h
（
蒸
気
発
生
器

3
基
合
計
）
 

タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

1
台
運
転
時
に
、
3
基
の
蒸
気
発
生
器
へ
注
水
さ

れ
る
流
量
か
ら
設
定
。
 

主
蒸
気
逃
が
し
弁
容
量
 

定
格
ル
ー
プ
流
量
（
ル
ー
プ
当
た
り
）
の

1
0%
（

1
個

当
た
り
）
 

定
格
運
転
時
に
お
い
て
、
設
計
値
と
し
て
各
ル
ー
プ
に
設
置
し
て
い
る
主
蒸
気

逃
が
し
弁

1
個
当
た
り
定
格
主
蒸
気
流
量
（
ル
ー
プ
当
た
り
）
の
約

1
0
%を
処
理

で
き
る
流
量
と
し
て
設
定
。
 

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
保
持
圧
力
 

4
.
04
MP
a［

g
ag
e］

 

（
最
低
保
持
圧
力
）
 

炉
心
へ
の
注
水
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
遅
く
す
る
最
低
の
圧
力
と
し
て
設
定
。
 

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
保
有
水
量
 

2
9
.0
m3
（

1
基
当
た
り
）
 

（
最
低
保
有
水
量
）
 

最
低
の
保
有
水
量
を
設
定
。
 

漏
え
い
停
止
圧
力
 

0
.
83
MP
a[
ga
ge
] 

冷
却
材
ポ
ン
プ
封
水
戻
り
ラ
イ
ン
に
設
置
し
て
い
る
逃
が
し
弁
の
閉
止
圧
力
を

基
に
設
定
。
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表 85－９ 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付八 

第 5.5.1表 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備（常設）の設備仕

様 

 

(7) 主蒸気逃がし弁 

兼用する設備は以下のとおり。 

・主蒸気系統 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

型 式 空気作動式 

個 数 3 

口 径 6B 

容 量 約 170t/h（1個当たり） 

最 高 使 用 圧 力 7.48MPa[gage]  

最 高 使 用 温 度 291℃ 

本 体 材 料 炭素鋼 

 

設備仕様 

関連箇所を赤枠にて示す。 
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（２）－２－９ 保安規定第 85条 表 85-10「水素爆発による原子炉格納容器の 

破損を防止するための設備」運転上の制限等について 

 

a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 

b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

(2) 設置変更許可申請書 添付十追補・添付十（所要数、必要容量） 

添付-３ 同等な機能を有する設備 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 

（同等の機能を有することの根拠） 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備

分類等」参照 
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表
８
５
－
１
０

 
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
 

 ８
５
－
１
０
－
１
 
水
素
濃
度
低
減
 
①

 

 (
1)
 運
転
上
の
制
限

  

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限

 
③
 

水
素
濃
度
低
減
 

(
1)
 静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

(
2)
 静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
温
度
監
視
装
置
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
 

(
3)
 原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

(
4)
 原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
温
度
監
視
装
置
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
 

適
用
モ
ー
ド

 
④
 

設
 
備

 
⑤
 

所
要
数
 
⑥
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、

４
、
５
お
よ
び
６
 

静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
 

５
基
 

静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
温
度
監
視
装
置
 

５
個
 

原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
 

１
２
個
 

原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
温
度
監
視
装
置
 

１
２
個
 

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
 

※
１
 

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
 

※
２
 

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
 

※
２
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
 

※
２
 

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
 

※
２
 

※
１
：
「
８
５
－
１
５
－
１

 
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
か
ら
の
給
電
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

※
２
：
「
８
５
－
１
５
－
６
 
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油

移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

 

①
 設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
二
条
（
１
．
９
）
が
該
当
す
る
。
（
添
付
－
１
）
 

 ②
 運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）
 

 ③
 以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
、
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
静
的
触

媒
式
水
素
再
結
合
装
置
と
同
装
置
の
作
動
状
況
を
確
認
す
る
温
度
監
視
装
置
、
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置

と
同
装
置
の
作
動
状
況
を
確
認
す
る
温
度
監
視
装
置
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す

る
。
 

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
二
条
（
１
．
９
）
 

「
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備

(手
順
等

)」
と
し
て
、
炉
心
の
著

し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
に
必

要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。
 

 ④
 静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
は
、
炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た

場
合
に
お
い
て
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
、
原
子
炉

格
納
容
器
内
に
燃
料
が
存
在
す
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
適
用
モ
ー
ド

は
「
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
及
び
６
」
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 ⑤
 ②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備
 

 ⑥
 水
素
燃
焼
に
係
る
有
効
性
評
価
で
は
、
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
に
つ
い
て

5
基
の
動
作
を
期
待
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
運
転
上
の
制
限
の
対
象
設
備
と
し
て
所
要
数
を

5
基
と
す
る
。
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置

は
解
析
に
お
い
て
は
水
素
濃
度
の
観
点
で
厳
し
く
な
る
よ
う
効
果
は
期
待
せ
ず
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
合
計

12

個
設
置
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
動
作
状
況
確
認
の
た
め
の
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
温
度
監
視
装
置
及

び
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
温
度
監
視
装
置
が
設
置
さ
れ
て
い
る
（
添
付
－
２
）
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(
2)
 確
認
事
項

 
⑦
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

静
的
触
媒
式
水
素
再

結
合
装
置
 

装
置
の
外
観
点
検
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

原
子
炉
 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に

お
い
て
、
装
置
の
外
観
点
検
に
よ
り
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
課
長
 

静
的
触
媒
式
水
素
再

結
合
装
置
温
度
監
視

装
置
 

機
能
検
査
を
実
施
す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

計
装
 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に

お
い
て
、
装
置
が
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

指
示
値
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
課
長
 

原
子
炉
格
納
容
器
水

素
燃
焼
装
置
 

装
置
の
外
観
点
検
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

電
気
 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に

お
い
て
、
装
置
の
外
観
点
検
※
３
に
よ
り
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
課
長
 

原
子
炉
格
納
容
器
水

素
燃
焼
装
置
温
度
監

視
装
置
 

機
能
検
査
を
実
施
す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

計
装
 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に

お
い
て
、
装
置
が
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

指
示
値
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
課
長
 

※
３
：
ル
ー
プ
室
内
、
加
圧
器
室
内
お
よ
び
ド
ー
ム
部
を
除
く
。
 

 

⑦
 適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２
）
 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
）
 

定
期
検
査
時
の
確
認
事
項
は
、
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
に
つ
い

て
は
、
水
素
を
実
際
に
燃
焼
さ
せ
る
こ
と
は
出
来
な
い
た
め
、
装
置
の
外
観
点
検
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
温
度
監
視
装
置
に
つ
い
て
は
機
能
検
査
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
）
 

通
常
運
転
中
の
確
認
事
項
は
、
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
に
つ
い

て
は
、
定
期
検
査
時
の
確
認
と
同
様
、
装
置
の
外
観
点
検
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
温
度
監
視
装
置
に
つ
い
て
は
、
指
示
値
に
よ
り
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
の
確
認
（
振
切
れ
や
他
の

計
器
と
の
差
異
の
有
無
等
の
確
認
）
を
行
う
。
頻
度
に
つ
い
て
は
、
既
存
の
保
安
規
定
設
備
（
ポ
ン
プ
、
フ
ァ

ン
等
）
の
確
認
頻
度
が
１
ヶ
月
に
１
回
で
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
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(
3)
 要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
、

３
お
よ
び

４
 

A
. 
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合

装
置
の
所
要
数
の
１
基
以

上
が
動
作
不
能
で
あ
る
場

合
 

A
.1
 当
直
課
長
は
、
１
台
の
余
熱
除
去
ポ

ン
プ
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
※
４
と
と
も
に
、
そ

の
他
の
設
備
※
５
が
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 当
直
課
長
は
、
当
該
設
備
を
動
作
可

能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

     ７
２
時
間
 

B
. 
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時

間
内
に
達
成
で
き
な
い
場

合
 

B
.1
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

B
.2
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

C
. 
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃

焼
装
置
の
所
要
数
の
１
個

以
上
が
動
作
不
能
で
あ
る

場
合
 

C
.1
 当
直
課
長
は
、
当
該
設
備
を
動
作
可

能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始

す
る
。
 

速
や
か
に
 

D
. 
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合

装
置
温
度
監
視
装
置
ま
た

は
原
子
炉
格
納
容
器
水
素

燃
焼
装
置
温
度
監
視
装
置

の
所
要
数
の
１
個
以
上
が

動
作
不
能
で
あ
る
場
合
 

D
.1
 当
直
課
長
は
、
原
子
炉
格
納
容
器
内

が
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
ま

た
は
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装

置
が
動
作
す
る
環
境
に
な
い
こ
と
を

確
認
す
る
※
６
。

 

お
よ
び
 

D
.2
 当
直
課
長
は
、
当
該
設
備
を
動
作
可

能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始

す
る
。
 

４
時
間
 

そ
の
後
の
１
２

時
間
に
１
回
 

   速
や
か
に
 

  

⑧
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。
 

静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
、
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
温
度
監
視
装
置
は
、
１

Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
、
動
作
可
能
な
個
(基

)数
が
所
要
数
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。
 

 

⑨
 要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
）
、（
３
）
）
 

【
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
】
 

A
.1
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
、
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
が
、
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
及
び
原
子
炉
格
納

容
器
水
素
燃
焼
装
置
は
重
大
事
故
等
緩
和
設
備
の
た
め
、
も
と
も
と
の
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
に
該
当
す
る
も

の
が
な
い
。
こ
の
た
め
、
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
に
期
待
す
る
機
能
で
あ
る
「
炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発

生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
」
こ
と
の
前
段
階
で
あ
る
炉

心
損
傷
防
止
の
観
点
で
最
も
実
効
的
な
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
を
確
認
対
象
と
し
て
選
定
す
る
こ
と
と
し
、
具

体
的
に
は
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
完
了
時
間
は
「

4
時
間
」
と
す
る
。
 

A
.2
 当
該
系
統
を
復
旧
す
る
。
当
該
系
統
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
な
い
た
め
、
完
了
時

間
は
「
72
時
間
」
と
す
る
。
 

B
.1
,
B.
2
 既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
し
て
い
る
。
 

C
.1
 上
記
⑥
の
と
お
り
、
解
析
に
お
い
て
は
水
素
濃
度
の
観
点
で
厳
し
く
な
る
よ
う
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装

置
の
効
果
に
は
期
待
し
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
装
置
が
故
障
し
た
場
合
は
、
「
速
や
か
に
復
旧
す
る
措
置

を
開
始
す
る
」
こ
と
を
設
定
す
る
。
 

D
.1
 静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
温
度
監
視
装
置
又
は
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
温
度
監
視
装
置
の
所
要

数
が
動
作
不
能
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
又
は
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装

置
の
水
素
除
去
能
力
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
か
ら
の
漏

え
い
率
等
の
プ
ラ
ン
ト
パ
ラ
メ
ー
タ
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
が
静
的
触
媒
式
水
素
再
結

合
装
置
又
は
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
が
動
作
す
る
環
境
で
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
初
回
の
確
認
の
完

了
時
間
は
、
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
に
行
う
「
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
の
確
認
」
に
適
用
す
る
「
4
時
間
」
と
す
る
。
以
降
の
確
認
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
な

計
器
の
確
認
頻
度
（
1
日
に

1
回
）
よ
り
短
い
頻
度
と
し
、
具
体
的
に
は
、
監
視
機
能
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場

合
の
措
置
と
し
て
類
似
し
て
い
る
保
安
規
定
第

33
条
（
1/
4
 炉
心
出
力
偏
差
）
第
２
項
(1
)の
「
出
力
領
域
上
部

中
性
子
束
偏
差
大
を
検
知
す
る
警
報
又
は
出
力
領
域
下
部
中
性
子
束
偏
差
大
を
検
知
す
る
警
報
が
動
作
不
能
で
あ

る
場
合
、

12
 時
間
に
１
回
、
1/
4 
炉
心
出
力
偏
差
を
確
認
す
る
。
」
の
設
定
を
準
用
し
、
「

12
 時
間
に
１
回
」
と

す
る
。
 

D
.2
 当
該
設
備
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
（
適
用
モ
ー
ド
外
へ

の
移
行
措
置
は
不
要
と
す
る
）。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

 

保
安
規
定

 第
85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

(
3)
 要
求
さ
れ
る
措
置
（
続
き
）
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド
５

お
よ
び
６
 

A
. 
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合

装
置
の
所
要
数
の
１
基
以

上
ま
た
は
原
子
炉
格
納
容

器
水
素
燃
焼
装
置
の
所
要

数
の
１
個
以
上
が
動
作
不

能
で
あ
る
場
合
 

ま
た
は
 

 
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合

装
置
温
度
監
視
装
置
ま
た

は
原
子
炉
格
納
容
器
水
素

燃
焼
装
置
温
度
監
視
装
置

の
所
要
数
の
１
個
以
上
が

動
作
不
能
で
あ
る
場
合
 

A
.1
 当
直
課
長
は
、
当
該
設
備
を
動
作
可

能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始

す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜

き
を
行
っ
て
い
る
場
合
は
、
水
抜
き

を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.3
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷

却
系
非
満
水
）
ま
た
は
モ
ー
ド
６

（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）
の
場
合
、

１
次
系
保
有
水
を
回
復
す
る
措
置
を

開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

※
４
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
、
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

※
５
：
残
り
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
１
台
を
い
い
、
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

※
６
：
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
か
ら
の
漏
え
い
率
等
を
確
認
す
る
。
 

 

⑧
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。
 

静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
、
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
温
度
監
視
装
置
は
、
１

Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
、
動
作
可
能
な
個
(基

)数
が
所
要
数
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。
 

 

⑨
 要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
）
、（
３
）
）
 

【
モ
ー
ド
５
お
よ
び
６
】
 

A
.1
 
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.2
 
当
該
系
統
が
動
作
不
能
で
あ
る
状
態
で
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
行
う
こ
と
は
安
全
側
の
措
置
と
は
い
え
な

い
こ
と
か
ら
、
水
抜
き
中
の
場
合
は
“
速
や
か
に
”
水
抜
き
を
中
止
し
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
措
置

を
行
う
。
 

A
.3
 
既
に
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
中
の
場
合
は
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
た
め
１
次
系
の
保
有
水
を
回
復
す

る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
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条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

８
５
－
１
０
－
２
 
水
素
濃
度
監
視

 
①

 

 (
1)
 運
転
上
の
制
限

  

項
 
目

 
②
 

運
転
上
の
制
限

 
③
 

水
素
濃
度
監
視
 

可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
等
に
よ
る
水
素
濃
度
監
視
系
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
 

適
用
モ
ー
ド

 
④
 

設
 
備
 
⑤
 

所
要
数
 
⑥
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、

４
、
５
お
よ
び
６
 

可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計
測
装
置

 
１
個
 

可
搬
型
原
子
炉
補
機
冷
却
水
循
環
ポ
ン
プ

 
１
台
 

可
搬
型
格
納
容
器
ガ
ス
試
料
圧
縮
装
置
 

１
台
 

格
納
容
器
雰
囲
気
ガ
ス
サ
ン
プ
リ
ン
グ
冷
却
器
 

１
個
 

格
納
容
器
雰
囲
気
ガ
ス
サ
ン
プ
リ
ン
グ
湿
分
分
離
器
 

１
個
 

大
容
量
ポ
ン
プ
 

※
１
 

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
 

※
２
 

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
 

※
３
 

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
 

※
３
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
 

※
３
 

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
 

※
３
 

※
１
：
「
８
５
－
７
－
２
 
大
容
量
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
お
よ
び
代
替
補
機
冷
却
」

に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

※
２
：
「
８
５
－
１
５
－
１

 
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
か
ら
の
給
電
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

※
３
：
「
８
５
－
１
５
－
６
 
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油

移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

 

①
 設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
二
条
（
１
．
９
）
が
該
当
す
る
。
（
添
付
－
１
）
 

 ②
 運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）
 

 ③
 以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
、
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
格
納
容

器
雰
囲
気
ガ
ス
サ
ン
プ
リ
ン
グ
冷
却
器
及
び
格
納
容
器
雰
囲
気
ガ
ス
サ
ン
プ
リ
ン
グ
湿
分
分
離
器
と
、
可
搬
型
重

大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
、
可
搬
型
原
子
炉
補
機
冷
却
水
循
環
ポ
ン

プ
及
び
可
搬
型
格
納
容
器
ガ
ス
試
料
圧
縮
装
置
か
ら
構
成
さ
れ
る
水
素
濃
度
監
視
系

1
系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
二
条
（
１
．
９
）
 

「
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備

(手
順
等
）」
と
し
て
、
炉
心
の
著

し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
に

必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。
 

 

④
 水
素
濃
度
監
視
系
は
、
炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
素
濃
度

を
監
視
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
燃
料
が
存
在
す
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間

と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
適
用
モ
ー
ド
は
「
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
及
び
６
」
と
す

る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
）
）
 

 ⑤
 ②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備
 

 

⑥
 可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
、
可
搬
型
原
子
炉
補
機
冷
却
水
循
環
ポ
ン
プ
及
び
可
搬
型
格
納
容
器

ガ
ス
試
料
圧
縮
装
置
に
つ
い
て
は

1
個
(台

)を
運
転
上
の
制
限
の
所
要
数
と
す
る
。
こ
れ
ら
は
可
搬
型
重
大
事
故

等
対
処
設
備
で
あ
る
が
、
可
搬
型
代
替
電
源
設
備
及
び
可
搬
型
注
水
設
備
で
な
い
た
め
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
。

（
添
付
－
２
）
 

 
格
納
容
器
雰
囲
気
ガ
ス
サ
ン
プ
リ
ン
グ
冷
却
器
及
び
格
納
容
器
雰
囲
気
ガ
ス
サ
ン
プ
リ
ン
グ
湿
分
分
離
器
に
つ

い
て
は

1
個
を
運
転
上
の
制
限
の
所
要
数
と
す
る
。
こ
れ
ら
は
常
設
重
大
事
故
対
処
設
備
で
あ
る
た
め
１
Ｎ
要
求

設
備
で
あ
る
。
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記
載
内
容
の
説
明
 

(
2)
 確
認
事
項

 
⑦
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃

度
計
測
装
置
 

機
能
検
査
を
実
施
す
る
。

  
定
期
検
査
時
 

計
装
 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び

６
に
お
い
て
、
装
置
の
外
観
点
検
に
よ

り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 
計
装
 

保
修
課
長
 

可
搬
型
原
子
炉
補
機
冷
却
水

循
環
ポ
ン
プ
 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

原
子
炉
 

修
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び

６
に
お
い
て
、
ポ
ン
プ
の
外
観
点
検
に

よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 
原
子
炉
 

保
修
課
長
 

可
搬
型
格
納
容
器
ガ
ス
試
料

圧
縮
装
置
 

装
置
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

原
子
炉
 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び

６
に
お
い
て
、
装
置
の
外
観
点
検
に
よ

り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 
原
子
炉
 

保
修
課
長
 

格
納
容
器
雰
囲
気
ガ
ス
サ
ン

プ
リ
ン
グ
冷
却
器
、
格
納
容

器
雰
囲
気
ガ
ス
サ
ン
プ
リ
ン

グ
湿
分
分
離
器
 

装
置
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

原
子
炉
 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び

６
に
お
い
て
、
装
置
の
外
観
点
検
に
よ

り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

 

当
直
課
長
 

  

⑦
 適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２
）
 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
）
 

定
期
検
査
時
の
確
認
事
項
は
、
装
置
の
起
動
等
に
よ
り
所
要
の
性
能
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
）
 

通
常
運
転
中
の
確
認
事
項
は
、
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計
測
装

置
、
可
搬
型
原
子
炉
補
機
冷
却
水
循
環
ポ
ン
プ
及
び
可
搬
型
格
納
容
器
ガ
ス
試
料
圧
縮
装
置
に
つ
い
て
は
、

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に

基
づ
き
、

3
ヶ
月
に

1
回
、
外
観
点
検
等
に
よ
り
動
作
可
能
（
使
用
可
能
）
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
格
納
容
器
雰
囲
気
ガ
ス
サ
ン
プ
リ
ン
グ
冷
却
器
及
び
格
納
容
器
雰
囲
気
ガ

ス
サ
ン
プ
リ
ン
グ
湿
分
分
離
器
に
つ
い
て
は
、
既
存
の
保
安
規
定
設
備
（
ポ
ン
プ
、
フ
ァ
ン
等
）
の
確
認
頻
度

が
1
ヶ
月
に

1
回
で
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

 

保
安
規
定

 第
85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

(
3)
 要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
、

３
お
よ
び

４
 

A
. 
可
搬
型
格
納
容
器
内

水
素
濃
度
計
測
装

置
等
に
よ
る
水
素

濃
度
監
視
系
の
全

て
が
動
作
不
能
で

あ
る
場
合
 

A
.1
 当
直
課
長
は
、
１
台
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
を
起
動

し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
４
と

と
も
に
、
そ
の
他
の
設
備
※
５
が
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 計
装
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を

持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
※
６
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
７
。

 

お
よ
び
 

A
.3
 計
装
保
修
課
長
お
よ
び
原
子
炉
保
修
課
長
は
、
当

該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

    ７
２
時
間
 

   ３
０
日
 

B
. 
条
件
Ａ
の
措
置
を
完

了
時
間
内
に
達
成

で
き
な
い
場
合
 

B
.1
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。

 

お
よ
び
 

B
.2
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。

 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

モ
ー
ド
５

お
よ
び
６
 

A
. 
可
搬
型
格
納
容
器
内

水
素
濃
度
計
測
装

置
等
に
よ
る
水
素

濃
度
監
視
系
の
全

て
が
動
作
不
能
で

あ
る
場
合
 

A
.1
 計
装
保
修
課
長
お
よ
び
原
子
炉
保
修
課
長
は
、
当

該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を

開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
っ
て

い
る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.3
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非
満

水
）
ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）

の
場
合
、
１
次
系
保
有
水
を
回
復
す
る
措
置
を
開

始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.4
 計
装
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を

持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
※
６
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
７
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

※
４
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
、
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

※
５
：
残
り
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
１
台
を
い
い
、
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

※
６
：
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
温
度
監
視
装
置
ま
た
は
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
温
度
監
視
装
置
を

い
う
。
 

※
７
：「
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」
の
確
認
は
、
対
象
設
備
の
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
行
う
。
 

 

⑧
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。
 

可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
等
に
よ
る
水
素
濃
度
監
視
系
は
、
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
、
動

作
可
能
な
系
統
数
が
１
Ｎ
未
満
に
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。
 

 

⑨
 要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
）、
（
３
）
）
 

【
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
】
 

A
.1
 重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
、
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
が
、
水
素
濃
度
監
視
系
は
重
大
事
故
等
緩
和
設
備
の
た

め
、
も
と
も
と
の
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
に
該
当
す
る
も
の
が
な
い
。
こ
の
た
め
、
水
素
濃
度
監
視
系
に
期
待

す
る
機
能
で
あ
る
「
炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
水
素
濃
度
が
変
動
す
る
可
能
性
の
あ
る

範
囲
で
格
納
容
器
内
の
水
素
濃
度
を
中
央
制
御
室
に
て
連
続
監
視
す
る
」
こ
と
の
前
段
階
で
あ
る
炉
心
損
傷
防
止

の
観
点
で
最
も
実
効
的
な
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
を
確
認
対
象
と
し
て
選
定
す
る
こ
と
と
し
、
具
体
的
に
は
余

熱
除
去
ポ
ン
プ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
完
了
時
間
は
「

4
時
間
」
と
す
る
。
 

A
.2
 動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
格
納
容
器
内
の
水
素
濃
度
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装

置
温
度
監
視
装
置
又
は
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
温
度
監
視
装
置
に
よ
り
原
子
炉
格
納
容
器
内
で
大
規
模

な
水
素
燃
焼
が
生
じ
て
い
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
た
め
、
当
該
設
備
を
同
等
な
機
能
を
有
す
る
重
大
事
故
等
対

処
設
備
と
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
。
完
了
時
間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動

作
可
能
で
あ
る
場
合
の

AO
T
上
限
で
あ
る
「
72
時
間
」
と
す
る
。
 

 
な
お
、
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
温
度
監
視
装
置
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
温
度
監
視
装
置

は
、
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
り
、
事
前
準
備
等
の
補
完
措
置
は
不
要
で
あ
る
。
（
添
付
－
３
）
 

A
.3
 当
該
系
統
を
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の

AO
T
上
限
で
あ
る
「
30
日
」
と
す
る
。
 

B
.1
,
B.
2 
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
し
て
い
る
。
 

 【
モ
ー
ド
５
お
よ
び
６
】
 

A
.1
 当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.2
 
当
該
系
統
が
動
作
不
能
で
あ
る
状
態
で
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
行
う
こ
と
は
安
全
側
の
措
置
と
は
い
え
な
い

こ
と
か
ら
、
水
抜
き
中
の
場
合
は
“
速
や
か
に
”
水
抜
き
を
中
止
し
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
措
置
を

行
う
。
 

A
.3
 
既
に
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
中
の
場
合
は
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
た
め
１
次
系
の
保
有
水
を
回
復
す
る

措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.4
 当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を
も
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
確
認
対
象

は
、
モ
ー
ド
１
～
４
の

A.
2
と
同
様
で
あ
る
。
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b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

(2) 設置変更許可申請書 添付十追補・添付十（所要数、必要容量） 

添付-３ 同等な機能を有する設備 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 

（同等の機能を有することの根拠） 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備分類

等」参照 
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表 85－10 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

 
 

 

 

第 1.9.1図 静的触媒式水素再結合装置配置図 

 

 

 
 

第 1.9.2図 静的触媒式水素再結合装置構造図 

  

    

 

 

触  媒 

430 

14
0
0 

 

326 

本  体  本体
（筐体）

触媒プレート

単位：mm

   

 

 

触  媒 

430 

14
0
0 

 

326 

本  体  本体
（筐体）

触媒プレート

単位：mm

【原理】

    

 

 

触  媒 

430 

14
0
0 

 

326 

本  体  本体
（筐体）

触媒プレート

単位：mm

   

 

 

触  媒 

430 

14
0
0 

 

326 

本  体  本体
（筐体）

触媒プレート

単位：mm

【原理】【原理】

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－10 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

 

第
1
.
9.
3
図
 
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
配
置
図
 

 

枠
組
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の
で
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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表 85－10 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

 

 
 

第 1.9.4図 原子炉格納容器水素燃焼装置構造図 
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表 85－10 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

 

第
1
.
9.
5
図
 
可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
に
よ
る
水
素
濃
度
測
定
 
概
略
系
統
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表 85－10 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

 

9.8 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

9.8.2 設計方針 

9.8.2.3 容量等 

基本方針については、「1.1.8.2 容量等」に示す。 

炉心の著しい損傷が発生した場合における原子炉格納容器内の水素濃度

を低減するために使用する静的触媒式水素再結合装置は、原子炉格納容器

内の水素の効率的な除去を考慮して原子炉格納容器内に分散させた配置と

し、水素再結合反応開始の不確実さを考慮しても重大事故等時の原子炉格

納容器内の水素濃度を低減できることを確認した容量を有する設計とする。 

炉心の著しい損傷が発生した場合における原子炉格納容器内の水素濃度

を低減するために使用する原子炉格納容器水素燃焼装置は、炉心の著しい

損傷に伴い事故初期に原子炉格納容器内に大量に放出される水素を計画的

に燃焼させ、原子炉格納容器内の水素濃度ピークを抑制するため、水素放

出の想定箇所に加えその隣接区画、水素の主要な通過経路及び上部ドーム

部に配置し、重大事故等時の原子炉格納容器内の一層の水素濃度低減が可

能な設計とする。 

静的触媒式水素再結合装置及び原子炉格納容器水素燃焼装置の動作状況

確認のために使用する静的触媒式水素再結合装置温度監視装置及び原子炉

格納容器水素燃焼装置温度監視装置は、炉心損傷時の静的触媒式水素再結

合装置及び原子炉格納容器水素燃焼装置の動作時に想定される温度範囲を

計測できる設計とする。 

可搬型格納容器内水素濃度計測装置、可搬型原子炉補機冷却水循環ポン

プ､可搬型格納容器ガス試料圧縮装置、格納容器雰囲気ガスサンプリング

湿分分離器及び格納容器雰囲気ガスサンプリング冷却器は、原子炉施設の

設計基準を超えた場合の、原子炉格納容器内の水素濃度の測定ができる計

測範囲を有する設計とする。 

可搬型原子炉補機冷却水循環ポンプは、原子炉補機冷却機能が喪失した

場合に、原子炉補機冷却系の保有水を格納容器ガス試料採取系統設備に送

水することでサンプリングガスを冷却し、計測可能な温度範囲に収めるこ

所要数、必要容量、設備仕様 

関連箇所を赤枠又は下線にて示す。 
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表 85－10 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

 

とができる容量を有する設計とし、原子炉補機冷却系はサンプリングガス

を 24時間以上冷却可能な保有水量を有する設計とする。 

可搬型格納容器ガス試料圧縮装置は、採取後のサンプリングガスを原子

炉格納容器内に戻すことができる吐出圧力を有する設計とする。 

可搬型格納容器内水素濃度計測装置、可搬型原子炉補機冷却水循環ポン

プ及び可搬型格納容器ガス試料圧縮装置は、1個使用する。保有数は 1個、

機能要求の無い時期に保守点検可能であるため、保守点検用は考慮せずに、

故障時のバックアップ用として 1 個の合計 2 個を分散して保管する設計と

する。 

大容量ポンプは、格納容器ガス試料採取系統設備への海水が供給可能と

なった以降の冷却機能を担い、サンプリングガスを計測可能な温度範囲に

収めることができる容量を有する設計とする。水素濃度監視に使用する大

容量ポンプは、必要な容量を有するものを 1 セット 1 台使用する。保有数

は、2 セット 2 台、保守点検内容は目視点検等であり、保守点検中でも使

用可能であるため、保守点検用は考慮せずに、故障時のバックアップ用と

して 1台の合計 3台を分散して保管する設計とする。 
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第 9.8.1表 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備（常設）

の設備仕様 

 

(1) 静的触媒式水素再結合装置 

基 数  5 

再 結 合 効 率  約 1.2kg/h（1基当たり） 

（水素濃度4vol％、圧力0.15MPa[abs]時） 

本 体 材 料  ステンレス鋼 

 

(2) 静的触媒式水素再結合装置温度監視装置 

計 測 範 囲  0℃～800℃ 

 

(3) 原子炉格納容器水素燃焼装置 

方 式  ヒーティングコイル方式 

個 数  12（予備 1（ドーム部）） 

容 量  約 556W（1個当たり） 

 

(4) 原子炉格納容器水素燃焼装置温度監視装置 

計 測 範 囲  0℃～800℃ 
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(5) 海水ストレーナ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式  たて置円筒型 

基 数  2（代替補機冷却時Ａ１、Ａ２号

    機使用） 

最 高 使 用 圧 力  1.2MPa[gage] 

最 高 使 用 温 度  40℃ 

材 料  炭素鋼 

 

(6) 格納容器雰囲気ガスサンプリング湿分分離器 

型 式  たて置円筒形 

基 数  1 

容 量  約 22ℓ 
最 高 使 用 圧 力  0.83MPa[gage] 

最 高 使 用 温 度  95℃ 

材 料  ステンレス鋼 
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(7) 格納容器雰囲気ガスサンプリング冷却器 

型 式  二重管式 

基 数  1 

伝 熱 容 量  約 3.0kW 

最 高 使 用 圧 力 

内 側 管  0.83MPa[gage] 

外 側 管  0.98MPa[gage] 

最 高 使 用 温 度 

内 側 管  138℃ 

外 側 管  95℃ 

材 料 

内 側 管  ステンレス鋼 

外 側 管  ステンレス鋼 
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第 9.8.2表 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備（可搬

型）の設備仕様 

 

(1) 可搬型格納容器内水素濃度計測装置 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個 数  1（予備 1） 

計 測 範 囲  0～20vol％ 

 

(2) 可搬型原子炉補機冷却水循環ポンプ 

台 数  1（予備 1） 

容 量  約 1m3/h 

 

(3) 可搬型格納容器ガス試料圧縮装置 

台 数  1（予備 1） 

容 量  約 4m3/h 

吐 出 圧 力  約 0.6MPa[gage] 
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(4) 大容量ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式  うず巻式 

台 数  2（予備 1） 

容 量  約     m3/h（1台当たり） 

吐 出 圧 力  約   MPa[gage] 
 

 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等 

1.9.2 重大事故等時の手順等 

1.9.2.1 水素濃度低減のための手順等 

炉心の著しい損傷が発生した場合、ジルコニウム－水反応等により発生する

水素を除去し、格納容器内の水素濃度を低減させるため、以下の手段を用いた

手順を整備する。 

 

(1) 水素濃度低減 

a. 静的触媒式水素再結合装置 

炉心の著しい損傷が発生した場合、格納容器内の水素濃度を低減させるた

めに設置している静的触媒式水素再結合装置の動作状況を確認する手順を整

備する。 

ジルコニウム－水反応により短期的に発生する水素及び水の放射線分解等

により長期的に緩やかに発生し続ける水素を除去し、継続的に水素濃度低減

を図るため、静的触媒式水素再結合装置を格納容器内に5基設置している。 

静的触媒式水素再結合装置は電源等の動力源を必要としない静的な装置で

あり、格納容器内の水素濃度上昇にしたがって自動的に触媒反応するため、

運転員等による準備や起動操作は不要である。 

静的触媒式水素再結合装置の動作状況については、水素再結合反応時の温

度上昇により確認する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

炉心出口温度350℃以上及び格納容器内高レンジエリアモニタ（高レン

ジ）の指示が1×105mSv/h以上に到達した場合。 

 

(b) 操作手順 

静的触媒式水素再結合装置の動作状況を確認する手順の概要は以下のと

おり。装置の概要を第1.9.1図、第1.9.2図に示す。 

① 当直課長は、手順着手の判断基準に基づき運転員等に静的触媒式水素

再結合装置の動作状況を確認するよう指示する。 

所有数、必要容量 

関連箇所を赤枠又は下線にて示す。 
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② 運転員等は、中央制御室で静的触媒式水素再結合装置の動作状況を静

的触媒式水素再結合装置温度監視装置の温度指示の上昇により確認す

る。また、常設直流電源が喪失した場合は、代替電源設備から給電さ

れていることを確認後、静的触媒式水素再結合装置温度監視装置の指

示値を確認する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の対応は中央制御室にて運転員等1名により実施することができる。

なお、この対応については、運転員等による準備や起動操作はない。 

 

b. 原子炉格納容器水素燃焼装置 

炉心の著しい損傷が発生した場合、ジルコニウム－水反応により短期的に

発生する水素及び水の放射線分解等により長期的に緩やかに発生し続ける水

素を除去し、格納容器内の水素濃度を低減させるために、原子炉格納容器水

素燃焼装置により水素濃度低減を行う手順を整備する。 

炉心の著しい損傷が発生した場合、格納容器内の水素濃度低減を進めるた

め、水素濃度低減設備として原子炉格納容器水素燃焼装置を格納容器内に12

個（予備1個（ドーム部））設置している。 

原子炉格納容器水素燃焼装置は、生成した水素が格納容器内に拡散して蓄

積する前に、水素を強制的に燃焼できるよう、水素放出が想定される箇所に

加え、その隣接区画あるいは水素の主要な通過経路に設置している。仮にこ

れらの原子炉格納容器水素燃焼装置によって処理できず、格納容器ドーム部

頂部に水素が滞留又は成層化した場合に、早期段階から確実に処理するため

に、格納容器ドーム部頂部付近に1個（予備1個）を設置する。 

（以降省略） 
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7.2.4 水素燃焼 

7.2.4.2 格納容器破損防止対策の有効性評価 

 (2) 有効性評価の条件 

b. 重大事故等対策に関連する機器条件 

(a) 静的触媒式水素再結合装置 

静的触媒式水素再結合装置は、5個の設置を考慮する。また、1個

当たりの処理性能については設計値に基づき 1.2kg/h（水素濃度

4vol%、圧力 0.15MPa[abs]）とする。 

(b) 原子炉格納容器水素燃焼装置 

実機においては原子炉格納容器水素燃焼装置を 12 個（予備 1 個

（ドーム部））設置しているが、解析においては水素濃度の観点で

厳しくなるように原子炉格納容器水素燃焼装置の効果については期

待しない。 

(c) 内部スプレポンプ 

内部スプレポンプは 4 台動作し、設計に基づく最大流量で原子炉

格納容器内に注水するものとする。 
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7.2.4.3 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価 

解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操

作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響、要員の配置

による他の操作に与える影響及び操作時間余裕を評価する。 

本評価事故シーケンスは、静的触媒式水素再結合装置により、運転員等操

作を介することなく原子炉格納容器内の水素を処理し、原子炉格納容器の健

全性を確保することが特徴である。このため、運転員等操作は介さない。 

 

(1) 解析コードにおける重要現象の不確かさの影響評価 

本評価事故シーケンスにおいて不確かさの影響評価を行う重要現象とは、

「6.7 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価方針」に示すとおり

であり、それらの不確かさの影響評価は以下のとおりである。 

a. 運転員等操作時間に与える影響 

本評価事故シーケンスは、「7.2.4.2(2) 有効性評価の条件」に示すと

おり、静的触媒式水素再結合装置により、運転員等操作を介することな

く原子炉格納容器内の水素濃度制御を行い、原子炉格納容器の健全性を

確保する。このため、運転員等操作時間に与える影響はない。 

b. 評価項目となるパラメータに与える影響（ＭＡＡＰ） 

炉心における燃料棒内温度変化、燃料棒表面熱伝達、燃料被覆管酸化

及び燃料被覆管変形に係る解析コードの炉心ヒートアップモデルは、Ｔ

ＭＩ事故についての再現性が確認されており、炉心ヒートアップに係る

感度解析では、下部プレナムへのリロケーション開始時間が 30秒程度早

まるが、有効性評価では、全炉心内のジルコニウム量の 75%が水と反応

するように補正して評価していることから、解析コードの不確かさが評

価項目となるパラメータに与える影響は小さい。 

原子炉格納容器における水素濃度変化に係る解析コードの水素発生モ

デルは、ＴＭＩ事故についての再現性が確認されており、また、有効性

評価では、全炉心内のジルコニウム量の 75%が水と反応するように補正

して評価していることから、解析コードの不確かさが評価項目となるパ

ラメータに与える影響は小さい。 

炉心損傷後の原子炉容器におけるリロケーションに係る解析コードの
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溶融炉心挙動モデルは、ＴＭＩ事故についての再現性が確認されており、

炉心崩壊に至る温度の感度解析により、原子炉容器破損がわずかに早ま

る場合があることが確認されているが、炉心損傷後に発生する水素は全

炉心内のジルコニウム量の 75%が水と反応するように補正して評価して

いることから、解析コードの不確かさが評価項目となるパラメータに与

える影響は小さい。 

炉心損傷後の原子炉容器における原子炉容器破損・溶融に係る解析コ

ードの溶融炉心挙動モデルは、原子炉容器破損時間の判定に用いる計装

用案内管溶接部の最大歪みを低下させた条件における感度解析により、

原子炉容器破損がわずかに早まることが確認されているが、原子炉容器

破損時点で原子炉下部キャビティに十分に注水されていることから、解

析コードの不確かさが評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。 

炉心損傷後の原子炉下部キャビティ床面での溶融炉心の拡がり、溶融

炉心と原子炉下部キャビティ水の伝熱、溶融炉心とコンクリートの伝熱

並びにコンクリート分解及び非凝縮性ガス発生に係る解析コードの溶融

炉心挙動モデルは、「大破断ＬＯＣＡ時に高圧注入機能、低圧注入機能

及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」において溶融炉心・コ

ンクリート相互作用の観点で厳しくなる条件を組み合わせた感度解析を

実施した。感度解析の結果、コンクリート侵食により発生する水素は、

すべてジルコニウムに起因するものであり、反応割合は全炉心内のジル

コニウム量の約 7%である。このため、原子炉容器内及び原子炉容器外に

おけるジルコニウム－水反応に加えて、溶融炉心・コンクリート相互作

用による水素発生の不確かさを考慮しても、ドライ条件に換算した原子

炉格納容器内水素濃度は、最大約 11.1vol%であり、13vol%を下回ること

を確認した。したがって、解析コードの不確かさが評価項目となるパラ

メータに与える影響は小さい。なお、追加発生となる水素については、

静的触媒式水素再結合装置及び原子炉格納容器水素燃焼装置により処理

が可能である。 

（以降省略） 
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1.15.2 重大事故等時の手順等 

1.15.2.1 監視機能喪失 

(1) 計器の故障 

c. 代替パラメータでの推定方法 

(i) 原子炉格納容器内の水素濃度の推定 

格納容器水素濃度の計測が困難になった場合、短時間で取り替えが可能

な予備の可搬型格納容器内水素濃度計測装置に取り替えて水素濃度を計測

する。また、代替パラメータによる推定方法は、原子炉格納容器内の水素

発生量と静的触媒式水素再結合装置及び原子炉格納容器水素燃焼装置の動

作特性（水素処理特性）の関係から、静的触媒式水素再結合装置及び原子

炉格納容器水素燃焼装置の動作状況を確認することにより、原子炉格納容

器内の水素濃度が大規模な水素燃焼が生じない領域であるか否かを確認す

る。なお使用可能であれば、ガスクロマトグラフ（多様性拡張設備）によ

り水素濃度を推定する。 

原子炉格納容器内の水素濃度を装置の動作特性を用いて推定する場合は、

間接的な情報により推定するため、不確かさが生じることを考慮する。 

 

 

同等な機能を有することの説明 

関連箇所を赤枠又は下線にて示す。 
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水 素 濃 度  

可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度

 

計
測
装
置

 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
予
備

 

  
ケ
ー
ス
１

 

・
可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
が
故
障
し
た
場
合
は
、
予
備
の
可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計

測
装
置
に
よ
り
計
測
す
る
。

 

・
可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装

置
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
の
動
作
特
性
に
よ
り
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
素
濃
度
が
大
規
模

な
水
素
燃
焼
が
生
じ
な
い
領
域
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

使
用
可
能
で
あ
れ
ば
ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
に
よ
り
水
素
濃
度
を
確
認
し
、
ガ
ス
ク

ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
の
結
果
に
基
づ
き
水
素
濃
度
を
推
定
す
る
。

 
②
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
温
度
監
視
装
置

 

②
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
温
度
監
視
装

置
 

ケ
ー
ス
８

 

③
〔
ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
に
よ
る
水
素
濃
度
〕

※
１
【
常
】

 
ケ
ー
ス
１

 

ア ニ ュ ラ ス 内 の  

水 素 濃 度  

可
搬
型
ア
ニ
ュ
ラ
ス
内
水
素
濃
度

 

計
測
装
置

 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
予
備

 

 
ケ
ー
ス
１

 
・
可
搬
型
ア
ニ
ュ
ラ
ス
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
が
故
障
し
た
場
合
は
、
予
備
の
可
搬
型
ア
ニ
ュ
ラ
ス
内
水
素
濃

度
計
測
装
置
に
よ
り
計
測
す
る
。

 
・
可
搬
型
ア
ニ
ュ
ラ
ス
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
が
故
障
し
た
場
合
は
、
格
納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ
リ
ア
モ
ニ

タ
（
高
レ
ン
ジ
）
及
び
格
納
容
器
排
気
筒
高
レ
ン
ジ
ガ
ス
モ
ニ
タ
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
の
放
射
線

 

量
率
の
比
に
よ
り
ア
ニ
ュ
ラ
ス
へ
の
漏
え
い
率
を
推
定
し
、
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
と
ア
ニ
ュ
ラ
ス
へ
の

 

漏
え
い
率
か
ら
評
価
さ
れ
た
相
関
図
に
よ
り
、
ア
ニ
ュ
ラ
ス
内
水
素
濃
度
を
推
定
す
る
。

 

・
使
用
可
能
で
あ
れ
ば
、
ア
ニ
ュ
ラ
ス
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
を
使
用
し
、
ア

 

ニ
ュ
ラ
ス
内
水
素
濃
度
を
計
測
す
る
。

 

  

②
可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計
測
装
置

 
②
格
納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
高

レ
ン
ジ
）

 
②

[
格
納
容
器
排
気
筒
高
レ
ン
ジ
ガ
ス
モ
ニ
タ

]
 

※
１
【
常
】

 
③
〔
ア
ニ
ュ
ラ
ス
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
〕
 

※
１
【
常
】

 

 

ケ
ー
ス
９

 

 番
 
号
 ：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

〔
 
〕
 
：
多
様
性
拡
張
設
備
、
 
※
１
 耐
震
性
、
耐
環
境
性
が
な
い
パ
ラ
メ
ー
タ
、
※
２
 耐
震
性
、
耐
環
境
性
が
な
く
、
常
用
電
源
の
パ
ラ
メ
ー
タ
 

【
重
】
 
：
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
計
器
が
多
様
性
拡
張
設
備
の
重
要
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す
。
 

【
常
】
 
：
常
用
代
替
計
器
を
示
す
。
 

(注
１
) 
  
：
こ
こ
で
は
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
う
ち
重
要
な
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
有
効
な
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す
。
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（２）－２－10 保安規定第 85条 表 85-11「水素爆発による原子炉建屋等の損傷

を防止する等ための設備」運転上の制限等について 

 

a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 

b 添付資料  

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

(2) 設置変更許可申請書 添付十追補（手順） 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備

分類等」参照 
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a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

 

保
安
規
定

 第
85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

表
８
５
－
１
１

 
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
建
屋
等
の
損
傷
を
防
止
す
る
等
の
た
め
の
設
備
 

 ８
５
－
１
１
－
１
 
水
素
排
出
、
放
射
性
物
質
の
濃
度
低
減
 
①
 

 (
1)
 運
転
上
の
制
限

  

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限

 
③
 

水
素
排
出
 

放
射
性
物
質
の
濃
度
低
減
 

(
1)
 Ｂ
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
※
１
 

(
2)
 代
替
空
気
（
窒
素
）
系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

適
用
モ
ー
ド

 
④
 

設
 
備

 
⑤
 

所
要
数
 
⑥
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、

４
、
５
お
よ
び
６
 

Ｂ
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ァ
ン
 

１
台
 

Ｂ
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト

 
１
基
 

窒
素
ボ
ン
ベ
（
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
系
ダ
ン
パ
作
動
用
）
 

１
本
 

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
 

※
２
 

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
 

※
３
 

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
 

※
３
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
 

※
３
 

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
 

※
３
 

※
１
：
動
作
可
能
と
は
、
フ
ァ
ン
が
手
動
起
動
（
系
統
構
成
含
む
）
で
き
る
こ
と
、
ま
た
は
運
転
中
で
あ
る
こ
と
を

い
う
。
 

※
２
：
「
８
５
－
１
５
－
１

 
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
か
ら
の
給
電
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

※
３
：
「
８
５
－
１
５
－
６
 
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油

移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

 

①
 設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
三
条
 （
１
．
１
０
）
及
び
第
五
十
九
条
 （
１
．
１

６
）
が
該
当
す
る
。
（
添
付
－
１
）
 

 ②
 運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）
 

 ③
 以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
、
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
Ｂ
ア
ニ

ュ
ラ
ス
循
環
フ
ァ
ン
及
び
Ｂ
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
等
か
ら
構
成
さ
れ
る
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
系

1

系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
、
動
作
可
能
な
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
系
の
ダ
ン
パ
に
作
動
用
空
気
を
供
給
す
る
た
め

の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
窒
素
ボ
ン
ベ
（
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
系
ダ
ン
パ
作
動
用
）

1
本
が
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
三
条
（
１
．
１
０
）

 

「
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
建
屋
等
の
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備

(手
順
等

)」
と
し
て
、
炉
心
の
著
し

い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
建
屋
等
の
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要

な
設
備
を
設
け
る
(手
順
等
を
定
め
る
)こ
と
。
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
九
条
（
１
．
１
６
）

 

「
運
転
員
が
原
子
炉
制
御
室
に
と
ど
ま
る
た
め
の
設
備

(の
居
住
性
に
関
す
る
手
順
等
)」
と
し
て
、
重
大
事

故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
運
転
員
が
と
ど
ま
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
置
す
る
（
手
順
等
を
定
め

る
）
こ
と
。
 

  

④
 ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
系
及
び
代
替
空
気
系
は
、
炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
原
子
炉
建
屋

等
に
お
け
る
水
素
爆
発
に
よ
る
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
及
び
運
転
員
が
中
央
制
御
室
に
と
ど
ま
る
た
め
に
、
原
子

炉
格
納
容
器
か
ら
漏
え
い
し
た
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
低
減
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
、
原
子

炉
格
納
容
器
内
に
燃
料
が
存
在
す
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
適
用
モ

ー
ド
は
「
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
及
び
６
」
と
す
る
。（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３

（
１
））

  

 

⑤
 ②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備
 

 

⑥
 Ｂ
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ァ
ン
、
Ｂ
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
１
台
(基

)、
窒
素
ボ
ン

ベ
（
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
系
ダ
ン
パ
作
動
用
）
に
つ
い
て
は

1
本
を
運
転
上
の
制
限
の
所
要
数
と
す
る
。
 

窒
素
ボ
ン
ベ
（
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
系
ダ
ン
パ
作
動
用
）
に
つ
い
て
は
、
動
作
可
能
な
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
系
１
系

統
(Ｂ
系
統
)の
ダ
ン
パ
を
駆
動
出
来
れ
ば
良
い
こ
と
か
ら
、
窒
素
ボ
ン
ベ
（
代
替
制
御
用
空
気
供
給
用
）
は
１
本

を
所
要
数
と
し
て
い
る
。
（
添
付
－
２
）

 

な
お
、
こ
れ
ら
は
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
又
は
原
子
炉
建
屋
内
に
設
置
さ
れ
て
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処

設
備
で
あ
る
た
め
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

 

保
安
規
定

 第
85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

(
2)
 確
認
事
項

 
⑦
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

Ｂ
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循

環
フ
ァ
ン
 

フ
ァ
ン
の
起
動
に
よ
り
、
自
動
作
動
ダ
ン
パ
が

正
し
い
位
置
に
作
動
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

発
電
室
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
に
お
い
て
、
フ

ァ
ン
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
※
４
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
課
長
 

モ
ー
ド
５
お
よ
び
６
に
お
い
て
、
フ
ァ
ン
が
手

動
起
動
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
課
長
 

Ｂ
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循

環
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ

ッ
ト
 

フ
ィ
ル
タ
の
よ
う
素
除
去
効
率
（
総
合
除
去
効

率
）
が

95
%以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

原
子
炉
 

保
修
課
長
 

窒
素
ボ
ン
ベ
（
ア

ニ
ュ
ラ
ス
循
環
系

ダ
ン
パ
作
動
用
）
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お

い
て
、
ボ
ン
ベ
の
１
次
側
圧
力
に
よ
り
使
用
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

原
子
炉
 

保
修
課
長
 

※
４
：
運
転
中
の
フ
ァ
ン
に
つ
い
て
は
、
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

 

⑦
 適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２
）
 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
）

  

定
期
検
査
時
の
確
認
事
項
は
、
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ァ
ン
及
び
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
に
つ
い

て
は
保
安
規
定
第

60
条
（
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
系
）
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す

る
。
 

ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
）

  

通
常
運
転
中
の
確
認
事
項
の
う
ち
、
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
系
フ
ァ
ン
の
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
及
び
４
の
確
認
項
目

に
つ
い
て
は
保
安
規
定
第

60
条
（
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
系
）
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応

と
す
る
。
モ
ー
ド
５
及
び
６
の
確
認
項
目
に
つ
い
て
は
保
安
規
定
第

60
条
（
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
系
）
で
は
適
用

モ
ー
ド
外
の
た
め
設
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
保
安
規
定
第

53
条
（
非
常
用
炉
心
冷
却
系
 
－
モ
ー
ド
４
－
）
の

確
認
項
目
で
、「
手
動
起
動
可
能
で
あ
る
こ
と
」
が
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
 

な
お
、「
手
動
起
動
可
能
」
と
は
、
ポ
ン
プ
に
電
源
が
供
給
さ
れ
て
お
り
、
中
央
制
御
室
又
は
現
場
か
ら
手
動

操
作
す
る
こ
と
に
よ
り
運
転
状
態
に
で
き
る
状
態
を
い
う
。
ま
た
、
ポ
ン
プ
に
電
源
が
供
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
と

は
、
ポ
ン
プ
電
源
の
し
ゃ
断
器
が
接
続
位
置
で
あ
り
、
制
御
電
源
が
入
っ
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
 

窒
素
ボ
ン
ベ
（
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
系
ダ
ン
パ
作
動
用
）
に
つ
い
て
は
、
「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」

の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に
基
づ
き

3
ヶ
月
に

1
回
、
ボ
ン
ベ
圧
力
の

確
認
等
に
よ
り
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

 

保
安
規
定

 第
85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

(
3)
 要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
、

３
お
よ
び

４
 

A
. 
Ｂ
ア
ニ
ュ
ラ
ス

循
環
系
が
動
作

不
能
で
あ
る
場

合
 

A
.1
 当
直
課
長
は
、
１
台
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
を
起

動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
４

と
と
も
に
、
そ
の
他
の
設
備
※
５
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

表
６
０
－
３
 

A
.2
の
初
回
確
認

完
了
後
４
時
間
 

A
.2
 当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
。
 

７
２
時
間
 

B
. 
代
替
空
気
（
窒

素
）
系
統
が
動

作
不
能
で
あ
る

場
合
 

B
.1
 当
直
課
長
は
、
１
台
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
を
起

動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
４

と
と
も
に
、
そ
の
他
の
設
備
※
５
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

B
.2
 原
子
炉
保
修
課
長
は
、
代
替
措
置
※
６
を
検
討
し

原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す

る
。
 

お
よ
び
 

B
.3
 当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

    ７
２
時
間
 

   １
０
日
 

C
. 
条
件
Ａ
ま
た
は

Ｂ
の
措
置
を
完

了
時
間
内
に
達

成
で
き
な
い
場

合
 

C
.1
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。

 

お
よ
び
 

C
.2
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。

 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

  

 ⑧
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。
 

ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
系
及
び
代
替
空
気
系
は
、
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
、
Ｂ
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
系
が
動
作
不

能
で
あ
る
場
合
、
又
は
窒
素
ボ
ン
ベ
（
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
系
ダ
ン
パ
作
動
用
）
に
お
い
て
動
作
不
能
で
あ
る
場
合

を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
）
）
 

 

⑨
 要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
）、
（
３
）
）
 

【
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
】
 

A
.1
 重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
に
な
っ
た
場
合
は
、
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
が
、
Ｂ
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ァ
ン
、
Ｂ
ア
ニ
ュ
ラ
ス

循
環
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
に
対
し
て
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
に
該
当
す
る
も
の
が
な
い
。
 

こ
の
た
め
Ｂ
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
系
に
期
待
す
る
機
能
で
あ
る
「
炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い

て
、
原
子
炉
建
屋
等
に
お
け
る
水
素
爆
発
に
よ
る
損
傷
を
防
止
す
る
」
こ
と
の
前
段
階
で
あ
る
炉
心
損
傷
防
止

の
観
点
で
最
も
実
効
的
な
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
を
確
認
対
象
と
し
て
選
定
す
る
こ
と
と
し
、
具
体
的
に
は

余
熱
除
去
ポ
ン
プ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
完
了
時
間
は
Ｂ
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
系
が
動
作
不
能

時
は
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
と
し
て
、
保
安
規
定
第

60
条
（
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
系
）
に
お
け
る
運
転
上

の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
措
置
と
し
て
Ａ
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
系
の
確
認
運
転
を
実
施
す
る
必
要
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
第

60
条
側
の
措
置
を
実
施
後
に
本
項
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
、
「
表

60
-
3A
.2
の
初
回
確
認
完

了
後

4
時
間
」
と
す
る
。
 

A
.2
 当
該
系
統
を
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の

AO
T
上
限
で
あ

る
「

72
時
間
」
と
す
る
。
 

B
.1
 重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
、
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
が
、
代
替
空
気
系
の
供
給
先
で
あ
る
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循

環
系
は
緩
和
設
備
で
あ
る
た
め
、
も
と
も
と
の
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
に
該
当
す
る
も
の
が
な
い
。
こ
の
た

め
、
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
系
に
期
待
す
る
機
能
で
あ
る
「
炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
原

子
炉
建
屋
等
に
お
け
る
水
素
爆
発
に
よ
る
損
傷
を
防
止
す
る
」
及
び
「
運
転
員
が
原
子
炉
制
御
室
に
と
ど
ま
る

た
め
に
、
原
子
炉
格
納
容
器
か
ら
漏
え
い
し
た
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
低
減
す
る
」
こ
と
の
前
段
階

で
あ
る
炉
心
損
傷
防
止
の
観
点
で
最
も
実
効
的
な
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
を
確
認
対
象
と
し
て
選
定
す
る
こ

と
と
し
、
具
体
的
に
は
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
完
了
時
間
は
「

4
時
間
」

と
す
る
。
 

B
.2
 動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者

の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の

AO
T
上
限
で

あ
る
「
72
 時
間
」
と
す
る
。
 

B
.3
 当
該
系
統
を
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
代
替
措
置
を
実
施
し
た
場
合
の

AO
T
上
限
で
あ
る
「

10
日
」
と
す

る
。
 

C
.1
,
C.
2
 既
保
安
規
定
と
同
様
な
設
定
と
し
て
い
る
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

 

保
安
規
定

 第
85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

(
3)
 要
求
さ
れ
る
措
置
（
続
き
）
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド
５

お
よ
び
６
 

A
. 
Ｂ
ア
ニ
ュ
ラ
ス

循
環
系
が
動
作

不
能
で
あ
る
場

合
 

ま
た
は
 

 
代
替
空
気
（
窒

素
）
系
統
が
動

作
不
能
で
あ
る

場
合
 

A
.1
 当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
っ

て
い
る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。

 

お
よ
び
 

A
.3
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非
満

水
）
ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水

位
）
の
場
合
、
１
次
系
保
有
水
を
回
復
す
る
措

置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.4
 原
子
炉
保
修
課
長
は
、
代
替
措
置
※
６
を
検
討

し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施

す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

※
５
：
残
り
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
１
台
を
い
い
、
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

  

※
６
：
代
替
品
の
補
充
等
。
  

  

 【
モ
ー
ド
５
お
よ
び
６
】

  

A
.1
 当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.2
当
該
系
統
が
動
作
不
能
で
あ
る
状
態
で
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
行
う
こ
と
は
安
全
側
の
措
置
と
は
い
え
な
い

こ
と
か
ら
、
水
抜
き
中
の
場
合
は
“
速
や
か
に
”
水
抜
き
を
中
止
し
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
措
置
を

行
う
。
 

A
.3
既
に
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
中
の
場
合
は
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
た
め
１
次
系
の
保
有
水
を
回
復
す
る

措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.4
 動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
、
原
子
炉
主
任
技

術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
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b 添付資料  

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

(2) 設置変更許可申請書 添付十追補（手順） 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備分類

等」参照 
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表 85－11 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

 

 

第 1.10.1図 アニュラス空気再循環設備の運転 概略系統 
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表 85－11 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

 

第 1.10.2図 窒素ボンベ（アニュラス循環系ダンパ作動用）によるアニュラス空気再循環設

備の運転 概略系統 

 

 

 

 

第 1.10.3図 窒素ボンベ（アニュラス循環系ダンパ作動用）によるアニュラス空気再循環設

備の運転 タイムチャート 

  

補(2)-419



表 85－11 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

 

9.9 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

9.9.2 設計方針 

9.9.2.3 容量等 

基本方針については、「1.1.8.2 容量等」に示す。 

炉心の著しい損傷により原子炉格納容器内で発生した水素が、原子炉格

納容器外に漏えいした場合において、水素を排出するために使用するアニ

ュラス循環ファン及びアニュラス循環フィルタユニットは、原子炉格納容

器外に漏えいした可燃限界濃度未満の水素を含む空気を排出させる機能に

対して、設計基準事故対処設備としてのアニュラスの負圧達成能力及び負

圧維持能力を使用することにより、アニュラス内の水素を屋外に排出する

ことができるため、同仕様で設計するが、格納容器内自然対流冷却、格納

容器スプレイ及び代替格納容器スプレイによる原子炉格納容器の温度・圧

力低下機能と、静的触媒式水素再結合装置及び原子炉格納容器水素燃焼装

置による原子炉格納容器内の水素濃度低減機能とあいまって、水素爆発に

よる原子炉建屋等の損傷を防止する容量を有する設計とする。 

窒素ボンベ（アニュラス循環系ダンパ作動用）は、供給先のアニュラス

循環系のダンパが空気作動式であるため、ダンパ全開に必要な圧力を設定

圧力とし、配管分の加圧、ダンパ作動回数、リークしないことを考慮した

容量に対して十分な容量を有したものを 1 セット 1 本使用する。保有数は、

1 セット 1 本、機能要求の無い時期に保守点検可能であるため、保守点検

用は考慮せずに、故障時のバックアップ用として 1 本の合計 2 本を保管す

る設計とする。 

可搬型アニュラス内水素濃度計測装置は、設計基準を超える状態におい

て原子炉施設の状態を推定するための計測範囲を有する設計とする。保有

数は、1 セット 1 個、機能要求の無い時期に保守点検可能であるため、保

守点検用は考慮せずに、故障時のバックアップ用として 1 個の合計 2 個を

分散して保管する設計とする。 
 

  

所要数、必要容量、設備仕様 

関連箇所を赤枠又は下線にて示す。 
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表 85－11 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

 

第 9.9.1表 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備（常設）の

設備仕様 

 

(1) アニュラス循環ファン 

兼用する設備は以下のとおり。 

・アニュラス空気再循環設備 

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

台 数  2 

容 量  約 170m3/min（1台当たり） 

 

(2) アニュラス循環フィルタユニット 

兼用する設備は以下のとおり。 

・アニュラス空気再循環設備 

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

型 式  粗フィルタ、微粒子フィルタ及び 

よう素フィルタ内蔵型 

基 数  2 

容 量  約 170m3/min（1基当たり） 

チャコール層厚さ  約 50mm 

よう素除去効率  95％以上 

粒 子 除 去 効 率  99％以上（0.7μm粒子） 

 

(3) 格納容器排気筒 

兼用する設備は以下のとおり。 

・格納容器換気及びその他の設備 

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

個 数  1 

地 上 高 さ  約 87m 
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表 85－11 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

 

第 9.9.2表 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備（可搬型）

の設備仕様 

 

(1) 窒素ボンベ（アニュラス循環系ダンパ作動用） 

種 類  鋼製容器 

本 数  1（予備 1） 

容 量  約 7Nm3 

最 高 使 用 圧 力  14.7MPa[gage] 

供 給 圧 力  約 0.25MPa[gage]（供給後圧力） 

 

(2) 可搬型アニュラス内水素濃度計測装置 

個 数  1（予備１） 

計 測 範 囲  0～20vol% 
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表 85－11 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付十追補 

 

1.10.2 重大事故等時の手順等 

1.10.2.1 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止する手順等 

(1) 水素排出（アニュラス空気再循環設備） 

炉心の著しい損傷が発生し、水素が格納容器内に放出され、格納容器から

格納容器周囲のアニュラスに漏えいした場合において、アニュラス循環ファ

ンを運転し、アニュラス内の水素を含むガスを放射性物質低減機能を有する

アニュラス循環フィルタユニットを通して屋外へ排出する手順を整備する。 

また、全交流動力電源が喪失した場合においても、Ｂ系アニュラス循環系

のダンパに窒素ボンベ（アニュラス循環系ダンパ作動用）から窒素を供給す

ることにより、アニュラス空気再循環設備を運転するための系統構成を行い、

代替電源設備である空冷式非常用発電装置から給電した後、Ｂアニュラス循

環ファンを運転する手順を整備する。 

なお、重大事故等時においてアニュラス循環ファンにより、アニュラス循

環フィルタユニットを通して排気を行うことで、アニュラス内の放射性物質

を低減し、被ばく低減を図る。 

操作手順については、交流動力電源及び直流電源が健全な場合と喪失した

場合に分けて記載する。 

（以下省略） 
 

補(2)-423



 

（２）－２－11 保安規定第 85条 表 85-12「使用済燃料ピットの冷却等のための設

備」運転上の制限等について 

 

a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 

b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付八（系統図） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

(2) 設置変更許可申請書 添付十（有効性評価） 

(3) 工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備

分類等」参照 
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a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 
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保
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記
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容
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明
 

保
安
規
定

 第
85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

表
８
５
－
１
２

 
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備
 

 ８
５
－
１
２
－
１
 
海
水
か
ら
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
の
注
水
 
①
 

 (
1)
 運
転
上
の
制
限

  

項
 
目

 
②
 

運
転
上
の
制
限

 
③
 

海
水
か
ら
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ

の
注
水
 

送
水
車
に
よ
る
海
水
か
ら
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
の
注
水
系
２
系
統
が

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

適
用
モ
ー
ド

 
④
 

設
 
備
 
⑤
 

所
要
数
 
⑥
 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を

貯
蔵
し
て
い
る
期
間
 

送
水
車
 

１
台
ｘ
２
 

軽
油
用
ド
ラ
ム
缶
 

※
１
 

※
１
：
「
８
５
－
１
２
－
４

 
軽
油
用
ド
ラ
ム
缶
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

 

①
 設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
四
条
 （
１
．
１
１
）
 

 
  
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条
 （
１
．
１
３
）
が
該
当
す
る
。（
添
付
－
１
）
 

 

②
 運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
。
（
添
付
－
１
）
 

 

③
 以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
、
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
送
水

車
を
用
い
た
海
水
か
ら
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
の
注
水
系

2
系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と

す
る
。
 

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
四
条

 （
１
．
１
１
）
 

「
使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備

(手
順
等

)」
と
し
て
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
冷
却
機
能

又
は
注
水
機
能
が
喪
失
し
、
又
は
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
か
ら
の
水
の
漏
え
い
そ
の
他
の
要
因
に
よ
り
当
該
使
用

済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
水
位
が
低
下
し
た
場
合
に
お
い
て
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
内
の
燃
料
体
又
は
使
用
済
燃
料
を
冷

却
し
、
放
射
線
を
遮
蔽
し
、
及
び
臨
界
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
(手
順
等
を
定
め
る
)こ

と
。
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条

 （
１
．
１
３
）
 

「
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
の
設
備

(手
順
等

)」
と
し
て
、
設
計
基
準
事
故
の
収
束
に

必
要
な
水
源
と
は
別
に
、
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
有
す
る
水
源
を
確
保
す
る
こ

と
に
加
え
て
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
及
び
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
対
し
て
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要

と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
供
給
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
(手
順
等
を
定
め
る
)こ
と
。
 

 

④
 送
水
車
を
用
い
た
海
水
か
ら
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
の
注
水
系
は
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
冷
却
機
能
又
は
注

水
機
能
が
喪
失
し
、
又
は
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
か
ら
の
水
の
漏
え
い
そ
の
他
の
要
因
に
よ
り
当
該
使
用
済
燃
料
ピ

ッ
ト
の
水
位
が
低
下
し
た
場
合
に
お
い
て
当
該
ピ
ッ
ト
内
の
燃
料
体
を
冷
却
し
、
放
射
線
を
遮
断
し
、
及
び
臨
界

を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
を
機
能
維
持

期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
適
用
モ
ー
ド
は
「
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て

い
る
期
間
」
と
す
る
。（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．（
１
）
）
  

 ⑤
 ②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備
（
添
付
－
１
）

  

 

⑥
 送
水
車
の
定
格
容
量
は
約

  
  

m
3
/h
で
あ
り
、
他
の
用
途
と
の
組
合
せ
を
考
慮
し
て
も

1
台
で
使
用
済
燃
料
ピ

ッ
ト
へ
の
注
水
に
必
要
な
海
水

(
  

m
3
/h
)を
供
給
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
送
水
車
は
可
搬
型
重
大

事
故
等
対
処
設
備
の
う
ち
可
搬
型
注
水
設
備
（
原
子
炉
建
屋
の
外
か
ら
水
を
供
給
す
る
も
の
）
で
あ
り
２
Ｎ
要
求

設
備
に
該
当
す
る
こ
と
か
ら
、
運
転
上
の
制
限
の
所
要
数
を

2
台
（
1
台
×
2
系
統
）
と
す
る
。
（
添
付
－
２
）
 

 

枠
組
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の
で
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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保
安
規
定
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85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

(
2)
 確
認
事
項

 
⑦
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

送
水
車
 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異
常
な
振
動
、
異
音
、
異
臭
、

漏
え
い
が
な
い
こ
と
、
お
よ
び
吐
出
圧
力
が

  
 
 
MP
a

以
上
、
容
量
が

  
  

m
3 /
h以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

タ
ー
ビ
ン

保
修
課
長
 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 
タ
ー
ビ
ン

保
修
課
長
 

  

⑦
 適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
(保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２

) 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
）

  

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に

基
づ
き

1
年
に

1
回
、
送
水
車
の
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。
 

確
認
す
る
吐
出
圧
力
及
び
容
量
は
、
工
事
認
可
申
請
書
の
記
載
に
基
づ
き
以
下
の
値
を
使
用
す
る
。
 

（
添
付
－
２
）
 

［
吐
出
圧
力
］
 

系
統
構
成
上
、
最
も
吐
出
圧
力
が
高
く
な
る
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
の
ス
プ
レ
イ
時
の

  
  

 M
Pa
以

上
。
 

［
容
量
］
 

系
統
構
成
上
、
最
大
の
容
量
と
な
る
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
の
注
水
〔

15
 m

3
/h
以
上
〕、
蒸
気
発
生
器
へ

の
注
水
時
の
復
水
タ
ン
ク
へ
の
補
給
又
は
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
へ
の
供
給
〔
18
0 

m
3 /
h
以
上
〕
の

合
計
値

  
 
 
m
3 /
h
以
上
。
 

 

ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
）
 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に

基
づ
き

3
ヶ
月
に
１
回
、
送
水
車
の
ポ
ン
プ
を
起
動
す
る
こ
と
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 枠
組
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の
で
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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記
載
内
容
の
説
明
 

(
3)
 要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

使
用
済
燃

料
ピ
ッ
ト

に
燃
料
体

を
貯
蔵
し

て
い
る
期

間
 

A
. 
動
作
可
能
な
海

水
か
ら
使
用
済

燃
料
ピ
ッ
ト
へ

の
注
水
系
が
２

系
統
未
満
と
な

っ
た
場
合
 

A
.1
 当
直
課
長
は
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
水
位
が

E
L3
1
.0
 
m以
上
お
よ
び
水
温
が
65
℃
以
下
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 原
子
燃
料
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.3
 原
子
燃
料
課
長
は
、
代
替
措
置
※
２
を
検
討
し
、

原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る

措
置
を
開
始
す
る
。
 

 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

B
. 
動
作
可
能
な
海

水
か
ら
使
用
済

燃
料
ピ
ッ
ト
へ

の
注
水
系
が
１

系
統
未
満
と
な

っ
た
場
合
 

B
.1
 原
子
燃
料
課
長
は
、

A.
3に
基
づ
く
代
替
措
置

を
確
保
す
る
ま
で
の
間
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト

内
で
の
照
射
済
燃
料
の
移
動
を
中
止
す
る
※
３
。

 

速
や
か
に
 

※
２
：
代
替
品
の
補
充
等
。
 

※
３
：
移
動
中
の
燃
料
を
所
定
の
位
置
に
移
動
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
 

 

⑧
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
条
件
を
記
載
す
る
。
 

送
水
車
に
よ
る
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
の
注
水
系
は
、
２
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
、
動
作
可
能
な
系
統
が
２

Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。
な
お
、
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
で
も
要
求
さ
れ
る
措
置

が
同
じ
で
あ
る
た
め
条
件
と
し
て
は
設
定
し
な
い
。
 

 ⑨
 要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３

.（
２
）
、（
３
）
）
 

【
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
】
 

A
.1
 使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
水
位
及
び
温
度
の
確
認
を
“
速
や
か
に
”
行
う
こ
と
に
よ
り
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
異

常
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

A
.2
 当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
へ
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.3
 送
水
車
に
よ
る
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
の
注
水
系
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
、
原
子
炉
主
任
技
術

者
の
確
認
を
得
て
“
速
や
か
に
”
実
施
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

な
お
、
本
設
備
の

LC
O
逸
脱
時
に
は
、
要
求
さ
れ
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
行
う
こ
と
を
要
求
と
す
る
。

（
本
設
備
が

LC
O
逸
脱
時
（
SF
P
冷
却
等
の
た
め
の
設
備
の
機
能
が
喪
失
し
て
い
る
状
態
）
に
お
い
て
、
モ

ー
ド
移
行
を
実
施
す
る
（
燃
料
体
を
炉
心
か
ら

SF
P
へ
移
動
す
る
）
こ
と
は
安
全
側
の
措
置
と
は
言
え
な
い

こ
と
か
ら
、
モ
ー
ド
移
行
を
要
求
し
な
い
。
）
 

B
.1
 
A.
3
に
基
づ
く
代
替
措
置
を
確
保
す
る
ま
で
の
間
は
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
内
で
の
照
射
済
燃
料
の
移
動
を
中

止
す
る
。
 

な
お
、
動
作
可
能
な
海
水
か
ら
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
の
注
入
系
が

1
系
統
未
満
の
場
合
、
条
件
Ｂ
と
条
件
Ａ

（
２
系
統
未
満
）
の
両
条
件
に
合
致
し
、
Ａ
，
Ｂ
各
々
の
要
求
さ
れ
る
措
置
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
り
、
Ｓ
Ａ

設
備
の
一
部
が
復
帰
し
、
同
注
入
系
が
１
系
統
未
満
→

2
系
統
未
満
と
な
っ
た
場
合
、
条
件
Ｂ
は
ク
リ
ア
さ
れ

る
も
の
の
、
条
件
Ａ
は
継
続
さ
れ
る
。（
以
下
、
本
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
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条
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記
載
内
容
の
説
明
 

８
５
－
１
２
－
２
 
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
の
ス
プ
レ
イ
 
①
 

 (
1)
 運
転
上
の
制
限

  

項
 
目

 
②
 

運
転
上
の
制
限

 
③
 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ

の
ス
プ
レ
イ
系
 

(
1)
 使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
の
ス
プ
レ
イ
系
の
う
ち
屋
外
に
配
備
す
る
設
備
に
つ

い
て
２
系
統
※
１
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

 

(
2)
 使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
の
ス
プ
レ
イ
系
の
う
ち
屋
内
に
配
備
す
る
設
備
に
つ

い
て
１
系
統
※
２
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

 

適
用
モ
ー
ド

 
④
 

設
 
備

 
⑤
 

所
要
数

 
⑥
 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に

燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い

る
期
間
 

送
水
車
 

１
台
ｘ
２
 

ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
 

２
個
 

軽
油
用
ド
ラ
ム
缶
 

※
３
 

※
１
：
１
系
統
と
は
、
屋
外
に
配
備
す
る
送
水
車
１
台
 

※
２
：
１
系
統
と
は
、
屋
内
に
配
備
す
る
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
２
個
（
１
セ
ッ
ト
１
個
、
予
備
機
１
個
を
含
む
。
）
。
 

※
３
：
「
８
５
－
１
２
－
４

 
軽
油
用
ド
ラ
ム
缶
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

  

①
 設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
四
条
 （
１
．
１
１
）
 

 
 設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
五
条
 （
１
．
１
２
）
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条
 （
１
．
１
３
）
が
該
当
す
る
。
（
添
付
－
１
）
 

 

②
 運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
。
 （
添
付
－
１
）
 

 ③
 以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
、
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
送
水

車
及
び
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
を
用
い
た
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
の
ス
プ
レ
イ
系
に
つ
い
て
、
屋
外
に
配
備
す
る
設
備

に
対
し
て
は

2
系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
及
び
屋
内
に
配
備
す
る
設
備
に
対
し
て
は

1
系
統
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
四
条

 （
１
．
１
１
）
 

「
使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備

(手
順
等

)」
と
し
て
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
か
ら
の
大
量

の
漏
え
い
そ
の
他
の
原
因
に
よ
り
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
水
位
が
異
常
に
低
下
し
た
場
合
に
お
い
て
、
使
用
済

燃
料
ピ
ッ
ト
内
の
燃
料
集
合
体
の
損
傷
の
進
行
緩
和
、
及
び
臨
界
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る

(手
順
等
を
定
め
る
)こ
と
。
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
五
条

 （
１
．
１
２
）
 

「
工
場
等
外
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
を
抑
制
す
る
た
め
の
設
備

(手
順
等

)」
と
し
て
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ

ト
内
の
燃
料
集
合
体
等
の
著
し
い
損
傷
に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
工
場
等
外
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
を
抑
制

す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
(手
順
等
を
定
め
る
)こ
と
。
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条

 （
１
．
１
３
）
 

「
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
の
設
備

(手
順
等

)」
と
し
て
、
設
計
基
準
事
故
の
収
束
に

必
要
な
水
源
と
は
別
に
、
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
有
す
る
水
源
を
確
保
す
る
こ

と
に
加
え
て
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
及
び
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
対
し
て
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要

と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
供
給
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
(手
順
等
を
定
め
る
)こ
と
。
 

 ④
 使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
か
ら
の
大
量
の
水
の
漏
え
い
そ
の
他
の
要
因
に
よ
り
当
該
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
水
位
が

異
常
に
低
下
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
ピ
ッ
ト
内
の
燃
料
体
の
著
し
い
損
傷
の
進
行
を
緩
和
し
、
及
び
臨
界
を
防

止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間

と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
適
用
モ
ー
ド
は
「
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る

期
間
」
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
１
）
）
 

 ⑤
 ②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備
。
 

 ⑥
 送
水
車
の
定
格
容
量
は
約

  
 
m
3 /
h
で
あ
り
、

1
台
で
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
の
ス
プ
レ
イ
に
必
要
な
海
水

(
  

m
3
/h
)を
供
給
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
送
水
車
は
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
う
ち
可
搬

型
注
水
設
備
（
原
子
炉
建
屋
の
外
か
ら
水
を
供
給
す
る
も
の
）
で
あ
り
２
Ｎ
要
求
設
備
に
該
当
す
る
こ
と
か
ら
、

運
転
上
の
制
限
の
所
要
数
を

2
台
（
1
台
×

2
系
統
）
と
す
る
。
 

ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
は
可
搬
型
注
水
設
備
の
う
ち
屋
内
に
布
設
す
る
設
備
に
該
当
す
る
た
め
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ

る
が
、
屋
外
に
保
管
し
て
い
る
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
竜
巻
に
対
し
て
機
能
を
損
な

う
こ
と
の
な
い
よ
う
、
１
セ
ッ
ト

(1
個
)に
加
え
て
予
備

1
セ
ッ
ト

(1
個
）
を
加
え
た

2
個
を
運
転
上
の
制
限
の

所
要
数
と
す
る
。
（
添
付
－
２
）
 

枠
組
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の
で
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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(
2)
 確
認
事
項

 
⑦
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

送
水
車
 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異
常
な
振
動
、
異
音
、

異
臭
、
漏
え
い
が
な
い
こ
と
、
お
よ
び
吐
出

圧
力
が

  
  

MP
a以
上
、
容
量
が

  
 
 m

3 /
h以

上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

タ
ー
ビ
ン

保
修
課
長
 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 
タ
ー
ビ
ン

保
修
課
長
 

ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
 

所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 
原
子
燃
料

課
長
 

  

⑦
 適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
(保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２

) 
 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
）

  

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に

基
づ
き

1
年
に

1
回
、
送
水
車
の
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。
 

確
認
す
る
吐
出
圧
力
及
び
容
量
は
、
工
事
認
可
申
請
書
の
記
載
に
基
づ
き
以
下
の
値
を
使
用
す
る
。
（
添
付
－

２
）
 

［
吐
出
圧
力
］
 

系
統
構
成
上
、
最
も
吐
出
圧
力
が
高
く
な
る
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
の
ス
プ
レ
イ
時
の

  
  

 M
Pa
以

上
。
 

［
容
量
］
 

系
統
構
成
上
、
最
大
の
容
量
と
な
る
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
の
注
水
〔

15
 m

3
/h
以
上
〕、
蒸
気
発
生
器
へ

の
注
水
時
の
復
水
タ
ン
ク
へ
の
補
給
又
は
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
へ
の
供
給
〔
18
0 

m
3 /
h
以
上
〕
の

合
計
値

  
 
 
m
3 /
h
以
上
。
 

 

ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
）
 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に

基
づ
き

3
ヶ
月
に

1
回
、
送
水
車
の
ポ
ン
プ
を
起
動
す
る
こ
と
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
は
外
観
点
検
に
て
設
備
に
損
傷
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
使
用
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

   

枠
組
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の
で
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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(
3)
 要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

使
用
済
燃
料

ピ
ッ
ト
に
燃

料
体
を
貯
蔵

し
て
い
る
期

間
 

A
. 
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ

の
ス
プ
レ
イ
系
の
う

ち
動
作
可
能
な
屋
外

に
配
備
す
る
設
備
が

２
系
統
未
満
と
な
っ

た
場
合
 

  

A
.1
 当
直
課
長
は
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
水
位
が

E
L3
1
.0
m以
上
お
よ
び
水
温
が
65
℃
以
下
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 原
子
燃
料
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.3
 原
子
燃
料
課
長
は
、
代
替
措
置
※
４
を
検
討

し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実

施
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

B
. 
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ

の
ス
プ
レ
イ
系
の
う

ち
動
作
可
能
な
屋
外

に
配
備
す
る
設
備
が

１
系
統
未
満
と
な
っ

た
場
合
 

B
.1
 原
子
燃
料
課
長
は
、

A.
3に
基
づ
く
代
替
措

置
を
確
保
す
る
ま
で
の
間
、
使
用
済
燃
料
ピ

ッ
ト
内
で
の
照
射
済
燃
料
の
移
動
を
中
止
す

る
※
５
。

 

速
や
か
に
 

C
. 
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ

の
ス
プ
レ
イ
系
の
う

ち
動
作
可
能
な
屋
内

に
配
備
す
る
設
備
が

１
系
統
未
満
と
な
っ

た
場
合
 

C
.1
 当
直
課
長
は
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
水
位
が

E
L3
1
.0
m以
上
お
よ
び
水
温
が
65
℃
以
下
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

速
や
か
に
 

C
.2
 原
子
燃
料
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

速
や
か
に
 

C
.3
 原
子
燃
料
課
長
は
、
代
替
措
置
※
４
を
検
討

し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実

施
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

速
や
か
に
 

C
.4
 原
子
燃
料
課
長
は
、

C.
3に
基
づ
く
代
替
措

置
を
確
保
す
る
ま
で
の
間
、
使
用
済
燃
料
ピ

ッ
ト
内
で
の
照
射
済
燃
料
の
移
動
を
中
止
す

る
※
５
。

 

速
や
か
に
 

※
４
：
代
替
品
の
補
充
等
。
 

※
５
：
移
動
中
の
燃
料
を
所
定
の
位
置
に
移
動
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
 

 

⑧
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
条
件
を
記
載
す
る
。
 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
の
ス
プ
レ
イ
系
の
う
ち
屋
外
に
配
備
す
る
設
備
（
送
水
車
）
は
、
２
Ｎ
要
求
設
備
で
あ

る
た
め
、
動
作
可
能
な
系
統
が
２
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。
な
お
、
１
Ｎ
未
満
と
な
っ

た
場
合
で
も
要
求
さ
れ
る
措
置
が
同
じ
で
あ
る
た
め
条
件
と
し
て
は
設
定
し
な
い
。
 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
の
ス
プ
レ
イ
系
の
う
ち
動
作
可
能
な
屋
内
に
配
備
す
る
設
備

(ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ

)は
、

１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
、
動
作
可
能
な
系
統
が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。
 

 
⑨

 要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．（
２
）
、（
３
）
）
 

【
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
】
 

A
.1
 使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
水
位
お
よ
び
温
度
の
確
認
を
“
速
や
か
に
”
行
う
こ
と
に
よ
り
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に

異
常
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

A
.2
 当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
へ
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.3
 送
水
車
に
よ
る
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
の
注
水
系
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
、
原
子
炉
主
任
技
術

者
の
確
認
を
得
て
“
速
や
か
に
”
実
施
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

な
お
、
本
設
備
の

LC
O
逸
脱
時
に
は
、
要
求
さ
れ
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
行
う
こ
と
を
要
求
と
す
る
。
（
本

設
備
が

LC
O
逸
脱
時
（

SF
P
冷
却
等
の
た
め
の
設
備
の
機
能
が
喪
失
し
て
い
る
状
態
）
に
お
い
て
、
モ
ー
ド
移

行
を
実
施
す
る
（
燃
料
体
を
炉
心
か
ら

S
FP
へ
移
動
す
る
）
こ
と
は
安
全
側
の
措
置
と
は
言
え
な
い
こ
と
か

ら
、
モ
ー
ド
移
行
を
要
求
し
な
い
。
）
 

B
.1
 
A.
3
に
基
づ
く
代
替
措
置
を
確
保
す
る
ま
で
の
間
は
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
内
で
の
照
射
済
燃
料
の
移
動
を
中

止
す
る
。
 

C
.1
 
A.
1
に
同
じ
。
 

C
.2
 
A.
2
に
同
じ
。
 

C
.3
 
A.
3
に
同
じ
。
 

C
.4
 
C.
3
に
基
づ
く
代
替
措
置
を
確
保
す
る
ま
で
の
間
は
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
内
で
の
照
射
済
燃
料
の
移
動
を
中

止
す
る
。
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保
安
規
定

 第
85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

８
５
－
１
２
－
３
 
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
監
視
 
①
 

機  能 ②  

設
 
備
③
 

所 要 数 ④  

適 用 モ ー ド ⑤  

所
要
数
を
満
足
で
き
な
い
場
合
の
措
置
※

1  
確
認
事
項
⑧
 

条
 
件
⑥
 

措
 
置
⑦
 

完 了 時 間  

項
 
目
 

頻
 
度
 
担
 
当
 

使 用 済 燃 料 ピ ッ ト の 監 視  

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
水
位

（
広
域
）
※
２
 

１
個
 
使 用 済 燃 料 ピ ッ ト に 燃 料 体 を 貯 蔵 し て い る 期 間  

A
.
 
動
作
可
能

な
設
備
が
所

要
数
を
満
足

し
て
い
な
い

場
合
 

A
.
1
 
当
直
課
長
は
、
使

用
済
燃
料
ピ
ッ
ト

水
位
が

E
L
3
1
.
0
m

以
上
お
よ
び
水
温

が
6
5
℃
以
下
で

あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
2
 
計
装
保
修
課
長

は
、
当
該
設
備
を

動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
措
置

を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
3
 
原
子
燃
料
課
長

は
、
使
用
済
燃
料

ピ
ッ
ト
内
で
の
照

射
済
燃
料
の
移
動

を
中
止
す
る
※

３
。
 

お
よ
び
 

A
.
4
 
原
子
燃
料
課
長

は
、
代
替
措
置
※

４
を
検
討
し
、
原

子
炉
主
任
技
術
者

の
確
認
を
得
て
実

施
す
る
措
置
を
開

始
す
る
。
 

速
や

か
に
 

      速
や

か
に
 

    速
や

か
に
 

     速
や

か
に
 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
水
位
計

（
広
域
）
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ

ト
温
度
計
（
Ａ
Ｍ
用
）
、
使
用

済
燃
料
ピ
ッ
ト
エ
リ
ア
監
視

カ
メ
ラ
（
使
用
済
燃
料
ピ
ッ

ト
エ
リ
ア
監
視
カ
メ
ラ
空
冷

装
置
を
含
む
）
、
可
搬
型
使
用

済
燃
料
ピ
ッ
ト
水
位
計
お
よ

び
可
搬
式
使
用
済
燃
料
ピ
ッ

ト
区
域
周
辺
エ
リ
ア
モ
ニ
タ

の
機
能
検
査
を
実
施
す
る
。
 

定
期
検

査
時
 

計
装
保

修
課
長
 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
温
度

（
Ａ
Ｍ
用
）
 

１
個
 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
エ
リ
ア

監
視
カ
メ
ラ
（
使
用
済
燃
料

ピ
ッ
ト
エ
リ
ア
監
視
カ
メ
ラ

空
冷
装
置
を
含
む
）
 

１
個
 

可
搬
型
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト

水
位
計
お
よ
び
可
搬
式
使
用

済
燃
料
ピ
ッ
ト
区
域
周
辺
エ

リ
ア
モ
ニ
タ
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月

に
１
回
 

計
装
保

修
課
長
 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
水
位
計

（
広
域
）
お
よ
び
使
用
済
燃

料
ピ
ッ
ト
温
度
計
（
Ａ
Ｍ

用
）
が
動
作
不
能
で
な
い
こ

と
を
指
示
値
に
よ
り
確
認
す

る
。
 

１
ヶ
月

に
１
回
 

当
直
課

長
 

可
搬
型
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト

水
位
 

１
個
 

可
搬
式
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト

区
域
周
辺
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
 

２
個
 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
エ
リ
ア

監
視
カ
メ
ラ
が
動
作
不
能
で

な
い
こ
と
を
画
像
に
よ
り
確

認
す
る
。
 

１
ヶ
月

に
１
回
 

当
直
課

長
 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
エ
リ
ア

監
視
カ
メ
ラ
空
冷
装
置
が
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
 

１
ヶ
月

に
１
回
 

計
装
保

修
課
長
 

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
 
「
８
５
－
１
５
－
１
 
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
か
ら
の
給
電
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
 

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
 

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
 

「
８
５
－
１
５
－
６
 
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ

ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

※
１
：
所
要
数
ご
と
に
個
別
の
条
件
が
適
用
さ
れ
る
。
 

※
２
：
動
作
可
能
な
当
該
設
備
が
所
要
数
を
満
足
し
な
い
場
合
に
お
い
て
、
可
搬
型
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
水
位
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
、
運

転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
は
み
な
さ
な
い
。
 

※
３
：
移
動
中
の
燃
料
を
所
定
の
位
置
に
移
動
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
 

※
４
：
代
替
品
の
補
充
等
。
 

 

①
 設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
四
条
 （
１
．
１
１
）
が
該
当
す
る
。（
添
付
－
１
）
 

 ②
 運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
。
 （
添
付
－
１
）
 

 ③
 以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
、
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
使
用
済

燃
料
ピ
ッ
ト
水
位
（
広
域
）
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
温
度
（
Ａ
Ｍ
用
）
及
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
エ
リ
ア
監
視
カ

メ
ラ
、
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
エ
リ
ア
監
視
カ
メ
ラ
空
冷
装
置
、
可
搬
型
使

用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
水
位
及
び
可
搬
式
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
区
域
周
辺
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
に
よ
る
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト

の
監
視
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

 ・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
四
条
 （
１
．
１
１
）
 

「
使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備

(手
順
等
)」
と
し
て
、

(1
)使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
冷
却
機

能
又
は
注
水
機
能
が
喪
失
し
、
又
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
か
ら
の
水
の
漏
え
い
そ
の
他
の
要
因
に
よ
り
当
該
使

用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
水
位
が
低
下
し
た
場
合
に
お
い
て
使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
内
の
燃
料
体
又
は
使
用
済
燃
料

（
以
下
「
貯
蔵
槽
内
燃
料
体
等
」
と
い
う
。
）
を
冷
却
し
、
放
射
線
を
遮
蔽
し
、
及
び
臨
界
を
防
止
す
る
た
め

に
必
要
な
設
備
を
設
け
る

(手
順
等
を
定
め
る

)こ
と
、
(2
)使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
か
ら
の
大
量
の
漏
え
い
そ
の

他
の
原
因
に
よ
り
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
水
位
が
異
常
に
低
下
し
た
場
合
に
お
い
て
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
内

の
燃
料
集
合
体
の
損
傷
の
進
行
緩
和
、
及
び
臨
界
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
(手
順
等
を
定

め
る

)こ
と
。
［
本
項
は
上
記
要
求
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
監
視
設
備
（
手
順

等
）
が
該
当
］
 

 

④
 使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
水
位
（
広
域
）、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
温
度
（
Ａ
Ｍ
用
）
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
エ
リ
ア
監

視
カ
メ
ラ
及
び
可
搬
型
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
水
位
そ
れ
ぞ
れ

1
個
、
可
搬
式
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
区
域
周
辺
エ
リ

ア
モ
ニ
タ

2
個
、
及
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
エ
リ
ア
監
視
カ
メ
ラ
空
冷
装
置

1
個
を
運
転
上
の
制
限
の
対
象
設
備

と
す
る
。
こ
れ
ら
は
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
あ
る
い
は
原
子
炉
建
屋
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
可
搬
型
重
大
事

故
等
対
処
設
備
で
あ
る
た
め
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
。
 

 

⑤
 使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
を
監
視
す
る
た
め
に

必
要
な
設
備
で
あ
り
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す

る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
適
用
モ
ー
ド
は
「
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
」
と
す

る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
１
））

 

 ⑥
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
条
件
を
記
載
す
る
。
 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
水
位
（
広
域
）
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
温
度
（
Ａ
Ｍ
用
）、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
エ
リ
ア
監
視

カ
メ
ラ
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
エ
リ
ア
監
視
カ
メ
ラ
空
冷
装
置
、
可
搬
型
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
水
位
及
び
可
搬
式

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
区
域
周
辺
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
は
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
、
動
作
可
能
な
個
数
が
１
Ｎ
未
満

と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。
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⑦

 要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．（
２
）
、（
３
）
）
 

【
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
】
 

A
.1
 使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
水
位
及
び
温
度
の
確
認
を
“
速
や
か
に
”
行
う
こ
と
に
よ
り
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
異

常
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

A
.2
 当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
へ
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.3
燃
料
体
の
移
動
に
つ
い
て
は
、
移
動
中
の
燃
料
を
所
定
の
位
置
に
移
動
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
こ
と
を
除
き
、

“
速
や
か
に
”
中
止
す
る
。
 

A
.4
 使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
監
視
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て

“
速
や
か
に
”
実
施
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

な
お
、
本
設
備
の

LC
O
逸
脱
時
に
は
、
要
求
さ
れ
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
行
う
こ
と
を
要
求
と
す
る
。
（
本
設

備
が

LC
O
逸
脱
時
（
SF
P
冷
却
等
の
た
め
の
設
備
の
機
能
が
喪
失
し
て
い
る
状
態
）
に
お
い
て
、
モ
ー
ド
移
行
を

実
施
す
る
（
燃
料
体
を
炉
心
か
ら

SF
P
へ
移
動
す
る
）
こ
と
は
安
全
側
の
措
置
と
は
言
え
な
い
こ
と
か
ら
、
モ
ー

ド
移
行
を
要
求
し
な
い
。
）
 

 ⑧
 適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
(保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２

) 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
）

  

定
期
検
査
時
の
確
認
事
項
は
、「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ

ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に
基
づ
き
各
設
備
の
機
能
検
査
を
実
施
す
る
。
 

ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
）
 

通
常
運
転
中
の
確
認
事
項
は
、
可
搬
型
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
水
位
及
び
可
搬
式
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
区
域
周
辺

エ
リ
ア
モ
ニ
タ
に
つ
い
て
は
「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー

ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に
基
づ
き

3
ヶ
月
に

1
回
、
外
観
点
検
に
て
設
備
に
損
傷
が
な
い
こ
と
等
で
動
作
不

能
で
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
水
位
（
広
域
）
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
温
度
（
Ａ
Ｍ
用
）
及
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
エ
リ

ア
監
視
カ
メ
ラ
（
空
冷
装
置
を
含
む
）
に
つ
い
て
は
指
示
値
、
画
像
等
に
よ
り
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
等
を
確

認
す
る
。
頻
度
に
つ
い
て
は
、
既
存
の
保
安
規
定
設
備
（
ポ
ン
プ
、
フ
ァ
ン
等
）
で
の
確
認
頻
度
が

1
ヶ
月
に

1
回
で
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

保
安
規
定

 第
85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

８
５
－
１
２
－
４
 
軽
油
用
ド
ラ
ム
缶
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
 
①
 

 (
1)
 運
転
上
の
制
限

  項
 
目

 
②
 

運
転
上
の
制
限
 
③
 

軽
油
用
ド
ラ
ム
缶
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備

 
6
,1
8
0ﾘ
ｯ
ﾄﾙ
以
上
で
あ
る
こ
と
 

適
用
モ
ー
ド

 
④
 

設
 
備

 
⑤
 

所
要
数

 
⑥
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び
使
用

済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
 
軽
油
用
ド
ラ
ム
缶
 

6
,1
80
ﾘｯ
ﾄ
ﾙ 

 (
2)
 確
認
事
項

 
⑦
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

軽
油
用
ド
ラ
ム
缶
 

油
量
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

タ
ー
ビ
ン
保
修

課
長
 

  

①
 補
機
駆
動
用
燃
料
設
備
が
該
当
す
る
。
（
添
付
－
１
）
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
五
条
（
１
．
２
）
か
ら
第
四
十
七
条
（
１
．
４
）
、
第

四
十
九
条
（
１
．
６
）、
第
五
十
条
（
１
．

7）
、
第
五
十
四
条
（
１
．
１
１
）
及
び
第
五
十
六
条
（
１
．
１
３
）

の
各
条
に
も
該
当
す
る
。
 

 ②
 運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
。
 （
添
付
－
１
）
 

 ③
 可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
送
水
車
が

7
日
間
機
能
を
発
揮
す
る
の
に
必
要
な
軽
油
量
を
運
転
上
の

制
限
と
す
る
。
 

 

④
 送
水
車
の
燃
料
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
送
水
車
に
適
用
さ
れ
て
い
る
運
転
モ
ー
ド
と
同
じ
運
転
モ
ー
ド
を
適
用
す

る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
適
用
モ
ー
ド
を
「
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト

に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
」
と
す
る
。
 

 

⑤
 ②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備
 

 

⑥
 有
効
性
評
価
に
お
い
て
評
価
し
た
必
要
軽
油
量
で
あ
る
 6
,
18
0
ﾘ
ｯﾄ
ﾙを
所
要
数
と
す
る
。（
添
付
－
２
）
 

 

⑦
 適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
(保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２

) 

ａ
．
油
量
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
）
 

軽
油
用
ド
ラ
ム
缶
に
所
要
数
以
上
の
軽
油
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
頻
度
に
つ
い
て
は
、
既
存

の
保
安
規
定
設
備
（
ポ
ン
プ
、
フ
ァ
ン
等
）
で
の
確
認
頻
度
が

1
ヶ
月
に

1
回
で
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ

れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

保
安
規
定

 第
85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

(
3)
 要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件

 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド
１
、

２
、
３
お
よ
び

４
 

A
. 
軽
油
用
ド
ラ
ム
缶

の
油
量
が
運
転
上

の
制
限
を
満
足
し

て
い
な
い
場
合
 

A
.1
 タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
軽
油
用
ド
ラ
ム

缶
の
油
量
を
制
限
値
内
に
回
復
さ
せ
る
。

 

 

４
８
時
間
 

  

B．
 条
件
Ａ
の
措
置
を

完
了
時
間
内
に
達

成
で
き
な
い
場
合
 

B
.1
 当
直
課
長
は
、
燃
料
補
給
を
要
す
る
重
大

事
故
等
対
処
設
備
※
１
を
動
作
不
能
※
２
と

み
な
す
。
 

速
や
か
に
 

モ
ー
ド
５
、
６

お
よ
び
使
用
済

燃
料
ピ
ッ
ト
に

燃
料
体
を
貯
蔵

し
て
い
る
期
間
 

A
. 
軽
油
用
ド
ラ
ム
缶

の
油
量
が
運
転
上

の
制
限
を
満
足
し

て
い
な
い
場
合
 

A
.1
 タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
軽
油
用
ド
ラ
ム

缶
の
油
量
を
制
限
値
内
に
回
復
さ
せ
る
措

置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を

行
っ
て
い
る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す

る
。
 

お
よ
び
 

A
.3
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系

非
満
水
）
ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ

ィ
低
水
位
）
の
場
合
、
１
次
系
保
有
水
を

回
復
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

※
１
：
燃
料
補
給
を
要
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
は
、
送
水
車
を
い
う
。
 

※
２
：
当
該
可
搬
型
設
備
の
運
転
上
の
制
限
は
個
別
に
適
用
さ
れ
る
。
 

  

⑧
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。
 

軽
油
用
ド
ラ
ム
缶
の
油
量
が
所
要
数
を
満
足
し
な
い
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。
 

 

⑨
 要
求
さ
れ
る
措
置
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
２
）、
（
３
））

 

【
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
】
 

A
.1
 軽
油
用
ド
ラ
ム
缶
の
油
量
を
制
限
値
内
（
所
要
数
以
上
）
に
回
復
さ
せ
る
。
完
了
時
間
は
、
機
能
が
類
似
し
て

い
る
保
安
規
定
第

76
条
（
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
の
燃
料
油
、
潤
滑
油
及
び
始
動
用
空
気
）
に
お
い
て
、
油
量

等
が
制
限
値
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
（
条
件
Ａ
）
の
回
復
措
置
の
完
了
時
間
が
「

48
時
間
」
で
あ
る
た

め
、
こ
の
設
定
を
準
用
し
「

48
時
間
」
と
す
る
。
 

B
.1
 保
安
規
定
第

76
条
（
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
の
燃
料
油
、
潤
滑
油
及
び
始
動
用
空
気
）
の
条
件
Ａ
の
措
置
を
完

了
時
間
内
に
達
成
で
き
な
い
場
合
（
条
件
Ｂ
）
の
考
え
方
を
準
用
し
、
軽
油
を
燃
料
と
す
る
重
大
事
故
等
対
処

設
備
で
あ
る
送
水
車
を
“
速
や
か
に
”
動
作
不
能
と
み
な
し
、
送
水
車
に
適
用
さ
れ
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足

し
な
い
場
合
の
措
置
を
実
施
す
る
。
こ
の
場
合
、
利
用
可
能
な
軽
油
の
量
か
ら
動
作
不
能
と
な
る
送
水
車
の
台

数
を
決
定
し
、
そ
れ
に
応
じ
た
対
応
を
行
う
。
 

 【
モ
ー
ド
５
、
６
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
】
 

A
.1
 軽
油
用
ド
ラ
ム
缶
の
油
量
を
制
限
値
内
（
所
要
数
以
上
）
に
回
復
さ
せ
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.2
軽
油
用
ド
ラ
ム
缶
の
油
量
が
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
状
態
で
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
行
う
こ
と

は
安
全
側
の
措
置
と
は
い
え
な
い
こ
と
か
ら
、
水
抜
き
中
の
場
合
は
“
速
や
か
に
”
水
抜
き
を
中
止
し
、
ミ
ッ

ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
措
置
を
行
う
。

 

A
.3
 既
に
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
中
の
場
合
は
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
た
め
１
次
系
の
保
有
水
を
回
復
す
る

措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
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b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付八（系統図） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

(2) 設置変更許可申請書 添付十（有効性評価） 

(3) 工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備分類等」

参照 
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表 85－12 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付八（系統図） 

 

第
4
.
3.
1
図
 
使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備

 
概
略
系
統
図
（
１
）
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表 85－12 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

4.3 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

4.3.2 設計方針 

4.3.2.3 容量等 

基本方針については、「1.1.8.2 容量等」に示す。 

送水車は、使用済燃料ピットの冷却機能の喪失、注水機能の喪失及び小

規模の漏えいによりピット水位が低下した場合の注水設備として使用する。

冷却機能の喪失及び注水機能の喪失による水位低下を防止するためには、

使用済燃料ピットの蒸散量を上回る注水量を有する必要がある。また、小

規模の漏えいによる水位低下については、使用済燃料ピット入口配管から

の漏えいの場合は、サイフォンブレーカの効果によりサイフォンブレーカ

開口部の高さで水位の低下は止まり、最も水位が低下する使用済燃料ピッ

ト出口配管からの漏えいの場合は、出口配管の高さまで水位が低下するこ

とで漏えいは止まるため、出口配管の水位から遮蔽基準値に相当する水位

に到達するまでは余裕があることから、使用済燃料ピットの蒸散量を上回

る注水量を有する設計とする。 

また、使用済燃料ピットからの大量の水の漏えいが発生し、可搬型代替

注水設備においても使用済燃料ピット水位が使用済燃料ピット出口配管下

端未満かつ水位低下が継続する場合において、使用済燃料ピット全面にス

プレイすることにより、燃料損傷の進行緩和及び臨界防止並びに、できる

限り環境への放射性物質の放出を低減するために必要な容量を有するもの

を 1 セット 1 台使用する。保有数は、2 セット 2 台、保守点検内容は目視

点検等であり、保守点検中でも使用可能であるため、保守点検用は考慮せ

ずに、故障時のバックアップ用として 1 台の合計 3 台を分散して保管する

設計とする。 

スプレイヘッダは、使用済燃料ピットからの大量の水の漏えいが発生し、

可搬型代替注水設備においても使用済燃料ピット水位が使用済燃料ピット

出口配管下端未満かつ水位低下が継続する場合において、使用済燃料ピッ

ト全面にスプレイすることで、燃料損傷の進行緩和及び臨界防止並びに、

できる限り環境への放射性物質の放出を低減することができるものを 1 セ

ット 1 個使用する。保有数は 1 セット 1 個、保守点検内容は目視点検等で

所要数、必要容量、設備仕様 

関連箇所を赤枠又は下線にて示す。 
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設置変更許可申請書 添付八 

あり、保守点検中でも使用可能であるため、保守点検用は考慮せずに、故

障時のバックアップ用として 1個の合計 2個を保管する設計とする。 

大容量ポンプ（放水砲用）は、燃料損傷時に、できる限り燃料損傷の進

行緩和及び環境への放射性物質の放出を低減するために放水砲による直線

状及び噴霧状（広範囲）の放水により原子炉補助建屋（貯蔵槽内燃料体等）

に放水できる容量を有するものを 1 セット 1 台使用する。保有数は、1 セ

ット 1 台、保守点検内容は目視点検等であり、保守点検中でも使用可能で

あるため、保守点検用は考慮せずに、故障時のバックアップ用として 1 台

（原子炉冷却系統施設の大容量ポンプを予備として兼用）の合計 2 台を保

管する設計とする。 

放水砲は、燃料損傷時に、できる限り燃料損傷の進行緩和及び環境への

放射性物質の放出を低減するために放水砲による直線状及び噴霧状（広範

囲）の放水により原子炉補助建屋（貯蔵槽内燃料体等）に放水できる容量

を有するものを 1 セット 1 台使用する。保有数は、1 セット 1 台、保守点

検内容は目視点検等であり、保守点検中でも使用可能であるため、保守点

検用は考慮せずに、故障時のバックアップ用として 1 台の合計 2 台を保管

する設計とする。 

使用済燃料ピット水位（広域）及び使用済燃料ピット温度（ＡＭ用）は、

重大事故等時により変動する可能性のある範囲にわたり測定できる設計と

する。 

可搬型使用済燃料ピット水位は、重大事故等時により変動する可能性の

ある使用済燃料ピット上部から底部近傍までの範囲にわたり測定できる設

計とする。保有数は、1 セット 1 個、保守点検内容は目視点検等であり、

保守点検中でも使用可能であるため、保守点検用は考慮せずに、故障時の

バックアップ用として 1個の合計 2個を保管する設計とする。 

使用済燃料ピットエリア監視カメラ空冷装置は、使用済燃料ピットエリ

ア監視カメラの耐環境性向上用の空気を供給し、1 セット 1 個使用する。

保有数は 1 セット 1 個、保守点検内容は目視点検等であり、保守点検中で

も使用可能であるため、保守点検用は考慮せずに、故障時のバックアップ

用として 1個の合計 2個を保管する設計とする。 
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設置変更許可申請書 添付八 

可搬式使用済燃料ピット区域周辺エリアモニタは、重大事故等時により

変動する可能性のある範囲にわたり測定できる設計とし、複数の設置場所

での線量率の相関（減衰率）関係の評価及び各設置場所間での関係性を把

握し、測定結果の傾向を確認することで、使用済燃料ピット区域の空間線

量率を推定できる設計とする。可搬式使用済燃料ピット区域周辺エリアモ

ニタは 1セット 2個使用する。保有数は 1セット 2個、保守点検内容は目

視点検等であり、保守点検中でも使用可能であるため、保守点検用は考慮

せずに、故障時のバックアップ用として 1 個の合計 3 個を保管する設計と

する。 

使用済燃料ピットエリア監視カメラは、重大事故等時において赤外線の

機能により使用済燃料ピットの状態及び使用済燃料ピットの水温の傾向を

監視できる設計とする。 

 

  

補(2)-440



表 85－12 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

第 4.3.1表 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備（常設）の設備仕様 

 

(1) 使用済燃料ピット水位（広域） 

個 数 1 

計 測 範 囲 E.L.＋24.76m～E.L.＋31.94m 

検 出 器 電波式水位検出器 

 

(2) 使用済燃料ピット温度（ＡＭ用） 

個 数 1 

計 測 範 囲 0～100℃ 

検 出 器 測温抵抗体 

 

(3) 使用済燃料ピットエリア監視カメラ 

個 数 1 

種 類 赤外線カメラ 
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設置変更許可申請書 添付八 

第 4.3.2表 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備（可搬型）の設備仕様 

 

(1) 送水車 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

・発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 高圧 2段バランスタービンポンプ 

台 数 2（予備 1） 

容 量 約   m3/h（1台当たり） 

吐 出 圧 力 約   MPa［gage］ 

 

(2) スプレイヘッダ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

・発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

個 数 1（予備 1） 

 

  

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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設置変更許可申請書 添付八 

(3) 大容量ポンプ（放水砲用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

・発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 うず巻式 

台 数 1（予備 1※1） 

容 量 約     m3/h 

吐 出 圧 力 約   MPa［gage］ 

※1 原子炉冷却系統施設の大容量ポンプを予備として兼用 

 

(4) 放水砲 

兼用する設備は以下のとおり。 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

・発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 移動式ノズル 

台 数 1（予備 1） 

 

  

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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設置変更許可申請書 添付八 

(5) 可搬型使用済燃料ピット水位 

個 数 1（予備 1） 

計 測 範 囲 E.L.約＋21ｍ～E.L.約＋32ｍ 

検 出 器 フロート式水位検出器 

 

(6) 可搬式使用済燃料ピット区域周辺エリアモニタ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

・放射線管理設備 

個 数 2（予備 1） 

計 測 範 囲 0.01～100mSv/h 

検 出 器 半導体式検出器 

 

(7) 使用済燃料ピットエリア監視カメラ空冷装置 

型 式 冷却用空気圧縮機 

台 数 1（予備 1） 

 

 

補(2)-444



表 85－12 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付十（有効性評価） 

7.3 使用済燃料ピットにおける重大事故に至るおそれがある事故 

7.3.1 想定事故１ 

7.3.1.2 燃料損傷防止対策の有効性評価 

(2) 有効性評価の条件 

c. 重大事故等対策に関連する機器条件 

(a) 送水車による使用済燃料ピットへの注水流量 

崩壊熱による蒸発水量に対して燃料損傷防止が可能な流量とし

て 15m3/hを設定する。 

 

7.3.2 想定事故２ 

7.3.2.2 燃料損傷防止対策の有効性評価 

(2) 有効性評価の条件 

c. 重大事故等対策に関連する機器条件 

(a) 送水車による使用済燃料ピットへの注水流量 

崩壊熱による蒸発水量に対して燃料損傷防止が可能な流量とし

て 15m3/hを設定する。 
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設置変更許可申請書 添付十（有効性評価） 

7.5 必要な要員及び資源の評価 

7.5.3 重大事故等対策時に必要な水源、燃料及び電源の評価結果 

(2) 燃料の評価結果 

燃料の評価においては、重要事故シーケンス等による評価に加え、事象

発生直後から補機類が起動することを想定して、燃料の消費量を算定し、

発電所構内の備蓄量にて 7 日間の対応が可能であることを以下のとおり確

認した。 

（中略） 

軽油に関しては、最も消費量が厳しくなる事故シーケンスグループ等は

「7.2.1.1 格納容器過圧破損」、「7.2.1.2 格納容器過温破損」、「7.2.2

高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」、「7.2.3 原子炉圧力容器外

の溶融燃料－冷却材相互作用」及び「7.2.5 溶融炉心・コンクリート相互

作用」である。 

復水タンク及び使用済燃料ピットへ海水を補給するための送水車につい

ては、事象発生の 3.6 時間後からの運転を想定して、7 日間の運転継続に

約 5,891ℓ の軽油が必要となるが、「7.5.1(2) 資源の評価条件」に示すと

おり、発電所構内に備蓄している軽油 6,200ℓ にて供給可能である。 

さらに、各事故シーケンスを包絡するように、事象発生直後から補機類

が起動することを想定し、保守的に評価した。 

（中略） 

軽油に関して最も消費量が厳しくなる事故シーケンスグループ等は

「7.2.1.1 格納容器過圧破損」、「7.2.1.2 格納容器過温破損」、「7.2.2

高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」、「7.2.3 原子炉圧力容器外

の溶融燃料－冷却材相互作用」及び「7.2.5 溶融炉心・コンクリート相互

作用」であり、燃料消費量は約 6,180ℓとなるが、発電所構内に備蓄してい
る軽油 6,200ℓにて供給可能である。 
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工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書 

2.4 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備 

2.4.1 ポンプ 

名    称 送水車 

容 量 m３/h/個     以上、   以上、    以上(   )  
吐 出 圧 力 MPa      以上、     以上(   ) 

最高使用圧力 MPa 1.6 

最高使用温度 ℃ 40 

原 動 機 出 力 kW/個 294 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設

備として使用する送水車は、以下の機能を有する。 

 
送水車は、使用済燃料ピットの冷却機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料ピッ

トからの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料ピットの水位が低下した場合

において使用済燃料ピット内の燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止

するために設置する。 

 

系統構成は、使用済燃料ピットポンプ及び使用済燃料ピットクーラの故障等による

使用済燃料ピットの冷却機能の喪失又は燃料取替用水ポンプ及び燃料取替用水タン

クの故障等による使用済燃料ピットの注水機能の喪失、又は使用済燃料ピットに接

続する配管の破損等による使用済燃料ピット水の小規模な漏えいその他の要因によ

り当該使用済燃料ピットの水位が低下した場合において、送水車により、注水ライ

ンを介して使用済燃料ピットへ海水を注水し、使用済燃料ピット内の燃料体等を冷

却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止できるよう、可搬型代替注水設備（使用済

燃料ピットへの注水）を設置する。 

 

送水車は、使用済燃料ピットからの大量の水の漏えいその他の要因により当該使用済

燃料ピットの水位が異常に低下した場合において使用済燃料ピット内の燃料体等の著

しい損傷の進行緩和、臨界防止及び放射性物質の放出低減を行うために設置する。 

 

系統構成は、使用済燃料ピットからの大量の水の漏えいが発生し、可搬型代替注水

設備を用いても使用済燃料ピット出口配管下端未満かつ水位低下が継続する場合に

おいて、送水車により、可搬型ホース及びスプレイヘッダを介して海水を使用済燃

料ピット全面にスプレイすることにより使用済燃料ピット内燃料体等の著しい損傷

の進行緩和、臨界防止及び放射性物質の放出低減を行うよう、可搬型スプレイ設備

（使用済燃料ピットへのスプレイ）を設置する。 
 

送水車は、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷に至った場合において発電所外への放射性

物質の拡散を抑制するために設置する。 

 

（中略） 

 

送水車の保有数量は、1セット1個を2セット、保守点検内容は目視点検等であり、保守点

検中でも使用可能であるため、保守点検用は考慮せずに、故障時のバックアップ用として1

個の合計3個を分散して保管する。 
 
想定する重大事故等時における a～eの機能について、送水車によって使用することが想

定される組み合わせは以下の①～④に区分される。 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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a.使用済燃料ピットへの注水 

b.使用済燃料ピットへのスプレイ※１ 

c.格納容器スプレイ時又は燃料取替用水タンク水移送時の復水タンクへの補給 

d.炉心注水時の復水タンクへの補給又は可搬式代替低圧注水ポンプへの供給 

e.蒸気発生器への注水時の復水タンクへの補給又はタービン動補助給水ポンプへの供給 

※1 屋外からの原子炉補助建屋（貯蔵槽内燃料体等）への放水についても同じ設計と

する。 

 

① c.格納容器スプレイ時又は燃料取替用水タンク水移送時の復水タンクへの補給 

＋a.使用済燃料ピットへの注水 

恒設代替低圧注水ポンプにより代替格納容器スプレイするために海水を復水タンクへ

補給するとともに、使用済燃料ピットへの注水を実施する。又は復水タンクから燃料

取替用水タンクへ水移送するために必要な海水を復水タンクへ補給するとともに、使

用済燃料ピットへの注水を実施する。 

 

② d.炉心注水時の復水タンクへの補給又は可搬式代替低圧注水ポンプへの供給 

＋a.使用済燃料ピットへの注水 
恒設代替低圧注水ポンプにより代替炉心注水するために必要な海水を復水タンクへ補

給するとともに、使用済燃料ピットへの注水を実施する。又は可搬式代替低圧注水ポ

ンプにより代替炉心注水するために必要な海水を給水するとともに、使用済燃料ピッ

トへの注水を実施する。 

 

③ e.蒸気発生器への注水時の復水タンクへの補給又はタービン動補助給水ポンプへの供 

給＋a.使用済燃料ピットへの注水 

2次冷却系からの炉心冷却として蒸気発生器への注水に必要な海水を復水タンクへ補

給又はタービン動補助給水ポンプへ供給するとともに、使用済燃料ピットへの注水を

実施する。 
 

④ b.使用済燃料ピットへのスプレイ 

使用済燃料ピットへのスプレイに同時使用の組み合わせは無く、単体で実施する。 

 
1. 容量 

送水車の容量は、以下の重大事故等時における a～eの機能を果たすことができる容量

を基に前述の①～④の使用組み合わせを考慮して設定している。 

a．使用済燃料ピットへの注水 15m３/h以上 

使用済燃料ピットへの注水容量の最大値については、重大事故等対策有効性評価の中

で、使用済燃料ピット冷却系及び注水系の故障時の最大必要容量で12.72m３/hを設定し

ており、解析の結果、使用済燃料ピット内の燃料集合体の崩壊熱を除去できることが確

認できていることから、これを上回る容量として15m３/h以上とする。 

 

b．使用済燃料ピットへのスプレイ 60m３/h以上 

使用済燃料ピットへのスプレイ容量については、使用済燃料ピットからの大量の水の

漏えいその他の要因により当該使用済燃料ピットの水位が異常に低下した場合におい

て、スプレイヘッダにて、使用済燃料ピット全体にスプレイすることにより使用済燃料

ピット内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し及び臨界を防止できることを資料21

「使用済燃料貯蔵槽の冷却能力に関する説明書」にて確認しており、そのときの容量で

ある60m３/h以上とする。 

 

c．格納容器スプレイ時又は燃料取替用水タンク水移送時の復水タンクへの補給  
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120m３/h以上 

原子炉格納容器内のスプレイ容量については、重大事故対策有効性評価において、代

替最終ヒートシンクによる格納容器の除熱手段確立までの間、原子炉格納容器内の圧力

を原子炉格納容器の最高使用圧力近傍で維持することが可能である流量120m３/h以上と

する。 

 

d．炉心注水時の復水タンクへの補給又は可搬式代替低圧注水ポンプへの供給 80m３/h以上 

原子炉への注水容量については、重大事故等対策有効性評価の中で、ＬＯＣＡ（2イン

チ破断）＋ＥＣＣＳ注入失敗時の最大必要容量で70m３/hを上回る80m３/h以上とする。 

 

e．蒸気発生器への注水時の復水タンクへの補給又はタービン動補助給水ポンプへの供給  

180m３/h以上 

蒸気発生器への注水容量については、タービン動補助給水ポンプの必要容量の171m３

/hを上回る180m３/h以上とする。 

 

送水車は以上の a.～e.の機能を同時に実施することが想定される①～④のすべての組み

合わせに対して、必要な性能を有するものとして、以下のとおりとする。 

 

 

第1表 送水車の必要容量 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（使用済燃

料ピットへの注水）として使用する送水車にはａ.の機能が要求されており、同時に使用

することを想定した場合に最大の容量となる組合せである③e.＋ａ.を上回る容量とし

て、195m３/h/個とする。 

 

原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として使用する

送水車にはc.及びd.の機能が要求されており、同時に使用することを想定した場合に最

大の容量となる組合せである①のc.＋a.を上回る容量として、135m３/h/個とする。 

 

原子炉冷却系統施設のうち蒸気タービンの附属設備として使用する送水車には、e.の

項 

目 

機能 
必要な容量 

（m３/h） 

送水車に必要な 

容量（m３/h） 

① 

c．格納容器スプレイ時又は 

  燃料取替用水タンク水移送時の 

復水タンクへの補給 

120 
135 

a．使用済燃料ピットへの注水 15 

② 

d．炉心注水時の復水タンクへの補給 

又は可搬式代替低圧注水ポンプへの供給 
80 

95 

a．使用済燃料ピットへの注水 15 

③ 

e. 蒸気発生器への注水時の復水タンク 

への補給又はタービン動補助給水ポンプ

への供給 

180 
195 

a．使用済燃料ピットへの注水 15 

④ b．使用済燃料ピットへのスプレイ 60 60 
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機能が要求されており、同時に使用することを想定した場合に最大の容量となる組合せ

である③のe.＋a.を上回る容量として、195m３/h/個とする。 

 

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（格納容器安全設備）として使

用する送水車には、c.の機能が要求されており、同時に使用することを想定した場合に

最大の容量となる組合せである①のc.＋a.を上回る容量として、135m３/h/個とする。 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（使用済燃

料ピットへスプレイ）として使用する送水車にはb.の機能が要求されており、④のb.を

上回る容量として、60m３/h/個とする。 

 

なお、公称値については、送水車に要求される最大容量195m３/h/個を上回る   m３/h/個

とする。 
 

2．吐出圧力 

送水車の吐出圧力は、下記のa.～e.の機能を果たすことができる吐出圧力を基に、同時

に実施することが想定される組合せを考慮して設定している。 

 

a．使用済燃料ピットへの注水 約0.98MPa以上 

送水車の吐出圧力は使用済燃料ピットへ注水する流量15m３/hを確保する場合の水源

と移送先の圧力差、静水頭、ホース圧力損失を基に設定する。 

 

水源と移送先の圧力差 約0.30MPa 

静水頭 

ホース圧力損失 

約0.26MPa 

約0.42MPa 

合 計 約0.98MPa 

 

b．使用済燃料ピットへのスプレイ 約1.26MPa以上 

送水車の吐出圧力は、海水を使用済燃料ピットへスプレイする流量60m３/hを確保す

る場合の水源と移送先の圧力差、静水頭、ホース圧力損失を基に設定する。 

 

水源と移送先の圧力差  約0.70MPa 

静水頭 

ホース圧力損失 

約0.26MPa 

約0.30MPa 

合 計 約1.26MPa 

 

c．格納容器スプレイ時又は燃料取替用水タンク水移送時の復水タンクへの補給 

  約0.53MPa以上 

送水車の吐出圧力は、格納容器スプレイ時に復水タンクへ120m３/hの海水を供給す

る場合の水源と移送先の圧力差、静水頭、ホース圧力損失を基に設定する。 

 

水源と移送先の圧力差 約0.30MPa 

静水頭 

ホース圧力損失    

約0.19MPa 

約0.04MPa 

合 計 約0.53MPa 

 

d．炉心注水時の復水タンクへの補給又は可搬式代替低圧注水ポンプへの供給 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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0.50MPa以上 

送水車の吐出圧力は、代替炉心注水時に復水タンクへ80m３/hの海水を供給する場合

の水源と移送先の圧力差、静水頭、ホース圧力損失を基に設定する。 

 

水源と移送先の圧力差 約0.30MPa 

静水頭 

ホース圧力損失 

約0.19MPa 

約0.01MPa 

合 計 約0.50MPa 

 

e．蒸気発生器への注水時の復水タンクへの補給又はタービン動補助給水ポンプへの供給 

 約0.50MPa以上 

送水車の吐出圧力は、蒸気発生器への注水時に復水タンクへ30m３/hの海水を補給す

る場合の水源と移送先の圧力差、静水頭、ホース圧力損失を基に設定する。 

 

水源と移送先の圧力差 約0.30MPa 

静水頭 

ホース圧力損失 

約0.19MPa 

約0.01MPa 

合 計 約0.50MPa 

 

送水車は、以上のa.～e.の機能を同時に実施することが想定される①～④のすべてに対

して、必要な性能を有するものとして、以下のとおりとする。 

 

第2表 送水車の吐出圧力 

項 

目 

機能 
必要な吐出圧力 

（MPa） 

送水車に必要な 

吐出圧力（MPa） 

① 

c．格納容器スプレイ時又は 

燃料取替用水タンク水移送時の復水タ

ンクへの補給 

0.53 
0.98 

a．使用済燃料ピットへの注水 0.98 

② 

d．炉心注水時の復水タンクへの補給又は 

可搬式代替低圧注水ポンプへの供給 
0.50 

0.98 

a．使用済燃料ピットへの注水 0.98 

③ 

e. 蒸気発生器への注水時の復水タンクへ 

の補給又は 

タービン動補助給水ポンプへの供給 

0.50 
0.98 

a．使用済燃料ピットへの注水 0.98 

④ b．使用済燃料ピットへのスプレイ 1.26 1.26 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（使用済燃

料ピットへの注水）として使用する送水車にはａ.の機能が要求されており、同時に使用

することを想定した場合に最大の圧力となる組合せである①のc.＋a.を上回る圧力とし

て、0.98MPaとする。 

 

原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として使用する

送水車にはｃ.及びｄ.の機能が要求されており、同時に使用することを想定した場合に
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最大の圧力となる組合せである①のc.＋a.を上回る圧力として、0.98MPaとする。 

 

原子炉冷却系統施設のうち蒸気タービンの附属設備として使用する送水車には、e.の

機能が要求されており、同時に使用することを想定した場合に最大の圧力となる組合せ

である③のe.＋a.を上回る圧力として、0.98MPaとする。 

 

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（格納容器安全設備）として使

用する送水車には、c.の機能が要求されており、同時に使用することを想定した場合に

最大の圧力となる組合せである①のc.＋a.を上回る圧力として、0.98MPaとする。 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（使用済燃

料ピットへのスプレイ）として使用する送水車にはｂ.の機能が要求されており、④の

ｂ.を上回る圧力として、1.26MPaとする。 

 

公称値については、送水車に要求される最大圧力1.26MPa以上を上回る   MPaとする。 

 

3．最高使用圧力 

送水車の最大必要吐出圧は1.26MPaであり、消防法に適合した使用圧力2.6MPa以下の

1.6MPaを最高使用圧力とする。 

 

4．最高使用温度 

送水車を重大事故等時において使用する場合の温度は、水源である海水の温度（注１）が

40℃を下回るため 40℃とする。 

 

5．原動機の出力 

送水車の原動機出力は、消防法に適合したポンプを配備することから、そのポンプの原

動機出力が294kWであり、原動機出力を294kWとする。 

 
（注1）海水の温度は、外気の温度である原子炉設置変更許可申請書添付書類六に示す美浜

発電所における最高の月平均気温である8月の約30.9℃（敦賀特別地域気象観測所）

を下回る。 

 

 
 

 

 

- 添4-1-2-6 - ～ - 添4-1-2-7 - 、 - 添4-1-2-11 - ～ - 添4-1-2-18 - 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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（２）－２－12 保安規定第 85条 表 85-13「発電所外への放射性物質の拡散を抑

制するための設備」運転上の制限等について 

 

a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 

b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

(2) 工事計画変更認可申請書 設定根拠に関する説明書 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備

分類等」参照 
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a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 
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と
。
[本
項
は
放
水
設
備
が
対
象
] 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条
（
１
．
１
３
）

 

「
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
の
設
備

(手
順
等

)」
と
し
て
、
設
計
基
準
事
故
の
収
束
に

必
要
な
水
源
と
は
別
に
、
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
有
す
る
水
源
を
確
保
す
る

こ
と
に
加
え
て
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
及
び
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
対
し
て
重
大
事
故
等
の
収
束
に

必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
供
給
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
(手
順
等
を
定
め
る
)こ
と
。
 

 

④
 大
容
量
ポ
ン
プ
（
放
水
砲
用
）
及
び
放
水
砲
に
よ
る
放
水
系
は
、
炉
心
の
著
し
い
損
傷
及
び
原
子
炉
格
納
容
器

の
破
損
又
は
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
内
の
燃
料
集
合
体
等
の
著
し
い
損
傷
に
よ
り
発
電
所
外
へ
放
射
性
物
質
が
拡
散

す
る
こ
と
の
抑
制
及
び
航
空
機
衝
突
に
よ
る
航
空
機
燃
料
火
災
の
泡
消
火
の
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
、
原
子

炉
格
納
容
器
内
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
る
期
間
及
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
が
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
期
間

を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
適
用
モ
ー
ド
は
「
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、

５
、
６
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
」
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基

本
方
針
４
．
３
．
（
１
）
）
 

 ⑤
 ②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備
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                 (
2)
 確
認
事
項

 
⑦
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

大
容
量
ポ
ン
プ
 

（
放
水
砲
用
）
 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
運
転
状
態
に
異
常
が
な
い

こ
と
、
お
よ
び
吐
出
圧
力
が

 
 
 
 
MP

a以
上
、
容

量
が

  
  
 m

3 /
h以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

タ
ー
ビ
ン
 

保
修
課
長
 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

タ
ー
ビ
ン
 

保
修
課
長
 

放
水
砲
 

所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

タ
ー
ビ
ン
 

保
修
課
長
 

泡
混
合
器
 

所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

タ
－
ビ
ン
 

保
修
課
長
 

  

⑥
 大
容
量
ポ
ン
プ
（
放
水
砲
用
）
は
、
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
が
可
搬
型
注
水
設
備
で
は
な
い
こ

と
か
ら
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
り
、

1
台
が
必
要
と
な
る
。
た
だ
し
、
大
容
量
ポ
ン
プ
（
放
水
砲
用
）
は
屋
外
に
保

管
し
て
い
る
１
Ｎ
要
求
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
竜
巻
に
対
し
て
機
能
を
損
な
う
こ

と
の
な
い
よ
う
、
上
記
に
加
え
て
予
備

1
台
を
確
保
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
た
め
、
運
転
上
の
制
限
の
所

要
数
を

2
台
と
す
る
。（
添
付
－
２
）
 

放
水
砲
は
、
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
が
可
搬
型
注
水
設
備
で
は
な
い
こ
と
か
ら
１
Ｎ
要
求
設
備

で
あ
り
、

1
セ
ッ
ト

1
台
が
必
要
と
な
る
。
た
だ
し
、
放
水
砲
は
屋
外
に
保
管
し
て
い
る
１
Ｎ
要
求
の
可
搬
型
重

大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
竜
巻
に
対
し
て
機
能
を
損
な
う
こ
と
の
な
い
よ
う
、
上
記
に
加
え
て
予

備
1
台
を
確
保
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
た
め
、
運
転
上
の
制
限
の
所
要
数
を

2
台
と
す
る
。
（
添
付
－

２
）
 
泡
混
合
器
は
、
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
が
可
搬
型
注
水
設
備
で
は
な
い
こ
と
か
ら
１
Ｎ
要
求
設

備
で
あ
り
、

1
台
が
必
要
と
な
る
た
め
運
転
上
の
制
限
の
所
要
数
を

1
台
と
す
る
。
 

な
お
、
泡
混
合
器
は
、
故
意
の
航
空
機
衝
突
に
よ
る
燃
料
火
災
に
対
応
す
る
た
め
の
設
備
で
あ
り
竜
巻
襲
来
時

の
機
能
確
保
は
不
要
で
あ
る
。（
添
付
－
２
）
 

  ⑦
 適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２
）
 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
）
 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に

基
づ
き

1
年
に

1
回
、
大
容
量
ポ
ン
プ
（
放
水
砲
）
の
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。
 

確
認
す
る
吐
出
圧
力
及
び
容
量
は
、
工
事
認
可
申
請
書
の
記
載
に
基
づ
き
以
下
の
値
を
使
用
す
る
。
（
添
付
―

２
）
 

[吐
出
圧
力

]
  
 
 
 M
Pa
以
上
 

[容
量
]
 
  
 
 
 m

3
/h
以
上
 

 

ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
）
 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に

基
づ
き

3
ヶ
月
に

1
回
、
大
容
量
ポ
ン
プ
（
放
水
砲
用
）
を
起
動
す
る
こ
と
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
放
水
砲
及
び
泡
混
合
器
に
つ
い
て
は
外
観
点
検
等
に
よ
り
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

  

枠
組
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の
で
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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(
3)
 要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド
１
、

２
、
３
お
よ

び
４
 

A
. 
放
水
系
が

動
作
不

能
で
あ

る
場
合
 

A
.1
 当
直
課
長
は
、
Ａ
お
よ
び
Ｂ
ま
た
は
Ｃ
お
よ
び
Ｄ
の
い

ず
れ
か
２
台
の
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
他
の
設
備
※
３
が
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
、
な
ら
び
に
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
水

位
が

EL
31

.0
m
以
上
お
よ
び
水
温
が

65
℃
以
下
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 
タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
代
替
措
置
※
４
を
検
討
し
、

原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.3
 タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

      ７
２
時
間
 

  １
０
日
 

B
. 
条
件
Ａ
の

措
置
を

完
了
時

間
内
に

達
成
で

き
な
い

場
合
 

B
.1
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。

 

お
よ
び
 

B
.2
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。

 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

モ
ー
ド
５
、

６
お
よ
び
使

用
済
燃
料
ピ

ッ
ト
に
燃
料

体
を
貯
蔵
し

て
い
る
期
間
 

A
. 
放
水
系
が

動
作
不

能
で
あ

る
場
合
 

A
.1
 タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
っ
て
い
る

場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.3
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非
満
水
）
ま

た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）
の
場
合
１

次
系
保
有
水
を
回
復
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.4
 
タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
代
替
措
置
※
４
を
検
討
し
、

原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置

を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.5
 
当
直
課
長
は
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
水
位
が

EL
31
.
0m

以
上
お
よ
び
水
温
が

65
℃
以
下
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

※
３
：
残
り
の
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
２
台
に
つ
い
て
は
、
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

※
４
：
代
替
品
の
補
充
等
。
 

⑧
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
条
件
を
記
載
す
る
。
 

大
容
量
ポ
ン
プ
（
放
水
砲
用
）
及
び
放
水
砲
に
よ
る
放
水
系
は
、
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
、
動
作
可
能
な

系
統
が
１
Ｎ
未
満
（
予
備
を
含
め
た
所
要
数
未
満
）
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。
 

 

⑨
 要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３

.（
２
）
、（
３
）
）
 

【
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
】
 

A
.1
 重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
、
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
が
、
大
容
量
ポ
ン
プ
（
放
水
砲
用
）
及
び
放
水
砲
に

よ
る
放
水
系
は
緩
和
設
備
の
た
め
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
に
該
当
す
る
も
の
が
な
い
。
こ
の
た
め
、
大
容

量
ポ
ン
プ
（
放
水
砲
用
）
及
び
放
水
砲
に
よ
る
放
水
系
に
期
待
す
る
機
能
で
あ
る
「
炉
心
の
著
し
い
損
傷
及
び

原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
又
は
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
内
の
燃
料
集
合
体
等
の
著
し
い
損
傷
に
至
っ
た
場
合
に
お

い
て
工
場
等
外
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
を
抑
制
す
る
」
こ
と
の
前
段
階
で
あ
る
原
子
炉
格
納
容
器
破
損
防
止

及
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
健
全
性
確
保
の
観
点
で
最
も
実
効
的
な
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
を
確
認
対
象
と

し
て
選
定
す
る
こ
と
と
し
、
具
体
的
に
は
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ

ト
の
水
位
及
び
水
温
が
保
安
規
定
第

84
条
（
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
水
位
及
び
水
温
）
に
定
め
ら
れ
て
い
る
制

限
値
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
完
了
時
間
は
「

4
時
間
」
と
す
る
。
  

A
.2
 大
容
量
ポ
ン
プ
（
放
水
砲
用
）
及
び
放
水
砲
に
よ
る
放
水
系
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
、
原
子

炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合

の
AO
T
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
の
「

72
時
間
」
と
す
る
。
 

A
.3
 当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
代
替
措
置
を
実
施
し
た
場
合
の

AO
T
上
限
で
あ
る

「
10
日
」
と
す
る
。
 

B
.1
,
B.
2
 既
保
安
規
定
と
同
様
な
設
定
と
し
て
い
る
。
 

 【
モ
ー
ド
５
、
６
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
】
 

A
.1
 当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.2
 当
該
系
統
が
動
作
不
能
で
あ
る
状
態
で
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
行
う
こ
と
は
安
全
側
の
措
置
と
は
い
え
な
い

こ
と
か
ら
、
水
抜
き
中
の
場
合
は
“
速
や
か
に
”
水
抜
き
を
中
止
し
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
措
置
を

行
う
。
 

A
.3
 既
に
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
中
の
場
合
は
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
た
め
１
次
系
の
保
有
水
を
回
復
す
る

措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.4
 動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者

の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.5
 使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
異
常
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
水
位
が

EL
31

.0
m
以
上

及
び
水
温
が

65
℃
以
下
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
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内
容
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明
 

８
５
－
１
３
－
２
 
海
洋
へ
の
拡
散
抑
制

 
①
 

 (
1)
 運
転
上
の
制
限

  

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限

 
③
 

海
洋
へ
の
拡
散
抑
制
 

所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
 

適
用
モ
ー
ド

 
④
 

設
 
備

 
⑤
 

所
要
数
 
⑥
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
 

お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料

体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
 

シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス

  
２
組
※
１
 

※
１
：
取
水
口
側
 
高
さ
約

10
m／
幅
約

80
m（
幅
約
20
m／
本
を
４
本
で
１
組
と
し
て
２
組
）
 

放
水
口
側
 
高
さ
約

6m
／
幅
約
20
m（
幅
約
10
m／
本
を
２
本
で
１
組
と
し
て
２
組
）
 

  (
2)
 確
認
事
項

 
⑦
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
 

所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

タ
ー
ビ
ン
保

修
課
長
 

   

①
 設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
五
条
（
１
．
１
２
）
が
該
当
す
る
。
（
添
付
－
１
）
 

 ②
 運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
。
（
添
付
－
１
）
 

 ③
 以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
、
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
シ
ル

ト
フ
ェ
ン
ス
の
所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（
添
付
－
２
）
 

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
五
条

 （
１
．
１
２
）
 

「
工
場
等
外
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
を
抑
制
す
る
た
め
の
設
備

(手
順
等

)」
と
し
て
、
炉
心
の
著
し
い
損

傷
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
又
は
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
内
の
燃
料
集
合
体
等
の
著
し
い
損
傷
に
至
っ
た

場
合
に
お
い
て
工
場
等
外
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
を
抑
制
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
(手
順
等
を

定
め
る

)こ
と
。

[本
項
は
海
洋
へ
の
放
出
抑
制
設
備
が
対
象
] 

 ④
 
シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
は
、
炉
心
の
著
し
い
損
傷
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
又
は
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
内
の
燃

料
集
合
体
等
の
著
し
い
損
傷
に
よ
り
発
電
所
外
へ
放
射
性
物
質
が
拡
散
す
る
こ
と
の
抑
制
及
び
航
空
機
衝
突
に

よ
る
航
空
機
燃
料
火
災
の
泡
消
火
の
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ

て
い
る
期
間
及
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
が
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す

る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
適
用
モ
ー
ド
は
「
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ

ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
」
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
１
）
）
 

 ⑤
 ②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備
 

 ⑥
 シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
は
、
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
が
可
搬
型
注
水
設
備
で
は
な
い
た
め
１
Ｎ
要
求

設
備
で
あ
り
、
取
水
口
側
及
び
放
水
口
側
で
各

2
組
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
運
転
上
の
制
限
の
所
要
数
を

2

組
と
す
る
。
 

 
な
お
、
シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
は
屋
外
に
配
備
さ
れ
た
可
搬
式
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る

が
、
竜
巻
防
護
に
対
し
て
飛
散
防
止
の
た
め
の
固
縛
を
し
て
お
り
、
竜
巻
に
よ
る
浮
き
上
が
り
を
想
定
し
て
も
、

損
傷
の
可
能
性
は
低
い
た
め
、
予
備
に
つ
い
て
は
運
転
上
の
制
限
の
所
要
数
と
し
て
含
め
な
い
。
 

 ⑦
 適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２
）
 

ａ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
）
 

 保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に
基
づ

き
3
ヶ
月
に

1
回
、
外
観
点
検
等
に
よ
り
所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
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(
3)
 要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件

 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド
１
、

２
、
３
お
よ

び
４
 

A
. 
所
要
数
を
満

足
し
て
い
な

い
場
合
 

A
.1
 
当
直
課
長
は
、
Ａ
お
よ
び
Ｂ
ま
た
は
Ｃ
お
よ

び
Ｄ
の
い
ず
れ
か
２
台
の
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン

プ
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
、
そ

の
他
の
設
備
※
２
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
、

な
ら
び
に
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
水
位
が

E
L3
1
.0
m
以
上
お
よ
び
水
温
が

65
℃
以
下
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 
タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
代
替
措
置
※
３
を
検

討
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て

実
施
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.3
 
タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
当
該
設
備
を
使
用

可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
 

４
時
間
 

       ７
２
時
間
 

   １
０
日
 

B
. 
条
件
Ａ
の
措

置
を
完
了
時

間
内
に
達
成

で
き
な
い
場

合
 

B
.1
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。

 

お
よ
び
 

B
.2
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。

 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

モ
ー
ド
５
、

６
お
よ
び
使

用
済
燃
料
ピ

ッ
ト
に
燃
料

体
を
貯
蔵
し

て
い
る
期
間
 

A
. 
所
要
数
を
満

足
し
て
い
な

い
場
合
 

A
.1
 
タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
当
該
設
備
を
使
用

可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す

る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行

っ
て
い
る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.3
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非

満
水
）
お
よ
び
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低

水
位
）
の
場
合
、
１
次
系
保
有
水
を
回
復
す

る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.4
 
タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
代
替
措
置
※
３
を
検

討
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て

実
施
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

※
２
：
残
り
の
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
２
台
を
い
い
、
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

※
３
：
代
替
品
の
補
充
等
。
 

  

⑧
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。
 

シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
は
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
、
所
要
数
が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
記
載

す
る
。
 

 

⑨
 要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．

(２
)、
（
３
）
）
 

【
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
】
 

A
.1
 
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
、
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
が
、
シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
は
緩
和
設
備
の
た
め
、
設
計

基
準
事
故
対
処
設
備
に
該
当
す
る
も
の
が
な
い
。
こ
の
た
め
、
シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
に
期
待
す
る
機
能
で
あ
る

「
炉
心
の
著
し
い
損
傷
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
又
は
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
内
の
燃
料
集
合
体
等
の
著
し

い
損
傷
に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
工
場
等
外
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
を
抑
制
す
る
」
こ
と
の
前
段
階
で
あ
る

原
子
炉
格
納
容
器
破
損
防
止
及
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
健
全
性
確
保
の
観
点
で
最
も
実
効
的
な
設
計
基
準
事

故
対
処
設
備
を
確
認
対
象
と
し
て
選
定
す
る
こ
と
と
し
、
具
体
的
に
は
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
が
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
水
位
及
び
水
温
が
保
安
規
定
第

84
条
（
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
水
位
お
よ
び

水
温
）
に
定
め
ら
れ
て
い
る
制
限
値
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
完
了
時
間
は
「

4
時
間
」
と
す

る
。

  

A
.2
 
シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す

る
。
完
了
時
間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の

AO
T
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
の
「
72
時

間
」
と
す
る
。
 

A
.3
 
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
代
替
措
置
を
実
施
し
た
場
合
の

AO
T
上
限
で
あ
る

「
10
日
」
と
す
る
。
 

B
.1
,
B.
2
 既
保
安
規
定
と
同
様
な
設
定
と
し
て
い
る
。
 

 【
モ
ー
ド
５
、
６
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
】
 

A
.1
 当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.2
 
当
該
系
統
が
動
作
不
能
で
あ
る
状
態
で
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
行
う
こ
と
は
安
全
側
の
措
置
と
は
い
え
な
い

こ
と
か
ら
、
水
抜
き
中
の
場
合
は
“
速
や
か
に
”
水
抜
き
を
中
止
し
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
措
置
を

行
う
。
 

A
.3
 
既
に
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
中
の
場
合
は
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
た
め
１
次
系
の
保
有
水
を
回
復
す
る

措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.4
 
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者

の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
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b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

(2) 工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備分類

等」参照 
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表 85－13 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

 

 

 
 

第 1.12.1図 大気への拡散抑制 概略系統 

 

  

 

放水砲 

原
子
炉
容
器 

加
圧
器 

蒸
気
発
生
器 

燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク 

充てん／高圧

注入ポンプ 

原子炉格納容器 

大容量ポンプ（放水砲用）

内
部
ス
プ
レ 

ポ
ン
プ 

内
部
ス
プ
レ 

ク
ー
ラ

余
熱
除
去 ポンプ

余
熱
除
去

ク
ー
ラ
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表 85－13 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

 
 

第 1.12.6図 泡消火による消火活動 概略系統  
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表 85－13 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

 
 

 
 

第 1.12.2図 シルトフェンスの設置概略図 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－13 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

 

4.4 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

4.4.2 設計方針 

4.4.2.2 容量等 

基本方針については、「1.1.8.2 容量等」に示す。 

大容量ポンプ（放水砲用）は、放射性物質の拡散を抑制するため又は航

空機燃料火災に対応するため、放水砲による直線状の放水により原子炉格

納容器の最高点である頂部に又は噴霧状の放水により広範囲において原子

炉補助建屋等に放水できる容量を有するものを 1 セット 1 台使用する。保

有数は、1 セット 1 台、保守点検内容は目視点検等であり、保守点検中で

も使用可能であるため、保守点検用は考慮せずに、故障時のバックアップ

用として 1 台（原子炉冷却系統施設の大容量ポンプを予備として兼用）の

合計 2台を保管する設計とする。 

放水砲は、放射性物質の拡散を抑制するため又は航空機燃料火災に対応

するため、放水砲による直線状の放水により原子炉格納容器の最高点であ

る頂部に又は噴霧状の放水により広範囲において原子炉補助建屋等に放水

できる容量を有するものを 1 セット 1 台使用する。保有数は、1 セット 1

台、保守点検内容は目視点検等であり、保守点検中でも使用可能であるた

め、保守点検用は考慮せずに、故障時のバックアップ用として 1 台の合計

2台を保管する設計とする。 

送水車は、使用済燃料ピット内の燃料体等が著しい損傷に至った場合に

おいて、原子炉補助建屋（貯蔵槽内燃料体等）に放水することにより、で

きる限り環境への放射性物質の放出を低減するために必要な容量を有する

ものを 1セット 1台使用する。保有数は、2セット 2台、保守点検内容は目

視点検等であり、保守点検中でも使用可能であるため、保守点検用は考慮

せずに、故障時のバックアップ用として 1 台の合計 3 台を分散して保管す

る設計とする。 

スプレイヘッダは、使用済燃料ピット内の燃料体等が著しい損傷に至っ

た場合において、原子炉補助建屋（貯蔵槽内燃料体等）に放水することで、

できる限り環境への放射性物質の放出を低減できるものを 1 セット 1 個使

用する。保有数は、1 セット 1 個、保守点検内容は目視点検等であり、保

所要数、必要容量、設備仕様 

関連箇所を赤枠又は下線にて示す。 
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表 85－13 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

 

守点検中でも使用可能であるため、保守点検用は考慮せずに、故障時のバ

ックアップ用として 1個の合計 2個を分散して保管する設計とする。 

シルトフェンスは、海洋への放射性物質の拡散を抑制するため、設置場

所に応じた高さ及び幅を有する設計とする。保有数は、各設置場所に必要

な幅を有するシルトフェンスを取水口側に幅約 80m を 2 組（幅約 20m／本

を 4本で 1組）、放水口側に幅約 20mを 2組（幅約 10m／本を 2本で 1組）、

保守点検内容は目視点検等であり、保守点検中でも使用可能であるため、

保守点検用は考慮せずに、破損時のバックアップ用として取水口側用に 1

組（幅約 20m／本を 4本で 1組）、放水口側用に 1組（幅約 10m／本を 2本

で 1組）を保管する設計とする。 

泡混合器は、航空機燃料火災に対応するため、放水砲による放水時、泡

消火剤を 1％濃度で注入できる容量を有するものを 1セット 1台使用する。

保有数は、1 セット 1 台、保守点検内容は目視点検等であり、保守点検中

でも使用可能であるため、保守点検用は考慮せずに、故障時のバックアッ

プ用として 1台の合計 2台を保管する設計とする。 
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表 85－13 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

 

第 4.4.1表 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備（可搬型）の設備

仕様 

 

(1) 大容量ポンプ（放水砲用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

・発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 うず巻式 

台 数 1（予備 1※1） 

容 量 約     m3/h 

吐 出 圧 力 約   MPa[gage] 

※1 原子炉冷却系統施設の大容量ポンプを予備として兼用 

 

(2) 放水砲 

兼用する設備は以下のとおり。 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

・発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 移動式ノズル 

台 数 1（予備 1） 

 

  

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－13 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

 

(3) 送水車 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

・発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 高圧 2段バランスタービンポンプ 

台 数 2（予備 1） 

容 量 約   m3/h（1台当たり） 

吐 出 圧 力 約   MPa[gage] 

 

(4) スプレイヘッダ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

・発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

個 数 1（予備 1） 

 

(5) 泡混合器 

台 数 1（予備 1） 

 

  

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－13 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

 

(6) シルトフェンス 

型 式 フロート式（カーテン付） 

(a) 取水口側 

組 数 2（予備 1※1） 

 幅   約 80m（幅約 20m／本を 4本で 1組として 2組

を保管） 

高 さ 約 10m（1組当たり） 

 

(b) 放水口側 

組 数 2（予備 1※2） 

 幅   約 20m（幅約 10m／本を 2本で 1組として 2組

を保管） 

高 さ 約 6m（1組当たり） 

※1 取水口側用として予備 1組（幅約 20m／本を 4本で 1組 

として保管） 

※2 放水口側用として予備 1組（幅約 10m／本を 2本で 1組 

として保管） 
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表 85－13 添付－２（２） 

工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書 

 

名    称 大容量ポンプ（放水砲用） 

容 量 m３/h/個       以上 (     ) 

吐 出 圧 力 MPa      以上 (   ) 

最高使用圧力 MPa 1.2 

最高使用温度 ℃ 40 

原 動 機 出 力 kW/個 847 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備として使用す

る大容量ポンプ（放水砲用）は、以下の機能を有する。 

 

大容量ポンプ（放水砲用）は、使用済燃料ピットからの大量の水の漏えいその他の要

因により、可搬型代替注水設備を用いても使用済燃料ピット水位が使用済燃料ピット

出口配管下端未満かつ水位低下が継続し、燃料損傷に至った場合に、できる限り燃料

損傷の進行緩和及び環境への放射性物質の放出を低減するため、放水設備（原子炉補

助建屋（貯蔵槽内燃料体等）への放水）を設置する。 

 

大容量ポンプ（放水砲用）は、重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要

となる十分な量の水を供給するために設置する。 

 

これらの系統構成は、放水砲を可搬型ホースにより海を水源とする大容量ポンプ

（放水砲用）に接続することにより、原子炉補助建屋（貯蔵槽内燃料体等）に放水

できる設計とするとともに、原子炉補助建屋（貯蔵槽内燃料体等）の損壊等により

開口部がある状態においては、建屋内の使用済燃料ピット周辺に向けた放水ができ

る設計とする。 

 

大容量ポンプ（放水砲用）は、炉心の著しい損傷、原子炉格納容器及びアニュラス部

の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷に至った場合において、発電所外への放射

性物質の拡散を抑制するために設置する。 

 

系統構成は、可搬型ホースにより、海を水源とする大容量ポンプ（放水砲用）と放

水砲を接続することにより、原子炉補助建屋（貯蔵槽内燃料体等）へ放水できる設

計とする。 

- 添4-1-2-19 - 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－13 添付－２（２） 

工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書 

 

大容量ポンプ（放水砲用）及び放水砲は、設置場所を任意に設定でき、複数の方向

から原子炉補助建屋（貯蔵槽内燃料体等）に向けて放水できる設計とする。 

 

大容量ポンプ（放水砲用）は、炉心の著しい損傷、原子炉格納容器及びアニュラス部

の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷に至った場合において、発電所外への放射

性物質の拡散を抑制するための設備のうち、原子炉格納容器周辺における航空機衝突

による航空機燃料火災に対応するために設置する。 

 

系統構成は、可搬型ホースにより、海を水源とする大容量ポンプ（放水砲用）と放

水砲を接続することにより、泡消火剤と混合しながら、原子炉格納容器周辺へ放水

できる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備として使用する大

容量ポンプ（放水砲用）は、以下の機能を有する。 

 

大容量ポンプ（放水砲用）は、炉心の著しい損傷、原子炉格納容器及びアニュラス部

の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷に至った場合において、発電所外への放射

性物質の拡散を抑制するために設置する。 

 

系統構成は、可搬型ホースにより、海を水源とする大容量ポンプ（放水砲用）と放

水砲を接続することにより、原子炉格納容器及びアニュラス部へ放水できる設計と

する。大容量ポンプ（放水砲用）及び放水砲は、設置場所内を移動等することによ

り、複数の方向から原子炉格納容器及びアニュラス部に向けて放水できる設計とす

る。 

 

大容量ポンプ（放水砲用）は、炉心の著しい損傷、原子炉格納容器及びアニュラス部

の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷に至った場合において、発電所外への放射

性物質の拡散を抑制するための設備のうち、原子炉格納容器周辺における航空機衝突

による航空機燃料火災に対応するために設置する。 

 

系統構成は、可搬型ホースにより、海を水源とする大容量ポンプ（放水砲用）と放

水砲を接続することにより、泡消火剤と混合しながら、原子炉格納容器周辺へ放水

できる設計とする。 

- 添4-1-2-20 - 
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表 85－13 添付－２（２） 

工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書 

 

大容量ポンプ（放水砲用）保有数は、1個とし故障時及び保守点検用のバックアップ用と

して1個（原子炉冷却系統施設の大容量ポンプを予備として兼用）の合計2個を分散して保

管する。 

 

1. 容量 

大容量ポンプ（放水砲用）の容量は原子炉格納容器又は原子炉補助建屋（貯蔵槽内燃料

体等）に放水する場合の容量を基に設定する。 

大容量ポンプ（放水砲用）は、放射性物質の拡散を抑制するため、第1図の性能曲線に示

すとおり、1,338m３/hで放水（棒状放水）することで、原子炉格納容器の最高点である頂

部に放水が可能である。従って、大容量ポンプ（放水砲用）の容量は1個で放水する場合の

容量である1,338m３/h以上とする。また、原子炉補助建屋（貯蔵槽内燃料体等）に放水する

場合は、噴霧状の放水とすることでより広範囲において放水が可能である。 

なお、泡消火時に必要な容量は、国際民間航空機関（ＩＣＡＯ）発行の空港業務マニュ

アルに規定されている容量である672m３/hを上回っている。 

 

公称値については、要求される最大容量1,338m３/h/個を満足するものとして、定格容量 

     m３/h/個とする。 

 

2. 吐出圧力 

大容量ポンプ（放水砲用）の吐出圧力は、移送先圧力、静水頭、配管・ホース及び弁類

圧損を基に設定する。 

項  目 圧力損失（MPa） 

移送先圧力 約0.8 

静水頭 約0.187 

配管・ホース及び弁類圧損 約0.202 

合  計 約1.19 

静水頭について、水中ポンプにて水源である海から海水を取水し、大容量ポンプ（放水

砲用）のうず巻形ポンプまで送水することから、大容量ポンプ（放水砲用）設置高さ

（13.0m）から送水先である放水砲（32.0m）までの値とする。 

以上より、大容量ポンプ（放水砲用）の吐出圧力は最も圧力損失の高い1.19MPa以上とす

る。配置については第2図参照。 

 

公称値については、要求される最大吐出圧力1.19MPaを上回る   MPaとする。 

（以下省略） 

 

 

 

- 添4-1-2-21 - 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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（２）－２－13 保安規定第 85条 表 85-14「重大事故等の収束に必要となる水の

供給設備」運転上の制限等について 

 

a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 

b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

(2) 設置変更許可申請書 添付十追補（必要容量） 

(3) 工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書 

添付-３ 同等な機能を有する設備 

(1) 同等な機能を有することの説明 添付十追補 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備

分類等」参照 
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a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 
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象
と
な
る
系
統
・
機
器
。（
添
付
－
１
）
 

 ③
 以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
、
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
送
水
車

に
よ
る
海
水
を
用
い
た
復
水
タ
ン
ク
へ
の
補
給
系

2
系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条
（
１
．
１
３
）

 
「
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
設
備

(手
順
等
)」
と
し
て
、
設
計
基
準
事
故
の
収
束
に
必

要
な
水
源
と
は
別
に
、
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
有
す
る
水
源
を
確
保
す
る
こ
と

に
加
え
て
、
設
計
基
準
事
故
及
び
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
対
し
て
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十
分

な
量
の
水
を
供
給
す
る
た
め
に
、
必
要
な
設
備
を
設
け
る

(手
順
等
を
定
め
る

)こ
と
。［
本
項
は
海
水
を
水
源
と

し
た
移
送
が
対
象
］
 

 
④
 復
水
タ
ン
ク
に
対
す
る
適
用
モ
ー
ド
を
「
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
及
び
６
」
と
し
て
い
る
（
85
-1
4-
3
復
水

タ
ン
ク
（
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
補
給
系
を
含
む
）
を
参
照
）
こ
と
か
ら
、
送
水
車
に
よ
る
海
水
か
ら
復
水
タ
ン
ク

へ
の
補
給
系
に
つ
い
て
も
、
適
用
モ
ー
ド
は
「
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
及
び
６
」
と
す
る
。
(保
安
規
定
変
更

に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．（
１
））

 

⑤
 ②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備
 

 ⑥
 送
水
車
の
定
格
容
量
は
約

  
 
m3
/h
で
あ
り
、
他
の
用
途
と
の
組
み
合
わ
せ
を
考
慮
し
て
も

1
台
で
復
水
タ
ン
ク
へ

の
注
水
に
必
要
な
海
水
(
  
 
m3
/h
)を
供
給
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
送
水
車
は
可
搬
型
重
大
事
故
等
対

処
設
備
の
う
ち
可
搬
型
注
水
設
備
（
原
子
炉
建
屋
の
外
か
ら
注
水
す
る
も
の
）
で
あ
り
２
Ｎ
要
求
設
備
に
該
当
す
る

こ
と
か
ら
、
運
転
上
の
制
限
の
所
要
数
を

2
台
（
1
台
×
2
系
統
）
と
す
る
。（
添
付
―
２
）
 

 ⑦
 適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
(保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２
) 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
）
  

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に
基
づ

き
1
年
に

1
回
、
送
水
車
の
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。
 

確
認
す
る
吐
出
圧
力
及
び
容
量
は
、
工
事
認
可
申
請
書
の
以
下
の
値
を
使
用
す
る
。（
添
付
－
２
）
 

［
吐
出
圧
力
］
 

系
統
構
成
上
、
最
も
吐
出
圧
力
が
高
く
な
る
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
の
ス
プ
レ
イ
時
の

  
  

 M
Pa
以
上
。
 

［
容
量
］
 

系
統
構
成
上
、
最
大
の
容
量
と
な
る
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
の
注
水
〔

  
 m

3
/h
以
上
〕、
蒸
気
発
生
器
へ

の
注
水
時
の
復
水
タ
ン
ク
へ
の
補
給
又
は
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
へ
の
供
給
〔

  
 
 
m
3 /
h
以
上
〕
の

合
計
値

  
 
 
m
3 /
h
以
上
。
 

ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
）
 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に
基

づ
き

3
ヶ
月
に
１
回
、
送
水
車
の
ポ
ン
プ
を
起
動
す
る
こ
と
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

枠
組
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の
で
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明

  

 

保
安
規
定
 
第

85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

(
3)
 要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
、

３
お
よ
び

４
 

A
. 
動
作
可
能
な
復
水

タ
ン
ク
へ
の
海

水
供
給
系
が
２

系
統
未
満
で
あ

る
場
合
 

A
.1
 
当
直
課
長
は
、
復
水
タ
ン
ク
の
水
量
が

51
3
m
3 以

上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
.
1 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
の
機
能
を

持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
※
２
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
３
。

 

ま
た
は
 

A
.2
.
2 
タ
－
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
代
替
措
置
※
４
を
検

討
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て

実
施
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.3

 
タ
－
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可

能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

  １
０
日
 

   １
０
日
 

   ３
０
日
 

B
. 
動
作
可
能
な
復
水

タ
ン
ク
へ
の
海

水
供
給
系
が
１

系
統
未
満
で
あ

る
場
合
 

B
.1
 
当
直
課
長
は
、
復
水
タ
ン
ク
の
水
量
が

51
3
m
3 以

上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

B
.2
.
1.
1
 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
の
機
能

を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
※
２
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
３
。

 

お
よ
び
 

B
.2
.
1.
2
 
タ
－
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
動
作
不
能
と
な

っ
て
い
る
当
該
系
の
少
な
く
と
も
１
系
統

を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

ま
た
は
 

B
.2
.
2.
1 
タ
－
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
代
替
措
置
※
４
を

検
討
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を

得
て
実
施
す
る
。
 

お
よ
び
 

B
.2
.
2.
2
 
タ
－
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
動
作
不
能
と
な

っ
て
い
る
当
該
系
の
少
な
く
と
も
１
系
統

を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

  ７
２
時
間
 

   ３
０
日
 

   ７
２
時
間
 

   １
０
日
 

C
. 
条
件
Ａ
ま
た
は
Ｂ

の
措
置
を
完
了

時
間
内
に
達
成

で
き
な
い
場
合
 

C
.1
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。

 

お
よ
び
 

C
.2
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。

 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

  

⑧
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。
 

送
水
車
に
よ
る
復
水
タ
ン
ク
へ
の
海
水
供
給
系
は
、
２
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
、
モ
ー
ド
１
～
４
に
お
い
て
は
、

動
作
可
能
な
系
統
が
２
Ｎ
未
満
（
１
Ｎ
以
上
）
と
な
っ
た
場
合
と
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
記
載
す

る
。
モ
ー
ド
５
、
６
に
お
い
て
は
、
２
Ｎ
未
満
（
１
Ｎ
以
上
）
と
１
Ｎ
未
満
と
で
要
求
さ
れ
る
措
置
が
同
じ
に
な
る

た
め
２
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。
 

 

⑨
 要
求
さ
れ
る
措
置
を
記
載
す
る
。
(保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．（
２
）、
（
３
））

 

【
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
】
 

A.
1 
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
に
な
っ
た
場
合
は
、
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）」
の
技
術
的
能
力
で
整
理
し

た
“
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
”
で
あ
る
復
水
タ
ン
ク
が
該
当
し
、「

85
－
14
－
3 
復
水
タ

ン
ク
（
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
補
給
系
を
含
む
）」
（
注
）
に
定
め
る
水
量
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
完

了
時
間
は
「
4
時
間
」
と
す
る
。
 

注
）
設
計
基
準
事
故
時
に
必
要
な
水
量
（
48
0m

3
以
上
）
の
確
認
で
も
良
い
が
安
全
側
に
重
大
事
故
時
に
必
要
な

水
量
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
。
 

A.
2.
1 
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
（
復
水
タ
ン
ク
枯
渇
又
は
破
損
時
の
対
応

手
段
と
し
て
整
理
し
た
）
１
次
冷
却
系
の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド
に
使
用
す
る
高
圧
注
入
系
及
び
加
圧
器
逃
が

し
弁
が
該
当
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
至
近
の
記
録
に
よ
り
確
認
す
る
。
完
了
時
間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設

備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の

AO
T
上
限
(２
Ｎ
未
満
１
Ｎ
以
上
)で
あ
る
「
10
日
」
と
す
る
。
(添
付
－
３
) 

A.
2.
2 
送
水
車
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時

間
は

A.
2.
1
と
同
じ
「
10
日
」
と
す
る
。
 

A.
3 
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の

AO
T
上
限
の
「
30
日
」

と
す
る
。
 

 B.
1 
A.
1
と
同
様
、
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
を
確
認
す
る
。
 

B.
2.
1.
1 

A.
2.
1
と
同
様
、
同
等
の
機
能
を
有
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
完
了
時
間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の

AO
T
上
限
(１
Ｎ
未
満
)で
あ
る
場
合
の

「
72
時
間
」
と
す
る
。
 

B.
2.
1.
2 
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の

AO
T
上
限
の
「
30

日
」
と
す
る
。
 

B.
2.
2.
1 
A.
2.
2
と
同
様
、
代
替
措
置
を
検
討
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は

B.
2.
1.
1
と
同
じ
「
72
時
間
」
と
す
る
。
 

B.
2.
2.
2 
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
代
替
措
置
を
実
施
し
た
場
合
の

AO
T
上
限
の

「
10
日
」
と
す
る
。
 

 C.
1,
C.
2 
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
し
て
い
る
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明

  

 

保
安
規
定
 
第

85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

(
3)
 要
求
さ
れ
る
措
置
（
続
き
）
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド
５

お
よ
び
６
 

A
. 
動
作
可
能
な
復
水

タ
ン
ク
へ
の
海
水

供
給
系
が
２
系
統

未
満
で
あ
る
場
合
 

A
.1

 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2

 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
っ

て
い
る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.3

 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非
満

水
）
ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水

位
）
の
場
合
、
１
次
系
保
有
水
を
回
復
す
る
措

置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.4
 
タ
－
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
代
替
措
置
※
４
を
検
討

し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施

す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

※
２
：
１
次
冷
却
系
の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド
に
よ
る
炉
心
冷
却
系
を
い
う
。
 

※
３
：「
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」
の
確
認
は
、
対
象
設
備
の
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
行
う
。
 

※
４
：
代
替
品
の
補
充
等
。
 

 

 【
モ
ー
ド
５
お
よ
び
６
】
 

A.
1 
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A.
2 
当
該
系
統
が
動
作
不
能
で
あ
る
状
態
で
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
行
う
こ
と
は
安
全
側
の
措
置
と
は
い
え
な
い
こ

と
か
ら
、
水
抜
き
中
の
場
合
は
“
速
や
か
に
”
水
抜
き
を
中
止
し
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
措
置
を
行
う
。
 

A.
3 
既
に
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
中
の
場
合
は
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
た
め
１
次
系
の
保
有
水
を
回
復
す
る
措

置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A.
4 
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の

確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明

  

 

保
安
規
定
 
第

85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

８
５
－
１
４
－
２

  
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
 
①
 

 (
1)
 運
転
上
の
制
限

  

項
 
目

 
②
 

運
転
上
の
制
限

 
③
 

燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
 

(
1)
 ほ
う
素
濃
度
が

2,
6
00
 
pp
m
 以
上
で
あ
る
こ
と
※
１
 

(
2)
 ほ
う
酸
水
量
（
有
効
水
量
）
が

1,
3
25
m
3 以
上
で
あ
る
こ
と
※
１
 

適
用
モ
ー
ド
 
④
 

設
 
備

 
⑤
 

所
要
量
 
⑥
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び

６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）
 

燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
 

1
,3
2
5m

3  

※
１
：
原
子
炉
キ
ャ
ビ
テ
ィ
水
張
り
、
水
抜
き
期
間
に
お
い
て
は
、
第
８
５
条
に
定
め
る
水
源
お
よ
び
炉
心
注
入
手

段
等
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
条
件
に
、
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
は
み
な
さ
な
い
。
な

お
、
原
子
炉
キ
ャ
ビ
テ
ィ
水
張
り
期
間
と
は
、
原
子
炉
キ
ャ
ビ
テ
ィ
水
張
り
作
業
開
始
か
ら
水
張
り
完
了
ま

で
の
期
間
を
、
ま
た
、
原
子
炉
キ
ャ
ビ
テ
ィ
水
抜
き
期
間
と
は
、
原
子
炉
キ
ャ
ビ
テ
ィ
水
抜
き
作
業
開
始
か

ら
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位
を
回
復
す
る
ま
で
の
期
間
を
い
う
。
 

  

①
 設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条
（
１
．
１
３
）
が
該
当
す
る
。（
添
付
－
１
）
 

ま
た
、
水
源
と
し
て
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
六
条
（
１
．
３
）、
第
四
十
七
条

（
１
．
４
）、
第
四
十
九
条
（
１
．
６
）
か
ら
第
五
十
一
条
（
１
．
８
）
の
各
条
に
も
該
当
す
る
。
 

 ②
 運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
。（
添
付
－
１
）
 

 ③
 以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
、
重
大
事
故
等
の
対
処
に
お
い
て
、
(代
替
)炉
心

注
水
や
(代
替
)格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
等
を
実
施
す
る
場
合
の
水
源
で
あ
る
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
の
ほ
う
酸
水
量
及

び
ほ
う
素
濃
度
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（
添
付
－
２
）
 

な
お
、
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
は
、
燃
料
取
替
作
業
の
際
の
原
子
炉
キ
ャ
ビ
テ
ィ
部
へ
の
水
張
り
に
使
用
す
る

が
、
原
子
炉
キ
ャ
ビ
テ
ィ
へ
の
水
張
り
期
間
及
び
原
子
炉
キ
ャ
ビ
テ
ィ
か
ら
の
水
抜
き
期
間
中
は
、
原
子
炉
キ
ャ
ビ

テ
ィ
及
び
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
に
保
有
す
る
水
量
が
変
動
し
て
お
り
量
的
管
理
が
難
し
い
こ
と
、
ま
た
プ
ラ
ン
ト

停
止
時
の
有
効
性
評
価
で
必
要
水
量
の
記
載
は
な
い
こ
と
か
ら
、
当
該
期
間
中
は
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
炉

心
へ
の
注
入
手
段
及
び
そ
の
水
源
が
確
保
さ
れ
て
い
る
事
を
条
件
に
、
運
転
上
の
制
限
を
適
用
し
な
い
こ
と
と
す

る
。
 

 
・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条
（
１
．
１
３
）
 

「
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
設
備

(手
順
等
)」
と
し
て
、
設
計
基
準
事
故
の
収
束
に
必

要
な
水
源
と
は
別
に
、
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
有
す
る
水
源
を
確
保
す
る
こ
と

に
加
え
て
、
設
計
基
準
事
故
及
び
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
対
し
て
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十
分

な
量
の
水
を
供
給
す
る
た
め
に
、
必
要
な
設
備
を
設
け
る

(手
順
等
を
定
め
る

)こ
と
。
 

 ④
 燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
は
、
重
大
事
故
等
発
生
時
の
(代
替
)炉
心
注
入
や

(代
替

)格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
等
の
水
源

と
し
て
使
用
す
る
設
備
で
あ
り
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
燃
料
が
存
在
す
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用

す
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
し
、
③
に
述
べ
た
と
お
り
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
は
、
燃
料
取
替
作
業
の
際
の
原
子

炉
キ
ャ
ビ
テ
ィ
部
へ
の
水
張
り
に
使
用
す
る
こ
と
か
ら
、
適
用
モ
ー
ド
は
「
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
及
び

６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）
」
を
対
象
と
す
る
。
(保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
１
）
）
 

な
お
、
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
高
水
位
）
に
お
い
て
は
、
保
安
規
定
第

82
条
（
原
子
炉
キ
ャ
ビ
テ
ィ
水
位
）

に
て
キ
ャ
ビ
テ
ィ
水
位
を
所
定
の
水
位
以
上
に
保
つ
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
し
て
い
る
。
 

 ⑤
 ②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備
 

 ⑥
 燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
の
ほ
う
酸
水
量
に
つ
い
て
は
、
有
効
性
評
価
の
前
提
条
件
と
し
た
有
効
水
量

1,
32
5m

3
を
運

転
上
の
制
限
の
所
要
量
と
す
る
。
ほ
う
素
濃
度
に
つ
い
て
は
、
有
効
性
評
価
の
解
析
条
件
と
し
て
明
示
し
て
い
な
い

も
の
の
、
保
安
規
定
第

54
条
（
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
）
及
び
保
安
規
定
第

81
条
（
1
次
冷
却
材
中
の
ほ
う
素
濃

度
 
－
モ
ー
ド
６
－
）
に
お
い
て

2,
60
0p
pm
以
上
の
ほ
う
素
濃
度
を
維
持
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
本
項
の
適
用
期
間
中
に
お
い
て
も
同
等
の
ほ
う
素
濃
度
を
維
持
す
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
の
所
要
量
と
す

る
。（
添
付
―
２
）
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保
安
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定
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条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

(
2)
 確
認
事
項

 
⑦
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）
に
お
い
て
、
ほ
う

素
濃
度
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）
に
お
い
て
、
ほ
う

酸
水
量
（
有
効
水
量
）
を
確
認
す
る
。
 

１
週
間
に
１
回
 

当
直
課
長
 

 (
3)
 要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件

 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
、

３
お
よ
び

４
 

A
. 
燃
料
取
替
用
水
タ
ン

ク
の
ほ
う
酸
水
量
が

運
転
上
の
制
限
を
満

足
し
て
い
な
い
場
合
 

A
.1

 
当
直
課
長
は
、
復
水
タ
ン
ク
の
水
量
が

51
3
m3

以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2

 当
直
課
長
は
、
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
量
の

運
転
上
の
制
限
を
満
足
さ
せ
る
。
 

１
時
間
 

  １
時
間
 

 

B
. 
燃
料
取
替
用
水
タ
ン

ク
の
ほ
う
素
濃
度
が

運
転
上
の
制
限
を
満

足
し
て
い
な
い
場
合
 

B
.1

 
当
直
課
長
は
、
復
水
タ
ン
ク
の
水
量
が

51
3
m3

以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

B
.2

 当
直
課
長
は
、
ほ
う
素
濃
度
を
制
限
値
内
に
回

復
さ
せ
る
。
 

１
時
間
 

  ８
時
間
 

C
. 
条
件
Ａ
ま
た
は
Ｂ
の

措
置
を
完
了
時
間
内

に
達
成
で
き
な
い
場

合
 

C
.1
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。

 

お
よ
び
 

C
.2
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。

 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

モ
ー
ド
５

お
よ
び
６

（
キ
ャ
ビ

テ
ィ
低
水

位
）
 

A
. 
燃
料
取
替
用
水
タ
ン

ク
の
ほ
う
素
濃
度
ま

た
は
ほ
う
酸
水
量
が

運
転
上
の
制
限
を
満

足
し
て
い
な
い
場
合
 

A
.1

 当
直
課
長
は
、
運
転
上
の
制
限
を
満
足
さ
せ
る

措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2

 当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
っ

て
い
る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.3

 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非
満

水
）
ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水

位
）
の
場
合
、
１
次
系
保
有
水
を
回
復
す
る

措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  

⑦
 適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
(保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２
) 

ａ
．
性
能
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
）
 

通
常
運
転
中
の
確
認
事
項
（
頻
度
含
む
）
に
つ
い
て
は
保
安
規
定
第

54
条
（
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
）
に
設
定

さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
 

      ⑧
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。
 

燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
の
ほ
う
酸
水
量
又
は
ほ
う
素
濃
度
が
所
要
量
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
記
載

す
る
。
 

 ⑨
 要
求
さ
れ
る
措
置
を
記
載
す
る
。
(保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．（
２
）、
（
３
））

 

【
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
】
 

A.
1 
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
に
な
っ
た
場
合
は
、
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）」
の
技
術
的
能
力
で
整
理

し
た
“
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
”
で
あ
る
復
水
タ
ン
ク
が
該
当
し
、「

85
－
14
－
3 
復
水

タ
ン
ク
（
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
補
給
系
を
含
む
）」
（
注
）
に
定
め
る
水
量
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

完
了
時
間
は
保
安
規
定
第

54
条
（
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
の
水
量
を

制
限
値
ま
で
回
復
さ
せ
る
措
置
の
完
了
時
間
が

1
時
間
で
定
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
同
様
に
「
1
時
間
」
と
す
る
。
 

注
）
設
計
基
準
事
故
時
に
必
要
な
水
量
（
48
0m

3
以
上
）
の
確
認
で
も
良
い
が
安
全
側
に
重
大
事
故
時
に
必
要
な
水
量

を
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
。
 

A.
2
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は

A.
1
と
同
様
に
「
1
時
間
」
と
す
る
。
 

B.
1 
A.
1
と
同
じ
で
あ
る
。
 

B.
2
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
保
安
規
定
第

54
条
（
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
）
に

記
載
さ
れ
て
い
る
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
の
ほ
う
素
濃
度
を
制
限
値
ま
で
回
復
さ
せ
る
措
置
の
完
了
時
間
が

8
時
間

で
定
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
同
様
に
「
8
時
間
」
と
す
る
。
 

C.
1,
C.
2 
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
し
て
い
る
。
 

 【
モ
ー
ド
５
お
よ
び
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）】

 

A.
1 
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A.
2 
当
該
系
統
が
動
作
不
能
で
あ
る
状
態
で
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
行
う
こ
と
は
安
全
側
の
措
置
と
は
い
え
な
い
こ

と
か
ら
、
水
抜
き
中
の
場
合
は
“
速
や
か
に
”
水
抜
き
を
中
止
し
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
措
置
を
行
う
。
 

A.
3 
既
に
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
中
の
場
合
は
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
た
め
１
次
系
の
保
有
水
を
回
復
す
る
措

置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
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記
載
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８
５
－
１
４
－
３
 
復
水
タ
ン
ク
（
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
補
給
系
を
含
む
）
 
①
 

 (
1)
 運
転
上
の
制
限

  

項
 
目

 
②
 

運
転
上
の
制
限
 
③
 

復
水
タ
ン
ク
（
有
効
水
量
）

復
水
タ
ン
ク
か
ら
燃
料
取
替

用
水
タ
ン
ク
へ
の
補
給
系
 

(
1)
 
51
3
m
3  
以
上
で
あ
る
こ
と
 

(
2)
 復
水
タ
ン
ク
か
ら
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
へ
の
補
給
系
が
使
用
可
能
で
あ

る
こ
と
 

適
用
モ
ー
ド

 
④
 

設
 
備

 
⑤
 

所
要
量

 
⑥
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、

５
お
よ
び
６
 

復
水
タ
ン
ク
 

5
13
m
3  

 (
2)
 確
認
事
項

 
⑦
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

復
水
タ
ン
ク
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に

お
い
て
、
水
量
を
確
認
す
る
。
 

１
日
に
１
回
 

当
直
課
長
 

復
水
タ
ン
ク
か
ら
燃
料
取
替

用
水
タ
ン
ク
へ
の
補
給
系
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に

お
い
て
、
外
観
点
検
に
て
補
給
系
が
使
用
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 
当
直
課
長
 

  

①
 設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条
（
１
．
１
３
）
が
該
当
す
る
。（
添
付
－
１
）
 

ま
た
、
水
源
と
し
て
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
五
条
（
１
．
２
）
か
ら
第
五
十
一

条
（
１
．
８
）
の
各
条
に
も
該
当
す
る
。
 

 ②
 運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
。（
添
付
－
１
）
 

 ③
 以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
、
重
大
事
故
等
の
対
処
に
お
い
て
、
蒸
気
発
生
器

２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却
、
(代
替
)炉
心
注
水
や
(代
替
)格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
等
を
実
施
す
る
場
合
の
代
替
水
源
で

あ
る
復
水
タ
ン
ク
の
水
量
及
び
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
へ
の
補
給
系

1
系
統
が
使
用
可
能
(注

)で
あ
る
こ
と
を
運
転

上
の
制
限
と
す
る
。
 

注
）
復
水
タ
ン
ク
か
ら
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
へ
の
補
給
は
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
ピ
ー
ス
の
取
替
で
実
施
で
き
る
こ
と

か
ら
「
使
用
可
能
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
。
 

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条
（
１
．
１
３
）

 

「
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
設
備

(手
順
等
)」
と
し
て
、
設
計
基
準
事
故
の
収
束
に
必

要
な
水
源
と
は
別
に
、
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
有
す
る
水
源
を
確
保
す
る
こ
と

に
加
え
て
、
設
計
基
準
事
故
及
び
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
対
し
て
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十
分

な
量
の
水
を
供
給
す
る
た
め
に
、
必
要
な
設
備
を
設
け
る

(手
順
等
を
定
め
る

)こ
と
。
 

 

④
 復
水
タ
ン
ク
は
、
蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却
の
水
源
、
(代
替
)炉
心
注
入
や
(代
替
)格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
等
の
代
替
水
源
と
し
て
必
要
な
設
備
で
あ
り
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
燃
料
が
存
在
す
る
期
間
を
機
能
維
持

期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
適
用
モ
ー
ド
は
「
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
及
び
６
」
と

す
る
。
(保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．（
１
））

 

 ⑤
 ②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備
。
 

 ⑥
 復
水
タ
ン
ク
の
有
効
水
量
に
つ
い
て
は
、
有
効
性
評
価
の
前
提
条
件
と
し
た
有
効
水
量

51
3m

3
を
運
転
上
の
制
限

の
所
要
量
と
す
る
。
 

復
水
タ
ン
ク
か
ら
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
へ
の
補
給
系
は
、
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
う
ち
原
子
炉
建
屋

内
に
配
備
さ
れ
た
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
り
、
運
転
上
の
制
限
の
動
作
可
能
な
系
統
数
は

1
で

あ
る
。（
添
付
－
２
）
 

 ⑦
 適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
(保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２
) 

ａ
．
性
能
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
）
 

復
水
タ
ン
ク
の
水
量
に
つ
い
て
は
、
通
常
運
転
中
の
確
認
事
項
（
頻
度
含
む
）
と
し
て
保
安
規
定
第

67
条
（
復

水
タ
ン
ク
）
で
要
求
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
と
同
様
に
設
定
す
る
。
 

復
水
タ
ン
ク
か
ら
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
へ
の
補
給
系
は
、
外
観
点
検
に
て
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
頻
度
に
つ
い
て
は
、
既
存
の
保
安
規
定
設
備
（
ポ
ン
プ
、
フ
ァ
ン
等
）
の
確
認
頻
度
が
１
ヶ
月
に
１
回
で
設

定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明

  

 

保
安
規
定
 
第

85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

(
3)
 要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件

 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
、

３
お
よ
び

４
 

A
. 
復
水
タ
ン
ク
水
量

が
運
転
上
の
制
限

を
満
足
し
て
い
な

い
場
合
 

A
.1
 
当
直
課
長
は
、
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
の
水

量
が

1,
3
25
m
3
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 
当
直
課
長
は
、
復
水
タ
ン
ク
水
量
の
運
転
上

の
制
限
を
満
足
さ
せ
る
。
 

４
時
間
 

   ７
２
時
間
 

B
. 
復
水
タ
ン
ク
か
ら

燃
料
取
替
用
水
タ

ン
ク
へ
の
補
給
系

が
使
用
不
能
の
場

合
 

B
.1
 
当
直
課
長
は
、
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
の
水

量
が

1,
3
25
m
3
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

お
よ
び
 

４
時
間
 

B
.2
 
タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等

な
機
能
を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
※
１
が

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
２
。

 

お
よ
び
 

７
２
時
間
 

B
.3
 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
使
用
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
。
 

３
０
日
 

C
. 
条
件
Ａ
ま
た
は
Ｂ

の
措
置
を
完
了
時

間
内
に
達
成
で
き

な
い
場
合
 

C
.1
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。

 

お
よ
び
 

１
２
時
間
 

C
.2
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。

 
５
６
時
間
 

  

⑧
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。
 

復
水
タ
ン
ク
の
水
量
が
所
要
量
未
満
と
な
っ
た
場
合
、
動
作
可
能
な
復
水
タ
ン
ク
か
ら
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
へ

の
補
給
系
が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。
 

 ⑨
 要
求
さ
れ
る
措
置
を
記
載
す
る
。（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．（
２
）、
（
３
））

 

【
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
】
 

A.
1 
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
に
な
っ
た
場
合
は
、
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）」
の
技
術
的
能
力
で
整
理

し
た
“
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
”
で
あ
る
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
が
該
当
し
、「

85
－
14

－
2 
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
」
に
定
め
る
水
量
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
完
了
時
間
は
保
安
規
定
第

67
条
に
て
記
載
さ
れ
て
い
る
、
復
水
タ
ン
ク
の
水
量
を
制
限
値
ま
で
回
復
さ
せ
る
措
置
に
お
い
て
、「
代
替
水
源
で

あ
る
２
次
系
純
水
タ
ン
ク
等
の
水
量
と
合
わ
せ
て
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
」
措
置
の
完

了
時
間
が

4
時
間
で
定
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
同
様
に
「
4
時
間
」
と
す
る
。
 

A.
2 
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
さ
せ
る
。
完
了
時
間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場

合
の

AO
T
上
限
の
「
72
時
間
」
と
す
る
。
 

 B.
1 
A.
1
と
同
じ
。
 

B.
2 
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
復
水
タ
ン
ク
か
ら
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
へ
の
補
給
系
は
、
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
の
枯
渇

時
に
用
い
る
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
対
象
と
な
る
設
備
は
技
術
的
能
力
に
お
い
て
整
理
し
た
可
搬
式
代
替
低
圧
注

水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
系
及
び
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
が
該

当
し
、
こ
れ
ら
に
必
要
な
設
備
に
つ
い
て
、
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
完
了
時

間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の

AO
T
上
限
の
「
72
時
間
」
と
す
る
。
 

な
お
、
復
水
タ
ン
ク
か
ら
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
へ
の
補
給
に
つ
い
て
は
、
有
効
性
評
価
に
お
い
て
期
待
し
て
い

る
手
段
で
は
な
い
こ
と
か
ら
補
完
措
置
は
不
要
で
あ
る
。
 

B.
3 
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の

AO
T
上
限
で
あ
る
「
30

日
」
と
す
る
。
 

 C.
1,
C.
2 
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
し
て
い
る
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明

  

 

保
安
規
定
 
第

85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

(
3)
 要
求
さ
れ
る
措
置
（
続
き
）
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド
５

お
よ
び
６
 

A
. 
復
水
タ
ン
ク
水

量
が
運
転
上
の

制
限
を
満
足
し

て
い
な
い
場
合
 

A
.1
 
当
直
課
長
は
、
運
転
上
の
制
限
を
満
足
さ
せ
る
措

置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

速
や
か
に
 

A
.2
 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
っ
て

い
る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

速
や
か
に
 

A
.3
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非
満

水
）
ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）

の
場
合
、
１
次
系
保
有
水
を
回
復
す
る
措
置
を
開

始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

B
. 
復
水
タ
ン
ク
か

ら
燃
料
取
替
用

水
タ
ン
ク
へ
の

補
給
系
が
使
用

不
能
の
場
合
 

B
.1
 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
使
用
可
能
な
状
態
に

復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

速
や
か
に
 

B
.2
 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
っ
て

い
る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

速
や
か
に
 

B
.3
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非
満

水
）
ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）

の
場
合
、
１
次
系
保
有
水
を
回
復
す
る
措
置
を
開

始
す
る
。
 

お
よ
び
 

速
や
か
に
 

B
.4
 
タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
な
機

能
を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
※
１
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
２
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

※
１
：
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
系
お
よ
び
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代

替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
を
い
う
。
 

※
２
：
「
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」
の
確
認
は
、
対
象
設
備
の
至
近
の
記
録
に
よ
り
行
う
。
 

 

⑨
 要
求
さ
れ
る
措
置
を
記
載
す
る
。（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．（
２
）、
（
３
））

 

【
モ
ー
ド
５
お
よ
び
６
】
 

A.
1 
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A.
2 
当
該
系
統
が
動
作
不
能
で
あ
る
状
態
で
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
行
う
こ
と
は
安
全
側
の
措
置
と
は
い
え
な
い
こ

と
か
ら
、
水
抜
き
中
の
場
合
は
“
速
や
か
に
”
水
抜
き
を
中
止
し
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
措
置
を
行
う
。
 

A.
3 
既
に
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
中
の
場
合
は
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
た
め
１
次
系
の
保
有
水
を
回
復
す
る
措

置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

 B.
1 
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

B.
2 
当
該
系
統
が
動
作
不
能
で
あ
る
状
態
で
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
行
う
こ
と
は
安
全
側
の
措
置
と
は
い
え
な
い
こ

と
か
ら
、
水
抜
き
中
の
場
合
は
“
速
や
か
に
”
水
抜
き
を
中
止
し
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
措
置
を
行
う
。
 

B.
3 
既
に
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
中
の
場
合
は
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
た
め
１
次
冷
却
系
の
保
有
水
を
回
復
す

る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

B.
4 
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
措
置
を
“
速
や

か
に
”
開
始
す
る
。
確
認
対
象
は
モ
ー
ド
１
～
４
の

B.
2
と
同
様
で
あ
る
。
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b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

(2) 設置変更許可申請書 添付十追補（必要容量） 

(3) 工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書 

添付-３ 同等な機能を有する設備 

(1) 同等な機能を有することの説明 添付十追補 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備分類

等」参照 
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表 85－14 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

 

第
1
.
13
.
1
8
図
 
海
水
を
用
い
た
復
水
タ
ン
ク
へ
の
補
給
 
概
略
系
統
（
１
／
２
）
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表 85－14 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

 

第
1
.
13
.
1
8
図
 
海
水
を
用
い
た
復
水
タ
ン
ク
へ
の
補
給
 
概
略
系
統
（
２
／
２
）
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表 85－14 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

 

第
1
.
13
.
3
8
図
 
復
水
タ
ン
ク
か
ら
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
へ
の
補
給
 
概
略
系
統
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表 85－14 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

 

4.5 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

4.5.2 設計方針 

4.5.2.3 容量等 

基本方針については、「1.1.8.2 容量等」に示す。 

送水車は、タービン動補助給水ポンプへの直接供給又は復水タンクの枯

渇に対する復水タンクへの補給並びに燃料取替用水タンクの枯渇又は破損

に対する代替炉心注水、代替格納容器スプレイ又は使用済燃料ピットへの

注水としての水源及び水の供給設備の機能を同時に使用した場合に必要な

容量を有する設計とする。また、使用済燃料ピットからの大量の漏えいが

発生し、可搬型代替注水設備においても使用済燃料ピット水位が使用済燃

料ピット出口配管下端未満かつ水位低下が継続する場合において、使用済

燃料ピット全面にスプレイすることにより、燃料損傷の進行緩和及び臨界

防止並びに、できる限り環境への放射性物質の放出を低減するために必要

な容量を有する設計とする。さらに、使用済燃料ピット内の燃料体等が著

しい損傷に至った場合において、原子炉補助建屋（貯蔵槽内燃料体等）に

放水することにより、発電所外への放射性物質の拡散を抑制するために必

要な容量を有するものを 1セット 1台使用する。保有数は 2セット 2台、

保守点検内容は目視点検等であり、保守点検中でも使用可能であるため、

保守点検用は考慮せずに、故障時のバックアップ用として 1 台の合計 3 台

を分散して保管する設計とする。 

復水タンクが枯渇又は破損した場合の代替手段である１次冷却系のフィ

ードアンドブリードの水源として使用する燃料取替用水タンクは、復水タ

ンクが枯渇又は破損した場合の代替淡水源として十分な容量を有する設計

とする。 

蒸気発生器２次側による炉心冷却として使用するタービン動補助給水ポ

ンプは、設計基準事故時の蒸気発生器２次側による冷却機能と兼用してお

り、設計基準事故時に使用する場合の補助給水流量が、炉心崩壊熱により

加熱された１次冷却系を冷却するために必要な補助給水流量に対して十分

であることを確認しているため、設計基準事故対処設備と同仕様で設計す

る。 

所要数、必要容量、設備仕様 

関連箇所を赤枠にて示す。 
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表 85－14 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

 

炉心注水の水源となる燃料取替用水タンクが枯渇又は破損した場合の復

水タンクを代替水源とした代替注水として使用する恒設代替低圧注水ポン

プは、炉心崩壊熱により加熱された１次冷却系を冷却するために必要な炉

心注水流量に対して十分であることを確認した容量を有する設計とする。

また、復水タンクを代替水源とした代替注水として使用する充てん／高圧

注入ポンプはほう酸水を１次冷却系に注水する機能と一部を兼用しており、

設計基準事故時に使用する場合の注水流量が崩壊熱により加熱された１次

冷却系を冷却するために必要な注水流量に対して十分であることを確認し

ているため、設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

格納容器スプレイの水源となる燃料取替用水タンクが枯渇又は破損した

場合の代替格納容器スプレイとして使用する恒設代替低圧注水ポンプ及び

原子炉下部キャビティ注水ポンプは、炉心崩壊熱により加圧された原子炉

格納容器の破損を防止するために必要な炉心注水流量に対して十分な容量

を有する設計とする。 

代替炉心注水及び代替格納容器スプレイの水源として使用する復水タン

クは、燃料取替用水タンクに対し、海水を補給するまでの間、水源を確保

できる十分な容量を有する設計とする。 

（以下省略） 
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表 85－14 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

 

第 4.5.1表 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（常設）の設備仕様 

 

(1) 燃料取替用水タンク 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用炉心冷却設備 

・格納容器スプレ設備 

・火災防護設備 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 たて置円筒型 

基 数 1 

容 量 約 1,720m3 

最 高 使 用 圧 力 大気圧 

最 高 使 用 温 度 95℃ 

ほ う 素 濃 度 2,600ppm以上 

材 料 ステンレス鋼 

設 置 高 さ E.L.＋17.6m 

距 離 約 60m（炉心より） 

 

（中略） 
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表 85－14 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

 

(3) 復水タンク 

兼用する設備は以下のとおり。 

・補給水設備 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 たて置円筒型 

基 数 1 

容 量 約 700m3 

材 料 低炭素鋼 

設 置 高 さ E.L.＋17.6m 

距 離 約 60m（炉心より） 

 
（以下省略） 
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表 85－14 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

 

第 4.5.2表 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（可搬型）の設備仕様 

 

（中略） 

(4) 送水車 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

・発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 高圧２段バランスタービンポンプ 

台 数 2（予備 1） 

容 量 約   m3/h（1台当たり） 

吐 出 圧 力 約   MPa[gage] 

 

（以下省略） 

 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－14 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付十追補 

 

1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等 

1.13.2 重大事故等時の手順等 

1.13.2.1 蒸気発生器２次側による炉心冷却（注水）のための代替手段及び復水タ

ンクへの供給に係る手順等 

(12) 優先順位 

重大事故等の発生において、蒸気発生器２次側による炉心冷却（注水）の

ための代替手段及び復水タンクへの供給手段として、以上の手段を用いて、

重大事故等の収束に必要となる十分な量の水源の確保を図る。 

（中略） 

また、復水タンクが使用可能であり、枯渇するおそれがある場合について

は、短時間で復水タンクの代替水源として確保できることから、交流動力電

源が健全である場合は２次系純水タンクを優先して使用する。全交流動力電

源が喪失し、２次系純水タンクが使用不可能であれば、淡水タンクを水源と

する消火設備から復水タンクへの補給を実施するが、構内で火災が発生して

いる場合において消火設備は、重大事故等時の対応よりも消火活動に優先し

て使用する。次に淡水タンクを水源とする消火設備から復水タンクへの補給

が使用不可能であれば、Ａ、Ｂ淡水タンクから消防ポンプによる復水タンク

への補給を実施する。これらのタンクの水量は有限であるが、当初選択した

水源からの送水準備が完了後、引き続き次の水源からの送水準備を開始する

ことで、水源が枯渇しないようにし、最終的には海水に水源を切り替えるこ

とで水の供給が中断することはなく、重大事故等の収束に必要となる十分な

量の水を確保する。なお、海水を使用する際の取水箇所及び敷設ルートは、

複数設定したルートのうち、現場の状況を確認し、アクセス性の良いルート

を優先する。 

また、淡水又は海水を復水タンクへ補給することにより、継続的な蒸気発

生器２次側による炉心冷却（注水）を成立させる。なお、復水タンクの保有

水量は513m3以上に管理する。 

以上の対応手順のフローチャートを第1.13.21図に示す。 

  

必要容量 

関連箇所を赤下線にて示す。 
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表 85－14 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付十追補 

 

1.13.2.2 炉心注水のための代替手段及び燃料取替用水タンクへの供給に係る手順

等 

(14) 優先順位 

重大事故等の発生において、炉心注水のための代替手段及び燃料取替用水

タンクへの供給手段として、以上の手段を用いて、重大事故等の収束に必要

となる十分な量の水源の確保を図る。 

（中略） 

燃料取替用水タンクが水源として使用可能な場合については燃料取替用水

タンクへの補給を実施し、ほう酸水であり、早期に燃料取替用水タンクの代

替水源として使用可能であることから、１次系純水タンク及びほう酸タンク

を優先して使用する。次にほう酸タンクの破損等によりほう酸補給系が使用

不可能で１次系純水タンクが使用可能である場合は、１次系純水タンクから

燃料取替用水タンクへの補給を実施する。次に１次系純水タンクが使用不可

能であれば、２次系純水タンクから使用済燃料ピットを経由させて燃料取替

用水タンクへ補給する。次に淡水タンクを水源とする消火設備による補給を

実施するが、構内で火災が発生している場合において消火設備は、重大事故

等時の対応よりも消火活動に優先して使用する。次に復水タンクから燃料取

替用水タンクへの補給を実施する。 

なお、復水タンクの水を燃料取替用水タンクへ補給すると判断した場合は、

復水タンクへの補給準備を並行して実施する。 

これらのタンクの水量は有限であるが、当初選択した水源からの送水準備

が完了後、引き続き次の水源からの送水準備を開始することで、水源が枯渇

しないように、最終的には海水から取水することで水の供給が中断すること

なく、重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を確保する。 

また、淡水を燃料取替用水タンクへ補給すること、燃料取替用水タンクか

ら復水タンクへの水源切替と復水タンクへの海水補給、又は可搬式代替低圧

注水ポンプによる海水注水により、継続的な炉心注水及び代替炉心注水を成

立させる。なお、燃料取替用水タンクの保有水量は1,325m3以上に管理する。 

以上の炉心注水時に使用する水源に係る手順のフローチャートを第1.13.40

図に示す。  
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表 85－14 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付十追補 

 

1.13.2.3 格納容器スプレイのための代替手段及び燃料取替用水タンクへの供給に

係る手順等 

(13) 優先順位 

重大事故等の発生において、格納容器スプレイのための代替手段及び燃料

取替用水タンクへの供給手段として、以上の手段を用いて、重大事故等の収

束に必要となる十分な量の水源の確保を図る。 

（中略） 

燃料取替用水タンクが水源として使用可能な場合については燃料取替用水

タンクへの補給を実施し、ほう酸水であり、早期に燃料取替用水タンクの代

替水源として使用可能であることから、１次系純水タンク及びほう酸タンク

を優先して使用する。次にほう酸タンクの損傷等によりほう酸補給系が使用

不可能で１次系純水タンクが使用可能である場合は、１次系純水タンクから

燃料取替用水タンクへの補給を実施する。１次系純水タンクが使用不可能で

あれば次に２次系純水タンクから燃料取替用水タンクへの補給を実施する。

次に淡水タンクから燃料取替用水タンクへの補給を実施するが、構内で火災

が発生している場合において消火設備は、重大事故等時の対応よりも消火活

動に優先して使用する。次に復水タンクから燃料取替用水タンクへの補給を

実施する。 

なお、復水タンクの水を燃料取替用水タンクへ補給すると判断した場合は、

復水タンクへの補給準備を並行して実施する。 

これらのタンクの水量は有限であるが、当初選択した水源からの送水準備

が完了後、引き続き次の水源からの送水準備を開始することで、水源が枯渇

しないように、最終的には海水から取水することで水の供給が中断すること

なく、重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を確保する。 

また、淡水を燃料取替用水タンクへ補給すること、燃料取替用水タンクか

ら復水タンクへ水源切替と復水タンクへの海水補給、又は可搬式代替低圧注

水ポンプによる海水注水により、継続的な格納容器スプレイ及び代替格納容

器スプレイを成立させる。なお、燃料取替用水タンクの保有水量は1,325m3以

上に管理する。 

（以下省略） 
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2.4 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備 

2.4.1 ポンプ 

名    称 送水車 

容 量 m３/h/個     以上、   以上、    以上(   )  
吐 出 圧 力 MPa      以上、     以上(   ) 

最高使用圧力 MPa 1.6 

最高使用温度 ℃ 40 

原 動 機 出 力 kW/個 294 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設

備として使用する送水車は、以下の機能を有する。 

 
送水車は、使用済燃料ピットの冷却機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料ピッ

トからの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料ピットの水位が低下した場合

において使用済燃料ピット内の燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止

するために設置する。 

 

系統構成は、使用済燃料ピットポンプ及び使用済燃料ピットクーラの故障等による

使用済燃料ピットの冷却機能の喪失又は燃料取替用水ポンプ及び燃料取替用水タン

クの故障等による使用済燃料ピットの注水機能の喪失、又は使用済燃料ピットに接

続する配管の破損等による使用済燃料ピット水の小規模な漏えいその他の要因によ

り当該使用済燃料ピットの水位が低下した場合において、送水車により、注水ライ

ンを介して使用済燃料ピットへ海水を注水し、使用済燃料ピット内の燃料体等を冷

却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止できるよう、可搬型代替注水設備（使用済

燃料ピットへの注水）を設置する。 

 

送水車は、使用済燃料ピットからの大量の水の漏えいその他の要因により当該使用済

燃料ピットの水位が異常に低下した場合において使用済燃料ピット内の燃料体等の著

しい損傷の進行緩和、臨界防止及び放射性物質の放出低減を行うために設置する。 

 

系統構成は、使用済燃料ピットからの大量の水の漏えいが発生し、可搬型代替注水

設備を用いても使用済燃料ピット出口配管下端未満かつ水位低下が継続する場合に

おいて、送水車により、可搬型ホース及びスプレイヘッダを介して海水を使用済燃

料ピット全面にスプレイすることにより使用済燃料ピット内燃料体等の著しい損傷

の進行緩和、臨界防止及び放射性物質の放出低減を行うよう、可搬型スプレイ設備

（使用済燃料ピットへのスプレイ）を設置する。 
 

送水車は、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷に至った場合において発電所外への放射性

物質の拡散を抑制するために設置する。 

 

（中略） 

 

送水車の保有数量は、1セット1個を2セット、保守点検内容は目視点検等であり、保守点

検中でも使用可能であるため、保守点検用は考慮せずに、故障時のバックアップ用として1

個の合計3個を分散して保管する。 
 
想定する重大事故等時における a～eの機能について、送水車によって使用することが想

定される組み合わせは以下の①～④に区分される。 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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a.使用済燃料ピットへの注水 

b.使用済燃料ピットへのスプレイ※１ 

c.格納容器スプレイ時又は燃料取替用水タンク水移送時の復水タンクへの補給 

d.炉心注水時の復水タンクへの補給又は可搬式代替低圧注水ポンプへの供給 

e.蒸気発生器への注水時の復水タンクへの補給又はタービン動補助給水ポンプへの供給 

※1 屋外からの原子炉補助建屋（貯蔵槽内燃料体等）への放水についても同じ設計と

する。 

 

① c.格納容器スプレイ時又は燃料取替用水タンク水移送時の復水タンクへの補給 

＋a.使用済燃料ピットへの注水 

恒設代替低圧注水ポンプにより代替格納容器スプレイするために海水を復水タンクへ

補給するとともに、使用済燃料ピットへの注水を実施する。又は復水タンクから燃料

取替用水タンクへ水移送するために必要な海水を復水タンクへ補給するとともに、使

用済燃料ピットへの注水を実施する。 

 

② d.炉心注水時の復水タンクへの補給又は可搬式代替低圧注水ポンプへの供給 

＋a.使用済燃料ピットへの注水 
恒設代替低圧注水ポンプにより代替炉心注水するために必要な海水を復水タンクへ補

給するとともに、使用済燃料ピットへの注水を実施する。又は可搬式代替低圧注水ポ

ンプにより代替炉心注水するために必要な海水を給水するとともに、使用済燃料ピッ

トへの注水を実施する。 

 

③ e.蒸気発生器への注水時の復水タンクへの補給又はタービン動補助給水ポンプへの供 

給＋a.使用済燃料ピットへの注水 

2次冷却系からの炉心冷却として蒸気発生器への注水に必要な海水を復水タンクへ補

給又はタービン動補助給水ポンプへ供給するとともに、使用済燃料ピットへの注水を

実施する。 
 

④ b.使用済燃料ピットへのスプレイ 

使用済燃料ピットへのスプレイに同時使用の組み合わせは無く、単体で実施する。 

 
1. 容量 

送水車の容量は、以下の重大事故等時における a～eの機能を果たすことができる容量

を基に前述の①～④の使用組み合わせを考慮して設定している。 

a．使用済燃料ピットへの注水 15m３/h以上 

使用済燃料ピットへの注水容量の最大値については、重大事故等対策有効性評価の中

で、使用済燃料ピット冷却系及び注水系の故障時の最大必要容量で12.72m３/hを設定して

おり、解析の結果、使用済燃料ピット内の燃料集合体の崩壊熱を除去できることが確認

できていることから、これを上回る容量として15m３/h以上とする。 

 

b．使用済燃料ピットへのスプレイ 60m３/h以上 

使用済燃料ピットへのスプレイ容量については、使用済燃料ピットからの大量の水の

漏えいその他の要因により当該使用済燃料ピットの水位が異常に低下した場合におい

て、スプレイヘッダにて、使用済燃料ピット全体にスプレイすることにより使用済燃料

ピット内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し及び臨界を防止できることを資料21

「使用済燃料貯蔵槽の冷却能力に関する説明書」にて確認しており、そのときの容量で

ある60m３/h以上とする。 

 

c．格納容器スプレイ時又は燃料取替用水タンク水移送時の復水タンクへの補給  
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120m３/h以上 

原子炉格納容器内のスプレイ容量については、重大事故対策有効性評価において、代替

最終ヒートシンクによる格納容器の除熱手段確立までの間、原子炉格納容器内の圧力を

原子炉格納容器の最高使用圧力近傍で維持することが可能である流量120m３/h以上とす

る。 

 

d．炉心注水時の復水タンクへの補給又は可搬式代替低圧注水ポンプへの供給 80m３/h以上 

原子炉への注水容量については、重大事故等対策有効性評価の中で、ＬＯＣＡ（2イン

チ破断）＋ＥＣＣＳ注入失敗時の最大必要容量で70m３/hを上回る80m３/h以上とする。 

 

e．蒸気発生器への注水時の復水タンクへの補給又はタービン動補助給水ポンプへの供給  

180m３/h以上 

蒸気発生器への注水容量については、タービン動補助給水ポンプの必要容量の171m３/h

を上回る180m３/h以上とする。 

 

送水車は以上の a.～e.の機能を同時に実施することが想定される①～④のすべての組み

合わせに対して、必要な性能を有するものとして、以下のとおりとする。 

 

 

第1表 送水車の必要容量 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（使用済燃料

ピットへの注水）として使用する送水車にはａ.の機能が要求されており、同時に使用す

ることを想定した場合に最大の容量となる組合せである③e.＋ａ.を上回る容量として、

195m３/h/個とする。 

 

原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として使用する送

水車にはc.及びd.の機能が要求されており、同時に使用することを想定した場合に最大の

容量となる組合せである①のc.＋a.を上回る容量として、135m３/h/個とする。 

 

原子炉冷却系統施設のうち蒸気タービンの附属設備として使用する送水車には、e.の機

項 

目 

機能 
必要な容量 

（m３/h） 

送水車に必要な 

容量（m３/h） 

① 

c．格納容器スプレイ時又は 

  燃料取替用水タンク水移送時の 

復水タンクへの補給 

120 
135 

a．使用済燃料ピットへの注水 15 

② 

d．炉心注水時の復水タンクへの補給 

又は可搬式代替低圧注水ポンプへの供給 
80 

95 

a．使用済燃料ピットへの注水 15 

③ 

e. 蒸気発生器への注水時の復水タンク 

への補給又はタービン動補助給水ポンプ

への供給 

180 
195 

a．使用済燃料ピットへの注水 15 

④ b．使用済燃料ピットへのスプレイ 60 60 
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能が要求されており、同時に使用することを想定した場合に最大の容量となる組合せであ

る③のe.＋a.を上回る容量として、195m３/h/個とする。 

 

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（格納容器安全設備）として使用

する送水車には、c.の機能が要求されており、同時に使用することを想定した場合に最大

の容量となる組合せである①のc.＋a.を上回る容量として、135m３/h/個とする。 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（使用済燃料

ピットへスプレイ）として使用する送水車にはb.の機能が要求されており、④のb.を上回

る容量として、60m３/h/個とする。 

 

なお、公称値については、送水車に要求される最大容量195m３/h/個を上回る   m３/h/個

とする。 
 

2．吐出圧力 

送水車の吐出圧力は、下記のa.～e.の機能を果たすことができる吐出圧力を基に、同時

に実施することが想定される組合せを考慮して設定している。 

 

a．使用済燃料ピットへの注水 約0.98MPa以上 

送水車の吐出圧力は使用済燃料ピットへ注水する流量15m３/hを確保する場合の水源

と移送先の圧力差、静水頭、ホース圧力損失を基に設定する。 

 

水源と移送先の圧力差 約0.30MPa 

静水頭 

ホース圧力損失 

約0.26MPa 

約0.42MPa 

合 計 約0.98MPa 

 

b．使用済燃料ピットへのスプレイ 約1.26MPa以上 

送水車の吐出圧力は、海水を使用済燃料ピットへスプレイする流量60m３/hを確保す

る場合の水源と移送先の圧力差、静水頭、ホース圧力損失を基に設定する。 

 

水源と移送先の圧力差  約0.70MPa 

静水頭 

ホース圧力損失 

約0.26MPa 

約0.30MPa 

合 計 約1.26MPa 

 

c．格納容器スプレイ時又は燃料取替用水タンク水移送時の復水タンクへの補給 

  約0.53MPa以上 

送水車の吐出圧力は、格納容器スプレイ時に復水タンクへ120m３/hの海水を供給す

る場合の水源と移送先の圧力差、静水頭、ホース圧力損失を基に設定する。 

 

水源と移送先の圧力差 約0.30MPa 

静水頭 

ホース圧力損失    

約0.19MPa 

約0.04MPa 

合 計 約0.53MPa 

 

d．炉心注水時の復水タンクへの補給又は可搬式代替低圧注水ポンプへの供給 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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0.50MPa以上 

送水車の吐出圧力は、代替炉心注水時に復水タンクへ80m３/hの海水を供給する場合

の水源と移送先の圧力差、静水頭、ホース圧力損失を基に設定する。 

 

水源と移送先の圧力差 約0.30MPa 

静水頭 

ホース圧力損失 

約0.19MPa 

約0.01MPa 

合 計 約0.50MPa 

 

e．蒸気発生器への注水時の復水タンクへの補給又はタービン動補助給水ポンプへの供給 

 約0.50MPa以上 

送水車の吐出圧力は、蒸気発生器への注水時に復水タンクへ30m３/hの海水を補給す

る場合の水源と移送先の圧力差、静水頭、ホース圧力損失を基に設定する。 

 

水源と移送先の圧力差 約0.30MPa 

静水頭 

ホース圧力損失 

約0.19MPa 

約0.01MPa 

合 計 約0.50MPa 

 

送水車は、以上のa.～e.の機能を同時に実施することが想定される①～④のすべてに対

して、必要な性能を有するものとして、以下のとおりとする。 

 

第2表 送水車の吐出圧力 

項 

目 

機能 
必要な吐出圧力 

（MPa） 

送水車に必要な 

吐出圧力（MPa） 

① 

c．格納容器スプレイ時又は 

燃料取替用水タンク水移送時の復水タ

ンクへの補給 

0.53 
0.98 

a．使用済燃料ピットへの注水 0.98 

② 

d．炉心注水時の復水タンクへの補給又は 

可搬式代替低圧注水ポンプへの供給 
0.50 

0.98 

a．使用済燃料ピットへの注水 0.98 

③ 

e. 蒸気発生器への注水時の復水タンクへ 

の補給又は 

タービン動補助給水ポンプへの供給 

0.50 
0.98 

a．使用済燃料ピットへの注水 0.98 

④ b．使用済燃料ピットへのスプレイ 1.26 1.26 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（使用済燃料

ピットへの注水）として使用する送水車にはａ.の機能が要求されており、同時に使用す

ることを想定した場合に最大の圧力となる組合せである①のc.＋a.を上回る圧力として、

0.98MPaとする。 

 

原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として使用する送

水車にはｃ.及びｄ.の機能が要求されており、同時に使用することを想定した場合に最大
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の圧力となる組合せである①のc.＋a.を上回る圧力として、0.98MPaとする。 

 

原子炉冷却系統施設のうち蒸気タービンの附属設備として使用する送水車には、e.の機

能が要求されており、同時に使用することを想定した場合に最大の圧力となる組合せであ

る③のe.＋a.を上回る圧力として、0.98MPaとする。 

 

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（格納容器安全設備）として使用

する送水車には、c.の機能が要求されており、同時に使用することを想定した場合に最大

の圧力となる組合せである①のc.＋a.を上回る圧力として、0.98MPaとする。 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（使用済燃料

ピットへのスプレイ）として使用する送水車にはｂ.の機能が要求されており、④のｂ.を

上回る圧力として、1.26MPaとする。 

 

公称値については、送水車に要求される最大圧力1.26MPa以上を上回る   MPaとする。 

 

3．最高使用圧力 

送水車の最大必要吐出圧は1.26MPaであり、消防法に適合した使用圧力2.6MPa以下の

1.6MPaを最高使用圧力とする。 

 

4．最高使用温度 

送水車を重大事故等時において使用する場合の温度は、水源である海水の温度（注１）が

40℃を下回るため 40℃とする。 

 

5．原動機の出力 

送水車の原動機出力は、消防法に適合したポンプを配備することから、そのポンプの原

動機出力が294kWであり、原動機出力を294kWとする。 

 
（注1）海水の温度は、外気の温度である原子炉設置変更許可申請書添付書類六に示す美浜

発電所における最高の月平均気温である8月の約30.9℃（敦賀特別地域気象観測所）

を下回る。 

 

 
 

 

- 添4-1-2-6 - ～ - 添4-1-2-7 - 、 - 添4-1-2-11 - ～ - 添4-1-2-18 - 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－14 添付－３（１） 

設置変更許可申請書 添付十追補 

 

 

 

 

第
1
.
13
.
1
図
 
機
能
喪
失
原
因
対
策
分
析
（
１
／
５
）
 

 

※
7
２
次
系
純
水
タ
ン
ク
か
ら

復
水
タ
ン
ク
へ
の
補
給

蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却
（
注
水
）
機
能
喪
失

復
水
タ
ン
ク
枯
渇
又
は
破
損

復
水
タ
ン
ク
枯
渇

※
1
復
水
タ
ン
ク
か
ら
２
次
系
純
水

タ
ン
ク
へ
の
水
源
切
替

・
２
次
系
純
水
タ
ン
ク

・
電
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

・
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

※
2
海
水
を
用
い
た
２
次
系
純
水

タ
ン
ク
へ
の
補
給

※
2の
手
段
は
※

1の
手
段
を
実
施

し
た
場
合
の
み
実
施
す
る
。

・
消
防
ポ
ン
プ

※
3
復
水
タ
ン
ク
か
ら
脱
気
器

タ
ン
ク
へ
の
水
源
切
替

・
脱
気
器
タ
ン
ク

・
主
給
水
ポ
ン
プ

・
蒸
気
発
生
器
水
張
り
ポ
ン
プ

※
4
１
次
冷
却
系
の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド

ブ
リ
ー
ド

・
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク

・
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ

・
加
圧
器
逃
が
し
弁

・
２
次
系
純
水
タ
ン
ク

・
２
次
系
純
水
ポ
ン
プ

※
8
淡
水
タ
ン
ク
か
ら

復
水
タ
ン
ク
へ
の
補
給

・
Ａ
、
Ｂ
淡
水
タ
ン
ク

・
Ｎ
ｏ
．
１
、
２
淡
水
タ
ン
ク

・
電
動
消
火
ポ
ン
プ

・
デ
ィ
ー
ゼ
ル
消
火
ポ
ン
プ

※
9
Ａ
、
Ｂ
淡
水
タ
ン
ク

か
ら
復
水
タ
ン
ク
へ
の
補
給

・
Ａ
、
Ｂ
淡
水
タ
ン
ク

・
消
防
ポ
ン
プ

※
10

海
水
を
用
い
た
復
水

タ
ン
ク
へ
の
補
給

・
送
水
車

・
軽
油
用
ド
ラ
ム
缶

※
2

※
1

※
3

※
4

※
7

※
10

※
9

※
8

：
AN

D
条
件

：
O

R条
件

：
サ
ポ
ー
ト
系

凡
例

：
サ
ポ
ー
ト
系
の
回
復
操
作

に
よ
る
対
応

：
フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
の
代
替

設
備
、
手
段
に
よ
る
対
応

：
電
源
系
機
能

喪
失
想
定

※
5
復
水
タ
ン
ク
か
ら
海
水
へ
の

水
源
切
替
（
海
水
ポ
ン
プ
を
用
い
た

補
助
給
水
ポ
ン
プ
直
接
供
給
）

・
海
水
ポ
ン
プ

・
電
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

・
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

※
5

※
6

※
6
復
水
タ
ン
ク
か
ら
海
水
へ
の

水
源
切
替
（
送
水
車
を
用
い
た

タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

直
接
供
給
）

・
送
水
車

・
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

・
軽
油
用
ド
ラ
ム
缶

：
故
障
想
定
の
Ｓ
Ａ
設
備
 

：
同
等
の
機
能
を
持
つ
他
の
Ｓ
Ａ
設
備
 

同等な機能を有することの説明 
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（２）－２－14 保安規定第 85条 表 85-15「電源設備」運転上の制限等について 

 

a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 

b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

(2) 設置変更許可申請書 添付十追補（所要数、必要容量） 

(3) 工事計画認可申請書 添付資料 40（必要容量） 

(4) 工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書 

添付-３ 同等な機能を有する設備 

 (1) 同等な機能を有することの説明 添付十追補 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備分類

等」参照 
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a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明

  

 

保
安
規
定

 
第

85
条

 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

表
８
５
－
１
５

 
電
源
設
備
 

 ８
５
－
１
５
－
１
 
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
か
ら
の
給
電

 
①
 

 (
1)
 運
転
上
の
制
限

  

項
 
目

 
②
 

運
転
上
の
制
限
 
③
 

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
か
ら
の
給
電
 

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
に
よ
る
電
源
系
１
系
統
※
１
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
 

適
用
モ
ー
ド
 
④
 

設
 
備

 
⑤
 

所
要
数

 
⑥
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
 

お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体

を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
 

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
 

２
台
 

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
 

※
２
 

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
 

※
２
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
 

※
２
 

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
 

※
２
 

※
１
：
１
系
統
と
は
、
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い
て
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
２
台
、
使
用

済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
に
お
い
て
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
１
台
。
 

※
２
：
「
８
５
－
１
５
－
６
 
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油

移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

 (
2)
 確
認
事
項

 
⑦
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
 

発
電
機
を
起
動
し
、
運
転
状
態
（
電
圧

等
）
に
異
常
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

発
電
室
長
 

発
電
機
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 
当
直
課
長
 

  

①
 設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
七
条
（
１
．
１
４
）
が
該
当
す
る
。
（
添
付
－
１
）
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
五
条
（
１
．
２
）
～
第
五
十
四
条
（
１
．
１
１
）
、
第

五
十
六
条
（
１
．
１
３
）
、
第
五
十
八
条
（
１
．
１
５
）
～
第
六
十
二
条
（
１
．
１
９
）
の
各
条
に
も
該
当
す

る
。
 

 ②
 運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
。
（
添
付
－
１
）
 

 ③
 以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
、
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
空
冷
式

非
常
用
発
電
装
置
に
よ
る
電
源
系
１
系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

 ・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
七
条
（
１
．
１
４
）

 

「
電
源
設
備
(手
順
等
)」
で
は
、
電
源
が
喪
失
し
た
こ
と
に
よ
り
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て

炉
心
の
著
し
い
損
傷
、
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
内
の
燃
料
体
等
の
著
し
い
損
傷
及
び

運
転
停
止
中
に
お
け
る
原
子
炉
内
の
燃
料
体
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
電
力
を
確
保
す
る
た

め
に
必
要
な
設
備
を
設
置
す
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。
 

 

④
 空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
に
よ
る
電
源
系
は
、
非
常
用
電
源
が
喪
失
し
た
場
合
に
重
大
事
故
等
の
防
止
・
緩
和

に
必
要
な
設
備
に
対
し
給
電
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て

い
る
期
間
及
び
燃
料
体
が
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必

要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
適
用
モ
ー
ド
は
「
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃

料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
」
と
す
る
。
(保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
１
）

) 

 ⑤
 ②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備
 

 ⑥
 空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
は
、
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
り
、
2
台
か

ら
の
給
電
で
重
大
事
故
等
発
生
時
に
必
要
な
電
力
を
供
給
す
る
こ
と
が
出
来
る
設
計
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
運

転
上
の
制
限
の
所
要
数
を

2
台
と
す
る
。
 

た
だ
し
、
原
子
炉
に
燃
料
が
な
く
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
の
み
の
期
間
は
、
必
要
な

負
荷
が
少
な
く

1
台
か
ら
の
給
電
で
必
要
な
電
力
を
供
給
す
る
こ
と
が
出
来
る
た
め
、
運
転
上
の
制
限
の
所
要
数

を
1
台
と
す
る
。
（
添
付
－
２
）
 

 ⑦
 適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
(保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２

) 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
）
 

定
期
検
査
時
の
確
認
事
項
は
、
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
非
常
用
母
線
に
接
続
し
て

負
荷
試
験
を
行
う
こ
と
は
安
全
上
好
ま
し
く
な
い
た
め
、
発
電
機
を
起
動
さ
せ
、
そ
の
状
態
で
電
圧
等
に
異
常

が
な
い
こ
と
等
を
確
認
す
る
。
 

ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
）
 

通
常
運
転
中
の
確
認
事
項
は
、
発
電
機
を
起
動
す
る
こ
と
で
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
頻
度
に

つ
い
て
は
、
既
存
の
保
安
規
定
設
備
（
ポ
ン
プ
、
フ
ァ
ン
等
）
で
の
確
認
頻
度
が

1
ヶ
月
に

1
回
で
設
定
さ
れ
て

い
る
の
で
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明

  

 

保
安
規
定

 
第

85
条

 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

(
3)
 要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド
１
、

２
、
３
お
よ

び
４
 

A
. 
空
冷
式
非
常
用

発
電
装
置
２
台

に
よ
る
電
源
系

が
動
作
不
能
で

あ
る
場
合
 

A
.1
 
当
直
課
長
は
、
１
基
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
を
起

動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と

も
に
、
そ
の
他
の
設
備
※
３
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 
電
気
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を

持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
※
４
が
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
※
５
。
 

お
よ
び
 

A
.3
 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に

復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

 

   ７
２
時
間
 

 

  ３
０
日
 

B
. 
条
件
Ａ
の
措
置

を
完
了
時
間
内

に
達
成
で
き
な

い
場
合
 

B
.1
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。

 

お
よ
び
 

B
.2
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。

 

１
２
時
間
 

 

５
６
時
間
 

モ
ー
ド
５
、

６
お
よ
び
使

用
済
燃
料
ピ

ッ
ト
に
燃
料

体
を
貯
蔵
し

て
い
る
期
間
 

A
. 
空
冷
式
非
常
用

発
電
装
置
２
台

※
６
に
よ
る
電
源

系
が
動
作
不
能

で
あ
る
場
合
 

A
.1
 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に

復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
っ
て

い
る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.3

 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非
満

水
）
ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）

の
場
合
、
１
次
系
保
有
水
を
回
復
す
る
措
置
を
開

始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.4
 
電
気
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を

持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
※
４
が
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
※
５
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

 

 

速
や
か
に
 

 

 

  速
や
か
に
 

※
３
：
残
り
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
１
基
を
い
い
、
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

※
４
：
電
源
車
に
よ
る
電
源
系
を
い
う
。

 

※
５
：
「
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」
の
確
認
は
、
対
象
設
備
の
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
行
う
。
ま
た
、
モ
ー
ド
１
、

２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い
て
、
「
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」
と
は
、
当
該
系
統
に
要
求
さ
れ
る
準

備
時
間
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
、
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
し
、
ケ

ー
ブ
ル
を
接
続
す
る
補
完
措
置
が
完
了
し
て
い
る
こ
と
を
含
む
。
 

※
６
：
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
に
お
い
て
は
、
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
１
台
。
 

 

⑧
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。
 

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
に
よ
る
電
源
系
は
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
、
動
作
可
能
な
系
統
数
が
１
Ｎ
未
満

と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。
 

 ⑨
 要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。

(保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．（
２
）
、（
３
）
）
 

【
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
】
 

A
.1
 
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
、
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）
」
の
技
術
的
能
力
で

整
理
し
た
“
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
”
で
あ
る
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
が
該
当
し
、
完

了
時
間
は
「
4
時
間
」
と
す
る
。
 

A
.2
 
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
同
等
な
機
能
を
有
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）
」
の
技
術
的
能
力
で

整
理
し
た
以
下
の
い
ず
れ
か
の
設
備
が
該
当
し

(
添
付
－
３

)
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
完
了
時

間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の

AO
T
上
限
で
あ
る
｢
72
時
間
｣と
す
る
。
 

A
.3
  
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の

AO
T
上
限
の
「
30
日
」

と
す
る
。
 

B
.1
,
B.
2
 既
保
安
規
定
と
同
様
な
設
定
と
し
て
い
る
。
 

 【
モ
ー
ド
５
、
６
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
】
 

A
.1
 当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.2
 
当
該
系
統
が
動
作
不
能
で
あ
る
状
態
で
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
行
う
こ
と
は
安
全
側
の
措
置
と
は
い
え
な
い

こ
と
か
ら
、
水
抜
き
中
の
場
合
は
“
速
や
か
に
”
水
抜
き
を
中
止
し
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
措
置
を
行

う
。
 

A
.3
 
既
に
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
中
の
場
合
は
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
た
め
１
次
系
の
保
有
水
を
回
復
す
る

措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.4
 
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
措
置
を
“
速

や
か
に
”
開
始
す
る
。
確
認
対
象
（
補
完
措
置
含
む
）
は
、
モ
ー
ド
５
，
６
に
お
い
て
は
モ
ー
ド
１
～
４
の

A.
2

と
同
様
で
あ
る
が
、
モ
ー
ド
５
，
６
以
外
（
炉
心
に
燃
料
が
な
く
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い

る
の
み
の
期
間
）
に
お
い
て
は
電
源
車
か
ら
の
給
電
で
必
要
な
電
力
を
供
給
す
る
こ
と
が
出
来
る
た
め
、
確
認
対

象
（
補
完
措
置
含
む
）
は
電
源
車
の
み
と
し
て
い
る
。
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保
安
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条

 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

 
 ［
参

 
考
］
 

 ●
 設
備
仕
様
 

設
 
備
 

容
 
量
 

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
(1
台
) 

約
 1

,4
6
0 
k
W（
約

1,
82
5
kV
A）

 

電
源
車

  
約
 4

88
 
kW
（
約

61
0k

VA
）
  

 ●
必
要
負
荷
 

設
 
備
 

運
転
モ
ー
ド
 

必
要
負
荷
 

モ
ー
ド
１
～
６
 

約
1,
5
65
 
kW
 

モ
ー
ド
５
、
６
以
外
 

約
35
5
 k
W 
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保
安
規
定
記
載
内
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説
明

  

 

保
安
規
定

 
第

85
条

 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

８
５
－
１
５
－
２
 
電
源
車
か
ら
の
給
電

 
①
 

 (
1)
 運
転
上
の
制
限

  

項
 
目

 
②
 

運
転
上
の
制
限

 
③
 

電
源
車
か
ら
の
給
電
 

電
源
車
に
よ
る
電
源
系
２
系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

適
用
モ
ー
ド
 
④
 

設
 
備

 
⑤
 

所
要
数

 
⑥
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
 

お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体

を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
 

電
源
車
 

１
台
×
２
 

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
 

※
１
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
 

※
１
 

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
 

※
１
 

※
１
：
「
８
５
－
１
５
－
６
 
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油

移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

 (
2)
 確
認
事
項

 
⑦
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

電
源
車
 

発
電
機
を
起
動
し
、
運
転
状
態
（
電
圧
等
）
に

異
常
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

電
気
 

保
修
課
長
 

発
電
機
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

電
気
 

保
修
課
長
 

 

①
 設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
七
条
（
１
．
１
４
）
が
該
当
す
る
。
（
添
付
－
１
）
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
八
条
（
１
．
１
５
）
に
も
該
当
す
る
。
 

 ②
 運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
。
（
添
付
－
１
）
 

 ③
 以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
、
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
電
源

車
に
よ
る
電
源
系

2
系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
に
設
定
す
る
。
 

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
七
条
（
１
．
１
４
）

 

「
電
源
設
備
(手
順
等

)」
で
は
、
電
源
が
喪
失
し
た
こ
と
に
よ
り
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
 

炉
心
の
著
し
い
損
傷
、
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
内
の
燃
料
体
等
の
著
し
い
損
傷
及
 

び
運
転
停
止
中
に
お
け
る
原
子
炉
内
の
燃
料
体
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
電
力
を
確
保
す
 

る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
置
す
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。
 

 

④
 電
源
車
に
よ
る
電
源
系
は
、
非
常
用
電
源
が
喪
失
し
た
場
合
に
重
大
事
故
等
の
防
止
・
緩
和
に
必
要
な
設
備
に

対
し
給
電
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
る
期
間
及
び
燃

料
体
が
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
適
用
モ
ー
ド
は
「
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て

い
る
期
間
」
と
す
る
。

(保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．（
１
）

) 
 

 ⑤
 ②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備
 

 ⑥
 電
源
車
は
、
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
う
ち
可
搬
型
代
替
電
源
設
備
（
原
子
炉
建
屋
の
外
か
ら
電
気
を

供
給
す
る
も
の
）
で
あ
り
２
Ｎ
要
求
設
備
に
該
当
す
る
こ
と
か
ら
、
運
転
上
の
制
限
の
所
要
数
を

2
台
（
1
台
×

2）
と
す
る
。
（
添
付
－
２
）
 

 ⑦
 適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
(保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２

) 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
）
 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方

に
基
づ
き

1
年
に

1
回
、
電
源
車
の
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。
 

ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
）
 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方

に
基
づ
き

3
ヶ
月
に

1
回
、
電
源
車
の
発
電
機
を
起
動
す
る
こ
と
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
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条
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記
載
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(
3)
 要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件

 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド
１
、

２
、
３
お
よ

び
４
 

A
. 
動
作
可
能
な
電
源

車
に
よ
る
電
源
系

が
２
系
統
未
満
で

あ
る
場
合
 

A
.1
 
当
直
課
長
は
、
１
基
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
他
の
設
備
※
２

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

お
よ
び
 

A
.2
 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能

を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
※
３
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
４
。
 

お
よ
び
 

A
.3
 
電
気
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可

能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

 

４
時
間
 

    １
０
日
 

   ３
０
日
 

B
. 
動
作
可
能
な
電
源

車
に
よ
る
電
源
系

が
１
系
統
未
満
で

あ
る
場
合
 

B
.1
 
当
直
課
長
は
、
１
基
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
他
の
設
備
※
２

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

お
よ
び
 

B
.2
 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能

を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
※
３
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
４
。
 

お
よ
び
 

B
.3
 
電
気
保
修
課
長
は
、
動
作
不
能
と
な
っ
て

い
る
当
該
系
の
少
な
く
と
も
１
系
統
を
動

作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

    ７
２
時
間
 

   ３
０
日
 

C
. 
条
件
Ａ
ま
た
は
Ｂ

の
措
置
を
完
了
時

間
内
に
達
成
で
き

な
い
場
合
 

C
.1
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。

 

お
よ
び
 

C
.2
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。

 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

  

⑧
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。
 

電
源
車
に
よ
る
電
源
系
は
、
２
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
、
モ
ー
ド
１
～
４
に
お
い
て
は
、
動
作
可
能
な
系
統

数
が
２
Ｎ
未
満
（
１
Ｎ
以
上
）
と
な
っ
た
場
合
と
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。
 

モ
ー
ド
５
、
６
及
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
が
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
期
間
に
お
い
て
は
、
２
Ｎ
未
満
（
１

Ｎ
以
上
）
と
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
と
で
要
求
さ
れ
る
措
置
が
同
じ
に
な
る
た
め
２
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を

条
件
と
し
て
記
載
す
る
。
 

 

⑨
 要
求
さ
れ
る
措
置
を
記
載
。
 

【
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
】
 

A
.1
 
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
、
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）
」
の
技
術
的
能
力
で

整
理
し
た
“
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
”
で
あ
る
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
が
該
当
し
、
動
作

可
能
確
認
の
完
了
時
間
は
「
4
時
間
」
と
す
る
。
 

A
.2
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
同
等
な
機
能
を
有
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
が
該
当
し
、

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
完
了
時
間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
（
２
Ｎ

未
満
１
Ｎ
以
上
）
の

AO
T
上
限
で
あ
る
｢
10
日
」
と
す
る
。
 

な
お
、
電
源
車
に
よ
る
受
電
操
作
に
必
要
な
時
間
は
約

2.
8
時
間
で
あ
り
、
空
冷
式
非
常
用
給
電
発
電
装
置
に

よ
る
受
電
操
作
に
必
要
な
時
間
の
約

19
分
よ
り
長
い
た
め
、
補
完
措
置
は
不
要
で
あ
る
。
 

A
.3
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の

AO
T
上
限
の
「
30
日
」

と
す
る
。
 

 B
.1
 
A.
1
と
同
じ
。
 

B
.2
 
A
.2
と
同
様
、
同
等
の
機
能
を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
完
了
時

間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の

AO
T
上
限

(
１
Ｎ
未
満

)
で
あ
る
｢
7
2
時
間
」
と
す

る
。
 

B
.3
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の

AO
T
上
限
の
「
30
日
」

と
す
る
。
 

 C
.1
,
C.
2
 既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
し
て
い
る
。
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保
安
規
定

 
第

85
条

 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

(
3)
 要
求
さ
れ
る
措
置
（
続
き
）
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件

 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド
５
、

６
お
よ
び
使

用
済
燃
料
ピ

ッ
ト
に
燃
料

体
を
貯
蔵
し

て
い
る
期
間
 

A
. 
動
作
可
能
な
電

源
車
に
よ
る
電

源
系
が
２
系
統

未
満
で
あ
る
場

合
 

A
.1
 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を

行
っ
て
い
る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す

る
。
 

お
よ
び
 

A
.3
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系

非
満
水
）
ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ

ィ
低
水
位
）
の
場
合
、
１
次
系
保
有
水
を

回
復
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.4
 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能

を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
※
３
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
４
措
置
を

開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

※
２
：
残
り
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
１
基
を
い
い
、
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

※
３
：
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
を
い
う
。
 

※
４
：「
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」
の
確
認
は
、
対
象
設
備
の
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
行
う
。
 

 

 【
モ
ー
ド
５
、
６
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
】
 

A
.1
 当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
”
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.2
 当
該
系
統
が
動
作
不
能
で
あ
る
状
態
で
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
行
う
こ
と
は
安
全
側
の
措
置
と
は
い
え
な
い
 

こ
と
か
ら
、
水
抜
き
中
の
場
合
は
”
速
や
か
に
”
水
抜
き
を
中
止
し
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
措
置
を
行
 

う
。
 

A
.3
 既
に
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
中
の
場
合
は
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
た
め
１
次
系
の
保
有
水
を
回
復
す
る
 

措
置
を
”
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.4
 当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
措
置
を
”
速

や
か
に
”
開
始
す
る
。
確
認
対
象
は
、
モ
ー
ド
１
～
４
の

A.
2
と
同
様
で
あ
る
。
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条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

８
５
－
１
５
－
３
 
蓄
電
池
（
安
全
防
護
系
用
）
か
ら
の
給
電
 
①
 

 (
1)
 運
転
上
の
制
限

  

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限

 
③
 

蓄
電
池
（
安
全
防
護
系
用
）
か
ら

の
給
電
 

蓄
電
池
（
安
全
防
護
系
用
）
に
よ
る
電
源
系
１
系
統
※
１
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
 

適
用
モ
ー
ド
 
④
 

設
 
備
 
⑤
 

所
要
数

 
⑥
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、

６
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に

燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
 

蓄
電
池
（
安
全
防
護
系
用
）
 

１
組
 

※
１
：
１
系
統
と
は
、
蓄
電
池
（
安
全
防
護
系
用
）
１
組
。
 

 (
2)
 確
認
事
項

 
⑦
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

蓄
電
池
（
安
全
防
護
系
用
）
 

蓄
電
池
（
安
全
防
護
系
用
）
が
健
全
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

発
電
室
長
 

蓄
電
池
（
安
全
防
護
系
用
）
の
浮
動
充

電
時
の
蓄
電
池
端
子
電
圧
が

12
6
.5
V以

上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
週
間
に
１
回
 
当
直
課
長
 

  

①
 設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
七
条
（
１
．
１
４
）
が
該
当
す
る
。
（
添
付
－
１
）
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
八
条
（
１
．
１
５
）
に
も
該
当
す
る
。
 

 ②
 運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
。
（
添
付
－
１
）
 

 ③
 以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
、
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
蓄
電
池

（
安
全
防
護
系
用
）
に
よ
る
電
源
系
１
系
統
以
上
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
七
条
（
１
．
１
４
）

 

「
電
源
設
備
(手
順
等
)」
で
は
、
電
源
が
喪
失
し
た
こ
と
に
よ
り
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て

炉
心
の
著
し
い
損
傷
、
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
内
の
燃
料
体
等
の
著
し
い
損
傷
及
び

運
転
停
止
中
に
お
け
る
原
子
炉
内
の
燃
料
体
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
電
力
を
確
保
す
る
た

め
に
必
要
な
設
備
を
設
置
す
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。
 

 

 ④
 蓄
電
池
（
安
全
防
護
系
用
）
に
よ
る
電
源
系
は
、
非
常
用
電
源
が
喪
失
し
た
場
合
に
重
大
事
故
等
の
防
止
・
緩

和
に
必
要
な
設
備
に
対
し
給
電
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ

て
い
る
期
間
及
び
燃
料
体
が
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る

必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
適
用
モ
ー
ド
は
「
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に

燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
」
と
す
る
。
(保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
１
）

) 
 

 ⑤
 ②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備
 

 ⑥
 蓄
電
池
（
安
全
防
護
系
用
）
は
、
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
り
、
1

組
か
ら
の
給
電
で
必
要
な
負
荷
に
電
力
を
供
給
す
る
こ
と
が
出
来
る
設
計
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
運
転
上
の
制

限
の
所
要
数
は

1
組
と
す
る
。（
添
付
－
２
）
 

 ⑦
 適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
(保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２

) 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
）
 

定
期
検
査
時
の
確
認
事
項
は
、
保
安
規
定
第

77
条
（
非
常
用
直
流
電
源

 
－
モ
ー
ド
１
，
２
，
３
お
よ
び
４

－
）
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
 

ｂ
．
性
能
確
認
（
機
能
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
）
 

通
常
運
転
中
の
確
認
事
項
は
、
保
安
規
定
第

77
条
（
非
常
用
直
流
電
源

 
－
モ
ー
ド
１
，
２
，
３
お
よ
び
４

－
）
及
び
保
安
規
定
第

78
条
（
非
常
用
直
流
電
源

 
－
モ
ー
ド
５
，
６
お
よ
び
照
射
済
燃
料
移
動
中
－
）
に
設

定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
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記
載
内
容
の
説
明
 

(
3)
 要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
、

３
お
よ
び

４
 

A
. 
蓄
電
池
（
安
全

防
護
系
用
）
に

よ
る
電
源
系
の

全
て
が
動
作
不

能
で
あ
る
場
合
 

A
.1
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。

 

お
よ
び
 

A
.2
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。

 

お
よ
び
 

A
.3
 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を
持

つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
※
２
が
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
※
３
措
置
を
開
始
す
る
。
 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

 速
や
か
に
 

 

モ
ー
ド

５
、
６
 

お
よ
び
使

用
済
燃
料

ピ
ッ
ト
に

燃
料
体
を

貯
蔵
し
て

い
る
期
間
 

 

A
. 
蓄
電
池
（
安
全

防
護
系
用
）
に

よ
る
電
源
系
の

全
て
が
動
作
不

能
で
あ
る
場
合
 

A
.1
 
原
子
燃
料
課
長
は
、
照
射
済
燃
料
の
移
動
を
中

止
す
る
※
４
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.3
 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
材
中
の
ほ
う
素
濃
度

が
低
下
す
る
操
作
を
全
て
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.4
 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
っ

て
い
る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。

 

お
よ
び
 

A
.5
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非
満

水
）
ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水

位
）
の
場
合
、
１
次
系
保
有
水
を
回
復
す
る
措

置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.6
 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を
持

つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
※
２
が
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
※
３
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

※
２
：
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
を
い
う
。
 

※
３
：「
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」
の
確
認
は
、
対
象
設
備
の
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
行
う
。
 

※
４
：
移
動
中
の
燃
料
を
所
定
の
位
置
に
移
動
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
 

⑧
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。
 

蓄
電
池
（
安
全
防
護
系
用
）
か
ら
の
電
源
系
は
、
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
、
動
作
可
能
な
系
統
数
が
１
Ｎ

未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。
 

 

⑨
 要
求
さ
れ
る
措
置
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
２
）、
（
３
））

 

【
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
】
 

A
.1
 
蓄
電
池
（
安
全
防
護
系
用
）
は
、
保
安
規
定
第

77
条
（
非
常
用
直
流
電
源

 
－
モ
ー
ド
１
，
２
，
３
お
よ
び

４
－
）
の
運
転
上
の
制
限
も
適
用
さ
れ
、
蓄
電
池
（
安
全
防
護
系
用
）
が
全
て
動
作
不
能
に
な
っ
た
場
合
は
同
条

に
基
づ
き

1
2
時
間
以
内
に
モ
ー
ド
３
へ
の
移
行
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
項
に
お
い
て
も
同
様
の
措
置
を

適
用
す
る
。
 

A
.2
 A
.1
と
同
じ
く
保
安
規
定
第

77
条
（
非
常
用
直
流
電
源

 
－
モ
ー
ド
１
，
２
，
３
お
よ
び
４
－
）
に
基
づ
く
措

置
を
適
用
す
る
。
 

A
.3
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
同
等
な
機
能
を
有
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）
」
の
技
術
的
能
力
で

整
理
し
た
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
が
該
当
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。
 

な
お
、
蓄
電
池
（
安
全
防
護
系
用
）
は
、
最
短
で
も
約

8
時
間
の
給
電
能
力
が
あ
り
、
一
方
、
空
冷
式
非
常
用

発
電
装
置
に
よ
る
受
電
操
作
に
必
要
な
時
間
は

20
分
で
可
能
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
蓄
電
池
（
安
全
防
護
系

用
）
の
負
荷
は
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
の
負
荷
の
中
に
包
絡
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
補
完
措
置
は
不
要
で
あ
る
。

（
添
付
－
２
）
 

 【
モ
ー
ド
５
、
６
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
】
 

A
.1
 照
射
済
燃
料
の
移
動
を
“
速
や
か
に
”
中
止
す
る
。
 

A
.2
 当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.3
 ほ
う
素
濃
度
が
低
下
す
る
操
作
を
“
速
や
か
に
”
中
止
す
る
。
 

A
.4
 
当
該
系
統
が
動
作
不
能
で
あ
る
状
態
で
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
行
う
こ
と
は
安
全
側
の
措
置
と
は
い
え
な
い

こ
と
か
ら
、
水
抜
き
中
の
場
合
は
“
速
や
か
に
”
水
抜
き
を
中
止
し
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
措
置
を
行

う
。
 

A
.5
 
既
に
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
中
の
場
合
は
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
た
め
１
次
系
の
保
有
水
を
回
復
す
る

措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.6
 
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
措
置
を
“
速

や
か
に
”
開
始
す
る
。
確
認
対
象
は
、
モ
ー
ド
１
～
４
の

A.
3
と
同
様
で
あ
る
。
 

注
）

A.
1
,A
.
3
は
、
保
安
規
定
第

78
条
（
非
常
用
直
流
電
源

 
－
モ
ー
ド
５
，
６
お
よ
び
照
射
済
燃
料
移
動
中
－
）

の
措
置
を
兼
ね
て
い
る
。
 

 

補(2)-510



保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明

  

 

保
安
規
定

 
第

85
条

 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

８
５
－
１
５
－
４
 
可
搬
式
整
流
器
か
ら
の
給
電
 
①
 

 (
1)
 運
転
上
の
制
限

  

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限

 
③
 

可
搬
式
整
流
器
か
ら
の
給
電
 

可
搬
式
整
流
器
に
よ
る
電
源
系
１
系
統
※
１
が
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
 

適
用
モ
ー
ド

 
④
 

設
 
備

 
⑤
 

所
要
数
 
⑥
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て

い
る
期
間
 

可
搬
式
整
流
器
 

２
個
 

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
 

※
２
 

電
源
車
 

※
３
 

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
 

※
４
 

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
 

※
４
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
 

※
４
 

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
 

※
４
 

※
１
：
１
系
統
と
は
、
可
搬
式
整
流
器
２
個
。
 

※
２
：
「
８
５
－
１
５
－
１

 
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
か
ら
の
給
電
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

※
３
：
「
８
５
－
１
５
－
２

 
電
源
車
か
ら
の
給
電
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

※
４
：
「
８
５
－
１
５
－
６
 
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油

移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

 (
2)
 確
認
事
項

 
⑦
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

可
搬
式
整
流
器
 

所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

電
気
 

保
修
課
長
 

  

①
 設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
七
条
（
１
．
１
４
）
が
該
当
す
る
。
（
添
付
－
１
）
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
六
条
（
１
．
３
）
、
第
五
十
八
条
（
１
．
１
５
）
に
も

該
当
す
る
。
 

 ②
 運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
。
（
添
付
－
１
）
 

 ③
 以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
、
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
可
搬

式
整
流
器
に
よ
る
電
源
系
１
系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
七
条
（
１
．
１
４
）

 

「
電
源
設
備
(手
順
等
)」
で
は
、
電
源
が
喪
失
し
た
こ
と
に
よ
り
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て

炉
心
の
著
し
い
損
傷
、
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
内
の
燃
料
体
等
の
著
し
い
損
傷
及
び

運
転
停
止
中
に
お
け
る
原
子
炉
内
の
燃
料
体
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
電
力
を
確
保
す
る
た

め
に
設
備
を
設
置
す
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。
 

 

④
 
可
搬
式
整
流
器
に
よ
る
電
源
系
は
、
非
常
用
電
源
が
喪
失
し
た
場
合
に
重
大
事
故
等
の
防
止
・
緩
和
に
必
要
な

設
備
に
対
し
給
電
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
る
期
間

及
び
燃
料
体
が
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
適
用
モ
ー
ド
は
「
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間
」
と
す
る
。

(保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．（
１
）

) 
 

 ⑤
 ②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備
 

 ⑥
 可
搬
式
整
流
器
は
、
建
屋
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
り
、
1
個
で
必
要
な
負
荷
に

電
力
を
供
給
す
る
こ
と
が
出
来
る
設
計
と
し
て
い
る
が
、
可
搬
型
直
流
電
源
設
備
用
に

1
個
及
び
位
置
的
分
散
を

考
慮
し
た
代
替
所
内
電
気
設
備
用
に

1
個
設
置
す
る
こ
と
か
ら
、
運
転
上
の
制
限
の
所
要
数
は

2
個
と
す
る
。
（
添

付
－
２
）
 

 ⑦
 適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
(保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２

) 

ａ
．
動
作
確
認
（
所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
）
 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方

に
基
づ
き

3
ヶ
月
に

1
回
、
外
観
点
検
等
に
よ
り
所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 

補(2)-511



保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明

  

 

保
安
規
定

 
第

85
条

 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

(
3)
 要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド
１
、

２
、
３
お
よ

び
４
 

A
. 
動
作
可
能
な
可
搬
式

整
流
器
に
よ
る
電
源

系
が
１
系
統
未
満
で

あ
る
場
合
 

 

A
.1
 
当
直
課
長
は
、
１
基
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
と
と
も
に
、
そ
の
他
の
設
備
※
５
が
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 
電
気
保
修
課
長
は
、
代
替
措
置
※
６
を
検
討

し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実

施
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.3
 
電
気
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

    ７
２
時
間
 

   １
０
日
 

B
. 
条
件
Ａ
の
措
置
を
完

了
時
間
内
に
達
成
で

き
な
い
場
合
 

B
.1
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。

 

お
よ
び
 

B
.2
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。

 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

モ
ー
ド
５
、

６
お
よ
び
使

用
済
燃
料
ピ

ッ
ト
に
燃
料

体
を
貯
蔵
し

て
い
る
期
間
 

A
. 
動
作
可
能
な
可
搬
式

整
流
器
に
よ
る
電
源

系
が
１
系
統
未
満
で

あ
る
場
合
 

A
.1
 
電
気
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行

っ
て
い
る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.3
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非

満
水
）
ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低

水
位
）
の
場
合
、
１
次
系
保
有
水
を
回
復
す

る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.4
 
当
直
課
長
は
、
代
替
措
置
※
６
を
検
討
し
、

原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す

る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

※
５
：
残
り
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
１
基
を
い
い
、
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

※
６
：
代
替
品
の
補
充
等
。
 

  

⑧
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。
 

可
搬
式
整
流
器
か
ら
の
電
源
系
は
、
１
Ｎ
（
２
個
）
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
、
動
作
可
能
な
系
統
数
が
１
Ｎ

（
２
個
）
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。

(
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．

（
１
））

 

 

⑨
 要
求
さ
れ
る
措
置
を
記
載
す
る
。

(保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
２
）、
（
３
））

 

【
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
】
 

A
.1
 
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
、
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）
」
の
技
術
的
能
力
で

整
理
し
た
“
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
”
で
あ
る
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
が
該
当
し
、
完

了
時
間
は
「
4
時
間
」
と
す
る
。
 

A
.2
 動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者

の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
代
替
措
置
を
実
施
す
る
場
合
の

AO
T
上
限

(１
Ｎ
未
満

)で
あ
る
「

72

時
間
」
と
す
る
。
 

A
.3
 
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
代
替
措
置
を
実
施
し
た
場
合
の

AO
T
上
限
の
「
10

日
」
と
す
る
。
 

B
.1
,
B.
2
 既
保
安
規
定
と
同
様
な
設
定
と
し
て
い
る
。
 

 【
モ
ー
ド
５
、
６
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
】
 

A
.1
 当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.2
 当
該
系
統
が
動
作
不
能
で
あ
る
状
態
で
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
行
う
こ
と
は
安
全
側
の
措
置
と
は
い
え
な
い

こ
と
か
ら
、
水
抜
き
中
の
場
合
は
“
速
や
か
に
”
水
抜
き
を
中
止
し
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
措
置
を
行

う
。
 

A
.3
 既
に
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
中
の
場
合
は
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
た
め
１
次
系
の
保
有
水
を
回
復
す
る

措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.4
 当
該
系
統
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置
を

“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

補(2)-512



保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明

  

 

保
安
規
定

 
第

85
条

 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

８
５
－
１
５
－
５
 
代
替
所
内
電
気
設
備
か
ら
の
給
電
 
①
 

 (
1)
 運
転
上
の
制
限

  

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限
 
③
 

代
替
所
内
電
気
設
備
か
ら
の
給
電
 

代
替
所
内
電
気
設
備
か
ら
の
給
電
系
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
 

適
用
モ
ー
ド

 
④
 

設
 
備

 
⑤
 

所
要
数

 
⑥
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て

い
る
期
間
 

代
替
所
内
電
気
設
備
分
電
盤
 

３
個
 

代
替
所
内
電
気
設
備
変
圧
器
 

１
個
 

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
 

※
１
 

可
搬
式
整
流
器
 

※
２
 

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
 

※
３
 

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
 

※
３
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
 

※
３
 

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
 

※
３
 

※
１
：
「
８
５
－
１
５
－
１

 空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
か
ら
の
給
電
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

※
２
：
「
８
５
－
１
５
－
４

 可
搬
式
整
流
器
か
ら
の
給
電
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

※
３
：
「
８
５
－
１
５
－
６
 燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油

移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

 (
2)
 確
認
事
項

 
⑦
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

代
替
所
内
電
気
設
備
分
電
盤
、

代
替
所
内
電
気
設
備
変
圧
器
 

代
替
所
内
電
気
設
備
か
ら
の
給
電
系
が

使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
外
観
点
検
に

よ
り
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 
電
気
 

保
修
課
長
 

  

①
 設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
七
条
（
１
．
１
４
）
が
該
当
す
る
。
（
添
付
－
１
）
 

 ②
 運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
。
（
添
付
－
１
）
 

 ③
 以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
、
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
代
替
所

内
電
気
設
備
の
所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
七
条
（
１
．
１
４
）

 

「
電
源
設
備
(手
順
等
)」
で
は
、
電
源
が
喪
失
し
た
こ
と
に
よ
り
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て

炉
心
の
著
し
い
損
傷
、
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
内
の
燃
料
体
等
の
著
し
い
損
傷
及
び

運
転
停
止
中
に
お
け
る
原
子
炉
内
の
燃
料
体
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
電
力
を
確
保
す
る
た

め
に
必
要
な
設
備
を
設
置
す
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。
 

 

④
 
代
替
所
内
電
気
設
備
は
、
非
常
用
電
源
が
喪
失
し
た
場
合
に
重
大
事
故
等
の
防
止
・
緩
和
に
必
要
な
設
備
に
対

し
給
電
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
る
期
間
及
び
燃
料

体
が
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
適
用
モ
ー
ド
は
「
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て

い
る
期
間
」
と
す
る
。

(保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．（
１
）

) 

 ⑤
 ②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備
 

 ⑥
 
代
替
所
内
電
気
設
備
は
、
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
り
、
代
替
所

内
電
気
設
備
分
電
盤
は

3
個
、
及
び
代
替
所
内
電
気
設
備
変
圧
器
は

1
個
で
必
要
な
負
荷
に
給
電
で
き
る
設
計
と

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
運
転
上
の
制
限
の
所
要
数
は
、
代
替
所
内
電
気
設
備
分
電
盤

3
個
及
び
代
替
所
内
電
気
設

備
変
圧
器
１
個
と
す
る
。
（
添
付
－
２
）

 

 ⑦
 適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２
）
 

ａ
．
動
作
確
認
（
所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
）
 

通
常
運
転
中
の
確
認
事
項
は
、
外
観
点
検
等
に
よ
り
所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
頻
度

に
つ
い
て
は
、
既
存
の
保
安
規
定
設
備
（
ポ
ン
プ
、
フ
ァ
ン
等
）
で
の
確
認
頻
度
が

1
ヶ
月
に

1
回
で
設
定
さ
れ

て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
 

 

補(2)-513



保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明

  

 

保
安
規
定

 
第

85
条

 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

(
3)
 要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド
１
、

２
、
３
お
よ
び

４
 

A
. 
代
替
所
内
電
気

設
備
か
ら
の

給
電
系
が
使

用
不
能
で
あ

る
場
合
 

A
.1
 
当
直
課
長
は
、
所
内
電
気
設
備
の
系
統
電
圧
を

確
認
し
、
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 
当
直
課
長
は
、
当
該
設
備
を
使
用
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

   ７
２
時
間
 

B
. 
条
件
Ａ
の
措
置

を
完
了
時
間

内
に
達
成
で

き
な
い
場
合
 

B
.1
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。

 

お
よ
び
 

B
.2
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。

 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

モ
ー
ド
５
、
６

お
よ
び
使
用
済

燃
料
ピ
ッ
ト
に

燃
料
体
を
貯
蔵

し
て
い
る
期
間
 

A
. 
所
要
数
を
満
足

し
て
い
な
い

場
合
 

A
.1
 
当
直
課
長
は
、
当
該
設
備
を
使
用
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
っ

て
い
る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。

 

お
よ
び
 

A
.3
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非
満

水
）
ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水

位
）
の
場
合
、
１
次
系
保
有
水
を
回
復
す
る
措

置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

 

   

⑧
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。
 

代
替
所
内
電
気
設
備
は
、
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
、
動
作
可
能
な
系
統
数
が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を

条
件
と
し
て
設
定
す
る
。

(保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
１
））

 

⑨
 要
求
さ
れ
る
措
置
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
２
）、
（
３
））

 

【
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
】
  

A
.1
 重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
、
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）
」
の
技
術
的
能
力
で

整
理
し
た
“
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
”
で
あ
る
所
内
電
気
設
備
が
該
当
し
、
完
了
時
間

は
「
4
時
間
」
と
す
る
。
 

A
.2
 当
該
系
統
を
使
用
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場

合
の

AO
T
上
限
(１
Ｎ
未
満

)で
あ
る
｢7
2
時
間
」
と
す
る
。
 

B
.1
,
B.
2
 既
保
安
規
定
と
同
様
な
設
定
と
し
て
い
る
。
 

 【
モ
ー
ド
５
、
６
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
】
 

A
.1
 当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.2
 当
該
系
統
が
動
作
不
能
で
あ
る
状
態
で
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
行
う
こ
と
は
安
全
側
の
措
置
と
は
い
え
な
い

こ
と
か
ら
、
水
抜
き
中
の
場
合
は
“
速
や
か
に
”
水
抜
き
を
中
止
し
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
措
置
を
行

う
。
 

A
.3
 既
に
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
中
の
場
合
は
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
た
め
１
次
系
の
保
有
水
を
回
復
す
る

措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明

  

 

保
安
規
定

 
第

85
条

 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

８
５
－
１
５
－
６
 
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
 

 
 

 
 
 

 
 
 
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
 
①
 

 (
1)
 運
転
上
の
制
限

  

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限

 
③
 

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ

ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ

び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料

補
給
設
備
 

(
1)
 燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
の
油
量
が

36
0
 m

3
 ※
１
以
上
あ
る
こ
と
 

(
2)
 可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
の
所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
 

(
3)
 タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
の
所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
 

(
4)
 
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
の
所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
 

適
用
モ
ー
ド

 
④
 

設
 
備
 
⑤
 

所
要
数

 
⑥
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６

お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料

体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
 

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
 

3
60
m
3
 
※
１
 

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
 

２
台
※
２
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
 

３
台
※
３
 

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
 

２
台

 

※
１
：
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
２
基
分
。
 

※
２
：
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
の
連
続
定
格
運
転
に
必
要
な
燃
料
を
補
給
で
き
る
容
量
を
有
す
る
も
の
。
 

予
備
機
１
台
含
む
。
 

※
３
：
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
連
続
定
格
運
転
に
必
要
な
燃
料
を
補
給
で
き
る
容
量
を
有
す
る
も
の
。
 

予
備
機
１
台
含
む
。
 

  

①
 設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
七
条
（
１
．
１
４
）
が
該
当
す
る
。
（
添
付
－
１
）
 

ま
た
、
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
、
電
源
車
、
電
源
車
（
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
用
）、
電
源
車
（
緊

急
時
対
策
所
用
）
、
大
容
量
ポ
ン
プ
及
び
大
容
量
ポ
ン
プ
（
放
水
砲
用
）
の
燃
料
補
給
設
備
と
し
て
第
四
十
五
条

（
１
．
２
）
～
第
五
十
六
条
（
１
．
１
３
）
、
第
五
十
八
条
（
１
．
１
５
）
か
ら
第
六
十
二
条
（
１
．
１
９
）
の

各
条
に
も
該
当
す
る
。
 

 ②
 運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
。
（
添
付
－
１
）
 

 ③
 以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
、
重
大
事
故
等
の
対
処
に
お
い
て
必
要
な
電
力

を
供
給
す
る
電
源
設
備
の
運
転
に
必
要
な
燃
料
と
し
て
、
必
要
な
油
量
、
燃
料
を
運
搬
す
る
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
、

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
及
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
の
所
要
数
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
七
条
（
１
．
１
４
）

 

「
電
源
設
備
(手
順
等
)」
で
は
、
電
源
が
喪
失
し
た
こ
と
に
よ
り
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て

炉
心
の
著
し
い
損
傷
、
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
内
の
燃
料
体
等
の
著
し
い
損
傷
及
び

運
転
停
止
中
に
お
け
る
原
子
炉
内
の
燃
料
体
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
電
力
を
確
保
す
る
た

め
に
必
要
な
設
備
を
設
置
す
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。
 

 ④
 燃
料
補
給
設
備
は
、
非
常
用
電
源
が
喪
失
し
た
場
合
に
重
大
事
故
等
の
防
止
・
緩
和
に
必
要
な
設
備
に
対
し
給

電
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
る
期
間
及
び
燃
料
体
が

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
適

用
モ
ー
ド
は
「
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期

間
」
と
す
る
。

(保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．（
１
）

) 
 

 ⑤
 ②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備
 

 ⑥
 燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
に
つ
い
て
は
、
重
大
事
故
等
発
生
後

7
日
間
、
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
運
転
に
必
要
な

油
量
で
あ
る

34
2.
7 
m
3
を
確
保
で
き
る
よ
う
、
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
(3
6
0m

3 )
［
容
量
: 
2
00
m
3 ×

2
基
]を
運
転
上

の
制
限
の
所
要
数
と
す
る
。
（
添
付
－
２
）
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
は
、
可
搬
式
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
が
可
搬
型
注
水
設
備
あ
る
い
は
可
搬
型
電
源
設

備
で
な
い
こ
と
か
ら
、
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
り
、
1
セ
ッ
ト

2
台
必
要
と
な
る
。
た
だ
し
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
は

屋
外
に
保
管
し
て
い
る
１
Ｎ
要
求
設
備
の
可
搬
式
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
竜
巻
に
対
し
て
機

能
を
損
な
う
こ
と
の
な
い
よ
う
、
上
記
に
加
え
て
予
備

1
台
を
確
保
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
た
め
、
運
転

上
の
制
限
の
所
要
数
を

3
台
と
す
る
。（
添
付
－
２
）
 

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
は
、
可
搬
式
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
が
可
搬
型
注
水
設
備
あ
る
い
は
可
搬
型
電

源
設
備
で
な
い
こ
と
か
ら
、
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
り
、

1
台
必
要
と
な
る
。
た
だ
し
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ

は
、
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
専
用
の
給
油
ポ
ン
プ
と
し
て
屋
外
に
保
管
保
管
し
て
い
る
１
Ｎ
要
求
設
備
の
可
搬

式
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
竜
巻
に
対
し
て
機
能
を
損
な
う
こ
と
の
な
い
よ
う
、
上
記
に
加
え

て
予
備

1
台
を
確
保
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
た
め
、
運
転
上
の
制
限
の
所
要
数
を

2
台
と
す
る
。
（
添
付

－
２
）
 

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
は
、
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
か
ら
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
（

E.
L.
+
32
m
燃
料
油
取
出
口
使
用
時
）

へ
必
要
な
燃
料
を
補
給
す
る
た
め
、
運
転
上
の
運
転
上
の
制
限
の
所
要
数
を

2
台
と
す
る
。
（
添
付
－
２
）
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明

  

 

保
安
規
定

 
第

85
条

 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

(
2)
 確
認
事
項

 
⑦
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
 

油
量
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
課
長
 

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
 

所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

電
気
保
修

課
長
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
 

所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

タ
ー
ビ
ン

保
修
課
長
 

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
 

所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

タ
ー
ビ
ン

保
修
課
長
 

 (
3)
 要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件

 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
、

３
お
よ
び

４
 

A
. 
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

の
油
量
が
運
転
上
の

制
限
を
満
足
し
て
い

な
い
場
合
 

A
.1
 当
直
課
長
は
、
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
の
油
量

を
制
限
値
内
に
回
復
さ
せ
る
。
 

４
８
時
間
 

B
. 
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン

プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ

ー
ま
た
は
燃
料
油
移

送
ポ
ン
プ
の
所
要
数

を
満
足
し
て
い
な
い

場
合
 

B
.1
 電
気
保
修
課
長
ま
た
は
タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長

は
、
当
該
設
備
を
使
用
可
能
な
状
態
に
復
旧

す
る
。
 

ま
た
は
 

B
.2
 電
気
保
修
課
長
ま
た
は
タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長

は
、
代
替
措
置
※
４
を
検
討
し
、
原
子
炉
主
任

技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
 

４
８
時
間
 

   ４
８
時
間
 

C
. 
条
件
Ａ
ま
た
は
Ｂ
の

措
置
を
完
了
時
間
内

に
達
成
で
き
な
い
場

合
 

C
.1
 当
直
課
長
は
、
燃
料
補
給
を
要
す
る
重
大
事

故
等
対
処
設
備
※
５
を
動
作
不
能
※
６
と
み
な

す
。
 

速
や
か
に
 

  

⑦
 適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
(保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２

) 

ａ
．
性
能
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
）
 

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
第

76
条
（
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
の
燃
料
油
、
潤
滑
油
お
よ
び

始
動
用
空
気
）
に
確
認
事
項
が
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
 

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
及
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
、
「
保
安
規
定
変
更
に
係

る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に
基
づ
き

3
ヶ
月
に

1
回
、

外
観
点
検
等
に
よ
り
所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 

⑧
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。
 

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
の
油
量
が
所
要
数
を
満
足
し
な
く
な
っ
た
場
合
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー

リ
ー
又
は
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
の
個
数
が
所
要
数
を
満
足
し
な
く
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。
 

 ⑨
 要
求
さ
れ
る
措
置
を
記
載
す
る
。

(保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
２
）、
（
３
）

) 

【
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
】
 

A
.1
 当
該
タ
ン
ク
の
油
量
を
所
要
数
以
上
に
回
復
さ
せ
る
。
完
了
時
間
は
、
機
能
が
類
似
し
て
い
る
保
安
規
定
第

76

条
（
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
の
燃
料
油
、
潤
滑
油
お
よ
び
始
動
用
空
気
）
に
お
い
て
、
油
量
等
が
制
限
値
を
満
足
し

て
い
な
い
場
合
（
条
件
Ａ
）
の
回
復
措
置
の
完
了
時
間
「
48
時
間
」
の
設
定
を
準
用
し
、
「
48
時
間
」
と
す
る
。
 

 B
.1
 当
該
設
備
を
使
用
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
、
上
記
の

A.
1
と
同
様
「

48
時
間
」
と
す
る
。
 

B
.2
当
該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了

時
間
は
、
上
記
の

A.
1
と
同
様
「

48
時
間
」
と
す
る
。
 

 C
.1
 
保
安
規
定
第

76
条
（
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
の
燃
料
油
、
潤
滑
油
お
よ
び
始
動
用
空
気
）
の
条
件
Ｂ
の
考
え
方

を
準
用
し
、
重
油
を
燃
料
と
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
“
速
や
か
に
”
動
作
不
能
と
み
な
し
、
当
該
設
備
に

適
用
さ
れ
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
措
置
を
実
施
す
る
。
こ
の
場
合
、
利
用
可
能
な
重
油
の
量
か

ら
動
作
不
能
と
な
る
設
備
を
決
定
し
、
そ
れ
に
応
じ
た
対
応
を
行
う
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明

  

 

保
安
規
定

 
第

85
条

 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

(
3)
 要
求
さ
れ
る
措
置
（
続
き
）
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

５
、
６
お

よ
び
使
用

済
燃
料
ピ

ッ
ト
に
燃

料
体
を
貯

蔵
し
て
い

る
期
間
 

A
. 
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

の
油
量
が
運
転
上

の
制
限
を
満
足
し

て
い
な
い
場
合
 

A
.1
 
当
直
課
長
は
、
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
の
油
量

を
制
限
値
内
に
回
復
さ
せ
る
措
置
を
開
始
す

る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行

っ
て
い
る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.3
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非

満
水
）
ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低

水
位
）
の
場
合
、
１
次
系
保
有
水
を
回
復
す

る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

B
. 
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン

プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー

リ
ー
ま
た
は
燃
料

油
移
送
ポ
ン
プ
の

所
要
数
を
満
足
し

て
い
な
い
場
合
 

B
.1
 
電
気
保
修
課
長
ま
た
は
タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長

は
、
当
該
設
備
を
使
用
可
能
な
状
態
に
復
旧

す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

B
.2
 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行

っ
て
い
る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

B
.3
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非

満
水
）
ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低

水
位
）
の
場
合
、
１
次
系
保
有
水
を
回
復
す

る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

B
.4
 
電
気
保
修
課
長
ま
た
は
タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長

は
、
代
替
措
置
※
４
を
検
討
し
、
原
子
炉
主
任

技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置
を
開

始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

※
４
：
代
替
品
の
補
充
等
。
 

※
５
：
燃
料
補
給
を
要
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
は
、
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
、
電
源
車
、
電
源
車
（
可
搬

式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
用
）
、
電
源
車
（
緊
急
時
対
策
所
用
）
、
大
容
量
ポ
ン
プ
お
よ
び
大
容
量
ポ
ン
プ

（
放
水
砲
用
）
を
い
う
。
 

※
６
：
当
該
可
搬
型
設
備
の
運
転
上
の
制
限
は
個
別
に
適
用
さ
れ
る
。
 

   

 

【
モ
ー
ド
５
、
６
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
】
 

A
.1
 当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.2
 
当
該
系
統
が
動
作
不
能
で
あ
る
状
態
で
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
行
う
こ
と
は
安
全
側
の
措
置
と
は
い
え
な
い

こ
と
か
ら
、
水
抜
き
中
の
場
合
は
“
速
や
か
に
”
水
抜
き
を
中
止
し
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
措
置
を
行

う
。
 

A
.3
 
既
に
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
中
の
場
合
は
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
た
め
１
次
系
の
保
有
水
を
回
復
す
る

措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

 B
.1
 当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

B
.2
 
当
該
系
統
が
動
作
不
能
で
あ
る
状
態
で
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
行
う
こ
と
は
安
全
側
の
措
置
と
は
い
え
な
い

こ
と
か
ら
、
水
抜
き
中
の
場
合
は
“
速
や
か
に
”
水
抜
き
を
中
止
し
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
措
置
を
行

う
。
 

B
.3
 
既
に
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
中
の
場
合
は
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
た
め
１
次
系
の
保
有
水
を
回
復
す
る

措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

B
.4
 
当
該
系
統
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置
を

“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
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b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

(2) 設置変更許可申請書 添付十追補（所要数、必要容量） 

(3) 工事計画認可申請書 添付資料 40（必要容量） 

(4) 工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書 

添付-３ 同等な機能を有する設備 

  (1) 同等な機能を有することの説明 添付十追補 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備分類

等」参照 
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表 85－15 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

 

 
 

第 1.14.3図 空冷式非常用発電装置による代替電源（交流）からの給電 概略図 

 

 

 
 

第 1.14.4図 空冷式非常用発電装置による代替電源（交流）からの給電 タイムチャート 

備考

受電準備

受電操作

移動

受電準備・受電操作

ファン起動

移動

充電器盤の充電

移動

ダンパ開操作

手順の項目 要員（数）

空冷式非常用発電装
置による代替電源(交
流)からの給電

運転員等
（中央制御室）

2

経過時間（分）
10 20 30 40 50 60 70 80 90

充電後操作（充電器
盤の受電操作）

運転員等
（中央制御室）

1

蓄電池（安全防護
系用）の枯渇を考
慮し、事象発生約
8時間後までに充
電器盤の受電を行
う。

運転員等
（現場）

2

運転員等
（現場）

1

緊急安全
対策要員

2

充電器盤の受電開始▽
約19分

▽空冷式非常用発電装置による電源復旧開始

約84分
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表 85－15 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

 
 

第 1.14.11図 電源車による代替電源（交流）からの給電 概略図 

 

 

 

 
第 1.14.12図 電源車による代替電源（交流）からの給電 タイムチャート 

  

備考

移動

電源車移動

起動前点検（発電機点検・ケーブル接続）

電源車起動

受電準備

移動

受電準備

母線受電操作

ファン起動

移動

充電器盤の受電

移動

ダンパ開操作

運転員等
（現場）

蓄電池（安全防護
系用）の枯渇を考慮
し、事象発生約8時
間後までに充電器
盤の受電を行う

運転員等
（現場）

1

緊急安全
対策要員

2

充電後操作（充電器
盤の受電操作）

運転員等
（中央制御室）

1

電源車による代替電
源（交流）からの給電

緊急安全
対策要員

2

1

運転員等
（中央制御室）

2

5

手順の項目 要員（数）

経過時間（時間）
1 2 3 4

電源応急復旧完了▽
約2.8時間

▽充電器盤の受電開始
約3.9時間

※現場移動時間には防護具着用時間を含む。 
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表 85－15 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

 
 

第 1.14.15図 蓄電池（安全防護系用）による代替電源（直流）からの給電 概略図 

 

 

 

 
 

第 1.14.16図 蓄電池（安全防護系用）による代替電源（直流）からの給電 タイムチャート 

 

  

Ｂ計器用

電源 ＊

Ｄ計器用

電源 ＊

Ｂ計器用分電盤 Ｄ計器用分電盤

Ｂ充電器

Ｂ蓄電池
2200Aｈ

機械式
インターロック

Ｂドロッパ

Ａ計器用

電源 ＊

Ａ計器用分電盤 Ｃ計器用分電盤

Ａ充電器

Ａ蓄電池
2200Ah

中央制御室

直流分電盤

Ａドロッパ

Ａ直流き電盤 Ｂ直流き電盤

Ｂ系 非常用高圧母線 ６.６kV

Ｄ２原子炉C/C

Ａ系 非常用高圧母線 ６.６kV

Ｃ２原子炉C/C

Ｃパワーセンタ Ｄ パワーセンタ
電
源
車

電
源
車

リレー室直流

分電盤

Ｃ計器用

電源 ＊

空冷式
非常用
発電装置

空冷式
非常用
発電装置

ディーゼル
発電機

ディーゼル
発電機

炉外核
計装盤

放射線監
視盤

SA監視操作盤
／SA入出力盤

※1 ※1 ※2 ※2

※１：安全系VDU用電源（A系）
・安全系VDU-P Aﾄﾚｲﾝ、安全系ﾏﾙﾁﾌﾟ
ﾚｸｻ盤Aﾄﾚｲﾝ、安全防護系ｼｰｹﾝｽ盤Aﾄ
ﾚｲﾝ、安全防護系ｼｰｹﾝｽ盤Aﾄﾚｲﾝ RIO

※2：安全系VDU用電源（B系）
・安全系VDU-P Bﾄﾚｲﾝ、安全系ﾏﾙﾁﾌﾟ
ﾚｸｻ盤Bﾄﾚｲﾝ、安全防護系ｼｰｹﾝｽ盤Bﾄ
ﾚｲﾝ、安全防護系ｼｰｹﾝｽ盤Bﾄﾚｲﾝ RIO

＊：無停電電源装置

原子炉保護系
計器ラック

ＳＡ監視計器用電源

機械式
インターロック

備考

切離し操作

40 7050 60

手順の項目 要員（数）

10 8020 30
経過時間（分）

90

不要直流負荷
切離し操作

運転員等
（中央制御室）

1

▽不要直流負荷切離し操作完了
約10分
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表 85－15 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

 
 

第 1.14.17図 可搬式整流器による代替電源（直流）からの給電 概略図 

 

 

 

 
 

 

第 1.14.18図 可搬式整流器による代替電源（直流）からの給電 タイムチャート 

 

  

備考

移動

可搬型直流電源装置運搬・点検

ケーブル接続、起動準備

整流器起動

移動

受電準備 電源操作

受電操作

経過時間（時間）
     1      2  

運転員
（現場）

1

手順の項目 要員（数）

可搬型直流電源装置
による電源応急復旧

緊急安全対策

要員
2

可搬式整流器による復旧開始▽

約2.2時間

※現場移動時間には防護具着用時間を含む。 
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表 85－15 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

 

第
1
.
14
.
2
2
図
 
代
替
所
内
電
気
設
備
に
よ
る
給
電
 
概
略
図
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表 85－15 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

○代替所内電気設備による給電（空冷式非常用発電装置） 

 
 

 

○代替所内電気設備による給電（電源車） 

 
 

 

第 1.14.23図 代替所内電気設備による給電 タイムチャート 

 

備考

移動

健全性確認

系統構成

代替所内電気設備給電対象負荷の切替・給電（1次系設備）

移動

代替所内電気設備給電対象負荷の切替・給電（2次系設備）

移動

可搬式整流器運搬・点検

ケーブル接続、起動準備

整流器起動

空冷式非常用発電装置起動

移動

受電準備 電源操作

受電操作

経過時間（時間）
1 2 3 54

手順の項目 要員（数）

運転員
（中央制御室）

1

緊急安全
対策要員

2

運転員等
（現場）

1

代替所内電気設備に
よる給電（空冷式非
常用発電装置）

▽約0.6時間 空冷式非常用発電装置起動

▽約1.2時間 代替所内電気設備による給電（1次系設備）

▽約3.8時間 可搬式整流器による給電
▽約2時間 代替所内電気設備による給電（2次系設備）

備考

移動

健全性確認

系統構成

代替所内電気設備給電対象負荷の切替・給電（1次系設備）

移動

代替所内電気設備給電対象負荷の切替・給電（2次系設備）

移動

可搬式整流器運搬・点検

ケーブル接続、起動準備

整流器起動

移動

電源車移動

起動前点検（発電機点検・ケーブル接続）

電源車起動

移動

受電準備 電源操作

受電操作

手順の項目 要員（数）

経過時間（時間）
5 761 2 3 4

代替所内電気設備に
よる給電（電源車）

緊急安全
対策要員

2

運転員等
（現場）

1

緊急安全
対策要員

2

▽約2.4時間 電源車起動

▽約3.0時間 代替所内電気設備による給電（1次系設備）

▽約5.6時間 可搬式整流器による給電
▽約3.8時間 代替所内電気設備による給電（2次系設備）

※現場移動時間には防護具着用時間を含む。 

※現場移動時間には防護具着用時間を含む。 

補(2)-524



表 85－15 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

 

10.2 代替電源設備 

10.2.2 設計方針 

10.2.2.3 容量等 

基本方針については「1.1.8.2 容量等」に示す。 

空冷式非常用発電装置は、常設代替電源設備として、重大事故等時に想

定される事故シーケンスのうち最大負荷となる「外部電源喪失時に非常用

所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及びＲＣＰシールＬＯ

ＣＡが発生する事故」の対処のために必要な負荷容量に対して十分である

ことを確認した発電機容量を有する設計とする。 

燃料油貯蔵タンクは、重大事故等発生後 7 日間、重大事故等対処設備の

運転に必要な燃料に対して十分であることを確認したタンク容量を有する

設計とする。 

可搬式オイルポンプは、空冷式非常用発電装置の重大事故等対処設備の

連続運転に必要な燃料を補給できる容量を有するものを 1 セット 1 台使用

する。保有数は 1 セット 1 台、保守点検内容は目視点検等であり、保守点

検中でも使用可能であるため、保守点検用は考慮せずに、故障時のバック

アップ用として 1セット 1台の合計 2セット 2台を分散して保管する設計

とする。 

タンクローリーは、空冷式非常用発電装置、電源車、電源車（可搬式代

替低圧注水ポンプ用）、電源車（緊急時対策所用）及び大容量ポンプの重

大事故等対処設備の連続運転に必要な燃料を補給できる容量を有するもの

を 1セット 2台使用する。保有数は 1セット 2台、保守点検内容は目視点

検等であり、保守点検中でも使用可能であるため、保守点検用は考慮せず

に、故障時のバックアップ用として 1 台の合計 3 台を分散して保管する設

計とする。また、燃料油移送ポンプは、タンクローリーにより必要な燃料

を補給できる容量を有する設計とする。 

電源車は、設計基準事故対処設備の電源が喪失する重大事故等時に最低

限必要な交流負荷へ電力を供給するために必要な容量を有するものを 1 セ

ット 1 台使用する。保有数は、2 セット 2 台、保守点検内容は目視点検等

であり、保守点検中でも使用可能であるため、保守点検用は考慮せずに、

所要数、必要容量、設備仕様 

関連箇所を赤枠又は下線にて示す。 
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表 85－15 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

 

故障時のバックアップ用として 1セット 1台の合計 3セット 3台を分散し

て保管する設計とする。 

ディーゼル発電機は、重大事故等の収束に必要な容量が設計基準事故対

処設備の容量に対して十分であることを確認しているため、設計基準事故

対処設備の容量と同仕様の設計とする。 

蓄電池（安全防護系用）は、負荷切離しを行わずに 24 時間（ただし、

「負荷切離しを行わずに」には、中央制御室において簡易な操作で負荷の

切離しを行う場合を含まない。）にわたって電力を供給できる容量に対し

て十分であることを確認した蓄電容量を有する設計とする。また、計器用

電源（無停電電源装置）は、重大事故等の対応に必要な監視計器に電力を

供給できる容量を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備を構成する電源車及び可搬式整流器は、重大事故等

の対処に必要な容量を有する設計とする。電源車は、1 セット 1 台使用す

る。可搬式整流器は、1 セット 1 個使用する。可搬式整流器の保有数は、

可搬型直流電源設備用 1セット 1個及び代替所内電気設備用 1セット 1個、

保守点検内容は目視点検等であり、保守点検中でも使用可能であるため、

保守点検用は考慮せずに、故障時のバックアップ用として 1 セット 1 個の

合計 3セット 3個を分散して保管する設計とする。 

代替所内電気設備である代替所内電気設備変圧器、代替所内電気設備分

電盤及び可搬式整流器は、所内電気設備である 2 系統の非常用母線等の機

能が喪失したことにより発生する重大事故等の対応に必要な設備に電力を

供給できる容量を有する設計とする。 
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表 85－15 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

 

第 10.2.1表 電源設備（常設）の設備仕様 

 

(1) 空冷式非常用発電装置 

種 類 空冷式ディーゼル発電機 

台 数 2 

容 量 約 1,825kVA（1台当たり） 

電 圧 6,600V 

 

(2) 燃料油貯蔵タンク 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備 

・代替電源設備 

種 類 横置円筒形 

基 数 2 

容 量 約 200m3（1基当たり） 

使 用 燃 料 Ａ重油 
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表 85－15 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

 

(3)ディーゼル発電機 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備 

・代替電源設備 

エンジン 

台 数 2 

出 力 約 3,900kW（1台当たり） 

起 動 方 式 圧縮空気駆動 

使 用 燃 料 A重油 

発電機 

台 数 2 

型 式 横置回転界磁 3相同期発電機 

容 量 約 4,875kVA（1台当たり） 

力 率 0.8（遅れ） 

電 圧 6,900V 

周 波 数 60Hz 

燃料油移送ポンプ(※1)  

型   式   歯車式 

台   数   2 

容   量   約 3.0m3/h以上（1台当たり） 

吐 出 圧 力   約 0.5MPa〔gage〕 

※1 燃料油移送ポンプは、ディーゼル発電機に含む。 
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表 85－15 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

 

(4) 蓄電池（安全防護系用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備 

・代替電源設備 

型 式 鉛蓄電池 

組 数 2 

容 量 約 2,200A・h（1組当たり） 

電 圧 129V（浮動充電時） 

 

(5) 計器用電源（無停電電源装置） 

兼用する設備は以下のとおり。 

･ 非常用電源設備 

･ 代替電源設備 

型 式 静止型インバータ 

個 数 4 

容 量 約 20kVA（１個当たり） 

出 力 電 圧 115V 

 

(6) 代替所内電気設備変圧器 

個 数 1 

容 量 約 750kVA 

電 圧 6,600V/460V 

 

(7) 代替所内電気設備分電盤 

個 数 3 

電 圧 440V 
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表 85－15 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

 

第 10.2.2表 電源設備（可搬型）の設備仕様 

 

(1) 可搬式オイルポンプ 

型 式 歯車式 

台 数 1（予備 1台） 

容 量 約 1.2m3/h以上 

吐 出 圧 力 約 1.0MPa［gage］ 

 

(2) タンクローリー 

台 数 2（予備 1） 

容 量 3m3以上（1台当たり） 

 

(3) 電源車 

型 式 空冷式ディーゼル発電機 

台 数 2（予備 1） 

容 量 約 610kVA（1台当たり） 

電 圧 6,600V 

 

(4) 可搬式整流器 

整流器 

個 数 2（予備１） 

最 大 出 力 約 15kVA（1個当たり） 

出 力 電 圧 0～150V 

出 力 電 流 0～100A 

 

降圧変圧器 

個 数 2（予備 1） 

容 量 約 30kVA（1個当たり） 

電 圧 440V/210V 

周 波 数 60Hz 
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表 85－15 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付十追補 

 

1.14 電源の確保に関する手順等 

1.14.2 重大事故等時の手順等 

1.14.2.4 燃料の補給手順等 

(1) 空冷式非常用発電装置等への燃料（重油）補給 

c. 操作の成立性 

上記の現場対応は、可搬式オイルポンプによる空冷式非常用発電装置へ

の燃料補給については緊急安全対策要員4名にて実施し、所要時間は約2時

間と想定する。 

また、タンクローリー（燃料油移送ポンプ使用時含む。）による電源車

等への燃料補給については基本的にE.L.+5.5m燃料油取出口を使用するも

のとし、緊急安全対策要員2名にて実施し、所要時間は約2.3時間と想定す

る。ただし、E.L.+5.5m燃料油取出口が使用できない場合は、E.L.+32m燃

料油取出口を使用することとし、緊急安全対策要員4名にて実施し、所要

時間は約3.1時間と想定する。 

空冷式非常用発電装置の燃料消費率は、約238.2 ℓ／hであり、起動から

枯渇までの時間は約7時間と想定しており枯渇までに燃料（重油）補給を

実施する。 

電源車の燃料消費率は、約79.3 ℓ／hであり、起動から枯渇までの時間は

約6.1時間と想定しており枯渇までに燃料（重油）補給を実施する。 

燃料油貯蔵タンクは、燃料（重油）補給を実施しなくても、燃料油貯蔵

タンクの備蓄量（180 kℓ以上（1基当たり）、2基）を管理することで、重

大事故等時7日間空冷式非常用発電装置、電源車等の運転を継続すること

が可能である。 

また、円滑に作業できるように、移動経路を確保し、携帯照明や通信設

備等を整備する。燃料油貯蔵タンク蓋等を速やかに作業ができるよう作業

場所近傍に使用工具を配備する。周囲温度は外気温度と同程度である。 

 
 

所要数、必要容量 

関連箇所を下線にて示す。 
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表 85－15 添付－２（３） 

工事計画認可申請書 添付資料４０ 

 

3.2 空冷式非常用発電装置 

設置(変更)許可申請書の添付書類十における空冷式非常用発電装置を使用する事故シ

ーケンスグループ「全交流動力電源喪失」の4事象において、所要負荷が最大となる事

故シーケンスは、「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機

能の喪失及びＲＣＰシールＬＯＣＡが発生する事故」であり、負荷積算イメージを第3-

5図に示す。事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失」において最大負荷1,493kW

であるが、負荷の精緻化及び補助建屋非常灯照明変圧器、モニタリング設備、燃料油移

送ポンプを考慮し、最大負荷1,565kWとし、最大所要負荷リストを第3-4表に示す。 

発電機の出力は、十分な容量が確保できるよう、2,920kWの出力を有する設計とし、

設定した発電機出力を発電機の効率で除すことにより、内燃機関の必要な出力を算出す

る。 

最大所要負荷に基づき、内燃機関の出力及び発電機の容量を以下のとおりとする。 

なお、火力省令及び原子力発電工作物に係る電気設備の技術基準に準用し、「2.1.1 

内燃機関」及び「2.1.2 発電機」に記載の設計とする。 

 

3.2.1 内燃機関 

発電機の出力2,920kWから、内燃機関の出力は次式により3,071kW以上の3,080kW

（1,540kW×2台）とする。 

3,071
0.951

2,920

η

Ｐ
≧ＰＥ    

ＥＰ  ：内燃機関の出力（kW） 

Ｐ ：発電機の定格出力（kW） ＝2,920 

η ：発電機の効率  ＝0.951 

 

3.2.2 発電機 

発電機の容量は、以下のとおり3,650kVA（1,825kVA×2台）とする。 

3,650
0.8

2,920

ｐｆ

Ｐ
Ｑ     

Ｑ ：発電機の容量（kVA） 

Ｐ ：発電機の定格出力（kW） ＝2,920 

ｐｆ ：力率  ＝0.8 

 

 

 

 

 

- 添 40-17 - 

必要容量 

関連箇所を下線にて示す。 
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表 85－15 添付－２（３） 

工事計画認可申請書 添付資料４０ 

 

第3-4表 空冷式非常用発電装置の最大所要負荷リスト※1 

負荷名称 負荷容量(kW)※2 

充電器(A,B) 

ＳＡ監視計器用電源 

     可搬型アニュラス内水素濃度計測装置 

       可搬型格納容器内水素濃度計測装置 

       原子炉格納容器水素燃焼装置温度監視装置 

       使用済燃料ピットエリア監視カメラ 

可搬式使用済燃料ピット区域エリアモニタ 

       静的触媒式水素再結合装置温度監視装置 

衛星電話（固定） 等 

 Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ計器用電源 

   安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

   可搬型照明（ＳＡ） 

      

88 

88 

恒設代替低圧注水ポンプ 160 

充てん/高圧注入ポンプ 769 

余熱除去ポンプ 247 

アニュラス循環ファン 15 

制御建屋送気ファン 57 

制御建屋循環ファン 20 

中央制御室非常用循環ファン 13 

補助建屋非常用照明変圧器 70※3 

モニタリング設備 34※3 

燃料油移送ポンプ 3※3 

燃料油移送ポンプ充油電磁弁（A,B） 1※4 

合計 1,565 

※1 重大事故事象シーケンスにおいて負荷容量の合計が最大となる事象を示す。 

※2 電磁弁及び電動弁は、短時間の動作であり、負荷容量には含めない。 

※3 事故シーケンス上負荷として考慮しないが、空冷式非常用発電装置の 

出力決定に際しては最大負荷に含める。 

※4 燃料油移送ポンプ充油電磁弁（A,B）は、連続使用するため、負荷 

容量に含める。 

 

 

  
- 添 40-18 - 
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表 85－15 添付－２（３） 

工事計画認可申請書 添付資料４０ 

 

3.3 可搬型の非常用発電装置 

3.3 可搬型の非常用発電装置 

3.3.1 電源車 

 3.3.1.1 可搬型代替電源設備（交流） 

電源車は、設計基準事故対処設備の電源が喪失した場合（全交流電源喪失（24

時間）十原子炉補機冷去機能喪失）に、重大事故等時の対応に最低限必要な負荷

に電力を供給する設計とする。重大事故等時の対応に最低限必要とされる蒸気発

生器による１次冷却材系統の除熱及びプラント監視機能を維持するための所要負

荷は355kWであり、負荷リストを第3-5表、負荷積算イメージを第3-6図に示す。 

発電機の出力は、十分な容量が確保できるよう、488kWの出力を有する設計とし、

設定した発電機出力を発電機の効率で除すことにより、内燃機関の必要な出力を

算出する。 

所要負荷に基づき、内燃機関の出力及び発電機の容量を以下のとおりとする。 

なお、可搬型発電設備技術基準に準用し、「2.2 可搬型の非常用発電装置の出力

に関する設計方針」に記載の設計とする。 

 

3.3.1.1.1 内燃機関 

発電機の出力488kWから、内燃機関の出力は次式により518kW以上の565kWと

する。 

518
0.942

488

η

Ｐ
≧ＰＥ    

ＰＥ ：内燃機関の出力（kW） 

Ｐ ：発電機の定格出力（kW） ＝488 

η ：発電機の効率 ＝0.942 

 

3.3.1.1.2 発電機 

発電機の容量は、以下のとおり610kVAとする。 

Ｑ 610
0.8

488

ｐｆ

Ｐ
    

Ｑ ：発電機の容量（kVA） 

Ｐ ：発電機の定格出力（kW） ＝488 

ｐｆ ：力率 ＝0.8 
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表 85－15 添付－２（３） 

工事計画認可申請書 添付資料４０ 

 

第3-5表 電源車の負荷リスト 

負荷名称 負荷容量(kW) ※1 

充電器(A,B) 

ＳＡ監視計器用電源 

  可搬型アニュラス内水素濃度計測装置 

    可搬型格納容器内水素濃度計測装置 

    原子炉格納容器水素燃焼装置温度監視装置 

    使用済燃料ピットエリア監視カメラ 

可搬式使用済燃料ピット区域エリアモニタ 

    静的触媒式水素再結合装置温度監視装置 

衛星電話（固定） 等 

 Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ計器用電源 

  安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

  可搬型照明（ＳＡ） 

      

88 

88 

アニュラス循環ファン 15 

制御建屋送気ファン 57 

制御建屋循環ファン 20 

中央制御室非常用循環ファン 13 

補助建屋非常用照明変圧器 70 

燃料油移送ポンプ（Ａ，Ｂ） 3※2 

燃料油移送ポンプ充油電磁弁（A,B） 1※3 

合計 355 

     ※1 電磁弁及び電動弁は、短時間の動作であり、負荷容量には含めない。 

※2 E.L. +5.5ｍ燃料油取出口が使用できない場合に使用するもので 

あるが、電源車の出力決定に際しては最大負荷に含める。 

            ※3  燃料油移送ポンプ充油電磁弁（A,B）は、連続使用するため、負荷 

容量に含める。 
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電
機
」
に
記
載
の
設
計
と
す
る
。

 

 

3
.
2
.
1
 
内
燃
機
関

 

発
電
機
の
出
力

2
,
9
2
0
k
W
か
ら
、
内
燃
機
関
の
出
力
は
次
式
に
よ
り

3
,
0
7
1
k
W
以
上
の

3
,
0
8
0
k
W

（
1
,
5
4
0
k
W
×

2
台
）
と
す
る
。

 

3,
07

1
0.

95
1

2,
92

0

ηＰ
≧

Ｐ
Ｅ

 
 

 

Ｅ
Ｐ

 
：
内
燃
機
関
の
出
力
（

k
W
）

 

Ｐ
 
：
発
電
機
の
定
格
出
力
（

k
W
）

 
＝

2
,
9
2
0
 

η
 
：
発
電
機
の
効
率

 
 
＝

0
.
9
5
1
 

 

3
.
2
.
2
 
発
電
機

 

発
電
機
の
容
量
は
、
以
下
の
と
お
り

3
,
6
5
0
k
V
A
（

1
,
8
2
5
k
V
A
×

2
台
）
と
す
る
。

 

3
,
6
5
0

0
.
8

2
,
9
2
0

ｐ
ｆ

Ｐ
Ｑ

 
 

 
 

Ｑ
 
：
発
電
機
の
容
量
（

k
V
A
）

 

Ｐ
 
：
発
電
機
の
定
格
出
力
（

k
W
）

 
＝

2
,
9
2
0
 

ｐ
ｆ
 
：
力
率

 
 
＝

0
.
8
 

 炉
心
に
燃
料
が
無
い
期
間
（
Ｓ
Ｆ
Ｐ
で
の
照

射
済
燃
料
保
管
中
）
に
お
け
る
Ｌ
Ｃ
Ｏ
に
お

い
て
要
求
さ
れ
る
所
要
負
荷
 

炉
心
に
燃
料
が
無
い
期
間
（
Ｓ
Ｆ
Ｐ
で
の
照
射
済
燃
料
保
管
中
）
に

お
い
て
は
、
所
要
負
荷
が
限
定
さ
れ
る
 
３
７
４
ｋ
Ｗ
（
＝
８
８
ｋ
Ｗ

＋
８
８
ｋ
Ｗ
＋
５
７
ｋ
Ｗ
＋
２
０
ｋ
Ｗ
＋
１
３
ｋ
Ｗ
＋
７
０
ｋ
Ｗ
＋
３

４
ｋ
Ｗ
＋
３
ｋ
Ｗ
＋
１
ｋ
Ｗ
）
こ
と
か
ら
、
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

１
台
の
発
電
機
容
量

 
１
４
６
０
ｋ
Ｗ
（
＝
２
９
２
０
ｋ
Ｗ
／
２
）
に

よ
り
満
足
で
き
る
。
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表 85－15 添付－２（３）

 
 

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
 
所
要
負
荷
の
Ｌ
Ｃ
Ｏ
要
求
モ
ー
ド
の
整
理

 

負
荷
名
称
 

Ｌ
Ｃ
Ｏ
要
求
モ
ー
ド
 

Ｌ
Ｃ
Ｏ
該
当
条
文
 

モ
ー
ド
１
～
６
 

Ｓ
Ｆ
Ｐ
内
燃
料

貯
蔵
中
 

充
電
器
Ａ
，
Ｂ
 

（
Ｓ
Ａ
監
視
計
器
用
電
源
）
 

（
Ａ
，
Ｂ
，
Ｃ
，
Ｄ
計
器
用
電
源
）
 

○
 

○
 

第
７
７
条
、
第
７
８
条
（
非
常
用
直
流
電
源
）
 

第
７
９
条
、
第
８
０
条
（
所
内
非
常
用
母
線
）
 

第
８
５
条
 
８
５
－
１
０
－
１
（
水
素
濃
度
低
減
）
 

第
８
５
条
 
８
５
－
１
０
－
２
（
水
素
濃
度
監
視
）
 

第
８
５
条
 
８
５
－
１
２
－
３
（
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
監
視
）
 

第
８
５
条
 
８
５
－
１
６
－
１
（
計
装
設
備
）
 

第
８
５
条
 
８
５
－
２
０
－
１
（
通
信
連
絡
）
 

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
 

○
 

－
 

第
８
５
条
 
８
５
－
６
－
２
（
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
）
 

充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
 

○
 

－
 

第
２
８
条
（
化
学
体
積
制
御
系
（
ほ
う
酸
濃
縮
機
能
））

 

第
３
４
条
 
（
計
測
お
よ
び
制
御
設
備
）
 

第
５
２
条
、
第
５
３
条
（
非
常
用
炉
心
冷
却
系
）
 

第
８
５
条
 
８
５
－
３
－
１
（
１
次
冷
却
系
の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド
）
 

第
８
５
条
 
８
５
－
４
－
１
（
炉
心
注
水
）
 

第
８
５
条
 
８
５
－
４
－
３
（
代
替
炉
心
注
水
）
 

第
８
５
条
 
８
５
－
４
－
６
（
代
替
再
循
環
）
 

余
熱
除
去
ポ
ン
プ
 

○
 

－
 

第
３
８
条
～
第
４
２
条
（
１
次
冷
却
系
）
 

第
５
２
条
、
第
５
３
条
（
非
常
用
炉
心
冷
却
系
）
 

第
８
５
条
 
８
５
－
４
－
１
（
炉
心
注
水
）
 

第
８
５
条
 
８
５
－
４
－
６
（
代
替
再
循
環
）
 

ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ァ
ン
 

○
 

－
 

第
６
０
条
（
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
系
）
 

第
８
５
条
 
８
５
－
１
１
－
１
（
水
素
排
出
）
 

制
御
建
屋
送
気
フ
ァ
ン
 

○
 

○
 

第
７
１
条
（
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
）
 

第
８
５
条
 
８
５
－
１
７
－
１
（
居
住
性
の
確
保
お
よ
び
汚
染
の
持
ち
込
み
防
止
）
 

制
御
建
屋
循
環
フ
ァ
ン
 

○
 

○
 

中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
フ
ァ
ン
 

○
 

○
 

補
助
建
屋
非
常
用
照
明
変
圧
器
 

○
 

○
 

－
 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
 

○
 

○
 

－
 

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
 

○
 

○
 

第
８
５
条

 
８
５
－
１
５
－
６
（
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク

ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
）
 

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
充
油
電
磁
弁
（

A,
B）

 
○
 

○
 

－
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表 85－15 添付－２（４） 

工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書 

 

 

8.2.1.2.2 容器 

名    称 燃料油貯蔵タンク 

容 量 m３/個 180 以上（200） 

最高使用圧力 － 大気圧 

最高使用温度 ℃ 40 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設 

燃料油貯蔵タンクは、ディーゼル発電機の連続運転に必要な燃料を貯蔵するとともに、

ディーゼル発電機の連続運転に必要な燃料を供給するために設置する。 

 

燃料油貯蔵タンクは、設計基準対象施設としてディーゼル機関1台に1個、合計2個設置す

る。 

 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時にその他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備（非常用発電装

置）及び補機駆動用燃料設備（燃料貯蔵設備）として使用する燃料油貯蔵タンクは、以下

の機能を有する。 

 

燃料油貯蔵タンクは、設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等

が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体

等の著しい損傷及び運転停止中における発電用原子炉内の燃料体の著しい損傷を防止

するために必要な電力を確保するために設置する。 
 
系統構成は、外部電源の喪失に加え、設計基準事故対処設備の電源であるディーゼ

ル発電機のすべてが機能喪失したことにより全交流動力電源喪失が発生した場合に

おいて、空冷式非常用発電装置、電源車、電源車（緊急時対策所用）及び電源車

（可搬式代替低圧注水ポンプ用）に燃料を供給できる設計とする。 

また、所内電気設備の非常用母線等の機能が喪失した場合に発生する重大事故等の

対応時に必要な電力を供給する空冷式非常用発電装置、電源車及び電源車（緊急時

対策所用）に燃料を供給できる設計とする。加えて、設計基準事故対処設備の電源

の有無に関わらず、恒設代替低圧注水ポンプ及び原子炉下部キャビティ注水ポンプ

を使用して重大事故等に対応する場合に必要な電力を供給する空冷式非常用発電装

置に燃料を供給できる設計とする。 

補機駆動用燃料設備として使用する燃料油貯蔵タンクは、最終ヒートシンクへ熱を移

送するための設備のうち、最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送するための設備、原子炉

冷却材圧力バウンダリが低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備のうち、原子炉
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表 85－15 添付－２（４） 

工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書 

 

 

を冷却し、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するための設備及び、

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備のうち、炉心の著しい損傷、原

子炉格納容器及びアニュラス部の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷に至った場

合における発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備の燃料を補給するた

めに設置する。 

 

系統構成は、海水ポンプ及び１次系冷却水ポンプの故障等により最終ヒートシンク

ヘ熱を輸送する機能が喪失した場合並びに全交流動力電源が喪失及び炉心の著しい

損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷に至ることによ

り発生する重大事故等の対応に必要な大容量ポンプへ燃料油貯蔵タンクから燃料を

補給できる設計とする。 

また、運転中の原子炉冷却材喪失事象時において余熱除去ポンプ、充てん／高圧注

入ポンプ及び燃料取替用水タンクの故障等により炉心注水機能が喪失した場合、格

納容器サンプスクリーン閉塞の兆候が見られた場合並びに全交流動力電源及び原子

炉補機冷却機能が喪失した場合、運転停止中において余熱除去ポンプ及び余熱除去

クーラの故障等により余熱除去設備による崩壊熱除去機能が喪失した場合並びに全

交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合において、電源車（可搬式代

替低圧注水ポンプ用）に燃料を供給できる設計とする。 

 

燃料油貯蔵タンクは、設計基準対象施設として2個設置しているものを重大事故等対処設

備として使用する。 

 

1. 容量 

設計基準対象施設として使用する燃料油貯蔵タンクの容量は、事故シーケンス上、7日間

の燃料（Ａ重油）の消費量が最も多い事象を満たす容量としている。事故シーケンス上、

燃料消費量が最も多い事象は、燃料取出前のミッドループ運転中の余熱除去機能喪失であ

り、342.7m３である。以上より、燃料油貯蔵タンクの容量は、342.7m３を上回るものとし

て、180m３以上（2個で360m３以上）とする。 

 

燃料油貯蔵タンクを重大事故等時において使用する場合の容量は、設計基準対象施設と

同様の使用方法であるため、設計基準対象施設と同仕様とし、180m３/個以上とする。 

 

公称値については、要求される容量180m３/個を上回る200m３/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

設計基準対象施設として使用する燃料油貯蔵タンクの最高使用圧力は、燃料油貯蔵タン

クが大気開放であることから、大気圧とする。 
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工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書 

 

 

 

燃料油貯蔵タンクを重大事故等時において使用する場合の圧力は、燃料油貯蔵タンクが

大気開放であることから設計基準対象施設と同仕様とし、大気圧とする。 

 

3. 最高使用温度 

設計基準対象施設として使用する燃料油貯蔵タンクの最高使用温度は、燃料油貯蔵タン

クが大気開放であり、屋外設置の地下埋設タンクであることから、外気の温度（注１）を上回

る40℃とする。 

 

燃料油貯蔵タンクを重大事故等時において使用する場合の温度は、燃料油貯蔵タンクが

大気開放であり、屋外設置の地下埋設タンクであることから、設計基準対象施設と同仕様

とし、40℃とする。 

 

（注1）外気の温度は、原子炉設置変更許可申請書添付書類六に示す美浜発電所における最

高の月平均気温である8月の約30.9℃（敦賀特別地域気象観測所）とする。 

 

 

 

 

- 添 4-1-8-30 - ～ - 添 4-1-8-32 - 
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表 85－15 添付－３（１） 

設置変更許可申請書 添付十追補 

 

空冷式非常用発電装置と、同等な機能を持つ重大事故等対処設備（電源車）を予め

設置し、ケーブルを接続する補完措置を実施する事で受電に要する時間を約３０分

以内に実施できる。 

 

 

 
 

第1.14.12図 電源車による代替電源（交流）からの給電 タイムチャート 

 

  

備考

移動

電源車移動

起動前点検（発電機点検・ケーブル接続）

電源車起動

受電準備

移動

受電準備

母線受電操作

ファン起動

移動

充電器盤の受電

移動

ダンパ開操作

運転員等
（現場）

蓄電池（安全防護
系用）の枯渇を考慮
し、事象発生約8時
間後までに充電器
盤の受電を行う

運転員等
（現場）

1

緊急安全
対策要員

2

充電後操作（充電器
盤の受電操作）

運転員等
（中央制御室）

1

電源車による代替電
源（交流）からの給電

緊急安全
対策要員

2

1

運転員等
（中央制御室）

2

5

手順の項目 要員（数）

経過時間（時間）
1 2 3 4

電源応急復旧完了▽
約2.8時間

▽充電器盤の受電開始
約3.9時間

※現場移動時間には防護具着用時間を含む。 

補完措置としてここまで、

事前準備を実施することに

より、残りの準備作業を 

２０分にて実施可能。 
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表 85－15 添付－３（１） 

設置変更許可申請書 添付十追補 

 

  

第
1
.
14
.
1
図
 
機
能
喪
失
原
因
対
策
分
析
（
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
）
 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失

C非
常
用
高
圧
（
低
圧
）
母
線

電
源
喪
失

※
1

※
1

：
サ
ポ
ー
ト
系
の
回
復
操
作

に
よ
る
対
応

：
AN

D
条
件

：
O

R条
件

凡
例

D
非
常
用
高
圧
（
低
圧
）
母
線

電
源
喪
失

・
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

・
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

・
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

・
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

・
代
替
所
内
電
気
設
備
分
電
盤

・
代
替
所
内
電
気
設
備
変
圧
器

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

A系
機
能
喪
失

外
部
電
源
機
能
喪
失

発
電
機
機
能
喪
失

所
内
電
気
設
備
（
メ
タ
ク
ラ
）

A系
機
能
喪
失

設
備
へ
の
燃
料
補
給
に
使
用

※
3
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ

※
4
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

※
3 
※

4 
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

・
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
（
１
号
炉
ま
た
は
２
号
炉
）

※
4

・
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

※
3
※

4

・
号
機
間
電
力
融
通
恒
設
ケ
ー
ブ
ル

(１
,
２
号
～
３
号

)

・
予
備
変
圧
器
２
次
側
恒
設
ケ
ー
ブ
ル

・
電
源
車

※
4

※
2

代
替
電
源
（
交
流
）
か
ら
の
給
電

代
替
所
内
電
気
設
備
（
交
流
）
に
よ
る
給
電

（
電
源
元
が
常
設
代
替
電
源
の
場
合
）

代
替
所
内
電
気
設
備
（
交
流
）
に
よ
る
給
電

（
電
源
元
が
可
搬
型
代
替
電
源
の
場
合
）

・
電
源
車

・
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

・
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

・
代
替
所
内
電
気
設
備
分
電
盤

・
代
替
所
内
電
気
設
備
変
圧
器

※
2
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表 85－15 添付－３（１） 

設置変更許可申請書 添付十追補 

 

 

第
1
.
14
.
2
図
 
機
能
喪
失
原
因
対
策
分
析
（
全
直
流
電
源
喪
失
）
 

 

代
替
電
源
（
交
流
）

か
ら
の
給
電

A直
流
電
源
喪
失

全
直
流
電
源
喪
失

※
1

蓄
電
池
A系
か
ら
の

直
流
給
電
機
能
喪
失

A系
直
流
供
給
源
の
喪
失

直
流
き
電
盤

A系
機
能
喪
失

A充
電
器
か
ら
の

直
流
給
電
機
能
喪
失

1.1
4.2

B直
流
電
源
喪
失

所
内
電
気
設
備

（
原
子
炉
C/
C）

電
源
喪
失

所
内
電
気
設
備

（
原
子
炉
C/
C）

機
能
喪
失

ド
ロ
ッ
パ
盤

A系
故
障

交
流
動
力
電
源
の

喪
失
(充
電
器
電
源
)

充
電
器
盤

A系
故
障

※
1

第
1.
14
.1
図
の
※
2と
同
じ

・
電
源
車

・
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

・
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

・
代
替
所
内
電
気
設
備
分
電
盤

・
代
替
所
内
電
気
設
備
変
圧
器

・
可
搬
式
整
流
器

代
替
所
内
電
気
設
備
（
直
流
）

に
よ
る
給
電

（
電
源
元
が
可
搬
型
代
替
電
源
の
場
合
）

代
替
所
内
電
気
設
備
（
直
流
）

に
よ
る
給
電

（
電
源
元
が
常
設
代
替
電
源
の
場
合
）

可
搬
式
整
流
器

計
器
用
電
源

(無
停
電
電
源
装
置
)

※
2
代
替
電
源
（
直
流
）

か
ら
の
給
電

・
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

・
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク

・
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

・
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

（
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
へ
給
油
）

・
代
替
所
内
電
気
設
備
分
電
盤

・
代
替
所
内
電
気
設
備
変
圧
器

・
可
搬
式
整
流
器

蓄
電
池
A系

故
障
・
枯
渇

ド
ロ
ッ
パ
盤

A系
故
障

※
2

※
2

：
サ
ポ
ー
ト
系
の
回
復
操
作

に
よ
る
対
応

：
AN

D条
件

：
OR
条
件

凡
例

補(2)-543



 

（２）－２－15 保安規定第 85条 表 85-16「計装設備」運転上の制限等について 

 

a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 

b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

(4) 設置変更許可申請書 添付十追補（機能喪失原因対策分析） 

(5) 設置変更許可申請書 添付十追補（選定フロー） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

(2) 工事計画認可申請書 添付２８ 

添付-３ 同等の機能を有する設備 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 

（代替パラメータによる主要パラメータの推定根拠） 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備分類

等」参照 
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a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 
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保安規定記載内容の説明 

  

保
安
規
定 

第
85
条 

条
文 

表８５－１６ 計装設備 

 

８５－１６－１ 計装設備 ① 

分類 
機  能※１② 所要チャ

ンネル数

③ 

適用 

モード④ 

所要チャンネル数を満足できない場合の措置※３⑤ 確認事項⑥ 

主要パラメータ 代替パラメータ※２ 条 件 措  置 完了時間 項 目 頻 度 担 当 

原
子
炉
圧
力
容
器
内
の 

温
度 

１次冷却材高温側広域温度 ①主要パラメータの他ループ 

②１次冷却材低温側広域温度 

１ モード 

１、２、

３、４、５

および６ 

A. 主要パラメータを計測

する計器全てが動作不

能である場合 

A.1 当直課長は、代替パラメータが動作可能

であることを確認する。 

および 

A.2 計装保修課長は、当該計器が故障状態で

あることが運転員に明確に分かるような

措置を講じる。 

および 

A.3 計装保修課長は、当該計器を動作可能な

状態にする。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

３０日 

機能検査を実施

する｡ 

定期検査時 計装保修

課長 

１次冷却材低温側広域温度 ①主要パラメータの他ループ 

②１次冷却材高温側広域温度 

 

１ 

動作不能でない

ことを指示値等

により確認す

る。 

１ヶ月に１回 当直課長 

〔炉内温度〕※４ ①１次冷却材高温側広域温度 

②１次冷却材低温側広域温度 

１ 

原
子
炉
圧
力
容

器
内
の
圧
力 

冷却材圧力（広域） ①主要パラメータの他チャンネ

ル 

②１次冷却材高温側広域温度 

③１次冷却材低温側広域温度 

１ B. 代替パラメータを計測

する計器全てが動作不

能である場合 

B.1 当直課長は、主要パラメータが動作可能

であることを確認する。 

および 

B.2 計装保修課長は、当該計器が故障状態で

あることが運転員に明確に分かるような

措置を講じる。 

および 

B.3 計装保修課長は、当該計器を動作可能な

状態にする。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

３０日 

〔加圧器圧力〕※４ ①冷却材圧力（広域） １ 

原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位 

加圧器水位 ①主要パラメータの他チャンネ

ル 

②原子炉水位 

 

１ 

C. １つの機能を確認する

全ての計器が動作不能

である場合 

C.1 計装保修課長は、当該機能の主要パラメ

ータまたは、代替パラメータを１手段以

上動作可能な状態に復旧する。 

７２時間 

D. モード１、２、３およ

び４において条件Ａ、

ＢまたはＣの措置を完

了時間内に達成できな

い場合 

D.1 当直課長は、モード３にする。 

および 

D.2 当直課長は、モード５にする。 

１２時間 

 

５６時間 
原子炉水位 ①加圧器水位 

 

１ 

E. モード５および６にお

いて条件ＡまたはＢの

措置を完了時間内に達

成できない場合 

E.1 原子燃料課長は、原子炉格納容器内での

燃料の移動を中止する※５。 

および 

E.2 当直課長は、１次冷却材中のほう素濃度

が低下する操作を全て中止する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

〔ＲＣＳノズルセンタ水位〕※

４ 

①１次冷却材高温側広域温度 

①１次冷却材低温側広域温度 

１ モード 

５および６ 

※１： プラント起動に伴う計器校正、真空ベンティングおよび原子炉格納容器漏えい率検査時に計器保護のため隔離している場合等は、動作不能とはみなさない。 

※２： 代替パラメータに記載する番号は優先順位であり、代替パラメータが複数あることを示す。 

※３： チャンネルごとに個別の条件が適用される。 

※４： 〔 〕は多様性拡張設備を示す。多様性拡張設備は運転上の制限を適用しない。 

※５： 移動中の燃料を所定の位置に移動することを妨げるものではない。 
 

記
載
内
容
の
説
明 

① 設置許可基準規則（技術的能力審査基準）第五十三条（１．１０）、第五十八条（１．１５）が該当する。（添付－１） 

設置許可基準規則（技術的能力審査基準）第四十五条（１．２）、第四十八条（１．５）から第五十条（１．７）の各条にも該当する。 

 

② 運転上の制限の対象とする系統・機器（添付―１、３） 

 

③ 以下の条文要求が運転段階においても維持できるよう、計装設備の所要チャンネル数が動作可能であることを運転上の制限とする。 

ここで、計装設備は、１Ｎ要求設備であり１個以上の計器で必要なパラメータを監視出来ればよいことから、主要パラメータを計測する計器及び代替パラメータを計測する計器について運

転上の制限の所要チャンネル数を１チャンネルとする。（添付－２） 

 

・設置許可基準規則（技術的能力審査基準）第五十三条（１．１０） 

「水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備(手順等)」として、炉心の著しい損傷が発生した場合において、水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するために必要

な設備を設ける(手順等を定める)こと。 

・設置許可基準規則（技術的能力審査基準）第五十八条（１．１５） 

「計装設備(事故時の計装に関する手順等) 」として、重大事故等が発生し、計測機器（非常用のものを含む）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラ

メータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握できる設備を設ける（手順等を定める）こと。 

 

④ 計装設備は、重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ（原子炉圧力容器内の温度、原子炉圧力容器内の圧力、原子炉圧力容器内の水位、原子炉圧力容器への注水量、原

子炉格納容器への注水量、原子炉格納容器内の温度、原子炉格納容器内の圧力、原子炉格納容器内の水位、原子炉格納容器内の水素濃度、アニュラス内の水素濃度、原子炉格納容器内の放射線

量率、未臨界の維持又は監視、最終ヒートシンクの確保、格納容器バイパスの監視、水源の確保）の計測又は推定を行うのに必要な設備であり、原子炉格納容器内に燃料が装荷されている期間

を機能維持期間として適用する必要があることから、適用モードは「モード１、２、３、４、５および６」とする。（保安規定変更に係る基本方針４．３．（１）） 

ただし、一部の監視計器については、計器の計測可能範囲等を踏まえ適用モードを以下のとおりとする。 

○ 原子炉圧力容器内の水位の推定のうち、ＲＣＳノズルセンタ水位及び代替パラメータ 

ＲＣＳミッドループ運転時の計測のためのパラメータであることから、適用モードはモード５及び６。 

○ 未臨界の維持又は監視の推定のうち、出力領域中性子束、中間領域中性子束、中性子源中性子束及び代替パラメータ 

各計器の計測可能範囲を踏まえ、適用モードはモード１及び２。 

○ 未臨界の維持又は監視の推定のうち、中間領域起動率、中性子源領域起動率及び代替パラメータ 

各計器の計測可能範囲を踏まえ、適用モードはモード２，３，４，５及び６。 

 

⑤ 運転上の制限を満足しない場合の条件及び措置を記載する。（保安規定変更に係る基本方針４．３．（２）） 

ここで、計装設備は、１Ｎ要求設備であるため、主要パラメータを計測する計器 及び/又は 代替パラメータを計測する計器が動作不能（所要数未満）になった場合を条件として記載す

る。 

【モード１，２，３，４，５および６】 

A.1 主要パラメータを計測する計器が動作不能となった場合は、主要パラメータを代替するパラメータ（代替パラメータ）を計測する計器が動作可能であることを確認する措置を“速やかに”

開始する。 

A.2 動作不能となった当該計器が故障状態であることが運転員に明確に分かるような措置を“速やかに”講じる（事故時監視計器における所要チャンネル数を満足できない場合の措置を準用）。 

A.3 動作不能となった当該計器を動作可能な状態に復旧する。完了時間は、重大事故等対処設備の AOT上限である「30日」とする。なお、この間、代替パラメータによる監視により主要パラメ

ータの推定は可能である。 

B.1 代替パラメータを計測する計器が動作不能となった場合は、主要パラメータを計測する計器が動作可能であることを確認する措置を“速やかに”開始する。 

B.2 動作不能となった当該計器が故障状態であることが運転員に明確に分かるような措置を“速やかに”講じる（事故時監視計器における所要チャンネル数を満足できない場合の措置を準用）。 
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保安規定記載内容の説明 

  

保
安
規
定 

第
85
条 

条
文 

 

分類 
機  能※１② 所要チャ

ンネル数

③ 

適用 

モード④ 

所要チャンネル数を満足できない場合の措置※３⑤ 確認事項⑥ 

主要パラメータ 代替パラメータ※２ 条 件 措  置 完了時間 項 目 頻 度 担 当 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
量 

安全注入流量 ①燃料取替用水タンク水位 

②加圧器水位 

③原子炉水位 

④格納容器再循環サンプ水位(広

域) 

１ モード 

１、２、

３、４、５

および６ 

A. 主要パラメータを計測

する計器全てが動作不

能である場合 

A.1 当直課長は、代替パラメータが動作可能

であることを確認する。 

および 

A.2 計装保修課長は、当該計器が故障状態で

あることが運転員に明確に分かるような

措置を講じる。 

および 

A.3 計装保修課長は、当該計器を動作可能な

状態にする。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

３０日 

機能検査を実施

する｡ 

定期検査時 計装保修

課長 

動作不能でない

ことを指示値等

により確認す

る。 

１ヶ月に１回 当直課長 

補助安全注入流量 

 

①燃料取替用水タンク水位 

②加圧器水位 

③原子炉水位 

④格納容器再循環サンプ水位(広

域) 

１ 

B. 代替パラメータを計測

する計器全てが動作不

能である場合 

B.1 当直課長は、主要パラメータが動作可能

であることを確認する。 

および 

B.2 計装保修課長は、当該計器が故障状態で

あることが運転員に明確に分かるような

措置を講じる。 

および 

B.3 計装保修課長は、当該計器を動作可能な

状態にする。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

３０日 

余熱除去クーラ出口流量 ①主要パラメータの他ループ 

②燃料取替用水タンク水位 

③加圧器水位 

④原子炉水位 

⑤格納容器再循環サンプ水位(広

域) 

１ 

恒設代替低圧注水ポンプ出口

流量積算 

①燃料取替用水タンク水位 

①復水タンク水位 

②加圧器水位 

③原子炉水位 

④格納容器再循環サンプ水位(広

域) 

１ 

C. １つの機能を確認する

全ての計器が動作不能

である場合 

C.1 計装保修課長は、当該機能の主要パラメ

ータまたは、代替パラメータを１手段以

上動作可能な状態に復旧する。 

７２時間 

〔充てん流量〕※４ ①燃料取替用水タンク水位 

②加圧器水位 

③原子炉水位 

１ 

D. モード１、２、３およ

び４において条件Ａ、

ＢまたはＣの措置を完

了時間内に達成できな

い場合 

D.1 当直課長は、モード３にする。 

および 

D.2 当直課長は、モード５にする。 

１２時間 

 

５６時間 〔アキュムレータ圧力〕※４ ①冷却材圧力（広域） 

①１次冷却材低温側広域温度 

１ 

〔アキュムレータ水位（広

域）〕※４ 

①冷却材圧力（広域） 

①１次冷却材低温側広域温度 

１ E. モード５および６にお

いて条件ＡまたはＢの

措置を完了時間内に達

成できない場合 

E.1 原子燃料課長は、原子炉格納容器内での

燃料の移動を中止する※５。 

および 

E.2 当直課長は、１次冷却材中のほう素濃度

が低下する操作を全て中止する。 

速やかに 

 

 

速やかに 
〔内部スプレ系連絡消火水流

量積算〕※４ 

①余熱除去クーラ出口流量 

②加圧器水位 

③原子炉水位 

１ 

 
 

記
載
内
容
の
説
明 

（続き） 

 

B.3 動作不能となった当該計器を動作可能な状態に復旧する※。完了時間は、重大事故等対処設備の AOT上限である「30日」とする。なお、この間、主要パラメータが動作可能であれば重大事

故等時の対応は可能である。 

※:可搬型重大事故等対処設備である可搬型格納容器内水素濃度計測装置、可搬型アニュラス内水素濃度計測装置、格納容器循環冷暖房ユニット入口温度／出口温度（ＳＡ）及び１次系冷却

水タンク加圧ライン圧力については、代替措置を検討し、原子炉主任技術者の確認を得て実施することも出来る。 

C.1主要パラメータを計測する計器及び代替パラメータを計測する計器がともに動作不能になった場合、いずれかの計器を復旧させる。完了時間は、主要パラメータを監視する機能が全喪失とな

ることから「72時間」とする。 

D.1,D.2 既保安規定と同様の設定としている。  

E.1 原子炉格納容器内での燃料の移動を”速やかに”中止する。主要パラメータ又は代替パラメータを計測する計器全てが動作不能である場合には、当該計器による監視機能を十分に満足する

状態とはならないことから、保安規定第 34条（計測および制御設備）のモード５，６の記載（２チャンネルのうち１チャンネル動作不能）を準用し、原子炉格納容器内での燃料の移動を中

止する。 

E.2 １次冷却材中のほう素濃度が低下する操作を全て”速やかに”中止する。主要パラメータ又は代替パラメータを計測する計器全てが動作不能である場合には、当該計器による監視機能を十

分に満足する状態とはならないことから、保安規定第 34条（計測および制御設備）のモード５，６（２チャンネルのうち１チャンネル動作不能）の記載を準用し、１次冷却材中のほう素濃

度が低下する操作（正の反応度を添加する操作）を中止する。 

 

⑥ 適用モード期間の確認事項を記載する。（保安規定変更に係る基本方針４．２） 

ａ．性能確認（機能性能が満足していることを確認する） 

定期検査時の確認事項は、保安規定第 34条（計測および制御設備）の各チャンネルと同様、機能検査を行う。 

ｂ．動作確認（運転上の制限を満足していることを定期的に確認する） 

通常運転中の確認事項は、指示値により動作不能でないことの確認（振切れや他の計器との差異の有無等の確認）を行う。頻度については、既存の保安規定設備（ポンプ、ファン等）での

確認頻度が 1ヶ月に 1回で設定されているので、それを準用した対応とする。ただし、可搬型重大事故等対処設備である可搬型格納容器内水素濃度計測装置、可搬型アニュラス内水素濃度

計測装置、格納容器循環冷暖房ユニット入口温度／出口温度（ＳＡ）及び１次系冷却水タンク加圧ライン圧力については、「保安規定変更に係る基本方針」の可搬型重大事故等対処設備のサ

ーベランス頻度の考え方に基づき 3ヶ月に 1回とする。 
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保安規定記載内容の説明 

  

保
安
規
定 

第
85
条 

条
文 

 

分類 
機  能※１② 所要チャ

ンネル数

③ 

適用 

モード④ 

所要チャンネル数を満足できない場合の措置※３⑤ 確認事項⑥ 

主要パラメータ 代替パラメータ※２ 条 件 措  置 完了時間 項 目 頻 度 担 当 

原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
注
水
量 

格納容器スプレ流量積算 ①燃料取替用水タンク水位 

①復水タンク水位 

②格納容器再循環サンプ水位(広

域) 

１ モード 

１、２、

３、４、５

および６ 

A. 主要パラメータを計測す

る計器全てが動作不能で

ある場合 

A.1 当直課長は、代替パラメータが動作可能

であることを確認する。 

および 

A.2 計装保修課長は、当該計器が故障状態で

あることが運転員に明確に分かるような

措置を講じる。 

および 

A.3 計装保修課長は、当該計器を動作可能な

状態にする。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

３０日 

機能検査を実施

する｡ 

定期検査時 計装保修

課長 

動作不能でない

ことを指示値等

により確認す

る。 

１ヶ月に１回 当直課長 

恒設代替低圧注水ポンプ出口

流量積算 

 

①燃料取替用水タンク水位 

①復水タンク水位 

②格納容器再循環サンプ水位(広

域) 

１ 

原子炉下部キャビティ注水ポ

ンプ出口流量積算 

 

①燃料取替用水タンク水位 

①復水タンク水位 

②格納容器再循環サンプ水位(広

域) 

１ B. 代替パラメータを計測す

る計器全てが動作不能で

ある場合 

B.1 当直課長は、主要パラメータが動作可能

であることを確認する。 

および 

B.2 計装保修課長は、当該計器が故障状態で

あることが運転員に明確に分かるような

措置を講じる。 

および 

B.3 計装保修課長は、当該計器を動作可能な

状態にする。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

３０日 

安全注入流量 ①燃料取替用水タンク水位 

②格納容器再循環サンプ水位(広

域) 

１ 

補助安全注入流量 ①燃料取替用水タンク水位 

②格納容器再循環サンプ水位(広

域) 

１ 

余熱除去クーラ出口流量 

 

①主要パラメータの他ループ 

②燃料取替用水タンク水位 

③格納容器再循環サンプ水位(広

域) 

１ C. １つの機能を確認する全

ての計器が動作不能であ

る場合 

C.1 計装保修課長は、当該機能の主要パラメ

ータまたは、代替パラメータを１手段以

上動作可能な状態に復旧する。 

７２時間 

〔充てん流量〕※４ ①燃料取替用水タンク水位 

②格納容器再循環サンプ水位(広

域) 

１ D. モード１、２、３および

４において条件Ａ、Ｂま

たはＣの措置を完了時間

内に達成できない場合 

D.1 当直課長は、モード３にする。 

および 

D.2 当直課長は、モード５にする。 

１２時間 

 

５６時間 

〔内部スプレクーラ出口流

量〕※４ 

①燃料取替用水タンク水位 

①復水タンク水位 

②格納容器再循環サンプ水位(広

域) 

１ 

E. モード５および６におい

て条件ＡまたはＢの措置

を完了時間内に達成でき

ない場合 

E.1 原子燃料課長は、原子炉格納容器内での

燃料の移動を中止する※５。 

および 

E.2 当直課長は、１次冷却材中のほう素濃度

が低下する操作を全て中止する。 

速やかに 

 

 

速やかに 〔内部スプレ系連絡消火水流

量積算〕※４ 

①格納容器再循環サンプ水位(広

域) 

１ 

 

 
 

記
載
内
容
の
説
明 

前頁と同様 
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保安規定記載内容の説明 

  

保
安
規
定 

第
85
条 

条
文 

 

分類 
機  能※１② 所要チャ

ンネル数

③ 

適用 

モード④ 

所要チャンネル数を満足できない場合の措置※３⑤ 確認事項⑥ 

主要パラメータ 代替パラメータ※２ 条 件 措  置 完了時間 項 目 頻 度 担 当 

原
子
炉
格
納
容

器
内
の
温
度 

格納容器内温度 ①主要パラメータの他チャンネ

ル 

②格納容器圧力 

③格納容器圧力（広域） 

１ モード 

１、２、

３、４、５

および６ 

A. 主要パラメータを計測

する計器全てが動作不

能である場合 

A.1 当直課長は、代替パラメータが動作可能

であることを確認する。 

および 

A.2 計装保修課長は、当該計器が故障状態で

あることが運転員に明確に分かるような

措置を講じる。 

および 

A.3 計装保修課長は、当該計器を動作可能な

状態にする。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

３０日 

機能検査を実施

する｡ 

定期検査時 計装保修

課長また

は電気保

修課長※６ 

動作不能でない

ことを指示値等

により確認す

る。 

１ヶ月に１回 当直課長 

原
子
炉
格
納
容
器

内
の 

圧
力 

格納容器圧力 ①主要パラメータの他チャンネ

ル 

②格納容器内温度 

１ 

B. 代替パラメータを計測

する計器全てが動作不

能である場合 

B.1 当直課長は、主要パラメータが動作可能

であることを確認する。 

および 

B.2 計装保修課長または電気保修課長※６は、

当該計器が故障状態であることが運転員

に明確に分かるような措置を講じる。 

および 

B.3 計装保修課長または電気保修課長※６は、

当該計器を動作可能な状態にする。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

３０日 

格納容器圧力（広域） ①格納容器内温度 １ 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
位 

格納容器再循環サンプ水位

（広域） 

①主要パラメータの他チャンネ

ル 

②格納容器再循環サンプ水位(狭

域) 

③原子炉下部キャビティ水位 

③原子炉格納容器水位 

④燃料取替用水タンク水位 

④復水タンク水位 

④格納容器スプレ流量積算 

④恒設代替低圧注水ポンプ出口

流量積算 

④原子炉下部キャビティ注水ポ

ンプ出口流量積算 

１ 

C. １つの機能を確認する

全ての計器が動作不能

である場合 

C.1 計装保修課長または電気保修課長※６は、

当該機能の主要パラメータまたは、代替

パラメータを１手段以上動作可能な状態

に復旧する。 

７２時間 

D. モード１、２、３およ

び４において条件Ａ、

ＢまたはＣの措置を完

了時間内に達成できな

い場合 

D.1 当直課長は、モード３にする。 

および 

D.2 当直課長は、モード５にする。 

１２時間 

 

５６時間 

E. モード５および６にお

いて条件ＡまたはＢの

措置を完了時間内に達

成できない場合 

E.1 原子燃料課長は、原子炉格納容器内での

燃料の移動を中止する※５。 

および 

E.2 当直課長は、１次冷却材中のほう素濃度

が低下する操作を全て中止する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

格納容器再循環サンプ水位

（狭域） 

①格納容器再循環サンプ水位(広

域) 

１ 

※６： 原子炉下部キャビティ水位および原子炉格納容器水位について実施する。 

 
 

記
載
内
容
の
説
明 

前頁と同様 
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保安規定記載内容の説明 

  

保
安
規
定 

第
85
条 

条
文 

 

分類 
機  能※１② 所要チャ

ンネル数

③ 

適用 

モード④ 

所要チャンネル数を満足できない場合の措置※３⑤ 確認事項⑥ 

主要パラメータ 代替パラメータ※２ 条 件 措  置 完了時間 項 目 頻 度 担 当 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
位 

原子炉下部キャビティ水位 ①格納容器再循環サンプ水位(広

域) 

②燃料取替用水タンク水位 

②復水タンク水位 

②格納容器スプレ流量積算 

②恒設代替低圧注水ポンプ出口

流量積算 

②原子炉下部キャビティ注水ポ

ンプ出口流量積算 

１ モード 

１、２、

３、４、５

および６ 

A. 主要パラメータを計測す

る計器全てが動作不能で

ある場合 

A.1 当直課長は、代替パラメータが動作可能

であることを確認する。 

および 

A.2 電気保修課長は、当該計器が故障状態で

あることが運転員に明確に分かるような

措置を講じる。 

および 

A.3 電気保修課長は、当該計器を動作可能な

状態にする。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

３０日 

機能検査を実施

する｡ 

定期検査時 計装保修

課長また

は電気保

修課長※６ 

動作不能でない

ことを指示値等

により確認す

る。 

１ヶ月に１回 当直課長 

B. 代替パラメータを計測す

る計器全てが動作不能で

ある場合 

B.1 当直課長は、主要パラメータが動作可能

であることを確認する。 

および 

B.2 計装保修課長は、当該計器が故障状態で

あることが運転員に明確に分かるような

措置を講じる。 

および 

B.3 計装保修課長は、当該計器を動作可能な

状態にする。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

３０日 

原子炉格納容器水位 ①燃料取替用水タンク水位 

①復水タンク水位 

①格納容器スプレ流量積算 

①恒設代替低圧注水ポンプ出口

流量積算 

①原子炉下部キャビティ注水ポ

ンプ出口流量積算 

１ 

C. １つの機能を確認する全

ての計器が動作不能であ

る場合 

C.1電気保修課長※６または計装保修課長は、

当該機能の主要パラメータまたは、代替

パラメータを１手段以上動作可能な状態

に復旧する。 

７２時間 

D. モード１、２、３および

４において条件Ａ、Ｂま

たはＣの措置を完了時間

内に達成できない場合 

D.1 当直課長は、モード３にする。 

および 

D.2 当直課長は、モード５にする。 

１２時間 

 

５６時間 

E. モード５および６におい

て条件ＡまたはＢの措置

を完了時間内に達成でき

ない場合 

E.1 原子燃料課長は、原子炉格納容器内での

燃料の移動を中止する※５。 

および 

E.2 当直課長は、１次冷却材中のほう素濃度

が低下する操作を全て中止する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 
 

記
載
内
容
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説
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保安規定記載内容の説明 

  

保
安
規
定 

第
85
条 

条
文 

 

分類 
機  能※１② 所要チャ

ンネル数

③ 

適用 

モード④ 

所要チャンネル数を満足できない場合の措置※３⑤ 確認事項⑥ 

主要パラメータ 代替パラメータ※２ 条 件 措  置 完了時間 項 目 頻 度 担 当 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
素
濃
度 

可搬型格納容器内水素濃度

計測装置 

①主要パラメータの予備 

②静的触媒式水素再結合装置温

度監視装置 

②原子炉格納容器水素燃焼装置

温度監視装置 

 

１ モード 

１、２、

３、４、５

および６ 

A. 主要パラメータを計測す

る計器全てが動作不能で

ある場合 

A.1 当直課長は、代替パラメータが動作可能で

あることを確認する。 

および 

A.2 計装保修課長は、当該計器が故障状態であ

ることが運転員に明確に分かるような措置

を講じる。 

および 

A.3.1 計装保修課長は、当該計器を動作可能な

状態にする。 

または 

A.3.2 計装保修課長は、代替措置※７を検討

し、原子炉主任技術者の確認を得て実施

する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

３０日 

 

 

３０日 

可搬型格納容器

内水素濃度計測

装置の機能検査

を実施する。 

 

 

定期検査時 計装保修

課長 

可搬型格納容器

内水素濃度計測

装置が動作可能

であることを確

認する。 

 

３ヶ月に１回 計装保修

課長 

静的触媒式水素

再結合装置温度

監視装置の機能

検査を実施す

る。 

 

 

定期検査時 計装保修

課長 B. 代替パラメータを計測す

る計器全てが動作不能で

ある場合 

B.1 当直課長は、主要パラメータが動作可能で

あることを確認する。 

および 

B.2 計装保修課長は、当該計器が故障状態であ

ることが運転員に明確に分かるような措置

を講じる。 

および 

B.3.1 計装保修課長は、当該計器を動作可能な

状態にする。 

または 

B.3.2 計装保修課長は、代替措置※７を検討

し、原子炉主任技術者の確認を得て実施

する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

３０日 

 

 

３０日 

原子炉格納容器

水素燃焼装置温

度監視装置の機

能検査を実施す

る。 

 

定期検査時 計装保修

課長 

静的触媒式水素

再結合装置温度

監視装置および

原子炉格納容器

水素燃焼装置温

度監視装置が動

作不能でないこ

とを指示値等に

より確認する。 

１ヶ月に１回 当直課長 

C. １つの機能を確認する全

ての計器が動作不能であ

る場合 

C.1 計装保修課長は、当該機能の主要パラメー

タまたは、代替パラメータを１手段以上動

作可能な状態に復旧する。 

７２時間 

D. モード１、２、３および

４において条件Ａ、Ｂま

たはＣの措置を完了時間

内に達成できない場合 

D.1 当直課長は、モード３にする。 

および 

D.2 当直課長は、モード５にする。 

１２時間 

 

５６時間 

E. モード５および６におい

て条件ＡまたはＢの措置

を完了時間内に達成でき

ない場合 

E.1 原子燃料課長は、原子炉格納容器内での燃

料の移動を中止する※５。 

および 

E.2 当直課長は、１次冷却材中のほう素濃度が

低下する操作を全て中止する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

※７： 代替品の補充等(可搬型格納容器内水素濃度計測装置に限る)。 
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分類 
機  能※１② 所要チャ

ンネル数

③ 

適用 

モード④ 

所要チャンネル数を満足できない場合の措置※３⑤ 確認事項⑥ 

主要パラメータ 代替パラメータ※２ 条 件 措  置 完了時間 項 目 頻 度 担 当 

ア
ニ
ュ
ラ
ス
内
の
水
素
濃
度 

可搬型アニュラス内水素濃

度計測装置 

①主要パラメータの予備 

 

１ モード 

１、２、

３、４、５

および６ 

A. 主要パラメータを計測す

る計器全てが動作不能で

ある場合 

A.1 当直課長は、代替パラメータが動作可能で

あることを確認する。 

および 

A.2 計装保修課長は、当該計器が故障状態であ

ることが運転員に明確に分かるような措置

を講じる。 

および 

A.3.1 計装保修課長は、当該計器を動作可能な

状態にする。 

または 

A.3.2 計装保修課長は、代替措置※８を検討

し、原子炉主任技術者の確認を得て実施

する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

３０日 

 

 

３０日 

機能検査を実施

する｡ 

定期検査時 計装保修

課長 

動作可能である

ことを確認す

る。 

３ヶ月に１回 計装保修

課長 

B. 代替パラメータを計測す

る計器全てが動作不能で

ある場合 

B.1 当直課長は、主要パラメータが動作可能で

あることを確認する。 

および 

B.2 計装保修課長は、当該計器が故障状態であ

ることが運転員に明確に分かるような措置

を講じる。 

および 

B.3.1 計装保修課長は、当該計器を動作可能な

状態にする。 

または 

B.3.2 計装保修課長は、代替措置※８を検討

し、原子炉主任技術者の確認を得て実施

する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

３０日 

 

 

３０日 

C. １つの機能を確認する全

ての計器が動作不能であ

る場合 

C.1 計装保修課長は、当該機能の主要パラメー

タまたは、代替パラメータを１手段以上動

作可能な状態に復旧する。 

７２時間 

D. モード１、２、３および

４において条件Ａ、Ｂま

たはＣの措置を完了時間

内に達成できない場合 

D.1 当直課長は、モード３にする。 

および 

D.2 当直課長は、モード５にする。 

１２時間 

 

５６時間 

E. モード５および６におい

て条件ＡまたはＢの措置

を完了時間内に達成でき

ない場合 

E.1 原子燃料課長は、原子炉格納容器内での燃

料の移動を中止する※５。 

および 

E.2 当直課長は、１次冷却材中のほう素濃度が

低下する操作を全て中止する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

※８： 代替品の補充等(可搬型アニュラス内水素濃度計測装置に限る)。 

 

記
載
内
容
の
説
明 

前頁と同様 

補(2)-552



保安規定記載内容の説明 

  

保
安
規
定 

第
85
条 

条
文 

 

分類 
機  能※１② 所要チャ

ンネル数

③ 

適用 

モード④ 

所要チャンネル数を満足できない場合の措置※３⑤ 確認事項⑥ 

主要パラメータ 代替パラメータ※２ 条 件 措  置 完了時間 項 目 頻 度 担 当 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
放
射
線
量
率 

格納容器内高レンジエリア

モニタ（高レンジ） 

①主要パラメータの他チャンネ

ル 

 

１ モード 

１、２、

３、４、５

および６ 

A. 主要パラメータを計測す

る計器全てが動作不能で

ある場合 

A.1 当直課長は、代替パラメータが動作可能

であることを確認する。 

および 

A.2 計装保修課長は、当該計器が故障状態で

あることが運転員に明確に分かるような

措置を講じる。 

および 

A.3 計装保修課長は、当該計器を動作可能な

状態にする。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

３０日 

機能検査を実施

する｡ 

定期検査時 計装保修

課長 

動作不能でない

ことを指示値等

により確認す

る。 

１ヶ月に１回 当直課長 

B. 代替パラメータを計測す

る計器全てが動作不能で

ある場合 

B.1 当直課長は、主要パラメータが動作可能

であることを確認する。 

および 

B.2 計装保修課長は、当該計器が故障状態で

あることが運転員に明確に分かるような

措置を講じる。 

および 

B.3 計装保修課長は、当該計器を動作可能な

状態にする。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

３０日 

格納容器内高レンジエリア

モニタ（低レンジ） 

①主要パラメータの他チャンネ

ル 

②格納容器内高レンジエリアモ

ニタ（高レンジ） 

 

１ 

C. １つの機能を確認する全

ての計器が動作不能であ

る場合 

C.1 計装保修課長は、当該機能の主要パラメ

ータまたは、代替パラメータを１手段以

上動作可能な状態に復旧する。 

７２時間 

〔格納容器じんあいモニ

タ〕※４ 

①格納容器内高レンジエリアモ

ニタ（低レンジ） 

１ 

D. モード１、２、３および

４において条件Ａ、Ｂま

たはＣの措置を完了時間

内に達成できない場合 

D.1 当直課長は、モード３にする。 

および 

D.2 当直課長は、モード５にする。 

１２時間 

 

５６時間 
〔格納容器ガスモニタ〕※４ ①格納容器内高レンジエリアモ

ニタ（低レンジ） 

１ 

〔格納容器入口エリアモニ

タ〕※４ 

①格納容器内高レンジエリアモ

ニタ（低レンジ） 

１ E. モード５および６におい

て条件ＡまたはＢの措置

を完了時間内に達成でき

ない場合 

E.1 原子燃料課長は、原子炉格納容器内での

燃料の移動を中止する※５。 

および 

E.2 当直課長は、１次冷却材中のほう素濃度

が低下する操作を全て中止する。 

速やかに 

 

 

速やかに 
〔炉内計装区域エリアモニ

タ〕※４ 

①格納容器内高レンジエリアモ

ニタ（低レンジ） 

１ 
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分類 
機  能※１② 所要チャ

ンネル数

③ 

適用 

モード④ 

所要チャンネル数を満足できない場合の措置※３⑤ 確認事項⑥ 

主要パラメータ 代替パラメータ※２ 条 件 措  置 完了時間 項 目 頻 度 担 当 

未
臨
界
の
維
持
ま
た
は
監
視 

出力領域中性子束 ①主要パラメータの他チャンネ

ル 

②中間領域中性子束 

③１次冷却材高温側広域温度 

③１次冷却材低温側広域温度 

④ほう酸タンク水位 

１ モード 

１および２ 

A. 主要パラメータを計測す

る計器全てが動作不能で

ある場合 

A.1 当直課長は、代替パラメータが動作可能

であることを確認する。 

および 

A.2 計装保修課長は、当該計器が故障状態で

あることが運転員に明確に分かるような

措置を講じる。 

および 

A.3 計装保修課長は、当該計器を動作可能な

状態にする。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

３０日 

機能検査を実施

する｡ 

定期検査時 計装保修

課長 

動作不能でない

ことを指示値等

により確認す

る。 

１ヶ月に１回 当直課長 

B. 代替パラメータを計測す

る計器全てが動作不能で

ある場合 

B.1 当直課長は、主要パラメータが動作可能

であることを確認する。 

および 

B.2 計装保修課長は、当該計器が故障状態で

あることが運転員に明確に分かるような

措置を講じる。 

および 

B.3 計装保修課長は、当該計器を動作可能な

状態にする。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

３０日 

中間領域中性子束 ①主要パラメータの他チャンネ

ル 

②出力領域中性子束 

②中性子源領域中性子束※９ 

③ほう酸タンク水位 

１ 

中性子源領域中性子束※９ ①主要パラメータの他チャンネ

ル 

②中間領域中性子束 

③ほう酸タンク水位 

 

１ C. １つの機能を確認する全

ての計器が動作不能であ

る場合 

C.1 計装保修課長は、当該機能の主要パラメ

ータまたは、代替パラメータを１手段以

上動作可能な状態に復旧する。 

７２時間 

D. モード１および２におい

て条件Ａ、ＢまたはＣの

措置を完了時間内に達成

できない場合 

D.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間 

※９： Ｐ－６以上において、中性子源領域中性子束は電源切となるが運転上の制限を満足しないとはみなさない。 
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分類 
機  能※１② 所要チャ

ンネル数

③ 

適用 

モード④ 

所要チャンネル数を満足できない場合の措置※３⑤ 確認事項⑥ 

主要パラメータ 代替パラメータ※２ 条 件 措  置 完了時間 項 目 頻 度 担 当 

未
臨
界
の
維
持
ま
た
は
監
視 

〔中間領域起動率〕※４ ①中間領域中性子束 １ モード 

２、３、

４、５およ

び６ 

A. 代替パラメータを計測す

る計器全てが動作不能で

ある場合 

A.1 当直課長は、主要パラメータが動作可能

であることを確認する。 

および 

A.2 計装保修課長は、当該計器が故障状態で

あることが運転員に明確に分かるような

措置を講じる。 

および 

A.3 計装保修課長は、当該計器を動作可能な

状態にする。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

３０日 

機能検査を実施

する｡ 

定期検査時 計装保修

課長 

動作不能でない

ことを指示値等

により確認す

る。 

１ヶ月に１回 当直課長 

B. １つの機能を確認する全

ての計器が動作不能であ

る場合 

B.1 計装保修課長は、当該機能の主要パラメ

ータまたは、代替パラメータを１手段以

上動作可能な状態に復旧する。 

７２時間 

〔中性子源領域起動率〕※４ ①中性子源領域中性子束※９ １ 

C. モード２、３および４に

おいて条件ＡまたはＢの

措置を完了時間内に達成

できない場合 

C.1 当直課長は、モード３にする。 

および 

C.2 当直課長は、モード５にする。 

１２時間 

 

５６時間 

D. モード５および６におい

て条件ＡまたはＢの措置

を完了時間内に達成でき

ない場合 

D.1 原子燃料課長は、原子炉格納容器内での

燃料の移動を中止する※５。 

および 

D.2 当直課長は、１次冷却材中のほう素濃度

が低下する操作を全て中止する。 

速やかに 

 

 

速やかに 
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分類 
機  能※１② 所要チャ

ンネル数

③ 

適用 

モード④ 

所要チャンネル数を満足できない場合の措置※３⑤ 確認事項⑥ 

主要パラメータ 代替パラメータ※２ 条 件 措  置 完了時間 項 目 頻 度 担 当 

最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
の
確
保 

格納容器圧力 ①主要パラメータの他チャンネ

ル 

②格納容器圧力（広域） 

③格納容器内温度 

１ モード 

１、２、

３、４、５

および６ 

A. 主要パラメータを計測

する計器全てが動作不

能である場合 

A.1 当直課長は、代替パラメータが動作可能

であることを確認する。 

および 

A.2 計装保修課長は、当該計器が故障状態で

あることが運転員に明確に分かるような

措置を講じる。 

および 

A.3.1 計装保修課長は、当該計器を動作可能

な状態にする。 

または 

A.3.2 計装保修課長は、代替措置※１０を検討

し、原子炉主任技術者の確認を得て実

施する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

３０日 

 

 

３０日 

機能検査を実施

する｡ 

 

定期検査時 

 

計装保修

課長 

および 

原子炉保

修課長※１

２ 

 

１次系冷却水タンク水位 

 

①主要パラメータの他チャンネ

ル 

②格納容器循環冷暖房ユニット

入口温度／出口温度（ＳＡ） 

１ 

〔１次系冷却水タンク圧

力〕※４ 

①１次系冷却水タンク加圧ライ

ン圧力 

１ 動作不能でない

ことを指示値等

により確認す

る。※１１ 

１ヶ月に１回 当直課長 

〔格納容器空調装置冷却水

流量〕※４ 

①格納容器内温度 

①格納容器圧力 

１ 

格納容器循環冷暖房ユニッ

ト入口温度／出口温度（Ｓ

Ａ） 

①主要パラメータの予備 

②格納容器内温度 

②格納容器圧力 

１ B. 代替パラメータを計測

する計器全てが動作不

能である場合 

B.1 当直課長は、主要パラメータが動作可能

であることを確認する。 

および 

B.2 計装保修課長および原子炉保修課長※１２

は、当該計器が故障状態であることが運

転員に明確に分かるような措置を講じ

る。 

および 

B.3.1 計装保修課長および原子炉保修課長※１２

は、当該計器を動作可能な状態にす

る。 

または 

B.3.2 計装保修課長および原子炉保修課長※１２

は、代替措置※１０を検討し、原子炉主任

技術者の確認を得て実施する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

３０日 

 

 

 

３０日 

主蒸気圧力 ①主要パラメータの他チャンネ

ルまたは他ループ 

②１次冷却材低温側広域温度  

③１次冷却材高温側広域温度 

１ 格納容器循環冷

暖房ユニット入

口温度／出口温

度（ＳＡ）が動

作可能であるこ

とを確認する。 

３ヶ月に１回 計装保修

課長 

蒸気発生器水位（狭域） ①主要パラメータの他チャンネ

ル 

②蒸気発生器水位(広域) 

③１次冷却材低温側広域温度 

③１次冷却材高温側広域温度 

１ 

蒸気発生器水位（広域） ①蒸気発生器水位(狭域) 

②１次冷却材低温側広域温度 

②１次冷却材高温側広域温度 

１ 

C. １つの機能を確認する

全ての計器が動作不能

である場合 

C.1 計装保修課長および原子炉保修課長※１２

は、当該機能の主要パラメータまたは、

代替パラメータを１手段以上動作可能な

状態に復旧する。 

７２時間 

補助給水流量 ①復水タンク水位 

②蒸気発生器水位(広域) 

③蒸気発生器水位(狭域) 

１ 

D. モード１、２、３およ

び４において条件Ａ、

ＢまたはＣの措置を完

了時間内に達成できな

い場合 

D.1 当直課長は、モード３にする。 

および 

D.2 当直課長は、モード５にする。 

１２時間 

 

５６時間 
〔主蒸気流量〕※４ 

 

①主蒸気圧力 

②蒸気発生器水位(狭域) 

②蒸気発生器水位(広域) 

②補助給水流量 

１ １次系冷却水タ

ンク加圧ライン

圧力が動作可能

であることを確

認する。 

３ヶ月に１回 原子炉保

修課長 

E. モード５および６にお

いて条件ＡまたはＢの

措置を完了時間内に達

成できない場合 

E.1 原子燃料課長は、原子炉格納容器内での

燃料の移動を中止する※５。 

および 

E.2 当直課長は、１次冷却材中のほう素濃度

が低下する操作を全て中止する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

※１０： 代替品の補充等(格納容器循環冷暖房ユニット入口温度／出口温度（ＳＡ）および１次系冷却水タンク加圧ライン圧力の場合)。 

※１１： 格納容器循環冷暖房ユニット入口温度／出口温度（ＳＡ）および１次系冷却水タンク加圧ライン圧力を除く。 

※１２： １次系冷却水タンク加圧ライン圧力について実施する。 
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分類 
機  能※１② 所要チャ

ンネル数

③ 

適用 

モード④ 

所要チャンネル数を満足できない場合の措置※３⑤ 確認事項⑥ 

主要パラメータ 代替パラメータ※２ 条 件 措  置 完了時間 項 目 頻 度 担 当 

格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
監
視 

蒸気発生器水位（狭域） ①主要パラメータの他チャンネ

ル 

②蒸気発生器水位(広域) 

③主蒸気圧力 

③補助給水流量 

１ モード 

１、２、

３、４、５

および６ 

A. 主要パラメータを計測す

る計器全てが動作不能で

ある場合 

A.1 当直課長は、代替パラメータが動作可能

であることを確認する。 

および 

A.2 計装保修課長は、当該計器が故障状態で

あることが運転員に明確に分かるような

措置を講じる。 

および 

A.3 計装保修課長は、当該計器を動作可能な

状態にする。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

３０日 

機能検査を実施

する｡ 

定期検査時 計装保修

課長 

動作不能でない

ことを指示値等

により確認す

る。 

１ヶ月に１回 当直課長 

主蒸気圧力  ①主要パラメータの他チャンネ

ル 

②蒸気発生器水位(広域)  

②補助給水流量 

１ B. 代替パラメータを計測す

る計器全てが動作不能で

ある場合 

B.1 当直課長は、主要パラメータが動作可能

であることを確認する。 

および 

B.2 計装保修課長は、当該計器が故障状態で

あることが運転員に明確に分かるような

措置を講じる。 

および 

B.3 計装保修課長は、当該計器を動作可能な

状態にする。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

３０日 

C. １つの機能を確認する全

ての計器が動作不能であ

る場合 

C.1 計装保修課長は、当該機能の主要パラメ

ータまたは、代替パラメータを１手段以

上動作可能な状態に復旧する。 

７２時間 

冷却材圧力（広域） ①主要パラメータの他チャンネ

ル 

②蒸気発生器水位(狭域) 

②主蒸気圧力 

②格納容器再循環サンプ水位(広

域) 

③１次冷却材高温側広域温度 

③１次冷却材低温側広域温度 

１ D. モード１、２、３および

４において条件Ａ、Ｂま

たはＣの措置を完了時間

内に達成できない場合 

D.1 当直課長は、モード３にする。 

および 

D.2 当直課長は、モード５にする。 

１２時間 

 

５６時間 

E. モード５および６におい

て条件ＡまたはＢの措置

を完了時間内に達成でき

ない場合 

E.1 原子燃料課長は、原子炉格納容器内での

燃料の移動を中止する※５。 

および 

E.2 当直課長は、１次冷却材中のほう素濃度

が低下する操作を全て中止する。 

速やかに 

 

 

速やかに 
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保
安
規
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分類 
機  能※１② 所要チャ

ンネル数

③ 

適用 

モード④ 

所要チャンネル数を満足できない場合の措置※３⑤ 確認事項⑥ 

主要パラメータ 代替パラメータ※２ 条 件 措  置 完了時間 項 目 頻 度 担 当 

格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
監
視 

〔復水器空気抽出器ガスモニ

タ〕※４ 

①蒸気発生器水位(狭域) 

①主蒸気圧力 

１ モード 

１、２、

３、４、５

および６ 

A. 代替パラメータを計測

する計器全てが動作不

能である場合 

A.1 当直課長は、主要パラメータが動作可能

であることを確認する。 

および 

A.2 計装保修課長は、当該計器が故障状態で

あることが運転員に明確に分かるような

措置を講じる。 

および 

A.3 計装保修課長は、当該計器を動作可能な

状態にする。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

３０日 

機能検査を実施

する｡ 

定期検査時 計装保修

課長 

および 

原子炉保

修課長※１

３ 

動作不能でない

ことを指示値等

により確認す

る。 

１ヶ月に１回 当直課長 

〔蒸気発生器ブローダウン水

モニタ〕※４ 

①蒸気発生器水位(狭域) 

①主蒸気圧力 

１ 

〔高感度型主蒸気管モニタ〕
※４ 

①蒸気発生器水位(狭域) 

①主蒸気圧力 

１ B. １つの機能を確認する

全ての計器が動作不能

である場合 

B.1 計装保修課長は、当該機能の主要パラメ

ータまたは、代替パラメータを１手段以

上動作可能な状態に復旧する。 

７２時間 

〔補助建屋排気筒ガスモニ

タ〕※４ 

①冷却材圧力（広域） 

①加圧器水位 

①格納容器再循環サンプ水位(広

域) 

①蒸気発生器水位(狭域) 

①主蒸気圧力 

１ 

C. モード１、２、３およ

び４において条件Ａま

たはＢの措置を完了時

間内に達成できない場

合 

C.1 当直課長は、モード３にする。 

および 

C.2 当直課長は、モード５にする。 

１２時間 

 

５６時間 

〔補助建屋サンプ水位〕※４ ①冷却材圧力（広域） 

①加圧器水位 

①格納容器再循環サンプ水位(広

域) 

①蒸気発生器水位(狭域) 

①主蒸気圧力 

１ 

〔余熱除去ポンプ出口圧力〕
※４ 

①冷却材圧力（広域） 

①加圧器水位 

①格納容器再循環サンプ水位(広

域) 

①蒸気発生器水位(狭域) 

①主蒸気圧力 

１ D. モード５および６にお

いて条件ＡまたはＢの

措置を完了時間内に達

成できない場合 

D.1 原子燃料課長は、原子炉格納容器内での

燃料の移動を中止する※５。 

および 

D.2 当直課長は、１次冷却材中のほう素濃度

が低下する操作を全て中止する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

〔加圧器逃がしタンク圧力〕
※４ 

①冷却材圧力（広域） 

①加圧器水位 

１ 

〔加圧器逃がしタンク水位〕
※４ 

①冷却材圧力（広域） 

①加圧器水位 

１ 

〔加圧器逃がしタンク温度〕
※４ 

①冷却材圧力（広域） 

①加圧器水位 

１ 

※１３： 補助建屋サンプ水位について実施する。 
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分類 
機  能※１② 所要チャ

ンネル数

③ 

適用 

モード④ 

所要チャンネル数を満足できない場合の措置※３⑤ 確認事項⑥ 

主要パラメータ 代替パラメータ※２ 条 件 措  置 完了時間 項 目 頻 度 担 当 

水
源
の
確
保 

燃料取替用水タンク水位 ①主要パラメータの他チャンネ

ル 

②格納容器再循環サンプ水位(広

域) 

 

１ モード 

１、２、

３、４、５

および６ 

A. 主要パラメータを計測す

る計器全てが動作不能で

ある場合 

A.1 当直課長は、代替パラメータが動作可能

であることを確認する。 

および 

A.2 計装保修課長は、当該計器が故障状態で

あることが運転員に明確に分かるような

措置を講じる。 

および 

A.3 計装保修課長は、当該計器を動作可能な

状態にする。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

３０日 

機能検査を実施

する｡ 

定期検査時 計装保修

課長 

動作不能でない

ことを指示値等

により確認す

る。 

１ヶ月に１回 当直課長 

B. 代替パラメータを計測す

る計器全てが動作不能で

ある場合 

B.1 当直課長は、主要パラメータが動作可能

であることを確認する。 

および 

B.2 計装保修課長は、当該計器が故障状態で

あることが運転員に明確に分かるような

措置を講じる。 

および 

B.3 計装保修課長は、当該計器を動作可能な

状態にする。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

３０日 

C. １つの機能を確認する全

ての計器が動作不能であ

る場合 

C.1 計装保修課長は、当該機能の主要パラメ

ータまたは、代替パラメータを１手段以

上動作可能な状態に復旧する。 

７２時間 

復水タンク水位 ①主要パラメータの他チャンネ

ル 

②補助給水流量 

③格納容器スプレ積算流量 

③恒設代替低圧注水ポンプ出口

流量積算 

③原子炉下部キャビティ注水ポ

ンプ出口流量積算 

１ 

D. モード１、２、３および

４において条件Ａ、Ｂま

たはＣの措置を完了時間

内に達成できない場合 

D.1 当直課長は、モード３にする。 

および 

D.2 当直課長は、モード５にする。 

１２時間 

 

５６時間 

ほう酸タンク水位 ①主要パラメータの他ループ 

②出力領域中性子束 

②中間領域中性子束 

②中性子源領域中性子束※９ 

１ 

E. モード５および６におい

て条件ＡまたはＢの措置

を完了時間内に達成でき

ない場合 

E.1 原子燃料課長は、原子炉格納容器内での

燃料の移動を中止する※５。 

および 

E.2 当直課長は、１次冷却材中のほう素濃度

が低下する操作を全て中止する。 

速やかに 

 

 

速やかに 
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８５－１６－２ 可搬型計測器 ① 

設  備② 所 要 数③ 適用モード④ 
所要数を満足できない場合の措置⑤ 確認事項⑥ 

条 件 措  置 完了時間 項 目 頻 度 担 当 

可搬型計測器 ４０個 モード１、２、３ 

および４ 

A. 動作可能な設備が所要

数を満足していない場

合 

A.1 計装保修課長は、当該設備を動作可能な状

態に復旧する。 

または 

A.2 計装保修課長は、代替措置※１を検討し、

原子炉主任技術者の確認を得て実施する。 

３０日 

 

 

３０日 

機能検査を実施

する｡ 

定期検査時 計装保修

課長 

動作可能である

ことを確認す

る。 

３ヶ月に１回 計装保修

課長 

B. 条件Ａの措置を完了時

間内に達成できない場

合 

B.1 当直課長は、モード３にする。 

および 

B.2 当直課長は、モード５にする。 

１２時間 

 

５６時間 

 モード５および６ A. 動作可能な設備が所要

数を満足していない場

合 

A.1 計装保修課長は、当該設備を動作可能な状

態に復旧する。 

および 

A.2 計装保修課長は、代替措置※１を検討し、

原子炉主任技術者の確認を得て実施する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

   

※１： 代替品の補充等。 

 

 

記
載
内
容
の
説
明 

① 設置許可基準規則（技術的能力審査基準）第五十八条（１．１５）が該当する。 

 

② 運転上の制限対象とする系統・機器（添付－１） 

 

③ 以下の条文要求が運転段階においても維持されるよう、可搬型重大事故等対処設備である可搬型計測器の所要数が動作可能であることを運転上の制限とする。 

ここで、可搬型計測器は、原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の温度、圧力、水位及び流量（注水量）計測用として 40個を保管しており、この保管数を所要数とする。（添付－２） 

なお、可搬型計測器は制御建屋内に配備された可搬型重大事故等対処設備であり、１Ｎ要求設備である。 

 

・設置許可基準規則（技術的能力審査基準）第五十八条（１．１５） 

「計装設備(事故時の計装に関する手順等) 」として、重大事故等が発生し、計測機器（非常用のものを含む）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメー

タを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握できる設備を設ける（手順等を定める）こと。 

 

④ 可搬型計測器は、重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ（原子炉圧力容器内の温度、原子炉圧力容器内の圧力、原子炉圧力容器内の水位、原子炉圧力容器への注水量、

原子炉格納容器への注水量、原子炉格納容器内の温度、原子炉格納容器内の圧力、原子炉格納容器内の水位、原子炉格納容器内の水素濃度、アニュラス内の水素濃度、原子炉格納容器内の放射線

量率、未臨界の維持又は監視、最終ヒートシンクの確保、格納容器バイパスの監視、水源の確保）の計測又は推定を行うのに必要な設備であり、原子炉格納容器内に燃料が装荷されている期間を

機能維持期間として適用する必要があることから、適用モードは「モード１、２、３、４、５および６」とする。（保安規定変更に係る基本方針４．３．（１）） 

 

⑤ 運転上の制限を満足しない場合の条件及び措置を記載する。（保安規定変更に係る基本方針４．３．（２）） 

ここで、可搬型計測器は、１Ｎ要求設備であるため、動作可能な設備数が所要数未満となった場合を条件として設定する。 

【モード１、２、３および４】 

A.1 動作不能となった当該設備を動作可能な状態に復旧する。完了時間は、重大事故等対処設備の AOT上限である「30日」とする。 

A.2 動作不能となった当該設備の機能を補完する代替措置を検討し、原子炉主任技術者の確認を得て実施する。完了時間は、重大事故等対処設備の AOT上限である「30日」とする。 

B.1,B.2 既保安規定と同様の記載としている。 

【モード５および６】 

A.1 動作不能となった当該設備を動作可能な状態に復旧する措置を“速やかに”実施する。 

A.2 動作不能となった当該設備の機能を補完する代替措置を検討し、原子炉主任技術者の確認を得て実施する措置を“速やかに”実施する。 

 

⑥ 適用モード期間の確認事項を記載する。（保安規定変更に係る基本方針４．２） 

ａ．性能確認（機能性能が満足していることを確認する） 

定期検査時の確認事項は、保安規定第 34条（計測および制御設備）の各チャンネルと同様、機能検査を行う。 

ｂ．動作確認（運転上の制限を満足していることを定期的に確認する） 

通常運転中の確認事項は、外観点検・通電確認等により動作可能であることを確認する。頻度については、「保安規定変更に係る基本方針」の可搬型重大事故等対処設備のサーベランス頻度の

考え方に基づき 3ヶ月に 1回とする。 
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保安規定記載内容の説明 

保
安
規
定 

第
85
条 

条
文 

８５－１６－３ 記録 ① 

設  備② 所要数・系統数③ 適用モード④ 
所要数・系統数を満足できない場合の措置⑤ 確認事項⑥ 

条 件 措  置 完了時間 項 目 頻 度 担 当 

格納容器循環冷暖房ユニット入口温

度／出口温度（ＳＡ） 

３個 モード１、２、３、

４、５および６ 

A. 動作可能な設備が所要数

を満足していない場合 

A.1 計装保修課長は、当該設備を動作可能な

状態に復旧する措置を開始する。 

および 

A.2 計装保修課長は、代替措置※１を検討し、

原子炉主任技術者の確認を得て実施する

措置を開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

機能検査を実施

する｡ 

定期検査時 計装保修

課長 

動作可能である

ことを確認す

る。 

３ヶ月に１回 計装保修

課長 

安全パラメータ表示システム 

（ＳＰＤＳ） 

１系列 モード１、２、３、

４、５および６ 

A. 動作可能な設備が所要

数・系統数を満足してい

ない場合 

A.1 計装保修課長は、当該設備を動作可能な

状態に復旧する措置を開始する。 

および 

A.2 計装保修課長は、代替措置※１を検討し、

原子炉主任技術者の確認を得て実施する

措置を開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

動作可能である

ことを確認す

る。 

１ヶ月に１回 計装保修

課長 

ＳＰＤＳ表示装置 １台 

※１： 代替品の補充またはあらかじめ記録対象パラメータを定め、記録要員を確保すること等をいう。 

 
 

記
載
内
容
の
説
明 

① 設置許可基準規則（技術的能力審査基準）第五十八条（１．１５）が該当する。（添付－１） 

 

② 運転上の制限対象とする系統・機器（添付－１） 

 

③ 以下の条文要求が運転段階で維持できるよう、可搬型重大事故等対処設備である格納容器循環冷暖房ユニット入口温度／出口温度（ＳＡ）、常設重大事故等対処設備である安全パラメータ表示シ

ステム（ＳＰＤＳ）及びＳＰＤＳ表示装置の所要数が動作可能であることを運転上の制限とする。 

ここで、安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は、常設重大事故等対処設備であり監視パラメータを記録できるよう、所要数は 1系列とする。ＳＰＤＳ表示装置は、常設重大事故等対処設

備でありパラメータを監視・記録できるよう、所要数は 1台とする。格納容器循環冷暖房ユニット入口温度／出口温度（ＳＡ）は、入口温度及び出口温度の記録のため所要数を 3個とする。 

なお、上記の設備は、常設重大事故等対処設備又は中間建屋内及び補助建屋内に配備された可搬型重大事故等対処設備であり、１Ｎ要求設備である。 

 

・設置許可基準規則（技術的能力審査基準）第五十八条（１．１５） 

「計装設備(事故時の計装に関する手順等) 」として、重大事故等が発生し、計測機器（非常用のものを含む）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメー

タを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握できる設備を設ける（手順等を定める）こと。 

 

④ 格納容器循環冷暖房ユニット入口温度／出口温度（ＳＡ）、安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）及びＳＰＤＳ表示装置は、重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ

（原子炉圧力容器内の温度、原子炉圧力容器内の圧力、原子炉圧力容器内の水位、原子炉圧力容器への注水量、原子炉格納容器への注水量、原子炉格納容器内の温度、原子炉格納容器内の圧力、

原子炉格納容器内の水位、原子炉格納容器内の水素濃度、アニュラス内の水素濃度、原子炉格納容器内の放射線量率、未臨界の維持又は監視、最終ヒートシンクの確保、格納容器バイパスの監

視、水源の確保）の記録に必要な設備であり、原子炉格納容器内に燃料が装荷されている期間を機能維持期間として適用する必要があることから、適用モードは「モード１、２、３、４、５およ

び６」とする。（保安規定変更に係る基本方針４．３．（１））  

 

⑤ 運転上の制限を満足しない場合の条件及び措置を記載する。（保安規定変更に係る基本方針４．３．（２）） 

ここで、格納容器循環冷暖房ユニット入口温度／出口温度（ＳＡ）、安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）及びＳＰＤＳ表示装置は、１Ｎ要求設備であるため、動作可能な設備数が所要数

未満となった場合を条件として設定する。  

【モード１、２、３、４、５および６】 

A.1 動作不能となった当該設備を動作可能な状態に復旧する措置を“速やかに”実施する。なお、記録機能が喪失しても計測機能が健全であれば代替手段により記録は可能であることから、プラ

ント停止等の措置は求めていない。 

A.2 動作不能となった当該設備の機能を補完する代替措置を検討し、原子炉主任技術者の確認を得て実施する措置を“速やかに”実施する。なお、記録機能が喪失しても計測機能が健全であれば

代替手段により記録は可能であることから、プラント停止等の措置は求めていない。 

 

⑥ 適用モード期間の確認事項を記載する。（保安規定変更に係る基本方針４．２） 

ａ．性能確認（機能性能が満足していることを確認する） 

定期検査時の確認事項は、保安規定第 34条（計測および制御設備）の各チャンネルと同様、機能検査を行う。 

ｂ．動作確認（運転上の制限を満足していることを定期的に確認する） 

通常運転中の確認事項は、記録装置の健全性確認等により動作可能であることを確認する。頻度については、安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）及びＳＰＤＳ表示装置は、既存の保安規

定設備（ポンプ、ファン等）での確認頻度が 1ヶ月に 1回で設定されているので、それを準用した対応とする。格納容器循環冷暖房ユニット入口温度／出口温度（ＳＡ）は、「保安規定変更に

係る基本方針」の可搬型重大事故等対処設備のサーベランス頻度の考え方に基づき 3ヶ月に 1回とする。 
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b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

(4) 設置変更許可申請書 添付十追補（機能喪失原因対策分析） 

(5) 設置変更許可申請書 添付十追補（選定フロー） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

(2) 工事計画認可申請書 添付２８ 

添付-３ 同等の機能を有する設備 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 

（代替パラメータによる主要パラメータの推定根拠） 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備分類

等」参照 
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表 85－16 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

第
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図
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要
図
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表 85－16 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 
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図
 
計
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機
器
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構
成
図
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表 85－16 添付－１（４） 

設置変更許可申請書 添付十追補（機能喪失原因対策分析） 
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図
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分
析
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表 85－16 添付－１（５） 

設置変更許可申請書 添付十追補（選定フロー） 

 

第
1
.
15
.
1
図
 
重
大
事
故
等
時
に
必
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
の
選
定
フ
ロ
ー
 

※
１

：
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
監
視
す
る
こ
と
が
必
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
は
、
以
下
の
項
目
の
判
断
基
準
、
操
作
手
順

に
用
い
る
パ
ラ
メ
ー
タ
を
い
う
。

・
事
象
の
判
別
を
行
う
運
転
手
順
書
の
判
断
基
準

・
炉
心
の
著
し
い
損
傷
及
び
格
納
容
器
破
損
を
防
止
す
る
運
転
手
順
書
の
適
用
条
件

・
炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
対
処
す
る
運
転
手
順
書
の
適
用
条
件

・
技
術
的
能
力
に
係
る
審
査
基
準

1.
1～

1.
10
、

1.
13
．

1.
14
（
そ
の
他
の
判
断
項
目
含
む
）
の
判
断
基
準
、

操
作
手
順
に
係
る
パ
ラ
メ
ー
タ
［
多
様
性
拡
張
設
備
に
よ
る
対
応
を
除
い
た
も
の
］

※
２

：
抽
出
さ
れ
た
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
に
対
す
る
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

（
重
要
代
替
計
器
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
で
計
測
さ
れ
る
パ
ラ
メ
ー
タ
か
ら
抽
出
す
る
。
）

①
重
要
な
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

(重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
計
測
さ
れ
る
パ
ラ
メ
ー
タ

)

•
計
測
が
困
難
に
な
っ
た
場
合
は
、
計
器
の
不
確
か
さ

等
を
考
慮
し
、
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
計
器

の
優
先
順
位
を
整
備
す
る
。

•
パ
ラ
メ
ー
タ
の
記
録
を
行
う
。

•
直
流
電
源
喪
失
時
は
可
搬
型
計
測
器
、
可
搬
型
バ
ッ

テ
リ
に
よ
り
監
視
を
行
う
。

原
子
炉
施
設
の
状
態
を
監
視
す
る

パ
ラ
メ
ー
タ

YE
S

N
O

NO

Y
ES

対
象
外

②
有
効
な
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

(多
様
性
拡
張
設
備
で
計
測
さ
れ
る
パ
ラ
メ
ー
タ

)

•
計
器
の
不
確
か
さ
等
を
考
慮
し
、
代
替
パ
ラ
メ
ー

タ
を
計
測
す
る
計
器
の
優
先
順
位
を
整
備
す
る
。

•
直
流
電
源
喪
失
時
は
可
能
な
限
り
可
搬
型
計
測
器

に
よ
り
監
視
を
行
う
。
（
不
能
な
場
合
は
代
替
パ

ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
計
器
に
て
監
視
す
る
。
）

•
必
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
に
つ
い
て
記
録
を
行
う
。

③
補
助
的
な
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

(多
様
性
拡
張
設
備
で
計
測
さ
れ
る
パ
ラ
メ
ー
タ

)

炉
心
損
傷
防
止
、
格
納
容
器
破
損
防
止
に
係
る
パ
ラ
メ

ー
タ
の
判
断
基
準
・
項
目
を
直
接
監
視
で
き
な
い
が
、

プ
ラ
ン
ト
状
況
や
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
運
転
状
態

等
の
監
視
を
補
助
的
に
行
う
パ
ラ
メ
ー
タ
。

仕
様
変
更
等
の
実
施

重
大
事
故
等
に
対
応
す
る
た
め
に
監
視
す
る
こ
と
が
必

要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
の
う
ち
、
「
①
重
要
な
監
視
パ
ラ
メ

ー
タ
」
に
必
要
な
仕
様
と
な
る
よ
う
に
改
造
等
を
実
施

す
る
。

重
要
代
替

パ
ラ
メ
ー
タ

（
重
大
事
故
等

対
処
設
備
で
計

測
さ
れ
る
パ
ラ

メ
ー
タ
）

（
重
要
代
替
計
器
で

計
測
さ
れ
る
パ
ラ
メ
ー
タ
）
※
２

第
1.
1
5.
2表
：
把
握
能
力
の
整
理

第
1.
1
5.
3表
：
監
視
機
能
喪
失
時
の
推
定
方
法
の
整
理

第
1
.1

5
.4
表
：
監
視
機
能
喪
失
時
の
推
定
方
法
の
整
理

（
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
）

当
該
重
大
事
故
時
に
※
１

対
処
す
る
た
め
に
監
視
す
る
こ
と
が

必
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
か

当
該
パ
ラ
メ
ー
タ
は
、

耐
震
性
、
耐
環
境
性
の
あ
る

計
測
機
器
で
確
認
で
き
る
か

耐
震
性
、
耐
環
境
性
の

あ
る
計
測
機
器
で
確
認
で
き
る

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

が
あ
る
か

監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
以
外
で
監
視
が

可
能
か
（
現
場
運
転
状
態
、
Ｃ
Ｓ
表
示
灯
、

関
連
警
報
等
）

当
該
パ
ラ
メ
ー
タ
な
し
で

操
作
の
続
行
は
可
能
か

Y
ES

N
O

NO

N
O

YE
S

YE
S
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表 85－16 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

6.4 計装設備（重大事故等対処設備） 

6.4.2 設計方針 

6.4.2.3 容量等 

基本方針については、「1.1.8.2 容量等」に示す。 

常設の重大事故等対処設備は、必要な計測範囲を有する計器により

計器の不確かさを考慮しても設計基準を超える状態において原子炉施

設の状態を推定できる設計とする。 

可搬型の重大事故等対処設備は、設計基準を超える状態において原

子炉施設の状態を推定するための計測範囲及び、十分に余裕のある個

数を有する設計とする。 

可搬型格納容器内水素濃度計測装置は、1 個使用する。保有数は 1 個、

機能要求の無い時期に保守点検可能であるため、保守点検用は考慮せ

ずに、故障時のバックアップ用として 1個の合計 2個を分散して保管す

る設計とする。 

可搬型の１次系冷却水タンク加圧ライン圧力は、1 個使用する。保有

数は 1個、機能要求の無い時期に保守点検可能であるため、保守点検用

は考慮せずに、故障時のバックアップ用として 1個の合計 2個を分散し

て保管する設計とする。 

可搬型計測器は、原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の温度、圧

力、水位及び流量（注水量）計測用として 40 個使用する。保有数は 40

個、機能要求の無い時期に保守点検可能であるため、保守点検用は考

慮せずに、故障時のバックアップ用として 40個の合計 80個を分散して

保管する設計とする。 

また、格納容器循環冷暖房ユニット入口温度／出口温度（ＳＡ）計

測用として 3個使用する。保有数は 3個、機能要求の無い時期に保守点

検可能であるため、保守点検用は考慮せずに、故障時のバックアップ

用として 1 個の合計 4 個を分散して保管する設計とする。 

 

 

所要数、必要容量、設備仕様 

関連箇所を赤枠又は下線にて示す。 
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表 85－16 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

第 6.4.1 表 計装設備（常設）の設備仕様 

 

(1) １次冷却材高温側広域温度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・プロセス計装 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個 数  3 

計 測 範 囲  0～400℃ 

 

(2) １次冷却材低温側広域温度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・プロセス計装 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個 数  3 

計 測 範 囲  0～400℃ 

 

(3) 冷却材圧力（広域） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・プロセス計装 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個 数  2 

計 測 範 囲  0～20.6MPa[gage] 

 

(4) 加圧器水位 

兼用する設備は以下のとおり。 

・プロセス計装 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個 数  2 

計 測 範 囲  0～100% 
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設置変更許可申請書 添付八 

(5) 原子炉水位 

個 数  1 

計 測 範 囲  0～100% 

 

(6) 安全注入流量 

兼用する設備は以下のとおり。 

・プロセス計装 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個 数  1 

計 測 範 囲  0～225m3/h 

 

(7) 補助安全注入流量 

兼用する設備は以下のとおり。 

・プロセス計装 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個 数  1 

計 測 範 囲  0～225m3/h 

 

(8) 余熱除去クーラ出口流量 

兼用する設備は以下のとおり。 

・プロセス計装 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個 数  2 

計 測 範 囲  0～1,000m3/h 

 

(9) 恒設代替低圧注水ポンプ出口流量積算 

個 数  1 

計 測 範 囲  0～150m3/h（積算：0～10,000m3） 
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設置変更許可申請書 添付八 

(10) 原子炉下部キャビティ注水ポンプ出口流量積算 

個 数  1 

計 測 範 囲  0～150m3/h（積算：0～10,000m3） 

 

(11) 格納容器スプレ流量積算 

個 数  1 

計 測 範 囲  0～1,000m3/h（積算：0～10,000m3） 

 

(12) 格納容器内温度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・プロセス計装 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個 数  2 

計 測 範 囲  0～220℃ 

 

(13) 格納容器圧力 

兼用する設備は以下のとおり。 

・プロセス計装 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個 数  2 

計 測 範 囲  0～490kPa[gage] 

 

(14) 格納容器圧力（広域） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・プロセス計装 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個 数  1 

計 測 範 囲  0～1.0MPa[gage] 
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設置変更許可申請書 添付八 

(15) 格納容器再循環サンプ水位（広域） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・プロセス計装 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個 数  2 

計 測 範 囲  0～100% 

 

(16) 格納容器再循環サンプ水位（狭域） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・プロセス計装 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個 数  2 

計 測 範 囲  0～100% 

 

(17) 原子炉格納容器水位 

個 数  1 

計 測 範 囲  ON-OFF 

 

(18) 原子炉下部キャビティ水位 

個 数  1 

計 測 範 囲  ON-OFF 

 

(19) 格納容器内高レンジエリアモニタ（低レンジ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・放射線管理設備 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個 数  2 

計 測 範 囲  102～107μSv/h 
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(20) 格納容器内高レンジエリアモニタ（高レンジ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・放射線管理設備 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個 数  2 

計 測 範 囲  103～108mSv/h 

 

(21) 出力領域中性子束 

兼用する設備は以下のとおり。 

・炉外計装 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個 数  4（上部と下部の中性子束平均） 

計 測 範 囲  0～120% 

 

(22) 中間領域中性子束 

兼用する設備は以下のとおり。 

・炉外計装 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個 数  2 

計 測 範 囲  10-11～5×10-3A 

 

(23) 中性子源領域中性子束 

兼用する設備は以下のとおり。 

・炉外計装 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個 数  2 

計 測 範 囲  1～106cps 
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(24) 蒸気発生器水位（狭域） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・プロセス計装 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個 数  6 

計 測 範 囲  0～100% 

 

(25) 蒸気発生器水位（広域） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・プロセス計装 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個 数  3 

計 測 範 囲  0～100% 

 

(26) 補助給水流量 

兼用する設備は以下のとおり。 

・プロセス計装 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個 数  3 

計 測 範 囲  0～180m3/h 

 

(27) 主蒸気圧力 

兼用する設備は以下のとおり。 

・プロセス計装 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個 数  6 

計 測 範 囲  0～9.8MPa[gage] 
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(28) １次系冷却水タンク水位 

兼用する設備は以下のとおり。 

・プロセス計装 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個 数  2 

計 測 範 囲  0～100% 

 

(29) 燃料取替用水タンク水位 

兼用する設備は以下のとおり。 

・プロセス計装 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個 数  2 

計 測 範 囲  0～100% 

 

(30) ほう酸タンク水位 

兼用する設備は以下のとおり。 

・プロセス計装 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個 数  2 

計 測 範 囲  0～100% 

 

(31) 復水タンク水位 

兼用する設備は以下のとおり。 

・プロセス計装 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個 数  2 

計 測 範 囲  0～13m 
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(32) 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

・緊急時対策所 

・通信連絡設備 

個 数  一式 

 

(33) ＳＰＤＳ表示装置 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

・緊急時対策所 

・通信連絡設備 

個 数  一式 
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第 6.4.2 表 計装設備（可搬型）の設備仕様 

 

(1) 可搬型格納容器内水素濃度計測装置 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個 数  1（予備 1） 

計 測 範 囲  0～20vol% 

 

(2) １次系冷却水タンク加圧ライン圧力 

個 数  1（予備 1） 

計 測 範 囲  0～1.6MPa[gage] 

 

(3) 可搬型温度計測装置 

個 数  3※1（予備 1） 

計 測 範 囲  0～200℃ 

※1 格納容器循環冷暖房ユニット入口温度／出口温度（ＳＡ） 

用 

 

(4) 可搬型計測器 

個 数  40（予備 40） 

計 測 範 囲  －※1 

※1 計測範囲については、可搬型計測器に表示される計測結 

果を読み取り、換算表を用いて工学値に換算する。 
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第
4
7
図
 
検
出
器
の
構
造
図
（
可
搬
型
計
測
器
）
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設置変更許可申請書 添付十追補

第
1
.
1
5
.
3
表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ

（
注
１
）
の
推
定
（

1
／

1
6
）

 

 【
推
定
ケ
ー
ス
】
 

ケ
ー
ス
１

  
：
 同
一
物
理
量
で
推
定
（
温
度
、
圧
力
、
水
位
、
流
量
、
放
射
線
量
）
す
る
。
 

 
 

 ケ
ー
ス
２
  
：

 水
位
を
注
水
源
若
し
く
は
注
入
先
の
水
位
変
化
又
は
注
入
量
か
ら
推
定
す
る
。
 

 
 

 ケ
ー
ス
３
  
：

 流
量
を
注
水
先
又
は
注
水
源
の
水
位
変
化
を
監
視
す
る
こ
と
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

 
 

 ケ
ー
ス
４
  
：

 除
熱
状
態
を
温
度
、
圧
力
等
の
傾
向
監
視
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

 
 

 ケ
ー
ス
５
  
：

 １
次
冷
却
系
か
ら
の
漏
え
い
を
水
位
、
圧
力
等
の
傾
向
監
視
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

 
 

 ケ
ー
ス
６
  
：

 圧
力
と
温
度
を
水
の
飽
和
状
態
の
関
係
か
ら
推
定
す
る
。
 

 
 

 ケ
ー
ス
７
  
：

 ほ
う
素
濃
度
と
炉
心
の
未
臨
界
性
か
ら
推
定
す
る
。
 

ケ
ー
ス
８

  
：
 装
置
の
動
作
特
性
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

ケ
ー
ス
９

  
：
 評
価
し
た
パ
ラ
メ
ー
タ
の
相
関
関
係
（
ケ
ー
ス
６
を
除
く
）
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

 
な
お
、
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
推
定
に
あ
た
っ
て
は
、
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
誤
差
に
よ
る
影
響
を
考
慮
す
る
。
 

  
分
類

 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
（
注
１
）

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

 
推
定
ケ
ー
ス
 
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法

 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 温 度  

１
次
冷
却
材
高
温
側
広
域
温
度

 
①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
ル
ー
プ

 

②
１
次
冷
却
材
低
温
側
広
域
温
度

 

③
〔
炉
内
温
度
〕
※
１
【
常
】

 
ケ
ー
ス
１

 

・
１
次
冷
却
材
高
温
側
広
域
温
度
の
１
ル
ー
プ
が
故
障
し
た
場
合
は
、
他
ル
ー
プ
の
１
次
冷
却
材
高
温
側
広
域
温
度

に
よ
り
推
定
す
る
。

 

・
１
次
冷
却
材
高
温
側
広
域
温
度
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
１
次
冷
却
材
低
温
側
広
域
温
度
に
よ
り
推
定

す
る
。
ま
た
、
使
用
可
能
で
あ
れ
ば
炉
内
温
度
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
に
よ
り
、
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
温
度
を

推
定
す
る
。

 

１
次
冷
却
材
低
温
側
広
域
温
度

 
①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
ル
ー
プ

 

②
１
次
冷
却
材
高
温
側
広
域
温
度

 

③
〔
炉
内
温
度
〕
※
１
【
常
】

 

ケ
ー
ス
１

 

・
１
次
冷
却
材
低
温
側
広
域
温
度
の
１
ル
ー
プ
が
故
障
し
た
場
合
は
、
他
ル
ー
プ
の
１
次
冷
却
材
低
温
側
広
域
温
度

に
よ
り
推
定
す
る
。

 

・
１
次
冷
却
材
低
温
側
広
域
温
度
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
１
次
冷
却
材
高
温
側
広
域
温
度
に
よ
り
推
定

す
る
。
ま
た
、
使
用
可
能
で
あ
れ
ば
炉
内
温
度
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
に
よ
り
、
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
温
度
を

推
定
す
る
。

 

〔
炉
内
温
度
〕
※
１

 
①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
検
出
器

 

②
１
次
冷
却
材
高
温
側
広
域
温
度
【
重
】

 

③
１
次
冷
却
材
低
温
側
広
域
温
度
【
重
】

 

ケ
ー
ス
１

 

・
炉
内
温
度
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
の
１
つ
の
検
出
器
が
故
障
し
た
場
合
は
、
他
検
出
器
の
炉
内
温
度
（
多
様
性
拡

張
設
備
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

 

・
炉
内
温
度
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
１
次
冷
却
材
高
温
側
広
域
温
度
又
は
１
次

冷
却
材
低
温
側
広
域
温
度
に
よ
り
推
定
す
る
。
推
定
は
、
炉
心
出
口
の
よ
り
直
接
的
な
パ
ラ
メ
ー
タ
で
あ
る
１
次

冷
却
材
高
温
側
広
域
温
度
を
優
先
す
る
。

 

 番
 
号
 ：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

〔
 
〕
 
：
多
様
性
拡
張
設
備
、
 
※
１
 耐
震
性
、
耐
環
境
性
が
な
い
パ
ラ
メ
ー
タ
、
※
２
 耐
震
性
、
耐
環
境
性
が
な
く
、
常
用
電
源
の
パ
ラ
メ
ー
タ
 

【
重
】
 
：
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
計
器
が
多
様
性
拡
張
設
備
の
重
要
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す
。
 

【
常
】
 
：
常
用
代
替
計
器
を
示
す
。
 

(注
１
) 
  
：
こ
こ
で
は
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
う
ち
重
要
な
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
有
効
な
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す
。
 

 
 

代替パラメータによる主要パラメータの推定根拠 
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第
1
.
1
5
.
3
表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ

（
注
１
）
の
推
定
（

2
／

1
6
）

 

 
分
類

 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
（
注
１
）

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

 
推
定
ケ
ー
ス

 
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法

 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 圧 力  

冷
却
材
圧
力
（
広
域
）

 
①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

 

②
〔
加
圧
器
圧
力
〕
※
１
【
常
】

 
ケ
ー
ス
１

 

・
冷
却
材
圧
力
（
広
域
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
、
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
冷
却
材
圧
力
（
広
域
）
に

よ
り
推
定
す
る
。

 

・
冷
却
材
圧
力
（
広
域
）
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
使
用
可
能
で
計
測
範
囲
内
で
あ
れ
ば
、
加
圧
器
圧

力
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
に
て
推
定
す
る
。
ま
た
、
原
子
炉
圧
力
容
器
内
が
飽
和
状
態
で
あ
れ
ば
、
１
次
冷
却

材
高
温
側
広
域
温
度
又
は
１
次
冷
却
材
低
温
側
広
域
温
度
に
よ
り
、
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を
推
定
す

る
。
推
定
は
、
１
次
冷
却
材
高
温
側
広
域
温
度
、
１
次
冷
却
材
低
温
側
広
域
温
度
の
順
で
優
先
し
使
用
す
る
。

原
子
炉
圧
力
容
器
内
が
飽
和
状
態
で
な
い
場
合
は
不
確
か
さ
が
生
じ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
。
 

③
１
次
冷
却
材
高
温
側
広
域
温
度

 

④
１
次
冷
却
材
低
温
側
広
域
温
度

 
ケ
ー
ス
６

 

〔
加
圧
器
圧
力
〕
※
１

 
①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

 

②
冷
却
材
圧
力
（
広
域
）
【
重
】

 
ケ
ー
ス
１

 

・
加
圧
器
圧
力
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
、
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
加
圧
器
圧
力

（
多
様
性
拡
張
設
備
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

 

・
加
圧
器
圧
力
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
測
定
範
囲
が
広
い
冷
却
材
圧
力
（
広
域
）
に
よ
り
原
子
炉
圧

 

力
容
器
内
の
圧
力
を
推
定
す
る
。

 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 水 位  

加
圧
器
水
位

 
①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

 

②
原
子
炉
水
位

 
ケ
ー
ス
１

 

・
加
圧
器
水
位
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
、
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
加
圧
器
水
位
に
よ
り
推
定
す
る
。

（
多
様
性
拡
張
設
備
を
含
む
）

 

・
加
圧
器
水
位
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
原
子
炉
水
位
に
よ
り
、
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
を
推
定

す
る
。
ま
た
、
１
次
冷
却
材
サ
ブ
ク
ー
ル
度
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
、
冷
却
材
圧
力
（
広
域
）
及
び
１
次
冷
却

材
高
温
側
広
域
温
度
に
よ
り
原
子
炉
圧
力
容
器
内
が
サ
ブ
ク
ー
ル
状
態
か
過
熱
状
態
か
を
監
視
す
る
こ
と
で
、

原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
が
炉
心
上
端
以
上
で
冠
水
状
態
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

ま
た
、
推
定
は
、
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
を
直
接
計
測
し
て
い
る
原
子
炉
水
位
を
優
先
す
る
。

 

③
〔
１
次
冷
却
材
サ
ブ
ク
ー
ル
度
〕
※
２
【
常
】

 

③
冷
却
材
圧
力
（
広
域
）

 

③
１
次
冷
却
材
高
温
側
広
域
温
度

 

ケ
ー
ス
６

 

原
子
炉
水
位

 
①
加
圧
器
水
位

 
ケ
ー
ス
１

 
・
原
子
炉
水
位
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
加
圧
器
水
位
に
よ
り
、
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
を
推
定

す
る
。
ま
た
、
１
次
冷
却
材
サ
ブ
ク
ー
ル
度
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
、
冷
却
材
圧
力
（
広
域
）
、
炉
内
温
度
（
多

様
性
拡
張
設
備
）
、
１
次
冷
却
材
高
温
側
広
域
温
度
及
び
１
次
冷
却
材
低
温
側
広
域
温
度
に
よ
り
原
子
炉
圧
力
容

器
内
が
サ
ブ
ク
ー
ル
状
態
か
過
熱
状
態
か
を
監
視
す
る
こ
と
で
、
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
が
炉
心
上
端
以
上

で
冠
水
状
態
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

ま
た
、
推
定
は
、
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
を
直
接
計
測
し
て
い
る
加
圧
器
水
位
を
優
先
す
る
。

 

②
〔
１
次
冷
却
材
サ
ブ
ク
ー
ル
度
〕
※
２
【
常
】

 

②
冷
却
材
圧
力
（
広
域
）

 

②
〔
炉
内
温
度
〕
※
１
【
常
】

 

②
１
次
冷
却
材
高
温
側
広
域
温
度

 

②
１
次
冷
却
材
低
温
側
広
域
温
度

 

ケ
ー
ス
６

 

〔
Ｒ
Ｃ
Ｓ
ノ
ズ
ル
セ
ン
タ
水
位
〕
※
１

 
①
１
次
冷
却
材
高
温
側
広
域
温
度
【
重
】

 

①
１
次
冷
却
材
低
温
側
広
域
温
度
【
重
】

 
ケ
ー
ス
６

 
・
Ｒ
Ｃ
Ｓ
ノ
ズ
ル
セ
ン
タ
水
位
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
１
次
冷
却
材
高
温
側

広
域
温
度
又
は
１
次
冷
却
材
低
温
側
広
域
温
度
の
変
化
及
び
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
（
多
様
性
拡
張
設

備
）
の
傾
向
監
視
に
よ
り
水
位
を
推
定
す
る
。

 
②
〔
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
〕
※
１
【
常
】

 
ケ
ー
ス
４

 

 番
 
号
 ：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

〔
 
〕
 
：
多
様
性
拡
張
設
備
、
 
※
１
 耐
震
性
、
耐
環
境
性
が
な
い
パ
ラ
メ
ー
タ
、
※
２
 耐
震
性
、
耐
環
境
性
が
な
く
、
常
用
電
源
の
パ
ラ
メ
ー
タ
 

【
重
】
 
：
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
計
器
が
多
様
性
拡
張
設
備
の
重
要
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す
。
 

【
常
】
 
：
常
用
代
替
計
器
を
示
す
。
 

(注
１
) 
  
：
こ
こ
で
は
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
う
ち
重
要
な
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
有
効
な
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す
。
 

 
 

補(2)-579



 

 

表 85－16 添付－３（１）

設置変更許可申請書 添付十追補

第
1
.
1
5
.
3
表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ

（
注
１
）
の
推
定
（

3
／

1
6
）

 

 
分
類

 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
（
注
１
）

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

 
推
定
ケ
ー
ス
 
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法

 

原 子 炉 圧 力 容 器 へ の 注 水 量  

安
全
注
入
流
量

 
 ①
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位

 

②
加
圧
器
水
位

 

③
原
子
炉
水
位

 

④
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）

 

ケ
ー
ス
３

 

 ・
安
全
注
入
流
量
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
水
源
で
あ
る
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位
及
び
加
圧
器
水

 

位
の
傾
向
監
視
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

 

ま
た
、
原
子
炉
水
位
の
傾
向
監
視
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

 

・
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）
の
水
位
変
化
に
よ
り
注
水
量

を
推
定
す
る
。

 

補
助
安
全
注
入
流
量

 
 ①
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位

 

②
加
圧
器
水
位

 

③
原
子
炉
水
位

 

④
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）

 

 

ケ
ー
ス
３

 

 ・
補
助
安
全
注
入
流
量
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
水
源
で
あ
る
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位
及
び
加
圧

 

器
水
位
の
傾
向
監
視
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

 

ま
た
、
原
子
炉
水
位
の
傾
向
監
視
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

 

・
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）
の
水
位
変
化
に
よ
り
注
水
量

を
推
定
す
る
。

 

余
熱
除
去
ク
ー
ラ
出
口
流
量

 
①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
ル
ー
プ

 
ケ
ー
ス
１

 
・
余
熱
除
去
ク
ー
ラ
出
口
流
量
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
、
他
ル
ー
プ
の
余
熱
除
去
ク
ー
ラ
出

 

口
流
量
に
よ
り
推
定
す
る
。

 

②
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位

 

③
加
圧
器
水
位

 

④
原
子
炉
水
位

 

⑤
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）

 

ケ
ー
ス
３

 

・
余
熱
除
去
ク
ー
ラ
出
口
流
量
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
水
源
で
あ
る
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位
及

 

び
加
圧
器
水
位
の
傾
向
監
視
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

 

ま
た
、
原
子
炉
水
位
の
傾
向
監
視
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

 

・
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）
の
水
位
変
化
に
よ
り
注
水
量

を
推
定
す
る
。

 

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
出
口
流
量
積

算
 

①
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位

 

①
復
水
タ
ン
ク
水
位

 

②
加
圧
器
水
位

 

③
原
子
炉
水
位

 

④
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）

 

ケ
ー
ス
３

 

・
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
出
口
流
量
積
算
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
水
源
で
あ
る
燃
料
取
替
用

 

水
タ
ン
ク
水
位
、
復
水
タ
ン
ク
水
位
及
び
加
圧
器
水
位
又
は
、
原
子
炉
水
位
の
傾
向
監
視
に
よ
り
注
水
量
を

 

推
定
す
る
。

 

・
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
を
使
用
す
る
場
合
及
び
復
水
タ
ン
ク
に
淡
水
や
海
水
を
補
給
し
て
い
る
場
合

 

は
、
ポ
ン
プ
の
性
能
並
び
に
運
転
時
間
に
よ
り
算
出
し
た
注
水
量
に
よ
り
推
定
す
る
。

 

・
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）
の
傾
向
監
視
に
よ
り
注
水
量

 

を
推
定
す
る
。

 

 番
 
号
 ：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

〔
 
〕
 
：
多
様
性
拡
張
設
備
、
 
※
１
 耐
震
性
、
耐
環
境
性
が
な
い
パ
ラ
メ
ー
タ
、
※
２
 耐
震
性
、
耐
環
境
性
が
な
く
、
常
用
電
源
の
パ
ラ
メ
ー
タ
 

【
重
】
 
：
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
計
器
が
多
様
性
拡
張
設
備
の
重
要
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す
。
 

【
常
】
 
：
常
用
代
替
計
器
を
示
す
。
 

(注
１
) 
  
：
こ
こ
で
は
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
う
ち
重
要
な
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
有
効
な
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す
。
 

 
 

補(2)-580



 

 

表 85－16 添付－３（１）

設置変更許可申請書 添付十追補

第
1
.
1
5
.
3
表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ

（
注
１
）
の
推
定
（

4
／

1
6
）

 

 
分
類

 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
（
注
１
）

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

 
推
定
ケ
ー
ス

 
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法

 

原 子 炉 圧 力 容 器 へ の 注 水 量  

〔
充
て
ん
流
量
〕
※
１

 
①
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位
【
重
】

 

②
加
圧
器
水
位
【
重
】

 

③
原
子
炉
水
位
【
重
】

 
ケ
ー
ス
３

 

・
充
て
ん
流
量
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位
又
は
加

圧
器
水
位
の
傾
向
監
視
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。
推
定
は
、
水
源
で
あ
る
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位
、

注
水
先
の
加
圧
器
水
位
の
順
で
優
先
し
使
用
す
る
。
ま
た
、
原
子
炉
水
位
の
傾
向
監
視
に
よ
り
注
水
量
を
推
定

す
る
。

 

〔
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
圧
力
〕
※
１

 
①
冷
却
材
圧
力
（
広
域
）
【
重
】

 

①
１
次
冷
却
材
低
温
側
広
域
温
度
【
重
】

 

ケ
ー
ス
４

 

・
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
圧
力
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
冷
却
材
圧
力
（
広
域
）
及

び
１
次
冷
却
材
低
温
側
広
域
温
度
の
傾
向
監
視
に
よ
り
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
か
ら
の
注
水
開
始
を
推
定
す
る
。

 

 

〔
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
水
位
（
広
域
）
〕
※

１
 

①
〔
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
水
位
〕
※
１
【
常
】

 
ケ
ー
ス
１

 
・
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
水
位
（
広
域
）
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
使
用
可
能
で
計

測
範
囲
内
で
あ
れ
ば
、
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
水
位
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

 

・
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
水
位
（
広
域
）
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
冷
却
材
圧
力

（
広
域
）
及
び
１
次
冷
却
材
低
温
側
広
域
温
度
の
傾
向
監
視
に
よ
り
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
か
ら
の
注
水
開
始
を
推

定
す
る
。

 

 

②
冷
却
材
圧
力
（
広
域
）
【
重
】

 

②
１
次
冷
却
材
低
温
側
広
域
温
度
【
重
】

 
ケ
ー
ス
４

 

〔
内
部
ス
プ
レ
系
連
絡
消
火
水
流
量
積

算
〕
※
２

 
①
余
熱
除
去
ク
ー
ラ
出
口
流
量
【
重
】

 
ケ
ー
ス
１

 
・
内
部
ス
プ
レ
系
連
絡
消
火
水
流
量
積
算
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
余
熱
除
去

 

ク
ー
ラ
出
口
流
量
又
は
、
加
圧
器
水
位
、
原
子
炉
水
位
の
傾
向
監
視
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。
推
定
は
、

 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
量
を
直
接
計
測
で
き
る
余
熱
除
去
ク
ー
ラ
出
口
流
量
を
優
先
す
る
。

 
②
加
圧
器
水
位
【
重
】

 

③
原
子
炉
水
位
【
重
】

 
ケ
ー
ス
３

 

 番
 
号
 ：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

〔
 
〕
 
：
多
様
性
拡
張
設
備
、
 
※
１
 耐
震
性
、
耐
環
境
性
が
な
い
パ
ラ
メ
ー
タ
、
※
２
 耐
震
性
、
耐
環
境
性
が
な
く
、
常
用
電
源
の
パ
ラ
メ
ー
タ
 

【
重
】
 
：
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
計
器
が
多
様
性
拡
張
設
備
の
重
要
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す
。
 

【
常
】
 
：
常
用
代
替
計
器
を
示
す
。
 

(注
１
) 
  
：
こ
こ
で
は
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
う
ち
重
要
な
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
有
効
な
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す
。
 

 
 

補(2)-581



 

 

表 85－16 添付－３（１）

設置変更許可申請書 添付十追補

第
1
.
1
5
.
3
表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ

（
注
１
）
の
推
定
（

5
／

1
6
）

 

  番
 
号
 ：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

〔
 
〕
 
：
多
様
性
拡
張
設
備
、
 
※
１
 耐
震
性
、
耐
環
境
性
が
な
い
パ
ラ
メ
ー
タ
、
※
２
 耐
震
性
、
耐
環
境
性
が
な
く
、
常
用
電
源
の
パ
ラ
メ
ー
タ
 

【
重
】
 
：
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
計
器
が
多
様
性
拡
張
設
備
の
重
要
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す
。
 

【
常
】
 
：
常
用
代
替
計
器
を
示
す
。
 

(注
１
) 
  
：
こ
こ
で
は
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
う
ち
重
要
な
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
有
効
な
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す
。
 

 
 

分
類

 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
（
注
１
）

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

 
推
定
ケ
ー
ス

 
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法

 

原 子 炉 格 納 容 器 へ の 注 水 量  

格
納
容
器
ス
プ
レ
流
量
積
算

 
①
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位

 

①
復
水
タ
ン
ク
水
位

 

②
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）

 

ケ
ー
ス
３

 

・
格
納
容
器
ス
プ
レ
流
量
積
算
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
水
源
で
あ
る
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
の
水

位
、
復
水
タ
ン
ク
水
位
及
び
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）
の
傾
向
監
視
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す

る
。
推
定
は
、
水
源
で
あ
る
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位
及
び
復
水
タ
ン
ク
水
位
、
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ

水
位
（
広
域
）
の
順
で
優
先
し
使
用
す
る
。

 

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
出
口
流
量
積

算
 

①
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位

 

①
復
水
タ
ン
ク
水
位

 

②
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）

 
ケ
ー
ス
３

 

・
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
出
口
流
量
積
算
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
水
源
で
あ
る
燃
料
取
替
用
水

タ
ン
ク
の
水
位
、
復
水
タ
ン
ク
の
水
位
及
び
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）
の
傾
向
監
視
に
よ
り
注

水
量
を
推
定
す
る
。
推
定
は
、
水
源
で
あ
る
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位
及
び
復
水
タ
ン
ク
水
位
、
格
納
容
器

再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）
の
順
で
優
先
し
使
用
す
る
。

 

・
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
を
使
用
す
る
場
合
及
び
復
水
タ
ン
ク
に
淡
水
や
海
水
を
補
給
し
て
い
る
場
合

は
、
ポ
ン
プ
の
性
能
並
び
に
運
転
時
間
に
よ
り
算
出
し
た
注
水
量
に
よ
り
推
定
す
る
。

 

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
出

口
流
量
積
算

 
①
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位

 

①
復
水
タ
ン
ク
水
位

 

②
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）

 
ケ
ー
ス
３

 

・
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
出
口
流
量
積
算
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
水
源
で
あ
る
燃
料

取
替
用
水
タ
ン
ク
の
水
位
、
復
水
タ
ン
ク
の
水
位
及
び
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）
の
傾
向
監
視

に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。
推
定
は
、
水
源
で
あ
る
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位
及
び
復
水
タ
ン
ク
水
位
、

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）
の
順
で
優
先
し
使
用
す
る
。

 

・
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
を
使
用
す
る
場
合
及
び
復
水
タ
ン
ク
に
淡
水
や
海
水
を
補
給
し
て
い
る
場
合

は
、
ポ
ン
プ
の
性
能
並
び
に
運
転
時
間
に
よ
り
算
出
し
た
注
水
量
に
よ
り
推
定
す
る
。

 

安
全
注
入
流
量

 
①
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位

 

②
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）

 
ケ
ー
ス
３

 

・
安
全
注
入
流
量
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
水
源
で
あ
る
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位
及
び
格
納
容
器

再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）
の
傾
向
監
視
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。
推
定
は
、
水
源
で
あ
る
燃
料
取
替

用
水
タ
ン
ク
水
位
、
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）
の
順
で
優
先
し
使
用
す
る
。

 

 

補
助
安
全
注
入
流
量

 
①
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位

 

②
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）

 

 

ケ
ー
ス
３

 

・
補
助
安
全
注
入
流
量
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
水
源
で
あ
る
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位
及
び
格
納

容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）
の
傾
向
監
視
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。
推
定
は
、
水
源
で
あ
る
燃
料

取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位
、
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）
の
順
で
優
先
し
使
用
す
る
。

 

余
熱
除
去
ク
ー
ラ
出
口
流
量

 
①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

 
ケ
ー
ス
１

 
・
余
熱
除
去
ク
ー
ラ
出
口
流
量
が
故
障
し
た
場
合
は
、
他
ル
ー
プ
の
余
熱
除
去
ク
ー
ラ
出
口
流
量
に
よ
り
推
定
す

る
。

 

②
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位

 

③
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）

 

 

ケ
ー
ス
３

 

・
原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
注
水
量
は
、
水
源
で
あ
る
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
の
水
位
及
び
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン

プ
水
位
（
広
域
）
の
傾
向
監
視
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。
推
定
は
、
水
源
で
あ
る
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク

水
位
、
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）
の
順
で
優
先
し
使
用
す
る
。

 

〔
充
て
ん
流
量
〕
※
１

 
①
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位
【
重
】

 

②
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）
【
重
】

 
ケ
ー
ス
３

 

・
充
て
ん
流
量
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
水
源
で
あ
る
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク

の
水
位
及
び
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）
の
傾
向
監
視
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。
推
定
は
、

水
源
で
あ
る
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位
、
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）
の
順
で
優
先
し
使
用
す

る
。
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表 85－16 添付－３（１）

設置変更許可申請書 添付十追補

第
1
.
1
5
.
3
表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ

（
注
１
）
の
推
定
（

6
／

1
6
）

 

 
分
類

 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
（
注
１
）

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

 
推
定
ケ
ー
ス
 
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法

 

原 子 炉 格 納 容 器 へ の 注 水 量  

〔
内
部
ス
プ
レ
ク
ー
ラ
出
口
流
量
〕
※
１

 
①
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位
【
重
】

 

①
復
水
タ
ン
ク
水
位
【
重
】

 

②
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）

【
重
】

 

ケ
ー
ス
３

 

・
内
部
ス
プ
レ
ク
ー
ラ
出
口
流
量
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
燃
料
取
替
用
水
タ

 

ン
ク
水
位
及
び
復
水
タ
ン
ク
水
位
又
は
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）
の
傾
向
監
視
に
よ
り
注
水
量

 

を
推
定
す
る
。

 

推
定
は
、
水
源
で
あ
る
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位
又
は
復
水
タ
ン
ク
水
位
を
優
先
す
る
。

 

〔
内
部
ス
プ
レ
系
連
絡
消
火
水
流
量
積

算
〕
※
２

 

①
〔
淡
水
タ
ン
ク
水
位
〕
※
2
【
常
】
 

②
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）

【
重
】

 
ケ
ー
ス
３

 

・
内
部
ス
プ
レ
系
連
絡
消
火
水
流
量
積
算
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
水
源
で
あ

 

る
淡
水
タ
ン
ク
水
位
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
又
は
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）
の
傾
向
監
視
に
よ

 

り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

 

原 子 炉 格 納  

容 器 内 の 温 度  

格
納
容
器
内
温
度

 
①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

 
ケ
ー
ス
１

 
・
格
納
容
器
内
温
度
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
、
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
格
納
容
器
内
温
度
に
よ
り
推
定

す
る
。

 

・
格
納
容
器
内
温
度
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
が
飽
和
状
態
で
あ
れ
ば
、
格
納
容

器
圧
力
又
は
格
納
容
器
圧
力
（
広
域
）
に
よ
り
、
温
度
を
推
定
す
る
。
推
定
は
、
詳
細
な
値
を
把
握
で
き
る
格

納
容
器
圧
力
を
優
先
す
る
。
な
お
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
が
飽
和
状
態
で
な
い
場
合
は
不
確
か
ら
し
さ
が
生
じ

る
こ
と
を
考
慮
す
る
。

 

②
格
納
容
器
圧
力

 

③
格
納
容
器
圧
力
（
広
域
）

 
ケ
ー
ス
６

 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 圧 力  

格
納
容
器
圧
力

 
①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

 

②
格
納
容
器
圧
力
（
広
域
）

 

②
〔
格
納
容
器
圧
力
（
狭
域
）
〕
※
１
【
常
】
 

ケ
ー
ス
１

 

・
格
納
容
器
圧
力
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
、
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
格
納
容
器
圧
力
に
よ
り
推
定
す

る
。

 

・
格
納
容
器
圧
力
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
格
納
容
器
圧
力
（
広
域
）
、
格
納
容
器
圧
力
（
狭
域
）

（
多
様
性
拡
張
設
備
）
に
よ
り
圧
力
を
推
定
す
る
。
ま
た
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
が
飽
和
状
態
で
あ
れ
ば
、
格

納
容
器
内
温
度
に
よ
り
圧
力
を
推
定
す
る
。
推
定
は
、
格
納
容
器
圧
力
（
広
域
）
又
は
格
納
容
器
圧
力
（
狭

域
）
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
を
優
先
す
る
。
な
お
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
が
飽
和
状
態
で
な
い
場
合
は
不
確
か

ら
し
さ
が
生
じ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
。

 

③
格
納
容
器
内
温
度

 
ケ
ー
ス
６

 

格
納
容
器
圧
力
（
広
域
）

 
①
格
納
容
器
圧
力

 

①
〔
格
納
容
器
圧
力
（
狭
域
）
〕
※
１
【
常
】
 

ケ
ー
ス
１

 
・
格
納
容
器
圧
力
（
広
域
）
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
計
測
範
囲
内
で
あ
れ
ば
格
納
容
器
圧
力
、
格
納

容
器
圧
力
（
狭
域
）
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
に
よ
り
推
定
す
る
。
ま
た
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
が
飽
和
状
態
で

あ
れ
ば
、
格
納
容
器
内
温
度
に
よ
り
圧
力
を
推
定
す
る
。
推
定
は
、
格
納
容
器
圧
力
又
は
格
納
容
器
圧
力
（
狭

域
）
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
を
優
先
す
る
。
な
お
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
が
飽
和
状
態
で
な
い
場
合
は
不
確
か

ら
し
さ
が
生
じ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
。

 
②
格
納
容
器
内
温
度

 
ケ
ー
ス
６

 

 番
 
号
 ：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

〔
 
〕
 
：
多
様
性
拡
張
設
備
、
 
※
１
 耐
震
性
、
耐
環
境
性
が
な
い
パ
ラ
メ
ー
タ
、
※
２
 耐
震
性
、
耐
環
境
性
が
な
く
、
常
用
電
源
の
パ
ラ
メ
ー
タ
 

【
重
】
 
：
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
計
器
が
多
様
性
拡
張
設
備
の
重
要
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す
。
 

【
常
】
 
：
常
用
代
替
計
器
を
示
す
。
 

(注
１
) 
  
：
こ
こ
で
は
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
う
ち
重
要
な
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
有
効
な
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す
。
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表 85－16 添付－３（１）

設置変更許可申請書 添付十追補

第
1
.
1
5
.
3
表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ

（
注
１
）
の
推
定
（

7
／

1
6
）

 

  番
 
号
 ：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

〔
 
〕
 
：
多
様
性
拡
張
設
備
、
 
※
１
 耐
震
性
、
耐
環
境
性
が
な
い
パ
ラ
メ
ー
タ
、
※
２
 耐
震
性
、
耐
環
境
性
が
な
く
、
常
用
電
源
の
パ
ラ
メ
ー
タ
 

【
重
】
 
：
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
計
器
が
多
様
性
拡
張
設
備
の
重
要
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す
。
 

【
常
】
 
：
常
用
代
替
計
器
を
示
す
。
 

(注
１
) 
  
：
こ
こ
で
は
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
う
ち
重
要
な
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
有
効
な
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す
。
 

 
 

分
類

 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
（
注
１
）

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

 
推
定
ケ
ー
ス

 
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法

 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 水 位  

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）

 
①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

 

②
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
狭
域
）

 

③
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
水
位
 

③
原
子
炉
格
納
容
器
水
位

 

ケ
ー
ス
１

 

・
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
、
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
格
納
容

器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

 

・
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
測
定
範
囲
内
で
あ
れ
ば
格
納
容

器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
狭
域
）
、
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
水
位
、
原
子
炉
格
納
容
器
水
位
及
び
水
源
で
あ

る
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位
、
復
水
タ
ン
ク
水
位
、
注
水
積
算
量
で
あ
る
格
納
容
器
ス
プ
レ
流
量
積
算
、
恒

設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
出
口
流
量
積
算
及
び
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
出
口
流
量
積
算
に
よ

り
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
位
を
推
定
す
る
。
推
定
は
、
測
定
範
囲
内
で
あ
れ
ば
、
連
続
的
な
監
視
が
で
き

る
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
狭
域
）
を
優
先
す
る
。

 

④
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位

 

④
復
水
タ
ン
ク
水
位

 

④
格
納
容
器
ス
プ
レ
流
量
積
算

 

④
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
出
口
流
量
積
算

 

④
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
出
口
流

量
積
算

 

ケ
ー
ス
２

 

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
狭
域
）

 

 

①
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）

 
ケ
ー
ス
１

 
・
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
狭
域
）
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位

（
広
域
）
と
の
相
関
関
係
に
よ
り
水
位
を
推
定
す
る
。

 

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
水
位

 
①
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）

 
ケ
ー
ス
１

 
・
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
水
位
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
、
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）
又

は
注
水
元
で
あ
る
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位
、
復
水
タ
ン
ク
水
位
、
格
納
容
器
ス
プ
レ
流
量
積
算
、
恒
設
代

替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
出
口
流
量
積
算
及
び
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
出
口
流
量
積
算
に
よ
り
求
め

た
注
水
量
に
よ
り
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
位
を
推
定
す
る
。
推
定
は
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広

域
）
を
優
先
す
る
。

 

②
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位

 

②
復
水
タ
ン
ク
水
位

 

②
格
納
容
器
ス
プ
レ
流
量
積
算

 

②
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
出
口
流
量
積
算

 

②
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
出
口

流
量
積
算

 

ケ
ー
ス
２

 

原
子
炉
格
納
容
器
水
位

 

 

①
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位

 

①
復
水
タ
ン
ク
水
位

 

①
格
納
容
器
ス
プ
レ
流
量
積
算

 

①
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
出
口
流
量
積
算

 

①
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
出
口

流
量
積
算

 

 

ケ
ー
ス
２

 

 

・
原
子
炉
格
納
容
器
水
位
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
注
水
元
で
あ
る
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位
、
復

水
タ
ン
ク
水
位
、
格
納
容
器
ス
プ
レ
流
量
積
算
、
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
出
口
流
量
積
算
及
び
原
子
炉
下

部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
出
口
流
量
積
算
に
よ
り
求
め
た
注
水
量
に
よ
り
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
位
を
推

定
す
る
。
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表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ

（
注
１
）
の
推
定
（

8
／

1
6
）

 

  番
 
号
 ：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

〔
 
〕
 
：
多
様
性
拡
張
設
備
、
 
※
１
 耐
震
性
、
耐
環
境
性
が
な
い
パ
ラ
メ
ー
タ
、
※
２
 耐
震
性
、
耐
環
境
性
が
な
く
、
常
用
電
源
の
パ
ラ
メ
ー
タ
 

【
重
】
 
：
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
計
器
が
多
様
性
拡
張
設
備
の
重
要
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す
。
 

【
常
】
 
：
常
用
代
替
計
器
を
示
す
。
 

(注
１
) 
  
：
こ
こ
で
は
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
う
ち
重
要
な
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
有
効
な
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す
。
 

 
 

分
類

 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
（
注
１
）

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

 
推
定
ケ
ー
ス

 
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法

 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の  

水 素 濃 度  

可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度

 

計
測
装
置

 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
予
備

 

  
ケ
ー
ス
１

 

・
可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
が
故
障
し
た
場
合
は
、
予
備
の
可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計
測

装
置
に
よ
り
計
測
す
る
。

 

・
可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置

及
び
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
の
動
作
特
性
に
よ
り
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
素
濃
度
が
大
規
模
な
水

素
燃
焼
が
生
じ
な
い
領
域
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

使
用
可
能
で
あ
れ
ば
ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
に
よ
り
水
素
濃
度
を
確
認
し
、
ガ
ス
ク
ロ

マ
ト
グ
ラ
フ
の
結
果
に
基
づ
き
水
素
濃
度
を
推
定
す
る
。

 
②
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
温
度
監
視
装
置

 

②
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
温
度
監
視
装

置
 

ケ
ー
ス
８

 

③
〔
ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
に
よ
る
水
素
濃
度
〕

※
１
【
常
】

 
ケ
ー
ス
１

 

ア ニ ュ ラ ス 内 の  

水 素 濃 度  

可
搬
型
ア
ニ
ュ
ラ
ス
内
水
素
濃
度

 

計
測
装
置

 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
予
備

 

 
ケ
ー
ス
１

 
・
可
搬
型
ア
ニ
ュ
ラ
ス
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
が
故
障
し
た
場
合
は
、
予
備
の
可
搬
型
ア
ニ
ュ
ラ
ス
内
水
素
濃
度

計
測
装
置
に
よ
り
計
測
す
る
。

 
・
可
搬
型
ア
ニ
ュ
ラ
ス
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
が
故
障
し
た
場
合
は
、
格
納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ
リ
ア
モ
ニ
タ

（
高
レ
ン
ジ
）
及
び
格
納
容
器
排
気
筒
高
レ
ン
ジ
ガ
ス
モ
ニ
タ
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
の
放
射
線

 

量
率
の
比
に
よ
り
ア
ニ
ュ
ラ
ス
へ
の
漏
え
い
率
を
推
定
し
、
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
と
ア
ニ
ュ
ラ
ス
へ
の

 

漏
え
い
率
か
ら
評
価
さ
れ
た
相
関
図
に
よ
り
、
ア
ニ
ュ
ラ
ス
内
水
素
濃
度
を
推
定
す
る
。

 

・
使
用
可
能
で
あ
れ
ば
、
ア
ニ
ュ
ラ
ス
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
を
使
用
し
、
ア

 

ニ
ュ
ラ
ス
内
水
素
濃
度
を
計
測
す
る
。

 

  

②
可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計
測
装
置

 
②
格
納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
高

レ
ン
ジ
）

 
②
[
格
納
容
器
排
気
筒
高
レ
ン
ジ
ガ
ス
モ
ニ
タ

]
 

※
１
【
常
】

 
③
〔
ア
ニ
ュ
ラ
ス
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
〕
 

※
１
【
常
】

 

 

ケ
ー
ス
９
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表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ

（
注
１
）
の
推
定
（

9
／

1
6
）

 

 
分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
（
注
１
）
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

推
定
ケ
ー
ス
  

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 放 射 線 量 率  

格
納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ
リ
ア
モ
ニ
タ

（
高
レ
ン
ジ
）

 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

 

②
格
納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
低
レ

ン
ジ
）

 

②
〔
モ
ニ
タ
ポ
ス
ト
〕
※
２
【
常
】

 

ケ
ー
ス
１

 

・
格
納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
、
他
チ
ャ
ン
ネ

ル
の
格
納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

 

・
格
納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
）
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
格
納
容
器
内
高
レ

ン
ジ
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
低
レ
ン
ジ
）
及
び
モ
ニ
タ
ポ
ス
ト
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
の
指
示
の
上
昇
を
傾
向
監
視

し
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
放
射
線
量
率
を
推
定
す
る
。

 

格
納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ
リ
ア
モ
ニ
タ

（
低
レ
ン
ジ
）

 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

 

②
格
納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
高

レ
ン
ジ
）

 

③
〔
格
納
容
器
入
口
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
〕
※
１

【
常
】

 

③
〔
炉
内
計
装
区
域
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
〕
※
１

【
常
】

 

ケ
ー
ス
１

 

・
格
納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
低
レ
ン
ジ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
、
他
チ
ャ
ン
ネ

ル
の
格
納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
低
レ
ン
ジ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

 

・
格
納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
低
レ
ン
ジ
）
の
計
測
が
困
難
に
な
っ
た
場
合
は
、
格
納
容
器
内
高
レ

ン
ジ
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
）
、
格
納
容
器
入
口
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
及
び
炉
内
計
装

区
域
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
の
指
示
の
上
昇
を
傾
向
監
視
す
る
こ
と
に
よ
り
、
炉
心
損
傷
の
お

そ
れ
が
生
じ
て
い
な
い
放
射
線
量
率
で
あ
る
こ
と
を
推
定
す
る
。
な
お
、
格
納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ
リ
ア
モ
ニ

タ
（
高
レ
ン
ジ
）
の
測
定
範
囲
よ
り
低
く
、
格
納
容
器
入
口
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
及
び
炉
内

計
装
区
域
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
測
定
範
囲
よ
り
高
い
場
合
は
、
そ
の
間
の
放
射
線
量
率
と
推

定
す
る
。

 

〔
格
納
容
器
じ
ん
あ
い
モ
ニ
タ
〕
※
１

 

 

①
格
納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
低

レ
ン
ジ
）
【
重
】

 
ケ
ー
ス
１

 

・
格
納
容
器
じ
ん
あ
い
モ
ニ
タ
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
測
定
範
囲
内
で
あ
れ

ば
格
納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
低
レ
ン
ジ
）
に
よ
り
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
放
射
線
量
率
を
推
定

す
る
。

 

〔
格
納
容
器
ガ
ス
モ
ニ
タ
〕
※
１

 

 

①
格
納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
低

レ
ン
ジ
）
【
重
】

 
ケ
ー
ス
１

 

・
格
納
容
器
ガ
ス
モ
ニ
タ
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
測
定
範
囲
内
で
あ
れ
ば
格

納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
低
レ
ン
ジ
）
に
よ
り
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
放
射
線
量
率
を
推
定
す

る
。

 

〔
格
納
容
器
入
口
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
〕
※

１
 

①
格
納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
低

レ
ン
ジ
）
【
重
】

 
ケ
ー
ス
１

 

・
格
納
容
器
入
口
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
測
定
範
囲
内
で
あ

れ
ば
格
納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
低
レ
ン
ジ
）
に
よ
り
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
放
射
線
量
率
を
推

定
す
る
。

 

〔
炉
内
計
装
区
域
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
〕
※

１
 

①
格
納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
低

レ
ン
ジ
）
【
重
】

 
ケ
ー
ス
１

 

・
炉
内
計
装
区
域
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
測
定
範
囲
内
で
あ

れ
ば
格
納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
低
レ
ン
ジ
）
に
よ
り
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
放
射
線
量
率
を
推

定
す
る
。

 

 番
 
号
 ：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

〔
 
〕
 
：
多
様
性
拡
張
設
備
、
 
※
１
 耐
震
性
、
耐
環
境
性
が
な
い
パ
ラ
メ
ー
タ
、
※
２
 耐
震
性
、
耐
環
境
性
が
な
く
、
常
用
電
源
の
パ
ラ
メ
ー
タ
 

【
重
】
 
：
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
計
器
が
多
様
性
拡
張
設
備
の
重
要
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す
。
 

【
常
】
 
：
常
用
代
替
計
器
を
示
す
。
 

(注
１
) 
  
：
こ
こ
で
は
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
う
ち
重
要
な
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
有
効
な
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す
。
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表 85－16 添付－３（１）

設置変更許可申請書 添付十追補

第
1
.
1
5
.
3
表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ

（
注
１
）
の
推
定
（

1
0
／

1
6）

 

 
分
類

 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
（
注
１
）

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

 
推
定
ケ
ー
ス

 
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法

 

未 臨 界 の 維 持 又 は 監 視  

出
力
領
域
中
性
子
束

 
①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

 

②
中
間
領
域
中
性
子
束
 

ケ
ー
ス
１

 
・
出
力
領
域
中
性
子
束
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
、
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
出
力
領
域
中
性
子
束
に
よ
り

推
定
す
る
。

 

・
出
力
領
域
中
性
子
束
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
中
間
領
域
中
性
子
束
、
１
次
冷
却
材
低
温
側
広
域
温

度
と
１
次
冷
却
材
高
温
側
広
域
温
度
の
差
に
よ
り
推
定
す
る
。
推
定
は
出
力
領
域
中
性
子
束
の
計
測
範
囲
を
カ

バ
ー
し
て
い
る
中
間
領
域
中
性
子
束
を
優
先
す
る
。

 
・
ほ
う
酸
タ
ン
ク
水
位
に
よ
り
原
子
炉
の
未
臨
界
状
態
に
必
要
な
ほ
う
酸
水
量
を
炉
心
へ
注
入
す
る
こ
と
で
未
臨

界
状
態
の
維
持
を
推
定
す
る
。

 

③
１
次
冷
却
材
高
温
側
広
域
温
度

 

③
１
次
冷
却
材
低
温
側
広
域
温
度

 
ケ
ー
ス
４

 

④
ほ
う
酸
タ
ン
ク
水
位

 
ケ
ー
ス
７

 

中
間
領
域
中
性
子
束
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

 

②
出
力
領
域
中
性
子
束

 

②
中
性
子
源
領
域
中
性
子
束
 

ケ
ー
ス
１

 

・
中
間
領
域
中
性
子
束
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
、
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
中
間
領
域
中
性
子
束
に
よ
り

推
定
す
る
。

 

・
中
間
領
域
中
性
子
束
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
出
力
領
域
中
性
子
束
の
測
定
範
囲
で
あ
れ
ば
、
出
力

領
域
中
性
子
束
に
よ
る
推
定
を
行
い
、
中
性
子
源
領
域
中
性
子
束
の
測
定
範
囲
で
あ
れ
ば
、
中
性
子
源
領
域
中

性
子
束
に
よ
り
推
定
す
る
。
な
お
、
出
力
領
域
中
性
子
束
の
測
定
範
囲
下
限
と
中
性
子
源
領
域
中
性
子
束
の
測

定
範
囲
上
限
の
間
で
あ
る
場
合
は
、
互
い
の
測
定
範
囲
外
の
範
囲
で
あ
る
と
推
定
す
る
。

 
・
ほ
う
酸
タ
ン
ク
水
位
に
よ
り
原
子
炉
の
未
臨
界
状
態
に
必
要
な
ほ
う
酸
水
量
を
炉
心
へ
注
入
す
る
こ
と
で
未

 
臨
界
状
態
の
維
持
を
推
定
す
る
。

 

③
ほ
う
酸
タ
ン
ク
水
位

 
ケ
ー
ス
７

 

中
性
子
源
領
域
中
性
子
束
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

 

②
中
間
領
域
中
性
子
束
 

ケ
ー
ス
１

 

・
中
性
子
源
領
域
中
性
子
束
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
、
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
中
性
子
源
領
域
中
性
子

束
に
よ
り
推
定
す
る
。

 

・
中
性
子
源
領
域
中
性
子
束
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
中
間
領
域
中
性
子
束
の
測
定
範
囲
で
あ
れ
ば
、

中
間
領
域
中
性
子
束
に
よ
り
推
定
を
行
う
。
な
お
、
中
間
領
域
中
性
子
束
の
測
定
範
囲
下
限
以
下
の
場
合
は
、

測
定
範
囲
下
限
よ
り
低
い
範
囲
で
あ
る
と
推
定
す
る
。

 

・
ほ
う
酸
タ
ン
ク
水
位
に
よ
り
原
子
炉
の
未
臨
界
状
態
に
必
要
な
ほ
う
酸
水
量
を
炉
心
へ
注
入
す
る
こ
と
で
未

 

 
臨
界
状
態
の
維
持
を
推
定
す
る
。

 

③
ほ
う
酸
タ
ン
ク
水
位

 
ケ
ー
ス
７

 

〔
中
間
領
域
起
動
率
〕
※
１

 
①
中
間
領
域
中
性
子
束
【
重
】
 

②
中
性
子
源
領
域
中
性
子
束
【
重
】
 

②
〔
中
性
子
源
領
域
起
動
率
〕
※
１
【
常
】

 

ケ
ー
ス
１

 
・
中
間
領
域
起
動
率
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
中
間
領
域
中
性
子
束
に
よ
り
起

動
率
を
推
定
す
る
。
な
お
、
中
性
子
源
領
域
中
性
子
束
の
測
定
範
囲
の
場
合
、
中
性
子
源
領
域
中
性
子
束
及
び

中
性
子
源
領
域
起
動
率
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

 

〔
中
性
子
源
領
域
起
動
率
〕
※
１

 
①
中
性
子
源
領
域
中
性
子
束
【
重
】
 

②
中
間
領
域
中
性
子
束
【
重
】
 

②
〔
中
間
領
域
起
動
率
〕
※
１
【
常
】
 

ケ
ー
ス
１

 
・
中
性
子
源
領
域
起
動
率
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
中
性
子
源
領
域
中
性
子
束

に
よ
り
起
動
率
を
推
定
す
る
。
な
お
、
中
間
領
域
中
性
子
束
の
測
定
範
囲
の
場
合
、
中
間
領
域
中
性
子
束
及
び

中
間
領
域
起
動
率
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

 

 番
 
号
 ：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

〔
 
〕
 
：
多
様
性
拡
張
設
備
、
 
※
１
 耐
震
性
、
耐
環
境
性
が
な
い
パ
ラ
メ
ー
タ
、
※
２
 耐
震
性
、
耐
環
境
性
が
な
く
、
常
用
電
源
の
パ
ラ
メ
ー
タ
 

【
重
】
 
：
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
計
器
が
多
様
性
拡
張
設
備
の
重
要
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す
。
 

【
常
】
 
：
常
用
代
替
計
器
を
示
す
。
 

(注
１
) 
  
：
こ
こ
で
は
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
う
ち
重
要
な
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
有
効
な
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す
。
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表 85－16 添付－３（１）

設置変更許可申請書 添付十追補

第
1
.
1
5
.
3
表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ

（
注
１
）
の
推
定
（

1
1
／

1
6）

 

 
分
類

 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
（
注
１
）

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

 
推
定
ケ
ー
ス

 
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法

 

最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保  

格
納
容
器
圧
力

 
①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

 

②
格
納
容
器
圧
力
（
広
域
）

 
ケ
ー
ス
１

 
・
格
納
容
器
圧
力
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
、
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
格
納
容
器
圧
力
に
よ
り
推
定
す

る
。

 

・
格
納
容
器
圧
力
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
格
納
容
器
圧
力
（
広
域
）
に
よ
り
圧
力
を
傾
向
監
視
し
、

最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推
定
す
る
。
ま
た
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
が
飽
和
状
態
で
あ

れ
ば
、
格
納
容
器
内
温
度
に
よ
り
格
納
容
器
圧
力
を
推
定
し
、
傾
向
監
視
に
よ
り
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推
定
す
る
。
推
定
は
、
格
納
容
器
圧
力
（
広
域
）
を
優
先
す
る
。
な
お
、
原
子
炉
格
納
容

器
内
が
飽
和
状
態
で
な
い
場
合
は
不
確
か
ら
し
さ
が
生
じ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
。

 

③
格
納
容
器
内
温
度

 

ケ
ー
ス
６

 

１
次
系
冷
却
水
タ
ン
ク
水
位

 
①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

 
ケ
ー
ス
１

 
・
１
次
系
冷
却
水
タ
ン
ク
水
位
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
、
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
１
次
系
冷
却
水
タ
ン

ク
水
位
に
よ
り
推
定
す
る
。

 

・
１
次
系
冷
却
水
タ
ン
ク
水
位
の
計
測
が
困
難
な
場
合
は
、
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
入
口
温
度
／
出
口

温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
傾
向
監
視
に
よ
り
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
除
熱
の
た
め
の
原
子
炉
補
機
冷
却
系
が
健
全
か

つ
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推
定
す
る
。

 

②
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
入
口
温
度
／

出
口
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

 
ケ
ー
ス
４

 

〔
１
次
系
冷
却
水
タ
ン
ク
圧
力
〕
※
１

 
①
１
次
系
冷
却
水
タ
ン
ク
加
圧
ラ
イ
ン
圧
力

【
重
】

 
ケ
ー
ス
１

 
・
１
次
系
冷
却
水
タ
ン
ク
圧
力
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
１
次
系
冷
却
水
タ
ン

ク
加
圧
ラ
イ
ン
圧
力
に
よ
り
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
除
熱
の
た
め
の
原
子
炉
補
機
冷
却
系
が
健
全
か
つ
最
終

ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推
定
す
る
。

 

〔
格
納
容
器
空
調
装
置
冷
却
水
流
量
〕
※

１
 

①
格
納
容
器
内
温
度
【
重
】
 

①
格
納
容
器
圧
力
【
重
】
 

ケ
ー
ス
４

 
・
格
納
容
器
空
調
装
置
冷
却
水
流
量
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
格
納
容
器
内
温

度
及
び
格
納
容
器
圧
力
の
低
下
に
よ
り
、
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推
定
す
る
。

 

格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
入
口
温

度
／
出
口
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

 
①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
予
備

 
ケ
ー
ス
１

 
・
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
入
口
温
度
／
出
口
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
が
故
障
し
た
場
合
は
、
予
備
の
格
納
容
器

循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
入
口
温
度
／
出
口
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
入
口
温
度

及
び
出
口
温
度
を
計
測
す
る
。

 

・
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
入
口
温
度
／
出
口
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、

 

格
納
容
器
内
温
度
及
び
格
納
容
器
圧
力
の
低
下
に
よ
り
、
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

 

推
定
す
る
。
 
 

 

②
格
納
容
器
内
温
度

 

②
格
納
容
器
圧
力

 
ケ
ー
ス
４

 

 番
 
号
 ：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

〔
 
〕
 
：
多
様
性
拡
張
設
備
、
 
※
１
 耐
震
性
、
耐
環
境
性
が
な
い
パ
ラ
メ
ー
タ
、
※
２
 耐
震
性
、
耐
環
境
性
が
な
く
、
常
用
電
源
の
パ
ラ
メ
ー
タ
 

【
重
】
 
：
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
計
器
が
多
様
性
拡
張
設
備
の
重
要
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す
。
 

【
常
】
 
：
常
用
代
替
計
器
を
示
す
。
 

(注
１
) 
  
：
こ
こ
で
は
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
う
ち
重
要
な
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
有
効
な
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す
。
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表 85－16 添付－３（１）

設置変更許可申請書 添付十追補

第
1
.
1
5
.
3
表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ

（
注
１
）
の
推
定
（

1
2
／

1
6）

 

 
分
類

 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
（
注
１
）

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

 
推
定
ケ
ー
ス

 
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法

 

最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保  

主
蒸
気
圧
力

 
①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
又
は
他
ル

ー
プ

 
ケ
ー
ス
１

 
・
主
蒸
気
圧
力
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
、
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
又
は
他
ル
ー
プ
の
主
蒸
気
圧
力
に
よ

り
推
定
す
る
。

 
・
主
蒸
気
圧
力
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
１
次
冷
却
系
統
が
満
水
状
態
で
蒸
気
発
生
器
２
次
側
が
飽

和
状
態
で
あ
れ
ば
、
１
次
冷
却
材
低
温
側
広
域
温
度
及
び
１
次
冷
却
材
高
温
側
広
域
温
度
に
よ
り
主
蒸
気
圧

力
を
推
定
し
、
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推
定
す
る
。
推
定
は
、
１
次
冷
却
材
低
温

側
広
域
温
度
を
優
先
す
る
。
な
お
、
蒸
気
発
生
器
２
次
側
が
飽
和
状
態
に
な
る
ま
で
（
未
飽
和
状
態
）
は
不

確
か
さ
が
生
じ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
。

 

②
１
次
冷
却
材
低
温
側
広
域
温
度

 

③
１
次
冷
却
材
高
温
側
広
域
温
度

 
ケ
ー
ス
６

 

蒸
気
発
生
器
水
位
（
狭
域
）

 
①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

 

②
蒸
気
発
生
器
水
位
（
広
域
）

 
ケ
ー
ス
１

 

・
蒸
気
発
生
器
水
位
（
狭
域
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
、
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
蒸
気
発
生
器
水
位

（
狭
域
）
に
よ
り
推
定
す
る
。
（
多
様
性
拡
張
設
備
を
含
む
）

 
・
蒸
気
発
生
器
水
位
（
狭
域
）
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
蒸
気
発
生
器
水
位
（
広
域
）
、
１
次
冷
却

材
低
温
側
広
域
温
度
、
１
次
冷
却
材
高
温
側
広
域
温
度
の
変
化
を
傾
向
監
視
す
る
こ
と
に
よ
り
、
蒸
気
発
生

器
水
位
（
狭
域
）
を
推
定
し
、
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推
定
す
る
。
推
定
は
相
関

関
係
の
あ
る
蒸
気
発
生
器
水
位
（
広
域
）
を
優
先
す
る
。

 

③
１
次
冷
却
材
低
温
側
広
域
温
度

 

③
１
次
冷
却
材
高
温
側
広
域
温
度

 
ケ
ー
ス
４

 

蒸
気
発
生
器
水
位
（
広
域
）

 
①
蒸
気
発
生
器
水
位
（
狭
域
）

 
ケ
ー
ス
１

 
・
蒸
気
発
生
器
水
位
（
広
域
）
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
測
定
範
囲
内
で
あ
れ
ば
蒸
気
発
生
器
水
位

（
狭
域
）
に
て
推
定
す
る
。
ま
た
、
１
次
冷
却
材
低
温
側
広
域
温
度
、
１
次
冷
却
材
高
温
側
広
域
温
度
の
変

化
を
傾
向
監
視
に
よ
り
、
蒸
気
発
生
器
水
位
（
広
域
）
を
推
定
し
、
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
推
定
す
る
。
推
定
は
測
定
範
囲
内
で
あ
れ
ば
、
蒸
気
発
生
器
水
位
（
狭
域
）
を
優
先
す
る
。
な

お
、
蒸
気
発
生
器
が
ド
ラ
イ
ア
ウ
ト
し
た
場
合
、
１
次
冷
却
材
低
温
側
広
域
温
度
及
び
１
次
冷
却
材
高
温
側

広
域
温
度
が
上
昇
傾
向
と
な
る
こ
と
で
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

②
１
次
冷
却
材
低
温
側
広
域
温
度

 

②
１
次
冷
却
材
高
温
側
広
域
温
度

 
ケ
ー
ス
４

 

補
助
給
水
流
量

 
①
復
水
タ
ン
ク
水
位

 

②
蒸
気
発
生
器
水
位
（
広
域
）

 

③
蒸
気
発
生
器
水
位
（
狭
域
）

 

ケ
ー
ス
３

 

・
補
助
給
水
流
量
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
復
水
タ
ン
ク
水
位
、
蒸
気
発
生
器
水
位
（
広
域
）
及
び

蒸
気
発
生
器
水
位
（
狭
域
）
を
傾
向
監
視
す
る
こ
と
に
よ
り
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
推
定
す
る
。
推
定
は
復
水
タ
ン
ク
水
位
を
優
先
す
る
。

 

〔
主
蒸
気
流
量
〕
※
１

 
①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

 
ケ
ー
ス
１

 
・
主
蒸
気
流
量
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
、
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
主
蒸
気
流

量
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

 

・
主
蒸
気
流
量
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
主
蒸
気
圧
力
の
変
化
を
傾
向
監
視

す
る
こ
と
に
よ
り
、
蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る
除
熱
状
況
を
監
視
し
、
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
推
定
す
る
。
ま
た
、
蒸
気
発
生
器
水
位
（
狭
域
）
及
び
蒸
気
発
生
器
水
位
（
広
域
）
の
変
化

傾
向
と
補
助
給
水
流
量
を
監
視
す
る
こ
と
に
よ
り
主
蒸
気
流
量
を
推
定
し
、
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
推
定
す
る
。

 

②
主
蒸
気
圧
力
【
重
】
 

③
蒸
気
発
生
器
水
位
（
狭
域
）
【
重
】
 

③
蒸
気
発
生
器
水
位
（
広
域
）
【
重
】
 

③
補
助
給
水
流
量
【
重
】
 

ケ
ー
ス
４

 

 番
 
号
 ：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

〔
 
〕
 
：
多
様
性
拡
張
設
備
、
 
※
１
 耐
震
性
、
耐
環
境
性
が
な
い
パ
ラ
メ
ー
タ
、
※
２
 耐
震
性
、
耐
環
境
性
が
な
く
、
常
用
電
源
の
パ
ラ
メ
ー
タ
 

【
重
】
 
：
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
計
器
が
多
様
性
拡
張
設
備
の
重
要
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す
。
 

【
常
】
 
：
常
用
代
替
計
器
を
示
す
。
 

(注
１
) 
  
：
こ
こ
で
は
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
う
ち
重
要
な
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
有
効
な
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す
。
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表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ

（
注
１
）
の
推
定
（

1
3
／

1
6）

 

 
分
類

 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
（
注
１
）

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

 
推
定
ケ
ー
ス

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法

 

格 納 容 器 バ イ パ ス の 監 視  

蒸
気
発
生
器
水
位
（
狭
域
）

 
①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

 

②
蒸
気
発
生
器
水
位
（
広
域
）

 
ケ
ー
ス
１

 
・
蒸
気
発
生
器
水
位
（
狭
域
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
、
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
蒸
気
発
生
器
水
位

（
狭
域
）
に
よ
り
蒸
気
発
生
器
伝
熱
管
破
損
を
推
定
す
る
。

 

・
蒸
気
発
生
器
水
位
（
狭
域
）
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
、
蒸
気
発
生
器
水
位
（
広
域
）
の
上
昇
に
よ
り

蒸
気
発
生
器
伝
熱
管
破
損
を
推
定
す
る
。
ま
た
、
主
蒸
気
圧
力
及
び
補
助
給
水
流
量
に
よ
り
傾
向
監
視
す

る
。

 

③
主
蒸
気
圧
力

 

③
補
助
給
水
流
量

 
ケ
ー
ス
５

 

主
蒸
気
圧
力
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

 
ケ
ー
ス
１

 
・
主
蒸
気
圧
力
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
、
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
主
蒸
気
圧
力
に
よ
り
蒸
気
発
生
器

伝
熱
管
破
損
を
推
定
す
る
。

 

・
主
蒸
気
圧
力
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
、
蒸
気
発
生
器
水
位
（
広
域
）
の
上
昇
及
び
補
助
給
水
流
量
の

減
少
を
傾
向
監
視
す
る
こ
と
で
蒸
気
発
生
器
伝
熱
管
破
損
を
推
定
す
る
。

 

②
蒸
気
発
生
器
水
位
（
広
域
）

 

②
補
助
給
水
流
量

 
ケ
ー
ス
５

 

冷
却
材
圧
力
（
広
域
）

  

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

 

②
〔
加
圧
器
圧
力
〕
※
１
【
常
】

 
 

ケ
ー
ス
１

 
・
冷
却
材
圧
力
（
広
域
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
、
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
冷
却
材
圧
力
（
広
域
）

に
よ
り
蒸
気
発
生
器
伝
熱
管
破
損
を
推
定
す
る
。

 

・
冷
却
材
圧
力
（
広
域
）
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
測
定
範
囲
内
で
あ
れ
ば
、
加
圧
器
圧
力
（
多
様

性
拡
張
設
備
）
に
よ
り
蒸
気
発
生
器
伝
熱
管
破
損
を
推
定
す
る
。
ま
た
、
蒸
気
発
生
器
水
位
（
狭
域
）
及
び

主
蒸
気
圧
力
の
傾
向
監
視
に
よ
り
蒸
気
発
生
器
伝
熱
管
破
損
が
な
い
こ
と
及
び
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水

位
（
広
域
）
の
上
昇
が
な
い
こ
と
で
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
シ
ス
テ
ム
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
を
推
定
す
る
。
原
子
炉
圧
力

容
器
内
が
飽
和
状
態
で
あ
れ
ば
、
１
次
冷
却
材
高
温
側
広
域
温
度
又
は
１
次
冷
却
材
低
温
側
広
域
温
度
に
よ

り
、
冷
却
材
圧
力
を
推
定
す
る
。
推
定
は
、
測
定
範
囲
内
で
あ
れ
ば
、
冷
却
材
圧
力
を
直
接
測
定
し
て
い
る

加
圧
器
圧
力
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
を
優
先
す
る
。

 

③
蒸
気
発
生
器
水
位
（
狭
域
）

 

③
主
蒸
気
圧
力
 

③
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）

 

ケ
ー
ス
５

 

④
１
次
冷
却
材
高
温
側
広
域
温
度

 

④
１
次
冷
却
材
低
温
側
広
域
温
度

 
ケ
ー
ス
６

 

 番
 
号
 ：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

〔
 
〕
 
：
多
様
性
拡
張
設
備
、
 
※
１
 耐
震
性
、
耐
環
境
性
が
な
い
パ
ラ
メ
ー
タ
、
※
２
 耐
震
性
、
耐
環
境
性
が
な
く
、
常
用
電
源
の
パ
ラ
メ
ー
タ
 

【
重
】
 
：
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
計
器
が
多
様
性
拡
張
設
備
の
重
要
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す
。
 

【
常
】
 
：
常
用
代
替
計
器
を
示
す
。
 

(注
１
) 
  
：
こ
こ
で
は
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
う
ち
重
要
な
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
有
効
な
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す
。
 

 
 

補(2)-590



 

 

表 85－16 添付－３（１）

設置変更許可申請書 添付十追補

第
1
.
1
5
.
3
表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ

（
注
１
）
の
推
定
（

1
4
／

1
6）

 

 
分
類

 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
（
注
１
）

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

 
推
定
ケ
ー
ス

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法

 

格 納 容 器 バ イ パ ス の 監 視  

〔
復
水
器
空
気
抽
出
器
ガ
ス
モ
ニ
タ
〕
※
１

 

 

①
蒸
気
発
生
器
水
位
（
狭
域
）
【
重
】
 

①
主
蒸
気
圧
力
【
重
】
 

ケ
ー
ス
５

 

・
復
水
器
空
気
抽
出
器
ガ
ス
モ
ニ
タ
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
蒸
気
発
生
器

水
位
（
狭
域
）
及
び
主
蒸
気
圧
力
の
変
化
に
よ
り
蒸
気
発
生
器
伝
熱
管
破
損
の
傾
向
監
視
が
で
き
る
。

 

〔
蒸
気
発
生
器
ブ
ロ
ー
ダ
ウ
ン
水
モ
ニ
タ
〕
※

１
 

①
蒸
気
発
生
器
水
位
（
狭
域
）
【
重
】
 

①
主
蒸
気
圧
力
【
重
】
 

ケ
ー
ス
５

 
・
蒸
気
発
生
器
ブ
ロ
ー
ダ
ウ
ン
水
モ
ニ
タ
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
蒸
気
発

生
器
水
位
（
狭
域
）
及
び
主
蒸
気
圧
力
の
変
化
に
よ
り
蒸
気
発
生
器
伝
熱
管
破
損
の
傾
向
監
視
が
で
き
る
。

 

〔
高
感
度
型
主
蒸
気
管
モ
ニ
タ
〕
※
１

 
①
蒸
気
発
生
器
水
位
（
狭
域
）
【
重
】
 

①
主
蒸
気
圧
力
【
重
】
 

ケ
ー
ス
５

 
・
高
感
度
型
主
蒸
気
管
モ
ニ
タ
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
蒸
気
発
生
器
水
位

（
狭
域
）
及
び
主
蒸
気
圧
力
の
変
化
に
よ
り
蒸
気
発
生
器
伝
熱
管
破
損
の
傾
向
監
視
が
で
き
る
。

 

〔
補
助
建
屋
排
気
筒
ガ
ス
モ
ニ
タ
〕
※
１

 

 

①
冷
却
材
圧
力
（
広
域
）
【
重
】
 

①
加
圧
器
水
位
【
重
】
 

①
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）
【
重
】

 

①
蒸
気
発
生
器
水
位
（
狭
域
）
【
重
】
 

①
主
蒸
気
圧
力
【
重
】
 

ケ
ー
ス
５

 

・
補
助
建
屋
排
気
筒
ガ
ス
モ
ニ
タ
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
冷
却
材
圧
力

（
広
域
）
、
加
圧
器
水
位
、
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）
、
蒸
気
発
生
器
水
位
（
狭
域
）
及
び
主

蒸
気
圧
力
に
よ
り
、
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
シ
ス
テ
ム
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
の
傾
向
監
視
が
で
き
る
。

 

〔
補
助
建
屋
サ
ン
プ
水
位
〕
※
２

 
①
冷
却
材
圧
力
（
広
域
）
【
重
】
 

①
加
圧
器
水
位
【
重
】
 

①
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）
【
重
】

 

①
蒸
気
発
生
器
水
位
（
狭
域
）
【
重
】
 

①
主
蒸
気
圧
力
【
重
】
 

ケ
ー
ス
５

 

・
補
助
建
屋
サ
ン
プ
水
位
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
冷
却
材
圧
力
（
広

域
）
、
加
圧
器
水
位
、
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）
、
蒸
気
発
生
器
水
位
（
狭
域
）
及
び
主
蒸
気

圧
力
に
よ
り
、
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
シ
ス
テ
ム
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
の
傾
向
監
視
が
で
き
る
。

 

〔
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
〕
※
１

 
①
冷
却
材
圧
力
（
広
域
）
【
重
】
 

①
加
圧
器
水
位
【
重
】
 

①
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）
【
重
】

 

①
蒸
気
発
生
器
水
位
（
狭
域
）
【
重
】

 

①
主
蒸
気
圧
力
【
重
】

 

ケ
ー
ス
５

 

・
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
冷
却
材
圧
力
（
広

域
）
、
加
圧
器
水
位
、
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）
、
蒸
気
発
生
器
水
位
（
狭
域
）
及
び
主
蒸
気

圧
力
に
よ
り
、
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
シ
ス
テ
ム
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
の
傾
向
監
視
が
で
き
る
。

 

 番
 
号
 ：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

〔
 
〕
 
：
多
様
性
拡
張
設
備
、
 
※
１
 耐
震
性
、
耐
環
境
性
が
な
い
パ
ラ
メ
ー
タ
、
※
２
 耐
震
性
、
耐
環
境
性
が
な
く
、
常
用
電
源
の
パ
ラ
メ
ー
タ
 

【
重
】
 
：
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
計
器
が
多
様
性
拡
張
設
備
の
重
要
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す
。
 

【
常
】
 
：
常
用
代
替
計
器
を
示
す
。
 

(注
１
) 
  
：
こ
こ
で
は
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
う
ち
重
要
な
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
有
効
な
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す
。
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表 85－16 添付－３（１）

設置変更許可申請書 添付十追補

第
1
.
1
5
.
3
表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ

（
注
１
）
の
推
定
（

1
5
／

1
6）

 

 
分
類

 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
（
注
１
）

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

 
推
定
ケ
ー
ス

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法

 

格 納 容 器 バ イ パ ス の 監 視  

〔
加
圧
器
逃
が
し
タ
ン
ク
圧
力
〕
※
１

 

 

①
冷
却
材
圧
力
（
広
域
）
【
重
】
 

①
加
圧
器
水
位
【
重
】
 

②
〔
格
納
容
器
サ
ン
プ
水
位
〕
※
２
【
常
】

 

ケ
ー
ス
５

 

・
加
圧
器
逃
が
し
タ
ン
ク
圧
力
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
冷
却
材
圧
力
（
広

域
）
及
び
加
圧
器
水
位
の
低
下
、
格
納
容
器
サ
ン
プ
水
位
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
の
上
昇
が
な
い
こ
と
の
確

認
に
よ
り
、
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
シ
ス
テ
ム
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
の
傾
向
監
視
が
で
き
る
。

 

〔
加
圧
器
逃
が
し
タ
ン
ク
水
位
〕
※
１

 
①
冷
却
材
圧
力
（
広
域
）
【
重
】
 

①
加
圧
器
水
位
【
重
】
 

②
〔
格
納
容
器
サ
ン
プ
水
位
〕
※
２
【
常
】

 

ケ
ー
ス
５

 

・
加
圧
器
逃
が
し
タ
ン
ク
水
位
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
冷
却
材
圧
力
（
広

域
）
及
び
加
圧
器
水
位
の
低
下
、
格
納
容
器
サ
ン
プ
水
位
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
の
上
昇
が
な
い
こ
と
の
確

認
に
よ
り
、
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
シ
ス
テ
ム
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
の
傾
向
監
視
が
で
き
る
。

 

〔
加
圧
器
逃
が
し
タ
ン
ク
温
度
〕
※
１

 
①
冷
却
材
圧
力
（
広
域
）
【
重
】
 

①
加
圧
器
水
位
【
重
】
 

②
〔
格
納
容
器
サ
ン
プ
水
位
〕
※
２
【
常
】

 

ケ
ー
ス
５

 

・
加
圧
器
逃
が
し
タ
ン
ク
温
度
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
冷
却
材
圧
力
（
広

域
）
及
び
加
圧
器
水
位
の
低
下
、
格
納
容
器
サ
ン
プ
水
位
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
の
上
昇
が
な
い
こ
と
の
確

認
に
よ
り
、
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
シ
ス
テ
ム
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
の
傾
向
監
視
が
で
き
る
。

 

 番
 
号
 ：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

〔
 
〕
 
：
多
様
性
拡
張
設
備
、
 
※
１
 耐
震
性
、
耐
環
境
性
が
な
い
パ
ラ
メ
ー
タ
、
※
２
 耐
震
性
、
耐
環
境
性
が
な
く
、
常
用
電
源
の
パ
ラ
メ
ー
タ
 

【
重
】
 
：
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
計
器
が
多
様
性
拡
張
設
備
の
重
要
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す
。
 

【
常
】
 
：
常
用
代
替
計
器
を
示
す
。
 

(注
１
) 
  
：
こ
こ
で
は
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
う
ち
重
要
な
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
有
効
な
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す
。
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表 85－16 添付－３（１）

設置変更許可申請書 添付十追補

第
1
.
1
5
.
3
表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ

（
注
１
）
の
推
定
（

1
6
／

1
6）

 
 
分
類

 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
（
注
１
）

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

 
推
定
ケ
ー
ス

 
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法

 

水 源 の 確 保  

燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

 
ケ
ー
ス
１

 
・
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
、
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
燃
料
取
替
用
水
タ

ン
ク
 

水
位
に
よ
り
推
定
す
る
。

 

・
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）

又
 

は
格
納
容
器
ス
プ
レ
流
量
積
算
等
の
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
す
る
ポ
ン
プ
の
注
水
量
の
合
計
に
よ

り
、

 

水
源
の
有
無
や
使
用
量
を
推
定
す
る
。
推
定
は
、
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）
を
優
先
す
る

が
、

 

燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
以
外
か
ら
の
注
水
が
な
い
こ
と
を
前
提
と
す
る
。

 

 

②
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
（
広
域
）

 

③
格
納
容
器
ス
プ
レ
流
量
積
算

 

③
〔
内
部
ス
プ
レ
ク
ー
ラ
出
口
流
量
〕
※

1

【
常
】

 

③
安
全
注
入
流
量

 

③
補
助
安
全
注
入
流
量

 

③
余
熱
除
去
ク
ー
ラ
出
口
流
量

 

③
〔
充
て
ん
流
量
〕
※
１
【
常
】

 

③
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
出
口
流
量
積
算
 

③
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
出
口
流

量
積
算

 

ケ
ー
ス
２

 

復
水
タ
ン
ク
水
位
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

 
ケ
ー
ス
１

 
・
復
水
タ
ン
ク
水
位
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
、
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
復
水
タ
ン
ク
水
位
に
よ
り
推

定
す
る
。

 

・
復
水
タ
ン
ク
水
位
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
補
助
給
水
流
量
等
の
復
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
す
る
ポ
ン

プ
の
注
水
量
の
合
計
に
よ
り
、
水
源
の
有
無
や
使
用
量
を
推
定
す
る
。
 

②
補
助
給
水
流
量
 

③
格
納
容
器
ス
プ
レ
流
量
積
算

 

③
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
出
口
流
量
積
算
 

③
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
出
口
流

量
積
算

 

ケ
ー
ス
２

 

ほ
う
酸
タ
ン
ク
水
位
 

①
 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
ル
ー
プ

 
ケ
ー
ス
１

 
・
ほ
う
酸
タ
ン
ク
水
位
が
故
障
し
た
場
合
は
、
他
ル
ー
プ
の
ほ
う
酸
タ
ン
ク
水
位
に
よ
り
推
定
す
る
。

 

 ②
〔
緊
急
ほ
う
酸
注
入
流
量
〕
※
２
【
常
】

 

 

ケ
ー
ス
２

 

・
ほ
う
酸
タ
ン
ク
水
位
の
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
緊
急
ほ
う
酸
注
入
流
量
（
多
様
性
拡
張
設
備
）
に
よ

り
ほ
う
酸
タ
ン
ク
水
位
を
推
定
し
、
水
源
の
有
無
や
使
用
量
を
推
定
す
る
。
ま
た
、
炉
心
へ
の
ほ
う
酸
水
注
入

に
伴
う
負
の
反
応
度
が
添
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
出
力
領
域
中
性
子
束
、
中
間
領
域
中
性
子
束
、
中
性
子
源
領

域
中
性
子
束
の
指
示
低
下
に
よ
り
水
源
の
有
無
を
推
定
す
る
。
 

③
出
力
領
域
中
性
子
束
 

③
中
間
領
域
中
性
子
束
 

③
中
性
子
源
領
域
中
性
子
束
 

ケ
ー
ス
７

 

 番
 
号
 ：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

〔
 
〕
 
：
多
様
性
拡
張
設
備
、
 
※
１
 耐
震
性
、
耐
環
境
性
が
な
い
パ
ラ
メ
ー
タ
、
※
２
 耐
震
性
、
耐
環
境
性
が
な
く
、
常
用
電
源
の
パ
ラ
メ
ー
タ
 

【
重
】
 
：
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
計
器
が
多
様
性
拡
張
設
備
の
重
要
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す
。
 

【
常
】
 
：
常
用
代
替
計
器
を
示
す
。
 

(注
１
) 
  
：
こ
こ
で
は
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
う
ち
重
要
な
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
有
効
な
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す
。
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（２）－２－16 保安規定第 85条 表 85-17「中央制御室」運転上の制限等について 

 

a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 

b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付八（所要数､必要容量､設備仕様） 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備

分類等」参照 

補(2)-594



 

a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 

 

補(2)-595



保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

 

保
安
規
定

 第
85
条
 
条
文

  
記
載
内
容
の
説
明

  
表
８
５
－
１
７

 
中
央
制
御
室
 

 ８
５
－
１
７
－
１
 
居
住
性
の
確
保
お
よ
び
汚
染
の
持
ち
込
み
防
止
 
①
 

 (
1)
 運
転
上
の
制
限

  

項
 
目

 
②
 

運
転
上
の
制
限

 
③
 

中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
 

居
住
性
確
保
設
備
 

汚
染
の
持
ち
込
み
防
止
設
備
 

(
1)
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
１
系
統
以
上
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
１
 

(
2)
可
搬
型
照
明

(S
A)
、
酸
素
濃
度
計
お
よ
び
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
の
所

要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
 

適
用
モ
ー
ド

 
④
 

設
 
備

 
⑤
 

所
要
数
 
⑥
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６

お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料

体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
 

中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
フ
ァ
ン
 

１
台
 

制
御
建
屋
送
気
フ
ァ
ン
 

１
台
 

制
御
建
屋
循
環
フ
ァ
ン
 

１
台
 

中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
 

１
基
 

可
搬
型
照
明

(S
A
) 

６
個
 

酸
素
濃
度
計
 

１
個
 

二
酸
化
炭
素
濃
度
計
 

１
個
 

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
 

※
２
 

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
 

※
３
 

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
 

※
３
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
 

※
３
 

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
 

※
３
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ

び
６
 

Ｂ
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ァ
ン
 

※
４
 

Ｂ
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト

 
※
４
 

窒
素
ボ
ン
ベ
（
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
系
ダ
ン
パ
作
動

用
）
 

※
４
 

※
１
：
動
作
可
能
と
は
、
フ
ァ
ン
が
手
動
起
動
（
系
統
構
成
含
む
）
で
き
る
こ
と
、
ま
た
は
運
転
中
で
あ
る
こ
と
を

い
う
。
 

※
２
：
「
８
５
－
１
５
－
１

 空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
か
ら
の
給
電
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

※
３
：
「
８
５
－
１
５
－
６
 燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び
燃
料
油

移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

※
４
：
「
８
５
－
１
１
－
１

 
水
素
排
出
、
放
射
性
物
質
の
濃
度
低
減
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

 

①
 設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
九
条
（
１
．
１
６
）
が
該
当
す
る
。
（
添
付
－
１
）
 

 ②
 運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器

 （
添
付
－
１
）
 

中
央
制
御
室
遮
蔽
壁
に
つ
い
て
は
、
Ｓ
ｓ
地
震
時
に
お
い
て
も
機
能
は
損
な
わ
れ
る
も
の
で
な
く
、
運
用
に
よ

り
変
化
や
故
障
に
よ
り
機
能
喪
失
す
る
こ
と
が
な
い
も
の
と
し
て
、
他
の
遮
蔽
同
様
に
Ｌ
Ｃ
Ｏ
、
Ａ
Ｏ
Ｔ
を
設
定

し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
万
一
、
破
損
等
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
技
術
基
準
へ
の
適
合
等
に
つ
い
て
評
価
し
、
適

合
し
な
い
場
合
に
は
、
速
や
か
に
原
子
炉
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
に
な
る
。
 

 ③
 以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
、
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
中
央
制

御
室
非
常
用
循
環
系

1
系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
及
び
可
搬
型
照
明

(S
A)
等
の
器
材
の
所
要
数
が
使
用
可
能

で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。

 

ま
た
、
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
系
に
つ
い
て
は
、
全
交
流
動
力
電
源
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
ア
ニ
ュ
ラ
ス

循
環
系
の
ダ
ン
パ
に
窒
素
ボ
ン
ベ
か
ら
窒
素
を
供
給
し
系
統
構
成
を
行
い
、
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
か
ら
給
電

し
た
後
、
Ｂ
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ァ
ン
を
運
転
す
る
。
な
お
、
設
置
許
可
基
準
規
則
第
五
十
九
条
に
お
い
て
「
多

重
性
、
多
様
性
、
独
立
性
、
位
置
的
分
散
」
の
要
求
が
な
い
こ
と
か
ら
、
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
系
が
１
系
統
動
作
可

能
で
あ
れ
ば
基
準
要
求
を
満
足
で
き
る
。
従
っ
て
、
Ｂ
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
系
を
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
す
る
。
 

な
お
、
Ｂ
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
系
の
系
統
・
機
器
は
、
表
８
５
－
１
１

 
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
建
屋
等
の
損

傷
を
防
止
す
る
等
の
た
め
の
設
備
の
う
ち
、
８
５
－
１
１
－
１

 
水
素
排
出
、
放
射
性
物
質
の
濃
度
低
減
の
運
転

上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
と
同
様
で
あ
る
た
め
、
運
転
上
の
制
限
は
８
５
－
１
１
－
１
に
て
一
括
り

に
設
定
す
る
。
 

 ・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
九
条
（
１
．
１
６
）

 

「
運
転
員
が
原
子
炉
制
御
室
に
と
ど
ま
る
た
め
の
設
備

(の
居
住
性
に
関
す
る
手
順
等

)」
と
し
て
、
重
大
事

故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
運
転
員
が
と
ど
ま
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
置
す
る
（
手
順
等
を
定
め

る
）
こ
と
。
 

 

④
 中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
等
は
、
重
大
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
運
転
員
が
中
央
制
御
室
に
と
ど
ま
っ
て
必

要
な
対
応
操
作
を
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
る
期
間
及

び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
が
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
適
用
モ
ー
ド
は
「
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵

し
て
い
る
期
間
」
と
す
る
。
ま
た
、
運
転
員
が
中
央
制
御
室
に
と
ど
ま
る
た
め
に
、
原
子
炉
格
納
容
器
か
ら
漏
え

い
し
た
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
低
減
す
る
た
め
、
炉
心
に
燃
料
が
あ
る
場
合
（
モ
ー
ド
１
～
６
）
の
居

住
性
確
保
設
備
と
し
て
、
Ｂ
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
系
を
要
求
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．

（
１
））
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

 

保
安
規
定

 第
85
条
 
条
文

  
記
載
内
容
の
説
明

  
(
2)
 確
認
事
項

 
⑦
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

中
央
制
御
室
非
常
用
循

環
フ
ァ
ン
、
制
御
建
屋

送
気
フ
ァ
ン
、
制
御
建

屋
循
環
フ
ァ
ン
 

フ
ァ
ン
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

発
電
室
長
 

フ
ァ
ン
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
※
５
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
課
長
 

中
央
制
御
室
非
常
用
循

環
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
 

フ
ィ
ル
タ
の
よ
う
素
除
去
効
率
（
総
合
除
去

効
率
）
が

95
%
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

定
期
検
査
時
 

原
子
炉
 

保
修
課
長
 

可
搬
型
照
明

(S
A
) 

可
搬
型
照
明

(S
A
)
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

電
気
保
修
課

長
 

酸
素
濃
度
計
 

酸
素
濃
度
計
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

放
射
線
管
理

課
長
 

二
酸
化
炭
素
濃
度
計
 

二
酸
化
炭
素
濃
度
計
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

放
射
線
管
理

課
長
 

※
５
：
運
転
中
の
フ
ァ
ン
に
つ
い
て
は
、
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

 

⑤
 ②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備
 

 ⑥
 中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
等
は
、
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
又
は
原
子
炉
建
屋
内
に
配
備
さ
れ
た
可
搬
型

重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
り
、
ま
た
、
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系

1
系
統

で
被
ば
く
評
価
の
基
準
要
求
を
満
足
す
る
よ
う
に
設
計
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
を
構

成
す
る
フ
ァ
ン
、
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
の
運
転
上
の
制
限
の
所
要
数
を
１
台
(基

)と
す
る
。
 

可
搬
型
照
明
（
SA
）
は
、
中
央
制
御
室
に
お
け
る
運
転
操
作
に
必
要
と
な
る

4
個
と
チ
ェ
ン
ジ
ン
グ
エ
リ
ア
用

2
個
を
合
わ
せ
、
運
転
上
の
制
限
の
所
要
数
を

6
個
と
す
る
。
 

酸
素
濃
度
計
及
び
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
は
、
中
央
制
御
室
内
の
居
住
性
の
確
保
の
観
点
か
ら

1
個
を
運
転
上
の

制
限
の
所
要
数
と
す
る
。
（
添
付
－
２
）

 

⑦
 適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
  
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２
）
 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
）
 

定
期
検
査
時
の
確
認
事
項
は
、
制
御
建
屋
送
気
フ
ァ
ン
、
制
御
建
屋
循
環
フ
ァ
ン
、
中
央
制
御
室
非
常
用
循

環
フ
ァ
ン
及
び
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
第

71
条
（
中
央
制
御

室
非
常
用
循
環
系
）
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
 

ｂ
．
動
作
確
認
（
定
期
的
に
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
）
 

通
常
運
転
中
の
確
認
事
項
は
、
制
御
建
屋
送
気
フ
ァ
ン
、
制
御
建
屋
循
環
フ
ァ
ン
及
び
中
央
制
御
室
非
常
用

循
環
フ
ァ
ン
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
第

71
条
（
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
）
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、

そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
 

可
搬
型
照
明
（
SA
）
、
酸
素
濃
度
計
及
び
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
に
つ
い
て
は
、
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

で
あ
る
こ
と
か
ら
「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス

頻
度
の
考
え
方
に
基
づ
き

3
ヶ
月
に

1
回
、
照
明
の
点
灯
状
態
、
濃
度
計
の
指
示
値
に
よ
り
使
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
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 第
85
条
 
条
文

  
記
載
内
容
の
説
明

  
(
3)
 要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
、

３
お
よ
び

４
 

A
. 
中
央
制
御
室
非
常
用

循
環
系
の
全
て
の
系

統
が
動
作
不
能
で
あ

る
場
合
 

A
.1
 
当
直
課
長
は
、
１
台
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
を
起
動

し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
６
と
と
も

に
、
そ
の
他
の
設
備
※
７
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復

旧
す
る
。
 

４
時
間
 

    ７
２
時
間
 

B
. 
使
用
可
能
な
可
搬
型

照
明

(S
A)
､
酸
素
濃

度
計
ま
た
は
二
酸
化

炭
素
濃
度
計
が
所
要

数
を
満
足
し
て
い
な

い
場
合
 

B
.1
 
電
気
保
修
課
長
お
よ
び
放
射
線
管
理
課
長
は
、
使
用

可
能
な
可
搬
型
照
明
（
Ｓ
Ａ

)
､
酸
素
濃
度
計
ま
た
は

二
酸
化
炭
素
濃
度
計
の
所
要
数
を
満
足
さ
せ
る
。
 

ま
た
は
 

B
.2
 
電
気
保
修
課
長
お
よ
び
放
射
線
管
理
課
長
は
、
代
替

措
置
※
８
を
検
討
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を

得
て
実
施
す
る
。
 

１
０
日
 

   １
０
日
 

C
. 
条
件
Ａ
ま
た
は
Ｂ
の

措
置
を
完
了
時
間
内

に
達
成
で
き
な
い
場

合
  

C
.1
 当
直
課
長
は
、
モ
－
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

C
.2
 当
直
課
長
は
、
モ
－
ド
５
に
す
る
。
 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

モ
ー
ド

５
、
６
お

よ
び
使
用

済
燃
料
ピ

ッ
ト
に
燃

料
体
を
貯

蔵
し
て
い

る
期
間
 

A
. 
中
央
制
御
室
非
常
用

循
環
系
の
全
て
の
系

統
が
動
作
不
能
で
あ

る
場
合
 

A
.1
 
当
直
課
長
は
、
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復

旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
っ
て
い

る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.3
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非
満
水
）

ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）
の
場

合
、
１
次
系
保
有
水
を
回
復
す
る
措
置
を
開
始
す

る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

B
. 
使
用
可
能
な
可
搬
型

照
明
（
Ｓ
Ａ
）
、

酸
素
濃
度
計
ま
た

は
二
酸
化
炭
素
濃

度
計
が
所
要
数
を

満
足
し
て
い
な
い

場
合
 

B
.1
 
電
気
保
修
課
長
お
よ
び
放
射
線
管
理
課
長
は
、
使
用

可
能
な
可
搬
型
照
明

(
Ｓ
Ａ

)
、
酸
素
濃
度
計
ま
た
は

二
酸
化
炭
素
濃
度
計
の
所
要
数
を
満
足
さ
せ
る
措
置

を
開
始
す
る
。
 

ま
た
は
 

B
.2
 
電
気
保
修
課
長
お
よ
び
放
射
線
管
理
課
長
は
、
代
替

措
置
※
８
を
検
討
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を

得
て
実
施
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

※
６
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
、
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

※
７
：
残
り
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
１
台
を
い
い
、
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

※
８
：
代
替
品
の
補
充
等
。
 

 

⑧
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
 

中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
等
は
、
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
、
動
作
可
能
な
系
統
数
が
１
Ｎ
未
満
と
な

っ
た
場
合
又
は
使
用
可
能
な
個
数
が
所
要
数
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。（
保
安
規
定
変

更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
）
）
 

 

⑨
 要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．（
２
）
、（
３
）
）
 

【
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
】
 

A
.1
 重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
、
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
が
、
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
は
防
止
・
緩
和

設
備
の
た
め
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
に
該
当
す
る
も
の
が
な
い
。
こ
の
た
め
、
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環

系
に
期
待
す
る
機
能
で
あ
る
「
重
大
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
運
転
員
が
中
央
制
御
室
に
と
ど
ま
っ
て
必
要
な

対
応
操
作
を
す
る
」
こ
と
の
前
段
階
で
あ
る
炉
心
損
傷
防
止
の
観
点
で
最
も
実
効
的
な
設
計
基
準
事
故
対
処
設

備
を
確
認
対
象
と
し
て
選
定
す
る
こ
と
と
し
、
具
体
的
に
は
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
完
了
時
間
は
「

4
時
間
」
と
す
る
。
 

A
.2
 当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
場
合
の

AO
T
上
限
で
あ
る
「
72
時
間
」
と
す
る
。
 

B
.1
可
搬
型
照
明
(S
A)
、
酸
素
濃
度
計
又
は
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
に
つ
い
て
所
要
数
を
満
足
さ
せ
る
。
完
了
時
間

は
、
緊
急
時
対
策
所
に
係
る
そ
の
他
設
備
と
同
様
、
「
事
故
時
監
視
計
器
」
の
１
つ
の
機
能
が
動
作
不
能
と
な
っ

た
場
合
の
復
旧
の
た
め
に
認
め
ら
れ
て
い
る
完
了
時
間
で
あ
る
「

10
日
」
を
準
用
し
、「

10
日
」
と
す
る
。
 

B
.2
可
搬
型
照
明
(S
A)
、
酸
素
濃
度
計
又
は
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
、
原
子

炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
、
緊
急
時
対
策
所
に
係
る
そ
の
他
設
備
と
同
様
、
「
事

故
時
監
視
計
器
」
の
１
つ
の
機
能
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
の
代
替
監
視
手
段
を
確
保
す
る
た
め
に
認
め
ら
れ

て
い
る
完
了
時
間
で
あ
る
「
10
日
」
を
準
用
し
、
「

10
日
」
と
す
る
。
 

C
1,
C
2 
既
保
安
規
定
と
同
様
な
設
定
と
し
て
い
る
。
 

 【
モ
ー
ド
５
、
６
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
】
 

A
.1
 当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.2
 当
該
系
統
が
動
作
不
能
で
あ
る
状
態
で
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
行
う
こ
と
は
安
全
側
の
措
置
と
は
い
え
な
い
 

こ
と
か
ら
、
水
抜
き
中
の
場
合
は
“
速
や
か
に
”
水
抜
き
を
中
止
し
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
措
置
を
行
 

う
。
 

A
.3
 既
に
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
中
の
場
合
は
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
た
め
１
次
系
の
保
有
水
を
回
復
す
る
 

措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

B
.1
 当
該
設
備
の
所
要
数
を
満
足
さ
せ
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

B
.2
 当
該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置
を

“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
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b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付八（所要数､必要容量､設備仕様） 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備分類

等」参照 

 

補(2)-599



表 85－17 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

 

（通常運転時：A系列運転の場合） 

 
 

（中央制御室換気隔離モード：A系列運転の場合） 

第1.16.1図 中央制御室換気設備の概略系統図 

H/F 微粒子フィルタ

C/F よう素フィルタ

R/F 粗フィルタ

H/C 蒸気加熱コイル

C/C 冷水冷却コイル

大気放出

外気取入

ダンパ（開状態）

ダンパ（閉状態）

凡例

D-6648B1

D-6648B2

R/F

R/F

H/C

H/C

C/C

C/C

R
/
F

H
/
F

C
/
F

中央制御室

給湯室

洗面所

R/F

R/F

H/C

H/C

C/C

C/C

外気取入 外気取入

A制御建屋
循環ファン

B制御建屋
循環ファン

A制御建屋
冷暖房ユニット

B制御建屋
冷暖房ユニット

D-6632B

D-6632A

D-6662A

D-6662B

D-6661A

D-6661B

D-6641A1 D-6641A2

D-6641B1 D-6641B2

D-6659A

D-6659B

D-6648A1

D-6648A2

D-6647A

D-6647B

D-6640A1

D-6640B1

D-6640A2

D-6640B2

D-6630A1 D-6630A2

D-6630B1 D-6630B2

D-6627A D-6627B

D-6629B

D-6629A

制御建屋
送気ファン

中央制御室
非常用循環ファン

中央制御室非常用
循環フィルタユニット

大気放出

大気放出 リレー室

計算機室

スイッチギヤ室

出入管理室

放射線管理室
R
/
F

H
/
F

C
/
C

補助建屋
排気筒

D-6634B

D-6634A

出入管理室
排気ファン

出入管理室排気
フィルタユニット

※

※

R/F

R/F

H/C

H/C

C/C

C/C

R
/
F

H
/
F

C
/
F

中央制御室

給湯室

洗面所

R/F

R/F

H/C

H/C

C/C

C/C

外気取入 外気取入

A制御建屋
循環ファン

B制御建屋
循環ファン

A制御建屋
冷暖房ユニット

B制御建屋
冷暖房ユニット

D-6632B

D-6632A

D-6662A

D-6662B

D-6661A

D-6661B

D-6641A1 D-6641A2

D-6641B1 D-6641B2

D-6659A

D-6659B

D-6648B1

D-6648B2

D-6648A1

D-6648A2

D-6647A

D-6647B

D-6640A1

D-6640B1

D-6640A2

D-6640B2

D-6630A1 D-6630A2

D-6630B1 D-6630B2

D-6627A D-6627B

D-6629B

D-6629A

制御建屋
送気ファン

中央制御室
非常用循環ファン

中央制御室非常用
循環フィルタユニット

大気放出

大気放出 リレー室

計算機室

スイッチギヤ室

出入管理室

放射線管理室
R
/
F

H
/
F

C
/
C

補助建屋
排気筒

D-6634B

D-6634A

出入管理室
排気ファン

出入管理室排気
フィルタユニット

※

※

H/F 微粒子フィルタ

C/F よう素フィルタ

R/F 粗フィルタ

H/C 蒸気加熱コイル

C/C 冷水冷却コイル

大気放出

外気取入

ダンパ（開状態）

ダンパ（閉状態）

凡例

：開処置を実施するダンパ 
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表 85－17 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

 

6.10 制御室 

6.10.2 重大事故等時 

6.10.2.2 設計方針 

6.10.2.2.3 容量等 

基本方針については、「1.1.8.2 容量等」に示す。 

重大事故等時において中央制御室の居住性を確保するための設

備として使用する中央制御室非常用循環ファン、制御建屋送気フ

ァン、制御建屋循環ファン、中央制御室非常用循環フィルタユニ

ット及び制御建屋冷暖房ユニットは、重大事故等時に運転員の内

部被ばくを防止するために必要な浄化機能に対して、設計基準事

故対処設備としてのフィルタユニットが持つ浄化能力を使用する

ことにより達成できることを確認した上で、同仕様で設計する。 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は、中央制御室内の居住環境

の基準値の範囲を測定できるものを 1 個使用する。保有数は、故障

時及び保守点検のバックアップ用の 2 個を含めて合計 3 個を分散し

て保管する設計とする。 

可搬型照明（ＳＡ）は、重大事故等時に中央制御室の運転コン

ソール及びＳＡ監視操作盤での操作に必要な照度を有するものを 4

個、重大事故等時に身体サーベイ及び作業服の着替え等に必要な

照度を有するものを 2 個使用する。保有数は、保守点検内容は目視

点検等であり、保守点検中でも使用可能であるため、保守点検用

は考慮せずに、故障時のバックアップ用として 1 個を含めて合計 7

個を分散して保管する設計とする。 

炉心の著しい損傷により発生した放射性物質が、原子炉格納容

器外に漏えいした場合において、放射性物質の濃度を低減するた

めに使用するアニュラス循環ファンは、設計基準事故対処設備の

アニュラス空気再循環設備と兼用しており、原子炉格納容器から

漏えいする空気中の放射性物質の濃度を低減するために必要な容

量に対して十分であるため、設計基準事故対処設備と同仕様で設

計する。アニュラス循環フィルタユニットは、設計基準事故対処

所要数、必要容量 

関連箇所を赤枠又は下線にて示す。 
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表 85－17 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

 

設備としてのフィルタ性能が、原子炉格納容器から漏えいする空

気中の放射性物質の濃度を低減するために必要な容量に対して十

分であるため、設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

窒素ボンベ（アニュラス循環系ダンパ作動用）は、供給先のア

ニュラス循環系のダンパが空気作動式であるため、ダンパ全開に

必要な圧力を設定圧力とし、配管分の加圧、ダンパ作動回数、リ

ークしないことを考慮した容量に対して十分な容量を有したもの

を 1 セット 1 本使用する。保有数は、1 セット 1 本、機能要求の無

い時期に保守点検可能であるため、保守点検用は考慮せずに、故

障時のバックアップ用として 1 本の合計 2 本を保管する設計とす

る。 
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表 85－17 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

 

第 6.10.2.1 表 中央制御室（重大事故等時）（常設）の設備仕様 

 

(1) 中央制御室遮蔽 一式 

兼用する設備は以下のとおり。 

・中央制御室 

・遮蔽設備 

 

(2) 中央制御室非常用循環ファン 

兼用する設備は以下のとおり。 

・中央制御室 

・換気設備 

台 数  2 

 

(3) 制御建屋送気ファン 

兼用する設備は以下のとおり。 

・中央制御室 

・換気設備 

台 数  2 

 

(4) 制御建屋循環ファン 

兼用する設備は以下のとおり。 

・中央制御室 

・換気設備 

台 数  2 
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表 85－17 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

 

(5) 中央制御室非常用循環フィルタユニット 

兼用する設備は以下のとおり。 

・中央制御室 

・換気設備 

 

型 式 粗フィルタ、微粒子フィルタ及び

よう素フィルタ内蔵型 

基 数  1 

 

(6) 制御建屋冷暖房ユニット 

兼用する設備は以下のとおり。 

・中央制御室 

・換気設備 

型 式 粗フィルタ、蒸気加熱コイル及び

冷却コイル内蔵型 

基 数  2 

(7) アニュラス循環ファン  

兼用する設備は以下のとおり。  

・中央制御室  

・アニュラス空気再循環設備  

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備  

台 数 2  

容 量 約 170m3/min（1 台当たり） 
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表 85－17 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

 

 

(8) アニュラス循環フィルタユニット  

兼用する設備は以下のとおり。  

・中央制御室  

・アニュラス空気再循環設備  

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備  

型 式 粗フィルタ、微粒子フィルタ及び

よう素フィルタ内蔵型 

基 数 2  

容 量 約 170m3/min（1 基当たり） 

チャコール層厚さ  約 50mm 

よう素除去効率 95％以上 

粒 子 除 去 効 率 99％以上（0.7μm 粒子） 

(9) 格納容器排気筒  

兼用する設備は以下のとおり。  

・中央制御室  

・格納容器換気及びその他の設備  

・アニュラス空気再循環設備  

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備  

個 数 1  

地 上 高 さ 約 8 7 m 
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表 85－17 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

 

第 6.10.2.2 表 中央制御室（重大事故等時）（可搬型）の設備仕様 

 

(1) 可搬型照明（ＳＡ） 

個 数  6（予備 1） 

 

(2) 酸素濃度計 

測 定 範 囲  0～25% 

個 数  1（予備 2） 

 

(3) 二酸化炭素濃度計 

測 定 範 囲  0～1% 

個 数  1（予備 2） 
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（２）－２－17 保安規定第 85条 表 85-18「監視測定設備」運転上の制限等につい

て 

 

a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 

b 添付資料  

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定  

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備

分類等」参照 
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a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 
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保安規定記載内容の説明 

 

保
安
規
定 

第
85
条 

条
文 

表８５－１８ 監視測定設備 

 

８５－１８－１ 監視測定設備 ① 

機 能 設 備② 所要数③ 適用モード④ 
所要数を満足できない場合の措置※１ 確認事項⑤ 

条 件⑥ 措 置⑦ 完了時間⑧ 項 目 頻 度 担 当 

放射性物質の

濃度および放

射線量の測定 

可搬式モニタリングポスト １０個 モード１、２、

３、４、５、６お

よび使用済燃料ピ

ットに燃料体を貯

蔵している期間 

A. 動作可能な設

備が所要数を満

足していない場

合 

A.1 放射線管理課長は、当該設備

を動作可能な状態に復旧する

措置を開始する。 

および 

A.2 放射線管理課長は、代替措置
※２を検討し、原子炉主任技術

者の確認を得て実施する措置

を開始する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

可搬式モニタリングポスト

の機能検査を実施する。 

１年に１回 放射線管理課

長 

可搬式モニタリングポスト

が動作可能であることを確

認する。 

３ヶ月に１

回 

放射線管理課

長 

電離箱サ－ベイメ－タ ２個 電離箱サ－ベイメ－タの機

能検査を実施する。 

１年に１回 放射線管理課

長 

電離箱サ－ベイメ－タが動

作可能であることを確認す

る。 

３ヶ月に１

回 

放射線管理課

長 

可
搬
型
放
射
線
計
測
装

置 

可搬式ダストサンプラ ２個 可搬型放射線計測装置の機

能検査を実施する。 

１年に１回 放射線管理課

長 汚染サ－ベイメ－タ ２個 

ＮａＩシンチレ－ション

サ－ベイメ－タ 

２個 可搬型放射線計測装置が動

作可能であることを確認す

る。 

３ヶ月に１

回 

放射線管理課

長 

ＺｎＳシンチレ－ション

サ－ベイメ－タ 

１個 

β線サ－ベイメ－タ １個 

小型船舶 １台 小型船舶が使用可能である

ことを確認する。 

３ヶ月に１

回 

放射線管理課

長 

※１：設備毎に個別の条件が適用される。 

※２：代替品の補充等 

項 目 設 備② 所要数※１③ 適用モード④ 
所要数を満足できない場合の措置※１ 確認事項⑤ 

条 件⑥ 措 置⑦ 完了時間⑧ 項 目 頻 度 担 当 

風向、風速そ

の他の気象条

件の測定 

可搬型気象観測装置 １個 モ－ド１、２、

３、４、５、６お

よび使用済燃料ピ

ットに燃料体を貯

蔵している期間 

A. 動作可能な設

備が所要数を満

足していない場

合 

A.1 計装保修課長は、当該設備を

動作可能な状態に復旧する措

置を開始する。 

および 

A.2 計装保修課長は、代替措置※２

を検討し、原子炉主任技術者

の確認を得て実施する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

可搬型気象観測装置の機能

検査を実施する。 

１年に１回 計装保修課長 

可搬型気象観測装置が動作

可能であることを確認す

る。 

３ヶ月に１

回 

計装保修課長 

電源確保 空冷式非常用発電装置 「８５－１５－１ 空冷式非常用発電装置からの給電」において運転上の制限を定める。 

燃料油貯蔵タンク 

「８５－１５－６ 燃料油貯蔵タンク、可搬式オイルポンプ、タンクローリーおよび燃料油移送ポンプによる燃料補給設備」において運転上の制限を定め

る。 

可搬式オイルポンプ 

タンクローリー 

燃料油移送ポンプ 
 

記
載
内
容
の
説
明 

① 設置許可基準規則（技術的能力審査基準）第六十条（１．１７）が該当する。（添付－１） 

設置許可基準規則（技術的能力審査基準）第六十一条（１．１８）にも該当する。 

 

② 運転上の制限の対象となる設備（添付－１） 

 

③ 以下の条文要求が運転段階でも維持できるよう、監視測定設備の所要数が動作可能であることを運転上の制限とする。 

 

・設置許可基準規則（技術的能力審査基準）第六十条（１．１７） 

「監視測定設備(手順等)」として、重大事故等が発生した場合に発電所及びその周辺（周辺海域を含む）において、発電用

原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録できる設備を設け

る（手順等を定める）こと。 

 

④ 監視測定設備は、重大事故等が発生した場合に発電所及びその周辺において、発電所から放出される放射性物質の濃度及び

放射線量等の監視・測定・記録に必要な設備であり、原子炉格納容器内に燃料が装荷されている期間及び使用済燃料ピット

に燃料が貯蔵されている期間を機能維持期間として適用する必要があることから、適用モードは「モード１、２、３、４、

５、６および使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵している期間」とする。（保安規定変更に係る基本方針４．３．（１）） 

 

⑤ 適用モード期間の確認事項を記載する。（保安規定変更に係る基本方針４．２） 

ａ．性能確認（機能性能が満足していることを確認する。） 

「保安規定変更に係る基本方針」の可搬型重大事故等対処設備のサーベランス頻度の考え方に基づき 1年に 1回、機能検査

を実施する。 

ｂ．動作確認（動作可能であることを定期的に確認する。） 

「保安規定変更に係る基本方針」の可搬型重大事故等対処設備のサーベランス頻度の考え方に基づき 3ヶ月に 1回、電源を

入れ指示値に異常がないこと等の確認により動作可能であることを確認する。 

 

⑥ 運転上の制限を満足しない場合の条件を記載する。（保安規定変更に係る基本方針４．３．（２）） 

監視測定設備は、１Ｎ要求設備であるため、動作可能な設備が所要数未満になった場合を条件として記載する。 

 

⑦⑧ 要求される措置を記載する。（保安規定変更に係る基本方針４．３．（２）、（３）） 

A.1 当該設備を動作可能な状態に復旧する措置を“速やかに”開始する。保安規定第 115条（放射線計測器類の管理）におい

て、放射線計測器類については「故障等により使用不能となった場合は、修理又は代替品を補充する。」としていることか

ら、この考え方を準用し時間制限を設けず“速やかに”動作可能な状態に復旧することとする。 

 

A.2 当該設備の機能を補完する代替措置を検討し、原子炉主任技術者の確認を得て実施する措置を“速やかに”開始する。完了

時間は、放射線計測器類については「故障等により使用不能となった場合は、修理又は代替品を補充する。」としていること

から、この考え方を準用し時間制限を設けず“速やかに”代替措置を原子炉主任技術者の確認を得て実施することとする。 
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b 添付資料  

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定  

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量  

(1) 設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備分

類等」参照 
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表 85－18 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

 

8.1 放射線管理設備 

8.1.2 重大事故等時 

8.1.2.2 設計方針 

8.1.2.2.3 容量等 

基本方針については、「1.1.8.2 容量等」に示す。 

原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を測定

する可搬式モニタリングポスト、可搬型放射線計測装置及び電離箱

サーベイメータは、「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射

線計測に関する審査指針」に定める測定上限値を満足する設計とす

る。 

可搬型気象観測装置は、「発電用原子炉施設の安全解析に関する気

象指針」に定める通常観測の観測項目を測定できる設計とする。 

可搬式モニタリングポストは、10 個（モニタステーション及びモ

ニタポストを代替し得る原子力災害対策特別措置法第 10 条及び第 15

条に定められた事象の判断に必要な十分な個数としての 6個を含み、

原子炉格納施設を囲む 8 方位における放射線量の測定が可能な個数）、

保守点検内容は目視点検等であり、保守点検中でも使用可能である

ため、保守点検用は考慮せずに、故障時のバックアップ用として 1個

の合計 11 個を保管する設計とする。 

可搬型放射線計測装置（可搬式ダストサンプラ、ＮａＩシンチレ

ーションサーベイメータ、汚染サーベイメータ）は、移動式放射能

測定装置（モニタ車）の代替測定並びに発電所及びその周辺（発電

所の周辺海域を含む。）において原子炉施設から放出される放射性物

質の濃度を測定し得る十分な個数として各 2個、保守点検内容は目視

点検等であり、保守点検中でも使用可能であるため、保守点検用は

考慮せずに、故障時のバックアップ用として各 1個の合計各 3個を保

管する設計とする。 

可搬型放射線計測装置（ＺｎＳシンチレーションサーベイメータ、

β線サーベイメータ）は、発電所及びその周辺（発電所の周辺海域

を含む。）において原子炉施設から放出される放射性物質の濃度を測

所要数、必要容量、設備仕様 

関連箇所を赤枠又は下線にて示す。 
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表 85－18 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

 

定し得る十分な個数として各 1 個、保守点検内容は目視点検等であ

り、保守点検中でも使用可能であるため、保守点検用は考慮せずに、

故障時のバックアップ用として各 1個の合計各 2個を保管する設計と

する。 

電離箱サーベイメータは、発電所及びその周辺（発電所の周辺海

域を含む。）において放射線量を測定し得る十分な個数として 2 個、

保守点検内容は目視点検等であり、保守点検中でも使用可能である

ため、保守点検用は考慮せずに、故障時のバックアップ用として 1個

の合計 3 個を保管する設計とする。 

小型船舶は、発電所の周辺海域において、原子炉施設から放出さ

れる放射性物質の濃度及び放射線量の測定を行うために必要な台数

として 1台、保守点検内容は目視点検等であり、保守点検中でも使用

可能であるため、保守点検用は考慮せずに、故障時のバックアップ

用として 1台の合計 2台を保管する設計とする。また、小型船舶は、

発電所の周辺海域において、原子炉施設から放出される放射性物質

の濃度及び放射線量の測定を行うために必要な測定装置及び要員を

積載できる設計とする。 

可搬型気象観測装置は、気象観測設備が機能喪失しても代替し得

る個数として 1個、保守点検内容は目視点検等であり、保守点検中で

も使用可能であるため、保守点検用は考慮せずに、故障時のバック

アップ用として 1 個の合計 2 個を保管する設計とする。 

可搬式モニタリングポスト、可搬型放射線計測装置（可搬式ダス

トサンプラ、ＮａＩシンチレーションサーベイメータ、汚染サーベ

イメータ、ＺｎＳシンチレーションサーベイメータ、β線サーベイ

メータ）、電離箱サーベイメータ及び可搬型気象観測装置の電源は、

充電池又は乾電池を使用し、予備品と交換することで、重大事故等

時の必要な期間測定できる設計とする。 
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表 85－18 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

 

第 8.1.2.2 表 放射線管理設備（重大事故等時）（可搬型）の設備仕様 

 

(1) 可搬式モニタリングポスト 

種 類 NaI（Tl）シンチレーション式検出器、半

導体式検出器 

計 測 範 囲 B.G.～1,000mGy/h 

個 数 10（予備 1） 

伝 送 方 法 無線（衛星系回線） 

 

(2) 可搬型放射線計測装置 

a. 可搬式ダストサンプラ 

個 数 2（予備 1） 

b. NaI シンチレーションサーベイメータ 

種 類 NaI（Tl）シンチレーション式検出器 

計 測 範 囲 B.G.～30μGy/h 
個 数 2（予備 1） 

c. 汚染サーベイメータ 

種 類 プラスチックシンチレーション式検出 

   器 

計 測 範 囲 0～300kmin-1 

個 数 2（予備 1） 

d. ZnS シンチレーションサーベイメータ 

種 類 ZnS（Ag）シンチレーション式検出器 

計 測 範 囲 0～99.9kmin-1 

個 数 1（予備 1） 

e. β線サーベイメータ 

種 類 プラスチックシンチレーション式検出 

   器 

計 測 範 囲 0～300kmin-1 

個 数 1（予備 1） 
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表 85－18 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

 

(3) 電離箱サーベイメータ 

種 類 電離箱式検出器 

計 測 範 囲 1.0μSv/h～300mSv/h 

個 数 2（予備 1） 

 

(4) 小型船舶 

台 数 1（予備 1） 

 

(5) 可搬型気象観測装置 

観 測 項 目 風向、風速、日射量、放射収支量、雨量 

個 数 1（予備 1） 

伝 送 方 法 無線 

 

補(2)-614



 

（２）－２－18 保安規定第 85条 表 85-19「緊急時対策所」運転上の制限等について 

 

a 保安規定記載内容の説明（SA 条文） 

b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付八(所要数､必要容量､設備仕様) 

(2) 工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書 

(3) 工事計画認可申請書 添付４０ 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備分

類等」参照 
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a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 
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保
安
規
定
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85
条

 
条
文

 
記
載
内
容
の
説
明

 

表
８
５
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１
９
 
緊
急
時
対
策
所
 

  ８
５
－
１
９
－
１
 
代
替
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
 
①
 

 (
1)
 運
転
上
の
制
限
  

項
 
目

 
②
 

運
転
上
の
制
限

 
③
 

電
源
車
（
緊
急
時
対
策
所
用
）
 

電
源
車
（
緊
急
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所
用
）
２
台
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
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用
モ
ー
ド
 
④
 

設
 
備

 
⑤
 

所
要
数

 
⑥
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ー
ド
１
、
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、
４
、
５
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よ
び
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済
燃
料
ピ
ッ
ト
に

燃
料
体
を
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蔵
し
て
い
る
期
間
 

電
源
車
（
緊
急
時
対
策
所
用
）
 

１
台
×
２
※
１
 

空
冷
式
非
常
用
発
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装
置
 

※
２
 

燃
料
油
貯
蔵
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ン
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※
３
 

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
 

※
３
 

タ
ン
ク
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ー
 

※
３
 

燃
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ポ
ン
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※
３
 

※
１
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緊
急
時
対
策
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あ
た
り
の
合
計
所
要
数
。
 

※
２
：「
８
５
－
１
５
－
１

 空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
か
ら
の
給
電
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
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※
３
：
｢８
５
－
１
５
－
６
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ク
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よ
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定
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 (
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 確
認
事
項
 
⑦
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

電
源
車
（
緊
急

時
対
策
所
用
）
 

発
電
機
を
起
動
し
、
運
転
状
態
（
電
圧
等
）

に
異
常
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

電
気
保
修
課
長
 

発
電
機
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

電
気
保
修
課
長
 

                    

①
 設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
六
十
一
条

 （
１
．
１
８
）
が
該
当
す
る
。（
添
付
－
１
）
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
六
十
二
条

 （
１
．
１
９
）
に
も
該
当
す
る
。
 

 ②
 運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器

  
（
添
付
－
１
）
 

 ③
 以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
、
可
搬
型
重
大
事
故
対
処
設
備
で
あ
る
電
源
車

（
緊
急
時
対
策
所
用
）
に
よ
る
電
源
系

2
系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

上
記
の
運
転
上
の
制
限
は
緊
急
時
対
策
所
あ
た
り
の
要
求
で
あ
る
。
 

 ・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
六
十
一
条
（
１
．
１
８
）

 

「
緊
急
時
対
策
所

(の
居
住
性
に
関
す
る
手
順
等
) 
」
と
し
て
、
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も

重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
指
示
を
行
う
要
員
が
と
ど
ま
り
、
必
要
な
指
示
を
行
う
と
と
も
に
、

発
電
所
内
外
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
の
あ
る
場
所
と
通
信
連
絡
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
置
す
る
（
手

順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。
［
本
項
は
代
替
交
流
電
源
か
ら
の
給
電
が
対
象
］
 

 

④
 電
源
車
（
緊
急
時
対
策
所
用
）
に
よ
る
電
源
系
は
、
重
大
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
重
大
事
故
等
に
対

処
す
る
た
め
に
必
要
な
指
示
を
行
う
要
員
が
と
ど
ま
り
、
必
要
な
指
示
を
行
う
と
と
も
に
、
発
電
所
内
外
の
通
信

連
絡
を
す
る
必
要
の
あ
る
場
所
と
通
信
連
絡
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
燃
料
が

装
荷
さ
れ
て
い
る
期
間
及
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
が
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て

適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
適
用
モ
ー
ド
は
「
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び
使
用
済
燃
料

ピ
ッ
ト
で
の
照
射
済
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
」
と
す
る
。
 

 
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
１
）
）
 

 ⑤
 ②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備
 

  ⑥
 電
源
車
（
緊
急
時
対
策
所
用
）
は
、
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
う
ち
可
搬
型
代
替
電
源
設
備
（
原
子
炉

建
屋
の
外
か
ら
電
力
を
供
給
す
る
も
の
）
で
あ
り
２
Ｎ
要
求
設
備
に
該
当
す
る
こ
と
か
ら
、
運
転
上
の
制
限
の

所
要
数
を

2
台
（
1
台
×

2
系
統
）
と
す
る
。（
添
付
－
２
）
 

 ⑦
 適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。

  
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２
）
 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
）
 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に
 

基
づ
き

1
年
に

1
回
、
電
源
車
（
緊
急
時
対
策
所
用
）
の
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。
 

ｂ
．
動
作
確
認
（
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。
）
  

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に
 

基
づ
き

3
ヶ
月
に

1
回
、
発
電
機
を
起
動
す
る
こ
と
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
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明

  

 

保
安
規
定

 第
85
条

 
条
文

 
記
載
内
容
の
説
明

 

(
3)
 要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
、

３
お
よ
び

４
 

A
. 
動
作
可
能
な
電
源
車

（
緊
急
時
対
策
所
用
）

が
２
台
未
満
で
あ
る
場

合
 

A
.1
 
電
気
保
修
課
長
は
、
電
源
車
（
緊
急
時

対
策
所
用
）
２
台
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
。
 

ま
た
は
 

A
.2
 
電
気
保
修
課
長
は
、
代
替
措
置
※
４
を
検

討
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を

得
て
実
施
す
る
。
 

３
０
日
 

   ３
０
日
 

B
. 
動
作
可
能
な
電
源
車

（
緊
急
時
対
策
所
用
）

が
１
台
未
満
で
あ
る
場

合
 

B
.1
 
電
気
保
修
課
長
は
、
動
作
不
能
と
な
っ

て
い
る
電
源
車
（
緊
急
時
対
策
所
用
）

の
少
な
く
と
も
１
台
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
。
 

ま
た
は
 

B
.2
 
電
気
保
修
課
長
は
、
代
替
措
置
※
４
を
検

討
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を

得
て
実
施
す
る
。
 

１
０
日
 

    １
０
日
 

C
. 
条
件
Ａ
ま
た
は
Ｂ
の
措

置
を
完
了
時
間
に
達
成

で
き
な
い
場
合
 

C
.1
 当
直
課
長
は
、
モ
－
ド
３
に
す
る
。

 

お
よ
び
 

C
.2
 当
直
課
長
は
、
モ
－
ド
５
に
す
る
。

 

１
２
時
間
 

５
６
時
間
 

モ
ー
ド

５
、
６
お

よ
び
使
用

済
燃
料
ピ

ッ
ト
に
燃

料
体
を
貯

蔵
し
て
い

る
期
間
 

A
. 
動
作
可
能
な
電
源
車

（
緊
急
時
対
策
所
用
）

が
２
台
未
満
で
あ
る
場

合
 

A
.1
 
電
気
保
修
課
長
は
、
電
源
車
（
緊
急
時

対
策
所
用
）
２
台
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 
電
気
保
修
課
長
は
、
代
替
措
置
※
４
を
検

討
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を

得
て
実
施
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

※
４
：
代
替
品
の
補
充
等
。
 

 

 ⑧
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。
 

電
源
車
（
緊
急
時
対
策
所
用
）
に
よ
る
電
源
系
は
、
２
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
、
動
作
可
能
な
系
統
数
が
２

Ｎ
未
満
（
１
Ｎ
以
上
）
と
な
っ
た
場
合
と
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
に

変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
１
））

 

 ⑨
 要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（
保
安
規
定
に
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
２
）、
（
３
）
）

  
緊
急
時
対
策
所
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
と
し
て
は
重
要
度
分
類
指
針
に
お
い
て
「
緊
急
時
対
策
上
重
要
な
も

の
及
び
異
常
状
態
の
把
握
機
能
」
と
し
て
「
MS
-
3」
に
分
類
し
て
お
り
、
（
従
来
は
、「

MS
-
3」
の

LC
O
の
設
定
は

な
い
た
め
、）
「
MS
-2
」
の
「
異
常
状
態
へ
の
対
応
上
特
に
重
要
な
構
造
物
、
系
統
及
び
機
器
」
に
分
類
さ
れ
て

LC
O

設
定
さ
れ
て
い
る
保
安
規
定
第

34
条
（
計
測
お
よ
び
制
御
設
備
）
の
「
事
故
時
監
視
計
装
」
の
要
求
さ
れ
る
措
置

/
AO
T
を
参
考
に
以
下
に
定
め
る
。
 

【
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
】
 

A
.1
 当
該
系
統
(電
源
車

)を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
、
保
安
規
定
第

34
条
（
計
測
お
よ
び

制
御
設
備
）
の
「
事
故
時
監
視
計
装
」
の

1
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
の
復
旧
の
た
め
に
認
め

ら
れ
て
い
る
完
了
時
間
で
あ
る
「
30
日
」
を
準
用
し
、「

30
日
」
と
す
る
。
 

A
.2
 当
該
系
統
(電
源
車

)の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す

る
。
完
了
時
間
は
、
保
安
規
定
第

34
条
（
計
測
お
よ
び
制
御
設
備
）
の
「
事
故
時
監
視
計
装
」
の

1
チ
ャ
ン
ネ

ル
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
の
復
旧
の
た
め
に
認
め
ら
れ
て
い
る
完
了
時
間
で
あ
る
「
30
日
」
を
準
用
し
、

「
30
日
」
と
す
る
。
 

B
.1
 当
該
系
統
(電
源
車

)を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
、
保
安
規
定
第

34
条
（
計
測
お
よ
び
制

御
設
備
）
の
「
事
故
時
監
視
計
装
」
の

1
つ
の
機
能
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
の
復
旧
の
た
め
に
認
め
ら
れ
て

い
る
完
了
時
間
で
あ
る
「
10
日
」
を
準
用
し
、「

10
日
」
と
す
る
。
 

B
.2
 当
該
系
統
(電
源
車

)の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す

る
。
完
了
時
間
は
、
「
保
安
規
定
第

34
条
（
計
測
お
よ
び
制
御
設
備
）
の
事
故
時
監
視
計
装
」
の

1
つ
の
機
能
が

動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
の
代
替
監
視
手
段
を
確
保
す
る
た
め
に
認
め
ら
れ
て
い
る
完
了
時
間
で
あ
る
「
10

日
」
を
準
用
し
、
「
10
日
」
と
す
る
。
 

C
1,
C
2 
既
保
安
規
定
と
同
様
な
設
定
と
し
て
い
る
。
 

 【
モ
ー
ド
５
、
６
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
】
  

A
.1
 当
該
系
統
(電
源
車

)を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.2
 当
該
系
統
(電
源
車

)の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す

る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
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８
５
－
１
９
－
２
 
居
住
性
の
確
保
 
①

 

 (
1)
 運
転
上
の
制
限
  

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限
 
③
 

緊
急
時
対
策
所
空
気
浄
化
系
 

緊
急
時
対
策
所
空
気
供
給
装

置
 

居
住
性
確
保
設
備
 

(
1)
 緊
急
時
対
策
所
空
気
浄
化
系
１
系
統
※
１
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

(
2)
 空
気
供
給
装
置
の
所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
 

(
3)
 
酸
素
濃
度
計
お
よ
び
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
 

(
4)
 
緊
急
時
対
策
所
内
可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
、
緊
急
時
対
策
所
外
可
搬
型

エ
リ
ア
モ
ニ
タ
お
よ
び
可
搬
式
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
の
所
要
数
が
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

適
用
モ
ー
ド
 
④
 

設
 
備

 
⑤
 

所
要
数

 
⑥
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、

５
、
６
お
よ
び
使
用
済
燃
料

ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し

て
い
る
期
間
 

緊
急
時
対
策
所
非
常
用
空
気
浄
化
フ
ァ
ン

 
１
台
※
２
 

緊
急
時
対
策
所
非
常
用
空
気
浄
化
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
 

１
基
※
２
 

空
気
供
給
装
置
 

３
６
０
本
※
２
 

酸
素
濃
度
計
 

１
個
※
２
 

二
酸
化
炭
素
濃
度
計
 

１
個
※
２
 

緊
急
時
対
策
所
内
可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ

 
１
個
※
２
 

緊
急
時
対
策
所
外
可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ

 
１
個
※
２
 

可
搬
式
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
 

※
３
 

※
１
：
１
系
統
と
は
、
緊
急
時
対
策
所
非
常
用
空
気
浄
化
フ
ァ
ン
１
台
お
よ
び
緊
急
時
対
策
所
非
常
用
空
気
浄
化
フ

ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
１
基
。
 

※
２
：
緊
急
時
対
策
所
あ
た
り
の
合
計
所
要
数
。
 

※
３
：「
８
５
－
１
８
－
１

 
監
視
測
定
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

                      

①
 設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
六
十
一
条

 （
１
．
１
８
）
が
該
当
す
る
。（
添
付
－
１
）
 

 ②
 運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）
 

緊
対
所
遮
蔽
壁
に
つ
い
て
は
、
Ｓ
ｓ
地
震
時
に
お
い
て
も
機
能
は
損
な
わ
れ
る
も
の
で
な
く
、
運
用
に
よ
り
変

化
や
故
障
に
よ
り
機
能
喪
失
す
る
こ
と
が
な
い
も
の
と
し
て
、
他
の
遮
蔽
同
様
に
Ｌ
Ｃ
Ｏ
、
Ａ
Ｏ
Ｔ
を
設
定
し
て

い
な
い
こ
と
か
ら
、
万
一
、
破
損
等
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
技
術
基
準
へ
の
適
合
等
に
つ
い
て
評
価
し
、
適
合
し

な
い
場
合
に
は
、
速
や
か
に
原
子
炉
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
に
な
る
。
 

な
お
、
緊
急
時
対
策
所
の
気
密
性
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
Ｓ
ｓ
地
震
動
に
対
す
る
地
震
応
答
解
析
の
評
価
結
果

か
ら
、
耐
震
壁
の
最
大
せ
ん
断
ひ
ず
み
は
、
気
密
性
を
維
持
す
る
許
容
限
界
で
あ
る
概
ね
弾
性
状
態
に
と
ど
ま
っ

て
お
り
、
気
密
性
が
そ
こ
な
わ
れ
る
よ
う
な
有
意
な
ク
ラ
ッ
ク
の
発
生
は
想
定
し
て
い
な
い
。
 

 ③
 以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
、
可
搬
型
重
大
事
故
対
処
設
備
で
あ
る
緊
急
時

対
策
所
空
気
浄
化
系
１
系
統
、
空
気
供
給
装
置
等
の
器
材
の
所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限

と
す
る
。
 

な
お
、
上
記
の
運
転
上
の
制
限
は
緊
急
時
対
策
所
あ
た
り
の
要
求
で
あ
る
。
 

 ・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
六
十
一
条
（
１
．
１
８
）

 
「
緊
急
時
対
策
所
(の
居
住
性
に
関
す
る
手
順
等

) 
」
で
は
、
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も

重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
指
示
を
行
う
要
員
が
と
ど
ま
り
、
必
要
な
指
示
を
行
う
と
と
も

に
、
発
電
所
内
外
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
の
あ
る
場
所
と
通
信
連
絡
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
置

す
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。
 

 

④
 緊
急
時
対
策
所
空
気
浄
化
系
は

 
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に

必
要
な
指
示
を
行
う
要
員
が
と
ど
ま
り
、
必
要
な
指
示
を
行
う
と
と
も
に
、
発
電
所
内
外
の
通
信
連
絡
を
す
る
必

要
の
あ
る
場
所
と
通
信
連
絡
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い

る
期
間
及
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
が
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
適
用
モ
ー
ド
は
「
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料

体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
」
と
す
る
。（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．（
１
）
）
 

 

⑤
 ②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備
 

 ⑥
 緊
急
時
対
策
所
空
気
浄
化
系
等
は
、
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
が
可
搬
型
代
替
電
源
設
備
及
び
可
搬

型
注
水
設
備
で
は
な
い
こ
と
か
ら
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
り
、
緊
急
時
対
策
所
非
常
用
空
気
浄
化
フ
ァ
ン
、
緊
急
時

対
策
所
非
常
用
空
気
浄
化
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
、
酸
素
濃
度
計
、
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
、
緊
急
時
対
策
所
内
可
搬

型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
及
び
緊
急
時
対
策
所
外
可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
に
つ
い
て
は
、
運
転
上
の
制
限
の
所
要
数
を

1

台
（
基
･個
）
と
す
る
。
 

空
気
供
給
装
置
に
つ
い
て
は
、
プ
ル
ー
ム
通
過
時
等
に
緊
急
時
対
策
所
へ
の
希
ガ
ス
等
の
放
射
性
物
質
の
流
入

を
防
止
す
る
の
に
十
分
な
空
気
ボ
ン
ベ
の
本
数
と
し
て
、
運
転
上
の
制
限
の
所
要
数
を

36
0
本
と
す
る
。
（
添
付

－
２
）
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 第
85
条

 
条
文

 
記
載
内
容
の
説
明

  
(
2)
 確
認
事
項
 
⑦
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

緊
急
時
対
策
所
空
気
浄
化

系
 

緊
急
時
対
策
所
空
気
浄
化
系
（
フ
ァ
ン
お

よ
び
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
）
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

 

原
子
炉
 

保
修
課
長
 

緊
急
時
対
策
所
非
常
用
空
気
浄
化
フ
ィ
ル

タ
ユ
ニ
ッ
ト
よ
う
素
除
去
効
率
（
総
合
除

去
効
率
）
が

99
.
75
%（
有
機
よ
う
素
）
以

上
お
よ
び

99
.9
9
%（
無
機
よ
う
素
）
以
上

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

原
子
炉
 

保
修
課
長
 

 

空
気
供
給
装
置
 

空
気
供
給
装
置
の
所
要
数
が
使
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 
原
子
炉
 

保
修
課
長
 

酸
素
濃
度
計
 

酸
素
濃
度
計
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 
放
射
線
管
理

課
長
 

二
酸
化
炭
素
濃
度
計
 

二
酸
化
炭
素
濃
度
計
が
使
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 
放
射
線
管
理

課
長
 

緊
急
時
対
策
所
内
可
搬
型

エ
リ
ア
モ
ニ
タ
 

機
能
検
査
を
実
施
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

放
射
線
管
理

課
長
 

緊
急
時
対
策
所
内
可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

３
ヶ
月
に
１
回
 
放
射
線
管
理

課
長
 

緊
急
時
対
策
所
外
可
搬
型

エ
リ
ア
モ
ニ
タ
 

機
能
検
査
を
実
施
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

放
射
線
管
理

課
長
 

緊
急
時
対
策
所
外
可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

３
ヶ
月
に
１
回
 
放
射
線
管
理

課
長
 

                      

 ⑦
 適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２
）
 

ａ
．
機
能
確
認
（
機
能
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
）
 

緊
急
時
対
策
所
非
常
用
空
気
浄
化
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
、
緊
急
時
対
策
所
内
可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
及
び
緊

急
時
対
策
所
外
可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
に
つ
い
て
は
、「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事

故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に
基
づ
き
、
1
年
に

1
回
、
性
能
確
認
を
行
う
。
 

ｂ
．
動
作
確
認
（
定
期
的
に
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
）
 

緊
急
時
対
策
所
空
気
浄
化
系
（
フ
ァ
ン
及
び
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
）
に
つ
い
て
は
、
可
搬
型
重
大
事
故
等
対

処
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ

ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に
基
づ
き
、

3
ヶ
月
毎
に
、
緊
急
時
対
策
所
非
常
用
空
気
浄
化
フ
ァ
ン
を
起
動
し
、
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

空
気
供
給
装
置
に
つ
い
て
は
、
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
保
安
規
定
変
更
に
係
る

基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に
基
づ
き
、
3
ヶ
月
毎
に
、
数

確
認
に
よ
り
所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

緊
急
時
対
策
所
内
可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
及
び
緊
急
時
対
策
所
外
可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
に
つ
い
て
は
、
可

搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等

対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に
基
づ
き
、
3
ヶ
月
毎
に
、
モ
ニ
タ
の
指
示
値
に
よ
り
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

酸
素
濃
度
計
及
び
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
に
つ
い
て
は
、
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に

基
づ
き
、

3
ヶ
月
毎
に
、
酸
素
濃
度
計
及
び
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
の
指
示
値
に
よ
り
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
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 第
85
条

 
条
文

 
記
載
内
容
の
説
明

  
(
3)
 要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件

 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド
１
、

２
、
３
お
よ

び
４
 

A
. 
動
作
可
能
な
緊
急
時
対
策
所
内

可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
ま
た
は

緊
急
時
対
策
所
外
可
搬
型
エ
リ

ア
モ
ニ
タ
が
所
要
数
を
満
足
し

て
い
な
い
場
合
 

A
.1
 
放
射
線
管
理
課
長
は
、
当
該
設
備
を
動

作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開

始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 
放
射
線
管
理
課
長
は
、
代
替
措
置
※
４
を

検
討
し
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を

得
て
実
施
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

B
. 
動
作
可
能
な
緊
急
時
対
策
所
空

気
浄
化
系
が
１
系
統
未
満
で
あ

る
場
合
 

B
.1
 
原
子
炉
保
修
課
長
は
、
当
該
設
備
を
動

作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

ま
た
は
 

B
.2
 
原
子
炉
保
修
課
長
は
、
代
替
措
置
※
４
を

検
討
し
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を

得
て
実
施
す
る
。
 

１
０
日
 

  １
０
日
 

C
．
使
用
可
能
な
空
気
供
給
装
置
が

所
要
数
を
満
足
し
て
い
な
い
場

合
 

C
.1
 
原
子
炉
保
修
課
長
は
、
当
該
設
備
を
使

用
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

ま
た
は
 

C
.2
 
原
子
炉
保
修
課
長
は
、
代
替
措
置
※
４
を

検
討
し
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を

得
て
実
施
す
る
。
 

１
０
日
 

  １
０
日
 

D
. 
使
用
可
能
な
酸
素
濃
度
計
ま
た

は
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
が
所
要

数
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
 

D
.1
 
放
射
線
管
理
課
長
は
、
当
該
設
備
を
使

用
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

ま
た
は
 

D
.2
 
放
射
線
管
理
課
長
は
、
代
替
措
置
※
４
を

検
討
し
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を

得
て
実
施
す
る
。
 

１
０
日
 

  １
０
日
 

E
. 
条
件
Ｂ
、
Ｃ
ま
た
は
Ｄ
の
措
置

を
完
了
時
間
内
に
達
成
で
き
な

い
場
合
 

E
.1
 当
直
課
長
は
、
モ
－
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

E
.2
 当
直
課
長
は
、
モ
－
ド
５
に
す
る
。
 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

               

 ⑧
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。
 

緊
急
時
対
策
所
空
気
浄
化
系
等
は
、
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
、
動
作
可
能
な
系
統
数
が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た

場
合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
１
）
）
 
 

⑨
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
２
）、
（
３
））

 

【
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
】
 

A
.1
 当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
、
保
安
規
定
第

11
5
条
（
放
射
線
計
測
器
類
の
管

理
）
に
お
い
て
、
放
射
線
計
測
器
類
に
つ
い
て
は
「
故
障
等
に
よ
り
使
用
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
、
修
理
又
は
代

替
品
を
補
充
す
る
。
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
考
え
方
を
準
用
し
時
間
制
限
を
設
け
ず
“
速
や
か
に
”
動
作

可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

A
.2
当
該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
、

放
射
線
計
測
器
類
に
つ
い
て
は
「
故
障
等
に
よ
り
使
用
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
、
修
理
又
は
代
替
品
を
補
充
す

る
。
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
考
え
方
を
準
用
し
時
間
制
限
を
設
け
ず
“
速
や
か
に
”
 代
替
措
置
を
原
子

炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

B
.1
 当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
85
-
19
-
1「
代
替
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
」
の
考
え
方
と
同
様

に
、
完
了
時
間
は
、
保
安
規
定
第

34
条
（
計
測
お
よ
び
制
御
設
備
）
の
「
事
故
時
監
視
計
装
」
の

1
つ
の
機
能
が

動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
の
復
旧
の
た
め
に
認
め
ら
れ
て
い
る
完
了
時
間
で
あ
る
「

10
日
」
を
準
用
し
、
「
10

日
」
と
す
る
。
 

B
.2
 当
該
系
統
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。

85
-

1
9-
1「
代
替
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
」
の
考
え
方
と
同
様
に
、
完
了
時
間
は
、
保
安
規
定
第

34
条
（
計
測
お
よ
び

制
御
設
備
）
の
「
事
故
時
監
視
計
装
」
の

1
つ
の
機
能
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
の
代
替
監
視
手
段
を
確
保
す

る
た
め
に
認
め
ら
れ
て
い
る
完
了
時
間
で
あ
る
「
10
日
」
を
準
用
し
、
「
10
日
」
と
す
る
。
 

C
.1
 
B.
1
と
同
じ
 

C
.2
 
B.
2
と
同
じ
 

D
.1
 
B.
1
と
同
じ
 

D
.2
 
B.
2
と
同
じ
 

E
.1
,
E,
2
 既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
し
て
い
る
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明

  

 

保
安
規
定

 第
85
条

 
条
文

 
記
載
内
容
の
説
明

  
(
3)
 要
求
さ
れ
る
措
置
（
続
き
）
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件

 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
－
ド
５
、
６

お
よ
び
使
用
済

燃
料
ピ
ッ
ト
に

燃
料
体
を
貯
蔵

し
て
い
る
期
間
 

A
. 
動
作
可
能
な
緊
急
時
対
策
所

内
可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
ま

た
は
緊
急
時
対
策
所
外
可
搬

型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
が
所
要
数

を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
 

A
.1
 
放
射
線
管
理
課
長
は
、
当
該
設
備
を
動

作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開

始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 
放
射
線
管
理
課
長
は
、
代
替
措
置
※
４
を

検
討
し
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を

得
て
実
施
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

B
. 
動
作
可
能
な
緊
急
時
対
策
所

空
気
浄
化
系
が
１
系
統
未
満

で
あ
る
場
合
 

B
.1
 
原
子
炉
保
修
課
長
は
、
当
該
設
備
を
動

作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開

始
す
る
。
 

お
よ
び
 

B
.2
 
原
子
炉
保
修
課
長
は
、
代
替
措
置
※
４
を

検
討
し
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を

得
て
実
施
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

C
. 
使
用
可
能
な
空
気
供
給
装
置

が
所
要
数
を
満
足
し
て
い
な

い
場
合
 

C
.1
 
原
子
炉
保
修
課
長
は
、
当
該
設
備
を
使

作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開

始
す
る
。
 

お
よ
び
 

C
.2
 
原
子
炉
保
修
課
長
は
、
代
替
措
置
※
４
を

検
討
し
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を

得
て
実
施
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

D
. 
使
用
可
能
な
酸
素
濃
度
計
ま

た
は
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
が

所
要
数
を
満
足
し
て
い
な
い

場
合
 

D
.1
 
放
射
線
管
理
課
長
は
、
当
該
設
備
を
使

用
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開

始
す
る
。
 

お
よ
び
 

D
.2
 
放
射
線
管
理
課
長
は
、
代
替
措
置
※
４
を

検
討
し
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を

得
て
実
施
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

※
４
：
代
替
品
の
補
充
等
｡ 

 

 【
モ
ー
ド
５
、
６
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
】
 

A
.1
 当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.2
 当
該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置
を
“
速
や
か

に
”
開
始
す
る
。
 

B
.1
 
A.
1
と
同
じ
 

B
.2
 
A.
2
と
同
じ
 

C
.1
 
A.
1
と
同
じ
 

C
.2
 
A.
2
と
同
じ
 

D
.1
 
A.
1
と
同
じ
 

D
.2
 
A.
2
と
同
じ
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b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定  

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付八(所要数､必要容量､設備仕様) 

(2) 工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書 

(3) 工事計画認可申請書 添付４０ 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備分類等」

参照 
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表 85－19 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

 
 

   

第 1.18.1図 機能喪失原因対策分析（緊急時対策所電源喪失） 

 

 
第 1.18.2図 緊急時対策所換気設備の概略系統図 

緊急時対策所機能
電源喪失

：AND条件

：OR条件

凡例

非常用母線
機能喪失

電源車(緊急時対策所用)
機能喪失

空冷式非常用発電装置
機能喪失

通信連絡設備
ＳＰＤＳ表示装置
可搬型空気浄化装置
緊急時対策所内可搬型エリアモニタ

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）
安全パラメータ伝送システム

H
/
F

C
/
F

C
/
F

H
/
F

緊急時対策所非常用空気浄化ファン

F
/
F

FI

緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニット

：仮設ダクト

：恒設部

：ボンベからの
空気供給ライン

：防火ダンパ

：手動ダンパ

：流量計

：差圧計

F/F：前置フィルタ

C/F：よう素フィルタ

H/F：微粒子フィルタ

：空気ボンベ

：弁

凡例

FI

△P

空気供給装置

△P

外気

緊急時対策所

H
/
F

C
/
F

C
/
F

H
/
F

F
/
F

FI

FI

使用側

待機側
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表 85－19 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

 
第 1.18.3図 緊急時対策所可搬型空気浄化装置運転及び空気供給装置による 

空気供給準備時の概略系統図 

 

 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

第1.18.4図 緊急時対策所可搬型空気浄化装置運転 タイムチャート 
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表 85－19 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

 

 
 

第 1.18.13図 緊急時対策所 給電系統概要 

  

【緊急時対策所付近】

電源車
（緊急時対策所用）

・
照
明
設
備

・
コ
ン
セ
ン
ト

他

電源車
（緊急時対策所用）

電源車
（緊急時対策所用）

（予備）
非常用母線

440V

【緊急時対策所】

・
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
表
示
装
置

・
衛
星
電
話
（
固
定
）

・
緊
急
時
衛
星
通
報
シ
ス
テ
ム

・
統
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
に
接
続
す
る
通
信
連

絡
設
備

他

【プラント側】

電源車切替盤

210V 105V

無停電電源装置

緊
急
時
対
策
所
換
気
設
備

一
般
空
調
設
備
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表 85－19 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

 

設備仕様 
関連箇所を赤枠にて示す。 

10.9 緊急時対策所 

10.9.2 重大事故時等 

10.9.2.2.3 容量等 

（省略） 

緊急時対策所非常用空気浄化ファン、緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユ

ニット及び空気供給装置は、緊急時対策所内にとどまる対策要員の線量を低減し、

かつ、酸素濃度及び二酸化炭素濃度を活動に支障がなく維持できる設計とする。 

緊急時対策所非常用空気浄化ファンは、緊急時対策所を換気するために必要な

容量を有するものを 1 台使用する。保有数は、故障時及び保守点検のバックアッ

プ用の 2台を含めて合計 3台を保管する設計とする。 

緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニットは、緊急時対策所を換気するた

めに必要な容量を有するものを 1 基使用する。保有数は、故障時及び保守点検の

バックアップ用の 2基を含めて 3基を保管する設計とする。 

また、緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニットは、緊急時対策所内に対

し、放射線による悪影響を及ぼさないよう、十分な放射性物質の除去効率及び吸

着能力を有する設計とする。 

空気供給装置は「実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策

所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド」における放射性物質の放出時

間が 10時間であることを踏まえて十分な余裕を持つ容量を有する設計とする。 

代替電源設備である電源車（緊急時対策所用）は、1 台で緊急時対策所に給電

するために必要な容量を有するものを 2 台使用する。保有数は、保守点検内容は

目視点検等であり、保守点検中でも使用可能であるため、保守点検用は考慮せず

に、機能喪失時のバックアップ用の 1台を含めて合計 3台を保管する設計とする。 
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表 85－19 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

 

設備仕様 
関連箇所を赤枠にて示す。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）、安全パラメータ伝送システム及び

ＳＰＤＳ表示装置は、発電所の内外の通信連絡をする必要のある場所と必要なデ

ータ量を伝送できる設計とする。 

緊急時対策所内可搬型エリアモニタは、緊急時対策所内の放射線量の測定が可

能な台数として 1 個使用する。保有数は、保守点検内容は目視点検等であり、保

守点検中でも使用可能であるため、保守点検用は考慮せずに、故障時のバックア

ップ用の 1個を含めて合計 2個を保管する設計とする。 

緊急時対策所外可搬型エリアモニタは、緊急時対策所外の放射線量の測定が可

能な台数として 1 個使用する。保有数は、保守点検内容は目視点検等であり、保

守点検中でも使用可能であるため、保守点検用は考慮せずに、故障時のバックア

ップ用の 1個を含めて合計 2個を保管する設計とする。 

酸素濃度計は、緊急時対策所内の居住環境の基準値の範囲を測定できるものを、

緊急時対策所に 1 個使用する。保有数は、機能喪失時及び保守点検のバックアッ

プ用の 2個を含めて合計 3個を保管する設計とする。 

二酸化炭素濃度計は、緊急時対策所内の居住環境の基準値の範囲を測定できる

ものを、緊急時対策所に 1 個使用する。保有数は、機能喪失時及び保守点検のバ

ックアップ用の 2個を含めて合計 3個を保管する設計とする。 

 

10.9.2.2.4 環境条件等 

基本方針については、「1.1.8.3 環境条件等」に示す。 
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表 85－19 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

 

設備仕様 
関連箇所を赤枠にて示す。 

第 10.9.2.2表 緊急時対策所（重大事故等時）（可搬型）の設備仕様 

 

(1) 緊急時対策所非常用空気浄化ファン 

兼用する設備は以下のとおり。 

・換気空調設備 

・緊急時対策所 

台 数      1（予備 1） 

 

  

容 量       約 25m3/min 

 

(2) 緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニット 

兼用する設備は以下のとおり。 

・換気空調設備 

・緊急時対策所 

型 式   微粒子フィルタ／よう素フィルタ 

基 数         1（予備 1） 

  

 

容 量     約 25m3/min 

効 率 

単 体 除 去 効 率   99.97%以上（0.15μm粒子）／95%以上 

総 合 除 去 効 率   99.99%以上（0.7μm粒子）／99.75%以上 
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表 85－19 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

 

設備仕様 
関連箇所を赤枠にて示す。 

 (3) 空気供給装置 

兼用する設備は以下のとおり。 

・換気空調設備 

・緊急時対策所 

型 式   空気ボンベ 

本 数   360本以上（予備 1） 

 

(4) 緊急時対策所内可搬型エリアモニタ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・放射線管理設備 

・緊急時対策所 

型 式   半導体式検出器 

個 数   1（予備 1） 

計 測 範 囲   0.001～99.99mSv/h 

 

(5) 緊急時対策所外可搬型エリアモニタ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・放射線管理設備 

・緊急時対策所 

型 式   半導体式検出器 

個 数   1（予備 1） 

計 測 範 囲   0.001～99.99mSv/h 

 

(6) 酸素濃度計 

個 数   1（予備 2） 

測 定 範 囲   0～25% 

 

(7) 二酸化炭素濃度計 

個 数   1（予備 2） 

測 定 範 囲   0～1%  
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表 85－19 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

 

設備仕様 
関連箇所を赤枠にて示す。 

(8) 通信連絡設備 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所 

・通信連絡設備 

設 備 名   衛星電話（携帯） 

個 数   一式 

設 備 名   衛星電話（可搬） 

個 数   一式 

設 備 名   携行型通話装置 

個 数   一式 

 

 

 

 

 

(9) 電源車（緊急時対策所用） 

台 数   2（予備 1） 

容 量   約 220kVA（1台当たり） 

電 圧   440V 
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表 85－19 添付－２（３） 

工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書 

 

設備仕様 
関連箇所を赤枠にて示す。 

6.3.1 容器 

名    称 空気供給装置 

容 量 
ℓ 13,000 以上 

ℓ/個 50.0 

最 高 使 用 圧 力 MPa 19.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 － 360 (予備1) 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に使用する空気供給装置は、以下の機能を有する。 

 

空気供給装置は、重大事故等が発生した場合においても重大事故等に対処するために必要

な指示を行う要員が緊急時対策所にとどまることができるよう設置する。 

系統構成は、重大事故等が発生した場合において、緊急時対策所への希ガス等の放射性物

質の侵入を防止するために、空気供給装置により清浄な空気を緊急時対策所内に供給し正圧

に保つことで、緊急時対策所の気密性及び緊急時対策所遮蔽の性能とあいまって、居住性に

係る判断基準を超えない設計とする。 

 

1. 容量 

重大事故等時に使用する空気供給装置は、高圧ガス保安法の適合品である一般汎用型の空

気ボンベを使用する。 

空気供給装置の容量は、緊急時対策所の正圧維持並びに緊急時対策所換気設備使用時の限

られた労働環境における酸素濃度及び二酸化炭素濃度の許容濃度を満たす必要がある。その

うち、もっとも厳しい条件となるのは、緊急時対策所の正圧維持を満たすことであり、緊急

時対策所の正圧維持に必要な最低換気流量は資料４３「緊急時対策所の居住性に関する説明

書」に示すとおり、3.5m3/minであり、空気供給時間は12時間とすることから、必要な容量

が約2,530Nm3（13,000ℓ）（注1）であるため13,000ℓ以上とする。 

 

公称値については、一般汎用型の空気ボンベの標準容量である50.0ℓ/個とする。 
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表 85－19 添付－２（３） 

工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書 

 

設備仕様 
関連箇所を赤枠にて示す。 

2. 最高使用圧力 

空気供給装置を重大事故等時において使用する場合の圧力は、緊急時対策所に空気を供給

するために必要となる大気圧を上回る圧力として、製造メーカの設計基準に基づき19.6MPa

とする。なお、本空気ボンベは、高圧ガス保安法の適合品を使用する。 

3. 最高使用温度 

空気供給装置を重大事故等時において使用する場合の温度は、取付場所である緊急時対策

所付近の雰囲気温度を上回る40℃とする。なお、本空気ボンベは、高圧ガス保安法の適合品

を使用する。 

4. 個数 

空気供給装置は、緊急時対策所への希ガス等の放射性物質の進入を防止するために清浄な

空気を緊急時対策所内に供給し、居住性を確保するために資料４３「緊急時対策所の居住性

に関する説明書」に示す必要な個数として、緊急時対策所で360本に予備1本を加えた361本

保管する。 

（注1）重大事故等時に緊急時対策所への供給が必要な空気量は、緊急時対策所を正圧に維持

するために必要な最低換気量並びに緊急時対策所換気設備使用時の限られた労働環境

における酸素濃度及び二酸化炭素濃度の許容濃度を満たすため、以下のとおりとす

る。 

Ｖ＝（Ｆ）×Ｔ×Ｐ1／Ｐ0＝3.5×720×0.1011／0.101 

＝2522.5≒2.53×103 m3 

 

Ｖ×Ｐ0／Ｐ2×1,000＝2,530×0.101／19.701×1,000 

＝12970.4≒1.30×104 ℓ 

 

Ｖ：緊急時対策所への供給が必要な空気量（Nm3） 

Ｐ1：緊急時対策所の圧力（MPa[abs]）＝0.101＋0.00010＝0.10110 

（周囲に対し100Paの正圧を維持） 

Ｐ2：ボンベの充てん圧力（MPa[abs]）：19.6＋0.101＝19.701 

Ｆ：緊急時対策所指揮所への必要空気流量（m3/min）＝3.5 

（資料４３「緊急時対策所の居住性に関する説明書」に示す流量） 
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表 85－19 添付－２（３） 

工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書 

 

設備仕様 
関連箇所を赤枠にて示す。 

Ｔ：緊急時対策所への空気供給時間（min）＝12×60＝720 

（被ばく評価上の放射性物質の放出継続時間10時間を上回る12時間） 

Ｐ0：大気圧の絶対圧力（MPa[abs]）＝0.101 
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表 85－19 添付－２（３） 

工事計画認可申請書 添付４０ 

 

設備仕様 
関連箇所を赤枠にて示す。 

 

3.3.3 電源車（緊急時対策所用） 

最大所要負荷は、重大事故等発生時に緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）で要求

される負荷の83.4kWである。負荷リストを第3-7表に示す。 

発電機の出力は、十分な容量が確保できるよう、176kWの出力を有する設計とし、設

定した発電機出力を発電機の効率で除すことにより、内燃機関の必要な出力を算出す

る。 

最大所要負荷に基づき、内燃機関の出力及び発電機の容量を以下のとおりとする。

なお、可搬型発電設備技術基準に準用し、「2.2 可搬型の非常用発電装置の出力に

関する設計方針」に記載の設計とする。 

 

3.3.3.1 内燃機関 

発電機の出力176kWから、内燃機関の出力は、次式により194kW以上の199kWとす

る。 

194
0.907

176

η

Ｐ
ＰＥ     

ＰＥ ：内燃機関の出力（kW） 

Ｐ ：発電機の定格出力（kW） ＝176 

η ：発電機の効率   ＝0.907 

 

3.3.3.2 発電機 

発電機の容量は、以下のとおり220kVAとする。 

Ｑ 220
0.8

176

ｐｆ

Ｐ
    

Ｑ ：発電機の容量（kVA） 

Ｐ ：発電機の定格出力（kW） ＝176 

ｐｆ ：力率   ＝0.8 
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表 85－19 添付－２（３） 

工事計画認可申請書 添付４０ 

 

設備仕様 
関連箇所を赤枠にて示す。 

 

 

第3-7表 電源車（緊急時対策所用）の負荷リスト 

主要機器名称 容量(kVA) 

通信連絡設備 (通信機器、通信端末、ディスプレイ)  約29.4 

緊急時対策所空気浄化ファン、フィルタユニット 約21.4 

モニタリング設備他 約3 

その他 (誘導灯、火災報知機等) 約29.6 

合計 約83.4 
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（２）－２－19 保安規定第 85 条 表 85-20「通信連絡を行うために必要な設備」 

運転上の制限等について 

 

a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 

b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

(2) 工事計画認可申請書 添付資料１０ 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備分類等」

参照 
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a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 
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表８５－２０ 通信連絡を行うために必要な設備 

 

８５－２０－１ 通信連絡 ① 

機能 設 備② 
所要数・系

統数③ 

適用モード

④ 

所要数を満足できない場合の措置※２ 確認事項⑧ 

条 件⑤ 措 置⑥ 完了時間⑦ 項 目 頻 度 担 当 

通信連絡

設備 

衛星電話（固定） ９台 モ－ド 

１、２、３

および４ 

A. 動作可能な衛星電話（固

定、携帯）またはトランシ

－バ－が所要数を満足して

いない場合 

A1. 電気保修課長は、当該設備を動

作可能な状態に復旧する。 

または 

A2. 電気保修課長は、代替措置※６

を検討し、原子炉主任技術者の

確認を得て実施する。 

１０日※５ 

 

 

１０日 

衛星電話（固定）の通

話、通信確認を実施す

る。 

１ヶ月に１回 電気保修課

長 
衛星電話（携帯） ５台 

衛星電話（可搬） １台 衛星電話（携帯）および

トランシ－バ－の通話確

認を実施する。 

３ヶ月に１回 電気保修課

長 
トランシ－バ－ １５台 

携行型通話装置 １２台 B. 動作可能な衛星電話（可

搬）、携行型通話装置また

は緊急時衛星通報システム

が所要数を満足していない

場合 

B1. 電気保修課長は、当該設備を動

作可能な状態に復旧する。 

または 

B2. 電気保修課長は、代替措置※６

を検討し、原子炉主任技術者の

確認を得て実施する。 

１０日※５ 

 

 

１０日 

安全パラメ－タ表示システム

（ＳＰＤＳ） 
１系列※１ 

緊急時衛星通報システ

ム、ＴＶ会議システム、

ＩＰ電話およびＩＰ－Ｆ

ＡＸの通話、通信確認を

実施する。 

１ヶ月に１回 電気保修課

長 

安全パラメ－タ伝送システム １系列※１ 

ＳＰＤＳ表示装置 １台 

C. 統合原子力防災ネットワ－

クに接続する通信連絡設備
※3が動作不能である場合 

C1. 電気保修課長は、当該設備を動

作可能な状態に復旧する。 

または 

C2. 電気保修課長は、代替措置※７

を検討し、原子炉主任技術者の

確認を得て実施する。 

１０日※５ 

 

 

１０日 

衛星電話（可搬）および

携行型通話装置の通話確

認を実施する。 

３ヶ月に１回 電気保修課

長 
緊急時衛星通報システム １台 

統合原子力防

災ネットワ－

クに接続する

通信連絡設備 

ＴＶ会議シス

テム 

１系列※１ 

D. 動作可能なＳＰＤＳ表示装

置※４が所要数を満足して

いない場合 

D1. 計装保修課長は、当該設備を動

作可能な状態に復旧する。 

または 

D2. 計装保修課長は、代替措置※６

を検討し、原子炉主任技術者の

確認を得て実施する。 

１０日 

 

 

１０日 

ＳＰＤＳ表示装置、安全

パラメ－タ表示システム

（ＳＰＤＳ）、および安

全パラメ－タ伝送システ

ムの伝送確認を実施す

る。 

１ヶ月に１回 

 

計装保修課

長 

 ＩＰ電話 

E. 安全パラメ－タ表示システ

ム（ＳＰＤＳ）※４または

安全パラメ－タ伝送システ

ム※４が動作不能である場

合 

E1. 計装保修課長は、当該設備を動

作可能な状態に復旧する。 

または 

E2. 計装保修課長は、代替措置※７

を検討し、原子炉主任技術者の

確認を得て実施する。 

１０日※５ 

 

 

１０日 

ＩＰ－ＦＡＸ    

F. 条件Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄまたは

Ｅの措置を完了時間以内に

達成できない場合 

F1. 当直課長は、モード３にする。 

および 

F2. 当直課長は、モード５にする。 

１２時間 

 

５６時間 

   

   

 

 

 

記
載
内
容
の
説
明 

① 設置許可基準規則（技術的能力審査基準）第六十一条（１．１８） 

設置許可基準規則（技術的能力審査基準）第六十二条（１．１９）が該当する。（添付－１） 

 

② 運転上の制限の対象とする系統・機器  （添付－１） 

 

③ 以下の条文要求が運転段階においても維持できるよう、通信連絡設備の所要数が動作可能であることを運転上の制限とする。 

なお、通信連絡設備は、１Ｎ要求設備であり、必要な個数を運転上の所要数とする。（添付－２） 

 

・設置許可基準規則（技術的能力審査基準）第六十一条（１．１８） 

「緊急時対策所(の居住性に関する手順等) 」として、重大事故等が発生した場合においても重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまり、必要

な指示を行うとともに、発電所内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡するために必要な設備を設置する（手順等を定める）こと。［本項は通信連絡を行

う設備が対象］ 

・設置許可基準規則（技術的能力審査基準）第六十二条（１．１９） 

「通信連絡を行う設備(手順等)」として、重大事故等が発生した場合において発電所内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備を

設ける（手順等を定める）こと。 

 

④ 通信連絡設備は、重大事故等が発生した場合において発電所内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備であり、原子炉格納容器内に燃

料が装荷されている期間及び使用済燃料ピットに燃料体が貯蔵されている期間を機能維持期間として適用する必要があることから、適用モードは「モード１、２、３、

４、５、６および使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵している期間」とする。（保安規定変更に係る基本方針４．３．（１）） 

 

⑤ 運転上の制限を満足しない場合の条件を記載する。 

通信連絡設備は、１Ｎ要求であるため、動作可能な通信連絡設備が所要数になった場合を条件として設定する。 

 

⑥、⑦ 要求される措置及び完了時間について記載する。（保安規定変更に係る基本方針４．３．（２）） 

【モード１，２，３および４】 

A.1 衛星電話（固定、携帯）、又はトランシーバーについて所要数を満足させる。完了時間は、緊急時対策所に係るその他設備と同様、保安規定第 34条（計測および制御

設備）の「事故時監視計装」の１つの機能が動作不能となった場合の復旧のために認められている完了時間である「10日」を準用し、「10日」とする。 

A.2 衛星電話（固定、携帯）、又はトランシーバーの機能を補完する代替措置を検討し、原子炉主任技術者の確認を得て実施する。完了時間は、緊急時対策所に係るその

他設備と同様、保安規定第 34条（計測および制御設備）の「事故時監視計装」の１つの機能が動作不能となった場合の代替監視手段を確保するために認められている

完了時間である「10日」を準用し、「10日」とする。 

B.1 A.1に同じ 

B.2 A.2に同じ 

C.1 A.1に同じ 

C.2 A.2に同じ 

D.1 A.1に同じ 

D.2 A.2に同じ 

E.1 A.1に同じ 

E.2 A.2に同じ 

F1,F2 既保安規定と同様な設定としている。 
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８５－２０－１ 通信連絡（続き） 

項目 設 備② 
所要数・系

統数③ 

適用モード

④ 

所要数を満足できない場合の措置※２ 確認事項⑧ 

条 件⑤ 措 置⑥ 完了時間⑦ 項 目 頻 度 担 当 

通信連絡

設備 

衛星電話（固定） ９台 モード５、

６および使

用済燃料ピ

ットに燃料

体を貯蔵し

ている期間 

A. 動作可能な衛星電話（固

定、携帯）またはトランシ

－バ－が所要数を満足して

いない場合 

A1. 電気保修課長は、当該設備を動

作可能な状態に復旧する措置を

開始する。 

および 

A2. 電気保修課長は、代替措置※６

を検討し、原子炉主任技術者の

確認を得て実施する措置を開始

する。 

速やかに※５ 

 

 

 

速やかに 

衛星電話（固定）の通

話、通信確認を実施す

る。 

１ヶ月に１回 電気保修課

長 
衛星電話（携帯） ５台 

衛星電話（可搬） １台 衛星電話（携帯）および

トランシ－バ－の通話確

認を実施する。 

３ヶ月に１回 電気保修課

長 

トランシ－バ－ １５台 

携行型通話装置 １２台 B. 動作可能な衛星電話（可

搬）、携行型通話装置また

は緊急時衛星通報システム

が所要数を満足していない

場合 

B1. 電気保修課長は、当該設備を動

作可能な状態に復旧する措置を

開始する。 

および 

B2. 電気保修課長は、代替措置※６

を検討し、原子炉主任技術者の

確認を得て実施する措置を開始

する。 

速やかに※５ 

 

 

 

速やかに 

安全パラメ－タ表示システム

（ＳＰＤＳ） 
１系列※１ 

緊急時衛星通報システ

ム、ＴＶ会議システム、

ＩＰ電話およびＩＰ－Ｆ

ＡＸの通話、通信確認を

実施する。 

１ヶ月に１回 電気保修課

長 

安全パラメ－タ伝送システム １系列※１ 

ＳＰＤＳ表示装置 １台 

C. 統合原子力防災ネットワ－

クに接続する通信連絡設

備が※３動作不能である

場合 

C1. 電気保修課長は、当該設備を動

作可能な状態に復旧する措置を

開始する。 

および 

C2. 電気保修課長は、代替措置※７

を検討し、原子炉主任技術者の

確認を得て実施する措置を開始

する。 

速やかに※５ 

 

 

 

速やかに 

衛星電話（可搬）および

携行型通話装置の通話確

認を実施する。 

３ヶ月に１回 電気保修課

長 
緊急時衛星通報システム １台 

統合原子力防

災ネットワ－

クに接続する

通信連絡設備 

ＴＶ会議シス

テム 

１系列※1 

D. 動作可能なＳＰＤＳ表示装

置※４が所要数を満足して

いない場合 

D1. 計装保修課長は、当該設備を動

作可能な状態に復旧する措置を

開始する。 

および 

D2. 計装保修課長は、代替措置※６

を検討し、原子炉主任技術者の

確認を得て実施する措置を開始

する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

ＳＰＤＳ表示装置、安全

パラメ－タ表示システム

（ＳＰＤＳ）、および安全

パラメ－タ伝送システム

の伝送確認を実施する。 

１ヶ月に１回 計装保修課

長 
ＩＰ電話 

E. 安全パラメ－タ表示システ

ム（ＳＰＤＳ）※４または

安全パラメ－タ伝送システ

ム※４が動作不能である場

合 

E1. 計装保修課長は、当該設備を動

作可能な状態に復旧する措置を

開始する。 

および 

E2. 計装保修課長は、代替措置※７

を検討し、原子炉主任技術者の

確認を得て実施する措置を開始

する。 

速やかに※５ 

 

 

 

速やかに 

ＩＰ－ＦＡＸ 

空冷式非常用発電装置 「８５－１５－１ 空冷式非常用発電装置からの給電」において運転上の制限を定める。 

燃料油貯蔵タンク、可搬式オイルポン

プ、タンクローリーおよび燃料油移送ポ

ンプ 

「８５－１５－６ 燃料油貯蔵タンク、可搬式オイルポンプ、タンクローリーおよび燃料油移送ポンプによる燃料補給設備」において運転上の制限を

定める。 

電源車（緊急時対策所用） 「８５－１９－１ 代替電源設備からの給電」において運転上の制限を定める。 

※１：安全パラメ－タ表示システム（ＳＰＤＳ）および安全パラメータ伝送システムについては、Ａ系またはＢ系のいずれかにより有線系、無線系または衛星系回線で所内および所外へ伝送可能であるこ

とをいう。統合原子力防災ネットワ－クに接続する通信連絡設備については、ＴＶ会議システム、ＩＰ電話、ＩＰ－ＦＡＸのいずれかにより通信可能であることをいう。 

※２：設備ごとに個別の条件が適用される。 

※３：衛星携帯電話設備等の通信機器による通信手段を確保することを条件に行う計画的保守および機能試験による停止時（他の事業者等が所掌する設備の点検および試験に伴う停止を含む。）は、運転

上の制限を満足していないとはみなさない。 

※４：サ－バ－切替等による一時的なデータ伝送停止は、運転上の制限を満足していないとはみなさない。また、所要の確認対象パラメータを記録し、連絡する要員を確保することを条件に行う計画的保

守および機能試験による停止時（他の事業者等が所掌する設備の点検および試験に伴うデ－タ伝送停止を含む。）は、運転上の制限を満足していないとはみなさない。 

※５：衛星電話（固定、携帯、可搬）、安全パラメ－タ表示システム（ＳＰＤＳ）、安全パラメ－タ伝送システム、緊急時衛星通報システムおよび統合原子力防災ネットワ－クに接続する通信連絡設備に

ついて、原子炉設置者所掌外の設備（通信衛星等の他の事業者等が所掌する設備）の故障等により運転上の制限を逸脱した場合は、当該要求される措置に対する完了時間を除外する。 

※６：連絡要員の追加や、同種の通信機器の追加または他種の通信機器による通信手段の確保による措置をいう。 

※７：安全パラメ－タ表示システム（ＳＰＤＳ）および安全パラメータ伝送システムの代替措置は、所要の確認対象パラメ－タを記録し、連絡する要員を確保すること等をいう。統合原子力防災ネットワ

ークに接続する通信連絡設備については、通信機器の補充等をいう。 

 

記
載
内
容
の
説
明 

【モード５、６および使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵している期間】 

A.1 衛星電話（固定、携帯）、又はトランシーバーを動作可能な状態に復旧する措置を“速やかに”開始する。 

A.2 衛星電話（固定、携帯）、又はトランシーバーの機能を補完する代替措置を検討し、原子炉主任技術者の確認を得て実施する措置を“速やかに”開始する。 

B.1 A.1に同じ 

B.2 A.2に同じ 

C.1 A.1に同じ 

C.2 A.2に同じ 

D.1 A.1に同じ 

D.2 A.2に同じ 

E.1 A.1に同じ 

E.2 A.2に同じ 

 

⑧ 適用モード期間の確認事項を記載する。 

ａ．動作確認（動作可能であることを定期的に確認する） 

衛星電話（携帯）、衛星電話（可搬）、トランシーバー及び携行型通話装置については、可搬型重大事故等対処設備であることから「保安規定変更に係る基本方針」

の可搬型重大事故等対処設備のサーベランス頻度の考え方に基づき 3ヶ月に 1回、通話確認により動作可能であることを確認する。 

衛星電話（固定）、緊急時衛星通報システム、ＴＶ会議システム、ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸについては、通話、通信確認により動作可能であることを確認する。頻

度については既存の保安規定設備（ポンプ、ファン等）の確認頻度が 1ヶ月に 1回で設定されているので、それを準用した対応とする。 

ＳＰＤＳ表示装置、安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）及び安全パラメータ伝送システムについては、伝送確認により動作可能であることを確認する。頻度

については上記の衛星電話(固定)と同じ。なお、伝送確認では、設置許可基準規則（技術的能力審査基準）第五十八条（１．１５）の要求事項である記録について、

必要なデータの記録ができることの確認も合わせて実施する。 
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b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

(2) 工事計画認可申請書 添付資料１０ 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備分類等」

参照 
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表 85－20 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

10.12 通信連絡設備 

10.12.2 重大事故等時 

10.12.2.2 設計方針 

10.12.2.2.3 容量等 

基本方針については、「1.1.8.2 容量等」に示す。 

衛星電話（固定）、衛星電話（携帯）、トランシーバー及び携行型

通話装置は、発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡

できるよう、必要な個数を設置又は保管する。 

衛星電話（固定）、衛星電話（携帯）、衛星電話（可搬）、緊急時衛

星通報システム及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連

絡設備は、発電所外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡で

きるよう、必要な個数を設置又は保管する。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）（計装設備（重大事故等

対処設備）、緊急時対策所及び通信連絡設備と兼用）及び安全パラメ

ータ伝送システム（緊急時対策所及び通信連絡設備と兼用）は、発

電所の内外の通信連絡をする必要のある場所に必要なデータ量を伝

送できる設計とする。 

 

  

所要数、必要容量、設備仕様 

関連箇所を赤枠又は下線にて示す。 
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表 85－20 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

第 10.12.2.1 表 通信連絡設備（重大事故等時）（常設）の設備仕様 

 

(1) 衛星電話（固定） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所 

・通信連絡設備 

設 備 名 衛星電話（固定） 

使 用 回 線 衛星系回線 

個 数 一式 

 

(2) 緊急時衛星通報システム 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所 

・通信連絡設備 

設 備 名 緊急時衛星通報システム 

使 用 回 線 衛星系回線 

個 数 一式 
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表 85－20 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

(3) 統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所 

・通信連絡設備 

設 備 名 ＴＶ会議システム 

使 用 回 線 有線系回線、衛星系回線 

個 数 一式 

 

設 備 名 ＩＰ電話 

使 用 回 線 有線系回線 

個 数 一式 

 

設 備 名 ＩＰ電話 

使 用 回 線 衛星系回線 

個 数 一式 

 

設 備 名 ＩＰ－ＦＡＸ 

使 用 回 線 有線系回線 

個 数 一式 

 

設 備 名 ＩＰ－ＦＡＸ 

使 用 回 線 衛星系回線 

個 数 一式 
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表 85－20 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

(4) 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

・緊急時対策所 

・通信連絡設備 

設 備 名 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

使 用 回 線 有線系回線、無線系回線 

個 数 一式 

 

(5) 安全パラメータ伝送システム 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所 

・通信連絡設備 

設 備 名 安全パラメータ伝送システム 

使 用 回 線 有線系回線、衛星系回線 

個 数 一式 

 

(6) ＳＰＤＳ表示装置 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

・緊急時対策所 

・通信連絡設備 

設 備 名 ＳＰＤＳ表示装置 

個 数 一式 
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表 85－20 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八 

第 10.12.2.2 表 通信連絡設備（重大事故等時）（可搬型）の設備仕様 

 

(1) 衛星電話（携帯） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所 

・通信連絡設備 

設 備 名 衛星電話（携帯） 

使 用 回 線 衛星系回線 

個 数 一式 

 

(2) 衛星電話（可搬） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所 

・通信連絡設備 

設 備 名 衛星電話（可搬） 

使 用 回 線 衛星系回線 

個 数 一式 

  

(3) トランシーバー 

設 備 名 トランシーバー 

使 用 回 線 無線系回線 

個 数 一式 

 

(4) 携行型通話装置 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所 

・通信連絡設備 

設 備 名 携行型通話装置 

使 用 回 線 有線系回線 

個 数 一式 

補(2)-646



表 85－20 添付－２（２） 

工事計画認可申請書 添付資料１０ 

 

 

 

設
計
基
準
事
故
対
処
設
備

重
大
事
故
等
対
処
設
備

中
間
建
屋
：
１
台
（
ス
ピ
ー
カ
ー
は
運
転
指
令
設
備
と
共
用
）

中
間
建
屋
：
本
体
１
台

中
央
制
御
室
等
：
送
受
話
器
 

 
約
９
０
台
（
注
３
）

 
 

 
 

 
 

 
ス
ピ
ー
カ
ー

 
約
１
５
０
台
（
注
３
）

約
２
８
０
台
（
注
３
）

中
央
制
御
室
：
約
５
台
（
注
３
）

緊
急
時
対
策
所
：
約
５
台
（
注
３
）

事
務
所
等
：
約
２
７
０
台
（
注
３
）

約
７
５
０
台
（
注
３
）

中
央
制
御
室
：
約
１
１
台
（
注
３
）

事
務
所
等
：
約
７
４
０
台
（
注
３
）

２
０
台

２
０
台
（
注
２
）

緊
急
時
対
策
所
：
２
０
台

緊
急
時
対
策
所
：
１
５
台

緊
急
時
対
策
所
（
予
備
）
：
５
台

３
４
台

１
５
台
（
注
２
）

中
央
制
御
室
：
１
５
台

中
央
制
御
室
：
１
０
台

緊
急
時
対
策
所
：
５
台

緊
急
時
対
策
所
：
２
台

事
務
所
等
：
１
４
台

中
央
制
御
室
（
予
備
）
：
２
台

緊
急
時
対
策
所
（
予
備
）
：
１
台

１
４
台

９
台
（
注
２
）

緊
急
時
対
策
所
：
７
台

緊
急
時
対
策
所
：
７
台

中
央
制
御
室
：
２
台

中
央
制
御
室
：
２
台

緊
急
時
対
策
所
（
予
備
）
：
３
台

中
央
制
御
室
（
予
備
）
：
２
台

２
８
台

８
台
（
注
２
）

緊
急
時
対
策
所
：
８
台

緊
急
時
対
策
所
：
５
台

中
央
制
御
室
：
２
台

緊
急
時
対
策
所
（
予
備
）
：
３
台

移
動
式
放
射
能
測
定
装
置
（
モ
ニ
タ
車
）
：
２
台

事
務
所
等
：
１
６
台

３
台

緊
急
時
対
策
所
：
１
台

移
動
式
放
射
能
測
定
装
置
（
モ
ニ
タ
車
）
：
２
台

（
注
１
）
：
発
電
所
内
と
発
電
所
外
で
共
用
。

（
注
２
）
：
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
を
兼
用
す
る
。

（
注
３
）
：
台
数
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
防
災
訓
練
の
評
価
結
果
、
発
電
所
運
営
等
を
踏
ま
え
見
直
す
こ
と
が
あ
る
。

（
注
４
）
：
運
転
指
令
設
備
は
４
チ
ャ
ン
ネ
ル
、
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
ー
は
１
０
チ
ャ
ン
ネ
ル
で
通
話
が
可
能
。

保
安
電
話
（
固
定
）
（
注
１
）

保
安
電
話
（
携
帯
）
（
注
１
）

衛
星
電
話
（
固
定
）
（
注
１
）

携
行
型
通
話
装
置

電
力
保
安
通
信
用
電
話
設

備 ト
ラ
ン
シ
ー
バ
ー
（
注
４
）

通
信
設
備

（
発
電
所
内
）

衛
星
電
話

所
内

衛
星
電
話
（
携
帯
）
（
注
１
）

容
量

－ －

警
報
装
置

事
故
一
斉
放
送
装
置

通
信
設
備

（
発
電
所
内
）

第
１
表

 
通
信
連
絡
設
備
の
主
要
設
備
一
覧
（
１
／
４
）

－

通
信
種
別

主
要
設
備

運
転
指
令
設
備
（
注
４
）

－

無
線
通
話
装
置
（
注
１
）

－

-  添 1 0 - 1 8  -  
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表 85－20 添付－２（２） 

工事計画認可申請書 添付資料１０ 

 

 

設
計
基
準
事
故
対
処
設
備

重
大
事
故
等
対
処
設
備

一
式

（
中
間
建
屋

 
ス
イ
ッ
チ
ギ
ヤ
室
）

緊
急
時
オ
ン
ラ
イ
ン
デ
ー
タ
伝
送
装
置
Ａ
盤

緊
急
時
オ
ン
ラ
イ
ン
デ
ー
タ
伝
送
装
置
Ｂ
盤

一
式

一
式

（
緊
急
時
対
策
所
建
屋
）

（
緊
急
時
対
策
所
建
屋
）

Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
表
示
装
置
端
末
：
２
台
（
予
備
１
台
含
む
）

Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
表
示
装
置
端
末
：
１
台
（
注
２
）

緊
急
時
対
策
所
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
通
信
機
器
収
納
盤

緊
急
時
対
策
所
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
通
信
機
器
収
納
盤
（
注
２
）

Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
用
無
線
受
信
機

Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
用
無
線
受
信
機
（
注
２
）

（
中
間
建
屋

 
壁
面
）

（
中
間
建
屋

 
壁
面
）

３
号
機
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
通
信
機
器
収
納
盤

３
号
機
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
通
信
機
器
収
納
盤
（
注
２
）

Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
用
無
線
発
信
機

Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
用
無
線
発
信
機
（
注
２
）

約
３
台
（
注
３
）

緊
急
時
対
策
所
：
約
１
台
（
注
３
）

事
務
所
等
：
約
２
台
（
注
３
）

３
台

緊
急
時
対
策
所
：
１
台

移
動
式
放
射
能
測
定
装
置
（
モ
ニ
タ
車
）
：
２
台

２
台

緊
急
時
対
策
所
：
１
台

緊
急
時
対
策
所
（
予
備
）
：
１
台

３
台

緊
急
時
対
策
所
：
２
台

事
務
所
等
：
１
台

約
２
２
台
（
注
３
）

緊
急
時
対
策
所
：
約
５
台
（
注
３
）

中
央
制
御
室
：
約
１
台
（
注
３
）

事
務
所
等
：
約
１
６
台
（
注
３
） 約
１
１
台
（
注
３
）

緊
急
時
対
策
所
：
約
３
台
（
注
３
）

中
央
制
御
室
：
約
１
台
（
注
３
）

事
務
所
等
：
約
７
台
（
注
３
）

（
注
１
）
：
発
電
所
内
と
発
電
所
外
で
共
用
。

（
注
２
）
：
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
を
兼
用
す
る
。

（
注
３
）
：
台
数
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
防
災
訓
練
の
評
価
結
果
、
発
電
所
運
営
等
を
踏
ま
え
見
直
す
こ
と
が
あ
る
。

衛
星
保
安
電
話

同
左
（
注
２
）

社
内
Ｔ
Ｖ
会
議
シ
ス
テ
ム

無
線
通
話
装
置
（
注
１
）

衛
星
電
話

通
信
設
備

（
発
電
所
外
）

電
力
保
安
通
信

用
電
話
設
備

加
入
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
（
注
１
）

社
内

所
内

約
９
９
台
（
注
３
）

－－ －－

同
左
（
注
２
）

社
外

（
社
内

を
含

む
）

可
搬

第
１
表

 
通
信
連
絡
設
備
の
主
要
設
備
一
覧
（
２
／
４
）

通
信
種
別

容
量

－
所
外

－

携
帯
電
話
（
注
１
）主
要
設
備

安
全
パ
ラ
メ
ー
タ
表
示
シ
ス
テ
ム
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
）
（
注
１
）

Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
表
示
装
置

加
入
電
話
（
注
１
）

デ
ー
タ
伝
送
設
備

（
発
電
所
内
）

-  添 1 0 - 1 9  -  
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表 85－20 添付－２（２） 

工事計画認可申請書 添付資料１０ 

 

 

 

 

設
計
基
準
事
故
対
処
設
備

重
大
事
故
等
対
処
設
備

約
２
８
０
台
（
注
３
）

中
央
制
御
室
：
約
５
台
（
注
３
）

緊
急
時
対
策
所
：
約
５
台
（
注
３
）

事
務
所
等
：
約
２
７
０
台
（
注
３
）

約
７
５
０
台
（
注
３
）

中
央
制
御
室
：
約
１
１
台
（
注
３
）

事
務
所
等
：
約
７
４
０
台
（
注
３
）

２
台

１
台
（
注
２
）

緊
急
時
対
策
所
：
１
台

緊
急
時
対
策
所
：
１
台

事
務
所
等
：
１
台

９
台

６
台
（
注
２
）

緊
急
時
対
策
所
：
６
台

緊
急
時
対
策
所
：
６
台

事
務
所
等
：
３
台

５
台

１
台
（
注
２
）

緊
急
時
対
策
所
：
２
台

緊
急
時
対
策
所
：
１
台

事
務
所
等
：
３
台

一
式

（
中
間
建
屋

 
ス
イ
ッ
チ
ギ
ヤ
室
）

Ｅ
Ｒ
Ｓ
Ｓ
伝
送
サ
ー
バ
用
通
信
機
器
収
納
盤

（
補
助
建
屋

 
壁
面
）

衛
星
ア
ン
テ
ナ

（
中
間
建
屋

 
チ
ラ
ー
ユ
ニ
ッ
ト
室
）

統
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
用
通
信
機
器
収
納
盤

（
中
間
建
屋

 
壁
面
）

無
線
ア
ン
テ
ナ
（
３
号
機
）

（
緊
急
時
対
策
所
建
屋
）

緊
急
時
対
策
所
通
信
設
備
収
容
架
１

無
線
ア
ン
テ
ナ
（
緊
急
時
対
策
所
） １
４
台

９
台
（
注
２
）

緊
急
時
対
策
所
：
７
台

緊
急
時
対
策
所
：
７
台

中
央
制
御
室
：
２
台

中
央
制
御
室
：
２
台

緊
急
時
対
策
所
（
予
備
）
：
３
台

中
央
制
御
室
（
予
備
）
：
２
台

２
８
台

８
台
（
注
２
）

緊
急
時
対
策
所
：
８
台

緊
急
時
対
策
所
：
５
台

中
央
制
御
室
：
２
台

緊
急
時
対
策
所
（
予
備
）
：
３
台

移
動
式
放
射
能
測
定
装
置
（
モ
ニ
タ
車
）
：
２
台

事
務
所
等
：
１
６
台

２
台

１
台
（
注
２
）

緊
急
時
対
策
所
：
２
台
（
予
備
１
台
含
む
）

緊
急
時
対
策
所
：
１
台

（
注
１
）
：
発
電
所
内
と
発
電
所
外
で
共
用
。

（
注
２
）
：
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
を
兼
用
す
る
。

（
注
３
）
：
台
数
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
防
災
訓
練
の
評
価
結
果
、
発
電
所
運
営
等
を
踏
ま
え
見
直
す
こ
と
が
あ
る
。

所
外

通
信
設
備

（
発
電
所
外
）

携
帯
（
注
１
）

社
外

緊
急
時
衛
星
通
報
シ
ス
テ
ム

社
外

（
社
内

を
含

む
）

統
合
原
子
力
防

災
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
に
接
続
す
る

通
信
連
絡
設
備

衛
星
電
話

固
定
（
注
１
）

保
安
電
話
（
携
帯
）
（
注
１
）

同
左
（
注
２
）

電
力
保
安
通
信

用
電
話
設
備

Ｔ
Ｖ
会
議
シ
ス
テ
ム

そ
の
他

Ｉ
Ｐ
－
Ｆ
Ａ
Ｘ

保
安
電
話
（
固
定
）
（
注
１
）

Ｉ
Ｐ
電
話

通
信
種
別

容
量

第
１
表

 
通
信
連
絡
設
備
の
主
要
設
備
一
覧
（
３
／
４
）

主
要
設
備

－ －

-  添 1 0 - 2 0  -  
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表 85－20 添付－２（２） 

工事計画認可申請書 添付資料１０ 

 

 

設
計
基
準
事
故
対
処
設
備

重
大
事
故
等
対
処
設
備

一
式

（
中
間
建
屋

 
ス
イ
ッ
チ
ギ
ヤ
室
）

緊
急
時
オ
ン
ラ
イ
ン
デ
ー
タ
伝
送
装
置
Ａ
盤

緊
急
時
オ
ン
ラ
イ
ン
デ
ー
タ
伝
送
装
置
Ｂ
盤

一
式

（
中
間
建
屋

 
ス
イ
ッ
チ
ギ
ヤ
室
）

Ｅ
Ｒ
Ｓ
Ｓ
伝
送
サ
ー
バ
盤

Ｅ
Ｒ
Ｓ
Ｓ
伝
送
サ
ー
バ
用
通
信
機
器
収
納
盤

（
補
助
建
屋

 
壁
面
）

衛
星
ア
ン
テ
ナ

（
注
１
）
：
発
電
所
内
と
発
電
所
外
で
共
用
。

（
注
２
）
：
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
を
兼
用
す
る
。

社
外

（
社
内

を
含

む
）

社
外

同
左
（
注
２
）

同
左
（
注
２
）

安
全
パ
ラ
メ
ー
タ
伝
送
シ
ス
テ
ム

主
要
設
備

安
全
パ
ラ
メ
ー
タ
表
示
シ
ス
テ
ム
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
）
（
注

１
）

通
信
種
別

デ
ー
タ
伝
送
設
備

（
発
電
所
外
）

所
外

容
量

第
１
表

 
通
信
連
絡
設
備
の
主
要
設
備
一
覧
（
４
／
４
）

-  添 1 0 - 2 1  -  
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（２）－２－20 保安規定第 85 条 表 85-21「その他の設備（アクセスルート確保）」 

運転上の制限等について 

 

a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 

b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量  

(1) 設置変更許可申請書 添付八（所要数） 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備分類等」

参照 

  

補(2)-651



 

a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 

 

補(2)-652



保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

 

保
安
規
定

 第
85
条

 
条
文

 
記
載
内
容
の
説
明
 

表
８
５
－
２
１

 
そ
の
他
の
設
備
 

 ８
５
－
２
１
－
１
 
ア
ク
セ
ス
ル
－
ト
の
確
保
 
①
 

 (
1)
 運
転
上
の
制
限

  

項
 
目

 
②
 

運
転
上
の
制
限

 
③
 

ア
ク
セ
ス
ル
－
ト
の
確
保
 

ブ
ル
ド
－
ザ
お
よ
び
油
圧
シ
ョ
ベ
ル
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
 

適
用
モ
ー
ド
 
④
 

設
 
備

 
⑤
 

所
要
数

 
⑥
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６

お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料

体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
 

ブ
ル
ド
－
ザ
 

２
台
 

油
圧
シ
ョ
ベ
ル
 

１
台
 

 (
2)
 確
認
事
項

 
⑦
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

ブ
ル
ド
－
ザ
 

所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 
タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
 

油
圧
シ
ョ
ベ
ル
 

所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 
タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
 

  

①
 設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
三
条

 （
１
．
０
）
が
該
当
す
る
。
（
添
付
―
１
）
 

 

②
 運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器

 （
添
付
－
１
）
 

 ③
 以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
、
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
ブ
ル

ド
ー
ザ
及
び
油
圧
シ
ョ
ベ
ル
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
三
条
 （
１
．
０
）

 

「
重
大
事
故
等
対
処
設
備
」
と
し
て
、
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
可
搬
型
重
大
事
故
等

対
処
設
備
を
運
搬
し
、
又
は
他
の
設
備
の
被
害
状
況
を
把
握
す
る
た
め
、
工
場
等
内
の
道
路
及
び
通
路
が
確

保
で
き
る
よ
う
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
た
も
の
で
あ
る
（
実
効
性
の
あ
る
運
用
管
理
を
行
う
）
こ
と
 

 ④
 ブ
ル
ド
ー
ザ
及
び
油
圧
シ
ョ
ベ
ル
は
、
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処

設
備
の
運
搬
又
は
他
の
設
備
の
被
害
状
況
の
把
握
に
あ
た
り
、
発
電
所
内
の
道
路
及
び
通
路
を
確
保
す
る
た
め

に
必
要
な
設
備
で
あ
り
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
る
期
間
及
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に

燃
料
体
が
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
適
用
モ
ー
ド

は
「
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
」
と

す
る
。（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．（
１
）
）
 

 ⑤
 ②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備
 

 

⑥
 ブ
ル
ド
ー
ザ
及
び
油
圧
シ
ョ
ベ
ル
は
、
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
が
可
搬
型
代
替
電
源
設
備
及
び

可
搬
型
注
水
設
備
で
は
な
い
こ
と
か
ら
１
Ｎ
要
求
機
器
で
あ
る
。
ブ
ル
ド
ー
ザ

2
台
、
油
圧
シ
ョ
ベ
ル

1
台
で

重
大
事
故
等
発
生
時
の
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
を
確
保
で
き
る
設
計
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
１
Ｎ
要
求
と
し
て

1

セ
ッ
ト
・
ブ
ル
ド
ー
ザ

2
台
、
油
圧
シ
ョ
ベ
ル

1
台
が
必
要
と
な
る
。
 

竜
巻
に
対
し
て
は
、
瓦
礫
除
去
は
ブ
ル
ド
ー
ザ

1
台
で
対
応
可
能
で
あ
る
。
油
圧
シ
ョ
ベ
ル
は
地
震
時
の
段
差

解
消
の
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
、
竜
巻
襲
来
時
は
不
要
で
あ
る
。（
添
付
－
２
）
 

 

⑦
 適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。

(保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２

) 

動
作
確
認
（
所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
る
）
 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方

に
基
づ
き

3
ヶ
月
に

1
回
、
外
観
点
検
等
に
よ
り
所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

 

保
安
規
定

 第
85
条

 
条
文

 
記
載
内
容
の
説
明
 

(
3)
 要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件

 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
、

３
お
よ
び

４
 

A
. 
所
要
数
を
満
足
し
て

い
な
い
場
合
 

A
.1
 
タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
当
該
設
備
を
使
用
可

能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

ま
た
は
 

A
.2

 タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
代
替
措
置
※
１
を
検
討

し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施

す
る
。
 

１
０
日
 

  １
０
日
 

B
. 
条
件
Ａ
の
措
置
を
完

了
時
間
内
に
達
成

で
き
な
い
場
合
 

B
.1
 当
直
課
長
は
、
モ
－
ド
３
に
す
る
。

 

お
よ
び
 

B
.2
 当
直
課
長
は
、
モ
－
ド
５
に
す
る
。

 

 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

モ
ー
ド

５
、
６
お

よ
び
使
用

済
燃
料
ピ

ッ
ト
に
燃

料
体
を
貯

蔵
し
て
い

る
期
間
 

A
. 
所
要
数
を
満
足
し
て

い
な
い
場
合
 

A
.1
 
タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
当
該
設
備
を
動
作
可

能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
っ

て
い
る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。

 

お
よ
び
 

A
.3
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非
満

水
）
ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水

位
）
の
場
合
、
１
次
系
保
有
水
を
回
復
す
る
措

置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.4

 タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
代
替
措
置
※
１
を
検
討

し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施

す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

※
１
：
代
替
品
の
補
充
等
。
 

 

 ⑧
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
条
件
を
記
載
す
る
。
 

ブ
ル
ド
ー
ザ
及
び
油
圧
シ
ョ
ベ
ル
は
、
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
、
使
用
可
能
な
台
数
が
所
要
数
未
満
に
な

っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．（
１
）
）
 

 

⑨
 要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。
(保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．（
２
）
、（
３
）

) 

【
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
】
 

A
.1
 当
該
設
備
を
使
用
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
ブ
ル
ド
ー
ザ
及
び
油
圧
シ
ョ
ベ
ル
は
、
重
大
事
故
等
時
に
可
搬

型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
運
搬
す
る
た
め
の
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
を
確
保
す
る
設
備
で
あ
り
、
間
接
的
に
安
全

機
能
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
「
MS
-2
」
の
「
異
常
状
態
へ
の
対
応
上
特
に
重
要
な
構
造
物
、
系
統
及
び
機
器
」
に

分
類
さ
れ
て

LC
O
設
定
さ
れ
て
い
る
保
安
規
定
第

34
条
（
計
測
お
よ
び
制
御
設
備
）
の
「
事
故
時
監
視
計
装
」

の
1
つ
の
機
能
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
の
復
旧
の
た
め
に
認
め
ら
れ
て
い
る
完
了
時
間
で
あ
る
「

10
日
」

を
準
用
し
、
「

10
日
」
と
す
る
。
 

A
.2
 当
該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了

時
間
は
、
保
安
規
定
第

34
条
（
計
測
お
よ
び
制
御
設
備
）
の
「
事
故
時
監
視
計
装
」
の

1
つ
の
機
能
が
動
作
不

能
と
な
っ
た
場
合
の
代
替
監
視
手
段
を
確
保
す
る
た
め
に
認
め
ら
れ
て
い
る
完
了
時
間
で
あ
る
「
10
日
」
を
準

用
し
、「

10
日
」
と
す
る
。
 

B
1,
B
2 
既
保
安
規
定
と
同
様
な
設
定
と
し
て
い
る
。
 

 【
モ
ー
ド
５
、
６
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
】
 

A
.1
 当
該
設
備
を
使
用
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.2
 当
該
設
備
が
使
用
不
能
で
あ
る
状
態
で
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
行
う
こ
と
は
安
全
側
の
措
置
と
は
い
え
な
い

こ
と
か
ら
、
水
抜
き
中
の
場
合
は
“
速
や
か
に
”
水
抜
き
を
中
止
し
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
措
置
を

行
う
。
 

A
.3
 既
に
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
中
の
場
合
は
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
た
め
１
次
系
の
保
有
水
を
回
復
す
る

措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.4
 当
該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置
を

“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
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b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量  

(1) 設置変更許可申請書 添付八（所要数） 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備分類

等」参照 
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表 85－21 添付－2（1） 

設置変更許可申請書 添付八 

 

1 . 1  安全設計の方針  

1 . 1 . 8  重大事故等対処設備に関する基本方針  

1 . 1 . 8 . 4  操作性及び試験・検査性  

( 1 )  操作性の確保  

d .  発電所内の屋外道路及び屋内通路の確保  

想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重

大事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握

するため、発電所内の道路及び通路が確保できるよう、以下

の設計とする。  

（中略）  

屋外アクセスルートに対する地震による影響（周辺構築物

の倒壊、周辺機器の損壊、周辺斜面の崩壊及び道路面の滑

り）、その他自然現象による影響（津波による漂着物、台風

及び竜巻による飛来物、積雪並びに降灰）を想定し、複数の

アクセスルートの中から早期に復旧可能なルートを確保する

ため、障害物を除去可能なブルドーザ 2 台（予備 1 台）及び

油圧ショベル 1 台（予備 1 台）を保管及び使用する。また、

地震による屋外タンクからの溢水及び降水に対して、道路上

の自然流下も考慮した上で、通行への影響を受けない箇所に

アクセスルートを確保する設計とする。  

（以下省略）  

 

所要数  

関連箇所を下線にて示す。  
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（２）－３ 補足説明資料 
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（２）－３－１ 重大事故等対処設備の運転上の制限に係る括り方の配慮事項について 

 
重大事故等対処設備（以下、ＳＡ設備）に対する運転上の制限（以下、ＬＣＯ）を設定す

るに当たり、技術基準規則等の条文では違う目的にも拘らず、同じ系統を使用するものが少

なくない。ＬＣＯ設定に関しては、保安規定の運用面を考慮し、いくつかの要求条文を対象

に系統毎に一括りにして整理することとする。以下にその配慮事項を取り纏め、詳細な内容

を整理する。 

 
１．配慮事項 
（１）系統を一括りにする場合の配慮事項 
・技術基準規則、設置許可基準規則及び技術的能力審査基準の要求を満足するようＬ

ＣＯを設定する。 
・取り纏めの範囲として、技術基準規則（技術的能力審査基準）の 60条（1.2）「原子
炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」～66 条
（1.8）「原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備」を対象とし、目的
は異なるものの、同一の系統として使用するものを系統別に取り纏める。 
・重大事故等の処置に使用する配管等は、必ずどれかのＳＡ設備と紐付けし、必ずＬ

ＣＯ設定するよう配慮する。 
・ＳＡ設備が、故障等により動作不能となった場合において、その機能と同等の設備

があればＬＣＯ逸脱にならないことを考慮し、系統毎のＬＣＯを設定する。 

 
（２）その他 

ＬＣＯの設定に当たっては、運用面を考慮し、明確な分類かつ確実な対応を行える

よう配慮のうえ設定する。 

 
２．別紙  
（１）保安規定における重大事故等対処設備の運転上の制限及び完了時間整理表 
（２）保安規定における重大事故等対処設備の運転上の制限及び完了時間整理表（補足） 

以上 
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美
浜
３
号
炉

 
保
安
規
定
に
お
け
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
運
転
上
の
制
限
及
び
完
了
時
間
整
理
表
（
技
術
的
能
力
１
．
２
～
１
．
８
の
手
段
別
・
系
統
別
）

一
括
り
に
す
る
範
囲

L
C

O
逸
脱
と
な
ら
な
い
た
め
、
他
の
機
能
で
Ｌ
Ｃ
Ｏ
を
設
定
す
る

（
 
）
は
、
緩
和

設
備
で
参
考
と
す
る
Ｄ
Ｂ
設
備
を
指
す

：
要
求
モ
ー
ド
１
～

3
：
要
求
モ
ー
ド
１
～

6
（
原
則

）

Ｂ
（
Ｌ
Ｃ
Ｏ
逸
脱

な
し
）

対
応
す
る
Ｄ
Ｂ
設
備

Ｃ
（
代
替
手
段
）

表
N

o
.

分
類
１

分
類

２
分
類
３
（
対

応
設

備
等

）
主

な
用
途

Ｌ
Ｃ
Ｏ
を
逸
脱
し
た
Ｓ
Ａ
設
備

と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
設
備

Ｌ
Ｃ
Ｏ
逸
脱
時
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
判
断

（
2
N
以
外

：
Ａ
Ｏ
Ｔ
＝

3
日

）
（
2
N
：
A

O
T
＝

1
0
日
）

（
Ａ
Ｏ
Ｔ
＝

3
0
日

）
補
完
措
置
に
よ
り

同
等
の
機
能
を
有
す
る
設
備

1
.2

6
0
条

1
.3

6
1
条

1
.4

6
2
条

1
.5

6
3
条

1
.6

6
4
条

1
.7

6
5
条

1
.8

6
6
条

８
５
－
３

1
次
冷
却
系
の
フ
ィ
ー
ド

ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド

1
次
冷
却
系
の
フ
ィ
ー
ド

ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド

高
圧
注
入
系
統

、
加
圧
器
逃
が
し
弁

・
S
/
G
除
熱

機
能
喪
失
時
の
代
替
冷
却

－
・
補
助
給
水
ポ
ン
プ

・
主
蒸
気
逃
が
し
弁

－
１
Ｎ

○
○

○
－

－
－

－
－

×
保

安
規

定
4
5
条

、
5
2
条
と
は

、
Ｌ
Ｃ
Ｏ
逸
脱
時
の

要
求
さ
れ
る
措

置
及
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
が

異
な
る
た
め
、

8
5
条
に
て
整

理
す
る
。

N
=
C

H
/
S

IP
２
台

、
P

zR
V
２
個

8
5
条
に
て
モ
ー
ド

1
～

4
（
S
G
使
用
）
で
整
理

余
熱
除
去
系
統

・
1
次
冷
却
系
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド
後

の
余
熱
除
去
と
し
て
使
用
（
Ｄ
Ｂ
と
同
じ
）
通
常
運
転
時

の
余
熱
除
去
と
同
じ
で
あ
る

の
で
、
保
安
規
定

3
8
条
～

4
2
条
に
よ
る
。

－
－

－
○

○
○

－
－

－
－

－
○

－
保
安
規
定

3
8
条
～

4
2
条
に
て
整
理

８
５
－
４
炉
心
注
水

炉
心
注
水

－
非
常

用
炉
心
冷
却
系
－

非
常

用
炉
心
冷
却

設
備

（
低
圧
注
入
系
統
、
高
圧
注
入
系
統

）

・
C

/
V
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク
リ
ー
ン
閉
塞

時
及
び
停
止
中

の
余
熱
除
去

機
能
喪
失

時
の

代
替
冷
却

・
S
B

O
時
に
お
け
る
溶
融
炉
心

の
C

/
V
下

部
へ

の
落
下
遅
延
、
防
止

の
た
め
の
代

替
冷
却

－
－

－
１
Ｎ

○
－

－
○

－
－

－
○

×
非

常
用
炉
心
冷
却
系
の

要
求

モ
ー
ド
、

L
C

O
逸
脱
時
の

要
求
さ
れ
る
措

置
及
び

Ａ
Ｏ
Ｔ
が
異
な
る
た
め

8
5
条
に
て
モ
ー
ド

1
～

6
で
整

理
8
5
条
に
て
モ
ー
ド

1
～

6
で
整
理

炉
心
注
水

－
蓄
圧
注
入
系

－
非

常
用
炉
心
冷
却

設
備

（
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
）

・
運
転
停
止
時

の
S
B

O
、
低
圧
注
入
機
能

喪
失
時
に
お
け
る
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
に
よ

る
代

替
冷
却

－
－

－
１
Ｎ

○
－

－
○

－
－

－
－

×
停
止
時
の
有
効
性
評
価
に
用

い
る
こ
と
か
ら
、
Ｄ
Ｂ
側

（
モ
ー
ド
３
以
上
）
と
適

用
さ
れ

る
モ
ー
ド
が
異

な
る
こ
と
か
ら
、
Ｓ
Ａ
側

で
Ｌ
Ｃ
Ｏ
を
整

理
。

8
5
条
に
て
モ
ー
ド

1
～

6
で
整
理

・
C
充

て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷

却
）
に
よ
る

S
B

O
に
お
け
る
代
替
冷
却

・
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

・
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

・
原
子
炉

補
機
冷
却
水
系

－
－

○
－

－
－

－

・
S
B

O
時
に
お
け
る
溶
融
炉
心

の
C

/
V
下

部
へ

の
落
下
遅
延
、
防
止

の
た
め
の
代

替
冷
却

（
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
）

－
－

－
－

－
－

○

・
E
C

C
S
機

能
喪
失
時
に
お
い
て
非
常
用

電
源
健

全
時

の
代
替
冷
却

A
、

B
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（
R

H
R

S
-
C

S
S

連
絡
ラ
イ
ン
使
用

)に
よ
る
代
替
炉
心
注

水 【
1
9
分
】

･余
熱
除
去
ポ
ン
プ

・
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ

－
－

－
○

－
－

－
－

－

・
S
B

O
、
低
圧
注
入

機
能
喪
失
時
に
お
け

る
恒

設
代

替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代

替
冷
却

・
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

・
原
子
炉

補
機
冷
却
水
系

－
－

－
○

－
－

－
－

－

・
S
B

O
時
に
お
け
る
溶
融
炉
心

の
C

/
V
下

部
へ

の
落
下
遅
延
、
防
止

の
た
め
の
代

替
冷
却

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

・
E
C

C
S
機

能
喪
失
時
に
お
い
て
非
常
用

電
源
健

全
時

の
代
替
冷
却

･余
熱
除
去
ポ
ン
プ

・
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ

・
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

－
－

○
－

－
－

－

・
溶
融
炉
心

の
C

/
V
下
部
へ

の
落
下
遅

延
、
防
止

の
た
め
の
代
替
冷
却

－
－

－
－

－
－

－
－

○

代
替
炉
心
注
水

－
可

搬
式

代
替
低
圧
注
水
ポ
ン

プ
に
よ
る
代

替
炉
心
注
水
－

可
搬
式

代
替
低
圧
注
入
ポ
ン
プ
に
よ
る
代

替
炉
心
注
水
系

【
8
.5
時
間

】

・
可

搬
式

代
替
低
圧
注
入
ポ
ン
プ
に
よ
る

S
B

O
に
お
け
る
代

替
再
循
環

－

・
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

・
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ

・
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

・
原
子
炉

補
機
冷
却
水
系

・
A
、

B
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ

 
及
び

 
C
充

て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却

）
２
Ｎ

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

8
5
条
に
て
モ
ー
ド

1
～

6
で
整
理

A
、

B
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（
R

H
R

S
-
C

S
S
連

絡
ラ
イ
ン
使

用
)に
よ
る
代

替
再
循
環
運
転

【
5
分
】

・
L
O

C
A
時
再
循
環
不

能
時
に
お
い
て
非

常
用
電
源
健

全
時
の
代
替
冷
却

 
（
内
部

ス
プ
レ
ク
ー
ラ
使

用
）

－
・
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

－
１
Ｎ

△
－

－
○

－
－

－
－

×
－

8
5
条
に
て
モ
ー
ド

1
～

6
で
整
理

・
大
容

量
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
補
機
冷
却

・
S
B

O
時
に
お
い
て
海
水
代
替
補
機
冷
却

さ
れ
た

E
C

C
S
補
機
に
よ
る
代
替
冷
却

－
・
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

・
原
子
炉

補
機
冷
却
水
系

・
C
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷

却
）
 

 
及
び

 
大
容
量
ポ
ン
プ
に
よ
る
原

子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却

１
Ｎ

△
－

－
○

－
－

－
－

×

非
常

用
炉
心
冷
却
系
の

要
求

モ
ー
ド
、

L
C

O
逸
脱
時
の

要
求
さ
れ
る
措

置
及
び

Ａ
Ｏ
Ｔ
が
異
な
る
た
め

8
5
条
に
て
モ
ー
ド

1
～

6
で
整

理
ま
た
、
代

替
海
水
供
給

設
備
に
対

す
る
Ｌ
Ｃ
Ｏ
は
、
１
．
７
（
6
5
条

）
に
て
整

理
す

る
。

8
5
条
に
て
モ
ー
ド

1
～

6
で
整
理

８
５
－
５

1
次
冷
却
系
の
減
圧

加
圧
器
逃
が
し
弁
に
よ
る
減
圧

加
圧
器
逃
が
し
弁
に
よ
る
減
圧

・
燃
料
破
損
時

の
Ｄ
Ｃ
Ｈ
防
止

の
た
め
の

1
次
系
減
圧

・
S
G

T
R
減
圧
継
続
及
び

IS
L
O

C
A
時

の
1

次
系
減
圧

－
－

－
－

○
－

○
－

－
－

－
－

○
要

求
モ
ー
ド
、
要

求
機

能
と
も
Ｄ
Ｂ
と
同
じ

4
5
条
に
て
整

理
す
る
。

N
=
2
個

：
4
5
条
に
て
整
理

窒
素
ボ
ン
ベ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動
用

）
を
使

用
し
た
加
圧
器
逃
が
し
弁
に
よ
る
１
次

冷
却
系
の
減
圧
系

【
3
6
分

】

可
搬
式
空
気
圧
縮

機
（
加
圧
器
逃
が
し

弁
作
動

用
）

－
１
Ｎ

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

8
5
条
に
て
モ
ー
ド

1
～

3
で
整
理

可
搬
式
空
気
圧
縮

機
（
加
圧
器
逃
が
し
弁

作
動
用

）
を
使

用
し
た
加
圧
器
逃
が
し
弁
に

よ
る
１
次
冷
却
系
の
減
圧
系

【
3
6
分

】

窒
素
ボ
ン
ベ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動

用
）

－
１
Ｎ

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

8
5
条
に
て
モ
ー
ド

1
～

3
で
整
理

可
搬
型
バ
ッ
テ
リ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動

用
）
に
よ
る
加
圧
器
逃
が
し
弁
を
使

用
し
た

加
圧
器
逃
が
し
弁
に
よ
る
１
次
冷
却
系

の
減

圧
系

【
3
8
分

】

・
S
B

O
及
び
常

設
直
流
電
源
喪
失
時

の
代

替
直
流
電
源
に
よ
る
加
圧
器
逃
が
し

弁
機

能
回
復

－
－

１
Ｎ

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

8
5
条
に
て
モ
ー
ド

1
～

3
で
整
理

保
安

規
定

2
8
条
化
学
体
積
制
御
系
は
ほ
う
素
濃
縮
機

能
で
あ
り
、
目
的
が
違
う

た
め
適

用
不
可
。

１
Ｎ

－
－ ×

溶
融
炉
心

の
C

/
V
下
部
へ

の
落
下
遅
延
、
防
止

の
た
め
の

代
替
冷
却
機

能
で

あ
れ
ば

、
充

て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
に
よ
る
充

て
ん
系
に
よ
り
代

替
で
き
る

が
、

E
C

C
S
機

能
喪
失
時
に
お
い
て
非

常
用
電
源
健

全
時

の
代

替
冷
却
と
し
て

管
理
が
必

要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

L
C

O
を
設

定
す
る
。

・
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

１
Ｎ

△
×

代
替
炉
心
注
水

－
A
、

B
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ

（
R

H
R

S
-
C

S
S
連
絡
ラ
イ
ン
使

用
)

に
よ
る
代

替
炉
心
注
水

－

A
、

B
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（
R

H
R

S
-
C

S
S
連

絡
ラ
イ
ン
使

用
)に
よ
る
代

替
炉
心
注
水
系

【
1
9
分

】

A
、

B
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（
R

H
R

S
-
C

S
S
連
絡
ラ
イ
ン
使
用

)
に
よ
る
代
替
再
循
環
運
転
と
は

、
目
的
と
す
る
機
能
が
異

な
り
、

L
C

O
逸
脱
時
の
措
置
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
各
々

L
C

O
を
設
定
し
、
当
該
ポ
ン
プ
故
障
時
は

、
各
々

の
L
C

O
逸
脱
時

の
措
置
を
行
う
。

8
5
条
に
て
モ
ー
ド

1
～

6
で
整
理

代
替
再
循
環

・
S
B

O
及
び
常

設
直
流
電
源
喪
失
時

の
代

替
空
気
に
よ
る
加
圧
器
逃
が
し
弁
機

能
回
復

・
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

・
非
常
用
直
流
電
源

－
１
Ｎ

△

Ｌ
Ｃ
Ｏ
設

定
の
考
え
方

備
 

 
考

、
適

用
モ
ー
ド

C
充

て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷

却
）
に
よ
る
充

て
ん
系

【
9
0
分

】

－
恒

設
代

替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代

替
炉
心
注
水
系

【
3
0
分

】

恒
設

代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代

替
炉
心
注
水
系
は

、
 
・
A
、

B
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（
R

H
R

S
-
C

S
S
連
絡
ラ
イ
ン
使

用
)に
よ
る
代

替
炉

心
注
水
系

 
及
び

 
・
C
充

て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）
に
よ
る
充
て
ん
系

に
よ
り
、
Ｂ
に
該
当
し
、
基

準
要

求
を
満

足
す
る
こ
と
か
ら
、
本

機
能
は
上
記

２
つ

に
よ
り
担

保
す
る
。

C
充

て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷

却
）
に
よ
る
充

て
ん
系

【
9
0
分
】

対
応
手
段

所
要

数
（
量

）
D

B
兼

用

該
当
条

文

D
B

-
S
A

統
合

代
替
炉
心
注
水

－
C
充

て
ん

/
高
圧
注
入
ポ
ン
プ

（
自
己
冷
却
）
に
よ
る
代

替
炉
心

注
水
－

8
5
条
に
て
モ
ー
ド

1
～

6
で
整
理

－

設
備

要
求

の
た
め
代

替
な
し

１ ２ ３ ５ ６ ７ ８

９ 1
0４４

補(2)-659



Ｂ
（
Ｌ
Ｃ
Ｏ
逸
脱

な
し
）

対
応
す
る
Ｄ
Ｂ
設
備

Ｃ
（
代
替
手
段
）

表
N

o
.

分
類
１

分
類

２
分
類
３
（
対

応
設

備
等

）
主

な
用
途

Ｌ
Ｃ
Ｏ
を
逸
脱
し
た
Ｓ
Ａ
設
備

と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
設
備

Ｌ
Ｃ
Ｏ
逸
脱
時
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
判
断

（
2
N
以
外

：
Ａ
Ｏ
Ｔ
＝

3
日

）
（
2
N
：
A

O
T
＝

1
0
日
）

（
Ａ
Ｏ
Ｔ
＝

3
0
日

）
補
完
措
置
に
よ
り

同
等
の
機
能
を
有
す
る
設
備

1
.2

6
0
条

1
.3

6
1
条

1
.4

6
2
条

1
.5

6
3
条

1
.6

6
4
条

1
.7

6
5
条

1
.8

6
6
条

Ｌ
Ｃ
Ｏ
設

定
の
考
え
方

備
 

 
考

、
適

用
モ
ー
ド

対
応
手
段

所
要

数
（
量

）
D

B
兼

用

該
当
条

文

D
B

-
S
A

統
合

８
５
－
６
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ

イ
等

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
に
よ
る
格
納
容
器
注
水

【
数
分

】
・
格
納
容
器
過
圧
破
損

を
防
止

す
る
た
め

の
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

－
－

－
－

－
○

－
－

－

・
原
子
炉
圧
力
容
器
に
残
存

す
る
溶
融

炉
心

を
冷
却

す
る
た
め
の
格
納
容
器
水

張
り

－
－

○
－

－
－

－
－

－

・
格
納
容
器
下
部
に
落
下
し
た
溶
融
炉
心

の
冷
却

の
た
め
の
格
納
容
器
注
水

－
－

－
－

－
－

○
Ｄ
Ｂ
に
お
け
る
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
の

要
求

モ
ー
ド
は

1
～

4
で
あ
り
、
Ｓ
Ａ
機

能
と
し
て
の

適
用

モ
ー
ド
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、

8
5
条
に
て
整

理

内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ

2
台
及
び
代
替

C
/
V
ス
プ
レ
イ
（
恒

設
代

替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
）
及
び
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接

注
水

（
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
）
を
要
求

8
5
条
に
て
モ
ー
ド

1
～

6
で
整
理

代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ

イ －
恒
設

代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

に
よ
る
代

替
原
子
炉
格
納
容
器

ス
プ
レ
イ
－

恒
設

代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代

替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系

【
2
5
分

】

・
格
納
容
器
冷
却
及
び
格
納
容
器
過
圧

破
損

を
防
止

す
る
た
め
の
代
替
格
納
容

器
ス
プ
レ
イ

・
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ

・
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

・
原
子
炉

補
機
冷
却
水
系

－
－

－
－

○
○

－
8
5
条
に
て
モ
ー
ド

1
～

6
で
整
理

・
原
子
炉
圧
力
容
器
に
残
存

す
る
溶
融

炉
心

を
冷
却

す
る
た
め
の
代
替
格
納
容

器
水

張
り

・
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ

－
－

○
－

－
－

－
8
5
条
に
て
モ
ー
ド

1
～

6
で
整
理

・
S
B

O
時
に
お
け
る
格
納
容
器
下
部
に
落

下
し
た
溶
融
炉
心
の
冷
却

の
た
め
の
格

納
容
器
注
水

（
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
）

－
－

－
－

－
－

○

内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ

2
台
及
び
代
替

C
/
V
ス
プ
レ
イ
（
恒

設
代

替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
）
及
び
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接

注
水

（
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
）
を
要
求

8
5
条
に
て
モ
ー
ド

1
～

6
で
整
理

代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ

イ －
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水

ポ
ン
プ
に
よ
る
代

替
原
子
炉
格

納
容
器
ス
プ
レ
イ
お
よ
び
原
子
炉

下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水

－

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ

る
代

替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
及

び
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水
系

【
2
5
分

】

・
格
納
容
器
冷
却
及
び
格
納
容
器
過
圧

破
損

を
防
止

す
る
た
め
の
代
替
格
納
容

器
ス
プ
レ
イ

－
－

－
－

－
○

○
－

8
5
条
に
て
モ
ー
ド

1
～

6
で
整
理

・
原
子
炉
圧
力
容
器
に
残
存

す
る
溶
融

炉
心

を
冷
却

す
る
た
め
の
代
替
格
納
容

器
水

張
り

－
－

－
○

－
－

－
－

8
5
条
に
て
モ
ー
ド

1
～

6
で
整
理

・
S
B

O
時
に
お
け
る
格
納
容
器
下
部
に
落

下
し
た
溶
融
炉
心
の
冷
却

の
た
め
の
格

納
容
器
注
水

（
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
）

－
－

－
－

－
－

－
○

内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ

2
台
及
び
代
替

C
/
V
ス
プ
レ
イ
（
恒

設
代

替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
）
及
び
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接

注
水

（
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
）
を
要
求

8
5
条
に
て
モ
ー
ド

1
～

6
で
整
理

８
５
－
７
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然

対
流
冷
却

原
子
炉
補

機
冷
却
水
系
に
よ
る

原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然

対
流

冷
却

A
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
に
よ
る

原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然

対
流
冷
却

【
9
0
分

】

・
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
機
能
喪
失
時
に
お

け
る

C
C

W
S
に
よ
る
格
納
容
器

の
代
替
冷

却
－

・
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ

・
恒

設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

１
Ｎ

－
－

－
－

－
○

○
－

－
－

8
5
条
に
て
モ
ー
ド

1
～

6
で
整
理

大
容
量
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉

格
納
容
器
内
自
然

対
流
冷
却
お

よ
び
代

替
補

機
冷
却

大
容
量
ポ
ン
プ
を
用

い
た

A
格
納
容
器
循
環

冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器

内
自
然

対
流
冷
却

【
6
時
間

】

・
S
B

O
、

C
C

W
機

能
喪
失
時
に
お
け
る
代

替
海
水
供
給

設
備
（
大
容

量
ポ
ン
プ
）
を

使
用
し
た
格
納
容
器

の
代
替
冷
却

－
－

－
－

○
○

○
－

－
8
5
条
に
て
モ
ー
ド

1
～

6
で
整
理

大
容
量
ポ
ン
プ
に
よ
る
補

機
冷
却
水

（
海

水
）
通
水

【
6
時
間

】

・
S
B

O
又
は

L
U

H
S
時

の
大
容
量
ポ
ン
プ

で
の
計
器

用
空
圧
縮

機
等
へ
の
海
水
通

水
に
よ
る
代

替
補
機
冷
却

－
－

－
－

○
－

－
－

代
替

補
機
冷
却
設

備
は

、
大
容

量
ポ
ン
プ
を
使

用
し
た
系
統
で
あ
り
、
格
納
容

器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
に
よ
る
自
然

対
流
冷
却
と
同
じ
く
全
交
流
動
力
電
源
喪

失
時
に
使

用
す
る
こ
と
か
ら
、
同
大
容

量
ポ
ン
プ
に
よ
る
自
然
対
流
冷
却
に
て
一

括
り
に
整

理
す
る
。

8
5
条
に
て
モ
ー
ド

1
～

6
で
整
理

８
５
－
８
蒸
気
発
生
器

2
次
側
に
よ

る
炉
心
冷
却
（
注
水

）
蒸
気
発
生
器

2
次
側
に
よ
る
炉
心

冷
却
（
注
水
）

補
助
給
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
蒸
気
発
生
器
へ

の
給
水

 
【
数
分

】

・
D

B
A
機

能
に
同
じ

・
加
圧
器
逃
が
し
弁
機
能
喪
失
時

の
２
次

系
に
よ
る
１
次
冷
却
系

の
減
圧

－
○

－
－

－
－

－

・
余
熱
除
去
系

機
能
喪
失
時

の
2
次
系
に

よ
る

1
次
冷
却
系

の
冷
却

－
－

○
－

－
－

－

・
S
B

O
又
は
Ｌ
Ｕ
Ｈ
Ｓ
時
の

2
次
系
に
よ
る

1
次
冷
却
系

の
冷
却

○
－

○
○

－
－

－

タ
ー
ビ
ン
動

補
助
給
水
ポ
ン
プ
（
手
動

）
に
よ

る
蒸
気
発
生
器
へ

の
給
水

【
2
8
分

】

・
S
B

O
及
び
常

設
直
流
電
源
喪
失
時

の
現

場
手
動
に
よ
る
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水

ポ
ン
プ
機

能
回
復

－
－

－
１
Ｎ

△
○

○
－

－
－

－
－

○
要

求
モ
ー
ド

1
～

4
（
S
G
使

用
）
、
要

求
機

能
と
も
Ｄ
Ｂ
と
同
じ
で
は
あ
る
が
、
要

求
さ
れ

る
措

置
が
異

な
る
た
め
、
要

求
さ
れ

る
措

置
に
つ
い
て
は

8
5
条
に
て
整

理
す
る
。

N
=
T
/
D

A
F
W

P
6
6
条
に
て
整
理
（
モ
ー
ド

1
～

3
）

８
５
－
９
蒸
気
発
生
器

2
次
側
に
よ

る
炉
心
冷
却
（
蒸
気
放
出
）
蒸
気
発
生
器

2
次
側
に
よ
る
炉
心

冷
却
（
蒸
気
放
出

）
主
蒸
気
逃
が
し
弁
に
よ
る
蒸
気
放
出

・
余
熱
除
去
系

機
能
喪
失
又
は
加
圧
器

逃
が
し
弁
機

能
喪
失
時

の
2
次
系
に
よ
る

1
次
冷
却
系
の
冷
却

・
S
G

T
R
減
圧
継
続
及
び

IS
L
O

C
A
時

の
1

次
系
減
圧

－
・
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

・
加
圧
器
逃
が
し
弁

－
全

○
－

○
○

－
－

－
－

○
要

求
モ
ー
ド

1
～

4
（
S
G
使

用
）
、
要

求
機

能
と
も
Ｄ
Ｂ
と
同
じ
で
は
あ
る
が
、
要

求
さ
れ

る
措

置
が
異

な
る
た
め
、
要

求
さ
れ

る
措

置
に
つ
い
て
は

8
5
条
に
て
整

理
す
る
。

N
=
3

6
5
条
に
て
整
理
（
モ
ー
ド

1
～

4
（
S
G
使

用
）
）

主
蒸
気
逃
が
し
弁
手
動
開
に
よ
る
蒸
気
放

出

・
S
B

O
及
び
常

設
直
流
電
源
喪
失
時

の
現

場
手
動
に
よ
る
主
蒸
気
逃
が
し
弁
機

能
回
復

・
Ｌ
Ｕ
Ｈ
Ｓ
時

の
2
次
系
に
よ
る

1
次
冷
却
系

の
冷
却

－

・
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

・
非
常
用
直
流
電
源

・
原
子
炉

補
機
冷
却
海
水
系

・
原
子
炉

補
機
冷
却
水
系

－
全

△
○

○
○

○
－

－
－

○
要

求
モ
ー
ド

1
～

4
（
S
G
使

用
）
、
Ｓ
Ａ
機

能
と
し
て
現
地

で
の
手
動
開
機

能
が
要

求
さ
れ

る
こ
と
か
ら
、
Ｄ
Ｂ
と
分
け

8
5
条
に
て
整

理
す
る
。

N
=
3

8
5
条
に
て
整
理
（
モ
ー
ド

1
～

4
（
S
G
使

用
）
）

N
=
M

/
D

A
F
W

P
2
台

N
=
T
/
D

A
F
W

P
１
台

6
6
条
に
て
整
理
（
M

/
D
：
モ
ー
ド

1
～

4
（
Ｓ
Ｇ
使
用
中
）
）

 
（
T
/
D
：
モ
ー
ド

1
～

3
）

－
－

－
１
Ｎ

○
○

要
求

モ
ー
ド

1
～

4
（
S
G
使

用
）
、
要

求
機

能
と
も
Ｄ
Ｂ
と
同
じ
で
は
あ
る
が
、
要

求
さ
れ

る
措

置
が
異

な
る
た
め
、
要

求
さ
れ

る
措

置
に
つ
い
て
は

8
5
条
に
て
整

理
す
る
。

・
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

・
原
子
炉

補
機
冷
却
海
水
系

・
原
子
炉

補
機
冷
却
水
系

・
代
替
品

１
Ｎ

－
－－

－
－

－
－

－

１
Ｎ

－

○

有
効

性
評
価

（
Ｃ
Ｖ
過
圧
破
損

）
で
は
、
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に

よ
る
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水
と
恒
設

代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る

代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
に
期
待
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
恒

設
代

替
低
圧
注
水
ポ

ン
プ
だ
け
で
な
く
、
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
下
部

キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水

(及
び
代

替
Ｃ
Ｖ
ス
プ
レ
イ

)も
Ｌ
Ｃ
Ｏ
を
設

定
す
る
。

ま
た
、
燃
料
取
替

用
水
タ
ン
ク
の
水
源
枯
渇
後
は
復
水
タ
ン
ク
へ

の
水
源
切
替

と
送
水
車
に
よ
る
海
水

補
給
に
よ
り
継
続
し
た
注
水

を
期
待
し
て
お
り
、
水
源

で
の

Ｌ
Ｃ
Ｏ
を
別
に
設

定
し
て
い
る
。

－
－

－
１
Ｎ

×

－
・
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

１
Ｎ

設
備

要
求

の
た
め
代

替
な
し

設
備

要
求

の
た
め
代

替
な
し

1
1

1
2

1
4 1
5

1
6 1
7

1
3
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美
浜
３
号
炉

 
保
安
規
定
に
お
け
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
運
転
上
の
制
限
及
び
完
了
時
間
整
理
表
（
補
足
）

Ｌ
Ｃ
Ｏ
設

定
の
考
え
方

（
補

足
）

表
N

o
.

分
類
１

分
類
２

分
類
３
（
対
応
設
備
等
）

８
５
－
３

1
次
冷
却
系
の
フ
ィ
ー
ド

ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド

1
次
冷
却
系

の
フ
ィ
ー
ド

ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド

高
圧
注
入
系
統
、
加
圧
器
逃
が
し
弁

 
保
安
規
定

4
5
条
、

5
2
条
と
は
Ｌ
Ｃ
Ｏ
逸
脱
時
に
要

求
さ
れ
る
措

置
及
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
が
異
な
る
た
め
、

8
5
条
に
て
整

理
し

L
C

O
を
設

定
す

る
。

 
適
用
す
る
モ
ー
ド
は
、
蒸
気
発
生
器
に
よ
る
冷
却

機
能
が
喪
失
し
た
場

合
の

代
替

措
置

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
蒸
気
発
生
器
に
適

用
さ
れ

る
モ
ー
ド
に
合
わ
せ
る
も
の
と
し
、
モ
ー
ド

1
～

4
（
S
G
使
用

）
と
す
る
（
１
．
２
，
１
．
３
に
対

応
）
。

 
1
次
冷
却
系
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド
は

、
有
効
性
評
価

条
件

で
あ
る

C
H

/
S
IP

2
台

、
加
圧
器
逃
が
し
弁

2
台
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

そ
れ
を

L
C

O
と
す
る
。

 
Ｌ
Ｃ
Ｏ
逸
脱
時
は
、
高
圧
注
入
系

１
系
統
で
の
感
度
解
析
に
よ
り
有
効
性
確
認
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
高
圧
注
入
系

１
系
統
故
障

時
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
は
、
Ｄ
Ｂ
側
の
要
求
さ
れ
る
措

置
と
同
じ
Ａ
Ｏ
Ｔ
（
1
0
日
）
に
て
対

応
す
る
。
ま
た
、
加
圧
器
逃
が
し
弁
故
障
時

の
の

Ａ
Ｏ
Ｔ

は
、
基
本
方
針
に
基
づ
き
７
２
時
間
と
す
る
。

余
熱
除
去
系
統

 
余
熱
除
去
機
能
と
し
て
期
待
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
第

3
8
条
～

4
2
条

（
1
次
冷
却
系
）
に
て
整

理
す
る
。

８
５
－
４
炉
心
注
水

炉
心
注
水

－
非
常
用
炉
心
冷
却
系

－

非
常
用
炉
心
冷
却
設
備

（
低
圧
注
入
系
統

、
高
圧
注
入
系
統
）

 
非
常
用
炉
心
冷
却
系

の
要
求
モ
ー
ド
、

L
C

O
逸
脱
時

の
要

求
さ
れ
る
措

置
及
び
Ａ
Ｏ
Ｔ
が
異
な
る
た
め

8
5
条
に
て
モ
ー
ド

1
～

6
で

整
理
す
る
。

炉
心
注
水

－
蓄
圧
注
入
系

－
非
常
用
炉
心
冷
却
設
備

（
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
）

 
運
転
停
止
中
に
お
い
て
も
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
に
期
待
す
る
こ
と
か
ら
、
第

5
1
条

（
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
）
（
モ
ー
ド

1
～

3
（
Ｒ
Ｃ
Ｓ
圧
力

6
.8

9
M

P
a超

）
）
と
は
異
な
る
適
用
モ
ー
ド
と
な
る
こ
と
か
ら
、
第

8
5
条
に
お
い
て
も
モ
ー
ド

1
～

6
に
お
い
て

L
C

O
を
設

定
す
る
。

 
L
C

O
逸
脱
時
は
、
モ
ー
ド

1
～

3
（
Ｒ
Ｃ
Ｓ
圧
力

6
.8

9
M

P
a超

）
に
お
い
て
は

、
第

5
1
条
に
基
づ
き
即
プ
ラ
ン
ト
停
止
と
な
る
こ
と
か
ら
、

第
5
1
条
の
要
求
さ
れ
る
措
置
と
整

合
し
た
Ａ
Ｏ
Ｔ
と
す
る
。

代
替
炉
心
注
水

－
C
充

て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ

（
自
己
冷
却

）
に
よ
る
代
替
炉
心

注
水

－

C
充

て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）

に
よ
る
充
て
ん
系

 
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
に
よ
る
代

替
炉
心
注
入
を
代

表
し
て
、

C
充

て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）
に
よ
る
充

て
ん

注
入
に
対
し
て
、

8
5
条
に
て
整
理
し

L
C

O
を
設

定
す
る
。

 
適
用
す
る
モ
ー
ド
は
、
基
本
方
針
に
則
り
、
モ
ー
ド

1
～

6
と
す
る
（
１
．
４
，
１
．
８
に
対

応
）
。

 
当
該
ポ
ン
プ
は
、
Ｓ
Ｂ
Ｏ
時
に
お
け
る
代

替
炉
心
注
入
や
溶
融
炉
心

の
Ｃ
／
Ｖ
下
部
へ
の
落
下
遅
延
防
止
の

機
能

を
有
し
、
以
下

に
示

す
よ
う
に
、
当
該
ポ
ン
プ
の

故
障

等
に
よ
り
系
統
が
動
作
し
な
い
場

合
は
、
同

等
の

機
能

を
有
す
る
設

備
（
Ｂ
）
は
な
い
。

【
 
理
由

 
】

 
①
恒

設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
と
②

A
、

B
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（
R

H
R

S
-
C

S
S
連
絡
ラ
イ
ン
使

用
)に
よ
る
代

替
炉
心
注
入
が
代

替
と
な
る
可
能
性
に
つ
い
て
、
①
は

、
溶
融
炉
心

の
落
下
遅
延
・
防
止
が
必

要
な
状
況

で
は
、
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
機

能
と
し
て
Ｃ
／
Ｖ

注
水
に
使

用
し
て
い
る
た
め
、
代
替
と
は

な
ら
な
い
。

 
ま
た
、
②
も
Ｓ
Ｂ
Ｏ
時
に
は
Ｃ
Ｃ
Ｗ
Ｓ
等
が
運
転

で
き
な
い
こ
と
か
ら
ポ
ン
プ
が

起
動
で
き
ず
、
代
替
と
な
ら
な
い
。

－
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替

炉
心
注
水
系

 
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
は
、
代

替
炉
心
注
入
機

能
と
代

替
Ｃ
／
Ｖ
ス
プ
レ
イ
機

能
を
有

す
る
。

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
が
故
障

等
に
よ
り
使

用
で
き
な
い
場

合
は

、
代

替
炉
心
注
入
機

能
と
し
て
は
、

C
充
て
ん
／
高
圧
注
入

ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）
に
よ
る
充

て
ん
注
入
及
び

A
、

B
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（
R

H
R

S
-
C

S
S
連
絡
ラ
イ
ン
使

用
)に
よ
る
代

替
炉
心
注
水

が
同
等
の
機
能
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
運
転
上
の
制
限
を
逸
脱
す
る
こ
と
は

な
い
。

 
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
Ｌ
Ｃ
Ｏ
に
お
い
て
機

能
を
担

保
す
る
。

対
応
手
段

１ ２ ３ ５ ６４
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Ｌ
Ｃ
Ｏ
設

定
の
考
え
方

（
補

足
）

表
N

o
.

分
類
１

分
類
２

分
類
３
（
対
応
設
備
等
）

対
応
手
段

代
替
炉
心
注
水

－
A
、

B
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ

（
R

H
R

S
-
C

S
S
連
絡
ラ
イ
ン
使
用

)
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水

－

A
、

B
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（
R

H
R

S
-
C

S
S
連

絡
ラ
イ
ン
使
用

)に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
系

 
A
、

B
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（
R

H
R

S
-
C

S
S
連
絡
ラ
イ
ン
使
用

)は
、
代

替
炉
心
注
入
機

能
と
代

替
再
循
環
機

能
を
有

す
る
。

 
A
、

B
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
が
故
障
等
に
よ
り
使

用
で
き
な
い
場

合
、
溶
融
炉
心

の
落
下
遅
延
・
防
止

機
能
に
つ
い
て
は
、

C
充
て
ん

／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）
が
同
等

の
機

能
を
有

す
る
が

、
E
C

C
S
機

能
喪
失
時
に
代

替
冷
却
機

能
に
つ
い
て
は

、
充
て
ん

／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
の
故
障

を
想
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
代

替
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

 
よ
っ
て
本
設
備
は

L
C

O
に
て
管
理

す
る
。

 
な
お
、
代
替
再
循
環
機
能
に
つ
い
て
も
同

様
に
別
途

L
C

O
管
理

を
行
い
、

A
、

B
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
が

故
障
し
た
際
に
は
各
々
の

L
C

O
逸
脱
時
の
措
置
を
行
い
、
各
々
の

代
替

機
能

を
確
保

す
る
。

代
替
炉
心
注
水

－
可
搬
式

代
替
低
圧
注
入
ポ
ン

プ
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水

－

可
搬
式

代
替
低
圧
注
入
ポ
ン
プ
に
よ
る
代

替
炉
心
注
水
系

 
技
術

基
準
規
則
第
６
２
条
に
て
、
可

搬
型

重
大

事
故
防
止
設

備
を
要

求
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、

8
5
条
に
他
の

代
替
炉
心
注
入
と

は
別
に

L
C

O
を
設
定
す
る
。

 
適
用
す
る
モ
ー
ド
は
、
基
本
方
針
に
則
り
、
モ
ー
ド

1
～

6
と
す
る
（
１
．
４
に
対

応
）
。

代
替
再
循
環

A
、

B
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（
R

H
R

S
-
C

S
S
連

絡
ラ
イ
ン
使
用

)に
よ
る
代
替
再
循
環
運
転

 
A
、

B
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（
R

H
R

S
-
C

S
S
連
絡
ラ
イ
ン
使
用

)は
、

L
O

C
A
時
再
循
環
不

能
時
の

代
替
再
循
環
機

能
と
し
て
、

8
5
条
に

L
C

O
を
設
定
す
る
。

 
適
用
す
る
モ
ー
ド
は
、
基
本
方
針
に
則
り
、
モ
ー
ド

1
～

6
と
す
る
（
１
．
４
に
対

応
）
。

海
水
代
替
補
機
冷
却
に
よ
る
代
替
再
循
環

運
転

・
B
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
（
海
水
冷
却
）
に
よ
る

低
圧
代
替
再
循
環

・
B
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
（
海
水
冷
却
）
及
び

B
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
海
水
冷
却

）
に
よ
る
高
圧
代
替
再
循
環

 
L
O

C
A
時
再
循
環
不

能
（
サ
ポ
ー
ト
系

故
障

）
時
の

代
替
再
循
環
機

能
と
し
て
、

8
5
条
に

L
C

O
を
設

定
す
る
。

 
適
用
す
る
モ
ー
ド
は
、
基
本
方
針
に
則
り
、
モ
ー
ド

1
～

6
と
す
る
（
１
．
４
に
対

応
）
。

８
５
－

５
1
次
冷
却
系
の
減
圧

加
圧
器
逃
が
し
弁
に
よ
る
減
圧

加
圧
器
逃
が
し
弁
に
よ
る
減
圧

 
要
求
モ
ー
ド
、
要
求
機
能
と
も
Ｄ
Ｂ
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

4
5
条
「
加
圧
器
逃
が
し
弁
」
に
よ
り
対

応
す
る
。

窒
素
ボ
ン
ベ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動

用
）

又
は
可
搬
式
空
気
圧
縮

機
（
加
圧
器
逃
が
し

弁
作
動

用
）
を
使
用
し
た
加
圧
器
逃
が
し
弁

に
よ
る
１
次
冷
却
系

の
減
圧
系

 
窒
素
ボ
ン
ベ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動
用

）
、
可

搬
式
空
気
圧
縮
機

（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動
用

）
の

い
ず
れ
も
技
術

基
準

規
則
を

満
足
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
は
Ｏ
Ｒ
要

求
と
し
て
Ｌ
Ｃ
Ｏ
を
設

定
す
る
。

適
用
す
る
モ
ー
ド
は
、
基
本
方
針
に
則
り
、
モ
ー
ド

1
～

3
と
す
る
（
１
．
３
に
対

応
）
。

可
搬
型
バ
ッ
テ
リ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動

用
）
に
よ
る
加
圧
器
逃
が
し
弁
を
使
用
し
た

加
圧
器
逃
が
し
弁
に
よ
る
１
次
冷
却
系

の
減

圧
系

 
可
搬
型
バ
ッ
テ
リ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動
用

）
は
、
技
術

基
準

規
則
第

6
1
条
に
て
設

備
要

求
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、

8
5
条
に

L
C

O
を
設
定
す
る
。

 
適
用
す
る
モ
ー
ド
は
、
基
本
方
針
に
則
り
、
モ
ー
ド

1
～

3
と
す
る
（
１
．
３
に
対

応
）
。

７ ８

９ 1
0

補(2)-662



Ｌ
Ｃ
Ｏ
設

定
の
考
え
方

（
補

足
）

表
N

o
.

分
類
１

分
類
２

分
類
３
（
対
応
設
備
等
）

対
応
手
段

８
５
－
６
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ

イ
等

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
に
よ
る
格
納
容
器
注
水

代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ

イ
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ

る
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
及
び
原
子
炉

下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水
系

８
５
－
７
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然

対
流
冷
却

原
子
炉

補
機
冷
却
水
系
に
よ
る

原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対
流

冷
却

A
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
に
よ
る

原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却

 
Ａ
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
に
よ
る
自
然
対
流
冷
却
は
、
技
術
基

準
規
則

第
6
5
条

の
要

求
で
あ
り
、
自
然
対
流
冷
却
の
た

め
の
系
統
と
し
て
、
恒
設
設
備
の
範
囲

を
対

象
に
、

8
5
条
に
て
整

理
し

L
C

O
を
設

定
す
る
。

 
適
用
す
る
モ
ー
ド
は
、
基
本
方
針
に
則
り
、
モ
ー
ド

1
～

6
と
す
る
（
１
．
６
，
１
．
７
に
対

応
）
。

 
フ
ロ
ン
ト
系

故
障
（
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
機

能
喪
失
）
時
に
対

応
す
る
機

能
に
対
し
て
、
長
期
的
な
事

故
対

応
を
考
慮
し
、
大
容

量
ポ
ン
プ
を
用
い
た

A
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然

対
流
冷
却
系
と
す
る
。

 
な
お
、
こ
の
場
合
に
共
通
部
分

（
A
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
等

）
が
故
障
し
た
場

合
、
代

替
措

置
と
し
て
、

A
O

T
超
過
後
は

プ
ラ
ン
ト
停
止

を
行
う
。

大
容
量
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
格

納
容
器
内
自
然

対
流
冷
却
お
よ

び
代
替
補
機
冷
却

大
容
量
ポ
ン
プ
を
用
い
た

A
格
納
容
器
循
環

冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器

内
自
然

対
流
冷
却

大
容
量
ポ
ン
プ
に
よ
る
補
機
冷
却
水

（
海

水
）
通
水

８
５
－

８
蒸
気
発
生
器

2
次
側
に
よ
る

炉
心
冷
却
（
注
水
）

蒸
気
発
生
器

2
次
側
に
よ
る
炉
心

冷
却

（
注
水

）
補
助
給
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
蒸
気
発
生
器
へ

の
給
水

タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
（
手
動

）
に
よ

る
蒸
気
発
生
器
へ
の
給
水

８
５
－
９
蒸
気
発
生
器

2
次
側
に
よ
る

炉
心
冷
却
（
蒸
気
放
出
）

蒸
気
発
生
器

2
次
側
に
よ
る
炉
心

冷
却

（
蒸
気
放
出

）
主
蒸
気
逃
が
し
弁
に
よ
る
蒸
気
放
出

主
蒸
気
逃
が
し
弁
手
動
開
に
よ
る
蒸
気
放

出

要
求
モ
ー
ド

1
～

4
（
S
G
使
用
）
、
Ｓ
Ａ
機

能
と
し
て
現
地

で
の
手
動
開

機
能
が

要
求
さ
れ

る
こ
と
か
ら
、
Ｄ
Ｂ
と
分
け

8
5
条
に
て
整

理
す

る
。

 
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
統
と
代

替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
統
は
、
以
下
の

機
能

を
有
す
る
。

 
・
原
子
炉
格
納
容
器
過
圧
破
損
を
防
止

す
る
機

能
 
・
原
子
炉
圧
力
容
器
に
残
存
す
る
溶
融
炉
心

を
冷
却

す
る
た
め
の
原
子
炉
格
納
容
器
水

張
り
機

能
 
・
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
に
落
下
し
た
溶
融
炉
心
の
冷
却
の
た
め
の
原
子
炉
格
納
容
器
注
水
機

能

 
こ
れ
ら
の
機
能
を
一
括
り
に
し
て
、

8
5
条
に
て
整

理
し

L
C

O
を
設

定
す
る
。

 
適
用
す
る
モ
ー
ド
は
、
基
本
方
針
に
則
り
、
モ
ー
ド

1
～

6
と
す
る
（
１
．
４
，
１
．
６
，
１
．
７
，
１
．
８
に
対

応
）
。

 
技
術

基
準
規
則

6
6
条
の
要
求
で
は

、
「
格
納
容
器
下
部
注
水
設

備
は

、
Ｓ
Ａ
設

備
に
対
し
て
多

様
性
又
は
多

重
性
及
び
独
立
性

を
有
し
位
置
的
分
散
が
図
ら
れ
て
い
る
こ
と
」
と
し
て
お
り
、

2
台

の
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
と
恒

設
代

替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
及
び
原
子
炉

下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
が
健

全
で
あ
る
こ
と
が
運
転
上

の
制
限
と
な
る
。

 
有
効

性
評
価
で
は
、
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代

替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
及
び
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ

に
よ
る
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水
に
期
待
し
て
お
り
、

S
A
設

備
に
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
同

様
に

L
C

O
管
理

を
行
う
。

 
ま
た
、
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
の
水
源
枯
渇
後
は
復
水
タ
ン
ク
へ
の
水
源
切

替
と
送
水
車
に
よ
る
海
水
補
給
に
よ
り
継
続
し
た
注

水
を
期
待
し
て
お
り
、
水
源
で
の
Ｌ
Ｃ
Ｏ
を
別
に
設

定
し
て
い
る
。

 
な
お
、
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水
が

で
き
る
同
等

の
機

能
を
有

す
る

設
備
（
Ｂ
）
及
び
代
替
手
段
（
Ｃ
）
は

な
い
。

 
Ａ
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
に
よ
る
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
及
び
代

替
補

機
冷
却
に
使

用
す
る
た
め
の

、
大
容

量
ポ
ン
プ
に
よ
る
海
水
供
給
系
統
は
、
一
括
り
に

8
5
条
に
て
整

理
し

L
C

O
と
設

定
す
る
。

 
適
用
す
る
モ
ー
ド
は
、
基
本
方
針
に
則
り
、
モ
ー
ド

1
～

6
と
す
る
（
１
．
５
，
１
．
６
，
１
．
７
に
対

応
）
。

 
大
容

量
ポ
ン
プ
か
ら
の
海
水
は
、
技
術

基
準

規
則
第

6
2
条

の
再
循
環
運
転
に
使

用
す
る

R
H

R
P
及
び

C
H

/
S
IP
の
冷
却
水
と
し

て
、
ま
た
、
第

6
7
条
に
て
要
求
さ
れ

る
水
素
ガ
ス
サ
ン
プ
リ
ン
グ
に
必
要

な
、
格
納
容
器
雰
囲
気
ガ
ス
サ
ン
プ
リ
ン
グ
冷
却
器
の
冷
却

水
に
も
供
給
す
る
。

要
求
モ
ー
ド

1
～

4
（
S
G
使
用
）
、
要

求
機

能
と
も
Ｄ
Ｂ
と
同
じ
で
は
あ
る
が

、
要

求
さ
れ
る
措

置
が
異

な
る
た
め
、
要

求
さ
れ

る
措

置
に

つ
い
て
は

8
5
条
に
て
整
理
す
る
。

1
1

1
2 1
4

1
5 1
6 1
71

3
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（２）－３－２ アキュムレータ、燃料取替用水タンクほう素濃度のＬＣＯについて 

 

１．有効性評価上の取扱いについて 

(1)プラント挙動解析について 

運転停止中の有効性評価におけるプラント挙動解析においては、アキュムレータ及

び燃料取替用水タンクのほう酸水量については解析条件となっているが、ほう素濃度

については明確には解析条件とはなっていない。 

ここで、運転停止中の有効性評価には「未臨界性を確保すること」の判断基準があ

り、この評価を行うための前提として、プラント挙動解析においては、管理されたほ

う酸水が１次冷却系に満たされている又は炉心に注入されるものとしている。（添付

資料１参照） 

この前提は、従来から保安規定にて規定されている「１次冷却材中のほう素濃度 

－モード６－(81 条)」及び「停止余裕(20 条)」にて担保されていると考えている。 

 

(2)反応度誤投入について  

運転停止中の有効性評価のうち反応度誤投入においては、プラント挙動解析ではな

く、未臨界性の評価を行っている。（添付資料２参照） 

この評価条件として設定している１次冷却系のほう素濃度についても、(1)と同様

に、従来から保安規定にて規定されている「１次冷却材中のほう素濃度－モード６－

(81 条)」及び「停止余裕(20 条)」にて担保されていると考えている。 

 

２．保安規定の記載方針について  

上記のとおり、アキュムレータ及び燃料取替用水タンクのほう素濃度については、

有効性評価の評価条件の担保という意味では、従来からの保安規定（DB）の記載の範

疇で読み取れると考えており、必ずしもＳＡ条文においてほう素濃度のＬＣＯを追加

設定する必要はないと考えているが、ＳＡに対する運用を明確化するという観点で、

新たに設定するＳＡ条文（85-4-2 及び 85-14-2）にほう素濃度のＬＣＯを設定するこ

ととする。 

以 上 
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添付資料１（１／２） 

SA有効性 添付十 7.4.1 崩壊熱除去機能喪失（抜粋） 

 

基目は事象発生の 90 分後に注水するものとする。 
(b) 恒設代替低圧注水ポンプの炉心注水操作は、事象発生の検

知及び判断、空冷式非常用発電装置の準備並びに恒設代替

低圧注水ポンプによる炉心注水操作に要する時間を上回る

時間、かつ、2 基目のアキュムレータの注水以降とし、事
象発生の 91 分後に開始するものとする。 

 
(3) 有効性評価の結果 

本重要事故シーケンスの事象進展を第 7.4.1.2 図に、１次冷却材
圧力、加圧器水位、燃料被覆管温度等の１次冷却系パラメータの

推移を第 7.4.1.4 図から第 7.4.1.12 図に示す。 
a. 事象進展 
事象発生後、余熱除去機能が喪失することにより、１次冷却材

温度が上昇し、約 1 分で１次冷却材が沸騰、蒸散することで、１
次冷却系保有水量は減少する。また、炉心で発生した蒸気が加圧

器へ流入することで加圧器水位が上昇し、加圧器開口部からの放

出が二相となる。二相放出となることで加圧器からの流出流量は

大きくなるが、加圧器水位が低下することにより流出流量は減少

に転じる。事象発生の 60 分後に 1 基目、90 分後に 2 基目のアキ
ュムレータから炉心注水することにより、炉心水位を確保するこ

とができる。アキュムレータによる炉心注水に伴い１次冷却系保

有水量が増加することで、加圧器への流入流量も増加することか

ら、加圧器からの流出流量はその都度変動する。 
事象発生の 91分後に恒設代替低圧注水ポンプによる炉心注水を

開始することで、次第に加圧器からの流出流量と炉心への注水流

量が釣り合うことにより、１次冷却系水位を確保することができ

る。 
b. 評価項目等 
炉心上端ボイド率は第 7.4.1.5図に示すとおりであり、アキュム

レータ及び恒設代替低圧注水ポンプによる炉心注水によって、炉
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添付資料１（２／２） 

SA有効性 添付十 7.4.1 崩壊熱除去機能喪失（抜粋） 

 

心は露出することはなく燃料有効長頂部は冠水している。 
また、燃料有効長上端まで水位が低下しても、原子炉容器上部

ふたは閉止されている状態であり、炉心上部の遮蔽物により被ば

く低減を図ることができるため、燃料取替時の原子炉格納容器内

の遮蔽設計基準値 0.15mSv/h を上回ることはなく、放射線の遮蔽
を維持できる。 
炉心崩壊熱による１次冷却材のボイド発生により、１次冷却材

の密度の低下に伴う中性子減速効果の減少による負の反応度帰還

効果と１次冷却材中のほう素密度の低下に伴う中性子吸収効果の

減少による正の反応度帰還効果が生じる。ミッドループ運転時の

炉心が高濃度のほう酸水で満たされている場合は、ほう素密度の

低下による正の反応度帰還効果の方が大きくなることにより、一

時的に反応度は上昇する場合もある。これらの効果を考慮し、事

象発生後の１次冷却材密度の低下に伴う炉心反応度の変化を評価

した。その結果、事象進展中の炉心反応度の最大値は、代表的な

取替炉心において約－7.9%Δk/kであり、未臨界であることを確認
した。このとき、事象発生前の初期未臨界度は、取替炉心による

反応度の変動を考慮して浅く設定している。また、事象進展中の

反応度変化量は、ほう素価値が取替炉心で大きく変わらないこと

から、ほう素密度の変化に伴う反応度変化量も取替炉心で大きく

変わらない。したがって、取替炉心を考慮した場合でも未臨界を

維持できる。 
燃料被覆管温度は第 7.4.1.12 図に示すとおり、初期温度から大

きく上昇することはなく１次冷却材の飽和温度と同等の温度に維

持できる。 
第 7.4.1.9図及び第 7.4.1.11図に示すとおり、事象発生の約 130

分後に、１次冷却系保有水量及び１次冷却材温度は安定しており、

安定状態を維持できる。 
その後は、燃料取替用水タンク水位及び格納容器再循環サンプ

水位が再循環切替値に到達後、Ａ、Ｂ内部スプレポンプによる代 
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添付資料２（１／２） 
本文十号 ハ (2) 有効性評価（抜粋） 

 
 

(c-4) 外部電源はないものとする。 
(c-5) 充てん／高圧注入ポンプによる原子炉への注水流量は 20m3/h
を設定する。 

(c-6) 事故収束のための運転員等操作としては、以下のとおりとす
る。 

(c-6-1) 充てん／高圧注入ポンプによる炉心注水は、余熱除去機能
喪失の 20 分後に開始するものとする。 

 
(d) 反応度の誤投入 
(d-1) 制御棒位置は全挿入状態とする。 
(d-2) １次冷却系の有効体積は、201m3とする。 
(d-3) 原子炉停止中の１次冷却系は、燃料取替用水タンクのほう酸
水で満たされており、ほう素濃度は 2,600ppm とする。 

(d-4) 臨界ほう素濃度は 1,650ppm とする。 
(d-5) 起因事象として、原子炉の運転停止中に、化学体積制御系の
弁の誤動作等により、１次冷却材中に純水が注水されるものと

する。 
(d-6) １次冷却系への純水注水最大流量は 81.8m3/h とする。 
(d-7) 外部電源はあるものとする。 
(d-8) 「中性子源領域炉停止時中性子束高」設定値は停止時中性子
束レベルの 0.8 デカード上とする。 

(d-9) 事故収束のための運転員等操作としては、以下のとおりとす
る。 

(d-9-1) 希釈停止操作は「中性子源領域炉停止時中性子束高」警報
発信から 10分後に開始し、操作に 1分を要するものとする。  

 
(ⅲ) 評価結果 

評価項目となるパラメータに対する評価結果は以下のとおりであり、

原則、事故シーケンスグループ、格納容器破損モード及び想定事故ご

とに選定した評価事象のうち、発電所内の原子炉施設で重大事故等が 
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添付資料２（２／２） 
添付十 7.4.4 反応度の誤投入（抜粋） 

 

炉停止時中性子束高」警報の発信及び臨界に至るまでの時間を

求め、運転員が警報により異常な状態を検知し、臨界に至る前に

希釈停止操作を実施するための時間余裕を評価する。 
また、評価条件の不確かさの影響評価として、本重要事故シー

ケンスにおける運転員等操作時間への影響、要員の配置による他

の操作に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及

び操作時間余裕を評価する。 
 

(2) 有効性評価の条件 
本重要事故シーケンスに対する初期条件も含めた主要な評価条

件を第 7.4.4.2 表に示す。また、主要な評価条件について、本重要
事故シーケンス特有の評価条件を以下に示す。 
a. 初期条件 

(a) 制御棒位置 
低温停止状態における制御棒位置として、全挿入状態とす

る。 
(b) １次冷却系有効体積 

１次冷却系の体積は、小さいほど希釈率が大きく、反応度

添加率が増加するため、評価結果が厳しくなるような値とし

て、１次冷却系の有効体積は加圧器、原子炉容器上部ドーム

部、炉心内バイパス等を除いた 201m3とする。 
(c) 初期ほう素濃度 

原子炉停止中の１次冷却系は、燃料取替用水タンクのほう

酸水で満たされており、同タンクのほう素濃度として、保安

規定に定められた制限値である 2,600ppm とする。 
(d) 臨界ほう素濃度 

サイクル初期、低温状態、制御棒全挿入状態における炉心

の臨界ほう素濃度の評価値に、炉心のばらつき等を考慮して

も余裕のある値として、1,650ppm とする。 
b. 事故条件 
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 参考１（１／２） 
添付資料八 第 5.4.1表 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備（常設）の設備仕様（抜粋） 

 
 

 
(11) アキュムレータ 

兼用する設備は以下のとおり。 
・非常用炉心冷却設備 
・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 
・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 
・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 
型 式 たて置円筒型 
基 数 3 
容 量 約 41m3（1 基当たり） 
最 高 使 用 圧 力 4.9MPa[gage] 
最 高 使 用 温 度 150℃ 
加 圧 ガ ス 圧 力 約 4.4MPa[gage] 
ほ う 素 濃 度 2,600ppm 以上 
材 料 炭素鋼（ステンレス鋼内張り） 
 

(12) アキュムレータ出口電動弁 
兼用する設備は以下のとおり。 
・非常用炉心冷却設備 
・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 
・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 
型 式 電気作動式 
個 数 3 
最 高 使 用 圧 力 17.16MPa[gage] 
最 高 使 用 温 度 343℃ 
材 料 ステンレス鋼 
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 参考１（２／２） 
本文五号 ホ．原子炉冷却系統施設の構造及び設備（抜粋） 

 
 

(c) 蓄圧注入系 
アキュムレータ 
（「蓄圧注入系」、「原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発

電用原子炉を冷却するための設備」、「原子炉冷却材圧力バ

ウンダリを減圧するための設備」及び「原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」と兼

用） 
基 数  3 
容 量  約 41m3（1 基当たり） 
加圧ガス圧力  約 4.4MPa[gage] 

 
b. 重大事故等対処設備 
(a) 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却する
ための設備 
原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって、設計基準

事故対処設備が有する原子炉の冷却機能が喪失した場合において

も炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉を冷却するために必

要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 
原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原子炉を冷却するための

設備のうち、原子炉を冷却し、炉心の著しい損傷を防止するための

設備として以下の重大事故等対処設備（１次冷却系のフィードア

ンドブリード及び蒸気発生器２次側による炉心冷却）を設ける。 
電動補助給水ポンプ、タービン動補助給水ポンプ、復水タンク及

び主蒸気逃がし弁の故障等により２次冷却系からの除熱機能が喪

失した場合の重大事故等対処設備（１次冷却系のフィードアンド

ブリード）として、燃料取替用水タンクを水源とした充てん／高圧

注入ポンプは、安全注入系により原子炉へのほう酸水の注水を行

い、加圧器逃がし弁を開操作することでフィードアンドブリード

を行う設計とする。 
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参考２（１／３） 
添付八 4. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設（抜粋） 

第 4.5.1 表 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（常設）の設備仕様 
 

(1) 燃料取替用水タンク 
兼用する設備は以下のとおり。 
・非常用炉心冷却設備 
・格納容器スプレ設備 
・火災防護設備 
・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 
・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備 
・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 
・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備 
・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 
・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 
・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 
・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 
型 式     たて置円筒型 
基 数     1 
容 量     約 1,720m3 

最高使用圧力     大気圧 
最高使用温度     95℃ 
ほう素濃度     2,600ppm 以上 
材 料    ステンレス鋼 
設 置 高 さ     E.L.＋17.6m 
距 離     約 60m（炉心より） 
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参考２（２／３） 
本文五号 ホ．原子炉冷却系統施設の構造及び設備（抜粋） 

(ⅱ) 主要な機器及び管の個数及び構造 
a. 非常用炉心冷却設備 
非常用炉心冷却設備は、工学的安全施設の一設備で、蓄圧注入系、

高圧注入系及び低圧注入系から構成する。１次冷却材喪失時等には、

直ちにアキュムレータ及び燃料取替用水タンクのほう酸水を各１次

冷却材管を経て原子炉に注水し原子炉の冷却を行うことにより燃料

の重大な損傷を防止する。また、燃料取替用水タンクの貯留水がな

くなる前に、格納容器再循環サンプにたまったほう酸水を再循環さ

せる。 
(a) 高圧注入系 

a) 充てん／高圧注入ポンプ 
（「高圧注入系」、「化学・体積制御設備」、「非常用制御設備」、

「原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備」、「原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧する

ための設備」、「原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための設備」、「最終ヒートシンクへ熱を輸

送するための設備」、「緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨

界にするための設備」及び「重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備」と兼用） 
台 数  3 
容 量  約    m3/h（1 台当たり） 
揚 程  約    m 

b) 燃料取替用水タンク 
（「高圧注入系」、「低圧注入系」、「格納容器スプレ設備」、「原子

炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するた

めの設備」、「原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設

備」、「原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備」、「緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界

にするための設備」、「原子炉格納容器内の冷却等のための設

備」、「原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備」、
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参考２（３／３） 
本文五号 ホ．原子炉冷却系統施設の構造及び設備（抜粋） 

「原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備」、「重

大事故等の収束に必要となる水の供給設備」及び「火災防護設

備」と兼用） 
基 数  1 
容 量  約 1,700m3 
ほう素濃度 2,600ppm 以上 

c) ほう酸注入タンク 
（「高圧注入系」、「原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電

用原子炉を冷却するための設備」、「原子炉冷却材圧力バウン

ダリを減圧するための設備」、「原子炉冷却材圧力バウンダリ

低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」、「緊急停止失

敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備」及び「重大事

故等の収束に必要となる水の供給設備」と兼用） 
基 数  1 
容 量  約 3.4m3 
ほう素濃度 20,000ppm 以上 

(b) 低圧注入系 
余熱除去ポンプ 
（「低圧注入系」、「余熱除去設備」、「原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」、「原

子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備」、「原子

炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するた

めの設備」、「最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備」

及び「重大事故等の収束に必要となる水の供給設備」と兼用） 
台 数 2 
容 量 約    m3/h（1 台当たり） 
揚 程 約   m  
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担
当
課
長
 

分
 
類
 

サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
の
考
え
方
 

８
５
－
５
－
１
 

加
圧
器
逃
が
し
弁
に
よ

る
減
圧
 

可
搬
式
空
気
圧
縮
機
（
加

圧
器
逃
が
し
弁
作
動
用
）
 

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
に
お
い
て
、
可

搬
式
空
気
圧
縮
機
が
使
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に

１
回
 

計
装
 

保
修
課
長
 

③
 

可
搬
式
空
気
圧
縮
機
を
起
動
さ
せ
、
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

８
５
－
７
－
１
 

原
子
炉
補
機
冷
却
水
系

に
よ
る
原
子
炉
格
納
容

器
内
自
然
対
流
冷
却
 

Ａ
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房

ユ
ニ
ッ
ト
 

外
観
点
検
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

定
期
検
査

時
 

原
子
炉
 

保
修
課
長
 

①
 

静
的
機
器
で
あ
り
、
外
観
点
検
に
て
設
備
に
損
傷
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と

に
よ
り
健
全
性
を
確
認
す
る
。
 

 

１
次
系
冷
却
水
タ
ン
ク
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

に
お
い
て
、
外
観
点
検
に
よ
り
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に

1

回
 

当
直
課
長
 

①
 

静
的
機
器
で
あ
り
、
外
観
点
検
に
て
設
備
に
損
傷
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と

に
よ
り
健
全
性
を
確
認
す
る
。
 

 
 

補(2)-674



 
８
５
条
表
番
号
 

項
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
当
課
長
 

分
 
類
 

サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
の
考
え
方
 

８
５
－
１
０
－
１
 

水
素
濃
度
低
減
 

静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合

装
置
 

装
置
の
外
観
点
検
に
よ
り
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
期
検
査

時
 

原
子
炉
 

保
修
課
長
 

①
 

 

静
的
機
器
で
あ
り
、
外
観
点
検
に
て
設
備
に
損
傷
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と

に
よ
り
健
全
性
を
確
認
す
る
。
 

 
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

に
お
い
て
、
装
置
の
外
観
点
検
に
よ
り
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に

１
回
 

当
直
課
長
 

原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃

焼
装
置
 

装
置
の
外
観
点
検
に
よ
り
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
期
検
査

時
 

電
気
 

保
修
課
長
 

②
 

原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
を
実
起
動
さ
せ
る
と
格
納
容
器
内
の
設
備
に
影

響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
実
起
動
は
実
施
せ
ず
、
外
観
点
検
に
て
設

備
に
損
傷
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
健
全
性
を
確
認
す
る
。
 

  

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

に
お
い
て
、
装
置
の
外
観
点
検
※
に
よ
り

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

※
 ル
ー
プ
室
内
、
加
圧
器
室
内
お
よ
び
 

ド
ー
ム
部
を
除
く
。
 

１
ヶ
月
に

１
回
 

当
直
課
長
 

８
５
－
１
０
－
２
 

水
素
濃
度
監
視
 

可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素

濃
度
計
測
装
置
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

に
お
い
て
、
装
置
の
外
観
点
検
に
よ
り
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に

１
回
 

計
装
 

保
修
課
長
 

①
 

動
作
確
認
に
つ
い
て
は
定
期
検
査
時
の
機
能
検
査
に
て
確
認
し
、
３
ヶ
月
に
１
回

の
確
認
に
お
い
て
は
、
外
観
点
検
に
て
設
備
に
損
傷
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ

と
に
よ
り
健
全
性
を
確
認
す
る
。
 

可
搬
型
原
子
炉
補
機
冷
却

水
循
環
ポ
ン
プ
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

に
お
い
て
、
ポ
ン
プ
の
外
観
点
検
に
よ
り

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に

１
回
 

原
子
炉
 

保
修
課
長
 

②
 

可
搬
型
格
納
容
器
ガ
ス
試
料
圧
縮
装
置
の
動
作
確
認
は
、
圧
縮
機
の
系
統
構
成
と

し
て
、
放
射
線
監
視
装
置
の
う
ち

R-
1
2(
格
納
容
器
ガ
ス
モ
ニ
タ
)、

R-
1
1（
格
納

容
器
じ
ん
あ
い
モ
ニ
タ
）
の
サ
ン
プ
ル
ラ
イ
ン
を
隔
離
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
プ
ラ
ン
ト
へ
の
影
響
を
考
慮
し
実
施
せ
ず
、
外
観
点
検
に
て
設
備
に
損
傷
が

な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
健
全
性
を
確
認
す
る
。
 

（
定
期
検
査
時
の
確
認
に
お
い
て
は
装
置
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
）
 

可
搬
型
格
納
容
器
ガ
ス
試

料
圧
縮
装
置
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

に
お
い
て
、
装
置
の
外
観
点
検
に
よ
り
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に

１
回
 

原
子
炉
 

保
修
課
長
 

格
納
容
器
雰
囲
気
ガ
ス
サ

ン
プ
リ
ン
グ
冷
却
器
、
格

納
容
器
雰
囲
気
ガ
ス
サ
ン

プ
リ
ン
グ
湿
分
分
離
器
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

に
お
い
て
、
装
置
の
外
観
点
検
に
よ
り
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に

１
回
 

当
直
課
長
 

８
５
－
１
２
－
２
 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ

の
ス
プ
レ
イ
 

ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
 

所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に

1

回
 

原
子
燃
料
 

課
長
 

①
 

静
的
機
器
で
あ
り
、
外
観
点
検
に
て
設
備
に
損
傷
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と

に
よ
り
健
全
性
を
確
認
す
る
。
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８
５
条
表
番
号
 

項
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
当
課
長
 

分
 
類
 

サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
の
考
え
方
 

８
５
－
１
２
－
３
 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の

監
視
 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
エ
リ

ア
監
視
カ
メ
ラ
空
冷
装
置
 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
エ
リ
ア
監
視
カ
メ

ラ
空
冷
装
置
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に

１
回
 

計
装
 

保
修
課
長
 

③
 

外
観
点
検
に
て
設
備
に
損
傷
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
動
作
確
認
に
お

い
て
は
、
カ
メ
ラ
冷
却
装
置
を
設
置
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

可
搬
型
使
用
済
燃
料
ピ
ッ

ト
水
位
 

可
搬
型
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
水
位
計
お

よ
び
可
搬
式
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
区
域

周
辺
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
が
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に

１
回
 

計
装
 

保
修
課
長
 

③
 

外
観
点
検
に
て
設
備
に
損
傷
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
動
作
確
認
に
お

い
て
は
、
水
位
伝
送
器
（
ワ
イ
ヤ
ー
）
、
フ
リ
ー
ロ
ー
ラ
の
動
作
不
能
で
な
い
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

可
搬
式
使
用
済
燃
料
ピ
ッ

ト
区
域
周
辺
エ
リ
ア
モ
ニ

タ
 

③
 

外
観
点
検
に
て
設
備
に
損
傷
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
電
源
を
入
れ
、

指
示
値
等
に
異
常
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

８
５
－
１
３
－
１
 

大
気
へ
の
拡
散
抑
制
、
航

空
機
燃
料
火
災
へ
の
泡

消
火
 

放
水
砲
 

所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に

１
回
 

タ
ー
ビ
ン
 

保
修
課
長
 

①
 

静
的
機
器
で
あ
り
、
外
観
点
検
に
て
設
備
に
損
傷
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と

に
よ
り
健
全
性
を
確
認
す
る
。
 

泡
混
合
器
 

所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に

１
回
 

タ
－
ビ
ン
 

保
修
課
長
 

③
 

泡
混
合
器
の
エ
ン
ジ
ン
を
起
動
し
、
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

８
５
－
１
３
－
２
 

海
洋
へ
の
拡
散
抑
制
 

シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
 

所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に

１
回
 

タ
ー
ビ
ン
 

保
修
課
長
 

①
 

静
的
機
器
で
あ
り
、
外
観
点
検
に
て
設
備
に
損
傷
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と

に
よ
り
健
全
性
を
確
認
す
る
。
 

８
５
－
１
４
－
３
 

復
水
タ
ン
ク
（
燃
料
取
替

用
水
タ
ン
ク
補
給
系
を

含
む
）
 

復
水
タ
ン
ク
か
ら
燃
料
取

替
用
水
タ
ン
ク
へ
の
補
給

系
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

に
お
い
て
、
外
観
点
検
に
て
補
給
系
が
使

用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に

１
回
 

当
直
課
長
 

①
 

静
的
機
器
で
あ
り
、
外
観
点
検
に
て
設
備
に
損
傷
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と

に
よ
り
健
全
性
を
確
認
す
る
。
 

８
５
－
１
５
－
４
 

可
搬
式
整
流
器
か
ら
の

給
電
 

可
搬
式
整
流
器
 

所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に

１
回
 

電
気
 

保
修
課
長
 

①
 

静
的
機
器
で
あ
り
、
外
観
点
検
に
て
設
備
に
損
傷
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と

に
よ
り
健
全
性
を
確
認
す
る
。
 

 

８
５
－
１
５
－
５
 

代
替
所
内
電
気
設
備
か

ら
の
給
電
 

代
替
所
内
電
気
設
備
分
電

盤
 

代
替
所
内
電
気
設
備
か
ら
の
給
電
系
が

使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
外
観
点
検
に

よ
り
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に

１
回
 

電
気
 

保
修
課
長
 

①
 

静
的
機
器
で
あ
り
、
外
観
点
検
に
て
設
備
に
損
傷
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と

に
よ
り
健
全
性
を
確
認
す
る
。
 

 
代
替
所
内
電
気
設
備
変
圧

器
 

８
５
－
１
５
－
６
 

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
、
可

搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
タ

ン
ク
ロ
ー
リ
ー
お
よ
び

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
に

よ
る
燃
料
補
給
設
備
 

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
 

所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
 

認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に

１
回
 

電
気
 

保
修
課
長
 

③
 

エ
ン
ジ
ン
を
起
動
し
、
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
 

タ
ー
ビ
ン

 

保
修
課
長
 

エ
ン
ジ
ン
を
起
動
し
、
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
時
に
お
い
て
、
使
用
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
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８
５
条
表
番
号
 

項
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
当
課
長
 

分
 
類
 

サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
の
考
え
方
 

８
５
－
１
６
－
１
 

計
装
設
備
 

可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素

濃
度
計
測
装
置
 

可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計
測
装

置
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

３
ヶ
月
に

１
回
 

計
装
 

保
修
課
長
 

③
 

電
源
を
入
れ
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

可
搬
型
ア
ニ
ュ
ラ
ス
内
水

素
濃
度
計
測
装
置
 

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に

１
回
 

計
装
 

保
修
課
長
 

③
 

電
源
を
入
れ
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ

ニ
ッ
ト
入
口
温
度
／
出
口

温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
入
口

温
度
／
出
口
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に

１
回
 

計
装
 

保
修
課
長
 

③
 

外
観
点
検
に
て
設
備
に
損
傷
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
動
作
確
認
に
お

い
て
は
、
電
源
を
入
れ
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
次
系
冷
却
水
タ
ン
ク
加

圧
ラ
イ
ン
圧
力
 

１
次
系
冷
却
水
タ
ン
ク
加
圧
ラ
イ
ン
圧

力
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

３
ヶ
月
に

１
回
 

原
子
炉
保

修
課
長
 

①
 

静
的
機
器
の
た
め
、
外
観
点
検
に
て
設
備
に
損
傷
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と

に
よ
り
健
全
性
を
確
認
す
る
。
 

８
５
－
１
６
－
２
 

可
搬
型
計
測
器
 

可
搬
型
計
測
器
 

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に

１
回
 

計
装
 

保
修
課
長
 

③
 

外
観
点
検
に
て
設
備
に
損
傷
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
動
作
確
認
に
お

い
て
は
、
電
源
を
入
れ
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

８
５
－
１
６
－
３
 

記
録
 

格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ

ニ
ッ
ト
入
口
温
度
／
出
口

温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に

１
回
 

計
装
 

保
修
課
長
 

③
 

外
観
点
検
に
て
設
備
に
損
傷
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
動
作
確
認
に
お

い
て
は
、
電
源
を
入
れ
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

安
全
パ
ラ
メ
ー
タ
表
示
 

シ
ス
テ
ム
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
）
 

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に

１
回
 

計
装
 

保
修
課
長
 

③
 

常
時
動
作
状
態
の
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
動
作
状
態
を
確
認
す
る
。
 

Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
表
示
装
置
 

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に

１
回
 

計
装
 

保
修
課
長
 

③
 

電
源
を
入
れ
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

８
５
－
１
７
－
１
 

居
住
性
の
確
保
お
よ
び

汚
染
の
持
ち
込
み
防
止
 

可
搬
型
照
明
(S
A
) 

可
搬
型
照
明

(S
A)
が
使
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に

１
回
 

電
気
保
修

課
長
 

③
 

バ
ッ
テ
リ
ー
を
充
電
し
、
満
充
電
で
あ
る
事
を
確
認
の
上
で
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
、

照
明
が
点
灯
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

酸
素
濃
度
計
 

酸
素
濃
度
計
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に

１
回
 

放
射
線
管

理
課
長
 

③
 

電
源
を
入
れ
、
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

二
酸
化
炭
素
濃
度
計
 

二
酸
化
炭
素
濃
度
計
が
使
用
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に

１
回
 

放
射
線
管

理
課
長
 

③
 

電
源
を
入
れ
、
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

８
５
－
１
８
－
１
 

監
視
測
定
設
備
 

可
搬
式
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ

ス
ト
 

可
搬
式
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に

１
回
 

放
射
線
管

理
課
長
 

③
 

電
源
を
入
れ
、
計
測
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

電
離
箱
サ
－
ベ
イ
メ
－
タ
 
電
離
箱
サ
－
ベ
イ
メ
－
タ
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に

１
回
 

放
射
線
管

理
課
長
 

③
 

電
源
を
入
れ
、
計
測
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

可
搬
型
放
射
線
計
測
装
置
 
可
搬
型
放
射
線
計
測
装
置
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に

１
回
 

放
射
線
管

理
課
長
 

③
 

電
源
を
入
れ
、
計
測
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

小
型
船
舶
 

小
型
船
舶
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に

１
回
 

放
射
線
管

理
課
長
 

②
 

外
観
点
検
に
て
設
備
に
損
傷
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
健
全
性
を
確

認
す
る
。
 

可
搬
型
気
象
観
測
装
置
 

可
搬
型
気
象
観
測
装
置
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に

１
回
 

計
装
保
修

課
長
 

③
 

電
源
を
入
れ
、
計
測
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
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８
５
条
表
番
号
 

項
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
当
課
長
 

分
 
類
 

サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
の
考
え
方
 

８
５
－
１
９
－
２
 

居
住
性
の
確
保
 

緊
急
時
対
策
所
空
気
浄
化

系
 

緊
急
時
対
策
所
空
気
浄
化
系
（
フ
ァ
ン
お

よ
び
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
）
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に

１
回
 

原
子
炉
 

保
修
課
長
 

③
 

緊
急
時
対
策
所
空
気
浄
化
系
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

空
気
供
給
装
置
 

空
気
供
給
装
置
の
所
要
数
が
使
用
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に

１
回
 

原
子
炉
 

保
修
課
長
 

③
 

空
気
ボ
ン
ベ
の
圧
力
を
確
認
し
、
所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。 

酸
素
濃
度
計
 

酸
素
濃
度
計
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に

１
回
 

放
射
線
管

理
課
長
 

③
 

電
源
を
入
れ
、
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

二
酸
化
炭
素
濃
度
計
 

二
酸
化
炭
素
濃
度
計
が
使
用
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に

１
回
 

放
射
線
管

理
課
長
 

③
 

電
源
を
入
れ
、
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

緊
急
時
対
策
所
内
可
搬
型

エ
リ
ア
モ
ニ
タ
 

緊
急
時
対
策
所
内
可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ

タ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

３
ヶ
月
に

１
回
 

放
射
線
管

理
課
長
 

③
 

電
源
を
入
れ
、
計
測
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

緊
急
時
対
策
所
外
可
搬
型

エ
リ
ア
モ
ニ
タ
 

緊
急
時
対
策
所
外
可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ

タ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

３
ヶ
月
に

１
回
 

放
射
線
管

理
課
長
 

８
５
－
２
１
－
１
 

ア
ク
セ
ス
ル
－
ト
の
確

保
 

ブ
ル
ド
－
ザ
 

所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に

１
回
 

タ
ー
ビ
ン

保
修
課
長
 

③
 

エ
ン
ジ
ン
を
起
動
（
異
常
ラ
ン
プ
が
点
灯
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
）
さ
せ
、
車

体
の
前
・
後
進
及
び
ブ
レ
ー
ド
が
上
下
で
き
る
こ
と
を
も
っ
て
使
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

油
圧
シ
ョ
ベ
ル
 

③
 

エ
ン
ジ
ン
を
起
動
（
異
常
ラ
ン
プ
が
点
灯
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
）
さ
せ
、
車

体
の
前
・
後
進
及
び
バ
ケ
ッ
ト
と
ア
ー
ム
が
上
下
、
旋
回
で
き
る
こ
と
を
も
っ
て

使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
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（２）－３－４「保安規定変更に係る基本方針」との整合について 
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１．運転上の制限等の設定について（表 85-4 85-4-5） 
   

（１）規制要求 

   設置許可基準規則の要求については、以下のとおりであり、これに基づき保安規定の記載項目を変

更している。 

 

設置許可基準規則 第四十七条（代表） 

 

発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有

する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防

止するため、発電用原子炉を冷却するために必要な設備を設けなければならない。 

 

上記の規制要求を踏まえて、要求機能毎に運転上の制限を規定することとしているため、炉心注水をす

るための設備に係る機能について規定する「保安規定８５条 表８５－４ ８５－４－５ 代替炉心注水 

－可搬式代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水－」に規定する。 

 

（２）保安規定の記載項目 

設置許可申請書の主要な記載内容は以下のとおりであり、保安規定変更に係る基本方針の記載に

基づき運転上の制限等を設定する。 

 

【設置許可申請書 添付書類十追補】 

1.4.2 重大事故等時の手順等 

1.4.2.1 １次冷却材喪失事象が発生している場合 

(1) フロントライン系機能喪失時の手順等 

a. 代替炉心注水 

(d) 可搬式代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水 

非常用炉心冷却設備である充てん／高圧注入ポンプ及び余熱除去ポンプの故障等により燃料取替用水タン

ク水を原子炉へ注水する機能が喪失した場合、可搬式代替低圧注水ポンプにより海水を原子炉へ注水する

手順を整備する。 

 

【設置許可申請書 添付書類八】 

可搬型重大事故防止設備（代替炉心注水）として、送水車を使用した海水を水源とする可搬式代替低圧

注水ポンプは、格納容器スプレイ系と余熱除去系間の連絡ラインを介して原子炉へ注水できる設計とす

る。全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合においても可搬式代替低圧注水ポンプは駆動

源を電源車（可搬式代替低圧注水ポンプ用）から給電できる設計とする。 

 

【保安規定変更に係る基本方針】 

2.3 上流文書からの要求事項 

（中略） 

①基本設計が要求する事項 

基本設計において安全解析の前提条件などになっており、設計上、運転管理段階での遵守が要求され

る事項（運転上の制限などによりその条件に反すると直接に設置（変更）許可における設計条件に抵触

するような性質のもの） 

 

ａ．運転上の制限（新規設備） 

上記の設置許可申請書記載、保安規定変更に係る基本方針に基づき、可搬式代替低圧注水ポンプによ

る代替炉心注水系を新規に規定する。 

No 設備（可搬式代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水系統） 安全解析 

１ 可搬式代替低圧注水ポンプ 

なし 

２ 電源車（可搬式代替低圧注水ポンプ用） 

３ 送水車 

４ 燃料油貯蔵タンク 

５ タンクローリー 

６ 燃料油移送ポンプ 

７ 軽油用ドラム缶 
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なお、安全解析の前提条件となっていない場合でも、”設計上、運転管理段階での遵守が要求される

事項“については運転上の制限を設定する場合があり、その例としては、有効性評価では登場しない

ＳＡ設備がある。 
 
可搬式代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水系は、１系統で炉心の冷却に必要な水量を注水する

ことが可能な設計としている。ただし、可搬式代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水系を構成する

可搬式代替低圧注水ポンプ、電源車（可搬式代替低圧注水ポンプ用）及び送水車は、可搬型重大事故

等対処設備のうち可搬型注水設備（原子炉建屋の外から水を供給するもの）であり、２Ｎ要求設備に

該当することから、それぞれの運転上の制限の所要数を２台とする。 

 

要求モードについては、可搬式代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水系は、原子炉冷却材圧力バ

ウンダリが低圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する原子炉の冷却機能が喪失した場合に

おいても炉心の著しい損傷を防止するため、また、炉心の著しい損傷が発生した場合の溶融炉心の冷

却、原子炉格納容器の圧力及び温度を低下させるために必要な設備であり、原子炉格納容器内に燃料

が存在する期間を機能維持期間として適用する必要があることから、適用モードは「モード１、２、

３、４、５および６」とする。 

   

ｂ．確認事項（追加設備） 

   確認事項（サーベランス）については、保安規定変更に係る基本方針の以下の記載に基づき設定し

ている。 

【保安規定変更に係る基本方針】 

4.2 サーベランスの設定方針 
 （中略） 

a.プラント停止中のサーベランス 
設備の性能（揚程、流量等）、および動作状況（振動、異音、異臭、漏れ等）の確認により運

転上の制限を満足していることを判断するため、実系統、またはテストライン※２により、設備を
運転する。 
b．プラント運転中のサーベランス 
設備の動作状況（振動、異音、異臭、漏れ等）の確認により運転上の制限を満足していること
を判断するため、実系統、またはテストライン※１により、設備を運転する。 
（中略） 
b.重大事故等対処設備のサーベランス頻度の設定 
新たに設定する重大事故等対処設備のサーベランスの実施においては、保全計画に定める点検
計画(例)の点検頻度以内に実施することを計画する。 
重大事故等対処設備には常設設備と可搬設備があり、常設設備は系統に接続されているか、容
易に接続可能な状態となっており、可搬設備については系統と切り離して保管された状態となっ
ている。この可搬設備の保守管理計画に定める点検計画(例)は、添付―１に示すとおりであり、
サーベランスの運用管理の観点から、当面これらの点検頻度から最も短い 3 ヶ月毎を上限とす
る。常設設備については、保守管理計画に定める点検計画(例)の点検・補修の実施頻度以内で設
定する。 
 

可搬式代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水系の確認事項のうち、モード１、２、３、４、５及び

６の確認項目については、可搬型重大事故等対処設備のサーベランス頻度の考え方に基づき３ヶ月に

１回、ポンプ・発電機の起動、外観点検等により動作可能であることを確認する 

 

定期検査時の確認事項は、可搬式代替低圧注水ポンプの性能確認を実施する。確認する揚程及び容量

は、工事計画認可申請書の記載に基づき以下の値を使用する。 

 

［揚程］   m以上 

［容量］  m3/h以上 

 

 

 

 

 

 

 枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 

補(2)-681



 

ｃ．要求される措置（新規設備） 

  追加設備の要求される措置については、保安規定変更に係る基本方針に基づき、以下のとおり設定し

ている。（今回新規に追加する設備の場合を赤文字追記） 

【保安規定変更に係る基本方針】 

 
設計基準事故対処設備のうちECCS 機器のAOT を参考とする場合の 

重大事故等対処設備の基本的なAOT と要求される措置 

 

2N 要求の可搬型重大事故等対処設備 

Ａ：ＬＣＯ対象ＳＡ設備（2N要求の可搬型重大事故等対処設備）〔可搬式代替低圧注水ポンプ〕 

Ｂ：Ａの機能全てを満足するＳＡ設備（基準要求を維持できる場合に限る）〔なし〕 

Ｃ：Ａの機能全てを満足※１するＳＡ設備（基準要求を維持できない場合）〔Ｃ充てん／高圧注入ポン

プ（自己冷却）及びＡ、Ｂ内部スプレポンプ（ＲＨＲＳ－ＣＳＳ連絡ライン使用）〕 

※１：準備時間短縮等の補完措置の実施により満足する場合も含む 

Ｄ：Ａの機能に対する多様性拡張設備または代替措置〔なし〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

：今回の要求される措置に対する設定 

余熱除去ポンプ、充てん／高圧注入ポンプ、ディ

ーゼル発電機及び原子炉補機冷却水系が該当 

４時間以内に余熱除去ポンプの健全性を確認

することで、ＡＯＴが１０日に延長される。 

Ｃ充てん／高圧注入ポンプ（自己冷却）

及びＡ、Ｂ内部スプレポンプ（ＲＨＲ

Ｓ－ＣＳＳ連絡ライン使用）が該当 

１０日以内にＣ充てん／

高圧注入ポンプ（自己冷

却）及びＡ、Ｂ内部スプ

レポンプ（ＲＨＲＳ－Ｃ

ＳＳ連絡ライン使用）の

健全性を確認すること

で、ＡＯＴが３０日に延

長される。 

次頁へ 
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2N 要求以外の重大事故等対処設備 

Ａ：ＬＣＯ対象ＳＡ設備〔可搬式代替低圧注水ポンプ〕 

Ｂ：Ａの機能全てを満足するＳＡ設備（基準要求を維持できる場合に限る）〔なし〕 

Ｃ：Ａの機能全てを満足※１するＳＡ設備（基準要求を維持できない場合）〔Ｃ充てん／高圧注入ポン

プ（自己冷却）及びＡ、Ｂ内部スプレポンプ（ＲＨＲＳ－ＣＳＳ連絡ライン使用）〕 

※１：準備時間短縮等の補完措置の実施により満足する場合も含む 

Ｄ：Ａの機能に対する多様性拡張設備または代替措置〔なし〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、可搬式代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水系に期待する機能は、「非常用炉心冷却設備

である充てん／高圧注入ポンプ及び余熱除去ポンプの故障等により燃料取替用水タンク水を原子炉

へ注水する機能が喪失した場合、可搬式代替低圧注水ポンプにより海水を原子炉へ注水する」こと

である。 

可搬式代替低圧注水ポンプによる代替炉心注入系は、２Ｎ要求設備であるため、動作可能な系統が

２Ｎ未満（１Ｎ以上）になった場合と１Ｎ未満になった場合を条件として設定する。 

要求される措置のうちプラント停止に係る完了時間については、以下の保安規定変更に係る基本方

針に基づき設定している。 

  

余熱除去ポンプ、充てん／高圧注入ポンプ、 

ディーゼル発電機及び原子炉補機冷却水系 

が該当が該当 

４時間以内に余熱除去ポンプの

健全性を確認することで、ＡＯＴ

が７２時間に延長される。 

：今回の要求される措置に対する設定 

Ｃ充てん／高圧注入ポンプ（自己冷却）

及びＡ、Ｂ内部スプレポンプ（ＲＨＲ

Ｓ－ＣＳＳ連絡ライン使用）が該当 

７２時間以内にＣ充て

ん／高圧注入ポンプ（自

己冷却）及びＡ、Ｂ内部

スプレポンプ（ＲＨＲＳ

－ＣＳＳ連絡ライン使

用）の健全性を確認する

ことで、ＡＯＴが３０日

に延長される。 

前頁より 
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【保安規定変更に係る基本方針】 

ｃ．重大事故等対処設備に対する具体的な AOT の設定  

(d) モード変更に係る AOT 

設計基準事故対処設備が AOT 内に復旧できない場合のプラント停止等のモード変更に係る AOT 

は、日本の運転経験に基づき標準的なプラント停止操作に必要な時間として設定したものであり、LCO 

逸脱時におけるプラント停止等のモード変更時において AOT の長さに係る不具合等は発生していな

い実績のある値である。 

従って、重大事故等対処設備が AOT 内に復旧できない場合のプラント停止等のモード変更に係る

AOT についても設計基準事故対処設備の AOT を適用することが妥当である。 

（添付－７「参考とする設計基準事故対処設備の AOT および要求される措置の例」） 

 

 添付－７ 参考とする設計基準事故対処設備のAOT および要求される措置の例 

ａ．ＥＣＣＳ機器（ポンプ・ファン）他 

・非常用炉心冷却系（適用モード：１，２および３） 

・格納容器スプレイ系（適用モード：１，２，３および４） 

・アニュラス空気浄化系（適用モード：１，２，３および４） 

・補助給水系（適用モード：１，２および３） 

・原子炉補機冷却水系（適用モード：１，２，３および４） 

・原子炉補機冷却海水系（適用モード：１，２，３および４） 

   （中略） 

ｄ．プラント停止等のモード変更に係る AOT 

モード変更 AOT 

モード１ ⇒ モード３ １２時間 

モード１ ⇒ モード４ ３６時間 

モード１ ⇒ モード５ ５６時間 

 

（３）運転上の制限等の記載 

可搬式代替低圧注水ポンプについて、設置許可基準規則第四十七条を代表に説明したが、この設

備は以下の設置許可基準規則の目的を全て満足する機能要求があるため、運転上の制限は一括りに

設定する。 

 

・設置許可基準規則（技術的能力審査基準）第四十七条（１．４） 

「原子炉圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備(手順等)」として、原子炉

冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する原子炉の冷却機能

が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉

を冷却するために必要な設備を設ける(手順等を定める)こと。 

・設置許可基準規則（技術的能力審査基準）第五十六条（１．１３） 

「重大事故等の収束に必要となる水の供給設備(手順等)」として、設計基準事故の収束に必要な

水源とは別に、重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加え

て、設計基準事故及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水

を供給するために、必要な設備を設ける(手順等を定める)こと。 

 

 【保安規定変更に係る基本方針（抜粋）】 

  (1) LCO設定の考え方 

可搬型重大事故等対処設備のうち、可搬型代替電源設備および可搬型注水設備（原子炉建屋の外

から水又は電力を供給するものに限る。）については「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、

構造及び設備の基準に関する規則」（以下、「設置許可基準規則」という。）第４３条第３項第１号の

解釈において「１基あたり２セット以上を持つこと」が要求されていることから、２Ｎを LCOとす

る。（以下、本設備を「２Ｎ要求の可搬型重大事故等対処設備」という。」） 

その他の重大事故等対処設備については、基本的には１Ｎを LCOとし、各個別設備に対する設置

許可基準規則の要求を踏まえて設定する。 

なお、設置許可基準規則の要求を踏まえた多様な目的に対して、同一系統を使用する場合は、一括

りにまとめて LCOを設定することができる。 
以 上 
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２．運転上の制限等の設定について（表 85-6 85-6-3） 
   

（１）規制要求 

   設置許可基準規則の要求については、以下のとおりであり、これに基づき保安規定の記載項目を変

更している。 

 

設置許可基準規則 第四十九条（代表） 

 

発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合にお

いて炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な設備

を設けなければならない。 

２ 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止する

ため、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な設備を設けな

ければならない。 

 

設置許可基準規則 第五十一条（代表） 

 

発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するた

め、溶融し、原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するために必要な設備を設けなければならな

い。 

 

上記の規制要求を踏まえて、要求機能毎に運転上の制限を規定することとしているため、原子炉格納容

器スプレイ等をするための設備に係る機能について規定する「保安規定８５条 表８５－６ ８５－６－

３ 代替原子炉格納容器スプレイ －原子炉下部キャビティ注水ポンプによる代替原子炉格納容器スプレ

イおよび原子炉下部キャビティ直接注水－」に規定する。 

 

（２）保安規定の記載項目 

設置許可申請書の主要な記載内容は以下のとおりであり、保安規定変更に係る基本方針の記載に

基づき運転上の制限等を設定する。 

 

【設置許可申請書 添付書類十追補】 

1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための格納容器内冷却の手順等 

(1) フロントライン系機能喪失時の手順等 

b. 代替格納容器スプレイ 

(b) 原子炉下部キャビティ注水ポンプによる代替格納容器スプレイ 

恒設代替低圧注水ポンプによる格納容器へのスプレイができない場合、原子炉下部キャビティ注水ポンプ

により燃料取替用水タンク水を格納容器にスプレイする手順を整備する。 

原子炉下部キャビティ注水ポンプの水源として燃料取替用水タンクが使用できない場合は、復水タンクを

使用する。炉心損傷前に原子炉下部キャビティ注水ポンプによる代替格納容器スプレイを実施していた場

合に、炉心損傷を判断すれば、原子炉下部キャビティ注水ポンプの注水先を格納容器から原子炉下部キャ

ビティへ切り替える。 

 

1.8.2.1 格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却手順等 

(2) 全交流動力電源又は原子炉補機冷却機能喪失時の手順等 

a. 原子炉下部キャビティ注水 

(a) 原子炉下部キャビティ直接注水 

ⅰ. 原子炉下部キャビティ注水ポンプによる原子炉下部キャビティ直接注水 

炉心の著しい損傷が発生し、全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却機能喪失時に、格納容器下部に落下

した溶融炉心を冷却するために、原子炉下部キャビティ注水ポンプにより燃料取替用水タンク水を原子炉

下部キャビティへ直接注水する手順を整備する。 

また、原子炉下部キャビティ注水完了後、原子炉下部キャビティ水位が確認できない場合に、原子炉下部

キャビティへ直接注水を再開する手順を整備する。 
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【設置許可申請書 添付書類八】 

第四十九条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

適合のための設計方針 

第２項について 

(2) 炉心の著しい損傷が発生した場合における原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質濃度の

低下 

重大事故等対処設備（代替格納容器スプレイ）として、燃料取替用水タンク又は復水タンクを水源とす

る原子炉下部キャビティ注水ポンプは、格納容器スプレイ系を介して、原子炉格納容器内上部にあるスプ

レイリングのスプレイノズルより注水できる設計とする。海を水源とする送水車は、可搬型ホースを介し

て復水タンクへ海水を補給できる設計とする。原子炉下部キャビティ注水ポンプは、空冷式非常用発電装

置より代替所内電気設備変圧器を経由して給電できる設計とする。空冷式非常用発電装置及び代替所内電

気設備変圧器については、「10.2 代替電源設備」にて記載する。 

 

第五十一条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

適合のための設計方針 

原子炉格納容器下部注水設備（原子炉下部キャビティ直接注水）として、燃料取替用水タンク又は復水

タンクを水源とする原子炉下部キャビティ注水ポンプは燃料取替用水系を介して、原子炉下部キャビティ

に注水することで、溶融炉心が落下するまでに原子炉下部キャビティに十分な水量を蓄水できる設計とす

る。原子炉下部キャビティ注水ポンプは、代替電源設備である空冷式非常用電源装置より代替所内電気設

備変圧器を経由して給電できる設計とする。空冷式非常用発電装置及び代替所内電気設備変圧器について

は、「10.2 代替電源設備」にて記載する。 

原子炉格納容器下部注水設備（代替格納容器スプレイ）として、燃料取替用水タンク又は復水タンクを

水源とする恒設代替低圧注水ポンプは、格納容器スプレイ系を介して、原子炉格納容器内上部にあるスプ

レリングのスプレノズルより注水し、代替格納容器スプレイ水が原子炉格納容器とフロア最外周部間の隙

間等を通じ、原子炉格納容器最下階フロアまで流下し、さらに連通管を経由して原子炉下部キャビティへ

流入することで、原子炉下部キャビティ注水ポンプとあわせて、原子炉下部キャビティに長期的に十分な

水量を蓄水できる設計とする。恒設代替低圧注水ポンプは、代替電源設備である空冷式非常用発電装置よ

り代替所内電気設備変圧器を経由して給電できる設計とする。空冷式非常用発電装置及び代替所内電気設

備変圧器については、「10.2 代替電源設備」にて記載する。 

 

【保安規定変更に係る基本方針】 

2.3 上流文書からの要求事項 

（中略） 

①基本設計が要求する事項 

基本設計において安全解析の前提条件などになっており、設計上、運転管理段階での遵守が要求され

る事項（運転上の制限などによりその条件に反すると直接に設置（変更）許可における設計条件に抵触

するような性質のもの） 

 

ａ．運転上の制限（新規設備） 

上記の設置許可申請書記載、保安規定変更に係る基本方針に基づき、原子炉下部キャビティ注水ポン

プによる代替原子炉格納容器スプレイ系を新規に規定する。 

No 設備（原子炉下部キャビティ注水ポンプによる代替原子

炉格納容器スプレイ系統） 

安全解析 

１ 原子炉下部キャビティ注水ポンプ 

有り 

２ 空冷式非常用発電装置 

３ 燃料取替用水タンク 

４ 復水タンク 

５ 燃料油貯蔵タンク 

６ 可搬式オイルポンプ 

７ タンクローリー 

８ 燃料油移送ポンプ 

９ 送水車 

１０ 軽油用ドラム缶 
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なお、安全解析の前提条件となっていない場合でも、”設計上、運転管理段階での遵守が要求され

る事項“については運転上の制限を設定する場合があり、その例としては、有効性評価では登場し

ないＳＡ設備がある。 

 

原子炉下部キャビティ注水ポンプは、１台で溶融炉心の冷却、原子炉格納容器の圧力及び温度を

低下させるのに必要な水量を供給できる設計としていることから、運転上の制限の所要数を１台と

する。 

なお、上記の設備は常設重大事故等対処設備であり、１Ｎ要求設備である。 

 

要求モードについては、原子炉下部キャビティ注水ポンプによる代替原子炉格納容器スプレイ系

は、炉心の著しい損傷が発生した場合の溶融炉心の冷却、原子炉格納容器の圧力及び温度を低下さ

せるために必要な設備であり、原子炉格納容器内に燃料が存在する期間を機能維持期間として適用

する必要があることから、適用モードは「モード１、２、３、４、５および６」とする。 

 

ｂ．確認事項（追加設備） 

   確認事項（サーベランス）については、保安規定変更に係る基本方針の以下の記載に基づき設定し

ている。 

【保安規定変更に係る基本方針】 

4.2 サーベランスの設定方針 
 （中略） 
ａ．プラント停止中のサーベランス 
設備の性能（揚程、流量等）、および動作状況（振動、異音、異臭、漏れ等）の確認により運
転上の制限を満足していることを判断するため、実系統、またはテストライン※２により、設備
を運転する。 
ｂ．プラント運転中のサーベランス 
設備の動作状況（振動、異音、異臭、漏れ等）の確認により運転上の制限を満足しているこ
とを判断するため、実系統、またはテストライン※１により、設備を運転する。 
（中略） 
b.重大事故等対処設備のサーベランス頻度の設定 
新たに設定する重大事故等対処設備のサーベランスの実施においては、保全計画に定める点
検計画(例)の点検頻度以内に実施することを計画する。 
重大事故等対処設備には常設設備と可搬設備があり、常設設備は系統に接続されているか、
容易に接続可能な状態となっており、可搬設備については系統と切り離して保管された状態と
なっている。この可搬設備の保守管理計画に定める点検計画(例)は、添付―１に示すとおりで
あり、サーベランスの運用管理の観点から、当面これらの点検頻度から最も短い 3 ヶ月毎を上
限とする。常設設備については、保守管理計画に定める点検計画(例)の点検・補修の実施頻度
以内で設定する。 
 

代替原子炉格納容器スプレイ系の通常運転中の確認事項のうち、モード１、２、３及び４の確認項

目については、保安規定第５８条（原子炉格納容器スプレイ系）で設定されているため、それを準用

した対応とする。モード５及び６については、保安規定第５３条（非常用炉心冷却系－モード４－）

の確認項目で、「手動起動可能であること」が設定されているため、それを準用した対応とする。 

なお、「手動起動可能」とは、ポンプに電源が供給されており、中央制御室又は現場から手動操作す

ることにより運転状態にできる状態をいう。また、ポンプに電源が供給されていることとは、ポンプ

電源のしゃ断器が接続位置であり、制御電源が入っていることをいう。 

 

定期検査時の確認事項は、原子炉下部キャビティ注水ポンプの性能確認を実施する。確認する揚程

及び容量は、工事計画認可申請書の記載に基づき以下の値を使用する。 

 

［揚程］   m以上 

［容量］   m3/h以上 

  

本資料のうち、枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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ｃ．要求される措置（新規設備） 

  追加設備の要求される措置については、保安規定変更に係る基本方針に基づき、以下のとおり設定し

ている。（今回新規に追加する設備の場合を赤文字追記） 

【保安規定変更に係る基本方針】 

 
設計基準事故対処設備のうちECCS 機器のAOT を参考とする場合の 

重大事故等対処設備の基本的なAOT と要求される措置 

 

2N 要求以外の重大事故等対処設備 

Ａ：ＬＣＯ対象ＳＡ設備〔原子炉下部キャビティ注水ポンプ〕 

Ｂ：Ａの機能全てを満足するＳＡ設備（基準要求を維持できる場合に限る）〔なし〕 

Ｃ：Ａの機能全てを満足※１するＳＡ設備（基準要求を維持できない場合）〔なし〕※２ 

※１：準備時間短縮等の補完措置の実施により満足する場合も含む 

Ｄ：Ａの機能に対する多様性拡張設備または代替措置〔なし〕※３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２：設置許可基準規則第五十一条の要求である原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設

備のうち、炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉格納容器の下部に落下した溶融炉心を冷

却するための設備として、恒設代替低圧注水ポンプ及び原子炉下部キャビティ注水ポンプを要

求しているため、恒設代替低圧注水ポンプは、当該系統と同等な機能を持つ重大事故等対処設

備とはみなせない。 

設置許可基準規則第五十一条の多様性の要求を満足する設備である内部スプレポンプについ

ては、交流動力電源又は原子炉補機冷却機能喪失（サポート系機能喪失）時は使用できないた

め、当該系統と同等な機能を持つ重大事故等対処設備とはみなせない。 

：今回の要求される措置に対する設定 

余熱除去ポンプが該当 

４時間以内に余熱除去ポンプの健全性を確認することで、 

ＡＯＴが７２時間に延長される。 
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※３：当該設備において多様性拡張設備はあるが、代替するための所定の性能等を満足することが確

認できていないため採用しない。 

 

重大事故等対処設備が動作不能となった場合は、対応する設計基準事故対処設備が動作可能であ

ることを確認することが基本的な考え方であるが、原子炉下部キャビティ注水ポンプは第５１条

「原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備」の設備分類では常設重大事故等緩和設備

のため、もともとの設計基準事故対処設備に該当するものがない。このため、原子炉下部キャビテ

ィ注水ポンプに期待する機能である「炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の

破損を防止するため、溶融し原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却する」ことの前段階であ

る炉心損傷防止の観点で最も実効的な設計基準事故対処設備を確認対象として選定することとし、

具体的には余熱除去ポンプが動作可能であることを確認する。 

なお、原子炉下部キャビティ注水ポンプは、スプレイ系としても要求されるが、スプレイ機能で

は同等の機能を全て満足する恒設代替低圧注水ポンプがあることから、ここでは、原子炉下部キャ

ビティ直接注水機能の喪失として整理した。（添付参照） 

 

要求される措置のうちプラント停止に係る完了時間については、以下の保安規定変更に係る基本

方針に基づき設定している。 

 

【保安規定変更に係る基本方針】 

ｃ．重大事故等対処設備に対する具体的な AOT の設定  

(d) モード変更に係る AOT 

設計基準事故対処設備が AOT 内に復旧できない場合のプラント停止等のモード変更に係る AOT 

は、日本の運転経験に基づき標準的なプラント停止操作に必要な時間として設定したものであり、

LCO 逸脱時におけるプラント停止等のモード変更時において AOT の長さに係る不具合等は発生して

いない実績のある値である。 

従って、重大事故等対処設備が AOT 内に復旧できない場合のプラント停止等のモード変更に係る

AOT についても設計基準事故対処設備の AOT を適用することが妥当である。 

（添付－７「参考とする設計基準事故対処設備の AOT および要求される措置の例」） 

 

 添付－７ 参考とする設計基準事故対処設備のAOT および要求される措置の例 

ａ．ＥＣＣＳ機器（ポンプ・ファン）他 

・非常用炉心冷却系（適用モード：１，２および３） 

・格納容器スプレイ系（適用モード：１，２，３および４） 

・アニュラス空気浄化系（適用モード：１，２，３および４） 

・補助給水系（適用モード：１，２および３） 

・原子炉補機冷却水系（適用モード：１，２，３および４） 

・原子炉補機冷却海水系（適用モード：１，２，３および４） 

   （中略） 

ｄ．プラント停止等のモード変更に係る AOT 

モード変更 AOT 

モード１ ⇒ モード３ １２時間 

モード１ ⇒ モード４ ３６時間 

モード１ ⇒ モード５ ５６時間 
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（３）運転上の制限等の記載 

原子炉下部キャビティ注水ポンプについて、設置許可基準規則第四十九条、第五十一条を代表に

説明したが、この設備は代替原子炉格納容器スプレイ系１系統及び原子炉下部キャビティ直接注水

系１系統の機能を持つ設備であり、以下の設置許可基準規則の多様な目的を全て満足する。2つの機

能要求があることを明確にするため、運転上の制限の項目に代替原子炉格納容器スプレイ及び原子

炉下部キャビティ直接注水の機能要求を明記の上、運転上の制限は一括りに設定する。 

 

・設置許可基準規則（技術的能力審査基準）第四十七条（１．４） 

「原子炉圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備(手順等)」として、原子炉

冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する原子炉の冷却機能

が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉

を冷却するために必要な設備を設ける(手順等を定める)こと。 

・設置許可基準規則（技術的能力審査基準）第四十九条（１．６） 

「原子炉格納容器内の冷却等のための設備(手順等）」として、(1)格納容器内の冷却機能が喪失し

た場合においても原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる、(2)原子炉格納容器の破損を防

止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要

な設備を設ける(手順等を定める)こと。 

・設置許可基準規則（技術的能力審査基準）第五十条（１．７） 

「原子炉の格納容器の過圧破損を防止するための設備(手順等)」として、炉心の著しい損傷が発

生した場合に、原子炉格納容器の圧力及び温度を低下させるために必要な設備を設ける(手順等を

定める)こと。 

・設置許可基準規則（技術的能力審査基準）第五十一条（１．８） 

「原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備(手順等)」として、炉心の著しい損傷が

発生した場合において原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心を冷却するために必要な設備を設

ける(手順等を定める)こと。 

・設置許可基準規則（技術的能力審査基準）第五十六条（１．１３） 

「重大事故等の収束に必要となる水の供給設備(手順等)」として、設計基準事故の収束に必要な

水源とは別に、重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加え

て、設計基準事故及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水

を供給するために、必要な設備を設ける(手順等を定める)こと。 

 

 【保安規定変更に係る基本方針（抜粋）】 

  (1) LCO設定の考え方 

可搬型重大事故等対処設備のうち、可搬型代替電源設備および可搬型注水設備（原子炉建屋の外

から水又は電力を供給するものに限る。）については「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、

構造及び設備の基準に関する規則」（以下、「設置許可基準規則」という。）第４３条第３項第１号の

解釈において「１基あたり２セット以上を持つこと」が要求されていることから、２Ｎを LCOとす

る。（以下、本設備を「２Ｎ要求の可搬型重大事故等対処設備」という。」） 

その他の重大事故等対処設備については、基本的には１Ｎを LCOとし、各個別設備に対する設置

許可基準規則の要求を踏まえて設定する。 

なお、設置許可基準規則の要求を踏まえた多様な目的に対して、同一系統を使用する場合は、一

括りにまとめて LCOを設定することができる。 

  
以 上 
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３．運転上の制限等の設定について（表 85-8 85-8-1） 
   

（１）規制要求 

   設置許可基準規則の要求については、以下のとおりであり、これに基づき保安規定の記載項目を変

更している。 

 

設置許可基準規則 第四十五条（代表） 

 

発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有

する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止するため、発電用原 

子炉を冷却するために必要な設備を設けなければならない。 

 

上記の規制要求を踏まえて、要求機能毎に運転上の制限を規定することとしているため、蒸気発生器２

次側による炉心冷却（注水）をするための設備に係る機能について規定する「保安規定８５条 表８５－

８ ８５－８－１ 蒸気発生器２次側による炉心冷却（注水）」に規定する。 

 

（２）保安規定の記載項目 

設置許可申請書の主要な記載内容は以下のとおりであり、保安規定変更に係る基本方針の記載に

基づき運転上の制限等を設定する。 

 

【設置許可申請書 添付書類十追補】 

1.3.2.1 フロントライン系機能喪失時の手順等 

(2) 蒸気発生器２次側による炉心冷却（注水） 

a. 電動補助給水ポンプ又はタービン動補助給水ポンプによる蒸気発生器への注水 

加圧器逃がし弁による１次冷却系の減圧機能が喪失した場合、蒸気発生器２次側による炉心冷却を用いた

１次冷却系の減圧を行うため、補助給水ポンプの自動起動を確認し、復水タンク水が蒸気発生器へ注水さ

れていることを確認する。この時、補助給水ポンプが運転していなければ、蒸気発生器２次側による炉心

冷却による１次冷却系の減圧のため、中央制御室から補助給水ポンプを起動し蒸気発生器へ注水する手順

を整備する。 

e. 送水車を用いたタービン動補助給水ポンプへの直接供給による蒸気発生器への注水 

復水タンク及び２次系純水タンクが使用できない場合でかつ、海水ポンプを用いた補助給水ポンプへの直

接供給による蒸気発生器への注水ができない場合に蒸気発生器２次側による炉心冷却を行うため、送水車

を用いてタービン動補助給水ポンプヘ海水を直接供給し、蒸気発生器に注水する手順を整備する。 

 

【設置許可申請書 添付書類八】 

重大事故等対処設備（蒸気発生器２次側による炉心冷却）として、復水タンクを水源としたタービン動補

助給水ポンプ又は電動補助給水ポンプは、蒸気発生器に注水するため、現場での人力による専用工具を用

いたタービン動補助給水ポンプの蒸気加減弁の操作と、人力によるタービン動補助給水ポンプ起動弁の操

作によりタービン動補助給水ポンプの機能を回復し、蒸気発生器２次側による炉心冷却によって、１次冷

却系の十分な減圧及び冷却ができる設計とし、その期間内に１次冷却系の減圧対策及び低圧時の冷却対策

が可能な時間的余裕をとれる設計とする。電動補助給水ポンプの電源については空冷式非常用発電装置よ

り給電することで機能を回復できる設計とする。主蒸気逃がし弁については、機能回復のため現場におい

て専用工具を用いて人力で操作できる設計とする。空冷式非常用発電装置については、「10.2 代替電源設

備」にて記載する。 

復水タンクヘの補給不能により２次冷却系からの除熱機能が喪失した場合の重大事故等対処設備(蒸気発

生器２次側による炉心冷却)として、送水車を使用した海水を水源とするタービン動補助給水ポンプは、

蒸気発生器へ注水し、主蒸気逃がし弁を開操作することで蒸気発生器２次側による炉心冷却ができる設計

とする。 
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【保安規定変更に係る基本方針】 

2.3 上流文書からの要求事項 

（中略） 

①基本設計が要求する事項 

基本設計において安全解析の前提条件などになっており、設計上、運転管理段階での遵守が要求され

る事項（運転上の制限などによりその条件に反すると直接に設置（変更）許可における設計条件に抵触

するような性質のもの） 

 

ａ．運転上の制限（新規設備） 

上記の設置許可申請書記載、保安規定変更に係る基本方針に基づき、復水タンク又は送水車を用いた

補助給水ポンプによる蒸気発生器への給水系を新規に規定する。 

No 設備（復水タンクまたは送水車を用いた補助給水ポンプ

による蒸気発生器への給水系統） 

安全解析 

１ 電動補助給水ポンプ 

有り 

２ タービン動補助給水ポンプ 

３ タービン動補助給水ポンプ起動弁（現場手動操作） 

４ 蒸気発生器 

５ 復水タンク 

６ 空冷式非常用発電装置 

７ 燃料油貯蔵タンク 

８ 可搬式オイルポンプ 

９ タンクローリー 

１０ 燃料油移送ポンプ 

１１ 送水車 

１２ 軽油用ドラム缶 

    

なお、安全解析の前提条件となっていない場合でも、”設計上、運転管理段階での遵守が要求される

事項“については運転上の制限を設定する場合があり、その例としては、有効性評価では登場しない

ＳＡ設備がある。 
 
全交流動力電源喪失に係る有効性評価では、蒸気発生器２次側による強制冷却時の解析条件として

蒸気発生器への注水量を 75m3/hとしているため、タービン動補助給水ポンプ（起動弁含む）の所要数

を１台(定格容量 約 170m3/h）、電動補助給水ポンプの所要数を１台(定格容量約 85m3/h/台)とする。

蒸気発生器は全ての蒸気発生器に期待するため所要数を 3基とする。 

なお、上記の設備は常設重大事故等対処設備であり、全て１Ｎ要求設備である。 

 

要求モードについては、補助給水ポンプによる蒸気発生器への給水系は、蒸気発生器２次側による

原子炉の冷却に必要な設備であり、蒸気発生器による熱除去が可能な期間を機能維持期間として適用

する必要があることから、適用モードは「モード１、２、３及び４（蒸気発生器が熱除去のために使

用されている場合）」（タービン動補助給水ポンプについては駆動用の蒸気条件が整う「モード１，２

および３」）とする。 

   

ｂ．確認事項（追加設備） 

   確認事項（サーベランス）については、保安規定変更に係る基本方針の以下の記載に基づき設定し

ている。 

【保安規定変更に係る基本方針】 

4.2 サーベランスの設定方針 
 （中略） 
ａ．プラント停止中のサーベランス 
設備の性能（揚程、流量等）、および動作状況（振動、異音、異臭、漏れ等）の確認により運

転上の制限を満足していることを判断するため、実系統、またはテストライン※２により、設備を
運転する。 
ｂ．プラント運転中のサーベランス 
設備の動作状況（振動、異音、異臭、漏れ等）の確認により運転上の制限を満足していること
を判断するため、実系統、またはテストライン※１により、設備を運転する。 
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（中略） 
b.重大事故等対処設備のサーベランス頻度の設定 
新たに設定する重大事故等対処設備のサーベランスの実施においては、保全計画に定める点検
計画(例)の点検頻度以内に実施することを計画する。 
重大事故等対処設備には常設設備と可搬設備があり、常設設備は系統に接続されているか、容

易に接続可能な状態となっており、可搬設備については系統と切り離して保管された状態となっ
ている。この可搬設備の保守管理計画に定める点検計画(例)は、添付―１に示すとおりであり、
サーベランスの運用管理の観点から、当面これらの点検頻度から最も短い 3 ヶ月毎を上限とす
る。常設設備については、保守管理計画に定める点検計画(例)の点検・補修の実施頻度以内で設
定する。 
 

補助給水ポンプによる蒸気発生器への給水系の通常運転中の確認事項のうち、モード１、２、３及び

４（蒸気発生器が熱除去のために使用されている場合）（タービン動補助給水ポンプについては駆動用

の蒸気条件が整う「モード１，２及び３」）の確認項目については、保安規定第６６条（補助給水系）

で設定されているため、それを準用した対応とする。 

 

ｃ．要求される措置（新規設備） 

   追加設備の要求される措置については、保安規定変更に係る基本方針に基づき、以下のとおり設定

している。（今回新規に追加する設備の場合を赤文字追記） 

【保安規定変更に係る基本方針】 

 
設計基準事故対処設備のうちECCS 機器のAOT を参考とする場合の 

重大事故等対処設備の基本的なAOT と要求される措置 

 

2N 要求以外の重大事故等対処設備 

Ａ：ＬＣＯ対象ＳＡ設備〔電動補助給水ポンプ、タービン動補助給水ポンプ、タービン動補助給水ポン

プ起動弁（現場手動操作）、蒸気発生器〕 

Ｂ：Ａの機能全てを満足するＳＡ設備（基準要求を維持できる場合に限る）〔なし〕 

Ｃ：Ａの機能全てを満足※１するＳＡ設備（基準要求を維持できない場合）〔なし〕 

※１：準備時間短縮等の補完措置の実施により満足する場合も含む 

Ｄ：Ａの機能に対する多様性拡張設備または代替措置〔なし〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：今回の要求される措置に対する設定 
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なお、補助給水ポンプによる蒸気発生器への給水系は､１Ｎ要求設備であるため、動作可能な系統

数が１Ｎ未満になった場合を条件として記載する。 

具体的には、モード１、２及び３においては復水タンクを水源とした電動補助給水ポンプによる

蒸気発生器への給水系１系統又は復水タンクまたは送水車を用いたタービン動補助給水ポンプによ

る蒸気発生器への給水系１系統が要求されるため、両方の系統が動作不能となった場合を条件とし

て設定する。モード４（蒸気発生器が熱除去のために使用されている場合）については、復水タン

クを水源とした電動補助給水ポンプによる蒸気発生器への給水系１系統が要求されるため、当該の

系統が動作不能となった場合を条件として記載する。 

要求される措置のうちプラント停止に係る完了時間については、以下の保安規定変更に係る基本方

針に基づき設定している。 

 

【保安規定変更に係る基本方針】 

ｃ．重大事故等対処設備に対する具体的な AOT の設定  

(d) モード変更に係る AOT 

設計基準事故対処設備が AOT 内に復旧できない場合のプラント停止等のモード変更に係る AOT 

は、日本の運転経験に基づき標準的なプラント停止操作に必要な時間として設定したものであり、LCO 

逸脱時におけるプラント停止等のモード変更時において AOT の長さに係る不具合等は発生していな

い実績のある値である。 

従って、重大事故等対処設備が AOT 内に復旧できない場合のプラント停止等のモード変更に係る

AOT についても設計基準事故対処設備の AOT を適用することが妥当である。 

（添付－７「参考とする設計基準事故対処設備の AOT および要求される措置の例」） 

 

 添付－７ 参考とする設計基準事故対処設備のAOT および要求される措置の例 

ａ．ＥＣＣＳ機器（ポンプ・ファン）他 

・非常用炉心冷却系（適用モード：１，２および３） 

・格納容器スプレイ系（適用モード：１，２，３および４） 

・アニュラス空気浄化系（適用モード：１，２，３および４） 

・補助給水系（適用モード：１，２および３） 

・原子炉補機冷却水系（適用モード：１，２，３および４） 

・原子炉補機冷却海水系（適用モード：１，２，３および４） 

   （中略） 

ｄ．プラント停止等のモード変更に係る AOT 

モード変更 AOT 

モード１ ⇒ モード３ １２時間 

モード１ ⇒ モード４ ３６時間 

モード１ ⇒ モード５ ５６時間 

 

 

（３）運転上の制限等の記載 

復水タンクまたは送水車を用いた補助給水ポンプによる蒸気発生器への給水系について、設置許

可基準規則第四十五条を代表に説明したが、この設備は以下の設置許可基準規則の多様な目的を全

て満足する機能要求があるため、運転上の制限は一括りに設定する。 

 

・設置許可基準規則（技術的能力審査基準）第四十五条（１．２） 

「原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（手順等）」として、

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態にあって、設計基準事故対処設備が有する原子炉の冷

却機能が喪失した場合においても原子炉を冷却するために必要な設備を設ける(手順等を定める)

こと。 

・設置許可基準規則（技術的能力審査基準）第四十六条（１．３） 

「原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備（手順等）」として、設計基準事故対処設備

が有する原子炉の減圧機能が喪失した場合においても原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するた

めに必要な設備を設ける(手順等を定める)こと。 

・設置許可基準規則（技術的能力審査基準）第四十七条（１．４） 

「原子炉圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備(手順等)」として、原子炉

冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する原子炉の冷却機能
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が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉

を冷却するために必要な設備を設ける(手順等を定める)こと。 

・設置許可基準規則（技術的能力審査基準）第四十八条（１．５） 

「最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備（手順等）」として、設計基準事故対処設備が有す

る最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格

納容器の破損を防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な設備を設ける(手順

等を定める)こと。 

・設置許可基準規則（技術的能力審査基準）第五十六条（１．１３） 

「重大事故等の収束に必要となる水の供給設備(手順等)」として、設計基準事故の収束に必要な

水源とは別に、重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加え

て、設計基準事故及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水

を供給するために、必要な設備を設ける(手順等を定める)こと。 

 

 【保安規定変更に係る基本方針（抜粋）】 

  (1) LCO設定の考え方 

可搬型重大事故等対処設備のうち、可搬型代替電源設備および可搬型注水設備（原子炉建屋の外

から水又は電力を供給するものに限る。）については「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、

構造及び設備の基準に関する規則」（以下、「設置許可基準規則」という。）第４３条第３項第１号の

解釈において「１基あたり２セット以上を持つこと」が要求されていることから、２Ｎを LCOとす

る。（以下、本設備を「２Ｎ要求の可搬型重大事故等対処設備」という。」） 

その他の重大事故等対処設備については、基本的には１Ｎを LCOとし、各個別設備に対する設置

許可基準規則の要求を踏まえて設定する。 

なお、設置許可基準規則の要求を踏まえた多様な目的に対して、同一系統を使用する場合は、一括

りにまとめて LCOを設定することができる。 

  
以 上 
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４．運転上の制限等の設定について（表 85-15 85-15-6） 
   

（１）規制要求 

   設置許可基準規則の要求については、以下のとおりであり、これに基づき保安規定の記載項目を変

更している。 

 

設置許可基準規則 第五十七条（代表） 

 

１ 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場

合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原 

子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保するために必要な設備を設けなければなら

ない。 

 

上記の規制要求を踏まえて、要求機能毎に運転上の制限を規定することとしているため、燃料補給設備

に係る機能について規定する「保安規定８５条 表８５－１５ ８５－１５－６ 燃料油貯蔵タンク、可

搬式オイルポンプ、タンクローリーおよび燃料油移送ポンプによる燃料補給設備」に規定する。 

 

（２）保安規定の記載項目 

設置許可申請書の主要な記載内容は以下のとおりであり、保安規定変更に係る基本方針の記載に

基づき運転上の制限等を設定する。 

 

【設置許可申請書 添付書類十追補】 

1.14.2.4 燃料の補給手順等 

全交流動力電源喪失時に、重大事故等対処設備である空冷式非常用発電装置又は電源車を運転した場合、

これらの設備への燃料補給が必要となる（燃料はすべて重油）。 

重大事故対処設備である燃料油貯蔵タンクから可搬式オイルポンプ又はタンクローリー（燃料油移送ポン

プ使用時含む。）へ給油し、各設備へ補給する手順を整備する。 

 

【設置許可申請書 添付書類八】 

空冷式非常用発電装置は、燃料油貯蔵タンクより可搬式オイルポンプ又はタンクローリー（燃料油移送ポ

ンプ使用時含む。）を用いて燃料を補給できる設計とする。 

電源車は、燃料油貯蔵タンクよりタンクローリー（燃料油移送ポンプ使用時含む。）を用いて燃料を補給

できる設計とする。 

大容量ポンプ、電源車（可搬式代替低圧注水ポンプ用）及び電源車（緊急時対策所用）は、燃料油貯蔵タ

ンクよりタンクローリー（燃料油移送ポンプ使用時含む。）を用いて燃料を補給できる設計とする。 

 

【保安規定変更に係る基本方針】 

2.3 上流文書からの要求事項 

（中略） 

①基本設計が要求する事項 

基本設計において安全解析の前提条件などになっており、設計上、運転管理段階での遵守が要求され

る事項（運転上の制限などによりその条件に反すると直接に設置（変更）許可における設計条件に抵触

するような性質のもの） 

 

ａ．運転上の制限（新規設備） 

上記の設置許可申請書記載、保安規定変更に係る基本方針に基づき、燃料油貯蔵タンク、可搬式オ

イルポンプ、タンクローリーおよび燃料油移送ポンプによる燃料補給設備を新規に規定する。 

No 設備（燃料油貯蔵タンク、可搬式オイルポンプ、タンク

ローリーおよび燃料油移送ポンプによる燃料補給

設備） 

安全解析 

１ 燃料油貯蔵タンク 

有り 
２ 可搬式オイルポンプ 

３ タンクローリー 

４ 燃料油移送ポンプ 

なお、安全解析の前提条件となっていない場合でも、”設計上、運転管理段階での遵守が要求される
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事項“については運転上の制限を設定する場合があり、その例としては、有効性評価では登場しない

ＳＡ設備がある。 
 
燃料油貯蔵タンクについては、重大事故等発生後 7日間、重大事故等対処設備の運転に必要な油量

である 342.7 m3を確保できるよう、燃料油貯蔵タンク(360m3)［容量: 200m3×2基]を運転上の制限の

所要数とする。 

タンクローリーは、可搬式重大事故等対処設備であるが可搬型注水設備あるいは可搬型電源設備で

ないことから、１Ｎ要求設備であり、１セット２台必要となる。ただし、タンクローリーは屋外に保

管している１Ｎ要求設備の可搬式重大事故等対処設備であることから、竜巻に対して機能を損なうこ

とのないよう、上記に加えて予備１台を確保しておくことが必要となるため、運転上の制限の所要数

を３台とする。 

可搬式オイルポンプは、可搬式重大事故等対処設備であるが可搬型注水設備あるいは可搬型電源設

備でないことから、１Ｎ要求設備であり、１台必要となる。ただし、可搬式オイルポンプは、空冷式

非常用発電装置専用の給油ポンプとして屋外に保管している１Ｎ要求設備の可搬式重大事故等対処

設備であることから、竜巻に対して機能を損なうことのないよう、上記に加えて予備１台を確保して

おくことが必要となるため、運転上の制限の所要数を２台とする。 

燃料油移送ポンプは、燃料油貯蔵タンクからタンクローリー（E.L.+32m燃料油取出口使用時）へ必

要な燃料を補給するため、運転上の運転上の制限の所要数を２台とする。 

 

燃料補給設備は、非常用電源が喪失した場合に重大事故等の防止・緩和に必要な設備に対し給電を

行うために必要な設備であり、原子炉格納容器内に燃料が装荷されている期間及び燃料体が使用済燃

料ピットに貯蔵されている期間を機能維持期間として適用する必要があることから、適用モードは

「モード１、２、３、４、５、６および使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵している期間」とする。 

   

ｂ．確認事項（追加設備） 

   確認事項（サーベランス）については、保安規定変更に係る基本方針の以下の記載に基づき設定し

ている。 

【保安規定変更に係る基本方針】 

4.2 サーベランスの設定方針 
 （中略） 
ａ．プラント停止中のサーベランス 
設備の性能（揚程、流量等）、および動作状況（振動、異音、異臭、漏れ等）の確認により運

転上の制限を満足していることを判断するため、実系統、またはテストライン※２により、設備を
運転する。 
ｂ．プラント運転中のサーベランス 
設備の動作状況（振動、異音、異臭、漏れ等）の確認により運転上の制限を満足していること
を判断するため、実系統、またはテストライン※１により、設備を運転する。 
（中略） 
b.重大事故等対処設備のサーベランス頻度の設定 
新たに設定する重大事故等対処設備のサーベランスの実施においては、保全計画に定める点検
計画(例)の点検頻度以内に実施することを計画する。 
重大事故等対処設備には常設設備と可搬設備があり、常設設備は系統に接続されているか、容
易に接続可能な状態となっており、可搬設備については系統と切り離して保管された状態となっ
ている。この可搬設備の保守管理計画に定める点検計画(例)は、添付－１に示すとおりであり、
サーベランスの運用管理の観点から、当面これらの点検頻度から最も短い 3 ヶ月毎を上限とす
る。常設設備については、保守管理計画に定める点検計画(例)の点検・補修の実施頻度以内で設
定する。 
 
燃料油貯蔵タンクについては、保安規定第７６条（ディーゼル発電機の燃料油、潤滑油および始
動用空気）に確認事項が設定されているため、それを準用した対応とする。 
可搬式オイルポンプ、タンクローリー及び燃料油移送ポンプについては、「保安規定変更に係る

基本方針」の可搬型重大事故等対処設備のサーベランス頻度の考え方に基づき３ヶ月に１回、外観
点検等により所要数が使用可能であることを確認する。 
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ｃ．要求される措置（新規設備） 

追加設備の要求される措置については、保安規定変更に係る基本方針に基づき、以下のとおり設定

している。また、要求される措置のうちプラント停止に係る完了時間については、以下の保安規定変

更に係る基本方針に基づき、燃料補給を要する重大事故等対処設備にて設定している。（今回新規に追

加する設備の場合を赤囲みで追記） 

【保安規定変更に係る基本方針】 

4.3 LCO・要求される措置・AOTの設定方針 
(2) AOT設定の考え方 

重大事故等対処設備のAOTについては、設計基準事故対処設備の機能喪失を前提に規制上の

要求があることを踏まえて設計基準事故対処設備のAOTを参考として設定することとする。 

 

別紙－３ 

具体的な記入例（川内原子力発電所の例） 
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【美浜発電所保安規定第７６条（ディーゼル発電機の燃料油、潤滑油および始動用空気）】 

第 ７６ 条 所要のディーゼル発電機の燃料油、潤滑油および始動用空気は、表７６－１で定める

事項を運転上の制限とする。 

２．所要のディーゼル発電機の燃料油、潤滑油および始動用空気が前項で定める運転上の制限を満

足していることを確認するため、次号を実施する。 

(1) 当直課長は、１ヶ月に１回、所要のディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンクの油量、潤滑油タ

ンクの油量および始動用空気だめ圧力を確認する。 

３．当直課長は、所要のディーゼル発電機の燃料油、潤滑油または始動用空気が第１項で定める運

転上の制限を満足していないと判断した場合、表７６－３の措置を講じる。 

（中略） 

表７６－３ 

条 件 要求される措置 完了時間 

A. 燃料油貯蔵タンクの油量、

潤滑油タンクの油量または始動

用空気だめ圧力が制限値を満足

していない場合※４ 

A.1 当直課長は、燃料油貯蔵タンク

の油量、潤滑油タンクの油量または

始動用空気だめ圧力を制限値内に回

復させる。 

４８時間 

B. 条件Ａの措置を完了時間内

に達成できない場合 

B.1 当直課長は、当該ディーゼル発

電機を動作不能とみなす。 

速やかに 

 

（３）運転上の制限等の記載 

燃料油貯蔵タンク、可搬式オイルポンプ、タンクローリー及び燃料油移送ポンプによる燃料補給

設備について、設置許可基準規則第五十七条を代表に説明したが、設置許可基準規則第四十五条

（１．２）～第六十二条（１．１９）の多様な目的を全て満足する機能要求があるため、運転上の

制限は一括りに設定する。 

 

 【保安規定変更に係る基本方針（抜粋）】 

  (1) LCO設定の考え方 

可搬型重大事故等対処設備のうち、可搬型代替電源設備および可搬型注水設備（原子炉建屋の外

から水又は電力を供給するものに限る。）については「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、

構造及び設備の基準に関する規則」（以下、「設置許可基準規則」という。）第４３条第３項第１号の

解釈において「１基あたり２セット以上を持つこと」が要求されていることから、２Ｎを LCOとす

る。（以下、本設備を「２Ｎ要求の可搬型重大事故等対処設備」という。」） 

その他の重大事故等対処設備については、基本的には１Ｎを LCOとし、各個別設備に対する設置

許可基準規則の要求を踏まえて設定する。 

なお、設置許可基準規則の要求を踏まえた多様な目的に対して、同一系統を使用する場合は、一括

りにまとめて LCOを設定することができる。 

  
以 上 
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